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同志社大学２１世紀ＣＯＥプログラム「一神教の学際的研究―文明の共存と安全保障の視点から」の２００５年度報

告書をお届けいたします。本ＣＯＥプログラムは２００３年７月に「学際・総合・新領域」のＣＯＥプログラムとして採択

され、３年目を終了しました。

本ＣＯＥプログラムの中核拠点である同志社大学大学院神学研究科は、２００５年度より「一神教学際研究コース」

を新設し、前期課程５名、後期課程２名の入学定員で、学生を迎えています。一神教研究のためのカリキュラムは、

学部のカリキュラムを含めて整備されてきました。（詳細は神学部・神学研究科のウェブ・サイトhttp://theolo-

gy.doshisha.ac.jp/をご覧ください。）

神学研究科の教員体制も、従来のキリスト教研究だけでなく、ユダヤ教研究、イスラーム研究に対応できるよ

うに整備が進められ、２００６年度からは、キリスト教研究担当者１０名、イスラーム研究担当者４名、ユダヤ教研究

担当者２名が専任教員として在籍することになりました。イスラーム研究担当専任教員４名のうち３名はイスラー

ム教徒（ムスリム）です。３つの一神教の研究者が、日常的に神学・思想研究を共同で行う宗教研究機関は、日本

だけでなく世界においてもまれな存在であり、３年間の研究活動は国際的にも注目を集め、海外の研究機関から

の来訪者、客員教授、客員研究員の数は年ごとに増加しています。

研究活動の中心は昨年度から継続している２つの部門研究です。部門研究１は思想・神学的な一神教研究であ

る「一神教の再考と文明の共存」、部門研究２は外交・安全保障の視点から一神教世界を分析する「アメリカのグ

ローバル戦略と一神教世界」です。本ＣＯＥプログラムが「学際・総合・新領域」であることの意味は、宗教につい

ての思想・神学的および歴史的研究と外交・安全保障研究という、従来はほとんど交わることにない研究領域の

境を超えて、とくに｢９.１１｣以降の世界にとっての緊急の課題である「一神教」と「一神教世界・一神教文明」を学際

的に研究し、今日の世界が直面している緊急の課題である、文明の共存と平和の実現に貢献することをめざすと

ころにあります。

従来はほとんど交わることのなかった一神教研究と外交・安全保障研究を、学際的・総合的・有機的に結合する

ことは先例のない「新領域」であり、簡単なことではありません。事業推進担当者とＣＯＥ共同研究員は2つの部門研

究のどちらかに所属していますが、積極的に他方の部門研究にも参加して学際性と総合性の確保に努めています。

また２つの部門研究の共同研究会を持つことにより、今までに経験しなかった新たな学問的刺激を受けることによ

って、一神教についての宗教研究と外交・安全保障研究に新しい方向性が生まれることをめざしています。

焦点を絞った課題をより少人数で学際的に追求するための「特定研究プロジェクト」については、前年度から

継続する「ヨーロッパにおける宗教政策の研究」と「イラン・イスラーム体制における西欧理解」に加えて、「中東

の教科書における非イスラーム宗教のイメージとその意味」、「イスラームにおける他宗教との共存―伝統と現

代への対応」、「ヨーロッパの史的展開とイスラーム」が新たにスタートいたしました。

２００５年度の国際会議として、２００５年１１月に国際ワークショップ「東アジアにおける近代化とナショナル・アイ

デンティティ――グローバリゼーションと宗教復興」を開催しました。中国・韓国・フィリピン・マレーシア・イン

ドネシアから計９名の研究者を招き、国内の地域研究の専門家などと共に、東アジア各国・各地域における固有

の問題と共通する課題を、近代化やナショナル・アイデンティティを切り口に討議しました。

また２００５年１２月には、第１回「ユダヤ学会議」を開催しました。日本におけるユダヤ学関係の専門家を一堂に

集めた、これまでに前例のないこの学術会議では、古代・中世・近現代という歴史軸を中心に区分された三つの

セッションを通じて、歴史・宗教・政治の視点を総合することを試みました。

国際ワークショップの報告書は、日本語・英語・アラビア語の３カ国語で刊行いたしました。昨年度に創刊され

た学術誌『一神教学際研究』は今年度も、日本語・英語・アラビア語の３カ国語で刊行し、国際ワークショップの報

告書とともに、世界の研究機関に発送されました。３カ国語による発信は、本ＣＯＥプログラムの拠点である一神

教学際研究センター（ＣＩＳＭＯＲ）のウェブ・サイトにおいても行われています（http://www.cismor.jp/）。アラビア語

圏であるイスラーム世界からは、アラビア語による情報の発信が高く評価され、アラビア語の学術誌のいくつか

に、本プログラムの内容が紹介されました。

本プログラムのグローバルな学術ネットワーク形成のために、２００４年度に学術交流協定を結んだ、ヘブライ大学

人文学部、クフタロー財団・アブヌール学院（シリア）に加えて、国際イスラーム大学啓示人文学部（マレーシア）と王

立宗教間対話研究所（ヨルダン）と学術交流協定を締結しました。２００５年度には、学術交流協定を結んだ研究機関

との共催シンポジウムを２回、海外において開催しました。２００５年１２月のクフタロー財団・アブヌール学院（シリア）

との共催の国際シンポジウム「非ムスリム地域におけるイスラームとムスリム」と、２００６年３月の国際イスラーム大

学（マレーシア）との共催の国際シンポジウム「一神教における救済とメシア運動――その現代的意味」です。

つぎに教育活動についてご報告いたします。２００５年７月、京都にある６つの宗教系大学院・大学とともに「京

都・宗教系大学院連合」（Kyoto - Graduate Union of Religious Studies）を設立し、２００６年度から、大学院レベルで

の単位互換制度を開始しました。２００６年度からは、教育だけでなく、研究の領域においても共同研究が開始さ

れます。京都という地の利を生かしたこの試みによって、仏教や多神教という日本的なコンテキストにおいて一

神教研究を行うことにより、日本独自の一神教研究を世界に発信していきたいと願っています。海外からの研究

者にとっても、日本宗教との関係で一神教研究を行えることは、大きな魅力となるに違いありません。

博士課程後期課程の学生を対象にした、ＣＯＥリサーチアシスタントとＣＯＥ奨励研究員の公募は継続しています。

奨励研究員には本学以外の大学院生も含まれています。リサーチアシスタントと奨励研究員の大学院生は毎回

の部門研究会などに参加し、その分野における一流の研究者と交流することによって大きな学問的刺激を受け

ています。その成果は、大学院生による学術誌への研究論文の掲載、学会での発表となって表されています。

本ＣＯＥの教育プログラムでは「オンサイト・エデュケーション」として、一神教世界での現地研修を行っていま

す。２００５年度夏休みには、イスラエル、シリア、マレーシアにおいて実施されました。２００５年１１月には、国際イ

スラーム大学（マレーシア）の学生5名を「日馬相互理解促進学生交換プログラム――日本文化体験研修」として

受け入れ、本プログラムに関わる大学院生・若手研究者と有意義な学術交流の場を持つことができました。来日

した学生たちは全員がムスリムであり、マレーシアにおいてはほとんど学ぶ機会のない日本宗教、ユダヤ教、キ

リスト教などについて、本プログラムが集中講義を提供し、相互の異文化体験の実質化に寄与することができま

した。もう一つの教育活動は語学インテンシブ・コースの実施です。アラビア語、ヘブライ語それぞれのインテ

ンシブ・コースの他に、国際会議で使用する英語についてのインテンシブ・コースを設置しました。

最後にＣＯＥプログラムの研究成果の社会への還元についてご報告いたします。２００５年度には内外の研究者に

よる９回の公開講演会を開催いたしました。このなかには、２回の日本オリエント学会との共催の公開講演会が

含まれています。２００６年３月には、日本基督教学会近畿支部会との共催の公開シンポジウム「日本宗教から一神

教への提言」を開催しました。また昨年１１月の｢国際ワークショップ」の最初のセッションのシンポジウムも一般

に公開しました。公開講演会や公開シンポジウムの内容については、動画発信も含めて、すべてウェブ・サイト

で公開しています。また、ｅラーニング・システムを利用した授業内容の配信として、「神学部・神学研究科オープ

ンコース」を実施しました。

一神教学際研究センターの一般読者向けのニューズレター『CISMOR VOICE』の３号と４号を発刊しました。３

号の特集は、「ニューヨーク」、４号の特集は「一神教とは何か」です。またウェブ上に｢ワールドウオッチ・ニュース」

を動画で配信しています。この内容はＤＶＤに焼き直し、希望者に配信しています。

本報告書は本ＣＯＥプログラムの２００５年度における活動全体の報告です。昨年度に引き続き、予想以上のボリ

ュームになってしまい、皆様がご覧いただくのにご不便をおかけしますが、本ＣＯＥプログラムをご理解いただく

ための参考になれば幸いです。
同志社大学一神教学際研究センター長

森　孝一

はじめに



２００５年 
４月２日 
－３日 

４月１２日－ 
７月１２日 

４月２６日 

５月１９日 

５月２１日 

５月２７日 

５月２８日 

６月１８日 

６月２５, 
２７, ３０日 

６月２５日 

７月８日 

８月１－ 
１５日 

８月２－ 
１１日 

８月１６－ 
２８日 

１０月４日－ 
１月１７日 

９月２９日 

９月８日 

８月７日 

８月８日 

特定研究プロジェクト2　２００５年度第1回研究会 
「『革命後２６年のイラン・イスラーム体制をめぐる』座談会」 

英語インテンシブ・コース（前期） 
 

特定研究プロジェクト5　２００５年度第1回研究会 
発表者：下村佳州紀（在シリア日本国大使館）「シリアの現代イスラーム事情」 

公開講演会 
ハッサン・アブ・ニマー（ヨルダン王立宗教間対話研究所）「中東における宗教間対話の課題」 

部門研究2　２００５年度第1回研究会 
発表者：久保文明（東京大学）「共和党保守連合と宗教保守派の関係について」 
 村田晃嗣（同志社大学）「第二期ブッシュ政権の陣容と日米関係」 

コメンテーター： 臼杵　陽（国立民族学博物館） 
  中山俊宏（日本国際問題研究所） 

特定研究プロジェクト2　２００５年度第2回研究会 
「２００５年度研究会の方向性と方針について」 

部門研究1　２００５年度第1回研究会 
発表者：手島勲矢（大阪産業大学）「ラビ･ユダヤ教のパラダイムシフト：神殿崩壊と賢者の政治思想」 
 市川　裕（東京大学）「現代ユダヤ教の権威構造と正典解釈―近代国家と民主主義をめぐって」 

コメンテーター：中田　考（同志社大学） 
  小原克博（同志社大学） 

公開講演会 
発表者：小田淑子（関西大学）「イスラームの宗教性―日本人の宗教観と比較して―」 

コメンテーター：三宅威仁（同志社大学） 

アラビア語インテンシブ・コース（前期） 

 

部門研究2　２００５年度第2回研究会 
発表者：五十嵐浩司（朝日新聞）「米一極構造の中での国連改革」 
 浅野　亮（同志社大学）「中国と多国間主義」 

コメンテーター：村田晃嗣（同志社大学） 
  宮坂直史（防衛大学校） 

特定研究プロジェクト2　２００５年度第3回研究会 
発表者：吉村慎太郎（広島大学）「第9回イラン大統領選挙の諸相―予想と実相の乖離に寄せて」 

部門研究2　２００５年度第3回研究会 
発表者：吉原欽一（社団法人アジア・フォーラム・ジャパン） 
 「『共和党の変化』から読むアメリカ政治―保守主義運動と連邦議会―」 
 中山俊宏（日本国際問題研究所）「２００８年を視野に入れた米国民主党の動向」 

コメンテーター：森　孝一（同志社大学） 
  伊奈久喜（日本経済新聞） 

部門研究1　２００５年度第2回研究会 
発表者：加藤　隆（千葉大学）「比較文明論の観点からみたキリスト教世界の類型化の試み」 
 石川　立（同志社大学）「キリスト教における正典的解釈の可能性―土の器としての正典―」 

コメンテーター：中村信博（同志社女子大学） 
  越後屋　朗（同志社大学） 

特定研究プロジェクト1　２００５年度第1回研究会 
発表者：宮澤正典（同志社女子大学名誉教授）「日本におけるユダヤ論議考」 

特定研究プロジェクト2　２００５年度第4回研究会 
発表者：富田健次（同志社大学） 
 「Muhammad Khatami, "Golge insan dar kame ajadhaye doulat"の講読会」 

公開講演会 
ナーセル・サガフィー・アーメリー（安全保障問題アナリスト） 
「イランの外交専門家が語る『イランの核開発と核不拡散問題』」 

マレーシア異文化理解・語学研修プログラム 

イスラエル宗教・文化研修プログラム 

ヨルダン王立宗教間対話研究所と学術交流協定締結 

マレーシア国際イスラーム大学啓示人文学部と学術交流協定締結 

シリア語学・異文化研修プログラム 

部門研究1　２００５年度第3回研究会 
発表者：イサーム・ムハンマド（アルニーレイン大学） 

 武岡洋治（名古屋大学名誉教授） 

 「スーダンにおける紛争―イスラームとキリスト教、原理主義をめぐって」 

公開講演会 
メナヘム・ベン・サッソン（ヘブライ大学） 

「『カイロ・ゲニザー』―千年にわたるユダヤ教の歴史と文化へのいざない」 

英語インテンシブ・コース（後期） 

７月２３日 

７月２５日 

７月２９日 

７月３０日 

７月９日 
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１１月５日－ 
７日 

１０月６日 

１０月１５日 

１０月２２日 

１０月２８日 

１１月１８日－ 
２９日 

１１月２２日 

１１月８日 

特定研究プロジェクト2　２００５年度第5回研究会 
発表者：嶋本隆光（大阪外国語大学） 

 「西洋的思考法とイスラーム的思考法（前提的考察）：B・ラッセルとM・モタッハリーの倫理思想」 

部門研究2　２００５年度第4回研究会 
発表者：宮坂直史（防衛大学校）「ロンドン同時テロと欧米テロ対策の展開―国際安全保障の視点から」 
 中田　考（同志社大学）「自由民主主義の失敗―イスラーム解放党の非合法化を中心に」 

コメンテーター：石川　卓（東洋英和女学院大学） 
  森　孝一（同志社大学） 

部門研究1　２００５年度第4回研究会 
公開講演会「クルアーン解釈からみるジハード論」 
発表者：塩尻和子（筑波大学） 

コメンテーター：四戸潤弥（同志社大学） 
  中田　考（同志社大学）「ジハードと『イスラーム世界』」 

特定研究プロジェクト2　２００５年度第6回研究会 
発表者：富田健次（同志社大学） 
 「近代自由主義とイスラーム―ホメイニーの正義を中心にして（1）」 

国際ワークショップ２００５ 
「東アジアにおける近代化とナショナル・アイデンティティ―グローバリゼーションと宗教復興」 

第1セッション　公開シンポジウム 
「東アジアにおけるナショナル･アイデンティティの危機と宗教の役割」 

司　会：森　孝一（同志社大学） 

講　演：カマール・オニアー・カマルザマン（マレーシア国際イスラーム大学） 
  「均整のとれたグローバリゼーション―宗教の役割」 
松本健一（麗澤大学）「日本のナショナル・アイデンティティとアジア的構想」 
劉　義章（香港中文大学）「中国の近代化の回顧と展望―新しいアイデンティティを求めて」 

コメンテーター：徐　正敏（延世大学） 
   村田晃嗣（同志社大学） 

第2セッション 

「北東アジアにおけるナショナル･アイデンティティの危機と宗教の役割」 

司　会：越後屋　朗（同志社大学） 

発表者：高　師寧（中国社会科学院）「現代中国におけるナショナル・アイデンティティと宗教」 
  徐　正敏（延世大学）「『新民族主義』状況での韓国キリスト教の進路」 

コメンテーター：ヘルメン・プリヤラジュ・シャストリ（マレーシア教会協議会） 
  浅野　亮（同志社大学） 

第3セッション 

「東南アジアにおけるナショナル･アイデンティティの危機と宗教の役割」 

司　会：中田　考（同志社大学） 

発表者：ヘルメン・プリヤラジュ・シャストリ（マレーシア教会協議会） 
  「マレーシアにおけるグローバリゼーションと宗教復興」 

  ムハンマド・イスマイル・ユサント（インドネシア解放党） 
  「イスラーム復興とインドネシア解放党の政治運動― 
  近代化とグローバリゼーションに対する挑戦」 

  ジュルキプリ・ミルホン・ワディ〔イブン・アッドゥーク〕（フィリピン大学） 
  「フィリピンのイスラーム、近代化およびグローバリゼーションについての一試論」 

コメンテーター：劉　義章（香港中文大学） 
  山本博之（国立民族学博物館） 

第4セッション 

「東アジアの将来と宗教」 

司　会：小原克博（同志社大学） 

発表者：ソヒリン・ムハンマド・ソリヒン（マレーシア国際イスラーム大学） 
  「東アジアとグローバリゼーションの挑戦― 
  価値観とアイデンティティの保持における一神教の役割」 
  李　正培（監理教神学大学校） 
  「代案的世界化のための東アジア宗教文化の役割と提案―韓国キリスト教の視点から」 
  ホセ・マリア・マナリゴッド・クルス（アテネオ・デ・マニラ大学） 
  「宗教と国民意識―フィリピンの場合」 

コメンテーター：高　師寧（中国社会科学院） 
   臼杵　陽（日本女子大学） 

７日　エクスカーション 

特定研究プロジェクト5　２００５年度第2回研究会 
発表者：ルファ・カゴコ・グイアム（ミンダナオ国立大学） 
 「周辺から主流へ：ARMM（ムスリム・ミンダナオ自治区）の和平プロセスにおけるモロ民族女性の役割」 
 マリテス・ダングイラン・ヴィトゥグ（ニューズブレーク誌） 
 「MILF（モロ・イスラーム解放戦線）との和平協定の展望」 
 ムハンマド・イスマイル・ユサント（インドネシア解放党） 
 「イスラーム団体の多様性：インドネシア解放党と東南アジアにおけるイスラーム諸団体の比較研究」 
 ソヒリン・ムハンマド・ソリヒン（マレーシア国際イスラーム大学） 
 「東南アジアにおけるイスラーム：一つのミッションにおける多様なビジョン」 

日馬相互理解促進学生交換プログラム――日本文化体験研修 

特定研究プロジェクト１　２００５年度第2回研究会 
発表者：ミシェル・モール（同志社大学嘱託講師） 

 「宗教者が眺めた２０世紀初めのヨーロッパの崩壊―ローゼンツヴァイク『救済の星』を中心として―」 

５日 
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１２月２８日－ 
２９日 

１２月３日 

１２月６日 

１２月１０日 

１２月１３日 

２００６年 

１２月１７日 

１月１１日 

１月１４日 

１月２１日 

特定研究プロジェクト2　２００５年度第7回研究会 
発表者：富田健次（同志社大学） 
 書評：吉村慎太郎「イラン・イスラーム体制とは何か：革命・戦争・改革の歴史から」 
 〔２００５年、書肆心水〕 
 吉村慎太郎（広島大学）「イラン・アフガニスタン『関係』史に関する試論―１９０１－１９４１を中心に」 

特定研究プロジェクト4　２００５年度第1回研究会 
発表者：ムハンマド・ブードゥードゥー（ムハンマド5世大学）「イスラーム・移民・ヨーロッパの統合」 
 エルモスタファ・レズラーズィー（アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京） 
 「宗教教育と他者の文化的受容」」 

第1回CISMORユダヤ学会議「日本におけるユダヤ学の現状」 

開会セッション 

司　会：アダ・タガー・コヘン（同志社大学） 

発表者：宮澤正典（同志社女子大学名誉教授） 
  「日本におけるユダヤ研究の展開とユダヤ人に対する日本人」 

セッションＡ 

「文献学的・考古学的観点からみた古代イスラエルと聖書」 

司　会：石川　立（同志社大学） 

発表者：アダ・タガー・コヘン（同志社大学）「ヨシュアのシケム召集と古代ヒッタイトの法習慣」 
  越後屋　朗（同志社大学）「考古学から見たシケム」 

コメンテーター：池田　裕（中近東文化センター） 
   月本昭男（立教大学） 

セッションＢ 

「中世におけるユダヤ学：イスラームとの関係において」 

司　会：越後屋　朗（同志社大学） 

発表者：市川　裕（東京大学）「ユダヤ的生活様式の成立：文化の型の比較に向けて」 
  手島勳矢（大阪産業大学）「メタファ－とプシャット：中世ユダヤ聖書解釈の構造について」 

コメンテーター：鎌田　繁（東京大学） 
   勝村弘也（神戸松蔭女子学院大学） 

セッションＣ 

「20－21世紀のユダヤ学」 

司　会：小原克博（同志社大学） 

発表者：大塚和夫（東京外国語大学） 
  「近代中東のユダヤ教徒／ユダヤ人コミュニティ：スーダンの例を中心に」 
  野村真理（金沢大学）「拡大ＥＵとホロコースト研究」 

コメンテーター：臼杵　陽（日本女子大学） 
   長田浩彰（広島大学） 

『JISMOR（一神教学際研究）別冊〔英語版〕』発行 

公開講演会 
山中由里子（国立民族学博物館） 
「二本角が表すもの―西アジアにおけるアレクサンドロス大王の神聖化」 

シャイフ・アフマド・クフタロー財団共催国際シンポジウム 
「非イスラーム地域におけるイスラームとムスリム」 

 

開会セッション 

聖クルアーン朗唱 

ジヤードッディーン・アル＝アイユービー（宗教大臣）後援挨拶 
村瀬充（在シリア日本国大使館次席）挨拶 

映像「アフマド・クフタロー財団と日本の関係」 

中田　考（同志社大学）挨拶 
サラーフッディーン・クフタロー（シャイフ・アフマド・クフタロー財団）挨拶 

第1セッション 

司　会：ムハンマド・ワフビー・スライマーン 

発表者：アブドッダーイム・ヌマイル（アズハル大学） 
  「非ムスリム社会にいかにイスラームを提示するか」 
  中田　考（同志社大学）「イスラームにおける非ムスリムの救済」 
  リナ・アルフムスィー（アズハル大学）「東西におけるムスリム少数派」 

第2セッション 

司　会：アブドッサラーム・ラージフ 

発表者： 奥田　敦（慶応大学）「イスラームとグローバル・ガバナンス」 
  バッサーム・ウジュク（シャイフ・アフマド・クフタロー財団） 
  「イスラーム少数派の現実、義務、イスラーム共同体との関係」 
  ファールク・アクビク（シャイフ・アフマド・クフタロー財団） 
  「シャイフ・アフマド・クフタローと非ムスリムへの宣教」 

特定研究プロジェクト１　２００５年度第3回研究会 
発表者：エリック・オッテンハイム（ユトレヒト大学） 
「何のための対話か？－オランダにおけるキリスト者とユダヤ人」 

公開講演会 
発表者：エリック・オッテンハイム（ユトレヒト大学） 
 「何のための対話か？―オランダにおけるキリスト者とユダヤ人」 

コメンテーター：ミシェル・モール（同志社大学嘱託講師） 

部門研究1､2合同研究会 
発表者：小杉　泰（京都大学）「イスラーム民主主義の現在：理念と実践および21世紀的課題群」 
 古矢　旬（北海道大学）「アメリカ建国の理念―『近代』と『宗教』の相克」 
 菅野賢治（東京都立大学）「フランス共和国とユダヤ―『ライシテ（世俗性）』理念の試金石」 

コメンテーター：富田健次（同志社大学） 
  森　孝一（同志社大学） 

 

ヘブライ語インテンシブ・コース 
 

２月１３日－ 
１４日、 

１６日－１７日 

２８日 

２９日 
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２月２６日－ 
３月１日 

２月２８日 

３月１日 

３月４日 

２月２５日 ３月１１日 

３月１５日 

３月１７日 

３月１８日 

３月２４日 

３月３１日 

２月 

公開講演会 
発表者：ムハンマド・ハサン・アルジール 
 （イマーム・ムハンマド・イブン・サウード・イスラーム大学東京分校 アラブ・イスラーム学院） 
 「２４年間のアラブ・イスラーム学院の日本でのアラビア語教育と遠隔教育の努力―２４年間を振り返って」 

コメンテーター：サミール・ヌーハ（同志社大学） 

アラビア語インテンシブ・コース（後期） 

『JISMOR（一神教学際研究）別冊〔日本語版〕』発行 

『JISMOR（一神教学際研究）2〔日本語版、英語版、アラビア語版〕』発行 

特定研究プロジェクト1　２００５年度第4回研究会 
発表者：野村真理（金沢大学）「近代ウィーンのユダヤ人の自己認識」 

マレーシア国際イスラーム大学共催シンポジウム 
「一神教における救済とメシア運動―その現代的意味」 

発表1 

司　会：Thameem Ushama（マレーシア国際イスラーム大学） 
発表者：Hassan Ahmad Ibrahim（マレーシア国際イスラーム大学） 
"Mahdism and Neo-Mahdism in the Sudan: From Hyper Salafism to Consistent Maqasidism" 
コメンテーター：Abdul Rashid Moten（マレーシア国際イスラーム大学） 

発表2 

司　会：Isham Pawan Ahmad（マレーシア国際イスラーム大学） 
発表者：Ibrahim M. Zein（マレーシア国際イスラーム大学） 
"Salvation and Inqãdh: Two Moral Positions: A Monotheistic Religion
コメンテーター：Irfan Fattah（マレーシア国際イスラーム大学） 

発表3 

司　会：Yunos Soualhi（マレーシア国際イスラーム大学） 
発表者：手島勲矢（大阪産業大学） 
"Judaism and Salvation: Unifinished Concerns in Time and Space" 
コメンテーター：Osman Bakar（マレーシア国際イスラーム大学） 

発表4 

司　会： Kamar Oniah Kamaruzaman（マレーシア国際イスラーム大学） 
発表者：中田　考（同志社大学） 
"Soteriology in Islam and Its Application for Contemporary Japan"
コメンテーター：Anis Malik Thoha（マレーシア国際イスラーム大学） 

発表5 

司　会：Ahmed Ibrahim AbuShouk（マレーシア国際イスラーム大学） 
発表者：Hazizan Md. Noon（マレーシア国際イスラーム大学） 
"Islamic Reflections on Issues Pertaining to 'Salvation’ and Their Implications for Development 
Concept in Malaysia: A Muslim Sociologist's Perspective"
コメンテーター：Malik Badri（マレーシア国際イスラーム大学） 

特定研究プロジェクト6　２００５年度第1回研究会 
発表者：清水宏祐（九州大学）「国家としての『トルコ』と民族としての『トルコ人』」 

コメンテーター：澤江史子（日本学術振興会特別研究員〔PD〕） 

公開シンポジウム「日本宗教から一神教への提言」 
司　会：小原克博（同志社大学） 

発表者：山折哲雄（国際日本文化研究センター名誉教授） 

パネリスト：森　孝一（同志社大学） 
  手島勲矢（大阪産業大学） 

ワークショップ「ダビデとソロモンを探して―考古学的視点から」 
司　会：越後屋　朗（同志社大学） 

発表者：アミハイ・マザール（ヘブライ大学） 

公開講演会 
発表者：アミハイ・マザール（ヘブライ大学）「考古学から見た聖書の史実性」 

特定研究プロジェクト2　２００５年度第8回研究会 
発表者：中村明日香（同志社大学研究開発機構特別研究員） 
「『アーシューラー』をめぐる最近の思想動向： 
メスバーフ・ヤズディー師『キャルバラーの空から落ちたもう1つの稲妻』を中心に」 

『第１回CISMORユダヤ学会議報告書』発行 

2005年度  活動報告 

２００５年度活動報告
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２００５年度活動報告
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プログラム 

11月5日 (土) 

10：00–12：00
第1セッション（公開シンポジウム） 
「東アジアにおけるナショナル・アイデンティティの危機と宗教の役割」 
会　場： 同志社大学今出川キャンパス　寒梅館ハーディーホール 

司　会： 森　孝一（同志社大学・一神教学際研究センター長） 

講　演： カマール・オニアー・カマルザマン（マレーシア国際イスラーム大学） 

 松本健一（麗澤大学） 

 劉　義章（香港中文大学） 

コメンテーター 

 徐　正敏（延世大学） 

 村田晃嗣（同志社大学） 

ディスカッション 

 

14：30–17：30
第2セッション（非公開） 
「北東アジアにおけるナショナル・アイデンティティの危機と宗教の役割」 
会　場： 新島会館 

司　会： 越後屋　朗（同志社大学） 

発表者： 高　師寧（中国社会科学院） 
 徐　正敏（延世大学） 

コメンテーター 

 ヘルメン・プリヤラジュ・シャストリ（マレーシア教会協議会） 
 浅野　亮（同志社大学） 

ディスカッション 

18：00－20：00　レセプション　会場：新島会館 

 

日 時：2005年１１月5日（土）・6日（日） 

会 場： 同志社大学今出川キャンパス　寒梅館ハーディーホール 
　　　新島会館 

東アジアにおけるナショナル・アイデンティティの危機と宗教の役割 

２００５年度 CISMOR国際ワークショップ 
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国際ワークショップ

２００５年１１月５日・６日にかけて開催された同志社大学一神教学際研究センター主催の国際ワークシ
ョップ「東アジアにおける近代化とナショナル・アイデンティティー：グローバリゼーションと宗教復興」の
報告書をお届けします。
東アジアは過去10年、急速な経済発展を遂げ、世界経済の中でのプレゼンスを増しつつあります。

またEU統合、アメリカ主導のグローバリゼーションに触発され、東アジアの地域統合の動きも活発化
しており、2005年度には、第一回東アジアサミットが開催されました。
一神教学際研究センターは、2003年の設立以来、アメリカと中東における３つの一神教の関係を中

心に、文明の共存と安全保障の観点から総合的・学際的研究を行ってきました。2005年度は、東ア
ジアに焦点を絞り、インドネシア、マレーシア、フィリピン、中国、韓国から研究者を招待し、国際ワーク
ショップを開催いたしました。

東アジアの近代化は、欧米の帝国主義への反動として始まり、それゆえ当初からナショナリズムと
結びついていました。また欧米においては、近代化が世俗化とともに進展したことから、東アジアの
近代化もまた世俗化と共に推し進められてきました。共産主義もその一形態です。

21世紀を迎えて、東アジアにおいては、ナショナリズム復興の動きと共に、ナショナリズムを超えた
新たなアイデンティティーの模索が行われています。また、近代化と共に世俗化が進むとの一昔前の
予測に反して、東アジアでも宗教復興現象が顕在化していますが、それは国境を越えたものです。
東アジアには、EUのような共有する文明、宗教、歴史が存在しないため、地域共同体を形成する

ことはできない、との声も聞かれます。しかし東アジアは古来より、むしろ、儒教、道教、ヒンドゥー教、
仏教、儒教、イスラーム、キリスト教などの諸宗教が共存する多元社会・交流圏を形成していました。
この意味において、東アジアは、豊かな宗教性にあふれた、多様性が共存する先進地域であり、物
質・経済の論理で世界を均質化していくグローバリゼーションのアンチテーゼあるいはオルタナティブ
を生み出す可能性を秘めています。

今回の国際ワークショップでは、各発表者がそれぞれの国における近代化とナショナル・アイデンテ
ィティーの形成を回顧し、グローバリゼーションと宗教復興現象の現状を報告し、次いで東アジア地
域と世界の未来について忌憚のない議論を交わし、多様な存在の共存する世界を展望することを目
指しました。
刺激的な議論に満ちたこの国際ワークショップ報告書を、十分にお楽しみいただけることを願って

います。

国際ワークショップ報告書によせて

同志社大学 一神教学際研究センター

センター長森　孝一
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カマール・オニアー・カマルザマン
KAMARUZAMAN, Kamar Oniah
マレーシア国際イスラーム大学の比較宗教学準教授。マレー
シア大学で英語学の学士号を、米国フィラデルフィアのテンプ
ル大学で比較宗教学の修士号をそれぞれ取得。さらに、マレー
シア国際イスラーム大学のISTAC（イスラーム思想・文明国際
研究所）で、イスラーム思想・文明学の博士号を取得した。博
士論文のテーマは「初期ムスリムによる諸宗教の研究――ビー
ルーニーの著作と貢献」。数冊の著書があるほか、異教徒間の
対話を進めて世界平和に全力を注ぐ社会活動家でもある。専
門家向けならびに一般市民向けのセミナーや異教徒間プログ
ラムにも、国内外を問わず数多く参加している。また、マレー
シア国際イスラーム大学における比較宗教学の第一人者で、博
士の開発したカリキュラムは多くの研究機関に採用されてい
る。さまざまな宗教を学問として学ぶだけでなく、それらの宗
教が信者によってどのように実践に移されているかを肌で感じ
ることも必要だというのが博士の持論であり、そのためにも
様々な宗教コミュニティと親交を深めることがきわめて重要だ
と考えている。

劉　義章（ラウ イーチョン）
LAU Yee Cheung 
香港中文大学で学士号を、米国カリフォルニア大学サンタバー
バラ校で修士号と博士号をそれぞれ取得（歴史学）。シンガポ
ール国立大学で教鞭をとったのち、1991年に香港中文大学に
移る。現在は香港中文大学の準教授として、同大学聯合書院に
おける評議会メンバーも務める。主な研究対象は、中国の近代
化、中国の国際関係、客家

はっか

研究、香港史、中国におけるキリスト
教史。中国語と英語の両方で著書や論文を発表。広州、台北、
南京、上海、北京、ボストン、ロンドンの主要な資料館や図書館
でも研究を行ってきたほか、成都（四川省）、□州

かんしゅう

（江西省）、梅
州（広東省）にある客家研究センターの客員研究員でもある。
香港アライアンス聖書神学校では名誉研究員を、やはり香港に
ある崇正總會の客家研究所では学術ディレクターをそれぞれ務
める。

ホセ・マリア・マナリゴッド・クルス
CRUZ, Jose Maria Manaligod  
アテネオ・デ・マニラ大学社会科学学部学部長。歴史学を学び、
主に17世紀フィリピンの研究を中心に行なう。主な出版作品に、
フランシスコ会Juan de Oliver著（1599）Declaracion de la doct-
rina Christianaがある。アテネオ・デ・マニラ大学を卒業後、コー
ネル大学でPh.D.取得。現在、東南アジア教育省組織歴史伝統
地域センター（SEAMEO-CHAT）の統制委員会の委員長であると
同時に、フィリピン国立歴史研究所（National Historical Institute）
委員会の委員。

高　師寧（ガオ シニン）
GAO Shining 
中国社会科学院世界宗教研究所社会学教授。Materials of World
Religion and World Religious Cultures 編集長。1988年中国社会
科学院卒業。その後、トロント大学（カナダ）、香港中文大学、オ
ーフス大学（デンマーク）の客員研究員となり、英国バーミンガ
ム大学のウィリアム・パットン・フェローシップを受ける。現在
までに、An Exploration of New Religions（Institute of Sino-
Christian Studies、道風山、香港2001）、Faith and Live:
Christianity and Christians in Beijing（Institute of Sino-Christian
Studies、道風山、香港2005）など 5冊の著書がある。また、当該
の専門分野で40以上の論文を発表し、P.ティリッヒのLove,
Power and Justice（P.ティリッヒ選集、上海Joint Publishing Co.,
1998）やロベルト・チプリアーニのSociology of Religion: An
Historical Introduction（Renmin University Press 2005）など、著
名な西洋学術書計10冊の中国語翻訳者でもある。

招聘者紹介

招聘者紹介

１１月6日（日） 

9：30–12：30
第3セッション（非公開） 
「東南アジアにおけるナショナル・アイデンティティの危機と宗教の役割」 
会　場： 新島会館 

司　会： 中田　考（同志社大学） 

発表者： ヘルメン・プリヤラジュ・シャストリ（マレーシア教会協議会） 
 ムハンマド・イスマイル・ユサント（ヒズブ・タハリール・インドネシア） 
 ジュルキプリ・ミルホン・ワディ（フィリピン大学） 

コメンテーター 

 劉　義章（香港中文大学） 
 山本博之（国立民族学博物館） 

ディスカッション 

 

14：30–17：30
第4セッション（非公開） 
「東アジアの将来と宗教」 
会　場： 新島会館 

司　会： 小原克博（同志社大学） 

発表者： ソリヒン・ムハンマド・ソリヒン（マレーシア国際イスラーム大学） 
 李　正培（監理教神学大学校） 
 ホセ・マリア・マナリゴッド・クルス（アテネオ・デ・マニラ大学） 

コメンテーター 

 高　師寧（中国社会科学院） 
 臼杵　陽（日本女子大学） 

ディスカッション 
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招聘者紹介

ムハンマド・イスマイル・ユサント
YUSANTO, Muhammad Ismail
1962年ヨグヤカルタに生まれる。1988年ガジャマダ大学工学
部地質工学科卒業。卒業後、1991年までボゴール地区ウリル
アルバーブのポンドック・ペサントレン（イスラーム寄宿学校）
でイスラームについて学ぶ。ジャカルタSTIE（経済大学）にて
2000年に経営学修士号を取得。現在、ジャカルタシャリア経済
経営研究所所長。ハムファラ・スクール・オブ・イスラーム・エ
コノミックス会長、ジャカルタUIN（State Islamic University）
Syarif Hidayatullah、シャリア学部講師。著書には、Manajemen
Strategis: Perspektif Syariah（ Khayrul Bayan 2003）、
Menggagas Pendidikan Islami（al-Adzhar Press 2004）などがあ
る。2004年9月の東南アジアイスラーム会議で論文発表の招待
をオーストラリア国立大学（ANU）キャンベラ校より受ける。ま
た、海外（シンガポール (1997、2001)、マレーシア (1996、
1997、2001)、日本 (2002)、USA (2004) 、オーストラリア
(2004)など）広範囲でイスラームの布教活動を行っている。

徐　正敏（ソ ジョンミン）
SUH Jeong Min 
韓国ソウル市、延世大学神学部教会史教授。延世大学で1988年
に修士号取得後、京都で2年間、同志社大学神学部人文科学研
究所の研究員となり、1999年に延世大学にて博士号を取得。
1980年～1989年の10年間、Christian Encyclopedia（Seoul:
Christian Literature Press）の製作に編集長として貢献。2003年
～2005年、延世大学神学部学部長。論文130本以上を発表、ま
た、Story of Underwood Families (Seoul: Sallim, 2005), Korea
Church History (Seoul: Sallim, 2003), A Study of relationship
between Christianity in Korea and Japan (The Christian Literature
Society of Korea, 2002)、The Japanese Christian Church's
Understanding of Korea under the Japanese Reign (Seoul: Hanul
Academy, 2000)など、著書30冊以上。延世大学よりアニュア
ル・スカラー・アワードを二回受賞（2003、2004）。また、著書
Chai-Chung-Wan (The Royal Korean Hospital) and Early
Christians in Korea (Seoul: Yonsei Univ. Press, 2003)は、本年度、
大韓民国学術院により「最優秀学術書賞」を受賞。現在、韓国基
督教歴史研究所所長。

ジュルキプリ・ミルホン・ワディ
（イブン・アッドゥーク）
WADI (ibn Adduk), Julkipli Miluhon
フィリピン大学ディリマン校大学秘書官、元イスラーム研究
所研究部部長。イスラーム学と政治を中心に研究。イスラー
ムの外交、地域安全保障、紛争解決、政治的イスラーム、東
南アジアにおける暴動、ムスリム世界におけるフィリピンの
外交、モロ民族紛争、ミンダナオ島におけるナショナリズム、
ムスリム対キリスト教の対話、イスラームの精神性などに関
する著書多数。
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ヘルメン・プリヤラジュ・シャストリ
SHASTRI, Hermen Priyaraj 
メソジスト教会叙任牧師（1983）。現在、マレーシア協会協議会
事務総長、および、マレーシア・キリスト教連盟事務局長。シン
ガポール・トリニティ神学校にて神学士号（1978）、ドイツのハイ
デルベルグ大学にて神学博士号（伝道学）取得（1989）。2001年
に、ローマのプロ・ユニオーネおよび米国バークレーの太平洋
神学校の客員教授となる。アジアにおける教会統一主義の権
威であり、各国会議および国際会議に多数出席し、論文・記事
を発表している。また、異宗教委員会（Interfaith Commission）運
営委員会、マレーシア・キリスト教/ヒンズー教/シーク教諮問審
議会をはじめとする多数委員会の委員であり、世界教会協議会
中央委員会、信仰と職制（Faith and Order）常任委員会およびア
ジア地域グループの委員もつとめている。

ソヒリン・ムハンマド・ソリヒン
SOLIHIN, Sohirin Mohammad 
中東および西洋で教育を受けたイスラーム学者。バーミンガム大
学神学部で博士号を取得。著書には、Copts and Muslims in
Egypt: Study on Harmony and Hostility（the Islamic Foundation,
England）、Islam and Politics: Emergence of Reform Movement in
Indonesia（International Islamic University Press, 2005, Malaysia）
がある。また、Islam and Theory of Government: Views of
Mohammad Natsir（Muslim Educational Quarterly, Cambridge,
Vol.3&4, 2003）、Hakimiyyah as Appeared in Fi Úilal al-Qur‘an:
Views of Sayyid Qutb（Journal of Islam in Asia, Vol.2, No.1,
2005）、Amin Rais: His Vision about Da‘wah（Islamic Quarterly,
London, Vol.48, Issue 2, 2004）など、各専門誌に記事を発表して
いる。2005年3月23～29日に東京で開かれた国際宗教学宗教史
会議世界大会 (IAHR)では、Jihad between Comprehension and
Misconception: Roots of Religious Extremism in Indonesiaを発
表。現在、マレーシア国際イスラーム大学コーラン・スンナ研究学
部助教授であり、東南アジアにおけるイスラームと原理主義を研
究している。

李　正培（イ ジョンベ）
LEE Jung Bae 
監理教神学大学校宗教哲学教授。1986年、監理教神学大学お
よび神学学校（スイス、バーゼル）卒業。1986年以来、文化的神
学、土着化神学、生態神学、宗教間対話、および、その他関連分
野で活躍し、現在は、韓国組織神学会および韓国YMCA環境コ
ミュニティ会長。著書には、Korean Theology of Life、Pioneers
of Korean Indigenous Theology 、Christian Theology of Nature in
the point of Dialogue between Religion and Science その他があ
り、2003年には、Pioneers of Korean Indigenous Theology でク
リスチャン・プレス・アワードを受賞。1986年以来、監理教神
学大学教授をつとめている。

松本健一
MATSUMOTO Kenichi
評論家・作家。1968年東京大学経済学部卒業後、旭硝子（株）勤
務を経て、1971年『若き北一輝』で論壇での活動に入る。政治
思想、文芸評論、宗教研究など精神史の多領域にわたる。1995
年には『近代アジア精神史の試み』（中央公論社）に対して第７回
アジア・太平洋賞。『原理主義－ファンダメンタリズム』（風人社）。
『開国・維新』（「日本の近代」第１巻、中央公論社）に対して吉田
茂賞。2005年『評伝・北一輝』全５巻（岩波書店）に対して司馬遼
太郎賞、など著書多数。1994年より麗澤大学教授。
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問題提起
人類の歴史が絶えず変化し、決して同じ状態に

留まることができないというのは事実である。むし

ろ歴史は常に前進し、時の流れと共に種々の様相

を経て変化し続け、時代の空気を様々に積み重ね

てきた。その間、人類は幾度となく交差点や分岐

点を通過し、否応なしに変化の渦中へと導かれて

いった。今日、私たちは再びこうした交差点に行き

着き、古い殻を脱ぎ捨てて新たな未来を拓く変革

の時代を迎えている。古い世界秩序を脱し、「グロ

ーバリゼーション」そして「グローバリズム」の名で広

く知られる新しい世界秩序へと足を踏み入れてい

るのである。グローバリゼーションとは仕組みであり、

グローバリズムとはそのイデオロギーのことである。

グローバリゼーションという仕組みが現れたの

は、世界史上、決して今回が初めてのことではな

い。過去には同様の現象がユニバーサリゼーショ

ンやインターナショナリゼーションという名で呼ばれ

ていたし、端的に言えば、文明が相互に学び合い、

分かち合うことがすなわちグローバリゼーションなの

だといえる。確かに、相互に学び分かち合って発

展と繁栄を遂げることこそが文明の本質であり、世

界の文明はいずれもそうした道筋をたどってきた。

そうでなければ、そもそもそれは文明の名に値しな

かったということである。こうした視点から見ると、

グローバリゼーションはいわば当然の流れであり、

歴史の帰結であって、自然で罪のない現象のよう

にも思われる。しかしグローバリズムとグローバリゼ

ーションの本質にはどことなく胡散臭いものがあり、

その点に気づき、これを見抜いた者に危惧の念を

抱かせている。なぜならば、グローバリゼーションと

は、グローバリズムの目的とその隠された意図を実

現するために巧妙に作り出された仕組みであり、

手段であるからである。

グローバリゼーションとグローバリズムを考える
イデオロギーとしてのグローバリズムは、一国が

全世界を統治するというユートピア的発想を掲げ

ており、その意味でパンナショナリズムをその思想

的基盤としている。これはどういうことかというと、

究極的には、すべての国家とすべての政府が一つ

の超国家に統合され、一つの超政府の前に屈し、

従属すると共に、この超政府の統治と支配を受け

るということである。そして言うまでもなく、今日、こ

の超国家の超政府とは他でもないアメリカ合衆国

政府のことである。つまりその背景としていえるの

は、現在の世界情勢を見る限り、アメリカ合衆国を

世界でただ一つの超大国に押し上げ、その優位を

維持するために巧妙に仕組まれた政治経済的戦

略こそがグローバリズムの正体なのだということで

ある。これは新しい形の植民地主義以外の何もの

でもない。世界を丸ごと植民地化し、アメリカ合衆

国が（現時点で）その頂点に立って、植民地である

他国を支配下に治めようという意図がそこには働

いている。だからこそグローバリズムは否定される

のであり、またグローバリズムを実現するための手

段であり、仕組みであるグローバリゼーションにも同

じく疑いの目が向けられるのである。
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り得ないからである。その背景にあるのは、貧しい

者は富める者と競争できず、弱者は強者と競争で

きないという厳然たる事実である。羊がライオンに立

ち向かえるはずがない。ライオンの前では羊はなす

すべもなく立ちすくむしかないのである。そのため、

この体制は必然的に、貧しい者に対する搾取に行

き着くことになる。こうして貧しい者はますます貧し

く、豊かな者はますます豊かになり、その結果として

今日では地球上の一握りの大金持ちが、それ以外

の世界中の人々の収入を上回る富を手にするとい

う現象が生じている。一言でいうならば、これは甚

だしい不正であり、豊かな強者が世界中の人々を

搾取している図式である。こうした傾向の高まりを受

けて、昨今世界中で抵抗運動が起きており、大国

の政府や企業が会合を持つところでは、必ず反対

者のデモが行われ、抗議集会が開かれている。

社会文化の面でもグローバリゼーションの進展は

著しく、広い範囲で、誰の目にもはっきりと分かる影

響が現れている。私たちの眼前では、今まさに、世

界中で新しいタイプの文化が誕生しつつある。この

文化はローカルなものでもなければ、特定の文明、

宗教、あるいは伝統に根ざしたしたものでもない。

敢えていうならば、これは狂乱の文化である。また

狂騒とヒステリックなまでのエンターテインメントに身

を呈した文化であり、高い理想や崇高な志とは無

縁の文化である。さらにこれは享楽的生活の文化

であり、大量廃棄と大量消費の文化、そして物欲と

性的堕落の文化を肯定するものでもある。新しく誕

生したこのグローバルな狂乱の文化は、最新の通

信メディア技術であるインターネット、そして世界の娯

楽の定番ともいうべきテレビと映画によって―いう

ならば小さな画面と大きな画面を通して―運ばれ

ている。その結果、一部の若者や社会のある層が、

ハリウッド的な思考パターンやテレビから入ってくる

生活様式をありがたかるだけでなく、あろうことかそ

の影響を受けて、暴力行為や薬物乱用や社会家

族的対立といった反社会的行動にまで手を染める

ようになってしまった。彼らは東洋人にも西洋人に

も見えず、欧米人が巧みに作り出した新しいオリエ

ンタル人の外見をまとっている。東洋は社会の価

値観と道徳、伝統、そして宗教生活に大きな価値

を置いているため、控え目に言っても、このような新

しい現象はたやすく受容できるものではない。そ

の中に私たちは、自分たちの価値観が蝕まれ、消

滅し、東洋的心情や価値観や世界観と相容れない

新しい文化に支配されてゆく様を見るからである。

それゆえ私たちは焦りと不安を感じると共に、変化

する社会の様相に対して、ときにいたたまれない憤

りを覚えるのである。

文化というものは総じて宗教に根ざしたもので

あり、宗教的な世界観、価値観、心情を表出し表

現したものである。それゆえに昨今の社会情勢は、

私たちの文化と文化的アイデンティティーに真っ向

から対立し、その脅威となるだけでなく、私たちの

信仰心と宗教的価値観を蝕んでもいる。なぜなら

ば外見に現れるものは、多くの場合、内面の理念

を映し出しているからである。それだけではない。

宗教と文化は文明の両輪であるため、昨今の新た

な動きは私たちの東洋的文明をも揺るがしている。

さらに文化とは国および国家的アイデンティティーの

基盤であるため、この新しいグローバル文化は、私

たちの国家的アイデンティティーと健全性を脅かすも

のでもある。こうした理由から、私たちがグローバリ

ゼーションに疑問の目を向けるのは当然のことであ

り、私たちは、ごく控え目にいっても、宗教、文化、

政治、経済など、多くの局面でグローバリゼーショ

ンの脅威を感じずにはいられないのである。とは

いえ、グローバリゼーションは今日の秩序であり、も

はやその進展を止めることはできない。では私た

ちはグローバリゼーションの攻勢にいかに備えれば

よいのだろうか。そしてグローバリゼーションの波が、

様々な形、様々な現れ方で私たちの元に迫ってき

たとき、どのようにすればその流れに賢く対応する

ことができるのだろうか。
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実際のところ、このグローバリゼーションには、学

び合い分かち合うという昔ながらの精神が欠如し

ている。これが過去のユニバーサリゼーションやイ

ンターナショナリゼーションと異なる点である。それ

どころか、グローバリゼーションは外部の文化や文

明をことごとく「飲み込もう」とする傾向があり、その

結果、異文化は否応なしにその存在をほぼ全面的

に否定され、あるいは支配者の好きな形や色に作

り替えられてしまう。一言でいえば、グローバリゼー

ションとグローバリズムは、他国が「よそ者」のまま

でいることを許さず、すべてが「我々のもの」になら

なければ気がすまないのである。

この事実は、昨今の世界の政治情勢に如実に

現れている。アメリカ政府がイラクに対して独断的な

決定を下し、一方的な制裁に踏み切ったことしかり。

国連に手を回してアフガニスタン侵攻を敢行したこと

しかり。そして今アメリカは、民主化か制裁かという

これまで同様に無茶な要求をこれまで以上にあか

らさまなやり方で、中東諸国に突きつけている。中

国に対しても同じように、圧力や警告や脅しなどあ

の手この手を使って、ことあるごとに内政に干渉し

続けてきた。またアメリカ以外の国が核兵器を所有

したり開発したりするのは間違っているかのような言

辞を弄し、その理由として、他の国や他の国民は責

任感が甚だしく欠如していると主張するにとどまら

ず、あろうことかテロや暴力の温床であるとまで断じ

ているのである。もちろん他の国や他の国民という

のは、アメリカ合衆国と頼りがいのあるその妹分、欧

州連合以外の国や国民という意味である。

しかし、最近のハリケーン・カトリーナをめぐる一

件をリトマス試験紙として、アメリカの文明度と責任

力を判定するならば、この国が及第点に遠く及ば

ないことは明らかである。かくも高度な技術力と洗

練されたライフスタイルを誇り、かくも自信たっぷり

に政治的発言を繰り返してきた国の国民が、ハリ

ケーン直後の悲しみと苦難のときに、レイプ、暴動、

略奪という唾棄すべき行動に走った様子は、正視

に耐えないおぞましい光景であった。「世界の中央

政府」がこうした秩序しか作ることができないので

あれば、アメリカが他国から一目置かれる頼もしい

存在となることなど到底無理であり、ましてや世界

に範を垂れることなどできようはずもない。またこ

の一件では、被災地で起こった大混乱だけでなく、

危機管理のずさんさも露呈された。かくしてハリケ

ーン・カトリーナは、アメリカの醜悪な正体と現実を

白日の下に晒し出したのである。アメリカの実態は、

内部の空洞から騒音を繰り出すドラムに例えること

ができる。いうならば、醜い内面を厚化粧で隠し、

野蛮な本性を上辺だけの格好良さで取り繕った中

身のからっぽな国、それがアメリカなのである。

経済面についていえば、このグローバリゼーショ

ンという理念は、多国籍企業や超金持ち国のコン

グロマリットの運営および仕組みと、発展途上国の

貧しい人々との関係の中にはっきりと現れている。

現実に私たちは、たとえば発展途上国がなすすべ

もなく、超金持ち国の企業の意のままに翻弄され

ている様子や、こうした弱い国の貧しい人たちが、

大企業やコングロマリットの情け容赦ない支配の手

から逃れようと、死にもの狂いで、ほとんど勝ち目

のない闘いに挑んでいる様子を目の当たりにして

いる。しかし、誠に奇妙で皮肉なことであるが、本

来グローバリゼーションという概念は、善意と崇高

とさえいえる使命の下、ある意味純粋な土壌の上

に誕生したのである。というのも、二つの大戦の終

結後、世界経済を健全な軌道に戻すための経済

的仕組みとして生み出されたものが、グローバリゼ

ーションだからである。その意図するところは、経済

の回復を加速して誰もが再び自分の足で立つこと

ができるように、自由競争と資本主義市場、自由主

義的企業からなる開かれた自由放任経済を推進す

ることにあった。

しかしながら、これがあくまでも善意に基づく経済

的ユートピアであり、理想でしかないことは明らかで

ある。なぜなら、自由競争は決して公平な競争にな
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共同体的な世界観と価値体系が生まれ、これがそ

の共同体と暮らしを持続させるための指針となる。

こうしてこの連鎖が循環してゆくのである。

このように、東洋的ペルソナの中にたたき込まれ、

植え付けられた国家的アイデンティティーと国家主義

的感情は、忠誠心と権威に対する深い敬意の精神

の上に築かれている。そのため、こうした国家的アイ

デンティティーと国家主義的感情は、必然的に権威

主義的な世界観へと発展し、またそうした世界観を

肯定する傾向が強い。こうした価値観は、リベラル

というよりも、封建的な性質を色濃く持ち合わせて

いる。そのために東洋の社会経済的背景には、人

民の代表から成るリベラルな集団的権威よりも、王、

大統領、預言者、賢人など、社会経済的要人を崇

拝し、奉るような空気が蔓延しているのは無理もな

い。言葉を変えるならば、東洋的ペルソナは、集団

的代表者ではなく、個人に権威を委ねることを望ん

でいるのである。また同様に、東洋の宗教と伝統は

中央集権的権威を帯びているために、社会的ある

いは政治的イデオロギーよりも尊敬され、崇拝され

ると共に、より大きな関心と注目を集めている。また

社会秩序を保ち、管理する上で、宗教や伝統は、

法律や規則よりもはるかに有効に機能する。これは

宗教と伝統が、欧米の社会経済的イデオロギーが

求める集団的権威ではなく、封建主義と同じように、

中央集権的権威を持つためである。

宗教とグローバリゼーション
このように東洋において宗教はきわめて重要な

地位を占めている。宗教は単なる個人の問題では

なく、共同体、社会、ひいては国家の問題なので

ある。先に述べたように、現実に宗教は東洋諸国

の文化や文明のルーツであり、国家のアイデンティ

ティーと健全性の基盤を形成している。東洋人は宗

教に大きな価値を置いており、宗教と宗教的利益

を守り、維持し、その発展をはかるためなら、どの

ような労もいとわない。現に宗教感情や宗教運動

により、政府が転覆したことさえあるのである。だか

らこそ、グローバリゼーションの影響に見られるよう

な、宗教と宗教的価値観と文化の地位を脅かしか

ねない動きには、どうしても不信と疑惑の目を向け

ずにはいられないのである。グローバリゼーション

が社会文化にかくも華 し々く登場したとき、これは

宗教と伝統に対する攻撃だと解釈され、そのため

グローバリゼーションがもたらした社会文化的変容

は、無宗教的価値観の現れであり、侵入であると

みなされた。こうした価値観は、宗教および宗教的

アイデンティティーを混乱させ、弱体化させる原因に

なる。その意味で、東洋で最初にグローバリゼーシ

ョンに反旗を翻したのが宗教界であったことは驚く

に値しない。こうして展開された宗教運動は、宗教

と宗教的価値観と宗教文化を守ると共に、欧米、

とりわけアメリカ合衆国の支配と覇権から離脱する

ことに主眼を置くものであった。

また東洋人にとって、宗教が単なる精神や心の

問題にとどまらないことも事実である。東洋の文明

では、聖俗の厳密な区別がない。東洋では宗教と

生活は分かつことのできないものであり、道教や神

道など、信者にとっても信仰の内容を部外者に説明

するのに苦労するような宗教もある。こうした宗教は、

世界の他の宗教に較べると、神学理論、教義や教

理、儀式や儀礼、場合によっては聖典がきちんと整

備されたり体系化されたりしていないが、聖俗が分

離されていないのは、このことが原因ではないと思

われる。むしろ信者が自分たちの信仰を当たり前の

日々の営みと考えており、宗教そのものを、注意を

喚起したり説明を要したりするような特別なものとみ

なしていないことが原因だろう。これは人から聞いた

話だが、古代の中国には宗教を意味する言葉すら

なく、「chia」という言葉が宗教という意味を兼ねて

いたという。これは「教え」という意味である。実に

興味深いことである。「chia」から派生して「chiao」

（宗教）という言葉ができたのはずっと後のことで、

外国の宗教が中国に入ってきたために、外国の「生
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東洋的アイデンティティー
東アジアの国 （々日本、中国、韓国）や、東南ア

ジアの大陸国および島国（カンボジア、ベトナム、ラ

オス、タイ、ビルマ、フィリピン、マレーシア、インドネシ

ア）に目を向けると、こうした国々が実に多様性に富

んでいることが実感できる。民族、宗教、文化、言

語、歴史、政治的イデオロギー、経済制度のいず

れをとっても国ごとに大きな違いがあるため、一部

でいわれることであるが、東アジア諸国を一つのグ

ループに統合したり、一言で表現したりすることは

不可能であり、ましてや一つの体制下にまとめるこ

となど到底無理な話である。しかしながら、こうした

国々がまったく統一性を欠いているかというと、必

ずしもそうではなく、表に現れた多様性の奥深くを

覗けば、そこに極東の国々を結びつけているある

共通点を見つけることができるのである。その共通

点とは「東洋的ペルソナ」、すなわち東洋的なパー

ソナリティーと世界観、そして価値体系である。現

にこの東洋的ペルソナは、東アジアの人々の思考

や行動パターンの中に現れており、こうしたパターン

はどの東アジア諸国にいても感じ取ることができ

る。東の国民、すなわち東洋人に初めて出会った

外国人が少なからぬとまどいを覚え、そのつきあい

方に少々苦労するのは、このためである。いうなら

ば、東洋人がミステリアスに見えるのである。これ

に対して西洋人は、極東の国民とは大きく異なる

世界観と思考パターンを持っている。

東アジア諸国は、それぞれが独自の民族、宗教、

文化、言語背景を持つが、この地域の人々は総じ

て、また平均的に、東洋的ペルソナと東洋的な外

観、心情、そして思考パターンを共有している。確

かに日本人の容貌はフィリピン人やタイ人やマレー

人のそれとは似ておらず、また言語や宗教も異な

っている。それでもその思考や行動パターンには、

東洋人に共通する何かがあるのである。それは優

雅で上品な物腰であり、穏やかな話し方であり、

他人に対する礼儀や思いやりであり、寛容な心、

忍耐、そして我慢強さといった美徳である。こうした

東洋的ペルソナはそれ自身の倫理観や価値体系、

そして善悪の意識を映し出したものでもある。そし

て何よりもこのペルソナは、伝統と習慣を重んじ、

宗教的な面でとくによく目立ち、自己主張的という

より内省的であり、円熟した威信を備えた自我意

識を有し、穏やかで落ち着いた思考パターンを呈

し、あくまでも控え目に表出する。こうした特徴は他

地域の人々のペルソナとは幾分異なっている。こ

の東洋的ペルソナは、やや前屈みになった姿で表

される東洋の賢人の姿に象徴的に現れている。賢

人が前屈みになっているのは、背中に知識と智恵

という重い荷を背負っているためである。つまり智

恵が一杯つまっているにもかかわらず、賢人は謙虚

に身をかがめ、外面的にはあくまでも慎み深さを保

っているのである。またこのペルソナの体現者とし

て荘子の名をあげることもできるだろう。荘子は気

高く勇敢で慈愛に富み、受容的な行動と思考パタ

ーンを持つ人物である。これに対して欧米のヒーロ

ーは「超人」（スーパーマン）である。気高く勇敢で

ある点は東洋の賢人と同じであるが、西欧のヒーロ

ーは力と強さを持ち、華やかで目立つ存在である。

また東洋的ペルソナは通常、伝統、規範、習慣、

文化と結びついており、こうした価値観を肯定して

いる。その中でもとくに重要視されているのが、親

や師、目上の者、そして権威に対する深い尊敬の

念である。こうした気持ちは子どもや家族に対する

愛情、師を敬う心、そして共同体精神や共同体意

識へと発展し、さらにその中に発現する。これは連

帯、そして共通のアイデンティティーの精神であり、

仲間意識と忠誠心の精神でもあって、儒教では「孝」

という概念で捉えられている。こうした特徴こそが、

東洋の共同体や社会に強い同族意識と一体感を

植え付ける役割を担っており、こうした意識が共同

体の暮らしと協働体制を強化し、維持すると共に、

国家主義的な忠誠心と国家的アイデンティティーへ

と発展するのである。また共同体の暮らしからは、
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に勝利を収め、覇者となっている。つまり俗が聖を

支配しているのである。グローバリゼーションの産

物が反宗教的性質を帯びるのはこのためである。

文化的には、グローバリゼーションは狂騒と性的堕

落の文化を生み出し、経済的には、不平等と搾取

と重大な不正の温床となっている。こうした現象は

いずれも宗教的価値観やその教えの精神とは対極

にあるものばかりである。このように、欧米で誕生

したとはいえ、グローバリゼーションとグローバリズ

ムは、キリスト教はおろか、およそ宗教とは無縁の

存在であり、あくまでも物欲と支配欲の落とし子で

しかないのである。

グローバリゼーションと
グローバリズムへの対応
このように東洋では、その国で実践されている

宗教自体が倫理として機能しているために、グロー

バリゼーションが生み出した新しい文化（いうならば

狂乱の文化）は東洋のコミュニティーの信仰心を混

乱させる原因となっているのである。また東洋諸国

の文明と国家的アイデンティティーは宗教を基盤とし

ているために、やはりグローバリゼーションの影響

を受け、その立場を脅かされている。東洋の国と

コミュニティーがグローバリゼーションの流れを否定

し、反発するのはこのためである。また政治につい

ていえば、パン・ナショナリズムを理念に掲げるグロ

ーバリズムは、実は東洋にとってさらに重大な脅威

を与えている。なぜならこの政治的イデオロギーで

は、事実上どの国も自由な宗主国となりえず、好む

と好まざるとにかかわらず、すべての国が中央の超

権力の支配下に置かれるからである。これは究極

的に、自治と自由な統治の喪失を意味している。

グローバリゼーションとグローバリズムが宗教と宗

教的価値観に対する脅威となっていることは確か

であるが、現在の世界を混乱に陥れている原因は

これだけにとどまらない。その中でもとくに恐ろしく

深刻なものは、直接的暴力と構造的暴力であり、

また政治的背景を持つものも経済的目的のものも

含め、毎日のように世界中で繰り広げられている大

量殺戮と不当な弾圧、および犯罪組織による無差

別暴力と常軌を逸した流血行為である。何らかの

流血事件や大虐殺のニュースがテレビで報道され

ない日は１日もなく、また残虐行為やサディズムを美

化し、暴力や攻撃性をあおり立てるような映像が連

日のように流されている。本来人間は誇り高い存

在であった。「神の似姿」（キリスト教）、「神の協力

者」、「管理人」（ユダヤ教）、「神の代理人」（イスラー

ム）、「神が創造した最高のもの」（シーク教）、「大宇

宙の中の小宇宙」（儒教）など、数々の宗教の中で

人間には様々な賛辞が送られていた。ところが人

間はその栄誉ある座からはるか遠くに転落し、今や

けだものにも等しい存在に成り果て、悪魔的な行

為に手を染める狂人と化してしまった。人間はこの

ような残虐な趣味や悪行に目をつぶるだけでなく、

自らこれに加担し、楽しんでさえいるのである。

このような残虐行為すべてを、悪と邪心の勝利

と凱旋と捉える向きもあるだろう。しかし私は、こう

した行為は実は良心の敗北を意味しているのだと

思う。つまり信仰と良心を持つ者が、地球上に平

和と幸福を築くことと、生きとし生けるものすべてが、

正しく、尊厳をもって暮らしてゆける環境を保つこと

に失敗したのである。私たちの世界の一部が見る

影もなく堕落してしまったのは、一つには、良心、そ

して信仰を持つ者が、「善」の意味を取り違えてし

まったからではないかと私は考えている。ある意味、

多くの人にとって「善」とは、追従することである。

これは、人当たりが良く従順であること、好意的で

あること、服従的であり能動的でないこと、受け身

であること、行動を起こすよりも傍観する側に回る

こと、という意味である。いうならば、宗教的な態

度とは、従順であり、物事をあるがままに受け入れ、

不可避なものも潔く受容することであるという、幾

分見当はずれの思い込みや通念があるように思わ

れてならないのである。また不正と闘い、平和と幸
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活様式（外国のchiao）」と国内のそれを区別する必

要が出てきてからのことだという。

こうした聖と俗を区別しないという考え方は、東

洋の宗教の倫理観、そして東洋的ペルソナの倫理

観にとくに顕著に現れている。東洋の倫理観は、

儒教のヒューマニズムや利他主義も含め、すべて

が宗教的倫理観であり、人間の心を大宇宙（天）の

中の小宇宙ととらえている。つまり人間の心には天

の意志が反映されているという考え方である。国

家が天下を治めることができるのも、ひとえに天の

恵のお陰であり、天子は天の命を受けた者とみな

されていたのである。同じことは仏教的倫理観に

ついてもいえる。仏教では個人の幸せだけでなく、

むしろ他人の幸福の方に重点を置いている。菩薩

が衆生の民を救うために涅槃に入らないでいるの

もそのためである。伝統的宗教を維持する一方で、

道教、大乗仏教、儒教を取り入れてきた中国人は、

聖俗不分の理念と全包括的世界観とを前面に押

し出し、生活と信仰を同じ次元で捉えてきた。これ

は生活と信仰がコインの裏表を成しているという意

味ではなく、いうならばその両方が同じ面にあると

いうことである。そのためグローバリゼーションによ

って生活の安定が脅かされようとしている今、遅か

れ早かれ、何らかの反発が生じるのは避けがたい

ことなのである。

同じことは他の宗教にも当てはまる。とくにイスラ

ームがそうである。イスラーム世界では、グローバリ

ゼーションとグローバリズムに対する反発が既に顕

在化しており、こうした抵抗がときに政治色を帯び、

政治声明の中に盛り込まれる場合すらある。これ

は、イスラームでは聖俗の区別がさらに曖昧である

ことが原因である。イスラームは信者の生活のすみ

ずみにまで浸透しており、シャリーア（イスラーム法）

に見られる通り、その教えは倫理観にとどまらず、

私的生活及び社会生活のあらゆる制度、あらゆる

側面の土台となっている。従ってイスラーム世界で

は、精神面においても、知的活動面においても、物

質面においても、すべての物事が信仰と宗教問題

の枠内に収まっているのである。ムスリムの倫理観

は宗教的倫理観以外の何ものでもなく、本人とそ

のコミュニティーの宗教的価値観と信仰の深さを体

現したものに他ならない。そのためグローバリズム

そのものはいうに及ばず、グローバリゼーションに伴

う変化もまた、ムスリムにとってゆゆしき影響を及ぼ

しており（ムスリムだけがとくに大きく影響されてい

るわけではないが）、ムスリムたちは今、こうした勢

力に懸命に反発し、抵抗しようとしているのである。

一方で政教分離を主義に掲げるキリスト教の場

合も、一部の信者の間では聖俗の区別が曖昧に

なっていることがある。とくに東洋のキリスト教徒は、

この主義をしっかりと信奉しながらも、その日々の

行いには信仰の影響が色濃く現れている。たとえ

ば中国のキリスト教徒は今も家族の絆と、親、師、

権威に対する尊敬の念を大切にしているため、そ

のペルソナは、西洋的というよりも、明確に東洋的

性質を帯びている。この東洋的ペルソナは、世界

で最も熱心なカトリック教徒といわれているフィリピ

ン人にも現れている。フィリピンのキリスト教徒は、

キリスト教と東洋的価値観を見事に融合させ、キリ

スト教的でありながら、同時に東洋的でもあるペル

ソナを確立している。

しかし宗教的アイデンティティーと国家的アイデン

ティティーに対し、グローバリゼーションがなぜここま

で否定されなければならないのだろうか。グローバ

リゼーションがキリスト教社会である欧米から誕生

したのであれば、なぜグローバリゼーションがあらゆ

る宗教的慣行に敵対するのだろうか。それは、たと

え欧米に端を発したとはいっても、グローバリゼー

ションは欧米の宗教や宗教観の申し子ではなく、

実際には俗社会に出自を持つものだからである。

現実に、グローバリゼーションは反宗教的といって

もよいほど世俗的であり、その中身をよくよく吟味

すると、その根底には科学と宗教の対立の図式を

見ることができる。そしてこの対立では科学が宗教
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みに目を向け、その良さを理解するようにし向ける

ことが必要である。またマスメディアの役割も大きく、

印刷媒体、ビジュアル媒体、電子媒体を活用して、

変革を見据えた行動を起こし、その促進と持続を

はかると共に、国家的アイデンティティーへの忠誠心

と誇りを醸成し、国内の文化と価値観に対する理

解を深め、倫理にもとる行動や残虐行為に代えて

宗教や倫理を大きく取り上げるべきである。実は過

去の変革もやはりこうした過程を経て実現してきた

のである。ルネッサンス、宗教改革、数々の革命、

そして世界の文明の移り変わりはいずれも、大衆

の意識と変革への欲求が端緒となっている。欲求

があるところには意志が生まれ、そこからさらに変革

に向けた具体的な取組が始まる。過去の変革はこ

のようにして達成された。今再びこの過程を繰り返

すべきである。

またいうまでもないが、変革を実現し、変革に向

けた適切な指針を描き、新たな世界秩序を構想す

るには、学識者が指導的役割を担わなければなら

ない。取組を進めるには、新しい世界秩序が望ま

しい方向に機能することを民衆に納得させ、安心

感を与えることが必要である。さもなければ民衆は

変革に対して不安を抱き、変革に向けた動き一切

を胡散臭く思うだろう。そして、新しく構想されてい

る世界秩序が一層の混乱と無秩序を招き、不正と

抑圧を増大させるのではないか、一言でいうならば

今よりも状況を悪化させるのではないかという懸念

を募らせ、その受入を拒むようになるだろう。従っ

て、宗教学者と宗教指導者は、真摯に、賢明に、

そして一心に自分の努めを果たし、人々の理解を

得て、社会が新しい世界秩序を受け入れ、これに

向けて歩み出すための道筋を付けなければならな

い。そうして初めて、コミュニティーで、ひいては国

家で、宗教的価値観と倫理秩序を持続し、高めて

ゆくことができるのである。宗教には国境がない。

つまり宗教的な呼びかけやビジョンは、国、人種、

政治、経済、地理、性別、年齢など、どのような壁

も障害も飛び越えて世界中の人々に届くのである。

こうした楽観的な見方がある一方で、多くの欧米

人が宗教とは無縁の生活を送っており、中には無

神論者もいるという事実を見逃してはならない。そ

れどころか一部には、宗教に胡散臭さを感じたり、

場合によっては恐れを抱いたりする者すらいるの

である。過去の歴史にもそうした例はあったが、最

近はとくに宗教の名を騙った残虐行為や暴力が頻

発しているためである。従って、以前のように世界

の人々の関心を宗教に向けさせ、グローバル社会

（とくに欧米の頑固な無神論者たち）の生活様式と

その基盤に宗教的価値観を取り戻すためには、ま

ずこうした人々の眼前で宗教を復活させ、その地

位を高めると共に、現代の社会が宗教に対して持

つ胡散臭いイメージを払拭することが必要である。

すなわち現代の社会情勢との関連の中で宗教を

捉え、有益で価値のある指針として宗教が21世紀
の人々に受け入れられるようはからなければならな

いのである。そのためには、現代人のニーズに応

え、現状に対応できるような宗教像が求められる。

また現代社会の課題や問題の解決に貢献すると

共に、信仰や心の問題だけでなく、個人の生活や

社会生活も含め―たとえそのあり方や構造を変え

るのは無理だとしても、少なくとも精神面と規律面

において―社会のありとあらゆる問題に対応できる

宗教のあり方を模索しなくてはならない。すなわち、

宗教学者や宗教指導者たちは、民衆を導き、その

指針としての役割を効果的に果たさなくてはなら

ず、そのためには社会における自分の位置づけと

使命を見直すことが必要なのである。

現に、宗教指導者や宗教学者たちは、あまりに

長い間、社会に平和と秩序をもたらす役割を十分

に果たせないできた。私たちにその気がなかった

わけではない。ただその取組が本来あるべき効果

を発揮せず、期待されるだけの成果を出すまでに

至らなかったのである。今こそ私たちには、自分の

役割に真剣に向き合い、取組のあり方を見直すこ
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福を維持するために社会と積極的にかかわること

は、宗教心を損ない堕落させるにも等しい愚行だ

という思い込みもあるのではないだろうか。こうして

良心を持つ者は沈黙し、受け身に徹することを選

び、かたや邪心を持つ者は大声を上げ、行動する

道を選ぶ。前者は傍観し、服従することに甘んじ、

後者は積極的に活動し、自分の我欲を押し通そう

としているのである。

しかし、このような受け身的な態度は、決して宗

教の正しい教えから発したものではない。なぜなら

ばどの宗教も、正義と善を広める行動に進んで荷

担せよ、と呼びかけているからである。たとえばダ

ライラマ師は2000年にケープタウンで開かれた世
界宗教者会議の演説で次のように宣言している。

「あなたがたは瞑想によって自分自身を変えるが、

善い行いによって世界を変えることができるのであ

る」。また1965年の第二ヴァチカン公会議で発表
されたノストラ・アエタテという重要宣言は、カトリッ

ク教徒に対して「真摯に相互理解の醸成をはかり、

全人類の幸福のために、共に社会正義と道徳の高

揚、そして平和と自由の実現に努める」よう呼びか

けている。イスラームは、信者が「善きことを命じ、

悪しきことを禁ずる」ことを不変の定めに掲げてお

り、儒教も、ヒューマニズムと利他主義を広めること

を奨励し、教育を善き進歩的社会を構築するため

の手段と位置づけている。さらにシーク教も宗教活

動と社会活動を等しいものとみなしている。

こうした指針や定めを見る限り、世界で残虐行

為が横行し、暗闇で羽音を立てる蚊のように、人

を不快にさせるだけで何の役にも立たず、何の価

値も重みも持たない文化が蔓延する中、宗教者や

信仰者や求道者が拱手傍観していてよい理由はど

こにも見あたらない。つまるところ宗教とは、良心を

育む役割を担っている。そして豊かに育まれた宗

教的良心は、苦痛や苦悩、不正や悪行にきわめて

敏感であり、その影響をひときわ受けやすい。だか

らこそ宗教者は、尊厳と威信をもって自ら矢面に立

ち、この病んだ世界に平和と安寧を取り戻すため、

自分たちに課せられた役割を果たさなくてはならな

いのである。私たちがやらなければ、一体誰にそ

んなことができるというのだろうか。様々な宗教を

指針とし、場合によっては宗教に具体的な方策を

求めることによって、私たちは数々の方法や手段を

通してこの仕事を遂行することができるのである。

また宗教者が力を合わせるだけでなく、信仰の有

無を問わず、良心ある人々が世界平和のために行

動を起こすことも必要である。こうした行動は、散

発的に個別に実施するのではなく、組織立ったや

り方で進めなければならない。力を合わせ、体系

的に行動を起こした方が、はるかに多くの成果を達

成することができるからである。また、グローバル化

したこの世界では、グローバリゼーションの仕組み

そのものを利用して新たな世界秩序の確立に取り

組むことができるため、こうした行動のマネジメント

も楽に行えるはずである。なお新たな世界秩序と

は良心と慈愛、正義と平等を核としており、儒教の

「仁」（愛の心）に通じるものがある。

まず第一に、世界の住民の多くが状況の深刻さ

を正確に把握した上で、変革を求め、新たな世界

秩序の実現に向けて努力しようという気になること

が必要である。そのためには、お互いが共倒れに

なる前に、宗教界、政界、社会活動、財界の指導

者など、良心ある者が社会のリーダー役を務め、メ

ディアと共に中心的な役割を担って変革を促し、新

たな世界秩序の確立を叫ぶべきである。変革に向

けた取組では、誰もが独自の役割を担っており、

指導する側、従う側のいずれもが主体的に活動す

る場を持っている。一国の政治家であれば、国家

的アイデンティティーと忠誠心の高揚と拡大に努め

ることができただろうし、財界の指導者であれば、

超大国の支配を受けることがないように、国内の経

済を活性化する新たな方法を考え出すこともでき

るだろう。文化や芸術の面では、国内の文化やそ

の独自色を前面に打ち出して、社会が自国の楽し
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１．ナショナリズムの現代的性格

世界を二つに分けた冷戦が終焉して（１９８９年）

以後、世界を一つにする（とくに経済・金融・情報

の分野で）グローバル化がすすみ、これに抵抗す

るように、各国でナショナリズムが強まった。

事実、世界の各地で、近代国家の三要素である

領土・国民・主権を声高に主張する動きが強くなっ

ている。アメリカの一極支配に対するＥＵや中国の

抵抗、ＥＵ内部の移民問題、東アジアの日中韓に

おける領土や資源をめぐる争いなど、どれをみても

ナショナリズムの高まりといえないものはない。

しかし、ナショナリズムの高揚ということなら、

世界が二つに分けられる前、大きな枠組でいうと

ロシア革命によってソビエト連邦が出現する以前、

すなわち第一次大戦当時のナショナリズム国家の

隆盛と激突のころに状況が似てきたともいえる。

わたしが「歴史の回帰現象」とよぶゆえんである。

じっさい、イラク戦争をめぐって、わが小泉純一

郎首相が「日米同盟があるのだから、日本の国益の

ため、アメリカのイラク戦争を支持し、自衛隊を派

遣（派兵）する」と述べた論理は、９０年前の大隈重

信内閣の第一次大戦への参戦の論理と瓜二つだ

った。すなわち、大隈内閣はそのとき、「日英同盟

があるのだから、わが国は国益のため、イギリス側

に立って参戦する」と述べたのだった。

とすれば、現在のナショナリズムの高まりを「歴

史の回帰現象」とよぶだけでは、ナショナリズムの

現代的性格を言いあてたことにはならないだろう。

第一、現行の日本国憲法（いわゆる「平和憲法」）

の第９条「戦争の放棄」は、その第一次大戦のあま

りの惨禍に驚いた欧米諸国が「不戦条約」（１９２８

年）を制定した際、日本もその締結国となった。と

ころが、その締結国となった日本が、満州事変（１

９３１年）で、最初にこれを破ったのである。その結

果、日本は、第二次大戦での敗北後、「不戦条約」

第一条の「戦争の放棄」を懲罰的に謳い込まされ

たのである。

日本がそういう過ちを犯したのは、第一次大戦

当時まで世界各国のナショナリズムの戦略的特徴

であった「テリトリー（領土）・ゲーム」に、日本がい

ちばん遅く参加したがゆえに、いちばん強くこだわ

った結果だった。「テリトリー・ゲーム」とは、大きな

領土をもって沢山の資源を手に入れればその国

は発展できる、という帝国主義的な戦略である。

その戦略は軍事力を主体とするから、そういう

武力を放棄させられた戦後日本は、みずから経済

力主体の「ウェルス（富）ゲーム」へと戦略を変更せ

ざるをえなかった。「ウェルスゲーム」とは、しっか

りとした産業をもち貿易をさかんにすればその国

は発展できる、という戦略である。ＮＩＥＳとよばれ

たアジアの韓国、台湾、香港、シンガポールの「四

つの小竜」の経済発展も、そしてこれをその後ろか

ら追いかけたマレーシアやタイやインドネシアも、

またそのあとの１９９０年代から経済発展をはじめた

中国やベトナムも、この「ウェルスゲーム」の実行者

だった。なお、１９９３年に改正された中国の憲法前

文には、国家目標が「富強」とうたわれている。明
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とが求められている。宗教の開祖や預言者、そし

て古代の賢人はいずれも有能であった。私たちと

の大きな違いは、こうした偉大な指導者たちが民

衆と行動を共にし、学識と指導力を合わせ持つ真

の導き手として生の指針を示した点ではないだろ

うか。これに対し今日私たち宗教学者や指導者は

机上の理論を振りかざし、民衆の利益を省みよう

としない。学者は思想や教義にとらわれ、学問の

深みと学術論争にはまり込み、一方宗教指導者は

自らの保身に汲々とする俗物に成り下がり、階級

意識や権力構造に拘泥している。その結果、学者

と宗教指導者はどちらも民衆から離れ、孤立した

存在になってしまった。これに対して昔の預言者や

賢人の場合、その言葉は分かりやすく、考えは明

快で、指示や命令は具体的かつ現実的なものであ

った。また親しみやすく、おおらかな人柄の持ち主

でもあった。彼らは民衆の心と生活の一部であり、

それゆえにその教えを効果的に多くの人々に届け、

コミュニティーを良い方向に導くことができたのであ

る。残念ながら、今日の宗教学者や主導者たちは

民衆から遠ざかり、接点を絶ってしまっている。私

たちは、民衆の側が私たちを理解し、認めることを

期待している―しかも民衆の１人としてではなく、

「上に立つ」者として。

もし学識が学者のためだけに存在し、エリートの

利益だけを目的としているのであれば、文字通りの

意味でも比喩的な意味でも、そうした学識は、象牙

の塔の住民にしか理解できない蔵書を増やすこと

にしか使い道がないといえるだろう。学者、中でも

宗教学者がグローバリズムに立ちはだかり、その流

れを押しとどめるためには、自ら民衆の中に身を投

じ、変革の仕組みの一部になるしか方法はないの

である。言葉を変えれば、これは民衆の闘いに参

加するということであり、仏教の菩薩、儒教の荘子、

イスラームの「神の代理人」、ユダヤ教の「神の協力

者と管理人」、キリスト教の「神の似姿」、そしてシー

ク教の「神が創造した最高のもの」の精神にかなっ

た生き方をするということである。また世界のため

に、そして生きとし生けるものすべてのために尽く

すということでもある。端的にいえば、私たちは自ら

変革の媒介となり、新たな世界秩序への導き手と

ならなければならないのである。

まとめ
最後に以上の論旨をまとめておく。グローバリゼ

ーションは欧米の産物であるために、東洋人にはな

かなか馴染みにくい面がある。またグローバリゼー

ションは欧米の文化や体制や嗜好を広めようとす

るため、東洋は、独自の東洋的ペルソナと東洋的

生活様式が流れに呑み込まれて消滅することのな

いように、その侵略に対してしっかり備えなければ

ならない。グローバリズムとグローバリゼーションの

問題に向き合うには、学者はただ机上で問題を理

解するだけにとどまらず、真摯かつ積極的な姿勢を

示すと共に、自分のやるべきことを確実に実行で

きるような威信を身につけるべきである。また、た

だ弁を弄するだけでなく自ら行動し、指示を与える

だけでなく自ら活動に参加してその役割を果たさな

くてはならない。すなわち宗教学者と指導者は、

社会の構成員となり、社会生活の活動の渦中に身

を投じ、社会を上から見下ろすのではなく、その内

部に入り込まなくてはならないのである。
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見出すことがむずかしいからである。せいぜい、

「リベラルな民主主義（リベラル・デモクラシー）」と

いう西欧近代文明の理念を掲げるにとどまる。

しかし、この「リベラルな民主主義」という理念

は、普遍性をもつが抽象的であり、別の文明に属

して、西洋とは別の歴史をたどってきた民族や、異

なる文化（民族の生きるかたち）をもった人びとに

は、容易に伝わりにくく、普遍性をもつにはしても

直ぐには共有しにくい。そこで、アメリカは「リベラ

ルな民主主義」の理念の“敵”を設定し、これを倒

せ、と主張するのである。

そして、ハンチントンがこの理念を掲げたアメリ

カの“敵”に設定したのが、「リベラルな民主主義」

の西欧近代文明と対立する、イスラム文明であっ

た。ブッシュ米大統領もこの“ハンチントンの罠”に

陥って、アフガニスタンのあと、イラクへ攻撃をしか

け、そのあとイランを敵と設定しようとしているわけ

である。

これに対して、フランスのような長い歴史をもち

ながらも、その歴史はある部分でローマ帝国と重

なり、宗教的にはキリスト教で他の西欧諸国と重

なっている国では、フランス語という国語に、その

文化的独自性、つまりアイデンティティを見出そうと

している。ところが、グローバル化のなかでのフラ

ンス語の地位は英語に奪われはじめており、ＥＵ

内部でもドイツ語を学ぶ人が多くなるのに反比例

して、フランス語を学ぶ人は少なくなっている。し

かし、フランスがそのナショナル･アイデンティティを

言語に求めようとしている必死の動きは、確認す

ることができよう。

また、同じく長い歴史をもちながら、漢字文明

や儒教文明あるいは仏教といった宗教や文化で

共通しているアジア各国では、近代以後の歴史を

書き直すことで、そのナショナル・アイデンティティ

を再構築しはじめている。そのことは、わたしが

『東アジア諸国も歴史を書き直し始めた（East

Asian Countries Begin to Rewrite History）』

（「中央公論」２００１年９月号）ですでに説いたので、

ここでは繰り返さない。（英文資料、参考）

しかし、日本近代の歴史については、改めて述

べておきたいことがある。それは、日本近代の歴史

は過ちを犯したが、その過ちを犯したという歴史認

識こそが、これからの若い日本人にとって、そうか、わ

れわれ日本人は過ちを認識し、それを改めていける

民族なのか、という気概・誇りの根拠になりうるので

ある。ここが、あまり過ちを認識しようとしない「新し

い歴史教科書をつくる会」の人びとと、わたしとを分

かつところである。わたしが「新しい歴史教科書を

つくる会」の創立メンバー（８人）に誘われつつも、こ

れを断ったのは、その点であった。

３．日本近代の歴史的過ち
では、日本近代の歴史的過ちは、どこで始まっ

たか。その歴史認識なしに、日本によって侵略さ

れた東アジア諸国と日本とがともに手をたずさえ

て、新しいアジア構想へと進んでゆくことはありえ

ない。もちろん、その新しいアジア構想のために

は、中国が伝統的に、みずから世界の中心にある

と意識する「国体」（constitution）ゆえ、そうしてそ

の中心で文化が栄えていると意識する「中華」の

文化意識ゆえ、長いことみずからをアジアの一国

とよぶことを拒んだことへの歴史的反省も不可欠

といえよう。その歴史的反省なしには、中国人の

「大中華」意識は覇権主義として、アメリカのみなら

ずアジアの各国から恐れられるだろう。

それはともかく、日本近代の歴史的過ちはどこ

にあったか、ということが、日本のナショナル･アイ

デンティティの再構築のための大前提である。わた

しの考えでは、日本近代の歴史的過ちは１９１５（大

正４）年の「対華２１カ条の要求」にあった。この

「対華２１カ条の要求」は、前年１９１４年の第一次世

界大戦への参戦と表裏一体をなすもので、明らか

に日本の帝国主義化、中国に対する帝国主義的侵

略を意味していた。
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治日本の、富国強兵と同じである。そのため、「テ

リトリー･ゲーム」の要素を強く残しているわけだ。

とはいえ、そのような「ウェルスゲーム」によって経

済発展をとげたアジアの国々が、冷戦の終焉以後、

とくに経済・金融・情報のグローバル化にまきこま

れてみると、そこでは国際的な相互依存の関係が

強まらざるをえないのである。今年４月の中国の反

日デモに対しても、「あれは中国の責任ではない」、

靖国参拝や歴史認識問題など「日本の責任である」

と主張していた中国政府でも、在中国の日系企業

には３５０万人の中国人が雇用されている、といって

反日デモの鎮静化につとめざるをえなかった。

にもかかわらず、この９月３日には、中国政府の

主催で「抗日戦争勝利６０周年」の記念大会が開か

れた。これは何を意味するのか、というと、現在の

ナショナリズムが「アイデンティティ・ゲーム」へと移

ったことのあらわれなのである。つまり、現在の発

展した中国は共産党が主体となって抗日戦争をた

たかって作った、という主張である。

このことは何を意味するのか。世界各国、とく

に経済の相互依存を強めるアジア諸国が、グロー

バル化した世界のなかで生き残ってゆくために、

「自分の国とは何か」（アイデンティティ）を明らかに

主張しなければならなくなった結果である。

韓国における竹島（＝独島）問題も、単に領土

（テリトリー）や経済資源（ウェルス）の問題ではない。

民族のアイデンティティの根幹にある、歴史認識の

問題なのである。――自分の国は日本によって保

護国とされた（１９０５年の日韓協約）、そんな情けな

い歴史をもつ国ではない。そう、民族の「誇り」を問

題にしているのである。

このようなとき、日本の民族の「誇り」はどこにあ

るのか。それが、日本ナショナリズムが現在問われ

ていることなのである。いや、その「誇り」の回復

のため、日本もナショナル・アイデンティティを再構

築することが求められているのである。

２．ナショナル・アイデンティティの再構築
いまわたしは、ナショナル・アイデンティティの再構

築といった。ナショナル・アイデンティティとは、先にふ

れたように、「自分の国とは何か」ということであるか

ら、現代の国（ネーション）の本質にほかならない。

国の本質なら、短く、かんたんな言葉でいうなら、

「国体（こくたい）」である。だが、他国はいざ知らず、

日本の場合は、この「国体」という言葉は、戦前、天

皇制と同一視されて、汚れてしまった。日本の「国体」

とは何か、それは「天皇の国家」である、というかた

ちで。それゆえに、わたしは「国体」という言葉を使

わずに、「ナショナル・アイデンティティ」という言葉を使

いつづけているわけだ。

では、そのナショナル・アイデンティティの再構築

は、世界でいま、どのようになされているのか、と

いうと、それにはいくつかの方法がある。

まず、いちばん手易く、かつ現在いちばん多く

使われている方法が、自国の外に“敵”を作ること

である。とくに、多民族、多文化、多宗教、それに

多様な構成要素を内にかかえる国家が、この方法

をとりやすい。

じっさい、アメリカのハンチントンなどは『文明の

衝突』（１９９６年）で、冷戦構造の解体以後、世界各

国はナショナル・アイデンティティの確立を不可欠と

しているが、こんなことは簡単だ、外に敵を作れ

ば国内は一つにまとまれるのだ、と答えたのであ

る。これを、わたしは“ハンチントンの罠”とよんで

いる。そして世界各国は、いま“ハンチントンの罠”

にはまって、みな自国の外に“敵”を作っている。

冷戦構造の解体以後、世界中に紛争が増え、あら

ゆる地域に他国を敵としたナショナリズムが高まっ

たのは、一つに、その結果である。

ナショナル・アイデンティティの確立のために外に

敵を作る、という戦略は、ある意味で、アメリカの

特殊性、もっといえば病理にほかならない。なぜ

ならそれは、アメリカが世界全民族からの移民によ

って出来上がっており、国内的にアイデンティティを
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各国間でナショナリズム競争のような動きが招来

されるようになったわけである。

日本の場合、「自分の国は自分で守る」気概の

表明と、その国家原理としての憲法のなかに、「わ

が国は自衛のための自衛軍を持つ」と謳いこまな

いといけない。現行憲法のままであれば、どこに

も軍隊の存在は見出せない。しかし、存在しない

ものは国家がコントロールできなくなるのである。

私が日本のナショナル・アイデンティティの再構築に

おいて、歴史認識とともに憲法の修正にこだわるの

は、「憲法」=constitutionこそが「国の体」だからで

ある。天皇制が「国体」とイコールであった戦前から

の脱却を図る意味でも、国家原理としての憲法の中

に「自分の国は自分で守る」意思と自衛軍の存在を

表明しておかなければならない。これは、日本がアメ

リカによって守られていた冷戦構造が解体したこと

を考えれば、不可欠な作業といっていい。

４．アジア・コモンハウス（アジア共同の家）
日本がアメリカによって守られていた冷戦構造

の解体（１９８９年）とほぼ時を同じくして、８０年代後

半からアジア各国の経済発展が顕著になった。２

１世紀は「アジアの時代」になる、という言説さえ

吐かれるようになったのである。そのとき、私は

「アジアの世紀はまだ来ない」（『RONZA』１９９５年

７月号）という論文を書いた。

その論文の趣旨は――アジア各国はまだ国民

国家を建設してから日が浅い。そのため、国民国

家同士が互いに競争してナショナリズムを強め、そ

の結果として領土や国民（利益）や主権をめぐって

の対立や紛争がおきやすい。しかし、その対立や

新たな関係について共同で協議したり、調停した

りするシステムを、ヨーロッパ（のちEU）のようには

持っていない。中国が１９９３年に憲法を改正して、

その前文に中国の国家目標を「富強」（明治日本の

「富国強兵」と同じ意味）と掲げたことでも明らか

なように、アジアはまだ各国が競い合って発展し

てゆくことに必死である。とすれば、その関係を調

整したり、お互いに助け合ったり、新たなアジア間

ルールを作ったりする機関をつくらないかぎり、

「アジアの世紀はまだ来ない」、というものだった。

たとえば、１９９５、６年当時の日本は、アジア各国

の経済はまだ足腰が弱いから、欧米や日本からの

投資が中止になってしまうと、すぐに経済発展の

ための資金が不足してしまうだろう、その危険を防

止するためには、共同の「アジア基金（Asian

Fund）」をつくておかなければならない、と主張し

た。だが、この提案は、「国際通貨基金（IMF）」が

あるのに、アジアだけで共同の基金をもつのはよ

くない、というアメリカの反対で潰された。

その「アジア基金」計画が潰された半年余りの

ち、１９９７年７月１日の香港返還の翌日から、タイ・バ

ーツ、韓国・ウォン、マレーシア・リンギット、インドネ

シア・ルピー…と各国通貨の暴落が続き、アジア

は一気に通貨危機、経済不安へと暗転した。これ

は、ユダヤ資本のヘッジ・ファンドを中心とする欧

米の短期資金が、アジア各国から一斉に資金引き

上げを実施したからで、タイやインドネシアはまだ

その痛手から回復していない。

それに、日本のみならずアジア諸国の経済発展

は、第二次大戦後一貫してアメリカとの貿易によっ

て支えられてきたのだが、１９９０年代末からはアジ

ア間貿易のほうが大きくなってきた。そういった経

済関係をふまえて、アジア間の政治・外交関係を

どうするか、また日本はアジアの中でどういう関係

を築いてゆくかが問われるようになった。ところが、

小泉政権は「日米同盟」を強調するばかりで、イラ

ク戦争への参加をふくめてアメリカ追随と見まがう

ような立場、いいかえればアジアとの関係を軽視

するようになったのである。

小泉政権がやっているアジア外交は、せいぜい

アジア各国との「自由貿易協定（FIA）」を、タイ・

マレーシア・シンガポール…などと単独に結んでゆ

くだけで、アジアとの関係を再構築するような戦略
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改めていうが、２年前のイラクへの自衛隊派遣

に関して、小泉純一郎首相は「日米同盟があるの

だから、日本は国益のため、イラクに自衛隊を派遣

する」といった。これは、９０年前に（１９１４年に）、

今日の小泉首相と同じように大衆的人気のあった

ポピュリスト（大衆迎合主義者）の大隈重信首相が、

第一次世界大戦への参戦にさいしていった「日英

同盟があるのだから、日本の国益のため、第一次

大戦にイギリス側に立ってドイツと戦う」といった

論理と、瓜二つだった。

そうして、日本はドイツに宣戦布告した二ヶ月ほ

ど後には、青島を占領した（１９１４年１１月７日）。そ

れが、翌年の青島をふくむ山東省の植民地化を中

核とする「対華２１カ条の要求」へと結びついたの

である。わたしはこのことに関して、『朝日新聞』２０

０５年５月２６日付のインタビュー「新しいアジア構想

を」で次のようにのべた。

「日本のナショナリズムは、対華２１カ条の要求

（１９１５年）で侵略性を持った。そこからアジアの植

民地化、中国に対する侵略という決定的な誤りを

犯した。その後、それに反撥する形で５・４運動が

起こる。ナショナリズムは民族の自己主張ですが、

利権や国益のみを強く主張するナショナリズムは

禍根を残します。」

この、５・４運動に象徴される中国のナショナリ

ズムに、もっとも敏感に反応したのが、わたしがこ

の４０年にわたって研究対象としてきた日本ナショ

ナリストの北一輝だった。いわく、「太陽に向かっ

て矢を番う者は日本そのものといえども、天の許

さざるところなり」（『支那革命外史』）。

この言だけでも、北一輝のことを日本のファシス

ト、そして日本を軍国主義的ファシズムへの道をひ

らいた思想家、などと批判できないだろう。かれは、

中国侵略への道をひらいた大隈重信首相への、最

大の批判者だった。わたしがここでなにをいいた

いか、というと、この大隈重信内閣（ならびに加藤

高明外相）と同じ過ちを、現在の小泉純一郎内閣

は犯しているのではないか、ということである。

ともあれ、日本はその「対華２１カ条の要求」の後、

テリトリー・ゲームへとつきすすんだ。その結果ど

うなったか、について、わたしは先の『朝日新聞』

でのインタビューで、次のようにのべている。

「そして日本は４５年まで領土拡大のゲーム（テリ

トリー・ゲーム）を続けて敗れた。その後は軍事力

を小さくし経済主体の富のゲーム（ウェルス・ゲー

ム）に入った。６４年の東京オリンピックのころ日本

は欧米と横一線に並んだという意識が生まれ、経

済関係以外でアジアに目を向けなくなった。日本

は平和憲法を持ち、どこの国も侵略しない、私た

ちは歴史を振り返る必要はないという形で、歴史

認識の空白が生まれた。」

このインタビューには、サブタイトルとして「日本の

歴史認識の空白」がつけられているが、それは上

の一節をふまえてのものである。冷戦構造解体後

の日本のナショナル・アイデンティティの再構築にあ

たっては、日本がその近代史において、どこで間

違ったのか、という問題意識、つまり歴史認識が

不可欠なのである。

もちろん、日本が「対華二十一カ条の要求」にお

いて、帝国主義的侵略へと足を踏みだしたという

歴史認識と同時に、それを自戒するものとして、わ

たしたちは戦後の平和憲法をもった。第九条のい

わゆる「戦争の放棄」、つまり「国権の発動たる戦

争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛

争を解決する手段としては、永久にこれを放棄す

る」が、これである。この、「戦争の放棄」条項は、

永久に守らねばならない。

しかし、冷戦構造の解体後（特に９・１１テロの後）、

アメリカは「アメリカ国民第一主義（アメリカン・ファ

ースト）」へと転じている。これによって、世界のど

この国も「自分の国は自分で守る」戦略が必要と

なった。軍事のみならず、安全保障や経済や金融

や通貨も、そして言語や文化も、自分で守ってい

かなければならなくなった。その結果として、世界
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功様が祭られているのだ。多神教の日本の典型的

な神仏習合（シンクレティズム）が形となってあらわ

れたもの、といっていい。ついでにいえば、この金

比羅神社の小高い丘の後方には、日本最古のカト

リック教会ともいえる、フランシスコ・ザビエル教会

の尖塔（十字架）が立っているのである。それらが

平戸で宗教的対立を生んだことは、四百数十年前

はいざ知らず、この百五十年間、ない。

だが、このような神仏習合・神々習合の形態は

日本のみに限られない。マルコ・ポーロが西洋へ

と帰った中国の福建省の泉州には、イスラム教寺

院の清浄寺や清真寺がいくつも残されている。イ

スラムの原義は“清らか”という意味で、これも清

浄寺とか清真寺の由来になっている。そして、ここ

に宗教紛争があったという話は聞かない。

台湾で一番古い寺院――日本での浅草寺と同

じ位置づけになる――に、台北の龍山寺（ロン・シ

ャン・スー）というのがある。ここは仏教寺院である

とともに、孔子廟であり、道教寺院（道観）として関

羽も祭り、また媽
ま

姐
そ

様も祭っている。これも東アジ

アの民衆宗教がどのような世俗的形態をもってい

たかを、おのずから物語っていよう。

いや、それをことさらに「東アジア」と限定するこ

とはないかもしれない。インドには、同じ寺院の境

内に、ヒンドゥ教寺院とイスラム教モスクが隣り合

って建てられている場所がいくつもある。アジアに

あっては、宗教的共存は長い歴史をもち、場合に

よっては、習合的形態（Aspects of Syncretism）

を形づくっているのである。

そういえば、思い出した。――２００１年９月１１日

のアメリカ同時多発テロのあと、わたしが議長をつ

とめた「イスラム文明との対話」という国際シンポ

ジウムが東京で行なわれた。その中で、インドネシ

アのイスラム神学者が次のように言っていた。ア

フガニスタンのタリバン政権（イスラム神学生の政

権）は２００１年２月、古代仏教遺跡のバーミアンの大

仏を爆破した。しかし、インドネシアの大乗仏教遺

跡ボロブドゥールを修復し、「世界遺産」に登録し、

保存し続けているのは、私たちムスリムである。ム

スリムが他宗教を弾圧するわけではない。バーミ

アンの大仏を破壊したのは、イスラム原理主義者

がテロリストと手を結んだ場合の特殊・病理的現

象にすぎない、と。

実際、マレーシアやインドネシアなどの東南アジ

アに定着したイスラム教は、国家機構の下で世俗

的・生活的儀礼の宗教となり、そこでは仏教やヒン

ドゥ教とも共存し、キリスト教ともあまり宗教的衝突

（コンフリクト）を起こしたりしない。そういう「宗教の

平和的共存」の伝統が東・南アジアには根付いて

いる。「アジア・コモンハウス」（Asian Common

House）で、そういうアジア的な宗教の歴史や文化

が持っている知恵やシステムが話し合われれば、そ

こから世界的な宗教対立のアポリアを解く答えもで

てくるのではないか、と私は考えるのである。
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性をもっていない。にもかかわらず、これを重ねて

いけば「東アジア共同体」が出来るかのような幻

想にとらわれている。各国がナショナリズムを強め

て、「ナショナル・アイデンティティの再構築」を図っ

てゆくようなグローバル化の時代だからこそ、その

ナショナリズムを抑制し、その国家間の調整を図

り、ナショナリズムを超えたアジア間関係をつくる

ための機関、そうして共同システムが模索されなけ

ればならないのである。

つまり、ナショナル・アイデンティティの再構築が

必須の現在であるからこそ、それを超えてゆくよう

な「新しいアジア構想」が必要なのである。それを、

わたしは「アジアン・アイデンティティ（アジア的一体

感）」の追求から考え始めているわけである。私の

考えでは、政治的・経済的関係の根底として、アジ

アに共通するさまざまな問題をともに考え、調整し

てゆくような常設機関、いわば「Asian Common

House（アジア共同の家）」の創設を必要とする。

そこではたとえば、昨年（２００４年）１２月に起きたイ

ンド洋大津波の災害を、アジア共通で考え、解決

してゆくようなことが可能になる。もちろん、現在

では、国際的な支援のため一時、各国首脳が集

まったが、後はすぐ別々になり、次に同じような大

災害が起こったときの予備的知識・機構が共有さ

れずに終わってしまうといった形にならざるを得な

い。ところが、「Asian Common House」が常設さ

れていれば、大災害の際の知識や支援体制がア

ジア共同でできることになるだろう。

５．アジア的「宗教の共存」
アジアには共有もしくは交流の長い歴史や文化

がある。日本と中国、韓国だけではなく、日本がイ

ンドと共有している文化や価値観なども多いので

ある。「Asian Common House」では、そこから問

題をはじめたらどうだろう。

私は、『朝日新聞』のインタビューで、たとえば孫

文が１９２４年に「大アジア主義」という講演でのべ

た、「日本は西洋覇道の番犬となるのか、東洋王道

の干
かん

城
じょう

となるのか」といって日本帝国主義政策の

再考を迫った問題をとりあげながら、中国・フィリ

ピン・ベトナム・マレーシアなどが領有を争ってい

る南沙諸島（スプラットリー諸島）の共同領有を話

し合ってもいい、と提案している。

それを、「宗教の共存」――本国際シンポジウム

のテーマに関わる――という問題に即して考えて

みると、どうなるか。

１９９１年の湾岸戦争以来、そうして２００１年の９・

１１テロのあと特に、イスラム教とキリスト教の対立

という問題、一神教の絶対性・非寛容性が世界的

問題になっている。これはしかし、すでに触れた

ように、ハンチントンが『文明の衝突』で、アメリカ

に代表される西欧近代文明の敵をイスラム文明と

設定したことによって、世界に撒き散らされた現代

史の病理といっていいだろう。アジアには、こうい

った宗教対立のアポリアを解く歴史と知恵がある

のではないか、とわたしは考えるのだ。

たとえば、九州の長崎県・平戸島の河内
かわち

浦に金

比羅神社という、航海の安全、交易の繁盛を祈る

神社がある。これは本来、インドのガンジス河にす

むワニ（クンビーラ）を神として祭ることによって、

ガンジス河での安全な航行を祈願したヒンドゥ教

の習俗が日本に伝わったものである。

この小さな神社の境内は、もともと中国・江南

の福建省の海商であり海賊でもあった鄭
てい

芝
し

龍
りゅう

が四

百年前、河内浦の田川マツと結婚して、息子の鄭

成功を生んだ場所である。成功はのち明朝の遺

臣を名のり、台湾に拠って、明の回復のために戦

った、中国の民族英雄である。そのため、平戸の

民衆は彼の死後（田川マツは清朝軍に攻められて、

自害した）、ここに鄭成功を神として祭ったのであ

る。その結果、この金比羅神社には、ヒンドゥ教の

ワニを日本の神として祭った金比羅様のとなりに、

仏教の観音様が、そのとなりに福建省や台湾の海

洋民族神としての媽
ま

姐
そ

様が、そしてその隣に鄭成
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きに細心の注意を払わなければならないことが分

かるだろう。例えば、広州、上海、北京などの大都

市に住む人々の中には、現代社会の便利さや贅沢

を享受している人々がいる。一方、農村部や山岳

地方に暮らす他の多くの人たちは依然としてやりく

りに苦労している。経済格差が拡大しつつある中

国では、グローバリゼーションの持つ意味は人によ

って大きく異なる。

小平らが1979年に着手した中国の近代化戦
略は、「中国国民の一部の人たちを豊かにする」と

いうものである。この方針を導入してから30年近
い年月を経た今、中国は貧富の差を是正するとい

う大きな課題に直面している。この他にも、国有

企業の民営化や農村部での土地取引などの差し

迫った問題も、収拾がつかない事態に陥る前に

処理しなければならない（５。民営化の過程で、中

国共産党と政府役人が民間企業と結託して、人民

が正当に所有している富を途方もなく着服してい

ると伝えられている。

2. ナショナル・アイデンティティと
キリスト教の復興
中国における宗教の自由は1950年以降制限さ

れており、「反右闘争」（1957年）および「文化大革
命」（1966～1976年）の間は事実上無視されてい
た。文化大革命後、とくに 小平らが1978年に
「改革開放」政策を実施してからは、宗教の自由が

回復された新しい時代の到来となった。過去25年
の間に、中国では人々の間にキリスト教信仰の復

興が見られる。
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北京 20,000 30,000 39,300

重慶 300,000

福建 640,000 900,000 1,179,000

甘粛 69,000 200,000 262,000

広東 160,000 200,000 262,000

広西 80,000 90,000 117,900

貴州 170,000 300,000 393,000

海南 10,000 30,000 39,300

河北 ? 200,000 262,000

黒龍江 300,000 400,000 524,000

河南 2,000,000 3,500,000 4,585,000

湖北 50,000 100,000 131,000

湖南 60,000 ? 78,600

内蒙古 50,000 100,000 131,000

江蘇 900,000 1,200,000 1,572,000

江西 200,000 300,000 393,000

吉林 200,000 ? 262,000

遼寧 323,000 ? 423,130

安徽 1,180,000 1,200,000 1,572,
0
0
0

表1：1997年と2004年の9月現在の中国のクリスチャン人口（６

省／市
1997年

（最小推定値）
1997年

（最大推定値）
2004年

寧夏 5,000 50,000 65,500
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1. 中国の近代化：回顧と展望
19世紀初期に中国は、国内の危機が次第に深

まり外国からの脅威が増大する中で、富と力の追

求という長期的取り組みに着手した。以来、改革

と近代化を目指して一層の努力がなされたが、社

会の激変、政治的混乱、さらには戦争によって何

度となく停滞してその取り組みは遅々として進まな

かった。

西側の戦艦や銃砲によって門戸開放せざるを

得なくなった19世紀中頃までは、中国は、中国の
「宗主権」（２を認める朝貢諸国を周辺に従え国際

秩序の中心であると考えていた。20年（1840～

1860年）の間に西洋列強に二度の敗戦を喫した
後、中国は対等を基本とした近代的な国際関係の

しきたりへの順応を始めたが、それは実に努力を

要する痛みを伴う過程となった。中国はその後、

全世界的な国から国際社会の一員へと変貌を遂

げるにつれて（３、世界の中での新たなアイデンティ

ティの追求を始めた。

その後、1861年からの90年間に中国は近代世
界に溶け込むための長い道のりを歩み、経済、政

治、社会、教育、外交、その他の分野での近代化

を目指した。しかしながら、その努力によって、中国

国民が数世代にわたって夢見た目標である富と力

が中国にもたらされることはなかった。1949年10月
の中華人民共和国建国とともに、中国は、旧ソビエ

ト連邦のモデルと中国独自の社会主義の両方を採

りいれることによって新たな近代化への道を探る

ことになった。しかし、そのいずれによっても中国

は望んでいた目標を実現させることはできなかっ

た。1978年12月に中国はまた別の近代化路線を
歩み始めた。すなわち、社会主義を資本主義と融

合し「中国の特色を持つ市場経済」を実現した（４。

約30年間にわたって中国はうらやましいほどのペ
ースで大きな経済成長を遂げており、今後もこの傾

向が続くものと予想する十分な理由がある｡

振り返ってみると、中国とその国民の生活も、こ

の1世紀半の間に良きにつけ悪しきにつけ劇的な
変化を遂げた。この間、とくに第二次世界大戦後は、

中国も世界も大きく変化した。革新を続ける通信技

術と次 と々生まれる新しいテクノロジーによって、世

界は小さくなっているようにさえ思える。今や世界は

地球村と呼ばれている。さらに、二国間貿易や多国

間貿易の増加によって、そしてとくにマクドナルドなど

の食品チェーン店やディズニーランドなどのテーマパ

ークのような多国籍巨大企業の影響が広範囲に及

んでいることから、グローバリゼーション時代の幕開

けといえる。このように刻 と々変化を続け、狭くなり

つつあるように見える世界の中で中国はどのように

やってきたのだろうか。グローバリゼーションは、国民

の生活全般と宗教的信仰にどの程度影響を及ぼし

ているのだろうか。中国はナショナル・アイデンティティ

をどのように形成してきたのか。

沿岸部、辺境地帯、そして内蒙古、新疆、チベッ

トなどの国境地域の間に見られる激しい違いに表

れているように、中国の地理的な広大さ、地域的

多様性、人口の規模を考えると、世界経済が中国

各地やその国民に及ぼしている影響を評価すると
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同胞である中国人クリスチャンとの個人的出会

いを通して感じたキリスト教復興の事象について

以下に詳述する。この10年間の間に私は、学会や
学術的調査研究、および現地のキリスト教会と交

流のために中国を訪問した際に、江蘇、上海、黒

龍江、北京、広東、四川、陝西、江西、河南で日曜

日に地元のクリスチャンとともに礼拝に参加した。

どの礼拝も例外なくたくさんの信者であふれてい

た。場内の座席に腰掛けている人もいれば、礼拝

堂の外で窓によりかかっている人もいた。私は礼

拝に行く度に同胞クリスチャンの神への揺るぎない

信仰に感動した。また、訪問者に対して自然な思

いやりを示す彼らの親しみやすい態度にも深く印

象づけられた（１０。熱心な信者たちであふれたこう

した礼拝の光景を今でもいつも思い起こしている。

2000年の6月に私は陝西にある教会の牧師と出
会い、敬虔な、そして真に忠実な神の奉仕者とい

う印象を受けた。彼は生計のために農地で働き、

自転車で数時間かけて教会に通っていた。この10
年間に訪れたところではどこでも、クリスチャン集団

に浸透している熱心さを感じ取ることができた。こ

れはキリスト教の復興を示唆するものである。

2005年のクリスマスの時期には、香港にある私の
母教会の信者仲間とともに河南にあるキリスト教会

をいくつか訪問した。その訪問を通じて、現地のク

リスチャンの間にかなり熱烈な信仰が広まっている

ことに気づいた。例えばクリスマス祝会の間、礼拝

堂は信者で混み合っていた。教会職員のボランティ

アを対象に2年間の研修プログラムが実施されてい
る。受講者は毎朝早起きをして6時から7時まで朝
の礼拝をしていた。ある朝、私たちも参加してみたが、

彼らの信心深さと熱心さに心を動かされた（１１。

この旅行中に訪問した教会の中で最大のもの

は、会衆によって手作業でレンガを一つひとつ積

み上げて再建されたものだ。町外れにあるこの教

会を建て直すのに8カ月を要した。2005年12月に
開所したもので、座席定員は800人である。その礼

拝堂がクリスマス祝会では満員になったという。私

たちがこの教会に到着したのはクリスマス当日の午

後だったため、午前の祝会は見なかった。停電の

ため約50人の会衆が残っていた。私たちは礼拝
堂の前に座り賛美歌を歌いシェアリングに参加し

た。教会再建の話は実に感動的だった。建築の

過程について報告をした発表者は、再建作業中に

起こったある出来事についても話をした。新しい教

会の基礎工事の一環として溝を埋めるために、近

くの幹線道路の工事現場から土砂を採取したが、

事前に関係交通当局の許可を得ていなかった。

後になって、神はこのことをお喜びにならないだろ

うと気づいた。このため関係当局に連絡をとり、謝

罪し、採取した土砂の代金の支払いをしたところ、

関係当局は感銘を受けた。そうすることで良き神

の証人の行いがなされたのだ。

中国政府は現在、キリスト教を含む諸宗教が国

の進歩に貢献しうることを認識している（１２。1978
年から「改革開放政策」のもと30年近く進められて
きた近代化を経て中国は今、国民の物質主義的

追求もあって、深刻な社会環境問題に直面してい

る。政府は、収拾がつかない事態に陥る可能性が

あることを認識したうえで、中国全土で倫理的、社

会的価値を回復し、それによって国の健全な発展

のための環境づくりをすることに宗教が貢献しうる

ことに気づいているようだ。中国人クリスチャンは

他者の要求に対する気遣いも示している。つまり、

愛国的であるとともに神も愛しているのだ。彼らは、

より良い、より思いやりのある社会を誕生させ、そ

れによって国の発展のあらゆる側面を向上させる

ための確かな力になると考えられる（１３。

このような見解を確かなものにする、私の個人

的な出会いの例をもう一つ挙げる。広州にいる私

の旧知の友である上席教授を訪ねたときに、その

教え子の一人でやはり高位の教授職にある男性が

私に中国には宗教が必要だと言った。宗教は人々

に倫理的価値と相互の社会的義務について教え
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ある推計によると、現在の中国人プロテスタント

の総数は約2千万人で、全人口の2パーセント弱を
占めている（７。中国におけるキリスト教の復活の一

例として、江蘇省におけるキリスト教徒の数の増加

を下表に示す。

文化大革命の終わりに現われた「信頼、信仰、

信念の三つの危機」と共に、それまでの数十年間

にわたる宗教上の弾圧もあって、キリスト教復興の

幕開けが訪れたといえる。中国の人々は、暮し向

きの向上だけでなく生きることの精神的な意味も模

索し始めた。
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青海 30,000 ? 39,300

陜西 350,000 ? 458,500

山東 600,000 900,000 1,179,000

上海 127,000 ? 166,370

山西 80,000 100,000 131,000

四川 200,000 400,000 524,000

天津 15,000 ? 19,650

チベット ? ? ?

新疆 30,000 100,000 131,000

雲南 750,000 900,000 1,179,000

浙江 1,260,000 1,400,000 1,834,000

合計 9,859,000 13,705,000 18,017, 750

表2：江蘇省のクリスチャン人口の増加（８

表3：中国のキリスト教会に関する数字データ（９

年 1985 1988

年 1997 1999

1989 1991 1995 2004

キリスト教徒の数 125,000 250,000

プロテスタントの信者 1,000～1,400万人 1,500万人超

女性の割合 70％ ?

教会堂 12,000 16,000

衆会点 25,000 32,000

聖職者 1,500人 2,600*人

他の常勤教会職員 16,500人 ?

神学校 17 18

神学校卒業生（1980年以降） 2,700人 3,800人

省の基督教教会・三自愛国運動委員会 27 29*

聖書発行部数（1980年以降） 2,000万 2,500万

聖書発行拠点 56 ?

讃美歌集発行部数（1980年以降） 800万 1,000万部超

教会誌『Tian Feng』定期購読者数 120,000人 100,000人超

400,000 640,000 900,000 1,572,000
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会衆が増えるにつれて、宣教の業務を遂行する

牧師や福音伝道者の増員が急務となっている。若

く忠実なクリスチャンの男女が研修のために神学

校に送られてくる。そして研修が修了すると地元に

戻り同胞クリスチャンのために尽くす。アメリカ人宣

教師夫妻にとって、この10年間の取り組みはカリブ
諸国での経歴の続きとなる満足を与える仕事とな

った。そのいずれも神に大いに祝福されたもので

ある。

今でも香港の教会との緊密な連携のもと彼らの

中国での取り組みは続いている。2004年の夏に
河南省と河北省の教会を訪れ、2005年の秋にも
再訪している。そして、行く先々で現地の人々から

暖かく迎え入れられている。訪問地では、彼は伝

道集会への参加を求められた。このようなもてなし

を受けるのも前に述べたものと同じ理由によるもの

だ。すなわち、彼らは中国の人々に対して本物の

愛情を持っており、訪問客として中国に滞在中の

彼らのすべての言動に、主人役である現地の人々

に対する敬意が感じられるからだ。

4. 終わりに
中国は多くの分野で急激な変化を遂げている。

外部の世界に対してより開かれた国となるにつれ

て、これからの数年間および数十年間の経済その

他の発展は、よりいっそう世界の動向と結びつい

たものになるだろう。国民生活の宗教的側面に関

しては、過去20年の間にある程度の復興が見られ
る。この宗教の復興が新しい世界における中国の

新しいアイデンティティの模索にどの程度影響を及

ぼすことになるかという問題は、依然として非常に

興味深いテーマである。

この10年の間にキリスト教の復興は都市部でも
見られた。学歴の高い若い人々の間でクリスチャ

ンになる人が増えており、中にはキリスト教の見地

から公然と社会問題に取り組んだ人もいる。実の

ところ、キリスト教の復興は中国で重大な転機を迎

えている。つまり、質の高い牧師の仕事と、神学研

修のための質の高い神学校の整備に対する要求

が増大しているのだ。

こうした整備は長い目で見れば、これからの数十

年間にわたる中国でのナショナル・アイデンティティ

の形成に影響を及ぼすようになると考えている。中

国の近代化もまた重大な転機を迎えている。すな

わち、持続可能なレベルの開発が国家の発展のた

めにますます重要な問題となっている。より開かれ

た社会になるにつれて、人生の意味を模索しよう

とする人が増える。そして、その答えを得るために

より多くの人が宗教に目を向けることになるだろう。

1）本論文の執筆にあたり多大なご支援を頂いた、Kiven
Choy教授、Thomas Chi-wah Chow牧師、David
Crane牧師、Elaine Crane博士に感謝申し上げたい。

2）「宗主権」はここでは最も広い意味で使われている。
というのも、中国は名目上の属国を実際に支配してい
なかったからである。3年、5年、あるいは10年おきに
貢物を献上することを義務づけたにすぎない。これら
の国の要請があれば中国はいつでも救援にかけつける
ということになっていた。John King Fairbank（ed.）
（1968）The Chinese World Order: Traditional
China’s Foreign Relations, Cambridge:  Harvard
University Press.

3）Immanuel C. Y. Hsu（1959）China’s Entrance into
the Family of Nations: The Diplomatic Phase,
Cambridge:Harvard University Press.

4） 小平（1985年）Building Socialism with Chinese
Characteristics (Beijing: Foreign Language Press),以
下より引用したもの。Immanuel C. Y. Hsu (2000) The
Rise of Modern China (New York & Oxford: Oxford
University Press), chapter 37.

5）2005年後半の2カ月にわたって、広東省広州市番禺区太
石村の村民によって選出された代表が、村の農地の取
引をめぐる汚職と財務詐欺容疑で、村委員会法に則り
村委会主任を免職しようとしたが失敗に終わった事件
がその代表例である。詳細については、例えば以下を
参照のこと。
http://literature.mblogger.cn/sb001/posts/167601.aspx

6）1997年の数値は以下のAmity News Serviceのデータよ
り引用。
http://64.77.88.87/ANS/Articles/ans96/ans96.4/96_4_s
pe.htm
2004年の数値は以下のデータから引用:Amity News
Service: China Church: Church Statistics, Updated
October 28, 2005 http://www.amitynewsservice.
org/page.php?page=1230.
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てくれるものだと彼は主張した。私の見解では、中

国は今､新しいナショナル・アイデンティティを模索す

る道の岐路に立っている。そして、今後数十年に

わたってこの新しいアイデンティティを形成するうえ

で、キリスト教が極めて重要な役割を演じることは

容易に考えられる。

3. 広東省のある教会
広東省のとある教会は、1920年代から1940年

代まで福音伝道の拠点であった。そこでは、1人の
アメリカ人宣教師が2人の地元の協力者とチームを
組んで伝道活動をしていた。彼らは近隣の至ると

ころでキリスト教の福音を広めた。その地域では強

盗や追いはぎが暴れまわっていたが、彼らはひる

むことなく伝道活動に打ち込み、村に教会を建て、

目の不自由な少女たちのために孤児院を建てた。

6人の子供を持つ牧師夫妻は（１４、牧師の病気の

ためにアメリカへ発つ1935年まで中国で布教活動
を続けた。

香港で生まれた6人目の子供は成長して宣教師
となった。1953年にアメリカの神学校を卒業した後、
宣教師として中国に行くことを希望していた。けれ

ども、彼とその妻は宣教師としてカリブ諸国で31年
間を過ごした。退任後の1989年に、所属する伝道
組織によって香港に宣教師として派遣された。そ

の任期は当初は1年の予定であった（１５。

ほどなくして息子の牧師夫妻は彼が子供時代に

過ごした土地を訪れ、昔の隣人達と再会を果たし

た。例えば、盲学校に通っていた少女たちや、彼

とその両親やいとこたちが1920年代から1930年代
にかけて暮らしていた村の同胞クリスチャンたちで

ある。2人はその後の10年間にたびたびその地を
訪れ、数カ月を過ごした。さらには、その村にまる1
年滞在したことさえあった。

その宣教師夫妻が香港にいたときに日曜礼拝に

通い母教会としていた香港の教会の信徒たちが、

交流訪問として彼らの教会にやって来た。地元の

宗教事務担当役人の長が彼らに教会の改修を望

んでいるかどうか尋ねた。香港その他各地の同胞

クリスチャンの協力を得て、1949年から1990年代
初めまで肥料工場と鶏孵化場として使われていた

村の教会と学校の改修を行なった。1996年に改
修を終えた教会は、神を礼拝する場所という元来

の用途を取り戻した。

その後、他の村にある教会や街そのものも改修

され、新しい教会も建てられた。改修された教会

は1998年に礼拝を再開し、2000年にまた別の教
会が再建された。そしてその2年後には空地に新し
い教会が建てられた。そのような取り組みが絶頂

に達したのが、市の中心部に新しい教会を建設し

たことである。この教会の開所日には多く礼拝者で

満員になった。

このような偉業を宣教師夫妻が成し遂げること

ができたのは様々な理由による。第一に、彼らは

中国と中国の人々に対する本物の愛情を持ってい

る。第二に、その街における教会の取り組みを支

援するために彼らが招かれる以前に、地域奉仕活

動という形でたくさんの下準備がなされていた。夫

妻が最初に中国に戻ったときは目立つことはせず、

村の人々の社会的要求に気を配った。村人の家

に水道や電気を引くための支援をした。また、村の

ために道路や学校の建設に力を貸した。村の人々

を日々の生活の苦労から解放し、生活向上に貢献

した彼らの働きに村人や役人たちは感謝した。そ

の結果、彼らは村の人々や役人たちの信頼と尊敬

を得た。その役人の中には宗教事務の担当者もい

た。さらに、息子の牧師を市の宗教事務の首席役

人は「土地の息子」と呼んだが、これは1920年代
の赤ん坊の頃からのこの土地とのつながりに言及

したものである。夫妻の思慮深さと村での活動の

控えめなやり方もあって、彼らと村の人々との関係

は素晴らしいものだった。慎重に言葉を選び、村

人や役人の感受性や中国人のプライドに十分な気

配りをした。
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司会：森　孝一
（同志社大学大学院神学研究科教授一神教学際研究センター長）

【司会】 それでは続きまして、お二人の先生からコ

メントをいただきたいと思います。最初は、韓国の延

世大学から徐正敏先生にお願いしたいと思います。

コメント：徐　正敏　氏
（延世大学）

ありがとうございます。コメントをする機会を与え

てくださいまして、うれしく思います。まず、全体的

なコメントを申し上げます。日本、韓国、中国、東南

アジアなど、論議の対象になる各国の民族の歴史

的状況と文化的な点と宗教的関係は明らかに異な

ります。これを前提としても、果たして民族主義と、

これと関連される宗教の問題に対する共通的テー

マが成立するのでしょうか。

ただ、各地域の特殊性を相互理解し、各地域の

民族と宗教の関係を学ぶことで、それぞれの歴史

的課題、現象の問題を解決できる糸口を探ること

ができると思います。近代以後、西洋中心の世界

歴史の展開とともに、アジアに西洋キリスト教が共

通的に宣教・受容されました。西洋宗教であり、排

他的な一神教の一つであるキリスト教に対する、ア

ジア各国の受容と反応の過程を通して、各国の歴

史、宗教、文化の差異を比較分析できるのではな

いかと思います。

それから、各論文別に幾つかの質問をいたしま

す。まず、カマール・オニアー先生の発表について、

二つの質問をします。

一つ目は、韓国、中国、日本、東南アジア国家間

に存在する多様性の理念に存在する共通性。す

なわち、東洋のペルソナを中心にした東洋化、東

洋中心のグローバル化は可能であるのでしょうか。

これは西洋、あるいはアメリカ中心のグローバル化

と比較することができないものでしょうか。

二つ目は、グローバル化とグローバリズムの克服

は、民族主義の存続・強化を通したアメリカ中心の

グローバル化そのものを排撃するのか。あるいは、

アジア的ペルソナを中心にした、新しいグローバル

化を意味するのでしょうか。

次に、松本先生の発表について、三つの質問を

いたします。

第１の質問は、領土ゲーム、富のゲーム、アイデ

ンティティのゲームというテーマは、地理別に区分さ

れると説明していらっしゃいますが、このようなテー

マが、時には状況に応じて、同時に起こることはな

いでしょうか。

第２、「アジア共通の家」（Asian Common

House）は、アジアの各民族主義を克服し、アジア

共同体を志向することであり、ヨーロッパ共同体と

かアメリカとは違うブロックに進行することを意味す

るのではないでしょうか。従来の大東亜共栄圏が

主張した表象的目標と類似点はないでしょうか。

第３は、アジア・コモンハウスの構想で、特に宗教

は多元主義を意味するが、果たして、このような多

元主義的アジアの宗教と社会に対して、一神教、

特にキリスト教が適応できる条件は何でしょうか。

最後に、劉先生の発表について、二つの質問を

します。
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出典情報を提供して頂いたAlliance Bible Seminaryの
Kiven Choy教授に感謝申し上げたい。

7）2005年 10月 5日に発表された Kiven Choy教授
（Alliance Bible Seminary）の見解に基づくもの。
2000年のカトリック信徒総数は1,200万人で、人口の約
1パーセントであった。
http://www.hsstudyc.org.hk/chinesehsscweb/c-chi-
nafacts.htm

8）江蘇省宗教局（Religious Affairs Bureau）発表のデー
タに基づく数値。Amity News Service, http://
64.77.88.87/ANS/Articles/ans96/ans96.4/96_4_spe.ht
m、September 1997.「江蘇ではキリスト教徒人口はわ
ずか10年間でなんと7倍に増えている。ただし、これら
の数字は中国全体を代表するものではない。同じ江蘇
内でもキリスト教の拡大は一様ではない。同様に、江
蘇、浙江、安徽、河南などの省ではキリスト教は急速
に拡大しているが、他の地方でははるかに小幅な拡大
であったり、あるいはまったく増加が見られない」。
http://64.77.88.87/ANS/Articles/ans96/ans96.4/96_4_s
pe.htm, September 1997. Amity News Service: China
Church: Church Statistics, updated October 28, 2005.

9）中国におけるプロテスタント教会に関する上記の数字データ
をまとめたAmity News Serviceより引用。「これらはすべて、
1 9 9 7年1月に開催された第5回全国キリスト教徒会議
（National Christian Council）で発表された報告や他の情
報源に基づいて導いた推定値である。h t t p : / /
64.77.88.87/ANS/Articles/Extra%20Articles/facts.htm,
November 5, 1997.」。「*」を付した数字を除いて、1999年
の数値の出所は以下のとおり。China Christian Tree-self
Patriotic Movement Committee & China Christian
Council（中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協
會）(?)Special Issue for Celebration Congress for the
50th Anniversary of the China Christian Three-self
Patriotic Movement（中國基督教三自愛國運動五十周年
愛慶祝大會專輯）(上海(?)、China Christian Three-self
Patriotic Movement Committee & China Christian
Council（中國基督教三自愛國運動委員會、中國基督教協
會）,2000), pp.19-20.聖職者、地方の基督教協会（CC）、お

よび三自愛国運動委員会（TSPM）の数は、2006年1月2日
更新のAmity News Serviceのデータより引用。1999年の
クリスチャン人口に関する出典情報を提供して頂いた、香港
中文大学のYING Fuk Tsang教授に感謝申し上げたい。

10）この会衆の他者への愛と思いやりに対しても私は感銘
を受けた。一例を挙げると、貢州のある教会で礼拝の
終了後に、会衆の一人の信者が私に、2004年11月に
貢州で開催された第19回世界客家大会に出席していた
香港の代表が重病にかかったことを告げた。そして、
その人のために祈り、病院に見舞いに行くことを提案
した。

11）香港のある牧師は神の御言葉を学ぶクリスチャンの熱
心さに深い感銘を受けた。彼らは農作業や他の仕事で
生計を立てながら、「兼業」で会衆の面倒を見ていた。
そこの会衆もキリスト教信仰の熱烈さを伝えていた。
2005年9月17日に香港にてこの牧師にインタビュー。
東北部の省にある病院で働く医師や看護婦を含む専門
的職業の従事者もキリスト教に強い関心を示している
ことも筆者は認識している。

12）Kiven Choy, “The progress of Chinese religious poli-
cy(2): religious policy in the Jiang Zemin’s era,” 蔡少
■〈中國宗教政策的演進（二）: 江澤民時期的宗教政策〉,
October 2005; 以下も参照のこと http://dwtzb.
cpu.edu.cn/ReadNews.asp?NewsID=300

13）前記。

14）その牧師は、一番上の子供がマラリアに罹りアメリカ
に帰国しなければならなくなるまでの3年間、まず汕
頭で伝道活動をした。中国での二度目の伝道任務に際
しては、医師の忠告に従ってその子供をアメリカに残
し親戚に面倒を見てもらった。1935年に一家が中国を
離れるまではその子に会うことはなかった。1925年に
一時、安全上の理由から一家は香港へ避難した。６番
目の子供が翌年香港で生まれた。筆者がこの話を知っ
たのは、2005年10月5日に香港で行なわれた牧師の息
子とその妻のインタビューを通じてである。

15）前記。
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ジア・コモンハウスは、いったいどのようなプロセス

で作られるものなのであろうか。これが、私にはい

ま一つはっきりしませんでした。さらに、このアジ

ア・コモンハウスというものが、ある程度ＥＵのような

形でできてきたとした場合、このアジア・コモンハウ

スの中で、文化的にも軍事的にも経済的にも圧倒

的な優位を誇る中国と、我々はいったいどのように

共存して生きるのか。それはグローバリゼーションの

中で覇権を握るアメリカの縮図のようなものに、この

アジアでなってしまうのではなかろうか。それを先

生はどういうふうにお考えになるのかということをお

尋ねしたいと思います。

戦後のアジアの国際関係は、脱植民地化と冷戦

の二極構造と、そしてグローバリゼーションが相次

いで訪れたところに特徴があります。ヨーロッパの

場合は、脱植民地化の問題はほとんどありません

でした。それから、中東やアフリカでは、グローバリ

ゼーションはずっと遅れてやってきました。三つがほ

ぼ同時にやってきたというのが、アジアの国際関係

の特徴です。冷戦が終わって、冷戦ファクターはな

くなった。しかしながら、脱植民地化の問題は依然

として残っていて、そこに急速なグローバリゼーショ

ンが重なっているというのが、今のアジアの国際関

係の難しさであろうと思います。

第二次世界大戦が終わったとき、世界には主権

国家が50しかありませんでした。ところが今日、主
権国家の数はおよそ200になっております。つまり、
４倍です。しかし、さらに驚くべきことがあります。第

二次世界大戦が終わったとき、国際的なＮＧＯはお

よそ500にすぎませんでしたが、今やその数は４万
を数える。つまり、80倍です。こういうトランスナショ
ナルなＮＧＯの中には、無責任なものや危険なもの

もあります。しかし、こういうＮＧＯのトランスナショナ

ルな活動を、我々がどうやって支えていくのか。そ

して我々が、それを受け入れ、はぐくむ、開かれた

市民社会を持っているかどうかが、国家のアイデン

ティティよりもさらに重要なことで、そういうＮＧＯの交

流や、開かれた市民社会の交流を超えて、アジア

を超えた、開かれたアイデンティティ、国家やアジア

という地域を超えたアイデンティティを我々がどう持

っていけるかというのが、今後の重要な課題では

なかろうかと思います。ありがとうございました。

【司会】 どうもありがとうございました。

ディスカッション

【司会】 非常に多岐にわたる問題が、３人の発表

者と２人のコメンテーターから出されたと思います。

私たちはディスカッションの時間を、あと25分持って
います。今、お二人のコメンテーターから、それぞれ

の先生に出された質問に対して、すべて答えてい

ただく必要はないと思いますが、その中から選択し

ていただいて、ぜひ答えたいと思うテーマについて、

先ほどの発表の順番、オニアー先生、松本先生、

劉先生の順に、ご発言をいただければと思います。

それではオニアー先生、お願いします。

【カマルザマン】 コメントありがとうございます。

私の論文を見ていただきますと、論文の題名自体

が「均整のとれたグローバリゼーション―宗教の役

割」です。また、私は、問題はグローバリゼーショ

ンではなく、グローバリズムであると言いました。

グローバリゼーションは、単なるメカニズムです。

テレビに問題があるというわけではありませんが、

テレビに映し出されるもの、放送した番組に問題

があります。私たちは、グローバリゼーションを食

い止めることは到底できません。私たちは、人類

史上の新たな変化の段階に来ています。人類の

歴史は段階的に変化し、私たちはまた新たな変化

の段階に来ているのです。この変化の過程は人

類の歴史の中で時に起こり、今、私たちは、再び、

私が過渡期と呼んでいる時代にあります。私たち

は再び、人類の歴史の新たな交差点、インターチ

ェンジに来ているのです。
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第１、近代化、すなわち富と力の追求と限定す

るとき、中国の場合を中心に説明したとしても、近

代化の相対的概念が適切に説明できるのか。

1949年以後、共産主義革命とか、ソビエト・モデル
の政治思考も、すべて近代化の試みとして説明で

きるでしょうか。

第２、 小平以後の中国外交政策が、中国のグ

ローバル化として見ることができますが、このグロー

バル化は結局、西洋的、外来的制度と思想・宗教

の、中国流入、自由連帯を意味するのか。中国キ

リスト教の最近の復興と宗教の自由、中国の富、

グローバル化は、論理的には同じことであり、この

課題で貧富格差のような、社会的・経済的問題を

指摘しましたが、そうすると、宗教思想の側面で思

われる問題点は何でしょうか。

以上です。ありがとうございました。

【司会】 どうもありがとうございました。

それでは引き続いて村田先生、よろしくお願い

いたします。

コメント：村田晃嗣
（同志社大学大学院法学研究科教授）

はい、ありがとうございます。まず、カマール先生

がグローバリゼーションについて、大変厳しいご指

摘をなさいました。グローバリゼーションが、さまざま

な問題を抱えていることについては、私も全く同意

するところであります。しかしながら、幾つかの留保

をつけたいと思います。

まず、グローバリゼーションがしばしばアメリカナ

イゼーションだと言われますが、しかし同時に、アメ

リカ社会が急速にグローバル化をしている現実を

認めなければいけないということです。今でも年間

に90万の移民がアメリカに向かっている。多くの留
学生がやってくる。人種的に言っても、今世紀の半

ばには、すでに白人がアメリカの中心的な人種で

はなくなるという、アメリカのグローバル化が国内で

起こっているわけです。

グローバリゼーションが、大きな不平等を引き起

こしていることは間違いありません。しかし、それと

は別に、例えばアジアの各国・社会の中で、さまざ

まな不平等、あるいは貧困、抑圧というものがある。

グローバリゼーションとは別に、我々は自分たち自

身の国内の不平等や貧困に、いったいどこまで主

体的に取り組んできたのかという自省（self-reflec-

tion）を伴わないグローバリゼーション批判は、どこ

かうつろなものになってしまうのではないかと思う

わけです。

それから、インドネシアでの津波とアメリカのカト

リーナを比較されて、カトリーナのあとに起こった惨

劇が手本であろうかというご指摘でした。全くもっ

ともなことで、非常に悲しい光景でした。しかし、

昨年の12月に、大きな津波がスマトラ沖を襲ったと
きに、いち早く救援に駆けつけたのはアメリカ海軍

であり、オーストラリア海軍であり、そして日本の海

上自衛隊であったわけです。これもまたグローバリ

ゼーションの産物です。言うまでもないことですが、

グローバリゼーションには光と陰があり、いいとこ取

りだけはできない。この光と陰の双方について、バ

ランスの取れた評価を持たなければならないと思

うわけです。

松本先生は、冷戦後、特に９・11の後、アメリカ
がアメリカ・ファースト、アメリカ優先の立場を取って、

そのことで、各国で自国防衛の必要性が増したと

いうご指摘をされました。確かにそういう側面もあ

ろうかと思います。しかし、まさにこのグローバリゼ

ーションの伸展した国際社会の中では、アメリカが

ファーストなのかセカンドなのかというのは、極めて

二次的な問題であって、世界のどこで起こる問題

も、超大国アメリカの安全保障にかかわってくると

いうのがグローバリゼーションの実態であって、決し

てアメリカが多国の防衛を放棄することにはならな

いのではなかろうか。

さらに、松本先生は「アジア・コモンハウス」とい

う、極めて興味深い概念を提起されました。このア
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ますが、私たちをひとつにするものもあると言いま

した。私が求めているのは、共通のアイデンティティ

であり、そのアイデンティティとは、私たちが東洋人

であるということだと私は結論付け、従って東洋的

ペルソナなのです。キリスト教徒である人もいれば、

ムスリムの人もいます。しかし例え宗教が同じであ

っても、東洋人のキリスト教徒や東洋人のムスリム

は、西洋のキリスト教徒や中近東のムスリムとは異

なるのです。その宗教を支持し、その戒律や規則

を守るという点では、キリスト教徒であったり、ムス

リムであったりしますが、しかし私たちはその方向

性においては東洋的なのです。

私は自分が東洋的人格と定義しているものに関

していくつかの特徴を挙げましたが、今は時間がな

いので詳細は省きます。東洋的人格とは、静かで、

他人に配慮しているなどです。例えばキリスト教徒

は世俗主義を認め採用していますが、東洋人のキ

リスト教徒は、この世俗主義を東洋的に解釈します。

ですからフィリピン人のキリスト教徒は、西洋のキリ

スト教徒よりも、私たちのアイデンティティのほうに近

いのです。なぜならキリスト教徒であるという以外は、

フィリピン人のキリスト教徒もまた東洋人だからです。

他の方々のお時間を尊重して、ここで終わりたい

と思います。ですから私が言っているのは、グロー

バリゼーションのバランスです。私たちは、全世界に

とって利益になるような形で、グローバリゼーションに

参加していかなければならないのです。グローバリ

ゼーションを止めることはできません。グローバリゼ

ーションという機会を通して、私たちの役割を果たす

べきで、他者がグローバリゼーションを通して好まし

くないことをしていると不満を言うだけではいけない

のです。私たちは他人が何か悪いことをしていると

不満を言いますが、私たち自身が何もせずにいるの

です。ここに悲劇があると思います。つまり、グロー

バリゼーションにではなく、私たちが何もせずにいる

ことにあるのです。ありがとうございました。

【司会】 村田先生から、グローバリゼーションの光

と陰ということについて指摘されて、オニアーさんも

グローバリゼーションの評価すべきところは評価す

る。問題は問題としなければいけない。ただ、その

光と陰が具体的に何なのかについては、ちょっと

時間がないので、ここでディスカッションすることは

できませんが、この点は課題として残るのではない

かと思います。

それでは、続いて松本先生、お願いいたします。

【松本】 私の見解に幾つかの質問が出されまし

たが、それを統合する形で、一つお答えを出してみ

たいと思います。ウェルス・ゲーム（Wealth Game）

は、しっかりとした産業を持って、貿易を盛んにす

れば、その国は発展できるという、第二次世界大戦

後の、軍事力を軽くし、戦争を放棄した形での日本

が始めた戦略です。1960年代に日本が高度成長
を遂げ、結果とすると、軍事力にお金をかけないで

も、あるいはテリトリーを手に入れるという侵略戦争

をしないでも、日本は発展できたではないか。

そういう1960～1970年代の経験を見ていたア
ジアの国々、特に「四つの小龍」と言われているＮ

ＩＥＳの国々、韓国、台湾、シンガポール、香港が、

やはりテリトリーを求めずに、安い資源を買い入れ

る、または資金も安い資金を借り入れるという形で、

しっかりとした産業を持ち、貿易を盛んにするとい

う形で、次々に発展しました。同じように、マレーシ

ア、インドネシア、タイが、そのあとを追いかけて経済

発展をしました。1980代には、21世紀はアジアの
時代が来るとさえ言われました。それをいちばん最

後から追いかけているのが中国とインドという大国

です。そういう形で、言ってみればウェルス・ゲーム

がなされたわけです。

しかし、そこで今日大きな問題が起こってきてい

る。ウェルスを獲得する競争となった結果、それぞ

れの国がナショナリズムを強めてくる形の衝突なり

摩擦なりが起きてきたというのが、私の現実認識で
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私たちは変化しなければならず、今、私たちが始

めている変化とはグローバリゼーションです。グロー

バリゼーションはメカニズムです。それが問題なので

はありません。しかし、グローバリゼーションがグロー

バリズムという文脈で解釈されると、それは問題な

のです。先ほど言いましたように、グローバリゼーシ

ョンは、歴史上これまでも起こっており、国際化とい

う形や相互共有という形の場合は、問題となりませ

んでした。それが問題なのではないのです。

私が言いましたように、グローバリゼーションには、

私たちが見ているマイナス面しかないわけではない

のです。今日の世界で私たちの問題は、アメリカが

私たちに対してしていることの問題よりも、むしろ、私

たち自身がせずにいることによる問題のほうが大き

いのです。これは、私たちの問題でもあるのです。

先に私が言いましたように、問題、つまり、この世界

に存在する暴力は、悪や不善の勝利を反映してい

るというよりは、むしろ、善良な者や、良心的な者た

ちが、社会に善をもたらすことができていないことを

反映しているのです。悪い者たちは、いつも悪を行

います。それが、彼らの本質の中にあるのです。そし

て私が言う「悪」とは、アメリカのことでは決してあり

ません。私が意味しているのは一般的な「悪」で、

特にアメリカに言及しているのでは全くありません。

「悪」はアメリカにだけ起こるものではありません。

悪や不善なことは例外なくどの地域社会にも起こり

ます。どの地域社会にも、例外なく、高徳な者もい

れば悪党もいます、良い人と悪い人がいます。良

い部分は皆で分かち合って構いませんが、悪い部

分を分かち合う必要があるでしょうか。悪者は自ら

の家族に対してでさえ悪いのです。ですから、私た

ちがグローバリゼーションということを検討すれば、

私たちはまた、悪を運んでいて、世界中に問題を

広げているわけで、問題を世界的な次元に投じて

いるのです。

では、時間が押しているようですので。私は極

東地域における多様性、つまり私たちのアイデンテ

ィティの違いについてお話ししました。そうです、も

し、マレーシアにいらしたことがあるなら、私たちの

国にも非常にたくさんのアイデンティティがあり、人種

がいます。しかし、そのことが問題になったことは1
度もありません。問題が起こるのは、人々がありた

い姿であるためのゆとりが許されない場合です。

世界は、異なる人々で構成されていて、その違い

は尊重されるべきなのです。違いがあることを私た

ちは認めるべきなのです。違いを無視することは、

大きな問題です。なぜなら、私たちが他人に対して

思いやりを持たなくなるからです。

私たちがあるべき姿であることを許されないとき、

また、私たちにとって間違ったふうに物事が解釈さ

れると、問題が起きます。例えば、大量破壊兵器が

あるという見解によって、イラクへの爆撃が始めら

れました。そのようにして、大量破壊兵器が存在す

ると、世界中が信じさせられたのです。しかしそれ

は単なる錯覚で、今では誰も大量破壊兵器のこと

を口にしません。今や私たちは、彼らの国を解放

しようと戦っている者たちを悪者として、また、攻撃

して来る者たちを救済者として見なすよう信じさせ

られているのです。

では、誰がこのような解釈をしているのでしょう

か。そして私たちは、それによって信じさせられて

いるのです。これは、私が先に述べた、いかにグ

ローバリゼーションが私たちを変え、黒を黒と見な

すことから、黒を白と見なすようにさせるかというこ

とのひとつの例です。これが黒であるということを

自らに説くゆとりがなぜ私たちに与えられないので

しょうか。グローバル化された見解の力というのは、

皆にとって等しいものではありません。もし、グロー

バリゼーションが私たちに自らを定義する機会を均

等に与えるものならば、それは素晴らしいことです。

なぜならそれは、私たちがあるべき姿であるゆとり

が与えられているからです。

私は確かに東洋的ペルソナということについて

言いました。そして、私たちには互いの違いはあり
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終わるのだといいます。自由と民主主義を各国が

手に入れていくという状態で歴史が終わるのだと

いう、かなり独断的な結論を出しました。

自由と民主主義を手に入れなさいと。そうすれ

ば、その国は経済発展もできますよというのが、アメ

リカ・モデルというか、アメリカが描いたデザインでし

た。しかし、アジアの国々は、例えば共産主義の国

もあるし、一党独裁の国もあるわけです。先ほどの

四つのＮＩＥＳでも、権威主義体制と言われる国々

です。アメリカによれば、権威主義体制の、儒教的

あるいは伝統的な権威、つまり独裁的な政権が開

発を行う。「開発独裁」という言葉でも言われます

が、その開発独裁をすることによって、経済発展を

した。経済発展をして、その結果とすると今、統計

が出ているのですが、１人当たりの1年の収入が大
体１万ドルを超えるようになる。つまり、日本円にす

ると120万円ぐらいを１年の収入として持つようにな
ると、そういう経済的な豊かさを手に入れると、国

民は必ず自由とか民主主義を要求するようになる。

その早すぎた改革というのが、例えば天安門事件

ですね。先に自由と民主主義を要求するという形

になって1989年に弾圧されたわけです。それから

16年たってみると、経済発展をした中国の中で、職
業の自由を手にする自由競争を必要とする。ある

いは個人の思想も自由になり、先ほどの劉先生の

発言にありましたが、信仰の自由さえも求めるように

なってくる。これはアメリカ・モデルとは順序が逆で

す。アジアが展開したモデルは、経済発展をした結

果として、自由と民主主義をみんながそれぞれの

国の体制や文化に応じて、手に入れ始めるという

形になっているのではないかと思います。

そこの歴史と現在を、我々は非常によく考える必

要がある。そういう経済発展をした国々が、お互い

のナショナリズムの対立や国益の衝突を調整・解

消し、そしてまた、それを超えていく方法として、ア

ジア・コモンハウスという方法があるのではないか

と。つまり、そういうアジア・アイデンティティの追及

や、アジア共同体の可能性を考える常設機関を、

私は考えているところです。

そして、そういう共同の場に出て考えてみれば、

中国が93年から「富強」（富国強兵）という憲法前文
を持つことの問題性が見えるわけです。中国の国

家目標は富強であると。これは日本の明治維新、あ

るいは韓国の1960年代からの富強という考え方に
共通します。言ってみれば、それは経済発展をした

ほかの国々はそれほど軍事力を強化しなかったわ

けですが、中国の場合には軍事力を強化して、もし

かしたら台湾を軍事併合するのではないかという懸

念もあります。中国の説明では、「今の軍事増強は、

別に台湾に対して向けたものではない」と言ってい

ます。しかし、アメリカが懸念しているのは、中国が

「富強」になることによって、アジアの中での覇権を

握るという、一種の覇権主義に近くなっているので

はないかということです。しかし、中国の真意という

もの、あるいはまた、アジアの中で中国がどういう立

場を取っていくのか、その存在感を強めております

が、言ってみれば、そういう問題もアジア・コモンハウ

スの中で話し合うことができるのではないか。

私は、先ほど例に出しませんでしたが、今、日本

と韓国の間では、竹島問題が非常に大きな問題

になっています。この解決を主張するのに、日本が

「オランダのハーグの国際司法裁判所に持っていこ

う」と言うと、韓国は「嫌だ」と言ったわけです。国

際司法裁判所に持っていけば、国際法レベルで裁

かなければなりません。そうすると、日本の場合に

は、1905年から「あれは日本の領土だ」と主張して
きています。韓国の場合には、日本に植民地化さ

れることによって、そういう主張はできないできて、

1960年代から「竹島＝独島は韓国のものである」と。
片や100年前、片や40年前だったら、これは日本の
主張のほうが非常に強く認められることになります。

ナショナリズムで解決すれば、あるいはNation

Stateの論理で、それを統合し、超えていくような国

際法のレベルで解決すれば、これは日本の主張が
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す。資源獲得のための衝突や、ナショナリズムの強

化による対立を解消するような可能性を求めて、私

はアジア・コモンハウスということを提起しているわ

けです。むろん、これは必ずしも、日本が提起した

というだけの問題ではないと思います。

これは、徐先生から「アジア・コモンハウスという

のは、戦前の大東亜共栄圏と同じではないかとい

う懸念もあるけれども」という疑問がありましたが、

むしろ私はグローバリズムのほうが大東亜共栄圏

に近いだろうと思います。つまり戦前の大東亜共

栄圏というのは、八紘一宇というイデオロギーを具

体化しました。天皇のもとに世界を一つにすれば、

世界はみんな幸福になるという考え方です。今の

グローバリズムは、アメリカン・スタンダードのもとに世

界を一つにすれば、世界はみんな豊かになって幸

福になれるという考え方です。そういう意味で、アメ

リカはグローバリズムを押し進めてきましたが、それ

はある種、八紘一宇と訳したらいいのではないか

とさえ、私はとらえているわけです。

それはともかく、1980年代にアジアの国々は、み
んな経済発展をし始めて、もしかしたら、21世紀は
初めてアジアの世紀になるのではないかとさえ言

われました。そのときに、私は「アジアの世紀はま

だ来ない」という論文（1995年）を書きました。それ
は、先ほどちょっと言いましたが、例えば97年の香
港返還のあとに、アジアの国々が皆通貨危機に襲

われた。そのときに日本では、あらかじめAsian

Fundというものを考えておいたほうがいいのでは

ないか。アジアは、安い資金を借り入れることによ

って、経済が発展するというシステムを取っているけ

れども、その資金は３か月で引き上げられてしまうよ

うな、ヘッジ・ファンド中心の短期資本です。そうい

うものを借りている状況では、３か月のうちに一気

に、「もう貸さない」といわれたら、通貨危機に陥る

可能性がある。そういうときのために、アジアが、み

んなで供出したお金をプールした形でのAsian

Fundを考えたほうがいいのではないかという提案

を、日本は96年の末ぐらいにしております。
これをつぶしたのは、アメリカが入らないような

Asian Fundはいけない、というアメリカでした。世

界には国際通貨基金（ＩＭＦ）があるではないか、別

にアジアだけでまとまる必要はないのではないかと

いうのが、アメリカの主張でした。けれども、実際に

は97年７月１日の香港返還の翌日から、ヘッジ・ファン
ドが資金を引き上げてしまったために、アジアはみ

んな通貨危機、経済不安に陥ってしまったのです。

そして、ＩＭＦがお金を貸してくれることになったわ

けですが、ＩＭＦの場合には、すべての国に同じ基

準でやると。その国の政治体制も、経済状態も、そ

れから文化というものも全く関係なく、３分の１の人を

カットしろ、リストラしろという形でしかお金を貸してく

れない。という形で、今度はいっぺんに失業・雇用

不安にまで陥ったわけです。結果とすると、韓国の

場合はＩＭＦからお金を借りるために、労働者を３分

の１削減しなければならなくなった。そのために、「Ｉ

ＭＦ失業」という言葉さえ生まれたわけです。

そういうアジア基金という発想を、アメリカがアジ

ア通貨危機を体験したあとでは、やはりアジアは共

通するような政治体制、あるいは経済基盤、それか

ら文化があるので、すべてをＩＭＦ（国際通貨基金）

のスタンダードで処理するのは間違いかもしれない

というので、現在ではAsian Fundを作ることに関

しては、アメリカは協力的というか、黙認する形にな

ってきていると思います。それが現実の問題として

あると思います。

しかし、アメリカはグローバリゼーションの推進と

同時に、世界に自由と民主主義という理念をうた

いあげた。確かに、それはアジアでは歴史的にあ

まりなかったものですから、アジアの国々は、みん

な喜んで受け入れると思っているし、世界の人々

も受け入れる。フランシス・フクヤマによれば、リベ

ラルな民主主義というのはヨーロッパが掲げ、アメリ

カが実践してきた近代文明の理念ですが、それは

最良の最後の理念である。だから、そこで歴史は
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う1949年来の手法をはじめ、これらの実験的試み
はすべて、近代化という概念を更に高め明示して

いるものであると思われます。

確かに経済格差による問題が中国で起こってい

ます。それは一部には、ほぼ20年に及ぶ急速な経
済成長と、1989年以来実施されてきた非常に小規
模な政治改革が原因です。宗教的な背景を持つ

組織が良質のサービスを提供してきており、それが

長期的には中国人の間の経済格差を狭めていくと

思います。それら組織の活動は、人民および役人

に評価されています。例えば香港を拠点とするあ

る宗教組織は、学校施設を建設したり改善するこ

とで中国南部の内陸部や農村地区の子供の教育

に貢献しています。中国の中部では、漢民族系中

国人とイスラーム系中国人両方のための小学校が

あり、すべての生徒を充分収容できる教室数を建

設するための拡大事業には、キリスト教の教会に

援助を依頼しました。キリスト教は人類の愛と善意

を説いていますから、中国でキリスト教に改宗する

人が益々増え、再びキリスト教が盛んになることは、

国そして人々にとって良いこととなるでしょう。より

豊な人々はより貧しい人々とその富を分かち合う

ほど寛大となるでしょう。先輩の学者が私に、中国

には宗教が必要だと言ったのも、これがその理由

の一つなのかもしれません。

【司会】 時間が少し過ぎていますが、劉先生、キ

リスト教が中国で 小平の改革以後、非常に増加

していることは今お話しくださったのですが、キリス

ト教以外の宗教にも、リバイバルが見られるのかど

うか。この点はいかがですか。

【劉】 森教授ありがとうございます。キリスト教以

外にも、他の宗教が程度の差こそあれ再び盛んに

なっています。また、1978年に改革政策が施行さ
れてからは、大衆的な宗教も復活しています。中国

政府が、中国のキリスト教徒、ムスリム後、仏教徒、

道教信者に対して、宗教持たない者たちと同様に

国家構築のために建設的な役割を果たすよう求め

たということは、中国全体で宗教の復活がいかに

広まっているかを示していると私は思います。

【司会】 どうもありがとうございました。本日は、日

本以外では中国、それからマレーシアお話をお伺

いすることができましたが、韓国、インドネシア、フィ

リピンの代表からは、この公開シンポジウムではお

話を聞くことができませんでした。

この公開シンポジウムを通じて、グローバリゼーシ

ョンの持っている問題、その光と陰の問題がどうい

うところであるのか。その問題点を明らかにしなけれ

ばならないという共通理解は持てたと思います。そ

れに対して、もちろんナショナル・アイデンティティを再

構築することの必要性が語られました。時間の関係

で今日のお話の中では詳しく触れられませんでした

が、オニアー先生はオリエンタル・ペルソナ（東洋的

人格）の必要性、そして松本先生はアジア・コモンハ

ウス（アジア共通の家）の提言をなさったと思います。

アジアとして、我々は何を中心に一つの共同体

を作っていけるのか。欧米のグローバリゼーション

に対して、アジアからどのような発言ができるのか。

あるいはアジアの各国それぞれが覇権を求めない

で、どうやって「共通の家」を形成していくことがで

きるのか。これを実現していくための多くの課題は、

残っています。

時間が足らずに、不十分なディスカッションになっ

てしまいました。しかし、今後、我々がアジアを考え

ていくうえで、非常に大きな意義深い機会になった

のではないかと思います。三人の先生、そしてお二

人のコメンテーターに、もう一度、心から感謝の拍手

を送りたいと思います。

それでは、本日の公開シンポジウムは、これで終

了させていただきます。どうもありがとうございました。
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正しい、という形で、あくまでも韓国と対決しなけれ

ばならなくなる。

しかし、よく考えてみると、竹島＝独島が日本の

領土でもなく、李代朝鮮、そして韓国の領土でもな

く、共有して使っていた歴史が、その前に600年あ
るわけです。そうすると、その長い歴史というもの、

竹島＝独島を共有していた形で、さして問題も起き

なかった。少しはいざこざがありましたが、そういう

アジア的な経験とか歴史というものを話し合ったう

えで、それをアジアの問題としてアジア・コモンハウ

スで考える。同じような問題は、南沙諸島の問題

があるよと。

例えば、南沙諸島（スプラットリー）だって、マレー

シアと中国とフィリピンとベトナムなどと、８か国で領

土を争っているわけです。これを司法裁判所に、

ハーグに持っていくのがいいのか、どうか。そうで

はなくて、アジア的な長い歴史の経験を生かした

形でネーション・ステイトの論理を超えた共有関係、

あるいは共同利用する方法が導き出せるのではな

いか。そのためには、アジアの歴史、共有の歴史

や交流の文化を踏まえないといけない。それを話

し合えるのがアジア・コモンハウスだという考え方を

持っているわけです。現在のアジア共同体論は単

に経済レベルの議論になっています。

【司会】 時間が迫っておりますが、松本先生、そ

のアジア・コモンハウスの形成にとって、いわゆる宗

教がどういう役割を果たしていけるかについて、ど

のようにお考えでしょうか。

【松本】 先ほどもちょっと言い、コンセプト・ペー

パーでもふれていますが、アジアの中で宗教戦争

はほとんど起こっていないという歴史的事実があり

ます。それは、キリスト教がアジアの中に入ってくる

のに対しても、一神教的な要素を非常に弱める、

弱めると言ったらおかしいですが、キリスト信仰と

いう形ではなくて、アジアはどちらかというと産む力、

自然の力、女性の力が強い伝統を持っていますの

で、マリア信仰という形式で、アジアの国の中には

キリスト教が入ってくるわけです。

だから、日本の場合に、例えば隠れキリシタンと

いうのは、みんなマリア観音という形でキリスト教

が入ってくる。キリストを抱いたマリア様の背中とい

うか、首の後ろに、十字架がついているという形で

す。これは台湾などでもそういう形ですし、マレー

シアに入ってくるのも、カソリックのほうのマリア信

仰が強い宗教として入ってくる。そうすると一神教

ではなくて、むしろキリストとマリアが併存するよう

な、多神教とはいいませんが、「裁くキリスト」と「許

すマリア」と併存の形でアジアの中に入ってくる。

そういう、キリスト教のアジアへの入り方の共通性

がアジアの中では生まれることも、話し合っている

うちには分かってくるだろうと思います。

【司会】 ありがとうございました。それでは最後

に、劉先生どうですか。

【劉】 徐先生、コメントおよびご質問ありがとうご

ざいます。中国は、近代化ということでは遅い地域

でしたが、その経緯は確かにここに関係する概念

を示すものでしょう。中国の200年以上に渡る近代
化への試み、およびその間を通じて得た教訓は、

近代化を目指している他の国々にも大いに役立つ

ものでしょう。1949年に中華人民共和国が建国さ
れて以来、中国政府は国の近代化のための努力

を一層強めていきました。最初の10年には、基盤
施設、通信、交通、重工業に関わる非常にたくさん

の事業が政府によって行われました。しかしその後

20年間は、文化大革命その他の政治的運動によ
って社会の混乱が起こり、それらの努力が大幅に

阻まれました。文化大革命終結後、中国は再度近

代化に乗り出しました。しかし以後、その過程で行

われた不均衡な開発により、国に新たな社会的ま

た経済的問題が生じました。旧ソビエトに倣うとい
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I.国民意識、近代化およびキリスト教
誰もが知っているように、国民意識は伝統社会が

近代社会へと移行するにつれて生まれてきた。近代

社会の特徴は第一に近代科学と近代技術、近代的

な教育制度や医療制度、近代的な報道機関とマス

メディア、近代的な考え方や制度、次いで法治、民主

主義、自由市場原理に基づく経済システムなどであ

ろう。中国では近代社会にとって必要であったほぼ

全ての要素はキリスト教の伝来と布教によって出現

した。換言すると、盛衰を繰り返した後、19世紀後
期にキリスト教は中国全土に広まり、中国社会の近

代化を先導する主役の一つとなった。

当然のことながら、キリスト教は布教を目的として

中国に伝来した。しかし、キリスト教宣教師のキリ

スト教布教は、中国が近代社会へと変わり始める

推進力として作用した。この主張を裏付ける歴史

的事実は数多くある。

第一に、歴史上初めて、キリスト教の宣教師が体

系的な方法で西欧の科学と技術を中国にもたらし

た。例えば、明朝から清朝へと移行する時期に、マ

ッテーオ・リッチを代表とするイエズス会宣教師は数

学や様々な自然科学に関する155冊もの本を中国
語に翻訳し、出版した（ 1。さらに19世紀末から20世
紀初めにかけて、英国の宣教師ジョン・フライヤーは

中国に滞在した30年間に科学や技術に関する139
冊もの書物を1人で翻訳した（ 2。実際のところ、西

欧の近代科学技術の書物を翻訳し出版して、これ

らの分野の知識を中国の人々に知らしめることが中

国における宣教師の主要な仕事であった。

第二に、キリスト教会が学校を設立したことによ

って中国で近代教育が行なわれるようになった。

1900年以前にキリスト教会が設立した学校数は

1,100校であったが、1920年までにキリスト教会は
様々なレベルの学校を7,382校、大学14校を設立
していた（3。歴史的事実として、キリスト教会が運

営する学校が出現するまで中国には近代教育制度

は存在していなかった。

第三に、専門家の教育訓練、病院の設立、公衆

衛生の考え方の普及などを含め中国における近代

医療のサービスや制度の確立も宣教師の活動と密

接に関連していた。例えば、1920年までに宣教師
組織は800を超える病院を設立し（4、1949年まで
には中国の病院のうち70％もの病院が教会によっ
て運営されていた（5。

第四に、中国における近代的な報道機関は、キ

リスト教宣教師が積極的に導入、参加した結果と

して確立された。1840年代から1890年代にかけ
てプロテスタントの宣教師団体は中国語と英語で

70種類もの多種多様な新聞や雑誌を発行したが、
これらは中国における出版物の95％を占めてい
た。1935年までにプロテスタント組織が設立した出
版団体は69もあった（ 6。

第五に、週休制、一夫一婦制、纏足の廃止など

近代的な生活様式と習慣は宣教師の活動と布教

に関連したものであり、結局のところ、聖書の影響

であった。

最後に、近代化には民主主義、法的平等、法治、

政治権力の分離と制限、管理効率など近代的な
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って、キリスト教徒は以前ほどには圧力を感じてい

ないし、アイデンティティについての質問も中国人キ

リスト教徒にとっては、それほど当惑するものでも

不安にさせるものでもなくなってきた。彼らは、自分

たちはキリスト教徒であると同時に中国人であり、

この二つのアイデンティティは相反するものではな

く、いずれが主という問題ではなく融合していると

考えている。つまり、中国人キリスト教徒はこの二

つのアイデンティティは異なる次元で機能するものと

理解している。中国人キリスト教徒は、国家の法律

に従うべきであり、中国市民としての責任を果たす

べきであるが、同時にキリスト教徒として神の福音

を説くべきであると考えている。

II.宗教の超国家的精神とその影響力
今日の中国がマルクス主義と史的唯物論を公式

イデオロギーとする社会であることは誰もが知ってい

る。中国国民の大部分は、明確な宗教的アイデンテ

ィティは言うまでもなく、明確な宗教意識も持ってい

ない。しかし、その一方で近年における中国の急速

な発展と経済成長に伴い、国民意識とナショナル・

アイデンティティの感覚は国民としてのプライドのよう

なものとして中国人、特に若い世代の間に急速に

芽生えている。中国において、また宗教組織におい

てでさえ政治、経済、文化、その他社会生活の

様々な分野でナショナリズムの顕現を容易に見るこ

とができる。しかし他方で、今日の中国で宗教精神

が何百万という人々に依然として何らかの影響力を

及ぼしていることを忘れることはできない。正しく理

解された場合、様々な宗教団体の背後にある宗教

精神は、様々な宗教に応じてその程度は異なるもの

の、単なるナショナリズムではなくある種の超国家主

義といったものを確実に育みつつある。

1.仏教
辺鄙な地域の読み書きのできない中国人仏教徒

でさえ、仏教の発祥地は中国ではなくインドだという

ことを知っている。そのため、多数の学者が仏教は

中国的に変貌を遂げたと強調しても、他の多くの事

と違って仏教そのものに関しては、あらゆる点で中

国がナンバーワンであると主張する傲岸な態度を一

般民衆に取らせることはできないであろう。

一部の学者や仏教徒はベトナム人、韓国人、日

本人が中国から仏教を学んだという事実に誇りを

持ってはいるが、このことがナショナリストの排他主

義や熱狂的愛国心につながっていく可能性はな

い。何故なら、正しいかどうかに関係なく、仏教は

キリスト教やイスラームとは対照的に、平和裏に広

まったことをナショナリストたちはしばしば指摘しな

ければならないからである。さらにナショナリストた

ちは、雲南省における中国の南伝仏教はビルマ、

タイ、スリランカから学んだものであることも認めな

ければならない。こうした興味深い歴史を度々思

い起こすことは実際、これらの国々に対して親しみ

が湧くだけでなく、親密感情さえ抱かせることにな

る。そのため、中国人が一般に持っている日本に

対する根深い反感とは極めて対照的なことだか、

仏教宗派や仏教研究の点では中国人と日本人は

非常に多くの親密な交流を行なっており、そうした

交流は日中外交関係が正常化する前から始まって

いた（8。チベット文化に対する中国人の態度に関

しては、仏教徒と非仏教徒とでは大きな違いがあ

ると感じる。

最終的な分析では、現世の事柄に対する仏教

徒の否定は論理的に言うと、ナショナリズムや民族

そのものさえ空虚であるのだから、コミットメントする

価値がないということになる。ここ何十年において

最も影響力のある中国人僧侶の1人である印順導
師は「仏教徒の道徳心は、堅固なprajna（無私無

欲の英知）に基づくものであり、自分自身、自分の

家族、自分の寺院、自分の国または民族の利益の

ためだけに行動するのではなく、人類全体、生きと

し生ける全てのものの観点からあらゆるものに処す

ることである」（ 9と述べている。つまり、この提唱は
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考え方と制度が必要である。中国においては、こ

れら全ての紹介、伝播、普及、実践は宣教師の活

動と関連していた。教会の学校を卒業した才能あ

る多くの知識人は中国におけるこれらの考え方や

制度の普及に重要な役割を果たし、中国の近代化

に大いに貢献する一方で、洪秀全、康有為、梁啓

超、孫文（他にも多くいるが）など非常に影響力の

ある革新家や革命家はキリスト教宣教師から強い

影響を受けた。

要約すると、伝統社会から近代社会へと中国が

変容する最初の段階で、キリスト教は近代化を中

国にもたらすことに積極的な役割を果たした。

中国の近代化はキリスト教の伝来から始まった

が、中国の人々の国民意識はほぼ同じ時期に西

欧の列強に抵抗するなかで生まれ、急速に高まっ

た。極めて皮肉なことであるが、抵抗の攻撃を真

っ向から受けることになった最初の標的は、近代

化と新しい考え方を中国に紹介したキリスト教自体

であった。その抵抗行動の最も衝撃的な結果は、

19世紀後期に一部の地方役人や知識階級から始
まり、400件を超えた反キリスト教暴動と、20世紀
初頭に一部の学生や学者がイニシアチブを取った

反キリスト教運動であった。明朝と清朝の支配者

がキリスト教に対して寛大な態度を取ったことは真

実であり、何人かの西欧の宣教師（例えば、フェル

ディナンド・ヴェルビースト、ヨハン・アダム・シャル・ホ

ン・ベルなど）は中国の皇帝（順治帝、康煕帝など）

や少数の知識人からは敬意を表されていた。事実、

知識人の一部や多くの一般民衆がキリスト教に改

宗していた。にもかかわらず、強い国民意識をもっ

た大多数の中国人の目には、キリスト教は結局のと

ころ、西欧から持ち込まれた全くの外国宗教と映

っていた。キリスト教は「洋教（yang jiao）」（「輸入

宗教」または「外国の宗教」）と呼ばれ、「文化的侵

入者」のレッテルを貼られていた。こうした見解の

せいで、中国のキリスト教信者のナショナル・アイデ

ンティティは非難され、「擬似外国人悪魔」（jia yang

gui zi）と呼ばれた。大多数の中国人は、これら信

者は金の誘惑に負けたか、重い病気などの問題を

抱えて自暴自棄になったか、何かを得るために外

国人に依存しているか、教会の助けを必要としてい

るためにキリスト教を信じているだけだと考えてい

た。さらに当時はナショナリズムが台頭していたた

め、中国人キリスト教徒は多くの同郷の人たちに家

族や国を裏切った者とさえみなされていた。キリス

ト教徒は祖先崇拝を蔑ろにしたため、祖先を祀る

儀式への参加が許されず、これは伝統社会を本格

的に放棄することであった。こうした状況は中国人

キリスト教徒のナショナル・アイデンティティを脅かす

ものであったと言うことができる。

そうした状況では、キリスト教徒は自分たちのア

イデンティティを、まず中国人として、次にキリスト教

徒として、そして中国人キリスト教徒として、といった

順序で考えなければならない。このことは理解しや

すい。キリスト教徒であることを選択した場合、その

人は教会外部の人々からの「中国人として貴方は

何故、キリスト教徒となることを選択したのか」とい

う質問を受けることになる。自分は依然として中国

人であり、祖国を裏切ってはいないことを強調し、

キリスト教徒としてのアイデンティティと中国人として

のアイデンティティは相反するものではないことを証

明するために最善を尽くさければならなかった。当

時、キリスト教を信仰することで中国人キリスト教徒

は多くの犠牲を払っており、その生活さえも犠牲に

することがあった。

その時から100年以上の年月が流れた。中国に
おけるキリスト教の歴史は挫折に満ちているが、中

国社会の状況は近年、非常に変化してきた。今で

はキリスト教は、何百万という信者をもつ合法的宗

教である。中国の「改革開放」に伴い、また宗教研

究に携わる一部の中国人学者の努力により、「洋

教」というレッテルは剥がされ始めた。その一方で、

キリスト教についての非キリスト教徒の理解は次第

に客観的で好意的になってきている。一般的に言
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央アジアからトルコにかけての三日月地帯にある

国々との超国家主義的連帯を促すものでもある。

彼らはその分離主義的活動のなかでこうした二重

の方法でイスラームをうまく利用してきた。

第二に、漢民族にとって、例えばウィグルの人た

ちの民族主義と関連しているイスラームは、独自の

ナショナリズムや好戦的愛国主義（中国語でDa

Han Zu Zhu Yi）高揚の刺激となる。同時に回族

の間のイスラーム、そして大都市での近隣のイスラ

ームはそれほど明白ではないものの、馴染みのな

いムスリム民族国家に対して漢民族が超国家主義

的姿勢を取るための触媒となるであろう。実際、イ

スラームの社会的役割に関しては、北西地域の漢

民族の意見と中国の残りの地域の漢民族の間に

は微妙な違いがあることがわかる（17。

最後に、中国国外のイスラーム原理主義に関連

する紛争やテロ行為は、イスラームに対して曖昧も

しくは込み入った感情を抱かせるのに一役買って

きた。これは、中国政府が折々の公式声明で示す

テロ行為に対する非難やマスメディアのテロ事件報

道に対する姿勢に触れる一方で、イスラームに対す

る一部の学者の好意的な解釈が、一般の人々の

超国家主義的意識を高めるのに役立ってきたから

である（18。

4.儒教と道教
確立された宗教としての儒教は、1911年の清朝

の終焉と共に中国の歴史から消えた（19。しかし、

何千年もの長きにわたって支配者が支持し、中国

に最も深く根付き、普及していた宗教である儒教

は依然として中国人の精神構造と精神生活に甚大

な影響力を持っている（20。香港、台湾、米国の大

学の現代の新儒学者と言われている一部の教授

たちは、中国文化研究分野に携わる中国本土の多

くの学者、祖先崇拝などの部族活動復興を主導し

ている地方の長老と同様、儒教の影響力回復に

尽力している（21。

制度的な宗教としての道教に関しては、1世紀前
に衰退してから復興はしていないものの、中国にお

ける五つの合法的宗教の一つとして認められてい

る。しかし、多くの民間信仰の強い要素として、ま

た多くの知識人にとって魅力ある宗教哲学として、

道教は、中国人の精神生活に未だに儒教に劣らな

いほどの強い影響力を持っている（22。

中国が発祥地であること、そして一般的に中国

的性格をもつことが強調されれば、この二つの宗教

は中国のナショナリズム高揚に役立つであろう。し

かし、その一方でこの二つの宗教は、中国人に超

国家主義的精神を植え付ける可能性がある要因を

少なくとも三つ備えている。

その要因の一つは「天の下の一つの家族」という

儒教の考え方である。紀元前5世紀の儒教創始者
である孔子の有名な弟子であり、「全ての人々は同

胞である」（24と述べた顔淵の教えから、19世紀末か
ら20世紀初めにかけての非常に影響力のある儒教
思考家であった康有為の「偉大なる調和」（Great

Harmony）即ち「大同」（Great Union）の理想に

至るまで、時には「世界主義」とされる考え方を支持

するような多数の主張があることがわかる（25。

第二の要因は、長老、支配者、民族、それら全

ての慣習を道教が嫌っていることである。道教創

設者とみられている最初の道教哲学者である老子

は、民族国家の制度を偉大な道教の道を人が外

れる結果であるとして批判した（26。最も素晴らしい

老荘哲学の信奉者にして著述家、道教の名声不朽

の人として崇拝されている荘子は、当然のことなが

ら国家や民族をはじめ世界のあらゆる事の平等と

統一を雄弁に訴えた（27。

最後の重要な要因は信念であり、儒教と道教二

つの宗教の教義、哲学、実践は普遍的価値を持

つという現代の多くの儒教者や道家の主張である
（28。彼らの著作の普及は、一般の人々に著しい効

果を及ぼし始めており、そのため、例えば韓国の国

旗は道教の象徴と同じデザインであること、あるい
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超国家主義をアピールするものであり、正に、生き

ているあらゆるものに対する愛情と思いやりを持

ち、常に進んで万人に幸せをもたらし、万人を苦し

みから救うというmaitryaとkarunaの北伝仏教徒

の精神を具体的に表すものである。

2.キリスト教
中国仏教ほどには深く根付いていないし普及も

していないとしても（10、その制度的性格のせいで今

日の中国で最も勢力のある宗教としてのキリスト教

は、“yang jiao”（外国の宗教）のレッテルを剥がそ

うとする中国のキリスト教指導者や知識人のほぼ1
世紀にわたる努力をもってしても、そのレッテルは未

だに剥すことができないでいる（11。その一方で「外

国の宗教」への改宗や受け入れは、多くの人たち

が民族的な違いより重要なことについて考えてい

ることを如実に示すものである。

キリスト教の精鋭集団はいわゆる「土着の神学」
（12と中国的なキリスト教の発展に多大の関心を寄せ、

非常に多くのエネルギーを投入してきたが、一般の

人々、特に教育のある若い人たちはキリスト教が外

国的なものであるという理由だけでキリスト教に関心

を寄せてきた。これらの人たちは西欧式の教会、西

欧の油絵やイコン、J・S・バッハの音楽、西欧の作家

や思想家が示すキリスト教思想を好む（13。その理由

は簡単である。このような方法で、キリスト教は中国

人に、その精神生活においてはこれまでのものに替

わる新しい宗教的なものを提供するだけでなく、芸術

的で知的な生活においても視野を広げる、新たな超

国家的な視点を提示するものである。

表面的に見れば、中国におけるキリスト教は極め

て民族主義的なものになっていると結論づけられる

かもしれない。中国におけるカトリックおよびプロテス

タントの全国組織の名称（14やその指導者の発言は

間違いなくこうした印象を人々に与える。しかしなが

ら、前世紀における中国人キリスト教徒全体の経験、

その政治的状況、経済的状況、文化的状況を考慮

した場合、結論は違ってくる。米国の詩人であるヘ

ンリー・W・ロングフェローの「物事は思われていると

おりではない」（15という一節が想起される。物事は、

そのように思われなければならないという理由だけ

でそのように思われるのである。そうでなければ、そ

のことはそうではないかもしれない。全国的なキリス

ト教組織がナショナリストに見えれば見えるほど、一

般のキリスト教徒はより超国家主義的となるという言

い方は逆説ではない。恐らく、キリスト教についての

ナショナリストの発言が意味するものが多くなればな

るほど、超国家的主義的精神についての意識はは

っきりすることになる。結局のところ、中国のカトリッ

クは世界各地の全てのカトリックに対するローマの

威信を承知しており、中国人キリスト教徒は、自分た

ちの信仰は単一国家のものでも、単一国家によるも

のでも、単一国家のためのでもなく、主は全ての民

族を対象としていることを知っている。

3.イスラーム
中国ではイスラームを信仰しているのは10の少

数派民族集団であり、その総人口は1,800万人で
あるという点で極めて特徴的である（16。これらの

人々の大半は新疆ウィグル自治区を含む北西の

省、そして中国南西の省である雲南省に住んでい

る。特に回族は他の多くの省、上海や北京などの

大都市にも住んでいる。回族や他の三つの少数イ

スラーム民族集団は文字言語としては漢字を使用

している。回族は独自の口頭言語さえ持っておら

ず、中国語を話す。すなわち回族と漢民族の違い

はイスラームを信仰しているという点だけである。こ

の状況は、中国におけるナショナリズムとイスラーム

の関係を曖昧にしてきた。次にこの状況のいくつ

かの特徴を述べる。

第一に、一部の民族集団、特に新疆のウィグル

の人たちにとって、イスラームは一方では漢民族の

民族主義に対する自分たちの民族主義的抵抗の

正当な理由となり得るであろうが、その一方で、中
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あると言ってもよい。

こうした状況のなかで全ての宗教は、ただ存在

しているという理由だけで、或る程度まで中国の社

会開発に参加していることになる。宗教による関与

は受身であり、中国政府によって主導され管理さ

れなければならないと言える。その上、宗教に関

する中国政府の政策は、全ての宗教活動は「宗教

的な場所」即ち、教会、寺院、モスクなど限定され

た場所でのみ行なうことができると規定している。

このような状態では宗教は外の社会に対してほと

んど影響力をもつことはできない。中国では、政府

が認可した宗教学校を除き、あらゆるレベルの義務

教育学校で宗教教育を行うことは認められていな

いので、生徒たちが宗教について何かを学ぶこと

はほとんどない。さらにマスメディアは政府によって

完全に管理されているため、大衆が宗教について

の報道を耳にすることはほとんどない。その結果、

宗教がその影響力を社会全体に及ぼすことはでき

ない。勿論、こうした状況では、宗教は中国社会に

おいて限られた役割と影響力しか持てない。

次に、社会状況と文化状況について考察してみ

よう。このこととの関連で、中国社会における宗教

の限られた影響力を説明するのに役立つもう一つ

の要因を確認できる。儒教、仏教、道教はかつて

中国文化に厖大で強い影響力を持っていたが、明

朝、清朝の後は大幅に衰退した。1950年代、60年
代、70年代にはその威信を失った。現在、儒教を
宗教だと思っている中国人は全くといってよいほど

いない。儒教の影響力は主に学界に限られている。

今日、一部の学者は儒教を復興させる努力をしてい

るが、当局から強い支援を受けたとしても大衆は儒

教に関心がないという問題に直面する。仏教は

1980年代以後、急速に発展した二つの宗教のうち
の一つであり、かなりの程度までその影響力は主と

して民衆階級の間に広がっている。特に地方では

一部の仏教儀式、タブー、祭事などが形を変えて民

俗となっているが、一部の仏教の僧侶の関心事は

専ら、政治的地位や利益である。いずれにしても、

仏教は世俗性が強いので、近代の中国社会に与え

る影響はかなり限られている。宗教としての道教の

場合、清朝以後、何世紀もの間に衰退の一途を辿

ってきた。そして1980年代から始まる宗教（主として
仏教とキリスト教）が大々的に復興してきたときでも、

道教の発展は実に緩慢であった。今日の中国に対

する宗教としての道教の影響力は五つの合法的宗

教のうちで最も小さい。イスラームに関しては民族性

との特異な関係があるため、その影響力は主として

ムスリムである10の少数民族に限られている。

1980年代以降、急速に発展したもう一つの宗教
であるキリスト教（プロテスタントとカトリックの両方

を含む）は依然として、中国の文化にどのように適

応するかという問題を解決しなければならない。キ

リスト教は伝統的な中国文化とは非常に異なって

いるため（少なくともその象徴主義の点で）、キリス

ト教の制度と中国制度の間にはある程度の相反が

ある。有名な「中国儀式論争」はこの一例にすぎな

い。その相反の理由は次の三つの考え方の違い

に由来する。第一に、個人的な神についてのキリ

スト教の観念とその創造の教義、罪および贖罪に

ついての観念は中国文化にとっては奇妙で、曖昧

でさえある。第二に、「神の前では全ての人間は平

等である」というキリスト教の考え方は、人は人との

関係の違いに応じて人を処遇すべきであるという

儒教の伝統とは違っている。第三にキリスト教の一

神論は中国の仏教や道教の多神教とは根本的に

異なっている。現在、中国には530万人を超えるカ
トリック教徒と2,000万人を超えるプロテスタント教
徒がいるが、中国の全人口の割合からするとキリス

ト教徒は少数派でしかない。キリスト教の宗教的

アイデンティティは未だ半開状態である。そのため、

中国社会に対するキリスト教の影響力と新しいアイ

デンティティについての意識形成に対するキリスト教

の影響は依然として非常に限られている。

政策、文化、社会の側の理由とは別に、中国宗
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は少数の西欧の哲学者（29や自然科学者が儒教の

英知や道教の洞察を高く評価していること、西欧で

カンフーや気功が普及しつつあることを知ったとき、

一般の中国人はある種の誇りを感じる。しかしなが

らそれと同時に、一般の中国人は、他の民族（例

えば韓国人や日本人）がずっと以前に中国人が失

った中国の重要な古代遺物を大切に維持保管し、

数多く持っていることを知ったとき、感嘆すると同

時に恥ずかしい気持ちも抱くであろう。自分たちを

特定の民族と関連づける特殊事情に対してではな

く、宗教の普遍的要素に関心を払うかもしれない。

以上三つの要因やその他の潜在的要因は、中

国人に民族を超えた意識あるいは超国家主義的

意識といったものを育むのに役立つであろう。

III.宗教が社会に及ぼす影響力の限界
今日の中国で、政府が合法的宗教として認可し

ている宗教は、仏教、道教、プロテスタント、カトリッ

ク、イスラームの五つだけである。しかし、中国社会

に対する超国家主義的な影響力をもたらすことを

含め、これら宗教の影響力はその宗教的性質のせ

いで限られている。勿論、この限界は中国におけ

る宗教の特殊な政治的状況と文化的状況、そして

中国社会における宗教の周縁的で少数派的な立

場からくるものである。こうした限界のもう一つの重

要な理由は、大半の宗教信者が未開発の地方で

生活していることである。彼らの多くは高齢であり、

女性であり、教育もあまり受けていないため、社会

の方向付けにほとんど影響力をもたない。

まず、過去50年間における中国の全ての宗教の
経験から見た特殊な政治的状況について考察して

みよう。マルクス主義が公式のイデオロギーである場

合、宗教は私的な信条とみられるだけでなく社会的、

政治的な問題とみなされる。中国における政治と教

会との関係には、政府が宗教を管理し、政策の変

更によって宗教の運命が決まるという特徴がある。

1949年から1956年にかけて宗教的問題に対す

る政府の努力の焦点は、中国の宗教から「外国の

帝国主義」の支配を排し、全ての宗教から「反革命

的パワー」を追い出すことであった。1957年以降
に中国全土で展開された反右派キャンペーンとい

わゆる「階級闘争」によって、全ての宗教は批判さ

れ、「反動的支配階級」のための精神的「アヘン」と

して厳しく攻撃され、全ての宗教信者は社会のな

かで「時代遅れの分子」として蔑まれた。1958年に
毛沢東が中国国民に対して「伝統的な所有権を根

本から捨て、伝統的な考え方を根本から放棄する」

ことを要求したことは、宗教を一掃するための強力

で権威ある正当な理由となった。その後1960年代
初めに、宗教批判は「社会主義教育」キャンペーン

により一般市民にまでその攻撃の手を伸ばした。

自分は反動分子であり、自分の信仰は欺瞞である

という自己批判を強制された信者もいた。そして、

多くの教会や寺院が損傷・破壊され、全ての宗教

書は焼かれた。「批判」は文化大革命の勃発で頂

点を迎え、文化大革命の間、多くの聖職者と信者

は「悪魔・怪物」と糾弾され、紙の帽子を被って民

衆の眼前で市中を歩かされ、肉体労働を強いられ、

投獄され、さらに死に追いやられた人までいた（30。

全ての宗教の場は閉鎖されて、学校、工場、倉庫、

その他施設に変わった。全ての宗教活動は禁止

された。そうした状況のなかでは誰も自分が信者

であるとは認めようとせず、信徒たちは散らばるか

地下に潜らざるを得なかった。その結果、当時の

中国は宗教のない国となったと言える。当時の特

異な歴史的時期には、宗教は中国社会の舞台か

ら立ち去っただけでなく、中国全土から消えた。

1980年代初めに改革開放が行われた後、中国
政府は「宗教の自由政策」を開始し、信者たちは

宗教生活を再開した。近年、中国政府は「宗教が

社会主義に適応するように主導する」政策を提唱

した。これは、中国における社会制度に宗教が適

応することを要求するものと理解されている。つ

まり、中国国内の全ての宗教は誘導される立場に
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P80を参照。

6）同上書のPP82-83。

7）仏教研究の分野のほぼ全ての中国人学者は、ヒンドゥ
教（Hindu Buddhism）が中国に伝来した後にいわゆ
る「中国仏教」に変わったと結論づけている。数え切
れないほど多くの著作物のうち、Ren Jiyu編集
Zhongguo Fojiao Shi（中国仏教の歴史）, 4巻、北京、
1983年以降を参照。

8）この二つの国からの仏教の指導者と学者は定期的に集
まって2国間会議を開いている。例えば、我々の学院と
日本のワールド・デイリーは1980年代から2年ごとに
「仏教に関する日中シンポジウム」を共催してきた。

9）Yinshun, Buddha in the Human World, PP318,319.
He Guanghu & Xu Zhiwei編集Duihua: Ru Shi Dao yu
Jidujiao （対話：儒教、仏教、道教、キリスト教）第
II巻, Zhongguo Sheke Wenxian Chubanshe, 2001に掲
載のDeng Zimei, “Science and Technology--From a
Buddhist Perspective”から引用。

10）最も急速に発展した宗教であるキリスト教はこの20年
間に驚くほどの速度で教会員を増やしてきた（プロテ
スタントだけで、100万人未満であったのが2,000万人
以上になった！）。仏教については信者に関する正式
の統計はないが、数多くの寺院を建設・再建してきた。
Ying, Fuk Tsang, “The Development of Christianity
in China: In Perspective of Social Classes” （2001年
9月10日～21日に北京で開催された「キリスト教と21
世紀」会議に提出）; Chen, Cunfu, “Secularization,
De-secularization and the Religions in Today’s
China”（前述会議で発表）を参照。

11）20世紀初頭のL.C. Wu, T.F. Liuその他の著作、20世
紀中期のT.C. Chao, F.Y. Xieその他の著作、20世紀後
期のK.H. Ting, W.F. Wangその他の著作を参照。

12）この言い回しは、上述のキリスト教知識人の理想であ
った。今日、キリスト教指導者の間では陳腐なものと
なっている。

13）実際のところ、現在キリスト教研究の分野で活躍して
いる学者の多くは、西欧の文学芸術、歴史、哲学など
の研究を通してこれらにアプローチした。

14）カトリックとプロテスタントそれぞれの唯一の全国組
織の名称には「愛国心」という語が含まれている！
これは勿論、中国における特殊な政治状況の産物であ
る。

15）Longfellow, H.W., “Praise of Life”

16）世界宗教協会、CASS、イタリアのミラノにある
Catholic University of Sacred Heartの共催により北

京で9月14日～16日に開催された「宗教と平和に関す
る国際シンポジウム」に提出されたQin Huibing,
“Chinese Islam and Social Harmony”を参照。

17）この質問に関連して、Xinjiang Shehui Kexue（ウル
ムチの新絳社会科学アカデミー発行の新絳における社
会科学）に掲載されたイスラームに関する記事と、世
界宗教協会、CASS、北京が発行したShijie Zongjiao
Yanjiu（世界宗教の研究）のイスラームに関する記事
を比較することは興味深く、意義深いであろう。

18）Shijie Zongjiao Yanjiuの最近の号と北京のState
Bureau for Religious Affairsが発行したZhongguo
Zongjiao（中国における宗教）の2000年No. 3のWu
Yunguiの記事を参照。

19）Li Shen, Zhongguo Rujiao Shi（儒教の歴史）, 第II
巻、Shanghai People’s Press、2000を参照。

20）Dong Fang（東洋）、No.4, 1994, 北京に掲載のHe
Guanghu, “Zhongguo Zongjiao Gaige Lungang”（中国
宗教の改革に関する論文）を参照。英語版はIn t e r -
Religio, No. 1 1995, 香港に掲載。

21）他にもMou Zong-san, Tang Jun-yi, Xu Fu-guan, Liu
Shu-hsien, Tu Wei-mingなど著名な学者がいる。中国
本土で彼らが人文科学の学者に貢献してきたことのう
ち最も重要なことは儒教の宗教性（Tu Weimingとい
う言葉で）の認識であろう。

22）Ren Jiyu編集Zhongguo Daojiao Shi（道教の歴史）、
上海、1992年、そしてLu Guolong, Daojiao Zhexue
（道教の哲学）、北京、1998を参照。

23）これこそ正に、この分野における大半の学者が行なっ
てきていることである。

24）The Analects of Confucius, “Yan Yuan”と題する章。

25）Sheng Hong, “Nationalism and Cosmopolitanism”
Wei Wan Shi Kai Tai Ping（全ての世代のための平和
づくり）に掲載、北京、1999を参照。

26）The Book of Lao Zi、第18章。

27）The Book of Zhuang Zi、物事の平等性に関する章。

28）注19で述べる学者の著作、およびChen Gu-ying,
Tang Yi-jie, Pang Puその他の著作を参照。

29）ボルテールからハイデッガーまで。

30）文化大革命のときの天津、河南、富錦の140人の聖職
者の調査によると、37％が投獄された。Sociology of
Religion, China Social Science Documentation
Press, 2000, P360を参照。
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教の側からも宗教が社会に与える影響力が限られ

ている理由があることがわかる。第一の理由は孤

立である。大多数の中国人信者は貧しく未開発の

辺鄙な地方に住んでいる。彼らの多くは、外部の

世界についてほとんど知らない。彼らにとって宗教

を信じることは、より安全な生活をするためや貧困、

病気、洪水、干ばつ、その他の災害からの回避と

いった実利的な目的によるものである。ごく少数は

非常に楽観的に豊かになりたいという夢を持って

いる。都市域に住んでいる人々と比較すると近代

的精神に欠けており、事実、近代社会に影響力を

行使できないどころか、近代という時代にも入って

いない。第二の理由は中国の宗教の保守性であ

る。例えば、中国人キリスト教徒の大多数は1920
年代以降、原理主義による影響を受けてきた。ほ

ぼあらゆる種類の自由主義的なキリスト教の考え方

は中国人キリスト教徒にとっては馴染みがなく、受

け入れがたいものであった。彼らの原理主義的傾

向は社会において積極的な行動を取ることや先を

見越した行動を取ることを妨げている。このことが

或る程度原因となって中国のキリスト教は文化的

エンクレーヴとなっている。そうでなければ、キリス

ト教は中国社会にこれまでよりはるかに大きな貢

献ができたはずである。

最後に、こうした状況のなかで今日の中国におい

て別の種類の宗教が果たす役割について考察す

べきだと思う。この別の種類の宗教とはいわゆる

民間宗教、即ち庶民の宗教であり、やはり1980年
代以降に急速に発展してきた。私の言う民間宗教

とは、中国社会の庶民階級の生活に根ざした様々

な信仰のことである。これらの信仰は中国の宗教

の主流となったことはないが、これまで考察してき

た五つの合法的宗教より歴史は長く、中国社会に

与えてきた影響力も大きい。

民間宗教の神は極めて複合的であり、原始的な

多神教と古代神話の特徴を受け継いでいる。これ

らの宗教は、生から死への推移または変わり目を

重視し、宿命、応報、現世と死後の世界との反応

を強調する。さらに、これらの宗教は現世の生活の

実利的福利のほうに非常に関心がある。

民間宗教は20世紀初頭以来、多くの中国知識
人によって「封建的な迷信」として長く批判されてき

た。民間宗教は1950年代から非常に厳しい攻撃
を受け、他の全ての宗教と同様、1960年代から

1970年代にかけての文化大革命のときには撲滅
の標的となった。1980年代から、民間宗教は中国
社会の解放に伴って復興し始めた。特に地方で

はかなり一般的で、下層階級の多くの人々にとって

中心的な精神生活となってきた。しかし、民間宗教

が中国の近代化に積極的な役割を果たすことが

できたと考える人はほとんどいない。ナショナル・ア

イデンティティという私たちのトピックについて言う

と、中国の民間宗教は中国人のナショナル・アイデ

ンティティの意味の強化に役立ったと言わなければ

ならないが、その一方で中国人の間に超国家主義

といったものを育むためには何ら役に立たなかっ

た。これは民間宗教は往々にして地域性が強く、

方向性がかなり狭いからである。従って、民間宗教

が新しいアイデンティティの意識形成に積極的ある

いは建設的な影響をもたらすとは想像しにくい。

結論として、次のことを言わなければならない。

1）今日の中国における全ての宗教はその特殊な状
況のせいで、東アジアのアイデンティティの新しい

意識の形成に極めて限られた影響力しか及ぼ

すことができないであろう。

2）中国における五つの合法的宗教はその教義の
普遍的要素のせいで、新しい意識向上に向け

ての第一歩となる超国家主義の要素を育むの

に役立つ考え方を持っている。

3）キリスト教はその根本的で普遍的な愛と中国ナ
ショナリズムに順応するという経験のせいで、中

国における超国家主義を育むことに大いに貢献

するだろう。
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「新民族主義」状況での
韓国キリスト教の進路

1、「韓国民族教会」形成の歴史的構図
近代キリスト教宣教と西欧帝国主義の同時進出

の歴史的事例は多々発見される。大部分のアジア、

アフリカ、ラテン・アメリカ、いわゆる第３世界の近代

宣教史の総体が類似した構造を持っていると言っ

ても過言ではない。その中で例外的地域が韓国の

場合である。キリスト教宣教においてアメリカを中心

にした西欧帝国が担った帝国主義の侵略経験、植

民侵奪の主体は日本であった。この過程で先程見

たように韓国の近代民族意識、近代民族主義は

「抗日民族主義」で特徴付けられる前提を見せてい

る。この過程でそのほかのキリスト教受容地域とは

逆にむしろキリスト教が韓国近代民族意識を鼓舞

して支援することができる独特の構造を形成した。

これは他のいろいろな理由と重なって、いわゆる

「韓国民族キリスト教」を形成する、いちばん重要

な構造的要件になった。すなわち、近代宣教受容

期、韓国ではキリスト教信仰が「民族主義形成」と

決して対立し、反対される問題ではなかったという

独特の構図を持っているという意味である。実際、

韓国では多数のクリスチャンが抗日民族運動の先

鋒に立ったし、このようなキリスト教と民族の親密

な共鳴が広く拡散した。この時期、韓国の民族主

義は「抗日」だけが前提になれば、西欧のものであ

れ、キリスト教であれ、大きい制約がなかった状況

であった。この過程で代表的「唯一神」信仰であり、

排他性を持って、西欧の文明的優越感まで持って

いったキリスト教が民族主義と提携する特別な事

例を創出する歴史を形成したのである。

この時期、韓国の民族教会は状況的に政治問

題に関与するしかなかった。思想的、あるいは文

化的側面を離れた「民族教会」という意味である。

一部、この部分に注目したい、いわゆる「朝鮮的キ

リスト教運動」が進行したが、韓国キリスト教会の主

流でもなかったし、特別な注目も受けることもできな

かった。

2、「韓国民族教会」の業績
「キリストを信じる事がすなわち国を救うことであ

り、国を救うことがすなわち、キリストを信じること

である」というのが初期韓国キリスト者の告白であ

った。他のアジア地域のキリスト教宣教歴史で、み

ることができない告白であるに違いない。

これらの韓国キリスト者は信仰の名で独立運動

を行った。３・１運動で、代表される平和的デモと

非暴力的抵抗運動はもちろん、安重根の義挙のよ

うな、より過激な行動的方法でも抵抗した。実際、

日本帝国の侵略、統治期を通して持続的に決行し

た独立運動において韓国のクリスチャンが関連し

た業績をすべて列挙することは難しい。ところが、

このように韓国のクリスチャンの民族運動は積極的

に参加的した活動だけに限定されない。

日本統治末期、神社参拝の強要や「日本的キリ

スト教」が強調される思想的側面のキリスト教政策

に対して、保守的信仰で抵抗したクリスチャンの業

績はそれ自体が抵抗であった。すなわち、朱基徹

をはじめ、信仰的抵抗者が皆当時韓国の「抗日民

族主義」と直接的に繋がっているようには見えない。

むしろ彼らの中の多数は非政治的であり、非民族

的な意識であり、保守的信仰路線に頼っている。

ただこれらがどのような信仰と思想なのかは関係

なく、日本の政策と国家目標に実際、抵抗した現象

だけでも「抗日民族主義」の構造が形成される。時

代的状況を注目しなければならない。これを通して

見ればこの内容の区別は別にしても、１９４５年まで

の韓国キリスト教を「民族教会」として理解すること

に大きな無理はないと思う。

3、左右イデオロギーと韓国キリスト教の展開
８・１５と民族分断は韓国キリスト教にも大きな変

化を与えた。日本帝国末期、日本のキリスト教政策

に順応したキリスト教の主流がそのまま南韓キリス

ト教の主軸になって、民族教会としてのアイデンティ

ティは瓦解された。これは解放後、韓国社会の
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はじめに―韓国状況と「新民族主義」
韓国での「近代民族主義」は民族共同体の危機

と共に展開された。すなわち、その始まりは、日

本による国権剥奪の歴史から民族的アイデンティ

ティを回復して維持しようとする当面の課題によ

って発展したことである。従って、韓国での「近

代民族主義」は単純に「親民族」の概念や「民族

本位」、「民族有益」、進んで「民族優越」のような

理念が中心になった一般的意味の民族主義が形

成されることは難しいことであった。具体的にそ

れは「抗日民族主義」の性格を持った歴史的経験

を持っている。従って、韓国の近代民族主義で

は他の民族に対する排他性や優越感、積極的で

攻撃的な民族主義概念の特徴を見付けることが

難しい。むしろ民族共同体の実存的存廃の危機

を憂慮し、抵抗的で守備的な民族意識が中心に

なったのである。このような韓国近代民族主義の

特徴によって、１９４５年日帝からの「解放」以後、

特に「分断」と「戦争」を経験しながら一定期間少

なくとも韓国の南側地域では「民族主義」が弱体

化された。むしろ左右イデオロギーの葛藤過程

で「反共」の問題が中心になった思想問題に沒入

する傾向を見せる。この時期、あるいは「民族主

義」の新しい強調が目撃される１９６０－７０年代で

も、民族主義の具体的内容は日本との葛藤、歴

史的清算と歴史記録の問題などにおもに関連し

ている。むしろ南北の葛藤問題の解消や統一の

問題では「民族主義」を連結せず、ただ体制優位

を通してイデオロギー的制圧を目標とした。むし

ろ民族分断の克服や統一方策で「民族主義」を取

り上げればこれは思想的鮮明性を失うことであ

り、はなはだしくは左翼イデオロギーに落ちこん

だ不純性向として断罪された。結局この時期の

韓国は現実的に「民族」よりは「反共」が優先であ

った。民族主義が強調される部分は「韓日関係」、

この歴史的「経験」と「清算」の問題、持続的に提

議された日本の歴史認識に係る主題であった。

これを通して見れば相当の期間、韓国の民族主

義は「抗日民族主義」だけであった。

しかし、最近に至って韓国の民族状況、「民族

アイデンティティ」の内容は大きい変化を 見せてい

る。特に南北和解と協力の時代、具体的には２００

０年、南北首脳の間で合意した自主的な民族和解

と統一のビジョンによって新しい民族主義が経験さ

れている。これは　分断克服と統一課題において、

具体的に「民族主義」が中心になる転機が用意さ

れたことである。このような認識は民族分断の克服

と民族統一の課題を遂行することにおいて「民族

主義」を通して、このアイデンティティの回復が一番

重要な要件であることを相互認識する雰囲気が形

成されたことを意味する。これを以前の伝統的な

「抗日民族主義」と区別するため論者は任意に韓国

での「新民族主義」として規定する。現在朝鮮半島

の状況は南北共に、特に南韓（韓国）ではより積極

的に提議する「新民族主義」の状況を経験している。

これは結局、従来の「抗日民族主義」とは内容も目

標も異なる民族主義という意味の区別である。
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「新民族主義」状況での
韓国キリスト教の進路

「民族統一」である。そしてその「統一」は従来の南

北韓が同時に追い求めた体制優位の構築と「併合

統一」の方式ではない民族大和合の進路であるこ

とが明らかである。ここに新しく重視される価値は

「民族主義」であり、これを通して「民族同質性」の

回復がそのカギである。これは韓国社会と韓国教

会が歴史の中で経験した「抗日民族主義」のカテゴ

リーを越えた価値である。これを論者は「新民族主

義」として前提したことがある。特に「新民族主義」

は国権回復の過程と清算の問題で含蓄される政

治的意味の民族主義で局限されない。政治的問

題だけではなく、文化的、思想的問題までを幅広

く考慮しなければならない、「民族アイデンティティー」

の回復と強調を意味する。このような「新民族主義」

状況で韓国キリスト教に要求される課題は次のよ

うにいくつかで要約できると思う。

第一、個人的、脱歴史的信仰傾向を克服し、

民族社会の責任ある預言者としての役割を担う信

仰態度を堅持することである。

第二、従来の「韓国民族教会」が主題とした政

治的意味の「親民族」ではなく、その文化的、思想

的、宗教的伝統までを考慮する新しい民族教会の

進路を検討して調整する課題を持つことである。こ

こではキリスト教の世界的普遍性とアジア、あるい

は韓国的価値との相反問題、多元宗教文化状況

において、唯一神教の排他的な特性を持ったキリ

スト教をどのように宣教して、広げることができるか

に対する神学的検討までを追い求めていく課題で

ある。

第三、具体的に韓国民族の統一課題において

キリスト教がどのような助言と役割を持続するの

か、なお「新民族主義」を思想的基盤にした民族の

和解と協力のビジョンに対してキリスト教はどのよう

な方式で、協力し推進していくのかに対する行動

指針を持たなければならない。ここには民族統一

がなされた後、統一した韓国のアジア的役割、民

族のアイデンティティーと特定地域、あるいは世界と

の協力のための思想的進路をどのように設定する

のかとする問題もまた、一緒に真剣に検討しなけ

ればならない課題が含まれていると言えよう。
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様々な部分において、普遍的であった。「抗日民族

主義」の価値と対置される価値は「反共イデオロギ

ー」であった。このような雰囲気では、歴史の上で

「反民族的行為」も大きな問題にならなかった。反

共でさえあれば、親日の前歴も克服される状況であ

った。特に韓国キリスト教は１９２０年代以後、共産

主義との特別な対立を形成したことがあり、分断以

後の北朝鮮キリスト教、韓国戦争期の韓国キリスト

教は当時の政権から厳しい受難を経験しことがあ

る。韓国でキリスト教と共産主義の共存は不可能

なことであると見えた。共産党はキリスト教の撲滅

の意志が見えるし、キリスト教は反共を天命とし殉

教も覚悟した。この過程でいわゆる「民族教会」の

意識が薄れていた。その代わりに「反共教会」の看

板を高くあげた。この時期、韓国キリスト教は民族

分断という葛藤の克服を主導する勢力と言うより

は、分断をそそのかす要因になったという酷評が

聞かれた。特にこの時期、韓国キリスト教は、一

部の少数進歩神学の抵抗を除けば、李承晩政府、

それ以後の軍部独裁政権と民族社会に対する進

路と優先課題の認識を共有する、いわゆる「政教

癒着」の特徴を見せた。

4、韓国キリスト教の脱歴史化現象
８・１５と韓国戦争以後、特に１９６０－７０年代を起

点に、韓国教会では新しくて強力な信仰運動が展

開された。要約すれば、個人の救いと現世的祝福

が中心になる「祈福信仰運動」であった。これは韓

国の民間宗教伝統、特にシャーマニズムの力強い

影響であるという認識と共に、分断と戦争の状況で

経験される切迫した脅威がこのような信仰傾向を強

化させた要因としても分析される。ところがこのよう

な信仰的特性には不可欠に「民族」、「共同体」、「社

会正義」のような価値は薄れ、個人の魂、個人の現

実的問題が優先的に重視される脱歴史的傾向を強

く持つようになる。この時期、韓国教会の主な信仰

は、「脱歴史」、「個人」、「各個教会利己主義」、進ん

で「聖霊祝福運動」として特徴付けられる。これは

教派や神学的問題を問わず全般的傾向であった

し、ここで社会的問題は極めて軽視された。「民族

の問題」なのか,「イデオロギーの問題」であるのかと

する優先順位ではなく、すべての民族社会の価値

が信仰実践から除外された現象にまで至った。こ

のような信仰運動の主軸ではすでに韓国の独特の

文化的、社会的状況や背景というアイデンティティの

問題は勘案されなかった。ひたすら聖霊と普遍教

会のカテゴリーで限定される「世界キリスト主義」が

重視された。なお政治的問題よりは宗教的、文化

的側面が台頭し、一神教で排他的なキリスト教の

特徴がより強調されて韓国民族のそのほかの構成

員たちとの疎通問題、アジア的価値との連係問題

に深刻な断絶状態を見せている。この時期、韓国

の主流キリスト教は韓国の民族状況の問題、すな

わち民族間の葛藤、政治的独裁、社会的不平等の

解消のような課題には積極的関与を避けた。ただ

少数の進歩的神学グループがこの問題と取り組み、

この少数者が韓国キリスト教の預言者的活動の命

脈をかろうじて維持しただけである。ここに至り、韓

国キリスト教が「民族的アイデンティティ」の構築にお

いて、社会的課題の優先順位をどこに置くかと言う

問題ではなく、いったいこのような社会的問題を、

責任をもって上程することができるのかという根本的

な問題が提議されるようになった。

結論、韓国キリスト教と民族統一課題論
韓国教会は現在教派を問わず利己的であり、個

人的な祝福中心信仰の流れに沒入している。最近

新しい信仰的自覚運動が保守的教会の青年会か

ら起きて拡大しているが、まだ その主軸を確保す

るには至らなかった。韓国教会が初期の輝く伝統

にふさわしい民族社会の中心として、どのように大

切な役目をすることができるかという問題は、新しい

民族的　課題にどう応じるのかにかかっている。

現在の韓国の状況において、一番大きな課題は

70



コメント・ディスカッション

れて来たそのような宗教的共同体が新たな路を築

き始めたということなのか、それともある種の信仰

復興または宗教的覚醒なのか、という疑問です。

では、私たちのディスカッションをもう少し進める

ためにここで提示する二つ目のポイントは、国家が

促進している世俗的な国民としてのアイデンティティ

についてです。ここで疑問となるのは、こうした中

国の完全に世俗的な民主主義に対してどの程度、

近代宗教が影響したり異議を唱えたりできるかとい

うことです。高先生が、中国の若い世代がキリスト

教に惹かれているということを言われていました

が、それは大変興味深いことです。また、今朝は数

字的な意味と関心の高まりという点における、キリ

スト教の拡大についてのお話しがありました。

このうちどれだけが、国家構築のプロセスと並行

しているのか、或いはそれが草の根で起こってい

る対抗文化なのか。この段階において、現代のキ

リスト教の特徴には西洋指向が強いということがあ

り、興味深いことです。中国のキリスト教は西洋に

端を発する宗教運動に関連しているため、西洋や

西洋の保守主義、西洋の福音主義、西洋の政治

的右翼主義との繋がりがあり、それが教会の人々

に影響を及ぼしています。

韓国の場合は全く状況が異なりますし、非常に興

味深いものです。しかし、充分に考察されていないの

が愛国心の問題です。発表者の方は、ナショナリズ

ムが歴史的プロセスと完全に一体化していたこと、お

よび国家統一に国民が傾倒しているということにつ

いて、要領よくお話しいただいたと思います。それで、

この愛国心は新しい韓国という考え方を反映してい

るものなのでしょうか、またその新しい韓国では、キリ

スト教はどのような役割を果たすのでしょうか。

この点においても、韓国でキリスト教が急速に

拡大しているということは、興味深いことです。多く

の若者がキリスト教に惹かれています。では、この

ことは宗教のグローバル化を意味するのでしょう

か。韓国の場合、興味深いのは、韓国の教会が国

内で拡大しているだけではなく、海外での拡大にも

力を入れていることです。韓国のキリスト教の教会

は、国内外で最も活発に伝道活動を行う教会の一

つとなっています。

多くの宣教師を多くの国に送り出しており、これ

らの宣教活動の多くは、非常に伝統的で非常に傲

慢、そして非常に理解し難いキリスト教を相手の文

化に奨励するという、19世紀の伝道の形に則った
ものです。ですから、キリスト教の場合、宗教のグ

ローバル化という側面がどういう特徴を持っている

のかを考察するのは興味深いことです。

お二人の発表者の方いずれもが言及されず、も

う少し私としては知りたいと思うのは、多宗教間の

関係の役割です。もちろん発表の題名にこのことは

含まれていませんでしたが、ナショナル・アイデンテ

ィティについて語り、複数の宗教が存在し、人々が

自らのアイデンティティを保持するために宗教を主張

するというグローバル化された状況で、多宗教間の

関係はどうなっているのでしょうか。宗教的共同体

同士が和解することがあるのでしょうか。様々な宗

教的共同体の間で競争があるのでしょうか。また、

政治参加と国家の意思決定に影響を及ぼすことの

できる多宗教間の繋がりに対し、国はどのように対

応しているのでしょうか。ありがとうございました。

【司会】 ありがとうございました。次に、同志社大

学の浅野先生からコメントをいただきます。よろしく

お願いいたします。

コメント：浅野　亮
（同志社大学大学院法学研究科教授）

ただいま、ご紹介に預かりました同志社大学の

浅野でございます。このセッションの発表者二人、

そしてただいまコメントされた方は、三人とも、恐ら

く宗教問題に関する専門家だと私は思っておりま

す。しかし私は全く違いまして、安全保障が専門で

す。したがって、私が普通使う言葉は、潜水艦、航

空母艦、戦闘機などのようなものです。このセッシ
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司会：越後屋　朗
（同志社大学大学院神学研究科教授）

高先生には中国における仏教、キリスト教、イス

ラーム、儒教、道教についての詳しい状況をお話

ししていただきました。その中で先生は、トランス・

ナショナリズム（超国家主義）ということを強調され

ました。そして最後に、中国の政治状況、社会・文

化状況、それから宗教そのものの状況から、新しい

ナショナル・アイデンティティという意識形成に、宗教

は必ずしも大きな影響を及ぼさないのではないか、

とまとめられました。これについては、フロアの皆さ

んのほうから後でいろいろとご意見を出していただ

きたいと思います。

徐正敏先生は、韓国におけるキリスト教の宣教が

ほかの国とかなり違う形を取ってきたことを示されま

した。抗日、つまり、日本に対しての抵抗との結びつ

き、第二次世界大戦後は反共と結びついていたと

いうことでした。また1960～1970年代にかけて、脱
歴史的傾向が強まったことも指摘されました。そして、

民族の統一ということにおいて、キリスト教がどのよ

うな役割をしていくべきなのかということに関して、三

つの課題を提示して発題を締めくくられました。

それでは次に、お二人のかたからコメントをいた

だきたいと思います。最初に、マレーシア教会協議

会のシャストリ先生にコメントをお願いいたします。

コメント：ヘルメン・プリヤラジュ・シャストリ
（マレーシア教会協議会）

ありがとうございます。まず、中国と韓国の宗教

の状況について、また、その状況が両国の国民と

してのアイデンティティにどのように影響し、特に今

日の世界的グローバル化の力にどのように関連す

るかについて、非常に洞察の深いお話しを発表者

の方々がしてくださったことに感謝いたします。議

長が先ほど私たちにお話しになったように、明らか

に両国の状況はそれぞれ異なります。

中国の場合、国と宗教ははっきりと分離されて

います。韓国の場合は、国の現状、植民地の歴史、

そして民族の分断というようなことがあり、国家とし

て進んで行く過程にキリスト教が参入していく余地

がありました。ですから、私たちがここで検討しよう

としているのは、アジアにおける非常に興味深い二

つの異なる状況なのです。

中国では国民の個人および集団の生活のあら

ゆる側面が、すべての権力を有する国家の機関に

よって導かれているのは明らかです。国民としての

アイデンティティを形作ろうとしているのは国家です。

中国が進む歴史の足跡を解釈するのも国家であ

り、社会主義と資本主義の合体を試みようとしてい

るのも国家です。このような状況の中、発表者の方

が結論で示されたように、中国では宗教の共同体

や宗教的な生活が国家に関与するというのは、非

常に限られています。

従って、中国での宗教の復興についてどれだけ

私たちが語り合うことができるのかという疑問が生

じます。それが本当の復興なのか、それとも国家に

よって長い間抑圧されていた宗教信仰や伝統的な

宗教団体が再建されるということだけなのか、です。

つまり、ここで私たちが話しているのは、長く制圧さ
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国民統合にはまだ短すぎるということで、とりわけ、

先ほどのご発表にもありましたが、新彊ウイグル自

治区では、まだ分離主義が盛んであり、国民統合

が進んでいないことになっています。

このようなことを考えますと、中国は国民統合の

途上にあるということで、そこでアイデンティティは、極

めて複合的にならざるをえないことにもなります。北

東アジアにおける国家アイデンティティは、実はかなり

人為的なものであり、若いものです。文化が古いの

で、国家が昔からあるように思われてきているが、実

はそうではないという、一つの結論に至ります。

けれども、このようなことは、実はアジアだけでは

ないかもしれないということです。ヨーロッパでも、

このようなことは見られたのであろうということです。

このようなことというのは、要するに、アイデンティテ

ィがあいまいなままに国家が作られていくということ

です。例えば、ロシアがその例です。「ロシアをヨー

ロッパに入れてはだめだ」と言うかたがいらっしゃ

るかもしれませんが、ここでは入れておきましょう。

ただ、国民統合については、実はヨーロッパと北東

アジアで大きな差があると思います。ヨーロッパでは、

国民国家は宗教戦争、30年戦争の反省として成立
しました。したがって、当時のナショナリズムというのは、

実は宗教よりもはるかに穏健と言われていたわけで

す。したがって、当時のナショナリズム下では、あまり

ナショナリスティックな戦争は起こらなかったのです。

ナショナリスティックな戦争が起こるのは、フランス革命、

とりわけナポレオン戦争以後になります。これ以後、

国家は変質すると言っていいと思います。

北東アジアの場合は、まさにナポレオン的な、フラ

ンス革命的な時期から、国民統合が出発していると

いうことで、ナショナリズムが非常に戦闘的です。こ

れは韓国もそうだし、中国においてもそうだというこ

とです。したがって、今、北東アジアは国民統合か

ら見ますと、実はまだまだ若い時期であり、アイデン

ティティは確立しておらず、したがって、国家間関係も

対立が生じやすいということです。そして、対立の中

でアイデンティティが確立していきます。相互関係が

対立すればするほど、アイデンティティが鮮明になる

という矛盾が、今でも続いているのだと思います。

もう一つ、これは本質からややずれますが、韓国

の事例、北朝鮮の事例について述べたいと思いま

す。先ほどのご発表で、「新民族主義」という言葉

が出ました。これをもとにして、朝鮮半島が統一さ

れ、そして世界の中で新たな役割を模索していくと

いうご発言がありましたが、民族主義が常に優先さ

れるかといいますと、私はそうでもないだろうと思い

ます。例えば、それは中台関係を見れば分かりま

すが、ナショナリズムが本当に限度なく熱狂的にあ

るならば、今ごろ中台海峡では戦争が起こっている

はずです。経済的な利益はどうでもいいということ

になるかと思いますが、実はそうではありません。

そして、新民族主義が唱えられたとしても、朝鮮半

島がすぐに統一されるわけではありません。

現実を見れば、グローバルな冷戦、それから地

域の冷戦。グローバルには米ソ対立、地域では米

中の対立がすでに解消しているのに、なぜ朝鮮半

島では対立が残っているのかということは、民族主

義のレベルだけでは理解できないだろうと思いま

す。これは非常に単純化して言いますと、北朝鮮も、

それから韓国も、かなりの程度、冷戦の受益者で

あったことがあり、たとえグローバル、そして地域の

冷戦が解決していったとしても、受益者としての二

つの政権、また政治体制は残っていくというモメン

タムがはるかに強いからという側面があるということ

は否定できないでしょう。

もう一つは、ドイツの統一のコストが非常に高い

ことに韓国も気づいており、現状のほうがはるかに

ましということで、今に至っていると思います。した

がって、新民族主義という考えは非常に立派です

が、経済的なコストをどのように乗り越えるかという

ことが問題になるかと思います。

私の以上の発言は、質問ではなくコメントですの

で、ご容赦いただければ幸いです。先月、私は中
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ョンに呼ばれた訳は、恐らく宗教ではなく、国家に

ついて話して、そのうえでディスカッションにつなげ

ていくため、森先生の深謀遠慮のためだと、私は

確信しております。

ただいま国家と申しましたが、今回のシンポジウ

ム全体のキーワードを三つ挙げるとすると、国家、

宗教、アイデンティティです。私は午前中のセッショ

ンには出られなかったのですが、ペーパーを読み、

そして、ただいまのお二人の非常に素晴らしい講演

を聞きまして、その前提に気がつきました。それは、

国家がそこに厳然と存在し、そして国家をアイデン

ティティとする人々がいるに違いないと考えられてき

たということです。

しかしながら、本当にそうでしょうか。国家という

のは創造の産物というのが、私の考えです。したが

って、アイデンティティというのも、実は極めてあやふ

やなものではないかと思います。これは、とりわけ

中国の場合がそうでして、20世紀の初めに、革命
が非常に盛んになった時期があります。そのときに、

強い軍隊を作るために、革命家の１人が「強い軍

隊を作るために、国家を作らなければならない」と

言ったのです。これは、普通の考えですと逆です。

もちろん、これは単純化していますが、普通ですと、

国家のために軍隊があるわけですが、現場の将校

や兵隊たちは生き残るために、そして一生懸命戦

うために、国家という概念を作らなければならなか

ったという、現場の論理があったわけです。

このように考えますと、果たして私たちが持って

いる国家というのは、ずっと存在していたのであろ

うかという基本的な問題が出てまいります。この問

題だけで一つのシンポジウムができますので、ここ

で打ち切りますが、中国の場合は、中国がずっと

昔からそこにあったというものではありません。この

ごろは普通、「20世紀の初めに、中国という概念が
作られた」といわれています。その中で革命が進行

してきたということです。

革命は、結果としてみると社会主義政権が大陸

で成立しましたが、実際には政治的資源を集中す

るために、キリスト教、それからプラグマティズム、ア

ナーキズム、そのほかのさまざまな思想が動員され

ました。そして、その中で勝ち抜いたのが社会主義

であったということです。もちろん、キリスト教は、こ

れらの一つでもありましたし、国民党の中ではかな

りの勢力を持っていました。しかし、決定的な力に

はならなかったということです。

なぜ、社会主義が勝利したかというと、理由は二

つあります。一つは、非常に強固な組織を持ってい

たことがあげられます。もう一つは、外部から兵器や

装備という、非常にハードな援助が得られたというこ

とです。残念ながら、キリスト教教会は、中国の革命

家に対して兵器はくれなかったということがあります。

非常に皮肉に言いますと、現世的利益が少なかった、

恐らくそのためにキリスト教は、中国では広まらなかっ

たのだろうと、私のような唯物論者は思います。

韓国、朝鮮半島の場合は、これとやや異なるとい

うことが言えるかと思います。その場合も、やはりカ

ウンターの思想としてのキリスト教があったことです。

したがって、非常に単純化しますと、北東アジアで

はキリスト教と、もう一つの革命思想である社会主

義が両立したわけです。したがって、韓国でも、社会

主義者であり、しかもキリスト教信者であったという

ことが、しばしば生じたと私は聞いております。これ

は同志社大学をはじめとして京都でもありました。京

都に限らず、このような現象が日本であったことは、

ここにおられるかたがたはよくご存じだと思います。

要するに、これも非常に単純化しますと、国民統

合のための手段として、社会主義やキリスト教が使

われたことが、結果論として言えるでしょう。このよ

うに考えますと、中国は、文化は古いが、国民国家

としては非常に新しく、実は中国は国民統合がま

だ十分に進んでいないといえます。清朝の最大版

図が、大体18世紀後半に確立します。そして今の
中国の領土は、それに重なります。それから、中国

では大体200年ぐらいしかたっておらず、200年は、
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にそれらが西洋の生活、西洋のスタイルだからです。

こうした中国の状況は当然だと思います。という

のも、私たちはまだ世界に門戸を開いてからそう時

が経っていませんし、若い人々、とりわけ高い教育

を受けた人々が大学に行くと、まず欧米の本、西

洋思想の本に出会います。ですからそれに興味を

持つのです。それらの本に惹かれるのです。

それから音楽です。例えばバッハです。彼らは

バッハが大好きです。そういう具合に、多くの人が

キリスト教のグループに入って行きます。もちろん私

の本にもそのことについて書いてあります。中国で

は大いなる変化があり、生活は不安定になりました。

明日、大金持ちになるかもしれないし、とても貧乏

になるかもしれないのです。不確実なのです。多

くのことが不確実で、ですから「何か確実なものを

手に入れよう」と思う人々がいて、彼らにとってそれ

は宗教ということになるのです。

特に若い人々は強い疑いを持っています。彼らは

今日の中国について多くの疑問を抱いています。彼

らは岐路に立たされていて、どちらの方向に行けばい

いのか分からないといった様子です。例えば、中国

の人民大学では、宗教も哲学も勉強していない学生

がたくさんいます。彼らは科学だけを勉強しています。

でも、彼らは宗教が何なのか知りたがっています。私

の夫はその大学で宗教哲学とキリスト教思想を教え

ています。夫の講義は、各学部のほとんどの生徒に

歓迎されています。学生の多くが信仰や人生につい

てなどの質問をするそうです。ですから、夫の講義が

二時間だとすると、その後それらの質問に答えるのに

更に二時間費やすといった具合です。

ですから、この現象を見ると、多くの若者が精神

的な生活を強く求めているということが分かります。

先ほど、地方の人々は貧しいと言いました。彼らに

出口はありません。それで地方の貧しい人々は信

仰を選択します。そういうことが一方であります。し

かしもう一方で、中国の人々は精神的な生活を強

く求めているのです。というのも、文化大革命以後、

それまで信じていたことが疑問視されるようになり、

人々は自分たちが生きて行く上で何が正しいのか

を知りたいと思っているのです。ですからそれが重

要なことなのです。

中国に行って、北京で教会を訪れると、勇気付

けられる光景をたくさん目にします。今朝、劉教授

が私たちに何枚かの写真をくださいました。もちろ

んすべての教会が人で一杯でした。私は一年間、

北京のすべての教会で調査しましたが、この中国

最大の都市でさえ教会は五つしかないので、非常

にたくさんの人が集まって来ます。

私はある論文の中で、その論文は今日お読みし

たものではありませんが、民間宗教について述べ

ました。実際、今最も成長しているのが民間宗教

です。しかし、皆が知っているように、1980年まで
は、民間宗教は迷信と見なされていて、実践する

機会はありませんでした。しかし、中国の開放と改

革にともない、民間宗教は急速に成長してきました。

民間宗教の影響は非常に大きく、キリスト教だけを

とっても民間宗教の影響を受けていて、時には地

方での色々な祀りの儀式などが、キリスト教ではな

く単なる民間宗教として行われています。

ですからそれが問題で、多くの教会はこのことを

懸念しているようです。しかし、私は当然のことだと

思っています。なぜなら、中国人のほとんどが民間

宗教を信じているからです。ですから、中国社会に

キリスト教が入っていくには、自然な形だと思います。

そして、キリスト教がその事実を認識することができ

れば、そこから更に前進して行くことができるのです。

しかし、民間宗教が近代化や新しい意識に大きく

貢献するとは思いません。私はそう思いません。

ときに、民間宗教は弊害になると思います。近

代化、そして中国の発展にさえも妨げとなります。し

かし、とにかくほとんどの信者は地方にいます。キ

リスト教徒でさえも80％は地方の人々です。これは
覚えておきたい大きな数字です。人の心を変える

のは容易ではありません。都市と地方でのキリスト
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国に行ってまいりました。中国社会科学院と、高先

生の夫君のおられる中国人民大学に行ってまいり

ました。そして、私の学生時代の指導教授は韓国

人でした。今のお二人のお話を聞いて非常に感銘

を受けましたし、非常に親しみも覚えた次第です。

それから、私はマレーシアにも二度ほど行きまし

た。私はどこに行っても道を聞かれますが、クアラ

ルンプールでは、今までに道を４回聞かれました。

私のアイデンティティはいったいどこにあるのだろうと

思ったことがありました。アイデンティティ危機に陥り

かねない私をここに呼んでいただき、まことにあり

がとうございました。以上です。

ディスカッション

【司会】 先ほど、お二人のコメンテーターのかたに

質問ならびに感想をいただきました。プレゼンテー

ターの高先生と徐正敏先生からご発言をいただき

たいと思います。それでは、高先生のほうから、よ

ろしくお願いいたします。

【高】 ご質問をよく理解できているかどうか分かりま

せんが、中国における宗教についてもう少しお話しさ

せていただきます。皆さんもご存知のとおり、1949年
以来、次 と々政治運動が起こり、すべての宗教が批

判の対象となりました。文化大革命では、批判され

ただけでなく物理的な攻撃も受け、多くの司祭や信

者が死に至らしめられました。これは事実です。

中国では、宗教団体同士の関係には、私の意見

ですが、あまり関心が持たれていません。というのも、

宗教的主導者たちにとって最も重要なことは、どのよ

うに（その宗教の）存在を維持するかだからです。

もちろん五つの宗教の主導者は人民会議に属し

ていますが、彼らは国のことについて一般的なことを

言ったり、総体的な事柄を述べたり提案をしたりする

ことしかせず、互いに対話する機会はありません。

それでも多少の変化はあったようで、北京のあ

るキリスト教の神学校では、仏教の僧侶を招いて

講義してもらう予定にしていたり、ある仏教の大学

では、キリスト教の神学者を招いてキリスト教が何

であるかを説明してもらう予定があったりと、私は良

い兆しだと思っています。

私は論文の中で、多くの人、特に若者がキリスト

教に惹かれているということを述べました。それは

なぜでしょうか。理由は何なのでしょうか。西洋風

のものとかを求めているからだけでしょうか。2002
年から2003年、私はまる1年北京で調査をし、本を
書きました。題名は『信仰と生活－北京のキリスト

教とキリスト教徒たち』（The Faith and the Life:

Christianity and the Christians in Beijing）で、

香港で出版されることになっています。

私は、インタビューの相手、特に若い教育のある大

勢の人々に「貴方はなぜキリスト教徒になったのです

か」という質問をしました。色 な々答えが返って来まし

た。概してほとんどの人が精神的な生活を求めて、と

答えました。これは進歩の表れだと思いますが、地方

の人々の場合は都会の人 と々は異なります。

何年も前に私は地方で調査をしました。地方の

人々は「私がなぜキリスト教徒になったかですって。

お金がなく、医療を受けることもできず、子供たち

は学校に行けないからで、お恵みを与えてくださる

何らかの神が必要だったからです」と答えました。

そこで、「なぜキリスト教を選んだのですか。仏教や

他の宗教を選ぶこともできたのではないですか」と

尋ねると、彼らは「それはそうです。キリスト教を信

じるとお金の心配をしなくていいからです。より少

ないお金しか要らないからです。仏教を信仰すると、

お寺に行ってたくさんのお金を使います」という答

えが返って来ました。

ですから理由はとても単純です。もちろん、若い人

の中には、西洋からのものが好きな人もいます。それ

は本当です。中国に行くと、特にクリスマス時期の北

京では、たくさんのクリスマスのもの、クリスマスを祝う

ものをたくさん目にします。キリスト教と何の関係もな

く、キリスト教の信仰とも何の関係もありませんが、単
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番、強力なイデオロギーは民族主義しかないという

同質感です。これが完全な方法ではないですが、

強力なイデオロギー的な対立と民族分断の姿を克

服する代案はやはり、民族主義しかないという期

待があるからです。

私の場合は単純に、日本からの独立という時代

に必要であった民族主義を抗日民族主義、

そして、今日統一のためのイデオロギーを新民族

主義と申し上げました。

民族主義が永続的な価値ではないように、新民

族主義も永続的な価値を持っていません。

自然に二つ目の質問に入りましたが、果たして、

莫大な代価を払ってでも、統一することが韓国にと

って有効であるのかという質問です。

韓国人の全体的な情緒には、いかなる代価を払

っても統一は成し遂げていかなければならないと

いう目標があります。まさに、この統一の経験を成し

遂げた後に、韓国人は違う方向へ行くことが出来

るということです。このような民族の切なる願いに

韓国教会と韓国キリスト教は 答えなければいけな

い義務があると考えています。

ありがとうございました。

【司会】 徐正敏先生には、韓国のキリスト教の特

徴、キリスト教と他宗教の関係、民族主義、それと、

統一問題に関して経済的なコストをどのようにして

乗り越えるのかという浅野先生から出されましたご

質問についてお答えしていただきました。ありがと

うございました。

それでは、フロアのほうからご意見を出していた

だきたいと思います。ご意見のあるかたは、マイクの

ボタンを押していただき、最初にお名前を教えてい

ただきたいと思います。それでは、ご意見がござい

ましたらどうぞ。

【ソリヒン】 高教授、宗教生活、特に中国の宗教生

活に関する問題をより明確にする時間を私にお与え

くださってありがとうございます。教授の発表を通して

中国におけるキリスト教の発展について伺うことがで

き、本当に素晴らしかったです。しかし、私が理解し

ている限り、私が中国についてあまり知らないからで

しょうが、私が出会った世界各国の中国人の共同体

について、いつも感じていることがあります。

例えばマレーシアでは、中国人が全人口の40％
で、これらの中国人が自分たちの宗教に非常に熱

心であると私は感じました。また、インドネシアでも、

このごろは中国の宗教が中国の人々によく受け入

れられていて、宗教的なお祭りも今では公式なも

のになっています。また、ヨーロッパを見ますと、中

国人が自分たちの宗教を厳格に守っているという

ことが分かります。そして今日の現象を見ますと、マ

ルクス主義はもはやどこにも需要がありません。私

はグローバル化には賛成していません。というのも、

グローバル化は新たな宗教になり得るものだと理

解しているからです。従って、私はこのグローバル

化のプラスの作用を利用して、人々を宗教へと説得

していくことも可能だと思います。

中国の宗教に関するその他の側面についてです

が、私が間違っていなければ、教授は中国のムスリム

の人口が1,800万人と言われました。しかし、私のム
スリムの友達や私が講義をしている大学のムスリムの

学生たちは、政府が公式に採った統計が現在のとこ

ろ存在せず、中国のムスリムの人口は5,000万人を
上回ると言っていました。そう、5,000万です。
ですから、政府がキリスト教やその他の宗教を抑

圧しているのは事実だと思います。そこで私が提案

したいのは、さまざまな宗派の主導者の間で会議の

ようなものを設置してはどうかということです。そうす

れば、その宗教会議が、政府によって引き起こされ

た混乱を終結させるための有効な手段となります。

また、私は宗教的主導者の多くが大変真剣に取

り組んでいると思います。というのも、それが宗教

的主導者の任務の一部だからであり、彼らは宗教

が国益にマイナスになるものではないと人々を説得
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教徒の違いなど、中国の状況を見ればそれが分か

ると思います。ありがとうございました。

【司会】 ありがとうございました。宗教間の関係、

キリスト教に若い人が魅かれる理由、それから最

後に、お配りしたペーパーにはあるのですが時間の

関係で発題では省略された民間宗教（folk reli-

gion）について、説明していただきました。

それでは、徐正敏先生のほうからお願いいたし

ます。

【徐】 二人の先生のコメント、本当にありがとうご

ざいました。

シャストリ先生のご質問によれば、韓国のキリス

ト教が愛国心という独特な歴史的状況を持って形

成した独特なキリスト教とすれば、これが果たして

世界的なキリスト教とどのような分離と共通点があ

るのか、これは韓国のキリスト教がいま、伝統的な

19世紀の伝道運動のように、世界に向けて多くの
宣教師を派遣する姿が見られるが、このような伝統

的な韓国キリスト教の特徴と普遍的キリスト教の特

徴の間で、どのような違いあるのかという質問だっ

たと思います。程度の違いはありますが、韓国キリ

スト教だけではなく、世界のすべての国々、地域ご

とのキリスト教はその地域のキリスト教が持ってい

る独自性と世界的キリスト教の普遍性を共に持っ

ていると思います。

私は今日、韓国キリスト教に関して発表する際に、

韓国キリスト教が持っている信仰的、神学的な特

徴に注目するよりは、韓国キリスト者と韓国人が共

に経験した歴史的経験により重点をおいて発表し

ました。そこで、韓国キリスト教が経験した、つまり、

韓国人と韓国キリスト者が共に経験した韓国の特

殊な歴史的過程は今日の韓国キリスト教に多くの

影響を与えたということを申し上げたわけです。

韓国キリスト教の特徴を申し上げますと、アジア

のほかのところより西洋のキリスト教伝統に忠実

な、比較的保守的な立場を持っていることだと思

います。

それもやはり、韓国キリスト者がはじめから西洋

とアメリカという、このような勢力に対する社会的な、

政治的な、宗教的な期待を（韓国キリスト教に）反

映してきたからだと思います。これは私が今日申し

上げたように日本による統治経験という独特な歴史

的経験と深いかかわりを持っていると思います。

そのために、神学的内容には違いがあるけれど

も、アメリカが19世紀―20世紀にかけて世界へ宣
教師を派遣し、キリスト教宣教に邁進したように、

今日、韓国キリスト教もこのような世界宣教に大き

な関心を抱きました。

しかし、今日、私が発表した主題では、結局、こ

のような韓国キリスト教のアイデンティティ、韓国キリ

スト教の歴史的状況そして、これからの進路はすべ

て変化していくということを申し上げたわけです。

シャストリ先生の二つ目の質問は、やはり韓国キリ

スト教の他宗教に対する理解、宗教間の問題です。

実はこの問題は私よりも、明日のセッションで発

表なさる、韓国の李正培先生が発表する内容であ

ると思います。簡単に言えば、韓国キリスト教の特

徴が全般的に保守的であるように、神学的には他

宗教に対する対話の立場をとりますが、教会、及

び信仰的には非常に（他宗教に対して）排他的な

立場を維持していると言えると思います。

ここまでは比較的やさしい質問に対する答えで

したが、二つ目の浅野先生の質問に対しては重い

気持ちで、答えることになります。

私も、やはり民族主義というイデオロギーが良い

ものであり、理想的なイデオロギーである、とは思い

ません。人類の歴史をみますと、民族主義が成しと

げた業績よりも、被害のほうがより多いと思います。

韓国の場合は少し状況が異なります。言い換え

れば、韓国で、民族主義が美しいイデオロギーとし

て理解されたのは二つの理解があるからです。

はじめは、日本の統治から国権を回復できる一
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接な関係にあり、日本の近代を考えるうえで避ける

ことができない問題です。

韓国の場合、あるいは中国の場合、その点はど

うなのかということをお聞かせいただきたいと思い

ます。

【司会】 まず、高先生にお答えいただきたいと思

います。

【高】 私が出会ったキリスト教徒の人々のほとんど

は、ナショナリズムとかトランス・ナショナリズムのこと

を考えてはいません。彼らは単に福音をすべての人、

全人類に広げたいと思っているだけです。大学で

修士号や博士号を取得した信者やキリスト教徒の

多くに、私は「あなたの信仰と近代化やグローバリゼ

ーションは関係があると思いますか」と尋ねました。

すると、彼らは一度も考えたことがないと言いました。

しかし、数名のキリスト教の研究者、若い学者は

そのようなことについて考えています。もちろん彼らは

ナショナリズム、極端なナショナリズムには反対です。

例えば、若い人々の中には、日本に対して傲慢な態

度を取り、日本の食べ物や製品を拒否している者が

いますが、若いキリスト教の研究者たちは集まってそ

のような事態を批判的に論じ合うことがあります。

【徐】 小原先生、ありがとうございます。はっきり言

えば、韓国がキリスト教を重要視した時代には、国

家は関係なかったのです。その当時、韓国は（日本

の統治時期であったため）民族と国家は違う状態

だったのです。アメリカから韓国に来たキリスト教宣

教師たちの考え方は政教分離、それから福音主義

です。それがアメリカのスタイルだったのですが、そ

のスタイルのキリスト教は、韓国人の心には少し違

った形で受け入れられ、民族とキリスト教の信仰を

一緒にして、国家の問題のために様々な働きをす

るような、独特な状態が作られたと思っています。

それから1945年以後の問題ですが、（朝鮮半島

では）分断や戦争がありました。南側は、例えば李

承晩政府のときは、国の重要な役割を担う人の

40％ぐらいがクリスチャンでした。そのとき韓国の
国教がキリスト教ではないかという疑問も歴史的に

あったのです。それも政教分離とは違い、一種の

独特なスタイルでやってきました。その後のことで

すが、進歩的な神学者たちには、軍事政権との関

係で葛藤がありました。

ですから、韓国がキリスト教を受け入れた後の、

政治とキリスト教の間の今までの経験は、アジアの

国々や、ヨーロッパ、近代国家としてのアメリカとの

経験と違い、いろいろな状態があります。ですから、

神学的にこのようなものを整理する時間が、まだ足

りなかったと思っております。

【司会】 小原先生、よろしいでしょうか。

【小原】 けっこうです。

【司会】 次に、松本先生のほうからご意見がある

ということなので、よろしくお願いいたします。

【松本】 松本健一です。最初に、徐さんにご質問し

たいと思います。韓国のキリスト教がナショナリズムと

結びついたために、ある場合には40％の信者ができ
た。現在、私が察知している人数でも2000万人の
人がキリスト教徒になっている。これは韓国人の３分

の１です。33％と考えてもいいと思うのです。
先ほど、高さんのほうから、中国では最低2000万

人と言われました。13億の内の2000万人だと、国
民の中のキリスト教徒は1.5％です。ちなみに日本が
どれくらいかというと、正式な教区に入って洗礼をし

たという正式なキリスト教徒は、大体120万と言わ
れています。ということは、人口の１％あるかないか

です。ということは、考えてみると、日本が１％ぐらい、

中国がそんなにいるかどうか分からないですが、最

低で見ても2000万人と考えれば1.5％、これに対し
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しようと努力しているのです。

興味深いことに、中国のムスリムである私の同胞

が、中国のムスリムは政府を説得するのに成功し、

政府が彼らの宗教活動を促進してくれていると言

っていました。これが意味するのは、宗教家は、い

かなる宗教に属していようと政府に対して自らの宗

教の正当性を証明し、国益を高める有効な作用を

施すことができるということです。

中国の上層部の主導者を説得して、宗教を正式

に認めさせることはできないとお考えでしょうか。

宗教の主導者たちによる継続的な努力が、です。

更に、これは私の限られた経験をもとに思うことで

すが、そのような宗教会議をすべての宗教主導者

が認めれば、政府の主導者を招集するための手段

となるはすです。ありがとうございました。

【司会】 ただいまのご質問は、マレーシア国際イ

スラーム大学のソリヒン先生からでした。これに関し

て、高先生のほうからお願いいたします。

【高】 まず、統計に関してですが、色々な数値があ

ります。1,800万人という公式の統計があります。こ
れは私が採った統計ではありません。キリスト教の信

者数について、私は論文で2,000万人としましたが、
この数値はキリスト教の正式な組織のもので、私の

考えでは、この中には個人の教会は含まれていない

と思います。一方、中国全土には7,000万人のキリ
スト教信者がいるとしている人もいますが、これは多

すぎると思います。本当の数はおそらく2,000万から

7,000万の間でしょう。ありがとうございます。

【司会】 ありがとうございました。ほかにはいかがでし

ょうか。同志社大学の小原先生からのご質問です。

【小原】 同志社大学の小原です。お二人にお聞

きしたいことが一つあります。今回のワークショップ

全体のテーマにもかかわるのですが、東アジアに

おける宗教復興ということを考えるときに、いくつか

のキーワードがあるかと思います。今までの議論の

中では、近代化やナショナリズムという言葉が頻繁

に出てきました。

ところが、中東世界やヨーロッパ、アメリカなどで、

この宗教復興の問題を考えるときには、世俗化

（secularization）との関係が絶えず問われます。

世俗化は、韓国の場合、あるいは中国の場合、特

に問題とはされなかったのでしょうか。宗教学の議

論では、宗教復興と世俗化はいつもセットにして考

えられるのです。しかし、東アジアにおいては、もっ

ぱらナショナリズムとの関係で宗教復興を考えてお

けばよいのか、という質問です。

なぜ、私がそういうことを問うのかという背景を

少しお話ししたいと思いますが、このセッションでは、

日本のプレゼンターがいなかったので、日本のこと

を簡単に紹介させていただきます。近代国家を作

るときに、日本はヨーロッパの国家をモデルにしてき

ました。その場合、ヨーロッパの国家というのは、世

俗的な国家（secular state）です。明治時代の日本

の政治家や知識人たちは、ヨーロッパの国々を訪

ねた結果、宗教と国家が分離されたセキュラーな

国家を自分たちのモデルにしようしました。しかし、

結果的に、日本はセキュラーであることを徹底でき

ませんでした。セキュラーであることに失敗したと言

っていいと思います。

というのは、後に国家神道（State Shinto）、神道

ナショナリズムが日本に現れてきて、日本は非常に宗

教的な国になっていくからです。ですから、その点で、

日本はナショナリズムを求めて国家神道を強化してい

ったという面がある一方、アジア共同体、当時の言

い方では大東亜共栄圏の名の下に、トランス・ナショ

ナルな方向性も持っていました。言うまでもなく、この

トランス・ナショナルな方向性は、他のアジア諸国に対

しては破壊的な作用をもたらしたわけです。

日本の近代におけるナショナリズムとトランス・ナ

ショナリズムは、ある意味セキュラリズムの失敗と密
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そのとき、ある論文が書かれました。題名は「なぜ

将来の進路が益々狭くなるのか」でした。そして、こ

の論文は中国全土で広く論議され、多くの若者が

それに加わり、自分たちには未来も望みもないと語

っていたのです。

しかし、1990年代、特に1990年代終わり頃には、
事態が大きく変わりました。というのも、急速な経済

発展があり、人々がお金持ちになったからです。物質

主義が急激に拡大し、特に若い人々は「何を手に入

れるのが一番いいのか、何で自分は幸せになれるの

か」と考え、彼らの考え方はしばしば自己中心的なも

のとなりました。これが、三つ目の段階です。

四つ目の段階が訪れたのは、今世紀の始まりだ

ったと思います。多くの若者が原点に戻ったのです。

彼らは「私たちはたくさんの物を手にした。私たちは

物質的にはとても豊かだ。しかし精神的には貧しい。

あまり幸せではない」というふうに思ったのです。多

くの人は「豊かになったのに、なぜ自分たちは不幸

せだと感じるのか」という疑問を持ちました。このよ

うにして、再び人生で最も大切なのは何か、という

疑問が話し合われるようになったのです。

私はある現象に気付きました。それは、人々が豊

かになると、食べ物や衣服の心配をしなくなり、心の

こと、精神的な生活のことを考えるのに十分なゆとり

ができるというものです。そして、どの宗教であっても、

その宗教としての役目を果たすことができるのは、こ

のゆとりの部分に対してなのだと私は思います。

以下は、上に述べた私の論文の一部です。

改革と開放の過去20年間を振り返ると、中国の
一般人のほとんどが、概して精神的な変化を経て

来たということができ、その変化は次の四つの段階

に分けることができます。

1. 1970年代終わり～80年代初め

元来の理想に失望し、信念、自信、信頼の危

機に直面した。国内全土で「なぜ人生の進路が

益々狭くなっていくのか」という疑問について議

論され、それは、失望感と混乱、および人生の意

義の探求が若者たちの間で広まっていることを

反映していた。

2. 1980年代中頃～80年代終わり

過去の批判を伴う反省の時期が始まった。真

実、善、美の理想の探求が新たに始められた。

少数ではあるが、神聖さを蘇らせ、より崇高な精

神を求めようとする人 も々現れた。

3. 1990年代

市場経済開放の波によって、「金銭にすべて

の注目を向ける」という新しい傾向が生まれた。

多くの人が経済的により豊かになるが、精神的

には貧しかった。

4. 世紀末

自己中心の時期。ほとんどの人々、特に一人

っ子として生まれた若い世代は、概して自分たち

のこと、つまり自分の気持ち、自分に必要なもの、

自分の利得にしか関心がなかった。彼らの人生に

おける目標がより実利的で世俗的なものとなった。

特に若い人の間の新しい価値観では、できるだけ

たくさん稼ぎ、できるだけ人生を楽しみ、最新の流

行を追い、自分の求めるものを満たすことが重視

されるようになった。

ありがとうございました。

【司会】 よろしいでしょうか。

【セット】 一言申し上げたく思います。議長。言

わせてください。

【司会】 どうぞ。

【セット】 ありがとうございます。宗教および宗教

と政治の関係についての様々な見解を大変興味

深く拝聴しました。西洋の宣教師の概念について、

多宗教間の関係に関する提案について、また中国

での状況についても大変興味深く伺いました。そ

こで、この西洋の宣教師とキリスト教という問題に
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て韓国が33％というのは圧倒的に多い。
その理由としては、先ほどおっしゃったように、

反日ナショナリズム、そのあとは反共キリスト教とい

う形で、大きく韓国の国の宗教がキリスト教になっ

たような状況が出てくるという、解釈としては分かる

のです。ただ、かつて西洋のキリスト教が入ってき

たとき、あるいは西洋文明が入ってきたときに、韓

国の中で東学という運動が起きました。つまり、東

洋の学問、東洋の宗教、東洋の道徳を強調するこ

とを、ナショナルな運動としてやっていた韓国が、あ

るいは朝鮮民族が東学、あるいはそういう運動を全

く捨ててしまって、あたかもキリスト教が国教になっ

ているかの状況というのは、やはり説明がちょっと

出来ないというのが私の考え方です。それが徐先

生にお聞きしたいことです。

もう一つ、中国の高先生にお聞きしたいのですが、

1983年に、私は中国で１年間教えていたことがあり
ます。そのときには、まだ文革が終わってまもなくで、

近代化が始まったばかりだったわけですが、中国の

国家スローガンとして、あらゆるところに掲げられてい

たのが、「中国の精神文明を守れ。物質文明に汚

染されるな」というスローガンでした。それから20年
たってみると、高先生は青年の中に、若者の中に、

精神的生活を切望するという不安な心理が訪れ始

めているという説明をされました。そうすると結局、

精神文明を守れと言っていた、そういう精神文明は

決定的になくなったのか。伝統的な精神とか、ある

いは道徳とか、伝統的な価値観みたいなものはす

べてなくなったということに、青年の精神的な不安

感、精神的生活を改めて考えるという形で、キリスト

教徒が2000～7000万人いるという状況になってき
たと解釈してよろしいのでしょうか。

【徐】 はい、ありがとうございます。数字をちょっと

直しますが、33%という数字は、先生がどの資料で

発見したのか、ちょっと分かりませんが、公式的には

25%ぐらいであると今の学者たちは考えております。

日本は１％ぐらい、中国は1.5％、韓国では少なくと
も25％以上です。韓国の保守的な牧師がそれを聞
いたら、「それは神様の仕事だ」と答えると思います。

しかし、1945年、解放のころの韓国人クリスチャ
ンは4.5％だったのです。ですから、今の韓国教会
史学者、歴史学者の見方では、民族（主義）と一緒

になったキリスト教のために、韓国でこれほどキリ

スト教徒が増えているというのは、一面的な解釈で

しかないということです。韓国のクリスチャンの数

は、1940～1980年代の経済発展の時期、また資
本主義と韓国のキリスト教が一緒になった、朴正熙

政権の経済発展の時期に大きく増えました。

それから、もう一つの解釈は、やはり朝鮮戦争で

す。朝鮮戦争のとき、北側と南側の韓国人は、それ

ぞれ自分の主義が全く変わりました。そして、命の

問題、暮らしの問題、生活の問題に本当に苦難が

あって、その中で（個人の持つ）宗教に大きな変化

がありました。宗教学者が調べたところ、朝鮮戦争

の時代、自分の宗教を変えた韓国人は50％以上に
のぼりました。そのとき、現実的な希望があるキリス

ト教に、変えた人が多かったのです。ですから、韓

国の歴史がダイナミックになって、いくつかの要素が

一緒になって、今の多くのクリスチャンが生まれる条

件になったのではないかと思っています。

今の20％以上、25％ぐらいのクリスチャンは、日
本統治時期のものではなく、45年以後、それから

50年の朝鮮戦争、それから60～70年代の現代的
なものではないかと思っております。

【高】 ご質問ありがとうございます。精神的な生活

についてですが、ご存知のように中国ではたくさん

のことが大きく変わりました。それについて私が述

べた論文があります。理想や精神性を求めるのに

は、四つの段階があります。文化大革命以後、私

たちは共産主義という信条を失い、人々は「何を堅

持すればいいのか」と悩みました。

しかし1980年代末、事態が少し変化しました。
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シャストリ教授が言われた多宗教間の関係につ

いてですが、シャストリ教授の国と同様、私たちも日

常的に多宗教間対話を行っています。というのも、

インドには世界の宗教のほとんどが存在するからで

す。今日のインドは三人の人間によって統治されて

います。彼らはインドで最も権力のある三名です。ア

ブデュル・カラム大統領は、かつてはカーストの低い

ヒンズー教徒でしたが、今はイスラームに改宗してい

ます。大統領は一番低いカーストに属し、しかもムス

リムであるので、二重の意味で少数派の人間です。

ただし、ムスリムは少数派ですが、インドにはムスリム

が1億4,000万人いるので、大きな少数派です。
首相はシーク教徒です。シーク教徒の人々はター

バンを巻いて髭を伸ばしています。この宗教は、ヒ

ンズー教と仏教の伝統がイスラームと合わさってでき

た宗教です。総人口が11億人あるインドで、シーク
教徒の数は2,500万人です。ですから、それはどう
いうことですか。2％ですか。それが現首相です。
そして、マンモハン・シン首相が属すインドの連立

政権の主導者は誰でしょうか。ソニア・ガンジーとい

う名の女性です。ソニア・ガンジーとは誰でしょう。

彼女はイタリア生まれで、またしても人口の約2％に
あたる2,500万人いるキリスト教徒出身のカトリック
です。このイタリア生まれのカトリック教徒の彼女が、

私たちの国の最大権力者です。

ですから、インドでは日常的に多宗教間対話が

行われています。マレーシアのような国でもそうで

あるように、私たちの国では国の統治の過程全体

が多宗教間対話に関連しているのです。私たちの

国は国連のミニチュアのようなものです。インドの紙

幣には17の言語が書かれています。中国で6つの
言語が書かれてあるのを見たことがあります。私た

ちの国では、すべての紙幣に17の言語です。です
からインドは小さな国連なのです。

では、私たちが今日直面している問題に戻りま

す。インド人としてのアイデンティティとは実際何なの

か。私たちのナショナル・アイデンティティとは何なの

か。状況は非常に混乱しています。仏教の教えを

紐解いてみると、今日の私たちに向かって説いて

いることは非常に近代的なものです。それは何で

しょうか。紛争は決して進歩や幸福をもたらさない、

ということです。個々の人間は、自らの運命に責任

を持たなければなりません。

仏教はとても平等主義で、すべての男性も女性

も精神的な達成に到達する能力があり、儒教とは

異なり、すべての男性も女性も平等に尊重に値す

るのです。これは、ヒンズー／仏教の伝統を持つ仏

教の教義であり、中央アジアから東南アジア、中国、

日本に至る地域で普遍的に人々の心に訴えている

もので、非常に近代的なメッセージを持ち、広範囲

に文化的、文明的影響を及ぼす教えなのです。あ

りがとうございました。

【司会】 ありがとうございます。今のご意見につい

て、何かございますでしょうか。それでは、市川先

生のほうからご質問をどうぞ。

【市川】 市川と申します。今日、午後のセッションは

「宗教の役割」という言葉がありました。その点で、す

でに前のかたもご質問されていて、多少重複するか

もしれませんが、お二人に質問したいと思います。

宗教の役割と考えたときに、一つは個人の幸福

であるとか、個人の精神的な悩みを解決するとか、

一人一人の個人の内面にかかわる問題。最近、ヨ

ーロッパではprivatization of religionという言い

方をします。個人化とか、私事化という傾向です。

こういう役割を持っていると思います。

もう一つは、もっと昔からあるものですが、いわ

ゆる社会的使命であるとか、人間が生きるうえでの、

命懸けで勝ち取るべき使命というもの。例えば、正

義のために命を懸けるとか、あるいは自由のために

死ぬという、献身とか犠牲。自分自身の問題とい

うよりは、人類全体とか、普遍的価値のための闘

い。そういう価値を提供するものとして、宗教の役

コメント・ディスカッション
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ついて、私の見解をいくつか述べさせていただき

たいと思います。

キリスト教をはじめとする世界の偉大な宗教す

べての発祥の地がアジアであることを、私たちはし

ばしば忘れていると思います。どうか、イエス・キリ

ストがアジア人であったことを忘れないでください。

イエスはフランス語を話していたのではなく、アラム

語を話していました。私の隣りに座っているコヘン

教授に聞けば分かりますが、アラム語は今日のイス

ラエルやパレスチナを起源とするセム系の言語で

す。同様に、ヒンドゥー教、仏教、ジャイナ教、インド

大陸のシーク教の伝統、中国文明の儒教／道教、

そしてもちろん、この国には神道の伝統があります。

これらはすべてアジアで生まれました。最初のキリ

スト教徒はアジア人だったのです。宣教師がヨーロ

ッパに行く遥か昔に、使徒聖トマスはインド南部の

ケララ州に来ました。ケララのシリア系キリスト教徒

の起源は使徒聖トマスに遡ります。非常に福音主

義的な伝道の本拠地であるノルウェーにキリスト教

がやって来たのは、インドにキリスト教が到来してか

ら1,000年後だったということを忘れないでくださ
い。ですから、基本的に多神教だったヨーロッパに

キリスト教が来たのはずっと後です。よく発達した

宗教がヨーロッパにはありませんでした。

アメリカがキリスト教になったのは、白人がその

土地に移住したからです。原住民であるインディア

ンの宗教は非常にアジア的でした。19世紀のこと
ですが、土地の売却を迫られた酋長シアトルの演

説を読むと、その内容は非常にアジア的です。ヒン

ズー教的であり、仏教的であり、神道的です。「地が

私の母であり、川が私の兄弟で、鹿と鳥たちが私

の母と父であるのに、その土地を売ることなどでき

るはずがない」と彼は言いました。ですから、キリ

スト教がアメリカに行ったのは、非常に異なる理由

からでした。

以上を申し上げた上で、世界三大宗教である仏

教、キリスト教、イスラームのうち最も古いのは仏教

であることも言わせてください。仏教は2,500年前
からあり、高教授が言われたように、今は中国の宗

教として認められています。その理由は、中国の駐

米大使であった胡適氏が1945年に語ったように、
「インドはその国境を越えて兵士を1人として送り込
むことなく、中国を征服し20世紀に渡って支配した」
からです。ですから、中国人は仏教が中国の宗教

だと今は思っています。

今朝、共通のアジアの郷、アジアの家に関する

お話しがありました。共通のアジアの郷を最初に形

作ったのは、キリスト教やイスラームよりも前に存在

した仏教だったのです。マレーシアから来られてい

る教授は、偉大なアラブの旅人アルベルニとイブン

バトゥータについて話されました。それ以前（にイン

ドを訪れたの）は、高教授、貴方の国からの玄奘

三蔵で、その前は法顕でした。

4世紀から7世紀にこれら偉大な中国の旅人と巡
礼者が私の国に来て、偉大なサンスクリットと仏教

の話や経典を翻訳し、中国に持ち帰りました。日本

からも次 と々やって来る人たちがいました。12世紀
に四国の香川から弘法大師が来ました。そして、イ

ンドの巡礼者や中国の学者たちに出会いました。

先ほども言ったように、バトゥータとアルベルニが

今日の中東からインドへやって来たのです。ですか

ら、アフガニスタンとその向こうから日本までの地域

の間で、アジア意識が過去2,000年にわたり創り上
げられてきたのです。共通のアジアの郷という考え

方に関して岡倉天心の名前が出ていましたが、彼

はおそらくこのアジア意識を信じていた人物であっ

たのでしょう。

ラビンドラナス・タゴールは、中国、日本などアジ

ア各国をはじめとする世界の国々を訪れ、彼もま

たこの人類の普遍性、私たち皆に共通する基本的

人間性を見出しました。この共通のアジアの郷とい

う概念は、不可能なものではなく、すべてのアジア

人がそれに到達しようという大志を抱くことのでき

るものだと私は思います。
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【高】 この質問は私の論文の範囲を超えているか

もしれません。でも、とにかく、ナショナリズムという

ものは、過激に実施されると新たな宗教と化しま

す。もちろん今日の中国では、多くの人が日本と日

本人に対して傲慢な態度を取っています。個人的

には、この気持ちを理解することはできますが、そ

の考え方や行動には賛同していません。

歴史は歴史であり、変えることができないものだ

と思います。しかし、重要なのは歴史から私たちが

教訓を学び取ることです。そしてその次に、私たち

が友好関係を維持するべきだということです。私た

ちは過去を忘れてはなりませんが、同時に、他国と

の平和を維持しなければなりません。これは、単

に過去を忘れないようにすること以上に重要です。

これが私の個人的な意見です。もちろん、多くの人

もこのような考え方を持てば、世界の平和に私た

ちが貢献することができるはずです。

この質問をどなたかがされるかもしれないと思

い、私は、上海で非常に重要な新聞である「文学

報」を持って来ました。この中に「靖国神社以外に

も中国人は日本のことをもっと知る必要がある」、

「日本人に比べ、中国人は日本のこと、特に日本の

文化のことをあまり知らない」ということを書いた記

事があります。ですからこれがもう一つの意見です。

このような意見にも私たちはもっと着目すべきです。

このように一般とは異なる意見を新聞に掲載す

ることが許されたのは、これが初めてです。大学で

は多くの学生が一つの意見です。過去を忘れない

こと、そして日本人から受けた苦しみを忘れないこ

とです。しかし彼らは物事の一面しか考えていませ

ん。そして、知識人や学者の中にもこれと同じ考え

方の人たちがいます。異なる意見を持っているの

はほんの少数の人々ですが、これらの意見も表に

出されるべきであり、そのような意見が表に出ると

いう新しい現象が、私たちの国で起きつつあると

私は思っています。ありがとうございました。

【司会】 予定していた時間が過ぎましたが、もうお

１人、ぜひともお話ししたいというかたがおられまし

たら。おられませんか。はい、どうぞ。

【ワディ】 私はこれがコメントなのか質問なのか分

かりませんが、インドから来られたセット教授が提示

された点に付け加えたいと思います。私は教授が

提示された疑問は、ある種、反語的な質問だと思

います。なぜアジアなのか。このアジアがキリスト教、

イスラームなどの発生の地であるにもかかわらず、

キリスト教やイスラームに改宗する人の数が増加す

ると、なぜ私たちは驚くのでしょうか。そのことに私

たちはなぜ大きく驚くのでしょうか。

ヨーロッパ、または西洋では、宗教に対する評価

が下がり始めているのが見受けられます。例えば、

閉鎖する教会も出て来ていますし、神学校に通う

生徒もほんの僅かです。つまり、宗教に対する関

心が高まるのは、中国などについて言われたよう

に、単にアジアの人々が精神的な空虚感を埋めた

がっているというだけが理由なのでしょうか。

それとも、西洋で宗教の評価が低下し始めてい

る20世紀から21世紀に、彼らがそれを今度はここア
ジアに持って来ようとしているという、外的な要素に

原因があるのかもしれません。そして、西洋で経験

したような教会の影響力の低下などは、アジアでは

起きていません。とにかく、これがコメントなのか質

問なのか分かりませんが、ふと思ったことです。

【司会】 ありがとうございました。いろいろなご意

見を出していただきました。中国と韓国の状況につ

いて、かなり多くのことを学ぶことができました。ま

た、必ずしもテーマに沿った内容ではなかったかも

しれませんが、かなり深いところまで、知ることがで

きたように思います。改めて、お二人のパネリストの

かたと、それからコメンテーターのかたに感謝をした

いと思います。どうもありがとうございました（拍手）。
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割があると思います。

その二つの問題ですが、今日、高先生のお話を

聞いていて、最近の中国の人たちの関心は、宗教

の個人化、あるいはprivatizationの問題と考える

ことができるのではないかという気がしました。そ

の問題から考えて、逆に、最近の民族主義も宗教

の一つと考えた場合に、例えば日本の侵略に対し

て、宗教的ではないけれども、ある種のナショナリ

ズムを高揚させるような運動が今起こっているわけ

ですが、こういうものがナショナル・アイデンティティの

形成にいまだに寄与しているのだろうか。あるいは、

それは単なる一時的な現象なのか。このことをご

質問したいと思います。

徐先生には、韓国におけるキリスト教の役割が、

民族主義と結びついたというお話でしたが、その場

合のキリスト教とは何を指すのか。キリスト教の信

仰、つまり、それは恐らく自由のために命を懸ける。

自分の個人の幸福とかではなくて、キリスト教がず

っと説いてきた問題として、自由のための献身があ

ったと思います。それは、愛であるとか、正義であ

るとかいうもの以上に重要だったと思うのです。そ

れが第二次大戦後、あるいは反共イデオロギーの

中で、最近、個人の幸福のほうに、キリスト教信仰

が移っているという印象も受けるのです。今、ご提

案された新民族主義という理念の中で、キリスト教

の信仰のどういう側面が今後、重視されるべきで

あるか。そのことをお伺いしたいのです。

【徐】 ありがとうございます。先生の質問は、宗教

の役割、キリスト教の役割が二つあるということで

すがそのとおりだと思います。先生のおっしゃる二

つの宗教の役割を、個人の幸福を１番、社会的使

命を２番と区分すると、初期の韓国キリスト教の歴

史では、２番がもっとも強かったと思うのです。そし

て、朝鮮戦争以後、60～70年代を経て、クリスチャ
ンが本当に多数派の宗教になった、今の韓国の信

仰的状態では１番が強くなっているはずです。個人

化の内面的なキリスト教、それから個人の精神的

な安定プラス祈福的、祝福的なものを期待する、

個人の信仰が中心になったのです。

でも、韓国のキリスト教の歴史の中では、少数者

ですが、やはりキリスト教は民族の共同体の中で、

こういう役割を担わなければならないという関心に

ついて、神学的な中心を置いていた人 も々いたと

思います。それから、韓国では社会的な問題、民

族的な問題、イデオロギー的な問題が、その中にま

だ多くあります。例えば統一の問題は、今でも民族

的な大きな課題だと思います。

ですから、歴史神学者とか、現代の進歩的なキ

リスト者の中には、韓国教会が、先生の区分では２

番の使命、社会的な使命をもっと強く担わなければ

ならないという希望が強く広がっています。そういう

問題が、今日の私の発表の中にあると思います。

【司会】 市川先生、高先生に対するご質問です

が、ちょっと聞きとりにくかったということで、もう１度、

ご質問をしていただけますか。

【市川】 午前中の松本先生のお話の中で、日本は

太平洋戦争時代の過ちについて、きちんと反省す

べきであると。それが、東アジア共同体を考えるうえ

での、まず前提ではないかというお話がありました。

それを受けた質問でもあるのですが、宗教では

なくて、民族主義も宗教と考えた場合、これは一つ

の方向づけを持っていると思います。人々の生き

方であるとか、考え方に強いインパクトを与えるもの

としてあると思います。

今日、お話しにはなりませんでしたが、ちょうど韓

国が日本の侵略によって苦しみを受けたのと同じよ

うに、中国の人も、戦争によって日本から相当の苦

しみを受けたことは記憶に残っていると思います。

それが今も中国のナショナル・アイデンティティを維持

するような民族主義として働いているのかどうか。
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最初に「東アジアにおける近代化とナショナル・

アイデンティティ：グローバリゼーションと宗教復興」

をテーマとする重要でタイムリーなワークショップに

私をお招きくださり参加させてくださった、同志社大

学の一神教学際研究センター（CISMOR）の森孝

一教授に感謝したいと思います。私はこのワークシ

ョップにおける討議が、アジア諸国に影響を与えて

いる問題ならびにグローバル化が進む世界におけ

る急速な変化に宗教コミュニティがどのように対応

しているかについての非常に重要な洞察を与えて

くれるものと確信しています。

世界の国々を束ねて一つの相互依存する統一

体にしようとしている政治的、経済的、技術的、社

会的な力がグローバリゼーションと呼ばれています。

世界をこのように束ねようとする流れは冷戦時代

には国際主義という名目の下に見られるようになっ

ていましたが、グローバリゼーションが新しい世界秩

序の支配的特徴となったのは共産主義支配が終焉

した1990年代の間だけでした。基本的にはグロー
バリゼーションは「民族国家とコミュニティの役割が

大きく変化する結果としての相互依存という複雑な

システムのなかで、全ての国家と社会ならびに社会

生活や文化生活の伝統様式を巻き込んで国境を越

えた相互作用が増大し強化されること」と定義する

ことができます（Kenrad Raiser “For a Culture

of Life,” Geneva：WCC Publications P.3）。
グローバリゼーションがユビキタス的にあらゆる民

族にまで及ぶことを示す表現としてglobal cultural

bazaar（グローバルな文化バザール）、global

shopping mall（グローバルなショッピングモール）、

global financial network（グローバルな金融ネッ

トワーク）、global workplace（グローバルな職場）

などのキャプションが使われてきました。例えば、グ

ローバルな文化バザールとは世界各地における文

化的価値と成果の均一化という考え方を促進する

ものです。それは何十億という人たちに影響を及ぼ

し、人々の目標を形成し、人々のアイデンティティ、価

値観、生活様式を均質化し、物質的欲求を絶え間

なく刺激して、主に消費者文化へと駆り立てるもの

です。国家間で商品やサービスを売買するというグ

ローバルな貿易が先例のないほど増加することによ

り、グローバルなスーパーマーケットが生まれました。

メディアが西側資本主義偏重の考え方をプロモート

する少数のグローバルな大手メディアによってコント

ロールされる強力な手段となってきているなか、グロ

ーバルな文化バザールとショッピングモールは宣伝

媒体を通して相交わっています。グローバルな金融

市場もまた、手っ取り早く利益が得られる新しい機

会を創出しています。国境を越えた金融、通商、投

資に推進され、国境を超越して構成部品生産センタ

ーを設立することにより、多国籍企業は短期間のう

ちに何十億ドルもの巨額の金を手にすることができ

ます。雇用の移動性が増すことによってグローバル

な職場が生まれ、その結果として労働力の国際的

な移動は増えています。国境を越える資金の流れ

を国がコントロールすることが排除されたこととコンピ

ュータ革命に助けられ後押しされたグローバリゼー

ションのせいで、短期資本が電光石火の速さで市
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山本博之（国立民族学博物館地域研究企画交流センター助教授） 

／中田　考（同志社大学大学院神学研究科教授） 
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マレーシアにおける
グローバリゼーションと宗教復興

この動きにより、グローバリゼーションの課題のいく

つかに対する宗教的対応として宗教間の対話努力

や社会行動が改めて重要視されるようになりまし

た。こうした「連帯のグローバリゼーション」は、テロ

行為や世界の飢餓を阻止し、世界の平和を促す

グローバルで有効な動きとなって現れています。

「暴力克服のためのエキュメニカルな10年（2001
年～2010年）」を宣言する決定を下した世界教会協
議会も同じ精神を抱いており、暴力の単なる傍観者

から世界における平和と和解に努力する積極的な

仲介者となるために世界各地の地域の教会コミュ

ニティや他の宗派と協力していこうとしています。

暴力克服に向かおうとするこうした変革を成し遂

げることができる仲介者となれるのは誰なのか。世

界の全ての宗教が中心的役割を果たすべきであ

り、また果たすことができます。世界の平和と正義

を達成するための宗教間対話は、社会間の紛争

や宗教間の紛争を解決し、一変させる道を開きま

す。異なる宗教を信じる人たちが互いに排他的に

なるのではなく、互いを豊かにし、互いに敬意を表

すべき存在として、互いの違いを受け入れ、尊重

し、肯定する能力を高めることが大切です。

異なる宗教の共存と宗教間の対話はアジアで

は何も新しいことではなく、特にマレーシアでは新

しいことではありません。長い間、平和な時も戦争

中も宗教は相互作用を繰り返してきましたし、複数

の宗教コミュニティの長年にわたる共存は複数主

義の枠内で国民性を形成するのに役立ってきまし

た。マレーシアの例を見てみましょう。異なる民族

集団や宗教集団の平和な共存は、他の国々が模

倣する価値のある例となるのでしょうか。

マレーシアの場合、宗教、民族性、伝統文化は

社会的アイデンティティの目印です。有望な観光地

としてマレーシアをプロモートするために使用される

キャッチフレーズは「マレーシア：真の意味のアジア」

ですが、これには幾分の真実がないわけではあり

ません。マレー人、中国人、インド人そして先住民

族のコミュニティは、それぞれが所属する民族集団

と宗教を基盤とした社会的アイデンティティと政治的

忠誠心を持っています。マレーシア政府は1957年
の独立以来、いくつかの政党から成る連立政権で

あり、それぞれの政党に民族的基盤があり、各自

の民族の有権者に支持を求めます。

マレーシアでは民族性と宗教が結びついている

ため、政治的にもムスリム領域と非ムスリム領域の

宗教勢力圏に二分されており、ムスリムが60％、非
ムスリムが40％となっています。前者は主にマレー
人の勢力範囲です。全てのマレー人は憲法条項で

明確に定められているとおり、生まれながらのムスリ

ムであり、国内の特権を享受できる存在です。一方、

中国人、インド人、先住民族のコミュニティでは、民

族的アイデンティティと所属宗教集団との関係はそれ

ほど堅固ではなく、非マレー民族集団間では仏教、

キリスト教、ヒンドゥー教、シーク教、道教、バハーイ

ー教などの宗教の枠を超えて流動性があります。非

ムスリムの社会では、民族性と宗教との関係が比較

的緩やかであるにもかかわらず、非マレー人としての

明白な連帯感があり、マレーシア国内における重要

な少数派として協力し合い、ムスリムが多数を占め

るマレー人主導の政府に相対しています。

マレーシアでの全ての主要な宗教コミュニティ内

における宗教の復興には明らかに共通する特徴が

二つあります。各宗教コミュニティは複数信仰の状

況のなかで自分たちの利益を守ろうとしています。

その一方で、宗教間の連帯のネットワークが生まれ

つつあります。権力の乱用、上層部の汚職、若者

に影響を与える生活様式の欧米化により、社会に

おける宗教の役割を守り、強化するためにこうした

課題に共同で対応しようという呼びかけがあること

が明白です。政府と市民社会の両方が宗教間の

対話と社会的行動を促し、維持しています。

時間の関係で、マレーシアにおける宗教の復興

についてのみ、即ち、宗教間の対話の観点からの

み考察したいと思います。
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場に出入りするようになりました。この資本は巨額で

あると同時に消えていくのも速く、それに対応するメ

カニズムを持たない国家経済を大混乱に陥れる力

があります。こうしたこと全てから、グローバリゼーシ

ョンが近代生活を形成するあらゆるものを巻き込み、

あらゆる所に浸透する現実のものとなってきたことが

わかります。グローバリゼーションは現代では人 と々

国家の統合的生活の唯一の社会的現実であり、人

間の発達を理解するという点からみると、あまりにも

影響力があり、矛盾に満ちているので、誰もがグロ

ーバリゼーションの機会と危険の両方を甘受せざる

を得ないのが現実です。

グローバリゼーションが宗教や宗教コミュニティに

与える影響については学界で熱心に議論されてい

ます。宗教は敗退しつつあり、前近代社会の遺物

として、世俗化のテーマのなかでのみ生き残るので

しょうか。宗教コミュニティはグローバリゼーションに

よる均質化の動向に耐えることができるのでしょう

か。宗教コミュニティが育んできた精神的伝統はや

がて、その活力と生命力を失っていくのでしょうか。

新しい宗教的動きは、グローバリゼーションの負の

影響を阻止できるような精神的意味を見出したい

という現われなのでしょうか。

グローバリゼーションが物質主義的生活観に基づ

く「ユニバーサリズム」を強要するなかでの宗教の再

生や復興は、競争を志向する精神や世界観が渦巻

く市場のなかでグローバリゼーションは人々が自分

の宗教的アイデンティティを改めて主張することに貢

献してきたという証拠でもあります。南から北へ、北

から南へ人と宗教的アイデンティティが移動し、宗教

的原理主義が「高まり」を見せ、宗教に名を借りた

暴力が増加し、新しい宗教運動が急増しています

が、これら全てがグローバルな現実としての宗教的

多数主義を新たに意識することに貢献してきました。

長期的には宗教は、地球上で生きることの真の

目的を問い直す道徳的価値観と精神的価値観を

踏まえ、倫理的に責任を持ってグローバリゼーショ

ンに対応することによってはじめてグローバリゼー

ションの挑戦に立ち向かうことはでき、人々と地球

の貪欲さ、暴力、搾取に基づかない思慮深い世界

観を提示することができます。個人とコミュニティの

意識内にこれまでのものに替わる宗教的価値観や

倫理的価値観が内在していることが、現代の新し

い宗教運動を推進しているように思われます。

宗教は2段階で、グローバリゼーションの負の面
を阻止し、有効な役割を果たすことができます。一

つは、グローバリゼーションによって促進される負の

価値観に対して弾力性のある精神力を持つ地域の

宗教コミュニティを育てることです。こうしたコミュニ

ティは人間の尊厳、正義と平和のために努力する

必要性、神の土地を守る責任を重視する「神の倫

理」を奨励するはずです。

真に神を意識する社会では、市民という重要な

セグメントは不正や不道徳に立ち向かい、自由と平

等を支持し、個人とコミュニティとの間、そしてコミ

ュニティと環境との間の調和と均衡を保ちます。市

民は地上における神の代理人としての立場を十分

に意識し理解しているが故にこうしたことを行なう

のです。そのため、神を意識する個人とは、神を深

く愛することによってうそ偽りのない正義と思いや

りの気持ちから、同胞である人間と創造された世

界全体を理解するだけでなく、それらに対する自ら

の責任を果たそうとする人です。このような個人と

社会がグローバリゼーションの悪影響を真に防ぐ手

段となるのです。

さらにもう一つの段階として、宗教がグローバリ

ゼーションを「教化する」というグローバルな努力が

必要です。例えば、サミュエル・ハンチントンの言う

「文明の衝突」にはっきりと立ち向かうため国際宗

教議会に関係する宗教指導者たちは、万人のため

の正義と平和に基づく世界を構想するなかで世界

の宗教の助けを求めるように国連に影響力を及ぼ

すことができました。国連は2001年を「文明間の対
話」年とするという思い切った措置を講じました。
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の場合痛みを伴って、「一つの家族としての人類」

の意味を認識し始めていると人々は感じています。

恐らくこれは、私たちの共通の人間性を基盤とす

る全人類のためのコミュニティ実現に向けて各国

が取らなければならない道です。多様性が尊ばれ、

人々の尊厳が認められ、万人のための正義が保証

され、暴力行為に取って替わる他のあらゆる手段

より平和が優先される世界を構想する道です。こ

れはグローバリゼーションでは決して達成できない

コミュニティです。

人間性という共通するものによって様々な宗教

と人々が結びついたこのような全人類のためのコ

ミュニティが実現したとき、私たちは世界教会協議

会の「暴力克服の10年」が達成しようとしているこ
と、即ち「社会のあらゆるレベルで統治の責任を担

う人たちの模範となるような相互尊重と平和による

グローバルな文化を生み出す方法を求めて」の意

味が理解できると思います。
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最初に復興の状況について少しお話します。

1957年に独立を成し遂げた時、マレーシアはイス
ラームがその後も依然としてマレーシア連邦の公式

宗教となるという条項を含む一般憲法（マレーシア

連邦憲法の第3条）を採択しました。現在の学問的
言説では「公式」という言葉の意味が依然として討

議されています。また、マレーシアの憲法は第11条
で全ての市民に宗教の自由を保証しています。

1970年代から、開発と近代化がもたらした生活
の急速な棲み分けを受けて、マレーシアのムスリム

の生活におけるイスラームの価値観、イスラームの慣

習、イスラーム制度、イスラーム法を建て直そうとす

る努力に対する関心が高くなりました。最初は過

激派が扇動して変革を起こそうとしたのですが、た

ちまち多数の人が熱心に支持するようになり、或る

点で政治的野望を見せ始めました。マレーシア国

家はマレー人有権者の支持を確保するために、親

イスラム政策を策定して信頼性を高める努力を始

めました。そして、イスラーム復興の兆しが服装から

食事規定、モスク建設、イスラーム銀行の設立に至

るまであらゆる場所で見られるようになりました。

これに対して非ムスリムのコミュニティは、国民生

活のなかでイスラームの価値観と象徴が優勢を誇

っているのを見ながら、階級制の終結、自分たちの

全国的組織の急速な制度化、国家の問題に関す

る意見を頻繁に発表することなどにより自分たちの

宗教コミュニティのための利点と弾力性を獲得しま

した。さらに非ムスリムの宗教コミュニティは1983年
にマレーシア仏教・キリスト教・ヒンドゥー教・シーク

教協議会を設立することにより、団結して強さを示

してきました。また、1985年に設立されたマレーシ
アキリスト教連合は、主流の教会と福音派の教会

からカトリック教徒とプロテスタントを団結させまし

た。ムスリムの団体やグループはこれまで、こうした

異なる宗教信者同士のイニシアチブに参加する必

要があるとは考えたことはありませんでしたが、今で

は徐々に変化しており、特に2001年9月11日の例の

出来事以降は変化してきています。

政治と共同生活においてはマレー人と他の国民

との二分化は依然としてあるものの、どの宗教を信

じていようとマレーシア国民は日常的には日々の多

くの出会いのなかで互いに平和かつ愛想よく生活

し、交流し、関係をもっています。

現在のマレーシア首相は2003年に首相に就任し
ましたが、宗教における穏健な姿勢を通して平和な

共存を促し、強化し、普遍的に受け入れられる宗教

的価値観に基づく正義と平和のための協調行動の

共通の基盤づくりを目指す政策を一貫して策定して

きました。しかし、これはマレーシアにおけるムスリム

コミュニティが開放的な立場を取り、マレーシア国民

の間にある人種や宗教による違いを維持しようとす

る政治風土を排除してはじめて実現します。

市民社会や宗教に基づいた集団の最近の努力

のなかで、「マレーシアの宗教を超えた委員会の設

立に向けてのイニシアチブ」に関する国家会議が

2005年2月24日～25日に開かれました。この会議
では、政府に実行についての審査を求める法案が

採択されました。しかし、マレーシア首相からの公

式の対応はその法案を保留することでした。

宗教を超えた委員会は、宗教的な違いを政治

的な枠組に組み込むことを止めて、国内の平和、

調和、統一を促す融和的で諮問的なアプローチを

取り入れる機会をマレーシアに提供するものです。

或る意味で、グローバリゼーションの挑戦に対応

するために、往々にして徳と善の表出を自分と同種

の集団に限るという宗教の狭量かつ排他的な概念

を捨てるべきです。さらに重要なことは、マレーシア

の状況における場合と同様、宗教コミュニティは排

他性を排し、より多元主義的な見解をもつようにな

るべきです。社会的現実そのものによって、私たち

は排他的姿勢を排除し、私たちの宗教に対して普

遍性を持って適応し、「相手の宗教」にもこれまで

以上に配慮していかざるを得なくなっているように

思われます。事実、あらゆる社会がゆっくりと、多く
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イスラーム復興と
ヒズブ・タハリール・インドネシアの政治運動

「イエス」である。グローバリゼーションは確かに西

欧諸国にとっては繁栄を意味しており、事実、かつ

てない水準にまでグローバル化は進んだ。その一

方で、第三世界諸国は、依然として貧困ライン以下

の生活をしている。1 9 9 9年の国連開発計画
（UNDP）の報告によれば、世界の人口の5分の1
が86％の物とサービスを消費し、その一方で、残り
の人々、世界の貧困層を形成する人々の消費は

1％にも満たなかった（７。

従って、近代化もグローバリゼーションも空虚なスロ

ーガンであって、より良い世界に向けて積極的に貢

献することはなく、とりわけイスラーム世界においては、

生活水準を下落させる傾向がある。さらに、対抗者

のない支配力を世界各地で行使するなかで、帝国

主義諸国は常に恩恵を施す側である。この事実は、

冷戦の終結時（即ち、ソビエト連邦の崩壊時）により

鮮明に示され、米国は対抗者のない唯一の超大国

として台頭した。さらに、9・11の悲劇以後、イラク戦
争やアフガニスタン戦争、米国愛国者法などアメリカ

主導の反テロ政策の一方的な実施に見られるよう

に、最近ではアメリカの優位が明白となってきた。

要するに、近代化とグローバリゼーション、そして最

近の反テロ戦争（つまり、テロに対する地球規模の戦

争）が融合して、一つの政策となってきた。即ち、西

欧資本主義諸国の帝国主義政策を、他の国々、特

にイスラーム世界の国 に々押しつける政策である。

帝国主義とアイデンティティーの問題
西欧帝国主義はその手段や形態がどのようなもの

であろうとも、人類史上見過ごすことができない多大

な苦難をもたらしてきた（８。天然資源の搾取、そして

2003年3月の米国による侵攻で始まったイラク戦争
の人道的危機は（９、そのうちの2例にすぎない。
その上、帝国主義は、世界の様々な共同体にお

いて、アイデンティティーの重大な危機を引き起こし

た（１０。例えば、イスラーム共同体におけるアイデンテ

ィティーの危機を示す典型的なものが世俗化であ

る。帝国主義の一般的な特徴である政治支配、軍

事支配、経済支配に加え、世俗化はイスラーム共同

体（ウンマ）がイスラームの価値観から分離すること

を推進してきた。世俗化したウンマは、資本主義、

政治的日和見主義、物質主義的教育、西欧の非道

徳的で快楽主義的な文化、諸派が融合した似非

宗教などを是認する社会環境の中で生きていくし

かない。このようなよそ者社会の特徴が、西欧イデ

オロギーによるウンマ支配をもたらしたのである（１１。

さらにまた、西欧主導の世俗主義はムスリムの思

考方法にまで浸透し始めた。ウンマは、宗教多数

主義、民主主義、自由市場、人権、宗教間対話、

フェミニズムといった世俗的思想を強引に推し進

める対象となってきた（１２。ムスリムがこのような思

想を受け入れて支持すれば、抵抗なしに西欧文化

の蔓延がさらに進むであろう。

それゆえ、世俗主義を伴う帝国主義は、ウンマに

対し、不自然なアイデンティティ、即ち、イスラームに

無縁の価値観、規範、規則から生まれるアイデンテ

ィティーを持つことを強いている。世俗主義によって

もたらされる社会とイスラームの価値観とは完全に分

離しているため、危機はさらに高まっている。さらに、

イスラームの教義はありとあらゆる面でその教義に則

った生き方をすることを要求しているが、世俗化した

システムの下では、ムスリムはイスラムの教義を見失

ってしまう。世俗的精神のせいで、イスラームの教義

は現実の中では生かされず、人々の心の中や、婚

礼・誕生・死・儀式・宗教的祝日といった折々の個

人的な時間のなかでのみ見られるようになる。イス

ラームの教義がこのように時と場所を選んでごく個

人的な形となって現れることは腐敗したごまかしの

体制であることは明らかであり、人間に関する事柄

を規制する完全で包括的なシステムとしてアッラーに

よって啓示されたイスラームのあるべき地位と機能を

奪い去るものである。世俗化が完了した時点で、イ

スラーム共同体がアイデンティティーを集団で喪失して

いるかアイデンティティーを（世俗や資本主義のような）
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帝国主義―核心的問題
自由化、近代化、グローバリゼーションは、外交

的あるいは戦術的な言葉であり、それが意味する

ところはただ一つ、帝国主義である。帝国主義と

は、権力・支配力・他国に対する願望を拡大したり

押しつけたりすることによって、他国を搾取する政

策、実践あるいは主張である（１。帝国主義あるいは

植民地主義（isti’ mariyah）は、地球規模で影響

を及ぼそうとする資本主義的イデオロギー特有の

手法であり、政治的、軍事的、経済的、文化的支

配といった形で現れる。

19世紀から20世紀にかけて西欧列強によって
行なわれたイスラム世界の植民地化や占領は、露

骨な形の帝国主義であり、軍事的に支配した後に

天然資源の搾取が行われた（２。第二次世界大戦

が終結した1945年に軍事帝国主義は終わりを迎
え、帝国主義そのものにもきっぱりと終止符が打た

れるだろうとの期待があった。しかし、「近代化」と

いう新たな言葉の下、帝国主義の策謀は一見する

と素晴らしい様相を呈しているが欺瞞的な形で続

いており、旧宗主国の優勢な政治的・経済的圧力

が、旧植民地、主としてようやく独立を勝ち取った

ように思われるイスラム諸国に加えられている。「開

発政策」（３とも称される近代化は実際には、元臣

下であった国に対する支配力維持をもくろむ西欧

列強の一連の第二次世界大戦後政策である（４。

植民地が独立を勝ち取るか独立を認められてか

らほぼ半世紀が経過した1980年代までに、「第三
世界」の大半の国は近代化によって生活の質を向

上させることはできなかった。貧困、低開発、先進

諸国による天然資源の搾取は明白であり歴然とし

ている。現在、先進工業国は、その人口が世界人

口に占める割合はわずか26％であるにもかかわら
ず、総生産力の実に78％を意のままにしており、国
際貿易の81％以上、肥料生産の70％以上、武器
弾薬の87％以上を支配している。その一方で、世
界人口の残り74％を占めるアジア、アフリカ、南ア
メリカは世界の総生産力の5分の1に甘んじなけれ
ばならないのが現状である（５。

これらの疑いようのない現実に直面しても、帝国

主義諸国はこれまで続けてきたやり方を中止しよう

ともせず、休止することさえない。それどころか、搾

取的なやり方を続け、世界を支配している。それは、

貪欲さに基づく資本主義イデオロギーの当然の傾向

である。さらに1980年代中頃、これら帝国主義諸国
は「グローバリゼーション」という名の新たなイニシア

チブを開始した。グローバリゼーションの狙いは、政

治上、経済上の覇権を維持することであった。

グローバリゼーションのイニシアチブは、民営化

や経済政策への国家の非介入、「自由市場」への

絶対的依存に重点を置くものであり、レーガン大統

領政権下の米国とサッチャー首相政権下の英国に

おいてそれぞれ、ネオリベラリズムの到来に伴って

出現した。それ以後、グローバリゼーションは、

WTOやIMF、世界銀行などの国際機関を通して

第三世界諸国に押しつけられてきた（６。

グローバリゼーションは繁栄の拡大を目指してい

るのか。 その答はやりきれない気持ちをこめての
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い。なぜならそれは、イスラームとは無縁の思想で

あり、ウンマの歴史と何ら関係ないからである。世

俗主義は本質的に普遍的なものではなく、主として

西欧に限定された経験である。従って、多くの特

徴において西欧世界と異なるイスラーム世界に世

俗主義を強いることも押しつけることもできない。イ

ンドネシア人でありキリスト教思想家であるTh. ス

マルタナは、次のように率直に述べている。

宗教と国家の関係に関して西欧で起こっ

たことは、地域的な特徴であって、限定的か

つ非普遍的である。さらに、その結果生じた

理念を、世界の他の地域において、宗教と国

家の複雑な関係を治療する特効薬として使う

ことはできない（２０。

しかしながら、近代化の拒絶は、科学やテクノロ

ジーの拒絶を意味するものではない。医学・工学・

数学・天文学・物理学・化学・農業・工業・交通・通

信・海洋学・地理学など、種々様々な領域の科学の

追求や修得は本来、それが人類の幸福のために役

立つか向上させるものである限り、奨励されている。

このような科学の領域は普遍的であり、価値観とは

無縁であり、イスラーム共同体は、イスラームの教義

（aqeedah）や法（shari’ah）と矛盾しない限り、それ

らを採用して利用することを許されている（２１。

従って、HTIが近代化を拒絶するのは、それがイ

ンドネシアにとって世俗的な方策や意味合いをもつ

からである。というのも、近代化とは、20世紀の中頃
に始まった西欧の新帝国主義的野望を拡大しようと

するものだからである。それに対応して、HTIは、シャ

リーア（イスラーム法）の適用を推進してきた。2002年
には、国民協議会の年次総会の機会を利用して「シ

ャリーアでインドネシアを救え」と働きかけた。このキャ

ンペーンの目的は、社会のあらゆるレベルにおいてシ

ャリーアを包括的に適用することによって、インドネシ

アを多面的な危機の奈落から救うことである。

政治的、経済的、社会的、文化的な危機はただ

単に経済的、政治的な要因によって引き起こされる

のではなくて、シャリーアに基づかない世俗的制度

の適用に起因しているというのがHTIの見解であ

る。イスラームの考え方では、シャリーアに背けば

fasad（混沌、腐敗）に陥ることになる。そのため、多

面的な危機とは、シャリーアに解決策を求めない世

俗的制度を適用したことによるfasadなのである。

HTIは、インドネシアの多面的な危機は非イスラー

ム制度の適用だけが原因ではなく、シャリーアに対し

て責任を負ってこなかった、信頼できない指導部に

も原因があると強く主張する。指導部問題について

は、HTIは、2004年9月11日のジャカルタでの長い行
進を支援し、1万人もの参加者を集めた。そのテーマ
は「世俗の指導者どもを拒否し、シャリーアとキラファ

（女性の完全なる力と権威）を守れ」であった。

HTIはまた、グローバリゼーションの問題について

も断固たる姿勢をとっている。HTIはグローバリゼ

ーションを、形を変えた西欧帝国主義と見なしてい

る。その標的はウンマである。グローバリゼーション

を単純素朴に理解するわけにはいかない。グロー

バリゼーションは単に、通信や情報テクノロジーの驚

異的な成果を用いて世界のいろいろな地域を一つ

の大きな村にまとめようとするプロセスではない。ま

た、グローバリゼーションは単に、あらゆる関税や貿

易制限を撤廃することによって地域経済を国際経

済に統合することを意味するものでもない。グロー

バリゼーションは本質的に、資本主義イデオロギーを

普遍化する行為であり、地域経済は、IMFやWTO、

世界銀行などの国際機関によって押しつけられる新

自由主義原理の主要な標的となる。これらの機関

は、脆弱な民族国家に対する支配や搾取活動を容

易にするために設立された。世界は、大した抵抗も

せずに、資本主義イデオロギーを受け入れるだろう

と思われている。結局のところ、資本主義は歴史上

の勝利者であって、1991年には共産主義を打倒し
た。だが、HTIは、あらゆる種類の新自由主義経済

政策を拒絶する。なぜなら、それが西欧帝国主義

の本質的な部分だからである。
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イスラーム以外の価値観へと変質させていることは

避けられない。その結果、クルアーンに示された通

りのイスラームを厳守することから生れるイスラーム共

同体の栄誉は次第に低下していくだろう。

ヒズブ・タハリールにとって、近代化やグローバ

リゼーションの結果としてウンマを悩ますアイデンテ

ィティ危機は、民族国家という意味でのアイデンティ

ティの危機でないことは明らかである。むしろ、その

危機は、民族国家ではなく、一つの統一体であり

分割不可能であるウンマとしてのムスリムのアイデン

ティティをめぐる危機なのである（１３。

規範的で歴史的な観点から考察すると、イスラ

ームで言うところのウンマとは、イスラームの価値観

（aqeedahとshari’ah＝教義と戒律）で結びつけら

れた単一のウンマである。世界各地のムスリムは、

50を超える民族国家に散らばっているのではなく、
キラファ・イスラミアの一元的統治の下で生きてい

くことになっている。イスラームで言うところのウンマ

は、国家主義や愛国心に傾倒して（部族や民族と

いった）浅薄で狭い別々のアイデンティティを持つこ

とを禁じられている。そのため、ヒズブ・タハリール

は国家主義や愛国主義を規範的理由と経験的理

由から拒絶しているのである（１４。

このような考え方から出発しているヒズブ・タハ

リールは、近代化という現代の着実な流れを目にし

て「その土地の知恵」（kearifan local）という言い

回しを引き合いに出すインドネシア・イスラーム共同

体の一部の分子による誤った反応についても批判

している。この言い回しは狭く、曖昧で、運命論的

姿勢やある種の無気力である以外に何の意味もな

い（１５。そうではなくて、イスラーム共同体はアイデン

ティティーの危機に、断固とした明確で聡明な対応

をもって取り組まなければならない。

近代化とグローバリゼーションに関するヒズ
ブ・タハリールの見解
ヒズブ・タハリールは、アッラーの意にかなうよう

にと、1953年にシェイフ・タキュディーン・アン・ナバ
ーニ（1908～1977年）によってアル・クッズ（エルサ
レム）に設立された。ナバーニは、信心深い高潔な

人物、思想家にして著述家、政治家にして政略家、

アル・クッズのシャリア控訴法廷の裁判官であった
（１６。ナバーニとその次の指導者のもと、ヒズブ・タハ

リールは、五大陸の40もの国々、数百万ものメンバ
ーや支持者への影響力拡大に努めてきた。1980
年、ヒズブ・タハリールはインドネシアにまで勢力を

のばし、ジャカルタの国際イベント「イスラーム・カリ

フ会議」を後援することによって2000年には公に
知られる存在となり、「ヒズブ・タハリール・インドネシ

ア」と名乗った。

では、ヒズブ・タハリール・インドネシア（HTI）は

近代化の、特に何を批判しているのだろうか。HTI

は、近代化が、西欧のパラダイムを用いて伝統社会

を近代社会に変えようとする手の込んだソーシャル

エンジニアリング（人を騙して必要な情報を手に入

れるもの）だということに反発しているのである（１７。

社会科学者たちは、近代化とは単なる探究心の表

明だと言っているが、啓蒙された精神を持つ者で

あれば誰でも、近代化とは本質的に世俗化の過程

であることに気づく（１８。

西欧ルネサンスの到来をかき立てたのは、世俗

主義的信条を核とする資本主義イデオロギーの台

頭であった。この新たな信条は、5世紀から15世
紀にかけてヨーロッパを支配していた教会と国王の

権威の結びつきに対する通俗的な拒絶に反映され

ている（１９。従って、西欧の復興は、宗教的権威の

拒絶という本質的特徴を持っていた。キリスト教は

近代化とは相容れないものであることが証明され

たが、すべての宗教を無差別に拒絶するのは不当

である。イスラームはキリスト教ではない。事実、イ

スラーム世界ではイスラームは、イスラーム黄金時代

として知られる700年にも及ぶ高度な文明の息吹
や基盤として役立ってきたのである。

それゆえ、世俗主義は拒絶されなければならな
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そうとするよそ者のイデオロギーが、ムスリムのウン

マに圧力をかけることはもはやできない。ウンマが、

自然な世界秩序としてイスラームを明示する義務を

放棄することはもはやあり得ない。この重大な節目

の時を迎え、ヒズブ・タハリールは資本主義に対し、

自発的に身を引いて現在の地位から撤退すること

を求める。でなければ、そのうちにイスラームに制

圧されるのを待つだけである。インシャ・アッラー―

神の思し召しのままに。「神は、神の導きを携えた

使者を遣わされ、他の生き方より優位にある真の

宗教をもたらされた。多神教者たちはそれを憎悪

するが」（S. A. Maududi, The Meaning of the

Qur’an, As-Saff [61]: 9）。
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(Undisclosed publisher: Hizbut Tahrir, 1996); Abdul
Qadim Zallum, Dangerous Perceptions to Attack
Islam and to Strengthen Western Civilization
(Mafahim Khathirah li Dharb Al-Islam wa Tarkiz Al-
Hadharah Al-Gharbiyah), M. Shiddiq Al-Jawi翻訳
(Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1998)も参照のこと。

13）ヒズブ・タハリールは、「ウンマ」を「国家」と区別している。
ウンマとは、唯一の生活方法・システムによって結びついて
いる人々の集団である (majmuu’ah al-naas tar-
buthuhum thariqah mu’ayyanah fi -al-‘aisy)。一方、
「国家」(al-sya’b)とは、同じ土地に住み、同じ血族や血統
に由来する人々の集団(majmu’ah al-nas alladzina min
ashlin wahidin ya’isyuuna ma’an)である。Taqiyuddin
An-Nabhani, At-Tafkir, (Undisclosed publisher:
Hizbut Tahrir, 1973), p109を参照のこと。

14）国家主義や愛国心に対するヒズブ・タハリールの痛烈な批
評については、Taqiyuddin An-Nabhani, Nizham al-
Islam, (Undisclosed publisher: Hizbut Tahrir, 2001),
pp 22-23も参照のこと。さらに、Hizbut Tahrir, Muslim
Charter (Mitsaaq Al-Ummah), Abu Afif dan M.
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グローバリゼーションと自由化は、インドネシアに

通貨危機が吹き荒れた後に、当時のインドネシア

大統領スハルトとIMF専務理事カムドシュが同意

書に署名した結果、インドネシアに入ってきた。同

意書に記載されている条件には、国庫補助金の撤

廃、民営化や自由化が含まれている。その条件の

いくつか、たとえば肥料や燃料の補助金の撤廃な

どが今や実施されており、非常に重要な二つの必

需品の価格上昇が人 を々直撃している。2001年の
エネルギー法により国営石油ガス会社ペルタミナに

よる独占は2005年までに廃止されるが、エネルギ
ー部門の自由化に伴い、燃料補助金が廃止され、

それに続いて外国のエネルギー企業が参入してき

た。その結果、IMFの見えざる手とそのパートナー

たちは、いとも簡単に、しかも合法的に、インドネシ

アの天然資源を搾取している。新植民地化、ある

いは経済帝国主義という言葉以上にこの現象をう

まく表現する言葉があるだろうか。

インドネシア経済に新自由主義が蔓延しているもう

一つの例は、2004年の水資源法である。この法律
は、水の民営化に道を開く多くの点を概説したもの

であり、水を公共財産から営利目的商品に効率的に

移行させるものである。そこで、HTIは、フォーラム・ウ

マット・イスラーム（FUI）内の他のイスラームグループと

ともに、2005年4月29日にジャカルタでの公開討論や
大規模なデモを支援し、水資源法による水の自由化

を拒絶した。FUIは声明を出し、この法律を退けて

イスラームのシャリーアに則った法規に置き換えなけれ

ばならない、それこそが必需品である水を提供するこ

とによって国民を守ることになり、公正な水の分配を

統制することになるのだと主張した。

HTIは、天然資源の管理などの恰好の標的に

対して国際的な資本家たちが弄する自由化の術策

に細心の注意を払ってきた。最近、自由化の動き

がチェプ石油ガス田で起っている。HTIはインドネ

シア地質学者協会（IAGI）の公開セミナーに招か

れたが、そこでは、政府とエクソンモービルとの契

約が最近、延長されたことについての討議が行な

われ、問題があることが判明した。エクソンがチェ

プ地区で130万バレルのガスを開発する権利は

2010年に終了することになっていたのだが、その
権利が延長されるというのである。エクソンはまた、

さらに多くのストックオプションと利益配当を得るこ

とになる。このセミナー参加者は、技術的にも歴史

的にもメリットがないのに契約延長の決断がなされ

るのは奇妙だと考えた。インドネシアの事業仲間が

支援するブッシュ体制からのプレッシャーが高まった

というのが唯一もっともらしい理由である。これが

グローバリゼーションであり、天然資源の経済的価

値を搾取しようとしているのである。

結論―イスラームにチャンスを！
要するに、植民地化も近代化もグローバリゼーシ

ョンも、資本主義の一つの方策であって、必ずしも

他国の福利改善を求めているではない。生活の質

が向上しないのは総じて、同胞である人間から搾

取することによって資本所有者が利益を吸い上げ

ることによる当然の結果である。

従って、資本主義は地球上の状況を好転させる

ことはできない。その脆弱さの兆しは表面化し始め

ているものの、資本主義は米国版の対テロ戦争で

示されたとおり、イスラーム世界を搾取または威嚇で

きるだけの十分な影響力を維持している。だが、明

らかに世界はあくどい搾取にうんざりし始めている。

他方では、1990年代以降は博物館入りとなって
しまった社会主義の遺物が未だにキューバや北朝

鮮などの国々に残存している。にもかかわらず、そ

のような国々においてさえ、社会主義は徐々に資本

主義へと移行している。

そのため、イスラームは人類最後の頼みの綱な

のである。イスラームのチャンス到来である。しばら

くすれば、好むと好まざるとにかかわらず、イスラー

ムは最終的に資本主義に取って代わるものとして

再浮上するであろう。イスラームを生活から切り離
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本稿では、フィリピンのイスラームを巡る諸問題、

およびグローバリゼーションの諸側面について取り

上げたいと思います。またフィリピン南部に住む部

族から成る言語集団、モロ族における言語と政治

の関連についても検証したいと思います。特に言

語がいかに表象され、再現（re-presented）され、

形成され、さらには権力と歴史観を巡る闘争である

種の役割を果たすに至ったのかという問題に焦点

を当てます。そして最後に、モロ族による闘争とそ

の変貌の過程、さらにはその意義について取り上

げます。

ご承知の通り、フィリピンのイスラームは新たな段

階を迎えつつあります。フィリピンのイスラームは、サ

ラフィーア（サラフィー主義）という本質主義的主張か

ら発展したものですが、社会学的には東南アジアの

イスラームに固有の伝統的形態から脱却し、政治的

支配および民族解放を目指す過激派としての様相

を呈しています。当然のことながらその結果として、

フィリピンのイスラームが全体として多様で多元的な

性質を持っているにもかかわらず、フィリピン政府と

イスラームとの間に緊張関係が生じているのです。

この状況は、主としてイスラーム共同体における社

会改革の要求によって引き起こされたものですが、

民族自決権の獲得を目指すモロ族の闘争に解決の

メドがたたない以上、こうした改革の要求は、必然

的にフィリピン政府や同国の国益とは相容れなくな

っているのです。また近代化、ポストモダンの影響、

グローバリゼーションの波が、次から次へと押し寄せ

てきた結果、国家建設のあり方が見直される中、イ

スラームとフィリピン政府の関係は緊張の一途を辿

っています。そしてこの傾向が特に顕著なのが、フィ

リピン南部に住むモロ族社会なのです。

間違いなくこうした状況は、フィリピンのイスラー

ムの形態や動学に特有の様々な要因からもたらさ

れたものです。フィリピンのイスラームがこのように

独自性を持つに至った背景には、主としてフィリピ

ンのイスラームが独特の発展を遂げたことが挙げ

られます。すなわちフィリピンという国家体制に組

み込まれることなく、また同国政府が、ムスリムを

積極的に受け入れようとはしなかったがために、

彼らは新たな「人格
ペルソナ

」を持つに至ったのです。

更にフィリピンにおけるイスラームのこの新しい形

態には、東南アジアにおける伝統的なイスラームに

当て嵌まらない特徴があります。これは民族国家

に特有の構造や、フィリピンの政治状況ゆえに、多

くの少数派、文化的共同体の住民や先住民といっ

た人たちが不安定な状況におかれているからで

す。彼らは、国家政府のみならず自らの社会との関

係においても、不安定な立場に甘んじざるを得ま

せん。その結果、彼らはわずかな選択肢しか持て

ず、しかも外からの圧力や影響力に翻弄されやす

くなるのです。少数派の中には、国家権力から押

し付けられた新しい政治・経済体制を受け入れる

者がいる一方で、多くの者は自らの権利とアイデン

ティティを主張せざるを得ない状態に追い込まれま

した。その主たる原因は、彼ら独自の伝統、利益、

希望と、中央政府のそれとの間に著しい不平等と

不均衡が生じたからです。したがってフィリピンのム
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Maghfur翻訳, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1997)
も参照のこと。Muslim Charterでは、ヒズブ・タハリールは、
国家主義の概念を断固非難し、「…悪の結束で、破壊的結
束…。イスラームはこの種の結束を否定し、禁じている。西
欧によって国家主義思想がムスリムの地に広められ、その結
果、イスラームの一体性が崩壊し、似非独立ムスリム小国家
が生まれた。国家主義の危険性は、ウンマやイスラームのカ
リフ統治を破壊することである。…従って、国家主義のプロ
パガンダは、由 し々き罪であり、明らかな犯罪である。さらに
言えば、国家主義とそのプロパガンダを粉砕することは、ジハ
ードと同レベルの義務を有する宗教的責務である」と述べて
いる。(Hizbut Tahrir, Muslim Charter, pp19-21).

15）例えば、Saifullah Yusuf, “Rekonstruksi Tradisi dan
Kearifan Lokal untuk membangun Demokrasi
Indonesia,” Imam Subkhan (Ed.), Siasat Gerakan
Kota Jalan Untuk Masyarakat Baru, (Yogyakarta:
LABDA, 2003), pp 61-62を参照のこと。また、
Zakiyuddin Baidhawy dan Mutohharun Jinan (Ed.),
Religion and local cultural pluralism, (Surakarta:
PSB PS UMS, 2003)も参照のこと。

16）Hizbut Tahrir, Understanding Hizbut Tahrir (Hizbut
Tahrir), Abu Afif and Nurkhalish翻訳, (Bogor:
Pustaka Thariqul Izzah, 2002), p34.

17）Harold Crouch, Political development and
Modernization (Jakarta: Yayasan Perkhidmatan,
1982), pp12-21.

18）同上書 p13.

19）Taqiyuddin An-Nabhani, The System of Islam
(Nizham al-Islam), (Undisclosed publisher: Hizbut
Tahrir, 2001), pp27-28.

20）Th. Sumartana, Robert Audi, Religion and secular
mindset in a liberal society の前書き部分（Yogyakarta:
UII Press, 2002), pxiv.

21）Abdul Qadim Zallum, Democracy a Kufr system:
Haraam to Adopt, to Apply, and to Propagate (Ad-
Dimuqrathiyah Nizham Kufur Yahrumu aklhdzuha
aw Tathbiquha wa Al-Da’watu Ilaiha）pp40-41.
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植民地経験の有無、経済発展、宗教、文化などに

よって多岐にわたるため、グローバリゼーションの

影響を受け易い社会もあればそうでない社会もあ

るからです。しかし新商品が登場し、通信、輸送、

技術手段が大幅に改善された結果、「人的活動の

時間的・空間的輪郭」が急速に変化したために、グ

ローバリゼーションの影響をまったく受けない社会

などもはや存在しないのです。グローバリゼーショ

ンに対する反応として極めてわかりやすいのは、そ

れに対する人々の様々な反応です。すなわちそれ

を喜んで受け入れる人もいれば、慎重に選択する

人、猜疑心をあらわにする人、問答無用に拒絶す

る人、さらには政治的手段を駆使して世界的な影

響力を阻止しようとする人もいるのです。ですから

グローバリゼーションの影響を理解するには、それ

による変化を社会がどのように受容しているかを知

っておかなければなりません。

概して、リベラリズム、民主主義、資本主義、自由

市場、言論の自由、人権の尊重といった西洋的価

値を取り入れて、制度、社会政治的・経済的構造、

価値体系を発展させた社会では、グローバリゼーシ

ョンによる変化を比較的スムーズに受け入れること

ができます。結局のところ、こうした社会は先に挙げ

た西洋的価値を持つ西洋の亜流と言えます。ところ

がこれとは逆に社会的、政治的、経済的に封建的

な構造が残っている社会、つまり基本的な制度と経

済体制が旧態依然とした社会では、グローバリゼー

ションの影響が問題を引き起こすことがあります。適

切な構造や組織など、住民への影響を緩和する安

全弁の役割を果すものが存在しないからです。その

ためこのような社会では、グローバリゼーションによ

って民族間での緊張や政治における緊張が高まり、

場合によっては社会的グループ内での一部メンバー

の排斥や他のグループの排斥、あるいは苛立ちを

助長することもあるのです。特にグローバリゼーショ

ンによって新しい言語政治がもたらされ、しばしばこ

れが政治的意味合いを持っているがために対立が

生まれることがあるのです。

一般に言語政治とは、口頭または書面によりコ

ミュニケーションで、人間と社会制度、権力、文化、

政治、影響などとの相互作用を表します。ある意味

で言語政治とは、人的活動と社会的プロセスを明

らかにし、理解するための中立的な方法だと言え

ましょう。一般的に言語政治は関係性に基づいて

発展します。つまり社会的相互作用が縦の関係に

あるものの間に生じる場合と、横の関係にあるもの

の間に生じる場合によって異なる言語政治が生ま

れるのです。そのため中心と周辺の関係が存在す

る場合に生まれた言語政治は、民族間で生まれた

ものとは異なることがあります。

民族の心理状態および自らの社会と政治に対

する理解度が違えば、言語政治の範囲と程度も異

なります。過去に植民地であった歴史を持ち、権

力とアイデンティティを求めて戦う民族では言語政治

が活発になります。通常、敵対する者同士がさまざ

まな主張を展開し、事実の歪曲、プロパガンダを応

酬しあう状況では、言語政治が盛んに行われるの

です。時に言語政治が半分しか真実を語っていな

い場合や二重の意味を持つ場合、限りなくステレ

オタイプに近い場合もありますが、結局は真実とし

て受け入れられ、長きにわたって人々の心理、慣

習、芸術に刻み付けられていくこともあるのです。

特に権力やメディア、文化、宗教などによって言語

政治が正当化された場合は、そのようなことが起こ

り易くなります。

グローバリゼーションの影響が増大するに伴い、

主な文化背景であり人間同士の主たるコミュニケ

ーション手段でもある言語は、社会問題や人々の

関心に応じて、新しいモチーフやジャンル、新たな

意味を提示したり、これまでとは違う結果を引き起

こすことがあります。つまり言語はコミュニケーショ

ンのための客観的な手段から、政治、イデオロギー、

権力のための枠組みに変化するのです。例えば国

家と少数派との関係のように、対立する者同士の
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スリムが、権利とアイデンティティの主張に宗教を利

用するようになった背景に、こうした状況があるの

は決して偶然ではないのです。つまり現在の状況

を引き起こした要因は、モロ族の闘争が長きにわ

たって続いており、そしてそれには根深い原因があ

ること、彼らが不屈の精神の持ち主で、新しい形態

の政治闘争やと社会関係を柔軟に受け入れること

ができることが挙げられます。

フィリピンのイスラームの特徴は、常に東南アジ

アにおけるイスラームの発展過程や歴史的展開と

密接に関連しています。そして東南アジアのイスラ

ームは、東南アジア諸国の歴史的類似性、地理的

近接性、文化的同質性、交易、人的交流などの影

響を常に受けていました。しかしごく一部の者を除

き、モロ族以外のマレー人が植民地支配からの独

立を果たしたにもかかわらず、モロ族は独立を勝ち

取ることができませんでした。こうして彼らは東南ア

ジアにおけるイスラーム最後のフロンティアを、事実

上孤立無援の状態で守ることになると同時に、彼

ら自身ではどうにもできない歴史の過酷な流れに

直面し、次第に闘争を激化させていったのでした。

モロ族が次第に闘争を激化させていった当時、

すでにモロ社会は発展の新たなパラダイム、特に今

はやりの「グローバリゼーション」という、経済統合の

新局面からは大きく取り残されていました。ニューヨ

ーク州立大学グローバル文化研究所（Institute of

Global Cultural Studies）の所長であり、同校の

人文学部で教授を務めるアリ・マズルイ氏によると、

グローバリゼーションとは、「世界規模の相互依存の

拡大、および離れた地域同士の迅速な交流をもた

らすプロセス」を意味します。この意味において、ミ

ンダナオ島も含めどこの社会も、グローバリゼーショ

ンの影響――プラス面とマイナス面を含めて――を

免れることができないのです。

グローバリゼーションのプラス面としては、国境を

越えたコミュニケーション、輸送、商取引によって、す

べてが簡単に行われるようになったことが挙げられ

ます。開発や貿易の分野では従来の障壁がなくな

り、先進国、発展途上国を問わず、すべての国に

対して経済統合、つまり世界経済に参加する道が

開かれました。つまり各国は世界経済において何ら

かの役割を果しつつ、その一方で自らの能力を開

発し競争力を強化していくことができるはずなので

す。これに対してグローバリゼーションのマイナス面と

は、大国が権力を独占し小国に自らの意思を押し

付ける結果、グローバリゼーションが覇権獲得の道

具として利用される恐れがあることです。こうなれば、

世界市場は大国によって牛耳られ、発展途上国を

支配するための道具になってしまいます。

程度の差こそあれ、グローバリゼーションが多くの

社会に影響を与えることは紛れもない事実です。グ

ローバリゼーションによる均一化は、社会体制の変

化を促すと同時に、文化的、宗教的、言語的伝統

を揺るがすものです。しかもほとんどの場合グロー

バリゼーションによって社会は外からの影響に晒さ

れ、その地で支配的な文化や規範、慣習を世界に

広め、その問題点を補うことができる一方で、それら

を脅威に晒し、時には葬り去ってしまうこともあるの

です。グローバリゼーションは地域文化の独自性を

薄めると同時に、ほとんどの地域社会が経験したこ

とのないような世界的影響を及ぼすことで、様々な

変化を引き起こすわけですが、どの程度の変化が

生じるのかは、社会のタイプやその社会で実践され

る宗教的伝統などの文化的慣習によって異なりま

す。言い換えるなら、グローバリゼーションによる衝撃

の大きさは外からもたらされる影響の大きさに左右さ

れるだけでなく、地元社会の順応性、つまりその社

会の諸制度が世界規模での変化にうまく対応でき

るかどうかによって決まるのです。ですからグローバ

リゼーションに対して脆弱な社会もあれば、そうでな

い社会もあることは言うまでもありません。

グローバリゼーションによって引き起こされる社

会的変化の形態は社会によって様々です。なぜな

ら社会の置かれた状況は、その地理的条件、歴史、
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っとも、政府がうまく対処できるかどうかはわかりま

せんが。ところがイスラム社会の場合、自らの制度

や伝統を以ってグローバリゼーションに立ち向かわ

ざるを得ないのです。

多くの社会において言語政治は珍しくありませ

ん。フィリピンにおけるイスラームの歴史には、言語

政治が行われた時期が幾度か存在します。これは

主に、モロ族が自分たちの世界観の形成、そして

様々な政治的主張やレトリックの誕生を左右しかね

ない様々な文明の影響を政治的に阻止しようとし

てきたためなのです。これに拍車をかけたのが、ミ

ンダナオ島とスールー諸島が広範な地政学や国際

経済に組み込まれてからというもの、モロ族が植民

地時代の宗主国、続いてフィリピン政府に対して繰

り広げてきた激しい抵抗でした。

こうしてモロ族の歴史で重要な段階には、植民

地主義や民族国家建設、民族解放運動といった問

題に関連して、言語政治の重要な形態が登場しま

した。具体的には、イデオロギー、レッテル、ステレオ

タイプ、婉曲表現、さらにはテロリズムのレトリックが

挙げられます。例えば長い間、モロ族は「海賊」

(piratica）、「異教徒」、「非キリスト教種族」、「文化

的共同体」、「イスラーム少数派」、「ムスリムのフィリピ

ン人」、「フィリピンのムスリム」、「原理主義者」、「テロ

リスト」など、婉曲な呼び名を付けられてきました。

ミンダナオ島およびスールー諸島に住むムスリム

には様々な言語集団があるため、基本的にモロ族

の言語は統一されていないということは紛れもない

事実です。こうした言語集団が互いに「言語上の影

響」を及ぼしあう例もありますが、モロ社会の様々

な部族を、少なくとも言語の面で統一しつつあるの

がフィリピン北部に起源を持つタガログ語です。タ

ガログ語をモロ社会の主要言語として普及させる

上で、多数の国家機関が重要な役割を果たしてい

ますが、近年では特にメディアが大きな影響力を持

っています。

モロ社会の部族にとって、タガログ語の使用はそ

のアイデンティティの形成にプラスになることもあれ

ば、マイナスに作用することもありました。フィリピン

政府からすれば、モロ族社会にタガログ語が浸透

すれば、モロ族がフィリピンに親近感を持つように

なり、最終的には同国の政治体制を受け入れるよ

うになるものと思うでしょう。一方、モロ族の側から

すると、タガログ語の影響が増すことで、彼らのアイ

デンティティの形成が阻害されてしまいます。モロ族

の自決権闘争に対する政府のシグナルが一貫しな

い現在、これは健全なことではありません。まさに

このために、ますますモロ族は宗教であるイスラー

ムなど、言語以外の要素に自分たちのアイデンティ

ティを求めるようになっているのです。その結果、イ

スラームの言語であるアラビア語も、今後、政治的、

文化的共同体としてのモロ族の均一性を実現する

ための原動力となる可能性があります。イスラーム

の教えとアラビア語の普及推進に関して、フィリピン

政府は曖昧な姿勢を取っていますが、モロ族は自

分たちの社会に、マドラサ（宗教学校）、モスク、ダ

ウワ（宣教）拠点など、多数の施設を作っています。

フィリピン政府が、タガログ語を浸透させることでモ

ロ族のフィリピン化を進めようとする中、モロ族は、

イスラームとアラビア語にアイデンティティを求めてい

るのです。その結果、言語が対立の火種となって、

フィリピンのアイデンティティ形成における、新たなレ

トリック、政治的議論、レッテル、意味に影響を及ぼ

すこととなっています。

近年、再び息を吹き返したエスノナショナリズム

と、政治化したイスラームがイスラーム世界を席巻し、

フィリピン南部に政治的拠点やイデオロギー的基盤

を築きましたが、これに対抗して国際的、文化的、

国家的覇権主義が強まる中、グローバリゼーション

は、新たな形態の言語政治を生み出しました。フィ

リピンのムスリムに関して、ジハードか国際的テロリ

ズムかという議論がこれほど前面に出てきたのは、

モロ族の闘争が始まって以来初めてのことです。

この激しい議論――その内容も表象も――で露呈
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力関係が対等でない場合、言語は社会的距離、

文化的対立、政治的不一致を反映して、特別な意

味を持つことがあります。

国家または集団が（この問題については、如何

なる主体でも）、他者の利益を侵害してまでも自ら

の利益を制限したり、保護したり、あるいは増大さ

せたりする場合、言語は、虚像、神話、嘘といって

もいいような話を並べ立てる、表象手段、イメージ

作りの手段だと言っても過言ではありません。エド

ワード・サイードは、次のように指摘しています。「文

化間の対話や文化内交流に関して明らかにしてお

かなければならないことがある。それは一般に言語

を通して伝えられるものが『真実』ではなく、あくま

で『表象』だということだ」。サイードは更に、次のよ

うに述べています。

今更指摘すべきでもないことだが、言語はそれ

自体が高度に組織化され、記号化されたシス

テムであり、表現すること、示唆すること、メッセ

ージや情報を交換すること、表象することのた

めに様々な工夫が凝らされている。そして少な

くとも書かれた言語に関する限り、解き放たれ

た存在（a delivered presence）などというもの

は有り得ない。存在し得るのはあくまで再現

（re-presence）、すなわち表象だけなのだ。

国家は主流派の利益を守る立場から表象として

の言語を用いることがあり、極端な場合には、学問

や研究に見せかけてプロパガンダを利用することさ

えあります。このことは、文学や歴史など社会科学

の文献を見れば明らかです。サイードによれば、こ

うした膨大な文献を参照するに当たって注意を払

うべき点は、「表象が正確かどうかや、偉大な原典

に忠実かどうかということではなく、スタイル、比喩、

設定、語りの装置（narrative devices）、および歴

史的・社会的背景」なのです。つまり言語政治の一

形態である表象の言語は、ある者が自らの目的、利

益、指向に有利になるように、他者のイメージを作

り上げるために利用する主観的な手段だと言えま

しょう。言語をこのように主観的に利用する場合、

大きな権力、支配力、資源を持つ者によって言語

が操られれば、当然のことながらその効果は絶大

なものになります。しかし大きな権力や資源を持た

ない者による言語政治は、対立を引き起こし、辛

辣で過激なモチーフをもたらす恐れがあるのです。

このように言語政治については、アイデンティティ

の形成との関連で論じることができると同時に、表

象としての言語という観点からも論ずることができま

す。フィリピンが、テロとの世界的な戦いというレトリ

ックなど、現在、政治の分野で支配的な観点から自

らの置かれた立場を主張しようとするにつれ、モロ

社会、特に過激派は、イスラーム世界の政治思想や

レトリックにこそ、自らのアイデンティティがあると考える

ようになっています。したがってモロ族のレトリックは、

フィリピンという国やその文化、そしてシンボリズムと

の乖離を主張すると同時に、彼らの言語をイスラム

化・アラブ化することによって、モロ族を自身の伝統

文化からも乖離させることになるのです。モロ族は、

その歴史や英雄の功績を明らかにするのではなく、

信仰を除けば、自分たちの文化や伝統と何の接点

もないイスラーム世界の人物達に共感を覚えるよう

になったのです。その結果、モロ族とフィリピン人と

の関係が希薄になるばかりか、彼らに固有の文化

や伝統との関係も薄れていくのです。

グローバリゼーションは、ある意味で、フィリピンの

言語政治における諸刃の剣となっています。グロー

バリゼーションは、情報の伝達、通信、輸送、商取

引の迅速化をもたらし、メディア通信の特徴である

英語の普及に寄与しました。その一方で、イスラー

ムやイスラーム関連の諸問題も世界に広めていっ

たのです。グローバリゼーションの役割が他と違う

のはその影響の大きさにあります。グローバリゼー

ションという現実を前にして、フィリピンの多数派は

少なくとも政府という組織に頼ることができます。も
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は必ずしも原理主義者ではありませんし、その逆も

またしかりなのです。

しかしこうした図式があるにもかかわらず、ある歴

史的局面では分離主義者が同時に原理主義者で

ある場合も有り得るのです。それが、現在フィリピ

ン南部で従来のモロ族の闘争という枠を超えて展

開されている一部組織の活動、とりわけモロ・イス

ラーム解放戦線（MILF）であり、さらにこの傾向が

顕著なのがアブ・サヤフという組織なのです。近年、

分離主義と原理主義がモロ族の闘争を支える二本

柱になっています。思うに、両者が同一視されるよ

うになったのは比較的最近のことです。そのきっか

けとなったのは、ある歴史的状況、特にミンダナオ

島とスールー諸島に対するフィリピン政府の主権の

主張と、この地域を支配しようとするモロ族の闘争

でした。もっと具体的に言うならば、モロ族の闘争

において原理主義的要素が強くなった原因として、

フィリピン政府との和平プロセスが難航していること

があります。またフィリピン軍が、モロ族の独立運動

にイデオロギーと戦略の両面で勝利し、「ミンダナオ

紛争」を終わらせることができなかった事情も影響

しています。

モロ民族解放戦線（MNLF）による分離主義を中

心に据えた独立運動が行き詰まると、生き残るため

の選択肢としてイスラーム原理主義が浮上しました。

その当然の帰結として、1978年にMNLFが分裂し、

1980年代初頭にはMILFがイスラームに基づく政治

主張を採用し、さらに1990年にはアブ・サヤフが国
境を越えたイスラーム組織との関係確立など「jihad

fi sabilillah（アラーのための聖なる戦い）」を唱えた

のです。国境を越えて他のイスラーム組織と結び付

いたのは、モロ族の独立運動に以前から国際的な

イスラーム共同体とつながりがあったためです。最近

になってこうした結び付きが現実のものとなった背

景には、イスラーム世界、特に中東で、アラブ・ナショ

ナリズムと汎イスラーム主義の対立が問題になって

いるという事情があります。1950年代と1960年代、

モロ族のナショナリストを活気付けたのはアラブ・ナ

ショナリズムでしたが、1970年代後半以降は、汎イ
スラム主義がモロ族の若者に支持されるようになり、

現在に至っています。MNLFの指導力に対する失

望感が広がり、ミンダナオ島とスールー諸島でフィリピ

ン軍の攻撃が激化するという状況にあって、汎イス

ラム主義はいとも簡単にその影響力を浸透させ、モ

ロ独立運動に参加した原理主義者を勢い付かせる

ことになったのです。

ある意味で言うならば、モロ独立運動と国境を

越えたイスラーム組織は、持ちつ持たれつの関係

にあると言えます。イスラーム組織は、東南アジアや

フィリピンなど、中東以外の地域における勢力拡大

を望み、モロ独立運動は、地域ネットワークの強化

と国外からの支援の拡大を望んでいるからです。

言うまでもないことですが、今日原理主義という現

象が大きな問題になっているのは、イスラーム組織

がしばしば常軌を逸した手段に訴えるからです。そ

の手段とは、世間一般に「テロリズム」と呼ばれ、イ

スラーム過激派からはその妥当性はともかくとして、

「ジハード」（聖戦）と呼ばれているものです。

皮肉にも、モロ族の独立運動に「テロリズム」と

いうレッテルが貼られるようになったことは、分離主

義勢力と戦うフィリピン軍にとって有利に働きまし

た。特に政治的イスラム原理主義と同一視される

「テロリズム」という言葉は恐怖感を生み、反政府

運動から正当性を奪ってしまいます。エドワード・サ

イードの言葉を借りれば、原理主義とテロリズムに

は、「内容も定義も漠然とした恐ろしいイメージがあ

る。しかし、これらの言葉を使う者には倫理上の力

と正当性が与えられ、これらの言葉が向けられる

者は、道徳的に過ちを犯したとみなされ、犯罪者

の立場に追いやられる」のです。

しかしながら、「テロリズム」という言葉を多用し

たため、フィリピン政府はジレンマに陥っています。

先ずMILFをはじめとするすべてのモロ独立運動

組織に「テロリスト」という烙印を押すことは、ミンダ
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したのは、武力に訴えても解決できない対立があ

るということです。言語政治がモロ社会内部の関

係でも見られることは否定しがたい事実ですが、モ

ロ社会における危機が深刻化するに従い、次第に

支配的になりつつあるのが、フィリピン政府による支

配と世界的覇権に対する闘いやモロ族のナショナ

リズムという、より広範なレトリックです。

モロ族のナショナリズムと、それがフィリピンの政

治に与えた影響について論ずる場合、モロ族によ

る独立運動が植民地独立運動から変貌を遂げて

きたという歴史的経緯に着目しなければなりませ

ん。つまり、19世紀にスペインによる植民地支配が
終焉を迎え、続いて「パックス・アメリカーナ（アメリカ

合衆国による平和）」が到来したことに伴い、モロ

族のナショナリズムは重要な形成段階を迎えたの

です。そしてこの段階が新たな歴史的局面をもたら

し、支配勢力による抗争の影に隠れていたモロ社

会の政治的方向性を決定付け、結果として古い社

会秩序の崩壊を招き、モロ族による植民地独立闘

争の変容に道を開いたのです。こうして数十年を

経た現在、モロ族の闘争はアイデンティティと解放を

求める戦いへと変貌を遂げました。この変貌の過

程は長く苦しいものでしたが、イスラーム社会にさま

ざまな段階を経た上で、新しい闘争の形態をもた

らしたのです。

モロ族の闘争が変貌を遂げる過程では、別の

段階へ課題を残す出来事もあったために、様々な

出来事が錯綜していました。具体的にはスルタンに

よる支配と先祖伝来の土地の防衛、アメリカとの戦

闘中の散発的な抵抗運動、同化への圧力やアメリ

カ占領時代の政治的影響、そしてモロ社会のフィリ

ピン化などが起こったのです。やがてこの変貌の

プロセスは、フィリピン南部におけるイスラーム分離

主義やイスラーム原理主義を生むことになります。

前者については既に様々な分析が行われている

ため、ここではモロ社会の分離主義と原理主義に

ついて、フィリピンのムスリムとしての経験という観

点から論じたいと思います。

ここで指摘しておかなければならないのは、分離

主義と原理主義は決してお互いの存在を否定する

ものではないものの、だからといって共存するわけ

でもないということです。この両者は、性質、特徴、

さらには指向や目的も異なる二つの政治的概念に

属しています。理論的に言うと、分離主義は独自の

国家と政府を持つことで、政治的アイデンティティを

確立しようとするエスノナショナリスト台頭の結果とし

て、当然起こりうるものです。分離主義に拍車をか

けるのは、歴史、政治的アイデンティティ、領土、そし

て自決権などの政治的権利に対する様々な主張で

す。一方のイスラーム原理主義は、イスラームの基本

的な教義を個人の精神生活に植え付けようという概

念で、非政治的なものと考えられます。しかし20世
紀以降、イスラーム社会が多くの問題、脅威、困難

に直面するようになると、イスラームは精神的な拠り

所としてだけでなく、分離主義とは別の機能を持つ

イデオロギーとしても利用されるようになりました。

イデオロギーとしてのイスラーム原理主義は、分

離主義とは違って、社会的、倫理的混乱の解決策

にもなりうるのです。また、イスラームの政治信条に

沿った社会秩序の再構築を必要とします。そして

危機の元凶とみなされる政府など、社会勢力との

戦いに対して利用されることもあります。イスラーム

原理主義はまた、歴史観、政治的権利、国家主義

とは無縁の思想的指向に基づくものであって、イデ

オロギーを超越した世界的な闘争を呼び掛けます。

その基本的な主張は、民族国家や国際的な制度

の根幹を揺るがすものです。イスラーム原理主義は、

特定の歴史的な主張を展開するものではありませ

んが、そのイデオロギーは、特定の民族の掲げる目

標、すなわちあ
・

る
・

イスラーム国家の政治的権利のみ

に基づくものではありません。むしろ、例えばカリフ

制度に代表される汎イスラーム秩序の導入、または

再導入の必要性を訴えるものなのです。ですから、

分離主義と原理主義は別物であって、分離主義者
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司会：中田　考
（同志社大学大学院神学研究科教授）

それでは引き続き劉先生と山本先生からのコメ

ントをいただきまして、それからコメントに対するお

答えをいただいてから、自由なディスカッションに移

りたいと思います。

それではまず、劉先生よろしくお願いいたします。

コメント：劉　義章氏
（香港中文大学）

議長、ありがとうございます。今日は、グローバリ

ゼーションに代わり得るものについての発表を聞い

てまいりました。シャストリ先生によると、マレーシア

で60％の過半数を占めるムスリムの人々は、2001
年9月11日の同時多発テロ以後、多宗教間の対話
ということにいっそう関心を抱くようになったという

ことです。これは、マレーシアの多様な民族と宗教

の人々が調和するための良い徴候であり、正しい

方向への前進です。一方、フィリピンのミンダナオの

モロ族は、人口が500万人で、国内では少数派な
のですが、フィリピンからの分離運動を行っていま

す。ワディ先生は論文の中で、先生の祖国での難

しい問題を解決するための手段として、調停を行

うことを提案されました。先生方はお二人とも、民

族と宗教の違いを克服するための和解策として、

多宗教間の対話の促進を提案されました。
ユサント先生も論文の中で、グローバリゼーショ

ンに代わる策を提案されていましたが、前述のお

二人のものとは異なります。ユサント先生は、自由

化、近代化、グローバリゼーション、およびテロとの

戦いは、第二次世界大戦以後の新帝国主義を広

める手段として欧米諸国によって利用されてきたと

指摘されました。また、人権、民主主義、多宗教間

対話というものにも言及され、それらは世俗的なも

のであり、従って、避けるべきであるとのお考えを

示されました。

ユサント先生は、イスラーム文明の黄金時代を讃

えられました。ギリシャ・ローマ文明を継いだ三大

文明のひとつであるイスラームは、確かに、近代文

明の誕生にすばらしい貢献をして来た文明です。

ユサント先生は、地球全体でムスリムの単一的

なウンマ、つまり何世紀も前の統一カリフ制度に類

似したものを築くことを提案されました。どのように

それを達成するのかに関心があります。また、先生

のご提案により、「（すべては）四海兄弟」という孔

子の言葉や、キリストの同種の教えを思い出しまし

た。ですから、ユサント先生のご提案は「グローバ

リゼーションに代わるものを見つける」という、この

ワークショップの主題のひとつに沿った内容です。

世俗化によって生じる政治的、社会的、文化的、

経済的な、カオス、不正、多次元的危機と戦うため

の手段として、ユサント先生は「シャリーアでインドネ

シアを救う」という運動を紹介されました。つまり

「社会のすべてのレベルに包括的にシャリーアを適

用して、インドネシアを多次元的危機の底から救う」

という運動です。また、ユサント先生は、インドネシ

アのヒズブ・タハリール（インドネシア解放党で、この

意味を教えて下さった先生に感謝しています）が主

催した、非宗教的な主導者に反対し、シャリーアと
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ナオ島における和平交渉の扉を閉ざしてしまうでし

ょう。また、MILFをテロ組織と決め付けてしまえ

ば、かつて反政府勢力というレッテルを張られた集

団とフィリピン政府との関係はこれまでとは違い、

完全な敵対関係になってしまいます。そうなると、

フィリピン政府は局地的な反政府運動すら認めな

くなり、結果として反政府組織は武器を手にし、更

なるテロ行為に訴える以外になくなってしまうので

す。こうなれば明らかにフィリピンは、短期的にも長

期的にも打撃を蒙ることになるでしょう。そして第三

に、フィリピン政府にとっては、問題解決のために

和平交渉といった政治的アプローチが取りづらくな

るでしょう。しかし現実的にも戦略的にも、和平交

渉はフィリピン政府にとって避けて通れないものな

のです。なぜならこの問題を武力で解決することは

不可能なのですから。

以上要約しますと、フィリピンのムスリムを巡る現

状は、全体としてグローバリゼーションの影響を受

け、グローバリゼーションによって、同国南部でアイ

デンティティ政治の新たな局面が生まれたと言えま

しょう。グローバリゼーションは、新しい形の言語政

治も生み出しています。それはモロ族とその抵抗

の歴史で今も続いている現象であって、このことは

分離主義と原理主義が、テロとの世界的な戦いが

続くさなか、その影響力を低下させている現状を見

れば一目瞭然なのです。
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識しています。世界の中で、自分たちがどのように位

置づけられるかを意識しているのです。

以上のことから、これらの国々におけるナショナ

リズムは、次の二つの性格を持っていると言えます。

一つは国内に目を向けて、国内の多様な人々をど

う統合するか、どのようにまとめて一つの社会を作

っていくかということです。もう一つは国外に目を向

けて、世界の中で自分たちを正当に認知させたい

という欲求です。

さて、そのような理解を踏まえて、それぞれの国

におけるナショナル・アイデンティティと宗教の関係を

論じたお三方のご報告を大変興味深く聞かせてい

ただきました。以下ではお一人ずつ質問をさせて

いただきます。

まずシャストリ先生のご議論については、私は次

のようなお話として大変興味深く伺いました。グロ

ーバル化に対抗する手段として社会における宗教

の役割を強めることが考えられますが、その際に、

マレーシアではそれぞれの宗教が自分の影響力を

強めるために他の宗教と対抗するのではなく、宗

教間の対話を促進することで社会における宗教全

体の影響力を高め、それを通じて個別の宗教の影

響力も高めようとしたというお話だったかと思いま

す。はじめはイスラームの復興現象に対応してイス

ラーム以外の諸宗教が連携したけれど、それが後

にイスラームも含めた連携に発展していったという

経緯も非常に示唆的であるように思いました。

そのように理解した上で、今日のご報告には直

接出てこなかったかもしれませんが、その延長上の

問いとして二つお伺いしたいことがあります。一つ

は制度面の話です。昨日来トランス・ナショナルな動

きが話題に上っていますが、宗教間の対話という

マレーシアの興味深い試みは、国境を越えた関係

においてどのように応用されうるのでしょうか。フィ

リピンの宗教間の問題についてのご報告もありまし

たが、マレーシア以外の国においてどのように適用

の可能性があるのかについてお考えをお聞きした

いと思います。

もう一つは実践面の話です。東マレーシアのサ

バ州やサラワク州では、一つの民族の中にムスリム

とキリスト教徒がいます。一つの家族の中にムスリ

ムとキリスト教徒がいて、なおかつ家族としてのつ

ながりが維持されているという事例が見られます。

このような多元的な宗教状況が見られるサバとサ

ラワクがマレーシアの一員であることが、マレーシア

の宗教状況にどのような影響を与え、マレーシアの

ナショナルなアイデンティティにどのような貢献をして

いるのか、もしお考えがあればお聞かせ願いたい

と思います。

次にムハンマド・イスマイル・ユサント先生ですが

「解放党すなわちヒズブ・タフリール（Hizb-ut-

Tahrir）はナショナリズムを拒絶する」というのはと

てもどきりとさせられる発言であり、ナショナリズムが

インドネシア建国の基礎となっていると考える私の

立場では、このご発言をどう理解すべきか悩ましい

ところです。ところが、その一方でご報告の中では

「シャリーアでインドネシアを救おう」という解放党の

スローガンもご紹介くださっています。こちらの方は

むしろインドネシアという枠組みを強めようとしてい

るようにも聞こえます。

このことを私なりにこう考えてみました。恐らくイ

スマイル先生は、ナショナリズムと言ったときに世俗

主義的なナショナリズムを意味していて、それに関

しては拒絶するけれど、インドネシアというナショナ

ルなアイデンティティそのものを否定するわけではな

い、と。そう考えてよろしいですか、というのが私の

質問です。そしてそれに関連して、解放党の国家理

念においてインドネシアの非ムスリムはどのように位

置づけられるのかについてもお聞かせください。そ

れからもう一点、これもやはりトランス・ナショナルの

話になりますが、解放党の理念はインドネシアとい

う国家の枠を超えてどのように適応されるのかにつ

いてもお考えをお伺いできればと思います。

最後にジュルキプリ先生のご報告については、
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カリフ制度を支持するための、2004年9月11日に行
われた長征に1万人が参加したこともお話しなさい
ました。これについても、その目標をどのように達

成するつもりなのか、私は関心があります。

ルネッサンス時代というのは、ローマ・カトリック教

会の成長が健全ではなかったという点で批判に値

する面もありますが、ユサント先生が提案されたよ

うな「すべての宗教の包括的な拒絶」の時代では

ありませんでした。ルネッサンスの人文哲学者であ

ったエラスムスは、以後の宗教改革に大いに影響

を与えたため、「彼が卵を産み、その卵からマルチ

ン・ルターが雛に孵った」と言われています。

結論として、第二次世界大戦以後のグローバリ

ゼーションやその他の進展に、ユサント先生が批判

的である理由は理解できます。しかし、イスラームは、

世界中の人々のために、キリスト教やアジアのその

他の宗教と協力し合うことができると思うのです。

午後の発表のうち二つは、アジアの様々な宗教

の間で対話することを呼びかけるものでした。アジ

ア人は、その宗教や文化的伝統がどうであれ、グ

ローバリゼーションに代わり得る良識的で実現可能

な制度を実現するために、手を取り合って協力し

ていくことができるのです。グローバリゼーションに

代わり得るもののために、共通のアジア的伝統の

もとで互いに密接に協力しようという意志を持つ、

このワークショップのほかの参加者と、私はこの考

え方を共有しています。それがこのワークショップの

崇高な意義であり、それに対して、森孝一教授と
CISMORのスタッフに敬意を表します。

【司会】 ありがとうございました。それでは引き続

きまして山本先生、お願いします。

コメント：山本　博之氏
（国立民族博物館）

ご紹介にあずかりました山本でございます。私

は国立民族学博物館に所属して東南アジアのナシ

ョナリズムやエスニシティを中心に勉強しております

ので、そういった観点から幾つかコメントあるいは質

問をさせていただきたいと思います。

まず始めに、マレーシア、インドネシア、フィリピン

の三つの国はナショナリズムの観点からどのように

見ることができるかを、簡単に二点お話しさせてい

ただきます。

一点目は、この三つの国ではいずれもナショナリ

ズムが重要な役割を果たしているということです。

この三つの国の特徴として、その国土の起源が植

民地国家にあることが挙げられます。植民地化以

前から王国は存在していましたが、植民地化の過

程で複数の王国を含む形で国土が設定され、その

国土に多様な人々が包摂されました。植民地経験

を共有する中で、これらの多様な人々が運命共同

体という意識を育てて、現在のネーションの形成に

つながっています。このように、これらの三つの国

においてナショナリズムは建国の基礎として非常に

重要な役割を果たしました。もちろん、ナショナリズ

ムが重要な意味を与えられているがゆえに周縁化

されてしまう人々が生まれるという意味で、ナショナ

リズムには光と影の二つの側面があるのですが、

そのことを含めて、ナショナリズムはこの三つの国

において非常に重要な役割を果たしていると言う

ことができます。

もう一点は、国民意識を育てたとはいえ、これら

の三つの国の人々がそれぞれ単一のエスニシティ

を持つようになったわけではないということです。む

しろ、それぞれの社会はマルチエスニックすなわち

多民族的な構成を持っています。しかも、ただ多民

族であるだけではなく、それぞれの民族が国家の外

に同民族、あるいは同宗教のつながりを持っている

という特徴があります。例えばマレーシアでは、主要

な民族としてマレー人、華人（チャイニーズ）、インド

人がいますが、いずれもイスラーム文明、中華文明、

インド文明の継承者であると見なされています。マ

レーシアの各民族はいずれも外部社会とつながりを

持っているため、マレーシアの人々は常に世界を意
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ラーム主義の考え方を押しつけているかのように理解

されては困ります。9月11日の出来事とその結果とし
て欧米が発している議論は、イスラームについて正し

くないイメージをある意味で広げているのです。

ですから、対話に参加しているマレーシア国内

の団体やその同胞たちは、ともすれば微妙な問題

をも含む多くの事項について、理解を促すための

話し合いを持つことに対してより心を開いており、

そうすることにより、世界のメディアやテレビの番組

や新聞が煽っている、ステレオタイプ的なイスラーム

に関する多くの考え方を正そうとしています。その

ことは良い方向への展開と見なされるべきです。

それでは、山本先生が提示された1、2の質問に
お答えします。そのとおりです。質問の最初に言わ

れたように、アジアの国の多くは若い国です。マレ

ーシアは今年でまだ建国48年であり、国家として、
また国家のアイデンティティの形成という意味では、

それは長い年月ではありません。

マレーシアや他の国々が独立したとき、すでにあ

る文脈が定まっていました。その文脈とは多様性

でした。ですから、この「与えられた」中で、つまり

この多様性という文脈の中で、国家の統合や一国

であることの意味や内実を見つけ出さなければな

らないのです。

マレーシアが取った道は、多様性を無くすべき

ではないという道です。実際、権力の共有、お互

いの関係を進めて行く上での合意の促進、そして

その国内すべての人々共通のビジョンを形作ること

に多様性を役立たせるべきなのです。

ですから、先生の見解は正しいものです。そして

私が言いたいのは、今日までのマレーシアに関して

は多様性が強調されて来ました。そのことは、グロ

ーバリゼーションの負の影響に対抗するための、興

味深い逸話または手段です。というのも、グローバ

リゼーションはえてして単一的な文化を求めるもの

だからです。という訳で、私たちの国では多様性が

讃えられているのです。

この多様性の中での宗教の役割ですが、私た

ちが暮らしている文脈の中で認識する現実とは、こ

の民族的アイデンティティの大部分が宗教と密接に

関係しているということです。マレーシアでも、ムス

リムではない残りの40％の人々は、ひとつの宗教
から別の宗教へと移動することは可能ですが、そ

れに問題が伴わないわけではありません。

というのも、民族性と人々の出身である文化もま

た、長い宗教的歴史に密接に関わっているからで

す。ですから、インド人にはインド・ヒンドゥー教の文

化、中国人には、中国系儒教／道教／仏教的文化

があります。彼らは、キリスト教徒になることがある

かもしれませんが、彼らがキリスト教になると、私の

ように、キリスト教徒であることにある種のジレンマ

を感じるようになります。

自分は西洋的なキリスト教徒になるのか、それと

もアジアのキリスト教徒なのか。アジアのキリスト教

徒であるのなら、それはどういうことを意味するのか。

どのような素養を頼りにすればよいのか。アジアの

豊かな文化から自らの距離を離さずに、どのように

信仰を表現することができるのか、などです。

ですから、これが争点となります。多宗教間の対

話は、教義と教義をぶつけ合う対話ではなく、共

同の生活を共有するための対話であり、そこには

信頼し合うことによって集合的精神を高められると

いう要素が人間には備わっているという前提があ

ります。

つまり、献身的なキリスト教徒であること、ヒンド

ゥー教徒であること、仏教徒であることによって、私

たちがいっしょに暮らせないなどということは、まっ

たくないのです。それどころか、そうであることによ

って、また私たちが表しているそれぞれの文化ゆえ

に、私たちは前進することができるのです。

ですから、トランスナショナル、すなわち国境を越

えるということについての質問がありましたが、その

とおりだと思います。民族的社会の場合、そのアイ

デンティティは、マレーシア国内に留まらず、多様で、
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非常に重い内容のお話を伺ってしまったためにあ

まり言葉がないというのが正直なところです。お話

を伺っていて私がこれまで疑問に思ってきたことが

一点、少し分かったような気がしたので、それにつ

いてお話させていただきます。イスラームを媒介す

る上でアラビア語は極めて重要な役割を担ってき

ましたが、東南アジアでは歴史的にイスラームに関

する知識がマレー語に翻訳されてインドネシアやマ

レーシアの人々に受け入れられたという経緯があ

ります。それにもかかわらず、モロの人々がムスリム

性を強めようとするときにマレー語ではなくアラビア

語を媒介としようとするのはどう理解すればいいの

かという疑問です。ジュルキプリ先生のご報告では、

ＡＳＥＡＮ諸国は国家ごとの相互不干渉を原則とし

ており、モロの人々はこれまで近隣諸国のムスリム

から必要な支援が得られないと考えているため、Ａ

ＳＥＡＮの枠組みが有効であると考えていないとい

うことでした。モロの人々がマレー語ではなくアラビ

ア語を媒介としてムスリム性を強めようとしているこ

とがＡＳＥＡＮの枠組みに対する不信の表れである

とすれば、少し分かったような気がします。ただし、

もしそうだとすれば少し残念な気もします。

そこでお伺いしたいのですが、東南アジアに住

むモロの人々が、何らかの形で東南アジアの中に

自分たちを位置づけ、そこに希望を見いだすことは

できないのでしょうか。何か将来に期待が持てるよ

うな方向性を示していただけることを期待します。

ディスカッション

【司会】 山本先生、どうもありがとうございました。

まずは発表者にコメンテーターの質問に対するお

答えをいただいて、それから自由討議に入りたいと

思います。私もいろいろお話ししたいことはあるの

ですが、私自身の立場は、ユサント先生の立場と

非常に近いものなので、今回発言は控えさせてい

ただきたいと思います。

ただ一点だけ質問をさせていただきたいのです

が、今日はワディ先生のほうから「フィリピンのモロは、

少数民族としてフィリピンという国民国家の中に組

み込まれることによって、それまで持っていた東南

アジア的な特性が失われつつある」というお話があ

ったと思います。また、山本先生のコメントの中に

「東南アジアの少数民族のエスニシティの特徴とし

て、自分たち自身のエスニシティが自国内にあるだ

けではなくて、それが国家の外にある同民族、ある

いは同宗教とのつながり、たとえば中華文明、イス

ラーム文明、インド文明、あるいは西洋文明といっ

たものとのつながりを持っていて、その中で自分た

ちを位置づけていくという側面を持っている」とい

う話があったと思います。

そこでシャストリ先生にお伺いしたいのですが、

キリスト教文明、あるいはシャストリ先生の場合、ご

自身がつながっているインド文明といったものとの

関係の中で、東南アジアにおける自分たちの地位

というものは何なのか。

そしてユサント先生のほうにも、インドネシアとい

う文脈と、ウンマというイスラーム世界全体という文

脈の中に、東南アジアという媒介項が入るのかどう

か、という質問をさせていただきたいと思います。

コメンテーターからの質問と、私の質問と併せて、

まずお答えいただきまして、それから自由なディスカ

ッションに入りたいと思います。

では、発表の順にまずシャストリ先生から、それ

からユサント先生、ワディ先生の順でお答えをいた

だきたいと思います。ではよろしくお願いします。

【シャストリ】 劉教授ありがとうございました。教授

が提起された質問のひとつは、特に9月11日以後
に多宗教間の対話が高まったことの理由に関する

こと、およびマレーシアのムスリム多数派の考え方

に変化があったかどうかということでした。

はい、9月11日の結果、マレーシアのイスラーム学者
や活動家の多数が明らかに考え方を変えたと思いま

す。でも、それを公の対話の中で、より熱狂的にイス
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ると述べました。人権についてですが、もちろんイ

スラムは人権を非常に重んじる宗教です。生きる

権利、正義に基づいて審判され処遇される権利、

富を所有する権利、より良い教育を受ける権利な

どです。

しかし、私の見解では、今や人権というものに

正確な価値観の尺度がなくなっています。たとえば、

姦通は性的欲求を表現する権利であると理解され

ています。インドネシアでは、売春を意味する言葉

には、別の言葉が使われます。商業的セックス・ワ

ーカーです。

これは、イスラーム的な見地から言うと、大きな間

違いです。なぜなら、姦通は禁止されていて、罰せ

られるべきものだからです。姦通は性的欲求を表現

する権利ではありません。もちろん、性的欲求を表

現する権利はありますが、それは正しい方法で表現

されなければなりません。イスラムの戒律では、結

婚を通してです。ですから、今日の人権思想は、イ

スラームの価値観から逃れるため、またはかけ離れ

た世俗的思想であると私たちは理解しています。

民主主義についてですが、極めて重要な争点が

あります。それは主権についてであり、誰に主権が

あるかということです。主権とは、法律を施行する権

利のことです。主権は神やシャリーアにあるのでしょ

うか。イスラームでは、主権は神、シャリーアにありま

す。一方、民主主義では主権は人々のものです。し

かし、イスラームでは、主導者たちが人々に選ばれ

るのは、神の主権またはシャリーアの主権を実施す

るためであって、人々の主権を実施するためではあ

りません。ですから、この意味において、シャリーア

は選択肢のひとつではなく、義務なのです。

この説明で、私が論文の中で述べたそれら（民

主主義、人権など）の思想が、本当は世俗的な思

想であることは明らかです。

第二の質問は、イスラームのカリフ制度、統一に

ついてですが、ムスリムのウンマは解決策として可

能です。ユートピアの実現と多くの困難に直面する

ことは、別の次元の問題です。ムスリムのウンマの

統一を達成するのは非常に困難であることは、もち

ろん私たちも認識しています。しかし、ウンマの統

一がユートピアの実現になると私は思っていませ

ん。なぜなら、私たちにそれを示す根拠がクルアー

ンやハーディスに記されていますし、私たちにはそ

れを裏付ける歴史的な経験もあるからです。

二つの制約があります。ひとつは国内の制約で、

もうひとつは外国からの制約です。外国からの制

約とは、大国または超大国、今の超大国による制

約で、私たちが何をすべきで、何をすべきでないか

を、超大国が私たちに決めさせてくれるかどうかで

す。それが大きな疑問です。

二つ目は国内の制約で、それはイスラームのウン

マについての認識による制約です。インドネシア国

内でのイスラームに関する認識には、興味深いもの

があります。1980年代にカリフ制度の概念につい
て私たちが運動をしたとき、インドネシアの主導者

の非常に多くがそれを拒否しました。劉教授が言

われたように、それが理想郷的だと言ってです。

しかし、今日までに、多くの重要な変化が起こり

ました。アメリカがアフガニスタンとイラクに侵攻した

後、インドネシアのムスリム主導者たちは、ムスリム

のウンマには私たちが自らを守るための大きな力が

備わっているということに気付いたのです。ムスリ

ムのウンマを守り、そのような侵略から自分たちの

地を守るための力です。

では、どうやってそのような力を私たちは得るこ

とができるか。このようにカリフの概念を認識する

ことが、より意味のあることになっているのです。今

では、インドネシアの多くの主導者が、イスラームの

カリフ制度は理想郷的なものではなく、必然である

と認識しています。

次の質問は、「シャリーアでインドネシアを救う」と

いうことについてで、劉教授が例を挙げて欲しいと

言われたことです。多数の他のイスラーム国と同様、

私たちは非常に多くの問題に直面しています。ひと
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様々な民族社会や宗教に富んだアジア全体を含

むものなのです。

質問があった、サバやサラワクの場合ですが、そ

れらもまた興味深い実験だと思います。これら二つ

の州の場合、マレーシアに加わったのは、ずっと後

のごく最近の1963年のことです。したがって、この
国で行われている、国家的統一というすでに難し

い実験の中にあって、他よりも更に歴史の短い地

域です。

もちろん、短所もあれば長所もありますが、これ

ら二つの州では、人々の将来のために民族的な政

治組織を形成し、それを公の綱領として国家政府

に明示するということに成功しているようで、ですか

ら、これらの地域社会の代表が政府に参加するこ

とになるわけです。

マレーシアのような国では奇妙に見えることです

が、政府は13の異なる政党の連立政権で、それぞ
れが討議の場で各自の利害を提示し、国内の問

題をできるだけ合意によって解決しようとします。

ですから、サバやサラワクの多様性が消されて

いるわけではありません。また、これら二つの州を

植民地化するような連邦法はひとつも施行されて

いません。二つの州が西マレーシアから植民地化

されるのではないかという懸念から、最近いくらか

の反対運動があったことを覚えておられるかもしれ

ませんが、皆に参加の機会が与えられているので、

そのような動きも次第になくなりました。それで、貴

方の質問ですが…

【司会】 もう一度質問を繰り返します。今山本先

生へのお答えの中でかなりお答えになられたので

すけれども、マレーシアという文脈とキリスト教とい

う文脈の間に、アジアあるいは東アジアというもの

の特徴があるのかどうか。アイデンティティの中にで

すが、その点についてもう一度お考えをお聞かせ

下さい。マレーシアのキリスト教というものと、それ

から大きなキリスト教世界というものの間に、アジア

のキリスト教、あるいは東アジアのキリスト教という

ものが存在するのかどうかについて、ご意見を聞き

たいと思います。

【シャストリ】 東アジア的キリスト教が存在するか

ですね。これは、いわゆる「異教間の輪」の中で常

に論議されていることです。ここでの焦点は、東ア

ジアではなく、アジアのキリスト教です。なぜなら、

すべてのアジア人に共通の要素があるからです。

昨日指摘されたことのひとつは、世界の主要な

宗教がアジアで生まれ、アジアには何世紀にもお

よぶ長い共生の歴史があるということでした。人々

は色々な方法を試み、色々な形に社会を進化させ

ましたが、それによって多くの社会が破壊されてし

まうということにはならなったのです。但し、アジア

の国々を分裂させ統治政策を促進した植民地化

は、破壊をもたらした出来事のひとつでした。

ですから、国境を越えた団結があります。具体

的な例を挙げますと、キリスト教が発案している多

宗教的取り組みの場合、私たちは地域のムスリム

の団体、ヒンドゥー教の団体、仏教の団体とも親密

に協力し合い、アジアの人々に関わる問題に対処

するためにアジアの団結を固めようとしています。

この傾向は高まっていて、グローバリゼーションの

影響によって更に加速すると思います。

【ユサント】 劉教授、山本教授、貴重なコメントを

ありがとうございました。劉教授、私の意見では、

私の論文は過激でも、貴方が言われたような強硬

なものでもありません。率直に論述しようとしただ

けです。私が思うに、曖昧だったり、物腰が柔らか

かったりする論述よりも率直なほうが、実際に何が

起こっているかを理解するのに役立ちます。いずれ

にせよ、先生のコメントには感謝しています。

では、質問にお答えします。まず、色々な思想に

ついて、例えば、人権、民主主義などに関する思

想ですが、論文の中でそれらは世俗的な思想であ
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会を治めるということにおいては、とても長い経験

と歴史的経緯があるからです。メディナの預言者モ

ハメドの時代、メディナは多元的な社会でした。ま

た、バグダッドのイスラム中央カリフ制度の時代も、

多元的社会であったし、エジプトも多元的社会でし

た。ですから、私たちは多元的な社会にまったく問

題なく対応することができます。

イスラームの社会において、非ムスリムの人たち

はイスラームによって守られ、教会やその他の礼拝

の場で自分たちの宗教を表現する自由が与えら

れ、守られます。戦時下においても、それら礼拝の

場を破壊することを私たちは許しません。

四代目のカリフであったイマーン・アリは、非ムス

リムの血は私たちの血のようであり、非ムスリムの

富は私たちの富のようなものであると言いました。

これが意味するのは、理由もなく異教徒を殺すこと

は、私たちに許されないということで、また彼らを殺

すことも、彼らの富を奪うことも許されないというこ

とです。ですから、ムスリムの社会における非ムス

リムの人々の処遇に関して、何ら問題がないと重

ねて私は思います。

最後の質問は、国家のアイデンティティについてで

した。そうです、現状では、イスラームの世界は非常

に多くの国家に分かれています。しかし、この状態が

静的な状態、変化のない状況だと思いません。むし

ろ、動的な状況なのです。なぜなら、イスラームの世

界にとって国家というのが新しい概念だからです。イ

スラームの世界に国家が登場したのは、第一次世界

大戦と第二次世界大戦の後のことです。それ以前

は、そのような国家はありませんでした。また、将来、

統一したいという政治的な意向があり、統一の必要

性がより認識さるようになれば、複数の国家が統一

することがあり得ると思います。ちょうど私たちが目に

している、ヨーロッパの欧州連合のようにです。

ですから、国家のアイデンティティというのは、動

的な状況であり、動的な価値観でもあり、常にある

種の過程です。もしかしたら、将来、何かが変わる

かもしれず、お互いにその変化を受け入れる用意

がなければならないのです。概念的には、イスラー

ムのシャリーアに反しない限り、ムスリムの人々は、

各自の基本的なアイデンティティ、例えば服装とか、

建築様式とか、食べ物とかを守り続けることができ

ます。例えば、色々なムスリムの国を訪ねますと、

それぞれが多くの面で異なり、それぞれが特別で、

特有のものであるということに気付くでしょう。あり

がとうございました。

【ワディ】 山本先生と中田先生がそれぞれ言われ

た質問は、非常に互いに関連した質問だと思いま

すので、二つをまとめてお答えします。

お気付きかもしれませんが、私は「喪失」という言

葉を使いませんでした。人格に「新たな層が加えら

れる」という言い方で、昨日、フィリピンのイスラームの

特徴について語りました。これは、アイデンティティを

守って行くことの正当性を求める者であれば、当然

使うであろう表現です。例えば、フィリピンのムスリム

の間で、イスラーム的論理とアラビア語の使用が広

がっていることにも反映されていると思います。

つまり、国家の言語としては英語とタガログ語が、

ある意味、支配的な言語になっていますが、ムスリ

ムの人々はそれを単に受け入れるのではなく、英

語とタガログ語によって自分たちのアイデンティティ

や民族特有の言語にも影響があると感じたのです。

ですから、彼らは別の言語であるアラビア語とい

うイスラームの言語を用いることによって、そのアイ

デンティティの探求を高めるための一つの方法にし

ようとしています。ただ、私が心配なのは、彼らが

（イスラーム以前の）土着の言語の保護や安定に立

ち戻ることがないのではないかということです。フィ

リピンのムスリムであるモロ族の人々ですが、彼ら

には少なくとも13の民族言語集団があり、それぞれ
が異なる言語を持っています。しかし、彼らはイス

ラームやアラビア語との方により共通性を見出した

ため、それぞれの言語の保持や保護のことは忘れ
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つは、非道徳な文化、ポルノやポルノ的行為です。

インドネシアでは、反ポルノ法というものを制定し

ようとしています。しかし、その過程で困難なのは

ポルノの定義です。しかし、シャリアに目を戻すと、

この言葉の定義を容易に見つけることができるの

です。このようにすることが、ポルノを減らすという目

的のために、「インドネシアをシャリアで救おう」を実

施するということの一例です。

そして、銀行による資金の貸付についてですが。

キリスト教をはじめとする多くの宗教が、利子を取

ることに反対していると思います。聖書や、プラトン

やアリストテレスなどの古代の哲学者でさえも、貸付

金利の制度に反対しています。しかし、問題はそれ

が今は金融制度の中心になっていることです。こ

のような貸付により金利を取るという現在の銀行制

度が、インドネシアだけでなく、世界の金融危機の

大きな原因なのです。

しかし、シャリーアに再び目を戻すと、この問題に

関する明らかな説明とその解決策を得ることができま

す。ですから、私たちはシャリーアの銀行制度を促進

して、銀行シャリーア法というのを制定しようとしてい

ます。しかし、シャリーアの銀行制度がインドネシアの

銀行制度の主流になるには時間がかかるでしょう。

なぜなら、他の国と同様、私たちの国もまた、まだ従

来の貸付金利の銀行制度になっているからです。

「インドネシアをシャリーアで救おう」ということに関

するもう一つの例は、天然資源の管理についてで

す。論文で述べたように、現在、天然資源管理の自

由化が進行していますが、それはすなわち世界的な

資本家たちがインドネシアの資源を搾取するために、

インドネシアに入って来つつあるということです。シャ

リーアによると、天然資源は人々のものです。です

から、政府や国が天然資源を管理すべきであり、そ

れによる結果または産物は、人々に還元されるべき

なのです。しかし、先ほど論文で述べたように、石

油やガスを自由化すると、それが民間企業や多国

籍企業に還元されることになるのです。

共に逃れるということを語るのであれば、この事

態から脱却する方法を共に模索するというのなら、

まず私たちは共通の敵を定める必要があり、私は

資本主義的イデオロギーを敵と見なすべきだと言

いました。なぜなら、天然資源や人的資源を搾取

しようとする彼らの野望によって、今日のような混沌

とした世界情勢がもたらされているからです。

例えば、合衆国によるイラクに対するあの酷い侵

略に皆さんは賛同できますか。アフガニスタンやイ

ラクに侵攻すると決めたアメリカの精神とは何です

か。キリスト教的精神ですか。カトリックの精神です

か。どんな精神でしょうか。私は、資本主義者の精

神だと思います。そのような侵略に皆さんは賛同し

ているのでしょうか。

していないと思います。ですから、確かに私た

ちは有益な対話をしなければなりませんが、この世

界を更に悪化させる出来事や進行中の事態を認

識する必要もあります。現実に何が起こっているか

に対する意図がなければ、話し合いの場で充分な

対話はできないと思います。

では、山本教授のご質問です。山本教授は、イ

ンドネシアでは「インドネシアをシャリーアで救おう」

を実施するのが困難ではないかと質問されました。

私の答えはイエスです。1970から1990年の間のシ
ャリーアを実施するという動きは、非常に困難なも

のでした。スハルトの時代には、犯罪とまで見なさ

れたのです。

しかし、事態は大きく変わりました。ヒズブ・タフ

リールだけではなくほとんど、もしくはすべてのムス

リムの団体が、今やシャリーアの実施を求めていま

す。一例を挙げてみましょう。インドネシア・ムスリ

ム・ウンマ会議が2005年3月に下した主要な決定
は、国と社会の問題に対する主な解決策としてシ

ャリーアの実施を要求するというものでした。

では、ムスリムでない人たちはどのようになるか

ですが、非ムスリムの人たちに関して何も問題はあ

りません。なぜなら、イスラームには、多元的な社
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私の考えでは、長期的に見て、このことは地域

の安全保障に影響を及ぼすでしょう。例えば、最

近アメリカは70人のスパイを送り込んでいると明言
しました。これは、4、5カ月前のことで、フィリピン国
内だけについての数ですが、この発表は実にアメ

リカ合衆国大使館が行ったのです。この人数は、

この地域のいわゆるテロリストの数を上回っていま

す。なぜそんなに大勢のスパイなのでしょうか。な

ぜ継続的軍事演習なのでしょうか。これでは、まる

で同じ地域の他国がフィリピンに脅威を与えている

かのようです。そのような脅威はまったく存在しな

いのに、です。

なぜでしょうか。フィリピンにテロリストネットワーク

らしきものが潜伏しているらしい中、それに対して行

うテロとの戦いが、この地域に対する大国の利害

を正当化するのに利用されているからです。このよ

うになるのには、一部には、モロ族の問題など長年

に渡る問題に対して、地域の関係諸国が曖昧な態

度を取っていることが原因だと思います。

この曖昧さは理解できます。その理由は、アジア

の国同士の間にも摩擦はあるからです。例えば、マ

レーシアとフィリピンの間には、サバの統治権を巡

って歴史的な対立があり、それが、「フィリピン対マ

レーシア」の関係における摩擦の原因のひとつとな

っています。ですから、ミンダナオ紛争に関して、マ

レーシアは曖昧な態度を取っているのです。監視

チームを送るなど、平和促進活動には参加していま

す。しかし、いったん平和が回復された、少なくと

も中立状態になった場合については、曖昧な部分

を残しており、フィリピンのこれらムスリム分離主義

者による祖国の確立の是非に関しては、サバの統

治権の問題にも影響があるため、はっきりとした姿

勢を示していません。

イスラーム会議機構の憲章にイスラームの団結の

原則が記されているにもかかわらず、また東南アジ

アではイスラームの存在が非常に大きいにもかか

わらず、支持が得られていないのは、このような地

政学的現実があるからです。

ですから、より大きな東南アジアという文脈で、

フィリピンのムスリムの立場を語る場合、このような

要因も考慮する必要があるのです。私の答えはこ

こまでにしておきます。他の参加者から更に質問が

まだあるかもしれませんが。ありがとうございました。

【司会】 ありがとうございました。

それでは、これから自由な質疑応答をしたいと

思います。どなたか質問、意見がありましたらどうぞ。

では、まず森先生から。

【森】 ワディ先生と、ユサント先生に一つずつ質問

があります。

ワディ先生にはユサント先生がお話しになったカ

リフ制の実現を目指すことについて、ワディ先生に

は、モロの立場からどのように考えておられるのか

を、お聞かせ願いたいと思います。ユサント先生は、

インドネシアのいろいろなイスラームのグループで、

次第にカリフ制あるいはウンマの実現を目指すとい

う主張が共有されてきたとお話しになりました。そ

れをどのように、どういう手段で実現していくかが非

常に問題だと思うのですが、その実現の手段、や

り方についても、インドネシアのさまざまなイスラーム

グループで合意があるのかどうか。具体的には、あ

る種、暴力的手段を使ってでも実現するということ

に関しては合意があるのかどうか、この点について

教えてください。

【司会】 はい。今三人の方から手が挙がっており

ます。まず、小原先生から質問を受けまして、その

質問に発表者からお答えをいただいたあと、見市

さん、それからソリヒン先生の質問に移りたいと思

います。ではお願いいたします。

【小原】 シャストリ先生とそれからユサント先生に

質問させていただきます。
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てしまっているのです。

言い換えれば、彼らの言語のイスラーム化、アラ

ビア語化が起こっています。私が思うに、これはム

スリムにとっては良いことでしょうが、長期的には、

古来の言語を損ねることになるということです。フィ

リピンにおけるアイデンティティに関する政治的な動

きでは、このようなことが一定のパターンとして頻繁

に起こっています。

ある意味で東南アジアの外に仲間を求めるとい

うこの傾向は、一方で世界的なイスラームの復活が

起こっていることにあると思います。そして前にも言

いましたように、もう一方には、東南アジアの国々が

国家という考え方に固執しているということがありま

す。それらの国では、東南アジアのムスリムたちのイ

スラームとしての団結という考えよりも、他国の国境

を尊重することのほうを優先するなど、主権を守るこ

とに非常に重きを置くようになっています。

ですから、私たちの意見では、いわゆるウンマ

やイスラームの団結には、実際、国家の主権という

考え方が介在し、それによる影響があります。この

ためムスリムの人々、特にムスリムの運動は、隣国

からの支持はほとんど得られず、従って東南アジア

を越えて中東に援助を求めて向かうということにな

ります。そういうわけで、例えばミンダナオ島での紛

争には、東南アジア諸国連合のASEANではなく、

サウジアラビアに本拠を置くイスラーム諸国会議機

構が介入したのです。

というのも、ASEANの最重要課題は東南アジ

ア地域の統一だからです。従って、これらの地域的

組織の中で少数派の立場はどうなっているのかと

言いますと、実はそもそも少数派にはいかなる立場

もないのです。なぜなら、加盟国は国家であって、

少数民族ではないからです。ですから、この制度

のもとでは、少数派はますます窮地に立たされるこ

とになり、国家、近代化、そして後にはグローバリ

ゼーションの脅威に単独で立ち向かうことを余儀な

くされていると、私たちは感じています。

こういった状況があるので、東南アジア諸国連

合ASEANは、ミンダナオでのような紛争に対して、

ある種、優柔不断な感のある態度を取ります。する

と、そこに付け込んで、大国が介入し隙間を埋め

るということが正当化されてしまうのです。

ですから現在、ミンダナオでの事態をテロとの戦

いの第二戦線であるとアメリカは言明し、それによ

り地域の安全保障が影響されています。つまり、
ASEANこと東南アジア諸国連合が少数派の人々

のことを優先していたなら、大国がやって来て、こ

の地域に対する彼らの戦略地政学的利益を推し

進めるために、ミンダナオでの状況を利用するとい

うことは正当化できなかったはずなのです。

東南アジアで起こった反乱を調べ、タイのパタニ

人の場合や、インドネシアのアチェ人の場合を比較

したのですが、タイ南部のパタニ人の場合でも、ア

チェ人の場合でも、合衆国の介入が今より少なか

ったということが分かりました。介入がより少なかっ

たのです。介入がなかったとは言っていません。

少なかったのです。しかし、現在、特に9.11以後ミ
ンダナオは、アメリカにとって非常に強い関心の的

となっています。アメリカとフィリピンが行っている、

継続的に行われている軍事演習についてお聞きに

なったことがあるはずです。そのような軍事演習を

正当化するために、二つの理由が掲げられていま

す。一つは、イスラーム協会といわゆるアル・カイー

ダが、フィリピンの何らかの過激派集団と共謀する

ために、多数入国しているという疑いがあります。

つまり、今はこれら真偽の疑わしい情報に基づい

て、テロとの戦いが正当化されているのです。

もう一つの理由は、いわゆる「中国ストレス」です

が、これについてはあまり強く言われていません。

しかし、アメリカが東南アジアに入って来て、ミンダ

ナオを起点として利用し、その地政学および経済

的な覇権をこの地域で展開することを正当化する

ために、国際テロとの戦いというものが使われてい

るように見受けられるのです。
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確立をまず求めていて、それから、できるなら国家

を形成したいということなのですが、カリフ制度の

実現を描くこと自体が国家の解体を示唆するもの

なのです。

しかし、カリフ制度とは何を意味するのでしょう。

過程でしょうか、ビジョンでしょうか。戦略ですか、

それともそれ自体が目的なのでしょうか。私として

は、カリフの構想とはイスラムの団結を構築してい

く過程のことだと思います。フィリピンのモロ族は、

その構想、すなわち、いわば地球規模のウンマを

構築するその過程を、少なくとも理論的には理解す

ることができると思います。

しかし、それが特定の制度の構築であるという

こととなると、つまりそれ自体が目的になると、モロ

族にとって、それを受け入れるのは多少なりとも困

難になると思います。というのも、彼らはまだアイデ

ンティティ形成の低い段階にあるからです。

とは言うものの、モロ族社会やフィリピンのムスリ

ム社会の一部では、東南アジア地域内の、更には

東南アジア以外のムスリムと、私が言うところの「提

携」を結ぶことができるかもしれず、それによりカリ

フ制度の構想が徐々に実施されるかもしれません。

たとえ、それが自分たちの国家を形成するという願

いに直接効果がないにしても、です。

これが、フィリピンのムスリムたちや地域のモロ族

の考え方とカリフ制度、および一見矛盾しているよ

うに見受けられるカリフ制度の実現が、ある意味調

和し合えるものであるという私の見解です。ありが

とうございました。

【司会】 ユサント先生、お願いいたします。

【ユサント】 森教授、小原教授、ありがとうござい

ました。どのような具体的な方法でカリフ制度を確

立するかという質問ですが、それはムスリムの主導

者とムスリムの団体のコンセンサスによってです。

まず、インドネシアには大きな問題があります。イ

ンドネシアのほとんどのムスリムにとって、このカリフ

制度という概念が馴染みのないものであるというこ

とです。なぜなら、一部アチェや西スマトラが過去

にイスラームのカリフと関係があったということ以

外、インドネシアには歴史的な経緯がないからです。

私たちがインドネシアでしなければならない最も

重要なことは、人々の政治意識、特にイスラームの

カリフ制度の概念に関する認識を高めることです。

この概念について、特定の公開討論会などで私が

話をすると、人々は変な顔をします。ときには、カリ

フをカリフィアと混乱します。英語では何と言うので

しょう。「論争」、カリフィアです。

カリフィアはカリフと似ていますが、意味がまった

く違います。カリフィアは、論争のことです。カリフ

はイスラームの政治制度です。ときには、元大臣で

女性のコフィファ・インダルパラサンサ（Khofifah

Indarparwansa）の名前と間違えられることさえあ

ります。

ですから、具体的な方法というのは、いかに

人々、特にイスラーム組織の主導者たちの間で、政

治的な認識を高めるかということです。アルハムド

ゥーリラ（アラーを称えよ）、過去において、例えば

1980年に比べると、私たちは大きく進歩しました。
インドネシアのムスリム主導者のほとんどがイスラー

ムのカリフ制度という概念を認め、賛同してくれて

いますが、方法については異なる意見があります。

方法または手段は二つあります。一つ目は、政

治的努力または政治的手段で、二つ目は、人々を

通して、ウンマを通して行うというものです。これら

二つは、互いに完結し合うものだと思います。いず

れの方法にも、主にインドネシアのムスリムたちがウ

ンマに関するイスラーム的政治認識を持っていると

いう社会基盤が必要です。

現在の私たちの課題は、いかにして中枢グルー

プ（caders）を育成し、非常にたくさんの公開討論

会、セミナー、公開会議、金曜の祈り、また印刷物、

ちらし、雑誌などで、ウンマについて説いて、イスラ
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シャストリ先生が紹介してくださいましたように、

マレーシアで行われている宗教間対話は、ほかの

国における宗教間対話と比べても、非常にユニー

クだと思います。というのは、政府が主導して対話

を調整することは、他の国では、なかなか見られな

いからです。

そこで私が聞きたいのは、だれが最も対話の必

要性を感じているのかということです。たとえば、キ

リスト教をはじめとする少数派の宗教が、最も対話

の必要性を感じているのか。あるいは、政府が対

話の必要性を感じているのか。あるいは、ムスリム

はどうなのか。先ほどの休憩時間の時、別の方か

ら、政府が呼びかけても、なかなかムスリムは対話

のテーブルに着こうとしないということを効きました。

だれが対話の必要性を最も感じているのかという

ことについてお聞かせください。

それからユサント先生に質問です。イスラームのウ

ンマにとっての共通の敵が、キャピタリズムであるこ

とをご指摘くださいました。これは私にとって、とても

興味深い点です。資本主義がうまくいっていないこ

とは、多くの人が感じています。しかし、イスラームこ

そが資本主義に対するオルタナティブになりうるとい

う考え方は、どの程度共有されているのでしょうか。

たとえば、インドネシアにおいてどうなのでしょう

か。また、資本主義に取って代わろうとすると、一

つの国だけでできることではありませんので、当然

トランスナショナルなものに、あるいはリージョナルな

ものにならざるを得ません。では、東アジアや東南

アジアのムスリムの間で、イスラームこそが資本主義

に代わるべきだという考え方は、どの程度具体的

に考えられているのでしょうか。

おそらくそこにはムスリムが伝統的に持ってきた、

利子を排するという考えも関係すると思いますが、

資本主義に代わるための具体的なアイディアがあれ

ば、お聞かせいただければと思います。

【司会】 では、まずワディ先生、ユサント先生、シ

ャストリ先生の順にお答えをお願いいたします。

【ワディ】 森孝一教授が提示された懸念、つまり

カリフ制度の確立の提案に対するモロ族の見解に

ついてお答えしたいと思います。私の意見では、

理論および概念としてのカリフ制度は、フィリピンの

ムスリムをはじめとする、世界各地のムスリムにす

でにある意味の影響を与えています。

しかし、その実施または確立の手段または方法

については、カリフ制度のビジョンを実現する方法

は各国に大きな違いがあると思います。フィリピン

のムスリムの場合は、カリフ制度の確立を考えると

いう段階にまだ至っていないと思います。カリフ制

度の確立ということを、ウマヤド王朝、アバシド王朝、

またはオスマン帝国のようなものとして描くというの

であれば、そのような考えはまだフィリピンではされ

ていません。

フィリピンのムスリムの場合、彼らのアイデンティテ

ィの形成段階は、私たちの国家形成の段階よりも

前の段階にあることを思い起こしてください。ある種

の分類をするとすれば、国の形成が第一の過程で、

政府などの基盤や国家としての要素などがすでに

備わってからの第二の過程が国家形成の段階とい

うことになるでしょう。

それに、これに加えて地域的な枠組みというま

た別の次元の課題もあります。それで、カリフ制度

についての、私のインドネシアの兄弟による発表で

お分かりになったと思いますが、カリフ制度という

のは地域的な枠組みよりも更に高い次元のもので

す。というのも、それは実質的にイスラーム世界全

体を含むものだからです。

しかしモロ族の場合、まだ国を形成するという過

程以前にあり、より結束力のある集合的な国民とし

てのアイデンティティを形成することができたら、それ

を国家に置き換えていくことができるのでしょう。し

かし、彼らは、まだ第一段階にあり、国家形成の段

階を超えていないのです。彼らは、ある種の国の
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で営まれることであり、多数の次元で人々に影響

を与えている生活の一部に関することであるという

のは、皆が承知のことだと思います。社会が多様

であれば、隣人同士の対話があり、職場で働く

人々の対話、学校での対話などがあります。しかし、

多宗教の対話とは一つの制度化された形のことで

あり、すでに進行していることを否定するものでは

ありません。

誤解が存在する場合、制度化された形の多宗

教間対話は重要です。ですから、多宗教間対話と

は、誤解について語り合うことです。問題の争点

を公の場に出し、そのような誤解をどれだけ話し合

うことができるかは、状況によります。争点の中に

は非常に微妙なものもあれば、そうでないものもあ

ります。しかし、様々な宗教社会の誤解を話し合う

ということが多宗教対話の実態としてあることは重

要なことです。

誤解に至る経路が存在するという前提がありま

す。もちろんあるのかもしれません。宗教に関する

偏見や誤解にまつわるエネルギーの多くは、政治

的な方向に向かいますが、政治家たちはそれを利

用して、有権者の代表としての自分の立場を正当

化します。ですからマレーシアの場合、政治的に利

用されたために、まだ解決されていない誤解がさら

に深まることになり兼ねないような問題があり、そ

れらは自動的に「微妙」な問題として分類されるこ

とになります。

マレーシアの少数派の経験を通して、私たちは

この側面での改善が必要であるということに気付

いたのです。宗教的主導者たちが互いに友好関

係を結び、現行の政治の実態に対抗し、自らが重

要だと感じる事柄を話し合えることが必要なので

す。話し合われるのは、異なる宗教間の関係につ

いてかもしれませんし、公共政策に対する共通の

姿勢であったり、多宗教内の異なる団体のことで

あったりするのかもしれません。

そこで、貴方が多宗教間対話は誰にとって最も

必要なものなかという質問をされました。言うまで

もなく少数派です。けれども、この発言には但し書

きが必要です。なぜなら、お聞きいただいたように、

マレーシアにおいては、人のアイデンティティは民族

だけでなく宗教にも関わることだからです。多少宗

教的な政治の話し合いが可能なのであれば、政府

内で多宗教対話を実施することができます。マレー

シアの現政権は多様性に富み、キリスト教徒であ

る大臣が5人います。マレーシアのキリスト教徒の
割合は9％なのに、5人いるのです。
政府内には色々な民族団体の有権者を代表す

る、キリスト教徒、仏教徒、ヒンドゥー教徒がいて、

決定の場には決議に参加することができる政治家

がいるので、内閣の中で話し合われる事項もあり、

それが解決を必要とする微妙な問題なら、首相と

の話し合いが直接持たれることがあります。

それで、私の姉妹がここにいらして、残りの部分

は彼女が答えますから、私は答えの一部だけを言

いますが、重要なのは、ムスリムがそれらの話し合い

の場に参加していないのはなぜかということです。

政治的な現実と社会的な現実は区別しなけれ

ばならないと思います。マレーシアでは、様々な次

元での共生が支持されていますから、社会的な現

実では対話が常に行われています。ここにおられ

る私の姉妹に話しても分かるように、色々なところ

を私たちは訪問し、お互いに祝い合う祭りもたくさ

んあります。しかし、それが効果的な対話なのか、

そうではないのかは、新たな問題であり、別の問

題なのです。

そこで、イスラームとイスラームによる参加につい

てですが、このことに関しては、マレーシアがどのよ

うな状況の中にあるかを理解する必要があります。

ムスリムにとって、政治と宗教は一体です。政府の

ムスリム代表者もそのような立場を取っていますし、

ムスリムを代表する立場を取っています。

ただ、マレーシアには、国が主催する、つまりイスラ

ームの方法に則って政府が組織した制度がいくつも
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ームの存在を高めて行くかです。金曜日ごとに発行

されている小冊子「アル・イスラーム」は、毎週約

700,000部がインドネシア全土で配られています。
また、一般の人々だけでなく、権力を持つ人々、

例えば軍の関係者の間でウンマに関する認識を高

めるにはどうすればよいかというのも課題です。数

カ月前、軍の元指揮官のRiyamizard Riyacudu

司令官と、これについて少し話し合う機会がありま

した。司令官は、アル・カラン（クルアーン）とスンナ

（アル・ハディース）がインドネシアに必要だという点

には基本的に同意し、そのように明言されました。

そのように言われました。ですから、先のセッション

で私は、国内からと国外からの二つの制約がある

ということを述べました。このうちの国外からの制

約という点で、私たちが自らの決定を下すことが許

されるのであれば、イスラームのカリフ制度が政治

的制度として必要であることをウンマに集中的に説

明することができ、将来に大きな進展が期待できる

と思います。

問題は、外的勢力、特に欧米諸国が、私たちに

政治的決定をさせてくれるかどうかです。一つ例を

挙げると、アルジェリアでは、アルジェリアのイスラー

ム政党であるイスラーム救国戦線が、初回の総選

挙で86％を獲得し勝利しました。しかし、その後ど
うなったでしょう。この選挙結果は白紙に戻され、

イスラーム救国戦線は今も禁止されたままです。

このようなことは不公平だと思います。だから、こ

のアルジェリアでの例のように、民主主義によって機

会が与えられるのは非宗教的な政党だけで、イスラ

ーム系の政党には与えられないということが、ときに

起こるのです。ですから、私たちが自ら決定を下し

自分たちの政治制度を作って行くということを欧米

諸国が許すかどうか、これは大変重要なことです。

次に小原教授の質問で、共通の敵である資本

主義者についてですが、イスラームが提示している

代替案は貪欲なものではありません。貪欲でない

のは、それがイスラーム的なものの見方に基づいて

いるからだと思います。誰もが資本主義に代わるも

のを提案することができます。時の経過とともに新

たな機会が生まれ、その選択がこの世界、人々、

そして多数の問題を解決するのに適したものかどう

かが証明されるでしょう。

私たちには、個人の問題と公的な問題、つまり

個人的な問題のほかに、公的な、経済的、政治的、

社会的、教育的問題などを統制するための優れた

法律が必要です。イスラームの信条では、神が定

めたイスラームの法典により、私たちに優れた法律

で統治された良質な社会が与えられ、私たちは正

義と繁栄、そして良い生活を得ることができると信

じられています。

資本主義制度や資本主義的イデオロギーがどれ

ほど天然資源を搾取しているか、また私たちが多く

の国で目にするように、資本主義の野望を満たす

ためにどれほど他国や人間を搾取してきたかを、

人々に説明することが大切だと思います。

ベネズエラで起こっていることを見てみましょう。

これはキリスト教という宗教とは関係がないことだ

と思います。というのも、興味深いことに、対立して

いるのはブッシュとベネズエラのウゴ・チャベスだか

らです。私が間違っていなければ、2人はキリスト
教徒とカトリック教徒です。これは、カトリックとかキ

リスト教が原因で起こった対立ではなく、ウゴ・チ

ャベスが自国をアメリカの資本主義的野望から守ろ

うとしたその方法が原因で生じた事態なのだろうと

思います。

ですから、人類は願っています。世界により良

い生活をもたらし得る、新たな制度の到来を世界

中の人々が待ち望んでいるのだと思います。これ

で私の話を終わります。

【司会】 では、シャストリ先生お願いいたします。

【シャストリ】 ご質問ありがとうございました。対話

ということについて語るとき、それが、多数の次元
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少し変わるだけであって、実際、銀行が行っている

ことは非常に純粋な、今の国際的な資本主義のシ

ステムにのっとったような経済活動を行っているわけ

です。これにイスラーム的な制度を導入することが、

資本主義に対抗するようなことにはなっていません。

第二に天然資源の管理についてです。天然資

源は、インドネシアは石油やガスが非常に豊かなわ

けですが、イスマイルさんは、天然資源というのは人

民のものであり、これが国際企業によって搾取され

ているとおっしゃっていました。さらに、具体的にプ

ルタミナという国営企業のモノポリーを解除するよう

な政策が行われたことについてお話しになりました。

このような、プルタミナ、国営企業の独占の解除

は、私自身も個人的に反対です。そして、天然資源

は人民によって管理されるべきだという意見は、イ

ンドネシアの普通の政治家、例えばユスフ・カラ副

大統領なども同じような発言をしますから、イスマイ

ルさんの意見は特別にラディカルなわけではないと

思います。しかし、国営企業プルタミナのモノポリー

の解除は、インドネシア人自身が民主化の結果とし

て選んだことです。これは国際的な圧力があった

わけではありません。

私はなぜプルタミナの独占を解除することに反

対するかと言えば、これによってプルタミナの国際

的な交渉力が弱まって、効率的な天然ガスの販売

をできなくなっているからです。

一部の政治家は、「インドネシアは燃料が不足し

ていて値上げをせざるをえないので、天然ガスを国

内需要に向けるべきである」と述べますが、こうい

う意見は感情的で非現実的です。なぜならインドネ

シアには、天然ガスの需要がほとんどないからです。

天然ガスは、その後ろに使う工場などがないと、使

えません。ですから、インドネシアは国際市場で天

然ガスを売らざるをえないわけです。売らないと、イ

ンドネシアの人民のためにならないわけです。

プルタミナが独占を解除されて起こったことは、

国際企業による搾取が強まったわけではありませ

ん。独占を解除することによって、国際市場で売れ

なくなったのです。そのかわりに中国とかほかの国

から、欧米あるいは日本が天然ガスを買うようにな

ってしまっています。そういう意味でインドネシアの

民主化の結果起こった、国営企業プルタミナの独

占解除が、インドネシア人自身のものになっていな

いような現実があるわけです。

具体的に事例を見てみると、もちろんイスマイルさ

んが言われるようなさまざまな搾取が起こっているわ

けですが、このペーパーの中に書かれている事例を

取り上げれば、それは正しくないと思います。

【司会】 イスマイルさんに質問に答えていただく時

間がありませんので、申し訳ありませんが、昼食時

間の間にでもお話いただければと思います。

では最後に、ソリヒン先生の方から手短にコメン

トをお願いいたします。

【ソリヒン】 議長、ありがとうございます。実は、私

は自分の意見を言う機会が来るのを今か今かと待

ち望んでいました。とにかく、この重要な主題につ

いて私の意見を述べる機会を与えてくださったこと

に感謝します。実のところワークショップへの参加

は僅かですが、今聞いていたことは、最も興味深

いものでした。

もちろん、総合的なコメントだけをさせていただ

きます。最初のグローバリゼーションの問題につい

てですが、グローバリゼーションの問題に学者たち

の多大なエネルギーが費やされ、注がれているの

は事実です。昨日から今日にかけてのすべての論

文で、グローバリゼーションの問題が大きな破滅的

要因として捉えられていたようです。

実は、グローバリゼーションについて賛否両論あ

るだろうと思っていました。ところが昨日以来、すべ

ての発表者が、グローバリゼーションに関する考えを

述べるときには、常にそれを欧米またはアメリカに関

連付けて語り、欧米を政治的な存在として見なすと
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あります。例えば、教育とかイスラームの大学を組織

化するとかです。そのような場合、他の少数派の人

たちが対話に参加すると、彼らは「私たちは政府と対

話しているのだろうか、それともイスラームと対話してい

るのだろうか」と自問しなければならなくなります。

ここが難しい点です。国が関わっている以上、

政党は人種や宗教を代表しているわけですから、

対話はすでに連立という形の中で行われていま

す。従って、政府内の最高レベルの意思決定機構

ですでに対話が行われているのであれば、別のレ

ベルで対話を更に行う理由がないというのが、答

えの一つです。

マレーシアの多宗教運動の中で促進することが求

められているのは、単に市民的自由や、キリスト教徒

の権利、ヒンドゥー教徒の権利、ムスリムの権利、仏

教徒の権利だけではありません。それら自体は重要

で、これからも私たちが隣人同士として平和に共生し

続けるために取り組んでいかなければならず、政治的

な解決策を見出していく必要のある事柄です。

しかし、マレーシアのアイデンティティと統一を形

成するのになくてはならない要素があります。それ

は様々な人々の間の友情と信頼であり、ある者が

献身的で敬虔なヒンドゥー教、仏教、イスラーム、キ

リスト教の信者であるということは、必ずしも他者と

対立する、対立しなければならないということでは

ないという考え方です。

それぞれの宗教的伝統には充分な精神的潜在

力があり、それをうまく活用すれば、他者との平和

で愛情ある関係を築くことができます。それは困難

な道のりですが、必要な道のりで、私の論文の最

後に述べたように、政治的な次元でだけでなく多

宗教という次元においても、何らかの是正が必要

だということに関するイニシアティブを私たちは提示

しました。この多宗教という次元が私たちの国で

は欠けているのです。

ですから、すべての問題を政治的問題にする必

要がないということを、私たちは政府、そして中には

政府の機関としての資格を持つ正式なイスラーム団

体に訴えています。あらゆる種類の問題について、

政治的な解決策だけではなく、政治を超えた側面

の解決方法も話し合うことのできる多宗教会議が

必要なのです。

例えば、仏教の寺院とモスクはどれほど距離的

に離れていなければならないか、というような場合

のことです。このようなことは、規制して30メートル
とか50メートルとかに決めることはできません。別
の方法による解決を要します。その地域を考慮し、

その州を考慮し、その地域の人々の過敏性を考慮

するのです。つまり、そこのすべての要因を考慮す

る方法です。

これらの問題やこの考え方が非常に重要なので

す。では、ムスリムがなぜ完全に社会に統合していな

いかですが、それについては、私の姉妹がイスラーム

としての見地からお答えするほうがよいと思います。

【司会】 終了予定の時間が過ぎていますので、見

市先生とソリヒン先生、簡単にコメントをお願いい

たします。

【見市】 はい、ありがとうございます。時間もあま

りないのでポイントを絞ってイスマイルさんに質問を

したいと思います。

第一にイスラーム銀行についてです。イスマイル

さんは、非常にポジティブにとらえられているような

コメントをされていたと思うのですが、インドネシア、

欧米でもそうですが、今イスラーム銀行をあるいは

シャリーア部門を作っている銀行を見てみますと、

今までの銀行と変わらないわけです。今まであっ

た既存の銀行が、シャリーア部門を作っているだけ

で、イスマイルさんがおっしゃるような資本主義に対

抗するような、あるいは資本主義に取って代わるよ

うな制度として、イスラーム銀行が出てきているよう

には思えないわけです。

非常に荒っぽく言えば、銀行と顧客との関係が
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のカリフ制度を熱心に論ずるインドネシアの若者の

グループがたくさんあります。彼らが間違っていると

言っているわけではありません。彼らにはそうする

権利があるし、彼らは正しいのかもしれませんが、

おそらく慎重さをもって進まなければならない長い

今後の道のりがあります。この状況は、インドネシア

だけではなく、ムスリム世界全体にも言えることで、

また、世界各地のキリスト教社会でも同じことがあ

るのかもしれません。

ムスリムが現在、直面している問題には、多くの

ムスリムが自分たちの宗教を充分理解していない

ことがあります。これはキリスト教でも同じことがあ

るのかもしれません。自らを最も賢明なキリスト教

徒であると自負していながらも、理解が足りないた

めに、消極的な信徒であるにすぎないという場合

が多くあります。

このため、私が思うことですが、カリフ制度の政

治的概念を根拠とすると、他の者たちが聞きなれ

ない見解の原則になり得るのです。そういうわけで、

一つ例を挙げてみたいと思います。

カリフの概念というのは、必ずしも制度ではなく、

政治的文脈のものであるとも限らず、個人的レベル

でも成立するものです。個人的レベルでは、自分

が良い行いができるか、カリフとして自らを呈するこ

とができるかを自問します。英語でカリフは「代理

人vicegerent」と訳されますが、それは個人のレベ

ルのものであり、真実を確立し、他者に正義を施し、

他者に公平であるという精神を持つ個人的なレベ

ルの認識のことなのです。

カリフの概念というのは、色々な形で拡大できる

と思います。私たちは、ムスリム世界でも起きてい

る国粋主義が、カリフ制度に完全に反することであ

るという考えは否定しません。カリフ制度に完全に

反するのではないにしても、完全に準拠するもので

はありません。国家レベルでは、状況が入り組ん

でいるため、かつてのようなカリフ制度を実現しよ

うとしても、これまでとは異なる文脈のものとなるこ

とがあると私は思います。

もう後2分話させてください。これ以上だめですか。
1分ですね、分かりました。最後に、フィリピンのムス
リムについて話します。私の兄弟であるワディ先生

が、東南アジアで教育を受けたマレー系ムスリムと、

中東で勉強し、帰国の際には中東団体に関する異

質な実態を持ち帰ったようなムスリムとでは、考え方

に違いがあることを教えてくださいました。

ですから、このような場合、中東的なムスリムの文

化的概念と東南アジアにいる人々の文化的概念を

区別する必要があります。私は論文を書くために、

アラブのムスリムとアラブのキリスト教徒の関係につ

いて詳しく調べました。エジプトではキリスト教徒は

「コプト」と呼ばれていて、他の中東諸国とは状況が

全く違いますが、中東のエジプト以外のムスリム世

界では、多元的な社会というものが存在したことが

ありません。社会の多元性というものを経験したこと

がないので、彼らは多元的でない社会こそが適用さ

れるべきイスラムの青写真と考えたがるのです。

このようなことについて、私たちは区別をする必

要があります。かつて彼らは分離の必要性を説き

ましたが、だからといって、イスラムという宗教のそ

の特定の側面を私たちが放棄するという意味には

ならないのです。ありがとうございました。

【司会】 これでセッション３を終了いたします。あり

がとうございました。
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同時に、アメリカを政治的存在として見なしています。

学者として、私たちは公平でなければならないと

思います。アメリカを本質的に政治的な文脈だけで

見てはいけません。私たちはアメリカを文化的アメリ

カとして見なければなりません。同時に欧米につい

ても、政治的な意味の欧米としてではなく、文化的

な欧米として見なすことができるのかもしれません。

グローバリゼーションが、特にアメリカによって政

治の道具として利用されているという問題もまた、

主としてアメリカの主導者に関連した問題なので

す。このセッションの主題は、グローバリゼーション

の挑戦に対抗するための宗教の多様性にあります

が、アメリカが特に第三世界をグローバリゼーション

へと導いていることは、アメリカ国内の宗教団体か

らの抵抗も受けていることも考慮に入れる必要が

あるのではないかと思います。

これに関連して、世俗化の問題についてムスリ

ムの学者たちは、それがグローバリゼーションや欧

米化に密接に関係があるとしていますが、イスラー

ム以外の宗教にも世俗化の影響は及んでいます。

私が拝聴したお二人の発表者は、世俗化の問

題によって影響されているのは、主にムスリムだけ

かのように言われました。私が間違っていなけれ

ば、キリスト教も同じ問題、つまり世俗化の問題に

直面しています。ですから、異なる宗教団体が共

有し、協力し、この世俗化の問題に対処して行くた

めには、どのような定式が適切であるかを模索する

必要があると思います。

イスラームから見た世俗化というのは、イスラーム

でない視点から見た世俗化と異なるのでしょうか。

それは私たちが取り組まなければならない問題で

す。また、これも私の見解ですが、この問題を特に

将来のCISMORワークショップの課題にするのは

どうでしょうか。というのも、宗教または多宗教の対

話を促進する制度は非常にたくさんあります。

対話の多くは国連の傘下にあり、日頃から主催さ

れている公式のものです。しかし、それら対話の場

の多くには、私の知る限りでは、政治的主導者が

参加していません。過去に行われた多宗教対話は、

主として学者の会議であったように思えます。

そして、そのような会議の終わりには、学者たちは

学者として助言を呈しただけです。その後その助言

は、特定の団体、おそらくアメリカの団体、またはアメ

リカの人々に伝えられました。ですから私の見解で

は、次のことが重要です。将来の多宗教間対話で

は、それがこのようなワークショップであれ何であれ、

特定の国の政治的主導者に参加してもらうことを考

えてみるのが効果的ではないかということです。

1人例を挙げましょう。ブッシュ氏です。私が思う
に、ブッシュ氏は、ムスリムおよびアメリカ国内のキ

リスト教徒からさえも、悪者として見られています。

しかし同時に、彼は自らをキリスト教原理主義者で

あると繰り返し宣言しており、多くの場でこの言葉

を使っています。イラク侵攻の決定を望んだとき、

ブッシュ氏は「聖戦」という言葉を使い、そのことは

様々な団体や宗教学者の批判を浴びました。

この多宗教間対話に将来的には、地域レベル

であっても世界レベルであっても、地域の政治主導

者が参加できれば、対話がより効果的なものにな

るでしょう。

では、私はインドネシア人ですので、インドネシア

の問題について語りたいと思います。しかし、イン

ドネシアに対する私の思いは、例えば、ユサント先

生のように強くないかもしれません。私はもう何年

もインドネシアから離れています。しかし、スハルト

後の政権には、民主主義的開放性などがあり、そ

の状況を私はずっと観察し追い続けています。

もちろん、様々な宗教団体が開放的に自らの宗

教を表現しようとしたりしています。興味深いのは、

ユサント先生が取り上げたカリフ制度の概念です。

私はこのカリフ制度の概念について、政治的な

視点からではなく学術的な視点から述べます。カリ

フ制度の概念は、必ずしも政治的なレベルの概念

とは限りません。しかし、現時点では、政治レベル
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序論
この論文は、地球規模の諸問題に対する一神

教信仰の役割について考察を試みる。それぞれ

の宗教は倫理や道徳を重視するのに伴い、それら

を人間の命のあらゆる側面に拡大するという意味

を帯びてくる。この論文では、グローバリゼーション

の課題に対する新しい戦略として採用される宗教

的規範について考察する。東アジアの人々は様々

な宗教信条に従うため、そうした規範を採用すれ

ば、社会経済的および政治的発展に代わる新しい

手段となるかもしれない。現在、人々が精神的滋

養により人生の修正を試み、東アジアの特定の宗

教が宗教復興を目の当たりにしていることは必然の

ことである。したがって、論理的な結果として、彼ら

の文化、そして生活様式までもが宗教的な生き方

に合わせて変わってくるであろう。また、グローバリ

ゼーションの定義、歴史、現在の傾向、そして、可

能な協力関係の追求におけるイスラームなど一神

教の役割に焦点を当てて考察する。

グローバリゼーション：定義と展望
一神教の役割を論じる前に、宗教信仰の特定

の側面にとっては脅威ともなり得るグローバリゼー

ションの問題を先に取り上げるのが適切であろう。

一般的にグローバリゼーションとは、ある事柄を世

界共通基準に従って行う過程に関連するものと理

解されている（１。この過程は、各領域が地球規模レ

ベルで露出されることを条件として、様々な領域に

拡大することができるとともに、土着文化の要素と

矛盾することもある現代性のいわゆる世界共通基

準を受容する、境界のない関係と見なすことがで

きる。別の観点から言えば、グローバリゼーションは、

商業、投資、通信、観念の分野において国家間相

互依存に関連している。以上の定義を見てみると、

実際には、そうしたことはすでに数百年前に出現し

ていた。グローバリゼーションという言葉は、今で

は時代遅れと見なされている地域文化に代わって

地球規模文化を促進するために導入されたようだ。

新たな千年紀直前にこうした新しい展望をもって

「グローバリゼーション」という言葉を誰が最初に使

ったのかははっきりしない。いずれにせよ、グロー

バリゼーションは、知識人や学者が最善を尽くす、

概念的再定義の主題であったようだ。以前グロー

バリゼーションが暗示していた言葉は、人々が文化

的・地理的辺境へ何を普及させたいかに応じて、

国際化または普遍主義の観念に関連付けられるこ

とが多かった。例えば、ギリシャ哲学者の考えが広

く行き渡ったのは、今日我々が知っている科学的

進歩の出現よりずっと前であった。近代的な伝達

手段を使用することなく、彼らの哲学的観念は主知

主義の世界で各人の心に届いた。非常に興味深

いことに、過去に遡るグローバリゼーションの根源

は、異なる地域の人々の間の商業交易だけに関連

していたのではなく、異文化間のつながりにまで展

開していた。

知的襲来
人間は、広い宇宙を明確に理解する能力を持
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業的接触の拡大を主な特徴とする今日のグローバ

リゼーションは、すでに何世紀も前に海上および陸

上で資源を輸送するために発達していたという点

である。次第に、事業の拡大に伴って、他国との

文明的接触も生じた。このことは、仏教がインドか

ら交易経路に沿って中央アジアを貫き、チベット、

中国、日本、さらには東南アジアにまで広まったこと

からわかる（５。別の例としては、紀元前200年から
西暦1000年の間に、中央アジアから南西アジア全
体に広がり、中国からインド、西アジア、地中海を結

ぶいわゆるシルクロードに沿って発生した取引関係

がある。商品、人、文化的観念が中国、インド、ヨー

ロッパまで広く行き渡った。中国の有名な工芸品

である絹や磁器はバグダッドと地中海東部の港か

ら運ばれ、その後ローマに届いた。インド洋は、

1000年から1500年の間に陸路より重要になった
が、東南アジアと中東とのつながりを大いに拡大し、

アラビア、ペルシャ、インドからの商人は東アフリカ

海岸へ行けるようになった（６。

次の段階はグローバリゼーションの初期段階と

言えるが、1250年から1350年までのモンゴル人に
よる拡張と切り離せない関係にあり、その時期、モ

ンゴル人はシベリア、朝鮮、ロシア、東ヨーロッパ、

アフガニスタン、ペルシャ、トルコを強力に征服する

と同時に、中東のアラブ文明の他の部分を破壊し

た（７。当時のモンゴル帝国は、弱小国を犠牲にし

て、領土さらに文化的領域までも拡大するグローバ

リゼーションの動作主であったと考えられる。国際

貿易や植民地拡大の歴史と過程の分析から、グロ

ーバリゼーションは主に、列強の手による世界の特

定部分の征服に関連していることがわかる。

グローバリゼーションの現在の傾向に関して、西

洋は科学と技術の進展から莫大な利益を獲得して

きた。全盛期のモンゴル帝国は、その支配力を利

用して東アジアから西ヨーロッパへの技術移転を許

可することができた。中国も世界の他地域との交

流を通じて利益を得たが、それはモンゴル人が地

ならしをしてくれたおかげである。ある中国人僧侶

は東アジア人として初めて、ローマ、英国、フランス

を訪れた。こうしたモンゴル統治者による門戸開放

政策により、他にも多くの中国人がペルシャ、イラク、

ロシアへの定住を許された。

現在の先進国は、知的層が世界の他地域から

ヨーロッパと北米へ「頭脳流出」したため、大いに

利益を得てきた。同様に、モンゴル帝国の時代の

人々の移動を見てみると、14世紀、中国のモンゴ
ル統治者は、西および中央アジアからのイスラーム

徒や少数のヨーロッパ人など、外国人をおおいに頼

りにし、国際行政業務に当たらせていた。イタリア

人旅行者マルコ・ポーロは、17年間中国で政府業
務に従事していたと認めている。1200年代のモン
ゴル文明発展にも関わらず、彼らの帝国は（多くの

歴史家が予測したように）他の国に比べて長くは続

かなかったが、それは海上商業の発展を活用し損

ねたからである。

イスラーム主導権
より大規模なイスラームの普及は8世紀から15世

紀の間に起こり、その当時、この宗教はアラブ中核

地帯の境界線を越えて強力な拡張を見せた。ムス

リムは、中国やバルカン半島諸国など地理的に離

れた地域に入り込むことができた。世界の他の地

域におけるイスラーム文明の発展を通して、イスラー

ム学者はdar al-Islam（イスラームの家）という用語

を紹介した。我々の考察の関心は、ある宗教の前

例のない拡大に関するものであるが、この事例は

世界規模のイスラーム化の過程と見なすことができ

る。それは、アラビアの名前、言葉、アルファベット、

建築、社会的態度、文化に関する影響を世界の諸

国民に広め、多大な影響を及ぼした。イブン・バッ

トゥータは、アフリカのマリを起点として世界中を回

り、スペイン、東南アジア、東の中国沿岸港町を旅

行したが、旅行中、現地の人々の態度に、ムスリム

に共通する世界観との類似点を見つけた。
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つため、他の生物に対する優位性を認めなければ

ならない。神は人間に知性を与え、それを活用して

他人と交流できるようにした。この世界は、定住の

地、進歩と善性を達成する競争の地として人間に

支配されており、このことから、アダムの子孫たちは

最高レベルの達成を目指して懸命に努力する。時

間とともに、いかに地球を安定させ、いかに他人と

交流すべきかを熟慮した結果、思考の多様性が生

じた。人間同士の哲学的競争によって、当然なが

ら衝突、時には緊張が起こることもある。人間にエ

ゴイズムの傾向があることは意見が一致するところ

であるが、この傾向は、考えをさらけ出し、既存の

問題を克服するのにも役立つ（２。

しかし、地球規模で実証される偉大な観念を見

つけ出す能力をすべての人間が平等に備えている

わけではなく、人間に様々な知的能力を与えられ

ていることは自然界の法則の一部である。主知主

義の成果が何であれ、それは他人に広められない

限り無用のものである。このことから、グローバリゼ

ーションは、推進される観念の基本的課題、つまり

先進知識の成果に関連する。社会学の専門家は、

人間は孤立したら生き永らえることはできないと主

張する。この意味において、社会政治、経済、軍

事、医療、数学／幾何学、芸術、美学の各分野、

さらに形而上学的分野における知的相互作用は、

グローバリゼーションの過程と見なすことができる。

したがって、ここで考察する主題は一般的に、広範

囲にわたる地球の人々の相互作用に関連するもの

である（３。

前に述べたとおり、「グローバリゼーション」という

言葉は、すでに出現した現象の発展期間を反映す

ると言うことができる。おそらく、思考の変化過程と

その成熟のため、この言葉は別の重点から再紹介

されてきた。それは、宇宙、生命、社会に対する人

間の姿勢として一般に理解されている「philoso-

phy：哲学」という言葉と同じである。しかし、ギリ

シャ人が用いた哲学という用語の起源は、知識を

知識のために追求することに関連している。したが

って、ギリシャ人による哲学はあらゆる理論的思考

から成り、芸術、科学、宗教を含む（４。

考えることに最大の努力を払う人々はグローバ

ル化の可能性があり、知性を利用して得た考えは、

必然的に他人に影響を及ぼすことになる。注目に

値することは、哲学的観念を実行できるのは政策

の採用しかなく、それは多くの場合、国家によって

遂行されるという点である。人々は社会的生き物と

見なされるため、社会的秩序を維持するためにリー

ダーシップ・メカニズムがどうしても必要であり、この

考えは、人間は自分たちの利益を得るために人間

同士でグループを形成するという事実にも現れて

いる。これは、ギリシャ哲学の中でも特に、西洋文

明に影響を与えた芸術、建築、政治の分野に見る

ことができる。他人に影響を及ぼす過程は、グロ

ーバリゼーションと切り離せない。西洋植民地化の

歴史も、世界の他の部分を征服することに関連す

る観念を表している。彼らの存在は、「後進状態の」

先住民を犠牲にした植民地での支配と天然資源

の搾取につながることが多い。

グローバリゼーション小史
1000年から1500年の間に、グローバリゼーショ

ンはインド洋と南シナ海を分ける土地においてす

でに根付いていた。それは国際交易を超えて拡大

した。というのも、宗教、文化、技術の伝播を含ん

でいたからである。当時、アジア地域のこの特定地

域は最も動的な地域であったと言ってよいであろ

う。海上貿易を通して、ムスリム商人はネットワーク

を支配すると同時に、その機会を利用して自分た

ちの宗教を布教した。マラッカは商業と文化のグロ

ーバル化の中心となった。さらに、中国人も海洋貿

易網を利用して、イスラームの伝播など、アジア全域

での文明交流を認めた。我々はこれを文化的グロ

ーバリゼーションと見なす。

そこで指摘したいことは、世界の他地域との商
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動に及ぶことはほんの数回であったが、西アジア

の数カ国を含む36カ国は中国への忠誠を認めて
いた。この時代、中国はグローバル化する地球の

半球における最大の力を象徴していた。鄭和がそ

のような壮大な航海を引き受けた動機について、

歴史家の間で意見が一致することはなかった。非

常に多くの諸外国による認知を取り付け、皇帝の

地位を再確認するという外交的使命が主要目的で

あったと推察する者もいた。また、商業的な動機

によるものと考えるものもいる。なぜならば、航海が

行われた時期、中国人商人は東南アジアで一層

活発になっていたからである。明朝初期に、中国は

世界で最も進んだ文明を保っていた。明朝の元で、

中国は大陸間のより広大な交流を開拓し、東アジ

アをはるかに越える支配的世界勢力となっていた。

キリスト教的ヨーロッパとは異なり、中国はその宗教

や文化の伝播にはほとんど興味がなかった。

マラッカとホルムズの活況の知らせは、1400年
代の終わりにはヨーロッパに届いた。ポルトガル人

は、1498年にはインド、1509年にはマラッカへ到着
し、アジア貿易へ参入することができ、それはアジ

アにおけるヨーロッパ支配という新時代の幕開けで

あった。ポルトガル人は1511年にマラッカをなんと
か奪取することができ、優れた兵器類を持ってい

たが、その生活水準はアジアの先進社会より低い

ものであった。このため、ヨーロッパ人は次第に武

力を行使して、商業的、政治的野心を達成するよ

うになったのである。ヨーロッパがこの地域の貿易

を支配した結果、続く世紀のグローバリゼーション

は、1000年から1500年の間に最初の基礎を築い
たムスリム、インド人、中国人ではなく、西洋キリス

ト教徒の手に委ねられたと言える。

グローバリゼーション：利点と期待
今日、我々がグローバリゼーションについて語る

とき、観念の普及にだけ重点が置かれているわけ

ではなく、産業、農業、技術、兵器などの分野にお

ける地球規模の国境のない多国籍貿易を中心に

展開する。主に言及されることは、国際貿易、旅行、

資金移転、通信に関する無数の規制障壁を国々

が取り除くことによる現代の大規模な国境開放で

ある。この場合の「グローバリゼーション」は「自由

化」と同義に使用される。このため、この用語は単

一の国境なき世界の創造を表す。国境開放の結

果、国家経済に代わる地球規模経済、領土的国家

に代わる「地球規模」政府、多様な地域文化に代

わる同質的「地球規模」文化、国家への忠誠に代

わる「地球規模」コミュニティへの忠誠が生まれてく

ると推測される（８。

グローバリゼーションの新たな様相と新たな主眼

点について、グローバリゼーションの概念を取り巻く

定義は多数ある。貿易、投資、旅行、文化などの相

互作用を通じた人と人との交わりとして定義するも

のもある。そして、グローバリゼーションの現在の傾向

は、国際経済の西洋支配に主に関連しているとの

結論に達した（９。様々な分野の多くの人々がこの

言葉を使って、何か深いものが起こっている、世界

が変わっている、経済、政治、文化に関する新しい

世界秩序が出現していることを示している。この用

語は実に様々な脈絡で様々な目的で使用されるた

め、グローバリゼーションの何が問題となっているか、

その用語がどんな機能を果たしているか、現代の理

論や政治にどんな効果をもたらしているかを解明し

ようとする際に混乱を生み出すこともある（１０。

悲惨な影響に対する懸念をよそに、グローバリ

ゼーションは、人々のそれに対する反応によっては

利益をもたらすこともある。我々はコミュニティへの

様々な影響を否定しないが、人間の進歩の結果、

技術的発展が急速に変化するのに伴って、グロー

バリゼーションは細心の注意を払えば、よい結果も

もたらす。肯定的な側面は、次のような区分に分

けられる。第一に、飛行機による旅、電話、コンピ

ュータネットワーク、インターネット、ラジオ、テレビなど

の通信システムの多様化により、地理的境界に関
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カリフ統治政府がその領土をモロッコからインド

ネシアに至る非アラブ地域へ拡大したため、イスラ

ーム王朝は主導権を拡張することができた。さらに、

ムスリムは、サハラからスペイン、南シナ海までの貿

易を主導していた。彼らはインド洋を利用して、マ

ラヤとインドネシア諸島を経由し、東の中国、日本、

ベトナム、カンボジアを結ぶ国際貿易網を展開した。

インドとスリランカを横断した後、ペルシャ、東アフ

リカ沿岸からモザンビーク、地中海東岸まで、西へ

も拡大を進めた。

貿易ルートの主要玄関口であったインド洋以外

では、ペルシャ湾のホルムズ海峡と東南アジアの

マラッカ海峡も、近代以前の交易の重要な入り口

であった。これら二つの国際商業玄関口から、イン

ドネシアや東アフリカの香辛料、マラヤの金とスズ、

ジャワのバティックやカーペット、インドの織物、ジン

バブエの金、中国の磁器や茶が、遠方の地域へ渡

っていった。そうした商品は西洋に到着すると、東

洋の多様な源の探検へと人々を駆り立てた。注目

すべきは、地球規模の交易がモンゴル人の没落後

に繁栄し、1400年代、1500年代に頂点に達し、そ
の後イスラーム王朝が衰退していく間も、その経済

的、文化的影響力が優勢を保ったという点である。

マラッカ：貿易と文明の玄関口
インド洋と南シナ海周辺の様々な国が競い合っ

て海上貿易を利用しようとしたことは疑問の余地が

ない。モンバサなど、アフリカ・アラブ・スワヒリ混合

文化をもつ東アフリカ諸国は、長い競争を経験した。

ユダヤ人とアラブ人は、西アジア、北および東アフリ

カ、東南アジア、中国と密接な関係を保ったため、

当時、海上貿易ルート沿いに優勢であった政治勢

力はほとんど存在しなかった。マレー半島南端に近

いマラッカは、近代以前におけるグローバリゼーショ

ンの玄関口であったと言ってよい。東南アジア地域

全体で、人々は考えや貿易を交わらせた。マレー半

島やインドネシア諸島の沿岸国家の統治者の中に

は、当時すでに地域間海上商業を支配していたム

スリム貿易業者の誘致に関心をもつ者もいた。イス

ラームの普遍性に魅了され、彼らは改宗した。

地域の戦略的重要性と、ムスリムが貿易のさな

かに宗教を広めようとした努力はさておき、マラッカ

は、インド洋貿易ルート網の東の終点であるととも

に、群島におけるイスラーム拡大の主要拠点となっ

た。1400年代、マラッカは、アジアやアフリカの
様々な国から商人を引きつける繁華な貿易拠点で

あった。マラッカの港には世界中のどの港より多く

の船が投錨した。海洋商人はマラッカの安定した

政府と自由貿易政策に惹かれたのである。10万人
から20万人のマラッカ人口のうち、1万5千人が外
国人貿易業者で、アラブ人、エジプト人、ペルシャ

人、トルコ人、ユダヤ人、アルメニア人、エチオピア

人、東アフリカ諸国民、ビルマ人、ベトナム人、ジャ

ワ人、フィリピン人、中国人、日本人、インド人など、

亜大陸全土から集まっていた。都市部の通りでは

84カ国語が話されていた。マラッカは、世界有数
の貿易都市、グローバル化した文化と商業の多民

族中心地となり、今日のニューヨーク、ロサンジェル

ス、香港のようであった。

中国とヨーロッパによる支配
歴史の記録によれば、15世紀初頭、明朝皇帝

の永楽帝が南アジアに海洋遠征を派遣した。

1405年から1433年の間に、中国のムスリム海軍将
官、鄭和は2万8千人近くを乗せた62隻の大艦隊
による7回の航海を行った。このような大規模な船
舶運用術は世界中でかつてないものであった。彼

らはこの航海で海上貿易ルートを航行し、東南ア

ジアからインド、ペルシャ湾、紅海、アラビア、東ア

フリカ沿岸を南下しタンザニアのキルワまで進ん

だ。マラッカは彼らの南方拠点となり、マラッカの統

治者も時々、中国まで海を渡り、同盟関係を強化

した。

中国人は大抵の場合、平和的に旅をし、軍事行
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主義が高まり、教育は商業化し、西洋文化は発展途

上国の土着文化をのみ込みつつある（１６。

グローバリゼーションの可能な結末について出さ

れた予測がある。たとえば、ローランド・アクストマンは、

グローバリゼーションはグローバル・シチズンシップ

（地球市民権）という形態を生み出す可能性があり、

必然的に我々はグローバル・ビレッジ（地球村）の問

題に対処することになると示唆する。そして、我々は

ゆくゆく、不平等、貧困、拡大する貧富の差という

諸問題を克服するためのフォーラムを作らざるを得な

くなり、これは知識人と学者の仕事である。最悪な

ことは、グローバリゼーションが普遍性やグローバリ

ティを装った新しい形の帝国主義支配を生み出す

かも知れないということである。グローバリゼーション

は、世界の西洋化または米国化の新しい形として

機能する。このことから、なんらかの形でグローバリ

ゼーションに関連する均質化と西洋化を拒絶する宗

教信者から抵抗があっても、驚くにはあたらない。

20世紀末はグローバリゼーションの目印であるが、
前代未聞の経済成長と金融自由化に特徴付けら

れ、その結果、国家間の貧富の格差はさらに広が

った。世界人口の4分の1を占める最も裕福な国々
では一人当たりの国内総生産が6倍に増加したが、
貧しい国々の増加率は3倍に満たなかった。この傾
向はアジアで見られ、1970年代以降、工業国にな
れる能力を実証した国がいくつかあったが、同時に

発展途上国のはるかに遅い進歩を目の当たりにして

いる。グローバリゼーションのもう一つの影響として、

一人当たりの全世界生産高が大幅に増加したが、

国家間の所得配分はますます不均衡になった。

グローバリゼーションが進むにつれ、生活条件

（特に福利というより広い指標で測った場合）は、

事実上すべての国々で著しく向上した。しかし、中

でも最も向上が見られたのは、先進国とごく一部

の発展途上国である。高所得国と低所得国の所

得格差が広まったという点は懸念すべき事項であ

る。そして、世界中で赤貧状態にある人々の数は、

実に気がかりなものである。しかし、グローバリゼ

ーションがそうした相違を生み出し、その事態を改

善するためにできることは何もないと速断するのは

誤りである。むしろ、低所得国がこれまで他国ほど

すばやく世界経済と一体化することができなかった

のは、彼らが選択した政策のせいでもあり、彼らが

どうすることもできない要因のせいでもあった。どん

な国も、とりわけ最貧国は、世界経済から孤立し続

ける余裕などない。すべての国が貧困をなくすよう

努力すべきである。国際社会は、国際金融システ

ムの強化、貿易と援助により、最貧国が世界経済

と一体化し、より迅速に成長し、貧困をなくせるよ

うに、援助に努めるべきである。これが、すべての

国々のすべての人々がグローバリゼーションの恩恵

を確実に利用できるようにする方法である。

一神教信仰：イスラームと他の宗教
イスラームは愛を重視するという点で、他の宗教、

特にキリスト教とユダヤ教と共通している。クルアー

ンには、神が人間に対する慈悲を表す文章が多数

ある。原典証拠に含まれるすべての命令は、従えば

善性をもたらし、すべての禁止事項は、無視すれば

恐ろしい結果になる。イスラームの核は家族であり、

すべての人間は神の家族の一員と見なされる。

楽園の概念は、来世に関連するだけではない。

それは、この世で平和を保障し、対立を避けるため

に実現しなければならない。コミュニティレベルと国

家レベルでの相互協力を楽園の現れと考えること

ができる。イスラーム一神教は、崇拝に値する神は

ただ一人しか存在しないという教義概念を受け入

れる。すべての預言者は、その命をもっぱら造物主

にささげるため、上記メッセージを伝える任務を与え

られた。歴史を通じて、一神教のメッセージは、

様々な環境条件においてシャリーアの実践とともに

広められた。それは神学的および社会学的側面か

ら成る。第一に、それは神の存在に関連し、他のい

かなる生き物も係わり合いになることはできないもの
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係なく容易に連絡を取ることができる。第二に、通

商の面において、世界横断的商慣行の実施により、

多様な製品、農業、技術の交換と移動が円滑に行

われる。第三に「意識」に関して、人々が世界を単

一の場所として考え、国境を越えた（宗教信仰、人

種などの）コミュニティに自分が属していると考える、

あるいは領域に関係なく世界中の問題の観点から

自分の運命を理解する限り、グローバリゼーション

は証明される。

さらに、革命的な通信システムの出現により、特

に都市部の人間は様々な種類の情報の入手手段

を容易に利用できる。そうした通信の進歩を通して

他の文明を知り、接触することができ、今日の文化

的相関世界を理解するために必要な情報を得るの

に役立ってきた（１１。投資や地球規模通商の面で

は、増加する社会的流動性や中流階級は、地理的

地域や人種に関係なく人間同士を結ぶ、より容易

で安価な通信媒体の恩恵を受けている（１２。

問題と課題
今日の世界はグローバリゼーションの高まりによ

り体系化され、世界資本主義経済システムの支配

を強化し、地球規模文化により地域伝統をこわし

ていると考える学者が多くいる。利益倍増を唯一

の目的とする多国籍企業の運営は、富裕国と貧困

国との経済的格差をさらに広めた。生活必需品は

利益のために脇へ押しやられ、南方の多くの国々

は、外国市場で儲かる産業への海外投資促進に

占拠され、国民の最も基本的な必需品は見捨てら

れた。グローバリゼーションは大量消費心理をあお

り、倫理的・道徳的価値に関係なく、人々に世俗

的利益を選ばせる。さらに、それは西洋の様式に

倣うように人々を仕向けることにより、第三世界の

土着文化を無用のものとして扱う。たとえば教育の

面において、カリキュラムは主に技術や経営能力を

重視し、伝統的科目を軽視している。学生は特定

の能力や技術を習得するように教育されるが、道

徳面は無視される。実際、グローバリゼーションの

意味するところは、欧米文化の導入と大差なく、そ

れは精神性に悪影響をもたらすものである。情報

技術（IT）はグローバリゼーションにおける現在の傾

向を特徴付けるものであるが、ポルノ広告を蔓延さ

せ、若者の道徳的危機を増長している。さらに、IT

は一部のグループに悪用され、不法な電子現金取

引が行われ、多大な経済的損失が生じることもあ

る。グローバリゼーションは犯罪率を上昇させると

同時に、異なる情報源からの相反するニュースで

人々を混乱させる。情報技術ブームは大国の政治

課題を広めるためにも利用され、第三世界を犠牲

にすることがあまりに多い（１３。

超先進国による発展途上国の支配、あるいは多

国籍企業による国家経済や地方経済の支配の焦

点をずらす新しい帝国主義として、グローバリゼー

ションをとらえる学者の見方は非常に興味深い。ま

た、それは植民地主義の恐怖を中和する覆い、そ

して再び新帝国主義の講話の役目を果たすとも考

えられている。グローバリゼーション反対者は主に、

地元の伝統の破壊、富裕地域に対する貧困地域

の従属、環境汚染、文化や日常生活の均質化に焦

点を当てる。反対者に含まれるのは、国家主権と

地元の伝統への脅威を強調する多文化主義者、

生態系への破壊的影響を恐れる環境保護主義者、

そして、グローバリゼーションを国家や地元文化、伝

統の神聖さに対する脅威と見なす保守派や宗教指

導者である（１４。

カマル・ハッサンは、グローバリゼーションの負の側

面は正の側面より多いと考える（１５。グローバリゼーシ

ョンは、課題に立ち向かう準備が整っていない南に

対する北による政治的、経済的、文化的支配を生み

出したとハッサンは嘆く。近代化の地球規模的影響

は、環境の荒廃と混沌とした経済格差を引き起こし、

富裕国と貧困国の格差は広がり、発展途上国は、

彼らの生活必需品を満たすための政策から、利益を

生むための投資誘致へと重点を移した。大量消費
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ら実例を取り入れて規則を作った（２１。

タウヒードが同一の源から生まれた人類の一体

性を表すため、ウンマの概念は善性と美徳に関連

する。それは社会における人間の存在と密接に関

係し、その関心は善性を命じることであり、その結

果、個人および集団レベルで正義が確立される。

初めから、人間は単一のウンマとして体現され、歴

史の中の預言者たちは人間を正しい道へ導くた

めに現れた（２２。

主な関心事は、ウンマという言葉が真理と正義

（al-haq wa al-Ñadl）と密接に関連しているという

ことである。コミュニティの構成員であるあらゆる個

人は、それらに統治される用意があるときに限りウン

マと見なすことができる。より広い意味では、ウンマ

は、人間の家族が拡大して神の家族となることを表

し、神の家族は様々な人種、部族、国、信仰の

人々で構成される。神の規則は、すべてのイスラー

ム徒が様々な宗教の信者を相手にする際に所定の

原則を守るよう要求する。再び、ナシールは、特定

の宗教への改宗は個人の権利であり、真の宗教を

求めて真剣に努力するものを神は祝福すると主張

する。彼の考えによれば、あらゆる宗教信奉者が、

何があっても自分の権利を守ろうとするのは正当な

ことであり（２３、宗教の問題は時として取り扱いが難

しくなり、狂信につながると主張する。したがって、

神は平和を維持し、肉体的衝突を回避するため、

明確な導きを示す。預言者（PBUH）は、この神の

導きに基づいて平和を守るため、政府においてユダ

ヤ人を相手にする際の寛容性を示した。

「…わたしはあなたがたの間を公正に統治す

るよう命じられた。アッラーはわたしたちの主

であり、あなたがたの主であられる。わたした

ちには、わたしたちの行いの報いが、あなた

がたには、あなたがたの行いの報いがある。

わたしたちとあなたがたの間に、異論などは

ないのである。アッラーは、わたしたちを（一緒

に）招集されよう。かれこそが（わたしたちの）

帰る所なのである」（２４。

上述の導きは、平和と宗教共存を守るための宗

教的倫理の一部と見なされるべきである。この基

本的価値観の神聖さを実現するために責任が求め

られる。

宗教的協調：グローバリゼーションへの対応
ほとんどの一神教は倫理と道徳に重点を置くた

め、科学や技術の成果という恩恵を人類に役立つ

ように応用することは賢明である。当然、宗教指導

者はグローバリゼーションを利用して、世界の他の部

分へ神のメッセージを広める。メッセージを広める最

中に、すでに特定の信仰を指示している人からの抵

抗に遭うことも多い。このことから、多宗教倫理の実

現に参加する人々が固執すべきことは、すでに特定

の信仰に奉じている人たちに向かって説教を行わ

ないこと、そして、人類に役立つよう協力できる事柄

に基づいて共通合意の追求を重視することである。

しかし、これには絶え間ない奮闘、思いやり、熟慮、

誠意が必要である。宗教指導者は、布教の敏感さ

と、信者を増やしたいというだけの野心による衝突

の危険性とを認識しなければならない。信者を増や

すという目標は排除して、貧困、紛争、戦争、児童

虐待、差別、社会経済的搾取、セクシャル・ハラスメ

ント、麻薬取引などの問題の解決を目指す対話精

神を高めていかなければならない。

心に留めておくべきこととして、一部のグループが

宗教的対話を促進するという名目で、人を改宗させ

ようとすることが実際にあるのだが、そうした巧妙な

策略は避けなければならない。例えば人道的支援

は、飢餓、死、災難の脅威から人 を々救う目的のた

めにだけ行うべきである。さらに重要なことは、宗教

の原典において形作られる平和の概念には、国家

当局の心を貫く力がなければならない。さもなけれ

ば、どんな平和の訴えも、取り組みが適切な方法で
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である。第二に、それは神の権限に関連し、人間は

決して絶対的な力を主張できないことを意味し、人

が所有できる権限は神の慈悲に従うべきである。

社会学的な脈絡において、一神教は、信仰して

いる宗教に関係なく人間が実践できる真理を明白

に示す。イスラームは、タウヒード（単一性または一

体性）として神学上の枠組みに反映される真理の

単一性を断言する。それゆえ、宗教信仰の本質は、

この宇宙に真理の二重性はまずないと断言するこ

とである。一神教の教義は、これら二つの主要側

面を確認し、神とかかわりをもつという問題（イスラ

ームではshirk（偶像崇拝）として知られる）は、神学

からの逸脱を表す。神は、神を信じているが、これ

をほかのことと混同する者を矛盾する態度として非

難する（１７。第二の側面は、この世における人間の

相互関係に関係する。真実に気づいていながら、

他人の権利を侵害する罪深い行為にふける者は、

基本的に神学の真理を無視する者である。一神教

信仰の核は、多様な民族性、人種、様々な社会的

地位の人々が積極的に交流するという人類の平等

を確保することである。それゆえ、いかなる優位性

も存在すべきではない。なぜなら、以下の文が示

すとおり、尊厳は信心深さに基づいてのみ考えるべ

きものであるからである。

人々よ。われわれは一人の男と一人の女か

らあなたがたを創り、種族と部族に分けた。

これはあなたがたを、（互いに軽蔑するのでは

なく）互いに知り合うようにさせるためである。

アッラーの御許で最も貴い者は、あなたがた

の中で最も主を畏れる者である。アッラーは、

全知にしてあらゆることに通暁なされる（１８。

上述した一神教の第一の側面は啓示の本質に

関するもので、それは人間が従うべき真理の単一

性を意味する。預言者アダムは、流血につながり、

欲求不満を起こす対立の発生を警告された。神の

導きに頼るものだけが救われる（１９。イスラームの一

神教は、真理はたった一つしか存在せず、それは

神に由来するものであるという状況で理解しなけ

ればならない。信仰する宗教に関係なく、徳行に

従う人はそもそも神の真理に従っている。したがっ

て、イスラームの学者は、啓示は原典的側面と非原

典的側面から成るという理論を提唱する。前者は、

クルアーンとスンナに記されるすべての証拠に関連

する。後者は、人間の考えの真理に関連する。イ

スラーム神学者イマーム・al-ShÉfiÑÊの見方は非

常に興味深く、彼によれば、コミュニティとは、知識

を活用して、公的または私的生活に影響を及ぼす

事柄について合意する専門家集団によって決ま

る。コミュニティが誤って合意することはあり得ない

から、そうした合意は真理の重みを担った。そして、

彼の説によれば、誤りは集団的意思決定からでは

なく、分離から生じるものである（２０。

インドネシアのイスラーム思想家モハンマド・ナシ

ールの考えによれば、タウヒードは、服従を示すた

めムスリムに儀式を義務付ける神の属性に関連す

るだけではない。彼は、人道的援助、協調的取り

組み、貧困者支援など、コミュニティに存在するあら

ゆる本質的価値を維持すべきだと主張する。一方、

すべての悪行は罪深い行為と見なし、人間を道徳

的破綻から救うために根絶するべきである。また、

彼は、啓示で特に述べられていないことは、シャリ

ーアの基本原則に矛盾しない限り、状況に応じて

規定することができるとも考える。彼による記述は

次のとおりである。

求められる規則や制度が他国ですでに存在

したのなら、我々ムスリムはそれを他者から引

き継ぐ権利がある。文明の個々の進歩は、あ

る一国の占有物ではない。我々は、英国、米

国、ロシア、フランス、スイスなど、どの国からで

も、我々の宗教の目的に矛盾しない限り、すぐ

れた規則を譲り受ける権利がある。非イスラー

ム国でさえ、知性と文明の点で優れた他者か
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用を特に重視して、人間の問題の克服と、平和と正

義の確立とを目指す。私たちは様々な入り口から正

義の世界へ入ることができる。例を挙げてこのこと

を説明したのはジャラルディン・アッルーミで、宗教の

境界を超越した共通の土台という考えを支持した彼

は、次のように述べた。「灯りは様々であるが、その

光は同じである」（２５。

1）Encarta Dictionary, 2004参照。

2）エゴの概念は、それをとらえる見地によって人それぞれか
もしれない。ジークムント・フロイトは、人間は心の基本的領
域を三つ所有し、残りの二つはイドと超自我であると考え
た。さらに彼は、エゴの形成は、出生時に人や物事という
外部の世界に初めて遭遇した時点に始まるとも言った。一
方、哲学において、その用語は自己の意識を反映する。ル
ネ・デカルトとゴットリーブ・フィヒテは、エゴを現実の唯一の
基盤と考える。彼らは、宇宙が個人の知識とその経験の中
にのみ存在すると考えたが、一方、イマニュエル・カントは、
知覚と思考という2種類のエゴを提唱する。イドは、欲望、
すなわち即座に得られる満足という形で個人が求めざるを
得ない充足感を支配する。フロイトの理論によれば、イド出
現の背後にある主要因はリビドーであり、それは性的本質
が現れる全身の力と考えられている。超自我は、反社会的
な行動や思考を生み出す心の要素を示す用語である。
Reference Library, 2004参照。

3）Craig A. Lockard, “The Seeds of Globalization”
Encarta Reference Library, 2004参照。

4）Reference Library, 2004.

5）そうした交易を通じた文化的接触は紀元前200年から西暦
1500年の間に見られた。Craig A. Lockard, op. cit., p.
23.参照。

6）同書。

7）同書。

8）Scholte, Jan Aart, International Affairs, Vol. 73, No.3,
July 1997, pp. 427-52.

9）Craig A. Lockard, “The Seeds of Globalization” In:
Encarta Reference Library, 2004参照。, 2004参照。

10）Douglas Kellner, “Globalization and the Postmodern
Turn”, 2002。詳細は、>http://www.gseis.uda.edu/fac-
ulty/kellner/kellner.html<参照。

11）Zandra Muzaffar, in Fountain Magazine, No. 43
(July-Sept.), 2003.

12）Kamal Hassan, “Challenges of Globalization.” Al-
Jazeerah, June 6, 2004.

13）Chandra Muzaffar, 2003.

14）Kellner, 1989.

15）カマル・ハッサンは現在、マレーシア国際イスラーム大学
（IIUM）の牧師で、ここで述べた見解は、パキスタン、イス
ラマバードの政策研究所（IPS）で行った講義で示された
ものである。

16）Hassan, Kamal, “Challenges of Globalization”, Al-
Jazeerah, June 6, 2004.

17）クルアーン 4:116。

18）クルアーン 49:13。

19）啓示を実践する方法はシャリーア（イスラーム法）と呼ばれ、
預言者によって異なった。特定のイスラーム法は、状況の
変化に応じて適宜改正された。このことから、預言者の存
命中には起きなかった新しい問題はすべて、シャリーアの
観点から検討する必要がある。

20）Maine Sanneh in Encarta Reference Library, 2004参
照。

21）Panji Islam, 19 December, 1950.

22）クルアーン 2:213。

23）ナシールは以下のクルアーンの文章により彼の主張を支
持する。「アッラーがもし、ある人々を他の人々によって阻
止しなかったなら、修道院も、キリスト教会も、ユダヤ教礼
拝堂も、アッラーの御名が常に唱念されているモスクも打
ち壊されたであろう。アッラーは、かれ（の主義）に協力す
る者を助けられる。確かにアッラーは強大で、偉力並びな
き方で、その意志を行使することができる方であられる」
（クルアーン22:40）。

24）クルアーン 42:15。

25）ザンドラ・ムザファーによる引用http://islamonline.net/
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組み立てられなければ、悪夢が生じることになる。

ある宗教が少数派である場合、その存在によっ

て多数派が支持する宗教が妨げられてはならな

い。実際、宗教布教の倫理、規則、原理を採用す

る際に政府が重要な役割を果たし、宗教信奉者の

平和的共存を確保することは、きわめて重要なこと

である。地球規模レベルにおいて、宗教指導者は

勇気をもって、超大国による第三世界への軍事的

侵略を止めるよう声を上げなければならない。さら

に現在、中東などこの世で起きている紛争は、異

なる宗教信者間の対立であるため、宗教的対話の

国際フォーラムを実現し、聖職者と政治指導者の両

方が参加する会議を招集し、平和的解決を追求す

ることが必要である。こうしたシステムによってのみ、

すべての宗教指導者が好結果に資する平和的雰

囲気で、グローバリゼーションの問題に対して積極

的に貢献することができる。

新千年紀は実際、人類の歴史でこれまでに経

験したこともない科学的・技術的進歩を見せる。し

かし、こうした状況は非常に変わりやすいものであ

る。それは経済協力、開発、進歩、平和をもたらす

代わりに、対立、戦争、飢餓を起こす。我々は、す

べての宗教は普遍的人類愛を説くものであると常

に意識しなければならないが、他の宗教に対する

非寛容性と曖昧さのために、時としてこれを実践す

ることが不可能である。貧困国が経済的に同等に

なるよう促進する取り組みを我々は否定しないが、

経済的搾取や宗教的偏見が憎悪を助長し、暴力

まで生み出したという現実からは依然としてかけ離

れている。人道的目標を達成する努力を促すため

にどうしても必要なことは、寛容の精神を啓発しつ

つ、それぞれの宗教の主要な特徴を保つことであ

る。なぜなら、信奉者の日常生活で守らなければ

ならない独自の生活様式と精神観念がそれぞれに

あるからである。

すべての宗教指導者は絶えず、地球規模レベル

で正義と自由を促進するよう努めなければならな

い。このためには、暴力、対立、権力闘争のない

世界にするため献身しなければならない。そして、

それはスローガンで終わるのではなく、行動で支え

なければならない。領土的野心や権力闘争は禁止

しなければならない。軍事指導者、科学者、宗教

指導者は、戦争が時代遅れの問題対処法であるこ

とに同意するであろう。グローバリゼーションは適切

な方法、すなわち、誰も自分の欲望を満たすだけ

のために他人を奴隷にすることはできない平和な

世界を投影する方法で利用すべきである。宗教は、

すべての男性、女性、子どもが一つの人間家族の

一員として尊重される倫理規範を実現できるように

奮闘しなければならない。

他の分野、特に経済活動の領域で、倫理規範や

価値を注入しなければならない。これは宗教学者

にとっての課題である。すなわち、宗教的価値や聖

典に基づく命令に則して、倫理的でありながら、経

済的に健全な政策を考案すること、そして、グローバ

リゼーションの過程に組み入れることである。個人

とコミュニティの意識の中にある地球規模の倫理的

価値は、人間にとって唯一の望みである。科学者と

宗教学者は協同して長期計画を採用することによ

り、善性と正義を促進しなければならない。宗教の

主要な特徴を反映する正義、愛、思いやりは、形式

や儀式的象徴ではなく、善性を推し進めるべきであ

る。念頭に置くべきことだが、グローバリゼーションの

ある側面のおかげで宗教の包括的メッセージの伝

達が容易になったため、我々の各宗教の普遍的本

質を人類全体に伝えるに相応しい時期であり機会

であると考えられる。グローバリゼーションに関する

限り、そのおかげで社会は排他性が弱まり、より多

宗教的になり、それはまるで我々が現実に強要され

て、排他性を廃止し、普遍的方向性を展開したか

のようである。実際、このことは、共通の人間性に基

づく普遍的コミュニティを目指して国々が辿るべき正

しい道を象徴している。この手段により、グローバリ

ゼーションへの宗教的対応は多宗教価値体系の利
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代案的世界化のための東アジア宗教文化の役割と提案
－韓国キリスト教の視点から－

となった場合、欧米化に対する拒否感はそれほど

強くない。むしろ、自分たちの伝統宗教が他者とな

ってしまったのである。西勢東漸の時期に伝来さ

れたキリスト教が開化に役たち、独立意識を励まし、

民主化をも主導したからである。しかし、キリスト教

と共に東
ドン

学
ハク

、甑
ヅン

山
サン

教、また、圓
ウオン

佛
ブル

教のような儒仏

仙に基づいた民族宗教の発生も注目されるように

なった。それは東洋（アジア）主義の下でアジアを

侵略し、脱亜入欧をはかった日本帝国主義とキリス

ト教欧米との結託の歴史を知っているからである。

この点において反米、反日を標榜してきた韓国の

民族主義は否定できない現実であろう。しかしなが

ら、世界化されつつある世界の情勢において、他

者の観点に基づいて自分を見ることも問題である

が、また、民族主義が代案ではないということだけ

は明らかである。

ここで、筆者は両側から批判を受けてきたが、

思想的流れとして形成された土発論、すなわち、

東道西法の観点が東アジアの地域統合論の基礎

になり得ると思う（５。強要された欧米化（世界化）

により、文明間の葛藤が予見されるところで、その

核心となる宗教を間文化的に理解することが代案

的世界化のための先決問題になると、私は考えて

いるのである。もちろん、これは韓国の近代歴史の

中で生じた固有の観点かもしれない。しかし、世界

化の代案を模索するためには、宗教間から始まる

真の意味での普遍意識（Global consciousness）

の共有を余儀なくされる。そのため、筆者は「近代

化と民族的アイデンティティ」が主題であるこの度の

学術大会の趣旨に基づいて三つの段階で論文を

進める。まず、韓国の近代化課程における民族的

アイデンティティとキリスト教との関係。次に、地球

化（グローバル化）に対する宗教人たちの観点と霊

性（宗教）の新たな自覚。最後に、代案的地球化

のための宗教の役割と東アジア地域統合のための

提言である。

2
1876年、近代化を掲げた日本との不平等条約

以来、韓国はアメリカ、ロシア、イギリス及びドイツな

どという欧米列強の影響下に置かれていた。プロ

テスタントの伝来もまた、このような欧米勢力の拡

張と無関係ではなかった。それにもかかわらず幸

いであったことは他のアジアの国々とは違って、キ

リスト教の福音がヨーロッパの植民地政策として伝

来されたのではないということである。キリスト教は

韓国の伝統宗教の影響力が衰退した状況の中で、

開化、すなわち、近代化という時代的課題に取り

組むようになる。侵略国として日本に対する反感が

アメリカなどの欧米に対する慣用的情緒をもたらし、

また、キリスト教に対しても開放的、受容的な姿勢

をもたらした。

しかし、欧米的意味としての開化に対する国民

の観点は一つではなかった。開化、近代化とは長

年の蓄積された民族のアイデンティティーを急激に、

また、強制的に否定する破壊的行為と同じ意味と

して理解されたからである。武力を用いて制度及

び文物全般を近代化しようとした日本、また、儒仏

仙に基づいた伝統文化を低級なものと見なし、欧

米的価値を注入して韓国の人々の意識を啓蒙しよ

うとした欧米宣教師の独断、両方とも問題として挙

げられたのである。さらに、日本のアジア拡張主義

というものが欧米帝国主義の黙認の下で進められ

たことであったという自覚は、欧米及び近代化に対

する反感を増幅させた。

そのようなところから、開化、すなわち欧米的近

代化に対する異なる立場が生じ、その立場に基づ

いた観点はそれなりの変化はあるにせよ、世界化、

地球化が言われている昨今にいたるまで世界を理

解する枠として機能している。その観点とは、華夷

的世界観に基づいた為正斥邪派の守旧的観点、

欧米文明に基づいて富国強兵を訴えた急進的開

化派の観点、また、東洋の主体性（道）の下で西洋

の文明（器）を受容しようとした穏健的開化派の観
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１
西洋化、近代化が普遍的価値として通用するよ

うになったのは最近のことではない。19世紀末ご
ろから始まり、強制的な近代化の要求に基づいた

西洋的な価値が、東アジア民族の核心理念となっ

てしまったのである。その中で東アジア伝統の脱

価値化や無力化が生じ、また、民族の主体性の喪

失も問題となった。新自由主義という理念の下で

近代化が世界化へと転ずる昨今の現実によって、

民族概念の根本的なところまで揺れている。世界

化というものがもたらす現象、すなわち、守るべき

民族や国すら持たない多国籍、超国籍企業を量産

するためである（１。このことは民族概念を近代が

作り出した虚構と見なしたポストモダン思潮の責任

が大きい。その主張のように国家や民族の境界を

越えるということは人類の未来のためのことであり、

また、すべての宗教が志向することであろう。しか

しながら、世界化、地球化の名の下で強者と弱者

が常に存在することは、世界化とは文化的同質化

という美名の下で強化されたオリエンタリズムでは

なかろうか。それは東アジアというものが西洋的解

釈の受容者として理解されるからである。それにも

かかわらず世界化とは必要なことであり、果たすべ

き課題である。東アジアの地域統合理論が代案的

世界化として言及されるのはこのためである。

サミュエル・P・ハンチントン（Samuel P. Hunting-

ton）の文明の衝突論は西洋式世界化に対する憂

慮の断面を示している。文明間の衝突を当然視す

ることによって武力的覇権主義を正当化しているの

ではないかと疑われてはいるが、非欧米社会にお

ける文明の自覚を強調した点においては意味があ

る。そこでは同一民族、言語、そして宗教が文明の

核心要素として取り上げられる（２。非欧米的存在と

してのアイデンティティが長年にわたって蓄積された

実像であるからである。世界化の副作用が、また、

西洋から強要される価値が多ければ多いほど、違

う文化的アイデンティティのため、衝突は避けられな

い。しかし、道はある。それはキリスト教と欧米が自

分の文明を絶対的な物としてではなく相対的なもの

として認識することで可能である。（３

しかしながら、世界化プロジェクトは相変わらず

欧米中心的な普遍性を要求しており、自国の利益

という観点に基づいている。世界化のための欧米

式ブロック化に対して東アジアの地域統合論が言

及されるのもこのためである。可視的な成果がはっ

きりと出ているわけではないが、東アジアの文化的、

歴史的、また、宗教的特殊性に基づいた地域的ア

イデンティティについて議論が進められている（４。

アイデンティティとは価値と規範の共有によって可視

化される。それを根拠として東アジアの政治、経済、

及び制度の統合を現実化させ、代案的世界化を模

索しているのである。

特に、儒仏仙（儒仏道）という宗教を共有してし

てきた東アジアの連帯は長い歴史を持ち、その不

透明性にもかかわらず目標及び課題として提示さ

れつつある。このところで、唯一神宗教であるキリ

スト教と伝統宗教との葛藤や対立は難題であると

言わざるを得ない。韓国のように準キリスト教国家
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リスト教欧米文明と遭遇しようとした開化派が、そ

の後、脱教会（宗教）的民族運動（新幹會）と脈を

継いだことは当然の結果であると思う。

最後に、中国の自強運動を開化のモデルとした

東道西器の穏健進歩的立場と、その立場を徹底的

に発展させた形態として東道西法の土発的受容形

態に注目する。中體西用に基づいて補儒論的立場

を取った東道西器とは形而上学的には儒教的道

を固守し、形而下学的には欧米の文明を受容しよ

うとしたもので、金弘集（キムホンジプ）、金允植（キ

ムユンシク）などがその代表的人物である。この人

たちは開化の必然性を認識し、キリスト教を含む欧

米文明全般を受容するにあたって、儒教的主体性、

すなわち東道の立場で受け入れようとした者であ

る。しかし、東道西器は本質的に守旧派のような

閉鎖主義（exclusivism）に基づき、対外的には常

に民族優越主義、抗拒主義と変質される恐れがあ

る（９。この点において東道西器と区別される東道

西法の立場が注目される。

『西遊見聞録』の著者、兪吉濬
ユギルジュン

は甲申政變の主

導者たちに対して、「欧米の器を尊重しすぎ、儒教的

人倫を疎かに扱い、孔孟の道を西洋の道に変えよ

うとしている」（１０と批判した。付言すれば、政治、法

律、機械などのいわゆる器とは、時代と地域によっ

て違う形として開化されることができるが、人本及び

道（宗教）とは東西を問わずに普遍的な属性を持っ

ているから東洋的伝統を破棄したり、その主体性を

無化したりすることはできないということである。前

述した東学、甑山教、圓佛教などの民族宗教の成

立もまた、このような枠で考えられる主題であろう。

結局、兪吉濬は急進開化派の実用的宗教観に

従わず、西器の土台であるキリスト教自体の重要

性を認め、東洋的真理とキリスト教を相好連続性

の中で考える根拠付けをした。このような立場は貞

洞メソジスト教会の韓国人初代牧師であり、土着化

神学の先駆者として知られた崔炳憲の「東洋之

天 西洋之天」という神学的言明の中に発展的な

形態として継承された（１１。このような東道西法の

観点を通じて民族的排他性や閉鎖性の克服はさ

ることながら、民族的主体性に基づいてキリスト教

及び欧米文明を受容する開放性を堅持することが

できたのである。もちろん、このような立場は少数

者見解であって現実歴史の中で可視的な結果は

あまりなかった。しかし、世界化の代案を模索する

点において、重要な端緒になると思う。

3
近代化に取り組んでから一世紀も経たないうち、

韓国は自由貿易体制（FTA）及び自由主義市場原

理の拡散を求める世界化（Globalization）に直面

している。植民主義的近代化によって強要された

アイデンティティに対する不愉快な記憶のため、世

界化に対する観点も肯定的なものばかりではない。

世界化の過程が強大国の新保守主義政策と非道

徳的競争原理に基づいて進められているからであ

る。もちろん、近代化が時代的な必然として認識さ

れるよう、世界化もまた、逆らうことのできない大勢

となったことは事実であろう。韓国の政府は1990
年代の初めのごろから例外なく地球化、世界化を

政策の目標としている。

しかし、世界化はその過程において、想像すらで

きないほど国家、民族、人種間の境界を崩し、伝統

と歴史の廃棄を主張しながら無限自由のため、新

たな自己アイデンティティを要求している。換言すれ

ば、脱民族、脱領土化が地球化の根本的条件とな

ったということである。他者との出会いを制約してき

た本質主義の解体（脱近代）によって、他の宗教伝

統との自由な出会いが可能になったことも地球化

を加速させる一要因となった。しかし、文化間の違

いに対する尊重よりも、文化的（欧米的）同質性が

強く要請されているという地球化、世界化の現実は

否定できない（１２。このことによって、植民主義を経

験した国々の反発が強く、また、伝統宗教の価値の

復活に基づいた反欧米化、反世界化の運動が至
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点（東道西器）、さらに、東西の道（宗教）と器（文明）、

両方ともを重視した東道西法の観点である。ここで

筆者が注目している観点は東道西法の立場であ

る。それは東道西器的観点が守旧的世界観の変

形として最終的に国粋主義的立場をとる反面、東

道西法の観点は少数の立場であったにせよ、東西

の道と器の共存を模索したからである（６。

まず、為正斥邪派は正統性
シュ

理
シ

学
ガク

の価値観に従

い、キリスト教及び欧米文明一体を排斥した。儒教

の一派である陽明学の存在すら認めなかったほど

排他的であった主理的朱子学は、朝鮮末に伝来さ

れた外国の思想に対しても寛容的な姿勢を持たな

かった。むしろ、西洋文明の流入を侵略行為と見

なし斥魏、斥洋の立場を表明し、義兵運動を導く

ほどであった。崔益鉉（チェイックヒョン）、李恒老

（イハンロ）のような人が代表的で、正学である儒教

を守り、華夷的秩序（禮）を維持することこそ愛国

の道、学者の使命であると考えたのである。この立

場は中国から伝来された西学及び西教を否定し、

『西學辯』を書いた愼後 （シンフダム）や安鼎福

（アンジョンボク）などの約100年前の性理学者と脈
が通じる。しかし、為正斥邪派の場合、学問的な

批判が可能であった前世紀と違って国家のアイデ

ンティティーが脅かされるところであった。そのところ

で正統儒教の排他性と保守性を愛国の手段として

用いたのはやむを得ないことであろう。また、この

排他的精神の流れが日帝末の神社参拝を拒否し、

信仰の純粋性を守ろうとした一部のキリスト者のエ

トスに繋がった。しかし、その華夷的世界観は現実

認識の鈍感、また、主体性を歪曲してしまい、近代

化との遭遇を不可能にさせた責任から自由にはな

れないのであろう。

次に、開化、すなわち近代化を宿命的課題と受

け止めた急進的進歩派の場合、欧米文明はさるこ

とながらキリスト教に対しても開かれた態度をとっ

た。甲申政變（1884）を主導した金玉均（キムオク

ギュン）、朴永孝（バクヨンヒョ）、徐載弼（スオゼピ

ル）などの開化派は日本をモデルとして、朝鮮に近

代の理念を定着させようとしたのである。したがっ

て、伝統社会の結束をもたらした価値体系としての

儒教の無用論、換言すれば儒教的文化全般に対

する否定ということが基本的なエトスとなった。申

采浩（シンチェホ）の次の言葉は甲申政變の基本的

な立場に違いない。「昨今、中国がいかなるところ

に存在するのか？こちらに回ればアメリカが中国と

なり、あちらに回れば朝鮮が中国なる。どこの国で

あれ、中に回れば中国となり、定められた中国が

一体存在するだろうか」（７。

しかし、当時の開化派の観点は申采浩の民族

史観に照らしながら考えると問題になる。主知のよ

うに、申采浩の民族史観はアジアを理想化してし

まう日本の東洋主義に対する批判にその基底をお

いてあった。欧米化した日本がキリスト教欧米より

優れていると見なし、近代化された日本をアジアの

理想として提示することによって、アジアの国々を

支配し、世界情勢を東西の対立の構図と作り上げ

た日本の東洋主義の危険性や弊害を認識したから

である。申采浩が国家主義を強調し、人類歴史を

我（民族）と非我（他民族）との闘争、すなわち東西

の対決ではなく民族（国民国家）間の葛藤と見なし

たことは日本に理想化に対する拒否であったので

ある（８。このような脈絡において民族宗教の元の

ような東学が生まれ、甑山教、圓佛教など民族の

主体性を強調する宗教が次 と々生まれたのは当然

なことである。しかし、代案的世界化のために東ア

ジア地域主義が議論される状況の中で、アジア主

義は批判的な観点において議論の余地がある。こ

こで注目されることは、開化派におけるキリスト教と

いうものが宗教的な関心の対象よりも、富国強兵

の観点で理解されたという点である。したがって、

開化派は退潮する正統儒教の変わりに、近代化を

導く新たな精神的価値としてのキリスト教を受容し

た。伝統宗教及び伝統文化の否定を前提としてキ
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に共有された伝統宗教を土台とし、アジア的方式

の東アジア統合論を構想しつつ欧米式の地球化に

対する対応を準備している。ここで、東（北）アジア

的観念、価値、規範、そして、アイデンティティを構成

するものとして、儒仏仙、もっと狭くには儒教という枠

を用いようという、いわゆる構成主義的試みが力を

得ている（１６。しかし、アジア宗教という枠の中で構

成されたアイデンティティが政治的な統合の要素とし

ていかなる役割を果たすかに対しては誰も楽観で

きない。すでに、準キリスト教国家として成長した韓

国の状況では東洋宗教の価値に対して開放的で

はないということも明らかである。さらに、近代化過

程において、日本及び欧米によって生じた不幸な歴

史的経験によって、民族、国家主義の壁を乗り越え

ることが妨げられるかもしれない。

しかし、筆者は宗教に基づいた東アジアの地域

統合論の意味と重要性を簡単に放棄したくない。

なぜなら、唯一神思想に対する既存の欧米神学的

解釈はそれ自体の限界はもちろん、理念的誤用す

ら見られるからである。欧米内部に保守キリスト教

の影響力が大きくなり、イスラームの根本主義が激

しくなっていることも唯一神宗教の枠と無関係では

ない。このような脈絡で、準キリスト教国家となった

韓国の選択は非常に重要である。唯一神宗教で

あるキリスト教と儒仏仙との出会いは国家的次元

での注目と発展が必要であり、政策的配慮の下で

キリスト教信仰のアジア的再概念化が遂行される

べきであるからである。このことは多様な文化と宗

教、また異なる共同体が存在するアジア国々の自

己主張にもなる。このため、自国の宗教伝統が欧

米的でなくアジア人の観点に基づいて解釈される

経験が先決であり、その経験の蓄積が要求される。

換言すれば、東アジア人、自らが解釈の受容者で

はなく伝統を理解する創造的主体としての位置づ

けをしなければならないということなのである。

このことは韓国の近代化における土発化類型

（東道西法）の進歩した形式である。オリエンタリズ

ムの克服とは現代解釈学の洗礼を受けたものであ

るからである（１７。すなわち、「東洋之天 西洋之天」

の自覚の中で宗教伝統に基づいた真理経験から

キリスト教を受容したことは、地球化時代に多くの

ことを示唆するのである。このような次元において、

東学や圓佛教のような民族宗教に対する韓国の知

性人の関心と研究は注目に値する現実である。主

知のように、そのような宗教は民族宗教と分類され

るが、欧米キリスト教の衝撃を内部で同化させたさ

まざまな形跡を保有している。東学が神の人格性

と非人格性とを共に扱い、圓佛教が仏教の赭起説

を人格化された恩寵論（四恩）と解釈したことがそ

の具体的な実例である。儒仏仙など、伝統宗教文

化に基づいて、キリスト教を理解したそのような宗

教思想は今後のキリスト教（信仰）の再概念化にお

いて、重要な典拠になり得ると思う。（１８さらに、そ

れらは後天開闢という終末論的世界観の下で、欧

米式の物質文明に対する批判意識を鼓吹させる。

欧米物質文明が襲ってくる時代に精神的開闢を訴

え、弱者、女性、自然、そして、子供に対する配慮

の教えが主な内容である。この点において、韓国

内外の宗教人たちはそれらの宗教が今後、文明批

判的次元から欧米式の地球化の代案を創出する

と信じている。最近、韓国で起こった一連の事件、

すなわち、セマングム干拓地建設を反対する異なる

宗教人たちの三歩一拜、また、僧侶ジユルの千聖

山トンネル工事に反対した100日間にわたる断食な
どは、代案的地球化を熱望する韓国宗教人の姿勢

を示している。

４
原論的な次元から地球化と世界化を否定する

人は多くない。JPICが提起した南北間の経済不

均衡、東西国家間の武器競争そして創造の保存の

課題を解決することが出来れば、地球化は祝福で

あることは間違いない。

神学者シャルダンは既に以前から超人格化、超
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る所で起こっているのである。筆者がいろいろな問

題点にもかかわらず、「文明衝突論」の意味と重要

性を言及したことはこのような脈絡からである。本章

で筆者は新自由主義の理念の下で進められている

世界化、地球化の全体主義的特性、それによる弊

害、また、民族国家の主体的（宗教的）対応などに

注目する。それに伴って、韓国的状況の中でそれら

の再確認も、また、必要であろう。

交通とIT産業の発展につれ、時空間の圧縮が

加速化されて地域間の相互連結性を不可避にさ

せる地球化の状況が広がっている。それを土台と

して人種間の往来はもちろん、文明間、宗教観の

理解が深まり、WTO体制化の自由貿易協定が結

ばれている。しかし、あくまでも地球化（世界化）プ

ロジェクトの中心は明らかに経済的なところにある。

また、自国の主体性を構成する宗教文化的伝統が

経済中心的欧米の観点から自由ではないというこ

とも事実である。地球化とは、結局、欧米化であり、

キリスト教文明化であると見なしているからである。

外交通商の領域において、新自由主義理念に基

づいた地球化の特徴として次の二つのことが取り

上げられる。一つは、自由貿易協定（FTA）がアメリ

カ形のモデル（NAFTA）の強化された形態としての

包括的経済統合協定であるということで、もう一つ

は、多者的であるよりも自国（強大国）の優越的両

者間、地域（ブロック）間の通商戦略である（１３。

このような自由貿易協定の中には明白に新自由

主義理念が内在されている。なによりも、その協定

は市場接近において、いかなる差別も認めない。

超国的企業の利潤の極大化を求め、強大国に無

限自由を制度的に保障するからである。ここで、主

権国家の役割は無用の物になってしまう。国家は

法律的に強制する力を喪失してしまったのである。

むしろ、紛争中の自由貿易協定案が第３の国際的

調整機関（ICSID）の仲裁を受けるようになり、多

（超）国籍企業は結果的に相手の国－大概は弱小

国－の国家と同等の地位を持つ。さらに、新自由

主義は市場経済に対する政府の規制緩和、労働

組合の柔軟化を主張するほどの主権侵害的力を

行使する。地球化された昨今の現実は、市場が国

家を逆規制するほどに変化してしまった。労働市

場が不安定になり、貧富の差が急激化する矛盾構

造（20対80）が拡大・再生産することも、このためで
ある。したがって、韓国の学者の中では新自由主

義を自国民に対する企業（資本）の「全地球的クー

デター」と命名する人すらいる（１４。この点において、

新自由主義は近代自由主義の理念と類似しなが

らも違う。平等なき自由であり、国家と民族の代わ

りに企業がすべてになったからである。人間は欲

望を満たす機械のようにさせられ、共同体性の喪

失を招き、効率性の強調によって終末に近いほど

自然環境を破壊したことも近代主義理念とは比較

できないところである。

このように全体主義的地球化（世界化）は国家を

脱領土化させ、新自由主義の理念支配下に置く。

また、時空間の圧縮によって可能になった文明間

の交渉を一様化してしまう。物的土台である国家

のみならず、地域文化自体が脱脈絡化、脱領土化

し、地域的他者性を認めていないのである。地球

化時代の人間間の出会いは間文化的（Cross cul-

tural）であるべきということは違いないのであるが、

国家主権すら無力化させた新自由主義の理念の

下で、それはまったく現実的ではない。むしろ、地

球化が生産した文化商品の消費者として、あるい

は、「差異表示記号」の奴隷となって、アイデンティテ

ィの喪失を深化させるだけである（１５。

このような状況の中で、民族宗教の復興が反欧

米の旗の下で、文明批判的観点に基づいてアジア

地域に起こっている。地球化が地域（ブロック）間統

合の形を持っている状況の中で、このような危機意

識はハンチントンの分析どおり、文明間の葛藤と悪

化される余地がある。アジアの国 も々また、地域的
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超越的実在を自覚（超意識）する。これらは相互還

元されることがなくお互い包含し、超越するホルア

キ（holarchy）的関係の下にある。すなわち人間意

識が進化されて前慣習、慣習的な段階を通過して

自己超越の普遍意識の状態に届かなければなら

ないということである。

もちろん意識の退行現象も簡単に接することが

出来る。超意識に向かって進めなければならない

宗教が、現実的に慣習的、前慣習的段階に留まり、

自己分裂の中に留まっていることである。地球化プ

ロジェクトが副作用を生産していることも、すべてこ

のような退行現象のためである。しかし宗教が自己

超越的な普遍的、地球的意識（超意識）の宝庫で

あることに違いない。脱自我（脱民族）という上位

の自己と接触する道を含めているためである。

ハンス・キュングが世界倫理（Weltethos）を強調

することと関係があるが、彼の主張はあまりにもキ

リスト教的であると評価されている。キリスト教を含

めて東アジアの各宗教が相違な方式によって、こ

の道を説明するだけである。超個人的な自我超越

の境地に至った人々は、世界そして生命圏全体に

対する念慮と関心を抱き始めるということである。

究極の我は個別化された小我ではなく、神の霊の

現存であり、仏陀であり、空であるためである（２４。

繰り返しになるがインターネット上のネットワークは地

球的意識を保障出来ないのである。技術経済の

基盤の一部であるネットワークは、意識に対しては

価値中立的なものである。地球化時代が要請する

脱慣習的、地球中心的な意識は、宗教によって可

能になることが筆者の確信である。これが宗教が

「古いけれども新しい道」として命名される理由で

あるだろう。

このような次元で人々は今日の時代を霊性の時

代と定義する。「車軸時代」以降それぞれ異なるよ

うに発展された宗教が相互収斂しており、教理で

はなく実践と修行が宗教の中心となっている。東

アジア宗教の復興と役割が強調されることもこれと

無関係ではない。

ここで妨害になる可能性が高いものは、西欧と

イスラーム地域を代弁する唯一神宗教である。西

欧的地球化を推進し、動かす理念的なキリスト教、

それに対する反動として民族的な情緒をけしかけ

るイスラームは、自己矛盾的に地球化（普遍化）に

逆行している。結局キリスト教とイスラームの根本主

義が地球化を否定していることである。しかしこれ

らの唯一神（Monotheism）思想は本来、数字的

な一つとか多者中の一者を意味する一神論も、人

格と非人格を分ける唯神論でもなく、民族と文化

形態を超越した神秘的な無限者として、多様な文

明と歴史の中で異なる姿で現れる神秘的な無限

者を示している（２５。実際、唯一神に対するこのよ

うな理解は、キリスト教またイスラームの本質に属

するものである。特にアテネ神殿の前で「知らない

神」を宣布したバウロのアレオパゴスの説教が、こ

れをうまく表現している。このような発見はキリスト

教と東アジア宗教を相互収斂させて共に地球（宇

宙）的意識を悟らせる。世界化、地球化の物的土

台は、このような意識によって完成されることが出

来る。地球的意識が生じなければ、西欧が推進し

て来た世界化プロジェクトは悪魔的なことになるだ

ろう。各宗教は、創始者の命令した自己超越的修

行の宗教になる時、世界化は皆の希望になること

が出来る。

これは「東洋の天が西洋の天と違わない」と見

た｢東道西法｣のエトスと一致する。地球化は伝統

を疎外させる文化的同質化ということと距離が遠

いためである。「東道西法」が確かに信しているの

は、文化間の出会いとは個体性を失ってしまわず

に平和と共存の道を開くことが出来るということで

ある。既に韓中日の東アジアの三国は儒教文化、

仏教文化を受容し、漢字文化を共有しており、それ

ぞれ違う方式であるが、キリスト教と遭遇した経験

がある。宗教文化を基盤とする東アジア的な普遍
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社会化という言葉で地球化の可能性を予見した。

彼は地球化を人間精神によって達成された進化の

花であると考えた。人間の意識が集中される超思

考過程から、人間の個別性と社会の複雑性がとも

に増大されると確信した。なぜなら物質と生命を

経て精神が誕生される進化過程、氏族、部族、民

族、そして国家に至る人間の社会化現象の中に神

的霊が参与したと信じたためである。進化する霊

の視点から、世界は単純に物的な土台ではなく、

精神化された物質であると理解される。共同思考

を基礎とした超集団化（地球化）もやはり霊的進化

の目標として想定されている。歴史のオメガポイント

として地球化が、超霊性化、すなわちキリストの顕

現と呼ばれるほどである（１９。

しかしキリスト教中心のこのような楽観論は、個

別性（地域性）の価値が崩壊され、JPCIが脅かさ

れる現実の中にはその正当性が疑問視される。全

体化がアメリカを中心とした西欧の強制理念として

転落した状況には、キリスト教の集中化は再検討さ

れなければならない。霊性の時代と呼ばれるほど

宗教の復興が可視化された現実は、従来のような

キリスト教の理念的な特徴（唯神論）を許容してい

ない。進化する霊が退行的な姿を見せることは、

宗教の役割が理念的に縮小、または誤用され、本

来の地球的な意識（global consciousness）を現わ

すことが出来なかったと考えるからである（２０。正し

い地球化のために宗教の本質を再定義し、その役

割を強調することがむしろ必要なことである。

シャルダンのキリスト教中心の進化論的な神学

を現代的な観点で宗教的に拡大させた学者はケ

ン・ウィルバー（Ken Wilber）である。一般的に超

人格心理学（Transpersonal Psychology）の大家

として評価されるが、彼は普遍的地球的意識の啓

発のための宗教の役割を強調し、地球化の病弊を

癒すことに関心する。宗教が人間意識を普遍的

（地球的）に高揚させなければならないのが彼の根

本的な前提である。宗教とは本来、民族及び国家

的カテゴリーを乗り越えたところにあり、一般的な

意識の次元とは違うということである。しかし宗教

が民族のためのイデオロギーの次元で説明される

教理として縮小されることによって、範疇錯誤

（Categorical Error）が発生する（２１。文明衝突を

語るほど葛藤を高調させた西洋のキリスト教とイス

ラーム国家の現実態がこのような姿である。西欧

が主導する地球化プロジェクトはこのような範疇錯

誤によって成功することが出来ない。コンピュータ

を含めて科学技術の発展を通じて物的土台は整

えられたが、それを主導する人間意識がまだ地球

化されていない状況である。

次のような附言説明は、このような問題意識を

深化させることが出来る（２２。近代化以来人間は、

自身の内面（I）、客観的な対象（It）、そして時空間

の中に形成された集合的世界観（We）をそれぞれ

別度の三つの領域で分離させた。これを宗教（芸

術）、科学、そして道徳として言及しても本来の意味

から遠くない。近代は、私（宗教）と我 （々道徳）を

其れ（科学）の世界（言語）へ還元させ、それに対

する反動である脱近代は其れ（It）の客観性自体を

否定したまま解釈（We）だけを重視している。明ら

かなことは、分離された｢こころ（I）｣、「自然（It）」そ

して｢文化（ We）｣の統合こそ、人類の未来のため

に有益なことであるという事実である。しかし現在

の地球化は「It」還元主義の上に基づいている。

物質革命は始まったが精神革命はまだ不在中であ

る。「It」の領域を否定するポストモダン（We）もこの

問題を解決する代案にならないのである。この点

で「人間内面」（I）に展開される意識の高揚、すな

わち超意識（宗教）が重要である。地球的な意識を

込めることが出来る唯一の器であるためである。意

識内には認識の三つの様態として、肉体の目、心

の目、そして霊魂の目がある（２３。肉体の目は対象を

知覚（感覚、物質的意識）し、心の目は論理的な思

考（表象的、反省的な意識）を許容し、霊魂の目は
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５
結論の代わりに論議を整理してみる。地球化自

体が人類の進化の正しい方向であるが、退行的な

病理現象の克服のために人類の共同善に対する

目標が、どんな時代よりも要請される。今日のよう

に新自由主義の理念を先立たせて西欧式の文化

同質性が強調される時、地球化のプロジェクトは、

文明衝突という願わない結果を生むようになる。

唯一神思想を持ったキリスト教とイスラームの中の根

本主義の復活は、地球化プロジェクトを困難にさせ

るだろう。地球化は、近代化過程では想像できな

かった民族国家の概念を無化させることも可能で

ある。このような状況から必要なことは、地球化の

ための地球的意識（Global Consciousness）であ

る。市場経済という物的土台下の地球化に先立っ

て、全人類及び生命圏自体を考慮する地球普遍的

意識が先行されなければならないのである。ここで

は領土的境界（民族主義）を乗り超える同時に、個

体性（民族）も喪失されない。地球化の犠牲者が発

生しないということである。

全ての宗教は本質的に地球的意識を指向する。

教理や、理念以前の創始者の教えは、ひたすら自己

超越に向かっている。地球的意識の土台とした地球

化の道を筆者は代案的地球化であると考える。この

ような代案的地球化を考えられる力は、東アジア地

域から出ることができる。既に近代化過程の実と虚

像を理解しつつ、宗教及び文明間の交渉を経験し

たところがあるからである。理念化（西欧化）された唯

一神宗教を新たに解釈（治癒）することができる儒仏

仙というアジア宗教が、地域内の共同土台として位

置されていることも、潜在的な力となるであろう。歴史

の経験と宗教文化を背景として、東アジア地域は代

案的な世界化のための主体的役割を果たすべきで

ある。この点で筆者は近代化の過程で提起された

｢文化的なアジア主義｣、｢東洋平和論｣が批判的に

再構成され、代案的地球化を志向する東アジア地

域統合論の礎石となることを期待している。

近代化の過程で韓国は幸い「東道西法」の原理

下に主体的に脱民族（国家）主義へ進んだところが

あった。この原理は、地域文化を脱領土化させる

地球化時代にも続いて有効である。宗教間収斂が

言われ、二回目の車軸時代と評価される今日、誰

も犠牲者とならない共存と解放（平和）のための文

化混合主義を方法論とするためである。これは自

身の国家的境界を乗り越えて他文化に出会って、

自身を積極的に変化させ、地球化する過程を見せ

る。すなわち、このような原理は儒仏仙の宗教文

化とキリスト的精神世界を批判的に収斂させて、野

蛮的地球化ではなく文明化された地球化の動力を

生産することが出来るということである。

ここで重要なことは地球的意識である。地球的

意識は全ての宗教が指向する究極点である。これ

は宗教が教理と理念の服を脱いで、自己超越的修

行を本質として進む時に得られる結果である。代

案的な世界化の可能性が言及出来る時点がちょう

どここである。このような主張は、現実政治では見

慣れないが、このような努力をせずに神の霊が歴

史の中で活動するだろうと信じることは誤算である。

生態学的危機によって一つしかない地球の終末と

テロの恐れに包まれた今日の世界が、地球化の退

行の一面を現れているからである。今や文明的地

球化のための東アジア宗教の役割が、どの時期よ

りも重要となった。このため「東道西法」の原理で

西欧に出会った韓国の経験に耳を傾けてみること

も良さそうである。
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性が固有に備わっている。これは地域統合の根拠

であり、代案的世界化のための足場になる。現実

的には「東北亜工程」、「北朝鮮の核」そして「右翼

教科書問題」で脱民族主義の標榜は簡単な事で

はない。経済大国と軍事強国である中国と日本の

葛藤が東アジア地域主義を困難にし、アメリカの覇

権主義が葛藤の原因を提供することもある。しかし

儒仏道（儒仏仙）を共有し、東西文化の交渉史を

歴史の一部分として所有している東アジアの国々

に、それは葛藤を統合（通摂）する土台となること

が出来る。特に韓国はアジア宗教文化の残留量

を多く保有しており、準キリスト国家と呼ばれるほ

ど西欧キリスト教を受容、発展させて来た。微弱

であったにもかかわらず、「東道西法」という土発的

精神のもとで、民族主義の境界を乗り越える道を

発見したことである。

したがって韓国は宗教文化の力に基づき、物的

土台の地球化に先立って、地球的意識を発展させ

る責任がある。世界化の理念である新自由主義の

克服は、人間らしい生活、真の共同体性の意味を

尋ねるところで生じる。これは地球的意識を覚醒さ

せる宗教の役割と深い関係がある。韓国政府が主

張する「東北亜均衡者論」も地球的意識を抱いて

いる韓国の宗教文化の潜在力を認める時に説得

力を持つことが出来る。

前述したように、ずいぶん前に夢見たが挫折さ

れた文明論的アジア主義があった。これは地球化

時代に相応する東アジア地域統合の名として、新

たに構成するべき責任が東アジアの人々に与えら

れている。当時の夢は、脱亜入欧という旗幟を持

ち上げた日本がこれを帝国主義的支配談論へ変質

させることで霧散したが、昨今我々が宗教の力で

成し遂げるべきであろう。現実の政治的な接近だ

けで地球化の病弊を癒すことは難しい。

独立闘士であり、カトリック教徒であった安重根

（アン・ジュングン）の｢東洋平和論｣が注目されるのも

このような理由からである（２６。彼は、国々が自主独立

を維持する線から、韓中日間のアジア連帯を論じた

人物であった。東西洋の対決を民族葛藤として転

換させた民族主義者、申采浩（シン・チェホ）とは異

なり、アジア主義のための日本の役割を認定した政

治思想家であった。ところが重要なものは、このよう

なアジア連帯意識の背後に、カトリック信仰とそれ

以前の人生を導いた儒教的理想主義、即ち｢天命

思想｣が位置していたという事実である（２７。「天命」

に基づいて全人類の平和を理想として提示した儒

教をキリスト教的に受け入れ、強化させた彼は、日

本と韓国が真の兄弟関係になって、西欧植民地主

義に抵抗するのを願った。脱西欧的であり、同時

に民族の次元を乗り越える宗教的地平に基づい

て、現実政治の病弊を治そうとした。西欧式世界

化に対する代案として東アジア地域主義が要請さ

れる現実で安重根の宗教的背景は少なくない意味

を持っている。代案的価値を生産するためのアジ

ア地域統合論は、何よりもアジア宗教文化の重要

性の発見から始めなければならない。儒教的宗教

性をキリスト教的に強化させた安重根の文明論的

アジア主義、東洋平和思想は、地球化時代に次の

ような課題を残しておいた。「およそ文明とは東洋

と西洋、地位の高下、老若男女を問わず、それぞ

れ天職の気性を守り、道徳を尊び、お互いに争う

心が無く自分の土で平安な生業を楽しみながら、

共に太平を享有することである」（２８地球化理念を

もたらした西欧唯一神教とは違って、修身に基づ

いて全人類が兄弟姉妹となること、即ち真実な地

球的意識を強調したアジア宗教を再発見すること

は、代案的世界化のために何よりも重要である。

真の地球化の課題は、文明論的アジア主義を主

唱した安重根の思想から見えるように、アジア宗教

文化の中で土發されたキリスト教に期待してみるべ

きだろう。キリスト教がアジア的霊性と深い出会い

を持ち、融合される時、西欧式の地球化の道とは

異なる代案的価値が生成できる、と信じることは最

後に残っている人類の希望かも知れない。
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フィリピンのいくつかの町や市では受難週の間、

キリストの受難の像や死の像が通りに掲げられま

す。これらの像は通常は人々の自宅の保管場所か

居間など人々が動きまわる場所に保管されていま

す。自宅に死者の像があると安心するという人々の

気持ちは、私の考えでは、16世紀前からの慣習に
根ざしたものです。ダトゥ（コミュニティの長）が亡く

なると、その後に行なわれる埋葬までその遺体は、

次のダトゥに就任させてもらうという強い願望を込

めて、有力な一族の家に保管されました。受難の

キリスト像や死んだキリスト像を所有しているという

ことは、一部には亡くなった長を扱う方法について

の深く染み込んだ記憶に根ざしており、信仰的行

為であるだけでなく、その時代の社会階級制にお

ける地位の証にもなります。社会が宗教を含む

様々な社会的力に形を与える一方で、そうした力が

社会を方向付けしています。

分類上の区分としての宗教は社会についての理

解を深めることを可能にしますが、宗教の利用には

リスクが伴います。例えば「ムスリム・ミンダナオ」と

いう語句は、ムスリムがミンダナオの人口に占める

割合はわずか17％、国家人口に占める割合はわ
ずか4.5%だという事実を正しく認識する妨げとな

ります。ムスリム・ミンダナオはミンダナオではムスリ

ムが多数派であることを想起させる語句であり、こ

れは事実に反します。

さらに「ムスリム・ミンダナオ」という語句では、非

常に複雑な社会政治的現実を代用する修飾語が

使われています。社会政治的現実を宗教的カテゴ

リーに置き換えているため、非常に階層化されたム

スリム・コミュニティ内の民族的違いやその他の違

い、矛盾が曖昧になり、日々のイスラームにおける異

端的慣習が不鮮明になります。そのため、有効な

是正策を政府計画立案者は往々にして見逃してし

まいます。これら計画立案者が使用するカテゴリー

が不適切だからです。

国家の意義を明確にする場合に私たちは宗教が

もつ役割について検討しようとしますが、宗教には

永久的かつ不変の形はありません。宗教の形は歴

史の期間とその時の社会状況によって変わります。

その状況が複数主義である場合、混成が生じる

ことがあります。例えば、個人的なキリスト教の神を

信じる多くのフィリピン人は、別の宗教的伝統に属

する善と悪の非人格的な法則であるカルマをも信じ

ることに矛盾を感じません。多元主義の状況のなか

で自身の宗教を信仰している人はいわば、自分が

信じる宗教の声と一緒に多くの声を聞きます。信仰

者は正式に正統派の信念に同意すると同時に、極

めて快く、異教の考えや慣習を受け入れるでしょう。

宗教の多元主義の背景は、人がどのように宗教

に入り、どのように宗教から離脱していくか、信仰を変

えるか、あるいは信仰の特定の節合からどのように出

入りするかを説明するものです。フィリピン人は、何百

万という一時的な移民の例でもわかるように、急速

に変化する社会条件のなかで生活しているため、宗

教の形態が変化すると予想すべきだと思います。

現代のフィリピンにおけるキリスト教は既に述べた

ように流動的です。キリスト教は確実に民間領域と
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2001年5月1日の抗議は来るべき事態の前兆か
もしれません。この出来事は、人々の間に絶望感

が強くなっていることを示しただけでなく、教会を含

め伝統的なリーダーから民衆が離れていっているこ

とも明らかになりました。教会が大衆のなかでその

存在感を回復し、民衆が抱く社会的問題への対応

策を明確に示すことができなければ、道は分かれ

てしまうでしょう。今でさえ、何百万というカトリック

教徒は教会の役員からではなく、教会とのつなが

りが薄いマイク･ベラルデなどカリスマ的人物であ

るリーダーからの合図を待って行動しています。

「エドサⅣ」が起きる可能性は明らかです。何故

なら、「エドサⅢ」で人々が暴走した時、大衆だけで

なく、大衆のものとは違った社会的地位と政治的

課題をもった人たちも暴動に加わっていました。残

念なことに「エドサⅢ」は真の改革をもたらすため

のものではありませんでした。「エドサⅣ」が同じよ

うなものにならないことを期待します。

教会が人々の生活の質の向上に重要な貢献を

したいと思うのであれば、その方法を考え直す必

要があります。

フィリピンでは公的な場におけるキリスト教の存

在はこれまで一般的に建設的なものではなく威嚇

的なものでした。教会は、道徳的に破綻した政権

の追放で示したように、事を打ち壊す能力があるこ

とを示してきました。しかし、教会が示さなければ

ならないのは構築する能力、生産性と平等性を求

めるキャンペーンを持続する能力です。

教会が建設的な次元についての考えを明確に

示していないことは、善行とは何かについての人々

の考え方から明らかです。或る人物が会社幹部に

最近、どのような良いことをしたかと尋ねたとしたら、

その幹部は慈善のために寄付をしたと言うでしょ

う。その幹部が、雇用の創出などの善行を自分の

宗教心から出た賞賛に値する生活と考えることは

難しいでしょう。

信じがたいことのようですが、フィリピンの医師の

平均年間申告所得は10万ペソ（約2,000ドル）です。
多くの医師はスラムで医療使命を果たし、貧困家

庭のために他にも有益な奉仕活動を行っています

が、医師であるからには賞賛に値する方法で他者

に奉仕するべきであるという道徳観を医師は税金

の計算をする際には保留にするようです。道徳心

が時や場所を選んで発揮されることは明らかであ

り、こうした状況が生じているのは性別や世帯を超

えて社会的現実についての有効な教えを教会が

示していないからです。施しは大半の人にとって典

型的な善行となりました。その一方で、社会の再建

は他の手に委ねられています。

国に国家再建計画を策定し実施する能力がな

いことが次第に明らかになるなか、フィリピン再建プ

ロジェクトに教会としてのビジョンを示し、資源を提

供することが教会に要求されています。しかし、家

族計画に関する教会の立場はよく知られているも

のの、農業改革、税制、環境、その他重要な問題

に関する教会の立場は明確に示されていません。

教会は、公民権の正式のメカニズムに取組まず

して、農業改革などの分野の改革を期待すること

はできません。しかし、教会が人々のなかに眠って

いる資質と資源を目覚めさせることに成功したなら、

教会は次に、国家の問題に関与するという問題に

取組まなければならなくなるでしょう。
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公的領域の両方に浸透しています。しかし、キリスト

教は公民権の正式のメカニズムが占有する空間を

精力的に組み込めるほどの魅力はありません。

宗教が社会に影響を及ぼすかどうかという疑問

が提起される場合、ピープル・パワー革命である「エ

ドサⅠ」と「エドサⅡ」がしばしば具体例として引用

されます。この二つの出来事は間違いなく、強力な

宗教的象徴主義に満ちていました。しかし、宗教は

現職者の追放に関わりはしたものの、フィリピン社会

の再構成に必要な新鮮なエネルギーと新しい意識

を提供しませんでした。1898年のフィリピン革命の
場合と同様、その1世紀後の1986年と2001年のフ
ィリピン革命でも宗教が重要な役割を果たしたのは

社会革命においてではなく、政変においてでした。

本来なら宗教の助けを借りて変化できるはずの

フィリピン社会の市民に関する記録は悲惨です。

1960年から現在までの間に人口は2,700万人から

8,200万人に増加し、年間の平均人口増加率は約

2.6%でした。貧困率は58％から33％に低下しまし
たが、未だに2,700万人もの国民が貧困ラインを下
回る生活をしており、失業率は10％程度と高い率
です。現在、800万人を超えるフィリピン人が海外で
職に就いていますが、これら海外で働く人たちの高

い収入とその人たちがフィリピン経済に毎年もたらす

80億ドルは、その人たち自身とその家族が非常に
高い社会的犠牲を払った上で得られているのです。

希望する国家像を人々が具体的に思い描く場

合、宗教は特別な役割を果たしているのでしょうか。

1896年、スペインに反旗を翻した革命の前夜、テ
オドロ・パンサクラとドロテオ・パンサクラの兄弟は武

装した民衆の蜂起を率いて成功し、その後、自らを

知事および陸軍准将と名乗りました。しかし、1898
年に革命が成功したとき、彼らはアギナルドが率い

る革命政府の権限を認めず、部下にも認めないよ

うに強制しました。さらに彼らは、地域の富裕な一族

に対する嫌がらせを扇動し、嫌がらせを受けた富裕

な一族が土地を離れることは財産の均等な配分の

ために必要なステップだと考えました。テオドロとド

ロテオの2人は「裕福な者が貧しくなり、貧しい者が
裕福になる」時が遂に来たのだと言いました。フィリ

ピンの様々な地域のエリート層はスペイン人を追放

したことで革命の目的は十分に達成されたと考えま

したが、この2人の兄弟同様、自分たちを弾圧してき
た全ての源から自由になることを求め、実際には沢

山の良い事を求める人たちがいました。

この出来事は、勝利には至らなかったものの

2004年の選挙におけるFPJ（フェルナンド・ポー・ジ

ュニア）の人気、1998年の選挙におけるジョセフ・
エストラーダの勝利の意味を理解しようとする場合

に役に立つでしょう。この2人にはかなり違いがあ
るにもかかわらず、大衆は彼らのことを自分たちに

引き付けて考え、彼らも大衆を自分たちの支持者

だと考えていたという二重の意味で共に大衆にア

ピールしたのです。

カトリック教会はエストラーダに対してもFPJに対

しても支援をしなかったにもかかわらず、エストラー

ダは大差で選挙に勝利し、FPJも2004年5月に勝
利の手前までいったことは注目に値します。

カトリック教会がその好みを公に示したにもかか

わらず、大衆がそれに反する政治的選択をした場

合、宗教は社会の方向付けをする能力を失ってし

まったということなのでしょうか。

「エドサⅢ」と呼ばれることもある2001年5月1日
の市民騒乱は教訓的なものでした。その日の早朝、

メトロ・マニラの荒廃した地域から出てきた大群衆

はエストラーダの追放と拘留に抗議して大統領宮

殿を攻撃しました。エストラーダの弾劾を公に支持

していた多くの教会集団とNGOにとって残念なこ

とに、抗議者の多くは長年、彼らの保護下にあった

地域の人々でした。教会集団が当惑したのは「自

分たちの民衆」が間違った方向に行ったからでは

なく、その政治行動があまりに意外だったからでし

た。教会は自分たちの民衆のことを読み誤ってい

たかのようでした。
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取られてきました。今日でも、近代化、欧米化、グ

ローバリゼーションについては、多くの学者が異な

る考え方や意見を持っています。彼らの意見がこ

うしていろいろと異なるのも自然なことです。私の

立場は李教授に非常に近いものです。ともあれ、

そのような共存をどう実現するかが大切です。

李教授は三つのコンセプトについて話されまし

た。グローバリゼーション、グローバル意識、新たな

グローバリゼーションです。先生によりますと、これら

のコンセプトは互いに異なり、かつ互いに関連して

います。「グローバリゼーション自体は人間の進展に

とって正しい方向を向いているが、今日において全

人類の公益を目指すためには、グローバリゼーション

に伴う退廃的現象を克服することがこれまでにも増

して急務である…。グローバリゼーションは、国家と

いう概念を意味のないものにし得るもので、そのよう

なことは過去の近代化のプロセスでは想像もできな

かったことである。こうした事情において我々に必要

なのは、グローバリゼーションのためのグローバルな

意識である。それは、市場経済の物質的基盤の上

に構築されるグローバリゼーション以前に、我々が全

人類と生物圏を真に考慮したグローバルで普遍的

な意識を持つ必要があるということを意味している

…。グローバルな意識に基づいたグローバリゼーシ

ョンが、新たなグローバリゼーションへの道である」。

教授はまた、「すべての宗教は、本質においてグ

ローバルな意識を目指している。創始者の教えは、

主義やイデオロギーにまで拡大される以前は、すべ

て自己超越を指向するものであった。そのような（現

在のグローバリゼーションに代わる）新たなグローバ

リゼーションの可能性に関する眼識は、東アジアを

起源としている。というのも、東アジアは近代化の成

功と失敗の現実をすでに経験しており、宗教間と文

明間の取引や取決めのプロセスを経てきているから

である。また、儒教、仏教、道教が共存しているこの

地域には、理想化された西洋のキリスト教を再解釈

（修復）するための共通の基盤としての潜在力があ

る。東アジアは、その過去の経験と宗教文化を駆

使し、新たなグローバリゼーションのための主導的役

割を担うべきである」と述べられました。

そして、近代化のプロセスの中で提案された「文

化的アジア主義」または「東洋の平和の理論」が確

実に再び構築され、新たなグローバリゼーションを

目指す東アジアの地域的統合の基礎となることを

期待しているということを示されました。

基本的に、私は李教授の理念と理想に賛同しま

す。私の理解では、現行のグローバリゼーションは

避ける事の出来ない進行中のプロセスですが、「新

たなグローバリゼーション」は単に望ましい理想で

あり、その理想を実現するのに不可欠な基盤はグ

ローバルな意識です。しかし、李教授は東アジア

の宗教の役割について楽観視されていますが、私

はさほど楽観的ではありません。

李教授が期待されているように、東アジアの地域

統合のため、更には新たなグローバリゼーションのた

めにも、文明の核としての東洋の主要な宗教は非

常に重要な機能を担うべきです。そして、私の論文

でも言及したとおり、様々な宗教機関の背景にある

宗教精神は、正しく理解されている限り、それぞれ

の宗教で程度の違いはあるかもしれませんが、確か

に、ナショナリズムではなく何らかのトランス・ナショナ

リズムを育むものです。この点について、たとえすべ

ての主要な宗教はグローバルな意識を育むのにも

貢献するものだと私が思っているとしても、私と李教

授は事前に話し合う必要もなく同じ結論です。李教

授が言われたように、「グローバルな意識とは、すべ

ての宗教が向かっている究極の終点であり、それは、

宗教が主義やイデオロギーの覆いを払い除け、本質

としての自己超越に集中すれば達成することのでき

る結果」です。そのようなグローバルな意識がなけ

れば、多元的な文化を守り維持することのできる、

本当のグローバリゼーションはないでしょう。従って

理論的には、東アジアに共通する宗教精神は、東

アジア連合体を促進することができるものなのです。
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司会：小原　克博
（同志社大学大学院神学研究科教授）

それでは、二人の先生に引き続きコメントをして

いただきます。

まず、高先生、よろしくお願いいたします。

コメント：高　師寧氏
（中国社会科学院）

議長、ありがとうございます。3人の先生の発表
を興味深く聞かせていただきました。そこで、李教

授の論文にいくつかの感想を述べさせていただき

ます。
1999年に、ある会議に出席するために初めてソ

ウルを訪れました。飛行機の中である人が、「たくさ

んの十字架が空に向かって聳えているのが見えた

ら、ソウルに到着したということですよ」と教えてくれ

ました。実際にその旅行の前から、ソウルにはヨー

ロッパの多くの都市よりもたくさんの教会があると

何度も人から聞きましたが、韓国でいかにキリスト

教が急速に成長したかを物語っていると思います。

李教授は論文の中で韓国の近代史を考察され

ていましたが、それは中国の歴史にとてもよく似て

います。つまり、両国での近代化のプロセスが、い

ずれもキリスト教に関連しているということです。私

の発表で申し上げたように、「中国の近代化はキリ

スト教の到来とともに始まりましたが、それとほぼ時

を同じくして、中国の人々の間で欧米諸国に抵抗

する国民の意識が芽生え大きくなった」のです。ま

た、李教授も論文の中で「韓国にプロテスタントの

キリスト教が入ってきたのには、欧米諸国の拡大と

深く関係がある」と述べられていました。両国にキ

リスト教が到来したわけですが、その結果はそれぞ

れ異なっています。中国では、キリスト教は未だに

社会の縁のほうにあり、信者は僅かしかいませんが、

韓国は半キリスト教国家になっています。しかし、

両国が直面している問題は同じです。それは、近

代化とグローバリゼーションの時代にあって、いかに

して伝統文化を守り育てて行くかということです。

私の意見では、近代化とは、工業生産の新しい

形態が前工業化社会に導入されたときに生じる、

経済と社会の変化のプロセスを意味し、最も効果

的な方法で自然を制御し人に有利になるように、

すべての組織と制度が系統的に知的化されます。

今や近代化は必然的なプロセスです。一方、グロ

ーバリゼーションというのは、ある意味、近代化を全

世界に広めることと言えます。実際、グローバリゼ

ーションも必然的なプロセスです。もちろん、近代化

とグローバリゼーションは、人の生活にとって全面

的に良いものではなく、そのことについては、李教

授が論文の中でよく述べていらっしゃいます。特に、

近代化とグローバリゼーションは西洋化を伴うので、

東洋の諸国ではそれらに対して色々な理解の仕方

があり、批判さえあるのは当然のことです。

李教授は、四つ見解を紹介され、その最後、す

なわち東道西法の見解に特に注目されています。

李教授によると、これは「少数派の見解であるが、

東西の道と器の共存を目的とするもの」です。中国

では、明朝が終わって（17世紀初め）からも、ずっと
西洋文化およびキリスト教に対して様々な立場が
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状認識に基づいています。つまり、ハンチントンが、

文明は複数存在するのを認めているとことを前提

で語っているからこそ、ウェストとイーストとか、オキ

シデントとオリエントとか、あるいはヨーロッパとアジ

アなどとった世界の二分法的な発想を克服するた

めの議論の可能性を考えた場合、ハンチントンの

議論は非常に面白い方向に持っていけるかもしれ

ないといえるのではないかと思います。

もちろん、クルス先生は二分法については全く触

れませんでしたが、むしろ逆に新鮮に感じたのが、

カトリックがフィリピンでどのように受容されたかとい

うことを、国内の問題と絡めながら話しているところ

に、二分法的な発想、つまり西洋と東洋とか、ヨーロ

ッパとかアジアとか、そういう分け方が本当にできる

のか、ということへの批判がすでに込められている

ともいえます。そもそも、グローバリゼーションの問題

をどのように設定するかという全体の枠組みの問題

と深く関わってくるのではないかと思います。

といいますのが、例えば問題の設定として、日本は

アジアかという問題の設定が常にされているわけで

す。もちろん、答えはイエス・アンド・ノーなのですけれ

ども、私の立場から言えば、日本はアジアではないと

断言できます。少なくとも日本自身が、脱亜論を引き

合いに出すまでもなく、日清・日露戦争以降は、日本

は植民地宗主国としてアジアではないと自己規定し

てきた歴史を持っていることは間違いないわけです。

にもかかわらず、日本は少なくとも敗戦後も含め

て、アジアの一員であるかのようなふるまいをしてき

たというところに大きな問題があります。そもそもこ

こで問題にしなければいけないのは、こういう場所

でアジアということを問題にするときに、やはり日本

の役割とは一体何なのかということを、前提として

ちゃんと考えなければいけません。

なぜこういうことを言うかというと、やはり李先生

が、日本の植民地支配の問題を正面から取り上げ

てくれて、安重根（アン・ジュングン）の話をしてくれ

たからです。これはやはり、非常に大きな問題提起

になると思います。といいますのが、私たちが議論

するときに、日本は例外だという問題の提示の仕方

がよく出てくるわけです。例えばハンチントンの問題

を取りますと、ハンチントンは、最初のうちは日本も

儒教文化圏に入れてしまっていたわけですが、相

当強い反対意見を考慮して、途中から分類を変え

て、日本は日本文明だという言い方をして、ジャパニ

ーズ・シビリゼーションというふうに、儒教圏から日本

を分離してしまったわけです。

ここから実はいろいろ問題が出てくる。つまり、

それはアメリカ側から見れば、ジャパン・バッシング

のための方便として使えますし、日本のナショナリス

トにとっては、これは日本の特殊性、つまり日本は

ユニークであるということを強調するための論拠に

もなっていく。要するに諸刃の剣というか、いい使

い方もできるし、悪い使い方もできるという、二面性

を持った議論であろうということになります。

それで、先ほどの二分法的世界観の問題として、

私がここでちょっと提起したいのが、第二次世界大

戦中の帝国日本にウルトラナショナリスト、超国家主

義者と位置づけられたイスラム研究者がいました。

日本人のかたはほとんど知っているわけですが、

大川周明（1886－1957年）という大東亜共栄圏を
主唱したイデオローグがいます。この人が1938年、
日中戦争が始まってから出版した本に『回教概論』

という概説書があります。この『回教概論』の中で、

彼は非常に意外な議論を展開します。

それは何かというと、日本人にとって意外な議論

です。「イスラームは西洋的である」と言ったわけです。

それはなぜか。イスラームこそが、ギリシアの哲学・

科学を継承した正当な文明である、と。したがって、

イスラームは西洋的なものなのだ、という言い方をし

たわけです。これはある意味では、我 日々本人にと

ってはショッキングだったわけです。つまり、イスラー

ムというのは東洋に属することが自明の前提の位置

づけでやってきたのが、イスラームは西洋的だと言わ

れたたときに、これは日本人にとって大変な問題提

157

国際ワークショップ・第４セッション
東アジアの将来と宗教

しかし他方で、実際にはこれは非常に難しいこ

とです。その理由は、東アジアの国々の間には、

政治的、経済的、社会的状況の大きな違いがある

からだけではなく、私が論文で述べたように、少な

くともいくつかの宗教はその影響力が近代社会で

限られているからです。他国の状況についてほと

んど知りませんが、私の国について私が述べたこ

とが当てはまるのではないかと思っています。また、

東アジアの宗教には、各国の強い愛国心を是正す

るに足るだけの意志や能力があるとは、私には思

えません。それは、宗教自体のトランス・ナショナル

的な要素の意識が弱いからだと思います。ですか

ら、宗教はその意識を高め、愛国主義、特に過激

や極端な愛国主義から距離を置く必要があります。

将来、いつの日か、東アジアの宗教が理想の実

現のために活発な役割を協力して果たせることを

私は願いますが、それにはそれら宗教自体が（い

わゆる、新リベラリズム、新保守主義、新左翼、お

よび、ほかの「その他」の主義もある程度包括した）

グローバルな意識を高めることが必要です。そうす

れば、宗教は自国内外でグローバルな意識を育ん

だ経験をお互いに交換することができ、そうするこ

とが、その偉大な理想を実現するための最初で最

も重要なステップだと私は思います。

私の質問をさせていただきますが、中国では、

李教授の論文に出てきた東道西法のような理論に

関心があるのはインテリの人たちで、一般の人々は

その論理には関心がなく、関心があるのは何がな

されているかであって、それは、私たちの偉大な主

導者である 小平が言った「黒猫であろうと、白猫

であろうと、ネズミを捕まえる猫が良い猫だ」という

言葉を彷彿とさせます。

東道西法の理論は李教授が言われたように少

数派の理論ですから、私は、韓国でそれを有効に

適用できるかというのが私の質問です。ありがとう

ございました。

【司会】 はい、ありがとうございました。それでは

臼杵先生よろしくお願いします。

コメント：臼杵　陽氏
（日本女子大学文学部教授）

ただいまご紹介にあずかりました臼杵です。私は

中東現代政治史を専門にしております。最近では

第二次世界大戦中の日本の回教政策、イスラム政

策（Japanese policy to Muslims and Islamic

affairs）についても関心を持っております。そのよ

うな個人的観点から、個々の先生がたにコメントを

するというよりも、私自身３人のかたのご報告を聞い

て、どういう問題が出てくるのかなということをお話し

したいと思います。

最初に、私がお話を聞きながら、３人の先生方

で共通している関心事は何かを考えました。おそら

く、それは世界の二分法的な発想をなんとか克服

しようとする、つまりダイコトミーを克服するような方

向で考えているということではないでしょうか。グロ

ーバリゼーションということを議論の前提として設定

するときに考えなければならないのは、かつて近代

化という問題との関係において（高先生も指摘して

おられましたが）、19世紀においてウェスタン・イン
パクトに対する現地社会のレスポンスとして二項対

立的に捉える発想とどのように違い、また同じなの

かという点です。インパクトとレスポンスという関係

がかつては問題にされたわけです。では、今回、

21世紀を迎えた現代世界において、グローバリゼ
ーションというときに、そのような二項対立的な発想

から自由になっているのかというと、実は自由にな

っていないのではないというのが私の疑問です。

だからこそ、今、ペーパーを見せていただいたら、

李先生にしろ、ソリヒン先生にしても、一定程度、ハ

ンチントンの文明の衝突論を評価している。これは

意外な評価というより、むしろ当然の帰結だと私は

思ったわけです（クルス先生は文明の衝突論には

触れませんでしたが）。ある意味ではハンチントンの

議論は、pluralな世界観が並立しているという現
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な多神教的な共存・共生が本来あるべき姿だとい

うことを提唱し、日本型共存モデルとして世界に代

替案として提示しようとする人々がいるのです。

そのような日本型多神教共存モデルに対して、そ

れに対抗できるような議論を、我 日々本のイスラー

ム研究者、あるいは日本の言論人は持っているか

というと、実は持っていないという問題がもう一方

であると思います。そういうことも議論の中でやって

いただきたいというか、むしろ残念ながら昨日、私

はちょっといなかったので、松本健一先生が何をし

ゃべったかよく分かりませんが、そのような日本の素

朴な文化ナショナリズムと結びつく形で危うい知的

状況が醸成されつつある日本社会というものが、や

はり問題なのだと申し上げたいのです。

いちばんの問題が日本だという、この場で行わ

れていることが問題なわけであって、ここで一体何

をどのような形で発信していくのか。つまり、日本を

アジアの中でどう位置づけて、それでこの一神教

断罪の議論の克服のために何をやるのか、あるい

はやれるのか。一神教の方 と々相互のダイアローグ

を行うと言うときに、日本がどういう役割を果たすこ

とができるのかという問題と関連して、すでにこの

ような場を設けたこと自体が、ある程度の役割を果

たしたことになると本当に言えるのか。それとも、先

ほど午前中の終わりに、ソリヒン先生が「こんな貴

重な場にちゃんと政治家を呼んで来い」と提起した

問題とつながってくると思うのです。「こんなところで

内向けに議論だけしていてもしょうがない。しっか

りちゃんと日本の政策決定に反映させろ」という点

について、やはりもう少しこの点は、踏み込んで議

論すべきことではないかというふうに思いました。

いずれにせよ、かつて明治時代には、岡倉天心

（1863－1913年）という日本のアジア主義を提唱し
た思想家がいました。天心は「アジアは一つ」という

理念を掲げたのですが、実は天心がそれを提唱し

て以来、アジアは一つであったことは一度もないと

いう、この歴史的な現実をどうするのか。そんな分断

状況で「アジア」という言葉をそんなに安易に本当

に使えるのか。場としてのアジアというのを、本当に

地理的な概念として使うのではなく、違うレベルで

使うのであれば、一体どういう意味で使うのか。主

体形成としてアジアをどのように提唱していくのか。

アジアの代わりに「東洋」という用語を使うのもけっ

こうなのですが、アジアの対としてあるのは、必ずヨ

ーロッパである。また東洋の対として西洋がある。さ

らに主体がヨーロッパあるいは西洋であり、アジアあ

るいは東洋はその客体としてはじめて意味をもって

くるという、こういう二分法的な発想を、あるいはオリ

エンタリズム的な思考ともいっていいのですが、それ

をどうやって克服するのか。このことをやはり問題提

起として、私自身は申し上げたいと思います。また

実際問題として、お三方の議論を聞きながら、やは

りそのようなことを感じたわけです。

もう一言付け加えれば、最近ポストモダニストの中

でよく言われている議論ですが、「戦略的本質主義」

という言い方で。つまり、とりあえず本質主義的に、

ある文明とか地域でもいいのですが、実態があると

いうふうに措定する。しかし、これはあくまで対抗す

るための拠点として、あるいは抵抗のための一つの

手段として使おうという議論のやり方があります。こ

ういう戦略的本質主義的な発想・議論をやはり積

極的に展開する必要もあるのではないか。その意味

では私自身は、文明という問題設定も非常に意味

があると思っていますので、必ずしも文明に対して

批判的ではないということでもあるわけです。

ということで、十分なコメントになっていないので

すが、私自身の問題提起ということでお聞きいた

だければと思います。どうもありがとうございます。

ディスカッション

【司会】 ディスカッションに入りたいと思います。始

める前に、特に日本人のかたにお願いしたいことが

あります。通訳をする際に、あまり早口でしゃべる

とうまくいきませんので、ゆっくり、はっきりとお話し
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起をしたことになるわけです。もちろん、イスラーム世

界を「中洋」などという地域概念で表そうという提唱

もされたりしています。ここで、だから西洋とか東洋

と分けることが、一体どのような意味があるのかとい

う問題と改めて考える必要があると思います。

アジア主義の問題を李先生は提起しておりまし

た。そのアジア主義のときに、日本も恐らく、日清、

日露戦争以前はアジア主義的な方向性は、それ以

降とはちがって、それなりに積極的な意味付けがあ

ったと思います。というのも、日清戦争以前は日本

もアメリカを含むヨーロッパ諸列強によってその国土

を侵略される可能性がありました。つまり、日本が

非抑圧的な民族の一員としてアジア主義を唱える

間は、アジア主義というのはアジアの人々にとって

も積極的な意味があったと思います。

ただし、日清、日露戦争以降のアジア主義は、非

常に危ういものになってくる。日本がアジアにおけ

る覇権を正当化するためのイデオロギーとして、あ

るいは侵略的な手段として使われてくることになっ

てくるからです。実際問題として、第二次世界大戦

中の帝国日本において、大東亜共栄圏などという

言い方でなされるときのアジア主義の文脈におけ

るイスラーム研究の在り方を一言で言うと、日本に

とってはムスリムは「回教徒問題」であったわけで

す。つまり、「回教徒問題」という当時あった表現に

集約されるのですが、要するにイスラームは日本に

とって「問題」として提起されただけなのです。

問題とはどういうことかと言うと、速やかに解決

されなければならない政治的懸案事項だったわけ

です。イスラムのみならず、アジアの問題も、たんに

「問題」だったわけです。そういう用語がテクニカ

ル・タームとして当時の雑誌などでは、「回教徒問題」

「アジア問題」という言い方で提起されてきたわけ

です。これはどういうことかと言うと、日本にはムス

リムの立場に立ってアジアの中でムスリムの将来に

ついて考える用意がまったくなかったことを意味し

ているわけです。

ところが、1937年に日本が中国に侵略してからは、
日本は回教徒の問題、イスラームの問題をまじめに

考え始めました。なぜかというと、それは中国の対日

抵抗運動を分断するためであった。それは国共合

作、つまり共産党と国民党が統一して、日本に対し

て統一的な民族運動を始めた。それに対して、中国

にムスリムの傀儡国家を作って両者を分断していこ

うということが初めて戦略上の問題として浮上してき

た。そういうことで、日本におけるイスラーム理解のあ

り方も侵略と結びつきながら戦略研究として出発し

たという、植民地主義にかかわる深刻な問題がある

ことを一つ申し上げておきたいのです。

これはむしろソリヒン先生にお聞きしたいことな

のですが、もう一つの事例として、グローバリゼーシ

ョンの問題を考えるときにはそもそもイスラームの発

展そのものが、すでにグローバル化の運動ではな

いかという点を、どのように評価されているのか、と

いう点です。先生の論文を読んだら、ほとんどもう

これは、イスラームこそはグローバル化の最初のパ

イオニアというか、歴史的先行事例であると言って

もいいという印象を受ける。時代を超えたグローバ

ル運動としてのイスラーム的ウンマをどのように評価

するのか。つまり、二項対立的な、西洋・東洋とい

う発想を乗り越えたところのイスラーム的なネントワ

ークの広がりをどういうふうに考えるのかという問題

と、つながってくるのではないかと思います。

もう一点、この二分法的発想の中で、今日本で

非常に危うい議論として出てきているのが、ここの

中でいちばん問題になってくるのでしょうけれど、

一神教と多神教という二分法的な分割の話です。

つまり、日本の宗教文化は多神教だから他者に寛

容で対立を引き起こさず、他方、一神教は排他的

で他者に厳しいからテロのような対立を引き起こ

すという、非常に単純化された発想があるわけで

す。現代世界でいろいろな問題を引き起こすのは

大体、一神教的な世界からだという議論が前提と

なって、日本の多神教を非常に高く評価し、日本的
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ではないという質問をしてくださいましたが、私は違う

と思います。まず、「東道西法」の原理の中には開放

性と主体性をすべて含んでいる原理であると思いま

す。ですから、もし実用主義の立場から似ていること

を探すとすればこれは韓国の開化派の観点である

と思い、この「東道西法」の原理の中には、たとえ弱

者の立場が入っているがそれにもかかわらず、韓国

文化に対する主体性が強調されて、そしてその主体

性の根拠に対して開放性を強調したのが私は中国

の実用主義と違う点があると考えます。

三つ目は最近、韓国では安重根事件百周年を

迎えて安重根に対する研究がカトリックを中心に本

格的に活発になされています。私は今日、安重根

の特別な立場を「東道西法」に根拠して理解をしよ

うと努力しました。この点で、安重根のこのような

論議がアジア主義という立場と多く異なることはあ

りませんが、私は安重根の立場が広い意味の文化

的アジア主義という側面から、いままで日本で追求

してきたアジア主義は違うグローバルなレベルを含

むアジア主義を標榜したと考えて、安重根の視点

を韓国的視点から強く主張したいです。

四つ目は、ハンチントンの思考の中で、日本をア

ジアから除外したことを一番良くない見解であると

私は思っています。過去に日本がロシアと戦争をし

たとき、多くの東洋の国々は日本を支持しました。

しかし、日本が本当にアジアで役割とその使命を

弱化させ、もしアメリカのような方向を継続していく

傾向を持っているとすれば、アジア人の代案的グ

ローバリゼーションのためにあまり良い選択ではな

いと考えています。

最後に、申し上げたいことは一神教に関すること

です。西洋式の一神教と、日本のシンクレティズムを

強調する多神教、この二つのいずれからも、今日の

この状況を解決できるような十分なエートスを期待

することは難しいと思います。このような観点から私

はいわゆる西洋式の数字的な意味の一神と日本を

中心とした多神、一神と多神を含めた新しい概念と

してのラディカル・モノセイズム、すなわち、徹底した

唯一神教に対する再概念化が必要であると思いま

す。私は、一神と多神を含めた新しい概念としての

一神教を論文の中で提案しました。もちろん、討論

が多く必要ですが、このような新しい二つの両極端

を含む再概念化を通して、私たちは一神教の弊害

を克服しながら、宗教がグローバルな意識となる可

能性を見出して行くのではないと思います。

【司会】 はい、ありがとうございました。

それでは、クルス先生、申し訳ないのですが、２

分か３分くらいでお願いします。

【クルス】 私に当てられた時間を放棄して、代わ

りに皆さんの質問を聞かせていただきたいと思い

ます。ありがとうございます。

【司会】 それではこれから自由に議論していきた

いと思います。カマール先生が前回も発言できま

せんでしたので、まずカマール先生どうぞ。

【カマルザマン】 どうもありがとうございます。通

訳の方にとって速過ぎるようでしたらお許しくださ

い。でも、時間が押していますので。

たくさんのことがすでに語られました。では、グ

ローバリゼーションと宗教の必要性について、たい

へん手短にいくつかの点に触れたいと思います。

個人的にお話しする必要があるのなら、後ほどお話

しいたします。では、世界の状況についてですが、

私は主にこのことについて懸念しています。私たち

は、最近ニューデリーで起こったことを目にし、先ほ

どあそこにいらっしゃる私の良き兄弟に哀悼の意を

お伝えしたところです。

祭典の最中に、ムスリムとヒンドゥー教徒が爆破

されたのです。いずれにとっても聖なる祝日にです。

このようなことが後どれほど起こればいいのでしょ

うか。ヒンドゥー教徒がムスリムを爆破したのなら、
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いただきますようお願いします。

私たちに残された時間は、あと１時間だけです。

たくさんの課題がありながら、１時間で到底まとめる

ことはできそうにないのですが、できる限り、たくさん

のかたにお話しいただきたいと思います。なるべくお

一人の発表・発言は短くし、できるだけ多くの方が

意見を言えるように、ご配慮をお願いいたします。

先ほど、コメンテーターのかたからコメントをいた

だきましたが、非常に重要な問題提起がされたよう

に思います。臼杵先生は、日本がアジアなのかどう

かという点に触れてくださいましたが、この問題は

簡単には結論が出ませんので、ここでは触れない

でおきましょう。

ただし、アジアをどう位置づけるかは、やはり大事

な問題です。東洋と西洋、あるいはアジアと西洋と

いう二分法の中で、私たちはそれを意識してきました。

臼杵先生も言われましたように「戦略的本質主義」

という立場は十分あり得ると思います。別の言葉で

これを言い換えると、「アイデンティティ・ポリティクス」

ということになるでしょう。マイノリティである存在が、

その存在をきちんと社会に訴えていくためには、本

質主義的に、その特質をアピールしていくというやり

方があります。

一般的には、西洋文明とアジアの文明を文明の

対立と見なしがちですが、事実は文明の対立では

ないと思うのです。西洋文明には、“civilizational

universalism”とも言える文明論的な普遍主義が

あります。それを世界に広げていこうとするベクト

ルがあります。

ところが、それに対抗しようとしたアジアの各国

各地域の反応は、いわば“cultural particular-

ism”のような形で、固有の文化の特質を主張する

ことによって、ユニバーサリズムに対抗していこうと

するベクトルを持っています。その意味では、文明

と文明の対立というよりは、文明と個別文化との対

立や衝突であったのではないかと思います。

このセッションではアジアの将来や、そこにおけ

る宗教の役割を論じていきたいのですが、先ほど

も臼杵先生のコメントの中にも簡単な紹介がありま

したように、日本の中では、一神教の評判はすこぶ

る悪いのです。一神教が何か役に立てるかどうか

などということは、なかなか議論になりません。

それどころか、日本で出ている本の中には、「一

神教がこの世界からなくなれば、世界は平和にな

る」といった主張を含んでいる本がたくさんあり、そ

れに賛同する人も少なくはありません。そもそも、

宗教に対してネガティブな態度を取る人が多いとも

言えます。たとえば、1995年にはオウム真理教によ
る地下鉄サリン事件がありましたが、この事件の影

響もあって、宗教を積極的な形で語るのは難しい

雰囲気があります。

ですから、このような状況の中で、本当に東アジ

アという文脈の中で、宗教がどうポジティブな役割

を果たすことができるのかは、大問題なのです。そ

れだけに、もし宗教のポジティブな側面をきちんと

社会に提示できれば、本当に素晴らしいことだと思

います。では、私たちが共通にできることは何なの

か。そのことを、残された１時間の中で探っていき

たいと思います。

まず、コメンテーターのかたからコメントおよび質

問が出されていましたので、３人のプレゼンターの

先生方に、ごく短く、できればお一人２分以内でお

答えいただきたいと思います。

【李】 貴重なご評価をありがとうございました。

二人の先生方の質問に対して、いくつか、簡略

して答えたいと思います。

まず、はじめに、私の論文の内容が楽観的であ

るということに対して、私も認めましたが、はっきりし

ていることは、宗教的なグローバルな意識がないと

私たちが追求しているグローバリゼーションも不可

能であるということが前提であります。

二つ目は、高先生が猫の話をしながら、「東道西法」

という原理が中国の実用主義的なことと似ているの
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たいと思います。倫理ということについては、すべて

の宗教や信仰が多くのことで一致しています。例え

ば、ユダヤ教とキリスト教の十戒、ヒンドゥーの戒律

（Nyamas）、仏教の戒律、ジャイナ教の偉大な誓い、

イスラムのシャリーアがあり、これらの宗教の多くが、

殺すこと、盗むこと、中傷すること、非道徳的な行為、

ついでに言えばアルコールさえも禁止しています。

そして、特定のレベルではなく、普遍的なレベル

における人間の尊厳に関わる問題について、私た

ちはともに努力することができるのです。できない

わけがありません。できないことはたくさんあります

が、私たちにできることもたくさんあります。

では、最後の質問です。これは私たち皆にとっ

て難題です。ちょっと失礼かもしれませんが、僭越

ですが、私を貴方の姉妹として、姉妹以外の何物

でもなく、姉妹として受け入れてください。貴方が

私を好いてくださるのなら、私は貴方の姉妹です。

貴方が私を嫌っても、私は貴方が好きです。私は

それでも貴方の姉妹です。私は統一ということをこ

のように理解しています。意見の対立が私は大好

きです。なぜなら、意見の対立があって、私は貴方

をより深く愛することができるからです。

では、私たちは皆講師であり、教授です。私た

ちは、毎学期、多くの生徒を前にしますが、より良

い明日のために変化を起こす要因として個々の学

生を育てて行くために、私たちは彼らに何を伝えて

きたのでしょうか。

責任ということについて語るとき、私たちは総じ

て、「政府はこれをしていない、政治家はあれをして

いない、メディアはこれとあれをすべきだ」と言いま

す。しかし、なぜ自分たち自身を指さすことはしな

いのでしょう、私たちは何をしてきたのかと。よく言

われるように、何かを指さすと、残りの3本の指は
私たちに向かって指さしているのです。そして、ここ

に失敗があるのだと思います。変化を起こすという

ことを、私たちは自分たち自身の問題として捉えて

いないのです。

では、多信仰間対話が失敗したとしても、それは

必ずしも対話がうまく行かなかったからではなく、そ

の対話の主催され方や組織関係者が、何か他のこ

とを目論んでいると疑われたからかもしれないので

す。多信仰間対話には誠意が不可欠だからです。

多信仰間対話が、個人的な事項のためや改宗させ

るためや「他者に対して威張り散らす」場になって

はならないのです。平等な者同士が共通の問題に

向けて対話しなければならないのです。

疑われたら、例えそれが僅かな疑いであっても、

何かが間違っていると感じたら、人は離れて行って

しまいます。そして、いったん離れると戻って来ま

せん。なぜなら、信頼というものは非常にデリケー

トな人間の要素だからです。そして、信頼は誠意の

上に築かれなければならず、誠意とは明白なもの

です。誠意を宣言したり、誠意を叫んだりすること

はできません。誠意は明白なものです。対話が失

敗した例を私たちはたくさん見て来ました。ならば、

何かが間違っているのですが、それは必ずしも対

話をするということ自体のせいでもなく、対話を拒

否した人々のせいでもないのかもしれません。それ

は、もしかしたら、人々が事の進み方に何か違和感

を覚えたからかもしれないのです。

私の兄弟、姉妹の皆さん、少し夢中になり過ぎ

てしまったことをお許しください。でも私は、私たち

の世界が向かっている方向を不安に思っていて、

皆さんもきっと同じように不安に思っていらっしゃる

ことでしょう。ありがとうございました。

【司会】 では、次の質問者はセット先生、それか

ら徐正敏先生の順番でいきます。

【セット】 ありがとうございます。これまでに言われ

た大変興味深い内容について、インド人としての見

解を少し付け加えさせてください。最後にコメントさ

れた臼杵教授と教授のご提案について始めます。

日本がアジアの一部ではないということです。これ
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それは報復や怒りであると捉えることができるでし

ょう。ムスリムがヒンドゥー教徒を爆破したのであっ

ても、同じことが言えます。しかし、ヒンドゥー教徒と

ムスリムがともに爆破されたのです。これをどう説

明すればいいのでしょうか。

狂気です。私たちは皆、狂気となり、非常に混乱

した世代の人々が育ちつつあります。私たち学者は

これについて何をすれば良いのでしょうか。それが

現状です。多少、興奮しすぎたようで申し訳ありませ

ん。でも、子供が親を爆破したり、兄弟が姉妹を爆

破したりする時代に生きていたいと思わないのです。

私が主に懸念していることですが、そのようなときが

来るまで、私たちは手を拱いているいつもりなのでし

ょうか。それが私の一番心配していることです。

そうです。グローバリゼーションは実際に起こって

おり、私たちはグローバリゼーションの良い面を取り

入れるべきです。しかし、宗教を持つ人々、私たち

はどのようにグローバリゼーションを捉えれば良いの

でしょうか。多宗教間対話は、もはや余力で行うこと

ではなく、しなければならない必要なことなのです。

とはいえ、多宗教間対話の場では、私たちはそれぞ

れの立場を理解する必要があります。私たちは非常

に微妙な問題を踏みつけてしまっているのです。

すべての社会で多宗教間対話をする準備がで

きているわけではありません。私たちの主な仕事

は、自分たちの社会の中で努力することです。手

を差し伸べて、相手を理解することです。しかし同

時に、現在起こっていることの微妙さを意識しなけ

ればならず、この微妙さを尊重しなければなりませ

ん。そうしなければ、始めてもいないのにすでに失

敗してしまいます。

ですから、私たちに必要なのは対話のエチケッ

トと私が呼んでいるものです。何について話し、何

について話すべきではないか、です。神学論的に、

一神教でも多神教でも、この点については論議の

必要はありません。私は「inter-religious（多宗教

間）」ではなく、「interfaith（多信仰）」という言葉が

気に入っています。Inter-religiousという言葉は、

制度化された宗教だけを対象とした言葉ですが、
interfaithなら制度化された宗教や正式な宗教を

持っている人だけでなく、信仰という感覚、理念を

持つ人 も々含まれ、ある意味でこのような人々をよ

り尊敬するからです。

なぜなら、欧米に目をやると、多くの人が宗教を拒

否していますが、人道的な問題になると、人々は列を

成し人の鎖を作って、見ず知らずのイラクの人 を々守

ろうとするからで、このような「人の鎖」はどの特定の

正式な宗教にも属していないのです。彼らは個人的

な利得や理想郷を求めたりしているのでもなければ、

地獄に落ちるのを恐れているわけでもありません。彼

らがそうしているのは、精神の純粋さ、純粋にその問

題のためにしているのです。ですから私としては、
interfaithのほうがinter-religiousよりも広い意味

があるような感じがします。そういうわけでinterfaith

という言葉が私は本当に好きです。

さらに、この方がより包括的です。私たちは排他

的であるのをやめなければならないときに来ていま

す。私たちを分断してしまうような論争は避けるべ

きだと思います。多神教であれ一神教であれ、そ

れは世界にとって問題ではありません。私たちに

ある問題は、お互いに対してどのように振舞えばよ

いのかが分かっていないことです。ですから、私の

中で多信仰間対話は、神学論に関する対話では

ありません。前にも言いましたが、神学論議は、発

展性の望めない論議ですから。

また、多信仰間対話は、相手の信仰を希薄にさ

せ、自分たちに都合の良いようにさせる場でもあり

ません。ちがいます。多信仰間対話の場とは、私

たち皆が共通の問題に取り組める場のことです。

そしてそれ故に、倫理的な点についてお互いに手

を差し伸べ、心に触れ合うことができるのです。

申し訳ありません。東洋のペルソナと私が呼んで

いるものについて語る時間がありませんが、倫理と

いうことで私の心に浮かぶ例として孔子を取り上げ
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預言者ムハンマドに平和あれ。預言者ムハンマド

は、人と神の間にマラが介在する必要があるとは

言っていません。人は神と直接語ることができ、誰

も他の者を必要とはしません。

ですから、ヒンドゥー教の多神教主義が何で、イス

ラームの多神教主義とは何なのでしょう。ローマ・カ

トリック教会に行けばイコンがありますし、ギリシャ正

教会に行ってもイコンはあり、多神教主義や偶像崇

拝は、表面のすぐ下にあることが分かります。

では、対話のエチケットとこの普遍主義的取り組

み方の必要性について言わせてください。グロー

バリゼーションは、皆さんもお気付きのように双方向

に働くプロセスです。高教授が、ソウルにはいわゆ

るキリスト教国よりもたくさんの教会があると言われ

ました。皆さんは、ロサンゼルスには、どの仏教国

よりもたくさんの仏教の教会と寺院があるのをご存

知でしたか。ですから、アメリカもまた私たちと同様

にこのグローバリゼーションの対象なのです。

アメリカでは学校に通っている子供の3人に1人
が有色人種で、白人ではありません。2025年まで
には、アメリカの学校の生徒2人に1人が有色人種
になります。ですから、多元文化性も双方向に働く

プロセスです。私たちはその対象、または被害者で

すが、他の人たちも皆、同じグローバリゼーションに

晒されているのです。

ですから、カマール教授の普遍主義的取り組み、

倫理の対話、そして岡倉天心やラビンドラナス・タゴ

ールに遡る宗教の比較研究となるのです。彼らは

偉大な人本主義者であり、日本を始めとする多くの

国の教育に欠けている、普遍救済主義的価値観

を信じる偉大な人々でした。

そして、次のことを言って締め括りたいと思いま

す。これは通訳の方々には難解になるでしょうが、

がんばってください。

タゴールからの引用です。これがウパニシャッド

の基本であり、ゴータマ・ブッダ、お釈迦さまからマ

ハトマ・ガンジー、それから東京裁判の裁判官ラ

ダ・ビノード・パールに至るまで、何世紀にも渡りイ

ンドで継承されてきた普遍主義／人本主義のメッ

セージの基本です。人類公平のメッセージであり、

世界平等のメッセージです。

引用する前に、もうひとつ挑発的な発言をさせ

てください。仏の生涯とキリストの生涯を比べる際、

仏が生きていたのはイエス・キリストのたった500年
前であったことを忘れないでください。ですから、

仏のメッセージは、イエス・キリストが生まれた場所

にも充分届いていたのです。

仏もキリストも謙虚で、哀れみ深い人でした。「も

う片方の頬を差し出せ」という非暴力主義は、キリ

ストがユダヤ教の教えから得たものではありませ

ん。アブラハムや主モーゼの教えは、「目には目を」

でした。では、イエス・キリストは、この「もう片方の

頬を差し出せ」という非暴力主義をどこから得たの

でしょうか。

【司会】 セット先生、そろそろバトンタッチを。

【セット】 はいはい、そろそろですね。

この言葉を紹介して、皆さんにお教えしましょう。こ

れについて、私は概してこのように考えています。そし

て、仏とイエス・キリストの平等主義的傾向、すなわち、

神の前では皆が平等であるという観念があります。イ

ンドでは、人類と普遍救済主義のための次のメッセ

ージが何年にも渡って伝え続けられています。

「心に恐怖がなく、頭を高く掲げた場所、知識が

自由な場所、真実の底から言葉が出る場所、偏狭

な国の壁で世界が分断されることがない場所、た

ゆみない努力が完成に向かって腕を伸ばす場所、

透き通った理性のせせらぎが、死滅した生息地の

陰鬱な砂漠でも進路を失わない場所、思考と行動

の限りない広がりへと心が前へと汝に導かれる場

所。そのような自由の楽園へと、父よ、我が国を目

覚めさせたまえ」。ありがとうございました。
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は非常に挑発的で、教授ご自身が本当にそう思っ

ておられるのかどうか分かりませんが、教授の意見

に賛成できません。李教授のほうに賛同します。

日本は十分にアジアの一部であり、これまでもず

っとそうでした。過去二千年の歴史、平安時代、そ

していくつかのその他日本史上の時代を思い出し

てください。中国や韓国と密接に関係があった時

代、450年前にはフランシスコ・ザビエルのような人
物を通して、ゴアのローマ・カトリック教会と親密な

関係にありました。ゴアは、ザビエルが最初に到着

し、今は眠っている場所です。そして、松本教授が

昨日言われたように、九州の鹿児島には、ザビエ

ルを記念した教会があります。

19世紀終わりと20世紀は、日本にとってアング
ロ・アメリカンの世紀であって、1902年の英国との
協定により、日本は権力者のクラブまたは金持ちの

クラブのメンバーになったのです。そして、何かに

つけ1945年以降、そして1952年のアメリカとの安
全保障条約以降、日本は英国とアメリカに支配され

るようになり、中国や韓国と関わる場合でも、欧米

の植民地支配国の弟であるかのような形で関わっ

て来たのです。

21世紀は、日本が再びアジアをそのアジアの目で
見る世紀とならなければいけません。岡倉天心の

名前を挙げられましたが、岡倉天心は、世界でこれ

までで最も偉大な普遍救済論者であり人本主義者

である、ラビンドラナス・タゴールとマハトマ・ガンジー

の影響を深く受けていました。彼らについては後ほ

ど述べます。しかし、日本は十分にアジアの一部で

す。3名の主な発表者の方がいらっしゃいました。ク
ルス教授は、カルマとローマ・カトリックがフィリピンで

は共存していることについてお話しになりました。ソ

リヒン教授は、非ムスリムの人 を々も含むウンマにつ

いて雄弁に語られました。そして、ヨーロッパに行っ

てイスラームを見つけたがエジプトにはムスリムがい

ない、それとも、ムスリムは見つけたがイスラームはな

かったでしたか、とにかく、そのムハンマド・アブデユ

ーでしたか、の言葉を教授は引用されました。

そして、教授と同じイランのお仲間であられるジャ

マル・アドディン・アルアフガニ教授も同じ趣旨のこと

を話されました。李教授は、東アジアの宗教とキリ

スト教が合体したこと、および一神教主義と多神教

主義の二分化について話されました。それで、私は

このことについて細かく検討したいと思います。

私たちは、皆が一神教から離れて多神教になれ

ば、どうにか対立が終結するという単純化した考え

のもと、努力しています。私はそれがあまりにも単

純すぎる考えだと思います。仏教であるビルマと仏

教であるタイ国が何世紀にも渡っていがみ合って

いることを忘れないでください。ですから、私はハ

ンチントンが全面的に間違っていると思います。ま

た、中国と日本については、両国とも仏教であり儒

教の伝統がありますが、互いに対立しています。で

すから、ハンチントンは完全に間違っています。

私が言いたいのは、「多神教的宗教であるヒンド

ゥー教」の本質は、ヴェーダの最後に記されている

ということです。ヴェーダとは三千年の知恵の宝庫

である聖典で、その最後の書がウパニシャッドで、

ウパニシャッドには、一神教のまさに基本が含まれ

ています。何と書いてあるのでしょうか。

人はそれぞれ誕生して生まれ変わり、また誕生

して生まれ変わるというカルマの輪を経て行きま

す。そして、この終わりのない輪は、魂が開放され

るまで続き、人の魂はパラートマンという普遍の魂

と一体となるのです。アートマンが普遍の魂である

パラートマンと合体します。これは、まさに純然たる

一神教主義です。

ですから、多神教と一神教の間の線は非常に

細いものです。シーア派のモスクに行くと、人々が

バグダッドではムサ・アルカディームの墓に接吻して

いるのを目にするでしょうし、ナジャフやカルバラに

行くと、聖人に取り成しを請うために人々が紙片を

結び付けている姿を見ることができるでしょう。こ

れはまったくイスラーム的な行為ではありません。
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ももちろん論理性の部分とメンタルな部分があるわ

けです。そういう面で見ると、また少しアジアの見方

も変わってくるのではないかという気がしております。

【小原】 サミール先生。

【ヌーハ】 私はここにいる唯一のアフリカ人です。

皆さんは全員アジア人です。しかし、正直なところ

エジプトもまたアジアの国です。シナイ山はアジア

の一部ですし、シナイ山はアジアにとって、すべて

の宗教にとっても大変重要な場所です。たくさん話

したい点がありますが、時間が限られているので、

1点のみについてお話しします。
ウンマとカリフ制度について語るときに、多くの

人がウンマとはどういう意味か、カリフ制度が何を

指すのかと懸念を抱きますが、それは当然のことな

のかもしれません。しかし、今日はウンマのことをイ

スラームのグローバリゼーションという意味に限定し

てお話ししたいと思います。二つの例を取り上げ

ます。二つだけです。

一つ目の例はイスラーム文明で、イスラーム文明か

ら一つだけ例を取り上げます。それは建築芸術、モ

スクのことです。モスクはイスラームにとって大変重要

です。アラビアでは、モスクは四辺の壁です。四辺の

壁だけです。しかし、モロッコに行くと、スペインやヨー

ロッパ美術をモスクに見ることができます。イスラーム

は、イスラーム文明時代であっても、ヨーロッパの人々

のアイデンティティを消し去ることはしなかったのです。

イスラームは人々の集団としてのアイデンティティを認

めたのです。モロッコからエジプトに行くと、また別の

建築様式があり、トルコでもそうです。インドに行くと、

インド様式のすばらしい技術があり、タージマハルの

ようなお墓さえもあり、誰でも見に行くことができます。

イスラームではあのような墓を建てることは禁じられて

います。ですから、イスラームが他の民族や人々の集

団のアイデンティティを尊重する（宗教だ）ということを

忘れないでください。タイやマレーシアに行くと、すば

らしいモスクを目にすることができます。インドネシアに

行くと、インドネシアの人々の芸術が（モスクに）見られ

ます。今日では、日本に来ても、東京ではモスクに日

本の芸術を感じます。日本の芸術を感じる簡素で小

さなモスクがあります。これが一例です。

イスラームのグローバリゼーション、またはイスラー

ムにおけるグローバリゼーションでは、他の人たち

のアイデンティティが打ち消されることはなく、いかな

る他のグループ、国、民族のアイデンティティでも認

められます。

二つ目の例について時間の関係上、詳しくは言

いませんが、ムスリムの間で暮らしている人々、また

はウンマの境界線の内側で暮らしている人々のこ

とです。ソリヒン教授はウンマの意味に言及され、

メディナではキリスト教、ユダヤ教、ムスリムがひと

つのウンマと考えられていた時代、つまり、預言者

ムハンマドの時代の例を挙げられました。ですから、

アラビア語でウンマには別の意味があります。「国」

という意味ではありません。ソリヒン教授がこれに

ついて詳しく説明されました。

歴史を見ると事例は一つしかありません。それは、

ムスリムとユダヤ人がスペインを逃れなければならな

かったときで、ユダヤ人のほとんどの人が救われた

のは、オスマンのカリフ制度のときだけでした。オス

マンのカリフは、当時、トルコ・カリフ、またはトルコ帝

国としてよく知られていた地域にユダヤ人を運ぶた

めに、多くの船を出しました。ですから、これが2点
です。そして最後の点は、時間のため省略します。

山本さんはアラビア語について話され、次の質

問をされました。フィリピンの人々はなぜアラビア語

を学ぶことに固執するのか、またはアラビア語に注

目しているのかという質問です。私が言いたいのは、

アラビア語は宗教の言語であるだけではなく、ひと

つの文化であり、それはすべてのムスリムの人々、

そしてアラブの国々に住んでいるキリスト教の人々

の文化であるということです。スペインにいるユダヤ

人達には、自分たち自身のスペインの歴史がありま
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【司会】 では徐正敏先生。申し訳ないですが、な

るべく短くお願いいたします。

【徐】 ありがとうございます。なるべく短く申し上

げます。２日間、我々が最も多く討論したテーマは、

グローバル化です。グローバル化は西洋的なもの

だ、キリスト教的なものだ、あるいは普遍的世界の

文明的なものだと。

そのように考えて、そこからアジア的なものとして

のプロポーザルを、いろいろな先生がおっしゃいま

した。政治的な、経済的な、社会的な、宗教的な

プロポーザルがあり、それらの中でイスラームとか、

アジアの宗教、アジアの多神教、多神教と一神教

の合わせたほかのものがどのようであるか、そうい

うふうに考えていったと思います。

そこで一つ懸念があるのですが、人類の歴史を

見ると、パクス・ロマーナ、パクス・アメリカーナ、その

あとにはパクス・アジアーナかもしれませんが、その

ような考えもあるのです。しかし、私も今回の討論

の中で、いろいろと勉強になりましたが、今の視点

でアジア的な考え方の最も重要な役割には、「提

案」として役割があると思います。それは例えば、フ

ェミニズムの中とか障害者の問題とか、小原先生も

おっしゃったとおり、マイノリティの感覚の中で、それ

を中心にするためには、もうちょっと強く意見を提

案しなければならないということがあると思います。

例えば時計の針が左に行ったとき、これを中心

に戻すためには、そのまま逆戻りさせることはでき

ないのです。それは左に行き、やがて右に行き、

そして中心に戻ります。そういう考え方が必要であ

ると思って、今の我々の討論の中で、東洋的なもの、

アジア的なものが、我々が今考えている問題を解

決するためには、いちばん重要な考え方ではない

かと思っております。ありがとうございました。

【司会】 では中田先生。

【中田】 この２日間の会議の中で述べられていな

い点を一点指摘したいと思います。今回、アジア、

特に東アジアをテーマとして議論をしたわけです

が、現実には東北アジアと東南アジアは、かなり違

った世界だと思います。日本では、人の見かけに

対して、南方系、北方系という言葉を使います。日

本人同士で「あなたは南方系だね」「北方系だね」

という言葉を、あまり科学的ではないのですが、使

うことがあるのです。やはり北と南とは違います。

南の島国の文化と、北の大陸の文化は大分違う

と思っております。私自身、もちろん日本は中国と韓

国と同じ、儒教文化圏、漢字文化圏ということで、

文化的には非常に中国のかた、および韓国のかた

と近いというのは感じるのです。けれども、メンタリ

ティとしては、私はむしろインドネシア、マレーシアの方

といるほうが落ち着くところがあるのですね。これは

どういうことかと言いますと、ザーヒル（zahir）とバー

ティン（batin）というアラビア語の言葉があるのです

が、内面と外面、外に表れたものと内にあるものが

違っていて、内にあるものが本当のものであって、外

に表れたもの、すなわち言葉というのは所詮は形で

しかないという考え方があります。そういってしまうと

学問は成り立たないのですが、私自身はそのように

考えております。そういう点でむしろ言葉は日本とは

かなりちがっていても、私のメンタリティには近い、東

南アジアの人といるほうが落ち着く部分もあります。

この部分だと、religionとreligiosityの話で、外

側にあらわれるreligionというレベルでは、私はイ

スラームに所属するわけで、これは非常に論理的

な宗教だと思うのです。外側に見える宗教として、

キリスト教がある、イスラームがある、またほかの宗

教があるということと、内面的なreligiosityの問題

はまた別の話です。内面性と外面性というレベル

では、また別の議論ができるし、別の世界の見方

があるのではないかという気がしております。

これは文明論的にも、実は外面と内面の両面が

あって、北東アジアにおいても、東南アジアにおいて
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によく似ているのかもしれません。ところが９・11や、
それに続くさまざまな世界の変化の中で、この日本

社会も、宗教とどう向かい合っていったらいいのか

ということが、徐々に関心事として挙がってきてい

ます。おそらく、その中で、日本が東アジアの中に位

置していることの意味も、問われていくことでしょう。

他方、小泉首相による靖国参拝が続けられる中で、

なかなかうまく協調できないような現実もあります。

ですから、このような困難な現実を見据えながら

も、それを越えていくための術として、私たちが互

いによく知り合っていくことは大事ですし、そのた

めの重要な手段として、互いの宗教を介して理解

を深めていくことが一層必要とされてくるのではな

いかと私は感じています。

それでは、これで第４セッションを終了します。これ

から森先生に最後のごあいさつをしていただきます。

閉会挨拶：森　孝一
（同志社大学一神教学際研究センター長）

２日間にわたって、皆さんが積極的に参加してく

ださいましたので、本当に有意義で実りの多い国

際ワークショップをもつことができたと思います。心

から感謝申し上げたいと思います。特に五つのア

ジアの国から参加してくださいました10人の先生が
たに、心から御礼を申し上げたいと思います。

神学、比較宗教学、宗教哲学など、それぞれ宗

教についての研究を踏まえて、また社会科学につ

いての深い造詣のもとに、東アジアのすべての国

が直面しているグローバリズムの問題と、ナショナ

ル・アイデンティティの問題について、充実した議論

をすることができました。本当に学ぶところが多か

ったと思います。

特に私にとって印象深かったのは、ご参加くださ

った皆さんが、単なる学者としてではなく、それぞ

れご自分の一神教について非常に深くコミットされ

ていたことでした。そして自分たちの国のことを深

く思い、そしてアジアと世界の問題に深く関心を示

されて、その中で、どういうふうに自らの宗教が、こ

の世界の問題に対応していったらいいのかという

ことを、真剣に考えてくださったことに対して、心か

ら御礼を申し上げたいと思います。

グローバリズムについて、いろいろ視点から議論

がなされました。そこから明らかになってきた共通

認識は、グローバリズムはさまざまな問題を持って

いて、うまく機能しておらず、さまざまな問題をアジア

にももたらしているということであったと思います。

グローバリズムが東アジアにもたらしている問題に

ついては、かなり明らかになったと思います。

ここで重要なことは、ここで議論したグローバリ

ズムの問題点に耳を傾けなければならないのは誰

なのかという問題です。それは先進国です。先進

国として日本は、自らグローバリズムの側に立って、

あるいはグローバライゼーションの側に立って、アジ

アに対してどのような経済的問題をもたらしている

かについて考えなければなりません。我々は真剣

にフェア・トレードの問題を考えていかなければなら

ないと思います。

それからもう一つ。やはりグローバリズムの中心

にあるアメリカ合衆国なのであり、アメリカがまず、グ

ローバリズムの問題点について聞くべきだと思いま

す。実は来週ブッシュ大統領が京都に来ます。そし

て、ここから数百メートルしか離れていない迎賓館

に泊まる予定になっています。この国際ワークショ

ップは、開催が一週間早かったかなと思います

（笑）。一週間先なら、ブッシュを呼んできて、彼に

聞かせることができたかも分かりません。ただ私が

申し上げたいことは、ここでいくらブッシュを批判し、

アメリカを批判しても、状況は変わらないということ

です。アメリカはどうやって変わることができるのか、

そのために我々には何ができるのか。このことを考

える必要があるのではないかと思います。

もう一つ、ここでのグローバリズムについての議

論の中で、グローバリズムは世俗的で非宗教的な

ものであるという議論がなされました。それに対し
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す。彼らはアラビア語で書き記し、アラビア語で多

くの本や文学を書くことによって自分たちの文明を

蘇らせました。

アラビアからイラン、そしてアフガニスタンからイン

ド、タイ、フィリピン、インドネシアへと、アジア全体を

通ると、どこであっても、土着の言語の中にアラビ

ア語を必ず耳にします。それらのアラビア語の言葉

がなければ、もはやそれぞれの土着の言語ではな

くなります。例えば、Salamaや他のアラビア語の

言葉をフィリピンの言語から取り除いたり、Khabr

というアラビア語の言葉をインドネシアからなくした

りすると、それらの言語は言語でなくなります。フィ

リピンからアラビア語をなくすと、マニラがなくなりま

す。なぜなら、マニラはアラビア語だからです。（首

都マニラは、インドネシアに行き来するムスリムの商

人たちが互いに別れを言い合う場所だったので

す。ですから、ここで彼らはアラビア語で「さような

ら」、「神が貴方の安全をお守りくださいますように」

の意味のFI AMAN ALLAHと言葉を掛け合い、

それがMANILAになったのです。ですから、アラ

ビア語をなくすと、フィリピンの首都がなくなってし

まいます。つまり、フィリピンにとってアラビア語は大

切なのです。ありがとうございました。

【司会】 あと５分ですが、あとお一人か二人くらい。

では、四戸先生。

【四戸】 先生がたの意見をお聞きして、私は究極

は何かという問題よりも、気になったことがあります。

ワディ先生がインドネシアにおいて、共同体的な価

値を作り上げようとしてイスラームに向かう動きが、具

体的な実勢力ムスリム・グループが、イスラームの理

念の下に動いているというお話をされました。またク

ルス先生がミンダナオにはムスリムが「17％しかいな
い」と言うにもかかわらず、ユサント先生のお話によ

ると、フィリピンのモロなどのムスリムたちが中東のイ

スラーム勢力と結びついたり、あるいは現地のイスラ

ームと結びつきながらアイデンティティを求めている。

それが思想と具体的な運動となっているということ

でした。さらにソリヒン先生が良きものを採っていこう

という社会改革的な動きを指摘され、それは、我々

になじみの深いような考え方でした。

ワディ先生とユサント先生の対極にあるような印

象を受けたのが、オニアー先生の懸念です。それ

はムスリム同胞が爆弾を使ってムスリム同胞を殺害

するというような分裂が起こっており、これは価値

観が揺らいでいるということであり、次世代の人た

ちが影響を受ける危惧があるということです。具体

的な問題として、ワディ先生とユサント先生の指摘

に対する結果としての懸念という印象を、オニアー

先生の意見から感じました。ですから、やはり具体

的な現実の動きとして、インドネシアとかフィリピンで

今現実に起こっている問題ことに注意すべきです。

クルス先生がフィリピンのムスリムは17％としかい
ないと言いましたが、フィリピンのイスラームの動き

は、「過激派」とは言えないものの、何か世界的な

イスラーム勢力の動きと関連していますので、やは

りフィリピンの人々がこの動きにもっと目を向ける必

要があるのではないかと思いました。

【司会】 そろそろ、このセッションを終わらなければ

ならなりませんが、まとまった結論を出すことはでき

そうにありません。しかし、ここで一つ分かったこと

があると思うのです。私たちは普段は違う場所に

住んでいるわけですが、人の関心や問題を知るた

めには、やはり、それぞれの場所に息づいている

宗教を知らなければなりません。このことは、広く

言えると思います。そしてこのグローバル化していく

時代の中で、日本においても、その事実は徐々に

気づかれつつあります。

特にこの変化をもたらしたのは９・11の出来事が
大きいと言えます。それ以前、日本社会はあまり宗

教に対しては関心を示しませんでした。その点で

言いますと、高先生が言われたように中国と非常
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た。恐らく、それはカマール先生がおっしゃる「オリ

エンタル・ペルソナ」というものなのかも分かりませ

ん。それが何なのかということを、理論的に説明す

ることは非常に難しいけれども、しかし感情のレベ

ルでは、我々は一つだという思いを持ちました。ど

うもありがとうございました（拍手）。

【司会】 それでは、これですべてのワークショップ

の終了です。皆さん、どうもありがとうございました。

それから、長く通訳の労を取っていただいた通訳

者のかたがたどうもありがとうございました。（拍手）。
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て、宗教はどのように対応していけばいいのか。グ

ローバリズムの代表的存在であるアメリカ合衆国

は、実は非常に宗教的な国であって、アメリカのグ

ローバリズムは宗教的性格をもったものだと思いま

す。それではアメリカの宗教とアジアの宗教では、

何が違うのか。恐らく「宗教の型」が違うのでしょう。

我々はあまり「宗教的なもの」と「非宗教的・世俗

的なもの」を二律背反的に理解しようとするのでは

なく、アメリカも巻き込んで議論していく必要がある

のではないでしょうか。ヨーロッパはどうでしょうか。

ヨーロッパは宗教的ではありません。しかし、ヨーロ

ッパは宗教的ではないけれども、ヒューマニズムだ

とか、あるいは基本的人権という考え方を持ってい

る人々とも連帯しながら、グローバリズムの持って

いる問題点にどういうふうに一緒に対抗していける

のかを考えていく必要があるのではないでしょうか。

世界の各地域が連帯して、対グローバリズムの戦

略を立てていく必要があるのではないだろうかとい

う印象を持ちました。

この国際ワークショップは日本から参加している

我々、日本人の参加者にとっても非常に有意義な

ものであったと思います。その理由は、日本はこれ

からどうすべきなのかということについて考える、非

常にいい機会を与えてくださったからだと思います。

第二セッションのコメンテーターの浅野先生が、

中国と韓国について「国家があるのか」という、ちょ

っとシンボリックな表現で問題を提起されました。

同じことは、日本にとっても言えるのではないでしょ

うか。日本という国は何なのでしょうか。浅野先生

がおっしゃりたかったことは、恐らくナショナル・アイ

デンティティというものは決まったものではなくて、で

き上がっていくプロセスにあるのだということを言お

うとされたのだと思うのです。

日本の場合、これから新しいナショナル・アイデン

ティティを考えていくうえで、何が重要かというと、そ

れはアジアだと思うのです。臼杵先生のご指摘に

あったように、これまで日本はアジアであったのか

というと、ある時点でアジアでなくなったというのが

事実だと思います。そういう中で、もう一度、日本の

ナショナル・アイデンティティを考えていくときに、アジ

アとの関係で日本をどう規定していくかということ

が、非常に大きな問題であるということを改めて考

えさせられました。

これは中国にとっても同じだと思います。中国がこ

れからアジアの中でどういう役割を果たそうとしている

のか。中華思想によって覇権を握るのか、もしそうで

ないのなら、アジアに対して中国はどういう役割を果

たそうとしているのか。昨日の松本先生のアジア「共

通の家」（コモン・ハウス）の構築ということになると、

重要な役割を担っているのは、中国であり日本だと思

います。その中国、日本がアジアの中でどういう役割

を果たしていくのか。それが今までのような、自分を中

心とした覇権を主張するのではなくて、アジアの中で

どういう形で自分たちを規定していったらいいのかと

いう問題を改めて考えさせられました。

それから、これは最後にお願いでもあり、またＣＩ

ＳＭＯＲの役割でもあるのですが、この国際ワークシ

ョップの記録、報告書を作ります。この報告書は、

少なくとも日本語と英語では作ります。アラビア語で

も作るかもしれません。この国際ワークショップでの

発表、コメント、ディスカッションを、英語で、アラビア

語で、世界に発信したいのです。アメリカ合衆国の

人びとに、それを読んでもらいたい。読まなければ

いけない人に読んでもらいたいと思っています。

日本はアジアかという問題が提起されました。こ

れは非常に重要な問題ですけれども、私はこの国

際ワークショップに参加して、やはりアジアだという

思いを強く持ちました。というのは、去年はアメリカ

から８人の代表者を呼んで、会議をしました。その

前にはヨーロッパ、それから中東からも代表者を呼

んで、カンファレンスをやりました。しかし、今回のカ

ンファレンスは、やはり今までのカンファレンスとは

全然違って、同じ仲間で話をしている、同じアジア

で話をしているという気持ちになることができまし
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2005年度テーマ：聖典解釈の多様性と民主主義 
部門研究会１「一神教の再考と文明の対話」研究会も3年目を迎えた。 

2003年度は、ユダヤ教、キリスト教、イスラームにおける一神教の背景、成立、展開を、2004年度はそれ
ぞれの一神教における包摂と排除の論理を明らかにしたが、研究会を重ねる中で、一神教世界を知るために
は正典解釈のあり方を理解することが決定的に重要であることが再認識された。 

そこで2004年度は、部門研究会2「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」との共同研究会を視野に
入れ、「一神教の正典解釈の多様性と民主主義」をテーマに研究会を開催することにした。セム系一神教にお
いては特殊西欧近代的な「民主主義」のような概念もまた正典解釈の形をとって提示されることがあるから
である。 

2005年度、本研究会は、ユダヤ教、キリスト教、イスラームの正典解釈の多様性を明らかにし、正典解釈の
形をとった民主主義のディスコースの本質を解明を試みた。 

「一神教の再考と文明の対話」研究会 
幹事：中田 　考（同志社大学 大学院神学研究科教授） 
 小原 克博（同志社大学 大学院神学研究科教授） 

参加研究者 

森　　孝一 同志社大学 大学院神学研究科教授 
石川　　立 同志社大学 大学院神学研究科教授 
越後屋　朗 同志社大学 大学院神学研究科教授 
中山　善樹 同志社大学 大学院文学研究科教授 
山本　雅昭 同志社大学 言語文化教育研究センター教授 
バーバラ・ジクモンド   
 Visiting LCI Institute Scholar,Catholic  
 University of America 
三浦　伸夫 神戸大学 国際文化学部教授 
手島　勲矢 大阪産業大学 人間環境学部教授 
芦名　定道 京都大学 大学院文学研究科助教授 
檜垣　樹理 足利工業大学共通課程助教授 
市川　　裕 東京大学 大学院人文社会系研究科教授 
鎌田　　繁 東京大学 東洋文化研究所教授 
加藤　　隆 千葉大学 文学部教授 

勝又　悦子 同志社大学 神学部嘱託講師 
小林　春夫 東京学芸大学 教育学部助教授 
栗林　輝夫 関西学院大学 法学部教授 
ミシェル・モール 
 同志社大学 言語文化教育研究センター嘱託講師 

中村　信博 同志社女子大学 学芸学部教授 
中沢　新一 中央大学 総合政策学部教授 
奥田　　敦 慶應義塾大学 総合政策学部教授 
澤井　義次 天理大学 人間学部教授 
塩尻　和子 筑波大学 大学院人文社会科学研究科教授 
東長　　靖 京都大学 大学院アジア・アフリカ地域研究 
 研究科助教授 

鳥巣　義文 南山大学 人文学部教授 
月本　昭男 立教大学 文学部教授 
綱島　郁子 同志社大学 神学部嘱託講師 

研究会報告 
部門研究1

第1回 ２００５年５月２８日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 手島勲矢「ラビ･ユダヤ教のパラダイムシフト：神殿崩壊と賢者の政治思想」 
 市川　裕「現代ユダヤ教の権威構造と正典解釈―近代国家と民主主義をめぐって」 
 コメンテーター：中田　考・小原克博 

第２回 ２００５年７月２３日　開催地：同志社大学 東京オフィス 
 加藤　隆「比較文明論の観点からみたキリスト教世界の類型化の試み」 
 石川　立「キリスト教における正典的解釈の可能性――土の器としての正典――」 
 コメンテーター：中村信博・越後屋　朗 

第３回 ２００５年９月８日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 イサム・ムハンマド 
 武岡洋治 
 「スーダンにおける紛争――イスラームとキリスト教、原理主義をめぐって」 

第４回 ２００５年１０月２２日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 塩尻和子「クルアーン解釈からみるジハード論」 
 中田　考「ジハードと『イスラーム世界』」 
 コメンテーター：四戸潤弥 

第５回（部門研究2と合同） 
 ２００６年１月２１日（土）　開催地：同志社大学 今出川校地扶桑館２階マルチメディアルーム１ 
 小杉　泰「イスラーム民主主義の現在：理念と実践および21世紀的課題群」 
 古矢　旬「アメリカ建国の理念――「近代」と「宗教」の相克」 
 菅野賢治「フランス共和国とユダヤ――『ライシテ（世俗性）』理念の試金石」 
 コメンテーター：富田健次・森　孝一 

2005年度研究会 

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会
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部門研究１  ２００５年度第１回研究会 

スケジュール 

１３:００～１４:００　発表：手島勲矢「ラビ・ユダヤ教のパラダイムシフト：神殿崩壊と賢者の政治思想」 
１４:００～１５:００　発表：市川　裕「現代ユダヤ教の権威構造と正典解釈－近代国家と民主主義をめぐって」 
１５:００～１５:１５　休憩 
１５:１５～１５:２５　コメント：中田　考 
１５:２５～１５:３５　コメント：小原克博 
１５:３５～１７:３０　ディスカッション 
１８:００～１９:３０　懇談会 

日　　時／ ２００５年５月２８日（土） 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　寒梅館６階会議室 

発　　表／ 手島 勲矢（大阪産業大学人間環境学部教授） 

 市川 　裕（東京大学大学院人文社会系研究科教授） 

コメント／ 中田 　考（同志社大学大学院神学研究科教授） 

 小原 克博（同志社大学大学院神学研究科教授）　 
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研究会概要

今回の発表で手島氏は、二つの神殿崩壊の時代を通して、「預言者の宗教」から「賢者の宗教」への変

遷を、市川氏は、近代国家成立時においてユダヤ教がユダヤ人社会にどのように関係してきたのかを論

じた。

手島氏は、まず「歴史の学」について触れ、それは本来異なる意見をもつ人々を結びつける「共通の場」

であり、この点においてユダヤ学者もキリスト教の歴史学者も、方法論や事実の究明という目的を共有

していると述べた。この「歴史学」の場において、ユダヤ学者とキリスト教の歴史学者の視点の相違が

最も顕著に現れるのが「第二神殿時代のユダヤ教」の問題であり、この視点の相違は「歴史の出発点と終

着点の設定の問題」「時代区分を言い表す用語の問題」「ユダヤ教をめぐる神学的、哲学的な問題」にある

とした。ことに、この「第二神殿時代のユダヤ教」の問題に関して、手島氏はユダヤ学者たちが主張する

ところの「予言の終焉」が、この問題を理解する上で役に立つと強調する。なぜなら「予言の終焉」は、

正典テキスト解釈を中心とした宗教文化の形成をもたらし、合理的で世俗的、また政治的でもあるその

「正典解釈の宗教文化」は、非合理的なカリスマ支配を意味していた「預言者の文化」と性格をまったく

異にするものであったからである。このようなパラダイムシフトと関連する例として、『ユダヤ古代誌』

から神殿崩壊時のパリサイ派、サドカイ派、エッセネ派の動向がとりあげられ、そこで「多数決原理」が

確立されていくことが明らかにされる。また、この「多数決原理」をラビ・ユダヤ教が確立していく例と

して、『ミシュナー』からユダヤ教のラビ達の事件を取り上げ、そこにおいても彼らが「多数派原理」を

重要視していたことが指摘された。

市川氏は、宗教から見て社会（国家）はどのように意味づけられるのかという問題意識のもとに、近

代（フランス革命）までユダヤ教が正典解釈を多様なものとして残しつつ行動規範の拘束力をラビ達が

握っていたのに対し、近代国家（イスラエル）の成立以降においてどこまでユダヤ教の法規範が拘束力

を持つのか、という問題を提議した。ギリシア・ローマ・カトリック、プロテスタントを経た西洋の宗教

と国家との関係は、フランス革命以後決定的に逆転し、国家は宗教に拘束されない自立的なものとなる。

そのような中で、近代のユダヤ人解放によってアイデンティティの危機に直面したユダヤ人社会は、内

部から①啓蒙主義に由来するユダヤ教改革②直接的宗教体験に由来するハシディズム③近代科学技術

④ユダヤ人国家建設という四つの挑戦を受け、ラビ・ユダヤ教体制はしだいに衰退していく。1948年

以降、イスラエル国家建設を目前にしたユダヤ人たちは、「トーラーはどのように社会形成に寄与すべ

きか」という社会的枠組み作りに直面している。その具体的な選択肢として、①トーラーは社会形成を

規定すべきである②トーラーの目指す目標を明らかにし、その実現に適した社会秩序を探求する③ト

ーラーは社会形成を規定すべきではないという三つがあげられる。①と③が、比較的に国家の体制に

無関心なのに対し、②は宗教者が国家に対してより積極的に関わり、世俗国家の中に宗教的理念を実現

しようとする運動を生み出した。現在のイスラエルでは、この問題と関連する形で、ユダヤ教内部にお

ける根本主義派と世俗派との対立が現れているということも指摘された。

質疑応答では、コメンテーターの中田氏から、ユダヤ教の「多数決原理」と近代民主主義の「多数決原

理」の問題、「予言の終焉」とともにユダヤ教の権威はどのように分化していったのかという問題、近代

以前のユダヤ教の国家理論とそれに対する聖書の影響の問題等が提議され、小原氏からは、ローマ帝国

の影響を受けたキリスト教以前のキリスト教とユダヤ教徒の影響関係の問題、ユダヤ教とキリスト教と

の「時代区分の相違」の問題、正典解釈の権威の問題などが提議され、活発な議論がなされた。

（CISMORリサーチアシスタント・神学研究科博士後期課程　森山　徹）
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目的（事実の究明）は理解し共有しています。だから、

個々の議論に証拠の合理性が必要であることに、

両者とも異論はありません。そして、何よりも、両者

は、聖書と言う「テキストの存在」（資料）を共有して

いますし、また考古学的証拠の意義も認めます。つ

まり、両者とも、人間の生きる空間と時間は一つで

あることを認めているのです。だから、考古学と文献

学（言語・解釈の変遷及び写本研究）の事実を無

視する議論は、歴史学ではありません。

これらのことは言わずもがなのことですが、私が

皆様に紹介したい第二神殿時代のユダヤ教の歴

史問題は、その共有部分（前提）にもかかわらず、

キリスト教の歴史学者とユダヤ学者の間の視点の

違いや歴史を考える枠組みの違いが、とても顕著

に表れている分野です。しかし、この違いを単なる

宗教信条の違い、イデオロギーの違いに還元した

くはありません。なぜならユダヤ学の研究成果（議

論・論争）は新約学者にも考慮されるようになって

きていますし、またユダヤ学者の歴史議論は、そも

そも新約学者の歴史認識への反論でもありました。

つまり、間接的であれ、第二神殿時代の理解をめ

ぐって、ユダヤ学者とキリスト教学者の間には共有

できる論争・議論があります。これはユダヤ学の

「学」も、新約学の「学」も、同じ、反証できる性質、

即ち合理的な科学精神の知見を目指していること

の証拠だと思います。ここで重要なのは、キリスト

教の学者とユダヤ学者の立場の違い（第二神殿時

代を研究するにおいての前提・視点の違い）をまず

認識することです。

（２）第二神殿時代の歴史区分：ユダヤ学者と
キリスト教学者の認識の差異
ユダヤ学者とキリスト教歴史学者の間の視点の

違いは単純です。つまり、一方ではユダヤ教から発

生したキリスト教を説明するために第２神殿時代の

歴史を考える立場があると同様に、他方では、その

分裂の後に残されていくラビ・ユダヤ教の存続意義

を説明するために考える立場もある、ということです。

この立場の違いは、ユダヤ教とキリスト教の伝統的

な意識に由来するものですが、その影響は、実際

のユダヤ学者とキリスト教学者の歴史認識の違いと

なって、例えば、1）古代イスラエル（聖書時代）史の
出発点と終着点をどのように設定するかの問題に

おいて、また２）古代イスラエルをどのように時代区分

するのか、また３）ラビ・ユダヤ教伝承をどのくらい歴

史的に評価するのか等の根本的な問題における認

識の違いとして浮かび上がってきます。

たとえば、ドイツ聖書学の碩学マルチン・ノートの

『イスラエル史』は紀元前１２世紀から後２世紀までを

一つの大きな時代区分として扱います。また日本で

も山我哲雄氏の『聖書時代史（旧約編）』（岩波書店）

も、前者同様、捕囚以前のイスラエル史を取り扱い

ながらも、その叙述の終着点はローマ時代（前１世

紀）にまでおよびます。彼らの歴史叙述の理由は明

白です。つまり、両者ともイエス・キリストの登場を説

明する背景としての―意識的ではないにしても―古

代イスラエル史の歴史記述が念頭にあるから、旧約

聖書の時代史は、本来、バビロン捕囚以前が主体

であって、バビロン捕囚以後のペルシア時代で終わ

るべきなのに、その後の、ギリシャ・ローマ時代も含

まざるをえないのです。それに対して、ユダヤ学者た

ちは、キリスト教学者の旧約と新約の時代区分にあ

たるものを、「第１神殿時代（ハバイト・ハリション）」と

「第２神殿時代（ハバイト・ハシェニ）」という呼称で考

えます。これらの呼称は、タルムード賢者たちがその

ように呼び表して時代の区別をつけた前例（PTヨ

マ 1:1）に由来しているのですが、ユダヤ学特有の
歴史認識の枠組みをよく表しています。すなわちユ

ダヤ教が持っている捕囚以前と以後の間の連続性

と非連続性に対する感受性です。

というのは、ラビ伝承によれば、第１神殿時代が

滅びた時に、ウリムとトンミム（預言をする時に必要

な祭儀の道具：出エジプト28:30;民数記27:21-22
他）も同様に失われたとされています（ソター４８b）。
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（１）はじめに―ユダヤ学は歴史学である
「歴史」という言葉・概念は、最近、政治的な恣

意性に覆われてしまって、その学的な基盤が喪失し

かねない危機的な状況にあると思いますが、ユダヤ

教研究の歴史を振り返って、私が強調したいのは、

それが政治価値の視点に左右される事実を認めな

がらも、「歴史」の「学」の目的は、異なる視点の人々

を結び付ける共通の場の模索でもあったということ

です。ユダヤ学の「学」の意味は、本来、
Wissenschaft（＝science）―「歴史的真実」を追求

する科学的な学問―という点にあります。即ち、１９

世紀ヨーロッパのユダヤ人たちは、ユダヤ教を近代

的にとらえ直す作業を、「歴史学」の文脈に託しまし

た。即ち、イェシバー（宗教家たちの養成学校）の世

界にではなく、大学というアカデミズムの世界に対し

てです。その結果、私のような非ユダヤ人の研究者

もユダヤ学に参画できることになりました。

私たちのすべての知見というものは、その固有

の文脈を離れて存在しませんが、アカデミズムの文

脈の利点というのは、自らの文脈の限界と可能性

を意識して、自己批判的に、その知見を築いてい

ける点だと思います。１９世紀のユダヤ人は、この

極めて退屈で静かな歴史学の作業によって自己の

体質改善（すなわちユダヤ教の近代化）を目指し、

さらには、隣人たちの根強いユダヤ人とユダヤ教

に対する偏見をも正せると信じていました。

その後のドイツの歴史を引き合いに出して、この

見込みの甘さを指摘することは簡単ですが、しかし

ながら、第二次大戦後、ドイツのキリスト教学者はユ

ダヤ学の歴史的知見を徐々に無視しなくなってきて

いることも事実です。それは、ユダヤ学が歴史学の

文脈すなわち歴史学の前提と方法論を真摯に受け

入れる以上、当然の結果だと思います。つまり、歴

史学者は、すべて真面目な方法論を持つ歴史議論

を無視できない。歴史「学」である限り、研究者の

主張はさまざまなに対立するにしても、彼らは一つの

「場」を共有せざるをえないのです。つまり、強調し

たいのは、歴史学者が対話を志向するのなら、それ

は歴史学の方法論と議論の前提がそうさせるので

あって、対話をすべきだという倫理的な強迫観念が

そうさせるのではない、という点です。

日本のユダヤ学の次元はまだまだ初歩的な段階

にあるので、この歴史学の基本を何度も強調する

必要があります。ともすればユダヤ学は特殊な文脈

づくりをする作業と誤解されがちですが、ユダヤ学

は、歴史「学」の文脈を大切にします。それは、ユ

ダヤ学が、近代の文脈に生きる人々すべてに共有

されうる（または無視できない）情報・知見を生み

出すことを目指しているからですが、多くの人の共

感を獲るためには、議論が歴史学的であることは

必要不可欠で最低条件です。

ポスト・モダニズムの文芸批評家の手にかかると、

「歴史」はもはや個々の分離された視点の物語・虚

構にすぎないもの、そこに「共有されうるもの」は何も

存在していないかのように処理されたりしますが、そ

の見方は極端であって、それは半分の真実にしか

すぎません。ユダヤ人学者もキリスト教学者も、どん

なに結論は天地逆さまであっても、歴史学の究極的
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変わらないことを示すことで、ユダヤ人の歴史の中

に伝承の断絶よりも継続を、存在の非連続性より

も連続性を強調するものです。神殿基準方式は、

時代の違いを強調するよりも、実は、どんなに時代

の環境が変わっても、またどんなに困難であっても、

もう一度、神殿を建設して民族の原状復帰を目指

すというユダヤ・アイデンティティの連続性を際立た

せる方式であり、その象徴性のゆえに、イスラエル

の地への帰還を目指すユダヤ人（シオニズム）にと

っては重要な歴史の視点になっています。

それに比して、聖書（預言）基準方式は、不明瞭

な基準です。つまり、この方式では、神殿基準の

方式のように、事件の年代をピンポイントで特定す

ることはできません。いつ聖書時代が終わったの

かを決定するのは、外側の出来事ではなく、精神

内容に属します。だからこそ、この方式は、明確な

メッセージを持っています。つまり、聖書時代

（Biblical time）と、聖書時代以降（Post-biblical

time）の本質的な違いについての主張です。モー

シェ・ヘルよれば、二つの時代のユダヤ人の内面

には意識の違いがあるということ―すなわち、「聖

書時代以降」は、預言の終焉を意識して生きるユ

ダヤ人の時代のことであって、文化的にも宗教的

にも、預言者を中心に生きた聖書時代のユダヤ人

とは、根本的に、精神が異なるという認識です。こ

の時代区分の方式（聖書基準方式）は、「連続」より

も「非連続」を、「継承」よりも「断絶」を強調する見

方といえます。

キリスト教系の歴史学者が描くユダヤ教の歴史

では―マルチン・ノートにせよ、エドワルト・マイヤー

にせよ―第二神殿時代におけるユダヤ人の意識

（「預言の断絶」）にそれほど注目しません。むしろ、

キリスト教系の学者にとって、イエスとその宗教の

説明をするのに、第二神殿時代の聖書的な預言の

連続性、神の直接の権限は、絶対に必要な概念

と思われます。しかし、ユダヤ学者は、第２神殿時

代の内容を考える時に、「預言の終焉」を強く意識

します。このことはラビ・ユダヤ教の性格を理解す

る上で重要なポイントです。

（３）第二神殿時代の「宗教」と「政治」の関わり：
J・クラウズナーの問題意識
ところで、ユダヤ教という言葉ですが、キリスト教

系の歴史学者は、第二神殿時代のユダヤ教を呼

び表すのに、「後期ユダヤ教」（Late Judaism）ま

たは「旧約と新約の時代間のユダヤ教」

（Intertestamental Judaism）または「中間ユダヤ

教」(Middle Judaism)という用語を用います。こ

れは、キリスト教学者の伝統が、旧約聖書に描か

れる宗教を、そもそもユダヤ教の原型（＝古代ユダ

ヤ教Ancient Judaism）と考えているからです。有

名なマックス・ウェーバーの研究も、その考えに立っ

て、旧約聖書の分析をすることをユダヤ教理解の

基礎としました。この旧約聖書の宗教をして「ユダ

ヤ教」とする傾向は、プロテスタントの精神的な伝

統でヘーゲルにもカントにも言えることです。この発

想は、旧約聖書と新約聖書を一つの対称の歴史

として見なすキリスト教の歴史観に由来していま

す。本質的には、キリスト教の歴史学者にとっては

「ポスト・ビブリカル（聖書時代以降）」という用語は、

新約聖書の時代が終わって初めて使うことのでき

る用語でしょう。彼らが「旧約」「新約」の区別を語

るにしても、神学的な見地からは、新旧約聖書はひ

とつの固まりをなすものであり、したがって、エウゼ

ビウス以来、旧新約聖書の歴史と教会の歴史は根

本的に区別して考えられていると思います。

私は、ユダヤ学の歴史観の違いを考えるのに、ユ

ダヤ教に伝わる「預言の終焉」という概念の重要性

に着目します。後に詳しく紹介しますが、ユダヤ学の

歴史研究から言うならば、「預言の終焉」というコンセ

プトは、ラビ・ユダヤ教が時代錯誤的に持ち込んだ

人工的な概念には思えません。なぜなら、確かに、

第二神殿時代のある時点（ヘレニズム期）に、そうい

う発想の転換（それをパラダイムシフトと私は呼びま
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つまり、ラビたちにとって「預言」の現象は第１神殿

時代特有のものであって、第２神殿時代には「預言

（者）」は存在しなかったのです。ですから、この立

場を極端に追求するラビは、たとえハガイ・ゼカリ

ヤ・マラキなどは第二神殿時代の初期ペルシア時

代に活躍した預言者として知られているにしても、彼

らの預言はすべて第一神殿時代の預言者が伝え

たものを、ただもう一度繰り返した人々にすぎないと

まで主張します（プシクタ・デ・ラブ・カハナ13:14）。
なぜユダヤ教の賢者は「預言の終焉」について

拘るのか。これが今回の発表の骨子に当たる疑問

ですが、とりあえず、ユダヤ学者の考える古代史は

賢者たちの思考の影響をうけているので、キリスト

教学者のように旧約聖書時代史の範囲をキリスト

教発生以前のすべてを含むものとして捕囚以前の

イスラエル史とギリシア・ローマ時代までを大きな一

つの歴史単位とは見ません。むしろ、聖書に記録

されている時代とそれ以後の時代を二つの異なる

時代として区別します。そして、その区別の仕方に、

二通りの方式があります。（M. Herr in: D. R.

Schwartz (ed.), Studies in Jewish History of

the Second Temple Period, (Jerusalem; The

Zalman Shazar Center for Jewish History,

1995）:15-25）

１．聖書（預言）基準方式：聖書時代の終わりを区

切りとする見方。つまり、預言者の存続した時

代と、預言者が消失した時代という区別。具体

的には、最後の預言者ハガイ、ゼカリヤ、マラキ

が活躍したペルシャ時代までを一つの時代と

し、それ以後（ヘレニズム時代以降）の時代を

もう一つの時代と区別する。

２．神殿基準方式:この考え方は、神殿の建設と崩

壊の期間で時代を区別する。つまり、ソロモンが

建設した神殿がバビロンに破壊されるまでを一

つの時代（第一神殿時代）とし、その後、バビロ

ンの捕囚の時代をはさんで、ペルシア王キュロス

の政策によって、バビロンから帰還したユダヤ人

がエルサレムに神殿を再び建設し、それが再び

ローマ人に滅ぼされまでの期間を、ユダヤ教の、

もう一つの時代（第二神殿時代）とみなす。

初期のユダヤ学者の著作を見ると、時代区分の

方式が一定でありません。例えば、ヨスト(I. M.

Jost)やドゥブノフ(S. Dubnow)やベール(Y. F.

Baer)は一つの著作では聖書基準方式を、別の著

作では神殿基準方式を採用します。しかしクロフマ

ル(N. Krochmal)やグレーツ(H. Greatz)は神殿基

準方式を一貫して採用し、バロン（S. W. Baron）は

聖書基準方式を一貫して採用します。この有り様

は、この二つの時代区分の方式がそれぞれに長所

と短所をもっているからだと思われます。

例えば、神殿基準方式の長所は、時代の「始ま

り」と「終わり」を定める上で、神殿の完成と破壊の

事件（年）を基準にするので、これほど明確な時代

の定義はありません。これに従う歴史学者は、イス

ラエルの地とディアスポラの対称性を意識します。

つまり、第一神殿時代に関しては、イスラエル民族

の多数はエレツ・イスラエル（イスラエルの地）に住

んでいました。しかし、第二神殿時代になると、イス

ラエルの地に住んでいるユダヤ人よりもディアスポ

ラに住んでいるユダヤ人のほうが多数派といわれ

ます。さらには、第一神殿時代のイスラエルは古代

オリエントの影響下にありますが、第二神殿時代は

西洋、オクシデントの影響下にあるという区別を主

張する意見もあります。

しかし、なぜ「神殿」の有無が重要なのか、その

理由は明ではありません。私には、この「神殿」に

注目する方式は、時代の変化を強調することを説

明するためのものではなくて、むしろユダヤ文明

（アイデンティティ）の連続性を強調するためのもの

のように思えます。つまり、エルサレムの神殿の重

要性への意識が捕囚以前も以後もユダヤ人の中に
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てきた人々は、もはや「イスラエル民族（ウマー・イス

ラエリート）」ではなく、宗教倫理的集団「イスラエル

共同体（クネセット・イスラエル）」なのであると考えま

す。すなわち、その存在は、政治的・国家的な志望

をもたずに、ただトーラーと戒律を行うことにだけの

関心で成立している集団というわけです。

これについて、クラウズナーは、確かに、イスラエ

ルがその預言者たちの活動から特殊な宗教的・倫

理的特性をもつ存在であることを否定はしないの

ですが、しかし、その精神的な特性をもって、イスラ

エルがその周りの諸民族から孤立した宗教精神的

な存在としてのみ見なすことには賛成しません。彼

にとっては、基本的に、民族の独立意識において、

第二神殿時代の「ユダヤ」は、第一神殿時代の「ユ

ダヤ」とさほど本質的には変化していない存在です。

第二神殿時代においてもイスラエルの預言者（エゼ

キエルや第二イザヤ）は、やはり変わらず、民族の

自由と独立を願っている「メシア思想」を語る存在

であり、たとえ第二神殿時代においてイスラエル

（＝ユダヤ）が宗教的な自治を獲ていることで満足

しているように見えても、それは、それしか現実に

は選択がないからなのであり、決して第二神殿時

代のイスラエルが特別な宗教的・精神的・倫理的

イデオロギーをもっていて、その思想的な理由から

国家的独立に対して否定的な見解をもっていたと

いうわけではないと主張します。確かに、例えば、

バビロンから帰還したユダヤは、自分たちのコイン

を鋳造して、その文字に古代ヘブライ文字を用いま

す。ここに、ユダヤ人の政治的な独立志向が存在

しないとは言い切れない証拠があります。

このような、それまでの精神と肉体の分離とも思

える第二神殿時代のユダヤ理解に異議申し立てる

クラウズナーに、シオニズム思想の影響は疑い得な

いでしょう。ある意味、第二神殿時代の「ユダヤ」の

問題は、その後、現代にまで続く、政治的独立とは

無縁のイメージを欲するディアスポラのユダヤ・イメー

ジと、政治的・民族的な独立を求めて戦い活動す

るエレツ・イスラエルのユダヤ人のイメージという、

二つのユダヤ人像の間にあるギャップを象徴して

いる歴史問題と言ってもいいのではないでしょう

か。だから、第二神殿時代の「ユダヤ」の歴史の特

質とは何かと問うことは、「政治」パラダイムと「宗教」

パラダイムの関わりをどのように考えるかであり、ま

た第一神殿時代と第二神殿時代の変化をどのよう

に認めるのかの問題であり、それは、とりもなおさ

ず、ユダヤ・アイデンティティの乖離の問題を考える

ことです。つまり、ユダヤ人の持つ二つの顔のどち

ら側にウェイトを置くか。つまり、ユダヤの宗教的な

本質は土地を持った民族的な政治性とは切り離せ

ないものであり、そういう政治的な独立意識を有す

る人々の歴史として捉えるべきなのか、またはユダ

ヤはバビロン捕囚を経て本質的な変化を遂げ、「ユ

ダヤ」の宗教思想は土地の所有観念を超越した普

遍的な倫理性に昇華されたと見るのか、こういう認

識の選択が突きつけられているのです。

（４）「預言の終焉」はいつ始まるのか？：
歴史的な背景を求めて
私のこれからの議論はこの第二神殿時代の問

題の本質（それは「政治」と「宗教」の緊張関係で

すが）を理解する試みとして、ラビの伝承が伝える

「預言の終焉」の重要性を伝承史的に検証するこ

とから始めたいと思います。ラビの伝承によれば、

イスラエルの中で預言者の活動がハガイ・ゼカリ

ヤ・マラキ以降停止したとされます（サンヘドリン

11a）。また「セデル・オーラム・ラバー」というラビ・

ユダヤ教の中に伝わる年代記があります。これは、

2世紀のラビ・ハラフタという人が編纂したことにな
っていますが、その３０章には「アレクサンダー大王

は１２年間治めた。そしてその時まで、預言者は聖

霊で預言を行っていた。しかしその時以降は、あな

たは賢者の言葉に耳を傾けて従え」という箇所が

あります。これら「預言の終焉」を語るラビ伝承は、

ある種の歴史的真実を反映していると、いくつかの
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す）が（つまり「預言は終わった」という発想の転換

が）ユダヤ人の中に起こったと仮定せざるを得ない

幾つかの歴史的な証拠があるからです。

この問題を論じる前に、第二神殿時代をめぐる

キリスト教学者とユダヤ学者の視点の違いを考え

る上で、私は、イスラエル学派の第二神殿時代の

理解の基礎を作ったともいえるヨセフ・クラウズナー

（Joseph Klausner）が提案する問題意識につい

ても少し触れてみたいと思います。

『イエスの裁判』等で、クラズナーの名前はキリス

ト教の歴史学者の間でも有名かと思いますが、し

かし、ヘブライ大学の組織上では、彼は、長らくヘ

ブライ文学科に所属していて、彼の専門である第２

神殿時代の歴史を教えることは許されていません

でした。（備考：クラウズナーは、ハイデルベルク大

学から「タナイーム時代のメシア思想」と言う論文で

1902年に博士号を取得しています。その後、『ナザ
レ人イエス』『イエスからパウロ』他、次々とキリスト

教とユダヤ教の関係を考える歴史的な考察を発表

しています。）それは、彼が自由な批判精神を何よ

りも大切にしたからであり、ヘブライ大学の理事会

（伝統的なラビたち）はキリスト教についても研究す

るクラウズナーを危険だと判断したためでした。そ

れで、クラウズナーはヘブライ文学の教授とされます

が、しかし、１９４４年秋に、晴れてイスラエル史学科

の講座教授に就任し、第二神殿時代を初めて大

学で講義することが許されます。そのとき、彼は70
歳になろうとしていました。

現在、彼の評価は、ベンツィオン・ディノールなど

と一緒にされてシオニズム・イデオロギーの歴史家、

ユダヤ民族主義に偏向した歴史家として「特殊」扱

いされています。しかし、人類の精神遺産とユダヤ

教古典の両方を一つにして教える事のできるリベラ

ル・アーツ教育を大学に求め続けてきたクラウズナ

ーにとって、そういう評価は、とても心外な評価でし

ょう。彼の研究や学問的思索は、人類の普遍性と

ユダヤ民族の特殊性の統合（一致点）を求める精

神的な作業のゆえに、伝統的な陣営と衝突を続け

てきたといえなくもありません。だから、私は、キリ

スト教学者とユダヤ学者の視点の対照を考える上

で、とても有益なテキストとしてクラウズナーの著作

に注目しています。

クラウズナーは、キリスト教的な視点のバイアスが

圧倒的に支配する20世紀初頭の第二神殿時代研
究の分野で異議の申し立てをするにあたり、まず

問題にしたのが歴史学にまつわる方法論・視点の

問題です。その第一は、歴史学の主観性と相対性

の関係。そして、第二は歴史解釈の現代化（mod-

ernization）の問題。いずれも、興味深い議論で

すが、私たちのテーマを追究するにあたっては、ク

ラウズナーがキリスト教系の歴史研究に感じている

認識ギャップ―すなわち「ユダヤ」を「民族」として

ではなく「宗教共同体」として捉えてしまうことへの

疑問を紹介することが、ユダヤ学の歴史研究の枠

組みを理解する上では有益でしょう。むしろ、この

具体的な認識ギャップのゆえに、クラウズナーは、

歴史学の方法論や哲学を問題にせざるをえなかっ

たのだというのが私の感想です。

彼の疑問は、第二神殿時代の二面性に由来す

るものです。第二神殿時代の全期間（前6世紀末か
ら後1世紀末まで）は600年ほどですが、第一神殿
時代と異なり、その全期間の中でユダヤが政治的

な独立国家であった時間は、ハスモン朝時代の80
年ほどにしかすぎません。捕囚以前、王国政治を基

礎にした第一神殿時代のユダヤ･イスラエルの面影

をそこに求めるには、あまりに、外国の支配下に暮

らす時間のほうが長いのです。このことを踏まえると、

バビロン捕囚以後に確立する「ユダヤ」は、聖書時

代の「イスラエル」とは異なる性質のものではないの

か、という疑問が出てきます。クラウズナーの言葉で

は、「歴史的な現実の中に現れる第二神殿時代の

本質とは一体何か？」（序文14頁）という疑問ですが、
これについて、西欧のキリスト教歴史学者および西

欧のユダヤ学者は、バビロン捕囚からユダヤに帰っ
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という三つの部分にわけて認識します。その三部の

頭文字を並べてタナッハ（TaNaK）となります。この

ユダヤ人の聖典を三部に分けて認識する伝承はと

ても古いものです。その認識の最初の事例は、シラ

書序文（前２世紀）です。（それ以前に、三部構成か

らなるユダヤ聖典の認識事例はありません。）

すなわち、ベン・シラの書をギリシア語に翻訳し

た翻訳者は、その序文に、「律法の書（ t o u /

no,mou）と預言者の書（tw/n profhtw/n）、及びそ

の後に書かれた他の書物」（新共同訳）という発言

を残していますが、彼が認識するユダヤ聖典の三

部構成に関して、「それらの後に続く（または、それ

らに聞き従う）他の書物」（tw/n a;llwn tw/n katV

auvtou.j hvkolouqhko,twn）と表現されていると

ころから、第一部「トーラー（律法の書）」および第二

部「ネビイーム（預言者の書）」と、第三部「ケトゥビー

ム（その他の書物）」の間には、明らかに、権威にお

いてまた時代において区別があるように思えます。

（第三部は、第一部と第二部に基づいて書かれた

書物とされています。）

同様に、1世紀の歴史家ヨセフスの『アピオーン
への反論』にもユダヤ聖典の三部構成についての

詳しい説明があります。そこで、ヨセフスは、聖典の

三部構成は三つの時代のテキスト群として理解して

いるように思えます。すなわち、１）天地創造からモ

ーセの死まで、２）モーセの死からペルシャのアルタ

クセルクセス1世の死に至るまで、３）アルタクセルク
セス1世の死から現在に至るまで、という三つの時
代は、それぞれに、ヘブライ語聖書の三部構成に

対応していると考えているようです。ですから「預言

者（ネビイーム）」に収められたテキスト群は、トーラ

ーの時代以降に書かれたという認識になりますし、

また第二部「ネビイーム」の時代が終わって、初め

て第三部（「諸書」）の時代が始まるというわけです。

ヨセフスは「ネビイーム」を13冊とヨセフスは報告して
います。その「預言者」の内訳ですが、興味深いの

は『ダニエル書』の位置です。

ヨセフスにおける13冊の内訳は定かではありま
せんが、実際のユダヤ教伝統が伝えるヘブライ語聖

書では、ダニエル書は「預言者」ではなく「諸書（ケ

トゥビーム）」に分類されています。このヘブライ語

聖書のダニエル書の分類の仕方は、内容的にも時

代的にも奇妙な分類に思えますが、ダニエル書に

はギリシャ語の語彙が含まれていることから、現在

の研究者はペルシャ時代以降に成立した比較的

新しい書物である可能性を指摘します。すなわち、

ダニエル書の内容自体はバビロンの捕囚時代の設

定であり、内容的には「ネビイーム」に含まれるべき

一冊のように思えますが、研究者たちは、現実のダ

ニエル書には随所に後代（ヘレニズム時代）に書か

れたと思われる特徴（ギリシア語、記述言語、文学

モチーフ、etc.,）を認めています。ユダヤの伝統に

おいては「預言の終焉」以後に生まれた一冊として

第三部「諸書（ケトゥビーム）」に含められたことは、

研究者の考える歴史的現実の反映として十分に妥

当性をもつものです。すなわち、ユダヤ聖典中のダ

ニエル書の位置は「預言の終焉」のterminus a

quoを示すメルクマールといえると思います。（M.

Haran, The Biblical Collection, Jerusalem:

The Bialik Institute, 1996, 79-XX）。

すなわち、聖書テキスト自体の記述に「聖典」の

存在を求めるとするなら、それは「律法の書（セフェ

ル・トーラー）」という表現になるでしょう。しかし、大

事なのは、聖書の記述中に「預言者（ネビイーム）」

という統一的なテキスト群を示唆するような名称は

存在しないということです。これは、まだ「預言」が

終焉していないからであると考えられます。つまり、

「ネビイーム（預言者）」という聖典ユニットのネーミン

グは、預言活動が終焉したと認識するからこそ、初

めて、妥当性をもつものといえます。つまり、イスラ

エルの中から「預言」が消えたと認識できてこそ、

初めて、ある預言者クオリティーをもつテキスト群を

ひとまとめに（聖典単位にして）保存しよう、「預言」

と名のつく偽者と本物を区別しよう、という作業が
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観点から論じることができると思います。

その一つの根拠は預言の終焉を意識している証

拠が、第一マカベア書の４：２６の発言です。ユダ・マ

カビがエルサレムの神殿を奪還した後に、その場所

を清めようとしますが、そこにはギリシャ人の祭儀に

よって汚された石がある。それをどのように扱ってい

いかわからない。そこで、「その石を神殿の丘の便

宜なる場所に積み重ね、これを如何にすべきかを

告ぐる預言者のいずるまでに至ることとせり」（4:26）
と決めたと記されています。つまりは、聖書時代で

あるならば預言者がその場でその扱いについて教

えるところですが、しかし、今は、預言者はいないの

で、新たに預言者がやってくるまでその判断を保留

しようという趣旨の発言なのです。このような発言

は、第１神殿時代であるなら考えられないと思いま

す。『イザヤ書』３６章、３７章の記事や『列王紀』下２２

章にある預言者ミカヤの記事を読めばわかるように、

預言者は古代イスラエル人にとって身近なもので

す。主の預言者が存在することは、これから起こる

ことを知らせてくれるだけでなく、時に神は奇跡を起

こしてでも現実の問題に介入してくることの保証で

もありました。これは根本的な旧約聖書のメッセージ

です。その点から言えば、マカベア書の発言には、

そのような聖書的な預言者の確信はありません。そ

こには預言者の不在が窺われます。

詩篇７４：９にも同様な発言があります。「私たちの

ための徴は見えません。今は預言者もいません。

いつまで続くのか知る者もありません」という句で

すが、ここにも聖書の根本的な世界観とは異なる

世界観、すなわち、マカベア記の記事と同じ預言

者のいない世界観が認められます。

タルムードの伝承（サンヘドリン11a）によれば、ハ

ガイ・ゼカリヤ・マラキの死後、預言はイスラエルから

消えたとされますが、『セデル・ハオーラム』の伝承で

は、「マケドニアのアレクサンダーの登場の時まで、イ

スラエルの預言者は聖霊によって預言をしたが、ア

レクサンダーの登場以降は、賢者に耳を傾けよ」とい

う趣旨の発言となっていて、はっきりと預言の終焉

を宣言する形にはなっていません。いわば、アレク

サンダーの登場を分岐点にして、神とイスラエルのコ

ミュニケーションの形が変化したという点に力点があ

るようです。つまり、この伝承は、預言者の活動は

後期ペルシア時代まで続いたが、ギリシア時代（＝

マカベア時代＝前2世紀）の始まりとともに、預言者
に代わり、賢者たちがイスラエルのリーダーシップを

取る立場に立ったということを示唆する伝承です。

確かに、新約聖書には《預言者》と名乗る人々

への言及がありますし、また第二神殿時代の歴史

家ヨセフスの記述を参照しても、同様に、第二神殿

時代にもまだ「預言者」を自ら名乗る人物たちがい

たことが記録されています。その点では、ラビ文献

の後代の伝承が第二神殿時代に「預言が終焉した」

と宣言したとしても、それは当時のユダヤ教世界の

全部を代表する声というわけではないことは忘れ

てはならないと思います。

とはいえ、ラビの「預言の終焉」の伝承が神殿崩

壊以後に生まれたものと決めつけるのも間違いで

す。なぜなら、第二神殿時代の預言者の存在を一

方でヨセフスは書き付けながら、他方、ヨセフスは

「プロフェテース（預言者）」という言葉を聖書の預言

者にしか使いません。それ以降に現れた自称の予

言者には、マンティースとかアンゲロスとか、占い師、

使者などの意味の言葉を用いて、「聖書の預言」と

「それ以後の予言」の間に質的な差別をつけます。

このヨセフスの興味深い記述スタイルは、「預言の

終焉」を意識しているからこそのスタイルだと思いま

す。（J.ブレンキンソップ「ヨセフス、預言者、祭司」

71－72, 80－81頁:所収J. H. フェルトマン、秦剛

平編『ヨセフス・ヘレニズム・ヘブライズム』１）

さらには、歴史的に「預言の終焉」を証明してい

るのは、ユダヤ教聖書の名称「タナッハ」に表れる聖

典構成です。ユダヤ人の伝承は、聖書を第一部

「Torahトーラー（律法）」、第二部「Neviimネヴィイー

ム（預言者）」、第三部「Ketubimケトゥビーム（諸書）」
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第二神殿時代に関しては、ユダヤ人は律法を守る

ことを注意深く努力したにもかかわらず、滅びてし

まった。その理由は何か。総括によれば、第二神

殿時代のユダヤ人が金銭を愛したことに加えて、

《理由なき近親憎悪》に陥ったことを、その伝承は

原因として指摘します。私は、この第二神殿の崩壊

理由の認識と、ラビ・ユダヤ教が《多数決原理》を

中心に再び民族の精神秩序（ユダヤ教）を回復して

いく事実とは無関係ではないという推測します。い

ずれにせよ、このラビ・ユダヤ教が打ち出した多数

決原理の確立を、私は、《預言の終焉》という認識

のパラダイムシフトに続く、ユダヤ教の第二のパラダ

イムシフトと呼びたいと思います。（ヨセフスの記述

などから、第二神殿時代における多数決原理は完

全に機能していなかったという印象を私は持って

いますが、この議論については稿を改めたいと思

います。）しかしながら、セクト主義に陥り無意味に

憎みあった第二神殿時代メンタリティから、ラビ・ユ

ダヤ教の多数決原理に移行することは簡単なこと

ではなく、革命的な努力と献身を必要としたことが

ラビ文献に残る神殿崩壊後のラビたちの物語に如

実に窺われます。

基本的に、70年以後に成立してくるラビ・ユダヤ
教の時代（ミシュナー・タルムード時代）をイスラエルの

研究者（G. Ａｌｏｎ他）たちは、大まかに、三つの時代

に分けています。１）神殿崩壊からラビ・ユダ・ハナシ

ーの死（235年ごろ）まで、２）ラビ・ユダ・ハナシーの
死から総主教（ナシー）制度の廃止（420年ごろ）、３）
ナシー制度の廃止からイスラームによるパレスチナ支

配の始まり（636－640年）の分類ですが、私たちの
議論（＝多数決原理の確立）は、その最初の時代

（タナイーム時代）の初期、すなわち135年のバル・コ
クバの反乱以前のヤブネ時代に関するものです。

その歴史を詳細に論じることはしませんが、神殿

崩壊後の大事な展開は、ヤブネにラビ・ユダや今日

の賢者たちがユダヤ教の建て直しのために集まっ

てきます。そこで問題になったのが「ナシー」と呼ば

れる賢者の集まり（サンヘドリン法廷）の総主教（ラ

ビ・ユダヤ教のリーダー）の役職です。伝説では、

ローマ軍に包囲されたエルサレムからラバン・ヨハ

ナン・ベン・ザカイという賢者が弟子たちとともに脱

出してローマ軍の指揮官に、ヤブネとヒレル家の存

続を懇願したとなっています。

このエルサレムから脱出したラバン・ヨハナン・ベ

ン・ザカイは、ヒレル学派に属してはいますが、しか

しながら、ヒレル家の血筋ではありません。にもか

かわらず、ヨハナン・ベン・ザカイはヤブネにおいて

はラビ・サンヘドリン議長となって、未曾有の歴史的

な危機の中にあるユダヤ教を救いだそうと努力しま

す。しかし、初期のヤブネには、彼のもとには賢者

たちは集まってきません。ただヨハナン・ベン・ザカ

イの数人の弟子たちが来たのみです。しかしその

後、ヒレル家の嫡子、ラバン・ガマリエル・ベン・シ

モン２世、ヤブネのラバン・ガマリエル（2世）が登場
することで、多くのその他の学者たちが参加してく

るようになります。

ゲダリヤ・アロン(G. Alon)の研究では、バビロニ

ア・タルムードの伝承ではヨハナン・ベン・ザカイは、

あたかもヤブネの学院とヒレル家の存続をローマの

軍司令官に願ったかのように紹介されていますが、

古いパレスチナの伝承では、そのヒレル家の存続に

ついては言及していないという事実を、彼は写本の

違いから指摘しています。ここにある種の緊張感が

あります。その緊張感はラバン・ガマリエルがヨハナ

ン・ベン・ザカイに代わりヤブネ学院でのリーダーに

なった時に顕在化してきます。（この交代劇の後、ヨ

ハナン・ベン・ザカイ自身はユダの南村に蟄居してし

まいます。）そして、ヨハナン・ベン・ザカイの弟子たち

の中で、そのヤブネに残ったのは二人、ラビ・ヨシュ

アとラビ・エリエゼルだけになります。これから、その

神殿崩壊直後の初期ヤブネ時代の混乱の中で起

きる三つの破門事件を紹介しますが、これらの事件

から、どのような戦いを通して、多数決原理が賢者

の中に浸透し確立していったのかが窺われます。
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意味をなすのです。

したがって、ユダヤ教の伝承および外典資料か

ら推測できることは、ユダヤ教の中で「預言の終焉」

の意識が、３世紀後半以降、確実な一つの形をと

り始めていたということです。つまり、神の言葉と

の直接的な体験（預言）を言語化する＝歴史化す

る＝過去にしてしまうという作業がヘレニズム期に

は顕在化しており、紀元1世紀に向けて、さらに加
速していっている。そして、神の言葉（預言）はテキ

ストになり神聖視されていくにつれて、聖典テキスト

解釈を中心にした宗教文化が生まれてくる。すな

わち、預言の終焉の意識がなければ聖典主義の

文化がユダヤ教の中に発生することはなかったで

しょう。この聖典を宗教判断の根底にすえる文化

を、現在では、原理主義fundamentalismと呼び

表すのかもしれませんが、私が強調したいポイント

は、この聖典テキスト解釈の文化（＝原理主義）は、

「預言の終焉」という、とてもリアルな現実認識(ある

意味の世俗主義的な観念)をその根底に有してい

るということです。

預言の終焉とユダヤ教の聖典の形成の関係に

ついて考えるのに、アレクサンドロスの時代から預言

者から賢者にユダヤ教のリーダーシップが移行した

と教える前述の『セデル・オーラム・ラバー』のテキス

トはとても興味深いと思います。なぜ賢者が預言者

の代わりになるのか。それは、賢者は預言者の言葉

を理解し、それを仲介する、そこから教えることがで

きる人々だからですが、このこと主張するのに『セデ

ル・ハオーラム』の伝承は、箴言２２：２０「真実の言葉

を伝えるために、私はあなた方に３０のものを書かな

かったか」（私訳）という句を引用します。新共同訳

では「シロショム」という読みを採用して、その語を

「３０」と理解していますが、ユダヤの伝承には「シュリ

シーム」という異読が存在しており、この語をヘブラ

イ語聖書の「三部」（律法、預言、諸書）を意味する

言葉として理解します。それゆえに、ラビたちの箴言

を引用するロジックは、「神の真実の言葉を伝える三

部構成のヘブライ語聖書が書かれたから」、その神

の言葉を読んで理解する賢者が預言者に代わって

宗教的なリーダーシップを担う主張なのです。

第二神殿時代のユダヤ教を理解しようとする時、

この点は、とても大事です。マックス・ウェーバーは

宗教社会学の中で、カリスマ理論をユダヤ教に当

てはめるのですが、僕から見ればつくづくキリスト

教的な発想と思えてなりません。というのは、彼の

理論は預言者モーセの人間的な権威に出発する

宗教伝統の変容として、捕囚以後のユダヤ教を考

えます。ユダヤ教の側の預言の終焉の主張は、む

しろそのような預言者的な性格からの決別を主張

しているのです。その結果が聖典テキスト中心の宗

教文化の形成です。ですからこの聖典解釈の宗教

文化は一見、聖書に基づきながらも、それは本質

的に預言者の文化とは全く異なる性格の宗教文化

です。即ち聖書テキストを研究する律法学者すな

わち賢者の宗教文化です。ですからその宗教文化

の土台は、ある意味、極めて知性的、合理的、また

地上的、世俗的、また政治的とも言えると思います。

考えてもみてください。学者や賢者の知性の有無

は出自の問題では全くない。大祭司は出自の系統

からいきます。預言者は精霊を貰わないといけな

いということがありますが、知性の問題は全くそうい

うことではなくて、平等に人間に与えられているも

のです。その点でユダヤ教の聖典解釈の宗教文化

は民主主義にならざるをえない。また階級破壊的

な要素を、その根底に内包していると言えます。

（５）もう一つのパラダイム・シフト：多数決原理
第二神殿時代がなぜ崩壊したのか、ラビ・ユダヤ

教の伝承には総括があります。ヨマ・パレスチナ・タ

ルムード、『ヨマ』１：１によれば、第二神殿時代のユ

ダヤ人は律法を守ることを一生懸命に注意深く努

力した。なのに、なぜ滅びたのか。第一神殿時代

の場合は偶像礼拝とか姦淫とか聖書の戒めに反

する行為を原因として上げることができる。しかし、
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「ナシー」という存在は、全体の統一のシンボルで

あって、それに個人的な直接の反対をしないことで、

全体の調和を図ろうとした点です。それから、ラ

ビ・ヨシュアとラバン・ガマリエルの和解は、個人的

な関係の謝罪では達成されずに、ラバン・ガマリエ

ルのヒレル家への尊敬のゆえになされたこと。（ラ

ビ・ヨシュアは、ラバン・ガマリエルが「あなたの名誉

を傷つけました。私を許してください」という発言で

は彼を許さず、「わが父祖の名誉のために、そうして

ほしい」と願ったときに、ラビ・ヨシュアは彼を許しま

す。）この点も大事だと思います。これは、個々の学

者の論争は、時に白熱して、一致点が見出されな

いほどに衝突しても、伝統の継続の名の下におい

て実際的な妥協がなされ、民族の一致を保つ。ユ

ダヤ民主主義の原則的思考です。

この伝統の継続（ユダヤ教全体を保存する）とい

うユダヤ教の「多数決原理」のゆえに、個人と公共

の関係において様々な意見の衝突が起きますが、

この多数派と個人の微妙な関係を考えるのに重要

なもう一つの破門事件を紹介します。それはアカブ

ヤ・ベン・マハラルエルの事件です（ミシュナー・エド

ゥヨット、5:6-7;8:7）。アカブヤも神殿崩壊以前より
活動している古参の賢者です。老ヒレルの時代を

知っている人です。彼は四つの法的議論において

多数派の意見に恭順しなかったので、破門される

ことになりました。（ただし、少数のラビは、アカブヤ

は破門されたと見なしません。）アカブヤが自分の

意見に固執したのは、実は彼の意見こそが彼にと

って多数派の意見だと考えたからです。神殿崩壊

以前は、ヒレル学派とシャマイ学派の２学派が両論

を並べて意見を闘わせていました。それゆえに、

アカブヤは神殿崩壊以前の多数派意見と神殿崩壊

後の多数派意見の違いを知っているのです。確か

に、多数派というのは、時間と空間の条件によって

変化するものであって、絶対的なものではありませ

ん。その自分の意見に固執するゆえに、アカブヤは

破門されます（交わりから外されます）。

しかし、アカブヤは自分が死ぬ時に、息子に対

しては「お前は判断を変えろ。私と同じ判断である

必要はない」と言い残します。その理由とは、息子

の立場に立てば、父親が言っている判断は多数派

意見として息子が自分で多数決を経験したもので

はなく、父の口を通してのみ知りうる、もはや個人

的な意見として息子は聞いているにすぎないとい

う点をアカブヤは息子に教えます。すなわち、アカ

ブヤの息子にとって経験を伴う多数派意見とは、

息子が生きている神殿崩壊後の状況の多数派の

意見でしかありません。

このようにして、アカブヤは多数決原理の根本を

息子に教えようとします。息子にとって「多数派原理

に従う」ということは、正しいか、正しくないかの問題

ではなく、その時代の多数派とともに生きる決断の

問題なのです。その場合、その決断とは、当然、ユ

ダヤ民族の一員として生きるという実存的な決断に

他なりません。すなわち、多数決原理とは行動の問

題についての原理であって、説得や合意、思想を

統一する原理ではないということです。そこで息子

は「わかりました。では、あなたの同僚たちに、私の

ことについて命じてください。私は破門された身で

すから、彼らの集いに帰っていけるように、口を利い

てください」と父に頼むと、アカブヤは「私はそういう

ことは命じない」と答えました。そこで息子は「私に

何か落ち度がありますか」と尋ねると、「落ち度は無

いが、あなたの行為自体があなたを賢者の集まりに

近づけもするし、またあなたの行為自体が賢者の集

いからあなた自身を遠ざけもする」と答えるのでした。

これは、例えば、カレンダーの判断において賢者と同

じ日にヨムキプール（大贖罪日）を定め、その集まりに

出掛けていくならば、その行為自身が彼らと一つに

ならしめるということを意図しているわけです。この

事例から分かるのは、ユダヤ教民主主義（多数決原

理）の要求するボトムラインは、行動の一致ということ

です。しかし、同時に、アカブヤは、その行動の一致

を守ることが出来なくて破門されるわけですが、彼
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（６）三つの破門事件と多数決原理の確立
最初の事件として、ラバン・ガマリエル（2世）の更

迭事件です。（この事件の描写では、ラバン・ガマリ

エルに｢破門｣を意味する「ニドウイ」という言葉が使

われています。）この事件についてはタルムード・ベラ

ホット27b-28aに述べられています。つまり、ラバン・

ガマリエルはヒレル家の嫡子として法廷の長の座に

ついているわけですが、その人がおい落とされる事

件が起こります。事件の発端は、ラビ・ヨシュアとラバ

ン・ガマリエルの意見の相違にありました。ある学生

が、一方の先生のところに行って同じ質問をして意

見を聞いてきて、もう一方の先生のところに行って同

じ質問をして聞いてきて、食い違っているところをす

り合わせようとする。その時に問題になったのは、

ラビ・ヨシュアの対応です。その学生はラバン・ガマ

リエルとラビ・ヨシュアのところに、やってきて、個別

に同じ質問をしたが、その結果、ラビ・ヨシュアの意

見が違うことをラバン・ガマリエルは知ります。その

時に、ラバン・ガマリエルのいる面前で、同じ学生が

同じ質問をラビ・ヨシュアにします。その時に、ラビ・

ヨシュアは意見を変えて、ラバン・ガマリエルと同じ

答えをします。ラバン・ガマリエルは、このヨシュアの

答えを変節と叱責するのです。しかし、ラビ・ヨシュア

は法廷の一致つまりサンヘドリンの一致を守ることを

大切にして、そのような意見の変更をしたのですが、

ラバン・ガマリエルはそれを許しません。その後、公

衆の面前でラビ・ヨシュアを立たせて、延 と々講義を

続けて、彼を苦しめ辱めます。そのラバン・ガマリエ

ルの横暴さに、サンヘドリンの賢者たちは、ついに

我慢できなくなり、ラバン・ガマリエルを総主教（ナシ

ー）の座から更迭して、その代わりにラビ・エルアゼ

ル・ベン・アザリアをサンヘドリンの長に立てます。こ

のことを、タルムードの中では、「その日（ヨムハフー）」

という表現で、この更迭事件が記憶されることにな

ります。このナシーの交代によって、その日を境に、

サンヘドリンの方針は大転換して、多くの賢者たちが

自由に法廷にやってきて意見を述べる機会を得る

ことになります。

それまでは、ラバン・ガマリエルは賢者の資格審

査を厳しくして、自由に意見を多数から求めない」方

針を取り、門番まで学院の入り口に立てていたわ

けですが、この「その日」以来、多くの賢者は、自分

の意見を述べるために、自由に学院に出入りがで

きるようになります。例えば、アンモン人のユダヤ教

改宗者も学院にやってきて自分の意見を述べようと

した時、ラバン・ガマリエルは「私は会衆の集いには

入れるけど、あなたは入れない」と答えます。しかし

その時、ラビ・ヨシュアはやってきて、アンモンの改宗

者に「あなたも改宗の集いに入ることができる」と反

対意見を出します。こういうことはラバン・ガマリエル

が長の座から退いたから論争ができるわけです。そ

の二人の論争を聞いて、賢者たちはラビ・ヨシュアの

意見に賛成し、アンモン人の改宗者にも許可を与え

ます。このラバン・ガマリエル更迭事件は、ハラハー

の決定は多数派によるということに関連して、ナシー

の独裁的権威への警戒と言論・意見の自由が重要

であるということが確認された事件でもありました。

『ミシュナー』には｢エドゥヨット｣という項があるの

ですが、ここに収められた伝承は、この事件すなわ

ち「その日に」語られたものを集めたといわれてい

ます。このエドゥヨットの中には、多数決原理につい

ていろいろ書かれています。ミシュナーの編集原理

は、「アムルー(彼らは言った)」という表現に続く意

見が、賢者たちが不特定多数で認めた意見として

一番の決定的意見とされています。それに対して、

「ラビ～はいった」という表現で特定の賢者の名前

に帰される意見は、個人の少数意見ということで、

多数派の意見とは区別されます。

これが、ヤブネ時代の初期に確立されたラビ・ユ

ダヤ教の多数決原理の姿ですが、ここには、成熟

したラビ・ユダヤ教内の民主主義の精神を思わせ

る二つのポイントも認められます。その一つは、ラ

ビ・ヨシュアが法廷(制度)の一致を守るために｢ナ

シー｣との論争を学生の前では避けたこと。これは
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ると、多数決原理の確立に中心的な役割を果たし

た人間と言えますが、この人も、最初から、この原

理を受け入れたのではなく、ある事件を通して彼自

身も発想の転換をします。すなわち、大贖罪日の日、

自分が言った日と違う日をラバン・ガマリエルが祭日

に指定しました。そして、その時に「出てこい」と言

う。彼は同僚に相談して、行かないという判断もあ

ったのですが、結局、ラバン・ガマリエルのもとに出

かけていきました。このことをきっかけに、ラビ・ヨシ

ュアの中にも多数決原理を貫こうという立場が確

立されるわけですが、ハラハー（法規）の判断をめ

ぐり、この様に、ラビ・ユダヤ教中では個人（が信じ

る正しい）意見と全体の和の関係の調整に激しい

闘いを要しました。ラビ・ユダヤ教の性格また現在

のイスラエル国の性格を考える上でも、これらの歴

史的なポイントはとても重要だと私は思っています。
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の本心は多数派を尊重し、ユダヤ民族(教)の一致

を守るほうに砕かれるので、ここにはユダヤ・アイデ

ンティティの奥深さが窺われます。

最後の多数決事件にまつわる事件は、ラビ・ヨシ

ュアの同僚、ラビ・エリエゼル・ベン・ホルカノスの破

門の事件です。この事件は有名な事件で「預言の

終焉」の認識とも深いかかわりがあります。ラビ・エ

リエゼルは竈（かまど）の清めの判断で賢者の多数

派と意見を異にしました（バーバー・メツィア５９ｂ）。

この論争の問題は、判断の正しさを決める基準に

ついてです。その時に、ラビ・エリエゼルの論争相

手になったのが、同僚ラビ・ヨシュアです。ラビ・エ

リエゼルとラビヨシュアはヨハナム・ベン・ザカイを滅

びゆく神殿から脱出する時、彼を柩の中に二人で

抱え脱出した二人です。親友なんです。ラビ・エリ

エゼルは自分の意見が受け入れられないとする

と、その正しさを証明するため、「木が動くだろう」、

「水が逆に流れるだろう」、「壁が傾くだろう」と奇跡

のデモンストレーションを連発して自己の正しさを主

張し、それでも同僚賢者が認めないので、とうとう

最後には天の神の声にけじめを求めます。そこで、

天より声が響いて、同僚の賢者たちに語りかけま

す。「ラビ・エリエゼルに対して何ということをするの

だ。すべての場所で法規はラビ・エリエゼルの意

見に従う」と。そのとき、ラビ・ヨシュアは「律法は天

上には存在しない」（ロー・バ・シャマイム・ヒー）とい

う申命記30：12の一句の引用で、その神の声に反
論いたします。この引用の意図は、（『出エジプト記』

23:2とあわせて）「シナイでトーラー・テキストがイス
ラエルの民の手に与えられた以上、そのトーラーの

判断は地上の多数派にゆだねたのは、神ご自身、

あなたが決めたところではないか」いうものです。

神はそのラビ・ヨシュアの反論を聞いて「わが子が

私を打ち負かした」と、二度、天上でつぶやいたと

いいます。この事件をきっかけにラビ・エリエゼル

は博学な人物でしたが、アカブヤ同様、賢者の仲

間から破門されていきます。

人々の関係を切り裂く、むごいまでの多数決原

理の徹底は、ラビ・ユダヤ教が第二神殿時代から学

んだ歴史的な教訓の結果です。つまり第二神殿時

代の状況は、さまざまなグループが自分の意見に固

執した状況で、その意見の相違の故に殺し合いも

起こします。そういう事態を避けるために初期ヤブネ

時代は徹底的な発想の転換、多数決原理の確立

に努めます。この第二のパラダイムシフト「多数決原

理」の徹底は、第一のパラダイムシフト「預言の終焉」

の主張からの当然の帰結だと思います。即ち、天か

らの声を代表する預言者がいないという認識は、指

導のイニシアチブは地上の人々の手で作り上げら

れることが必然的に必要になるわけですが、それは、

すなわち、民主主義の確立以外にないでしょう。な

ぜなら、預言者の存在を否定することは、理論的に、

カリスマ的な人物が専制的に指導を行う根拠を否

定し嫌う体質の確立なのです。非合理的な人間の

魅力、つまり奇跡を起こしたり天の声を聞いたりす

る能力の上に、リーダー資質を求めない。あくまでも、

イスラエル・ユダヤ教のリーダーシップは、多数派の

聖典テキストの解釈を中心にした合理的な合意形

成において認められるべきもの。神殿が崩壊した後

は、民主的なリーダーシップ以外は、預言者のいな

いと宣言するラビ・ユダヤ教の下、イスラエルには原

理的に考えられなくなったのです。

後日談として、破門されたラビ・エリエゼルの激し

い怒りの故に、ラバン・ガマリエルは難破しそうにな

った話が残っています。その時、ラバン・ガマリエ

ルは、ラビ・エリエゼルの破門について「私はこれ

を破門したのは自分の栄光のためでなく、自分の

父の家、ヒレル家の栄光のためでもない。ただあな

たの栄光のためになしたことは明白です」と神に訴

えます。そして嵐から救われるというものですが、

自分自身も、かつて破門されたものとして、ラバン・

ガマリエル2世は、個人と民族全体の関係を深く理
解する一人になったといえるでしょう。

ラビ・ヨシュアという人は、こういう観点から考え
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２．第一のパラダイムシフト：「預言の終焉」（ソフ・ネブアー）の時代

i)預言者から賢者の指導体制へ：聖典（テキスト）中心主義の確立。
ラビ･ユダヤ教資料：『セデル・ハオーラム･ラバー』（世界の年代記）第30章
聖書資料：詩篇74:9 ダニエル書9:24 
外典資料：第１マカベア記１：37－64；4:46;アリステアスの手紙
ヨセフス：『アピオーンへの反論』1:8;『ユダヤ古代誌』13:310;17:345-347

補足（テキストの重要性）：17:149-167;20:113-117

ii)パリサイ派～サドカイ派～エッセネ派
『ユダヤ古代誌』13:171-173;18:11-25（3派の比較）;13:288-297（パリサイ派は多数派で議論
好き）
15:373-379;17:345-348（エッセネ派の予言）;17:41(パリサイ派の予言)

３．第二神殿崩壊からバル・コクバの反乱まで（後７０－１３５）:タナイームの系譜

ヘロデ王（前37）――ヒレル/シャマイ；ローマ総督時代（6-41年）――ラバン・ガマリエル・
ハザケン；大反乱（66-73年）――ラバン･シモン・ベン・ガマリエル・ハザケン；神殿崩壊以
後――ラバン・ヨハナン・ベン・ザカイとヤブネ賢者の第一世代（70-130年）；バル・コクバ反
乱（132-135年）――ラバン・ガマリエル・デヤブネとラビ・アキバ他（ヤブネ賢者の第2世
代）；バル・コクバ反乱以後（138-180年）――ラバン・シモン・ベン・ガマリエル2世とウシヤ
世代（ラビ・アキバの弟子たち）；ミシュナー成立（180-220年）――ラビ・ユダ・ハナシーとタ
ナイーム最終世代

４．ヨハナン・ベン・ザカイ以後：ヤブネ世代の性格と『ミシュナー』編纂

●セクト主義から多数決原理の確立：
ラバン・ガマリエル・ベン・シモン(デヤブネ)からラバン・シモン・ベン・ガマリエル2世

i) 『ミシュナー』エドゥヨット1:1-6;5:6-7;8:7
ii) バーバー・メツィア59b
iii) 『ミシュナー』ローシュ・ハシャナー2:9
iv) 『トセフタ』ソター15:10
ｖ） ベラホット28a:ベホロット36a
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ラビ･ユダヤ教のパラダイムシフト：神殿崩壊と賢者の政治思想

手島勲矢（大阪産業大学人間環境学部教授）

●ユダヤ教の歴史は、二つの「神殿崩壊」を前後して、その宗教的な性格を決定的に変化させて
きた。ある意味、ユダヤ教は、2回の神殿崩壊の出来事を通して、聖書的な「預言者の宗教」か
ら「賢者の宗教」へと構造的に進化したともいえる。今回の発表では、その変化の過程で産ま
れた二つのユダヤ教の前提――１）預言の終焉、２）多数決原理の確立――を政治思想的な観
点から考察してみたい。つまりユダヤ教内におけるリーダーシップ思想の変遷である。この考察
のもう一つの狙いは、キリスト教系の歴史学者とユダヤ学者の歴史理解の枠組み（structure）
のずれを考えることでもある。その点で、Y. Kaufman, J. Klausnerイスラエル学派の代表格によ
るドイツ学派の見方に対する批判またG. Alon, E. Urbach, H. Albeck, S. Safraiらユダヤ学のラ
ビ文献の歴史研究にも注目する。

参考文献：J. Wellhausen, Israelitische und jüdische Geschichte (1914); Ed. Meyer, Ursprung
und Anfänge des Christentums (1921-1923); E. E. Urbach, HaZaL (1961); J. Klausner,
Historia shel ha-Bait ha-Sheni (1958); Y. Kaufman, Toldot ha-Emunah ha-Israelit ,vol.4
(1956); M・ノート『イスラエル史』（樋口進訳:1983年）；石田友雄『ユダヤ教史』（1980年）；山我哲雄『聖書
時代史（旧約編）』（2003年）

１．二つのエルサレム神殿崩壊：前５９７～５８６年と後７０年:

●なぜ滅びたのか？：賢者の見解では、第一神殿は偶像礼拝のため、流血のため、淫乱
のため：しかし、第二神殿は、すべての主の命令を守っていたにもかかわらず滅びた。そ
の理由は、お金を愛したことと、理由無き同胞同士の憎しみのためである。（PT ヨマ
1:1,38d,Sussmann562）

●キュロスの勅令（前538年）～シェシュバツァル～ダレイオス1世（ハガイ、ゼカリヤ：ゼルバベ
ル、イェシュア：神殿完成・前515年）～アルタクセルクセス1世（ネヘミヤ～エズラorエズラ
～ネヘミヤ：律法の完成･前5～4世紀）～アレクサンドロス大王（前333年：イッソスの戦い）

●第一神殿と第二神殿の比較における賢者の見解：第1神殿が滅び、ウリムとトミム（預言
をするための祭儀の道具）が失われた。（ソター48b）

i)クラウズナーの批判： 主観主義～相対主義；近代主義：捕囚以後、イスラエルは「民族」
か、それとも「宗教的共同体」か？
ii)カウフマンの批判：律法の始まりが預言の終わり？：ヴェルハウゼン、マイヤー他
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全体テーマと民主主義にとっても重要な前提とな

るので、近代における宗教の位置を確認します。

近代における大変化を、近代のユダヤ人解放とい

う歴史的大事件を通して把握し、その結果として、

現代ユダヤ教がもはや１つではなく、多様な権威に

よって担われていることを確認します。その上で、

現在のイスラエル国家の政治形態を、宗教と国家

の関係の視点、それも、宗教から見て社会（国家）

とはどう意味づけられるかという問題から捉え直す

ことを試みます。

序―宗教と社会（国家）の関係への取り組み
ここでは、宗教と社会という問題への取り組み

を振り返ります。与えられた主題の焦点、論点がど

こまで自分で把握できたかは不確かですが、肝心

なのは、現実の宗教集団や指導者が、自らの政治

的社会構造を、宗教的原理によっていかに説明し

ているのかということを考察することだと理解しまし

た。焦点は現代の政治形態、とりわけ民主主義と

いう政治形態に対する理解や説明や批判、根拠づ

けを、宗教者がどのように正典解釈の問題として捉

えているかを分析するように了解しています。

古典的国家観
いきなりユダヤ教ではなく、もう少し問題を敷衍

して考えてみたいと思います。古典的国家観の思

考枠組から問題を立てますと、神の主権、あるいは

形而上学的社会観とでも言えるかと思います。もし

世界の創造主が人間に対して、正義と法と慈愛を

実現できる社会を創造せよと命じ、我々がそれを目

標にして社会建設を行うとすれば、どういう社会が

理想として考えられるだろうか。理想が正義とか慈

愛のように抽象的であればなおのこと、実際に社

会をつくっていくにあたっては解釈という作業が不

可欠となる。

これは歴史的に省みると、アリストテレスは、神

が命じるわけではないですが、人間が最もよく生き

るにはどうすればよいかという問いかけをして哲学

的な探究をしました。倫理学という学問は、人間個

人の問題としてよく生きるという問題を考えた時に、

一体よく生きるというのは何であるかという問いか

けですが、もっと重要なのは、個人が集まってつく

っている社会というのは、人間がよく生きるにあた

って、どういう集団であるべきか、どういう秩序を持

つべきかという問いです。これがポリスの学、人間

が社会として最もふさわしいのはポリスであるとい

う自覚を持っていたアリストテレスですから、ポリテ

イアというのは、まさに倫理学の応用問題という形

になります。そういう形で最もふさわしい社会とは

何かという問題を、哲学的に探究することになった

と思います。

これはギリシャの場合になりますが、カトリックの

場合は、信者はローマ法王を頂点とする教会支配

をもって、キリスト教の理念の実現を図ってきた。し

かし今日の世俗的な近現代社会にあって、実際に

カトリックは衰退して、世俗国家の隆盛がある。そう

いう今日、カトリックの信者はどういう態度決定をし

ているかということが問題となります。プロテスタン

トの場合は、法王の宗教的権威を否定して、信仰

のみ、聖書のみ、万民祭司の理論によって宗教共

同体を新しく建設することをめざしたわけですが、

現実の問題として、具体的にはルター派は、現存の

世俗権力を神に祝福された政体として服従するこ

とになる。二王国論という言い方をすると思います。

これは一つの世俗社会、世俗国家に対する一つ

の解釈と考えることができます。神を立てない場合、

崇高な理性が、人間に対して自由・平等・友愛を

実現できる社会を創造せよと命じて、我々がその

理性にしたがって、目標達成すべく社会建設を行う

とした場合、どういう社会が理想として考えられる

か。実際にはフランス革命が、その目的のために既

成秩序を破壊して新しい政体をつくったわけです

が、共和政体が唯一考えられる体制かどうかは、議

論の余地があると思います。

ではユダヤ教の場合、どうなるか。長らくトーラー

が唯一の神の意思の表明であって、その解釈をめ
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３年目に入った全体テーマ「一神教における正

典解釈の多様性と民主主義」のもとで、今日の私の

テーマをお話してみたいと思います。全体テーマで

前提とされる「正典解釈の多様性」の意味ですが、

ここでは、いろいろな解釈が許容できるという意味

ではなく、ユダヤ人の歴史を見た中で「正典解釈

が多元化した」という意味の問題として今日は扱い

たい。ユダヤ教は、ラビたちがつくっていった中世

的な、宗教的な自治共同体として、１６００～１７００年

くらい続きます。西暦紀元２００年頃に『ミシュナー』

という宗教テキストが編纂されてから近代に入るま

で、フランス革命の頃を一つの区切りとして考えた

いのですが、１６００～１７００年の間、ユダヤ教の体制

はラビが支配している。その意味では正典解釈は

多様であったとしても、行動の面においては、ハラハ

ーという言葉で代表される一つの拘束力を持つ規

範があったといえます。その規範にしたがって、ユダ

ヤ人はどこに住んでいようと、一つの共通した宗教

というまとまりを持ちえたと考えられます。問題は、そ

の拘束力が近代になって失われてしまったことで

す。そうなった時、正典解釈の権威が多様化してし

まう。そういう問題として考えたいと思います。

そこで問題となるのは、近代国家とユダヤ教の

宗教的な規範の関係はどうなるかということです。

それが具体的には、フランス革命以降のヨーロッパ

でのユダヤ人の対応もかかわってきますし、１９４８

年、イスラエルというセキュラーな国ができる中で、

いろいろな権威が並び立つとき、宗教的な権威を

持った人たちは、その中でどういう対応をしてきた

か、ということも関わってきます。中世の長きにわた

ってユダヤ人がつくりあげた自治共同体では、そう

いう発想はほとんどなかった。つまり国家的な問

題、どういう政治体制をとったらいいかという問題、

どういう政府をつくり、経済構造をつくり、軍隊をつ

くるかという問題に関して、ユダヤ教は法の決定を

一切してこなかった。それが近代国家になって自

分たちで独立国家をつくった時、その国はユダヤ

教のトーラー、預言から来ているユダヤ教の教えを

どこまで実現したらいいか、実現する必要はないの

か。建国にあたって、それに関する重大な問題が

あった。ところが建国したシオニストの多くは、ユダ

ヤ教の宗教的な規範をほとんど拘束力を持つもの

として考えていなかった世俗主義者、社会主義者

であり、そうしたポーランド、ロシアを中心としたユダ

ヤ人たちがイスラエルを建国したために、国自体が

セキュラーであって、そこにはユダヤ教の法規範の

拘束力はほとんど考慮されていなかった。その中

にユダヤ教徒が入っていくわけです。その人たち

にとって、ユダヤ教という宗教を、自分が住む国に

どう位置づけるべきかという問題が、実際問題とし

て今日まで続いている。その問題をここでは採り上

げてみようと考えました。

発表趣旨ですが、はじめに、与えられた全体テ

ーマについて、私がこれから考察しようとする際の

思考の枠組みを明らかにし、それを「宗教と社会

（国家）の関係への取り組み」として提示します。そ

こでは、近代以前と近代との間に大きな変化や相

違があり、その理解は近代国家の問題にとっても、

東京大学大学院人文社会系研究科教授
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本性が基盤になって、人間同士が自己保存のため

に社会契約をする。それによって国家ができるとい

う根本命題になってきます。これが社会契約説で

あり、基本的には、宗教的な目標ではなく、あくまで

も人間の自然的な本性が国家の基礎になります。

こういう近代国家になると、宗教とか道徳という

のは、本来、人間が追求すべき目標ではなくて、国

家にとって宗教は、社会的な結合を促進したり強

固にしたりする手段というふうになってくる。逆に宗

教が近代国家を妨害することもある。宗教的な観

念がはびこっていると、近代国家が理想の形をとら

ないという場合もある。宗教や道徳は手段と化して

しまい、国家自体が目的となる。宗教の正邪はもは

や問題ではない。人間生命の究極の目標とされる

のは、人間の生物学的な生存の確保であるという

ことになるわけです。これを退行現象と見るかどう

かについては、いろんな立場があると思いますが、

かつて人間のよき人生、神に義とされる人間、人

間本来の面目の達成というものが人生の目標として

設定されていて、それを実現するためにふさわしい

社会とは何であるかということで国家という価値が

はかられたはずなのに、これが逆転して、今日では

国家社会の保存自体が自己目的化している。目的

と手段が完全に逆転した形になります。これにつ

いては、法哲学のH. L. A. Hartの論文集の中に

それを扱う章が一つあり、今後、この点を詳しく扱

いたいと思っています（H.L.A.Hart, ‘Social

Solidarity and the Enforcement of Morality’,

in “Essays in Jurisprudence and Philosophy”,

Oxford Clarendon Press, 1983）。
２０世紀になりますと、世界最初の世界大戦が終

了した時点で、民族という新しい単位の集団が、自

己の政治的帰属について自分で決定できるという、

民族自決という国家理論が、さして疑問に付される

ことなく圧倒的な支持を受けて承認されるようにな

る。そうなると国家というものが目的化し、さらに民族

という新しい単位が出現し、個人ではなく民族とい

う単位に価値が置かれるという形で、２０世紀は民

族と国家の１対１の結びつきが当然視され、正当視

される。これが現状であると思います。これに対して、

特に最近のイスラームの隆盛は、ある意味でこうした

常識をいったん解消させて、ネイション・ステイトを相

対化させる機会を提供し、近代の新たな問題提起

として取り扱う必要があろうかと考えています。

第１章 ユダヤ人社会の変遷―
近代以前と以後

ヨーロッパ近代が形成される中で、ユダヤ人は、

ユダヤ人解放という形でヨーロッパ社会に入ってい

ったという大きな歴史の流れがあったと思いますの

で、西洋だけではありませんが、若干、歴史の流れ

について、簡単にユダヤ人社会の変遷、近代以前

と近代以後を地図で見ていただきたいと思います。

西欧近代のユダヤ人解放までの歩み
地図①は、イスラームが最も拡大した時の領土を

斜線で示しています。イスラーム成立７世紀から非

常な勢いで、東はペルシャから西はアフリカ大陸を

越えてスペインまで行った、７～８世紀の状況です。

ヨーロッパ地域はキリスト教が支配する地域という

形になると思います。こういう形で聖地が奪われた

ために、十字軍が聖都を奪回するために派遣され

る。地図②は、そのルートです。この状況が１１～１

３世紀までの２００年くらい続きます。地図③は、近

世スペインにおいて、斜線部分は最後に残さされた

イスラームの砦、徐々にレコンキスタでキリスト教が

再びスペインを支配下におこうとしています。最後

に残されたグラナダ王国がイスラームの最後の拠点

になるわけですが、ここも１４９２年に滅びます。１４９

２年、コロンブスがインド航路を発見するために出

発する。それとほとんど時を同じくしてユダヤ人の

追放令が出されます。

ユダヤ人の追放令を受けてスペインのユダヤ人

がどこに行ったか。それを示すのが、④の地図で

す。スペインを追放されたユダヤ人は、イタリア経由、

北アフリカ、バルカン半島、パレスチナ地域の小都
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ぐって、連綿とした解釈史の上に今日のユダヤ人

社会が存在します。ところが、現代の国家形成とい

う企ては、伝統的なユダヤ法としてのハラハーが予

想していない事態であった。ということになると、ト

ーラーからどういう規範が導かれるかという解釈問

題が当然出てきます。ところが建国をめざした多く

のユダヤ人が、もはや中世的なユダヤ教から離れ

てしまってハラハーに拘束されていない、西洋社会

に同化してしまって西洋思想に立脚した人々であ

った。そういう人たちが建設した世俗国家は、もは

やトーラー、ユダヤ教の伝統の規範に拘束されてい

ない。宗教者はそれに対してどういう態度をとるの

か。宗教というものは世俗的な国家に対してどうい

う対応をしたらよいのかという問題になります。

近代的国家観への転換
近代的な国家観というものへの世界観の転換が

起こった近代において、国家主権ができて、宗教

というのは目的ではなくて手段になっている。これ

は現代国家における新たな宗教と国家の問題が

発生していることになります。これまで話してきた問

題は、宗教から考えた時に「社会の存在意義とは

何か」という関心から出発していた問いであったと

思います。ところが近代において、フランス革命は

そうした宗教と国家の関係を逆転させて、近代法

治国家の自立的な世界観を普及させていく。宗教

に拘束されていない。ここに大きな世界観の転換

があったと思いますが、それは以下のような事態を

指しているのではないかと思います。

唯一信教の母体となったヘブライ語聖書の理念

は、人間社会を含めたすべての事物を、唯一神の

創造物としてとらえ、人間に対して世界秩序の維持

と管理の責任を課したと理解されてきた。これはイ

スラームにおいても基本的枠組みは同じであったと

思います。しかし、西欧の近代国民国家というもの

にあっては、そうした宗教的、キリスト教的な桎梏を

脱して、国家の主権が達成されたため、従来人間

に課せられてきた倫理的規範や目指すべき人間社

会の理想が、もはやかつてのように拘束力を完全

に失った。それに代わって近現代社会の世俗的立

憲国家は、そうした宗教の拘束力を脱してしまった

がゆえに、多少は倫理規範や支配理念と共通する

部分があったとしても、そうした規範を打破して、新

しい自由な世界の構築を目指す時代を招いてき

た。こうした宗教的な束縛の規範を脱したリヴァイ

アサンが現実に西欧社会に出現して、世界各地に

広がって、すでに久しいわけです。

トマス・ホッブスは、国家の巨大化を予測した最

初と考えられます。ジャン・ボダンの国家理性も入

ってくると思いますが、ホッブスの『リヴァイアサン

（Leviathan）』という著作がそういうものの最初と

して扱われると思います。その目次を見ると、面白

いことにキリスト教の理念に則った社会のあり方に

ついて１章が割かれている。目次は、第１部で人間

の本性についての分析があって、第２部では本性

に基づいて建設される社会（Common-Wealth）、

があって、第３部では自然的な本性ではなくて、神

の啓示に由来する社会としてキリスト教社会があ

る。A Christian Common-Wealth。ところが、こ

の部分は長らく日本に紹介されずにいたようです

が、最近の岩波文庫ではこれも入っています。そし

て最後に、暗黒の王国（The Kingdome of

Darkness）が示唆されて締めくくられています。

ホッブスが第３部でキリスト教理念に基礎づけら

れた社会を描いたのと同じことが、他の世界宗教

においても、それ相応の統治と支配秩序の理念と

して構想され、実践されてきたと考えられると思い

ます。この時期は世界各地で体系化された古典が

形成された時代でした。それに則った統治がある

程度行われてきたと言えますが、近代では特に宗

教的な束縛、第３部のような形のキリスト教の啓示

によらないで、人間の本性に基づいて社会が建設

されるという形で近代社会ができる。人間の本性

に基づいて建設されるというのは、近代社会にお

いてアトムとしての人間、個としての人間の自然的
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れていく形になります。これが西ヨーロッパにおける

ユダヤ人の状況でした。

東欧ユダヤ人の立場―Ｊｕｄａｉｓｍは民族集団
東ヨーロッパからロシアにかけてと、オスマン帝国

その他のイスラーム圏においては、そういう形の存在

形態ではなく、それまで通りのユダヤ人は宗教民族

共同体という形でそれぞれの地域で残っている。と

りわけ人口が多かったのが東ヨーロッパになります。

東ヨーロッパではこの後、ネイション・ステイト、民族国

家の概念がはっきり出てきますので、その時、ユダ

ヤ人は違う民族であるとして、排除と虐殺の対象に

なっていった。ナチズムが広まった地域でユダヤ人

が虐殺を受けるのが、８番の地図になります。人口

の数からするとポートランド、リトアニア、西ソ連、ベラ

ルーシとウクライナ、ラトビアも含めて、推定犠牲者を

集めると４５６万人である。西のフランスでは８万３千

人、ドイツが１２万人、オーストリアが７万人、イタリアが

７千人であり、ユダヤ人が解放された地域は全体の

ユダヤ人の人口からすると非常に少なかった。圧倒

的に多かった東ヨーロッパが解放の形ではなく、民

族国家の異民族として、少数民族集団として排除さ

れていくことになっていきます。

イスラーム社会のユダヤ人
イスラームの社会でもこういうことは起こりうる可能

性はあったわけですが、イスラエルが建国されたの

で、その時にイスラーム圏のユダヤ人は大量にイスラ

エルに移住した。そのために、アラブ人とユダヤ人

の間で起こったかもしれない民族的な対立が、イス

ラーム圏ではほとんどはっきりした形では出てこなか

った。そのかわり、すべてイスラエルとパレスチナの

問題として先鋭化している状況だと思います。

なお、７番の一覧表は、近代に活躍したユダヤ

人のリストです。主として解放された地域で、解放

された時代から、突然ヨーロッパ社会に著名なユ

ダヤ人が輩出するわけですが、年代を追っていく

とこのようになります。それが近代以前の場合は、

ユダヤ人にとって、政治的な議会、安全保障の問

題については、ハラハーの拘束力がない。それが

長い間の伝統であった。そのために、近代国家に

なっても、宗教的なユダヤ人は、国家形成には自

分たちの宗教的なものを主張することが少なかっ

たと言われます。この点は、キリスト教と大きく違う

点であろうと思います。教会人であれば、つねに国

家と教会、世俗権力と宗教権威との関係が重要で

なかった時代は殆どなかったからです。

第２章 現代ユダヤ教の権威構造―
その多元的状況

近代社会になって、ユダヤ教の権威は、すでに

一元的ではなくなり、現代ユダヤ教の権威構造は

もはや一元的ではなく、多元化している。では、１５

００年以上も続いてきた中世的なユダヤ法自治体

制は、近代になって、どのような脅威に直面したの

か。それを、四つの脅威という形で、Mendell

Lewittesという人が『ユダヤ法の原理と発展』とい

う著書の中でまとめています。この著者は、近代に

なってもユダヤ法自治体制は必ずしも解体された

とは考えていないような印象ですが、中世から続く

ユダヤ人社会が内外からの新しいチャレンジを受

けてきた。特に近代においてチャレンジが衝撃的

なものであった。それが以下の４点となります。

ユダヤ教体制に対する４つの脅威
第一に、啓蒙主義に由来するユダヤ教改革の挑

戦。これは、近代主権国家における宗教結社の自

由によって、複数の教団が成立することを意味しま

した。そして今日では、ユダヤ教の教団は、3つの
カテゴリーに分類できる複数の教団が並列して存

在する状況になっている。一は近代主義をすべて

拒絶し中世以来のハラハー支配を継続する伝統主

義の教団で、超正統派を代表とする。ニは、近代

に適応するモダニストの改革で、その適応の程度

にしたがって、正統派、保守派、改革派に分かれ

るもの。三は、伝統的なユダヤ教の枠を超えた急

進的な代替物を探求するグループで、アメリカの再

建派やハヴーラーと呼ばれる小グループ、また世俗
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市サフェード（ツファット）にまで広がっている。これ

は主としてオスマン帝国の支配下に入ったことを示

しています。北はポルトガル経由でオランダへ渡り

ます。地図⑤は、その当時のオスマン帝国が最大

領土を獲得した時の支配地域を示しています。

地図①と⑤を比べていただきますと、①は最初

にイスラームが支配した地域、⑤はオスマン帝国が

支配した地域。東西関係がややずれる感じがしま

す。最初、イスラーム帝国は、小アジアからバルカン

半島というヨーロッパへの道はビザンチンに支配さ

れていましたが、そのかわりスペインからピレネー山

脈を越えるくらいの勢いがあったわけですが、今度

は逆にオスマン帝国の時には、小アジアからコンス

タンチノーブルを陥れてバルカン半島をウィーン近く

まで深く入っていく。一方でオスマン帝国の好戦的

な強力な軍隊に対して、ヨーロッパ・キリスト教社会

はかなり脅威を感じていると思いますが、逆にスペ

インでは、キリスト教が押し戻していくという国際関

係の変化があったように思います。

この後、ヨーロッパのキリスト教社会が、いち早

く近代国家をつくっていきます。⑥の地図はユダヤ

人が権利の平等を与えられた国々になります。近

代国家が成立して、憲法が成立して国民に対する

権利、義務を保障する形の文言ができる時代とほ

ぼ重なっています。フランスでは１７９１年、ユダヤ人

は解放を認められる。フランス市民と同等の権利・

義務を与えられるということになります。

ナポレオンとユダヤ人解放―Ｊｕｄａｉｓｍは宗教
今回の問題から言いますと、この時まではユダ

ヤ人社会は宗教共同体でもあり、かつ民族共同体

でもある。ところがフランスのユダヤ人が果たしてフ

ランス国民かどうか、ということに関して問題が起こ

ります。この時、ナポレオンがサンヘドリンを招集し

て「ユダヤ人は果たしてフランス人なのか。ユダヤ

人は自分たちの法律を持っているのではないか。

ユダヤ人は別の民族ではないか」というある種の選

択を迫る会議を開催させるわけですが、この時、

ユダヤ人側は律法学者とか有力者が７１名、集って

いたと思います。彼らが選択を迫られた時、ユダヤ

法に関して自分たちの立場を決めなければいけな

い。その時に初めて彼らは、政治的な権利につい

ては、かつてパレスチナに国を構えていた頃と違

って今は国家を持っていないから、政治的なハラ

ハーの法は自分たちに関係せず、個人的、宗教的

な規程のみが我々を拘束するのであると主張し、

ジュダイズムは民族ではなくて宗教であるという立

場を鮮明にします。

ナポレオンは信仰の自由を認めましたので、この

決定によって、ユダヤ人はフランス市民となり、信仰

としてユダヤ教を選ぶことが許される形で、国民と

してフランス市民として認められるようになる。ここ

で初めてユダヤ人のアイデンティティ・クライシスが起

こることになります。ユダヤ人が民族なのか、宗教

なのかということの選択を迫られ、実際、民族では

なく、国家をつくる集団ではなく、宗教集団である

という立場を立てますので、それぞれの国に認め

られていくわけですが、その国家に対して、包括的

な忠誠心を求められることになりました。ここに忠

誠心の葛藤が生じる。ユダヤ系フランス人や、ユダ

ヤ系ドイツ人というハイフンつきの呼称が生まれる。

それが西ヨーロッパから中央ヨーロッパにかけての

状況になります。

西欧におけるユダヤ人解放を示す地図をご覧下

さい。ダビデの星のマークの中に年代が書かれて

いますが、ユダヤ人解放の年は、それぞれの国が

近代憲法をつくって統一した時代でもあります。イ

タリアは１８７０年で、イタリーの統一。ドイツも１８７１年

で、ドイツ国家の統一。オーストリア・ハンガリーは国

が形成された時期。近代の国家が宗教的な桎梏

を脱して、憲法を立てて近代国家をつくった時に、

ユダヤ人はそれと同じような形で解放されていきま

す。しかし、解放されるということは、それまでのユ

ダヤ人の自治的な共同体が壊れることになります

ので、それまでのラビの権威は、ここで完全に失わ
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説は実際に権威を持ってきたと思います。イスラエ

ルのラビ法廷、これは世俗法廷から独立した私的

身分に関するラビ法廷ですが、ここにおいて行わ

れるハラハー裁定はまだ生きている。最近では政

治を通して正統派が強い主張をしてきましたので、

宗教政党の提示する主張もあり、個人のラビによる

ハラハーの見解もある。

ところが正統派以外にもまだユダヤ教には宗派

がありますから、イスラエルに限らなければ、アメリ

カ合衆国ではもちろん、改革派とか保守派とかもっ

と細かい新しいグループができています。そういう

ところでの指導者の発言、さらにはハシディズムの

レッベの発言は独自のものがあります。

世俗社会の典型としては、思想家、哲学者、宗

教家、知識人、裁判官の人たちが、聖書分析、解

釈、応用、あるいはまた、イスラエルの政治や国家

体制に対する意見等を提示しています。ヘルマン・

コーヘン、レオ・ベック、フランツ・ローゼンツヴァイク、

マルチン・ブーバー、Ｊ・ソロヴェチク、アブラハム・ヘ

シェル、Ｅ・レヴィナス、Ｅ・ウィーゼル、これは宗教家

や思想家たちですが、イスラエルで言えば政治家の

ベングリオンとかＵ・ジャポチンスキーが影響力のある

国家理念を出してきました。これはもはや宗教的言

説ではないとしても、ジュダイズムの一部に数えられ

ると思います。イスラエル国内でいうと、思想家では、

Ｙ・レイウヴィッツ、裁判官、法曹で言えばモシェ・ジ

ルベルグ、メナヘム・エロン、エウード・バラクなど、法

学者で最高裁の長官を務めたような人たちのイスラ

エル国家に対する言説やユダヤ教に対する主張が

あって、どれか一つを取り上げて論ずることもできる

でしょうが、全体的に見ると、私の手に負えない大

きな問題があるなと感じています。

第３章 ユダヤ教から見て現代民族国家
イスラエルとは何であるか

ここから、やっと現代イスラエル国家の問題につ

いて考えるという点に至ったのですが、既に述べ

た通り、どういう国家をつくるべきかに関して、これ

までのユダヤ教は枠組みをつくってこなかった。つ

くる必要がなかった。つくる条件の中に生きていな

かった。離散のユダヤ人というのは、どの地域にお

いてもそこにある社会、政治権力の中に居候してい

る、寄宿している形ですから、政治体制に関しては

自分たちで独立してつくるということがなかった。

たとえばその典型的なものは、国家ができること

によって、さまざまな政治的社会的な諸機能が求め

られてくることになりです。政府はどういうものをつ

くったらいいか、国法はどうしたらいいか、経済はど

ういう政策にしたらいいか、産業の技術はどうした

らいいか、情報はどうか、内政、外交、安全保障は

どうか。こういう問題について、トーラーはいかなる

神の意志を語るのか。従来の枠組みに従うと、神

の意志はユダヤ教徒に対して、一方では過剰であ

り、一方では不十分であった。過剰というのは、ユ

ダヤ教徒はたくさんの規則を守らねばならないた

め、そのすべてを励行すると社会生活と抵触してし

まう。安息日には武器を持てないという問題がある

ため、兵隊にもなれないし、警察官にもなれない。

公職にはつけない。宗教的な規則を守っていると

兵役に行けないため、実際にイスラエルでは宗教

者は兵役を免除されています。こうなると、市民と

しての義務を果たしていないことになる。ユダヤ教

の規則があまりにも詳細に規定していて、忠実に守

っていると一般市民の義務でさえも果たせない。

他方では、これまで国家の要請に対しての準備が

できていない。トーラーに基づいてどういう方向づ

けを行っていったらいいかということがない。そうい

う状況で一体どうしてきたかということが次に考え

るべき問題です。

ユダヤ教徒のとりうる態度―三つの選択肢
目下、国家と宗教の問題を考える１つの手がか

りとして、Yeshayahu Leibovitzという思想家、宗

教者の‘The Social Order as a Religious

Problem’(1947) in“Judaism, Human Values,

and the Jewish State”Harvard UP.1992.とい
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的ユダヤ人もこの範疇に入る。

第二に、直接的宗教体験に由来するハシディズ

ムの挑戦。それまでユダヤ人社会ではラビたちが

法律に関して直接的な預言のような形での神との

直接交流による権威は認めなかったのですが、ハ

シディズムの挑戦によって、直接的な宗教体験に由

来する権威を主張するグループが生じた。ツァディ

ークと呼ばれる新たな宗教権威が登場し、その周

囲に教団が形成され、新たな聖典群が複数成立

する事態がもたらされたことを意味します。今日で

も、人数の割合はわずかだが、ルバヴィッチ派やラ

ビ・ナハマンのハシディズムなどは、独自の宗教的

生活を展開して一定の影響力を保っている。

第三に、近代科学技術による挑戦。これは、古

典的には電気、電信、電話の出現、電車、自動車、

飛行機の出現が、安息日の労働禁止とどう関わる

か、という重大なハラハー上の問いを提示しました

が、近年では、分子生物学の発展による新たな事

態が問題となります。具体的には、臓器移植・体外

受精・代理母・安楽死などである。生命は神が賦

与するものという教義との抵触の問題です。

第四に、ユダヤ人国家の誕生です。これは、宗

教と国家の新たな問題の出現です。自らの手で国

家を建設するという発想は、かつてほとんど問題

になってこなかった。そういう中で、１９世紀末から

本格的な国家建設運動が展開し、ユダヤ人の独立

国家が建設された。これは、ユダヤ法自治体制の

歴史の中では当てはまる法規範がないわけですか

ら、宗教者たちはどういう国家をつくるかについて

ビジョンがあるのか、ないのかという問いをつきつ

けられたはずでした。

ユダヤ人は中世の長きにわたって当然、国家が

なかったわけで、イスラームの国家、キリスト教社会

の国家の中に、「裂け目の中で生きていた」という言

い方がされるようですが、自分では国家形成をする

だけのチャンスがなかったし、そういうことについて

配慮する必要がなかったことになる。ユダヤ教と国

家権力についての理論は構築されないままに現代

まで来てしまった。しかも、近代になって、大多数の

ユダヤ人が伝統的なユダヤ教からだんだん離れて

世俗化していく。既存の市民国家の市民としての身

分を取得していく。そうした近現代の解放のプロセ

スは急展開していた。また他方では正統派のハラ

ハーが、この問題に消極的であった。またシオニズ

ムという国家はセキュラーな国家として２０世紀の民

族自決に則った世俗的な国家建設を行った。

イスラエルの独立宣言も、ある意味ではっきり自

分たちがどういう国をつくるかを明示しているわけ

ですが、ユダヤ人の国であってデモクラシーである

ということを最初から宣言しているわけです。そう

いうものとしてユダヤ人国家はつくられた。ここには

伝統的、宗教的なハラハーは、この問題にはもとも

と関知していなかったわけですから、正統派の人

たちは消極的であったために、そういう議論は抽象

的なままで終わってしまった。

現代ユダヤ社会における宗教的権威の多元化
伝統的なハラハーの権威が実際に廃れてしまっ

たため、ユダヤ教の権威はどこにあるかを問題に

すると、今日では多元化しているということしか言え

ないのではないかと思います。強い拘束力を持つ

宗教集団から、それを持たないセキュラーな人々の

集合体を含めて、現代ユダヤ教における権威はど

うなっているか。従来の宗教的権威であったラビの

権威が弱体化する一方で、ユダヤ人は誰の言説に

意味を見いだし、その権威は何に依拠するのか。

いくつか分けてみますと、ラビたちの持っている

伝統的なもの、正統派のラビ体制、これはカトリシ

ズム的なユダヤ内普遍的とでも言えるものですが、

これはイスラエル国家の中でしか通用しない。ここ

で首席ラビの制度と個人のラビのレスポンサという

形で出てきます。個人のラビのレスポンサはラビ・ク

ックという人のイスラエル国家に対する立場、最近

ではオバデア・ヨセフという宗教政党の上に立つよ

うな宗教的権威がありますが、こういう人たちの言
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指している宗教的な社会と、世俗集団が目指して

いる世俗的なイスラエル国家との間の対立につい

て、現状はどうなっているかを簡単にまとめてありま

すので、ご参考までに挙げさせていただきました。

今までの研究成果を発表したというよりは、これ

から何をやろうかというところで終わってしまいまし

たが、こういう方向でやっていったらいいのかなと

思っているところです。

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

202

うところから読み始めています。この論文は、イスラ

エル建国を目前にして１９４７年に書かれたものです

ので、その段階での宗教者がどういう立場をとる可

能性があるかを扱っています。これまでユダヤ人社

会は、国家制度についてイニシアチブをとることが

できない場合が圧倒的に多かった。新たなユダヤ

人の主権国家建設にあたって、社会的枠組みづく

りに直面している。そこで宗教者には３つの選択肢

がありうる。

第一の選択肢はトーラーの軛を受容する宗教者

の義務としては、現存のハラハーの社会政治的律

法が適用できる組織をつくるように努力すべきであ

る、トーラーは社会形成を規定すべきであるという

立場です。これと正反対の立場が第三の立場です。

これは、トーラーの中に社会的、政治的律法、例え

ば、王とか大祭司、また神殿祭儀を行いなさいとい

うような規定が定められていますが、こういう律法

は、トーラーの形成された時代に存在した社会的政

治的現実のみを意図したものであって、その時代

が過ぎてしまって、政治生活とトーラーが切り離され

たのであるから、我々は自由に政治体制を選択で

きる。要請されているのは、神の正義にかなうよう

に政治体制を実現することである。この立場は、ト

ーラーは社会形成を何ら規定すべきではないとい

う立場です。ナポレオンが招集したサンヘドリンが

とった態度はこれであったと思います。かつてパレ

スチナでイスラエルの民が国家を持っていた時に

は、トーラーに規定されていたが、１９世紀になって、

自分たちは政治的な独立した存在ではなく、フラン

スという社会に属している。だからトーラーの政治

的な規定は我々には関係ない。だからフランス市

民として適応できるのだという立場を選択したわけ

ですから、この立場はフランス革命の時にラビたち

がとった態度だということがわかります。これら二つ

の極論は、Leibovitzの言うことによりますと、無責

任とは言えないが、国家の体制に関しては無関心

という態度です。ネトレイ・カルタという党があります

が、これは「ハラハーに反するから、この国家は認

めるべきではない」という拒絶ないしは無関心の態

度を示しています。

第二の選択肢は、これら二つの極論の中間を選

択する立場です。これは、歴史的に与えられた条

件の中で、トーラーが目指す社会的目標を実現する

ために、関係するハラハーの重要な部分のみを目

標実現の枠組みとして受容する立場です。問題は、

トーラーが目指す目標とは何かを明確にし、その実

現に最も適した新しい社会秩序を探究することな

のですが、その後、Leibovitzが書いている内容を

見ますと、１９７５年頃の論文では、今、新しい国家

ができたのだから、宗教者はそれに対してもっと積

極的にかかわっていくべきであると、第二の選択肢

の立場を強く主張しているように思います。

宗教者の政治参加
これは、もちろん２１世紀に入った今日のイスラエ

ルの政治情勢とは別の、まだ１９７５年くらいの段階

であり、無関心な宗教者が圧倒的な中で、無関心

であってはいけないということを言っていたと考え

られます。おそらくその結果ではないとは思うので

すが、１９８５年の総選挙のころから、イスラエルの宗

教者が実際に宗教的規定を実現するために政党

をつくって、国家法として安息日などの宗教的規定

を、国会を通して実現していこうという運動を、かな

り強く押し出すようになりました。そういう意味では、

イスラエルという国家を、世俗国家から宗教的な国

家に変えていこうという明確な意図も見られる。そ

の結果、セキュラーな人たちと宗教者との間で、か

なり険悪な対立が出てきています。

この険しい対立について、わたしは、一昨年ま

でにまとめた論文の中で、アイデンティティの相剋の

問題として論じています。お手元の資料で、３８９ペ

ージから、宗教政党の登場の意味と、世俗派と宗

教派の対立の経緯と現状について、また、３９２ペー

ジでは、多元的社会の実現は可能であるかという

問いを立てて、ユダヤ教正統派の根本主義者が目
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古典的国家観の思考枠組：神の主権あるいは形而上学的社会観
もし世界の創造主が、人間に対して、正義と法と慈愛を実現できる社会を創造せよと

命じ、我々がそれを目標にして社会建設を行なうとすれば、どういう社会が理想として考
えられるだろうか。理想が抽象的であればなおのこと、実践に当たっては解釈が不可欠
となる。
アリストテレスは、神が命じるのではなく、人間が良く生きるにはどうすればよいか、と

いう問いに対する哲学的探求によって、もっともふさわしい社会を見つけ出そうとする。
したがって、政治学（ポリスの学）は、人間個人の倫理の問題（倫理学）を集団レヴェルで
扱う極めて倫理的思想的な学問となる。
カトリック信者は、ローマ法王を頂点とする教会支配をもってその理念の実現を図って

きたが、それは今日、あるいは近世近代のカトリックの衰退と世俗国家観の隆盛にあって、
どういう態度決定をしているのか。
新教は、法王の宗教的権威を否定し、信仰のみ、聖書のみ、万民祭司の理論によって、

新たな宗教共同体の建設を目指したが、ルター派は、現存の世俗権力を神に祝福された
政体として服従することを旨とした。
もし崇高な理性が、人間に、自由と平等と友愛を実現できる社会を創造せよと命じ、

我々がそれを目標にして社会建設を行なうとすれば、どういう社会が理想として考えられ
るだろうか。フランス革命と共和政体が唯一考えられる体制か。
ユダヤ教では、長らくトーラーが唯一の神の意志の表明であり、その解釈をめぐって連

綿とした解釈史の上に今日のユダヤ人社会が存在している。現代の国家形成という企て
は、ハラハーが予想していない事態であるとすると、トーラーからどういう規範が導かれる
かという解釈問題があるはずである。しかし、建国を目指した多くのユダヤ人がもはや中
世的ユダヤ教から離れ、西欧に同化し、西欧思想に立脚した人々でもあったことが問題
の焦点となる。→これが私に課せられた課題

近代的国家観への世界観の転換：国家主権と手段としての宗教
以上は、いずれも宗教（形而上学的価値）から考えたとき、社会の存在意義とは何か、

という関心から発している問いである。ところが、近代において、正にフランス革命は、
こうした宗教と国家の関係を逆転させて、近代法治国家の自立的な世界観を普及させる。
即ち、その世界観の転換とは以下のような事態であろうか。
唯一神教の母体となったへブライ語聖書の理念は、人間社会を含めたすべての事物を、

唯一神の創造物と捉え、人間に対して世界秩序の維持と管理の責任を課したと理解され
てきた。イスラムにおいても、基本的枠組みは同じであったと思われる。しかし、西欧近
代国民国家にあっては、そうしたキリスト教的な桎梏を脱して、国家の主権が達成された
ため、従来人間に課されてきた倫理的規範や目指すべき人間社会の理念が、もはやかつ
てのような拘束力を完全に失った。それに変わって、近現代社会の世俗主権国家は、か
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CISMOR２００５全体テーマ「一神教における正典解釈の多様性と民主主義」

28. May. ’05

現代ユダヤ教の権威構造と正典解釈―近代国家と民主主義をめぐって

市川　裕

発表趣旨：はじめに、与えられた全体テーマについて、私がこれから考察しようとする際の思
考の枠組みを明らかにし、それを「宗教と社会（国家）の関係への取り組み」として提示する。
そこでは、近代以前と近代との間には大きな変化や相違があり、その理解は近代国家の問
題にとっても、全体テーマと民主主義にとっても重要な前提となるので、近代における宗教の
位置を確認する（序）。近代における大変化を、近代のユダヤ人解放という歴史的大事件を
通して把握し（第1章）、その結果として、現代ユダヤ教がもはやひとつでなく、多様な権威に
よって担われていることを確認する（第2章）。その上で、現代イスラエル国家の政治形態を、
宗教と国家との関係の視点、それも、宗教からみて社会（国家）とはどう意味付けられるかと
いう問題から捉え直すことを試みる（第3章）。なお、この準備の過程で気づいた今後の検討
課題は、現代のみならず、近代以前のユダヤ人社会の社会制度に関して、ユダヤ教における
世俗的権威と宗教的権威の歴史を回顧し、宗教がそれらをトーラーに基づいて根拠付けを
行ってきたのか来なかったのかを知っておく必要を感じた。

目次

序1． 宗教と社会という問題への取り組みをふり返る

序2． 民主主義という概念と宗教について

第1章 ユダヤ人社会の変遷：近代以前と近代以後

第2章 現代ユダヤ教の権威構造と、それが生み出す正典解釈の多様性

第3章 ユダヤ教から見て現代民族国家イスラエルとはなにか：国家と宗教

付 録 ユダヤ教社会における世俗的権威と宗教的権威の歴史

序１．宗教と社会という問題への取り組みをふり返る
あたえられた主題の焦点というか、論点がどこまで把握できたか不確かであるが、要は、

現実の宗教集団や指導者が、自らの政治的社会構造を宗教的原理によっていかに説明し
ているのかを考察することだと考えている。焦点は、現代の政治形態、とりわけ「民主主
義」という政治形態に対する理解、説明、批判、根拠付けなどを、宗教者がどのように聖
典理解の問題として捉えているかを分析するというように了解している。が、もう少し、問
題を敷衍して考えてみたい。



部門研究１  ２００５年度第２回研究会 

スケジュール 

１３:００～１４:００　発表：加藤　隆「比較文明論の観点からみたキリスト教世界の類型化の試み」 
１４:００～１５:００　発表：石川　立「キリスト教における正典的解釈の可能性――土の器としての正典――」 
１５:００～１５:１５　休憩 
１５:１５～１５:２５　コメント：中村信博 
１５:２５～１５:３５　コメント：越後屋　朗 
１５:３５～１７:３０　ディスカッション 
１８:００～１９:３０　懇談会 

日　　時／ ２００５年７月２３日（土） 

会　　場／ 同志社大学　東京オフィス　大セミナールーム 

発　　表／ 加藤 　隆（千葉大学文学部教授） 

 石川 　立（同志社大学神学研究科教授） 
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研究会概要

本研究会では、加藤氏は類型論的観点からキリスト教世界の構造を分析し、石川氏は聖書の正典論に

ついて論じた。

加藤氏は西洋キリスト教世界の多層構造に注目する。はじめ西洋世界は自由人と奴隷の二層構造で

あったが、アレキサンダー大王の時代、増大する下層の民の管理の労が上層に強いられることで、社会

は不安定になった。これに安定をもたらしたのがキリスト教の国教化である。キリスト教には聖職者と

信徒の二層構造が存在している。これは既に福音書記者ルカの問題でもあった。よきサマリヤ人のた

とえや、マリヤとマルタの物語にこれが表れていると加藤氏は分析する。国教化に伴い社会は聖職者、

貴族、民衆の三層構造に変化する。この構造は中世の安定をもたらし、科学の発展を準備した。これが

変化するのは啓蒙とフランス革命の時代である。聖職者から権威が剥奪されることで再び二層構造へ

と移行したのである。聖職者が有していた神との結びつきは神の摂理を認識する自然理性に取って代

わられ、二層構造は西洋世界（啓蒙）と野蛮世界（未開）の対比構造となる。科学の発展により増大し続

ける富は社会に安定をもたらし、また、その富は下層領域にまで行き渡り当該領域を縮小、同時に大規

模な世俗化を促す。これが現在の状況だと加藤氏は述べた。ここで宗教的価値は失われたかに見えるが

そうではないとして、加藤氏はフランス革命時代の「最高存在」信仰について論じた。「最高存在」は目

のシンボルで表現され、ナポレオンのコンコルダ公布を描いた絵画では、この目に諸宗教が従属させら

れている。またこの目は一ドル紙幣の裏面にも描かれている。啓蒙主義的宗教ともいえるこの最高存

在信仰は、一神教的構造を持っておりこれを研究する必要性を述べ加藤氏は発表を終えた。

石川氏は、はじめに一キリスト者としての立場から発表を行う旨を述べた。日本基督教団の信仰告白
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つて世界宗教が樹立した伝統的な倫理規範や支配理念と部分的には共通する理想を掲
げつつも、もはや宗教の拘束力を脱したがゆえに、そうした規範を打破して新しい「自由
な」世界の構築を目指す事態を招来してきた。こうした宗教的規範の束縛を脱した「レヴ
ィアタン」が現実に西欧社会に出現して世界各地に広がって既に久しい。
国家の巨大化を予測した最初と考えられるのは、トマス・ホッブスの『リヴァイアサン

（Leviathan）』（１６５１CE）であるが、この書には、キリスト教の理念に則った社会のありか
たについて、重要な一章が割かれている。この本の目次に沿えば、
第1部で人間の本性についての分析があり、
第2部で、その本性に基づいて建設される社会(Common-Wealth)が示され、
第3部では、人間の自然的本性ではなく神の啓示の真理に由来する社会としてキリスト

教社会（A Christian Common-Wealth）の姿が論じられ、
最後に「暗黒の王国(The Kingdome of Darknesse)」が示唆されて締めくくられている。
ホッブスが、第3部でキリスト教理念に基礎付けられた社会を描いたのと同様のことは、

他の世界宗教においても、それ相応の統治と支配秩序の理念として構想され実践されて
きたはずではないか。世界史の中世・近世は、世界各地で国家が体系化され古典が形成
され、それに則った統治が実践された時代である。
しかし、近代社会においては、アトム（原子、個）としての人間の自然的本性が基盤とな

り、人間同士が自己保存のために社会契約による国家社会を形成することを根本命題と
っている。
国家にとって、宗教そして道徳というものは、社会的結合を促進し強固にする手段と化す

る。宗教の正邪はもはや問題ではない？！人間生命の究極の目標とされるのが、なんと、人
間の生物学的生存の確保？！とは、なんたる退行現象か？！かつては、人間の良き人生とか、
神に義とされる人間とか、人間本来の面目の達成とかが、人生の目標として設定されていた
のに。国家社会の保存が自己目的化し、国家の価値は、功利主義的に測られる。

H. L. A. Hart, ‘Social Solidarity and the Enforcement of Morality’, in “Essays in

Jurisprudence and Philosophy”, Oxford Clarendon Press, 1983

さらに２０世紀に、世界最初の世界大戦が終了した時点では、「民族」という集団が、自
己の政治的帰属について自分で決定できるという国家理論が、さして疑問に付されること
なく、圧倒的な支持を受けて承認された。
現在は、一応、民族と国家との１対１の結びつきが当然視され正当視されているが、イ

スラムの隆盛は、こうした常識をいったん解消させて、nation-state を相対化する機会
を提供しているといえようか。
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本日は、「比較文明論の観点からみたキリスト教

世界の類型化の試み」ということで、お話をさせて

いただきます。

この「一神教学際研究センター」の研究会に、私も

何度か参加させていただき、さまざまな宗教、特に

「一神教」の伝統にあるとされる三つの大きな流れに

ついて、さまざまな先生方からの御指摘を聞かせて

いただき、刺激を受け、啓発され、さまざまな意味で

得るところの多い時期を過ごさせていただきました。

しかし個々の流れについての理解が深まれば

深まるほど、それらの全体をどのように理解すれば

よいかということについて、何らかの有意義な見方

を提供することが必要だと痛感させられます。こう

した思いは、皆様も同じではないでしょうか。

確かに、個々の流れについてだけでも、ある程

度以上意義のある全体像を獲得するということは

容易なことではありません。となると、さまざまな流

れを合わせた全体についてそれなりに了解すると

いうことは、さらに困難なことです。

しかしいかに茫漠としているとは申しましても、

私たちの前に広がる現実は、まったくの無秩序状

態になっているのではないということも、多くの方

が感じておられることかと思います。

第一部　前提的な指摘

「前提的な指摘」ということで、三つの点につい

て簡単に指摘させていただきます。

特性と類型
本発表でお示ししようとするのは、一つの類型

です。

類型論がどのように有意義かということを確認し

ておりますと時間がなくなってしまいますので、ここ

では残念ながら省略いたします。ただ、個々の対象

の特性ないし特徴を個別的に指摘してそれらを並

べて蓄積しているだけでは、全体的理解には絶対

に到達しない、ということだけは申し上げたいと思い

ます。つまり「キリスト教は、このような特徴を持って

いる」「イスラムには、このような大事な特徴がある」

といった指摘は、それぞれはそれぞれに貴重で有

意義なものですが、それでは全体が見えて参りませ

ん。この欠陥を補うのが類型論のアプローチです。

パトリオティスムの問題
また、もう一つの問題、「パトリオティスムの問題」

を指摘しておきたいと思います。

ここで「パトリオティスム」というのは、地縁・血縁

的な愛国精神ではなく、自分が熱心に勉強した対

象に忠誠の態度をとることです。たとえば、キリスト

教を中心的な対象として研究をしていると、キリスト

教にどうしても愛着が生じてしまう。そうすると、他

の伝統との比較をするとなると、どうしてもキリスト

教の肩をもってしまう、という問題です。

しかしこの研究会でまず目指すべきなのは、神な

いし神的現実の態度ないし様子をふくめたところ

の、私達の置かれている状況をできる限り誤魔化し

なく見極めることでなければなりません。古くからの

さまざまな伝統のどれが優れていて、どれを選択す

べきかを決めようとしたり、またすべての、あるいは

一部の諸伝統の共存の道を探ることを、最初から目
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には、聖書が信仰と生活との誤りなき規範であると書かれている。しかし、教会の現状を鑑みるにその

ようには捉えられてはいない。この正典の権威失墜の理由として、石川氏は啓蒙主義に基づく歴史－批

判的聖書学の発展を指摘する。とりわけ新約聖書学における様式史、伝承史的方法は、研究から信仰や

神学を排し、聖書を合理化、歴史化して理解しようとする。これによって正典としての聖書（とりわけ

新約）に厳しい批判が突きつけられることになる。歴史－批判的研究の立場からすれば聖書は正典とは

呼べず、それどころか、その立場にとってはそもそも正典という概念が意味をなさないのである。しか

し聖書は研究者だけのものではない。聖書のそもそもの現場は、救済を求め素朴に聖書を読む者の集

まりとしての教会であり、この教会には正典が必要なのだと石川氏は述べる。信仰の継承のために、そ

れを唱え黙想するために、議論の土俵として正典が必要である。むしろ、一つのまとまりとして聖書が

提供されることで、そこには歴史－批判的研究が捉え得ないような独特の意味空間が現出する。これは

フュークリスターに始まる詩編研究において見いだされた事柄でもある。しかし、これは詩編に限られ

るのではない。ツェンガーが指摘するように、聖書全体の中にシンフォニーの響きを聞き取ることが重

要である。正典は人の作り出した脆い土の器になぞらえられる。これを砕けばそこに収められた証言

と真理も共に失われる。バルトは教会教義学を記したが、現在の教会に必要なのは啓蒙主義に基づく聖

書学ではなく、教会聖書神学とでも言うべきものだとして石川氏は発表を締めくくった。

その後中村氏は、両発表に通じる要点として二層構造が指摘できるとコメントした。加藤氏の指摘す

る近代社会の二層構造と、石川氏の指摘する啓蒙主義と教会の二層構造はぴたりと一致している。続け

て、越後屋氏はコメントの中で石川氏の正典的解釈を最終編集重視の立場と捉え、それに対しバーなど

の見解を挙げて疑義を投げかけた。以上のコメントの後も、正典の解釈権と二層構造の問題、聖書解釈

の問題などを巡って様々に議論が繰り広げられた。

（CISMOR奨励研究員・神学研究科博士後期課程　高田　太）
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契約が履行されないような状態です。その原因は

民の側の罪です。罪の状態にあるのでは、人間が

神を選ぶことができない。しかしヤーヴェとだけは

「契約」の関係がある。ここにどうしようもなく「一神

教」的な態度が生じました。

ユダヤ教の場合には、律法が重要な意味を持

ってまいります。

イエスの時代の状況に注目して、このことを整理

します。図３「イエスの時代のユダヤ教」を御覧くだ

さい。ヤーヴェがユダヤの民の神です。しかし神と

民のあいだは断絶しています。民は罪の状態にあっ

て、したがって義を実現しなければなりません。では、

どうすればいいのか。律法を守り、また神殿での儀

式を行えばよいということになっていました。しかし

律法と神殿は、形式的には義を実現するためのも

のですが、実際にはいつまでたっても義を実現でき

ない手段です。このことは他のところでいくらか丁寧

に説明しましたが、ここでは残念ながら、省略します。

こうした中で、イエスが登場しました。図４「イエス」

を御覧ください。これまでの説明の流れから見ると、

イエスの最大の特徴は、イエスが神と直接結ばれ

ているということです。「聖霊が与えられている」と

いった表現が、代表的かと思われます。

罪の状態にあるということは、神と断絶していると

いうことで、義が実現するということは、神と実質的に

結ばれるということですが、それがまずイエスにおい

て実現しました。これは人間の側の努力、態度変更、

功績によって実現したのではなく、神の側からの一方

的な働きかけとして実現しました。まさに「恵み」でし

かないのです。そしてこのことは、「恵みを与える」とい

う活動を神が再開したということを意味します。

これは、神と人のあいだがまったく断絶していたと

ころに生じましたから、素晴らしいことです。しかしこ

の後、神がすべての者、また全世界について、結び

つきを実現するということにすればさらに素晴らしかっ

たのですが、神は部分的にしか、恵みを与えません。

イエスだけが特別な存在なのか、それともイエス

と同等だと言えるような者が他にもいるのか、という

ところは、たいへんな議論になっていますが、イエス

だけでなく、他の者にも神との結びつきが生じたと

いう広い立場で考えることにしても、神の介入がほ

んの部分的なものでしかないことに変りありません。

キリスト教は、神の直接的な恵みを根拠にして

いますから、律法や神殿の権威を認めないことに

なります。

それから、ユダヤ教は民族宗教です。イスラエル

民族だけが「選ばれた民」です。しかしキリスト教は、

普遍主義的です。イエスが始めた運動が普遍主義

的になることについては、当初はたいへんな抵抗

があったようです。しかし神の直接的な恵みを根拠

にしていて、神が恵みを与える者に非ユダヤ人の

者もいるということを認めざるを得ないことから、ユ

ダヤ教の民族主義的な枠を、キリスト教は無視す

ることになりました。

キリスト教の流れでは、神が恵みを直接的に与

える者だけに意味があるのであって、そうでない者

については、神がどうするかにまかせるべきだとい

う立場もあって、この方が神学的にはすっきりする

と思われます。

しかし神が恵みを直接的に与える者は、神が恵

みを直接的に与えない者たちを指導すべきだとい

う立場に立つ者たちもいて、「人による人の支配」

という状況が生じてきました。これがキリスト教世

界における二重構造です。図５「キリスト教世界の

二重構造」を御覧ください。本来的には、恵みのあ

るなしが二重構造の根拠ですが、現実にはさまざ

まな制度的な区分の方が、社会的には大きな意味

をもつことになります。

こうしたできた制度ないし組織が「教会」です。結

局は、こちらの立場の方が、人類の歴史を通じて、キ

リスト教の価値を保持し展開させることになります。

「教会」は、キリスト教にとって本質的なものでなく、神

の直接的な介入が全面的でないという状況の中で、

副次的に生じた体制であると考えるべきです。
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的とすべきではありません。結果としてどうしてもそ

のような結論になってしまうというのなら別ですが、

最初からそのような立場を前提としていては、せっ

かくの集まりが無意味になってしまいます。

パトリオティスムの立場からの望ましい現実では

なく、現存する現実をまずはしっかりと見極める必

要があると思われます。プラッティックな、というか、

ストラテジックな、判断は、その次の段階で試みら

れるべきだと思われます。

こうした態度がとれないことを、「ファナティック」

「狂信的」と申すのだと思われます。宗教や政治が

問題になる場合には、「ファナティック」でない態度

をとることはかなり困難ですが、本研究会に参加さ

れるほどの方は、こうした呪縛から御自分を解き放

つことができるのだと信じたく思います。

神的現実を考慮した五つの社会類型
もう一つ、お断りしておきたいことがございます。

本日はキリスト教世界についてだけ、お話をさせ

ていただきますが、これは、私が考えております「神

的現実を考慮した五つの社会類型」のうちの一つ

の類型です。「五つの社会類型」は、簡単に申しま

すと、「西洋型」「中国型」「日本型」「インド型」「ユダ

ヤ・イスラム型」です。本来は、類型論の全体の中で

比較をしなくては、個々の類型についての議論が十

分に意味をもたないのですが、いたし方ありません。

このことを御留意くださるようお願いいたします。

第二部　キリスト教世界の類型

「キリスト教世界の類型」について確認します。

図を使って、手際よく進めていきたいと思います。

a. ユダヤ教の成立からキリスト教の成立
まず「ユダヤ教の成立からキリスト教の成立」に

ついて検討します。キリスト教成立までのイスラエ

ル民族の宗教は、もう少し具体的には、まず「古代

イスラエル民族の宗教」があって、そして「ユダヤ教」

が成立したと言われておりまして、この区分はやは

り有意義だと思われます。

図１「古代イスラエル民族の宗教」を御覧ください。

「古代イスラエル民族の宗教」は、ヤーヴェという神

を民族の神とする宗教です。「神」と「民」は、相互

的な関係になるのがまずもっとも単純で自然な形

で、イスラエル民族の場合もそうだったと考えてよい

と思われます。「神」は「民」に恵みを与える、「民」

は「神」を崇拝する、というように示しました。

「古代イスラエル民族の宗教」が本格的に成立

する上では、「出エジプト」「カナンへの定着」といっ

た出来事が大きな意味をもったようです。こうした

出来事が神の恵みだと考えられました。「神は、

我々を、ないしは我々の祖先を、エジプトから連れ

出した」とされ、だから神を崇拝すべきだとされまし

た。これは、考えてみますと、根本的には御利益宗

教的態度です。神が恵みを与えてくれたから、その

神を我々は崇拝すべきだということです。

しかし「神」との断絶が生じます。図２「神との断

絶」を御覧ください。神が動かない、休んでいる、

神と断絶している、といったモチーフは、旧約聖書

のいたるところに認められます。

いろいろと考えまして、前８世紀のアッシリアによ

る北王国の滅亡の事件が、大きな意味をもったと

いう見方を別のところに書きました。こうした観察が

どれほど適切かどうかという問題があるかもしれま

せんが、それがどうであれ、神との断絶は、ますま

す否定しがたいものになったと思われます。

動かない神を人間の側が見捨てないならば、神

との断絶の原因は人間の側にあるということになっ

て、「罪」の考え方が生じました。そこから「義」の実

現という課題が突出して重要になります。単純な

「古代イスラエル民族の宗教」が、「ユダヤ教」にな

ったというのは、本質的にはこのようなことだと思

われます。

民が罪の状態にあるのでは他の神を選べませ

ん。ただし、ヤーヴェとは断絶しているのですが、

「契約」の関係があるということになりました。ヤーヴ

ェと断絶しているというのは、契約があるのだが、
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からだと見ることができると思われます。西洋型社

会は本来的に世俗的社会で、近代になってその本

来的な姿を取り戻しつつあると考えるべきです。

d. 科学技術と近代西洋社会
中世的安定が実現した西洋世界で、科学技術

の飛躍的発展が生じます。

聖職者の領域で、特に修道院で、自然の好きな

修道僧が、「知るために知る」という科学的活動を

進めていました。こうした活動は暇がなくてはでき

ません。科学的知識の蓄積がなされていました。

他の文明には、優秀で暇な者たちが、制度的に存

在していないのです。このことが、科学技術の飛躍

的発展が西洋で生じる上で決定的です。

そしてこうした科学的知識が、能率よく自然を利

用したいという技術の関心に結びつきます。こうし

て科学技術が誕生し、科学技術の「ノウ・ハウ」が

生産手段に次々に適用されて、産業革命というこ

とになります。

「科学技術の発展・産業革命の進展」、これが近

代という時代の最大の特徴で、このプロセスは今も

進行中です。

この「科学技術の発展・産業革命の進展」は何

を意味するかというと、「富」の突出的な増大です。

図９「科学技術と近代西洋社会」を御覧ください。

貧しい生活をしていた「一般の人々」が、豊かな

生活をし、社会的にも上層に組み入れられるように

なります。まず「ブルジョワ」が、そして「労働者」とさ

れる人々が、上層に組み入れられます。

また西洋世界が強大になって、世界を支配する

ようになりました。最初は植民地化という力による

支配でしたが、本質的には、世界を西洋的社会構

造に取り込むプロセスだといえます。先進国と発展

途上国という区別で分類されたりします。

発展途上国も、上層に組み入れられようとしてい

ます。

またこのプロセスと相俟って、「世俗化」が大規模

に生じています。神的現実を制度的・社会的に

「価値」とする傾向が減退しました。富に眩惑され

てみると、神的現実などどうでもよい人たちがいか

に多いかを証明することになりました

第三部 二重構造の諸相

キリスト教世界および西洋世界が二重構造にな

っているということについて、いくらか傍証を挙げて

おきたいと思います。

a. キリスト教世界の二重構造
先の図「キリスト教世界の二重構造」を、もう一度

御覧ください。キリスト教は基本的に普遍主義的な

立場に立っています。したがって全人類、全世界を

対象とすることになります。

しかしすべての者に神は聖霊を与えない、すべ

ての者が信仰をもたないという事態は、キリスト教

の運動が開始されて今にいたるまで、否定し難い

事実です。

こうした問題を前にして、マルコ福音書やヨハネ

福音書では、否定的な領域を単に否定するという

立場が選ばれています。しかしこれでは、普遍主

義的な教会は成立しません。

普遍主義的な教会の立場を最初に本格的に提

案したのは、ルカ文書です。

具体的な例を、一つだけ指摘します。

ルカ福音書の10,25-37および38-42の部分で
す。いわゆる「サマリア人のたとえ」を巡るエピソー

ドと、それに続く「マルタとマリア」のエピソードです。

この二つのエピソードは、一組になってまとまった

主張がなされていると考えられます。

ルカ福音書10:25-37および38-42
（新共同訳に若干手を加えた）

＜律法の専門家とイエスの問答＞

10:25 するとそこへ、ある律法学者が現れ、イ
エスを試みようとして言った、「先生、何をしたら私

は永遠の生命が受けられましょうか」。26 彼に言
った、「律法にはなんと書いてあるか。あなたはど

う読むか」。27 彼は答えて言った、「『心をつくし、
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b. 基本的な西洋型社会とその危機
西洋的な社会についても考えます。まずキリスト

教と出会う前の状態です。

二重構造になっています。図６「西洋的の二重構

造」を御覧ください。上層に「支配」「富」「自由」「価

値」――この「価値」とは、文化的な価値や宗教的

な価値のことです――を手にしている者たちがい

ます。いわば「自由人」たちの領域です。

下層は、奴隷たちの領域です。彼らは「オイコス」

つまり「家」という組織に組み入れられていて、家の

長、つまり家長に絶対的に従属しております。この

家長たちが「自由人」です。「家」の中で絶対的に従

属しているという状態は、いわば家畜のような状態

だとお考えください。

ところがこの二重構造に問題が生じてきます。

図７「拡大した西洋社会の問題」を御覧ください。

前４世紀後半のアレキサンダー大王による広大な帝

国の実現が原因だと思われます。

支配領域が途方もなく拡大して、上層の支配の

力、また富は、飛躍的に増大しました。しかし下層

の領域の規模も増大して、そのために上層の者が

管理の仕事によって忙殺されるということになりま

した。管理の仕事をしていたのでは自由はありま

せん。自由がなく暇がなければ、さまざまな価値を

実現し享受することも難しくなります。

上層の者は、不満になります。下層の者も、小さ

な規模の場合には、隷従的な境遇に甘んじるしか

ありませんが、大きな規模になると、簡単には屈服し

ません。したがって下層の者も不満です。だからこ

そ、上層の側からの管理の仕事が必要になります。

こうなると、二重構造の社会が、上も下も不満で、

不安定なものになります。

c. キリスト教と西洋型社会の融合――
中世的安定
この問題を解決したのが、キリスト教と西洋型社

会の融合です。具体的には、後４世紀にローマ帝

国においてキリスト教が国教となったことによって

生じた事態です。図８「キリスト教と西洋型社会の

融合――中世的安定」を御覧ください。

西洋型社会も二重構造でした。キリスト教の教

会は二重構造でした。キリスト教の教会の上層は、

「キリスト教の指導者たち」で、彼らは神と直接的な

結びつきがあるということになっています。

キリスト教を国教にするとは、キリスト教の世界

の二重構造の下層のところに、二重構造の西洋型

社会をはめ込むということです。

「聖職者」「貴族」「民衆」の三重構造になります。

最上層の「聖職者」のところで、「支配」「富」「自

由」「価値」が実現しています。これらの要素は、ま

ず「聖なるもの」つまり神との繋がりにおいて理解

されるべきですが、世俗的な意味においても実現

しています。

また「貴族」のところで、世俗的な意味での「支

配」「富」「自由」「価値」が実現しています。「貴族」

や「民衆」で不満な者は、かつては反乱をおこすし

かありませんでした。しかし、この体制では、「聖職

者」になることができます。

「聖職者」のメンバーは、神に属しているかどうか

によって決められるので、世俗的な階層の出自に

よるのではありません。そして具体的には「貴族」

や「民衆」から、リクルートされます。こう見ますと、

この体制において聖職者が結婚しないことが、い

かに大事かが分かります。安定した構造が実現し

たことになりました。

また、キリスト教が、ローマ帝国の国教となった、

つまり西洋型社会において最上層を占めることに

なったということが、ローマ帝国側の判断、つまり世

俗社会の側の判断によるものだったことは重要で

す。社会の安定のためにキリスト教が都合のよいも

のだったから、キリスト教が支配的になることが世

俗的に選択されて定着したのです。近代の世俗化

の進行において、キリスト教が支配的地位から次第

に退けられる動きが生じていますが、これは「キリ

スト教の世俗的社会機能」が不必要になってきた
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なっていると、言えなくもありません。この問題に

も、ルカは対処しようとしています。

神を愛することができない人は、隣人を愛する

のでもよいというのが、基本的な主張です。そも

そもこの律法学者は、「何をしたら、（私は）永遠の

命を受け継ぐことができるか」と一人称単数で質

問をしていて、自分の救いのことに関心があります。

彼は「自分を愛する者」です。つまり彼は神を全

身全霊で愛していません。自分を愛しているよう

では、まだ神を全身全霊で愛してという状態では

ありません。そして「隣人愛」の掟は、「隣人を自分

のように愛しなさい」とされています。隣人愛は自

己愛に基づくものとされています。

さらに「サマリア人のたとえ」は、隣人愛の物語

になっています。

したがって、最初の二つの部分は、神を全身全

霊で愛することのできない二流の者、自己愛に執

着する者も、隣人愛の実践によって救われる、と

いうことを示したものです。

というわけで、当初は二つの愛のテーマが示され

ていながら、「サマリア人のたとえ」の部分まででは、

隣人愛のテーマに関心が集中してしまいました。

しかしあくまで神への愛が優れていることを確

認するのが、「マルタとマリア」のエピソードです。

この文脈で、マルタが隣人愛を、マリアが神への

愛を示しているのは明らかです。イエスはマルタに、

「必要なことは一つだけ」と述べ、さらに「マリアは

良い方を選んだ」と確認しています。「神の愛」を

選んだ者には、「隣人愛」は不可能です。そして

「神の愛」の方が優れています。しかし「隣人愛」も、

二流ではあるけれど「必要なこと」となることもでき、

それでもいいのです。

神に結ばれている者が優れていて、しかしそう

でない者もそれなりに肯定される、という立場が

示されています。今様に言うならば、社会に役立

つということでもよいということになります。しかし

神を愛している者に、社会に役立つことを強制す

るのはよくないことです。

もう一つ、例を見ます。

シャトーブリアンという19世紀初頭のフランスの
思想家の『キリスト教精髄』という有名な書物の一

節です（1802年）。
アジア・アフリカに伝道におもむく宣教師たちの

基本的な姿勢を、典型的に表現したものだとされ

ています。

「（信仰を語る説教家たちは）偶像崇拝の闇のなか
で人びとがいまなお焦燥している（‥‥）地域に目
をむけると、彼らの精神的堕落を見て同情の念に
打たれ」、さらに「これらの神を知らぬ者の魂を救済
するためにすぐにも彼らの血を流そうとしている」。

＜キリスト教徒＞と＜偶像崇拝の闇のなかの人

びと＞が対置されています。＜偶像崇拝の闇のな

かの人びと＞は、「精神的に堕落」していて、「神を

知らぬ者」であり、「魂を救済」が必要なものだとさ

れています。

二重構造は、明らかではないでしょうか。

b. 近代西洋社会の二重構造
中世的安定において西洋社会は三重構造でし

たが、近代において神との結びつきが弱まって、

二重構造になります。上層に組み入れられる領域

が次第に増大します。

フランス革命期との関連で有名な「第一身分」

「第二身分」つまり「聖職者」「貴族」と、「第三身分」

つまり「民衆」の対立は、社会の権威、また社会経

済的な観点から捉えられて、上層と下層の対立と

されていました。

その後も、西洋と非西洋、文明と野蛮、先進地

域と第三世界、といった対立の図式が前提とされ

て、さまざまな議論と実践がなされています。

大きな流れとしては、教会の権威から離れて、

人間が自分の理性で自分を律するようになる動き

だと捉えることができます。

たとえばヴォルテールは、次のように述べてい

ます。
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精神をつくし、力をつくし、思いをつくして、主なる

あなたの神を愛せよ』。また、『自分を愛するよう

に、あなたの隣り人を愛せよ』とあります」。28 彼
に言った、「あなたの答は正しい。そのとおり行い

なさい。そうすれば、いのちが得られる」。
29 すると彼は自分の立場を弁護しようと思っ

て、イエスに言った、「では、わたしの隣り人とは
だれのことですか」。

＜「サマリア人のたとえ」＞

30 イエスが答えて言った、「ある人がエルサレ
ムからエリコに下って行く途中、強盗どもが彼を

襲い、その着物をはぎ取り、傷を負わせ、半殺

しにしたまま、逃げ去った。31 するとたまたま、
ひとりの祭司がその道を下ってきたが、この人を

見ると、向こう側を通って行った。32 同様に、レ
ビ人もこの場所にさしかかってきたが、彼を見る

と向こう側を通って行った。33 ところが、あるサ
マリヤ人が旅をしてこの人のところを通りかかり、

彼を見て気の毒に思い、34 近寄ってきてその
傷にオリブ油とぶどう酒とを注いでほうたいをし

てやり、自分の家畜に乗せ、宿屋に連れて行っ

て介抱した。35 翌日、デナリ二つを取り出して
宿屋の主人に手渡し、『この人を見てやってくだ

さい。費用がよけいにかかったら、帰りがけに、

わたしが支払います』と言った。

36 この三人のうち、だれが強盗に襲われた人
の隣り人になったと思うか」。37 彼が言った、「そ
の人に慈悲深い行いをした人です」。そこでイエ

スは言った、「あなたも行って同じようにしなさい」。

＜「マルタとマリア」のエピソード＞

38 一行が歩いて行くうち、イエスはある村に入
った。すると、マルタという女が、イエスを家に迎
え入れた。39 彼女にはマリアという姉妹がいた。
マリアは主の足もとに座って、その話に聞き入っ
ていた。

40 マルタは、いろいろのもてなしのためせわし
く立ち働いていたが、そばに近寄って言った。「主

よ、わたしの姉妹はわたしだけにもてなしをさせ
ていますが、何ともお思いになりませんか。手伝
ってくれるようにおっしゃってください。」

41 主は答えた。「マルタ、マルタ、あなたは多く
のことに思い悩み、心を乱している。

42 しかし、必要なことはただ一つだけである。
マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはな
らない。」

ルカ10:25-42は、三つの部分に分けられます。
律法の専門家とイエスの問答、「サマリア人のたと

え」、「マルタとマリア」のエピソード、です。

この箇所のそもそもの問題は、「永遠の命を受

け継ぐ」ということです。「救い」と言ってよいと思

われます。

最初の律法の専門家とイエスの問答で、「救い」

の実現のためには、「神への愛」「隣人への愛」が

正解として、律法の専門家とイエスの両者によっ

て確認されます。

ところで、この二つの愛の掟には大きな問題が

あります。「神への愛」について、全身全霊で神を

愛するようにとされています。「心をつくし、精神を

つくし、力をつくし、思いをつくして、主なるあなた

の神を愛せよ」と記されています。神を全身全霊

で愛したら、もう他は愛することができないのでは

ないでしょうか。

神どころではない。ひとりの人でさえ、場合に

よれば、全身全霊で愛したら、他のことがおろそ

かになります。

それが、相手が神だったらどうでしょう。他に何

もできなくなるのではないでしょうか。この問題は、

ユダヤ教でも、そして初期のキリスト教でも、大き

な問題だったと思われます。この問題にルカは、

対処しようとしています。

また一方で、神を愛することができない人もい

ます。むしろ大多数がそうではないでしょうか。近

代の世俗化は、神を愛することがなくても平気な

人たちが大多数だということを証明する大実験に
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り得ませんが、こうした者の数は無視できる程に

わずかです。つまり神は、ごくわずかにしか介入し

ないということです。

「預言」「信仰」が問題となるのは、結局のところ

ユダヤ民族だけです。

となると、残りの大多数の者は、「神の摂理」に

従うのですが、これは「自然理性」であって、つま

るところ人間が理性で了解できる原理のことです。

このテキストは17世紀のものなので、神とのつ
ながりをはっきり否定するような議論は避けられて

いますが、事実上、人間理性の独立が確認されて、

この原理に大多数の人間が従うとされています。

こうなると、大多数の者たちにおいて問題とな

るのは、理性にどれだけうまく従属するかという文

明の問題、あとは社会的権威や経済的な区別だけ

だということになります。

キリスト教における「正典」の問題との関係で、

近代世界の「世俗化」の様子を窺うこともできます。

まずキリスト教においては、「人による人の支配」

が本質的であって、聖書は二義的であることを確

認します。

イエスや初期のキリスト教の指導者たちが、ユ

ダヤ教の律法の律法主義的な適用に厳しく対立

したこと。古代・中世の教会で、信者が聖書を読

むように熱心に指導されたのではないこと。古

代・中世の議論で聖書はいわば「適宜に」使用さ

れるだけで、すべての議論が聖書に基づいている

のではないこと。カトリック教会の二本の柱が、

「聖書」と「伝統」とされること。等々。

また宗教改革の際にルターによって「聖書のみ」

という原則が強調されましたが、この立場がキリス

ト教世界全体で受け入れられているのではない

こと、むしろこのような主張をしなければならない

こと自体が、キリスト教では「聖書」だけが根拠と

されているのではないことを物語ることになってし

まっていること、が挙げられます。

しかも聖書は、近代ではベストセラーかもしれ

ませんが、読まれていない本の典型ではないでし

ょうか。

聖書の価値には、宗教改革の時代以降、大き

な期待が寄せられたことも確かです。

ところが聖書は、読まれない。集会で聖書につ

いての話を聞くだけでは、やはり不十分です。

そこで初等教育による読み書き能力の普及、聖

書の大量の配布によって、この事態が改善される

ように考えられたところもあります。ところが人々は、

新聞は娯楽小説を読むのです。

また科学的研究の方法が人文科学にも及んで、

聖書学が科学的に行われるようになります。この

ために、聖書の理解を適切に進めて行くためには、

膨大な博識、精緻な方法を身につけなければ、ど

うしようもないものになってしまいました。

キリスト教の一部の民衆的な流れ、つまりピュー

リタンの流れでは、聖書についての彼らなりの常

識的な理解で十分だと闇雲に主張するということ

がなされて、今もなされていますが、こうした流れ

の聖書理解が、近代聖書学における聖書理解に

比べて、稚拙で、貧弱なものであることは、覆うべ

くもありません。「聖書を理解するのに聖書学はい

らない」といったスローガンを叫んで、社会的にそ

のような立場を蔓延させても、問題の解決になっ

ていないことは明らかです。

そして世俗化が進行し、知識人でも聖書の教養

が貧弱で、社会全体として聖書への関心が大幅に

後退しているというのが現状です。

また次のことを指摘する必要があります。

宗教改革における「聖書のみ」の原則の強調に

は、「人による人の支配」への拒否が含まれていま

す。キリスト教は神の直接的介入を根拠としており、

それがあまりに部分的であるために、いわば仮の

措置として「人による人の支配」が介在しているとい

う形になっています。ここに固定したテキストを絶対

的な権威あるものとして成立させてしまおうとするこ

とは、古代のユダヤ教における律法主義の道を歩
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「私は市民として、キリスト教を攻撃する。キリ
スト教は国家の幸福に有害であり、人間精神の進
歩の敵であり、政治の利害には絶対に欠かせな
い健全なる道徳に反するものと思われるからであ
る」（ヴォルテール『暴かれたキリスト教』1767年）。

ここでは、「キリスト教」を攻撃するために、「国

家の幸福」「人間精神の進歩」「健全なる道徳」が

対置されています。

ここまでラディカルな立場でなくても、「国家の幸

福」「人間精神の進歩」「健全なる道徳」などのた

めにキリスト教が役立つかどうかを吟味しようとい

うような観点は、基本的には同類です。「諸宗教の

共存」といったことを絶対の前提として「宗教の問

題」を検討しようとするような立場も、ここで言う

「健全なる道徳」を探求していると言えると思われ

ます。人間中心主義的、共和主義的、啓蒙主義的

な立場からの、「宗教の問題」へのアプローチと言

うべきでしょうか。こうした立場が、現代の世界の

支配的な立場です。

しかしこうした立場では、神的な価値が人間の

都合で左右されているという問題があります。「神

を愛する」と称して、実は人間的に都合のよい状

態を神の名で確保しようとしているといった欺瞞

は排除されねばなりません。また、「神を愛する」

態度を人間的都合によって評価したり排除したり

することは、やはり大きな間違いです。

人間の理性の独立について、もう少し精妙な興

味深い議論があります。

ホッブス（1588-1679）の『リヴァイアサン』の一節
です。

三種類の神の働きかけと、それに対応する人間

の態度のことが論じられています。＜整理＞として

私がまとめた表も、合わせて参考にしてください。
神はその法を三つの方法で宣示する。「自然の

理性」の命令によって、「啓示」によって、および神
がその人に奇跡の作用によって他の人々の信用
を獲得した「人間の声」による（‥‥）。

そこから神の三重のことばが生まれる。「理性的」
「感覚的」および「預言的」なことばである。
これにたいしては、三つの聴きとり方が対応す

る。「正しい理性」「超自然的感覚」そして「信仰」
がそれである。
超自然的感覚は、啓示または霊感に存し、これ

についてはいかなる一般的法則も与えられてい
ない。なぜなら、神はそうしたしかたでは語らず、
特定の個人に、しかもちがった人々にちがったこ
とを語るからである。
神のことばの他の二つの種類、「理性的」および

「預言的」ことばの相違から、二重の王国、すなわ
ち、「自然的王国」と「預言的王国」を神に帰するこ
とができる。
自然的王国において、神はその摂理を認める

かぎりの多くの人類を、正しい理性の自然的命令
によって支配する。
また、預言的王国においては、ある特定の一国

民〔すなわちユダヤ人〕を彼の臣民として選びだし、
自然理性だけではなく、聖なる預言者の口を通じ
て彼らに与えた実定法によって、彼らを、そして彼
らだけを支配した。
（ホッブス（1588-1679）『リヴァイアサン』1651年、
第31章「自然による神の王国について」）

＜整理＞

神による法の宣示の方法

「自然の理性」「啓示」「人間の声」

神の三重のことば

「理性的」「感覚的」「預言的」

聴きとり方

「正しい理性」「超自然的感覚」「信仰」

二重の王国

「自然的王国」「預言的王国」

「啓示」「霊感」に対応する態度は、神に直接的

に結ばれた者の態度です。「聖霊を与えられた者」

の態度であって、いわば例外です。「神は（‥‥）

特定の個人に、しかもちがった人々にちがったこ

とを語る」とされています。こうした者の割合があ

る程度以上大きくなると、世俗的な近代世界はあ
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1794年６月８日の「最高存在の礼拝」です。図13
「最高存在の礼拝」の様子です。フランス各地で、

美しい女性が選ばれて壇の上に乗せられ、まわり

でいろいろな儀式が行われたとのことです。

この「最高存在」は、「目」のシンボルで表される

ことが多いようです。

「目」や、その他に、「コンパス」「定規」（つまり

「三角形」）などは、フリーメイソンのシンボルという

ことになっています。フリーメイソンは秘密結社と

いうことになっていて、その実態がよく分かりませ

ん。したがって、何でもかんでも「フリーメイソンの

陰謀」というようにしてしまうのは適切でない可能

性が大きいと思われますので、ここでは「最高存

在」に注目して検討します。

「恐怖政治」は一年ほどで終わります。キリスト

教の教会や礼拝が容認される方向の措置がなさ

れます。しかし「目」のシンボルは、革命の究極的

な原理であり続けます。図14「革命の看板」を御
覧ください。これは恐怖政治に反対する側の革命

勢力の看板です。「目」のシンボルが、最上位の中

央にあります。

また図15「恐怖政治批判」を御覧ください。これ
は恐怖政治の大量殺戮を非難する絵です。この

絵でも、最上位の中央に「目」があり、天秤、コンパ

スなども見られます。

次に重要なのは、1801年にナポレオンと教皇
の間でむすばれたコンコルダです。ここでカトリッ

クが「フランス人の大多数の宗教」として認められ

るのですが、カトリック教会を管理するための多く

の権限がナポレオンに認められました。

コンコルダでは、カトリック教会が優遇されたの

で、プロテスタントやユダヤ教では不評でした。ま

たカトリック教会側でも不評でした。教会が皇帝

に従属する形になっていまっている部分が大きい

からです。

コンコルダとの関連でナポレオンは次のように

言ったとされています。

「私はカトリックとなることで、ヴァンデでの戦乱を

終わらせた。ムスリムとなることで、エジプトでの立

場を固めた。教皇至上主義者となることで、イタリ

アでの支持を得た。もし私がユダヤの民を支配す

るなら、ソロモンの神殿を再建するだろう」（「ヴァン

デ」とは、キリスト教の礼拝が禁止された時期に、

カトリックの礼拝の自由を求めて大規模な反乱が

おきた地方の名前です）。

これはかつてのアレキサンダー大王のやり方

に、たいへんよく似ています。

図16「コンコルダの適用」を御覧ください。これは、
諸宗教の者たちにコンコルダの精神を説明するナ

ポレオンの姿を示したプロパガンダ用の版画です。

最上位の中央に、伝統的な「父なる神」の姿があり

ますが、頭の背後に三角形があって、三角形と目

のイメージに類似したものと考えてよいと思われま

す。カトリック教会も含めて、諸宗教が、この「最高

存在」の支配下・指導下に置かれています。

ナポレオンの後、フランスでは、復古王政という

ことになって、ルイ18世が王になります。この時期
の宗教政策に関しては、1814年のシャルト（La

Charte）という憲法が重要です。

復古王政は、名前の通り復古的で、革命以前

のいわゆる「旧体制」（アンシャン・レジーム）を復

興しようとしたところがあります。したがってカト

リック教会を優遇します。しかし、図17「La

Charte」を御覧ください。

教皇のような人物が諸宗教を押さえつけてい

ます。しかしこの人物は、教皇ではなく、ルイ18
世です。ルイ18世を示した次の図18「ルイ18世」
と見較べてください。（図17「La Charte」のタイト

ルは「シャルル10世治下の礼拝の自由」となって
います。シャルル10世は、ルイ18世（位1814-24）
の後の、「復古王政」の二番目の王（位1824-30）
です。しかし図の中央の人物の顔が、ルイ18世の
ものであることは明らかです）。

この時には、カトリックを国教として認める一方
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もうとすることに匹敵することになってしまいます。

しかし近代においては、世俗化の大きな動きが

あったために、キリスト教の聖書は、第二の律法、

普遍的な律法にはなり得ていません。

それよりも「人による人の支配」を弱めて、しか

し聖書も絶対的な権威あるものとなることができ

ず、かえって世俗化を促進する役割を果たしたと

評価すべきかと思われます。

第四部「最高存在」以来の西洋的な
近代世界における「宗教的立場」

最後に、近代の西洋世界における「世俗化」に

関連して、一つのことを指摘しておきます。

西洋世界はキリスト教世界である、しかし近代

においてキリスト教の社会的価値が低下している、

これが「世俗化」だという理解は、基本的に適切

だと思います。しかし宗教的価値はもしかしたらや

はり大きな機能を果たしていて、ただし大きな規

模で新たな展開が生じているのかもしれません。

私がいくらかは理解しているフランスを例にしな

がら、話を進めます。

近代社会の成立にとってフランス革命は、やは

り大きな意義のある事件だったと思います。1789
年から10年ほどの間、紆余曲折がありました。
1799年以降はナポレオンの時代です。
この革命の動きの中で、宗教をまったく否定す

る動きもありました。理性がすべてだという立場で

す。アポロンが宗教を押さえつけている像（図10
「宗教を押さえつけるアポロン」）などに、こうした立

場がよく現れています。

しかし全体として革命は、諸宗教を認めるとい

う方向に向かいました。革命まではカトリックがフ

ランスの国教でしたが、カトリック教会を特権的地

位から追放し、プロテスタントやユダヤ教が認めら

れました。この立場は、1789年の人権宣言に示さ
れています。

宗教に関しては、第10条が重要です。
「何人も、その意見の表明が法律によって定め

られた公の秩序を乱さない限り、たとえ宗教上の

ものであっても、その意見について不安を持たな

いようにされなければならない」とされています。

いわゆる「信仰・信教の自由」の典型的な定義

です。宗教的なことを含めて、どのようや意見をも

ってもよい。その「表明」もできる。しかし「定めら

れた公の秩序を乱さない限り」とされています。

つまり「公的秩序」が、「意見の表明」を制御できる

ことになっています。宗教は、個人の私的な領域

のことだということになりました。

しかし具体的には、儀式などの「宗教的表明」

は「社会的な活動」ですから、当局がそれを管理

できることになりました。結局は、1905年の「政教
分離法」に至ることになります。

それまでの経緯を、もう少し観察します。

注目すべきなのは、ロベスピエールのジャコバン

派による、いわゆる「恐怖政治」の時期です

（1793-4年）。（図11「ロベスピエール」）
「恐怖政治」は一年ほどの期間のことです。この

時期に多くの者が、ギロチンで処刑されました。

四万人が処刑された、といったことを見たことがあ

ります。一日に百人処刑しても、一年では四万人

にはなりません。凄まじい勢いだったことが、想像

できます。「定められた公の秩序を乱さない限り」

という規定は、このようにも運用できるという例に

なると言えると思われます。

この時期に、宗教的には、単純な無神論の立

場から宗教そのものを全面的に否定しようとする

動きもあったようですが、ロベスピエールは、「最高

存在」の崇拝なるものを広めようとしました。

「フランス人民は、最高存在と、魂の不死を認め

る」というのが、そのスローガンです図12「フランス
人民は、最高存在と、魂の不死を認める」を御覧

ください。かつての教会に、このような看板が掛け

られていたようです。

「最高存在の崇拝」のために、いろいろな儀式

がフランス全国で行われました。その中心が、
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しているという事態だ、と述べることができると思

われます。

従来のキリスト教・ユダヤ教・イスラム教といっ

た区分だけでなく、「最高存在崇拝」について、も

っと本格的に取り組むべきではないかと申し上げ

ましたが、この「最高存在崇拝」の立場についても、

いくらか指摘することが可能かもしれません。

「最高存在崇拝」は、一神教的な性格が強いも

のだと思われます。フランス革命の時代や、ナポレ

オンの時代のように露骨な形でなく、今は、もっと

巧妙な形で礼拝の実践が行われています。たとえ

ばフランス革命の時の「最高存在の礼拝」は、美人

の女性を壇の上に座らせて儀式を行うというもの

でした。これは今では、ミス・コンテストになってい

ると言えると思われます。あるいは美しい女性の

姿を、女優ということで、映画やテレビ、広告で普

及させるといったことです。預言者や宣教師のと

ころに人々が集まるように、美しい女性の姿の前

に人々が集まります。

ところが、こうしたことが可能なのは、近代政府

が中央集権的に情報をコントロールできるからです。

インターネットによってと言ってしまえるかどうか

は、ともかく、その他のさまざまな新しい手段、これ

から登場するさまざまな手段は、こうした中央集権

なコントロールがだんだんと難しくなる状況を作り

出していると思われます。

「モダニスム」の時代は過ぎ去ろうとしていて、

「ポスト・モダン」の時代になりつつあるといった指

摘は、こうしたことに関連していると思われます。

先ほど、せっかくホッブスの『リヴァイアサン』か

らの引用を行いました。これを利用して、ひとつ

の示唆をしておきます。

『リヴァイアサン』からの引用において、「啓示」「霊

感」に対応する態度、神に直接的に結ばれた者の

態度の場合があると指摘されていました。「神は（‥

‥）特定の個人に、しかもちがった人々にちがったこ

とを語る」とされているような場合です。現実の世界

では、このような場合は実は意外に多いのではない

かという気がすることがあります。しかしこれまでは、

社会が貧しく不安定で、そのために社会的統一や

秩序の維持の要請が強かったために、このような場

合を社会的に有意義なものとして認めることができ

なかったのではないでしょうか。しかし人々の生活

が便利になり、豊かになってきました。少なくとも、そ

のような領域がかなり拡大してきました。このために、

個別的な神の介入を無視して、ある程度以上の社

会的秩序の現実だけが人間の現実だとするような

「操作」の必要性が後退しつつあると考えてもよい余

地が出てきたのかもしれません。

神の介入と、社会的統一・秩序との関係の問題

は、たいへんに微妙で注意深く吟味しなければな

りません。しかし神の介入を、無視したり封じ込め

たりすることはできる限り避けるべきではないでし

ょうか。

社会の「意志」は、さまざまな方法で決定され、

正当化されてきました。近代では「民主主義」と呼

ばれる方法が文句なく優れているという雰囲気が

支配的になっています。しかし、イエスを処刑する

かどうかを決定するプロセス、ステファノの殉教にい

たるまでのプロセス、パウロが追放されたり、逮捕

され裁判が行われたりしたプロセスのことがどうし

ても念頭に浮かびます。これらは二千年近くも以前

のことですから、単純に現代にあてはめて考えると

いうことはできないかもしれません。しかし、イエス

や初期キリスト教徒たちのさまざまな経験からは、

まだまだ学ぶべきところも多いように思われます。

本研究会は、現代のアクチュアルな問題も考慮

しようという意図が大きいと思われます。

できる限りパトリオティスムにとらわれないよう

に注意しながら、今回は、いくらか大胆なことも申

し上げました。しかし広い視野から考える者が少

数とはいえ、存在した方がいいのではないかと思

うところがございますので、本日は、こうしてお話を

聞いていただきました。
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で、礼拝の自由を認めるということになったために、

このような形になったようです。カトリックを国教と

したようでも、実は、世俗権力が諸宗教をおさえ、

管理しようとしていると言ってよいと思われます。

そして背後には、やはり宗教的な前提があると思

われます。やはり「最高存在」の宗教というべきも

のではないでしょうか。

先に言及した「人権宣言」の図を御覧ください。

この種の「人権宣言」の絵はいくつもあるようです

が、どの絵でも、最上位の中央に「目」のシンボル

があります（図19「人権宣言」）。
「目」のシンボルに注目しているとすぐに思いつ

くのは、今のアメリカの１ドル紙幣の裏のデザイン

です。ここにも目があります（図「１ドル紙幣」）。

裏面の左右にある二つの丸に囲まれたデザイン

は、合衆国国璽（こくじ＝国印）の表裏だというこ

とです。

ピラミッド最下段のMDCCLXXVIのローマ数字

は、1776年で、アメリカ独立宣言発表の年。
未完成のピラミッドの上にある不気味な目玉は、

「ピラミッド・アイ」「摂理の目」「すべてを見る目」な

どと呼ばれているようです。

ピラミッドの上下にあるラテン語は、どちらもウェ

ルギリウスにまで遡る表現で、いろいろと議論があ

るようですが、上方のANNUIT COEPTISは

「（我々の）企てに、（神は）味方した」といった意味

で、下方のNOVUS ORDO SECLORUM は「新

しい秩序の時代」といった意味のようです。

こうしてみると、現在の西洋的社会で大きな力

をもっているのは、キリスト教ではなくて、この「最

高存在崇拝」ないしその伝統をひく立場だという

べきではないでしょうか。

また近代において「キリスト教の指導者」という

ことになっている人で、じつは「最高存在崇拝」の

立場にあるのではないかという思われるような人

がよく見かけられるように思われますが、確かなこ

とを確認するのは至難です。

現代の世界の宗教状況について考える際に、も

っとも重要な問題は、もはやキリスト教と他の諸宗

教との関係ないし対立ではないのかもしれません。

「世俗化」の原則、あるいは「最高存在崇拝」の立

場からは、キリスト教も含めて、諸宗教が、その支

配下・管理下にあるに過ぎないのかもしれません。

結論

最後に、結論に擬して、申し上げます。

世俗化が大きく進行している近代の西洋的世界

は、アレキサンダー大王の征服の当初の状態へ復

帰しようとする動きのように見えるところがあります。

ただし、アレキサンダー大王の時と今とでは、社

会における富の総量が大きく異なっています。この

ために、アレキサンダー大王の時以降に生じた、上

層と下層の対立による全体的な不安定の問題を

回避できるのだと考えられているかのように見えま

す。つまりすべての者が結局は豊かになることを目

指すことで、ローマ帝国の時のキリスト教の国教化

を無効にしようとしているように思われます。

また五つの社会類型の立場からは、実は現代

の社会は中国型に向かっているように見えるので

すが、このことは今回は十分に説明できません。

キリスト教について申し上げると、キリスト教は、

民族主義的だったユダヤ教の枠組を、神の介入の

あり方を根拠にして普遍主義的に広めようとした

試みだったと言うことができます。

キリスト教の試みは、近代の展開の中で有効性

を失いつつあると考えるべきかもしれません。根

本的には、神の介入が部分的なものにとどまって

いることが原因です。この状況の中で、教会とい

う制度の枠の中で、人による人の支配を社会全体

に強要したり、またこの体制に従属するよりも、近

代人はほかにやることができてしまいました。科

学技術を進歩させ、富を増大させることです。し

かも人々の幸福の度合は、大きく増大しています。

これは神学的には、神が介入しない現実にお

いて、人間的な幸福の実現可能性の領域が増大
220
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図１０ 宗教を押さえつけるアポロン
Apollon terrassant la Religtion, par Chinard,
Louvre, Paris ; in Jean-René Gaborit, La
Révolution française et l’Europe 1789-1799,
Editions de la Réunion des musées natinaux,
1989, p.26

図１２ フランス人民は、最高存在と、魂の不死を認める
Plaque provenant de la façade de l’église de Beaufort-en-Vallée, Musée
de Beaufort-en-Vallée ; in Jean-René Gaborit, La Révolution
française et l’Europe 1789-1799, Editions de la Réunion des musées
natinaux, 1989, p.26

図１１ ロベスピエール
Jules Isaac et al., Cours d’Histoire Malet-Isaac.
De la Révolution de 1789 à la Révolution de
1848, Classiques Hachette, Paris, 1960, p.147
; (Musée Carnavalet) 

図１３ 最高存在の礼拝

図１４ 革命の看板
Jules Isaac et al., Cours d’Histoire Malet-Isaac. De la
Révolution de 1789 à la Révolution de 1848,
Classiques Hachette, Paris, 1960, p.120

図１５ 恐怖政治批判
Allégorie sur la justice révolutionnaire par J.-B. Louvion,
Carnavalet, Paris ; in Jean-René Gaborit, La Révolution
française et l’Europe 1789-1799, Editions de la Réunion
des musées natinaux, 1989, p.29
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図１古代イスラエル民族の宗教 図３ イエスの時代のユダヤ教

図５ キリスト教世界の二重構造

図６ キリスト教と西洋型社会の融合〈中世的安定〉 図７ 拡大した西洋型社会の問題

図８ キリスト教的西洋社会の構造〈三重構造〉 図９ 科学技術と近代西洋社会

図４

図２ 神との断絶
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同志社大学　一神教学際研究センター　2005年度第2回「一神教の再考と文明の対話」研究会

2005年7月23日（土）

比較文明論の観点からみたキリスト教世界の類型化の試み
千葉大学　加藤　隆

00導入

01前提的な指摘
・特性と類型
・パトリオティスムの問題
・「神的現実を考慮した五つの社会類型」
上個人主義下共同体主義社会（西洋型）
上共同体主義下個人主義社会（中国型）
共同体主義１――柔軟な全体（ホリスティク）共同体（日本型）
共同体主義２――社会機能別の固定的諸共同体の相互依存による共存（インド型）
共同体主義３――社会全体についての客観的原則による共同体統治（ユダヤ・イスラム型）

02キリスト教世界の類型
ａ ユダヤ教の成立からキリスト教の成立
ｂ 基本的な西洋型社会とその危機
ｃ キリスト教と西洋型社会の融合――中世的安定
ｄ 科学技術と近代西洋社会

03二重構造の諸相
ａ キリスト教世界の二重構造
ｂ 近代西洋社会の二重構造

04「最高存在」以来の西洋的な近代世界における「宗教的立場」

キリスト教の二重構造

フランス革命の解説　キリスト教は啓示宗教だ　近代のキリスト教批判の典型
しかし神は、ほんの部分的にしか,介入しない
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図１７ Charte
La liberté des cultes sous Charles X, Lithographie de
Delaporte, Paris, Bibliothque nationale, in Philippe Joutard
(dir.), Du roi Très Chrétien à la laïcité républicaine (Jacques
Le Goff et René Rémond (dir.), Histoire de la France
religieuse, Tome 3), Seuil, Paris, 1991, p.156.

図１８ Louis  XVIII
Jules Isaac et al., Cours d’Histoire Malet-Isaac. De la
Révolution de 1789 à la Révolution de 1848,
Classiques Hachette, Paris, 1960, p.385

図１９ 人権宣言

図１６ コンコルダ適用
Philippe Joutard (dir.), Du roi Très Chrétien à la laïcité
républicaine (Jacques Le Goff et René Rémond (dir.),
Histoire de la France religieuse, Tome 3), Seuil, Paris,
1991, p.114 ; (Bibliothèque natinale, Paris)
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ワニは、ニワトリのように卵を産む、だから神は存在する
私はアメリカですばらしい景色を見た、だから神は存在する

詩的なものがキリスト教
無邪気な神の存在証明　無邪気と片付けられないところがある。近代人にとって神
とはそのようなもの。真の救いは問題にならない。手軽な感覚の満足で済んでしま
う。そのような人が発言しはじめ、そして社会的に大きな価値をもつ

キリスト教における正典の問題

ルナン　たくさん売れた
シャルニエ　読まない

コクトー

読まないからだめだ、ではなく、読まなくても、そこにあればよい

枠があり、あとは管理・運営の問題
人による人の支配

マルコ福音書の二箇所
「読んだことがないのか」

050708 The Japan Times
タイで、ムスリムが仏教徒を殺している
ロンドンの地下鉄、同時多発爆破

部門研究１
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シャトーブリアン
詩的なものがキリスト教
無邪気な神の存在証明　無邪気と片付けられないところがある。近代人にとって神
とはそのようなもの。真の救いは問題にならない。手軽な感覚の満足で済んでしま
う。そのような人が発言しはじめ、そして社会的に大きな価値をもつ
ある程度の知識人的な発言ができるものが増加する。しかし本当のeruditではない。
厳しい分析の態度がない。

1802 Chateaubriand  Le Génie du Christianisme『キリスト教精髄』

キリスト教は再興されねばならなかった。18世紀の貴族もブルジョワも、非宗教的。
哲学者たちによって作られたキリスト教についての偏見によれば、キリスト教は野蛮
で、非合理で、滑稽。理解力のない者、バカ者しか、これを信じない。
この「偏見」を変化させねばならない。キリスト教は、尊敬すべきもので、品がよく、
美しいものでなければならない。

Lanson p.895
Si Bonaparte donc ne fut pas le restaurateur du culte, Chateaubriand ne fut
pas le restaurateur de la foi.

Son dessein était de “(......) prouver que, de toutes les religions qui ont jamais
existé, la religion chrétienne est la plus poétique , la plus humaine, la plus
favorable à la liberté, aux arts et aux lettres, que le monde moderne lui doit
tout ; ....

その目的。「これまでに存在したあらゆる宗教のうちで、キリスト教の宗教が、もっとも
詩的で、もっとも人間的で、自由・芸術・文学にとってもっとも都合がよく、近代世界
のすべての根拠になっていること（‥‥）」

Que les nids des oiseaux sont bien faits ! Donc Dieu existe.
Certains oiseaux ont des migrations régulières. Donc Dieu existe.
Le crocodile pond un oeuf comme une poule. Donc Dieu existe.
J’ai vu une belle nuit en Amérique. Donc Dieu existe.
Lansonはcandeur無邪気さ、と言っている
鳥の巣は、よくできている、だから神は存在する
鳥の中には、定期的に旅をする渡り鳥がいる、だから神は存在する



キリスト教における正典解釈の可能性
――土の器としての正典――

歴史的な事情を調べていきますと、正典性はどんど

ん相対化されていくばかりです。聖書が正典である

というのはどうもあやしいということになってきます。

正典性は証明されることではないでしょう。こういう

場で「信仰」を持ち出すのはふさわしくないとすると、

あくまでも、正典であるかないかは必要性の問題で

あろうと思います。現行の聖書が正典であることが

必要かどうかが問われるのではないかと思います。

これからの発表は、つづめて言いますと、「正典」

という言葉が有効性を失いつつあるキリスト教会の

中で、聖書を読もう、聖書を味わおうと思っている

者が「正典」と呼びうる「一つのテクスト」としての聖

書を欲している、要請しているという話です。です

から、非常に小規模な話になります。研究会の前

回からの文脈にうまくつながらないのではないかと

危惧しますが、この点はご了解いただきたいと思

います。コメンテーターのほうで、研究会の文脈に

つなげていただけるのではないかと願っています。

さて、前置きが長くなってしまいましたが、発表を

始めるにあたって、まず四点だけ前提としているこ

とを確認しておきたいと思います。

◎一つは、近代聖書学の成果が教会に比較的影

響力を及ぼしていると思われる欧米と日本のプ

ロテスタント教会の事情を前提にお話するという

ことです。ただ、厳密に調査をしておりませんの

で、大体の印象に基づいて話しをさせていただ

くしかないと思います。

◎二つ目。カトリックとプロテスタントでは正典の範

囲が多少、異なっています。ここでは主にプロテ

スタント教会の正典を念頭において論じていき

たいと思います。しかし、私の言いたいことはカ

トリック教会の正典においても基本は変わりま

せん。

◎三番目に、『旧約聖書』という表記は『新約聖書』

に対比してキリスト教が勝手に名付けたキリスト

教会の言わば方言です。本来、適切ではない

表記です。タナハとか「ヘブライ語聖書」と言った

方がいいかもしれません。しかし、この発表では

キリスト教の中の議論にかぎりますので、便宜的

に『旧約聖書』という名称を用います。

◎もう一つ、日本では２０世紀半ば頃から、「聖書の

正典論的解釈」という立場が提唱されています。

渡辺善太、岡村民子という人たちが代表者です

が、ここでの発表はこの「聖書の正典論的解釈」

の立場を前提としません。

●問題の設定
では、本題に入ります。

キリスト教は極めて多くの教派、教会に分かれて

いますが、各教会は信仰告白をもっております。そ

れによって自らの教会を発展的に規定しております。

それぞれのキリスト教会の信仰告白では、旧約聖

書と新約聖書の両方が正典であるとされています。

たとえば私が所属している日本基督教団の信仰告

白は「我らは信じ、かつ告白す」とあって、次の文言

が続いていきます。「旧新約聖書は神の霊感により

て成り、キリストを証し、福音の真理を示し、教会の

依るべき唯一の正典なり。されば聖書は聖霊により

て、神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与

ふる神の言にして、信仰と生活との誤りなき規範な

り」。こういう具合に「聖書は正典であり、信仰と生

活との誤りなき規範である」と宣言されています。

キリスト教会はこのように旧新約聖書を正典と見

なしていますが、聖書の正典性は今日、概してその

内実を失っているように見受けられます。旧新約聖

書が、信仰告白にあるように、「神の霊感によりて成

り、キリストを証し、福音の真理を示し、教会の依

るべき唯一の正典」として、実際のところは、機能し

ているとは思われない。また聖書が「聖霊によりて、

神につき、救いにつきて、全き知識を我らに与ふる

神の言にして、信仰と生活との誤りなき規範」として

活用されているようにも必ずしも見えないのです。

現行の旧新約聖書は正典であるという表明は、

キリスト教会の中では反対はされません。しかし、

あまり積極的に支持されているわけではない。とい
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「正典」について話してくれということでお引き受

けしましたが、私が少し話せるのはキリスト教の聖

書の正典性についてであり、それも、聖書解釈に

かかわる点だけに限られます。ですから、これから

させていただく発表は、この研究会の「一神教の

文明と対話」という大きなテーマとは程遠いもので

す。前回は、正典論と政治、民主主義との関係に

ついて発表があったと思いますが、その文脈につ

いても今回は触れることができません。

私は聖書学者というより、一キリスト教徒として、

読者として、また求道者として聖書をこういうふうに

読みたいという解釈の方向性をだいたい持っており

ます。その方向性とは、聖書についての知識や情

報を知るということではありません。もちろん、そのよ

うなことも的外れな読み方を修正するようなときには

絶対必要ですが、しかし、あくまでも聖書そのものの

言葉や表現に付き添っていく、詩を読むような読み

方に似ていますが、そういう読み方をして見えてくる

事柄、出会わされる事態があるに違いない、それを

待ち続けるという聖書の読み方、そういう方向性を

持っております。聖書を使った黙想と言ってもいい

ですが、聖書を分析したり批判したりするのではな

く、味わうという読み方を個人的には志向しておりま

す。このような読み方は学問とか研究とは言えない

ものかもしれません。しかし、宗教改革以前の聖書

解釈はそれに近いものでした。最近でも、幸いにも、

現行のテクストの文学構造や文学性、レトリック、「か

らくり」に密着して解釈していこうとする方法が聖書

学の中でも、辛うじてではありますが、市民権を得

ております。また、カトリックの方でも聖書による黙想

ということが盛んに行われています。聖書を「深読

み」するという試みも教会では行われています。こ

のような形で聖書にアプローチしていこうとする者に

とっては、聖書は一つの小説のように、一つの「作

品」として、神の「作品」として、つまり「正典」として読

者に与えられていなければ困ります。たとえば、『わ

が輩は猫である』には「漱石らしくない部分があるの

でその部分は取り除こう」とか、「もっと漱石らしい文

章を入れるべきだ」とか、「この作品は漱石の作品と

しては二流だから『草枕』の方がいい」、あるいは「こ

の部分はナショナリズムが見られるから括弧に入れ

るべきだ」、「民主的だからゴチック体で強調しよう」

とか、そういう議論はあってもいいと思いますが、し

かし、私としては夏目漱石著『わが輩は猫である』を

読みたい。漱石が書いた普通の標準版を手元にく

ださいという要求をしたいと思います。

これと同じことで、テクストの言葉を表現に密着

してテクストを読んでいきたい者には、一つのまと

まりのあるテクストとして、キリスト教会が保持してき

た「神についての証言」、「教会の標準版テクスト」、

その意味での「正典としての聖書」が必要です。そ

れがすばらしいものか、あるいは極めて古臭い教

条主義的な代物なのか、そういうことは次の段階で

問われていいことですが、読者、黙想する者には

まずとにかくテクストが要るのです。

私は正典を肯定する立場で話をしますけれども、

客観的な根拠を示して現行の聖書が正典であると

証明するようなことはできないでしょう。正典成立の
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史学派の系譜に属すると言ってよいと思います。そ

の根底には啓蒙主義が厳然と横たわっています。

啓蒙主義は基本的にキリスト教会の伝統に反対す

る立場であって、神学や形而上学を排除し、信仰、

聖霊、霊性（スピリチュアリティ）、神などを学問、研

究の領域に入れないか、入れるとしても歴史化、合

理化した上で入れようとする思想的傾向です。

さて、啓蒙主義を根底に持つ歴史・批評的な研

究に従いますと、聖書の正典性が承認されること

は極めて困難になってきます。先ほど申したとおり、

とりわけ新約聖書の正典性を論じた議論の多くは

否定的な結論に至っています。その主張点は次の

通りです。新約聖書に関して次の四点にまとめて

おきました。

◎「聖書は多様な伝承、さまざまな思想が集められた

ものであり、それが一つの正典としてまとまることは

ありえない。福音書においてもイエスや福音につ

いての理解が多様であるし、パウロ書簡において

も後代の教会の付加や修正、訂正が加えられて

いる。その他、多様性の実例は挙げればキリがな

いほどである。だから、新約聖書は規範としての正

典では到底ありえない」という主張です。

◎二つ目は、「聖書は正典すなわち規範だと言うが、

そこには初代教会の思想が入り込んでおり、イ

エスやパウロの先進的な思想と比べると後退し

た書物になっている。聖書以外に、初代教会の

思想に染まらないイエスやパウロの元来の思想

に、より近い書物があるし、これからもひょっとし

たら発見されることがあるかもしれない。だから、

現行の聖書の最終編集は不完全なまま、書物を

閉じてしまったのであり、これでは到底、規範と

はなりえない」という主張です。

◎三番目は、「正典としての聖書の中の書物の選択

は」、いろんな書物が入っていますが、「この選

択は極めて人為的、政治的なもので、キリスト教

会のエゴイズム、異端排斥のためのイデオロギー

に基づいている。したがって、現行の聖書は正

典ではありえない」という主張。

◎四つ目は、「新約聖書は旧約聖書を本当に理解し

ようということを意図していない。自らに都合がい

いように恣意的に解釈して旧約聖書を利用して

いる。旧約聖書の権威を使って自らを正当化し

ようとし、権威づけようとしている。そのように作為

に満ちた書物であり、正典とは言えない」という

主張です。

以上のような理由などから、「教会が正典を制定

するという行為は、正典の成立のころは、確かに異

端を排斥するという、それなりの意味があっただろ

うが、今日では、正典の使命はすでに終わってい

る」と主張する人もいます。実際のところ少なくとも、

今日、「聖書を正典として認めるべきだ」と強く主張

する人は非常に少ないのではないかと思います。

このように新約聖書だけでも正典性が危ぶまれ

ていますので、旧約聖書と新約聖書という、時代

も背景も思想も全く違う書物を、今なお一つの正

典として見なしていこうというような無茶な試みは、

問題にさえならないという雰囲気が、今は支配的で

はないかと思われます。

●素朴な立場―キリスト者・求道者の要請
今日の聖書学の主流である歴史・批評的な方法

によりますと、現行の聖書は正典とは言えない。と

いうよりも、そもそも正典という概念自体が意味を失

っているということになります。しかしながら、聖書は、

一般の書店で手に入りますけれども、まずは教会の

中の書物です。聖書が教会の外で論じられることは

一向に構わないわけですが、聖書が活用される場

所、聖書が生きるところは本来、教会の中であるわ

けです。閉鎖的で狭い見方のように思われるでしょ

うが、ここで教会というのは教会の組織、権威のあ

る組織よりは、読者の集まりと考えていただければ

よいと思います。救済を求めて、神との何らかの出

会いを求めて聖書を読む読者の集まり。そういう意
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うよりは、「聖書は大事だと言われており、そういう

教育を受けてきて、自分もそう思うけれども、しかし

本当のところ正典であるのかどうかはあまり関心が

ない、どちらでもいい話だ」、これが教会の一般的

な意見ではないかと思います。現行の聖書を正典

として堅く信じる福音派の教会もありますが、今は

一般的な傾向について述べています。

同志社大学大学院神学研究科に入ってくる学生

は、一昔前はほとんど牧師を志して入学してきまし

た。彼らは専攻を決める時、「神学を学ぶなら、ま

ず聖書を勉強しなければならない」と、強迫観念に

近い意識を持っていたように思います。放っておい

ても聖書学を専攻する学生は結構たくさんいまし

た。形だけあっても聖書は尊重されていました。と

ころが最近は、牧師になろうと思って神学研究科

に入ってくる学生に、そのような意識はほとんどな

いように見受けられます。聖書に対する思い入れ

がない。したがって、ヘブライ語、ギリシャ語を勉強

する動機も薄くなっていますし、そもそも聖書を読

む意味もよくわからなくなってきています。教会で

行われている説教や聖書研究の準備のためという

ことで、聖書を読むということくらいですね。この結

果、聖書学専攻は減少しております。牧師志望者

であっても、聖書を読まないことに後ろめたさを感

じない者がいる、というのが昨今の神学生の現状

です。これは学生だけの問題ではなく、教会全体

の聖書に対する評価、牧師の聖書に対する姿勢、

教会における聖書の読み方といったことが、こうい

うところに反映しているのだと思われます。キリスト

教会では聖書は一応正典とされていますが、一般

的に言って正典として機能していないと言えます。

このような事態に至っている理由として考えられ

るのは、まずは、教会と聖書そのものの権威が失

墜している、教会が伝える言葉の権威が失墜して

いるということだろうと思います。もう一つそれと並

行して、啓蒙主義に基づく聖書学が発展してきたこ

と、これも聖書が正典性を失った理由の一つに数

えることができると思います。私は現行の旧新約聖

書の正典性に意義を見いだそうとする立場に立ち

ます。ただし教会や聖書の権威を復興させてそれ

に頼ったりすることは、もはや今の時代はできませ

ん。また、信仰告白による規制を強く主張して、そ

れに立脚することもいたしません。ただ、一キリスト

教信者、求道者として、一人の読者として、黙想す

る者として、私の前に正典としての聖書を与えてほ

しいというふうに要求したいと思います。せっかく

教会の中で伝えられてきた求道の手がかりを今に

なって奪わないでほしいと願うばかりです。

●正典の失墜
キリスト教会であっても聖書は実質上、正典とし

ての権威を必ずしも持っているわけではないとい

うことをお話しました。しかし、キリスト教会で聖書

の正典性が否定されているわけではないこともお

話しました。ところが、学問の世界からは聖書の正

典性は攻撃的に否定される場合が多いように思わ

れます。聖書の正典性が論じられる場合は、ふつ

う、旧約聖書の場合と新約聖書の場合とに分けて

論じられますが、旧約聖書の方は、その内容にキ

リスト教会が絡まないので攻撃されることはあまり

ありません。しかし、新約聖書の正典性はずいぶ

ん批判されることが多いようです。

近代の聖書学の主流は歴史・批評的研究によっ

ておりまして、その方法論として様式史、伝承史、編

集史的なアプローチを実行していきます。聖書は一

挙に書かれた部分は少なく、大部分は伝承の集ま

りであるわけですが、歴史・批評的研究の方法の

基本は、まず聖書本文を伝承単位、もしくは文学単

位に分割し、そして伝承のよって来たる「生の座」を

推測します。編集史的な手法は、さまざまな伝承が

現行の聖書本文に落ち着くようになる過程に注目し

ます。ですから、編集史的方法はいくらか総合的で

あるのですが、歴史・批評的研究の基本的な作業

は本文を分解、分析することであると言えます。この

歴史・批評的方法は大きな流れで言いますと宗教
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味を持ちます。同じ一つの単語の意味は、厳密

に言うと、用いられる文脈によってすべて異なり

ます。それが伝承単位になりますと、その意味合

いがコンテクストによって変わるのは単語以上に

なると思います。ですから、聖書の中のコンテク

ストが大事になってくるのです。聖書の中で、単

語や伝承は聖書の中で新しい意味を獲得する。

そのコンテクストも一つではない。一つの単語、

伝承を包むコンテクストを文字単位に止めるの

か、段落までコンテクストを広げるのか、さらに書

物全体に広げるのか、新約聖書にまでコンテク

ストを広げるのか、聖書全体にコンテクストを広

げるのか、コンテクストをどの範囲に設定するか

によって単語の意味、伝承の意味も変わってき

ます。単語でもいろいろな意味レベルを持って

いるわけです。聖書はメタファーであるということ

が言えます。現行の聖書全体を一つのコンテク

ストとしますと、そこに一つの意味空間が現出し

ていると考えることができます。ところが歴史・批

評の分析的、批判的な目からは聖書の一つのレ

ベルだけしか見えない。歴史的なレベル、歴史

的な言語レベルしか見えてこないのではないか

と思わざるをえません。

◎聖書は聖書に対する者の目的によって、自らを別

様に表します。歴史史料として読めば、聖書は

そのようにしか自らを表さないのです。しかし、宗

教の書として読めば、そのように応えてくれます。

正典は歴史的に成立しましたが、成立の歴史的

な事情だけで聖書の正典性を説明し尽くすこと

はできないのではないでしょうか。

◎啓蒙主義は聖書を外側の環境や歴史によって

ほとんど規定し尽くせると考えて、そのように説

明してきました。それはしかし物事の一面であっ

て、それでは聖書内の聖書の独自性の多くが見

逃されてしまいます。啓蒙主義的な見方が浸透

することによって、キリスト者が聖書を読む意味

がわからなくなってしまっている。キリスト者にと

っての聖書の魅力も失せてしまっています。啓

蒙主義が近代社会を覆っていますので、教会の

中でも、本音では聖書はあまり面白くない書物

だと思っている人が結構いるような気がします。

これでは正典性の概念が崩れるのは当然です。

◎啓蒙主義に限りませんが、聖書を読む時に大抵、

欠けていることがあります。それは言葉の種類や

機能を吟味するということです。たとえば言葉は、

伝達の言葉、科学の言葉、詩の言葉、宗教の言

葉等々、いろいろなレベルがあります。詩の言葉、

宗教の言葉は「メタファー」の言葉だと言ってい

いと思います。聖書は宗教の言葉で書かれてい

る。聖書はメタファーなのです。これは外側から

は説明し尽くせないレベルの言葉であるというこ

とです。宗教の言葉を論文の言葉、歴史の言葉

で切り裂いてしまってはならない。歴史の言葉

に基づいて、簡単に正典を批判することはでき

ないのではないかと考えるのです。

すでに述べました「正典の失墜」の項で、聖書学

の立場による正典に対する否定的な見解を四つ挙げ

ましたが、それぞれについて私の見解を述べていき

たいと思います。

◎まず多様性について。「聖書は多様な思想、多

様な伝承が入っている。規範としての正典には

なりえない」という意見ですが、さまざまな思想、

多様な伝承はシンフォニーのイメージで統合す

ることができるのではないでしょうか。聖書は神

学的に単一ではないし、そうである必要もない

わけです。多様であるから却って豊かであると

いうことも言えます。

◎二番目の「客観的に見て必ずしも最上の書物が

入れられているわけではない。他にもいい書物

があるのではないか」という意見について。正典

には客観的に見て必ずしも最上の書物が入れら

れているわけではありません。これについては発
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味で教会という言葉を理解していただきたいと思い

ます。教会の中でこそ聖書は生きてくるということで

す。聖書の正典性は救済のメッセージを与え続け、

受け継ぎ続けている教会というコンテクストにこそあ

るのであり、教会の外では正典性は問題にならない

というか、一般的な意味で、その必要性、有効性は

説明できるわけがないと言わざるをえないでしょう。

信仰を継承する時に、教会は正典を必要とするの

です。また、救済や神との出会いを求めて聖書を読

もうとする者こそが、正典としての聖書を必要とする

のです。聖書の素朴な読者こそが、「聖書の現場」

だと言えるわけですが、この聖書の素朴な読者には、

伝統の中で伝えられてきた「証言のまとまり」、正典

が与えられる必要があるのです。

聖書の素朴な読者から見ますと、正典否定の現

状は賢い啓蒙主義的研究者が、一人ひとりの信者

や求道者（＝教会）から正典としての聖書を取り上げ、

占有し解体しているようにも見えます。

●正典批判に対する疑問
そもそも救済や神との何らかの出会いを求めて

聖書を読む読者と、聖書研究者とは聖書を読む目

的が異なっています。そもそも目的が違いますから、

次元が違う。聖書を読む目的や次元が違えば、読

み方も異なってきますし、聖書の見え方も違ってき

て当然だろうと思います。歴史・批評的な方法によ

る聖書研究は極めて優れた業績を残してきました。

優れた方法であることは間違いありません。これか

らも多くの成果を残していくはずです。このことは強

調しても強調しすぎることはないだろうと思います。

しかしながら、歴史・批評的な方法によって聖書に

まつわる膨大な情報や解説が提供されたわけです

が、そのことが即、聖書そのものの解釈と理解には

ならないということに注意しなければなりません。聖

書を理解するというのは、さまざまな有益な情報に目

配せしつつも、そこを一歩踏み出す作業だからです。

聖書を生きることにかかわる書として読む者は、

諸々の解説の渉猟だけでは不十分であり、テクスト

そのものに立ち帰り、知識と情報の鎧を下ろし、読

者の心身と人生を総動員して総合的に、テクストに

対して一人で立ち向かう覚悟が必要です。そして、

そのようなやり方が可能になるためには、読者が自

分に合ったテクストを探し求めるのではなく、救いの

メッセージを伝える側から、あるまとまったテクストが

読者に与えられていなければならないのです。

以下、歴史・批評的方法による正典批判と歴

史・批評的研究に対する私の疑問、疑義を思いつ

くまま述べたいと思います。

◎歴史・批評的なアプローチは啓蒙主義、合理主

義に基づいた方法論です。啓蒙主義はテクスト

に自らを披いて立ち向かおうとはしません。テク

ストをマイ・テクストとして読み、口で唱えて黙想

することはしない。あくまでもテクストを自分とは

違う対象として措定し、分析し、観察し、考察し

ます。優れたテクストの場合は、読む側が変えら

れるという経験が生じるはずです。啓蒙主義の

テクストに対する対し方では正典性の意義はわ

かってこないだろうと判定せざるをえません。

◎啓蒙主義による正典批判は、現行の聖書を何度

も何度も読み返し、その結果出てきたものでは

ありません。聖書を読むとは、それを唱え、それ

によって黙想したり、祈ったりする宗教的な行為

をも意味します。そのようにして聖書は理解され

るのです。聖書の外の情報からだけでは理解で

きない。啓蒙主義による正典批判は、教会組織

や教会の保守性に対する批判が主なもので、そ

の教会に対する批判が正典批判に飛び火して

いるということだろうと思われます。

◎歴史批評的なアプローチは、聖書本文を、とにか

く分解、分析しますが、それだけでは聖書の意

味は見えてきません。総合的に読む必要があり

ます。コンテクストが重要です。一つの言葉、一

つの単語も辞書的な意味で終わることはありえ

ない。コンテクストの中で初めて単語は独特の意
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の関連、モチーフの関連などが生じ、正典内部

に、書物や伝承の、ただの寄せ集め以上の新た

な世界が現出することになりました。旧約聖書と

新約聖書も、本来一つになりえない書物かもしれ

ませんが、一つの作品の中に、むりやりかもしれ

ませんが、閉じ込められることによって、両者の

間にも新しい相互の関連が生じたのです。正典

として、互いに矛盾する要素が一つにまとめられ

ることによって新しい意味世界が誕生したという

わけです。この意味世界は「メタファー」であると

言うことができますが、このような意味の次元は、

歴史・批評的な、分析的な方法では見逃されて

しまうレベルではないかと思います。

◎正典として文脈が閉ざされ、配列が決められたこと

によって、この配列によっても、もともとばらばらであ

った各書、各部分は新しい文脈を形成し、それに

よって新しい意味を担うことになります。たとえば

ユダヤ教の正典はプロテスタントの旧約聖書と同

じ書物だと言われています。実際、両者は同じ書

物を含んでいる。しかし、両者は配列が違います。

配列が違うので意味合いは違ってくると言わざる

をえません。プロテスタントの旧約聖書は、やはり

キリスト教の聖書なのです。キリストの到来に向け

た書物になっていますし、新約聖書をその後に持

つことによって新約聖書側からの初代教会による

解釈が加重されています。正典の中では各書物

は順番が決められており、連鎖でつながっていま

すので、「これは古臭くて好ましくない書物だから

外に出そう」とか「もっと現代人のためになるフレッ

シュな書物を入れよう」という書物の入れ替えはも

うできません。入れ替えをすれば全体の意味が

変わってきてしまいます。こういう事態も、旧約と新

約を総合的に読まなければ見えてこない、そういう

意味レベルではないかと思います。

◎キリスト教会によって現行聖書が正典として読者

に提示されていますと、読者はその全体を教会

の物語として受け取り、読むことができます。正

典と、それ以外の書物との境目が曖昧だったり、

あの書物の方がよかった、こちらの方がよいとい

うような迷いがありますと、読者はこれをどういう

ふうに読んだらいいかわからなくなってしまいます。

曖昧さや迷いがありますと、読者の方も、境目を

決めたり、書物を選んだりすることに関心が向い

てしまって、全体を読むということができなくなりま

す。キリスト教会の言わば教科書は、一つのまと

まった書物として提供される必要があります。そう

して初めて、それに対するさまざまな角度からの、

いろいろな手法を用いた、分析的でない総合的

な読み方ができるようになります。歴史資料を提

供する情報言語ではなく、詩的、宗教的言語とし

て読み、味わうことができるようになります。

以上、「そもそも正典というものが存在すること」、そ

して「現行の聖書の中の書物が、一つの閉じた正典

として与えられていること」、この二つの点の積極的

な意義を思いつくままに述べさせていただきました。

こうしてみますと、現行の聖書を正典として認めること

は、とにかく聖書を読んだり、黙想したり、聖書を解釈

したりするために必要なのだということになろうかと思

います。聖書を読んだり、口ずさんで黙想するために

は、すなわち、聖書をそこに何かメッセージがあると期

待して読むためには、正典として与えられる一つのま

とまったテクストが必要だということです。

実際、あやうく消え入りそうな形ではありますが、

現行の聖書は辛うじて正典として与えられています。

すっかり否定はされていません。そして幸いなことに、

聖書学の中からも正典性を聖書解釈の限定にしよ

う、正典性を積極的にとらえていこうとする新しい動

きが出てきました。それは一つのかけがえのない意

味空間が、せっかく伝えられ、与えられているのだか

ら、そして、この一つの正典を合理的に分解したり、

整理整頓し直してしまったら、この意味空間が壊れ

てしまうので、これを部分的にではなく、全体的に総

合的に読もうではないかという動きが起こってきまし
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酵のイメージで応えることができます。正典という

のは、ただの寄せ集めではなく、各書物は正典と

いうコンテクストに入れられた時に、有機的に関

連し、意味をコンテクストの中で変えるのです。で

すから、それぞれはかけがえのない書物であって、

書物の順番も変えることはできなくなるのです。ま

た、正典は規範と言われていますが、規範とい

っても、人間の生活を規定したり、考え方を束縛

するものではありません。解釈の仕方は規制され

ていないのです。解釈の可能性は開かれていま

す。解釈の可能性を広げるためにも、むしろ、無

限にある書物を限る必要があるのです。解釈を

広く繰り広げるために制限する、そして閉じる、と

いうことをしています。土俵のイメージを考えてくだ

さい。限られた土俵の上でこそ、自由に相撲する

ことができる。五七五で、俳句の字数は決まって

います。ストイックな定型詩ですが、制限されてい

るから、却って自由であるという面があります。

◎三と四に関して。「正典は異端排斥、旧約聖書を

曲解している」という意見です。これについては物

事を別の面から見ることもできるのではないかと答

えたいと思います。異端排斥、旧約聖書の曲解と

いうと、初代教会は本当に悪者という気がしてきま

すが、これらは同じ事態を別の面から見れば、福

音を何とか守り伝えるための戦略であるともとれま

す。全く新しい事態、極めて伝えにくい喜ばしい事

態、こんなことを言うと一笑に付されかねない事態

に、初代教会は遭遇したわけです。初代教会はこ

の事態に対する証言、つまり福音を何とか守り、

何とか伝えようとして、傍から見ますと頑で、また滑

稽にも見えますが、何とか伝えたいと懸命に工夫

したと言えるのではないでしょうか。

以上のように聖書学が聖書の正典性を批判し、

また否定する、その理由に対して、見方を変える

という形で批判の矛先をかわせるのではないか

と思います。

●聖書の正典性の積極的な意義
私は現行聖書を正典として読むという立場に立ち

ますが、それが認められたとしても、正典という容

器は人間のつくったものであり、所詮、「土の器」に

すぎません。非常にもろいものであることに間違い

はない。ですから、二つの問い、一つは「そもそも

正典というものを今日も私たちが持つ必要があるの

かどうか」、二つ目、「正典が必要だとしたら、現行

の聖書は正典にふさわしいのかどうか」、この二つの

問いに肯定的な答えを出す積極的な理由を挙げるこ

とは案外難しいことです。

すでに述べてきたことと重なるところもあります

が、「そもそも正典というものが存在すること」「現

行の聖書の中の書物が、一つの閉じた正典として与

えられていること」、この二つの点の積極的な意義を

次に思いつくまま、述べさせていただきます。

◎キリスト教の歴史の中で、正典というのは、そこに

立って議論したり、解釈したりできる土俵であると

言えます。土俵に立つ限り、ルールはありますが、

自由に立ち振る舞うことが許されている。この土

俵があってこそ、過去の教会の先輩たちと議論す

ることもできる。正典として与えられた共通のテク

ストがありませんと、議論も出発しないのではな

いでしょうか。伝統的に、基準となるテクストが残

されていることは幸なことであると思います。です

から、救いのメッセージを伝えていくキリスト教会

では、伝える器としての、土俵としての正典がない

と困るのです。

◎聖書が正典として閉じてしまっているということで、

「閉鎖的だ、権威づけではないか」と感じる向き

もあります。しかし、「閉じる」ということには積極的

な意味があります。閉じることによって、各書物、

各文学単位、各伝承が、本来あまり関係がない

もの同士があったとしても、編集段階でキーワード

が散りばめられたりなどする処理も加わって、ば

らばらであったものが相互にキーワードやイメージ
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為としての読みが認められなければなりません。聖

書の研究はさまざまな情報を読者に提供する形で

聖書の「読み」に仕えるべきであると思います。読む

のはあくまでも一人ひとりの読者です。

正典としての聖書は、教会と教会の権威がなくな

った今日では――日本の社会ではもともと権威はな

いのですが――無残な姿をさらしています。確かに

それは欠けの多い「土の器」であるにすぎません。

しかしながら、教会の中では証言と真理を含んだ土

の器だと信じられてきました。「これは不出来である、

不完全だ」と言って器を砕けば、証言も真理も一緒

に流れ出て失われてしまいます。世俗化した社会

の中で教会の権威は失墜しています。聖書の権威

もほとんどないという状態だと思います。こういう時

代にこそ、教会は権威を振りかざすという形ではな

く、大事な証言を保持しているという自負を持たな

ければならないのではないでしょうか。聖書学は本

来、教会にとって大切な学問でしたが、この大切な

学問さえも世俗の啓蒙主義的な発想と方法論に、

言わばお株を奪われてしまいました。教会は証言

（＝聖書）を教会の中で読みついでいくための、（そ

れは、閉鎖的ということではなく、世俗のものの見方

に飲み込まれずに、近代主義を克服して、普遍的な

視野に立って時代をリードするための、という意味で

すが）、教会の中で読み継ぐための、信徒のための

聖書の読み方を保障し、正典としての聖書による黙

想や祈りをさらに深める聖書学、聖書神学を打ち立

てなければならないように思います。キリスト教の偉

大な神学者と言われるカール・バルトは膨大な『教

会教義学』を書きましたが、これからのキリスト者に

は「教会聖書神学」が必要です。

以上、聖書解釈の方法にかかわる範囲の小さな

テーマでお話をいたしました。使った内容がキリスト

教だけのことになりました。その点はご容赦願いた

いと思います。
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た。これは１９８０年代に著されたカトリックの旧約聖

書学者による詩編研究から始まってきました。当時

ザルツブルグ大学にいたフュークリスターという旧約

学者がこの先駆けとなっています。彼の詩編研究は

すぐに、同じくドイツ語圏のカトリック旧約学者、ロー

フィンク、ツェンガー、ホスフェルトという人たちによっ

て受け継がれ、今や詩編研究の主流になっている

と考えられます。

この詩編研究をご紹介しますと、旧約聖書の中

に詩編という書物があります。ヘブライ語の詩１５０編

を集めた書物です。１９８０年代以前は１５０編の詩は

個別に研究されていました。方法論としては、グンケ

ルという人、宗教史学派の大物ですが、彼が代表

者である類型研究が１９３０年代から始まっています。

これは、詩編にはいろいろなタイプの詩が集められ

ているので、詩編を「嘆きの歌」とか「讃美」、「王の

詩」、「信頼の歌」とか、類型に分類し、それぞれの

類型のよってきたる「生の座」に戻って詩を理解して

いこうという方法です。この類型研究は他の旧約聖

書研究や新約聖書研究にも多大の影響を与え、今

日でも聖書学の最も有効な方法の一つとして用い

られています。

これに対してフュークリスターは、詩編は、イエスの

時代も、今、我々が持っている詩編の配列のままに、

個別にではなく、第１編から順番に「朗唱されるべき

祈りや黙想のための一つのテクスト」として個人的に

使われていたと主張しました。詩編を注意深く読み

ますと、詩編１５０編はばらばらではなく、隣り合う詩編

同士、１編と２編、２編と３編というふうに隣りあう詩編

同士が鍵言葉によって結びついている、そして連鎖

していることがわかります。このことはすでにある程度

知られていました。グンケルも知っていました。しかし、

さらに考察してみますと、詩編はいろいろなタイプの

詩の集まりですが、それらはただの集まりではなく、

寄せ集めであることを超え、コンテクストの中で詩編が

個別である時の本来の意味を変えて、１５０編全体と

して一つの固まり、全体で何かを表現する、まとまり

のある一つの大きな詩になっている、ということがわか

ってきたのです。ですから、詩編をばらばらに離して

考察していたのでは、イスラエルの本当の祈りを見逃

してしまう。詩編という書物を理解できないことになり

ます。このイスラエルの深い祈りは、テクストの最終編

集という段階でようやく明らかになります。この詩編の

最終編集の意図をくみ取り、イスラエルの深い祈りに、

今日の我々の祈りを重ねていかなければ、今日、

我々が詩編を読む意味もないと言わざるをえません。

つまり、我々が詩編を分析して研究したりするに

止まらず、生活の中で祈りと黙想のテクストとしてこ

れを生かし、またこれに生かされていく時に、個々

の詩編を読むのもいいのですが、それ以上に、正

典詩編の全体、１５０編の全体、全体のコンテクスト、

全体の配列、それらによって生じる新しい意味空間

に触れ、それを味わい、その流れに身を委ねること

が極めて大事だということです。

諸要素が配列され、互いに連鎖し、互いに意味

を浸透させていって、最終編集で新しい意味空間

が生じる――このことは詩編研究で明らかになって

きたことですが、これは何も詩編に限ったことでは

ない。詩編を超え出て旧約聖書全体にも言えること

ですし、それさえも超えて旧約、新約を含めた正典

聖書全体についても該当することです。そして、先

ほど名前を挙げたツェンガーという人などは、「雑多

とも言えるほどさまざまな要素を含んだ正典聖書の

中にシンフォニーの響きを聴いていこう」と提案をし

ています。というようなわけで、詩編を生活の中で読

んだり、それで祈ったり、聖書を黙想のテクストとして

用いる――そういう立場からは、正典の必要性と意

義が唱えられ、正典としての現行聖書が黙想の一

つのテクストとして豊かな意味空間を提供するという

ことが主張されています。

●最後に
聖書を研究するだけではなく、これを一つのまと

まりとして、つまり正典として読み、黙想する権利が

読者にはあるのではないかと思います。宗教的な行
236
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①聖書は多様な伝承、様々な思想が集められたものであり、ひとつの「正典」としてまとまりえない。
②「正典」が規範というならば、聖書以外に、初代教会の思想に染まらない元来の思想により
近い書物があるし、これからも発見される可能性もある。現在の聖書の編集は不完全であり、
規範とはなりえない。

③聖書の書物の選択は異端排斥のためのイデオロギーに基づいている。
④新約聖書は旧約聖書を真に理解することを意図せず、これを恣意的に解釈して自らを権威づ
けようとしている。

以上の理由などから、正典成立のころは意味があったであろう「正典の使命」は、今日では
すでに終わっていると主張する者もいる。
新約聖書の「正典性」が危ぶまれているのに、旧約聖書と新約聖書をなおひとつの「正典」

と見なしていこうとする試みは今や問題外の感がある。

●素朴な立場――一キリスト者・求道者の要請
聖書は教会の中にある書物である。教会で用いられ、信徒によって読まれる（ここで「教会」

というのは、教会の組織というよりは「『救済』を求めて聖書を読む読者の集まり」の意味で用
いる）。聖書の「正典性」は教会というコンテクストにこそある、と言わねばならない。信仰を継
承するときに、教会は「正典」を必要とする。また、『救済』をもとめて聖書を読もうとする者は
「正典」としての聖書を必要とする。「素朴な読者」――聖書の現場！――には「証言のまとまり」
が必要である。
ところが、聖書の「素朴な読者」から見ると、「正典」否定の現状は、「賢い」啓蒙主義研究者

が一人ひとりの信者や求道者（＝教会）から「正典」としての聖書を取り上げ、占有して解体し
ているように見える。

●「正典」批判に対する疑問
そもそも、「『救済』を求めて聖書を読む読者」と聖書研究者とは聖書を読む目的が違う。すなわち、
次元が違う。目的や次元が違えば、読み方も異なり、見え方も相違してくる。
歴史‐批評的な方法は極めてすぐれた業績を残してきたし、これからも多くの成果をあげていく

ことだろう。しかし、それによって聖書にまつわる膨大な情報や解説が提供されたが、そのことが
即、聖書そのものの解釈と理解にはならないことに注意しなければならない。聖書を理解すると
は、様々な有益な情報に目配せしつつも、そこを一歩踏み出す作業だからである。聖書を「『生き
る』ことに関わる書」として読む者は、諸々の解説の渉猟からテキストそのものに再び立ち帰り、読
者の心身と人生を総動員して、テキストに総合的に立ち向かう必要があるのではないか。それが
可能になるためには、キリスト教を伝える側から或るまとまったテキストが読者に与えられていなけ
ればならない。
以下、正典批判と歴史‐批評的研究に対する疑義を箇条書きにする。
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キリスト教における正典的解釈の可能性（レジュメ）
――土の器としての正典――

同志社大学　石川　立

近代聖書学の成果が教会に比較的影響力を及ぼしていると思われる欧米と日本のプ
ロテスタント教会の事情を考えて――
（カトリックとプロテスタントでは正典の範囲が多少異なっていて話を複雑にするので、ここでは
主にプロテスタントを念頭において論じる。また、「旧約聖書」という表記は本来適切ではないが、
ここではキリスト教の中の議論にかぎるので、便宜的にそれを用いる）

●問題設定
キリスト教会は旧新約聖書を「正典」としている。しかしながら、聖書の「正典性」は今日、概

して、その内実を失っているように見受けられる。すなわち、旧新約聖書が「神の霊感によっ
て成り、キリストを証し、福音の真理を示し、教会の依るべき唯一の正典」として機能している
とはかぎらず、また、聖書が「聖霊によって、神につき、救ひについて、全き知識を我らに与え
る神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範」として活用されているようにも必ずしも見え
ない。
このような事態に至った理由として、教会と聖書そのものの権威の失墜、および、それに並

行して進行してきた啓蒙主義に基づく聖書学の発展が考えられる。
発表者は、現行の旧新約聖書の「正典性」に意義を見出そうとする立場に立つ。ただし、教

会や聖書の権威を復興させてそれに頼ったり、信仰告白の有効性を主張してそれに立脚した
りすることはしない。一キリスト教信者・求道者として、「正典」としての聖書を要求したい。

●「正典」の失墜
近代の聖書学の主流は歴史‐批評的研究に依っており、方法論として、様式史、伝承史、編

集史的なアプローチを実行する。聖書の大部分は伝承の集まりと言えるが、この方法は、聖書
本文を伝承単位（もしくは文学単位）に分割し、その伝承のよって来たる「生の座」を推測する。
編集史は伝承が現行の聖書本文に落ち着く過程に注目する。編集史はいくらか総合的ではあ
るが、歴史‐批評的研究の基本的な作業は本文を分解・分析することである。
この方法は宗教史学派の系譜に属すると言ってよく、その根底には、啓蒙主義が厳然と横

たわっている。啓蒙主義はキリスト教会に反対する立場であり、神学を排除し、信仰、聖霊、
霊性（スピリチュアリティー）、神などを「学問」「研究」の領域に入れないか、入れるとしても歴
史化・合理化して入れようとする。
歴史‐批評的な研究に従えば、「正典」は承認されることが難しい。とりわけ新約聖書の「正

典性」を論じた議論の多くは、否定的な結論を持つ。その主張点は次の通りである（新約聖書
に限っても）。
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☆「正典」として「閉じる」ことによって、各書、各文学単位相互のキーワードやイメージの関連、また
モティーフの関連などが生まれ、内部に新たな世界が現出する。旧約聖書と新約聖書がひとつ
の作品の中に閉じ込められることによって、両者の間にも新しい相互の関連が生じる。
☆「正典」として文脈が閉ざされ、配列が決められたことによって、各書、各部分は新しい意味を
担うことになる。実際、ユダヤ教の「正典」とプロテスタントの旧約聖書とは同じ書物を含むが、
配列が違うゆえに意味合いは異なる。
☆聖書が「正典」として読者に提示されていると、全体を物語として読むことが可能になる。ま
た、分析的でなく、総合的に読むこともできるようになる。歴史資料を提供する情報言語で
はなく、詩的・宗教的言語として読み、味わうこともできる。

以上のアプローチは、最近の詩編研究から必然的に要請された読み方である。最近の詩編研
究の成果は、配列、キーワードの関連に注目し、詩編さえも越え出て、旧約聖書と新約聖書を含め
た「正典」全体の意味空間の現出を見、その内側に響くシンフォニーを聞こうとしている。

●最後に
聖書を「研究」するだけではなく、これをひとつのまとまりとして（つまり「正典」として）「読み」、

「黙想する」権利が読者にはある。宗教的な行為としての「読み」が認められなければならない。
聖書の「研究」は様々な情報を読者に提供するかたちで、聖書の「読み」に仕えるべきである。
「読む」のは読者である。
「正典」としての聖書は、教会と聖書の権威がなくなった今日では（日本社会ではもともと、そ
のような権威はない）、無残な姿をさらしている。確かに、それは欠けの多い「土の器」である
にすぎない。しかしながら、証言と真理を含んだ「土の器」だと信じられてきた。「不出来だ」と
言ってこの「土の器」を砕けば、証言も真理も一緒に流れ出て失われてしまうのである。

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

240

・歴史‐批評的なアプローチは啓蒙主義、合理主義に基づいている。啓蒙主義の最も大きな欠
点は、自らを問わないということである。

・「正典」批判が教会批判の一環となっている。
・聖書本文の分解・分析だけでは意味は見えてこない。総合的に見る必要がある。コンテクス
トが重要ではないか。単語でさえも、辞書的な意味で終わることはありえない。コンテキスト
（文脈）の中で始めて独特の意味を持つ。同じひとつの単語の意味は、厳密に言うと、用いら
れる文脈によってすべて異なる。伝承レヴェルではなおさらである。

・読むという行為には読者の生き方や考え方が関わる。聖書を読む目的によって解釈は異な
る。聖書を読む目的まで含めて聖書は吟味される必要がある。

上記「『正典』の失墜」の項の「正典」に対する否定的な主張に対しては、次のような見解を
返したい。

①多様性について。様々な思想、多様な伝承は、シンフォニーのイメージで統合することがで
きる。聖書は神学的に単一ではないし、そうである必要もない。
②「正典」には必ずしも最上の書物が入れられているのではない。「正典」はただの寄せ集めではな
く、各書物は「正典」というコンテクストに入れられたときに、有機的に関連し合うようになった。そ
の意味でそれぞれは掛け替えのない書物なのである。醸成のイメージ。また、「正典」は「規範」で
あるが、「規範」と言っても、教えを固定化させるための教義なのではない。解釈の仕方は規制さ
れていない。解釈の可能性は開かれている。しかし、むしろ解釈の可能性を広げるためにも、無
限にある書物を限る必要がある。解釈を繰り広げるための土俵のイメージ。
③④については、きわめて重要な証言を守るため、と答えたい。「異端排斥」「旧約聖書の曲解」と
言えば聞えは悪いが、同じ事態を別の面から見れば、これは「まったく新しい事態」「きわめて
伝えにくい喜ばしい事態」「守らねば一笑に付されかねない事態」の証言を守るための懸命な
（傍から見ると時に頑なで滑稽な）工夫と言えるのではないか。

●聖書の「正典性」の積極的な意義
「正典」に真理が含まれるとしても、この容器は人間の作ったものであり、所詮「土の器」である。
したがって、現行聖書を「正典」として保持する積極的な理由を挙げることは案外難しい。
すでに述べてきたことと重なるところもあるが、そもそも「正典」というものが存在すること、

そして現行の聖書内の書物が閉じた「正典」として与えられていることの積極的な意義を箇条
書きにする。

☆キリスト教の歴史の中で、「正典」は議論の土俵であると言える。この土俵に立つ限り、自由
に立ち振る舞うことが許されるし（反則もありうるが）、過去の教会の先輩たちと議論するこ
ともできる。与えられたテキストがないと、そもそも議論が出発しない。伝統的に基準とな
るテキストが残されていることは幸いである。
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スケジュール 

１３:３０～１５:００　発表：Issam Mohamed、武岡洋治 
 「スーダンにおける紛争――イスラームとキリスト教、原理主義をめぐって」 
１５:００～１６:３０　ディスカッション 
１７:００～１９:００　懇談会 

日　　時／ ２００５年９月８日（木） 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　至誠館３階会議室 

発　　表／ イサーム・ムハンマド（アルニーレイン大学, スーダン） 

 武岡洋治氏（名古屋大学名誉教授） 
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線(NIF)が政権に就いた。ハサン・トゥラービーは民族・国家を超えたイスラーム共同体の実現を理想と

して強力なイニシアティブを発揮した。このことは、国内においては非ムスリムを圧迫し、国外では既

存のアラブ諸国および近隣諸国の国家元首との相反と、各国の反体制的なイスラーム過激派組織をス

ーダン国内に呼び込む結果となり、さらにイスラーム主義組織の活動に疑惑をつのらせていたアメリカ

の干渉をも呼んだ。

ディスカッションにおいては、現在のスーダンのイスラーム主義運動や、ハサン・トゥラービーの後

の若者への影響などが議論された。

（COE研究指導員　中村明日香）
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研究会概要

今回の研究会は、来日中のイサーム・ムハンマド氏と、武岡洋次氏をゲス

トスピーカーとして迎え、スーダンにおけるキリスト教とイスラーム両過激

派間の衝突について発題をいただいた。

始めに武田氏が、現地調査のデータおよび体験に基づいて、スーダン社会

の現状を説明した。次にムハンマド氏が、スーダンにおける宗教的過激集団

について報告を行った。

宗教的過激派を生む土壌としては貧困などが代表的に挙がるが、ムハンマ

ド氏は、自身の調査によれば、スーダンの事例では経済的要因より、過激派に導引される者が受けた教

育と過激派組織指導者の特異性の方がより直接的な原因になっていると主張した。他地域と類似した

要因として、国内の南北地域間対立、民族間・部族間対立、その他の社会的・政治的紛争、また、キリス

ト教、イスラーム諸グループや他の土着信仰の間、そして各宗教勢力内部の対立といった主に文化的な

対立問題、また、近隣諸国および海外からの外的影響など、様々な事情の作用も付言した。そしてまた、

近年ハサン・トゥラービーのようなイスラーム復興主義指導者が多大な支持を獲得していたことには、

スーダンの地域的な要因が作用していたと述べた。

ムハンマド氏が語るように、スーダン近代にはいくつかの特異な状況が内在していると考えられる。

ヨーロッパ支配からの独立運動に関わったのは、先のマフディー運動の継承者であるアブドゥル・ラフ

マーン・アル・マフディー（であった。彼の運動は、「ネオ・マフディー運動」とも称され、クルアーン解

釈や神学に関しては依然として独自の解釈があるが、それ以前のマフディー運動と異なり革命的な要素

を薄めていた。

アブドゥル・ラフマーンはスーダンを独立に導いたが、その後マフディー家内の分裂やムスリム・ア

ラブ優位の政治状況に対して南部のキリスト教徒人口が多い地域に不満が爆発し、スーダン内戦が勃発

した。後に1969、1989年と2回の軍事クーデターが起こり、1989年クーデター後はクーデターの

首謀者であったウマル・アル・バシール将軍とハサン・トゥラービーを指導者とする国民イスラーム戦
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スケジュール 

１３:３０～１５:３０　公開講演会／発表：塩尻和子「クルアーン解釈から見るジハード論」 
１５:３０～１６:００　休憩 
１６:００～１７:００　研究会／発表：中田　考「ジハードと『イスラーム世界』」 
１７:００～１８:００　ディスカッション 
１８:３０～２０:００　懇談会 

日　　時／ ２００５年１０月２２日（土） 

会　　場／ 公開講演会：同志社大学今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

 研　究　会：同志社大学今出川キャンパス　寒梅館6階会議室 

発　　表／ 講演会：塩尻和子（筑波大学大学院人文社会科学研究科教授） 

 研究会：中田　考（同志社大学神学研究科教授） 
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発表者は、講演の最後の部分である第三部で、「イスラームが暴力的でもなく平和的な宗教でもなく、

秩序の宗教であると言われる」という点についても触れ、宗教は、人間社会にとってなくてはならない

ものである秩序を持続するためには、暴力を容認する可能性がある点に注意すべきであると明言した。

講演会の後、会場を移して「部門研究１」研究会が開始された。

中田氏は、クルアーンにおけるジハードに関する章句を議論した。同氏は、クルアーンにおいて、

非ムスリムの親がイスラーム教徒の子供をイスラームから逸脱させようとする努力が「ジハード」と

いう単語で記されているという点から、ジハードの「聖戦」としての訳語を批判し、「奮闘努力」とい

う和語を提案した。次に、イスラームは暴力を容認するか否かという問いを挙げた同氏は、イスラー

ムにおける暴力の存在を認めたが、イスラームは暴力をコントロールすると主張した。また、イスラ

ーム支配下において平和で暮らした非ムスリムの状況を「奴隷の平和」と名づける最近の批判に対し

て、奴隷と庇護民の違いを明らかにした。彼によれば、後者は非ムスリムだけであるが、前者はムス

リムと非ムスリムを含むと指摘し、庇護民を奴隷という呼称で描写することの誤りを提示した。

発表の後、異なる分野のプロパーであり、イスラーム世界を共通の専門とする参加者たちは、中田

氏による発表と塩尻氏による講演の内容にふまえながら、メディア、思想研究のような異なる視点か

ら、「ジハード」を取り上げた。以下に、主なディスカッションのポイントを挙げる。

イラン・イラク戦争の事例をとって、スンナ派とシーア派の違いが検討された。これについて、シ

ーア派とスンナ派の間にそれほど大きな違いがなく、シーア派においてはイマームの不在によりジハ

ードが開始できず、正統防衛の戦いが許される等の違いを除けば、かなりの部分が共通していると述

べられた。また、ムスリム間における戦いの問題も挙げられた。このような戦いをジハードと呼ぶこ

との曖昧さに注目され、イランとイラクの戦争においては、イラン側はジハードという名前より「聖

なる防衛の戦い」という呼称を使用したことが例証された。

そのほかには、スーフィズムにおけるジハード論とその実践も考察されるべきとの指摘もあった。

スーダンにおけるマフディー運動や北アフリカにおけるサヌースィー教団とイドリースィー教団によ

る植民地化に対するジハードなどのようなスーフィーたちによるジハードが例に挙げられた。

最後に、ジハードが研究されるとき、問題になる幾つかの点が今後の課題として挙げられた。例えば、

イスラーム以前の宗教と民間信仰のジハードへの関与、ジハードにおける殉教者の問題、日本において

一般の人々が理解できるようなジハードの説明の必要性などに関する考察の不足等が提起された。

（COE奨励研究員・京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士後期課程　ダニシマズ・イディリス）
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研究会概要（塩尻氏発表原稿は「公開講演会報告」の項に掲載）

2005年10月22日に同志社大学の神学館礼拝堂において、「クルアーン解釈からみるジハード論」

というタイトルで講演会が行われた。発表者は、塩尻和子氏であった。本講演は、三つの部分から構

成されていた。

第一は、クルアーンの章句と預言者ムハンマドの言行から、ジハードに関連する数ヶ所の記述を巡

る解釈を含む部分であった。塩尻氏は、クルアーンにおいて41ヶ所の章句のうち10ヶ所のみが戦い

を意味することから、クルアーンにおける「ジハード」の「聖戦」としての一般的な理解に疑問をも

ち、ジハードの意味の範囲は戦いのみに還元されないと指摘した。次に同氏は、預言者ムハンマドが

遠征からの帰路に唱えたとされている「小戦から大戦に戻る」というハディースを挙げて、イスラー

ムにおいては戦場での戦いより、悪を命じる己との戦いがより重視されているということに注目した。

さらに、現代イスラーム世界においてテロという呼称のもとで捉えられている非イスラーム教徒に対

する戦争とムスリム同士の戦争が、どこまでイスラームにおける「奮闘努力」にあてはまるかという

現代的問題にも触れた。

第二部においては、「イスラームは暴力を容認するので、キリスト教の方がより平和的な宗教である」

という言説がとりあげられた。同氏は、十字軍という歴史的な事実、5世紀のアウグスティヌスによ

る「正義の戦い」やその原理となっているキリスト教の聖書から「暴力」を意味する数ヶ所の章句な

どを挙げ、キリスト教にも暴力的な側面が含まれていると論じた。さらに、オスマン・トルコ帝国の

支配下において、庇護民が平和に暮らしたという事実と、クルアーンにおける平和的な章句も挙げた。

第二部の結論として塩尻氏は、いかなる宗教の聖典においても暴力的と平和的な側面があると示唆し

た。しかし、暴力を意味するこれらの章句は、その歴史の過程における実践はともかくとして、しば

しばされるように文字通りの解釈のみではなく、比喩的にも解釈できるという可能性が論証された。
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す。法学の用語では「戦闘」、そうでない時は戦闘

ではない。

『われらは人間に、自分の両親に対する善を命

じた。だが、もし彼ら二人（両親）がおまえに、われ

と並べておまえに、それについて知識のないもの

を同位者として配するよう奮闘したなら」（29:8）。こ
こでジャーハダという言葉が出てきます。

『だが、もし彼ら二人（両親）が、おまえにそれに

ついての知識がないものをわれに共同者と配する

ようおまえと奮闘するなら』（31:15）と出てきます。
クルアーンの用法を見ると、ジハードは必ずしもムス

リムの神のために努力という意味ではなく、ジハー

ドのもともとの意味は「努力する」ことですが、ジャ

ーハダとなると違うベクトルを持った相手がいて、

それに対する努力をする意味になります。これがも

ともとの意味で、クルアーンの中で特化されていく

わけです。これはイスラーム学の基本ですが、イス

ラーム学の本では、言葉を説明する時には、クルア

ーンが下される前の、もともとのアラビア語、ジャー

ヒディア時代の言葉の意味を「ルガタン」と言います

が、それで説明して、今度は「シャリアン」の中で、

クルアーンか下されたことによって、クルアーンと預

言者ムハンマドの言行録の中で新しく与えられた

意味においてどうなっているか。シャリアンの説明

があって、その次に「ウルファン」という慣用的な表

現としてどうなっているか。その時代の慣用としてど

う使われているか。さらに「イステラーハン」、専門用

語として、法学の積極的専門用語として、神学の専

門用語として、スーフィズムの専門用語としてどんな

ふうに使われるかという四つのレベルで。これが二

つになったり、三つになったりすることもありますが、

基本的には「語源的な意味」と「クルアーンの啓示

以降の意味」「その時代の慣用的な意味」そして

「専門用語としての意味」、この四つの意味を説明

した上で議論を始めるのが一般的なやり方です。

ジャーハダという言葉も、最初の意味では「神の道」

というのがなく、単に二つのベクトルの違ったものが

「せめぎ合うところで力を尽くす」ということが、31章
15節と29章8節で「イスラーム教徒と多神教徒が努
力する」という意味で、ジハードという言葉が出てきま

す。この用法は後世ではほとんどなくなりますが、全

くなくなるわけではありません。異教徒のジハードとい

うのは珍しいですが、なくはありません。専門用語で

はなく、語源的な意味として使っているわけです。

言葉の説明としてジハードという言葉、ジャーハダ

の名詞形ですが、「大ジハード」と「小ジハード」があ

りまして、小ジハードは「敵との戦闘」で、大ジハード

は「克己」という意味でした。ハジースの中にも出て

きます。これが専門用語となった場合、克己の意味

でジハードを使うことはあまりありません。ジハードの

意味をはっきりさせようとして「ムジャーハダ」という言

葉があり、スーフィズムの文脈で自らと戦う、欲望と闘

うということはジハードではなく、脚注で『奮闘した者

たち』アル－ハサン（スーフィズムの初めの人と言わ

れていますが）によれば、欲望に抗う戦いのことで

ある。また奮戦（mujahadah）とは服従のための忍

耐である、と言われる」（29:69）と、この言葉を使う
ことが多い。イスラームには意味の重層性がありまし

て、それぞれの文脈によって意味が変わってくる。

その意味が明らかにされた時には専門用語的な意

味になる。ジハードを専門用語として使う時には基

本的に法学のキタール（戦闘）の意味で使います。

ジハードというのは戦闘の意味ではないというの

は、護教でも何でもなく、語源としてはそうなるという

ことであります。

キタールは戦闘の意味ですが、これはジハードよ

り用例が多い。ジハードの用例は記載したものがす

べてです。命令形も平叙文もすべて挙げています。

キタールはもう少し多い。クルアーンの中で命令形と

ジハードと関係があるところを出しています。

キタール、戦闘という意味が決められたのは、『戦

いが』不信仰者に対する戦いが、『書き定められた』

義務づけられた（2:216）。これがクルアーンの義務
の話です。平叙文では、戦闘に関する最初の啓示。
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塩尻先生は、問題意識として「現代、イスラーム

が暴力を容認する宗教であるとされているが、この

ことは決してこれからの世界を平和にしない」と話

をされました。このことはその通りだと思います。た

だ私はアプローチの仕方が少し違いまして、「イスラ

ームが暴力を容認する宗教ではないか」という会場

からの質問に対して、塩尻先生は「人間は天使で

はない、天使になろうとすると悪魔になってしまう」

と。的確な答えだったと思います。しかしインターネ

ットで「イスラームは暴力を容認する宗教である。暴

力を容認する宗教はけしからんから殺してしまえ」

とよく出てきます。「暴力を容認する」という言葉自

体が持っている曖昧さ、イスラームにはそもそもそう

いうディスコースはありません。これは西洋のヘゲモ

ニーのもとでなされる問いであります。「イスラームは

平和の宗教である」、あるいは「イスラームは平和な

宗教ではなく秩序の宗教である」という言説が流行

っていますが、「これは問題設定自体が間違ってい

る」と最近、私は答えるようにしています。「暴力を

容認する」というのはいい加減な言葉で、実際には

「暴力を容認しない宗教はない」。暴力があるとす

れば、これに対しては対応は二つしかなく、「暴力を

振るう人間を止める、殲滅する」か「暴力をほって

おくか」のどちらかしかない。「暴力を容認しない」と

いうことはありえない。積極的に暴力を使って止め

るか、暴力をあるがままに放置するしか選択肢はな

い。念力をつかって「止まれ」と言っても止めること

ができない以上、暴力を容認しないことはありえな

い。人間もそうですし、キリスト教徒も仏教徒もシー

ク教徒も同じです。猫でも犬でも同じです。全く意

味を持ちません。そもそも「暴力を容認するかどう

かという問い自体が無意味だ」と身も蓋もなく答え

るようにしています。こういう議論自体が成り立た

ない。したがってもっと細かいところ、ディテールを

論じていくしかないと思うわけです。

聖典解釈でクルアーンの「ジハード」に関する言葉、

ジャーハダという派生語を全部取り出し、解釈をつ

けています。アル＝マハッーリーとスユーティーが書き

ましたクルアーンの注釈書、ジャラーラインの注釈書、

これはスンナ派のイスラームでよく読まれる標準的な

注釈書です。1巻でおさまる簡潔なものですが、スン
ナ派でよく読まれます。中田香織が訳して私が監訳

して、3巻目が最近出版され完結しました。
クルアーンの日本語訳。注釈書の本文は15世紀

に書かれたもので、エジプト人のイスラームの人が

書いたもの。十字軍も終わってモンゴルとの戦争

も終わり、戦争の真っ只中ではないイスラームが伸

びていた時代、近代の植民地支配の歪みがない

時代です。その脚注はスライマン・ジャマルという人、

18世紀のエジプト人です。西洋の影響がある時代
のものです。

基本的に戦争にかかわる言葉は「ジハード」とい

う言葉と「キタール（戦闘）」という言葉があります。

ジハードの方が広い意味で、キタールは狭い意味

です。ムスリム教会訳もジハードは「紛争」と訳して

いまして、キタールは「戦闘」、戦いとなっています。

ジハードはほとんどが戦闘とも理解できる、あるい

はそうでないとも理解できる意味合いを持っていま
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である」というのがジハーディストと言われる人たちの

基本的な主張です。この作者はエジプト人で、エジ

プトでジハーディスト、アラブでジハーディストと言う場

合、これを指すわけです。つまり遠い敵であるところ

のイスラエルや西欧ではなく、それより前にまず自分

の身内の中の敵を倒すべきだと。これをジハーディス

トと言う。敵をジハードをする。侵略者が攻めてきた

時にジハードするのはあたりまえですから、ジハーディ

ストと言う意味がない。名前に値しない。

ところが実際には70、80年代、サダトを暗殺した
ジハード団とイスラーム集団の二つのグループが一緒

になってサダトを暗殺する。このイデオロギーは70年
代から見えてきまして80年代以降、サダトを暗殺して、
その後、武力闘争につながっていく。この議論は「ま

ずイスラエルと戦う前に国内、自分の国をイスラーム

法によって統治を行わない、イスラーム法にとって敵

であるところの背教者にジハードをしないといけない。

これが自分たちの義務である」という議論ですが、二

つのイスラーム集団とジハード団では戦略が違いまし

て、ジハード団は大衆は一切信用しませんので「大衆

闘争をやっても意味がないのでクーデターで目的を達

成しよう」と。軍の中に入っていきクーデターによって

やろうと。それに対してイスラーム集団は「イスラームを

広めていこう」。イスラームは勧善懲悪という思想があ

って、よいことは実行する、悪いことは力づくでも阻止

するという思想があるので、その一環としてイスラーム

を実際に実施して政府を力づくでも変えようと。大衆

的な宣教の中でイスラームを広げていこうという学生

運動ですが、「大衆的にイスラーム革命的なものをや

ろう」。これはイラン革命の影響も戦術的にはあるわ

けですが、そういう二つの戦略の違うグループが一緒

になってサダトを殺すわけです。案の定、あとのことを

考えていなかったのでうまくいかない。大衆もついて

こない。その後、しかしジャマ・イスラミーアや大衆蜂

起路線にジハード団が引きずられて、泥沼のテロの

応酬が今も続いています。それと思想的に直接つな

がるわけではないですが、アルジェリア、イスラーム世

界、アラブ全域で、ジハーディストという人たちの反政

権闘争が繰り広げられています。

彼はジハーディストを二つに分けて「トランス・ナシ

ョナル・ジハーディスト」、これがビン・ラーディン、カー

イダのグループ。「レリジャス・ナショナリスト」、これが

近い敵と戦いたい人たち。この本の中ではそうい

う意味で使っています。近い敵との戦いは失敗し

て泥沼の内戦になります。70年代から始め、90年
代の始めに転換があります。民衆の共感を得る、

対イスラエル、アメリカ闘争にスローガンを戦略的に

転換するという大きな転換があった。その背景には

一つには共産圏が潰れたこと。ロシア軍がアフガ

ンから撤退した。91年の湾岸戦争で米軍がサウジ
に常駐する。国内戦でレリジャス・ナショナリストが

敗北する。こういう時代の中で、ザワーヒリ、もとも

とはエジプトのジハード団の指導者の一人が、ビ

ン・ラーディンについてカーイダを立ち上げるという

ことになります。近い敵との戦いをやったが、ちゃ

んと宣教ができない。イスラーム世界には言論の自

由がありませんので、こういうものはすべて地下で

出版するしかない。見つかると捕まる。正しい主張

が伝えられない。イスラームの礼拝をして断食をし

て暮らしている国が、今、イスラームの国ではない。

イスラームの国を支配している悪い奴らはムスリム

ではない。しかし「ムスリムではない支配者と戦わ

ないといけない」と言われても民衆はよくわからな

い。共感を得ない。「なんで仲間同士、家族が敵対

することをしないといけないのか」。それに対して

「イスラエルが悪い」というのは皆が賛成する。湾

岸戦争以降はアメリカ軍がムスリムの同胞を殺して

いる。これはわかりやすい。近い敵からまずやっ

つけないといけないということだったが、うまくいか

なくて、また実際に反政府闘争をやってもうまくい

かない。なぜかと言うと単に政府をやっつけられ

ないのは、政府だけが敵ではないから。後ろにアメ

リカがいて、それを支える国際秩序がある。武器も

国際的な外交支援も、エジプト政府と戦うことは、
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『戦う者たちには、不正を被ったがゆえにゆるされた。

まことに、アッラーはかれらの援助に関して全能なる

御方。（22:39）』。『戦う者たちには』信仰者たちには、
『戦う者たち』とは戦いを望者たち、ということである。

『不正を』不信仰者たちの彼らに対する不正によっ

て、『…がゆえに』…ことが理由で。このように『許さ

れた』戦うことが、これはジハードについて啓示され

た最初の節であるということです。

クルアーンの中で、先程は「義務」で、ここでは「許

された」とあります。これは時間の違いでありまして、

最初の啓示ですので、これが下るわけです。という

のは許される前は禁じられていたわけです。この前

のヒジュラという預言者ムハンマドがメッカで宣教して

いた時代、マッカに移って国家をつくる前、その時に

は一切の抵抗が禁じられていました。戦争だけでな

く、いかなる迫害を受けても個人的に戦うことが禁じ

られていたわけです。ところがそれがある時点から戦

うことが許される。力を持ってから、国家をつくってか

らです。珍しく、ここには理由が書いてあります。イス

ラームの規定は必ずしも理由が書いてありません。

理由がない方が多い。豚肉を食べてはいけないと、

どこにも理由は書いてありません。しかしここには理

由が書いてあって「不正を被ったがゆえに許された」

と「戦闘は相手の不正があって初めて許される」とい

うのが、この規定からはっきり読み取れるわけです。

キタールという「戦闘」という言葉ですが、専門

用語的にはジハードは、もちろん戦闘になる。それ

についての最初の啓示がこれになります。後にク

ティバ、アライクム、「あなた方に戦闘が期待される」

と出てきます。

命令形の中には戦争が課されるところで彼らは

言った。「ムーサーよ、彼らがそこに留まる限り、わ

れらはそこには決して入らない。それゆえ、おまえと

おまえの主で行って二人で戦え、われらはここに座

っている。」（5:24）。これはイスラエルの神が出エジ
プトで出ていった後、パレスチナの地に入る時、入

るのを嫌がった。モーセに対してそう言ったという

ことが命令形で出てきている、こういうのも挙げて

いるわけです。

細かいクルアーンの解釈は読んでいただければ

いいと思いますが、ハワーズ・ベルゲスというオック

スフォードの学者で、明らかにエジプトのコプト派の

キリスト教徒で、高等教育はイギリスで受けた人で

英語が堪能な方ですが、彼がThe Far Enemy

and the Near Enemyで、今年7月7日、ロンドンの
「テロ事件」についても書いている新しい本です。

「ジハードとイスラーム世界」にぴったりの本だったの

で紹介しようと思います。それなりにいい本で、比較

的まともな本です。一言で内容をまとめると、カーイ

ダに代表されるようなグループを、彼自身は「トラン

ス・ナショナル・ジハーディスト」と呼んでいますが、「こ

のグループはイスラームのジハーディストと呼ばれるグ

ループの中で、もともと孤立していた運動であって、

現在でもそうである。一般のムスリムがいて、イスラー

ミストがいて、さらにジハーディストがいて、その中にト

ランス・ナショナル・ジハーディストがいる」というのが

彼の基本的に分け方です。「トランス・ナショナル・ジ

ハーディストというのはもともとジハーディストの中でも

少数派であって、他のジハーディストから反対を受け

ていた。さらに9･11によって、決定的に孤立して本
来なくなりつつあるものであった。トランス・ナショナ

ル・ジハーディストをもってジハーィストを代表させるの

は間違っている。トランス・ナショナル・ジハーディスト

はジハーィストの過激派ではなく、ジハーティストとは

っきり敵対しあう逆のベクトルを持つものである。さ

らに9･11以降、ジハーディストの中で強い批判を受
けている。そのことが西洋には全然伝わっていない」

というのが、この本の基本的な主張です。これはそ

の通りです。西洋の方ではほとんど伝わってない。

題名は『近い敵と遠い敵』となっていますが、近い

敵は何を指すか。身近なムスリムを名乗っているが、

背教してイスラームの敵であるアラブの政権担当者た

ちです。遠い敵はイスラエルと、その後ろにいる人た

ち。「まず近い敵をやっつけよう。これが我々の義務
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が学術協定を結んだアブヌール・イスラーム学院の

先生です。しかしこの人は専任教員でない。奇跡

のような話で、シリアはかなり自由化が進みましたが、

政治に関する発言は一切許されない、特にイスラー

ムに関しては。この本はレバノンのベイルートで出た

本です。こういう人が公然と大学で教えていること

は信じられないことです。組織的にメンバーかどうか

は知りません。3巻本がインドネシア語に訳されてい
まして英語訳はありません。英語圏のイスラームに対

する知識はいかに少ないか。イスラーム世界、マレー

語、ペルシャ語に訳されているものに比べていかに

少ないかということがわかります。

1章でジハードの言葉の説明をした後、12の戦闘
の種類を出しています。「背教者との戦闘」「叛徒との

戦闘」「盗賊団との戦闘」「生命財産名誉の私的不

可侵性防衛のための戦争」、これは小規模な正当防

衛です。7人の侍のようなもの。「為政者の逸脱に対
する戦闘」、逸脱は背教者までいかない、スンナ派世

界でシーア派の教えに従って支配を始めるようなこと

を指しています。「内戦」、叛徒との戦闘とは違いは、

どちらに正当性があるのかわからない場合が内戦で

す。叛徒との戦闘は戦闘への合法性があって、それ

に対して弱い軍隊が戦っている。内戦は同じくらいの

正当性の持つものが同じくらいの力で戦っている場

合。次は正当性がある方が負ける場合。「権力簒奪

する人間が力を持っている場合の戦い」「庇護民と

の戦闘」、庇護民はイスラーム社会で安全を保障され

て生きている人たちで武装してはいけないことになっ

ているから戦いは起きるわけではないですが、武装し

てしまって反乱を起こした場合にはどうするか。「敵の

財産を奪取目的の戦士による戦闘」。イスラーム世界

から外の異教徒と戦うわけですが、単に隣の国が豊

かだから、石油があるから取りにいこうという場合。「イ

スラーム国家樹立のための戦闘」。地域レベルでイス

ラーム国家がない、だからイスラーム国家樹立のため

の戦闘、これがジハーディストの言うところのジハード

です。この戦闘がジハードであるかどうかを議論して

いるわけです。「イスラーム諸国の統一のための戦闘」、

イスラーム世界には一つのカリフの国があるべきです

ので、そのカリフの国をつくるために、現在あるたくさ

んの国を統一するために武力によって戦闘すること

が許されるかという議論。これらの12の種類の戦い。
これは「他国にいる敵対的な異教徒と典型的なジハ

ード」のケースとは別の12の種類の戦いを範疇化して、
それぞれ専門用語としてのジハードにあてはまるかを

どうか。当てはまらないにしても正当性があるか。「盗

賊団との戦いは許されるが、ジハードではない」とか、

まず「ジハードであるのかないのか」「ジハードであるに

しろ、ないにしろ、そのことがイスラーム法的に正当化

できるか」を論議しています。ジハードが合法化される

ためにはヒジュラの前のマッカ期の戦闘の時代と、そ

の後のマディーナの戦闘の時代に分けて「どういう時

にジハードが正当化できるか」という議論をします。

ジハードの種類については、「イスラーム世界に敵

が攻めてきた場合の防衛ジハード」「イスラーム世界

から外に討ってでる場合の攻撃的なジハード」、最

後にそもそもイスラーム世界とか、ムスリムという自明

の前提とせずに「誰がムスリムか、何がイスラーム世

界なのかを問い直して、イスラーム世界、ムスリム、イ

スラームを浄化していこうというジハード」の３種類が

あると考えています。基本的にはイスラーム法が論じ

るのは「イスラーム、ムスリム、イスラーム世界を固定

的な自明の前提の上にイスラーム法系をつくってい

く」わけですが、それとは別に「三つの類型がジハー

ドにあるのではないか」という、イスラーム世界とジハ

ードについての議論となっています。
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その後ろに控えているものと戦わないと勝つことが

できない。その二つが合わさって、国内の戦いにレ

リジャス・ナシナョナリストたちが破れていく。それで

戦略を転換していく。それが対イスラエル、アメリカ

闘争というビン・ラーディンの闘争になるわけです。

ビン・ラーディンはもともとそういう人ではありませ

ん。ザワーヒリのような人たちは国内にイスラーム国

家をつくるために戦略的に近い敵に向かうわけで

すが、ビン・ラーディンはそういう思想は全くない。ソ

連がアフガンにやってくる、自分たちの仲間が殺さ

れている。だから戦いに行こうということで、最後ま

で国内の同じムスリムの敵、背教者、為政者と戦う

ことを否定するんです。ごく最近、2003年、リアド
で、爆破事件をやるんですが、これがカーイダのシ

ンパによってやられた。それが転機になって、断末

魔の嘆きで「ラクダの背中に重い藁を乗せ、最後

の1本の藁で、もともと潰れかかっているものが潰
れる」というふうに本では言っていますが。

もともとビン・ラーディンは古典的なジハード主義

者であって、敵が攻めてきた時には戦わないとい

けないと。もともとは国内で近い敵と戦おうという

考えを持っていたジハード主義者たちと合流してつ

くったのがカーイダだと。しかし最初は近い敵と戦

っている人たちから裏切り者と見なされ、決して支

持を得なかった。9･11以降も非難を浴びて孤立し
てきた。先細りで潰れそうだった。ところがイラクに

アメリカが侵入することによって情勢が変わった。

著者自身は今でも、これは先細りであって、いずれ

潰れるという考えは変わってないのですが、イラク

にアメリカが入ったことによって、それが大幅に遅れ

ることになるだろうと。兵士をリクルートもできなかっ

たのが、イラクがリクルート基地になって、いくらでも

リクルートできるようになった。ザル・カーウィーもイ

ラクに入った時点ではわずか30人しか部下がいな
かった。泡沫的な人だったのが、今では5,000人
～2万人の兵士を抱えるようになった。イラクがジハ
ードを戦うリクルートの基地にもなり、先端基地にも

なっている。トランス・ナショナル・ジハーディストはム

スリム、イスラーム主義者、ジハーディストからも反対

されていたのが、イラクに関しては一般のムスリムも、

世俗的な政教分離的な政府の傀儡のような宗教

者たち、アズハルト・タンタビィという人ですが、彼ら

も「イラクにおいて侵略軍と戦うことはすべてのムス

リムのやるべきことである」とファタを出すようになっ

てしまう。もともと支持を得られなかったトランス・ナ

ショナル・ジハーディストたちが、ジハーディストだけで

なく、イスラーム主義者も超えて、一般のムスリムに

も説得力を持つような存在になりつつある。彼はそ

れも一時的な現象だと考えていますが、「イラク戦

争によって先細りで潰れそうであったトランス・ナシ

ョナル・ジハーディストが力を盛り返してしまった。ジ

ハーディストの方も力を盛り返した」。この人の姿勢

は「アメリカが対テロ戦争などバカなことをやめて、

対テロ戦争に乗るアラブの独裁政権も支援をやめ

て、アラブの市民社会層の政治参加を促進するよ

うな政策をとっていくべきだ」とまとめています。

彼自身はイスラーム学者ではないので、イスラー

ムに関する分析は取るに足らないですが、現在の

イスラーム社会、アラブのジハードに関しては一次

資料を使って、彼ら自身が書いたものをふんだん

に使い、ディテールで面白い読み物になっていま

す。この人の書かれたものの中では現実を伝える

ものだと思います。

以上、「トランス・ナショナル・ジハーディスト、カーイダ

たちはイスラームのジハーディストの中では孤立して、

単に過激な人たちでなく、違うベクトルを持っているも

のであると押さえておかないと、今のイスラーム社会の

ジハード論は見えない」ということで説明しました。

もう一つは『ジハードとキタール』の3巻本です。1
巻だけは目次を詳しく逐語訳しましたが「イスラームに

おけるジハードと他の種類の戦闘」としてジハードの

語源的、慣用的、専門用語的定義、古典的なイス

ラームの説明スタイルをしています。ムハンマド・ハイ

ル・ハイカルが書いた本です。この人は同志社大学
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※カーイダは2003年方針を変え、リヤドで対内ジハード決行。駱駝の背を折る最後
の一本の藁。pp.249.
※カーイダは、従来のリクルート地アフガン、サウジ、イエメン、パキスタンを失いつつ
あったが、イラクに格好のリクルート地を得る。P.251.(ザルカーイーは最初30名の
部下しかいなかったが、今は5,000-20,000の兵力 pp.259-260)
※イラク、かつてのアフガンに代わり「プロ」のjihadistのリクルート、訓練所化

pp.264-269.
※ラムズフェルト：「（イラクとアフガンでは今）アメリカが、捕らえ、殺し、抑止、思い
止めさせられる以上の戦士を生み出している。」pp.269-270.

※カーイダ外からはアメリカの軍事攻撃、内側からはムスリムによる孤立化に晒され
ている。
※アメリカのコメンテーターとポリシーメーカーはカーイダを葬る最も有効な方法はム
スリム世界の中で敗北させることと気づくべき。アラブの独裁政権への支持は、カ
ーイダの罠にはまること。アメリカのイラク侵略は、カーイダのグローバル・ジハード
に反対していた重要なムスリムの世俗主義政治・宗教集団を民衆から乖離させた。
世俗詩人アドニス「アメリカはアラブに何を望む？　未来もなく歴史の背後に取り
残したいのか？」と謳う。体制的アズハル総長タンタウィーまで、全ムスリムにイラ
クの侵略米軍との戦い促す。 Pp.271-272.

※アメリカはアラブの支配者に構造改革、社会諸層の政治統合への圧略をかけるべ
し。 p.276

Ⅱ．『イスラーム法におけるジハードと戦闘』
Mu∆ammad Khair Haikal, al=jih±d wa al-Qit±l fµal=Sharµ‘ah al=Isl±mµyah, vol.1-3, 1996,

Beirut, 2nd ed..

(インドネシア語訳:Jihad & Perang Menurut Syariat Islam, 2004, Pustaka Thariqul Izzah)

第１巻
第１部：イスラームにおけるジハードと他の種類の戦闘
１章：ジハードの語源的、聖法的、慣用的、専門用語的定義
２章：イスラームにおける戦闘の種類。そのうち何がジハードの範疇か？
１節：背教者との戦闘
２節：反徒との戦闘
３節：盗賊団との戦闘
４節：生命、財産、名誉の私的不可侵性の防衛のための戦闘
５節：イスラーム世界の公共的不可侵性の防衛のための戦闘
６節：為政者の逸脱に対する戦闘
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「ジハードと『イスラーム世界』」

中田　考

Ⅰ．『遠い敵』 Fawaz A.Gerges, The Far Enemy
- Why Jihad Went Global, 2005, Cambridge Univ. Press

※なぜジハードが国際化し、70年代に「近い敵（背教のアラブ支配者）」の打倒に専
念していたジハード運動が90年代後半に「遠い敵（アメリカとその同盟国」のへのゴ
ローバル・ジハードに転換したのかを説明。p.ｵ ．
※９・１１は単に「イスラームの家」の内紛の結果ではなく、jihadistの内紛の産物。

p.24.
※Jihadistは90年代中盤に(1)transnational jihadist, (2)relligious nationalistに分
裂。 p.25.

※「近い敵」との戦いの袋小路から、民衆の共感を得る対イスラエル・アメリカ闘争
に巣尾ローガンと戦略転換。Pp.23-24.
※転換の原因：(1)ロシアのアフガン撤退とソ連崩壊,(2)91年湾岸戦争と米軍のサウ
ジ常駐,(3)国内戦でのrelligious nationalis 敗北 p.30. 

※転換の思想(Zawahiri):アメリカ主導の十字軍シオニスト同盟はアラブ政権打倒を
決して許さないので、遠い敵との戦いを後回しには出来ない。p.32.

※アメリカ50年代以降の冷戦下で無神論の革命的民族主義社会主義との対抗のため
政治的イスラームと同盟。サラフィー・ワッハービー・同胞団も深い対米不信にもか
かわらずソ連ブロックよりは西欧を選ぶ。p.71.
※80-90年代一貫してビン・ラーディンは大不信仰（米）を小不信仰（アラブ支配者）よ
り重視対内闘争反対。p.144
※カーイダのグローバル・ジハードはアフガンでの対ソ闘争と違い十分防衛的に見え
ずリクルートには失敗（米イラク侵略以前）p.231.

※ムスリムたちがビン・ラーデインの主張に共感しても、そのために血を流すわけで
はなく、戦略を実現し、アメリカとの戦力差を克服できるわけでもない。民衆の覚
醒と動員は失敗していた。しかしアメリカの対テロ戦争は、逆効果で、カーイダの
断末魔を延長。アメリカは、カーイダに止めを刺すべきムスリムの政治社会勢力と
の関係を津世埋めるべきなのに、逆に壊す間違った戦いをしている。pp.233-234.

※Jihadistは弾圧により1990年代後半に分裂衰退。カーイダは最後の足掻き。
p.246.
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第３巻
第６部：イスラームにおける戦闘中止の理由、宣教普及、和平定着、生命保護にお

けるその効果
第７部：現代におけるジハード
第１部：理論的研究におけるジハード
１節：ムスリムの著述家にとってのジハードと反証
２節：非ムスリムの著述家、百科事典におけるジハードと反証

第2部：現代の戦争の現実におけるジハード
１節：他国に対してムスリムが非ムスリムとの参戦を定めた軍事同盟。
２節：軍事基地、空港の賃貸、武器、戦略物資の売買、その他の援助。
３節；イスラーム諸国の間の戦争
４節：イスラーム世界内の軍事組織、その活動についてのイスラーム法的判断

参考文献
中田考.『ビンラディンの論理』、小学館文庫、2002/1
中田考「「イスラーム世界」とジハード-ジハードの理念とその類型-｣
『イスラーム国家の理念と現実』 栄光教育文化研究所, pp.200-229, 1995/05
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７節：内戦
８節：権力簒奪者との戦闘
９節：庇護民（国内の異教徒）との戦闘
１０節：敵の財産奪取目的の戦士による戦闘
１１節：イスラーム国家樹立のための戦闘
１２節：イスラーム諸国の統一のための戦闘

第２部：ジハードの合法化
１章：ジハードの前段階：ヒジュラ前のマッカ期のイスラームの宣教
１節：秘匿局面のイスラームの宣教　
２節：公表局面のイスラームの宣教
３節：部族長への提示と援助者との戦争に対する忠誠誓約局面のイスラームの

宣教
２章：ヒジュラ後のマディーナ期のイスラームの宣教
１節：戦闘許可
２節：預言者の戦記にみる戦争の伝承と和議による停戦の概観と演繹される

主要規定
３節：使徒の諸国の為政者へのイスラームの宣教と、そのジハードとの関係
４節：正統カリフ時代におけるあらゆる方面へのジハードの宣戦の諸原因

第３部：イスラームにおける宣戦の諸事由
１章：攻撃への反撃
１節：イスラームにおける戦闘の一つの理由としての侵害
２節：何への攻撃かによるムスリムへの侵害の諸形態
３節：「イスラームの家」か「不信仰の家」への帰属に応じてのムスリムへの侵害
４節：庇護民とそれに準ずる者と非庇護民のムスリムの同盟者への侵害はムス

リムへの侵害
５節：庇護民でない不信仰者とそれに準ずる者、同盟者でない者への不正、侵

害がイスラームにおける戦闘の理由の一つとなるか？
２章：イスラームの宣教に対する阻止
１節：イスラームにおけるジハードの理由となる「イスラームの宣教の阻止」の意味
２節：他国の非ムスリムに何を呼びかけるのか。
３節：イスラーム、あるいはイスラーム秩序への呼びかけへの諸国、民族の対応、

とその法的効果、ジハードの合法化
第２巻
第４部：ジハードの諸法規
第５部：戦時政治におけるイスラーム法規
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おいて民主化によるイスラーム復興の顕在化に関して、90年代のアルジェリアのようにイスラーム復

興を潰せば内戦になるという事例が見られる。それゆえ小杉氏は90年代以降中東で最も民主的なのは

イランであるとし、加えてインドネシアの民主化によって複数政党制に立脚するイスラーム政治すなわ

ちイスラーム民主主義の時代の到来を指摘した。

古矢氏は、近代と宗教の問題をアメリカ合衆国の建国の理念から論じた。まず氏は、アメリカの建国

の理念は現在なお継承されているが、それを継承するアメリカ人のアイデンティティの中身の変化によ

って、解釈の変動を経験していると述べる。建国の理念は、宗教的多元性の中でアメリカの国家形成を

啓蒙と理性を用いて可能にすることを目標とする。ピューリタンの正教国家は国家形成の一つの方法

であったが、その社会統制の不安定さと当時の宗教的多元性によって衰退し、対して啓蒙の波及によっ

て政教分離原則による社会全体の統合が革命期に成立したのである。しかし同時に大覚醒が起こってお

り、啓蒙の波及はアメリカの世俗化の進展を意味しない。革命後の19世紀初頭のアメリカ社会はいまだ

アモルファスであったが、経済的発展と西部への拡大に導かれ生まれた資本主義的な人間類型において

フランクリン的な市民的徳が重視され、労働の価値が評価されることで、「self-made man」がアメリカ

のナショナル・アイコンとなってくる。さらにこの時期に起こった第二次大覚醒によって、ピューリタン

倫理の民主化と同時に覚醒自体の社会化がなされ、ここに千年王国説とアメリカ選民思想が現れた。こ

こで問題となったのが奴隷制であり、それが南部的な労働蔑視倫理に対する北部的な労働倫理の勝利に

終わったことよってアメリカのナショナル・アイデンティティは確立をみたと述べた。そして最後に古矢

氏はアメリカ・ナショナリズムにおけるアメリカ例外論の再考を示唆して発表を締めくくった。

菅野氏は、フランス共和国における「ライシテ（非宗教性・世俗性）」に注目する。氏は、21世紀に入り

メディアにおいて目立った話題として、極右政党の台頭、公立学校におけるチャドル着用禁止の決定、移

民2世、3世を中心とした暴動事件を挙げる。これらは一見すると移民問題の表面化のように思われる

が、もう一度細かくフランスの21世紀最初の5年間を振り返ると、9・11の余波を受けた反ユダヤ、反

イスラームの言説の高まりと共に、アラブ系、ユダヤ系だけでなくアフリカ・カリブ系そして白人にまで、

自分達こそがポリティカリー・コレクトの犠牲者であるという意識を見て取ることができる。しかしラ

イシテの原則から考えるならば、フランス共和国が特定の宗教に親／反であるようなことはあり得ず、

「公共の空間」において個人は宗教、民族等の出自から切り離された市民として在ることを求められる。

そしてこの公共の空間こそが「共和国」の原義である。氏はこの理念の実現の不徹底を個々に指摘する

よりも、むしろフランス・ユダヤの歴史体験から教訓を引き出すことの方が重要ではないか、と指摘す

る。たとえば、このような共和国の大原則も歴史の非常事態においてはもろいものであるという事実、

また、一つの多数派といくつもの少数派が公共の空間を維持するためには少数派の方が多くの出費を求

められるという現実である。そこから、res publicaの維持のために必要なものは、ユダヤ人が同化と

いう形で求められたような共和国への「愛」ではなく、公共のものに対する「尊重」の念であるという視

点も浮かび上がってくる、と述べた。

ディスカッションにおいては、まずコメントとして富田氏からはイスラームと自由主義の対立や公共性

と民主主義について、森氏からは民主主義理解の違い、アメリカにおける個と統合の問題、米仏の政教分

離理解の違いなどへの指摘があり、それを皮切りに国家と個人の問題、近代主権国家とイスラーム、アメ

リカ外交における理念によるグローバリズムなど多岐にわたる問題を巡って活発な議論が展開された。

(CISMORリサーチアシスタント・神学研究科博士後期課程　朝香知己)
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研究会概要

今回の研究会は、「一神教世界にとっての民主主義の意味」をテーマに、通常個別に活動している二つ

部門研究会の合同で行われた。小杉泰氏、古矢旬氏、菅野賢治氏の3名の発表者が、イスラーム、キリス

ト教、ユダヤ教を絡めた視点からこの主題について論じた。

小杉氏は、イスラームと民主主義の関係における問題として、「イスラーム民主主義」を取り上げた。

イスラーム民主主義とは、古代ギリシャが西洋ではないという前提の上でプラトン的な民主主義にまで

さかのぼり、イスラームが本来の意味での民主主義であるという理解であるとする。そしてまた、イス

ラームにおいて論じられているのは手続き的（制度的）民主主義であると指摘する。さらにイスラーム

はウンマ主義であり、社会契約説と個人主義を採用しないことから、イスラームと自由主義が対立性の

高い関係にあると述べ、民主主義と自由主義を分離する。このようなイスラーム民主主義の実現はイス

ラーム思想の市場メカニズムにかかっていると言え、そこでイスラーム民主主義の理論的根拠（啓典の

解釈との整合性）が必要となり、「シューラー（協議、話し合いの意）」が注目される。そしてイスラーム

と民主主義の歴史をみると、1960年以降のイスラーム復興によって現れたイラン・イスラーム革命は、

結果としてイスラーム共和制、選挙制、複数政党制を生み出した一方で、1970年代以降の中東各地に
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番大きい主体としては「シーア派のイスラーム革命

運動」であるということです。中東の場合、民主化

をするとイスラームが出てくる。イスラームと民主主

義が整合的なら、それで構わないのですが、少な

くとも外側の世界、日本も含めて欧米から見てい

ると「イスラームと民主主義は矛盾しているのでは

ないか」ということだろうと思います。

それで一神教的世界に民主主義を、一神教世

界をイスラームの部分にはめてみると「イスラームと

民主主義は対抗性が強い」ということだろうと思い

ます。私自身はイスラーム学、比較政治学、政治

思想史が専門ですが、アラビア語で書かれた政治

思想、古い方もやっています。イスラーム世界にお

いて前近代には民主主義の話題は出ていません。

１９世紀以降になると民主主義もある、民族主義も

ある、世俗主義もある、啓蒙思想もあるということ

になっている。イスラームと民主主義との関係は、

アラビア語の文献で、思想書もメディアの議論も

含めて言うと、ここ２０年くらい、ものすごく盛んに

なっています。かつ２１世紀に入って９月１１日以降、

いよいよその問題が、一方で「テロ」の問題があり、

もう一方で民主主義の問題があってという形をし

ていると思います。そういう構図の中で「イスラー

ム民主主義はある」と私は言っているのですが、

それがどうなっているのかということを申し上げ、

問題提起にさせていただこうというのが今日の題

名になっております。

「論点の見取り図」をご覧ください。「イスラーム

民主主義」というのは何か。「イスラームと民主主義

は合わない」と、皆が思っていると言いましたが、

その中で苦労している話だと言ってもいいと思い

ます。最初に、「誰がイスラーム民主主義者か」と

いうテーマをとりあげます。民主主義の方から見る

と、民主主義はお互い了解事項がたくさんあると

思いますが、ないのはイスラームの方ですので、こ

こではイスラームの方からイスラーム民主主義を見

て、どうなっているかを申し上げたいと思います。

誰が「イスラーム民主主義者」か。イスラームと民

主主義の関係について考え方をざっくり五つにま

とめてみました 一つはa)「イスラームはイスラーム、

民主主義は西洋の思想」というものです。イスラー

ムと民主主義は関係ないか、場合によっては対立

するか、二つ別のものだという考え方があります。

ｂ）は「イスラームは民主主義だ」という言い方があ

り、概ねそういう主張ですが、民主主義の中身が

（日本や欧米とは）違うわけです。民主主義の中身

はイスラームのことを言っているだけだという考え

です。つまり今、民主主義はいいものだという時

代になっているので「イスラームは民主主義だ」と

言って褒めているだけです。これは私の言うイス

ラーム民主主義ではありません。

ｃ）は、ａ）とｂ）のブレンドですが、イスラームはイ

スラームであるということと、民主主義は西洋から来

たという考え方があって「イスラームは民主的では

あるけれども、民主主義ではない」という考え方で

す。これも「イスラームは民主主義で、いいものだ」

という考え方だと思ってよろしいと思います。

ｄ）は、これが私の言う「イスラーム民主主義」な

のですが、イスラームは本来の意味での民主主義

であるという考えです。民主主義を「再定義する」

という言い方は、民主主義が西洋から来たという

ことを前提としていますが、その前提も認めない

という考え方です。民主主義という言葉が西洋か

ら来たということは主要な問題ではない。もっと

言えばデモクラシーは西洋から来たわけではな

い。ここでは当然ながら「古代ギリシャは西洋でな

い」という前提に立っていて、古代ギリシャは思想

の流れからいけば西洋にも行きましたし、イスラー

ム圏にも行ったわけですから、極端なことを言う

と民主主義をポリス的なもの、プラトン的なものま

で押し戻したところから、もう一回、話題にした上

で「イスラームは民主主義である」と主張するもの

です。この場合の民主主義は「民主主義は西洋の

独占物でないと同時に西洋思想でもない」という

私はあまり「一神教世界」という言い方で考える

ことをしたことがないものですから、研究会全体の

趣旨にうまく合うかどうかわかりませんが、発表を

させていただきたいと思います。

「一神教世界にとっての民主主義」を言葉として

考えた時、ゲルナーが亡くなる１０年ほど前に書い

た、『自由の条件』（Conditions of Liberty）という

本があります。ゲルナーは「イスラーム研究」と「ナ

ショナリズム研究」と「共産圏研究」をやっていた

人で、ナショナリズムに関する本も日本で翻訳され

ています。彼が言うには「西洋的市民社会のリベ

ラルな社会とイスラームと共産主義」、今日は「ウン

マ」という言葉を使いますが、ウンマはイスラーム

世界が一つの世界、共同体をなしているという考

え方です。ゲルナーはそれを使って「共産主義は

共産主義ウンマなのだ。共産主義ユートピアがあ

って、イスラームもイスラーム・ユートピアを持ってい

る。ウンマはユートピアを抱いた社会である。共

産主義はだめになったが、ユートピアをこの世で

実現する」ということを言って、しかし「まだ共産主

義は実現していないので、矛盾があるとか、敵が

あるとかと言って引っ張っていったが、引っ張り

きれずに潰れてしまった」と言う。ところがイスラー

ムは宗教ですから「ユートピアはそこにはない」と。

それに対して「リベラルな社会にはユートピアはな

い。自由であるが、それは不安なのである」と言う。

共産主義は冷戦に負けたけれども、西洋的市民

社会が「『イスラームの流れが共産主義に負ける』

と予測するのは甘い」と彼は言っていて「思想の

競争、戦いという意味ではこれから長い時代が来

る」という雰囲気で終わっています。

ゲルナーの言ったことはいろいろな意味で面白

いと思うので、よく話題にします。「一神教」と「民主

主義」を考えた時、リベラルな民主主義で考えると

「真理というのはあるとは言えない。個々人がある

と思っているのは構わないが、あるとは限らない。

個々人が思っている真理とは同じとは言えない」と

いう前提でスタートしましょうということになると思い

ます。一神教というのは「真理がある」という、その

考えはそれぞれ違うにしても「真理がある」というと

ころは踏まえている。そういう意味では「一神教に

とっての民主主義」は、ある種、緊張感の高い物言

いだと思います。欧米の場合は民主主義と一神教

というものの間のすり合わせが何世紀もの間にな

されているのに対して、イスラーム世界で言えば、

せいぜいここ１００年くらいの話題だろうと思います。

長くみても１５０年くらいで、１９世紀前半からスタート

している部分もありますが、深刻になってきたのは

１００年くらい前からだと思います。

タイトルにある「２１世紀的課題群」というのは大

げさですが、２１世紀とは９月１１日以降ということだ

と思います。２００３年のイラク戦争以来、特に「イス

ラーム的なるもの」、イラクの場合はイスラームだけ

ではなく「アラブ的なもの」もありますが、そういう

ものと民主主義というのは整合するかという課題

があります。イラク戦争の結果としてサダム・フセイ

ン政権の独裁は潰れたと言っていますが、その後

に出てきたのは、クルド民族主義もありますが、一
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の人だと思います。民主主義を規範的にとらえる

か、手続き的にとらえるかと言うと、ハンチントンは

手続き的なのです。選挙で政権交代するような仕

組みになっていれば民主主義であると「規範的民

主主義」で論じれば「真の民主主義はアメリカも含

めて世界どこにもない」という議論をしないといけ

ませんし、参加民主主義という考え方はそういう

ことになるのだと思います。イスラーム世界で言わ

れている民主主義は基本的には「手続き的民主主

義」のことだと思います。規範的民主主義は文化

性・文化的な規範理念がはまった思想なので、イ

スラーム民主主義は規範的民主主義だという議論

は可能です。しかし少なくともそこで何を民主主義

とらえるかと考えると、それは制度的な民主制、つ

まり人々の政治参加が、ある制度によって保障さ

れているという形での民主主義だろうと思います。

今日は民主主義を「いろいろな種類がある」と言

った上で、イスラーム民主主義は、手続き的な、制

度的な民主主義を論じていると考えていきたいと

思います。

民主主義には様々あると申し上げましたが、最

大の問題は、自由民主主義とイスラームの関係で

ありまして、これは合わないというのが私の２０年く

らいやってきた結論であります。何が合わないか。

それは、「イスラームは自由主義ではない」というこ

とです。これはご議論があるところだと思います。

民主主義と自由主義を分離するというのは「平等」

と「自由」を分離しているということだと思います。

自由と平等は違う概念である。思い返せば、１９世

紀のヨーロッパでも、この二つは対立していました。

自由民主主義と合体してきたのは民主主義の長い

歴史の中では割合、最近のことでありますから、そ

こは切って考える。１９世紀前半にリファー・タフター

ウィという人がいました。タフターウィはフランスに行

き、フランスに感銘して帰ってきてフランスを紹介す

る。彼の書いたものを丁寧に読んでいますと、フラ

ンスそのものの思想と彼が理解したフランスにはず

れがある。その最大のずれは「自由」を重視するか

「平等」を重視するかということです。タフターウィは、

僕の理解では「平等」において印象を受けた。彼

が大事だと思っているのは平等なのです。フランス

はもっと「自由」に立脚していたと思いますが、彼は

「平等が実現する社会」と読み替えて、こんなすば

らしいものがある、イスラームよりイスラーム的である

という言い方になっていたと思います。

「イスラームは自由主義であるか？」という問いを

立てますと、さきほどのａ）ｂ）ｃ）ｄ）ｅ）の五つのうち、

この問いを肯定するのはｅ）のイスラームは西洋的

な民主主義である、それと同じなのだという「再解

釈」をしている人たちだけだろうというのが私の印

象であります。イスラームと民主主義はいくらでも

合致しうるけれども、リベラリズムとは相当高い緊

張度があるというのが私の強い印象です。なぜリ

ベラリズムとぶつかるか。「社会契約説」と言う時、

最近の社会契約説の動向は日本で教科書的にや

るのとは違う水準に行っていますので、私はここ

ではもっと元の方の近代のはじめの方の社会契約

説の意味で使っておきたいと思います。国家を正

当化する時、社会がなぜできたのか。社会がない

状態から皆が契約して社会をつくったという議論

をイスラームは好みません。なぜならば、人間は存

在した時から社会だというのがイスラームの主流の

考え方であるからだと思います。もう一つは、人間

の理解に関して個人主義を採用しない。社会契

約説にはいろいろな考え方があると思いますが、

少なくも理念的には、社会以前の状態があって、

そこには個々人が存在するのだという考え方をす

ると思います。しかしイスラームはそれを採用しな

いと私は思います。では何かというと「ウンマ主義」

である。「ウンマはイスラーム共同体で、共同体は

社会だ」という主義です。共同体と社会はもちろん

違うものでありまして、イスラーム世界中がウンマだ

という議論と、地域のコミュニティのレベルで機能

する時、いろんな形があるので、雑駁に言うと「イ

ことだろうと思います。

イスラームは市民社会を肯定するという時、市民

的シビルを「マダニー」とアラビア語で言います。マ

ダニーを「都市的」という意味でとるのはそういうこ

とですが、マダニーは「マディーナ」という意味もあり

ます。イスラーム世界の語は常にそうなっていると

思います。それで「マダニーなもの」「市民社会的な

もの」と言うのですが、すぐに「規範」「マディーナ的

なもの」という両義性があって、イスラーム社会の語

法はそういう構造をしていると思います。真にマダ

ニーなものは何か。マディーナ的なものであるという

「規範」は７世紀のマディーナが一番すばらしい民主

主義であるという議論になるわけです。

ｅ)は「イスラームは民主主義である」かつ民主主

義の定義は「西洋民主主義」であるという考えです。

これはイスラーム近代主義の流れだと言ってしま

っていいと思います。私の区分で言うと「再解釈

化」と呼んでいます。イスラームを再解釈する、そ

の過程で近現代の西洋思想をその中に読み込ん

でいくという思想です。

したがってイスラームと民主主義の関係は「無関

係」とか「対立」「親和的だ」ということになりますが、

一番問題なのは民主主義を何だと考えているかと

いう定義です。イスラーム民主主義というのは「イ

スラーム」と「民主主義」がくっついた「イスラーム的

民主主義」と呼んでもよろしいですが、これは民主

主義そのものを「再定義」しないと合わない部分

だろうと思います。

イスラーム世界で、イスラームは民主主義だ、民

主主義でないという議論があります。この議論の中

身を見ていると「民主主義」の何を指しているかが

大変違いますので、そこが一つの問題です。そして

もう一つ問題なのは、私たち（日本人）が「民主主義」

と言う時、何を言っているかということです。日常語

ですから必ずしも共通理解がない。皆、それぞれ

の意味で使っていると思います。一番主流の考え

方は「自由民主主義が民主主義だ」ということだと

思います。日本語で話している時、（「民主主義」と）

普通に使います。しかし漢字にした「自由民主主義」

がリベラル・デモクラシーであるのか。これは大きな

問題だろうと思います。イコールに近いと書きました

が。もう一つ「日本風な民主主義」があります。漢字

で言う「自由民主主義」ですが、私はどう見ても日

本の自由民主主義はリベラル・デモクラシーではな

いと思います。日本で議論している民主主義は、ア

メリカが一つのモデル・軸になって考えられている

と思います。しかしヨーロッパでの民主主義の種類

を前提とした議論もあるだろうと思います。当然な

がらヨーロッパは冷戦が終わってからここ１０年くらい

「第三の道は社会民主主義である」という雰囲気に

なっています。ヨーロッパの民主主義はそもそも「キ

リスト教民主主義」が長い間主流でした。イスラー

ム民主主義と一番比較しやすいのはキリスト教民

主主義という意見です。しかしながらキリスト教民

主主義というのは、すでに歴史的使命を終えつつ

あるのではないかという疑問も出されています。宗

教的な意味でのキリスト教とリベラルな民主主義、

セキュラーな民主主義があるとすると、その間の歴

史過程で、２０世紀には盛んだったけれども、２０世

紀の終わりに力が衰えてきたのはなぜなのかとい

う考え方があります。イスラーム民主主義は今、（さ

まざまな種類のものが）たくさん出てくる傾向にある

ので、そこの比較が少し難しいと思います。ただイ

スラーム民主主義はイスラームそのものではなく、イ

スラーム的な正統性に基盤をおいた政治イデオロ

ーに立脚する民主主義だということで定義すると、

キリスト教民主主義と一番比較がしやすいというの

が、私の正直な印象であります。

「プラトン的な意味での民主主義」まで今は遡ら

ないことにして、次の「規範的民主主義/手続き的

民主主義」に移ります。ご存知の通り、このごろ中

東、イスラーム世界の民主主義や民主化論が盛ん

です。ハンチントンというと、最近『文明の衝突』ば

かり取り上げられますが、もともとは『第三の波』
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づけが違うわけです。私の理解ではイスラーム世

界の中では１９世紀後半から中道派をめざす勢力

が存在し続けています。イスラーム思想には、真

ん中がいいという考えがあり、それを中心に結集

しようとする力が常に働いているというのが私の

印象です。真ん中は何か。１９世紀終わりから２０世

紀前半には、片方には「伝統的イスラーム」、連綿と

して続いているイスラームの伝統、この世界では民

主主義もリベラリズムもないというものがあったと思

います。その一方でヨーロッパのものだったら何で

も採り入れた方がいいという「欧化主義」があり、

エジプトの１９世紀のある時期を見ていると、日本

の鹿鳴館みたいなムードが満ち満ちていた時代も

あると思います。そしてこの両側の真ん中をめざす

人達がいました。ところが現在は、一方には「イスラ

ーム急進主義」、さきほど武装が主要な基準ではな

いと言いましたが、ここでは武装闘争の問題は大き

いと思います。武装して革命していく力が一方にあ

る。反対側には何があるか。「世俗主義」、これはイ

スラーム世界で言われる世俗主義です。最近の世

俗主義という言葉の用法はイスラームと対立する思

想を「世俗主義」と呼ぶ傾向が強くありますので、

彼らが普通に「世俗主義」と呼んでいるものとは別

のものです。三極分解していくと、真ん中に「中道

派」がいて、そうでないものは、一方はイスラームで

はありますが、中道派から見ると、これは「本来の

イスラームでない」と思われるものをイスラームとい

う。もう一方には「イスラームから出ていく」という思

想があって、真ん中でイスラームであるけれども、し

かしある時代の層にあった穏健なものという。イス

ラーム急進主義、過激主義は、丸く言うと民主主義

に反対の勢力だと思います。

一方で、反イスラーム主義としての世俗主義は

イスラーム民主主義の方から言うと「反民主主義」

です。「イスラームは民主主義ではない」という議論

をする勢力、今のアメリカのブッシュ政権も含めて、

そこに入れてもいいのかもしれませんが、民主主

義というものを押しつけていくのは反民主主義だ

と思いますので、民主主義の議論がそういうもの

として展開していくようなものも含めて「イスラーム

の前提から民主主義を否定する」「民主主義の前

提からイスラームを否定する」、この二つの「反民主

主義」が真ん中にあって。真ん中から言えば、真

にイスラーム的であり、真に民主主義的なものが

いいというのが「イスラーム民主主義」ですが、そ

れをくるんだ「中道派」がある。

「中道派」の定義は、広義のイスラーム社会の実

現をめざす諸勢力、諸潮流なのですが、そのため

にはムスリム全体、イスラーム教徒全体の自覚的な

参画が必要だと思う勢力だということであって、急

進主義とは違う。急進主義の場合、イスラーム教

徒が皆、参加することができるとは必ずしもなって

いないと思います。もっと先鋭的な動きがあって

もいいと思うだろうと思います。

この「中道派」が三つ、民主主義に対する立場

を持っていて、一つはａ）「理念として、イスラーム民

主主義の構築をめざす」。これが、私が言っている

「イスラーム民主主義者」であります。ｂ）、ｃ）は民主

的なものは希求していますが、イスラーム民主主義

とは言いません。イスラームと民主主義を整合化さ

せることに、それほど興味がない勢力です。全体と

しては独裁とか、強権支配とか、君主の恣意的支

配は嫌な人たちです。ｃ）は「目的として、政治参加

の実現を求める」。手段として民主主義を言ってい

るということですね。民主主義を実現すれば自分

たちの言うイスラームの実現も可能になるという、反

イスラーム世界が強権支配している状態ではイスラ

ームの実現もできないから民主主義の方がいいと

いう、これは中東を見ているとたくさんあるわけで

す。サダム・フセイン時代のイラクでも、現在に至る

までのアルジェリアでも、イスラームが復興してくると

上から潰すということは、よく起こることですので。

これはかなりあります。ａ）ｂ）ｃ）は民主主義のトーン

からいくと、それぞれ違いがある。

スラームはウンマを前提とする」。ウンマということ

は共同体ですから人間は社会的動物であるという

考え方だろうと思います。社会的動物、社会性を

ビルトインされた存在であるという「関係論的人間

観」だと思います。

イスラームの場合は当然ながら、神がアダムとイ

ブをつくって、そこから人類が始まったというシン

ボルが重要だと思います。これは一神教に共通し

たシンボルです。イスラームの発想ではアダムはた

った一人だったのですが、アダムの子どもたちとし

ての人類は生まれる瞬間から、単なる「個」では存

在しません。必ず誰かとの「関係」の中て定義づ

けられるような、逆にいうと関係の中でしか定義

づけられないから、それ自体としての人間の形は

していないという前提で考える「関係論的人間観」

があると思います。ただアダムとイブの象徴という

のは一神教に共通のことですので、そうすると、そ

れでイスラームがそうだと説明するのは問題がある

だろうと思います。象徴そのものの理解が違う、そ

こに解釈の分かれが出てくるのだろうと思います。

少なくともそういう人間観があって、個人というも

のを想定して「一人ひとりの人間には天賦の人権

がある」という発想には行かないような構造がある

のではないかと思います。人権はありますが、人

権はもともと関係論的なもの、関係の中において

おかしてはならないものであるというのが、イスラ

ームの人権思想の原理だと思います。誰もいなく

ても、人間の「個」というものの中に人権が天賦の

ものとして、所与のものとして入っていると考える

のではなく、人間が「関係的に存在」した瞬間に、

互いにおかしてはならない財産とか生命、身体が

あるという発想をしていきます。

図１をご覧ください。神と人間の関係があって、

神と契約している人間は共同体をなしている。

この共同体がアラビア語では「ウンマ」になるわけ

です。イスラーム思想の中では、ウンマをどう

運営するかというのが民主主義の議論だと考えて

もよろしいと思います、

今のイスラーム民主主義者は誰か。私はイスラ

ーム中道派と呼んでいますが、この人たちの中に

イスラーム民主主義者がいるということです。中道

派でないところにはいないと言っていいと思いま

す。「イスラームはイスラームだ」とか「民主主義とは

関係ない、敵対している」と議論している人たちは

中道派に入っていません。中道は穏健が大多数

であると考えていますが、穏健は思想的穏健性と

いうことであって、銃を持つかどうかは主要な問題

ではありません。武装しているかどうかは思想の

主要な基準にならない。私は長くレバノン内戦を

研究しているのですが、レバノンは１９７５年から９０

年まで延々と内戦をしていて、そこではあらゆる党

派が武器を持つことが前提でなされたので、思想

は関係ありませんでした。全員が武器を持つ状態

になれば、民主主義かどうかは全然関係ないとい

うのが私の理解です。そういうことを基準にしてい

くと、レバノンは１５年にわたってテロリストだけが

いた国になってしまうので、民主主義者はテロリス

トでしたという、わけのわからない議論になります。

問題は思想だと思います。武器を持つ、持たない

は国際関係論的に考えても関係的な問題として存

在することで、それだけをもって過激とか、過激で

ないという議論はできないと思います。最大の問

題は国家が武力を有するということです。穏健派

の全うな思想は、社会を安定させるために全うな

国家があって、軍隊があって領土を防衛すること

もできないといけないということです。それはごく

穏健な思想だと思いますが、そこでは当然、必要

があれば戦争が行われるということが前提とされ

ているものだと思います。穏健とは、武器を持つ

かどうかではなく、思想的穏健性のことです。

穏健とは何か。「中道派」は左右の真ん中、右左

はフランス革命から来ている呼び名ですから、何を

もって右と言うか、左と言うかが問題です。両側が

あって真ん中がある、真ん中は時代によって位置
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いく。なぜ減るのか、どうして勝ち負けがつくのか

というのを調べてみました。一般信徒は法学者に

従わないといけない。しかし誰に従うかは決まっ

ていない。これは選べるのです。そうすると人気

の出た法学者が生き残る。イラン革命の時、ホメ

イニが出て「王政はだめだ」と言う。その時、「王政

でいい」と言った人たちもいました。人気で圧倒

的に革命の側についてしまったという、ホメイニさ

んの人生を考えれば、２０年、あるいはもっと若い

時から頑張ってきた結果かもしれませんが、長い

歴史から見れば短期間に「思想の市場」が動いた

ということだと思うのです。

人気を得るポイントの一つは啓典の解釈ですの

で、整合性と説得性がないといけない。イスラーム

はこうだと言い張っても啓典（クルアーン）を持って

きてテクストと話が合わないとどこにもいけない。

二番目は法学者ですから法の規定を出した時、合

理性・便宜性がある。一般信徒はテクストの解釈

がどれだけ正しいか専門的に解釈する力がない

にしても、結論を聞いて、なるほどと思うことはで

きるので、好きな人に従えばいいというときに、あ

あ、なるほどと思った人に従う。三番目は法学者

の才能・資質です。学派の組織力がある。ホメイ

ニさんは、合理的な説明をしたのではなく、彼の

人格がすごかったのだろうと思います。人々にイ

ンパクトを与える力があったのです。四番目は支

持者の熱心さもあります。自分の学派をけなす人

たちがいると徹底してやっつける。タバリー学派と

ハンバル学派の闘いのようなことを考えると、そう

いうことが起こると思います。タバリー学派は負け

てしまった学派です。５番目に王朝の「公式学派」

としての採用。これも大きい。今、イランはシーア

派になっていますが、サファウィ朝が１６世紀に成

立する以前は、ハンバルラナがたくさんいたわけ

です。オスマン帝国はハナフィ学派を公式学派に

しましたから中東全域にハナフィが広がったという

ことはあると思います。

こういうのを見ていると、どこが市場なのかと思

うかもしれませんが、市場というものは完全に自

由競争がなされていて、需給で決まるというので

もありません。一番リアルな市場はこういうものだ

と思うのです。今、ライブドアが潰れかかっていま

すが、あれは市場原理で潰れているのではない

でしょう。公権力の介入のせいで潰れて、犯罪を

したからかもしれませんが、市場原理で価格が下

がっているのではありません。市場にはあたりま

えですが、外からの力が働きます。

たとえば牛肉を輸入禁止するとか、しないとか、

様々な規制があったり、いろんなことが起こるわけ

です。（イスラーム思想は）１６世紀に至るまでに大

体「市場の均衡」になったと思うのですが、１８世

紀以降、もう一回「市場が流動化」してきた。西洋

と邂逅する、現代とぶつかる中で変わってきた。

それが２０世紀から２１世紀にかけて、ものすごい

市場の流動化が起こっている。その中でもう一回

争っている中での新しいブランドとしての「イスラー

ム民主主義」であると思います。

３．「イスラーム民主主義の理論的根拠」は啓典

の解釈との整合性が必要です。根拠はシューラー

（協議、話し合い）です。クルアーンの中のシューラ

ー章第３８節で「互いの間で協議（シューラー）を旨

とし」とあります。「諸事について彼らと協議をせよ」

（イムラーン家書１５９節）にありますが、シューラー

（協議）は話し合いですので、これをしないといけ

ないのか。（２）シューラーの義務性・拘束性の表を

ご覧ください。啓典を読むと、シューラーをした方

がいいということはわかりますが、これは義務なの

か、やった方がいいという程度なのか、またやっ

たときには意見を聞いた方がいいのか、まあ聞け

ばいいのかで分けます。統治者は協議をした方が

いいか、しなくてもいいのかを「任意」とします。し

なければならないを「義務」として、上段と下段に

分けました。結果に「拘束」されるか否かについて、

任意に意見を聞けばいいというのを「随意に採

こういう中道派がいて、２０世紀最後の３０年は中

道派がどんどん結集しつつあったというのが私の

議論だったのですが、２１世紀はそうではありませ

ん。２１世紀は両側の軍事主義が上がっている。

武装闘争で世界を変えようというイスラーム急進派

がいれば、それを「テロ」と措定して世界的な反テ

ロ戦争をする力がいて、二つが両方からぶつかっ

ていて、民主的な勢力は地盤沈下しつつあるとい

うのが私の議論です。中道派はどんどん追い詰め

られて、数は多いですが、発言権がなくなってい

るというのが、ここ５年くらいの状況ではないかと

思います。

２．「イスラーム思想の民主的性格と市場的性格」

に入りたいと思います。イスラーム民主主義者た

ちはどうやってイスラーム民主主義を構築しようと

しているか。イスラーム思想と言い換えましたが、

なぜかと言うと「イスラーム」というのはイスラーム

をめぐる諸解釈のことだからです。いろいろな人

が、イスラームをどう思うかということがイスラーム

でありまして、中空に「イスラーム」がポンとあるわ

けではない。イスラームを名乗る思想です。「名づ

けえぬイスラーム」と呼んでいます。なぜかと言う

と、イスラーム思想を研究していて厄介なのは誰

もが「イスラーム」と言って名前をつけない。イラン

革命のイデオローグの中で大きな重みを持ってい

たホメイニという人がいますが、彼が自分の思想

を急進的革命、イスラーム共和主義と呼んでくれ

れば問題は単純だった。ホメイニさんは最後まで

「イスラームはこうだ」と言い続けたわけです。どの

思想家をとっても同じであって、イスラーム民主主

義者もイスラーム民主主義はこうだという議論は必

ずしもしない。「イスラームはこうだ」と言ってイスラ

ーム民主主義を語ります。イスラームとは別にイス

ラーム民主主義があるというふうに彼らは言わな

いわけで、イスラームを正しくやると、こうなります

という中身がイスラーム民主主義であるという行動

をしていて、誰も彼もが「イスラーム」と言う。イスラ

ーム思想史を見ていると、ほとんど名前が出てこ

ない。これが大変厄介なことであります。

「イスラーム」と我々が呼んでいるものはイスラー

ムを名乗る諸思想が全体としてイスラームをつくっ

ていると言ってもいいと思います。この中のどれ

が正しいと決めるのか。教会とか公会議、相談が

ないということが議論がされますが、ここ何年か私

は「イスラーム思想の市場メカニズム」という議論

をしています。ウンマが、あるべきイスラーム思想

を決める。イスラームが何かはウンマが決める。ウ

ンマは何か。それは「市場」だというメタファであり

ます。不変の啓典（クルアーン）はテクストがアラビ

ア語で確定していますので、テクストそのものはい

じれない。翻訳も何もできない。だけどもいろい

ろな解釈がある。かつどれが正しいという決定す

る制度がありませんので、あれこれやっているうち

に「どれかが正しい」ということになる。これしかな

い。実際にどうなっているか。１０００年くらい前のイ

スラーム世界を考えると１００くらい分派があったと

思います。今は実在する分派といっても、宗派、

教派は七、八つしかない。１００あった分派が１０００

年の間にここまで減ったわけです。イスラームの初

期には、イスラームは何かといういろんな議論があ

ったのだと思います。それがどんどん数が減って

いく、だんだんコンセンサスになっていく、これは市

場メカニズムです。市場メカニズムは冷戦が終わ

ってから流行りになった思想ですが、イスラームと

いうのは啓典（クルアーン）を見ても信仰はテジェ

ーラ、商売である、すばらしい商売であるという議

論をして、商業都市メッカ、マッカで生まれた教え

ですから「市場」というメタファは不当ではないと

思いますし、かつ冷戦以降の市場主義とは何も関

係がないと思います。

なぜこういうことを考えたかと言いますと、イス

ラームの法学派の歴史を調べてみると、バクダー

ディー学派、タバリー学派、ザーヒル学派など１００

くらいあったのが、消滅して、だんだん数が減って
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政党制に立脚するイスラーム政治の時代です。

最後に、「現在の主要なイスラーム政党」の表を

ご覧ください。認可されていない政党も入ってい

ますが、インドネシアにはイスラーム政党がたくさん

ある。だからイスラーム政党かと言うと、イスラーム

政党ではなく、いろんなイスラームがあるという状

態です。イランもそうです。いろいろな政党があり、

その中にイスラーム色の強いものがあります。今の

新しいイラクでも、いろいろな政党が出てきてい

ますが、イスラーム政党もたくさんあります。他のと

ころはイスラームを名乗る政党は一つか二つしか

ない。これは「イスラーム」対「イスラームでないも

の」の戦いになってしまいます。イスラーム政治は

イスラーム政党がいろいろあってイスラームか、イス

ラームでないかを選択するのはなく、いろんなイス

ラームの中から選択してくれというのがイスラーム

民主主義の外側の形だと思います。インドネシア

から言えば、ここ７年くらい、そのようになってきた

というのが私の議論です。イラク戦争以降、イラク

で民主化になって、イラクは露骨にイスラーム革命

勢力が多数派になるという形で選挙が出てきてい

ますので、ここで矛盾ということで言えば、緊張が

高まっているというのが現状であろうと思います。

用」、聞いた以上はそれに従わないといけないと

いうのを「採用が義務」として左右に分けました。

シューラー説の解釈の歴史の流れからいきますと、

１３世紀を境目にシューラーをすることは義務だと

いうのが主流になります。話し合いはしなければ

なりませんが、意見を聞いた挙げ句に、それに従

うかどうかは統治者の判断だというのが１３世紀以

降に広がった考えです。現在のサウディアラビア

がこれにあたります。王様はシューラーをしますが、

その結果に拘束はされません。どうするかは王様

が決めます。今のイランは国会で決めたこと、国

会以外でも決めたことはイスラーム法と抵触しな

い限り、拘束性があり、これは相談しないといけな

いし、相談した中身にも拘束するという、これが

「イスラーム民主主義」と言っていいと思います。

しかしシューラーはウンマ内の意思決定メカニ

ズムですので、イスラーム民主主義ではなく、民主

主義そのものの大問題だと思います。今、私たち

はグローバルな社会に生きていますが、グローバ

ルな社会も民主主義では決まらないのです。民主

主義はあくまで国内のことしか決められませんか

ら「世界のことは民主主義で決められない」という

大矛盾に我々は遭遇しながら生きていると思いま

す。イスラームの場合も外から拘束している軸は勝

手に変えられない。外からというのは「一神教」と

いう問題だと思います。神の啓示は変えられない

ということだと思います。

４．「イスラームと民主主義をめぐる戦い」に移り

ます。１９６０年代以降、「イスラーム復興」が起こって

きて、それの一つの大きな現れがイラン・イスラーム

革命です。王政とか王朝権力を打倒したり、一党

独裁という、シャーは終わりの頃になると政党をつ

くって動員体制をつくろうとしていたと思います。近

代化による脱イスラームのようなものが壊れて、でき

たのが「イスラーム共和制」であり「選挙制」であり

「複数政党制」です。そういう意味でイランは、とて

も民主主義である。イスラーム的な意味での民主

主義の国であるというのが私の考えであります。

「ネオ・オリエンタリズム論」とは、イラン革命前

のオリエンタリズムは、イスラームは東洋的専制だ

という議論で、だから民主主義は育たないといわ

れていましたが、イスラーム革命以降は、市民社会

が強すぎて近代国家が育たないから民主主義が

育たないという議論です。このようにイスラームと

民主主義をめぐる言説の類はずっと続いていま

す。７０、８０年代はエジプトとかヨルダン、アルジェ

リアで民主化がありましたが、民主化するとイスラ

ーム復興が出てくる。この矛盾があって、一番きつ

かったのが１９８９年、アルジェリアの総選挙でイス

ラーム救国戦線が圧勝して、間違いなくイスラーム

権力ができてしまうというところで、軍が介入して

潰したのを、欧米もこぞって賛成したという、こうい

う状態ですね。その結果、９０年代のアルジェリア

は凄まじい内戦になりました。今はイスラームと民

主主義をめぐる闘いには「アルジェリア・パラダイム」

が支配している。迂闊なことをするとアルジェリア

のように内戦に陥るという恐れです。トルコも民主

化するとイスラーム勢力が勢いを増すということが

あって、そのたびに軍が介入していました。ここの

ところ「公正と発展党」が政権を握っていますが、

９０年代以降の軍は慎重になっています。下手す

るとアルジェリアになってしまう。むりやりイスラー

ム復興を潰すと内戦になるという懸念が、イスラー

ムと民主主義の均衡をつくっているというのが私

の議論であります。

９０年代から２１世紀の流れで言うと、中東で他

の国と比べた時に、もっとも民主的なのはイランだ

と思います。そうでないということであれば、ご指

摘いただきたいと思います。ところがイランは民主

的だが、少なくともアメリカはそれを褒めない。アメ

リカはイランが嫌いなわけですから、それを手本

にしろとは言わない。こういう捩じれた状態だと思

います。そうこうするうちにインドネシアで民主化が

起こってきた。これは何の時代になったか。複数
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図１ 神との契約（垂直軸）と共同体原理（水平軸）

（４）イスラーム世界の「中道派」の位置づけ
中道派＝穏健な大多数（穏健とは、思想的穏健性）
｢中道｣は常に、左右の真ん中　→　時代によって位置づけが変わる
19世紀末～20世紀前半：伝統墨守的イスラームと欧化主義の間
現在：イスラーム急進主義と世俗主義（≒反イスラーム主義）の間

→ ２つの反民主主義の間
中道派は、広義の「イスラーム社会」の実現をめざす諸勢力・諸潮流
そのためには、ムスリム全体の自覚的な参画が必要と考える
→ ａ）理念として、イスラーム的民主主義の構築をめざす
ｂ）イスラームの民主性を信じる
ｃ）目的として、政治参加の実現を求める

２．イスラーム思想の民主的／市場的性格
（１）イスラーム思想の正しさを誰が決めるか
イスラーム＝イスラームをめぐる諸解釈＝イスラームを名乗る諸思想
｢名付けえぬイスラーム｣
教会・公会議・僧団などを持たないイスラーム

（２）イスラーム思想の市場メカニズム
ウンマが最終的に「あるべきイスラーム（の思想）を決める」という考え方
不変の啓典（クルアーン）のテクスト、多様な解釈
決定を行なう制度がないため、ゆるやかなコンセンサス形成がなされる
｢市場｣というメタファー

（３）諸法学派の成立と競合
｢消滅した学派｣：バグダーディー学派、タバリー学派、ザーヒル学派など
一般信徒は法学者に従う
ただし、誰に従うかは選択できる

神

人間（信徒）
共同体
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同志社大学一神教学際研究センター共同研究会「一神教世界にとっての民主主義の意味」

2006.1.21

現代ユダヤ教の権威構造と正典解釈―近代国家と民主主義をめぐって

京都大学　小杉　泰

はじめに――論点の見取り図
（１）誰が「イスラーム民主主義者」か
（２）イスラーム思想の民主性／市場性
（３）イスラーム民主主義の理論的根拠：シューラー論
（４）イスラームと民主主義をめぐる戦い

１．誰が「イスラーム民主主義者」か
（１）民主主義をめぐるイスラーム世界のなかでの考え方
ａ）イスラームはイスラーム、民主主義は西洋思想（→無関係、対立）
ｂ）イスラームは民主主義（民主主義の定義≒イスラーム）
ｃ）イスラームは民主的（≠民主主義）
ｄ）イスラームは「本来の意味で民主主義」（イスラーム民主主義）
ｅ）イスラームは民主主義（民主主義の定義＝西洋的民主主義のこと）

（２）私たちが「民主主義」と言う場合
・自由民主主義（≒リベラル・デモクラシー）
・日本風な民主主義（いちおう自由民主主義）
・ヨーロッパでの民主主義の種類を前提とした民主主義
・プラトン的な意味での民主主義
・規範的民主主義／手続き的民主主義

（３）以下では、民主主義と自由主義を分離する（あるいは平等と自由を分離する）
そして、問い：イスラームは自由主義か
首肯するのは、ｅ）「イスラームは（西洋的）民主主義」という人びと（のみ）
イスラーム≠リベラリズム
なぜ？ イスラームは社会契約説と個人主義を採用しない
イスラームは「ウンマ主義」（ウンマ＝共同体＝社会）
人間は「社会的動物」＝社会性をビルトインされた存在＝関係論的人間観
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４．イスラームと民主主義をめぐる戦い
（１）イスラーム復興と民主化

1960年代後半以降の「イスラーム復興」
1979年：イラン・イスラーム革命　→ イスラーム共和制、選挙制度、複数政党制
（王政・王朝権力の打倒、一党独裁の廃止、近代化による脱イスラームの打破）
ネオ・オリエンタリズム論
1970～80年代の中東各地での民主化
エジプト、ヨルダン、アルジェリア・・・
民主化すると「イスラーム復興」が顕在化
1989年：アルジェリア総選挙
イスラーム救国戦線の圧勝　→　軍政（欧米の支持）
｢イスラームは反民主的だから、暴力で潰してもよい｣？

（２）1990年代から21世紀へ
中東でもっとも民主的なイラン
インドネシアの民主化
複数政党制に立脚するイスラーム政治の時代
2003年イラク戦争後の「中東の民主化」論と矛盾の激化

＜資料：表１＞　現在の主要なイスラーム政党

（地域的におおむね東から西へ配列。2005年末現在）

バングラデシュ・イスラーム党（ジャマーアテ・イスラーミー）〔1971～〕

イスラーム党（ジャマーアテ・イスラーミー）〔1941～〕

イスラーム復興党〔1990～；1998年に再合法化〕

バングラデシュ

パキスタン（イスラーム共和国）

タジキスタン

全マレーシア・イスラーム党〔1951～〕
国民正義党〔1998～〕

マレーシア

開発統一党〔1973～〕
国民信託党〔1998～〕
民族覚醒党〔1998～〕
正義党〔1998～〕／福祉正義党〔2002～〕
月星党〔1998～〕
改革星党〔2002～〕
インドネシア信徒連盟統一党〔2003～〕

インドネシア

オンピア党〔1986～〕
ウンマ党〔1997～〕
フィリピン・イスラーム党〔1994～〕
ムスリム改革党〔1997～〕

フィリピン（非）
※いずれも地方政党

国名 政党名
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人気を得るポイント：
ａ）啓典などの解釈の説得性・整合性
ｂ）法規定の合理性・便宜性
ｃ）法学者の才能・資質、学派の組織力
ｄ）支持者の熱心さ（一般信徒、有力者のパトロネージ）
ｅ）王朝の「公式学派」としての採用
16世紀頃までに、「寡占状態」と「市場の均衡」
今日に至る学派の地域的寡占状態

18世紀以降の市場の流動化

３．イスラーム民主主義の理論的根拠：シューラー論
（１）シューラー（協議、話し合い）
「互いの間で協議（シューラー）を旨とし」（シューラー章38節）
「諸事について彼らと協議せよ」（イムラーン家章159節）

（２）シューラーの義務性・拘束性

シューラーはウンマ内の意思決定メカニズム（の一部）
ウンマを外から拘束している事項を勝手に変えることはできない
ウンマ内に複数の公権力（国家）が成立していれば、それぞれのなかでシューラー
国家内の決定は、ウンマでの決定を勝手に変えることはできない

図２ 主権と主権行使権

×任意
初期イスラーム
ウマイヤ朝、アッバース朝

13世紀以降
現サウディアラビアなど

イスラーム民主主義
イランなど

義務

統治者は協議を
すべきか

随意に採用 採用が義務
統治者は協議の結果（内容）に拘束されるか？

主権者＝神

クルアーン
イスラーム法

イスラーム共同体・ウンマ
主権行使者＝人間
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現在の政治を見ていても、宗教の問題をもう一

度考え直さないとアメリカのことはよくわからないと痛

感いたしまして、勉強の機会を持たせていただくと

いうことで参加させていただきました。小杉さんがお

話の中で「もはやキリスト教民主主義はない」とおっ

しゃいました。アメリカを見ていると、そうでもないの

ではないかと思います。現在のアメリカの政治、歴

史を考える時の私なりのポイント、視角を挙げておい

た方が話がわかりやすいのではないかと思います

ので、そこから入らせていただきます。

第二次大戦後、いろいろな国が民主化されて憲

法をつくりますが、アメリカの憲法くらい長く持ってい

る国はありません。少なくとも憲法の骨格にある建

国の理念をアメリカ人は継承しています。いろいろな

政治党派はありますが、独立宣言そのものを否定す

ることは、アメリカでは、まずありません。そういう意

味では「建国の理念」はアメリカではずっと生きてい

ると考えられます。その側面をとらえて、以前、アメリ

カ合衆国を、ある種の「普遍国家」と呼びました。ア

メリカ合衆国憲法や独立宣言に含まれているメッセ

ージは人間の普遍性、理性、１７～１８世紀にかけて

のヨーロッパ世界、アメリカ世界を覆っていた啓蒙が

生み出した人間類型、普遍的・理性的人間像を前

提としていて、それに基づいてアメリカ国家はつくら

れていると考えたので、アメリカを「普遍国家」と呼ん

だわけです。そういう考え方には当然、様々な批判

があります。アメリカ人の中身も変わってきています。

「アメリカ人とは何か」についてもたくさんのアイデンテ

ィティが交錯しています。移民国家ですから、いろい

ろな国々からいろいろな文化が入ってくる。（アメリカ

人の）アイデンティティが確立しないという問題があり

ます。憲法や独立宣言に言われた「統治規範」と、

一人ひとりの人間がアメリカ人であることに、どういう

意味づけがあるか、ミクロとマクロの両方の側面から

ナショナリズムを考えていくべきだと思っています。

統治規範はいかにも動かないように見えます。し

かしながらアイデンティティは動いています。そうであ

るなら、動いているように見えるアイデンティティを持

った人間たちが、同じ規範を、同じ言葉で読んでも、

意味するものは変わってきているのではないか。普

遍国家は必ずしも不動国家ではなく、普遍の原理

があるけれども、その解釈がさまざまに動いてきてい

る。この点を最近の歴史家たちも注目しているよう

に思います。レジュメに参考文献として、ジョイス・ア

ップルビー（Joyce Appleby）とゴードン・S・ウッド

（Gordon S. Wood）の本をあげています。二人とも

アメリカ独立革命についての立派な業績を残してき

た人です。解釈の方向は違いますが、二人の最近

出た本は、いずれも大きな問題を採り上げています。

それは「革命の継承」ということです。アメリカ独立

革命は普遍的な原理によってなされたのだけれど

も、現在まで来る継承ではなく、革命が起こった直

後の世代がどういうふうに受け止めたかという継承

の問題に焦点をあてています。もう一つのフランク･

ランバート（Frank Lambert）の『The Founding

Fathers and the Place of religion in America』

も「継承」の問題に最後のところで触れています。

すでにアメリカ独立革命を中心的にやってきた歴史

北海道大学法学研究科教授

古矢　旬
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ことが明治初期にできたかという点に注目していま

す。どうも日本では宗教は根づかない。儒教は世俗

的なものを説く宗教ではありますが、ある種の世俗

的な教説ですから、それは国家をまとめていくには

役立たない。しかし何かつくらないといけない。それ

で天皇制ができた。国体をフィクシャスにつくったと

いうのが渡辺さんの解釈です。

１８６０年代後半の日本の指導者たちが考えた問

題は、１７７６年のアメリカの国家指導者たちが考えた

問題と似通っている側面があります。「理性や啓蒙

によって一人ひとりの人間に権利がある」というとこ

ろまではいいのですが、一人ひとりの権利を与えら

れた人間たちがどうやって社会秩序をつくっていく

か。この問題はアメリカ国民にとって大きかったとい

うことです。さらにアメリカの場合、キリスト教が植民

地時代盛んではありましたが、宗教的に見れば多元

的だった。ローマ・カトリックもユダヤ教もわずかなが

ら入ってきています。プロテスタントの教派は殺し合

いまでするような関係であった。宗教的な多元性が

ある中でアメリカ国家をどうやってつくっていくか。こ

れはある意味で日本の明治維新初期と似通った問

題がありました。

そこで「啓蒙」と「理性」を使って、それをそのまま

一つの国家的な目標にしたのが独立宣言であり、ア

メリカ憲法であったということになると思います。アメ

リカの場合にはイギリスの存在は大きい。独立国家

である。First New Nation、植民地支配があって

初めて国家の外形ができ上がったところがあると思

います。しかし宗教の問題をどうやって解決するか

が、やがて大きな問題になります。アメリカは宗教の

問題を建国時、どういうふうに処理したか。これがも

う一つ考えなければならない問題です。「資料１」を

ご覧ください。「アメリカはキリスト教国家的なところが

あるのではないか」という、Pat Robertsonが演説

したものがあります。憲法における政教分離はない

という主張です。“It is a lie of the Left and we

are not going to take it anymore.”の中から「アメ

リカ合衆国憲法の序文にGod が入ってないから書

き換えろ」という「憲法修正提案」が出てくるような時

代です。啓蒙と理性の時代に国家形成を世俗的に

始めた国が、今、なお２００年たってクリスチャン国家

をつくろうという、有力な社会運動を含んでいる。理

性的な個人から社会秩序をいかに形成しうるかとい

う問題について考えると、科学革命が世俗化してい

って宗教を追い詰めていく、そういうことが繰り返し、

繰り返し、世界史の上で起こってきています。科学

革命は１７、１８世紀にはニュートン、それから１世紀後

にはダーウィンが現れ、社会科学にもマルクスの革命

が起こる。そこで世俗的な政治を考える際、宗教の

存在余地はなくなってくるのではないかと考えられ

る。しかし宗教は残ってくる。その衰退と再生の繰

り返しです。宗教上で言えば、信仰復興の間欠的

な波の到来という問題になるのでしょうが、アメリカ

史全体を考えても「世俗性」と「宗教性」の波をどう

考えたらいいのか。さらには世俗性と宗教性は、そ

もそも対立的に考えるべきものなのかという問題が

今、これから問わなければならないのではないかと

思います。

２．の「建国」における宗教問題――「非キリスト

教国家」と「プロテスタント社会」と３．の「国民社会」

の発展と宗教問題というのは、アメリカの革命の形

成に至るところと、革命が終わった後の時代を言っ

ています。時代的には「１７７６年以前のアメリカにお

ける宗教問題」と「１８００年以後の宗教問題」になる

と思います。この間に革命期があります。革命期の

宗教の問題について一言だけ申し上げますと、「政

教分離原則」が打ち立てられたということがあります。

憲法で見ますと、合衆国憲法Amendment１（修正

第1条）です（「資料８」参照）。“Congress shall

make no law respecting an establishment of

religion”という、憲法の不朽の第一条です。宗教

はアメリカ憲法、独立宣言の中でも、ある種の
Natural Right になっています。神様はイギリスと

アメリカの対立の場面からかなり追いやられていまし

家の中でも、アメリカの現在の憲法、独立宣言の普

遍的な理念は次の世代で大きく解釈が変わってき

ているということに着目しています。そうであるならば、

それから三、四世代、２００年たった現在、ますます

中身が変わってきてもおかしくないだろう。普遍的な

原理の普遍性とその解釈の変動を両方考えていか

なければならないと私は感じています。

アメリカのナショナリズムで常に出てくる言葉が、

アメリカ合衆国国民社会の「例外性」です。例外で

あるということを、どういう意味でとらえるか。どの国

も皆、自分たちの国はユニークであると言います。

ただしそれだけでは例外主義になりません。「アメリ

カ例外主義」と言われてきた一つの理由は、人類

史のある種の方向性、法則性、決まりというものを

一方においた場合、その法則から外れる歩みをアメ

リカはしてきた。問題はアメリカ例外主義を繰り返し

ているところです。単に違っているということではな

く、他の人類社会で想定されている法則とはずれ

ている、そういう発展をアメリカは遂げてきた。これ

がアメリカ史における「例外性」の問題です。

人類社会を一つの法則が貫いていることはあり

ませんから、「アメリカの例外性」というのは、その

時々の「優越した法則からアメリカはずれている」と

いうことです。ヨーロッパで迫害されてきたピューリタ

ンが、ヨーロッパのキリスト教の発展とは違う選ばれ

方をした人々が、アメリカにやってきた。このような

「選民思想」は現在まで続いてきています。

冷戦期に「アメリカにはなぜ社会主義はないか」と

いう問題が例外論の大きな課題としてありました。

今から考えるとおかしなことを考えたものだと思いま

すが、１世紀くらいにわたってロンバルトをはじめとし

た社会科学者が考えてきた問題です。これも８０年

代、ソビエトが崩壊しかけていた頃に、フォーナーと

いう人が「アメリカに社会主義はないのがあたりまえ

なのであって、アメリカがむしろ法則だ」とひっくり返

しました。「例外は共産主義だ。アメリカの個人主義

に共同性を持たせていけばヨーロッパ的な社会民

主主義に近づいていくだろう」とエリック・フォーナー

は言いました。その予測は少なくとも現在は外れて

いますが、そういう形で「社会主義からの例外論」も

歴史の中で想定されてきました。

もう一つ「近代化論」。近代化スキームがあって、

イスラームの問題にも植民地解放の問題にも、日本

の明治維新にも関係しますが、近代世界が出てくる

時、宗教が衰えていくという一種の法則があり、アメ

リカはなぜチャーチボーアをやらないのかということ

が例外の一項目として立てられました。これもしかし

ながら考えてみれば、今、文明の衝突のような時代

になってみると、宗教的にすべてがなってきている

のだから、アメリカが別に例外でも何でもないという

話になってきます。例外主義ということで解釈する

仕方は、一定の期間、どういうものを通用する法則

と考えるかによって、その法則からの逸脱のケースを

考えなければなりません。例外主義をやめようとい

う必要はないと思いますが、例外をつくる法則性の

射程、時代的な妥当性は常に考えてないといけな

いと思っています。

「アメリカ国民形成における宗教の問題」に入りま

す。渡辺浩氏が書かれた論文「『教』と陰謀」を読ん

で教えられるところが多かったのですが、ここでは渡

辺さんは明治維新の時、日本の国家指導者たちが

国家を人為的に上から構築しようとした時のことに

ついて書いています。指導者たちは３００もの藩に分

断されていた日本人が一つの国民になるだろうかと

心配して、何らかの国民的なアイデンティティの核を

見いださないといけないと考えた。それでヨーロッパ

やアメリカに行ってみると、ヨーロッパとかアメリカはキ

リスト教が核になっているようだ。キリスト教徒はへ

んな話で、処女が妊娠したり、一度処刑した人間か

生き返ったり、それを文字通り信じている。あれが

我々が模範とする近代国家のナショナル・アイデンテ

ィティの核たりうるかと疑問に思うわけです。そうい

うことを書いている人がたくさんいます。渡辺さんも、

宗教というものを社会的な統制の手段として考える
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「信仰の形式化」が起こってきますから、それと相対

立する形で、Jonathan Edwardsの１７３４年の
Northampton revival、George Whitefieldの１７

３９年から始まる「巡回」で「大覚醒」がアメリカ中に

起こってきます。これはある意味でアメリカで最初の

福音主義的な宗教復興の動きの例になります。こ

ういう過程でピューリタニズムの支配は衰えてくるこ

とを一番よく示しているのが、ベンジャミン・フランク

リンだと思います。

ベンジャミン・フランクリンは不思議な人です。
Gordon S. Woodの著作にThe Americanization

of Benjamin Franklinがあります。ベンジャミン・フ

ランクリンの『自伝』を再読する形で書かれた本です。

彼はアメリカ人じゃなかったのかとびっくりするわけ

ですが、ベンジャミン・フランクリンは外国生活が長か

った人です。フランクリンは一介の職人の子どもから

刻苦勉励してジェントリーという、貴族ではないです

が、普通の人間とは違う有閑階級に上り詰めた人

です。フランクリンにとって、イギリス的な階層性の中

でのジェントリーの地位にたどりつくというのは名誉

なことで『自伝』でフランクリンはvanityを警戒する

わけです。vanityが人間を腐敗させると警戒してい

ます。フランクリンがイギリス的な価値秩序の中で立

身出世を遂げていたことが一つのアメリカニゼーショ

ンの意味です。フランクリンはジェントリーになり、アメ

リカでの社会的指導者になって、イギリス、フランス

で外交官になり、フランスに何十年もいます。独立革

命の時には彼は７０歳です。大使を務めた後、８３年

にアメリカに帰ってきます。外国生活が長い。フラン

スに心酔します。フランスもフランクリンに心酔します。

フランスとフランクリンの関係はハッピーな関係で、フ

ランクリンはアメリカに帰って「フランスほど故国は私

を迎えてくれない」と言うわけです。フランクリンは死

ぬまでアメリカ人としての意識は中途半端です。
Gordon S. Woodの話の落ちは「フランクリンがアメ

リカ化したのはフランクリンが死んだ後だ」というもの

です。この点は後の国民社会の発展と宗教問題で

語ることになります。

フランクリンはある種の時代の精神、発展期のフ

ィラデルフィアの時代の精神を体現した思想家であ

り、実践家であり、政治指導者であったということで

す。彼の『自伝』で一貫して「神」という言葉はしばし

ば出てきますが、特定の教派に対する不信感は強

い。ピューリタニズムとか啓示宗教に対する疑いも明

示的に出している。「ある時、自分は完全な理神論

者になった」と『自伝』の一節で書いています。しか

しながら「理神論者になった」と言ったすぐ後にこう

も言っています。「理神論は人間を傲慢にする、
vanityに陥らせる。私と一緒に組織宗教に対する

批判を固めた男たちが実生活ではだらしない個人

主義、糸が切れた凧のような個人主義に入ってい

く。これは理神論が問題なんだ」と。

彼は理神論者ですが、それを絶対的なものとは

しない。彼は何を重視するか。自分が刻苦勉励して

社会秩序を登ってきた背景には世俗的な徳がある。

この徳を自らの神との応答で培ってきたと言います。

それは決して方法論抜きにできたことではない。フ

ランクリンには有名な「十三徳」があります。子どもの

頃に読んで、最近になってまた読んで、新たな発見

があり面白かったです。彼は「世俗道徳」を生き方

の基準にした最初の人です。宗教はその世俗道徳

を培うための手段として評価されることになります。

面白いシーンがあります。フランクリンのような理神論

者、世俗道徳論者が「大覚醒」、宗教的な熱狂と出

会うシーンです。有名な一節です。G e o r g e

Whitefield が大覚醒のきっかけになる演説をして

いる時、フランクリンが、あまり評判なので聴きにい

った。自分は宗教的熱狂とは縁がないと思ってい

た。聴衆に帽子が回ってくる。「お金なんか入れな

いぞ」と思っていたけれど、あまりすばらしい演説な

ので１シリングか２シリングを入れた。何度も帽子が

戻ってきたので、最後に財布がカラになってしまった。

あの伝記の一節ではフランクリンがG e o r g e

Whitefieldを一面では好意的に評価しています。

た。そのようなことが起こった理由について、宗教的

な多元性とか、啓蒙、科学も考えられますが、この

時代、少し乱暴な言い方ですが、独立宣言の直後

くらいは宗教というものをあまり考えない人々が指導

者になり、あまり考えずに革命が起こされたのでは

ないかと考えられます。

なぜかということを次の「植民地社会秩序の特性」

で見てみたいと思います。アメリカという国は社会的

な既存の秩序を変えたところからできていますから、

ハイアラーキー、安定性、画一性、ヨーロッパのキリ

スト教社会において当然、前提とされている権威が

全くないところから社会をつくっていきました。「社会

性」「共同性」をつくりだすものであった。よくアメリカ

のもともとの起源をピューリタン、ピルグリム・ファーザ

ーズに求めますが、ピューリタンの「正教国家」は、権

威、画一性、安定性、ハイアラーキーに対する一つ

の答えを与えた。明治維新の指導者のように数は

少ないが、一人ひとりが宗教的な迫害を逃れてきた

という、魂を内側に抱えた人間たちを一つの安定

的な秩序の中に埋め込んでいって、しかもコミュニテ

ィ全体を維持させるためにはピューリタンは「正教国

家」という答えを出した。これは厳格な神学に基づ

く統治システムですから、当然、ピューリタンに対して

は、アールミニウス派などの「自由意思論」に立脚し

た、そんなに峻厳に世俗世界を考えなくていいので

はないかという批判が起こります。神の支配が絶対

であり、予定説で、限られた人間しか選ばれず、選

ばれた人間に恩寵が下って、選ばれなかった人間

は天国に行けないという思想は現世を縛るには都

合がよかった。これはマックス・ウェーバーも注目して

いる点です。救いに至る宗教過程、「悔悟」（con-

viction）「回心」（conversion）「聖化」（sanctifica-

tion）という人生の三段階ですが、これをある種の

「世俗秩序」へと変換したのがピューリタンの「正教

国家」であったと考えていいと思います。

ピューリタンの正教国家は、この神学、選ばれた

ものだけが、選ばれているかどうかは決して人間に

はわからないという不安定な状況の中で世俗生活

を送る。これが秩序を安定させている時期というの

は短かったのではないかと、今では考えられます。

神学が優位であって、その神学を使って困難な社

会秩序の構成を行ってきたために、ピューリタンの社

会は、神学者が同時に政治的指導者である。しか

しやがて社会発展が遂げられてきて、初期の不安

定さ、初期の階層性がある程度緩んでくると、ここに

社会秩序の混乱が起こってきます。「魔女狩り」は、

その一つ現れだったと思います。それ以外にも植民

地反乱があちこちで起こります。伝統的ピューリタニ

ズムは次第に社会的な主導権を失っていきます。ド

クトリンを維持しようとすれば厳格に人々に対処しな

いといけないが、それで皆がついてくる時代が終わ

ってしまうと、ドクトリンを人々の要求にしたがって合

わせなければならない。幼児洗礼やハースフェイコ

グを認めると、それによって規範が緩んでくる。緩ん

でくることによって社会は発展してくるのですが、同

時に人気を維持しようとしたピューリタンの指導者か

らみると、自分達の社会的な権威が落ちていく過程

である。このアイロニーに１７世紀から１８世紀のピュー

リタニズムは直面しただろうと思います。

アメリカ社会全体を見ると多元的な宗教世界で

すから、必ずしも非分離派のピューリタンがアメリカ

全体を覆ったわけではない。信教の自由を主張し

た人々は別の宗派をつくり、カトリックもやってくるこ

とになります。ピューリタニズムそれ自体、ある種の社

会発展の中で権威を失ってきました。それを端的に

押し進めたのが、一つは「啓蒙」であって、その中か

ら「理神論」や、キリストの神性を否定するユニテリ

アンが登場します。キリストの神聖性に対する疑い

も出てくる。そこを問わずに神は宇宙の展開によっ

てのみ自らを現すという理神論的な考え方が優越し

てくることになります。これは科学革命の影響は大き

いと思います。

もう一つは、ピューリタニズムに対する信奉が失

われてくるにつれて宗教的な感情も衰えてきます。

部門研究１
「一神教の再考と文明の対話」研究会

280



アメリカ建国の理念――
「近代」と「宗教」の相克

283

one king, one church, and one tongueを創出し

たわけではない。階層的、文化的、民族的、人種

的、教派的に多元的社会を包摂する連邦国家とし

て成立している。１９世紀初頭、アメリカ・ナショナリズ

ムはアモルファスな状況にあったと考えています。国

民がアメリカを漠然と自分の国ととらえる意識はあっ

たにせよ、そのアイデンティティの核に何があるか。憲

法や独立宣言は大きな傘として社会を覆っていた

かもしれないが、それと呼応するような形で厳密な

ナショナル・アイデンティティは生まれていない。ここか

ら先がJoyce ApplebyとGordon S. Woodの問題

です。革命をどうやって継承するかという問題です。

ここから起こったことはまさに社会発展、社会の
expansion、膨脹であるわけです。ここから資本主

義社会が生まれてきます。今まで独立革命論の歴

史的な解釈は最初にウィッグの解釈があって、アメリ

カ独立革命は人類の自由の一段階を画したという

考え方があり、さらに共和主義革命があって、あれは

徳の共同体をつくったのだという言い方をする。そ

れに対してJoyce Applebyは、ルイス・ハツが言った

ようなリベラリズムは当初から共和主義を超えてあっ

たのだ。アメリカはもともと所有的な資本主義が強か

った国なので、それの問題を考えるとアメリカの革命

はリベラルな資本主義革命の前身であると考える。

その考え方は１９世紀を見ると全部入っていたと見

えるわけです。１９世紀初頭には共和主義的な徳も

あったし、リベラリズムもあったし、資本主義の芽も

あって全部がアモルファスだった。その中から新しい

アメリカ社会が登場してきている。その場合にイニシ

アティブをとったのが経済的発展であり、西部への
expansionだったと、最近の歴史は解釈しているよ

うです。

資本主義を考える場合、資本主義的な人間類型

が生まれてくる。先に挙げたGordon S. Woodの
The Americnization of Benjamin Franklinで

は、フランクリンが生き返るのはこの時点だといって

います。フランクリン的な刻苦勉励の徳、立身出世

の徳、自省、十三徳や、civicなバーチュはこの時点

で再評価される。フランクリンの自伝が版数を重ね

る。とりわけ富の福音的な議論や、出世するために

どう他人との関係を大事にしたかという徳が説かれ

ます。フランクリンの自伝の中で印刷工として苦労し

た部分が出ていて、この時期から「労働」という価値

が評価されるようになる。これはそのまま西部に行

けば「丸太小屋神話」になってきます。１８４０年に二

大政党の両方が丸太小屋出身だという、そんなこと

はうそばかりですが、有名な「丸太小屋キャンペーン」

をするようになる。その背後には労働して刻苦勉励

して、self-made manで成り上がった人間というの

が、この時期にアメリカのナショナル・アイコンになって

くる。この時にフランクリンが再生され、同時に
Joyce Applebyが言うところでは「資本主義的な労

働倫理」がアメリカ社会の中に根づいてくる。

第二次大覚醒がこの時期に起こります。片方で

は世俗的な資本主義、Market Revolutionが起こ

っている中で、同時にアメリカ社会全体で広範な信

仰復興運動が起こります。この信仰復興の中のター

ムである「悔悟」（conviction）「回心」（conversion）

「聖化」（sanctification）などの言葉は全部ピューリ

タンがつくったものです。その言葉がここでも出てく

るのですが、意味合いが全く変わってきます。con-

versionはピューリタニズムでは電光に打たれるみた

いにある瞬間に痙攣を伴ってくるような回心です。し

かしこの時期になるとconversionはゆっくりした教

育によって可能になってくる。ゆっくりした教育によ

ってconversionが可能だという背景には「教育が

人々を教化しうる」という考え方が出てくる。これは

世俗的です。かつては、お前は神に選ばれるかど

うかわからないという恐れが人間を正しい道に導い

た。ピューリタニズムの世界では人間が人間を導く

という傲慢なことは言ってはいけない。ところが第二

次大覚醒の時には同時にpublic schoolの建設ブ

ームが起こる。人々を教化するためにアルコール中

毒の病院ができる。フーコーではありませんが、

もう一つはGeorge Whitefieldの大覚醒がどうい

う雰囲気の中で行われて、人 を々どう説得したかと

いうことです。大変な演説の才をもった人のようで

すが、３万人くらいフィラデルフィアに集めて演説をや

るらしい。マイクもない時代です。それで声が通る。

リンカーンもゲティスバーク演説の３分間があります。

大変大勢の兵士を前にして肉声でやるわけです。

１８～１９世紀の大衆民衆運動にかかわった、民主

主義運動にかかわった人たちは声が大きいことと、

またリンカーンは長身で目立ったらしい。そういう側

面は歴史で重要かなと最近思っています。

フランクリンは「もしGeorge Whitefieldの大覚醒

が、人々を日常生活において徳ある生活を営む方

向に強化するのであれば、宗教も捨てたものではな

い」と評価しています。しかしフランクリンはあくまでも

啓蒙の子であります。科学についても大きな貢献を

して「新世界からやってきた啓蒙的科学家」というこ

とで、フランスで人気を博する理由になります。フラ

ンクリンの出世は例外的かもしれませんが、その生

き方や、都市の職人層の間に生まれてきた倫理観

を、彼はある程度代表していたのだろうと思います。

それと片方でピューリタン神学の衰え、組織宗教の

腐敗が、アメリカの植民地時代１５０年を経て目立っ

てきた時にアメリカ革命が起こった。このことはアメリ

カの憲法が政教分離原則を確立する大きな背景に

なったと思います。

「政教分離原則」がアメリカ社会全体を統合しよう

とする時、一つの皮肉でしょうが、宗教を政治から

分離することによって世俗国家の統合性を保障した

という側面があるのだろうと思います。この時期の

共和主義者はcivicであって、humanitarianism

に立脚していたと言っていいでしょう。「大覚醒」も霊

的な面の覚醒は導いたけれども、教会組織、教会

指導者、聖職者総体の権威は、この時期に衰退し

ていったのだろうと考えられます。しかし政教分離原

則の後に起こったことは、Jeffersonの予想とは違

っていました。Jeffersonはこの後、アメリカは「どん

どん世俗化していくだろう」と言っています。
Jeffersonが今いたら「アメリカ例外論」を唱えるかも

しれませんが、彼は「アメリカは、今後、キリスト教が

なくなって、世俗的な共和主義が宗教をより理性化

して脱神秘化するだろう」と言いました。Jefferson

は１８８２年、死ぬ少し前に「現代の若者はすべて死

ぬ時はユニテリアンになっているだろう」と予想して

います。若者たちはやがてキリストの神性を認めな

いユニテリアンになる。それだけ合理性がアメリカ社

会のトレンドになるとJeffersonは見ていました。とこ

ろがJeffersonの盟友のJames Madisoは、同じ時

期、１８１９年、１８３２年に「宗教教育、宗教インストラク

ションは却って盛んになっていく」と言っています。か

つて公的費用によって肯定された古い教会は大方

のところを壊滅してしまった。establishしたchurch

は壊滅したが、その他の教派の教会はなお増加し

てきている。牧師たちの数と政権分離と道徳性も

人々の献身も完全な教会と国家の分離によって目

に見えて増大してきている。

「非キリスト教国家」と「プロテスタント社会」と言っ

た意味は、国家自体は非キリスト教国家として樹立

されているが、社会そのものの中には広範なプロテ

スタントの教派が広がっていくということです。このよ

うな状況が１９世紀前半に現れています。さらに
James Madison は１３年後このように延べていま

す。「宗教に対する法的な補助が撤廃されてから現

在に至る５０年の時の流れが明らかにしたことは、宗

教は政府の支援を必要としないということだけでは

なく、政府は宗教をその管轄範囲から除くところで

困ることはほとんどないということである」。実際に教

派、教会数が西部への拡大に伴って、急速に増え

ている。ニューイングランド中心のコングリゲーショナ

リストについても、聖職者の権威は衰えたにもかか

わらず教会の数自体は増えているという統計が出て

います。

「建国の理念」が、果たしてどう受け取られたか。

革命が成功したことはヨーロッパモデルの単一国家、
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労働して労働価値にしたがって蓄積した富に基づい

て自分の人生を最後まで走りきっていくということで

す。それは具体的に何かというと、年金をプライバタ

イズするという話です。自分で稼いだお金を自分で

将来生き延びるためのお金にする。これが
Ownership-Societyの実情であって、現実には
Ownership-Societyは大きな貧富の格差を生んで

いる。しかし原理的にもう一度アメリカの建国をつく

ったような「社会契約論」的な議論を、現職の大統

領がやっているのです。ロック原理主義は「労働を

覚醒する」というただ一つの点において、マルクスと

の間に共通点があると思います。そう考えるアメリカ

は、ロックからブッシュまで一つの社会的な法則性を

形成してきた国だと言えるのもかもしれないという考

え方です。

もう一つは「アメリカは近代化の先端を走りながら、

なぜ深く宗教なのか」という問題です。これもアメリ

カモデルを使って世界全体の宗教家の現状を照ら

しだすことができるかもしれない。そうだとすると「例

外なのはアメリカではなく、今のブッシュやP a t

Robertsonは人類史の法則性を実証しているのも

しれない」という皮肉なことも言えるかもしれません。

social controlのための装置ができてくる。それは

まさに「人間が人間を教化しうる」という発想です。

宗教はそれだけ世俗化してきているわけです。しか

しconversionは大事になる。conversionして、人

間は何になるか。usefulな人間になる。神に仕えて

神のプロジェクトの中でusefulな役割を果たしうる存

在になることがconversionの意味なのだということ

です。天国に行くことではなく、現世の中でuseful

な仕事をすることになります。usefulな仕事をするこ

とは、その職業観、マックス・ウェーバーの『プロテス

タンティズムと資本主義の精神』に近いのですが、そ

れぞれのボケーションの中で全力を尽くすことが一

番バーチュアスな人間になるということです。

第一次覚醒は個人の救いに止まっていたが、第

二次覚醒は個人がsanctifyされるところまでいくよ

うに、ピューリタンの理論をdemocratizeする、民主

化すると同時にそのことによって覚醒それ自体が社

会化されていく。第二次大覚醒は社会的な覚醒、

社会全体のsanctificationになる。丁度、この時期

に現れてくるのが「千年王国説」です。千年王国説

と同時に出てくるのが「アメリカの選ばれた国民」と

いう考え方、Manifest Destiny、集合的に我々は

神に選ばれている民であり、したがって、集合的に

神の使命、神に与えられたボケーションを果たしてい

って人類社会の歴史に貢献する。そのことがひい

ては神に貢献していくことになる。世俗的な営利活

動を活発化すると同時に宗教的な信条を活発化す

るところに移っていくわけです。

この一番大きな問題は、言うまでもなく奴隷制で

す。奴隷制は南部と北部が労働というものをめぐる

価値で争った側面があります。奴隷制の南部には

依然として、フランクリンがアメリカ化される以前、ジェ

ントリーになって、自分はようやく働かずに食べてい

けるということを喜んだような有閑階級の論理が深

く浸透していた。皮肉なことに労働倫理が確立しな

いままに奴隷制経営のプランテーションは資本主義

化しています。これはバリントン・ムーアが「アメリカ資

本主義の三系列」ということをいっていました。一つ

は「北部の産業資本」、もう一つは「西部の小農民

資本主義」、それから「南部の奴隷制」。この三つが

資本主義的であるということです。富を蓄積して再

投資して、設備投資を繰り返すことによって富全体

の創出量を多くしていく。これは資本主義だと。しか

しアメリカの場合は南部と北部が別の道を歩みま

す。アメリカは一つのNationになるためには南部的

な労働蔑視倫理およびジェントリークラスの倫理と、

北部的な労働倫理とが、決着をつけないといけない。

結局、産業資本の方が勝ちました。産業主義を率

いて、労働の倫理を掲げて成長してきた北部が反

奴隷で南部を壊滅したところにアメリカのNationが

生まれる。ナショナル・アイデンティティが確立すると

考えられるだろうと。

建国の論理は、少なくとも１９世紀前半だけでもか

なり変動してきているということを今日は申し上げた

かったのですが、これはあくまで私論です。「アメリカ

例外論」はもう一度考え直す余地が多いだろうと思

っています。「アメリカに社会主義はなぜないのか」と

いう問いは、冷戦後、妥当性をかなり失ってきてい

る。社会主義はないのがあたりまえの社会になった

時、「なぜアメリカになかったのか」を問うよりも「なぜ

ロシアにあったのか」と問う方が「例外論」としては正

しい問い方だろうと思います。

もう一つは社会主義の問題は労働倫理の問題

とか資本主義の問題ですが、２００５年のブッシュの

就任演説で驚いたのは「Ownership-Society」と

言ったことです。この演説で「自由」が何回出てきた

かが 注目されましたが、私が 驚 いたのは

「Ownership-Society」という言葉です。ほとんどロ

ックの思想です。労働によって人々が培ったものを

大事にする社会にしたいという話です。労働の中に

ホリエモンのようなものも入っていますから、果たして

正しいOwnership-Societyと言えるのかどうかわか

りません。しかし少なくとも表面だけとれば、「社会

契約論」ではありませんが、荒野に孤立した個人が
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救いにいたる宗教過程（「悔悟(conviction）」「回心(conversion)」「聖化(sanctifi-
cation)」)が世俗の統治過程と不可分。神学の優位。神学者の社会的主導性。
この祭政一致による社会統制の不安定性→「魔女狩り」（1692年Salem）
伝統的ピューリタニズム（コングリゲーション派教会と聖職者）の社会的主導権の衰
退。
宗教的多元性と「信教の自由」（ロードアイランド）

２）啓蒙の波及
ニュートン革命（科学革命｡）⇒人間の理性をとおして創造の神秘を解明しうると
いう信念の登場
理神論＝神は宇宙の展開によってのみ自らを現す。啓示の否定。
ユニテリアン＝キリストの神性の否定、人間の理性への信頼

３）大覚醒
Jonathan Edwards (Northampton revival, 1734)/George Whitefield (1739
年に始まる巡回)→多数のエピゴーネン＝New Lights。福音主義的な熱狂（⇔冷
厳なピューリタニズム）。

◆ベンジャミン・フランクリンの啓蒙主義
――啓示宗教への疑い【資料2､3】と理神論への傾斜と疑問【資料4】
――啓示をも理神論をも相対化する「有用な徳性」の規準（＝近代的個人主義
の倫理的基礎）の提示。【資料5】

――世俗道徳、生き方の規準としての道徳が目的であり、（さらにはそれによっ
て得られる功利が目的であり）、宗教は手段。→市民宗教への傾斜

――宗教的覚醒運動へのアンビヴァレンス（ジェントリーとデモクラットの間）【資
料6】

――アメリカ社会（とりわけペンシルヴェニア）の宗教的多元性→教派間共存原
理へ【資料7】

４）政教分離原則の確立【資料8】
Jeffersonﾕs criticism: Christianity as an “engine for enslaving mankind, a
mere contrivance to filch wealth and power”

啓示神学（神による究極的な真理の提示）→キリスト教の場合、イエス・キリス
トにおける神の顕現。啓示の網羅的収録＝聖書

自然神学（啓示によらず、自然理性にのみ基づく神学）→神の存在や唯一性は
自然理性によっても認識可能
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同志社大学一神教学際研究センター部門研究１・２合同研究会「一神教世界にとっての民主主義の意味」

2006年1月21日

アメリカ建国の理念――「近代」と「宗教」の相克

古矢　旬（北海道大学）

１．はじめに――問題の所在
◆アメリカ建国の理念？――統治規範とアイデンティティ
独立宣言と合衆国憲法／それらが提示するものについての長い論争
アメリカ人というアイデンティティの核心――自由・徳・商業
「理念」と「歴史」

◆アメリカ国民社会の「例外性」
「例外」の意味
選民思想／社会主義／世俗化

◆アメリカ国民形成における宗教問題
――「近代と宗教」問題の一断面＝世俗権力による宗教利用＝社会統制の手段
としての宗教

参考：渡辺浩氏「『教』と陰謀」（『韓国・日本・「西洋」』
慶應義塾大学出版会、2005所収）の問題提起

――啓蒙と理性の時代における「国家形成」
――解決すべき問題としての宗教的多元性
――近代的市民の道徳的形成と宗教／徳と信仰の関係
◆アメリカ史における宗教問題
――自立（孤立）した理性的個人からいかに社会秩序を形成しうるのか
――科学革命（ニュートン、ダーウィン、マルクス）と宗教
――国家的危機と信仰復興
――神学的自由主義と福音主義
――新たな政教一致運動【資料1】

２．「建国」における宗教問題――「非キリスト教国家」と「プロテスタント社会」
１）植民地社会秩序の特性
ハイアラーキー、安定性、画一性、権威の欠如→「社会性」「共同性」をいかに創
り出すか。
ピューリタンの正教国家はこの問題に対する一つの答え。
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う伝記⇒貧困から国際的名士への立志伝⇒貧困な青年層に出世の可能性
を示す

――近代資本主義に適合的な「徳」を内面化するための世俗的な方法
――競争、物欲、金銭欲、自己利益の追求と社会改良の使命感との共存

３）奴隷制とナショナル・アイデンティティ
奴隷制下南部の「労働」観⇔北部の近代的個人主義
北部の産業主義、市場社会と適合的な人間類型が、南北戦争以後アメリカのナ
ショナル・タイプとなる。

４．終わりに――アメリカ例外論再考
◆「アメリカにはなぜ社会主義はないのか」
この問いの時代的被制約制。∵冷戦以後／グローバルな新自由主義の波⇒「歴
史的制約要因のなかったアメリカがむしろ法則性にかなっているのではないか」と
いう逆の問いかけも可能？ブッシュのOwnership Society論（ロック原理主義？）

◆「アメリカは近代化の先端を走りながら、なぜ深く宗教的なのか」
所有的個人主義の原理的な追求を許す社会の「共同性」原理はどこに求められ
るのか。そのように問いを立て直すならば、そのような社会ほど、「自覚的に」宗
教を求めざるをえないことになろうか？

【参照】
Gordon S. Wood, The Americanization of Benjamin Franklin (New York: The Penguin
Press, 2004)
Joyce Appleby, Inheriting the Revolution: The First Generation of Americans
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000)
Frank Lambert, The Founding Fathers and the Place of Religion in America (Princeton:
Princeton University Press, 2003)

【引用資料】
【資料１】
"There is no such thing as separation of church and state in the Constitution. It is a lie
of the Left and we are not going to take it anymore."
Pat Robertson, November 1993 during an address to the American Center for Law and
Justice

【資料2】「ピュウリタニズム（最も広い意味での）偉大な人物は、すべて青年時代に予定説の陰
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独立後の各州における政教分離原則の樹立やdisestablishment
世俗国家としての合衆国建国（人間の自由意志にもとづく国家建設）⇔divine
rule
∵共和主義自体がcivicであり、humanitarianismに立脚
大覚醒⇒聖職者権威の衰退≠宗教の衰退
宗教と政府との分離は、そのいずれにとっても害はなかったという認識。【資料9】

３．「国民社会」の発展と宗教問題
１）建国の理念の変容
革命の成功は、ヨーロッパ・モデルの単一国家（one king, one church, and one
tongue）を創出したわけではない。
階層的、文化的、民族的、人種的に多元的な社会を包摂する連邦国家
⇒∴多様な（可能的な）国民的アイデンティティの相克
19世紀初頭：全国規模の印刷資本主義に支えられた包括的一元的なナショナリ
ズムは未成
しかし、革命期共和主義は、西部への新開地の展開とともに徐々にデモクラシー
と民衆的資本主義に道を譲りつつある。
「労働」の意味変容／上昇的な社会的流動性の肯定（「丸太小屋」神話の形成期）
self-made manの神話

２）第二次大覚醒
政教分離原則に基づく世俗的な共和主義が、宗教をより理性化し、脱神秘化す
るだろうというJeffersonの1822年の予想。「現在の若者は全て死ぬときはユニテ
リアンになっているだろう」。⇔【資料10】プロテスタント社会のネットワーク
その原因
大覚醒の遺産、信仰復興運動のパターンの存在
共和主義的な徳の衰微（∵フランス革命／資本主義社会の勃興）
教派・性別・人種を越えた民衆の宗教的覚醒
世俗社会の「進歩」と宗教的千年王国の到来との混交
労働・営利活動・そのための世俗的個人主義的道徳の勧奨

◆ベンジャミン・フランクリンの「アメリカ化」
――ウェーバーが、その内に典型的な「資本主義の精神」を見たフランクリン像は
革命以後に形成された。

――貧しい家の出自、奉公人から印刷業者へ、ジェントリーから国家指導者へとい
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【資料8】合衆国憲法
Amendment I
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the
free exercise thereof;・・・

【資料9】
James Madison to Robert Walsh, March 2, 1819.
「革命以来、宗教的教育は盛んになっている。・・・かつて公的費用によって公定された［古い教
会は］おおかたのところ壊滅してしまったが、［その他の教派の］教会は増加してきており、なお増
加し続けている。・・・牧師たちの数とその精勤ぶりと道徳性も、人々の献身も、完全な教会と
国家の分離によって、目に見えて増大してきている」。
James Madison to Rev. Adams, n.d. 1832.
「宗教に対する法的な補助が撤廃されてから現在に至る50年の時の流れが明らかにしたことは、
宗教は政府の支援を必要としないということだけではなく、政府は宗教をその管轄範囲から除
いたところで困ることはほとんどないということである」。

【資料10】教派教会数
1780年 1860年

Congregationalist 750 2,200
Presbyterian 500 6,400
Methodist -- 20,000
Baptist 400 12,150
Catholic 50 2,500
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鬱な厳粛さの影響をうけて成長し、予定説を彼らの出発点としていた。・・・後年きわめて自由
な思想の持ち主となったフランクリンもそうだった」。（マックス・ウェーバー『プロテスタンティズム
の倫理と資本主義の精神』、岩波文庫、176ページ）

【資料3】「私の両親は早くから私に宗教心が起るようにし、幼年時代を通じて、敬虔に私を非国
教派の方向へ導こうとしたのである。ところが、いろいろ本を読んでみると、いくつかの点に対し
て異論が出ているので、そうした点について次々に疑問を持つようになり、そのあげく、一五歳
になるかならない頃には、天啓そのものさえも疑いはじめたのである」。（『フランクリン自伝』、岩
波文庫、93ページ）

【資料4】（反理神論の書物を読むうちに、逆に）「こうしてけっきょく私はまもなく完全な理神論者
になった。・・・（しかしこの背教的議論を受け入れた人びとの中には、世俗的に受任しがたい
非道な行いには知るものが少なくなく）「この教義は、真実であるかも知れないが、あまり有用で
はないのではあるまいかと私は思い始めた」。（94ページ）

【資料5】（逆に）「天啓は実際それ自身としては私にとってなんらの意味も持たず、ある種の行為
は天啓によって禁じられているから悪いのではなく、あるいは命じているから善いというもので
もなく、そうではなくて、それらの行為は、あらゆる事情を考え、本来われわれにとって有害であ
るから禁じられ、あるいは有益であるから命じられているのであろうと私は考えた」。（95ページ）

【資料6】「1739年・・・ホイットフィールド氏がフィラデルフィアへやってきた。はじめは説教を許し
た教会もあったが、牧師たちはやがて彼を嫌って説教壇を提供することを拒んだので、やむを
えず彼は野外で説教を始めた。その説教を聞きに集る各宗派の群衆の数はおびただしいもの
であった。・・・やがて現れた町の住民たちの態度の変化には驚くべきものがあった。今まで宗
教については考えもせず、まるで無関心であったのが、急に世界中が信心深くなってきたかのよ
うで、夕方町を歩くと、どの通りでも、方々の家で賛美歌を歌っているのが聞こえてくるのであっ
た」。（同、169ページ）

【資料7】（1751年ペンシルヴェニア大学設立に関して）「ことわっておかねばならないが、この
［大学の］建物は各宗派の信者の献金で建てられた者であるから、土地家屋の管理を託すべき
委員の指名には、ある一つの宗派が優勢を占めることのないように、とくに注意が払われてい
た。・・・それで各宗派から一名ずつ、つまり英国国教派から一名、長老教会派から一名、浸礼
派から一名、モラヴィア派から一名という風に指名し、もし死亡のため欠員ができた場合には、
寄付者の中から選挙によってこれを補充することになっていた。たまたまモラヴィア派の委員が
同僚と仲がよくなかったため、彼が死ぬと、委員たちはモラヴィア派からはもう委員をとらぬこと
に決めた。ところで、他の派から選ぶとすれば、同じ宗派から委員が二人出てくるわけで、これ
を避けるにはどうしたらよいかが、次の問題になった。数人の名前が出たが、右の事情で意見
が一致しなかった。その中に一人が私の名をあげ、私は一個の誠実な人物というだけで、どの
宗派にも属していないからと言ったところ、一同なるほどということになって私を選び出した」。
（190～91ページ）
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いうところをお話できればと思います。

われわれの２１世紀は、２００１年９月１１日、同時多

発テロで幕を開けたという印象がどうしても濃厚

になってしまいます。フランスでも２００２年に入ると、

９・１１の直接、間接の余波と感じられるような出来

事や著書の刊行が目立つようになってきます。中

でもピエール＝アンドレ・タギエフという歴史家の

『新たなユダヤ嫌い』という本が物議をかもしまし

た。９・１１以来、あるいはそれ以前からすでに思想

的に極左と呼ばれる人々を中心として、反米、反

イスラエル、親パレスチナ、親アラブから出発し、

西洋そのものを標的とするテロリストに拍手喝采

さえ送りかねないような言説が蔓延してきており、

それが新しいタイプの反ユダヤ主義の勃興にもつ

ながっている。簡単に言うとそういう趣旨の本で

す。タギエフは『ユダヤ陰謀説――シオン賢人の

議定書』という歴史的研究で知られる歴史家です。

反ユダヤ主義、人種差別主義一般に関する研究

者として、私も以前から参照してきた人ですが、今

回のこの本は、やや性急に極左勢力による世界陰

謀なるものを自分でこしらえてしまったという感じ

がします。常日頃、自分が研究している陰謀説に、

自分自身はまりこんでしまったという印象もないわ

けではない。

同様に９・１１の直後、イタリアの有名なジャーナ

リスト、オリアーナ・ファラーチがイタリア語と英語

で出版した、アメリカ支持、イスラーム敵視の書、

『怒りと誇り』のフランス語訳が出まして、その内容

をめぐってもかなり激しい紙上論争が行われたよ

うです。

２００２年になると、ユダヤ関係でも話題をさらっ

た出来事がありました。フランスのユダヤ団体すべ

てを傘下におさめてまとめあげている組織ＣＲＩＦ

の代表ロジェ・キュキエルマンが、大統領選におけ

る極右政党の大躍進という結果をうけて、「これは

フランスのイスラーム教徒らに対して、おとなしくし

ていた方がいいぞ、という意味が込められたメッ

セージである」ということをイスラエルの『ハアレツ』

のインタビューに答えて述べ、これが轟々たる批判

を浴びました。ル・ペンの国民戦線は何もフランス

のイスラーム教徒だけを排除しようと言っているわ

けではなく、それ以前に何よりもユダヤ人排斥を

堂々と掲げてきた政党でもあるのに、今やユダヤ

人団体の代表者が国民戦線と同じようなイスラー

ム排斥の言辞を繰り広げるようになったのかと、

ユダヤ人たち自身の中からも厳しい批判がなされ

た。ほどなくキュキエルマンは「配慮を欠いた失言

だった」と謝罪しています。このほか、イスラエル

に関する事件として、年譜に掲げておいた「パリ

第６大学論争」もありましたが、詳細は割愛します。

翌年２００３年になりますと、フランス、ドイツ合同

のテレビ局「アルテ」で、イスラエル軍のジェニン侵

攻の模様を伝えるドキュメント『ジェニン、ジェニン』

が放送直前で中止になるという騒ぎがありました。

ユダヤ側の圧力によるのではなかったのかと盛ん

に問題になったりもしています。２００３年は、イスラ

ームとアフリカ系の移民二世の側から、かなり挑発

的なユダヤ攻撃の言辞が相次いで繰り広げられ、

世間の話題をさらった年でもありました。スイスの

若いイスラーム学者ターリク・ラマダーンが、インタ

ーネットのサイト上で、「フランスのユダヤ系の知識

人も政治家も、反イスラーム感情をかきたてながら

イラク戦争を支持している」として、いくつか固有

名詞をあげながら名指しで激しい抗議を繰り広げ

る。その際、ラマダーンは、タギエフがまったくユダ

ヤ系の出自の人間でもないにもかかわらず彼もリ

ストの中に含めてしまったり、ユダヤ系哲学者フィ

ンケルクロートなど、なにもイラク戦争まで支持して

いるわけでもない人間まで含めて糾弾したり、か

なりお粗末な間違いをおかしています。

２００３年１２月、父方の系譜によってカメルーンに

つながっているデュードネ・ムバラ・ムバラという人

気俳優が、あるテレビ局の生番組に正統ユダヤ教

のラビに扮して出演してきて「ハイル・イスラエル！」

「一神教世界と民主主義」という非常に大きな

テーマを課されておりますが、私からは、フランス

のユダヤ人のことに関連して話題提供をしたいと

思います。私は即物的な人間で、何々主義、何々

性という抽象名詞が三つ、四つ並んでしまうと、と

たんにまとまりがつかなくなって混乱するタイプで、

具体的な出来事や風俗から出発しないと自分の

話を組み立てられない方なので、まずはフランス

の２１世紀最初の５年間を出来事とともに振り返る

という形をとってみたいと思います。

フランスでは昨年が１９０５年に制定された「国家

と教会の分離に関する方」（一般に「政教分離法」）

の１００周年にあたる年でした。フランス共和国にお

けるライシテ（非宗教性、世俗性）の原則――英語

では「セキュラリティー」と呼ばれますが、フランス

では「ライシテ」の方が主に使われます――、そし

てここ数年の議論の趨勢の中から、日頃、私が専

門研究のテーマとして関心を持っているユダヤの

視点からフランス共和国の２１世紀に向けて真価が

問われているとすれば、それがどういう意味にお

いてであるかという個人的な結論を申し上げて、

仮の結論にしたいと思います。

２１世紀もすでに２０分の１の時間が経過してしま

いました。その間、フランスに集中的に関心をお持

ちでない方にとっても特にご記憶に残っているの

は、まず、２００２年に行われた大統領選挙でジャッ

ク・シラクが再選されるにあたり、ル・ペン率いる極

右政党、外国人排斥を露骨に掲げている国民戦

線（FN）が予想を上回る得票率を記録したこと。次

に、イスラーム教徒の女子学生が着用するチャドル

――スカーフ、ヴェールとも呼ばれていますが――

が法によって制限されるようになったという話題。

三つ目は、昨年秋からこの正月にかけて、パリをは

じめ都市郊外で始まった移民二世、三世が中心と

言われている若者たちによる暴動のニュース、この

三つだったのではないでしょうか。これを単純につ

なぎあわせますと、どうやらフランスでも移民の問題

がますます表面化してきており、移民を排斥しよう

とする極右政党が徐々に勢力を強める一方、政府

の方はチャドルの着用制限に象徴されるように、宗

教・民族的アイデンティティーの発露や移民系の若

者たちの不満に対して、かなり強硬な姿勢でそれ

を押さえ込もうとしているようだ、という印象になっ

てしまうのかもしれません。日本のメディアも大方そ

のような調子で報道していたように思いますし、私

自身、日本の新聞やテレビを介して眺めている限り

においては、うっかりそういう印象を持ちそうになっ

たのですが、今回、この機会にフランスのメディアを

もう一度細かくたどり直してみますと、そういう印象

は確かに間違いではないかもしれませんが、やや

皮相的すぎて危険かもしれないという印象も得ま

した。公立学校でのチャドルの着用制限の法律の

制定については、アメリカのメディアでかなり批判的

に採り上げられたせいで、日本のメディアもその論

調に影響されてしまったきらいがなきにしもあらずで

はないかと思います。今日はいろいろな出来事を

関係づけながら、一般の報道から受けてしまいが

ちな印象とは少し違う文脈もあるのではないか、と
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たナポレオンは、その意味でヒトラーの先駆者であ

ったという主張をもって、今現在、センセーションを

巻き起こしています。

２００５年のユダヤ関連の欄をご覧ください。３月、

ある教育法の改正に反対する学生デモの最中に、

一部の参加者が特にキッパを被っていたというこ

とで、どうやら有色人種とおぼしき暴徒らに襲撃を

受けて大怪我をする事件がありました。ユダヤ系

の青年団体を中心に「これはユダヤ人と白人を標

的にした人種差別の兆候である」と緊急アピール

を出して、これをアラン・フィンケルクロートなどが盛

んに支持するということもありました。

こうしてサイクルは一巡した、完成したと言いま

すか、今ではアラブ系、アフリカ・カリブ系、ユダヤ

系、白人までもが一斉に揃い踏みで、自分たちは

何らかの不当な差別の対象になっていると全員が

アピールを出すという状況に立ち至ったわけで

す。次にアピールを出す可能性として残っている

のはヴィエトナム系を中心とする黄色人だけかもし

れないというくらい、一斉に諸団体が差別糾弾の

アピールを出すという状況に立ち至っています。

２００５年のフランスをめぐる最大の話題は、やは

り都市部郊外の若者らによる暴動騒ぎでしょう。

実に１９５５年のアルジェリア戦争以来、５０年ぶりの

非常事態宣言が出され、年があけて、つい先頃、

ようやく解除になったという状態です。これをめぐ

ってフランスの論壇も非常に賑やかだったようで、

エピソートとしては無限にあるのですが、今日、ご

紹介したいのは、あるイスラーム指導者から出され

たファトワーです。先日、CISMORの別の会合で

このことを話しておりましたら、東京外国語大学の

大塚和男先生が、「それについてフランスのイスラ

ーム指導者がファトワーを出してないか調べてみ

たら面白いのではないか」とヒントをくださいまして、

調べてみましたら、やはり出されていました。２００

５年１１月６日、「フランス・イスラーム組織連合」のシ

ャイフがファトワーを出し、暴力と破壊行為を自重

するよう若者たちに呼びかけた。これをめぐって

もいろいろな議論があったようです。たとえば「社

会問題についてイスラームの名において公式声明

を出すことは政教分離の精神にそぐわないので

はないか」、「ファトワーを出すことによって、あたか

も暴徒らが皆イスラーム教徒の若者であるかのよ

うな印象を与えるのは好ましくないのではないか」

という批判もありました。それよりも興味深かった

のは、ファトワーの中で、暴力行為を諌め、公共の

秩序を守るように呼びかけるために使われていた

クルアーンの言葉が、原典をよく見てみると、その

前後でユダヤ教徒に対するかなり厳しい攻撃の言

辞が繰り広げられている箇所から引き出されてい

ることがわかりました。そのような箇所が故意に選

ばれたのではないか、という疑念が誘発されたり

したわけです。

しかし、暴動関連でもっともメディアを賑わせた

のは、イスラエルの『ハアレツ』に掲載されたアラ

ン・フィンケルクロートのインタビューだったと思いま

す。インタビューはフランス語で行われましたが、昨

年１１月８日『ハアレツ』紙に、ヘブライ語と英語に訳

されて掲載された後、さらにその一部がフランスの

『ル・モンド』紙でフランス語に訳し直されて報道さ

れた。そのインタビューの中で、フィンケルクロートは、

今回の暴動は、郊外に住むアフリカ系やカリブ系

の移民二世、三世らが、学業や雇用の面で受けて

いる社会的差別に怒って実力行動に出たというの

ではなく、日頃から彼らの心に宿っているフランス共

和国に対する民族・宗教的な憎悪に端を発してい

るのだと言い切った。しかもそれは反フランス、反

ユダヤを日頃から標榜している組織によってかなり

大がかりに組織された「反共和国のポグロム」であ

る、という言い方をしました。また、それに対して、

暴動の中心を占めているのがアラブ・アフリカ系の

若者たちであって、彼らが日頃からフランス共和国

を全く愛していないということすらポリティカリー・コ

レクトの気遣いから口にするのを憚り、もっぱら「社

などと叫んだりして、視聴者に呼びかけ、「あなた

方も私と一緒にアメリカ側の善の枢軸に入りたま

え」とふざけた言辞を繰り返し、これが大問題とな

りました。デュードネは映画俳優として若者の間で

強い人気を獲得していますが、日頃から「ブッシュ

に支配されるくらいならビン・ラディンに支配された

方がましである」というような発言を繰り返してい

た。余談として、この番組を組み立てていたディレ

クターがユダヤ系の人で、両親がイスラエルに住

んでいることもあったりして、テレビ局が謝罪、デュ

ードネ本人はユダヤ団体から名誉棄損で訴えられ

て裁判にかけられるというような顛末です。訴訟

はまだ続いていると思います。

２００４年、リヨン郊外に住むアルジェリアのイマー

ムが、ある雑誌のインタビューで非イスラーム教徒に

対する暴力と憎悪の勧めを公然と説き、イスラーム

世界の多重婚はもちろん、姦通をおかした女性に

対する石打ちの刑罰も「極めて当然のこと」と述べ

てみたりして、内務大臣令により国外追放の処分を

受けています。これ以外にもイスラーム原理主義の

立場からテロを礼賛し、暴力を説いたとして処分を

受けたり、テロ組織との関係を疑われたりするイス

ラーム指導者が何人か続いたようです。

同じく２００４年、反ユダヤ主義の動向もにわかに

活発化し、アルザスのコルマールのユダヤ人墓地

が――これは昔からあることですが――鉤十字の

スプレーで落書きされる事件もあり、同種の事件

がフランス全土で多発しました。これも相変わらず

という感はあるのですが、その年の末、ニュルン

ベルグ裁判の有効性とガス室の存在を疑う否定

主義の言説を公にした大学人が停職を命じられた

りしています。

そのような中、２００４年３月、公立学校における

宗教的な標章や服装の着用を制限する法が可決

され、同年１０月の新学期から施行されることにな

りました。すると今度は「法の撤回を求める」とい

う趣旨で、イラクで、原理主義グループたちがフラ

ンス人ジャーナリストの身柄を拘束し、３カ月後に

なってようやく釈放される事件もありました。確か

に時期からみて、イスラームのチャドルを狙い撃ち

したと言われても仕方のない「ライシテ」に関する

法については後に再び検討します。

直接宗教に関わるというわけではありません

が、ポスト・コロニアルの文脈でもいろいろな事件

があり、２００４年１０月、オリヴィエ・ペトレ＝グルヌイ

ヨーという歴史家が書いた『黒人奴隷貿易――全

体史の試み』という書物が、先立つ２００１年５月、国

会で可決されたトービラ法（過去の奴隷貿易を人

道に対する犯罪と認定する趣旨の法律）に背馳す

るとして人権擁護団体から訴えられるという事件

が起こります。ペトレ＝グルヌイヨーは、黒人奴隷

貿易は全体史として見た場合、決してジェノサイド

に相当する行為ではなかった。いわんやそれを

ユダヤ人に対するジェノサイド、ショアーに比較する

こと自体が誤った歴史解釈であって、新たな反ユ

ダヤ主義に余地を開く原因にもなっているという

主張を繰り広げております。こうしてショアーの記

憶と黒人奴隷貿易の歴史が、実に隠微な、複雑

な形で関係づけられていく。

その一方で、２００５年に入ると、アフリカ・カリブ

海に出自を持つ黒人フランス人たちが「われらは

共和国の原住民である」というアピールをインター

ネット上に掲載して、過去のフランスの植民地主義

を糾弾し、今日なおフランスは植民地主義的であ

ることをやめていないとして賛同者を募る運動が

立ち上がりました。同時に、確かにこれまで書物

の中であまり目にしたことのない点だったのです

が、ナチスの強制収容所の犠牲者の中には黒人も

いたのだという事実が、セルジュ・ビレというコート

ジボアールのジャーナリストの手でクローズアップ

されました。

２００５年末には、クロード・リブが『ナポレオンの

犯罪』という書物を著し、フランス革命政府によっ

て一端は廃止されたはずの奴隷制度を復活させ
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表明をするようになった。アメリカとはまた別のタ

イプの多民族国家の本性をますます顕著に現す

ようになってきたと思います。本来、旧植民地を

含めて世界的なものとしてあったはずのフランス的

な文脈が公論の場にどっと流れこむようになって

きたという意味で、むしろ私などは、ようやくフラン

スが面白くなってきた、とさえ感じています。もちろ

ん、一部分、単にメディアによる話題づくりに乗せ

られているだけではないか、という印象がないわ

けでもないのですが。

その上で、今日の論題に掲げた「共和国」「ライ

シテ」というキーワードを関係づけていこうと思い

ます。私はフランス語圏における「ライシテ」の専

門家ではなく、自分の勉強のために、必要上、本

を読みかじっている人間にすぎませんが、とくに

参照しているのは、甲南大学の小泉洋一さんによ

る２冊の専門書『政教分離と宗教的自由：フランス

のライシテ』『政教分離の法：フランスにおけるライ

シテと法律・憲法・条約』。フランスサイドの研究で

は、先頃来日して各地の大学でフランスのライシテ

について講演していたジャン・ボベロの著書です。

ボベロは、ソルボンヌの高等教育実践学院で長く

宗教社会学を教えてきた人で、今やフランスの宗

教社会学の第一人者と言っていいと思います。

今回、２００３年３月１５日の法によってイスラームの

チャドルの着用が法的に制限されることになりまし

たが、遡れば１９８９年、私がまだ大学院生だった頃

から、フランスでは学校におけるチャドルの着用の

議論がされてきました。以来、延々と繰り広げられ

てきた論争に、今回、一定の区切りがつけられるこ

とになったわけですが、それをもって、アメリカでそ

の種の批判が盛んに行われたように、フランスは宗

教的、民族的伝統を公の場から排除しようとしてい

るという見方をしてしまったのでは、余りにも粗末

なフランス観になってしまいます。私はことさらシラ

ク大統領のフランス共和国を擁護する義務を感じ

ている人間ではないのですが、この点については、

フランス共和国がそれぞれの宗教、民族的文化に

対して示している「尊重の姿勢」だけはきちんと見

ておかなければならないと思う者です。ジャン・ボ

ベロも強調しているとおり、こと「ライシテ」の議論に

ついては、それがうまくいかなくなった時、何か問

題になった時だけ注目され、スキャンダラスに強調

されるきらいがあり、普段、ライシテの理念をもって

うまく機能している、宗教文化がフェアな仕方で尊

重されているという側面には、日頃あまりスポットが

あてられないという実態があるので、確かに注意し

なければいけないと私も反省したところです。

今回の法によってはっきりさせられたのは「公立

学校において、教育活動の時間内に宗教的帰属

を表に現すような標章や服装を着用してはならな

い」ということです。フランスにも公立学校と私立学

校があり、生徒の数の割合で言うと、毎年ある一学

年について、子どもたちのうち８４％が公立学校に

通い、１６％が私立学校に入学・進学しているそう

です。私立学校のほとんどが宗教系の学校で、９

割はカトリックですが、プロテスタントのルター派と

長老会議派、ユダヤ教、イスラームの私立学校も、

合わせて１割程度ですが存在します。入学者数で

公・私の比率は８４対１６ですが、小学校から中等教

育に進む過程で、あるいは転校やコース変更など

により、公立から私立へ、私立から公立へとかなり

生徒の行き来があるために、義務教育課程を通じ

て一時期なりとも私立学校を経由する生徒の割合

は全体の４割に達するという。ですから、今回の法

は、見方によっては教育課程の６～８割の大きな部

分を占めるものではありますが、あくまでも公立学

校における就学時間内における宗教的表象の着用

を禁止するものであって、学校教育の現場そのも

のからチャドルを排除しようとするものというのは、

言い方として正しくないということです。

フランス共和国も、主として宗教系の私立学校

に対して補助金を交付しています。１９０５年に遡る

政教分離法に定められているのは、宗教団体によ

会的な観点から差別をなくしていこう」とか、「若者

たちの人権を守っていこう」とか、むしろ暴動者た

ちへの同情を基調としているような左派や人権擁

護派を中心とする言説は、出来事の真実を直視し

ようとしない「おめでたい精神主義」であるとして、

かなり声を荒らげたわけです。その他にもフィンケル

クロートは激しい口調で挑発的な言辞を連発して

いるのですが、その後、彼自身が「フランス語から

ヘブライ語へ、またそれがフランス語になった過程

で、大分言葉づかいが誇張されてしまった」と弁明

していますので、ここでは字面や言葉づかいには

こだわらずにおきますが、発言の中心的な趣旨は

今、述べたようなことです。

これに対して『レベラシオン』、『ヌーヴェル・オプ

セルヴァトゥール』など、各紙誌から一斉に批判の

声が上がりました。フィンケルクロートの方こそ、共和

国の擁護、反ユダヤ主義の告発という名目で、移

民二世、三世らの若者に対する社会的差別に目を

瞑ろうとしているのではないか。これを民族・宗教

的な憎悪と決めつけることによって、フランスの中に

内なる他者をつくりあげ、囲い込み、そういう憎悪

を抱いている人 さ々え外に追い出してしまえばフラ

ンス共和国はうまくいくのだというような保守派の言

説、ややもすれば極右の国民戦線にもつながりか

ねない言説を生み出しているではないか。しばらく

前からネオ反動主義者の代表格と言われてきたフ

ィンケルクロートも遂にここでその極みに達したか、

というかなり激しい批判が相次ぎました。

さて２００５年を締めくくった、ある意味ではこの５

年間のフランスを締めくくったといってもいいかも

しれない、この「フィンケルクロート論争」と、私の

今日のキーワードである「共和国」「ユダヤ」「ライシ

テ」がどう結びつくかというところは追って申し上

げることにいたしまして、以上、駆け足で見てまい

りました２１世紀最初の５年間のフランスの論争に

ついて、全体的な印象を申し上げます。

第一の印象は、２０世紀末にもまして、２１世紀の

フランスにおいては、民族、宗教、あるいはそれを

めぐる歴史と記憶というテーマか非常に重要な意

味を持ってきているようだということ。第二には、

それぞれの言論人が、それぞれの立場から、それ

ぞれのインパクトをもって発言を行っているけれど

も、共通しているのは、皆、自分自身が最後の決

定的な言葉を言おうとして力むあまり、最後のとこ

ろで何かに躓き、結果として、暴言、失言、他者へ

の配慮を欠いた発言になってしまっているという

こと。第三に、皆が皆、自分の主張が、目に見え

ない、しかしどこかで組織化されている抑制の壁

によって遮られている、と感じており、そこで自分

はあえて抑圧をはね除けながら口にしているのだ

という、「ポリティカリー・コレクトの犠牲者」としての

構えから物事を述べていること。第四に、各人が

各人の立場を代表しつつ、自分たちこそは歴史上

の真の被害者であった、と強調したがる傾向があ

る。それによって、論争が「被害者意識競争」のよ

うな性格を帯びてしまい、論争そのものが不毛な

ものになってしまいかねない。そればかりか、自

分たちこそ真の被差別者として他の被差別者を貶

めるような言説を互いに浴びせ合うような形で、

結局のところオールマイティーの差別を掲げている

国民戦線の有利に働くような危険な状況にさえな

りかねないということ。第五には、しかし、こうした

一連の傾向も、広い心で眺め渡してみると、２１世

紀の現実を何とかできないかと思いつつ、しかし

どうにもできずにいる、それぞれの苛立ちが先に

立っているのではないか、ということです。

フランスの論壇、知識人界は、２０世紀末まで、

やはり白人にして古くからのフランス人、大方キリ

スト教世界から出てきた人々が中心を占めており、

せいぜいユダヤ系とカリブ系の論者や知識人が少

数派として孤高を保っていたようなところがあった

のですが、ここへ来て、イスラーム、アラブ、アフリ

カ・カリブ系など、フランス本国の小さな六角形以

外のところにも絆を持っている人々が一斉に態度
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いうことです。確かに礼拝活動の経費や聖職者の

手当として公金の支出は禁じられています。しか

し、公有財産の無償・無期限の貸与という形であ

らゆる信仰活動が行えるようにしていく一方で、た

だ、ある限られた線で隈取られた「公共の空間」、

たとえば百パーセント公金で賄われている公立学

校の教室は、法の権限をもってしっかりと確保し、

その空間には市民があくまで市民として、それぞ

れの宗教の文脈をいったん脱ぎ捨てて入ってき

てください、ということにする。この「公共の空間」

こそが、ラテン語で言うところの「res publica」で

あり、共和国の意味でもあるわけです。

フランスの「ライシテ」が２１世紀に向けていろい

ろな問題に直面していることは確かです。特にフ

ランス第二の宗教にまで成長したイスラームをどう

扱っていくか、そして、ＥＵの統合に向けてライシテ

概念をどう活かしていくか、この二点が最大の課

題でしょう。その際、私個人としては、フランス共

和国２００年の歴史の中で長らく唯一の非キリスト

教文化を代表していたフランス・ユダヤ人の歴史

を、ライシテの議論のためにもう一度振り返ってみ

ることによって、豊かな議論の材料が得られるの

ではないかという感触を得ています。たとえば、

ジャン・ボベロが指摘しているように、フランス革命

時、それぞれの宗教人は、革命政府を支持し、共

和国の市民としての義務を果たす旨、「宣誓」

（serment）を行う義務を課されました。ところが、

その際、キリスト教徒には個人として宣誓の機会

が与えられていたのに対して、ユダヤ教徒に対し

てはラビをはじめとする共同体の名士たちが代表

して宣誓を行うという集団体制がとられた。憲法

制定議会でクレルモン＝トネールが行った有名な

発言に、「民族（nation）としてのユダヤ人には何も

与えまい。個人（individu）としてのユダヤ人にす

べてを与えよう」というものがあります。こうした考

えに基づいてユダヤ人への市民権授与が実現さ

れたわけですが、しかし、その原則に明らかに背

馳して、ユダヤ人には個人としてではなく、集団と

してしか宣誓の機会が与えられなかった。しかも、

「宣誓」という行為自体、もとをただせばラテン語

の「サクラーメントゥム」に由来するキリスト教文化

の風習にほかならない。２０世紀においては、ヴィ

シー体制下、ユダヤ人は、個々人がフランス国（エ

タ・フランセ）とのあいだにどのような関係を保って

いるかに関係なく、人種によって、やはり集団とし

て身分規定を受けることになった。つまり、本来、

宗教的、民族的な出自をことごとく個人の次元に

押し止め、「公共の空間ではそれを何かを判断す

る際の基準にしてはいけない」というのが共和国

の「ライシテ」の原則だったはずであるにもかかわ

らず、それが歴史の非常事態にあっては実にもろ

いものであるということです。そして、非キリスト教

世界に出自を持つユダヤ人のような少数派には、

常に不条理な例外措置が講じられやすいもので

あるということ。過去２００年の経験に則し、２１世紀

に向けて何かを役立てるとするならば、私はフラ

ンスのユダヤ世界の体験をおいて他にないとさえ

思っています。一つの多数派といくつかの少数派

で公共の空間を維持しようという場合、そして、そ

の公共の空間には「単なる市民として出てきてく

ださい」というふうに定める場合、現実として、少

数派の方が多数派よりもはるかに多くの出費を求

められるということです。たとえば、フランス革命に

よって市民権を得て以来、フランスのユダヤ人は

フランスの市民であるためにいかに多くの精神的

出費を求められてきたか。非ユダヤ系のフランス

人、大多数のカトリック系のフランス人に比べて、

フランスのユダヤ人はいかに多くフランス共和国に

対する「愛」を表明しなければ、フランス市民と見

なされ得なかったかということは、この２００年の歴

史の中で如実に示されております。

これは、遡ればルソーの『社会契約論』に打ち

出されている「市民は市民としての自らの義務を

愛さなければならない」というテーゼ――ここで

る礼拝活動、礼拝行為に対する公金支出の禁止

であって、宗教系の私立学校が行う教育活動に対

しては、その重要性と公的な性質に鑑みて公的な

予算があてがわれているわけです。もちろん、公

的予算の支出を受けている私立学校において宗

教的な標章を着用することに、フランス共和国は

一切口を出さないわけです。

ここで１９０５年以来１００年の歴史をもつ政教分離

の基本的な仕組みをはっきりさせておきたいのです

が、宗教団体は、別に定められた「結社法」「集会

法」に則って届け出を出し、association cultuelle

という宗教結社を結成した上で、礼拝活動も教育

活動も自由に行うことができます。１９０５年に政教分

離法が制定された時、カトリック教会はこの制度を

すぐに受け入れませんでした。受け入れられるまで

に２０年くらいかかったので、いろいろと揉めたことは

事実ですが、以来、カトリックの教会、プロテスタント

の教会堂、ユダヤのシナゴーグ、その他、礼拝用の

建物をはじめとする宗教団体の財産は、政教分離

法によっていったん国や地方自治体の所有物とな

りました。それが従来その建物を使っていた宗教結

社に無償・無期限で貸与され、維持費、補修費に

も公金が支出されるという仕組みになっています。

１９０５年の政教分離法の制定時にはまだ存在しな

かったイスラームのモスクについては、確かに事情は

特殊です。イスラームの宗教団体がその後、宗教結

社を結成して宗教活動を開始するのは自由ですが、

１９０５年の時点で国有、公有のものとしてモスクなど

なかったわけです（パリのモスクは１９２０年代のもの

で、それが最初のものです）。他方、だからといって

公費でモスクを建設するのは明らかに政教分離法

に抵触し、不可能である。よってモスクはあくまでも

私費で建設され、私費で維持されていく以外にな

いのですが、昨今のライシテの議論の中では、今や

５００万人の信徒をもってカトリックに次ぐフランス第

二の宗教になったイスラームについて、決定的に不

足しているモスクを政教分離法に抵触せずに増設

する方法はないか、政府が積極的に打開策を探っ

ているというのが実情です。たとえばモスクを建てた

いという団体が建設費をどこかから借り入れる場

合、国、地方自治体が保証人になることができるよ

うにするという制度を考えている。２００３年５月、「イス

ラーム信仰フランス評議会」という、ユダヤ組織のＣ

ＲＩＦに相当するものが、パリのモスクの指導者ダリ

ル・ブバクールを議長として立ち上がりましたが、そ

の大きな目的の一つは、政教分離法に背馳せずに

モスクを増やしていく方法はないか、そしてモスクと

同様決定的に不足しているイスラーム系の私立学校

も、もちろん国公立としてつくるわけにはいかないけ

れども、何とか増やしていけないかと、官民一体で

模索していくことにあります。

これに対して、年譜の２００５年１１月のところに記

しておきましたとおり、南仏ニースの市長が新たな

モスクの建設に市として許可を出さないということ

があった時、その拒否の姿勢が政教分離法に背

馳するものとして批判されるのが普通の議論の趨

勢です。つまり、建設のために市が資金を出さな

いのは法の趣旨に照らして当然であるけれども、

私費で建設したいという人々がいる場合、それに

許可を出さないのは明らかに政教分離法に反して

いるということです。フランスにおいて、メディアを

通じてさかんに強調されるあまり、誤った印象を

抱いてしまいかねないのですが、反イスラーム感

情の発露は、絶えず個人のレベルで目にすること

はあっても、フランス共和国そのものが反イスラー

ム的ということは原則的にあり得ないことです。そ

して、まさにフランスをして反イスラームたらしめな

い原則が、そもそも特定の宗教に対して「親」であ

ったり「反」であったりすることを許さない政教分

離法の精神であるというところを、誤解のないよう

に確認しておきたいと思います。

ここでイスラームの事例から逆にはっきり浮かび

上がってくるのは、フランス共和国の「ライシテ」は、

いずれの宗教も公認せず、同時に禁圧もしないと
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「ショアーを相対化しようとする修正主義である」と

して、逆に非ユダヤの方からは「イスラエル・アラ

ブ紛争の現実を追認している」として、双方の批判

にさらされました。しかし、私としては、いかに事

実が甚大で、そこで犠牲となった人間の苦しみに

計り知れないものがあったとしても、ユダヤ、キリ

スト教世界、イスラームの関係をショアーと中東問

題のみに還元させてしまうのではなく、三つの一

神教世界の長い関係史には、相互の理解、対話

に値する非常に豊かな側面が無数に存在すると

いうこと、そして、ショアーと黒人奴隷貿易、反ユダ

ヤ主義と植民地主義を比較して、どちらがどれだ

けどうであったとか、そもそもそれらを比較するこ

とすら冒涜的なのだ、といったような「犠牲者競争」

の議論はそろそろ止めにして、一方の苦しみへの

理解が他方の苦しみの理解にもつながるような言

論のあり方を模索すべきだというベンバッサ、アテ

ィアスの主張に共感を覚えますし、また、ここCIS-

MORにも相応しいスタンスなのではないか、と考

えております。いわば、歴史研究やイデオロギー

論の場における「ライシテ」の構築の努力が、目立

たないながらも、派手なメディア論争とは別のとこ

ろで少しずつ生まれてきているとすれば、そこを

大切に見て行かねばならないのだろうと感じてい

るところです。

「ライシテ」という概念を、政教分離法という純

粋な法のレベルから、あまりにも民族、文化、さら

には学術の領域まで広げて欲張ってしまったかも

しれませんが、以上をもって私からの話題提供と

いたします。

「愛」という表現に注意しておきたいのですが――

に行き着く、きわめてジャコバン的な市民観なの

かもしれません。しかし、よく考えてみますと、各

市民がその宗教や出自から切り離されて、もっぱ

ら市民として出て行かなければならない「公共の

空間」があり、それを保つのが「ライシテ」の原則

であるとすれば、その維持のために求められてい

るのは、実のところ「愛」ではなく、「尊重」の気持

ちなのではないか、と私は思います。それが必ず

しも「愛」といった情緒の絆である必要はなく、基

本的な「法の遵守」、すなわち「ライシテ」を尊重す

る意向で十分なのではないか。本来のライックな

共和国においては、「共和国を愛するか否か」さえ

も究極的には個人の次元の選択肢であって、不可

欠なものは、res publica（公共のもの）に対する最

低限の尊重の念なのではないか、と思うのです。

ところが、実際にフランスのユダヤ人は、一般に

「同化」と呼ばれる長い共和国在住歴の中で、これ

まで市民の証としていかに多くの「愛」を求められ、

実際にいかに多くの「愛」を捧げてきたことか。こ

の歴史的経験は、２１世紀フランスの「ライシテ」に

も、ひいてはＥＵにおける議論の構築のためにも

大いに活かされるべきものであると私は思います。

ここで郊外の暴動とフィンケルクロートの話に戻

るわけですが、郊外の若者たちの暴動において、

その中心を占めていたのがアラブ、アフリカ系の二

世、三世であり、彼らが日頃、フランス共和国に対

して募らせている不満なり憎悪なりから実力行動

に出たというのが真相であったとして、その場合で

も、彼らに求められているのは、共和国に対する

「愛」ではなく、公共のものに対する「尊重」の念に

すぎなかったのではないか。その意味で、フィンケ

ルクロートの発言は私の目から見て明らかに間違い

と感じられます。フィンケルクロートは、「そうした若者

はフランス共和国を憎悪している。人は自ら愛して

いない国に居続けるいわれはない」と言い放った

わけですが、その発言は、ポリティカリー・コレクト

云々以前の問題として、やはり間違いではないか。

あくまでも市民として参入を求められる公共空間が
res publicaであるとするならば、それが「愛」や「憎

悪」の対象にされること自体、すでに語義矛盾なの

ではないか、というのが私の見方です。

フィンケルクロートも今回の発言によりメディア上

で盛んに批判を浴び、「もはやフィンケルクロートもこ

こまでか、彼もやはりネオ反動主義者の一人にす

ぎなかった」として彼を葬り去ろうとする論調が目立

ちますが、私としては、逆にこうなってくると、かつ

てフィンケルクロートが１９８１年に書いた『想像のユダ

ヤ人』から多くのことを学んだ人間として、むしろこ

の先こそフィンケルクロートにじっくりつきあってやろ

うか、という気さえしております。特に２００５年１２月、

アラン・フィンケルクロートとベニー・レヴィの対談集

『＜書物＞と書物――ライシテをめぐる対談』は、も

う少し冷静な注目に値するはずです。

ライシテ議論をめぐって、もう一つ注目に値する

とおぼしき本をご紹介して私の発表を終わりにし

たいと思います。２００１年９月に刊行され、その後、

ほぼ同時に起こった９・１１のショックによっていさ

さか覆い隠されてしまった感のある、エステル・ベ

ンバッサとジャン＝クリストフ・アティアスの共著『ユ

ダヤ人に未来はあるか？』です。この二人のユダヤ

史の専門家が対談形式で著した書物のなかでは、

ショアーの記憶を一種の宗教として、そこからすべ

てを導きだし、そこにすべてを還元しまいかねな

いような傾向――まさにこの５年間のみならず、２０

世紀後半の全体的傾向と言ってもいいかもしれま

せん――、ならびに、世界の現状をすべてイスラ

エル・アラブ紛争に還元させ、そこからすべてを結

論づけてしまおうとする傾向――それもすでにこ

の４、５年の傾向と言っていいかと思いますが―

―、そういう傾向に対する警鐘が、すでに２００１年

の時点で鳴らされていた。いずれも、従来の言論

界において言説化するにはかなり勇気のいる論

点です。実際、この書物も、ユダヤ側の方からは
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ジ
ュ
お
よ
び
リ
セ
に
お
い
て
宗
教
へ
の
所
属
を
表
明

す
る
標
章
ま
た
は
服
装
の
着
用
を
枠
づ
け
る
法
律
」

M
ar

ch
 1

5 
: T

he
 F

re
nc

h 
la

w
 o

n 
se

cu
la

rit
y 

an
d 

co
n-

sp
ic

uo
us

 r
el

ig
io

us
 s

ym
bo

ls
 in

 s
ch

oo
ls

 b
an

s 
st

u-
de

nt
s 

fro
m

 w
ea

rin
g 

co
ns

pi
cu

ou
s 

re
lig

io
us

 s
ym

bo
ls

in
 F

re
nc

h 
pu

bl
ic

 p
rim

ar
y 

an
d 

se
co

nd
ar

y 
sc

ho
ol

s

20
04

4
月
2
9
-3
0
日
ア
ル
ザ
ス
地
方
コ
ル
マ
ー
ル
の
ユ
ダ
ヤ
人

墓
地
で
少
な
く
と
も
1
2
7
の
墓
碑
が
ス
プ
レ
ー
の
鉤
十
字

な
ど
で
汚
さ
れ
る
（
ほ
か
に
も
同
種
の
事
件
が
フ
ラ
ン
ス

全
土
で
発
生
）

A
pr

il 
29

/3
0 

: A
 J

ew
is

h 
ce

m
et

er
y 

in
 C

ol
m

ar
 (A

ls
ac

e)
va

nd
al

iz
ed

. 
A

t 
le

as
t 

12
7 

he
ad

st
on

es
 w

er
e 

sp
ra

y
pa

in
te

d 
w

ith
 s

w
as

tik
as

 a
nd

 a
nt

i-S
em

iti
c 

st
at

e-
m

en
ts

. 

2
月
2
6
日
リ
ヨ
ン
郊
外
に
住
む
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
人
サ
ラ
フ

ィ
ー
派
イ
マ
ー
ム
、
ア
ブ
デ
ル
カ
デ
ル
・
ブ
ジ
ア
ー
ヌ
が「
公

然
と
暴
力
、
憎
悪
を
呼
び
か
け
、
公
共
の
秩
序
を
乱
す
発
言
」

を
行
っ
た
と
し
て
、
内
務
大
臣
命
に
よ
り
国
外
退
去
処
分

Fe
br

ua
ry

 2
6 

: 
A

lg
er

ia
n 

sa
la

fis
t 

Im
am

, 
A

bd
el

ka
de

r
B

ou
zi

an
e 

or
de

re
d 

ex
pu

ls
ed

 f
or

 h
is

 c
al

ls
 t

o 
ha

tre
d

or
 to

 v
io

le
nc

e
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20
06

. 1
. 2

1.
 同
志
社
大
学
一
神
教
学
際
研
究
セ
ン
タ
ー
　
部
門
研
究

1・
２
合
同
研
究
会
　
発
表
資
料

フ
ラ
ン
ス
21
世
紀
最
初
の
5年
間
を「
民
族
」「
宗
教
」「
世
俗
性
」「
歴
史
・
記
憶
」の
観
点
か
ら
振
り
返
る

菅
野
　
賢
治

国
政
・
世
界
情
勢

F
re

n
ch

 a
n

d 
in

te
rn

at
io

n
al

 p
ol

it
ic

s
ユ
ダ
ヤ
関
係

F
re

n
ch

 je
w

is
h

 s
ce

n
e

イ
ス
ラ
ー
ム
・
ア
ラ
ブ
関
係

F
re

n
ch

 is
la

m
o-

ar
ab

ic
 s

ce
n

e
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
関
係

P
os

t-
co

lo
n

ia
l s

ce
n

e

8
月
3
1
日
-9
月
7
日
　
ダ
ー
バ
ン
（
南
ア
フ
リ
カ
）
人
種

差
別
撤
廃
国
際
会
議

A
ug

us
t

31
- 

S
ep

te
m

b
er

7
: 

W
or

ld
 c

on
fe

re
nc

e
ag

ai
ns

t r
ac

is
m

 in
 D

ur
ba

n,
 S

ou
th

 A
fri

ca

9
月
1
1
日
　
ア
メ
リ
カ
同
時
多
発
テ
ロ

Se
pt

em
be

r1
1

: T
er

ro
ris

t a
tta

ck
s 

in
 U

.S
.

20
01

9
月
エ
ス
テ
ル
・
ベ
ン
バ
ッ
サ
、
ジ
ャ
ン
＝
ク
リ
ス
ト
フ
・
ア
テ

ィ
ア
ス
に
よ
る
共
著『
ユ
ダ
ヤ
人
に
未
来
は
あ
る
か
？
』刊

Se
pt

em
be

r :
 p

ub
lic

at
io

n 
of

 E
st

he
r B

en
ba

ss
a,

 J
ea

n-
C

hr
is

to
ph

e 
A

tti
as

, L
es

 J
ui

fs
 o

nt
-il

s 
un

 a
ve

ni
r ?

  (
Th

e
Je

w
s 

an
d 

th
ei

r f
ut

ur
e)

9
月
作
家
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
、
自
著
の
な
か
で
イ

ス
ラ
ム
教
に
対
す
る
差
別
的
発
言

Se
pt

em
be

r 
: 

an
 is

la
m

op
ho

bi
c 

co
m

m
en

t 
by

 a
ut

ho
r

M
ic

he
l H

ou
el

le
be

cq

5
.1
0
. 
過
去
の
奴
隷
制
度
を「
人
道
に
対
す
る
犯
罪
」と
認

定
す
る
法
案（
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ー
ヌ
・
ト
ー
ビ
ラ
＝
ド
ラ
ノ
ン

提
出
）、
上
院
で
可
決

M
ay

 1
0 

: t
he

 a
do

pt
io

n 
by

 th
e 

Se
na

te
 o

f t
he

 L
aw

 p
re

-
se

nt
ed

 b
y 

C
hr

is
tia

ne
 T

au
bi

ra
-D

el
an

no
n,

 r
ec

og
ni

z-
in

g 
th

e 
sl

av
e 

tra
de

 a
s 

a 
cr

im
e 

ag
ai

ns
t h

um
an

ity
.

4
月
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
、
ジ
ェ
ニ
ン
侵
攻

A
pr

il 
: I

sr
ae

l's
 o

pe
ra

tio
n 

in
 J

en
in

,

4
月
2
1
-5
月
5
日
大
統
領
選
挙
、
Ｆ
Ｎ
党
首
ル
・
ペ
ン
が

第
一
投
票
で
1
6
･8
6
％
を
占
め
第
二
位
、
決
選
投
票
で
も

1
7
･7
9
％
を
獲
得

A
pr

il 
21

- 
M

ay
 5

 :
 I

n 
th

e 
pr

es
id

en
tia

l e
le

ct
io

ns
 o

f
20

02
, 

Le
 P

en
 o

bt
ai

ne
d 

16
.8

6%
 o

f 
th

e 
vo

te
s 

in
 t

he
fir

st
 ro

un
d,

 1
7.

79
%

 in
 th

e 
se

co
nd

 ro
un

d 
of

 v
ot

in
g.

20
02

1
2
月
「
パ
リ
第
6
大
学
」
論
争

マ
リ
ー
＝
キ
ュ
リ
ー
・
パ
リ
第
6
大
学
の
評
議
会
が
、
最
近
の

イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
政
策
が
オ
ス
ロ
合
意
に

反
す
る
と
し
て
、
E
U
＝
イ
ス
ラ
エ
ル
間
の
学
術
協
力
協
定
の

更
新
を
見
合
わ
せ
る
決
定
を
下
す
。
ユ
ダ
ヤ
系
哲
学
者
ベ

ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
、
ア
ラ
ン
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ

ー
ト
、
弁
護
士
ア
ル
ノ
ー
・
ク
ラ
ル
ス
フ
ェ
ル
ド
、
C
R
IF
議
長

ロ
ジ
ェ
・
キ
ュ
キ
エ
ル
マ
ン
な
ど
が
こ
れ
を「
学
術
の
世
界

か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
を
排
除
し
よ
う
と
る
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
な

決
定
」と
し
て
激
し
い
抗
議
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
。

D
ec

em
be

r :
 C

on
tro

ve
rs

y 
ov

er
 U

ni
ve

rs
ity

 P
ar

is
 V

I
Th

e 
ad

m
in

is
tra

tiv
e 

co
un

ci
l o

f M
ar

ie
-C

ur
ie

 U
ni

ve
rs

ity
- 

P
ar

is
 V

I 
d

ec
id

es
 t

o 
no

t 
re

ne
w

 t
he

 E
U

-I
sr

ae
l

A
ca

de
m

ic
 A

ss
oc

ia
tio

n 
ag

re
em

en
t, 

by
 re

as
on

 o
f t

he
re

ce
nt

 p
ol

ic
ie

s 
of

 I
sr

ae
l 

to
w

ar
ds

 t
he

 p
al

es
tin

ia
n

pe
op

le
. 

Th
e 

ph
ilo

so
ph

er
s 

B
er

na
rd

 H
en

ri-
Lé

vy
 a

nd
A

la
in

 F
in

ki
el

kr
au

t, 
th

eN
az

i-h
un

tin
g 

la
w

ye
r 

A
rn

o
K

la
rs

fe
ld

 a
nd

 R
og

er
 C

uk
ie

r, 
th

e 
pr

es
id

en
t 

of
 t

he
C

R
IF

, w
av

ed
 b

an
ne

rs
 a

nd
 c

ha
nt

ed
 s

lo
ga

ns
 o

ut
si

de
th

e 
ca

m
pu

s 
en

tra
nc

e.

5
月
オ
リ
ア
ー
ナ
・
フ
ァ
ラ
ー
チ『
怒
り
と
誇
り
』
の
フ
ラ
ン

ス
語
訳
刊
行
、
物
議
を
醸
す

M
ay

 :
 C

on
tro

ve
rs

y 
ov

er
 t

he
 f

re
nc

h 
tra

ns
la

tio
n 

of
O

ria
na

 F
al

la
ci

's
 T

he
 R

ag
e 

an
d 

th
e 

Pr
id

e

1
月
ピ
エ
ー
ル
＝
ア
ン
ド
レ
・
タ
ギ
エ
フ
『
新
た
な
ユ
ダ
ヤ
嫌
い
』
刊

Ja
nu

ar
y 

: p
ub

lic
at

io
n 

of
 P

ie
rr

-A
nd

ré
 T

ag
ui

ef
f's

 T
he

 N
ew

 ju
de

op
ho

bi
a 

(L
a 

no
uv

el
le

 ju
dé

op
ho

bi
e)

4
月
末
ユ
ダ
ヤ
系
団
体
代
表
評
議
会
議
長
ロ
ジ
ェ
・
キ
ュ
キ
エ
ル
マ
ン
が
イ
ス
ラ

エ
ル
の
『
ハ
ア
レ
ツ
』
紙
に
対
し
て
行
っ
た
発
言（
「
ル
・
ペ
ン
の
台
頭
は
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
に
対
し
て
『
静
か
に
し
て
い
ろ
』と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」）
が
フ
ラ
ン

ス
・
ユ
ダ
ヤ
共
同
体
内
部
で
も
物
議
を
醸
す

Th
e 

p
re

si
d

en
t 

of
 C

R
IF

 (
R

ep
re

se
nt

at
iv

e 
C

ou
nc

il 
of

 J
ew

is
h

O
rg

an
iz

at
io

ns
), 

R
og

er
 C

uk
ie

rm
an

's
 re

m
ar

k 
to

 H
a'

ar
et

z 
th

at
 th

e 
el

ec
tio

n
su

cc
es

s 
of

 J
ea

n-
M

ar
ie

 L
e 

Pe
n 

se
nd

s 
"a

 m
es

sa
ge

 t
o 

th
e 

M
us

lim
s 

to
ke

ep
 q

ui
et

" h
as

 c
re

at
ed

 a
n 

up
ro

ar
 a

m
on

g 
Fr

an
ce

's
 J

ew
is

h 
co

m
m

un
ity

.



フランス共和国とユダヤ――
『ライシテ（世俗性）』理念の試金石

305

国
政
・
世
界
情
勢

F
re

n
ch

 a
n

d 
in

te
rn

at
io

n
al

 p
ol

it
ic

s
ユ
ダ
ヤ
関
係

F
re

n
ch

 je
w

is
h

 s
ce

n
e

イ
ス
ラ
ー
ム
・
ア
ラ
ブ
関
係

F
re

n
ch

 is
la

m
o-

ar
ab

ic
 s

ce
n

e
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
関
係

P
os

t-
co

lo
n

ia
l s

ce
n

e

5
月
2
9
日
E
U
憲
法
を
め
ぐ
る
国
民
投
票

M
ay

 2
9 

: t
he

 re
fe

re
nd

um
 o

n 
th

e 
EU

 C
on

st
itu

tio
n

5
月
3
1
日
ド
・
ヴ
ィ
ル
パ
ン
内
閣
、
内
相
サ
ル
コ
ジ
ー

M
ay

 3
1 

: D
e 

Vi
lle

pi
n 

go
uv

er
nm

en
t, 

w
ith

 S
ar

ko
zy

 a
s

m
in

is
te

r o
f t

he
 in

te
rio

r

9
月
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
『
民
主
主
義
へ
の
憎
悪
』

刊 Se
pt

em
be

r 
: 

pu
bl

ic
at

io
n 

of
 J

ac
qu

es
 R

an
ci

èr
e'

s 
La

H
ai

ne
 d

e 
la

 d
ém

oc
ra

tie
 (T

he
 H

at
re

d 
of

 D
em

oc
ra

cy
)

1
0
月
2
7
日
パ
リ
郊
外
で
暴
動
発
生
、
全
国
へ
波
及

O
ct

ob
er

 2
7 

: 
Th

e 
rio

ts
 b

eg
in

 in
 t

he
 b

an
lie

ue
s 

of
Pa

ris
.

1
1
月
8
日
シ
ラ
ク
大
統
領
、
1
9
5
5
年
以
来
の
非
常
事

態
宣
言

N
ov

em
be

r 
8 

: P
re

si
de

nt
 J

ac
qu

es
 C

hi
ra

c 
de

cl
ar

e 
a

st
at

e 
of

 e
m

er
ge

nc
y 

us
in

g 
a 

19
55

 la
w

20
05

su
ite

1
1
月
1
8
日
ア
ラ
ン
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
の
イ
ン
タ
ヴ

ュ
ー
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の『
ハ
ア
レ
ツ
』紙
に
掲
載
。
そ
の
中
で

フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
は
、
暴
動
の
背
後
に
社
会
的
差
別
の

み
を
見
、
暴
徒
の
若
者
ら
に
同
情
的
な
一
般
の
言
説
を
厳
し

く
批
判
。
彼
に
よ
れ
ば
今
回
の
暴
動
は「
民
族
＝
宗
教
的
な

性
質
」の
も
の
で
あ
り
、ア
ラ
ブ
、ア
フ
リ
カ
系
の
移
民
二
世
、

三
世
が
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
抱
く
深
い
憎
悪
の
表
れ
と
し
て

「
反
＝
共
和
国
の
ポ
グ
ロ
ム
」の
名
に
値
す
る
と
断
じ
る
。

N
ov

em
be

r 
18

: 
Al

ai
n 

Fi
nk

ie
lk

ra
ut

's
 lo

ng
 in

te
rv

ie
w

 t
o

th
e 

Is
ra

el
i d

ai
ly

 H
aa

re
tz

. I
n 

th
is

 in
te

rv
ie

w
, h

e 
cr

iti
ci

ze
s

Fr
an

ce
's

 m
ed

ia
, i

nt
el

le
ct

ua
ls

, a
nd

 p
ol

iti
ci

an
s 

fo
r v

ie
w

-
in

g 
th

e 
rio

ts
 a

s 
th

e 
un

de
rs

ta
nd

ab
le

 p
ro

te
st

 o
f 

a 
di

s-
cr

im
in

at
ed

  
un

de
rc

la
ss

, 
w

hi
le

 t
ur

ni
ng

 a
 b

lin
d 

ey
e 

to
th

ei
r 

tru
e 

et
hn

ic
o-

re
lig

io
us

 n
at

ur
e.

 F
or

 h
im

, 
th

ey
 a

re
an

 "
an

ti-
re

pu
bl

ic
an

 p
og

ro
m

" 
an

d 
an

 e
xp

re
ss

si
on

 o
f

de
ep

 h
at

re
d 

fe
lt 

fo
r F

ra
nc

e 
by

 a
 g

en
er

at
io

n 
of

 F
re

nc
h-

bo
rn

 c
hi

ld
re

n 
of

 M
us

lim
 a

nd
 A

ra
b 

im
m

ig
ra

nt
s

1
1
月
哲
学
者
ア
ラ
ン
・
バ
デ
ィ
ウ
ー
の
『「
ユ
ダ
ヤ
人
」と

い
う
言
葉
の
射
程
』
刊

N
ov

em
b

er
 :

 p
ub

lic
at

io
n 

of
 p

hi
lo

so
p

he
r 

A
la

in
B

ad
io

u'
s 

Le
s 

Po
rté

es
 d

u 
m

ot
 "J

ui
f"

1
2
月
ア
ラ
ン
・
フ
ィ
ン
ケ
ル
ク
ロ
ー
ト
、
ベ
ニ
ー
・
レ
ヴ
ィ

対
談
集
『〈
書
物
〉
と
書
物
―
―
ラ
イ
シ
テ
を
め
ぐ
る
対
談
』

（
A

la
in

 F
in

ki
el

kr
au

t, 
B

en
ny

 L
év

y,
 L

e 
Li

vr
e 

et
 l

es
liv

re
s,

 e
nt

re
tie

ns
 s

ur
 la

 la
ic

ité
）刊

1
1
月
6
日
「
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ス
ラ
ム
組
織
連
合
」（
U
O
IF
）

の
シ
ャ
イ
フ
、
ウ
ー
ニ
ス
・
ク
ル
カ
ー
フ
が
郊
外
の
暴
動

に
関
す
る
フ
ァ
ト
ワ
ー
（
法
学
裁
定
）
を
出
し
、
若
者
た

ち
に
自
重
を
呼
び
か
け
る

N
ov

em
be

r 
6 

: 
Th

e 
ch

ei
k 

O
un

is
 Q

ou
rq

ah
, 

ch
ei

k 
of

th
e 

U
O

IF
 (

U
ni

on
 d

es
 o

rg
an

is
at

io
ns

 is
la

m
iq

ue
s 

en
Fr

an
ce

) i
ss

ue
s 

a 
fa

tw
a 

ag
ai

ns
t r

io
tin

g

1
1
月
元
「
国
民
戦
線
」
党
員
の
ニ
ー
ス
市
長
ジ
ャ
ッ

ク
・
ペ
ー
ラ
、
市
内
に
新
し
い
モ
ス
ク
を
建
設
す
る
計
画

を
不
許
可
と
す
る
考
え
に
変
わ
り
が
な
い
こ
と
を
再
確
認

N
ov

em
b

er
 :

 t
he

 m
ay

or
 o

f 
N

ic
e,

 f
or

m
er

 F
ro

nt
N

at
io

na
l 

m
em

be
r,

 J
ac

qu
es

 P
ey

ra
t 

m
ai

nt
ai

ns
 h

is
re

fu
sa

l 
to

 a
llo

w
 m

us
lim

s 
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1
月
2
6
日
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黒
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組
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代
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評
議
会
」
結
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1
2
月
ク
ロ
ー
ド
・
リ
ブ
『
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
犯
罪
』
刊
、

奴
隷
制
度
を
復
活
さ
せ
た
ナ
ポ
レ
オ
ン
は
ヒ
ト
ラ
ー
体
制

の
先
駆
者
で
あ
っ
た
と
主
張

D
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em
b
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関
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関
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8
月
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
ィ
ノ
ッ
ク『
ユ
ダ
ヤ
人
と
フ
ラ
ン
ス
』
刊
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1
2
月
2
6
日
リ
ヨ
ン
第
三
大
学
日
本
語
日
本
文
明
教
授
、

国
民
戦
線（
F
N
）代
表
、
ブ
リ
ュ
ノ
ー
・
ゴ
ル
ニ
ッ
シ
ュ
が
、

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と
ガ
ス
室
に
関
す
る
否
定
主
義
発

言
に
よ
り
停
職
を
命
じ
ら
れ
る
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8
月
二
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
イ
ラ
ク
で

身
柄
を
拘
束
。
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
グ
ル
ー
プ
は
公
立

学
校
で
の
ス
カ
ー
フ
の
着
用
を
禁
じ
る
3
月
1
5
日
の
法
の

撤
廃
を
要
求
。
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1
0
月
著
書
『
黒
人
奴
隷
貿
易
―
全
体
史
の
試
み
』
を
も
っ

て「
否
定
主
義
」に
問
わ
れ
た
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ペ
ト
レ
＝
グ
ル

ヌ
イ
ヨ
ー
の
裁
判
で
、ト
ー
ビ
ラ
法
が
初
め
て
適
用
さ
れ
る
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5
月
1
3
日
コ
ロ
キ
ウ
ム
「
ユ
ダ
ヤ
人
と
ム
ス
リ
ム
―
分
か
ち
合
う
歴
史
、
築
く
べ
き
対
話
」
開
催
（
ベ
ン
バ
ッ

サ
、
ア
テ
ィ
ア
ス
の
主
導
の
も
と
、
パ
リ
高
等
研
究
実
践
学
院
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
研
究
院
）
主
催
、
ユ
ダ
ヤ
近

現
代
史
セ
ン
タ
ー
、
ア
ラ
ブ
世
界
研
究
所
共
催
）
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3
月
2
5
日「
反
＝
白
人
差
別
」ア
ピ
ー
ル
。
3
月
8
日
、
教
育

法
改
正
に
反
対
す
る
学
生
デ
モ
の
際
、
デ
モ
参
加
者
ら
が
暴

漢
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
事
態
を
う
け
て
、
シ
オ
ニ
ス
ト
系
青

年
団
体「
ハ
シ
ョ
メ
ル
・
ハ
ツ
ァ
イ
ー
ル
」と
「
ラ
ジ
オ
・
シ
ャ

ロ
ー
ム
」が
白
人
フ
ラ
ン
ス
人
に
対
す
る
人
種
差
別
を
糾
弾

す
る
ア
ピ
ー
ル
を
出
す
。「
1
1
･9
」
以
来
、
反
米
・
反
イ
ス

ラ
エ
ル
の
行
き
過
ぎ
と
し
て
の
「
白
人
人
種
差
別
」に
警
鐘

を
鳴
ら
し
て
き
た
二
人
の
知
識
人
、
タ
ギ
エ
フ
と
フ
ィ
ン
ケ

ル
ク
ロ
ー
ト
が
こ
の
ア
ピ
ー
ル
を
積
極
的
に
支
持
。
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1
月
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る「
わ
れ
ら
は
共
和
国
の
原
住

民
」ア
ピ
ー
ル
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2
月
2
3
日
「
旧
植
民
地
か
ら
の
引
揚
者
に
対
す
る
国
民
の

感
謝
な
ら
び
に
国
民
的
貢
献
に
関
す
る
法
」
採
択
。「
か
つ

て
フ
ラ
ン
ス
が
海
外
領
土
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
の
肯

定
的
な
側
面
を
学
校
教
育
の
中
に
盛
り
込
む
」
こ
と
を
定

め
た
第
4
条
の
削
除
を
求
め
て
、
1
0
0
0
人
以
上
の
知
識

人
が
署
名
活
動
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アメリカは今や軍事・経済・情報の各面で圧倒的な優位を保持しているが、そのアメリカは内政だけではな
く外交においても、ユダヤ・キリスト教的理念が大きな影響力を持っている「宗教国家」である。 

そのアメリカが外交的に深く関わっているパレスチナ・イスラエル問題、イラクの核開発など、今日の世界の
安全保障にとって重要な地域は、ユダヤ教、イスラームという一神教文明世界である。 

この研究会では、アメリカの軍事・外交戦略と一神教の関係というユニークな視点から、今後の安全保障と
文明の共存の問題について多角的な分析を試みる。 

参加研究者 

第１回 ２００５年５月２１日　開催地：同志社大学 東京オフィス　 
 久保文明「共和党保守連合と宗教保守派の関係について」 
 村田晃嗣「第二期ブッシュ政権の陣容と日米関係」 
 コメンテーター：臼杵　陽・中山俊宏 

第２回 ２００５年６月２５日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 五十嵐浩司「米一極構造の中での国連改革」 
 浅野　亮　「中国と多国間主義」 
 コメンテーター：村田晃嗣・宮坂直史 

第３回 ２００５年７月９日　開催地：同志社大学 東京オフィス　 
 吉原欽一「『共和党の変化』から読むアメリカ政治―保守主義運動と連邦議会」 
 中山俊宏「2008年を視野に入れた米国民主党の動向」 
 コメンテーター：森　孝一・伊奈久喜 

第４回 ２００５年１０月１５日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 宮坂直史「ロンドン同時テロと欧米テロ対策の展開―国際安全保障の視点から」 
 中田　考「自由民主主義の失敗―イスラーム解放党の非合法化を中心に」 
 コメンテーター：石川　卓・森　孝一 

第５回（部門研究１と合同：報告は部門研究1の項に掲載） 
 ２００６年１月２１日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 小杉　泰「イスラーム民主主義の現在：理念と実践および21世紀的課題群」 
 古矢　旬「アメリカ建国の理念――「近代」と「宗教」の相克」 
 菅野賢治「フランス共和国とユダヤ――『ライシテ（世俗性）』理念の試金石」 
 コメンテーター：富田健次・森　孝一 

中田　　考 同志社大学 大学院神学研究科教授 
小原　克博 同志社大学 大学院神学研究科教授 
細谷　正宏 同志社大学 大学院アメリカ研究科教授 
四戸　潤也 同志社大学 大学院神学研究科教授 
富田　健次 同志社大学 大学院神学研究科教授 
臼杵　　陽 日本女子大学 文学部教授 
 総合研究大学院大学文化科学研究科教授併任 

田原　　牧 東京新聞 特別報道部記者 
松永　泰行 同志社大学 客員フェロー 
伊奈　久喜 日本経済新聞 論説委員 
石川　　卓 東洋英和女学院大学 国際社会学部助教授 
北澤　義之 京都産業大学 外国語学部教授 
李　愛俐娥 京都外国語大学 非常勤講師 

見市　　建 在シンガポール日本国大使館 専門調査員 
宮坂　直史 防衛大学校 国際関係学科助教授 
村山　裕三 同志社大学 ビジネス研究科教授 
中村　　覚 神戸大学 国際文化学部助教授 
中西　　寛 京都大学 大学院法学研究科教授 
中山　俊宏 日本国際問題研究所 主任研究員 
小川　　忠 国際交流基金 企画課長 
レズラズィ エル モスタファ 
 アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京代表 

アフターブ・セット 
 慶応義塾大学グローバルセキュリティ研究所長 

内田　優香 民主党政策調査会 副主査 
山口　　昇 防衛庁防衛研究所 副所長（陸将補） 

2005年度研究会 

「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会 
幹事： 森　 孝一（同志社大学 大学院神学研究科教授、拠点リーダー） 
 村田 晃嗣（同志社大学 大学院法学研究科教授） 
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部門研究２  ２００５年度第１回研究会 

スケジュール 

１２:３０～１３:３０　発表：久保文明「共和党保守連合と宗教保守派の関係について」 
１３:３０～１３:４０　休憩 
１３:４０～１４:４０　発表：村田晃嗣「第二期ブッシュ政権の陣容と日米関係」 
１４:４０～１４:５０　休憩 
１４:５０～１５:００　コメント：臼杵　陽 
１５:００～１５:１０　コメント：中山俊宏 
１５:１０～１７:３０　ディスカッション 
１８:００～１９:３０　懇談会 

日　　時／ ２００５年５月２１日（土） 

会　　場／ 同志社大学東京オフィス　大セミナールーム 

発　　表／ 久保 文明（東京大学法学部教授） 

 村田 晃嗣（同志社大学大学院法学研究科教授） 

コメント／ 臼杵 　陽（日本女子大学文学部教授） 

 中山 俊宏（日本国際問題研究所主任研究員） 
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は、イラク戦争は米国の「弱さ」を見せたものであり、近いうちに同規模の戦争は起こせず、実質的に後

退すると見る。「民主主義の拡大」ではブッシュのラトビアでの演説を引き、ブッシュ政権の外交路線の

ウィルソン的なものへの移行1）を指摘し、大きな後退は無いとする。「単独主義」ではブッシュの二度の

欧州訪問から、その理念は残るが方法は慎重になるのではないかと分析した。

また日米問題への影響として三点挙げ、一つに米軍の世界大の編成（GDPR）2）における普天間基地

移転の問題、二つに日本で憲法改正が行われたが国連改革の問題が進まない場合の日本世論の問題、最

後に中国問題を論じている。中国問題に際してトマス・バーネットの議論（世界をファンクショニング・

コアとノン・インテグレーティング・ギャップに分割して理解する議論）を引用し、中国を脅威と評価す

るかどうかが日本への影響を左右するとみる。また、最近の日本・中国・韓国・米国においてナショナリ

ズムが問題として重要であることを、村田教授は最後に付言した。

注
１）従来の勢力圏や大国間の均衡を是としチャーチル、スターリンとヤルタ会談を結んだルーズベルトの外交路線から、
それらを否定するウィルソン的な外交政策への変化を指す。村田は著書で「ウィルソニアンは、民主主義的な理念
を世界に押し広めることこそ、アメリカの使命でなければならない、と考える。」と書いている。

２）本講演においてはGDRと述べられている。Global Defense Posture Reviewの略。

（同志社大学法学研究科博士前期課程　小橋川唯之）
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研究会概要

本研究会において東京大学久保文明教授と同志社大学村田晃嗣教授の報告により活発な議論が行わ

れた。

久保教授は共和党の保守連合と宗教保守派の関係について詳細に論じ、現在の保守連合を理解する

において宗教というファクターの重要性を指摘した。米国の保守主義は諸潮流から成り、保守内でも原

理原則上の差異があり、またハイアラーキカルや大きな政府を特徴とする欧州の保守とは異なる。そこ

で鍵となるのが宗教と政治の関係である。共和党と宗教保守の同盟関係は、共和党が選挙の支持基盤拡

大の為宗教勢力を取り込んだことから始まる。宗教保守の中にも様々な団体が含まれているが、イシュ

ーが政治的になればなるほど、宗教保守派の間でも宗派の壁を越えて多数派を形成することが指摘され

た。この保守連合には多数の争点が存在し、それは保守連合内での緊張を生み出すこともある。そのよ

うな争点をめぐる駆け引きは2004年度の選挙にも作用し、ブッシュ再選において同性愛がウィニン

グ・イシューとなったと久保教授は纏めた。

村田教授は二期目ブッシュ政権のセキュリティ・チーム（国務省、国防総省、NSC）の変化と外交戦略

を前期と比較検討した。セキュリティ・チームの変化においては政権がタカ派化したとの議論に疑問を

呈し、パウエル前国務長官の役割に対する評価の再解釈を促した。また、P・ウォルフォビッツ（前国防

副長官）の世銀総裁就任、J・ボルトン（前国務次官）の国連大使就任は非効率な国際機構の改革にむけた

意思表明であり、後者は特に北朝鮮問題への牽制を北京・平壌・ソウルに示すものであるとする。一方

で二期目の外交政策では「先制攻撃」「民主主義の拡大」「単独主義」を挙げている。「先制攻撃」において
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差別される存在で、カトリックに対する偏見や、反

対にプロテスタントに対する偏見という、お互いの

敵対感情が強く残っていたわけですが、色々な投

票行動の調査では、ケネディは南部のプロテスタン

トの間では少ない票しか獲れなかったというのが

だいたいの定説だと思います。にもかかわらず、

何とか勝てたということなんですが、今度2005年
を比べてみますと、ブッシュが50％を少し超えて
いたと思います。つまりケリーはカトリックであった

んですが、カトリックでありながら彼はカトリックの

過半数をとれなかったんです。もちろんプロテスタ

ントでは大負けしていますから、負けたのはかな

り当然ということになるんですが、これが何を意味

しているのか。宗教が大事と言っても、かつては

プロテスタント対カトリックという亀裂がアメリカ社

会でも大事だったんでしょうけど、現在は少し違っ

てきている。違った意味で大事になってきている。

それが信仰を大事にする、強烈に宗教的な人々

と、いわゆる世俗的な人々との亀裂、そちらがか

なり大きいのはないのかという気がします。

1960年と2004年の間ではほかにも色々な違い
があります。よくある調査では、自分が支持する政

党が白人の男性ではなく女性を大統領候補に指

名したら、それではあなたも投票するか、というのを

ずっとやっています。そのスコアは明らかに上がっ

ています。あるいは、黒人を大統領候補に指名し

たらあなたは投票するか、これも上がっています。

カトリックでも上がっています。ですから、アメリカ社

会がこの40余年の間にはるかに寛容になったとい
うことは一般論として言えるので、これらが一つの

ファクターなのだとは思いますが、それだけでなく、

恐らく、世俗派対信仰派というような亀裂が、全て

の宗教を横断して今かなり顕著になっているので

はないかと思います。ケリーはカトリックですが、人

工妊娠中絶を行う女性の権利を支持しているわけ

ですね。それがカトリックのオーソドックシーとは反

する考えなんです。それはジューイッシュにもその傾

向が及んでいますし、自然にそうなったというわけ

でなく、そういった宗教の活動家が意図的に人為

的に活動している、というそういう側面もあると思い

ます。共和党の戦略家たちは、プロテスタントだけ

をターゲットにするというわけでなくて、カトリックの

そういう人 も々ターゲットにしますし、保守派、カトリ

ックの保守派、ユダヤ教徒の保守派、そこにムスリ

ムの保守派を含むこともできると思いますが、そう

いうコアリションを作ろうとしている。そういう面がか

なりあると思います。宗教は大事なんですが、その

あり方が40年前とだいぶ違ってきているということ
が言えると思います。

今の民主党と共和党の違いなんですが、これが

日本のメディアにも正しく理解されていない部分が

あります。2000年にどちらの候補も中道という報道
がありましたら、それは明らかに間違いだったと思

います。所得の違い、貧しい人が民主党、金持ち

が共和党という理解がありますが、それも実は最近

は危うくなってきて、申し上げましたとおり、ブルー

カラーの人はますます共和党に入れるようになって

きている。逆に、確かに学歴で義務教育しか終了

していない人には民主党支持の傾向が強く、高卒

でも民主党が強く、大学卒になると共和党が勝つ

んですが、大学院卒になるとまた民主党が強いん

です。ですから、民主党というのは興味深いことに

低学歴の人と非常に高学歴の人のコンビネーション

であるということになります。どうしてかといいますと、

ビジネススクールではたぶん共和党が強いと思うん

ですが、ロースクール、環境衛生とか公共衛生とか、

政府の力で社会を直していくことを教えるという大

学院ではだいたい民主党系の考え方になるわけで

すね。もう一つ、科学では進化論を信じていない

と生物学を極めるのはなかなか難しいことになりま

すし、世俗派のリベラルな考えを教える大学院で

は民主党の傾向が強いということがあります。これ

は投票調査の結果なんですが、そして大体のコン

センサスだとも思うのですが、何が民主党と共和党
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ご紹介いただきました久保と申します。よろしくお

願いいたします。正式なスケジュールを拝見したのが

数日前で、コメンテーターまでつくということでショック

を受けております。最初うかがっていた印象と違っ

ていて驚いてしまったのですが、ちょっと手遅れと

いう感じで、もっと下調べができればよかったので

すが色々立て込んでおりまして、できなかったことを

お断り申し上げておかなければなりません。

宗教保守を話の中心におきつつ、さまざまの宗

派の詳しい教義などについては立ち入って調べる

ことができませんで、森先生などご専門の方もいら

っしゃいますから、今のアメリカの共和党を支えて

いるクリスチャン・コアリション（C h r i s t i a n

Coalition）など、そういったことを中心に話させて

いただければと思います。それからさらに、研究会

のタイトルがブッシュ大統領第二期目の外交政策な

ので、もう少し外交に焦点をあてて準備すればよ

かったなと今考えたので、できる限りそちらの方向

にも話をもっていければと思います。

今朝のインターナショナル・ヘラルド・トリビューン

の中で、ロジャー・コーエンという人がChina and

the politics of US, a washing deadで、今アメリ

カの平均の世帯で10万ドルの借金があるというこ
とを書いています。今のレートだと1千万ちょっと
ですが、それぐらいの借金を負っているということ

で、これは1990年、15年前には6万ドルであったの
が今10万ドルに増えているということです。これは
まあ借金といっても家を買ったローンなども入って

いまして、普通のクレジット・カードのものだけではな

いんですけれども。ただ、非常に普通のアメリカ人、

ワーキング・クラスの人が借金を負っていて、これを

皮肉にも中国が助けていると、つまり中国がアメリ

カの債権を買うので、金利が低くとどまっていて、

胡錦濤の政権とアメリカのワーキング・クラスにはそ

こに共通の利益があるという話です。

もう一つ今日の話と関係するのは、ワーキング・

クラスの人は金利が低いから助かっている。もし

金利が上がり始めたら大変だということになるんで

すね、借金をどうやって返すのかということです。

それからそういう人たちが、政党でどちらに入れる

かということになると、経済的利益に反して、民主

党には入れないで、共和党にますます入れるよう

になっている。それはなぜかといいますと、結局
Godということになるとこの記事は書いています。

彼らからすると民主党というのは、ますますホモセ

クシャルの権利、男女と同じような結婚を認めた

り、人工中絶の権利を擁護する政党であると見て

いて、とくにそのリベラル派にはますます疎外感を

感じつつある、ということです。そういう話にも及

んでいます。ですからアメリカの政治を理解する際

に、宗教というのは非常に大事だろうと思います。

ただそれが、どういう風に大事かということなんで

すが、例えばケネディが1960年に立候補した時、
辛くも勝ったわけですが、その時彼はカトリック票

の78％を獲っているわけですね。その当時プロ
テスタントとカトリックの敵対関係というのは、世界

史にずっとあって歴史的なものだったわけですが、

アメリカでも残っていて、長らくカトリックというのは

東京大学法学部教授

久保文明
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のリバタリアニズムがアメリカならではの敵を持たざ

るをえないと言えます。それが宗教保守で、宗教的

な価値観に立脚して政府の政策を決めるべきだと

言うわけです。キリスト教の団体には、ここにはクリ

スチャン・トラディション、あるいはユダヤ教‐キリスト

教のコアリションを考える場合にはここにはジュデ

オ‐クリスチャン・トラディションをあてはめることがあ

りますけれども、そういった考えにかなり立脚して

いるものが多いといえます。バイブルの一字一句が

事実であるとか、20世紀初頭のファンダメンタリズム、
そしてペンテコスタルとか、カリスマティックとかの流

れがありますが。パット・ロバートソンはペンテコスタ

ルの流れですね。我々は宗教保守というと一緒に

してしまうんですが、実は少しずつ違っているとい

うことが教義上は言えるようです。ただ、今回の発

表では一緒にしています。人工妊娠中絶禁止とか、

進化論への反対とかの考えで一致点があります。

そしてまた、アメリカの保守主義の一つの新しい

潮流で、アメリカは力の外交政策を推進するのだ、

というのがあります。これは19世紀初頭にはみら
れなかったわけですけれども、今の保守には「力

の外交」というのが、一つのエレメントとして備わっ

ている。

自由貿易主義というのもありまして、これは保守

本来の思想と言われることもあるんですが、これは

経済保守主義やリバタリアニズムの強い影響があ

ります。もう一つは地盤の問題で、かつては南部の

綿花の輸出が民主党を支えていて、自由貿易主義

だったんですが、現在では民主党の支持基盤はむ

しろ労働者になってしまって、共和党はビジネスの

影響力が強いということで、そういった面でも民主

党と共和党が入れ替わっていて、共和党の方がむ

しろ自由貿易主義となっています。

ネオコンと言われるのも、アメリカの新しい保守

の形態だろうと思います。ネオコンの考えは内政に

も及ぶので、減税をして経済成長を支えるとかの形

をとります。外交的にはアメリカの使命感と道徳主

義を合わせる考え方で、ユダヤ系の人が多い。宗

教保守が、モラリティを重視する外交政策を求める

彼らを共和党の底辺で支えている、という構図が

明らかにあるだろうと思います。宗教保守が根に存

在していて、そして宗教保守の人たちはあまり洗練

された外交政策というのは持っていなくて、例えば

パット・ロバートソンが国務長官とかになったら大変

なことになるわけで、やはり外交・防衛のトップに任

命されることはあまりないんですが、ただ底辺で、

選挙などのとき、共和党の外交政策に枠をはめる

という点ではかなり大きな影響力を行使している。

ただ、時々宗教保守のアジェンダというのが外交に

出てくることがありまして、それは、例えばキリスト教

を念頭に置いてのことですが、信仰の自由を剥奪

している国に対しては制裁を課すとか、人工中絶

を推進する国には非常に厳しい態度をとりますし、

これはアメリカ国民が払った税金が、政府を通して

他国に援助されるわけで、そこで人工中絶があっ

てはならないというわけです。ネオコンの人たちは

もう少し大きなことを考えるのですが、そこに宗教

保守のアジェンダを包摂していることは明らかだろう

と思います。宗教が基盤にありますから、善悪の区

別も非常にはっきりしている、こういった部分がアメ

リカの外交を、ヨーロッパの外交から区別するとこ

ろだろうと思います。ヨーロッパの外交には、そこま

でモラリスティックな場面、つまり宗教は入ってこな

いだろうと思いますけれども、アメリカの外交には時

に強烈にそれが入ってくる。

孤立主義・保護主義・反移民主義ですけれど

も、これはパット・ブキャナンに代表されます。宗教

保守の団体でEagle Forumというのがあります。

例えばここにフィリス・シュラフリーという人が居まし

て、70年代にアメリカの憲法に男女平等を加える動
きがあって、もう少しでそれが成立するところだった

のを阻止したことで有名な人ですが、今でも健在

でそういったことも重視していますが、同時に同性

愛なんてけしからんという立場です。結構排外主
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を隔てる一番強いファクターかというと、これは宗

教である。しかも世俗派であるか、信仰派であるか、

ということですね。それが一番大きなディバイディン

グ・ラインであり、ファクターであるという、おおよそ

の政治学界でのコンセンサスがあるようです。恐ら

く、そういうのは日本にはない分かれ方だろうと思

います。共和党と民主党というのは、同時に外交

政策も大分違います。それが宗教に結びついてい

るので、より根深い対立だろうと思います。

アメリカの政党というのは少し複雑で、党議拘束

とかはありませんし、分割投票、交差投票ですか、

相手の政党と一緒になって投票することもしょっち

ゅうあるので、政党は弱いと思われがちなんですが、

アメリカでは有権者の心に根ざした党派感情はお

そらく日本より強いと思います。だいたいアメリカの

政党は、アメリカの3分の1の人が自分をDemocrat

とアイデンティファイし、3分の1の人がRepublican

とアイデンティファイする。残りの3分の1は無党派で
ある。これは相当強烈なアイデンティフィケーションで

あると思います。日本の社会で、自分は自民党員だ

というアイデンティフィケーションを持っている人が

何％いるかというと、非常に少ないと思います。ま

して民主党になると少ないでしょうし。共産党と公

明党は、ごく少数の人が強烈なアイデンティティを持

っているでしょうが、これはごくまれな例かと思いま

す。そうすると人の感情に根ざした党派支持という

点では、アメリカの政党というのは心理的な次元が

非常に強いと考えていいかと思います。そこに、こ

のような宗教のファクターが強く働いているというこ

とが言えると思います。

レジュメにそっていけるかどうかちょっと分からな

いんですが、最初にアメリカの保守主義というのを

書きました。これは、保守主義とは何かという定義

をし始めますと、色々あるかと思いますが、権威主

義的な社会を擁護する、とかそういった定義が採

用されることが多いと思いますが、これは社会によ

って状況によって何が保守かというのは違ってくる

ということを示唆しているものと思います。ソ連の末

期では旧制度を守ろうとするのが保守と言われた

りしました。保守といわれるなかに色々なものがあ

るということです。恐らくアメリカの保守というのは、

ヨーロッパから見るとみんなおかしいのではないか

と思います。伝統的な秩序、ハイアエラーキカルな

社会秩序とかそういうものを擁護するという保守

は、少しはいますが、非常に弱いということが言え

ます。アメリカの保守の中で一番支持されているの

は経済的保守で、「小さな政府」、減税、規制緩和

ということを支持するというアダム・スミス的な考え

で、これはヨーロッパに出発点を持ちますが、ヨーロ

ッパでは長い間少数派の思想で、今でも結構少数

派なのではないかと思います。ところがアメリカで

は圧倒的な影響力を持つようになった。アメリカ革

命も政府に対する減税を求めた反逆ですし、こう

いったものがアメリカ政治思想のひとつの伝統にな

っているということです。保守が小さな政府という

時、あるいはアメリカの伝統というのは保守主義な

んだという時、ヨーロッパの伝統は全く違ったもの

になっている。

もう一つアメリカ的なのは、リバタリアニズム、「小

さな政府」を経済だけでなく、さらには個人の権利、

表現の自由とか、そういった領域にまで拡げた思

想で、より体系的でより新しく、やはりアメリカでは

かなり影響力を持っている思想と思います。政党

としての運動も行っていましたけど、選挙制度のこ

ととかもあってうまくいかないということで、ある時か

らケイトー研究所というシンクタンクを立ち上げて、

思想的にはさらに影響力を持つように至ったと考え

ていいかと思います。これは、ヨーロッパでは右派

も左派も大きな政府を好む傾向が強いかと思うの

ですが、そしてその中ではイギリスのサッチャーリズ

ムなんかは珍しい例外なんですけれども、そういう

文脈で見るとやはりアメリカ的な文脈が非常に強い

かと思います。他方で、皮肉なことにアメリカではこ
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はポール・ワイリックとかいう人がそういう活動をし

てきたんですね。

非常に単純化して言いますと、かつての共和党

と70年代以降の共和党でどこが変わったかと言い
ますと、二つあるかと思うんですが、一つはそれまで

は経済政策も単に均衡財政と言っているだけだっ

た。均衡財政というのは、例えば福祉をカットすると

か、そこだけしか伝わってこなかったわけで、それは

なかなか低所得者や労働者階級の票はとりにくい

わけです。そこに新しい経済政策がでてきた。ケイ

ンズ政策の行き詰まりで不況は続くし失業率は高

い、その中で出てきた新しい政策ですけれども、減

税をして経済成長を促進する、そういう理念の面で

ポジティブな像を描けるようになった。その結果、共

和党政権で大赤字が出るようになって、それまでの

均衡財政では有り得ないことが起きるわけです。無

理に減税するとそういうことが起きます。しかし政治

的にはきわめて強い人気があり、中小企業とかケイ

ンズ的政策にうんざりしていた人々が共和党を支持

するようになるということがでてきたかと思います。

もう一つは宗教で、共和党は経済的政策だけだ

と金持ちの政党で、やはり金持ちの方が少なくて金

を持ってない人の方が多いので、これは選挙では

不利ということになります。その不利を補うウェッジ

（くさび）となったのが宗教で、そこで伝統的に民主

党に忠実だった労働者階級、特に敬虔なカトリック

などに共和党が食い込んでいくということが起きま

す。共和党に大衆的基盤、底辺での基盤を与えた

のが宗教であるということは間違いない。かつて民

主党の方がポピュリズムで、民衆の党であった。ポ

ピュリズムというのは元々19世紀末の小農民運動
だったのですが、だいたい民主党の方がその流れ

を汲んでいて、例えばニューディール政策など虐げら

れた労働者階級を民主党が保護する、だいたい

“スモール・ガイ”の政党できていたわけですが、現

在どちらかというと共和党が自分たちが“レギュラー・

ガイ”の政党で、民主党の方がエリートの政党でと

いうのが、説得力を持つようになっています。それは

結局民主党の方が、フェミニズムとかの影響が強く

なってきてしまって、そういう高学歴のエリート的アジ

ェンダ、環境保護なんかもそうですが、そちらの方を

重視するとみられている。アファーマティブ・アクショ

ンを推進するとかですね。そして、学歴のない敬虔

な人から見るとどうしても自分たちは民主党のエリー

トからバカにされているというような感情を抱くわけ

です。あるいはまた、民主党がそういう印象を与えて

きたことも事実だと思いますし、それから共和党が

そういう風にうまく民主党を描くことができるようにな

ったということも事実だろうと思います。

そういう意味で、長期的にも今日共和党がかな

り強い政党になった。これはニューディールからさ

らに1964年までは共和党が２回選挙に勝っただけ
でしたけれども、今度68年から88年までは民主党
が1回しか勝てなくなった。その後は92年からはい
ずれも接戦で、どっちがどっちと言えないんですけ

れども、他方で、下院で55年からずっと40年間民
主党が多数党だったわけですね。これが崩れて95
年から10年たちましたけれども、11年間ずっと共和
党が多数党です。長期的には共和党が追い上げ

てきて、むしろ今共和党が全てのレベルで、知事の

数とか州議会で多数をとってる数とか、連邦の上

下両院とか、多数党になっていると言っていいかと

思います。非常に長いプロセスを経て、そうなった

んですけれども、そのプロセスの中で宗教の問題

というのは相当大きな意味を持ってきたと言えるの

ではないかと思います。

さらにコアリションの中身、すなわち共和党の保

守派というのを支えているのはどういうグループか

ということですが、これは80年代以降の共和党の
中でですが、様々あるなかで中核にあるのは、小さ

な政府を求める団体です。これは中小企業で、例

として一つだけ書いてありますが、これはレストラン

組合とか酒・ビールの販売組合とか無数にありま
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義的で保護主義で、反移民ですね。アメリカの共

和党の一番右の方にはこういう考えが残っていま

す。それから宗教保守ですが、移民反対と、US-

Englishといって言葉を英語で統一させようという、

公用語でスペイン語を入れるなどとはけしからんと

いうことで活動している団体ですが、そういう運動

とちょっと混じり合った部分があるような気がしま

す。それからここは自由貿易反対で保護主義です。

ここが結構アピールするのは、ワーキング・クラスの

人にとっては、この運動と思想は保護主義を唱え

るので、結構民主党に近い部分があるわけですね。

あなた方の職を守るのが大事だと。当然、メキシ

コや中国などから安い物が入ってくるのは阻止した

いという、そういう保護主義のレトリックでたたかう

と。ブキャナンなんかも、92年、96年とニューハン
プシャーで結構善戦したのもそういう理由があった

からと思います。

ここではアメリカの保守の様々なバージョンを挙げ

ましたが、影響力が強いのは経済保守とリバタリア

ンですね。それから宗教保守もそこそこ強いです。

それから安全保障で強いのはタカ派でしょうとか。

そしてまた、保守とよばれている中でも、原理原則

上の対立は色々あるということも重要です。何が本

当の保守かというのはその人の立場でちがってきま

すし、ここでは保守にも沢山の種類があると指摘し

ました。ただ全体としてヨーロッパの保守とは全然違

う。ヨーロッパは大きな政府で伝統的な価値観を維

持するという保守が強いですが、それとはちがう。

共和党の変化というところで見ますと、共和党と

いうのはかつてニューディール的政策を支持する穏

健派の政党だったんですが、それがだんだん保守

が浸透するようになりました。その流れで55年に思
想的に旗がたって、64年にゴールドウォーターが出て、
惨敗しました。かつて50年代から70年代の共和党
というのは、穏健派が圧倒的有利だった。今日それ

が逆転してしまった。穏健派は完全に少数派になっ

ています。この中で宗教がどうからむかということで

すが、バリー・ゴールドウォーターの時、この人は超保

守だと言われたんですが、宗教のことはあまり語っ

ていない。同性愛者を軍隊に入れていいかどうか、

クリントンの時だいぶ問題になりましたけれども、彼

は「弾がまっすぐ撃てればいいのであって、ゲイかス

トレートかということは、それは別にゲイでもいいので

ある」と言った。オールドファッションな保守は経済的

には保守でも、宗教保守的なアジェンダはあまり取

り入れてなかったということがそれで分かる一つの

例です。これは70年代から入ってきます。客観情勢
として、宗教保守の人から見た社会の乱れ、性道

徳の乱れ、カウンター・カルチャーの普及であるとか、

特に73年の判決で人工中絶の自由化が可決され
たために、それまでほとんどの州で禁止であったの

がOKになりましたから、人工妊娠中絶の数も一挙

に増えるわけですね。それに対してこれは殺人だと。

殺人がこんなに増えているということで、宗教保守が

驚愕することになりました。

もう一つは62年とか63年の判決で、それまで公
立学校で宗教教育が行われていて、その中でプロ

テスタントの新約聖書が使われていたわけですけ

れども、それがダメになって、沈黙の時間とかそうい

ったものも許されなくなってしまったというようなこ

ともあります。同時にそういう社会の変化が一方で

あって、それに対して、これはチャンスではないかと、

色々考えた人が居たわけです。それが、例えば、

ケヴィン・フィリップスという人が共和党の可能性は

南部にある、ワーキング・クラスにあるとEmerging

Republican Majorityという本を書いてますけれ

ども、共和党にとって信心深く、所得は低くて、今

までは民主党に投票してきた貧しい白人とか労働

者ですね、彼らは共和党にくる可能性が十分ある

と考えたわけです。それから宗教界の保守派とコ

アリションを作ったり、相互に協力するようになりま

す。だいたい70年代の半ばから後半と言われてい
ます。ジェリー・ファルウェルとか、共和党の方から
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たちと共和党の支持者というのは不可分一体であ

るということになります。

統計上のトリックといいますか、同じような人た

ちが重なり合っているとあたかも因果関係があるか

のように見えたりする。結局同じ立場で見てる。で

すからエリートレベルで、宗教保守の人たちと共和

党保守の政治家が相当制度化された安定的な同

盟関係を持っているのと同時に、かなりランクアン

ドファイルの人も共和党的な小さな政党を好み、世

俗的なアジェンダをも吸収して、支持しているという

ことが言えるかと思います。

宗教保守派の諸相ということですが、色々な団

体があります。思いつくままに書いてみたんですが、

これを考える際に税制上のステータスで活動ので

きることできないことがかなり決まってきます。アメリ

カのInternal Revenue Serviceという国税庁にあ

たるところのコードで501(c)(3)というカテゴリーと

501(c)(4)というカテゴリーがありまして、これが実は

非常に大事な違いです。もう一つPAC、Political

Action Committee、これは政治活動委員会。こ

の三つを区別することが一つの基本だと思います。
Christian Coalitionというのは、今Christian

Coalition of Americaで、501(c)(4)です。これは

一時期免税のステータスを取ろうとして取れなくて、

結局組織が今弱くなっています。

501(c)(3)というのは、基本的に教育団体とかシ

ンクタンクでして、そこに寄付すると、寄付をした人

に対して所得控除を認めてくれる資格なんです。

501(c)(3)も501(c)(4)も、その団体自体には非課税

なんですけれど、さらに寄付をした人に所得控除の

資格、特典を認めるかどうかの違いです。ですか

ら501(c)(3)の方が金は集めやすい。特に高額所

得者がガンと寄付すると。アメリカの発想で、どうせ

とられるんだったら、連邦政府の役人に使われるよ

りかは、自分の使って欲しいところに寄付したいと

いう思考が結構強いわけです。また、アメリカの場

合、501(c)(3)も501(c)(4)いずれにしても認定が非

常にルーズというか簡単で、日本のようにうるさいこ

とを言われないということもあります。かなり活発な

活動をしている環境保護団体とかも実は501(c)(3)

です。例えばグリーン・ピースとか相当政治活動を

やっているように見えますが、あれも501(c)(3)なん

です。501(c)(3)は大きな特典があるんですが、他

方では厳しいしばりがあって、政治活動はしてはい

けない。特に選挙に介入してはいけない。ロビーイ

ングについては、全部の活動予算の10％か20％
とかなり限定されている、そして行政府にはOKな

んですが、特に議員に対するロビ－イングには非常

に厳しく制圧されています。ですからそのように政

治活動をしないという条件の下に、税制上の特典

を与えるということです。

501(c)(4)の方は、そこの団体が課税にならない

というだけで、そこに寄付しても所得控除にはなり

ません。ですが501(c)(4)ですと、相当政治活動が

できます。ただ選挙そのものに介入して、候補者を

支援したり、政治資金を提供したりということができ

ないのですが、アメリカの場合、かなり広く言論の

自由が認められていますので、相当きわどいテレビ

広告を流すことも可能です。これについては最近

制限ができて、投票日60日前とかは広告ができな
くなったんですが、相当自由に政治活動はできま

す。しかもどこから金をもらってきたかということも言

わなくて済みますので、こちらはかなり政治団体と

しての性格が強い、ということになります。

本当に選挙に介入する、候補者を支持して政治

献金をしたりしたければ、アメリカの法律の下では

ＰＡＣを組織するしかないということになります。そ

うすると、候補者本人に政治献金もできますし、候

補者を直接明確な言葉で支持する、当選させよう

というコマーシャルも流すこともできます。有名なの

がNational Right to Life Committeeで、これは

人工妊娠中絶を禁止させるためです。これは非常

に大きなPACでして、政治献金も巨額です。日本で
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す。ビールの販売店なんかはどこの町にもあります

から、相当な政治力になるわけです。中小企業は

一番影響力のある集団と言ってもいいのではない

かと思います。

これは日本の感覚と相当違っていて、日本の場

合だと中小企業は政府に頼る、規制で守ってもら

う、あるいは補助金をもらうといったそういったメン

タリティが強いというイメージがありますが、アメリカ

の場合は全然違いまして、政治的には介入するな

というイデオロギーが強い。アメリカの選挙と日本の

選挙はいくつか違う点があって、中小企業の態度

というのが一番違う点ですが、アメリカですと田舎

で共和党が強いというのが非常に面白い点で、つ

まりむしろ小さな政党で補助金削減という政党が

過疎の田舎で強い。日本は逆ですね。

アメリカはどうして小さな政党で補助金削減とい

う政党が田舎で強いのかといいますと、それは一

つには宗教ということがありますが、また相手の民

主党の方が大都市で公共事業をやりたがるわけで

すね。民主党の基盤というのは、割と黒人とか、都

市の貧困層が多いので都市の方で事業をつけた

がるわけです。ですから共和党としてはそれを切る

と、それを切るために自分の方も無しでということ

でいくわけです。あとは銃所持団体とか、様々な団

体がありますが、その中に宗教保守も組み込まれ

ているというわけです。

次に共和党を支える色々な団体を、恣意的にピ

ックアップしてみますが、その中に外交タカ派の団

体もあります、この中に例えばProject for New

American Centuryのようなネオコンの団体もあり

ます。このように下に沢山の利益団体が控えてい

る、というだけではなくて、これはかなり９０年代半

ばからお互いに協力しあうようになった。有名なの

は「水曜会」でAmericans for Tax Reformで毎週

行われている会議ですけれども、ここに宗教保守

派も出ています。外交タカ派も出ています。そこで

お互いの情報交換をしています。

もう一つは例えば、Contract with Americaと

いうのを94年に共和党保守派が作りましたが、これ
は自分たちが多数党になったらこういう政策を掲げ

るという10項目の公約ですが、アメリカの政党がそ
のようなことをするのは極めて珍しい。特に議会政

党がするのは珍しいんですが、それを作る段階か

らChristian Coalitionとかがお互いに協力し合っ

ています。ですから相当制度化された協力関係で

あるといえます。共和党保守派を勝たせるための

制度化された協力関係ができていました。
Contract with Americaを出して勝った後に、今

度それを実際に確実に議会で通していくためのメ

カニズムが作られていました。これは一時「木曜会」

とか呼ばれていたようですが、これは共和党の議

員の方が主催して、かなり大事な情報とかを交換

するというもので、ただContract with Americaを

全て支持しないとそこに参加することを許可されな

いということで、つまり共和党の政策を支持するこ

とが参加の条件になっていて、C h r i s t i a n

Coalitionなどもそういう条件を飲んだ上でそこに

参加していました。ですから宗教保守と共和党保

守の関係は相当深い。

しかし面白いことに、大減税というのが
Christian Coalitionにとってどうなのか、バイブル

に書いてあるのかと言えば多分書いてないわけで、

そういう面白いことは沢山あります。あるいは宗教

的保守の人たちにアンケートをして、貧しい黒人へ

の福祉に対してどう考えるか聞いてみると、反対と

いう人たちが多い。賛成の人はむしろ世俗派のリ

ベラルの人たちが多いわけです。どうしてか、バイ

ブルを読めば読むほど貧しい黒人に福祉をあげた

くなくなるのかと言えば多分違うだろうと思うんです

ね。それは共和党との関係が相当制度化されてい

て、つまり宗教保守の方も共和党的アジェンダを相

当吸収していて、無論指導者はそうだと思うんです

が、そのグループもそうで、共和党の宗教保守の人
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育があって、経済的にも安定していて、白人で、圧

倒的に宗教保守の人がやっているわけですね。こ

れは公立学校の脱宗教的、世俗的、反宗教的な

性格を嫌っていて、そのようなところに子供をやれ

ないと、自分の子供は自分で教育する、という考え

に立脚してやってる。ある意味、政府に頼らないで

自分でやってしまうというところにアメリカ的な部分

が強いと思うんですけれども。これは50州で全て
法律的にも認められています。80年代の最初には
全てダメだったみたいですけれど、訴訟とかを通じ

て闘ってきていて、州レベルですけれどもすべての

州で認めさせてきた。例えば今、期末試験だけは

受けに来いという州もあるようですし、勉強はホー

ムスクールでやって課外活動だけは参加してもよい

というおおらかなところもあるよです。課外活動では

なかなかホーム・スクールは厳しい。

民主党が教員組合の考えにのっとって、連邦議

会で制限をかけようとしたことがあって、「ホーム・ス

クーリングを行なう親は教員の免状を持たなけれ

ばならない」という法律を通過させようとしたことが

あります。その時にこういった団体が宗教保守全体

を巻き込んで反対を起して、それをつぶしたという

こともあります。この運動のトップにいるのがマイケ

ル・ファーリスといって、ヴァージニアの政界では結

構有名な人です。上院議員の候補にもなったこと

がある。一見政治と関係がないように見えて、実は

関わっている運動です。今、ホーム・スクールで育

った人が大学も出て、子供もいて、またその子供を

ホーム・スクールで育てているという、かなり底辺で

強くなっている運動です。親も才能を活かして、例

えばある人は体育ができて、ある人はスペイン語が

できて、またある人は歌が上手くて、そういう親同士

のネットワークで結構いいカリキュラムが作れてしま

うわけです。

争点
今、内政で言うと、ブッシュ政権が重視しているの

が、年金の民営化です。これは宗教保守との関係

では面白い問題のように見えます。たとえば
Christian Coalitionのホームページに行きますと、

ブッシュ政権が推進しようとしている「年金の部分的

民営化を支持する」と書いてあります。これもなぜ、

バイブルから直接言えるのかどうか、かなり疑問だと

思うんですけどね。Christian Coalitionにとって、

子育てのための所得控除とかは、わりと正当化しや

すいわけです。結婚した時に不利になるようなマリ

ッジ・ペナルティとか、税制を直せと。結婚を促進す

るような税制にしろというのは言いやすいわけです。

だけど年金の部分的民営化となると宗教のロジック

では、そう簡単に直接には支持しにくいと思います。

ホームページにはそういうふうに出ています。

他方で、ゲアリー・バウアーという人がいて、
Family Research Councilの会長を長くやってい

て、今は別のAmerican Valuesという団体をつくっ

たようです。Campaign for Working Familyとい

うPACがありまして、これはゲアリー・バウアーがつくっ

た政治活動団体ですが、相当な資金量を持ってい

て、宗 教 保 守 の National Right to Life

Committee, Inc.と並んで大きな規模を持つ政治活

動団体です。しかしバウアーは年金の部分的民営化

には反対のようです。家族を弱くする、年金の基盤

が危うくなると老後が危うくなると言っています。宗教

保守とブッシュ政権の関係では少なくとも年金の部分

的民営化という点では齟齬があると思います。

今年１月の終わり、アーリントン・グループという名

前で宗教保守の人たちがカール・ローブに書簡を送

っています。ブッシュ政権が最初、同性愛の結婚を

連邦議会で連邦憲法を修正して禁止するということ

が難しいということで、それはとりあえず後回しにして、

年金の部分的民営化を優先するという方針を立て

た。再選された後、そのような方針を出したわけで

す。これはそれに抗議する書簡ですね。「もしブッシ

ュ政権が同性愛者の結婚を阻止する憲法修正を

疎かにするのであれば、自分たちとしても年金の部
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はあまり有名ではないですが、日本ではChristian

Coalitionの方が有名ですがこれは501(c)(4)で、

実はNational Right to Life Committeeの方が

大きくてこちらの方が老舗です。時々新聞の報道

でもChristian Coalitionは多額の金をばら撒いて

いて、とかありますが、あれは実はウソでばら撒け

ないはずなんです。それをすると違反ですから。逆

にこのPACの方が表立って正々堂 と々金をつける

ことができます。このような役割分担があります。

それからそれぞれ個性もあって競争もあります。

宗教保守と言われる中でも、あり方というのは多様

です。文化を重視するところもあれば、フェミニズム

――実際は反フェミニズムですけれども――を、重

視するところがあったり。ただ90年代頃から、場所
は変わったり途切れたりしたことはあったみたいで

すが、アーリントン・グループとよばれるのがあって、

最初ヴァージニアのアーリントンで集まって、今はワ

シントンですけれども、結局宗教保守のストラタジッ

ク・ミーティングがあってそこで情報交換をしている

ようです。ポール・ワイリックが中心ですけれども、

ジェリー・ファウエルとか、懐かしい名前ですけれど

も、ジェームス・ジョンソンとかがでてきていて、色々

な団体がでてきていて情報交換をしています。で

すから宗教保守はその中で、自分たちの運動のす

り合わせをしているということが言えます。

ここでちょっと指摘できる点ですが、Christian

Coalitionなんかにもはっきり表れているのですが、
Christian Coalitionはおそらく宗教団体と政治団

体があるとすれば、かなり政治団体に近い方だと

思うんです。エキュメニカルで、宗派を問わず、保

守派・信仰派を結集しようとする。さらにカトリック

にもはたらきかけ、ユダヤ教徒にもそして黒人の保

守派にもはたらきかけるという、そういう戦略を明確

にとった団体です。ですから、プロテスタントのファ

ンダメンタリズムというよりは、むしろ政治的に信仰

を大事にする有権者を糾合することを重視した団

体です。Christian CoalitionとかEagle Forum

は、「水曜会」といった中小企業や反増税団体が集

まるところにも出ています。

レジュメで は National Right to Life

Committeeの下に、Toward Traditionが記載さ

れているのですが、これはシアトルがベースとなっ

ていて、ラビ・ラピンという人が主催しているんです

が、ホームページなどを見ると、「ジュデオ‐クリスチャ

ン・コアリションを重視する」と書いてあります。「キ

リスト教とユダヤ教の保守派を糾合して、世俗化の

波に抗する」ということをはっきり出しています。ま

た「2000年の選挙では、宗教派の人たちは400万
か500万は棄権したということだが、それはブッシュ
に説得力がなかったからだ」、「2004年はどうなるか
分からない」と、2004年の選挙前にはそのような警
告を出したりしています。

割と政治的になればなるほど宗派の枠を超え

て、しかし“信仰派”ということをベースに多数派を

結集していこうという傾向が強いと思われます。こ

れは投票傾向などでも顕著で、週に2回以上教会
に行く人だと前回の選挙でだいたい7割がブッシュ
で共和党ですね。逆に全く行かない人は、7割が
ケリーです。週2回というのが我々の感覚では、一
体どういうことなのかと思いますよね。これはつま

り、日曜は礼拝に行って、あともう1日は役員のミー
ティングや子供の世話なんかで行く。つまり教会の

活動にコミットしている人たちということになります。

そういう人になればなるほど、統計的には共和党

支持の傾向が強くなっているということです。

他に、反フェミニズムを奉ずる団体。そして
Home School Legal Defense Association、ホー

ム・スクリーングを推進する団体もあります。今高校

までですけれど150万から200万ぐらいの人が在
宅教育で養育されています。成績の平均は、普通

学校の教育を受けた人よりはるかに良い。これは

当然だろうと思うんですけどね、アメリカの場合、ス

ラムや大都市に入りますとどうしても平均値が下が

りますから。これはやっている人もだいたい親も教
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的には相当なプラスであったと言わざるをえないと

思いますが、一回の大統領選挙でどの程度プラス

だったかマイナスになったかは、その時の争点によ

って違うと思います。同性愛の結婚禁止はウィニン

グ・イシューだと思いますが、しかし人工妊娠中絶

で行くと、多数派はなかなか糾合できないというこ

とがあるかもしれない。そういうタイミング、争点、候

補者の個性、力量も考える必要があるのではない

かという気もします。

資料について補足しますと、アメリカの思想状況

を見てみますと、アメリカの思想でリベラルとか保

守はどういうものなのか。リベラルの内容は経済政

策などで大きな政府を支持する。しかし表現の自

由では政府は介入するな、個人の自由を最大限尊

重する。リバタリアンは経済政策でも介入しない。

個人の問題でも介入しない。保守は経済では介入

しないが、人工妊娠中絶とか、ポルノ、国旗を燃や

すことは禁止とか重罪であるというのが保守の立

場です。アメリカの保守は、普通の保守は小さな政

府と道徳問題での介入主義とコンビネーションにな

るわけです。ポピュリストはブルーカラーの労働者に

典型的な立場で、政府の再分配も求めるが、結構

宗教的には保守的なので道徳主義的な政策を支

持するという、そういうアメリカの思想状況がありま

す。アメリカの政党が、これにどう乗るかどうか。民

主党はリベラルが基盤です。その時に左上の立場

をとる候補もいればクリントン、ゴアのように真ん中

に接近した立場をとる人もいるということになるかと

思います。共和党は右下。新しい政党の旗を立ち

上げるとなれば、左下か右上がスペースとしては空

いている。二大政党はそこをどのように補うかとい

うことで、コアリションをつくって、そこの有権者も取

り込もうしているわけです。

これがどういうふうに分かれるかという具体的な

分布は争点毎に異なります。「共産主義者の先生

が公立学校にいたら、その人を解雇できるか」。イ

エスかノーか。「政府は所得を平等化すべきか」。そ

ういう二つの質問のコンビネーションで聞いた場合

には、こういうパーセントで分布するということで、

質問の内容によって変わってくるかと思います。

同じ発想で具体的な人を当てはめたものが右上

です（テーブル5-4）。この手のデータはいろいろあ
ると思いますが、バイブルをどう理解するか。「神が

一字一句全部書いたものだと思うか」という問いに

「基本的に正しいが、一字一句その通り解釈する

必要はないと思う」か「バイブルは人間が書いたと

考える」か。三つの文章があって、どう思うかという

パーセントが出ています。「一字一句正しいと考える

べきだ」36％。「正しいが、その通り解釈する必要
はない」50％。「人間が書いたものだ」とシニカルな
認識をしている人が14％。これでアメリカ社会の宗
教的な性格がある程度わかるのですが、世俗的な

争点を聞いた場合、これは1992年の数字ですが、
たとえば湾岸戦争について有意な違いというのは

2番目、「国防費が多いか少ないかどちらがいいか」
では結構違いがあります。abortionはかなり大きな

違いがある。違いがないのはGovernment Job

Guarantees。いくつかの問題では結構違いがあ

る。外交に関係するものでは、孤立主義に近い考

えは宗教派の方に支持する考えが多い。世俗派と

比べて10％程度の違いが出てきます。「黒人の状
況改善のために政府は頑張るべきだ」と考える人

は、信心深い人は一番少ないということです。これ

はなぜかということを問い掛けると、学生から面白

い答えが返ってきます。「自分を民主党員と思うか

どうか」も結構違いがあります。「リベラルと思うかど

うか」は結構違いがあります。「男女平等」について

も相当な違いがある。「宗教保守の人でさえ男女平

等を60％の人が認めているではないか」という議
論もできるかもしれませんが、世俗派との違いは、

ある程度言えるかと思います。ご参考になるかと思

い、紹介させていただきました。
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分的民営化は支持し難い」と言っています。ここは

宗教保守とブッシュ政権の利害が離れるところでは

あるんですが、逆にこれはまた同性愛婚の禁止を支

持すれば、年金の民営化も支持するということであ

りますから、そこは取引でもあるということですね。

まだどうなるかわからないんですが、2004年はじめ、
選挙戦が始まった段階では、宗教保守はかなりブッ

シュ政権に厳しくて「これだけ同性愛の結婚が問題

になっているのに、ブッシュ政権は何もしていない。

積極的に禁止するように動いていない。自分たちと

しては2000年も熱心に支持できなかったが、2004
年もこのままでは支持できない」と宗教保守は言っ

ていました。ただ結果的に何が起きたか。最終的に

は選挙戦でブッシュ政権は同性愛の結婚問題でか

なり動きましたので、宗教保守も支持に動いたとい

う部分があるわけです。今は同性愛者の結婚と、年

金の部分的民営化の問題が、互いに取引し、支持

するかどうかということで懸案になっているということ

が言えるかと思います。

あと宗教的自由の問題、キリスト教徒の迫害の

問題ですが、第一期の2001年2月くらいにネオコン
系の人たちがブッシュ政権にオープンレターを出し、

ブッシュ政権の外交について「狭義の国益に基づ

いた外交にしないように」と牽制球を投げています。

初期のブッシュ政権についてはライスなどが「国益

に立脚した外交とは」というレトリックを使ったので

「リアリストの外交ではないか」という憶測を生んで

いたわけです。それに対してネオコン系の人たちが、

かなり警戒した。それでキリスト教徒への迫害とか、

民主党も支持するような女性や児童が人身売買さ

れている問題とか、スーダンの問題も、その頃から

アジェンダになっていましたが、「そういう問題も重視

するように」ということを言っていました。宗教保守

の人たちが自ら外交チームのトップに上がってくる

ということはあまりないんですが、しかし共和党の

アジェンダ・セッティングを共和党政権としてどこまで

できるか、選挙の時、票を得るためには一定の約

束をしなければいけない。宗教保守の感情を逃が

してしまえば、選挙の時、一定のペナルティを受け

るというメカニズムは明らかにあると見ていいだろ

うと思います。

保守連合の中の緊張関係。年金の部分的民営

化の問題をめぐっても緊張関係がありますが、保守

連合全体を広げていけば、外交に限らず、たくさんの

問題があります。宗教保守からすると、あまりにも金権

体質の共和党はどうなのか。グローバリゼーションも

宗教保守の立場からすると、すべて肯定できるもの

ではない。トム・ディレーという人が倫理問題で受け身

に回っていますが、一つはインディアンのカジノの問題

があります。宗教保守はカジノは容認できない。しか

し共和党のリーダーシップはそれを認めようとしてい

る。宗教保守はかなり保護主義で「反移民」の体質

も持っているわけです。しかし共和党の主流派はそ

うでもないという、実はいろんな緊張関係があるとい

うことも見ておく必要があるかと思います。

2004年のパースペクティブだけですと、2004年
の大統領選挙はカール・ローブが出てきて、それで

宗教保守をうまく動員したので勝てたという、つま

り宗教保守は常に共和党にとってプラスのカードだ

という教訓というか、結論が引き出されがちなんで

すが、常にそうかということを考えてみますと、実は

92年、96年は全く逆のことが言われていて、共和
党の中で「宗教保守が突出したがために共和党は

負けたんだ」というストーリーが新聞紙面を踊ってい

たわけです。これは争点や候補者の出方というか、

92年の場合はパット・ブキャナンも結構表に出たこ
ともありますが、人工妊娠中絶禁止の問題が表に

出て、宗教保守からの突き上げで、たとえばブッシ

ュのお父さんもそれに乗ったら、そのことが宗教保

守の虜になっているということで、ますます評判を

落とすということになったわけです。ドールも結構そ

ういう側面があったかと思います。共和党にとって

の宗教保守は、長い目で見ると政党再編成とか、

共和党が多数派になってきたプロセスでは、長期
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4. 宗教保守派の諸相
Christian Coalition

Eagle Forum

Family Research Council

Independent Womenﾕs Forum

National Right to Life Committee, Inc.

Toward Tradition

Traditional Values Coalition

Home School Legal Defense Association

Concerned Women for American

Citizens for Community Values

5. 争点
減税(とくに家族に関して) marriage penalty

宗教的自由、キリスト教徒の迫害、女性・児童に関わる人身売買、アメリカの税金を使った人
工妊娠中絶
社会保障の部分的民営化
教育

6.  保守連合の中の緊張関係
グローバリゼーションとの関係
イラク戦争をめぐって
金権政治をめぐって
インディアンのカジノをめぐって
移民、通商との関係
リバタリアンと信仰派

1992, 1996年の宗教保守派の「突出」と2004年の「貢献」

7. むすびにかえて

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会
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「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会（同志社大学一神教学際研究センター)

「ブッシュ政権第二期目の外交政策の展望」5/21/2005

「共和党保守連合と宗教保守派の関係について」

久保文明（東京大学法学部）

はじめに

1.  アメリカの保守主義の諸潮流
経済的保守主義:小さな政府、減税、規制緩和、市場原理重視
個人的自由・リバタリアニズム(完全自由主義):Leave us alone, 銃所持の自由
宗教的保守主義:キリスト教原理主義、人工妊娠中絶禁止、進化論教育反対、反共主義
安全保障・外交での保守主義:「力による平和」、力の優位、米国の主権へのこだわり
自由貿易主義:関税障壁への反対、FTA推進、反保護貿易主義
新保守主義:アメリカの使命感と道徳主義、敵味方の峻別
孤立主義・保護主義・排外(反移民)主義:ブキャナン、Eagle Forum

2. 共和党の変化----保守主義運動の展開
1955:ウィリアム・バックリー2世が『ナショナル・レヴュー』誌を創刊
1964: バリー・ゴールドウォーターが共和党大統領候補に。しかし本選挙で惨敗。
1950s-1970sの共和党:穏健派の優位(アイゼンハワー、ニクソン、ロックフェラー、ジャヴィッツ、フ

ォード)

1980:ロナルド・レーガン当選。初の本格的保守政権(1981-89)

1994: 連邦議会上下両院にて40年ぶりに共和党が多数党に。「アメリカとの契約」
2000: G.W.ブッシュ当選。レーガン政権以上に保守的政権に(2004再選)。

3. 共和党保守連合
反増税運動 Americans for Tax Reform

イデオロギー保守 American Conservative Union

中小企業 National Federation of Independent Business

銃所持団体 National Rifle Association

反環境保護団体 Defenders of Property Rights

反労働組合団体 National Right to Work Committee

保守系シンクタンク Heritage Foundation

外交タカ派団体 Center for Security Policy

保守系弁護士団体 The Federalist Society

宗教保守派・・・次項参照
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オコンが入り交じって外交政策の政策決定のプレ

ーをやってきたということになるだろうと思います。

９・１１以降、ブッシュ政権は、かなり明確に外交

安全保障政策にシフトするわけでありますが、有名

なのがブッシュ・ドクトリンであって、そこでブッシュ大

統領が強調したのは、冷戦終焉以降の自由の拡大、

自由の勝利と大量破壊兵器拡散の脅威、テロリス

トという非国家主体の脅威の結びつきに対処する

ためには先制的な攻撃を辞さない構え、既存の制

度的な同盟に依存すると、しばしば柔軟性が失わ

れる。有志連合、さらにはそれすら機能しない場合

にはアメリカのユニラテラルな行動も辞さないとい

う方針が、そこで打ち出されるわけであります。も

ちろんイラク開戦前の時期の中で、イラクに対する

牽制という意味も込められていたでしょうが、これ

がその後のブッシュ外交を大枠で示すものであっ

たと言ってよいかと思います。

２００３年３月には実際にイラク戦争が戦われたわ

けであります。今日に至るまでその戦後処理は大変

混乱しているわけですが、これもイラク戦争に対して

さまざまな批判がなされる時、イラク戦争の開戦の

理由が錯綜しているということが指摘される。直接

的にはイラクが大量破壊兵器を備蓄・開発している

可能性、恐れがあることが、繰り返し指摘されてまい

りました。イラクのフセイン体制がアル・カーイダに見

られるようなテロリスト集団との結びつきがある可能

性が指摘されてまいりました。さらにはフセイン体制

のような独裁体制を認めることそのものがアメリカの

基本的な外交理念に叶わない、民主主義の拡大、

自由の勝利という理念に叶わないという、フセイン体

制の打倒が指摘されてまいりました。この理由として

いろんなことがいろんなところで言われたものです

から、開戦の理由を便宜主義的に上げているとい

うので、その後の批判につながっていくわけです。

ジョゼフ・ナイが近著Soft Powerで指摘しているよ

うに、それぞれどれもがブッシュ政権にとってはウソ

の理由ではなく、彼らは真面目に考えた理由であっ

た。ただ国内にさまざまな政治的立場、イデオロギ

ー的観点を持った政治勢力が存在しているのであ

って、それぞれに対してappealingなことを言う。こ

の集団には最も説得力のある理由がこれで、この集

団には最も説得力のある理由はこれだというふうに、

国内の諸集団に使い分けをして説明したために、結

果としてブッシュ政権のイラク開戦の理由が非常に

confusingな印象を与えた。つまり伝統的なリアリ

ストの観点に立つ人々にとっては、大量破壊兵器の

拡散は座視しがたいことになります。宗教原理的な

自由と民主主義、ネオコン的な立場に立つ人々に

とっては、フセイン体制の存続そのものが認められ

ないことになります。９・１１以降のテロに怯える一般

市民の心情にアピールする意味では、フセイン体制

とテロの結びつきが一番説得力がある理由というこ

とで、さまざまな集団に対してappealingな理由をつ

ける。どれもがブッシュ政権にとっては真剣な理由で

すが、それがconfusingな印象を与えるということに

なった。しかもその後、イラクの占領後に開戦の大

きな理由に挙げた大量破壊兵器の備蓄はなかった

という結論に達し、これは専門家の間ではかなりの

程度自明でありましたが、少なくともフセイン体制とア

ル・カーイダとの直接的な結びつきは証明できない。

フセイン体制とアル・カーイダとの直接的な結びつき

が証明できないことと、フセイン体制とテロリスト集団

全体との関与がなかったということでは必ずしもな

いわけですが、一番強調したアル・カーイダとの直接

的な関連は証明できない。ただフセイン体制そのも

のは打倒されたわけですから、今やこの点に力点

をおいてイラク戦争を戦ったことの正当化が行われ

るという、その説明としては苦しい状況に追い込ま

れているということであります。

昨年１１月の大統領選挙で、ブッシュが３５０万票

の予想外の大差で再選される。そして２００５年１月

にはイラクの総選挙が、予想外の形でうまくいくと

いう中で、ブッシュ政権の二期目が始まったという

ことであります。
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ブッシュ政権の二期目の陣容と日米関係というこ

とでお話をさせていただきます。一期目、４年を終

わったブッシュ政権について外交安全保障政策で

ざっと振り返っておきたいと思います。一期目のブ

ッシュ政権のセキュリティ・チーム、大きく分ければ

国務省と国防省と国家安全保障会議（ＮＳＣ）が三

つの枠組みでありますが、一期目についてはご承

知の通り、国務省がコーリン・パウエル長官とリチ

ャード・アーミテージ副長官、国防省がドナルド・ラム

ズフェルド国防長官とポー・ウォルフォウィッツ国防

副長官、ＮＳＣがコンドリーサ・ライスとハドリーという、

閣僚と準閣僚級のメンバーであったわけです。副

大統領としてディック・チェイニーという、歴代の副

大統領の中でも外交、安全保障問題での関与の

度合い、影響力の大きい副大統領が、一期目から

いたと。チェイニーの影響力の源泉は父のブッシュ

政権で国防長官をやったという、それまでのキャリ

ア、プラス、彼自身が高齢であって、副大統領とは

いえ、次に大統領になる可能性のない人物である。

political futureがないということが、逆に言うと副

大統領としての彼の影響力をマキシマイズさせると

いう役割を果たしてきたし、今も果たしているという

ことだろうと思います。

ブッシュ政権については、最初は少なくとも選挙

期間中は「思いやりのある保守主義」ということを言

っていたわけですし、それほど宗教右派に強い影

響力を受けているとは、一般には思われていません

でした。コンドリーサ・ライス国家安全保障大統領補

佐官は「国益重視の外交安全保障」と言っていたわ

けですから、必ずしも原理主義的な外交政策と考

えられておらず、伝統的なアメリカのリアリズム、リア

リストの流れに沿った政権だと思われていたところ

があるわけです。しかし実際には、政権のはじめに

はクリントン政権の外交施策を厳しく批判して他国

への国家再建や人道介入などを戒めた政権が、今

日では他国の国家再建、人道介入を熱心に唱導し、

実践するということになってきたわけですが。

とりわけ９・１１以降、その外交政策が大きく変わ

った。ただ先程の陣容で言いますと、当初はそれ

ほど言われませんでしたが、国務省のウォルフォウ

ィッツ、その下のジョン・ボルトン国務次官、国防省

でもナンバー３にあたります政策担当の国防次官の

ファイスという人たちは、後に代表的なネオコンと

見なされるようになっていきます。そういう意味では

チェイニー・ラムズフェルドに代表されるようなタカ派

路線と、パウエルやライスが、ある程度代表してい

るような伝統的なリアリズムの流れと、ネオコンとの

混成チームであったのが、９・１１以降、ネオコンとタ

カ派の結びつきが強くなり、当初生まれていたリア

リスト路線から大きく乖離していくということであっ

たろうと思います。ブッシュ政権のＮＳＣのスタッフは

１５０人～２００人くらいであります。その中で大統領

補佐官、一期目はライスです。その下のハドリーの

下に１５人くらい地域または機能担当のsenior

directorが置かれていて、ＮＳＣはクリントン政権の

頃から比べるとブッシュ政権で、かなり拡大したとい

うことが言えます。国務省、国防省、ＮＳＣの三つの

アクター、それぞれにタカ派と、伝統的リアリスト、ネ
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いうような不安が漏れている。ウォルフォウィッツが世

銀の総裁に起用されるのはまさしく６０年代末、ベト

ナム戦争が泥沼化していく中で主戦派であったロバ

ート・マクナマラ国防長官が、ジョンソン大統領の戦

争路線と大きく意見を異にして世界銀行総裁に起

用されることで事実上解任された経緯と、ある種の

パラレルにあろうと思います。

そしてもっと衝撃的なことが、今でも揉めており

ますが、ジョン・ボルトン国務次官の国連大使への

指名であります。ボルトンの人事については上院外

交委員会では共和党議員の中でも反対が生じまし

て、上院外交委員会での投票に踏み切れば拒否

される可能性があるということで、リチャード・ルー

ガー上院外交委員長は委員会での決定を回避し

て上院本会議にこの人事をそのまま委ねる。上院

本会議では共和党が依然として優勢ですから、共

和党の中でも多少の造反があるにしても何とかボ

ルトンの指名承認までこぎ着けられるだろうという

ことですが、上院外交委員会をバイパスした形で

のボルトンの国連大使の承認は異例中の異例であ

り、ボルトン人事に対する強い抵抗が示されている

ということであります。

なぜボルトンが国連大使なのか。これもいろんな

理由があるでしょうし、いろんな人がいろんなことを

言いますが、ワシントンでまことしやかに言われてい

た理由の一つとしては、パウエル国務長官時代以

来、国務省の中でボルトンの突出したネオコン的路

線に対する反発があって、新たに国務省を担うこと

になったライス国務長官が、ボルトンを国連大使に

起用することでワシントンからニューヨークに出して、

国務省の中での意思決定過程から外すということ

が最大の眼目であったという人もいるわけでありま

す。しかしそれはかなり噂話的な面白おかしい解釈

でしょうが、少なくともボルトンの国連大使起用には、

真面目に考える二つの意味がとあると思います。

一つは国連改革に対する今のブッシュ政権の認

識をかなりの程度反映している。非効率な国連に

対するブッシュ政権の苛立ちを反映していると同時

に、しかしながら日本やドイツ、インド、ブラジルが要

求しているような大規模な国連安保理改革に対し

て必ずしもブッシュ政権が熱心な態度を持っていな

いことの現れであろうと思います。

もう一つの側面としては北朝鮮問題に対する牽

制という側面があろうと思います。六者協議が動い

ておりませんで、北朝鮮が核実験に踏み切るかとい

う際どいところに来ておりますが、もし北朝鮮が核実

験に踏み切った場合、次のステップとして中国がど

ういう反応を示すかどうかは別にして、これを国連

安保理に付託して経済制裁にかけることになる。そ

の時にボルトン国連大使は安保理での対北朝鮮経

済制裁を推進するにはうってつけの人物であります。

少なくもブッシュ政権がボルトンを国連大使に起用す

るということは、アメリカが国連安保理での対北朝鮮

への経済制裁にかなりの程度真剣であると、北京

とピョンヤンとソウルに思わせるメッセージ性を持っ

た人事であろうと言うことができます。

しかし仮にボルトンがこのまま上院で認められて

国連大使に起用されるとなりますと、ウォルフォウィ

ッツが世界銀行の総裁に転出し、ボルトン国務次

官が国連大使に転出する。国防省のナンバー３で

あるファイスは辞任が決まっていますので、ブッシュ

政権の一期目で代表的なネオコンと言われた人た

ちは、ほぼ政権の中枢から消えることになるわけで

あります。その後任に予定されている人たちはいず

れも地味で穏当な官僚出身者であって、そういう意

味では政権の中枢部から少なくとも人事面ではネ

オコンの影響力はかなり後退したというふうに考え

ることができるのではないかということです。

ただここで注意しなければならないのは、ブッシ

ュ政権のＮＳＣは１５０～２００人のスタッフを要してい

ますが、ブッシュ政権の二期目のはっきりした特徴

はチェイニー副大統領のもとのスタッフが膨れ上が

っている。チェイニー副大統領のスタッフが４０人く

らいいると。副大統領が４０人の外交スタッフを抱
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さて、二期目のブッシュ政権の陣容を考えてまい

りますと、一期目と何が変わったのか。パウエル国

務長官が閣外に去った。それに伴い、アーミテージ

副長官が合わせて閣外に去った。日本ではパウエ

ル国務長官が去ったことより、政権の中で知日派

のパイプとして知られるアーミテージが政権を抜け

たことに対して大きな反応があったわけですが、国

務省トップ二人が入れ代わった。それに対して国

防省はトップ二人、ラムズフェルドもウォルフォウィッ

ツも残留になった。さらにＮＳＣはライスが国務省に

回って、ＵＳＴＲの代表だったゼーリックが国務省の

ナンバー２になる。ＮＳＣではハドリーが昇格する。

ご承知の通りの変化が二期目であったわけです。

一つはパウエル・アーミテージラインが抜けたとい

うことで、この政権が旧来の穏健なリアリスト路線か

ら、ますますタカ派とネオコンのラインに引きずられ

ていくのではないかということが、２期目の発足の当

初、一時言われたことであります。しかしパウエル国

務長官がこの政権に果たした役割については時間

をかけて改めて検証する必要があるだろうと思いま

す。この政権の中で果たしたパウエルの穏健リアリ

スト路線が、巷間に言われていたほど、represent

する存在であったのかどうかということは、かなりの

程度、議論の余地のあるところだと思います。

国際協調を代表するパウエルと単独主義を代表

するチェイニー・ラムズフェルドという図式は単純に

すぎるものであろう。１９７０年代以降、歴代の国務

長官の中でパウエル国務長官は外遊歴の最も少

ない国務長官であります。イラク戦争のような国際

的危機の中でもパウエルはそれほど国際交渉のた

めに世界中を飛び回ったのでないのでして、それ

は湾岸戦争の時のベーカー国務長官の国際外交

の展開とは大きな違いであります。そもそもパウエ

ルが、なぜイラク開戦に反対しながら辞任というカ

ードを切らなかったのかということであります。これ

も歴代の国務長官で外交、戦争にかかわるような

クリティカルな問題で大統領と意見を異にした国務

長官はほとんど例外なく辞任している。ところがパ

ウエルは意に反するイラク戦争を戦いながら一期

目最後まで閣内に残った。パウエルは果たして有

効に自分の影響力を政権内で行使したか。なぜ彼

が最後まで政権に止まったのか。それはおそらくパ

ウエルの極端に高いpopularity、支持率であった

ろうと。一貫してパウエルの支持率は一番低い時

でさえ、ブッシュ大統領を凌いでいたわけです。自

身の高い世論からの支持というものが、パウエルを

して政権内に残り続けて辞任というカードを切らさ

なかった一つの理由ではないかと思います。

さてサブのレベルで見てまいりますと、かなり面

白いことが起こっているわけでして、まず今年３月、ポ

ー・ウォルフォウィッツ国防副長官が世界銀行の総裁

に指名されることになったわけであります。世銀は歴

代最大の出資国であるアメリカから総裁を出すこと

になっていますから、今の世銀の総裁はアメリカ出

身で、二期の任期が切れるところであります。今、ウ

ォルフォウィッツ国防副長官を世銀総裁に任命する

のはむりな人事ではなく、そもそもアメリカに枠がある

ポストの任期が切れるところに次の人材を起用する

ということですが、ウォルフォウィッツの世銀総裁指

名はかなりショックを持って受け止められた。少なく

とも私が知る限りでは世界銀行の中ではかなり反

発がございまして、early retirementの希望者が殺

到しているということであります。国連もそうですが、

世界銀行という国際機関も、非効率とある種の腐敗

で知られた機関であって、世界銀行の機構改革は

かなり緊急性を要する課題である。そこにウォルフォ

ウィッツの手腕が期待されるというところもあるのでし

ょうが、世銀の側からすればウォルフォウィッツ総裁

の起用によって大胆な機構改革等々が行われるの

ではないかということに対するbureaucraticな抵抗

とともに、イラク戦争の開戦の時の旗頭であったウ

ォルフォウィッツが世界銀行総裁に起用されるという

ことで、とりわけ第三世界での世界銀行での活動

にさまざまなネガティブな主張が出るのではないかと
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が混乱の中で負けました。勝った大統領の奥さん

はアメリカ人です。アメリカの影響力はウクライナの選

挙の場合、相当働いています。大統領が亡命した

のはキルギスでしたが、今、ウズベクが問題になって

いるわけですが、旧ソ連連邦の共和国の中に多く

のミニ・プーチンがいて、そのミニ・プーチンたちの運

命は総じて言うと極めて暗い。１０年、２０年と政権を

維持してきた大統領たちですが、ここから先５年、１０

年、彼らが政権を維持できるか。ウクライナの例、キ

ルギスの例のように、おそらくミニ・プーチンたちは今

後何年かかけて去っていく運命にある。ラトビアで

のブッシュの発言は旧ソ連圏で起こっているミニ・プ

ーチン路線の敗北をfacilitateする、肯定的に支援

する立場の表明だったと思われます。民主主義の

拡大という路線については二期目にも、ますます強

まっていくということではないかと思います。

この点がアメリカのブッシュ政権下の外交を考え

る時、どういう問題になるか。アメリカを帝国と呼ぶ

かどうか撃ﾍ別にして、アメリカの圧倒的な力の優位、

古くから国際政治学者が使った言葉で言えば「アメ

リカの覇権」というものに自国の利益を見いだす

国、アメリカの覇権が安定していることが自国の利

益につながると考える国、イギリスであり、日本であ

り、オーストラリアという国々、イラク戦争を支持した

国ですが、それに対してブッシュがヤルタ合意を否

定することで否定しようとしているような大国間の

勢力均衡という、古典的なPower Politicsの観点

で国際政治を見ようとしている国々、それがロシア

であり、中国であり、フランスであり、アメリカの力が

大きくなるに対してそれを別の力で牽制しようとす

るBalance of Powerのゲームをいろんなdimen-

sionで展開しようとしているのがロシア、中国、フラ

ンスという国々であり、これはイラク戦争をめぐる路

線の違いというよりも国際政治の安定した構造とい

うものがどういうものであるかについての、かなり根

本的な見方の違いというのが、この二つの国々の

グループの間に存在するのだろうと思います。

単独主義。これについてもアメリカは必要とあら

ば、依然として単独で行動することは留保しながら

も、イラク情勢の安定その他を睨んで、単独主義は

当面かなり後退している。対独勝利６０周年など、

ブッシュは今年に入ってからも二度もヨーロッパを訪

問しています。イラク問題をめぐって亀裂の生じた

ヨーロッパとの関係改善にアメリカのブッシュ政権は

相当前向きな姿勢を見せていることの現れだろう

と思います。一期目のブッシュ・ドクトリンで示された

３本柱の中で、自由の勝利、民主主義の拡大とい

う理念的なものは残ったが、それを実現していくた

めの方法・手法という点では、二期目のブッシュ政

権はかなり慎重になりつつあるのではないかとい

う印象を持つわけでございます。

日米関係への影響。アメリカがグローバルに進

めているGlobal Posture Review、Transfor-

mationと言われたりもしますが、政策、計画として

は米軍の世界大の再編というものを進めてきてい

るわけです。当然、在日米軍の問題にも及んでくる

わけです。後で山口陸将補にコメントをお願いした

いと思いますが、おそらく在日米軍に関するところ

では私の理解と認識では大きく動かないということ

で、ほぼ固まったのではないかという感じがします。

大きな兵力の削減とか再配置はないということで、

在日米軍の問題についてはあらかた決まっている

のではないかという感じがいたします。あと争点と

して残るのは沖縄の、とりわけ普天間基地の移転

の問題であります。アメリカ国内ではＢＲＡＣの話が

進んできています。アメリカ国内で基地の統廃合の

問題です。アメリカ国内には米軍基地がたくさんあ

るわけで、予算と必要性の問題で、アメリカ国内の

基地のどこを閉鎖するか、どこを統合するか。国内

の基地再編問題が今、動きだしている。当然のこ

とですが、ブッシュ政権にとっては国内の問題です

から、それぞれの地元議員の利害、地元企業、有

権者の問題があって、国内政治的にはＢＲＡＣの問

題の方が政治コストがはるかに高いわけですが、

329

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

えているのは異例中の異例であります。副大統領

が大変多くのスタッフを抱えているわけで、ここに

Heritage Foundationのような保守系のシンクタン

クから多くの外交専門家が、ここに登用されている

ということであります。ＮＳＣは日本人の間ではアジ

ア担当の上級部長であるマイケル・グリーン氏、知

日派で知られる人であり、新たにジョージタウン大

学から起用されてビクター・チャーというコーリー・ア

メリカンの人物、メインストリームの人たちの名前が

しばしば伝えられますが、それとは別にチェイニ

ー・ホワイトハウスとも言うべきものがあって、そこに

は強硬なタカ派の外交安保の専門家たちが集まっ

ている、ホワイトハウス奥の院のような存在があると

いうことが大きな特徴であろうと思います。

さてブッシュ政権がそういう陣容で二期目にどう

いう戦略をとっていくか。まずブッシュ・ドクトリンで

主張された先制攻撃ですが、これは看板は取り下

げておりませんが、実際のところ、当面、再び先制

攻撃を具体的な政策として発動することは相当苦

しいだろうと思います。イラク戦争をどう考えるのか

というのはいろいろな見方がありうるかと思います

が、イラクにしてもほとんど抵抗らしい抵抗をせずに

バクダッドが陥落して、少なくとも軍事力においては

アメリカの優越が、イラク戦争で改めて明確に示さ

れたと理解することもできます。しかし他方で見ま

すと、イラクに１５万人の兵力を張りつけて、州兵ま

で動員をしてアメリカ軍は今やほとんどイラクでアッ

プアップの状態にあるというふうに言える。そうする

と、アメリカがイラクのような規模の大規模戦争を近

いうちに再び戦えるかというと、今のアメリカ軍には

ほとんどその余力はないと言っていいかと思いま

す。するとイラク戦争はアメリカの圧倒的な軍事的

優位を一瞬示しながら、実は長期的に見るとアメリ

カ軍というのは我々が思っていたほど強くないとい

う、アメリカの弱さを逆に示したと解釈することもで

きる。イラン問題にしましても、北朝鮮問題にしまし

ても、アメリカが当面イラク問題を抱えながら強硬な

対応に出ることは困難であろうと。そういう意味で

先制攻撃論というのは、看板は掲げたままで実質

的には大幅に後退せざるをえないところに来てい

るのではないかと思います。

民主主義の拡大。ブッシュ大統領の二期目の大

統領就任演説で「自由の拡大」が繰り返し語られた

わけですが、「民主主義の拡大」「自由の拡大」とい

う路線は明確に生き続けていると思います。ここで

は大きな後退はない。譲歩はないということだと思

います。そういう意味で興味深かったのは５月、ブッ

シュ大統領が対ドイツ勝利６０周年でロシアを訪れた

わけですが、あの時にラトビアでの演説で「ヤルタ合

意は違法であり、誤っていた」とYalta agreement

を否定する発言をしたわけであります。なかなか興

味深い話でして、米ソの勢力圏の確定のために売

り払われたかつての国・ラトビアでの発言というの

で、ヤルタに対して否定的な発言をしたのは、ローカ

ルに対するある種のリップサービスというのはもちろ

んあるかと思いますが、ヤルタ合意の否定はブッシュ

政権の外交姿勢を、ある程度明確に示しているので

はないかと思います。これもやや比喩的な話をする

ことをお許しいただければ、それに先立つ今年３月、

封じ込め政策を主張したジョージ・ケナンが１０１歳で

亡くなっています。ケナンに代表されるような大国間

の協調とバランス、勢力均衡の維持、勢力圏の相

互の承認、そういうものをある意味では根底から否

定する発言であった。ヤルタ協定はフランクリン・ル

ーズベルト大統領がスターリン、チャーチルと結んだ

わけですが、フランクリン・ルーズベルトの路線を否

定し、アメリカの外交の発想をウィルソンにまで遡っ

て持っていく「勢力圏や大国間の力の均衡を是とし

ない立場」の表明と考えることができる。

プーチン政権が強権主義的な性格を強めており

ますが、旧ソ連圏、ウズベキスタン、キルギスタンなど、

旧ソ連の共和国の中で、疑似プーチン、ミニ・プーチ

ンがたくさん存在するわけです。ウクライナでは辛う

じてアメリカの影響力もあってロシアが強く推す候補
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ほとんど心配をしていないんですね。大体、国際

政治で何年危機説と言われたもので実際に危機

になったことは私の知る限りではほとんどない。１９

８５年、米ソ衝突説が冷戦の頃に言われた。ソ連

の軍事力がほぼアメリカを抜いて１９８５年頃に米ソ

戦争になるんじゃないかと１９８５年危機説が起こり

ましたが、何も起こりませんでした。パールハーバー

５０周年でアメリカの対日世論が強硬になって日米

関係が困難になるのではないかという９１年危機説

がありましたが、何も起こらなかったわけです。もっ

と極めつけは２０００年危機説で、コンピュータが誤作

動するのではないかと言われましたが、これも全く

何も起こらなかった。

何年危機説と事前に噂が立つと人間はそれに

対して慎重になり対応しますから、実際には危機は

起こらないわけですが、私は２００８年危機説はほと

んど心配しておりませんが、むしろ危惧するのは、

国連改革との関連で、もしも日本の国内でここ数年

の流れの中で憲法改正が具体的な日程に上った。

憲法９条が改正されるとなって、憲法９条は改正さ

れた、我が国が集団的自衛権の行使をできるとい

う立場をとった。他方で今年９月、国連総会で国連

安保理の改革をどう進めるかという枠組みが議論

されるわけですが、国連安保理改革が全く進まな

いことが明らかになってきた時に、日本の世論がど

ういうリアクションをするか。そちらの危機の方がよ

ほど高いのではないか。今までは日本が国連予算

の第二のdonatorでありながら安保理常任理事国

の地位を占められないということに日本人は多くの

不満を持ちながら、そもそも我が国には憲法上の

制約があって、他の大国と同じように行動すること

ができない。我が国自身にpreparationがないの

だから我が国がpermanent membershipを得ら

れない、国際社会で場を得られないというのは

我々自身の準備の不足の問題なのだから仕方が

ないというところが、どこかあったと思いますが、我

が国が国内の政治的コストを払って憲法９条を変

えた。我々はコストを払う準備をして責務を払う姿

勢を示した。ところが国際社会は日本に活動の場

を与えなかったとなった時、日本の世論がどのよう

なリアクションを占めすのかというのは、かなり深刻

な問題ではないかと思います。アメリカが日本の反

発、失望に対してどういう認識を持っているか。さし

て深刻な認識は持っていないのではないかという

危惧感を持つのであります。

中国問題。アメリカがブッシュ政権に限らず、中国

をどう認識して中国とどう向き合おうとしているの

か。トマス・バーネットの『戦争はなぜ必要か』と地

図。大学院でこの本を読んでいますが、戦争はな

ぜ必要か、かなりセンセーショナルなタイトルですが、

原題はThe Pentagon's New Map: War and

Peace in the Twenty-First Century。トマス・バー

ネットはアメリカの海軍大学の教授で、国防省で軍

の変革室のsenior researcherをやった人物です。

彼が２００２年、アメリカのEsquireという雑誌に

Pentagon's New Mapというarticleを発表し、そ

れが話題になって、それを膨らませて書いた本で

す。なかなか刺激的な本ではあるんです。バーネッ

トは世界を二つに分けて考える。アメリカ、ヨーロッ

パ、日本を中心とした先進国と言われるところが

Functioning Core。それに対してさまざまな紛争

が発生している地域を括って彼は N o n -

Integrating Gapと呼んでいます。世界は今、この

二つに分かれている。統合されグローバリゼーショ

ンの中で生きているコアとグローバリゼーションから

はみ出した、グローバリゼーションの中に入りきれて

いないギャップのところがある。世界のほとんどの

軍事的係争、紛争はギャップで起こっている。アメ

リカが軍事介入したような地域、issueは世界の２０

０ヶ国のうちに５％にすぎない。そのほとんどすべ

てがギャップでの紛争である。彼は１９９０年代、ク

リントン政権の時、アメリカが冷戦後の、Grand

Strategyを明確にできなかったことに対してかなり

不満を持っています。クリントン政権の９０年代を通
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しかし議論はＢＲＡＣに移りつつある。在日米軍の

基地問題についてはそんなに大きな変化はないだ

ろうと思います。

普天間の懸案になっていく移設問題、果たして

言っているように移設するのか。これを辺野古に移

すということになっているわけですが、辺野古への

移転は現実問題として全く進んでいないわけです。

今、環境アセスメントを地元でやっていますが、そ

れに３、４年かかる。それからゴーが出て基地の施

工、建設を初めても８、９年かかる。あと１０何年先

という話になるわけで、稲嶺知事は辺野古に固執

していますが、辺野古への移転の可能性を信じて

いる専門家はほとんどいなくなっているだろう。じゃ、

辺野古以外のところに移すのか。それとも移せな

いのか。これがＧＰＲと日本の基地問題に関して言

うならば、一番大きな喉に刺さった刺として残り続

けるだろうという感じがいたします。辺野古以外に

もいくつかの地名が、下甑島とか具体的に上がっ

てはおりますけれども、それぞれ難点を抱えている

ということであります。

沖縄の基地問題を解決するのが、わりとこの問

題については悲観的なのですが、悲観的な方は

多いと思いますが、軍事的合理性とかいうことを超

えて、普天間移転問題はあまり大きく動かないだろ

うなと。もしかしたら私の予想に反して大きく動く可

能性は排除しませんが、大きく動かないだろうなと

私が思いますのは、普天間移設を決めました９６年

頃と、この１０年間で何が変わったか。一番大きく

変わったのは日本国内の政治、自民党政治のあり

方、もっと言いますと橋本派の影響力が決定的に

後退したということだと思います。普天間の移設を

決めたのは橋本内閣であります。その背後に野中

官房長官、当時、幹事長等々の人たちがいたわけ

ですが、今度、普天間を仮に沖縄県内で別のとこ

ろに移すにしても、あるいは県外のどこかに移設す

る決定をするにしても、外務省と防衛庁が中心にな

って決めればすんなり決まるという問題では全くな

いわけです。別のところに移すということになると、

新たに基地を受け入れてくれるところに対する補

助金、助成金の問題が生ずる。基地の建設には巨

大なお金がかかる。これをまずこの財政難の中で

財務省が呑むかどうか、財務省というファクターが

あるわけです。その後の地元振興等々となると当

然ながら国土交通省、経済産業省その他の官庁の

関与が必要なわけです。外務、防衛に止まらず、

財務省にウンと言わせ、国土交通省や経済産業省

を巻き込んで大きな政治的決定ができるというの

は１０年前なら橋本派にそれができたわけですが、

今の橋本派にはそのような力はない。小泉総理に

もそのような政治力はないということで、永田町の

求心力が急速に拡散している中で、普天間の移設

問題は１０年前に比べて破格に難しくなっていて、

おそらくこの問題は今後も日米関係の喉仏に刺さっ

た刺のままで、かなりの間、続くのではないかとい

うのが、私のやや悲観的な見方であります。ＧＰＲ

は進むが実は日本の基地問題の核心的部分は大

きく動かないのではないかということであります。

国連改革の問題。ボルトン人事で申し上げたよ

うにアメリカ自身は日米同盟関係の中で日本の国連

安保理常任理事国入りについては一貫して支持を

表明していますが、しかし拒否権を伴った常任理

事国の拡大というものについては、かなり慎重な姿

勢を示していて、そういう発言が最近も出てくる。と

ころが私が危惧するのは別の意味のことです。２０

０８年問題を言う人がいます。２００８年、北京オリン

ピックの年で、しかも２００８年は台湾で総統選挙が

あって、２００８年は次のアメリカの大統領選挙ですか

ら、台北とワシントンで首脳の選挙が行われて、北

京オリンピックがある。この頃から中国が台湾に対

して外交その他で攻勢に出て台湾海峡をめぐって

緊張が高まるのではないかというので「２００８年危

機説」ということを言う人が国際政治の分野ではい

るわけですが、私はこの２００８年危機説というのは
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務副長官も繰り返して東アジア首脳会議に対して

批判的な発言をしておりまして、東アジア共同体に

否定的な立場をとっていますが、中国を中心とした

東アジアでのある種の協調、統合の枠組みをアメ

リカは牽制しようとしていて、アメリカの対中姿勢が

今後どうなるかが日本にとっても大変大きな問題で

あろうと思います。

中国との関連で申しますと、この間の大規模な

中国での反日デモ、韓国でも起こったわけですが、

国連安保理改革の行方によっては日本の世論の中

にも大きな失望が生ずるかもしれないと。総じて言

うならば、日本外交が直面している大きな問題はほ

とんどすべてナショナリズムの問題に帰着するだろ

うと思います。中国にしても韓国にしても日本にして

もそうです。アメリカのグラスルーツ的な宗教右派

云々の話もある意味ではナショナリズムであって、

我が国と関係の深い主要国は依然としてナショナ

リズムの大きな波の中に生きている。それがヨーロ

ッパとの根本的な違いなのであろうと思います。東

アジア諸国の中では日本が近代国家としての歴史

は長いわけですし、一度敗戦を経験していますか

ら、ナショナリズムをtameする、管理することでは日

本が一番経験を持っていますが、その日本でも外

交をめぐるナショナリズムは澎湃としたものであっ

て、日本及び近隣諸国の間でナショナリズムがどう

管理できるかということが、今後の日本外交、日米

関係を考える上で大変深刻な課題であろうというこ

とだということを申し上げまして、議論のたたき台に

なればと存じます。
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じて、頻発してくる地域紛争を瑣末な危機であると

考えて、地域紛争に対応するけれども、長期的に

はロシアが再び軍事的な脅威になるのではない

か、中国が巨大なライバルとして台頭してくるので

はないかというので、古典的な大国間のパワーゲ

ームを他方で意識して、ペンタゴンが、彼が言うとこ

ろのギャップで起こる地域紛争に有効に対応する

政策と、大国相手のPower Politicsの両方を同時

に追求しようとしたものだから、予算も戦略も統合

できなくて、その間を揺れ動く、できることならペン

タゴンは、より大きな敵として巨大な大国のライバ

ルとしての出現をかなりの程度、潜在的に意識して

いて、そのことが９０年代を通じて政策を一貫性の

ないものにさせてしまったと。

ところが９・１１の衝撃によって、アメリカの安全保

障上の主要な課題がギャップにおける、かつて瑣

末な危機と思われたものに対応することであるとい

うことが明確になった。アメリカはその方向で軍事

戦略を大幅に再編すべきだというのがバーネットの

議論です。さらに彼はかなり大胆なことを言ってい

て、アメリカ軍を極端に言えば二つに分けるべきで

ある。それは安定したコア諸国との間で協力関係

を持つ。それをSystem Administration、シスアド

軍、これは必要とあれば先進国とともにＰＫＯをや

るとか、人道復興支援をやる。極端に言えば軍服

を着ていなくてもいい。民間経験を豊富に持ち、

他国と協力し、国際連合の委任を受けて活動する

シスアド軍的なアメリカ軍と、ギャップにおいて、ギ

ャップ相手ですからハイテクである必要はない、ロ

ーテクであっても、アメリカが単独でギャップの秩序

を確立するためにリバイアサンとして振る舞えるよう

な実力、能力を持ったリバイアサン軍と、アメリカ軍

を大きく二つに分ける必要がある。１９４７年、アメリ

カ軍が軍統合で今日のペンタゴンがつくられる前

は、長らくアメリカ海軍は大国との関係において、あ

る種のシスアド軍として機能していて、陸軍は国内

のnative Americansの掃討の問題で、陸軍が国

内の不安定地域に対するリバイアサン部隊として活

躍して、陸軍の活動によってアメリカの安定がアメリ

カ大陸で広がっていく。それと同じ図式を今度は

世界に当てはめようというわけです。

かなり刺激的で大胆な議論ですが、ここでなぜ

こんな話をしているかというと、バーネットの理解で

は、中国がFunctioning Coreになっている。バー

ネットの議論は９０年代に見られたようなロシアの再

登場、中国の軍事的ライバル化を、ありもしない可

能性を誇大視して、アメリカの軍事予算と戦略を拡

散すべきではない、ギャップに力を集中すべきだと

いう議論ですから、彼は明らかに中国脅威論とは

異なる立場に立っているわけです。果たして中国

はFunctioning Coreのメンバーかどうかということ

ですが、そうは言い切れないところが中国の難しい

ところだと思うんです。アメリカの国債を買っている

のが中国だという話にもありましたように、経済的

には明らかに中国はFunctioning Coreの主要な

メンバーになりつつありますが、中国国内で抱える

さまざまな政治的な不安、中国国内社会の動揺を

考えると、中国は必ずしもFunctioning Coreとは

言い切れない。そして中国と北朝鮮との関係を考

えた時にも中国は必ずしも安定したFunctioning

Coreのメンバーとは言い切れないということです。

問題はヨーロッパと違って日本が、その巨大な中

国のすぐ横にいるということであって、中国を

Functioning Coreのメンバーと考えるか、ギャップ

の一部と考えるのかによって相当違ってくるだろう

と。バーネットが言うような、世界を明確にコアとギャ

ップに分けてアメリカ軍をシスアドとリバイアサンの機

能に分けて大国間のrivalry を考えないという考え

方が、アメリカの軍の主流になることはないと思いま

すが、しかしながら中国をどの程度長期にわたって

アメリカの軍事的ライバルと考えるかによってアメリカ

のグローバル戦略は変わってくるし、その変数に日

本は大変大きな影響を受けるだろうと思います。

最近、ゼーリック国務副長官もアーミテージ前国
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スケジュール 

１３:００～１４:００　発表：五十嵐浩司 「米一極構造の中での国連改革」 
１４:００～１４:１０　休憩 
１４:１０～１５:１０　発表：浅野　亮「中国と多国間主義」 
１５:１０～１５:２０　休憩 
１５:２０～１５:３０　コメント：村田晃嗣 
１５:３０～１５:４０　コメント：宮坂直史 
１５:４０～１８:００　ディスカッション 
１８:３０～２０:００　懇談会 

日　　時／ ２００５年６月２５日（土） 

会　　場／ 同志社大学今出川キャンパス　至誠館３階会議室 

発　　表／ 五十嵐浩司（朝日新聞大阪本社編集局長補佐、前ニューヨーク支局長） 

 浅野　 亮（同志社大学法学部教授） 

コメント／ 村田 晃嗣（同志社大学大学院法学研究科教授） 

 宮坂 直史（防衛大学校国際関係学科助教授） 
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研究会概要

本研究会では朝日新聞社の五十嵐浩司氏と同志社大学浅野亮教授による報告が行われた。

国連の資料を用い国連改革の分析を行った五十嵐氏の論点は、日本と米国の国連改革に対する認識の

差異とアメリカと国連の関係に収斂する。五十嵐氏は日本での安保理拡大の議論が、「常任理事国入り

すべきなのか」と「可能か」という議論が混同されていると指摘する。しかし、この安保理改革の議論と

米国での国連改革の議論との間には差異がある。安保理改革は国連改革の一部でしかない。

今回国連と安保理の改革の議論が急浮上した原因は創設60周年という時期と、イラク戦争が関係し

ている。60年という節目の年は改革の議論の提起を容易にした。さらに国連の制度疲労、ミレニアム・

サミットの内容の不履行も指摘されている。そのような中イラク戦争によって引き起こされた安保理の

有効性への疑義が決定打となった。

しかし国連の中心はやはり安保理であり、安保理の正統性と有効性をどう回復するかが国連改革の議

論の核である。しかし安保理の権威を守ることと、安保理に今の世界を反映させより民主的な組織にす

ることという正統性と、意思決定の迅速さといった有効性の間にはジレンマが存在する。賢人会議と米

国の「新常任理事国の基準」と「武力行使の基準」に関する認識の差異にそれが表れている。

五十嵐氏は国連改革とは国連と米国の関係の問題であり、国連と米国は互いに必要としている事を付

言し、今後の関係への期待を述べて報告を纏めた。

浅野教授は「中国と多国間主義」の問題を自己認識・国際関係・国内政治の枠組から報告を行った。こ

の議論では「多国間主義」を「今ある国際社会の基本的な価値や理念を受け入れていくこと」という定義
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第二期ブッシュ政権の陣容と日米関係

村田　晃嗣（同志社大学）

１ １期目のブッシュ政権
（１）セキュリティー・チームの陣容
（２）ブッシュ・ドクトリン

自由の勝利
先制攻撃
単独主義

（３）イラク戦争

２ ２期目のブッシュ政権
（１）セキュリティー・チームの陣容

ボルトン人事の衝撃

（２）２期目の戦略　　
先制攻撃
民主主義の拡大
単独主義

３ 日米関係への影響
（１）ＧＰＲと沖縄基地問題
（２）国連改革
（３）中国問題

参考）トマス・バーネット『戦争はなぜ必要か』（講談社インターナショナル）
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簡単に自己紹介をします。五十嵐浩司と申しま

す。私は朝日新聞に入って２６年目になりますが、う

ち１９年くらいを外報部、国際報道に携わるところに

所属しておりました。つまり、３分の２くらい外を回っ

ています。どさ回り、地方回りです。新聞社の社内

ヒエラルキーで言うと地方記者のようなものでして、

イギリスにはサバティカルで行かせてもらったので

すが、その後、アフリカのケニアに３年、ワシントンに

３年半、その後、しばらく東京で中間管理職のよう

な仕事をした後、ニューヨークに３年半強くらい行っ

ておりました。ワシントンの時は伊奈さんの後で、村

田先生がジョージ・ワシントン大学にいらっしゃった

時で、いろいろ教えていただきました。地方記者を

やっていたはずなのですが、今はヒエラルキーの

中に入り、編集局長補佐として毎日の新聞の責任

者をやっています。原稿を書くことあたわずという

ことで、取材、執筆から離れております。４月に突如

「大阪へ行け」ということで、ニューヨークから大阪

にまいりまして、毎日、ダークスーツを着て白いワイシ

ャツを着ている日々を送っております。昨日も朝４時

くらいまで起きていて仕事をせざるをえない立場で

したので、ボケているとしたら、そのせいだと事前

に予防線を張っておきます。

今日は楽しみにしています。楽しみである理由の

一つ目は、今年４月１日までニューヨークにいたので

すが、３年数カ月見聞きしてきた話を皆さんと共有

できることです。昨日になってタイトルを変えていた

だきましたが、最初に村田先生が下さったタイトル

は「国連改革に対するアメリカの姿勢」でした。しか

し、私はアメリカ政府はこの３年数カ月見ていない、

国連というプリズムを通してものを見ていますので、

完全に国連のバイアスがかかったものの見方をし

ているのだろうと思います。なるべくニュートラルで

いようとはしていますが、そこは国連側の情報が圧

倒的に多い、取材対象に擦り寄るという性癖があ

りまして、国連というものを通して見た姿だというこ

とでタイトルを変えさせていただきました。アメリカ

の大使、アメリカの高官と会ったりしていますが、あ

くまで国連の場から見て一連の動きがどう見えるの

かという話をさせていただきたいと思います。

楽しみの二つ目は、今回は浅野先生が中国とい

う専門家の先生がおられて、ここには私のような国

連というプリズムでものを見ている人は少ないと思

います。私が国連で感じていたこと、その体験を話

すことで、アメリカ政府の立場、日本とアメリカの関係

を通してみて、国連がどう見えるか。そういうご指摘

を受けることが楽しみです。とりわけ日本に帰ってき

て一段と腹立たしくなってきたのが、日本のメディア

に対する違和感です。日経の伊奈さんもおられて、

朝日新聞を形の上で代表せざるをえない立場です

ので、紙面の文句は言えないのですが。それは何

かと言うと、日本の安保理常任理事国入りというこ

とばかりが余りにも声高に話されすぎていることが

一つ。二つ目には、日本は常任理事国入りすべきな

のかどうなのかという話。日本はこんなに立派な国

ですから、「日本は常任理事国入りすべきかどうか」

と言われたら「入るべきでしょうね、なれるものなっ

た方がいい」という話だと私は考えていますが、それ
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で用いている。

「中華」と言う観念は19世紀に初めて現れる。西洋の衝撃は「帝国」清を「普通の国」中国にした。その

原因を漢民族は満州族による中国の支配に求めるが、その一方で清朝の最大版図である領土回復は当

然のこととみなしている。ここに中国の自己認識の捩れがある。現在の中国の自己認識は 小平（－

1997）の死後大きな転換を迎える。2002年の党大会で挙げられた20世紀の三人の偉人１）に孫文が

含まれており、共産党の自己規定は階級から中華民族へ移行したといえる。ここに清朝への回帰をうか

がうことができる。

天安門事件（1989年）以降中国は「low-profit」２）の立場を取りつつ「できることをする」と言う政策

を取る。「できることをする」とは例えばASEAN・東南アジア諸国との接近を指す。90年代、中国は高

度経済成長とともに自信を取り戻すが、アメリカの圧倒的な国力を強く認識している。それ故中国のボ

トムラインはアメリカとの武力衝突を避けることであり、多国間主義を続けていくほかはない。また中

国は国際組織において実際の国力よりも大きな存在を示せるので、その選好は現状維持にある。

中国と米国の利益の一致から六カ国協議ができたように、多国間主義は中国にとって戦術的な手段で

ある。しかし、中国国内で経済成長は共産党と企業の癒着を生み出しており、それは当面中国が多国間

主義を続けていく社会的背景になっているといえる。

注
１）他の二人は毛沢東と 小平。
２）浅野教授の説明によれば、自分の才能を目立って皆に示さずに実力をゆっくりと蓄えること。

（同志社大学法学研究科博士前期課程　小橋川唯之）
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間、国連という枠組みの中で、その場でアメリカとド

イツがどういうふうに協調しているかを見たことから

です。ワシントンとドイツ本国との関係は、そうした

他国間の場で見るのとは相当に違う温度差があっ

たのだろうと考えています。

今、９９．５％か９９．８％か、確たるデータがあるわ

けではないのですが、エンドゲームになった。今、話

されているように、日本が単独で「常任理事国に入

るとしたらアメリカがＯＫする国は日本しかないのでは

ないか」という言い方。この論議が出ていているの

を見て、ある種のデジャブー感があります。丁度１年

前、今回の日本側の動きの仕掛けをしている一人の

方がニューヨークに訪ねてこられて、話をする機会が

ありました。その時、「こうした目標で、戦略で」という

話をされたわけですが、新聞等々で読んでいる通り

の話です。「アメリカの支持を得る。これによって中

国を何とか抑え込む。総会でこの枠組み、何カ国

かの常任理事国を増やすという圧倒的多数の支持

が得られればアメリカにも波及するし、安保理内で

体制につくことをモットーとしている中国としては、決

して発言はしないだろう。アメリカと大多数がそちら

に動けば」。そういうシナリオでした。

その時も一軒目、二軒目と店を重ねるにつれ、

不確定要素がたくさん出てきます。最大の不確定

要素はアフリカでした。アフリカがどうするかわから

ない。ざっと見ていても３カ国の候補がある、南ア

フリカ、ナイジェリア、エジプト。アフリカに３年ほどい

ましたので、これらの国はすべて実際に歩き回って

いて、政府の人とも話していますが、正直言って、

ナイジェリアはアフリカの嫌われ者です。お金はあ

るしパワーはあるけれども、カサにかかることがあっ

て、近辺の国と仲良くなるにはナイジェリアの悪口を

言っていればいいというようなものです。「人権問題

やクーデターで、いつどうなるかわからない。こんな

国が常任理事国になっていいのですか」と。エジ

プトは、アメリカはいいでしょうが、イスラエルの問題

を抱えている以上、アラブのエジプトが常任理事国

に入ることも、まず考えられません。南アフリカ共和

国は、「世界の基準から言えば一番常任理事国に

近い国ですね」というのは誰もが一致するのです

が、わずか１５年くらい前までアパルトヘイトをやっ

ていた国で、回りの国は納得しません。「あそこは

白人がつくった国だろう」と。今は黒人国家、多人

種、多文化国家ということで胸を張っていますが、

「あそこは違うのではないか」ということで納得しな

い。ケニアは「自分のところはどうだ」。タンザニアは

精神的に「アフリカの中心は僕だろう」。エチオピア

は「我々が唯一植民地化されていないアフリカの雄

である」。西アフリカは「フランス文化圏の国から、

自分たちももう一つどうだ」と。本当は今の政情不

安がなければコートジボアールとなどが出てくるとこ

ろでしょうが、フランスの代表がいるだろう。ごちゃ

ごちゃで、まとめられない。

それで日本政府の方と話していた最後に、三軒

目くらいの店で話していたのは、「パラドックスだが、

日本単独で入るのが現実味がある。だけど日本単

独でなんか絶対に入れない」「ということはどうする

んですか？」という話をしていました。つまりその時

でも、すでにかなり難しい話であることはわかって

いて、Ａ案がだめだった時、Ｂプランを立てておか

ないと、日本国内の期待を高めるだけ高めて、玉砕

のような形で日本が突き進んでいったのでは大き

なしこりが残る。ある種、立ち直れないようなダメー

ジを受けるのではないか。そんな懸念から「では次

の道は何か」という話から、日本単独の可能性の話

をしていました。その結論も、ない。ないんですが、

今も新聞等々で見てもわかるように日本単独は現

実的ではないのですが、今あるオプションの中では

一番可能性の高い考え方ではないかという論議が

なされているのを見るにつけ、１年前に想定された

通りのコースで、想定された問題を抱えて走ってい

るのだろうと感じています。

日本が安保理拡大だけに目を捕らわれすぎだと。

我々は見失いがちですが、安保理拡大は安保理改
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と、それが可能かどうかという話が、ごっちゃになっ

て話されている。「できるかどうか」と言われたら、こ

れはスタート時点から「難しいでしょうね」というのが

大方の答えです。それでもやってみましょうということ

で始めたことですから。私は大学やカルチャー講座、

経済人の集まりでさまざまな話をする機会がありまし

て、今、関心事のものですから、安保理の話になり

ますと「日本は安保理に入れるのですか」と聞かれ

ると「そうですね、よくてスタート時点で９５％程度だ

めだったでしょう。だけどやってみようかということだ

ったのでしょう」と答えております。

アメリカ側が日本の安保理の常任理事国入りに

乗ってこないために、９７．５％くらいだめになりまし

た。６月初め頃、Ｇ４決議を先延ばししてくれという

段階で、９９％くらいだめだったのでしょう。今回、バ

ーンズさんの正式な態度表明が出まして、９９．８％

くらいはだめでしょう。新聞社の独特の臆病さで留

保をつけておいて、本当になった時に０．２％は大

丈夫だったと言うために残しているようなもので、

最初から相当難しい話だったのが、ますますもって

難しくなってきていますから、ほとんどエンドゲーム

に入ったという印象です。

最初に現状から話をしたいと思います。米政府

の二つのペーパー、一つは１週間前のバーンズさん

のステートメントです。アメリカ政府の考え方が実に

よく見事にしっかりと出ている、いいペーパーだと

思います。「安保理拡大は大事だが、それが国連改

革のすべでではない。それ以外のさまざまなことが、

安保理拡大という一つのことの裏に隠れてしまって

は全くおかしいのではないか。他にもさまざま大事

なことがある。優先順位が違うのではないですか」

という主旨です。私は予て、日本の常任理事国入

りへのアプローチを支援しつつも、苦言を呈する時

はいつも同じ言い方をしていました。「安保理拡大

だけがすべてではないのではないでしょうか」と。

なかなか立派なステートメントで、国連のほとんどの

国々が言っていることともしっかり一致する。無論、

これがどういう方向へ、実際の政策としてどういう

ふうに出てくるかで大きく違うのですが、理念として

は立派なものだと思います。

そこで示されたのは「常任理事国は日本＋１だ」

と。日本をここまでしっかり言っていただいたのは、

日本のさまざまな外交の成果、仲良くしっかり手を

携えてきた成果として結構ですが、「Ｇ４の枠組みは

認めない。＋１である」。これは、朝日新聞は一度

も書いておらず、読売新聞が一度見出しで出して

いますが、インドですね。インドは浮足立っていると

いうと失礼かもしれませんが、本当に喜んでいます。

「これは自分たちだ」と。バーンズさんが発表した前

日、ニューヨーク・タイムズがスクープの形でこの話

を書いていました。ワシントンに聞くと、その日、イン

ドのこの問題でのデリゲーションが国務省入りして

いたらしいです。さまざまな形でアメリカ側と接触し

ていた。それは今回の方針とどのようにかかわっ

ているか知りませんが、確かにインドを指しているこ

とは間違いなくあるだろうと思います。ブラジルは、

消去法でいっても、さまざまな国力の点から言って

も、アルゼンチン、チリ、メキシコなどとの比較から

言っても、ブラジルに行くのは難しい。アフリカに至

っては、一番の弱点だと言われていたアフリカです。

それで、インド。「ＮＰＴに入っていないインドが常任

理事国等々になっていいのか」という声は根強い

のですが、アメリカにとってはインドを入れればメリ

ットがあるという意思表示だと思います。この考え

方は全く新しいものではなくで、この１０年来、アメリ

カが言ってきた日本とドイツ＋３カ国、十数年アメリ

カが一貫して主張したきた枠組み、これをそのまま

踏襲したにすぎないだろうと思います。ただしドイツ

は一昨年の対イラク開戦決議で、ああいう動きをと

っています。ドイツに対しては、アメリカはさほど怒っ

ていないのではないかと感じました。しかしここま

で怒っていたのですね。ドイツに対してアメリカはさ

ほど怒っていないのではないかと思った理由は数

えればいくつかあるのですが、そのほとんどが多国
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人権委員会、ここはアメリカが強く主張しているよう

に、やや現実から離れた形になっている。二つ目

には肥大しすぎた経済社会委員会。本来、経済社

会理事会は、安全保障理事会と同じような権限を

持ってしかるべきなのですが、どんどん拡大を重ね

て、今は何をやっているのかよくわかりません。私

たちもほとんど興味を持っていませんでしたので、

有名無実の機関になってしまう懸念がある。総会

は何か。何もできないではないか、話をしているだ

けでしょうと。そんな制度の肥大化、疲労ぶりに対

する指摘が高まっています。

もう一つ、ミレニアムサミットを超えて特に高まっ

ているのは、ミレニアムサミットの内容が全くうまく履

行されていない。長い目で６０年間を見て、アフリカ

独立後の６０年頃から４５年を見ても、直近で言えば

ミレニアムサミットでミレニアムゴールが設定された

後を見ても、改善していないでしょうという途上国

からの強い声が背景にある。

そこで決定的に出てきたのが一連のイラク戦争

論議です。私が赴任したのは２００１年９月１日付。最

初の仕事が９・１１でした。９・１１の同時多発テロ。

そこから同時多発テロに起因するさまざまな問題、

アフガンへの武力行使の問題、イラク戦争、今回の

国連改革、すべて９・１１が出発点となって一連の動

きとして出てきたものだと理解していますが、これを

見てくるのが仕事でした。

イラク戦争ではご記憶に新しいと思いますが、安

全保障理事会の有効性論議が声高に叫ばれまし

た。アメリカを支持して「イラクに武力を行使せよ」とい

う人からは、「なぜ安保理はこれを支持しないのか。

国際社会一丸となって支持しないのか」と。反対側

の陣営からは「なぜ安保理はアメリカの独走を止めら

れないのだ」という批判。安保理というのはただの会

議で、別にそれ以上のものではないので、こんな形

で１５カ国の代表が話しているわけですから、その中

の主要国、Ｐ５、常任理事国が一致しなければ、全く

の力のない、ただの機関であります。過大な期待を

するのもなんですが、反面、国際社会で侵入された

時、攻撃を受けた時の自己防衛以外に武力を行使

できるのは、安全保障理事会が、その権限を付与す

るしかないということが明確に定められている。ある

種のお約束ごとの場ですから、そういう問いかけが出

るのも仕方のないことであります。

とりわけ安保理というのが、こういう力を持ち始

めたのは冷戦後のことですから、冷戦が終わるま

では東西の対立の中にあって、安保理というのは、

動く時は動くけれど、ほとんど使い物にならないよ

うな機関だったと言っても過言ではないと思いま

す。あるアメリカの研究者が「冷戦が終わるまで安

保理を通らずに行われた戦争はおそらく３００くらい

ある」という話をしていました。確かにその通りだろ

うと思います。それが、冷戦が終わって、ある種の

雪解けムードになり、安保理の中でＰ５が一致して

事にあたることが多くなってきた。その中で「安保理

は有効じゃないか」という期待感が高まっていたの

だろうと思います。こうした期待感を背景にして、今

回のイラクをめぐる論議での大きな失望感が出て

きたのだろうと私は思います。

今回のイラクへの武力攻撃がどれだけ衝撃だっ

たか。ユーゴスラビアに関して安全保障理事会が

一致せずに、ＮＡTＯが単独で爆撃を決定した時に、

私はワシントンにおりましたが、少なくともその時は

安保理の有効性論議は起きなかった。起きた記憶

は私にはない。「安保理はうまく機能しているのか

否か、安保理は必要なのかどうか」という論議があ

ったとは記憶しておりません。今回のイラクの事態

がどれだけ深刻な亀裂をもたらしたか。安保理に

対する期待が、ユーゴの時とどれだけ変わってい

たか。したがって全体としてどれだけ深刻なインパ

クトが国連全体に及んだかというのを示すもので

はないかと思っています。

イラクの論議で言いますと、新聞も研究者の皆さ

んもいろんな主張があって、さまざまな思いがあるの

ではないかと思います。私は支局長で国連担当は
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革というものの中のごく一部、一つの問題、一つの

解決策にすぎません。安保理改革というのは、それ

よりさらに大きな国連改革という大きな問題のごくご

く一部にしかすぎない。この目線の違いだと思いま

す。アメリカは国連改革を言っていた。アメリカは国

連をどうするのか。安保理がその重要な一部である

ことは間違いないが、国連全体としてどうするか。そ

こでは効率性、お金がかかりすぎる問題、汚職の

問題、特に今回はウォルフォフードというイシューをあ

えて使って、非常に強い攻撃をやってきたと私は感

じています。今、ワシントンの目で国連を見るとウォ

ルフォフードのイシューが国連に関しての一番大きな

イシューだと思います。国連から見ていますと「あん

な大きなプロジェクトを国連がやる能力はなかった

のだ。もともと国連なんてそんな大きな能力がある機

関ではない」。あんなすさまじい金額のプロジェクト

をやったことは全くないのですね。したがって官僚

主義と言われるほどには官僚は育っていません。あ

れをやるだけの力はない。そういう中でいろんな不

都合がある。国連はいろんな国から来ていて、第三

世界、アフリカ等とかから来た人たちが、国連の中

で決してきれいな立場にはないわけです。国連の

関係機関で言えば、世界銀行を見てみると、ある種

のポストは、ある国のある一族の世襲制なのではな

いかと思われるような使われ方をしています。本国

では年間収入８００ドルあれば王様でいられるのが、

年間８万ドル、１６万ドルもらえるような国連の給料で

すから、このポジションは特権的になっていることは、

皆さん、おわかりかと思います。一部の国から来て

いる人たちの間で、そうした不適切な動きや国連の

利権がらみの動きがあることも紛れもない事実です

ので、それは指摘しておいていいと思います。

ところが日本はこうした問題を知り、かつ、さまざ

まな発言はしているのですが、それはあくまでも１９

０いくつかの国の一つにすぎない。その程度の政

治的な指導力、発言力しか国連では持っていませ

ん。それが安保理拡大というところで、そこだけに

目を向けて動いてきた。ここがアメリカと日本の不幸

なパーセプションギッャプが生じた原因だろうと思

います。もう一つ、安保理の拡大問題に対処して語

られる経済格差の問題、これは国連全体の問題の

一つのイシューですが、当然、途上国等々には、安

保理を拡大するよりも国連の役目としてより大きい

のは、エイズの撲滅であり、経済格差の解消であり、

水を供給することであり、ＵＮＤＰやユニセフ、ＮＵＨ

ＣＲがやっているような現業部門こそ国連だという

意識はありましょうし、ヘッドクォーターにはぜひ世界

全体の構造を変えてほしいという気持ちは強いと

思います。ここのところが十分に説得できていない。

こういう印象を私は持っています。

今回の国連と安保理の改革が急激に浮上した。

これにはいくつかの理由があります。第一の背景

としては６０周年だということがあります。５０年の時

はどうだったのだということがあるかもしれません

が、キリのいいところで問題が出しやすかった。９

月にはミレニアムサミットの折り返しの前のサミットが

ありますので、ここで見直しをするという契機があ

った。それが一つの契機となって「今の国連が現

状にあわない部分があるのではないか」という声を

出しやすかったのではないかと思います。とりわけ

安全保障理事会の常任理事国Ｐ５体制について問

題を出しやすかった。国連の制度疲労が目立って

きたことは間違いなくあります。オルフォフードでさ

まざまに揺さぶりをかけられた。国連側から見てい

ますので、当初私はアメリカ側が政治的に利用して、

あれをかなり大きくやっていると見ていました。しか

し問題になっているのは国連そのものではなく、そ

の周辺にいた国 と々企業と個人だと見ていたので

すが、その中の要人たち一人、二人が嫌疑をかけ

られる事態になってきて、国連内の深刻な汚職の

問題としてとらえざるをえなくなってきた。とりわけ最

近はアナンの名前が出ていますので、この震度は

非常に深刻だろうと思います。

有名無実の機関がある。一つにはジュネーブの
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力衝突のために武器が集められている。これを差し

押さえさせてくれ」という一連の要請は、当時ＰＫＯ

局長だった、今の事務総長アナン氏によって悉く却

下されています。これが今もアナン氏のトラウマにな

っているわけです。アナン氏は今、事務総長とはい

え、今も単なる雇人ではありますし、安保理に対し

ては安保理の僕です。当時は局長ですから公務員

です。上から言われたことを履行するのが仕事です。

安全保障理事会がイエスと言わない限り、「動け」と

言わない限り動きようがない。したがって彼はＰＫＯ

を出さなかった。

なぜ安保理が動かなかったか。悪意を持って言

えば、アメリカが動かなかった。アメリカはけしから

んとなるのですが、一つには安保理というのはそう

いうものなのです。安保理は、日本の一部の人々

には、国連とか安保理は神棚に置いて拝むような

もので、かつ理性と民主的な気持ちで何かをしよ

うと動いていると思っている方がいますが、そんな

ことはなく、第二次世界大戦が終わった時の五つ

の実力国、正確に言うと四つの実力国と一つちょ

っと弱いフランスという国を入れて五という、二分

の一にはできない数字にした上で、この五カ国の

国益がぶつかりあうことで世界の平和を守ろうとし

たような組織ですから、これは決して皆で譲り合っ

て何かを決めようという会議ではないのです。その

中で力関係は明白に出ていまして、よく言われるの

はアメリカの発言力が８０％、イギリスは１０％。ご存

じのようにイギリスはなぜかアメリカに対して精神的

優位に立っていまして、アメリカとイギリスが共同で

出してくる安保理決議はすべてイギリスが起草する

ことになっています。理由はたった一つで、「アメリ

カ人には英語はそんなにうまく書けないだろう」とい

うようなものがあるのです。「君たちはアメリカ語じゃ

ないか」。そうしたようなある種の雰囲気はあるので

す。英語を書くのはイギリス、１０％くらいの発言力

がある。外交力もすごい。フランスは残りの５％。そ

れで９５％、ロシアと中国で残りの５％を分ける。中

国は安保理では実におとなしい、静かな国で、全

く存在感がないのです。ロシアの方が裏ではやっ

ている。いろいろ最近はアメリカに強くやられると

「はい、すみません」というのですが。中国は体制

に従うというところが強い。とりわけ拒否権はＰ５の

最高の武器ですが、中国が拒否権を使うというと

台湾問題以外にありえないでしょう。チベットが出

てくることはまずないですから、台湾問題以外は無

関心と言っていいくらいに存在感がないのですね。

したがって全体の８割を占めるアメリカの意向がル

ワンダに関しても大きく反映されただけだというふう

に、ややクールに見る必要はあるだろうと思います。

その時のアメリカはクリントン政権です。前の年

の秋、ソマリアでアメリカ人兵士１８人が殺された悲

劇があった。クリントン政権はもともと多国間協調

だった。ＰＫＯ中心の軍事展開をするという目標を

掲げてソマリアにも積極的に関与していきましたが、

そこで１８人が殺された時の衝撃のゆえに、国内世

論が全く冷えきってしまい、そこからクリントン政権、

アメリカ政権は、アフリカ等々の自国の国益が強く

関与しないところにはほとんど口出し、手出しがで

きない状態になってしまいました。あの時、アメリカ

兵１８人に対してソマリア人は１，０００人くらい死んで

いますが、この非対照に関してはアメリカ国内では

全く問題にされていません。その余波として、「なぜ

ルワンダの人々を救うのに我々が出ていかなけれ

ばいけないのか」というムードは、アメリカを先頭に

世界の先進国には強くあった。これが原因で８０～

１００万人の人たちを救えなかった。目の前で殺さ

れてしまった。これは国連の威信を極めて大きく傷

つけるものでありますし、存在意義を問われるよう

な話でもありました。そこから出ていた「国連は一

体何ができるのか」。とりわけ、二つの問題のうち

の「武力行使を誰がいつ、どうやって認めるか」と

いう話に「こういう問題に安保理を変えないといけ

ないのではないか」という機運が極めて高まってお

りました。
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別にいましたが、興味関心事でしたので、なるべくイ

ラクの論議を見ているようにしていました。基本的に

言うと、私はイラクへのあのような形での武力行使

は反対でしたし、今も反対しています。ただ、イラク

の話は「私は反対だ」と言っても「１００％だめだ」とい

うタイプの話ではないのですね。サダム・フセインと

いう政府があって、国際社会がずっと働きかけてい

て、それでも実態は変わらず、何かをしないといけな

いという強い気持ちが国際社会にあったと思いま

す。国連の中でも、アラブ諸国を含めて、そんなに

大きな違いはありませんでした。ただ、私は５６％くら

い「武力行使に反対」だった。４４％くらいは「わかる」。

これくらいの気持ちです。ワシントンの一部の人を除

けば、研究者等々でイラクの武力行使を支持する人

の中でも、６対４、７対３、５.５対４.５で「私は支持しま

す」という種類のものだったと思います。

私はアメリカとイギリスとスペインが武力行使を決

めた時は怒っておりましたが、その怒ったことに二

つ理由があって、こうした形で武力を行使すること

自体への怒りと、「もう少し待てば国際社会が一丸

となって安保理をまとめて行動できただろう。なぜ

段取りをつけられないのか」という怒りでした。私

はイラクに関して言えば、イラクに対する武力行使

の決議が出た時が分水嶺だったと思っておらず、

その前年、２００２年秋にイラクへの査察を決めた決

議がある。こちらの方が実は大事な決議だったの

ではないかと思っています。その時に「これは、武

力国連行使を国際社会が容認したのだ」と解説を

書きました。その時の国連安保理の文言は、数カ

月もめた末に決まったのですが、by any means、

湾岸戦争を開戦する時に使った、武力行使容認決

議と全く同じ文言です。「いかなる手段を講じても

この決議に書かれたことを遂行する」。この決議が

２００２年秋に通った時、直近で見ていました。安全

保障理事会に出ていたさまざまな人と話をしまし

た。彼らの何人かが言ったのは、湾岸戦争の武力

行使決議を通した時と同じ、ある種の高揚感が議

場の中にありました。私はこの決議自体に非常に

怒っているのです。こうした余りにも強いアメリカの

イニシアティブの下で、こうしたことを決めていくこと

に対して怒ってはいたのですが、ただその翌年に

なりまして、対イラクへの武力行使をめぐってフラン

スやドイツ、ロシアが展開した非戦の論理には何か

白 し々いものを感じていたのは間違いありません。

私はその時は一番最も望ましい方式として、カ

ナダが最後に安保理の理事国の外から出してきた

「あと１ケ月の猶予で全体をまとめて決断をしよう」

という決議案が最も現実的で、かつ世界の分裂を

招かず、かつイラクの、それがたとえ最悪の戦争

という事態になっても、その後のさまざまな混乱を

生まずに事態を推移させられた手法ではなかっ

たかと思っています。

このイラクの事態が生んだ深刻な安保理に対す

るクエスチョンマークは、ルワンダの大虐殺が、この

遠因として安保理改革には綿 と々してありました。皆

さんもご記憶にあるかと思いますが、１１年前の１９９４

年、ルワンダでのツチとフツという二つの部族間の

対立が起こりました。これが部族なのか、社会階層

なのか、本当に単なる部族対立なのか、もっと違う

要因があるのか、さまざまな説がありますが、ツチとフ

ツの部族対立と簡単に言っておきます。ここで８０～

１００万人が７、８週間という短い期間で殺されてい

ます。これを止められなかったという国際社会のトラ

ウマがある。なぜ止められなかったか。「アフリカは重

要じゃなかったから」です。アフリカの人々の値段は、

完全に他よりも安かった。これは間違いないことで

す。手順から言いますと、安全保障理事会がＯＫし

なかった。現地には少数ながら国連のＰＫＯ部隊が

おりました。大阪に来る直前、３月末、その司令官を

していたカナダ人の将軍と話をする機会があったの

ですが、彼はその後、あれを止められなかったとい

うことで精神的におかしくなりまして、今やっと立ち

直ったところで、講演活動などに精を出しています。

彼が出した「武力を行使させてくれ。今、大きな武
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が、国連側が出して来た答申とはやや違う、ブッシ

ュ政権独自の要求項目として入っています。ブッシ

ュ政権にとって何が優先順位なのかということをよ

く示すものだと思います。その両者に大きな違い

はないのですが、「人権と民主主義」「反テロ、不核

拡散」の二つは今のブッシュ政権の成り立ち、あり

よう、方向性を考えるのに非常に示唆に富むもの

ではないかと思います。

安保理中心だということで、Ｐ５がもともとあると。

私は簡単に言いましたけれど、実はバーンズの国

務省のペーパーを読んでいて、二つ、アメリカの国

連への見方がよく出ているのではないかいうところ

があります。一つは「as one of the custodians of

the Security Council」。面白い言葉を使うなと。

c u s t o d yと同じ言葉ですね。ある管理者、

guardianより精神的な意味が弱いようですが、何

かその場を管理する人というくらいの感じです。

Security Councilを実質管理してそれを支配する

人たち。これはＰ５ですよとサラリと言っています。

私たちがSecurity Councilを管理、運営、維持す

る人たちです、custodiansが安保理改革に責任を

持つとサラリと書いてある。興味を持って読みまし

た。実質、国連の成り立ちはこうだと、一番のコア

はここだという気持ちをアメリカ側は、決して謙譲の

美徳することなどなく「そうなんだよ、それで当然じ

ゃないか」という形で出している、いかにもアメリカ

らしいな、面白いなと思いました。

少し揚げ足とりになるのですが、６０年間の国連

の歴史の中で「Security Council、安全保障理事

会が一度だけ構成が変わった。それは中国が台

湾から今の北京政府に変わった時だ」と。そうなの

かと。非常任理事国の拡大が４０年くらい前にあっ

て、あれは大きな出来事で、非常任理事国がグン

と増えていることが全く眼中にない。つまり「国連の

中心は安全保障理事会で、安保理の中心はＰ５で、

その中心はアメリカで」という、マトリューシカ人形の

ような話ですが、いみじくもそういう認識が、この立

派な文章の中にサラリと出ている。

武力行使の新基準、これに関しては去年４月書

かせていただいたことがありまして、皆さんに

asahi.comの記事を同封させていただきました。武

力行使は誰が決めるのか。これは大学の先生方の

名前を何人か認識されるのではないかと思います

が、アメリカのこうした分野の学者の中では、この２

倍くらいの先生の話を聞いていますが、一番信頼

され、かつ適切に、それぞれの陣営を代表する人

を選んだのではないかと思っています。簡単な二

分法ですが、リベラルと言われる人たちの間でも

「武力行使の基準を緩和すべきだ」という声が高ま

っている。保守派と言われる人の間でも「武力行

使の基準を緩和すべきだ」という声が高まっている。

リベラルという人たちのその最大の理由はルワンダ

がある。保守派という人たちはイラクである。その

両方の人たちが行き着くところが、どうも同じような

ところをめざしていそうだというのを学者たちの話

からまとめさせていただきました。

なぜこの記事を書いたか。この時期に国連全体

の改革に向けて１７人の賢人会議のフリンジとして、

この話が非常に熱心にされていました。一昨年末

から去年１～３月の最大の関心事は、安全保障理

事会の拡大は全く出てこず、武力行使の新基準づ

くりでした。山のようなペーパーが出てきて、その中

から国際社会が合意できるような基準を見つけ出

していこうという、それが最大の焦点でした。それ

でこうした記事をまとめた次第です。

この全体の流れで言いますと、リベラル派に近

い、国連側としては武力行使の新基準づくりは、や

や見えにくくなっています。これに対するアメリカ政

府は最初から国連には縛られないという大原則が

ある。「国連側が言っている新基準つくりは我々の

やってきた予防的な先制攻撃論と一緒ではない

か」という思い、ピーター・シーファーソンのコメントで

すが、彼と３月に会ったばかりなので彼の名前を出

したのですが、ブッシュ政権に近い人たちの間で
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「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

この二つの上に今の安保理改革の動きが出て

きました。国連改革と言うと、全体に目配りしないと

いけない。「アメリカの言うことは正しい」と言っては

いますが、矛盾する言い方ですが、国連は安全保

障理事会なのですね。国連の一番大きな使命は、

水やエイズも大事ですが、世界の平和と安寧秩序

を守ることだと。もともと国連というのはまずＰ５がで

きて、その周りに安全保障理事会ができて、その周

りにさまざまな機関がくっついていたような組織だっ

たと言っても過言ではないと思います。シュレジンジ

ャー先生の息子さんで、今、ニューヨーク大学研究

所長のシュレジンジャー３世が一昨年に書かれたAct

of Creationという本が実に興味深くて、このあたり

の経過を簡潔に的確にまとめています。まず「Ｐ５あ

りき。その後に安保理が周りにてでき、国連という

組織が整ってくる。それにアメリカという国がどれだ

け強く関与し、どれだけ加盟第１号になることを希求

したか」が詳細に描かれていて興味深いものです。

ご興味のある方はぜひご覧ください。

国連改革の中心は平和と安定を守る安全保障

理事会である。そして今、その正統性と有効性をど

う回復するか。これが焦眉の問題だろうと思います。

ここのところなしでは国連全体の改革はやろうと思

えばいつでもどこでもできるような話ばかりでして、

ここが一つのコアになっているのです。今、正当性

という時には二つの言い方がありまして、legitima-

cyではあるのですが、安保理の権威を守ること。も

う一つは、安保理の中に今の世界の力関係を正し

く反映し、より民主的な組織にする。そういう意味

での正当性の問題があると思います。後者の意味

で今の世界、特に日本とドイツの力を適切に反映さ

せようとすると文句が出ますし、途上国がこれだけ

出てきているのですから「それを入れましょう」とい

う正当性を主張しているのが、日本やＧ５の国々の

一応タテマエとしての理念です。しかしアメリカが主

張しているのは、安全保障理事会は平和と安寧秩

序を守るものですから、まず「意思決定を何より早

くしないといけない。的確に行動できるものでなけ

ればいけない」。そこにイラク戦争の影がちらつくわ

けですが、そうした場合、「民主的に世界の力関係

を反映したような組織では、意思決定が当然遅れ

てくるだろう。したがって２カ国なら何とか認めよう」。

ただ逆に言うと、意思決定を一番よくするには、安

全保障理事会の８割の権限を握っているアメリカ１

カ国が決定すれば一番有効的なわけで、それは

「アメリカ１カ国、Ｐ１だけでいいんだ。本当の常任

理事国はアメリカだけでいいのだ」という論議につ

ながっているわけです。

こういう考え方が危ないのではないかというのは

後で話をしたいと思います。新常任理事国を入れ

て拡大すべきか否か、これが一つのポイントだと。そ

こで問題になるのは正当性なのか、有効性なのか。

そのどちらを重視するか。新常任理事国の基準を

二つ書きました。賢人会議は緒方貞子さん、ロシア

の前のプリマコフ、ゼニキシン等 １々７人の世界の賢

人が加わって出した答申です。彼らが考えたのは、

国連憲章では理事国というのは（非常任を想定して

いるのですが）地域を反映して代表すると同時に、

平和と安全に寄与する国でなければならない、と書

いてある。ところが平和と安全とは何か。そこを４項

目くらい初めて解きほぐして出してきまして「財政面で

の国連への寄与」「ＰＫＯへの参加」「開発援助に寄

与していること」。それと「数値では表せないが外交

面での主導力」。これは中国でしょうね。ＰＫＯにも

人は出さないし、お金も出さない中国ですが、数値

で表せない外交面での主導力がある。

これに関してバーンズのペーパーと、６月２２日、ア

メリカ国連代表部のパターソン代理大使のペーパ

ー。国連総会でアメリカが正式に表明したブッシュ

政権の国連改革政策のポイントです。非常にわか

りやすく何が必要か書いてあります。この中の指針

として、バーンズの言葉からとったものですが、平

和維持への軍事面での貢献は「財政＋人権と民

主主義」「反テロと不核拡散への協力」、この二つ
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05年6月25日
朝日新聞　五十嵐浩司

1）安保理拡大問題の現状
①米政府の指針表明

･バーンズ米国務次官声明
a）「安保理拡大は重要ではあるが、国連改革の中の一つの問題にすぎない」
b）拡大案　常任「日本+1カ国（インド?）」 非常任「2～3カ国」
･パターソン国連代理大使の総会演説（22日）

②「改革」を巡る意識の違い

･国連改革 〉安保理改革 〉安保理拡大
↑　　　　　　　　　　　↑
米国＝効率、汚職　　 日本=正統性

反テロ･不拡散での後押し

･経済格差の是正＝途上国

2）なぜ、国連と安保理の改革が急浮上したか
①創設60周年⇒ ･国際社会の現状に合わない=P5問題

･制度疲労＝肥大する官僚主義、汚職、有名無実の機関
･改善されない経済格差（アフリカ）

②イラク戦争⇒ ･安保理の有効性論議
↓

安保理改革ぐ←ルワンダでの大虐殺

3）安保理の正統性･有効性をどう回復するのか
①拡大 ⇒　P11? P7? それとも「P1」⇒正統性か、有効性か
･新常任理事国の基準

〈賢人会議答申〉 〈米国の指針〉
「平和と安全に寄与する国」（憲章） 平和維持への軍事面での貢献
＝財政面での寄与、平和維持活動 財政面での寄与、人権･民主主義
開発援助、外交面での主導力 反テロ･不拡散への協力

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

は「国連もやっと我々の攻撃理論を認めてきたか」

という気分が非常に強いのだろうと思います。

日本の安保理拡大の主張について書いておき

ましたが、一番の問題は「国連改革や安保理改革

ではなく、安保理拡大だと思ったこと」。何か役所

の役員の数を増やすかのような意識がどうもあるの

ではないかという気がしてなりません。そうではな

いのですね。国連を改革する、安全保障理事会を

改革するというのは安全保障の話です。これは特

に９・１１以後の世界をどうやったら安全にできるか

という安全保障の話だという、ここの認識がやや弱

いような気がします。したがって「人間の安全保障」

という、それ自体は好きですが、どうもはっきりしな

い、弱い。「これが安全保障理事会のテーマとして

よろしいのでしょうか」というものを出して来ざるを

えない。これには日本の置かれた特殊な事情、自

衛隊の置かれたポジション、憲法９条の制約など、

さまざまにありますので、これはまた後ほどの話に

なればうれしいと思っています。

国連改革の行方は省略して、今日の話はアメリカ

の一極構造の話は出てきませんでしたが、安保理

が抱えている問題というのはイラクから出てきた。

その背後にある９・１１以降の動き。国連はかつてな

く強大なアメリカとどう向き合うか。「アメリカによる一

極構造という今の世界の現状とどう向き合っていく

のか」という問題が国連改革の問題なのだと思い

ます。逆に言うと、今、アメリカに詳しい先生方には、

「今、アメリカは国連にどう向き合おうとしているの

か」という問いかけなのだろうと思います。私は国

連からものを見ていますし、国連もアメリカなしでは

決してやっていけない。存立できない機構ですが、

アメリカも国連を必要とする、期待ではなくて。

そうした方向にブッシュ政権がやがて動くのでは

ないかと思っています。当面はイラクのディベートの

後も安保理は粛 と々続いたように、さまざまな軋み

があっても国連は続く。安保理も続いていきます。こ

ういうフククチエーションの谷間にあるのだろうという

ことですが、やがてこれが一つ、また大きなまとまり

としての力を発揮する時が、やがて来るような気が

します。そういう意味でもアメリカは国連を必要として

いるということをしっかりと認識して、その今の、やや

ぎくしゃくした関係が、ややいい方向に行くのではな

いかという期待も込めて思っております。
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法学部の浅野です。私のテーマは「中国と多国

間主義」です。私は背景となる知識や関心がそれ

ぞれ異なる聞き手を想定しています。扱うテーマも

一つではなく、いわば二正面、三正面作戦をとりま

して、それをいかに一つの正面作戦にまとめるかと

いう楽しみが、これから待っています。レジュメに沿

って申しますと、多国間主義の定義、前提、理論

的枠組みとは何か。二番目に中国の特質、経験、

記憶。安全保障以外に、歴史学に関係する人々を

対象に、やや挑戦的なことを書いております。三番

目に国際政治を専門とする方々に対して中国の多

国間主義とはどういう特徴を持っているか。結論か

ら言いますと、中国の多国間主義というのは、今の

国際社会の基本的な枠組み、価値、理念というも

のを基本的に受け入れていくことと考えられるわけ

ですが、ありていに言えばアメリカ主導の国際社会

に対応し、参入していくということです。ただそこで

見られる特質は、これまでlow-profile、中国式モ

ンロー主義、頭を低くして目立たないようにしている

という外交があったわけですが、それから徐々に変

化を見せていることがあるという結論です。

まず多国間主義ということですが、マルチ・ラテ

ラリズムと言われています。これには国際政治学の

理論では二つの解釈があります。一つは単に「国

家が複数のグループ、二、三カ国がアドホックなや

り方で政策のコーディネーションをすること」。これは

コヘインが言っているものです。かなり価値中立的

な言い方です。それに対して国際政治学者のラギ

ーはそれだけではなく「今ある国際社会の基本的

な価値や理念を受け入れていくことだ」という定義

づけをしています。今でもラギーの価値や理念を受

け入れてマルチ・ラテラリズム、多国間主義は解釈

されることが多いということです。私の報告でもこ

のように使っていきます。

この発表での前提は、中国の今の行動は、パワ

ーの計算もあるが、これまでの歴史的な経験や記

憶に影響されるということです。そして中国社会の

持っている特質にもかなり影響されているものだと

いうことを申し上げておきます。これはなぜかと言

いますと、リアリズムというとすぐわかると思います

が、パワーを重視しています。パワーで国際関係は

動いているということですが、肝心要のパワーとい

うものが曖昧です。各国の経路依存性、これまで

の経験、特質というものに計算が大きく影響される

という面があるので、ここに注目してみようというこ

とです。なぜこれが大事かと言いますと、実は中

国の自己認識、つまり中国自身が自分の国はどう

いうものであるかという認識は、かなり多層、多重、

複合的で、それが今変化しつつあるということがあ

るからです。それが中国の国際社会における行動

に大きな影響を与えているということから、自己認

識に関係する中国の特質、経験、記憶を取り上げ

るということです。

まず中国は国か、国家か。規模として中国の人

口は約１３億人、推定でさらに約１億人の人がいま

す。多分、１億人以上多いだろうと言われています

が、日本一つの人口が増減するわけです。それだ

けにコントロール、統治が難しい。因みに中国共産
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②武力行使の新基準

･賢人会議答申＝条件付与、「先制も検討、予防は認めない」
･アナン報告書＝予防にも理解
･ピン議長草案＝「安保理が行動する権限を確認」

↓
･米政府「国連にはしばれらず」
･「イラク攻撃の論理と同じ」（デューク大学P･シェーファー教授ら）

4）日本の安保理拡大の主張
①背景 ･改革機運の高まり ･前回への「残尿感」 ･ODA第5位転落

･中国の影
②問題点

･米国への根回し不足
･ブッシュ政権と国連の距離の読み誤り←第2次ブッシュ政権立ち上がり時の不幸
･G4戦略⇒「なぜ、G4が米国の利益となるのか」
･「人間の安全保障」を掲げる暖昧さ
･「ひ弱な外交」の露呈

5）国連改革の行方
･汚職疑惑の深まりで、窮地に立つアナン陣営⇒機構改革、人員整理
･注目される総会の意思表示
･安保理「現状維持」
･第三の道を探る動き a）米国の「民主国家連合」

b）カナダなどの「開発団体、NGO、企業などの連携」

6）国連はかつてなく強大な米国と、どう向き合うか
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関 係に話は ず れますが、Civil Military

Relationship の議論、一つどうしてもわからなかっ

たことが、なぜ軍人は政党政治や政党との関係を

嫌がるかということがあります。というよりも、これは

当たり前の前提とみなされ、疑問の余地はないもの

と思われてきました。国家との一体化を求めるのか

ということが理論的には説明できなかったわけです

が、一種、実は国家というのは世俗宗教の崇拝の

対象になっていて、その結果、軍人はこのようなメン

タリティを持つということが歴史的にあったのではな

いかと考えることができます。ハンティントンのいうよ

うな軍隊が政治から分離するような政軍関係は常

にあるわけではなく、歴史的にこの時に出現したも

のではないだろうかというのが私の仮説です。

話をもとにもどしましょう。どうしてこのようなウェ

ストファリア体制、フランス革命もナポレオン戦争を

言うかと申しますと、それが実は中国という観念の

喪失につながってくるからです。そもそも中国または

中華という概念はほとんどなかった。それまで歴史

的になかったのですが、１９世紀において中華とい

う観念が初めて出てまいります。筑波大学の古田

博司先生がおっしゃっていますが、そこで西洋の衝

撃に対抗するものとして中華という観念が生み出さ

れ、歴史の読み直しがここで行われたということで

す。とりわけなぜ中国が劣っているのかという理由

づけでは、満州族が中国を支配しているからだと

いう理由づけがされまして、もともといる漢民族は優

秀であるという理論体系をつくって清朝を倒すこと

になります。しかしながらなぜか、清朝の最大版図

である領土回復は当然のこととして当時の革命家

にも意識され、それが毛沢東による軍事的な行動

につながったと見ることができます。結果として、中

国ではイデオロギーは手段であったのではないか

と考えることができます。少なくとも２０世紀はじめの

頃には中国では革命と国家の栄光の回復はほと

んど同義であったということが言えます。今では共

産党の正統性が日本人には意識されていますが、

実際にはいろいろな政治勢力が２０世紀はじめ頃ま

でには出揃っていて、その中の競争に勝ったのが

共産党であり、生き残っているのが国民党であると

いうことが言えると思います。

日本ではあまり知られておりませんが、共産党だ

けでなく国民党もソビエトの強い影響下で成長して

きました。黄埔軍官学校で将校団を養成したので

すが、そこではソ連の影響を受けて国民党が軍隊

の将校を養成しました。そこに共産党も入り込むと

いう形だったのです。国民党も共産党とも両方とも

レーニン主義の政党であったと言えると思います。

いわば若貴と同じように激烈な争いをしまして、

Organizational Weaponという本が、ワイマール期

のドイツで共産党と社会民主党の争いが激しかっ

た原因を追求した結果たどりついた結論を援用し

ていえば、似た者同士の戦いは敵に対するものよ

りも激しかったということであったのでしょう。実は

国民党は台湾に逃げた後、１９６０年代、それまでの

国家統制の経済をやめて、実質的に資本主義化、

市場経済を採り入れていきます。共産党はそれに

遅れること１０年、２０年、１９７８年以後になってようや

く、口が裂けても言いませんが、国民党のやり方を

採り入れていきます。

私にはこのような流れに見えるのですが、では

今、中華人民共和国自身はどのように自己認識を

して国際社会の中で自分の位置づけをしているの

でしょうか。実は１９７８年、改革開放政策、 小平

が最高権力を確立した中国共産党の第１１期中央

委員会第３回全体会議、いわゆる１１期３中全会で

大きな転換があったわけです。階級闘争を要（か

なめ）とすることが言われなくなり、中国の現代化

建設、経済建設を最も重視するという政策の転換

が行われるのですが、それは単なる手段としての

政策の転換ではなく自己イメージの転換の始まりで

もあったと言えます。

ちなみに 小平存命中、彼は１９９７年に死にま

したが、彼が生きている間は中国政治に社会主義
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党の党員数が６，９６０万人、約７，０００万人で下手な

ヨーロッパ一国よりも多いのです。規模だけからい

っても中国を国家、国民国家と言えるのでしょうか。

さらに中国は多民族であり、アイデンティティが複合

的で、自分を中国人と思っているとは限らない人々

がたくさんいます。国民国家としてとらえていいかと

いう疑問も生じます。ところが、中国は１９世紀以来

の西洋の衝撃ということがあり、その中で「中国は

国家である」という認識を押しつけられてきました。

中国人の多くは心理の中では帝国、エンパイヤーと

いう記憶が強かった。乾隆帝、清朝の領土が最も

広い時の皇帝ですが、康熈、雍正、乾隆の３代の

皇帝の時に中国が最盛期を迎えたと言われていま

す。十全武功、１０回大きな戦いをしてすべて勝っ

たと誇っていますが、１０回の戦いはモンゴルに対

して、次にウィグルに対して、チベットに対してであ

ります。それまで清朝は中国の東部に限られてい

たわけですが、乾隆帝の征服によって倍以上の領

土を獲得することになります。新彊ウィグルは新し

い領土という意味です。「ウラジオストックが東方の

征服という意味でけしからん」と言う中国人が多い

ですが、「じゃ新彊はなんだ」と言いますと沈黙をも

って答えが返ってくることがあります。

今の中華人民共和国の領土は乾隆帝の最大版

図に近い領土、それ以外のところはロシアが奪いと

った沿海州、モンゴル国の二つが例外で、あとは新

彊ウィグルでも一部ロシア領となったところがありま

すが、今の中華人民共和国は乾隆帝の最大版図

に近いということが言えます。皆様、不思議に思わ

れませんでしょうか。なぜ社会主義国家の中国が、

専制的な王朝と言われた清朝の最大版図を回復

するようなことをしなければならなかったのでしょう

か。これは中国人にとってはごく当然なので、ほとん

ど説明はなかったのですが、理論的にはかなりおか

しいと思ってよろしいかと思います。ここに中国人の

自己認識の捩れがあると言えるのではないでしょう

か。どういうことかと言いますと、中国はそれまで主

権、国境をほとんど詰めて考えてこなかったのです。

単純化すれば、緩やかで、ただの濃淡、中央が遠く、

周辺に行けば皇帝のご威光が薄れていく、どこに国

境があるかわからないという世界観で中華システム

をつくっていました。理念的には全世界が皇帝の持

ち物ということであったのです。

ところが１９世紀になりましてアヘン戦争、１８４０年、

西洋の衝撃、ウエスタン・インパクトが始まり、中国

はそのような世界観を持ち続けることが許されず、

国民国家システム、または国際システムと通常言わ

れるようなシステムに詰めこまれていきます。皮肉に

言いますと、中国は帝国から普通の国になったと

言えると思います。普通、これを中国ではウェストフ

ァリア体制への適応と言っておりますが、これがど

ういう意味であるかわかりにくかったのです。どの

ように中国がウェストファリア体制を考えているの

か、今もってよくわからないのですが、ここにもう一

つの捩れがあるのではないかと思います。１８４８年

の３０年戦争が終わった時、ウェストファリア体制と

言いますと、それまで激しく損害が大きかった宗教

戦争を終わらせるための手段、戦術としてナショナ

リズムが現れます。ここでのナショナリズムは国家

をつくるための心理的、政治的な枠組みですが、

ある歴史家によれば、そこでは戦争を終わらせる

ための平和の装置であったということができます。

そこでの国家同士のシステム、国際体系が、ウェス

トファリア体制と後で呼ばれるようなものです。した

がってこの当時の国際システムは宗教戦争当時と

は大きく異なり、穏健で国家同士は互いに干渉し

ないという主権の平等を意味していました。

ところが、平和で穏健であったはずの国家とナシ

ョナリズムですが、フランス革命とナポレオン戦争に

よって大きく変化していきます。そこではこれまで宗

教戦争には疲れてしまったので、ひとまずナショナリ

ズムでアイデンティティをなだめていこうということがあ

ったのですが、フランス革命とナポレオン戦争では、

これが宗教化していきました。ここで政治と軍事の
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はないかという恐れがあったからです。東南アジア

諸国の懸念を払拭するために中国がとったのがＦＴ

Ａです。自由貿易協定の中国による推進は、このよ

うな東南アジアへの政策的な背景があったわけで、

決して中国が外に打って出ようという力の計算から

だけではないということを申し上げておきます。

このように湾岸戦争やソ連崩壊というアメリカの

単独主義の流れの中で、多少とも中国が有利な立

場をとるためにプラスになることをしていきます。とこ

ろが１９９０年代には中国は高度経済成長が始まって

いて、この時期に自信を取り戻してきます。それまで

劣等感に苛まれていた中国人が自信を持ってくる。

実は中国の中でも世論、public opinionが１９９０年

代に本格的に出てきて、中国の国力については二

つの全く異なる考え方が出てきます。一つは「中国

はもっと国際的に役割を果たすべきだ」という前向

き、または無謀な意見で、もう一つはより慎重で、こ

の方が政策決定者に強い影響を与えたわけです

が、これまで通り「low-profileのままの方が基本方

針としてはよろしいだろう」という考えです。世論は二

つに分かれてしまいました。しかも、どちらかというと

あまり外交政策に詳しくない人々、若い人々、インタ

ーネットに書いてあることをそのまま信じるような若者

たちが、中国の国力について大きな自信を持つこと

になります。これが中国の反日デモの背景の一つに

なります。それに対して、政策指導者たちは、より慎

重な立場をとっていこうとするのですが、世論はい

かに権威主義的な体制であっても、一つの圧力集

団として機能していくことがありました。１９９０年代の

高度経済成長を背景として、一部若者たちの間で

は「日本はすでに中国よりも下の存在である」という

とらえ方が多くなってきました。もちろん日本の文化、

ファッションは今でも人気はありますが、国と国との

関係では中国の方が上だという雰囲気が中国では

強くなってきました。このような考えは一部の政策決

定者たちにも伝わっていったようで、２００２年の党大

会の報告を見てみますと「２０２０年頃までに中国の

ＧＤＰは今の段階の日本のＧＤＰに近いものになる」

と述べられています。中国は地域パワーとしてだん

だんと強くなっていく、そのプロセスの途中で日本を

追い越す、または今は追い越しているという認識が

中国の中では強くなってきているということが言える

と思います。

しかし全体として見ると、このような中国の国力の

増大は「ではグローバルに見て圧倒的なものか」と言

うと「そうではない」という認識の方が主流であると思

います。とりわけアメリカとの国力の差はほとんどの中

国人、政策決定に近い人々だけでなく一般の国民

も強く意識していると思います。軍事費ではアメリカ

一国の軍事費は第２、第３と足していって１０番目まで

足していってもアメリカの軍事費にまだ追いつかない

という圧倒的な強さを持っていると、中国の多くの

人々がこの数字を見て力の格差を痛感しているとい

っていいと思います。今の中国は、プライドは高いが

能力がそれに追いついていない、そういうことがわか

っている。ただし日本にはもう追いついているという

強気の姿勢のところがあると思います。

では、このような圧倒的に強いアメリカ、単独主義

のアメリカ主導の社会の中で、中国はどうしていくか

が次の問題になってきますが、ありていに言えば、

できることはほとんどありません。多国間主義を続け

いくほかないということになるのです。とりわけアメリ

カとの正面衝突をどのようにして防止するかが中国

の安全保障にとって最も大事な課題になります。中

国ではボトムライン、最低ラインという意味ですが、中

国の安全保障の最低ラインは何かといえば、アメリカ

との正面衝突、とりわけアメリカの疑念が高まって武

力衝突に陥らないようにすることです。

では、米中間の紛争をどのようにして最小限に

抑えるのでしょうか。中国は、東南アジアなどとの

多国間主義を進めてきました。それには、東南アジ

アとアメリカがタイアップして戦争をして中国を包囲

する、対中包囲網の形成を前もって防止するとい

う意味があったと考えられています。もう一歩先に
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の尻尾がついていました。しかし今ではそういうこ

とはほとんどございません。１９９７年、２００２年と、５

年ごとに党大会は行われますが、９７年、２００２年の

党大会での最高指導者の報告、演説を見てみま

すと、中国はもはや階級政党ではなく国民政党に

変わってきています。中国共産党はプロレタリアや

農民の味方ではなく、中国人民の代表である、全

人民の代表であることは誰の代表か、よくわからな

い、誰も代表しないのではないかと慶応大学のあ

る先生は言っていますが、全くその通りだと思いま

す。共産党は共産党を代表しているだけであるとい

うことだろうと思います。

２００２年の党大会ではとりわけ孫文が引用され

て、２０世紀、三人の偉人を党大会で言います。孫

文、毛沢東、 小平の３人です。孫文を取り上げ

たことは大きな転換でありまして、中国共産党は階

級政党ではなく中華ナショナリズムのリーダーであ

るという自己規定をしたということにほかなりませ

ん。そこでは中華民族というアイデンティティをつくり

だして、中国人としてのアイデンティティを求めるとい

うことになってきます。ある意味では中華人民共和

国というのは清朝への回帰という性格が最近は見

えてきているのではないかと思います。このために

実際には改革開放政策が、戦争や革命という時代

が終わって平和と発展の時代への変化と言われ

てきましたが、それが平和的なイメージが覆い隠さ

れてきている背景にあるのでしょう。

小平が改革開放政策を１９７８年に始め、現代

化建設を最優先して他のことはすべてこれに従え

という強力な指導を行います。そして、そこではソ

ビエトともアメリカとも正面切った対立はしないとい

うプラグマティックな政策がとられてきました。１９８９

年、天安門事件があって、民主化運動が天安門広

場で抑圧されたというように西側でとらえられて経

済制裁が行われるようになりますと、中国は韜光養

晦（とうこうようかい）、自分の才能をあまり目立って

皆に示さずに実力をゆっくりと蓄えるという意味で

す。馬鹿の振りをする、とぼけるという言い方の方

がわかりやすいかと思いますが、low-profileの立

場をとるわけです。もう一つ 小平が言っているの

は、その中で何もしないのか、いやそうではない、

「できることをするのだ」ということです。できること

をするというのはどういう意味があるかといいます

と、二つあって、一つは「いろいろあるが、とりあえ

ずやってみようか」です。もう一つは「これをやった

ら絶対に大丈夫だという方法は存在しない」。

小平には、リアリスティックで希望的な観測をしない

冷厳なパワー計算があったのだろうと思います。も

しアメリカとの対立が先鋭なものになると中国は対

抗できないというパワー計算であったのでしょう。

では、どういうことをするのかということの一つが、

ＡＳＥＡＮとの接近、東南アジア諸国との接近です。

そしてこれまで慎重であった多国間協議、話し合

いの場に積極的に参加していくという政策の転換

をします。これは東南アジアの国の国力を考えま

すと、明らかに東南アジアとの関係を改善していっ

たとしても、アメリカとの関係で有利に立つとは限ら

ないわけですが、「やらないよりましだ」という説明

でこれをするのです。これが「できることをする」と

いう意味の外交の一つであったと思われます。ＡＳ

ＥＡＮとの多国間協議、安全保障や経済などをめぐ

る交渉が進んだのですが、これが後の中国の多国

間主義、マルチ・ラテラリズムへのさらなる前向きの

姿勢、前進、進化というものの始まりであったと普

通言われています。

一つ間違えてほしくないのは、１９９７年、通貨危機

の意味づけです。よく知られているように、東南アジ

アでもインドネシア、タイは壊滅的な打撃を受けます。

その後で、中国は２００１年にＷＴＯ、国際貿易機関

への正式参加を決定します。実はＷＴＯ加盟は東

南アジアにとってと恐怖、懸念の材料であったので

す。なぜかと言うとＷＴＯに中国が加盟すると西側

先進国の投資が今までは東南アジアに流れていた

のが、東南アジアから日本に大きくシフトしていくので
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グローバリゼーション派、リベラル派の人たちがおり

ます。多国間主義を積極的に推進する人たち。そ

れに対して一国国益重視派という、中国の安全保

障上、経済上の中国だけの利益を追求する人たち

の二つに分かれています。しかしこれらは手段が違

うだけであって、中国を強くするという点で意見の大

きな違いはないようです。ただアメリカと違うところは、

中国では国の力の限界、国家そのものの限界をグ

ローバリセーション派の学者が強く言っていることが

目立つということは言えます。ただこれが対外政策

にそのまま出てきているとは思えませんし、今のとこ

ろ個人的な見解だろうと思います。

このような多国間主義への傾斜というものは、単

なる戦術というよりも、実は中国の国内の変化が背

景にあって、多元化していることが背景にあります。

経済成長によって中産階層ができ、一方では大企

業の持ち主が出てきています。そして何人かの企

業経営者は政治協商会議などの政策決定の場に

も入ってきています。実際にそうだということは、実

際には企業と政治はもっと関係が密であると考え

られます。企業から共産党への働きかけ、共産党

と企業との関係の深化はもっと進んでいるに違い

ないでしょう。このような深化があると、企業は当面、

戦争よりは平和の方がよろしい、不安定よりは安定

の方がいいと考えますから、そうなると、当面、政

府は多国間主義を進めていく、そのような社会的

な背景になっていると思っております。

普通だと１０００年前からお話するのですが、せい

ぜい３００年、乾隆帝くらい前から話をしまして、最後

は中国国内の話をするということで二正面作戦、

三正面作戦を何とか一つにまとめようとしましたが、

成功していればと思います。
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行きますと、東南アジアを緩衝地帯とし、アメリカが

中国に対して強い態度を強めていこうとしても東南

アジアがそれを抑えてくれることを期待していること

になります。このような役割はロシア、中央アジア、

最近ではＥＵに対しても期待しているということが言

えると思います。このような枠組みで考えていくと、

国際組織、国連はどのような位置づけになるので

しょうか。確かに国連でもアメリカのイニシアティブ

が強く、それに中国は対抗できないことはよくわか

っています。国際組織かいろいろある中で、国連は

アメリカを牽制できる数少ない場であるということは

明らかなので、ないよりはましということで、国連で

中国ができることを模索しています。その一つがＰ

ＫＯ派遣です。中国の新聞を見ますと大々的にＰ

ＫＯの活動が報道されていますが、五十嵐先生の

ご教授を受けてショックを受けました。中国の影響

力は２．５％しかない。ちょっと可哀相だと思います。

日本よりましかと思ったのですが。

ただ、ここでは中国はやや捩れのある立場では

ないかと思います。それは国連というのは第二次

大戦の戦勝国を中心として形成されてきたもので

す。安保理五カ国の中で、アメリカとそれ以外の国

の間で分極化があることは言えると思います。アメ

リカは国連を改革しようとするわけですが、中国や

その他の国々は原則として今のままの安保理のシ

ステムで利益が大きい、率直に言えば国の力より

も大きな存在をそこで示せます。国の力以上のこ

とが示せるということで、ステイタス・クオをここでは

求めてきているのだろうと思います。そこに加えて

日本やドイツのような戦敗国の復権の動き、戦勝国、

戦敗国以外のアクター、たとえば南アフリカなどの

自己主張が絡まって、三つ巴の戦いがあると考える

ことができます。かつて中国は国連を敵対的なも

の、アメリカ主導の隠れ蓑として見ていましたが、今、

手にある対抗手段として有効なものであると見てい

ます。これが国際組織を多国間主義の中で重視す

るということについての説明です。

最後に二つほど申し上げたいと思います。一つ

は六ヶ国協議です。日本ではしばしば北朝鮮の核

や拉致をめぐって六ヶ国協議それ自体について報

道が多く、分析も多いと思いますが、中国を見てみ

ますと、六ヶ国協議はそのような戦略的意味という

よりも、中国にとって戦術的な手段の一つにすぎな

いのではないかと思います。それはどういうことかと

言いますと、六ヶ国協議は２００３年から本格的に行

われていますが、これは明らかに９・１１とイラク戦争

の動きの中でアメリカと中国の利益がおおよそ一致

していたことが背景にあります。アメリカはアフガンや

イラク戦争を進める間、北東アジアの安定、仮の安

定がとりあえず必要です。中国は９・１１によってやや

改善した米中関係を、より底固いものにします。そし

てアメリカの敵意が中国に当面、向いてこないように

します。そういう米中の同床異夢の計算ですが、こ

の計算が一致して六ヶ国協議ができたと考えられま

す。中国にとってもアメリカにとっても六ヶ国協議は

基本的には、ここですぐに核問題が解決しなくても

当面の状況の安定があればよろしいという計算で

はないかと考えるのが妥当だと思います。

ここまで申し上げしてきたのは、多国間主義をキ

ーワードにして、これまで中国が自己認識を大きく

変えてきたということです。簡単に言えばイデオロ

ギーから国家への変化ですが、それは王朝の記憶

が強く残り、そこに捩れがあります。そして中国自身

の台頭は帝国の復権というイメージが強くなってき

たということが言えるか思います。多国間主義とい

うのは、その意味では中国にとっては手段であると

いう性格があると、ここでは言えると思います。

中国の多国間主義は国際社会の価値や理念と

いうものを当面は受け入れていくが、中国自身が強

くなってきたならば、本来、アメリカが座るべきでない

単独主義の座というものを中国に明け渡していただ

くということを念頭においているのではないかと思

います。ただし今、言ったようなことはあからさまに言

う人はおりません。中国の中ではよく見てみますと、
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スケジュール 

１３:００～１４:００　発表：吉原欽一「『共和党の変化』から読むアメリカ政治－保守主義運動と連邦議会」 
１４:００～１４:１０　休憩 
１４:１０～１５:１０　発表：中山俊宏「2008年を視野に入れたアメリカ民主党の動向」 
１５:１０～１５:２０　休憩 
１５:２０～１５:３０　コメント：森　孝一 
１５:３０～１５:４０　コメント：石川　卓 
１５:４０～１８:００　ディスカッション 
１８:３０～２０:００　懇談会 

日　　時／ ２００５年７月９日（土） 

会　　場／ 同志社大学東京オフィス　大セミナールーム 

発　　表／ 吉原 欽一（社団法人アジア・フォーラム・ジャパン理事長） 

 中山 俊宏（日本国際問題研究所主任研究員） 

コメント／ 森　 孝一（同志社大学大学院神学研究科教授） 

 石川 　卓（東洋英和女学院大学国際社会学部助教授） 
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研究会概要

今回の研究会で、吉原氏は保守主義運動と共和党の変化に注目し、中山氏は民主党の将来的動向に焦

点をあてて、アメリカ政治の現状に関して報告を行なった。

吉原氏は、保守主義がいかに運動を組織・発展させ、影響力を行使していくことによって共和党を変

化させたかという分析を中心に、近年の議会の動向を論じた。

同氏は、保守主義の転機として70年代と90年代の変遷を説明した。同氏によれば、70年代はヘリ

テージ財団の設立、ロー裁判を主たる契機とした保守主義の運動、「ニュー・ライト」運動が確立していっ

た。宗教保守勢力（具体的にはカトリック）はこの時期、ロー裁判で自らの意向が認められなかった結果

を重く見て、その後他の宗教勢力との協力やロビー活動を顧みることになったという。吉原氏は、その

ような経緯から「ニュー・ライト」は宗教保守を取り込むことに成功し、またいくつものシングル・イシュ

ー組織の組織化による間接ロビー、すなわちグラスルーツ・ロビーによって、国内の社会問題だけでな

く政策問題への取り組みも視野に入れた運動を展開していったと述べた。その後1994年には40年ぶ

りに共和党が下院議会で多数党となり、アメリカ政治・下院議会の運営体制改革に大きな変化をもたら

した。吉原氏は、その最も根底的な変革の一つとして1995年ロビー活動公開法を挙げた。この法改正

によって、それまでリベラル派ロビーの中心となってきた（IRSコード）501(c)(4)諸団体に政府からの

補助金が入ることが禁止された。同氏は、この改正によって元々資金源を補助金に頼っておらず、また

同法の規制外でもあるグラスルーツ・ポリティックスの影響力が増し、下院議会、そして連邦政府組織に

まで及ぶ保守勢力の連合が創出したと述べた。
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同志社大学一神教学際研究センター部門研究２ アメリカのグローバル戦略と一神教世界
2005年6月25日（土）

中国と多国間主義

浅野亮（同志社大学法学部）

多国間主義とは：（１）国家のグループでアドホックなやり方により政策の調整をすること
（２）国際社会の基本的な価値や理念を受け入れること

Ⅰ　前提
リアリズム：パワーの重視→パワーのあいまいさ→特質、経験、記憶に影響

Ⅱ　中国の特質、経験、記憶
A.中国は国家か（とくに国民国家(nation-state)といえるか）

（1）多民族の「帝国」？ （乾隆帝(1735-1795)「十全武功」）
（2）「中華システム」⇔国際システム（ウェストファリア体制）

ウェストファリア体制：宗教戦争の終結装置としての国家と
国際体系の創出（穏健、主権平等）
フランス革命とナポレオン戦争による変質（ナショナリズムの
世俗宗教化）

B. 記憶の「改変」？
（1）「中華」観念の本格的創出（古田博司説）：19－20世紀
（2）多くの政治勢力の中から国民党と共産党が拡大（「レーニン主義」政党）
（3）清朝の領土を回復←中華人民共和国の二重アイデンティティ

イデオロギーは手段か？ 千年王国イメージ？

Ⅲ　中国の多国間主義
A.アメリカ主導の国際社会への対応

（1）毛沢東による中国型近代化の挫折（大躍進、人民公社、文化大革命）
（2）中ソ対立（1960年ごろから）、米中接近（1971年）
（3） 小平による改革開放政策（1978年～）：「戦争と革命」の終焉

イデオロギー、階級→国家、「中華民族」へ（清朝への回帰？）

B.ロー・プロフィール外交からの変化？
（1）天安門事件（1989年）、湾岸戦争（1991年）、ソ連崩壊（1991年）
（2）高度経済成長：地域パワーとして日本を追い越す？（2020年）
（3）多国間主義の受容（進行中の現象の正当化？ 主動的な政策選択？）

a. 国際相互依存、グローバリゼーションの結果
b. 対米関係（非対称だが、アメリカの疑念が高まる）

アメリカの疑念を最小限、また関係断絶しない交渉で（国際組織）
「緩衝地帯」または「多極化」：東南アジア、中央アジア、EU

c. 国内の多元化した政治アクター（とくに企業）の希望



「共和党の変化」から読むアメリカ政治
――保守主義運動と連邦議会――

今日は同志社大学一神教学際研究センターの研

究会にお招きいただきまして誠にありがとうござい

ます。今回村田先生からいただいたテーマは、「連

邦議会と圧力団体の関係について」でありました。

その際、アメリカの宗教保守についても言及してほ

しい、というご指示をいただきました。連邦議会と

圧力団他との関係については、1996年のロビー法
改正を一つの焦点としてお話することができると思

います。アメリカの宗教保守については、圧力団体

としての観点から述べることはできると思いますが、

本研究会のようなアカデミックな研究会で宗教保守

を単に圧力団体の視点から論ずることには抵抗が

あります。また、なによりも本研究会はアメリカの宗

教保守についても大変に造詣の深い森先生もおら

れますので、大変にやりにくいということもあります。

そこで、今回の報告では、宗教保守については、

保守主義運動という観点からどのように共和党と

のかかわりを持つようになっていったかという点に

焦点を絞ってお話させていただきたいと考えており

ます。タイトルも「『共和党の変化』から読むアメリカ

政治―保守主義運動と連邦議会―」とさせていた

だき、「共和党の変化」ということを一つのキーワー

ドとして、連邦議会と圧力団体、そして宗教保守に

ついて、お話させていただきたいと思います。

本論に入る前に、最近のアメリカ政治の動向につ

いて、注目すべき発言を一つご紹介しておきたいと

思います。それは2008年大統領選挙の有力な候
補者であるヒラリー・クリントン上院議員の2002年中
間選挙直後の12月の発言です。ヒラリー上院議員

の「危機感」といってもよいでしょう。ちょうどその頃、

私は02年中間選挙の調査のためにワシントンにおり
ました。現在では大変に有名になってしまった全米

税制改革協議会会長のグローバー・ノーキストが主

宰する「水曜会」に出席していた12月のことです。
周知のように、02年中間選挙で共和党は予想に

反して上下両院議会選挙で議席を伸ばしました。

2000年大統領選挙でブッシュ大統領は、一般投票
で約５０万票も民主党のゴア候補に負け、辛くも選

挙人の数で勝ちました。その２年後の中間選挙では、

共和党は恐らく敗北するだろうというのが当時の一

般的な見方でした。一般投票で負けたブッシュ大統

領は、就任当初から「死に体」になるであろうと考え

られていたからです。確かに「９・１１」があり、中間

選挙はブッシュ大統領に有利であるとの見方もあり

ましたが、当時の経済状況を勘案すると、例えば株

価が7,000ドルと低迷する中での中間選挙というこ
とで、共和党は議席を減らすであろうと考えられて

おりました。しかし、共和党は上下両院とも完勝い

たしまして、共和党は大統領、連邦上下両院議会で

多数党となる「統一政府」をつくりあげたわけです。

この中間選挙直後の12月にヒラリー上院議員の
インタビュー記事が掲載されました。「ニューヨーク・

オブザーバー」紙のインタビューに答えて、彼女は民

主党の再建戦略について次のように語りました。

「民主党には、グローバー・ノーキストが主宰する水

曜会のようなグラスルーツを動員できる戦略的・戦

術的視野を持った組織が必要である」。この記事

は、早速「水曜会」でも報告されました。ヒラリー上
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中山氏は、2008年の大統領選挙に向けた民主党の取り組みを中心に説明し、同党の2008年選挙に

向けた動向を分析した。

同氏は最初、近年の民主党側からの著作について言及することから始め、現在の民主党の状況、およ

び内部からの問題意識の形成で提起される問題点を整理した。挙げられた問題点は以下の九つであっ

た。1)元来マイノリティの党であった民主党であるが、現在マイノリティ自体に変化が生じている。以前

は、各宗派によってその政治的傾向を考えるのが一般的であったが、現在では「信仰の度合い」で見る方

がより現実に近い。2)カンザス州の比較的貧しい白人層が経済的側面を重視して民主党に投票したの

ではなく、道徳的な政策を支持して共和党に投票したという事情から、彼らが政治の局面において宗教

的問題を自らの第一のアイデンティティの位置づけをしていること。3)宗教の問題を共和党に占有され

ている状態を脱出するために、貧困問題を軸に宗教的ディスコースを組み立てること。4)今までなかっ

た保守派による左翼に対する告発。5)アイディアを作り出し、それを運動にし、後には実際に政策に反

映させなければならない、とする意識の出現。6)候補者や党の宗教や道徳的政策事項が選挙を決定する

問題となっていること。7)個別のイシュー・グループを連帯した1つの運動体としていく必要。8)労働

組合の組織率の低下から、労働運動の再生を必要とする意識。9)外交・安全保障問題に対して、新しい

コンセプトを提示していく必要性。

また、同氏は、2004年選挙の敗退に関して、民主党側は統一見解があるわけではないが、同党がこ

れまでにない動員力を発揮して活動していたことでは「接戦であった」し、それにもかかわらず敗れたこ

とでは共和党の「圧勝であった」と言えると述べた。

そしてまた、2008年選挙をもくろんだ新しい政治インフラの整備への取り組みとしては、ハワー

ド・ディーンを民主党全国委員会長に就任させたこと、「ムーヴ・オン」など527団体組織の動員、SEIU

(Service Employers International Union)という労働組合の強化、ヒラリー・クリントンのイニシア

ティブで設立した「民主党版ヘリテージ財団」、アメリカ進歩センター、ヴィジョンと金を持った集団とし

て法廷弁護士を取り込むこと、などの試みが観察されると述べた。

ディスカッションにおいて、森氏からは、ヒラリー・クリントンが提携関係を築こうとしている「宗教勢

力」とは具体的にどういった宗派、層を意味しているのか、また石川氏からはアメリカの外交政策は国際

社会の安全保障問題によって規定される部分が多く内政の如何によって大きく変わることは少ないが今

後の展望はどうなるか、などの質問がされた。

（COE研究指導員　中村明日香）



「共和党の変化」から読むアメリカ政治
――保守主義運動と連邦議会――

誤った」と茶谷氏は指摘しているのです。

第二点目ですが、戦後アメリカの保守主義運動は、

単に共和党に従属する運動ではなかったという点

です。つまりアメリカの保守主義運動は、共和党自

体をコントロールすることを戦略目的とした運動では

なかったかと思うのです。戦後アメリカの保守主義

運動は、反リベラル的な統一戦線の様相を内包し

た広範な社会運動、社会的・政治的な運動体であ

った。それと同時に理念運動体でもあったのではな

いかと考えています。それはアメリカ政治の中でリベ

ラルとのコンセンサス、妥協というものを求める運動

ではなく、あえていえば国家の分断をも辞さない運

動であったという視点を欠いていたのではないかと

思います。こうした二つの視点を、アメリカのリベラル

は欠いていたのではないかと思っています。

次にアメリカの保守主義運動がどのように自らの

運動を、政治運動体に構築していき、共和党を変

えていったかということについて見ていきたいと思

います。

ここでは「共和党の変化」を、1970年代と90年代
の二つの時点から考えていきたいと思います。共和

党の変化をもたらしたものは、アメリカの保守主義運

動であったと申しましたが、アメリカの保守主義が運

動体の様相を呈してくるのは64年大統領選挙に共
和党の上院議員バリー・ゴールドウォーターが出馬し

た選挙からです。ゴールドウォーター候補は、大敗北

します。しかし、当時の保守が大敗北はしたものの、

「保守の統一候補者」を共和党の候補者を出して選

挙を戦うことができたことは、大変なことだったので

す。確かにゴールドウォーターは大敗北します。しか

し当時の保守主義運動の展開が明確に示唆して

いることは、保守主義がいわゆる「思想の季節」、つ

まりリバタリアンと伝統主義者が喧嘩ばかりしている

時期から、組織・運動のネットワークを拡大していこ

うとする「運動の季節」を迎えたということであります。

その契機になったのが64年のゴールドウォーターの
大統領選挙だったのです。64年大統領選挙を契機

としてアメリカの保守は、「運動の季節」を迎えたと理

解してもよいのではないかと考えています。

確かにアメリカの保守の伝統主義者には、例え

ばラッセル・カークのような学者が沢山います。一

方で、リバタリアンにはジャーナリストが多かったの

です。その他のラディカルな運動家のような人たち

は、彼らの論争には参加できなかったのです。しか

しゴールドウォーターを大統領候補に担ぎ出し、64
年の大統領選挙を戦い抜くことができたことで、ア

メリカの保守はここに至り「運動の季節」を迎えるこ

ととなったといえるでしょう。「運動の季節」に入り、

アメリカの保守は知識人主体からアクティビストを主

体とする政治運動へと舵を切ったのです。今日よ

くいわれるグラスルーツを主体とする保守の政治運

動へと転換したということです。

この「運動の季節」の主役、運動を担ったのが

1970年代前半の「ニューライト」という人たちです。
ニューライトの定義に関しては、難しいものがあり、

統一したものはありません。リベラルの側からニュ

ーライトの運動を見ますと「グラスルーツと右翼と宗

教右派がくっついた、あやしい同盟」という評価に

なります。それはリベラルからの見方です。しかし

ニューライトというのはしっかりと分析していきます

と、現代アメリカ政治の基盤となるものがたくさんあ

ります。例えば、選挙活動も、ロビー活動も、資金

収集活動も、当時のニューライトがそうした活動の

先駆けとなったという事実があります。

ニューライトの政治活動が大きな運動体に発展

していった契機となったのは、７２年のヘリテージ財

団の設立と73年の「ロウ対ドウ判決」の二つをあげ
ることができると思います。「ロウ・ドウ判決」は、一

つにして論じられることが多いのですが、別々の判

決が同じ時期に出たものです。この判決は、連邦

の最高裁が初めて「中絶を合憲」と認めたもので、

以後今日まで「中絶」をめぐる重要な論点となって

います。74年8月、フォード大統領は、ネルソン・ロッ
クフェラー氏を副大統領に指名しました。ニューラ
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院議員のこうした発言には、共和党関係者も皆一

様に驚いておりました。加えて、私がもっと驚いた

ことは、ヒラリーの側近達、例えばクリントン政権時

の首席補佐官であったジョン・ポデスタ達が「民主

党はヘリテージ財団のようなシンクタンクをつくって

グラスルーツを糾合していくべきだ」と述べでいたこ

とです。ヘリテージ財団といえば、保守系のシンク

タンクで、議会共和党との関係が非常に強いシン

クタンクです。アメリカではシンクタンクといえばアカ

デミックでリベラル系のブルッキングス研究所が有

名ですが、ヒラリーの側近が、保守系シンクタンクの

ヘリテージ財団に倣ったものを民主党が作らなけ

れば、2008年の大統領選挙は勝てないと述べた
ことには大変驚かされました。

ヒラリー上院議員達のこうした発言の背景には、

2002年中間選挙に敗北して、ようやく民主党は保
守の強さを認めたという事実があると考えます。そ

の象徴的な言葉が02年のヒラリー発言であると思
われます。

2004年大統領選挙において、ブッシュは一般投
票では400万票、民主党の候補に差をつけて勝ち
ました。その後、早速ヒラリー上院議員は、宗教勢

力へのアプローチを始めました。ヒラリー上院議員

達の戦略は、かつて保守勢力が宗教勢力にアプロ

ーチし、宗教保守を巻き込んだ政治運動を展開し

た、という戦略・戦術に民主党も倣っていこうとい

うものであると考えます。

「共和党の変化」について勘案するとき、1994年
中間選挙はまさに分水嶺となった選挙でした。共

和党は下院議会で40年ぶりに民主党から多数党
の座を奪還しました。当時、アメリカのメディアもわ

が国のメディアも94年中間選挙の結果を「一過性
の出来事である。96年には民主党が、また必ず多
数党の座を取り戻すだろう」と分析しておりました。

私もそのように考えておりました。アメリカのリベラル

な知識人達もそのように考えていたのです。アメリ

カのリベラルがなぜ94年の保守の台頭に対して認

識を誤ったのかについて、しっかりと分析していか

なくてはならないと考えております。この問題は非

常に難しい問題を孕んでおりますが、あえて単純

化して以下の二点を指摘しておきたいと思います。

第一点は、アメリカのリベラルは、アメリカの保守

主義の「特異性」を見誤ったのではないかというこ

と。そして第二点は、アメリカのリベラルは、「保守

主義運動」と共和党との関係を見誤ったのではな

いか、という二点です。

第一点は、戦後、アメリカのリベラルは保守主義

運動が切り開いた地平を軽視するか、もしくは無視

してきたのではないか、と考えております。いい表現

ではありませんが、戦後アメリカのリベラルは保守を

バカにしていました。「まさか保守が統一的な行動を

とってまとまるわけがない。保守に政治運動でまっ

とうなことができるはずがない。必ず彼らは分裂す

る」といった見方をしていたといってもよいでしょう。

リベラルが、保守をこのように見下していたことは、

ある意味ではどうしようもないことであったといえるか

もしれません。私も、当時の「社会保守」と「経済保

守」がまとまるなどとは、全く考えも及ばないことであ

りました。こうした「共和党のジレンマ」とも呼ぶべき

対立は、根が深いと考えていたわけです。私の同

僚の茶谷展行主任研究員は、「アメリカの保守主義

の特異性を理解するためには、戦後アメリカの保守

主義がイズムではなく、保守主義という枠を超えて

いることを理解すべきである」と指摘しております。

つまりアメリカの保守は、通常、思想史でいうところ

のバーク的な保守主義とは異なっているということ

でありまして、アメリカの保守は、「反リベラル連合」と

いう一つの合言葉のもとに結成されたメタ・イデオロ

ギー、もしくは「言語象徴」であるという認識を持たな

ければならないということです。戦後アメリカ保守主

義は、対立するイデオロギーを包み込む役割を果た

していったといってもよいのではないでしょうか。そ

の意味において「アメリカの保守主義は『言語象徴

化』されていた、アメリカのリベラルはそうした点を見
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な目的で使いました。これもすばらしいアイディアだ

ったと思います。そこで資金をつくっていきました。

ビゲリーは思想的には保守ですが、リベラルからも

引っ張りだこの人だったのです。リベラルな運動家

たちも、ビゲリーのダイレクトメールを駆使した手法

を高く評価していました。もしビゲリーが、お金儲け

にだけに集中していけば、ビゲリーはリベラルと組

んでいた方がよかったのもかもしれません。

ハワード・フィリップスについては、最近調べ直して

驚いたのですが、憲法党から2000年大統領選挙に
出馬しているのですね。ニューライトの動きは二つあ

ります。一つは、共和党を乗っ取っていこうという動

きです。もう一つは、74年、ロックフェラーが副大統
領に指名された後、共和党に失望したフィリップス達

のように第三党を設立しようとする動きです。保守

には常に第三党設立の動きがあるのですが、フィリ

ップスは第三党設立に積極的であった人です。当

時彼は、レーガンを党首として立てようと頑張りまし

たが、ビゲリーやワイリックたちは、そうした計画に乗

りませんでした。フィリップスは、ワシントンをベースに

せずに、グラスルーツ運動、地方組織の充実を徹底

的にやりました。そうした活動の結果、憲法党を設

立して、今でも大統領選に出馬しています。徹底し

たオルグ、地方組織運動をやる人物です。

テリー・ドーランは亡くなりました。PAC（Political

Action Committee：政治活動委員会）の設立が

1974年からに可能になります。PACはハードマネー

を集めるものです。これは国税庁のコードでいうＩＲ

Ｓの527団体です。2004年大統領選挙を思い出し
ていただくと、ジョージ・ソロスが20億、30億を出し
てリベラル派の527団体に資金をつぎ込みました。
この527団体という「政治団体」を連邦選挙委員会
に登録しますとPACになるのです。PACは、74年
から許可されますが、これを政治団体として使い、

政治活動資金を集めたり、選挙資金を集めに使っ

たりと、縦横無尽に使ったのがアイディアマンであっ

たテリー・ドーランでした。30年程前によくぞこうい

うことを考えたと思うくらい、選挙戦術・戦略の教科

書になるような素晴らしいアイディアです。PACには、

National Political Action Committee、企業

PAC、労働組合PACなどがありますが、こうした

PACはほとんどリベラル、民主党が強かったので

す。民主党は連邦下院議会では、55年以来一貫
して多数党ですから、PACでの政治資金収集は民

主党が有利なのは当然のことであったわけです。

当時、大きな支援団体組織を持たない保守として

は、シングル・イシュー（例えば、中絶反対、銃所有

の権利擁護など）で政治活動資金を収集できる「独

立支出」は、唯一といってもよいほどの資金源でし

た。ドーランは、この「独立支出」を縦横無尽に使っ

て、宗教右派の人たちにどうやってお金を集めてい

ったらいいかということを徹底的に指導した人物で

す。ワイリック、ビゲリー、フィリップス、ドーラン、この

ニューライト「四天王」は、保守運動というものに政

治的な影響力を持たせていくうえで、極めて重要

な役割を果たしました。

次に、ニューライトはなぜ「宗教保守」を取り込む

ことができたのかという問題をあえて提起させてい

ただきます。これは極めて難しい問題です。2008
年大統領選挙を睨んでいくうえで、宗教勢力をいか

にして取り込んでいくかということは、民主党にとっ

ても、共和党にとっても極めて大きな問題となって

くるはずです。現在、ヒラリー上院議員や民主党も

宗教勢力をどう取り込んでいくかについて積極的

に取り組んでいます。その意味でも、ニューライトが

宗教保守をどう取り込んでいったかということを検

討していくことは、重要なことであると考えています。

しっかりした仮説と精緻な分析をしなくてはならな

いのですが、本日は時間の関係上、あえて問題提

起的にお話をしたいと思います。

宗教保守と宗教右派の違いは森先生の著書か

ら勉強させていただきましたが、本日は「宗教保守」

として通します。1973年1月、ロウ判決が出ました。
宗教的な問題をめぐる最高裁の判決は、25年に
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イトを代表する活動家のリチャード・ビゲリーの本を

読んでみますと、驚くべきことに当時の保守は、フ

ォード大統領が、「ゴールドウォーターかレーガンを副

大統領にするであろう」と本気で思っていた節があ

るようです。そうした保守の期待は、見事に裏切ら

れました。ニューライトや保守の側から見れば、ロッ

クフェラーという人物は、リベラルに近い人物であ

りました。そうした人物を副大統領に任命したフォ

ード大統領は許せないということになったようです。

フォード大統領は、中絶について中立の立場をとり

ました。またフォード大統領夫人は、「ロウ・ドウ判決」

を支持したことで有名です。「ロウ・ドウ判決」は、ニ

ューライトの活動を加速させることになりました。

私の認識では、ニューライトには「四天王（ポー

ル・ワイリック、リチャード・ビゲリー、ハワード・フィリ

ップス、テリー・ドーラン）」と呼ぶべき特筆すべき運

動家がいました。次に四天王たちの動きを通して

ニューライトはどのように活動してきたのかについて

述べたいと思います。この四人は客観的に見ても

戦略的・戦術的に富んだ運動家だと思っておりま

す。この四人には共通する経験がありました。それ

は64年大統領選挙において、ゴールドウォーターの
大敗北に大きな衝撃を受け得たことです。64年大
統領選挙は「アマチュア・アワー」と呼ばれました。

選挙のズブの素人たちによる大統領選挙でした。

結果は、大敗北でした。しかしここで重要なことは、

保守主義運動が政治的なゲームをプレイできるとい

うことを、保守主義者が学んだということであります。

彼らは、「もし選挙戦術というものを、しっかりと保守

勢力が学ぶことができたならば、今後保守主義運

動は、上院議員、さらには大統領までつくりあげる

ことができる、勝利することは決して夢ではない」と

いうことを認識したのです。さらには資金調達の面

でも「ひょっとするとリベラルと競争できるかもしれ

ない」という認識を持つに至ったことであります。こ

うした認識が徐々に自信となっていったのです。

ポール・ワイリックは現在も元気で活躍しておりま

す。ワシントンでノーキストの「水曜会」に対抗して

「木曜会」を主宰しています。ほとんどロビー集団の

集まりのようなものです。ワイリックは、優れたアイデ

ィアマンだと思います。そもそも彼は「アメリカ人は

保守的なのだ」という認識を持つと同時に、「アメリ

カ人は信仰心か篤い。彼らを動員できるようなアジ

ェンダを出さない保守が悪い」という認識に基づい

て道徳的なアイディアとビジョンを重要視しました。

彼は、リチャード・ウィバーという農本主義者の保守

主義者が語った、“Ideas have consequences”

「アイディアは結果をもたらす」という言葉を座右の

銘にしておりまして、この言葉をベースにしてヘリテ

ージ財団を７２年につくります。彼らがシンクタンクに

依拠せざるをえなかった背景は、当時大学はほと

んどリベラルの巣窟であり、その頃の保守というの

はintellectualな面で完全に大学からスポイルされ

ていて、彼らがintellectualな人を集めて何かしよ

うとすると、シンクタンクに頼らざるをえなかった、と

いう政治環境がありました。72年のヘリテージ財団
の設立に際して、ジョン・バーチ教会のスポンサーで

あったウェルチやクアーズといった企業は、資金提

供をしました。彼らは、しっかりとしたintellectual

な組織をつくろうということで、ヘリテージ財団に資

金を投入したのです。ワイリックはヘリテージ財団を

彼一人でつくったわけではありませんが、大きなビ

ジョンやアイディアをシンクタンクづくりに提供したと

いう意味で重要な人物です。当時の宗教指導者

であるエヴァンジェリカル（福音派）のジェリー・ハウ

エルや、ジェームズ・ロビンソン、さらにはパット・ロバ

ートソンのような宗教右派を保守主義運動に巻き込

むうえで重要な役割を果たしました。

次にリチャード・ビゲリーですが、彼も逸材だった

と思います。彼は「今までの保守主義運動はどの

ように人を導くかということを全く理解していない。

この点において保守主義は、敗北主義的であった」

と考えました。彼はそれまで商業的な目的でしか使

われていなかったダイレクトメールを初めて政治的
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天王のワイリック、ビゲリー、フィリップス、ドーランと

いう人々の関心は、中絶、銃の規制、ERA、反男

女平等権などの社会問題に集中していくわけです。

彼らはここで社会問題に対応するシングル・イシュー

の組織をたくさん立ち上げようとしました。いろいろ

な社会問題をシングル・イシューとしてとらえ、それを

組織化していこうとしたのです。

ウイリアム・ラッシャーが指摘するように、この時期

には計り知れないほど多くのシングル・イシューの団

体ができました。ニューライトは、フィリップスがいう

ように、ポピュリズム運動に終始することだけで満

足していなかった点が重要だと思います。ニューラ

イト四天王たちは「ポピュリズム運動は一過性のも

のであって情緒的なものだ」といいます。確かにそ

うだと思います。彼らは、「シングル・イシューを組織

するポピュリズム運動に止まるだけではなく、グラス

ルーツ運動へと転換するような方向へと運動をまと

めあげていかなければならない」という認識を持っ

ていたのです。つまり「ポピュリズム運動という一過

性の情緒的な問題ではなく、シングル・イシューを団

体として立ち上げて、間接ロビーができるようなグ

ラスルーツ・ムーブメントにしていかないといけない」

という認識があったということです。こうした状況の

なかで、ヘリテージ財団といったシンクタンクが徐々

に運動体の中心になっていったわけです。

たとえば中絶の問題を政策として実効性のある

ものにするためには、運動それ自身が現実の政治

というものに対して政治に影響力を与えなければ

ならない、と彼らは考えました。今まで、ただ声高

に中絶を唱えるだけだった宗教勢力が、シンクタン

クと提携していくことで、それを戦略的に「政策提

言」として現場の政治に影響を与えるような「政策」

にしようとしました。そのようにして宗教保守を巻き

込んでいったのではないかと思います。それが「モ

ラル・マジョリティ」につながり、保守が運動体として

確認されるようになり、これに宗教保守が徐々に参

画して政治的な影響力を持つようになっていったと

考えられます。ここにニューライトが宗教保守を取り

込むやり方として長けたものがあったのではないで

しょうか。ロウ判決で宗教保守の側にも、政治との

接点を持ちたいという要望が出てきました。カソリ

ックはカソリックで運動していくことの限界を感じ、

ロビー活動をワシントン中心にやっていくように方針

を変えていくようになりました。このようにして、ニュ

ーライトはどんどん宗教保守を取り込むことができ

るようになったのではないか思います。社会問題

を一つの蝶番として宗教保守を取り込み、それが

1979年のモラル・マジョリティの設立に結びついて
いくのではないかと思います。そうした流れが、や

がてレーガンを大統領へと押し上げていく運動に

なったのではないでしょうか。中絶の問題は76年
の大統領選挙で大きな問題になるのですが、80年
の選挙でレーガンは、中絶の問題を正面から受け

入れました。そこで初めてといっていいほど、宗教

保守の政治的な要求を大統領が受け入れることに

なって、レーガンが当選するということになっていっ

たのではないかと思っております。

1980年にレーガンは当選しましたが、大統領は
いわば「象徴的な政治統合」のような存在です。こ

れに対して「利益的な政治統合」としての下院議会

では、共和党は依然として少数党でした。合衆国

憲法における下院議会の権限は、予算編成権限

等を含めて強いものがあります。80年代になって
第二世代のニューライトが登場するのですが、彼ら

の照準は間違いなく連邦下院議会におけるマジョ

リティをとることになります。それが、ニュート・ギング

リッジ達なのです｡

アメリカの保守主義は、1970年代に運動体とし
て結実したといえると思います。そしてそのことが、

80年代にギングリッジ下院議員たちの政治活動に
つながっていくわけです。つまり、レーガン大統領

がなし得なかった、下院議会で共和党が多数党体

制をつくりあげるという目標に向かっていくようにな

ったわけです。ギングリッジは、共和党が下院議会
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「サル裁判」がありました。進化論の是非をめぐる問

題でありましたが、この判決から約50年経過した73
年のロウ判決は、宗教勢力に再び大きな影響を与

えました。特に中絶反対の立場で一生懸命ロビー

活動していたカソリックの人たちに与えた影響は、

それは大きなものでありました。

当時、福音派はあまりこの運動にはかかわって

いなかったと認識しております。中絶の問題を一手

に引き受けてロビーをしていたのはカソリックです。

中絶が合憲であるという判決が出たことで、カソリ

ックの人たちは自分たちのロビーの限界を認識し

始めました。と同時に彼らは、「カソリック・イシュー

だけで何かをやろうとしても政治的な影響力は得ら

れない」というふうに考えるようになりました。それ

までカソリックが、プロテスタント、特に福音派を見

下していたのか、その逆なのかわかりませんが、カ

ソリックとプロテスタントが、協力して政治に一定の

影響力を保持しなければならいと考えるようになっ

ていくのです。ここで両派が一致団結したというの

は、少々いい過ぎでしょうが、中絶の問題だけに限

っていうならば、カソリックは徐々にプロテスタント

（特に福音派）を巻き込み始めようとしたことは事実

です。両派が共にロビー活動を指向するようになる

のは、間違いなくこの判決以降です。ここに初めて

宗教勢力、宗教保守が「政治力」をつけることが目

標になってきたといってもよいでしょう。カソリックの

人たちも、ようやくワシントンにロビー活動の拠点の

事務所を持つようになりました。

ここでロビー活動について、少々言及しておきた

いと思います。日本では、「ロビイスト」という言葉は、

うさん臭い言葉であるという印象があります。実は、

アメリカでもそう思われています。「ロビイスト」という

言葉は、日本語に訳すと「陳情者」という訳になる

のでしょうか。「ロビイスト」よりも卑下したような呼び

方になる気がします。しかし、ロビイングも陳情も日

米両国憲法において保障されている「請願権」に

基づいている行為であります。アメリカでは、合衆

国憲法修正第１条で認められている「請願権」を行

使するものです。「ロビー活動」には二つあります。

「直接ロビー」と「間接ロビー」です。アメリカでは下

院議会が予算編成権限を一手に握っていますか

ら、例えば下院の委員長のところにいってお金を密

室で渡して法案を作成するように要求する場合、こ

れは直接ロビーです。間接ロビーは、主にＩＲＳとい

う内国歳入庁のコードの中で501(ｃ)(4)という団体

が行なう行為です。政治活動の自由がアメリカには

ありますから、例えばアドボカシーグループが、中絶

を認めない法案をつくるように圧力をかけていく行

為は、団体ロビーであり、間接ロビーといいます。こ

のように二種類のロビー活動があります。

1970年代後半、ロウ判決もそうですが、宗教勢
力だけではなく、アメリカの保守勢力は直接ロビー

をする術を持っていませんでした。下院議会の委

員長に会おうとしても、すべて民主党の委員長に

占められておりますから、なかなか直接ロビーはで

きないわけです。従って、宗教勢力、保守勢力は

やるとしたらグラスルーツ・ロビー、つまり間接ロビー

を行なうしか術がなかったのです。

さて、「なぜニューライトは宗教保守を巻き込むこ

とができたのか」という問題点に戻りたいと思いま

す。70年代は公民権運動の余波、ベトナム戦争も
ありまして社会問題が噴出した時期です。ケビン・

フィリップスというニクソン大統領の選挙を手伝った

評論家ですが、彼は「ニューライトは、国内の社会

問題に主として焦点をあてたポピュリスト的なアジェ

ンダを志向した点で、これまでの保守主義運動とは

異なり、ポピュリズム運動へと転換したのだ」と指摘

しました。それまでの保守は社会問題に取り組む

ことはできなかったのです。当時の保守は一般に、

社会問題では伝統主義的なアプローチをとって、

経済問題ではリバタリアン的なアプローチをとるの

で、なかなか統一的な行動はできませんでした。素

直にシングル・イシューとして、社会問題に取り組む

ことはできなかったわけです。しかしニューライト四
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ルールを変えなければなりません。これまでの下院

議会に特徴的な交差投票（cross voting）では、と

ても100日間で10項目の政策を法案化することは不
可能です。日本政治の「55年体制」下に見られたよ
うな党議拘束をかけるような形で議会運営しなけれ

ばならないということになったわけです。そのために

は議会指導部に力を集中しないといけない。そこで

ギングリッチたちは何をやったかというと、まず当時

22あった常任委員会を19に減らし、委員長の任期
制限を決めます。それまでは一つの委員長の座に

20年も25年も居すわる議員がいましたが、これを３
期６年と決めました。そのことによって委員長の権限

はどんどん落ちていきました。委員長が天皇のよう

に君臨していた時代から党の指導部へと権力が集

中していく時代になりました。これが議会の運営に

極めて大きな影響を及ぼしました。

もう一つは「ロビー法」を改正したことです。ロビー

法は、96年1月、約50年ぶりに変更されました。直
接ロビーと間接ロビーの二つとも改正されました。既

に指摘しましたように、共和党は直接ロビーが弱か

ったのです。直接ロビーが弱かった共和党を強くす

るために、ロビー法を変えてロビイストを登録制にし

ました。ロビイストはすべて議会に登録しないといけ

ない。「誰が、誰に対して、どういう案件で、いくらもら

ってロビーをするか」という点について、議会に届け

出をしなければならないといけないと変えてしまった

のです。このことによって例えば、今まで隠れて委

員長にお金を渡して法案に影響を与えていたような

ロビイストの存在が徐々に明らかになってきました。

民主党側に行っては、いいことをいい、共和党側に

行っては、いいことをいうようなカメレオン的なロビイ

ストが徐々に炙りだされていきました。そして、保守

を支持するのか、リベラルを支持するのか、つまり共

和党支持するのか、民主党を支持するのかというよ

うに旗色鮮明にさせてロビイストに踏み絵を踏ませ

たのです。これは完璧にリベラルなロビイストの炙り

出しを目的とした改正であるといってもよいものです。

ロビー法改正について、宗教保守との関係で極

めて重要な問題として次の点が挙げられます。ＩＲ

Ｓコードの501(ｃ)(4)という団体がありますが、こ

の団体に政府のお金が入ることを禁じました。こ

れはリベラル側にとってはまさに命を絶たれるよう

な大きな問題でした。それまでリベラル、民主党

は「大きな政府」ですから、政府から501(ｃ)(4)に

お金が入って、この団体が税金（国家の金）でロビ

ーをするという構図がありました。そうしたリベラル

の資金源と資金還流構造をギングリッジは、遮断

してしまったのです。

宗教勢力の人たちは、これまでそういうことをして

もらっていません。自前でお金を集めていたわけで

す。リベラルの間で民間を主体とした「グラスルー

ツ・ロビイング」が育ってこなかった主要な理由は、

ロビー法によって間接ロビーが国のお金によって賄

われていたからだったといってもよいと考えておりま

す。ギングリッチは、従来のリベラルの資金源を断っ

てしまったのです。そのことによってどういうことが起

こったのかといいますと、例えば、リベラル系の間接

ロビーをやっていた501(ｃ)(4)団体には、政府からの

資金(税金)が一切入らなくなってしまいました。従っ

て、そうしたリベラル団体は、自前で資金を集めない

といけなくなったのです。ロビー法は、「いつ、どこで、

誰が、どういう案件で、どういうロビーをしたか」という

ことについて議会に届けなければならないと申し上

げましたが、それは直接ロビーについてだけのこと

です。間接ロビーである、グラスルーツ・ロビーに関し

ては届けなくていいのです。これは完全な「抜け穴」

です。ロビー法が改正されることによって、グラスルー

ツ・ロビーはアメリカの政治史上で考えられないほど

の大きな影響力を持つようになってきます。ここがギ

ングリッジの改革の要諦であったといってもよいと考

えております。このようにロビーのやり方が変わってく

ることによって、一転して宗教保守勢力が強い影響

力を持ってくるようになります。もちろん宗教保守だけ

ではありません。社会問題を取り扱う501（ｃ）(4)系の
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で多数党となるためにしっかりした保守のグループ

をつくりあげました。それが「保守的で機会均等な

国家：Conservative Opportunity Society-COS」

というグループです。ギングリッチは、COSをベース

にしてリベラルや穏健な共和党の下院議員と真っ

向から戦いました。ギングリッジは宗教保守、宗教

右派と手を組むことを実はあまり良と思っていませ

んでした。ギングリッジの認識では「宗教保守は使

うもの」という意識があったと思います。ギングリッ

ジが結成したCOSの綱領は、94年の「アメリカとの
契約：Contract with America」の公約とほとんど

同じ内容でした。ＣＯＳの公約は「アメリカとの契約」

のベースになったものですが、「アメリカとの契約」に

は、実は宗教色は一切入っていません。ここには

中絶の問題などは、一切入っていません。共和党

が多数党となった第104議会が始まり、100日後に
「アメリカの家族との契約」と題する公約が発表され

ました。これは、クリスチャン・コアリションという宗

教保守団体による公約集です。「アメリカとの契約」

の第二バージョンとの呼ばれる公約集です。

1990年代に入り、ギングリッチは92年に「共和党
再生のシナリオ」を作成します。ここで注目すべき

は、92年大統領選挙において、ロス・ペロー大統領
候補が獲得した約2000万票という「ペロー・ボータ
ー」の存在です。ペローの擁立は、90年に公約に
反して増税したW・ブッシュ大統領の父親である

H.W・ブッシュを落とすために、ギングリッチたち保

守派が擁立したといわれております。ペローは、大

統領選挙を通じて、南部の中間層以下の白人の心

の琴線に触れるようなことを政策公約として掲げま

した。例えば、アファーマティブ・アクションに反対す

るなどです。ペローが獲得した約2000万票は、い
わば南部中間層以下の白人の票であると考えるの

ならば、それを単純に下院議会の選挙区435で割
れば、各選挙区約4万となります。南部に集中して
この「ペロー・ボーター」を下院議会選挙区で分け

れば、94年中間選挙で共和党は南部を中心として

議席数を大幅に増加させることができる・・・。ギン

グリッチたち保守派は、このように考えたのです。

「ペロー・ボーター」も、実は宗教にはあまり関心の

ない人々であるといわれております。

「共和党再生のシナリオ」でもう一つ重要なこと

は、スモール・ビジネス、つまり中小企業の存在で

す。日本の中小企業はある程度組織化されていま

すが、アメリカの中小企業は一人、二人という企業

もあります。彼らの「天敵」とも呼ぶべき存在が、「ト

ライアル・ロイヤー（Trial Lawyer）」という訴訟専門

弁護士達です。アメリカのスモール・ビジネスは、トラ

イアル・ロイヤーに訴訟のターゲットとされてきたの

である。「ペロー・ボーター」の中には、こうしたスモ

ール・ビジネスが多く含まれていたのです。

時間が残り少なくなってきましたので、最後に、

「共和党の変化」と現代アメリカ政治について駆け

足でお話させていただきます。94年以降の「共和
党の変化」が、現代アメリカ政治にどのような影響

を及ぼしているかについて簡単に述べて、本日の

報告を終了したいと思います。「第一期Ｗ・ブッシュ

政権を見る眼」は割愛させていただきます。

では次に、90年代の「共和党の変化」がアメリカ
政治にどういう影響を与えたかについて考えてみ

たいと思います。共和党が下院議会で多数党とな

った第104議会（９5～９６年）において、下院議長と
なったギングリッジは、革命的な議会改革を断行し

ます。そのために40年間にわたる民主党多数議会
の議会運営ルールが、まさに革命的改革によって

破壊されていきました。これがアメリカ政治に実に

大きな地殻変動を起こしました。この点について二

点だけ述べたいと思います。

既に指摘しましたように、ギングリッジは「アメリカと

の契約」において「100日間に10項目全部下院議会
で可決する」という公約をするわけです。最初から

100日の間に10項目を下院議会で通過させるという
約束をしてしまった以上、従来の下院議会の運営
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「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会（同志社大学一神教学際研究センター)

2005年7月9日

「共和党の変化」から読むアメリカ政治
－保守主義運動と連邦議会－

報告者；社団法人アジアフォーラム・ジャパン 吉原欽一

はじめに
・ヒラリー上院議員の危機感

2002年中間選挙後　⇒「民主党版ヘリテージ財団」の創設
2004年大統領選挙後⇒宗教勢力へのアプローチ

１．なぜ、リベラルは1990年代の保守の台頭を見誤ったのか
①アメリカ保守主義の「特異性」
②保守主義運動と共和党との関係

２．アメリカの保守主義運動と「共和党の変化」
①「思想の季節」から「運動の季節」
②「ニューライト」と「共和党の変化」－1970年代
⇒「運動体」としての「アメリカの保守」
・1972年　ヘリテージ財団の設立
・1973年１月「ロウ判決」
・1974年８月「ロックフェラー副大統領」の登場

③「ニューライト」四天王の積極的な保守運動の展開
⇒P.ワイリック、R.ビゲリー、H.フィリップス、T.ドーラン

④なぜ、「ニューライト」は「宗教保守」を取り込むことができたのか
・「ニューライト」と社会問題
⇒ポピュリズム運動とグラスルーツ運動
・「社会保守」と「宗教保守」の連携_「モラル・マジョリティ」
・「象徴的統合」としてのレーガンの大統領選勝利（1980年）

⑤「第2世代ニューライト」の登場－1980年代～
・ギングリッチと下院議会共和党COS（保守的機会の社会）グループの結成、
⇒下院議会共和党多数党体制に向けて1994年中間選挙に焦点を合わせる
・「共和党再生のシナリオ」
・1992年ペロー・ボーターと1994年中間選挙
・COSの政策アジェンダをベースに「アメリカとの契約」を作成
・「アメリカとの契約」と「アメリカの家族との契約」（クリスチャン・コアリション）
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シングル・イシュー団体などが、さらに大きな力を持つ

ようになりました。

冒頭に述べましたように、ヒラリー上院議員が、な

ぜリベラルがヘリテージ財団のようなシンクタンクを作

り、そういったシンクタンクとの連携をしなければいけ

ないと主張したか、という理由がお分かりいただけ

たと思います。ヘリテージ財団は501(ｃ)(3)のシンク

タンクですから、税金の控除も寄付金の控除もされ

ます。カッコつきのアカデミックなシンクタンクなので

すが、それを傘にして、その下に501(ｃ)(4)系のロビ

ーができるようなアドボカシー団体と連携しています。

外交政策でも最近、よく見られることは、北朝鮮

に対して人権に関する法律をつくるという時、前面

で動くのは501(ｃ)(4)系の団体です。特に宗教色

が強い団体が動きます。そうした団体を501(ｃ)(3)

系のシンクタンクが政策的にフォローするわけです。

例えばヘリテージ財団は、501(ｃ)(4)系団体が発言

するための政策的なペーパーをつくります。このよ

うな政策面と政治活動面での見事なまでの連携

が、現在のアメリカの保守の特徴なのです。

逆にリベラルはどうか。ブルッキングス研究所は、

リベラル系の政治活動団体とどのような連携をして

いるのでしょうか。この点に関しては上手くいってい

ません。ブルッキングス研究所は、民主党がどうなろ

うがあまり関係ないようです。ブルッキングスは、ブル

ッキングス独自の道を歩みますから、何も501(ｃ)(4)

団体にロビー活動をしてもらわなくともかまわないの

でしょう。特に宗教勢力と一緒に手を結ぶ必要はな

いのです。だからこそヒラリー上院議員や彼女の側

近達は、Center for American Progress（CAP）

というシンクタンクを設立することに熱心だったので

しょう。CAPのヘッドはクリントン政権の首席補佐官

だったジョン・ポデスタです。彼らは、リベラルな宗教

勢力を巻き込んで、たとえば世界平和や貧困の問

題に焦点を当てて活動していこうと考えています。

第104議会以降、ロビー法が改正され、また議会
の運営の方法も大きく変わってしまいました。ロビ

ーのやり方そのものが根底から変わってしまったた

めに、グラスルーツ・ポリティックス（grassroots poli-

tics）とも呼ぶような新しい政治形態がアメリカ政治

に定着してきたといっていいと思います。こういう状

況が定着してきている現在、アメリカ政治の変化は、

単に共和党の変化というだけでは済まないところ

にまで来ているのではないかと思います。

これで報告を終わらせていただきたいと思いま

す。ご静聴ありがとうございました。
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（参考）第一期ブッシュ大統領をめぐるKey Person

①ディック・チェイニー副大統領
・「首相的副大統領」
・“The Deal Closer”

②トム・ディレイ下院議会共和党院内総務
・アメリカ連邦下院議会史上「最強」の院内総務
・ノーキストと共に「K-street Project」を断行
・民主党の牙城であった「K-street」の奪還に成功
⇒「ロビイスト」の変化
⇒ジャック・アブラモフ（現代アメリカ政治における「スーパー・ロビイスト」）

③クリストファー・コックス前下院議会共和党政策委員会委員長
・共和党随一の政策通であり、内政・外政を通じての政策形成の要

③カール・ローヴ大統領シニア・アドバイザー(現在、次席補佐官)
・ブッシュ大統領が最も頼りにする側近中の側近

④グローバー・ノーキスト全米税制改革協議会会長
・「水曜会」を通じてグラスルーツ・ポリティックスの「中枢神経」的存在

部門研究２
「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会

370

３．「共和党の変化」と現代アメリカ政治
(1)「共和党の変化」についての認識
・「利益的統合」としての連邦下院議会

(2)1994年以降の共和党の特徴と構造変化
①特徴
・保守主義的性格…「レーガン主義」
・支持基盤…スモール・ビジネス、反増税団体、宗教保守、etc.

②権力構造の変化…「ギングリッチ革命」
・第104議会（94－96年）のギングリッチによる革命的な議会改革が下院議会の政策
決定過程に極めて大きな影響力を及ぼした。
・「アメリカとの契約」と立法過程の変革…常任委員会の権限の低下と共和党下院議
会指導部の権限の拡大
・「ロビー法」の改正(1996年１月)…「グラスルーツ・ロビイング」の顕在化

(3)第一期ブッシュ政権を見る眼
①「ホワイトハウス」・「共和党多数議会」・「グラスルーツ」との有機的連携
②シンクタンク及びアドボカシー団体（501(c)(3)団体－501(c)(4)団体など）とステルス

PAC（現在の527団体）との有機的連携
⇒「グラスルーツ・ポリティックス(grass-roots-politics)」
③ホワイトハウスと共和党議会の連携（特に共和党下院議会指導部との連携）
・下院議会共和党とホワイトハウスとの結び目
…コックス前政策委員会委員長とチェイニー副大統領との政策的連携
…下院議会共和党政策委員会（Republican House Policy Committee-HPC）

④ホワイトハウスとグラスルーツ・コアリション(grass-roots coalition)との連携
・グラスルーツとホワイトハウスとの結び目
…ノーキスト(全米税制改革協議会会長)とローヴ大統領シニア・アドバイザー（現在、
次席補佐官）との連携
…「水曜会(Wednesday Meeting)」



２００８年を視野に入れた
米国民主党の動向

党ですから、その動向は民主党の将来にとってき

わめて重要です。労働組合も民主党の重要な支

持基盤であり、労働組合の中にも新しい動きが生

じています。もう一つ新しい民主党系の支持団体

として法廷弁護士の動向があります。法廷弁護士

と民主党の関係は２００４年の民主党の副大統領候

補、ジョン・エドワーズ（ノースカロライナ州上院議員）

が法廷弁護士出身であったことが、法廷弁護士の

民主党内における影響力の増大を象徴していま

す。今日はこういう点に触れながら、２００６年の中間

選挙を視野に入れつつ、２００８年に向けて政権奪

回に向けた民主党側の取り組みということでお話

しをさせていただきたいと考えています。

その前に主要文献から民主党をめぐる状況を読

み解いていきたいと思います。九つの問題に対応

する形で文献を列記させていただきました。民主

党がおかれている状況がよりよく理解できる文献を

意識的に採り上げたつもりです。

まずは、John B. Judisと Ruy TeixeiraのThe

Emerging Democratic Majorityです。初版が２０

０２年で、いろいろなメッセージがこの中には詰まっ

ています。中でも重要だと思った点は、民主党が、

今後、力をつけていくのであるとすれば、マイノリテ

ィの党であることを打ち出していかなければならな

いという点ですが、マイノリティをめぐるポリティック

スに新しい動きが生じていることです。アフリカ系

アメリカ人グループを見てみると、２００４年の方が２０

００年よりもブッシュ大統領は票を若干取り込んだ

のですが、基本的には圧倒的多数、９割近くの票

が民主党に流れているという構図がある。これは

公民権運動以来、民主党がマイノリティの党であっ

たという認識が広く行き渡っているためです。他方

で、今、アメリカで人口が延びているマイノリティ・グ

ループはヒスパニック、最近はラティーノ・アメリカン

と言われることをヒスパニック系の人たち自身は好

むようですが、その人口増加が多くて、最大のマイ

ノリティ・グループもラティーノ・アメリカングループとな

っています。この人たちの投票行動を見てみると、

確かに現時点では民主党の方に偏って投票してい

ますが、アフリカ系アメリカ人の場合と違って、共和

党にも相当流れている。

根幹にあるのは、彼らの圧倒的多数がカソリック

であり、カソリックであるが故に中絶問題、同性婚

問題に強い関心を持っていること。今、アメリカに

おける宗教の政治的役割を考える時、かつては宗

派ごとに見ていくのが一番理解しやすく、カソリッ

クであれば民主党支持者が多いという見方が強か

ったと思いますが、近年では宗派ごとに見ていく

のではなく、信仰の「度合い」で見るとわかりやす

い。信仰の度合いのはかり方は難しく、教会に行

く回数で数えるのか、自己意識を基準とするのか

など、計測することが難しい問題ですが、一般に信

心深ければ信心深いほど共和党の方に投票して、

世俗的であれば世俗的であるほど民主党に投票

する傾向が強い。そういう観点から言うとカソリッ

ク・グループ、とりわけヒスパニック系アメリカ人の間

では宗教の役割が大きいので、この人たちを中心

に共和党に流れていっている。ヒスパニック系アメ

リカ人グループの人口が今、大幅に伸びているこ

とと考え合わせると、これは“emerging democrat-

ic majority（出現しつつある民主党多数派）”の構

図が大きく崩れてくるということであります。Judis

と Teixeiraの最近の発言をチェックしていません

が、少なくとも２００４年の結果を見て民主党の再生

を考えた場合、大きな問題を突きつけられたとい

うことがいえるかと思います。“The Emerging

Democratic Majority”論の根幹の部分が崩れた

ともいえいます。

二番目のThomas Frank、彼は研究者ではなく、

たしかジャーナリストです。FrankのWhat’s The

Matter with Kansas?: How Conservatives Won

the Heart of America は大変評判になった本で、

アメリカの本屋では“current affairs”のところに平

積みになっていました。問題設定、書名、装丁、い
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今日は米国民主党（以下、民主党）の話しをさせ

ていただきます。より詳しく知りたい方は、久保文

明編『米国民主党―２００８年政権奪回への課題』

（日本国際問題研究所、２００５年）を読んでいただけ

ればと思います。この本は、２００２年の中間選挙に

おける民主党の敗退、２００４年の大統領選挙にお

ける同党の敗北、そして、この二つの敗北を受けて、

民主党が今後、どのように党を立て直していくのか

ということに焦点をあて、日本国際問題研究所で２

年間続けて行ってきた研究会の成果です。この本

には今日、ご一緒させていただいた吉原AFJ理事

長にも、ポデスタの動きなどについて書いていただ

いております。

２００３年、共和党研究の書籍を、同じく日本国際

問題研究所から刊行しました。共和党の方は一つ

のまとまりを持った運動として分析していくことが可

能だったのですが、民主党は政権についていない

こともあって、ホワイトハウスを中心に見ていくことが

できませんでした。今日の吉原理事長の話にもあり

ましたように民主党は雑多な勢力を内部に抱えてい

て、全く違う方向を向いており、一つの運動体として

考えていくことが難しい。さらに民主党自身の意識

として民主党は多様性を是とする党でありますから、

単一のイデオロギーをもとに党をまとめあげて、政権

を奪取しようという問題意識が希薄です。むしろそ

うすることの弊害の方を強調する傾向さえあって、こ

こ数年、中間選挙で敗退して以降の民主党の支持

者や民主党関係者の話を聞くと「単一のイデオロギ

ーがないことが民主党のいいところなのだ」と言って

います。その発想はよくわかるのですが、一方で、

二大政党制で政権奪取を目指すという観点から見

ると、民主党は構造的に難しい局面に立たされて

いるなと感じたわけです。とりわけ共和党の側が単

一のイデオロギー、もしそれが言い過ぎであれば、少

なくとも内部の不協和音を抱えつつも、リベラル派

に対峙した時には一つにまとまることができます。こ

の点において民主党は若干、劣勢に立たされてい

るのかなという、全般的な印象を持っております。

研究会を企画するにあたって、いくつかの柱、分

析すべき対象を絞りこみました。一つはクリントン

大統領を中心とする党内穏健派の動きです。二番

目の柱は党内リベラル派の動きです。これは反ブッ

シュ熱で盛り上がった人たち、ディーンを中心に動

いた人たち、リベラル派の動向です。さらに民主党

の政治インフラ構築に向けた動き、とりわけ民主党

版のヘリテージ財団をつくる必要があるという認識

が具体的にどのようなかたちで展開していっている

のか、そのあたりの動きも分析しました。構造的に

少数派に転落した議会における民主党議員の動き

もフォローしました。米国の選挙においては、通常、

安全保障問題、外交問題はあまり重要な争点には

なりません。しかし、２００１年９月１１日のテロ攻撃以

降、安全保障は選挙においてもきわめて重要な問

題となっています。共和党が提唱する安全保障政

策とは異なる民主党独自の安保政策はありうるの

か。この問題も取り上げています。民主党系の支

持団体を採り上げ、新しいマイノリティの動向につ

いても分析を試みました。民主党はマイノリティの
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for American Progress）」という組織がすでに設

立されていて、これにすでに警告を鳴らしている保

守派の論客もいます。それが次にご紹介する

Byron YorkのThe Vast Left Wing Conspiracyと

いう本です。ヨークは、保守系誌、ナショナル・レビュ

ーの人です。この本は研究書ではありません。最近、

アメリカで多い「政治プロパガンダ本」の類いです。

この本で彼は「民主党が我 （々保守派）の真似をし

て同じような政治的なインフラをつくっている。共和

党の支配構造が安定していると思い込んではいけ

ない」と述べています。クリントン政権誕生当初、「ホ

ワイトウォーター・スキャンダル」で保守派の団体がク

リントン攻撃をはじめた時、ヒラリー・クリントンが、「広

範な右翼の陰謀（ The Vast Right Wing

Conspiracy）が動きだしている」と告発して話題にな

りました。ヨークのこの本は、このヒラリー・クリントン

の発言をなぞるような形で、いま、左翼の側でも陰

謀・非公然組織が立ち上がっていて、ブッシュ大統

領に対する人格攻撃を組織的に行ったり、保守系

組織を誹謗・中傷する動きが出できたりしていると警

告した本です。面白いなと思ったのは、我々がアメ

リカの保守を理解しようとする時に手がかりとなった

のは、リベラル派による保守派の批判だった。保守

派自身による保守派の研究は、そもそも当初、少な

かったものですから、リベラル派による保守派批判

を手がかりにして保守派の動きを理解していった。

ヨークの本は保守派によるリベラル派批判ですが、

プロパガンダに足をすくわれず、気をつけて読めば、

民主党内の新しい動向を把握しようとする際に参

考になるかもしれません。

いままでは書籍を中心にご紹介させていただき

ましたが、重要なエッセイもいくつかあります。民主党

の今後を考えていく上で参考になるのはMatt Bai

という人が書いたエッセイです。彼はニューヨーク・

タイムズ・マガジン誌に非常にクォリティの高いエッセ

イを寄稿しています。もともとはタイム誌で記者をや

っていた人で、３０代半ばだと思います。民主党の

動きを丹念に追っていて、民主党の抱える問題を、

共和党と対比させる形で分析しています。特に

“Notion Building”というエッセイは参考になりま

す。このエッセイで、彼は民主党版ヘリテージ財団設

立に向けた動きと、その背後にある問題意識を興味

深く分析しています。アイディアは単に存在しているも

のではなく、自覚的につくり出していかないといけな

いものだ、そしてそのためにはそれを可能にするイン

フラが必要だということを民主党が認識した様が詳

しく描かれています。そして、アイディアをつくりだした

後に、それを運動体の中に埋め込んで、実際に政

策として実現させていくようなシステムが必要である。

こう“Notion Building”は分析しています。「Notion

Building（概念建設）」という表現は、「Nation

Building（国家建設）」とひっかけているのだと思い

ますが、国家建設にもつながるような形で概念と運

動を組み上げていかないといけないという問題意

識が民主党の中で生まれていることを、２００３年１０月

のこの記事で初めて知りました。「なるほど民主党も

相当深刻に自分たちのおかれている状況を考えて

いるな」と感じました。しかし「Notion Building」を

２００３年に読んだ時、これは２００８年に向けた動きだ

なという印象を持ちました。しかし、ディーン旋風が

吹き荒れ、若干予定が前倒しになり、２００４年の選

挙でもアメリカ進歩センターは積極的に動きました。

しかし、当初立てた目標はあくまで２００８年だったと

推測しています。

上述の『米国民主党』の中で引用されている民

主党穏健派系活動家の発言を見ていますと、確か

に２００８年に向けて動いているなという印象を持ち

ます。もちろん２００４年には力を蓄えておく、全力を

尽くさないということではないのですが、彼らの多く

は２００４年をある種の過渡期と見ていて、本当に「勝

てる」と思っていた民主党の活動家がどこまでいた

かは相当疑問に思います。数字の上で、一時、「ケ

リーとブッシュが拮抗している」と出たので、懐疑的

だった人も、それに乗っかったわけですが、より長
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ずれも非常に刺激的でした。この本の主要なメッ

セージは何か。経済的な社会階層という観点から

見た場合、「当然、民主党に投票すべき人たちの

多くが共和党に投票している事実をどう受け止め

たらいいか」という現象を分析しようとしているわけ

です。アイデンティティは多層的に構成されていて、

私も日本人であったり、さらに東京に住んでいると

いう意識があり、研究に身を投じていたり、あと音

楽好きとか、色々大小のアイデンティティが多層的に

構成されているはずで、その時々によってどれが前

面に出るか、しかもどういう局面で、どういうアイデン

ティティが前面に出てくるかということは状況によっ

て異なると思います。カンサスにおける比較的貧し

い人たち、この人たちは当然、連邦政府の役割が

増大して貧困層をすくい上げるような政策を望む

はずで、その政策を進める民主党を支持するはず

なのですが、しかしそれを支持していない。カンサ

スにおける比較的貧しい白人層は政治という局面

において、労働者の観点で自分たちを規定してい

ないことが明らかになっている。つまり「政治の局

面において宗教の問題を前面に出して自らのアイ

デンティティの位置づけを確定している」ことを解き

明かした本として高い評判を得ました。これも民主

党が置かれている状況の難しさを描いた本と考え

ていいと思います。

次のJim Wallis、彼はリベラルなエヴァンジェリカ

ルです。彼は２００４年、God’s Politics: Why the

Right Gets It Wrong and the Left Doesn’t Get

Itの中で、民主党の敗退を受けて、次のように問い

かけます。「道徳的価値の領域において民主党が確

固たるメッセージを発信できなかった、この事実をど

のように解釈すべきか。宗教の言葉を共和党にハ

イジャックされている状態から民主党がもっとプロア

クティブに宗教のメッセージを発していかないといけ

ない。その軸になるのは何か。そのためには、貧困

の問題を聖書の中に言及されている重要な価値と

して、もう一度、アメリカ国民に対して訴えかけていく

べきだ。今、アメリカにおいて宗教問題というと、中

絶、同性婚とか性がかかわっている領域の問題に

特化している。これはこれで重要だが、この一極集

中から離れ、もう一度、貧困問題を軸に宗教的なデ

ィスコースを民主党が新たに組み立てあげていくこ

とが重要なのだ」。おおまかにいえばこのようなメッ

セージを発しています。この方向は正しいと思いま

す。確かにいまのアメリカにおいて政治権力を奪取

しようとする時、宗教と距離をおくことによって得ら

れるものはあまり多くありません。何らかの形で宗教

的価値を強調していかざるをえない。世俗的価値を

あえて強調することのメリットはほとんどありません。

一部の世俗的リベラル派は歓迎するでしょう。しか

し、全体としては宗教を強調していかざるをえないと

いうことになると、民主党の側が共和党とは異なる、

二番煎じにならない、宗教にかかわるメッセージを構

築していかざるをえない。確かにその方向は貧困な

どを軸に組み立てていく以外にありません。しかし

ながら、JudisやFrankの本の現状を考えると、そ

のように組み立てていくことは必ずしも容易ではな

いという印象を持ちます。

次に取り上げたいのは、Dennis Loy Johnson

と Valerie MeriansのWhat We do Nowというエ

ッセイ集です。彼らについてはよく知りませんが、

民主党系の活動家のようです。２００４年の選挙で民

主党が敗退した直後に同僚の民主党系の活動家

に声をかけ、原稿提出の締め切りを１週間くらいに

設定して、それぞれに敗北の意味について書いて

もらったものを集めたものです。その中で宗教の問

題ということでひとつのセクションが設けられてい

て、「宗教のイシューが共和党にハイジャックされて

いる状況を、何とかもう一度民主党の方に引き寄

せて語っていく必要がある」と述べられています。

このエッセイ集は活動家の危機感が凝縮されてい

ます。ウォーリスの議論と基本的には同じです。

民主党内の新しい動きとして、民主党版ヘリテー

ジ財団と呼ばれる「アメリカ進歩センター（Center
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雑多な集団、運動体を内部に抱えていて、様々な

方向にベクトルが向かっている。それが今回は「反

ブッシュ」ということで強く結集し、資金面でも共和

党を上回る動員力を発揮した。共和党と動員のさ

れ方は違いますが、グラスルーツも相当活気づいて、

一枚岩になって運動に身を投じていった。結果とし

て数の上で見ると「接戦だった」ということが言える

のだろうと思います。

しかしもう一つ別の見方をすると、民主党がここ

まで支持基盤を動員しえたにもかかわらず負けて

しまったということは、「共和党の完勝」であるとい

う見方もできます。ホワイトハウスのみならず、上下

両院、州政府レベルでも共和党が力を伸ばしたと

いうこと、そういう観点から見ると「共和党の圧勝で

あった」という見方も同時に可能だろうと思います。

グラスルーツで選挙運動に身を投じた党員はこ

の選挙の結果をどうとらえていたか。グラスルーツに

身を投じる人はやはりリベラル派の人が多いのです

が、彼らは党が活気づいた方に着目して、活気づい

たエネルギーをどうやって２００６年、２００８年につない

でいけるのかということに関心をそそいでいます。

では保守派は民主党／リベラル派の敗退をどう

見たのか。リチャード・ビゲリーという人がいます。

彼は保守主義運動の選挙インフラを長年にわたっ

て整えて来た人の一人です。彼も前述のヨークも

似たような認識に立っています。「今回、共和党は

確かに勝った。しかしながら２００８年に向けて共和

党は安心していられない。彼らは着々とインフラを

整えつつある。特にインターネットの活用は、民主党

が一歩先を行っている」と。

一般にアイディアの不在の方が深刻な問題であ

ると認識されがちです。無論、アイディアも決定的に

重要ですが、それを政治回路に流し込んでいって、

動員をかけるインフラも同様に重要です。だからメ

ッセージの内容か、それともその発信の仕方かとい

う二項対立的な問いかけは間違っています。

ディーンに端を発するような民主党内のエネルギ

ーが、いま動員され、組織化されようとしています。

そういう民主党の新しい政治、インフラスクラクチャ

ーはどういうものか。リベラル派は活気づいています。

また２００４年の選挙が、活気づいた選挙だったこと

は誰も否定しようがない。活気づいた様は、ヨーク

の“The Vast Left-Wing Conspiracy”を読んでい

ただければよくわかると思います。しかし、その結果、

ハワード・ディーンが 民 主 党 全 国 委 員 会

（Democratic National Committee）の委員長に

就任します。これが今後どのような意味をもってくる

のか。民主党指導部、つまり、リード上院院内総務、

ペローシ下院院内総務、そしてディーンの組み合わ

せがどのような力学を作り出していくのか。ディーン

のDNC委員長就任は２００８年に向けた一つの大き

な動きなのだろうと思います。

ディーンは最終的には「リベラルすぎる」というレッ

テルを張られ、民主党はケリー候補を自党の大統領

候補として選ぶのですが、ディーンを媒介として民主

党の中の反戦運動が盛り上がったことは間違いな

くて、ＤＮＣ委員長にディーンか任命されたのは、盛

り上がったエネルギーをどうにかして２００８年に持続

させようという問題意識の現れだろうと思います。そ

ういう意味で、ディーンの動きは今後注目していくべ

きだと思います。ディーンはＤＮＣの全国委員長を引

き受けた時点で、自ら「次期候補にならない」と宣言

したので直接政治に参入してということはならない

だろうと思います。ただディーンの宗教に対する取り

組みはどうか。ディーンは、「自分の生活において宗

教は重要な役割を果たしている」とあらゆる局面で

明言しますが、おそらく誰もそれを信じていない。デ

ィーンは、非常に世俗的な人です。また、たとえば仮

に彼が大統領に選ばれていた場合、奥さんは医者

ですが、予備選での対応を見ると、ディーン政権の

ファースト・レディーは、医師業を続けていたかもしれ

ない。それを肯定的に評価する人、否定的に見る

人、その割合はどのくらいなのか。間違いないのは、

アメリカのメインストリームである「ハートランド」の価値
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期的な戦略的観点から見ると、２００８年に向けた動

きだったのだと思います。

Matt Baiの“Wiring the Vast Left-Wing

Conspiracy”も共通する問題意識で書かれたエッ

セイで、点在する民主党系単一争点団体（フェニミ

ズム、同性愛者グループ、消費者運動、環境問題

グループ）を一つの運動体に練り上げていこうとす

る民主党の試みが取り上げられています。このエ

ッセイも非常に参考になります。

“The New Boss”、これもMatt Baiの論文です。

これは強力な民主党系支持団体である労働組合

の中で新しく生じている動きについてのエッセイで

す。ＡＦＬとＣＩＯが１９５０年代初頭に合同してから、

アメリカの労働運動の中心には常にAFL-CIOがい

ました。しかし、アメリカにおける労働者階級の組織

率は１２％と低く、さらに低下していっているという事

実があります。労働運動を再構成しない限り、それ

はいずれイレレヴァントになってしまうという危機感

があり、サービス産業国際労働組合（SEIU）のアン

ドリュー・スターン会長（ニュー・ボス）はその危機感

を最も強く感じている指導者の一人です。スターン

率いるSEIUとその他のいくつかの組合は、ワシン

トンの政策プロセスの一員になり切った従来の労

働組合のあり方に大きな疑問を抱き、AFL-CIOか

ら脱退し、運動の新たなあり方を模索しています。

このことが民主党の将来に与える影響はいまだ未

知数ですが、影響をあたえることは必至です。

貧困を軸にした宗教的言説の模索、労働組合

の再構成、弱者の味方である法廷弁護士集団との

連携など、新しいインフラ、新しい理念に基づいた

新しい党を、２００８年に向けてつくっていくという問

題意識が今、民主党の中で共有されつつあるとい

う状況なのだろうと思います。こういう雰囲気がい

まご紹介した文献から読み取ることができます。

ここまでは主として内政面の動きでしたが、外

交・安全保障面でも動きがあります。P e t e r

Beinart の“A Fighting Faith”が代表的なもので

すが、『ニュー・リパブリック』誌周辺には興味深い動

きがあります。NR誌はいまでは民主党穏健派系の

媒体で、イラク戦争をめぐる議論ではネオコンと事実

上区別をつけることができませでした。ベイナートは、

「外交・安全保障問題について民主党は新しいメッ

セージ、新しいコンセプト、新しいアメリカのインターナ

ショナリズムを構築していかなければならない」と指

摘しています。仮に民主党がそれに成功するとなる

と、一つの分水嶺的なエッセイになるのが、Peter

Beinart の“A Fighting Faith”だと思います。民

主党は１９５０年代に当時の反共主義とリベラル・イン

ターナショナリズムを組み合わせる作業に取り組む

わけですが、もう一度そこに立ち戻って「マクバガン

的な平和主義的な民主党と決別しないといけない」

ということを明確に訴えたもので、一つの手がかりと

して注目していくべきかと考えています。

当然のことながら今、民主党は再構成の努力に

取り組んでいますが、２００４年の敗北はどのようなもの

であったか。それをきちっと把握しないとうまく建て直

せないわけですが、２００４年の大統領選挙が果たし

て共和党の圧勝であったのか、それとも接戦であっ

たのか。民主党の中でも議論が分かれています。

また、民主党の敗北はメッセージの「内容」の問

題だったのか、それともメッセージの「伝達の仕方」

の問題だったのか。このことについても評価が分

かれています。評価の分かれ方を見る際、民主党

内の党派ごとに分かれている。リベラル派は概ね

「２００４年の敗北は接戦の末の敗北だった。そして

それはテクニックの面での敗北だった」という評価

を下していることが言えると思います。それとは対

照的に中道穏健派は、「共和党の完勝で、問題は

メッセージだった」という評価を下しております。客

観的に見ると、おそらく「接戦であった」ということと

「（共和党の）圧勝であった」ということが両立しうる

ような変な状況なのだと思います。

接戦であったという評価が下せるのは、民主党が

今までになく一致団結したためです。民主党は常に
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話は聞いたことがありません。ソロスらは、運動の

インフラに対してお金を出しただけですから、それ

に賛同した人たちはどんどん入って来ることができ

る。ムーヴ・オン、アメリカ・カミング・トゥギャザーな

どのグラスルーツ団体が盛り上がり、従来とは異な

る支持基盤が出来上がっていった。しかし、５２７団

体はまさに選挙資金規制法から抜け落ちた部分な

ので、これから規制されることがありうるわけです。

５２７団体は２００８年には活動の幅が縮小されるかも

しれない。そうなると資金的にも民主党は再び難

しい立場に追い込まれる可能性があって、民主党

の側は冷や冷やしていると思います。

もう一つの新たな動きとしてムーア・デモクラット、

ゲリラ・ドキュメンタリーなどがあります。ムーア・デモ

クラットはマイケル・ムーアの映画に触発されたリベ

ラル左派のグループです。ムーアの『華氏９１１』がリ

ベラル派を盛り上げたことは否定しようがありませ

んが、これが総体として民主党にとってプラスだっ

たのか、マイナスだったのかはいろんな評価がある

と思います。２００４年は、映画が選挙の動向に多少

なりとも影響を与えた珍しいケースで、マイケル・ム

ーアは２００８年に向けても似たような映画をつくると

言っているので、それがどういう効果を持つかも注

目すべきかと思います。それと連動する動きで、ゲ

リラ・ドュキメンタリーというのが、今回出できました。

これは非常に党派的なドキュメンタリーを制作し、

ＤＶＤをつくってどんどん配付していくという手法で

す。アウトリーチ、アドボカシーのためにＤＶＤを使う。

メディア媒体がビデオからＤＶＤに変わったことが重

要で、ビデオの複製をつくるよりＤＶＤの複製をつく

る方がはるかにコストが安いので、数万単位でば

らまきたい時にはＤＶＤが有効であるということで

す。たとえばロバート・グリーンウォルドという映像作

家がいます。彼の作品で有名なものに“Outfoxed”

（２００４年）があります。これは、台頭する保守系メデ

ィア、フォックス・ニュース・チャンネルを支える人脈

のネットワークをルパート・マードックにまで遡って批

判し、フォックスの信用性を徹底的に叩こうとする

映像です。アマゾンでも買えます。それをムーヴ・

オン、アメリカ・カミング・トゥギャザーらの組織がばら

まく。これはＤＶＤを使った新しい政治活動です。

かつてダイレクトメールがアメリカにおける政治のあ

り方を変えたように、ＤＶＤがどこまでアメリカ政治

のあり方を変えるかは若干疑問ですが、新しい手

法であることは事実です。またこれはリベラル派の

みではなく、保守派も導入している手法です。

もう一つ民主党のインフラで注目すべきが、エア・

アメリカ（Air America Radio）というラジオ局です。

ラジオ番組と言えば保守派、保守系の番組が圧倒

的に強い。その中でも有名なのがラッシュ・リンボー

というディスクジョッキーです。その他にも、ショーン・

ハニティ、グレン・ベックとか何人かいるわけです。そ

こでリベラル派のラジオ番組をつくらないといけない

ということになった。アメリカは車社会ですからラジ

オ番組は重要です。テレビについても同じことが言

えますが、いろんなチャンネルがあるので、逆に自分

の嗜好にあったチャンネルしか見ないような状況が

生じてしまう。メディアは啓蒙するのではなく、もとも

との思考をさらに固定させるものとして機能するよう

になっています。したがって、保守派の人たちは保

守派の政治番組のみを聞く。これまでリベラル派の

番組はあるにはあったのですが、保守派ほどはなか

った。だからリベラル派もこういうものをつくらないと

いけないという認識に至ったわけです。そこでエ

ア・アメリカが去年９月にできて、アル・フランケンとい

うコメディ番組のシナリオライターをやっていた人をＤ

Ｊに迎え、娯楽番組と政治番組を兼ねる形でラジオ

番組を放送している。こういう新しい動きがリベラル

派を活気づける形で作用しています。

もう一つ民主党の政治インフラで欠かせないの

は労働組合です。ここでも重要な動きが生じていま

す。注目すべは、上述したサービス産業国際労働組

合（ＳＥＩＵ）周辺の動きです。サービス産業労働組合

は、ジャニター（清掃作業員）など、いわゆる雇用構
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観とは大きく対立します。つまり、民主党リベラル派

のエネルギーを維持することと、ハートランドの価値

観を尊重すること、どっちがどれだけプラスに作用し

て、どっちがどれだけマイナスに作用するのか、見極

めるのが非常に難しい問題です。

もう一つ、ディーンが全国委員長に選ばれたこと

の重要な要素として、彼ならば政治資金を集められ

るという期待があります。ディーンはインターネットを

単なる発信の道具としてではなく、組織化、動員、

さらに草の根の意向をくみ取るために初めてフルに

活用したわけです。ディーン運動の草の根支持者

たちは、選挙本部とは遠く離れた、ワシントン州の

どこかの小さな町で、ディーン支持の会合への参加

をインターネット（ミートアップ）上で呼びかける等して、

運動を文字通り地面から立ち上げていきました。

インターネットを通じて、莫大な金額の小口の政治

資金を集められることも明らかになって、それをそ

のまま２００８年に向けて維持していこうという問題意

識の現れでもあります。

ディーンを指名したことで、すでに民主党内の指

導部とディーンの発言がかみ合わないことがあって、

何回か問題が生じています。最近のディーンの発

言ですが、共和党を支持する人たちのことを「白人

で過剰に宗教に傾倒していて、全くアメリカのメイン

ストリームとは価値観を異にする人たちの集合体

で、私は全く彼らのことを信用したくはない」という

趣旨の発言を民主党のグループの集まりで言いま

した。ディーンは「支持者」という言葉を、その後、

言い直して「活動家のことを意味していた」と言って

います。今、ディーンの発言は、保守派、共和党か

ら批判の的になっていて、ディーンの発言を民主党

の指導部がいちいち弁解しなければならないとい

う状況が、すでに生じていて、若干、危なっかしす

ぎる選択だったのかなという印象を私は持ってお

ります。ただリベラル派を活気づけている、リベラ

ル派の熱気を維持しているという点では否定しよう

がないだろうと思っています。

新しく台頭した民主党リベラル派の運動組織、

例えば、ムーヴ・オン、アメリカ・カミング・トゥギャザ

ー（ＡＣＴ）らはいずれも５２７団体です。５２７団体は、

２００２年選挙資金規制法が想定していない組織で、

今回の選挙で、いわゆるソフトマネーの受け皿にな

りました。つまり５２７団体は、選挙資金規制法の外

で集められる資金を、選挙登録、特定の候補者を

応援しないイシュー・ベースのコマーシャルなどに使

いました。ただし選挙資金規制法の枠外で集めら

れたお金なので、直接選挙そのものには使えない。

民主党はこれまでソフトマネーに頼っていて、共和

党よりも依存の度合いが高かった。しかし、２００２年

の規制法で、肥大化しすぎたソフトマネーが選挙に

流れていくことが禁止されたわけです。政治資金

の面で民主党は共和党に圧倒されるだろうという

のが一般的な読みだったのですが、５２７団体が本

来なら民主党の選挙運動に流れていったお金を吸

収して、党外の民主党支援組織となっていきました。

５２７団体は、党組織ではないので、民主党と調整

して選挙に臨んではいけません。しかし、人の配

置をみても、事実上党内組織であった点は否定し

ようがありません。当然のことながらケリー・キャン

ペーンがどういう問題に関心を持っているか、民主

党がどういう問題に関心を持っているかを５２７団体

はよく承知しているのですから、そもそも調整などし

なくても民主党の支援組織になることは可能です。

５２７団体が実質的にケリーを支持するインフラの一

部になったことによって、民主党は今回、善戦する

ことができたと言えると思います。

５２７団体を支えたのがソロスをはじめとする数人

の億万長者で、彼らが大量の資金を提供していま

す。共和党の側は「わずか数人の億万長者が民主

党のアジェンダを設定している」と批判しています。

そのような要素があったことも確かに事実ですが、

むしろ、ソロスの個人的なアジェンダが民主党支援

組織と共鳴し合ったと見るべきでしょう。ソロスが

自分の意見に合わないものを排除したというような
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もいう人もいます。引退表明をしたのが首席判事

のレンクイストであったならば、レンクスイストは保守

派ですので、仮にブッシュ大統領が保守派の判事

を任命しても構造は変わらない。現在、４人のリベ

ラル派、２人の中道派、３人の保守派ですが、３人

の保守派のうち一人が辞めてブッシュ大統領が保

守派を任命しても構造は今までと同じです。先日、

引退を表明したのはサンドラ・デイ・オコーナーとい

う中道派の判事です。ブッシュが代わりに保守派の

判事を任命するとなると民主党を相当活気づかせ

ることは間違いない。保守派の最高裁判事が任命

されると、民主党内のエネルギーは２００６年、２００８

年に向けて持続するかもしれない。

最後に２００８年に向けた動きについて一言。民主

党の候補の中ではいうまでもなくヒラリー・クリントン

が圧倒的な人気を誇っている。しかし、クリントン上

院議員を受け入れることができない人たちも相当数

いる。クリントンが選ばれれば、共和党を団結させ

るのは必至です。他にもジョン・エドワーズ、マーク・

ウォーナー・バージニア州知事、エバン・バイ上院議

員、ケリー上院議員、ビル・リチャードソン・ニューメ

キシコ州知事、トム・ヴィルサック・アイオワ州知事、

ジョセフ・バイデン上院議員、ウェスリー・クラークらが

います。ゴア待望論もいまだあります。

彼らの中で誰が「フェイス（信仰心）」について語

れるのか。エドワーズ、ウォーナー、バイ、リチャード

ソン、ヴィルサックらは、それなりに説得力をもって

宗教と自分の信仰心について語れると思います。

ヒラリー・クリントン自身は中絶問題について中絶

容認一辺倒ではなく「中絶が必要になるような状況

をなるべく少なくすべきだ」というメッセージを組み

立てていくべきだと言っています。中絶容認そのも

のは魅力的なアジェンダではない。そうではなく中

絶が必要となるような状況を防いでいくべきだとい

う風にメッセージの発信のトーンを変えています。こ

れは大統領選挙に勝つためには中道派も取り込ん

でいかなければ勝つことはできないであろうという

強い問題意識に支えられたものだろうと思います。

こういう民主党の動きの中でブッシュ政権の目論

見は何か。おそらく共和党の「パーマネント・マジョリテ

ィ化」であって、そのためには２００８年の選挙で再び

共和党政権を誕生させ、上院において共和党の支

配構造を固め、さらに重要なのがリベラル派の最後

の砦である最高裁に保守派の判事を送り込んで保

守革命を本当の意味で完成させることがブッシュ政

権の目論見だと思います。これを防ぐべく民主党の

インフラが全面的に動いているということであります。
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造の底辺にいる人たちを組織しています。これは、

今、アメリカで唯一勢力を伸ばしている労働組合で

す。もうすでに１００万人を超えた組合員数を誇って

います。そのSEIUが中心となって労働エスタブリッ

シュメントの方針を激しく批判しています。そして、改

革派はＡＦＬ－ＣＩＯからの離脱さえも視野にいれ、

激しく指導部を批判しています。改革派はＡＦＬ－Ｃ

ＩＯ全体の４割の組合員数を誇っています。何が対

立の争点になっているか。それは労働組合の政治

的な役割についての路線闘争です。現在、労働者

の組織率が１０％前半と極端に低いので、草の根を

動員して影響力を行使することがますます難しくな

っている。したがってＡＦＬ－ＣＩＯは、政治資金を直

接政治回路に注入していく形で影響力を行使する

という政治手法をとっています。労働組合系のＰＡ

Ｃを動員して政治的影響力を行使する。また労働

運動を現場で指揮するのではなく、オフィスの中で、

ワシントンの高級レストランで政治家と会食しながら

政策に影響を及ぼしていくというのが今のＡＦＬ－Ｃ

ＩＯの手法です。これをＳＥＩＵのスターン会長らは労

働官僚主義的手法として批判します。ＳＥＩＵは何を

やろうとしているか。もう一度、組織化に力を入れよ

うとしている。政治に投入していたお金を動員にま

わして、草の根の新しい基盤をつくろうと主張してい

るわけです。どっちが正しい方向かわからないので

すが、仮にＡＦＬ－ＣＩＯが分裂すると、労働組合か

ら提供される政治資金の全体量が減る。すると間

違いなく民主党の議員の落選につながるのであっ

て、２００６年、２００８年には一時的に労働組合の分裂

によって落選する民主党の政治家が出てくるかもし

れない。しかし長期的に見た場合、もう一度労働組

合の組織率を上げることができるならば、民主党に

とって強い基盤になる可能性もあります。ＳＥＩＵの

動きは今後要注目です。

民主党系支持団体として他に注目すべきは、アメ

リカ法廷弁護士協会（ATLA）という法廷弁護士の

組織です。なぜ法廷弁護士が政治の前面に出てき

たのか。法廷弁護士というと、とかく「救急車の追っ

かけ屋」とか「傷口にむらがる鮫」とか悪いイメージが

あります。その法廷弁護士がなぜ民主党の重要な

支持団体なのか。９４年以降、共和党が議会で強い

影響力を発揮するようになってから、財界にすり寄

っていくような法案、つまりビジネスにとって都合の

いい方向で規制がどんどん緩和されていくという傾

向が生じています。その結果、消費者が被害を受

ける局面が増えています。立法府、行政府が企業

側を規制できなくなっていて、それに対する最後の

砦として法廷弁護士があるのだという、気概を持っ

た法廷弁護士がいる。その人たちが民主党の政治

権力の中に入っていって、さらに彼らはお金も稼い

でいるわけですから、高額の政治献金をする。法廷

弁護士はアメリカで１０万人いる。彼らを強固に組織

化して政治資金を集めるためのネットワークをつくれ

ば強力な支持団体となる。さらに、野放しの企業に

翻弄される弱者といったイメージを軸に新たなメッセ

ージを構築できれば、社会的弱者を動員できるアイ

ディアを供給できるかもしれない。よって法廷弁護士

も要注目の集団です。一番、わかりやすいのがジョ

ン・エドワーズの存在です。彼はいま２００８年に向け

て動いている人の一人で、貧困をイシューにしようと

しています。このような状況があるからこそ、共和党

は民事訴訟改革を掲げています。これは民主党の

支持基盤である法廷弁護士攻撃になるのと同時に、

ビジネスからの支持も取りつけられます。

こういう状況全体をさしてビゲリーとかヨークは

「新しい左翼の陰謀が蠢いている」と警告を発して

おります。こういうインフラの体力はどれくらいか。

若干疑問が残るところで、今回はあくまで「反ブッシ

ュ」だから盛り上がったのか、ブッシュがいなくても

盛り上がれたのか。若干不確定要素があります。

今、重要な案件としては最高裁の判事の問題が

あります。人によっては２００４年の大統領選挙より

はるかに重要だろうという人もいます。大統領選挙

と並ぶくらいの政治資金が集まるのではないかと
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4. 重要案件に対する民主党の姿勢
◎リード上院民主党院内総務、ペロシ下院民主党院内総務、ディーンDNC委員長
◎最高裁判事、フィリバスター
◎宗教：中絶、ステム・セル研究、「church-state」問題、同性婚、貧困
◎安全保障：ボルトン、イラク、「対テロ戦争」、テロリストの扱い（グアンタナモ）
◎市民的自由
◎社会保障政策
◎減税、「starve the beast」論、財政赤字、

5. 2008年に向けた動き
◎2006年中間選挙
◎民主党主要候補？：クリントン、エドワーズ、ウォーナー、バイ、ケリー、リチャードソン、ヴィル
サック、バイデン、クラーク、ゴア
◎共和党主要候補？：アレン、マッケイン、フリスト、ジュリアーニ、ロムネー、バーバー、ブッシュ、
ライス、ヘーゲル、パタキ
◎主要争点？
◎ブッシュ政権の目論み：共和党の「パーマネント・マジョリティ化」／民主党にとっての最後の
砦である最高裁に保守派の判事を送り込むこと／保守革命の完遂

6. 現在の民主党になにが欠けているのか？
◎攻勢か、適応か？
◎宗教的価値か、世俗的価値か？それとも新たな宗教的な言説の組み立てか？
◎「マクガバン的なるもの」の呪縛からいかに逃れるか？
◎問題なのは本当に「アイディア」の欠如なのか？民主党は党をひとつにまとめあげる「イデオロ
ギー」を必要としているのか？

（以上）
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3. 民主党の新しい政治インフラ
◎活気づくリベラル派：ディーンDNC委員長、ムーヴ・オン、アメリカ・カミング・トゥゲザー（ACT）、ソロ
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◎「The Vast Left Wing Conspiracy」か？
◎新しいインフラの体力・持続力は？527団体は今後どのように規正されるのか？
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スケジュール 

１４:００～１５:００　発表：宮坂直史「ロンドン同時テロと欧米テロ対策の展開  
  ―― 国際安全保障の視点から」 
１５:００～１５:１０　休憩 
１５:１０～１６:１０　発表：中田　考「自由民主主義の失敗―イスラーム解放党の非合法化を中心に」 
１６:１０～１６:２５　休憩 
１６:２５～１６:３５　コメント：石川　卓 
１６:３５～１６:４５　コメント：森　孝一 
１６:４５～１８:３０　ディスカッション 
１９:００～２０:３０　懇談会 

日　　時／ ２００５年１０月１５日（土） 

会　　場／ 同志社大学今出川キャンパス　扶桑館２階マルチメディアルーム１ 

発　　表／ 宮坂 直史（防衛大学校国際関係学科助教授） 

 中田 　考（同志社大学大学院神学研究科教授） 

コメント／ 石川 　卓（東洋英和女学院大学国際社会学部助教授） 

 森 　孝一(同志社大学大学院神学研究科教授)
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続いて、中田氏によって「自由民主主義の失敗ﾑイスラーム解放党の非合法化を中心に」と題された報

告が行われた。中田氏はまず、自身の立場を解説され、西欧的な概念を使わずにイスラーム古典研究を

するという立場を述べられた。さらに、本発表と対応させ、「自由民主主義の失敗」とは「自由民主主義

という概念構成自体が失敗している」という自身の立場を述べ、西欧で言われている意味での自由民主

主義それ自体も失敗していると言われた。その例として、イスラーム解放党の非合法化の事例を挙げら

れた。この組織は、ネットワーク性の特質をもつ、中心不在型のイスラーム世界の中で、唯一の国際的な

イスラーム組織であり、パレスチナを解放すること、カリフ制の再興を目的としてつくられた組織であ

るという。言動は過激であるが、行動は大人しく、それが非合法がされたため、イギリスの主要なムス

リムにも危機感が出てきたと説明された。次いで、「民主主義」「自由」という西洋的概念にも疑問を呈し、

テロは、「暴力の行使の威嚇によって正しい（行為者の準拠する価値・規範体系に照らして）目的の達成を

目指す行為」であるとする定義づけも行った。

次いで行われたディスカッションでは、まず最初に石川卓（東洋英和女学院大学国際社会学部助教授）

と森孝一（同志社大学神学研究科教授）の両氏によるコメントがなされ、続いて、研究会全体で活発な議

論が行われた。

（同志社大学神学研究科博士後期課程　横田　徹）
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研究会概要

第四回の「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会では、宮坂直史（防衛大学校国際関係学科

助教授）と中田考（同志社大学大学院神学研究科教授）の両氏による報告が行われた。

まず、宮坂氏によって「ロンドン同時テロと欧米テロ対策の展開ﾑ国際安全保障の視点から」と題した

報告がなされた。最初に2005年7月7日にロンドンであったテロを分析するにあたり、まず、2001年

の9・11テロから当日までのイギリスにおけるテロ事件と、それに関連する情勢の経緯が詳細に述べら

れ、イギリスのテロ対策法の推移について説明がなされた。この法は元来はIRA対策のものであったが、

9・11以降、それまでの法律では不十分との指摘のもとに徐々に強化されていったという。また、7月

7日のテロに対する各国の反応の報告がなされた。氏によれば、EUでのテロ対策、より一層加速される

のではないかとしている。また、シェンゲン協約に引っかからないEU生まれのテロリストの移動をどの

ように食い止めていくか、という課題を指摘した。さらに、中国・ロシアの反応の報告もなされた。次い

で、アメリカのテロ戦略について、2005年10月の大統領演説に基づいた分析がなされた。そして最後

に、いくつかの問題提起がなされた。1）インターネットなどでのメディアが、本来は関係ない動向を関

連づけてしまう危険性。2）EU内におけるムスリムの動向。人口の多さから、その国で自己完結してし

まうために、社会の安全保障の重要性。3）対テロ対策は、各国の総論、各論では一致しているにもかか

わらず、実行はそれぞれの足並みが揃っておらず、時には対立しているという現実。以上にくわえて、組

織だっていない「組織」にどのように対策を立てていくのかという困難さを指摘した。



ロンドン同時テロと欧米テロ対策の展開
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件数こそ表だった事件はなかったんですが、未

然防止、計画段階で逮捕されたというのは意外と

件数があって、いつ事件が起こっても不思議では

ないという雰囲気だったわけであります。7･7の事
件が起きた直後、「イギリスの警察は全然警戒して

いなかった」と、ロンドンでと批判されていますが、

警察と言っても大きな組織で、私が知る限り、7･7
の2週間前にマレーシアの東南アジア反テロリズム
センターで国際セミナーがあり、そこにイギリスのロ

ンドン警察官の人が来ていて「近々ロンドンで大規

模なテロが起きる可能性が高い」と2週間前に発言
していました。地下鉄でとか、4か所でとか、7月7日
までは特定できないですが、「近々大規模なことが

起こるだろう。捜索に力を注いでいる」と言ってい

ました。どこの組織もそうですが、大きな組織では

中で気づいている人がいても、全体として警戒体

制を上げていることにはならない、それは別に不思

議なことではないわけです。

このようにイスラム過激派のテロや事件が、ふつ

ふつと水面下であっていたわけですが、それと反

比例するような形で、IRAは武装闘争が完全に行

き詰まり、銀行強盗などをし始め、今や武装解除

に着手し始める。伝統的なイギリスのテロはIRAで

すが、IRAの力がどんどんなくなっていくのに反比

例するような形でイスラム過激派が水面下で動い

て、今回のテロに至るという状況になります。

ちょっと懸念すべきことは、イギリス国内のムスリ

ムの人たちの意識ですが、いろいろな世論調査が

出ているようです。マドリッドで191人死んだ列車
事件は去年3月11日ですが、その何日か後、『ガーデ
ィアン』という左派レベラル紙が世論調査の結果を

発表しています。そこでは「ロンドンのムスリムの人

たちの13％がこれからもアメリカでテロが起こって
も、それはジャスティファイできるものである」と、テ

ロを正当化するような考え方がロンドンのムスリム

の人たちの間で、少数ですが、10数％見られたと

いうことであります。以上が7月7日までです。

7月7日、テロが起きるわけですが、4人の実行犯
は年齢は10代が2人、20代と30歳です。マスコミで
も注目していることですが、パキスタン系で英国籍

を持っている人が3人、一人はジャマイカ系でイギ
リス国籍を持っている。2、3週間前にロンドンにポ
ッと入ってきてテロを起こした人ではない。背後は

よくわからないのが正直なところで、最近、タンウィ

ールがロンドンのテロ事件の前に「テロを起こす」と

いうビデオを収録していて、それがアルジャジーラで

放映されました。事件のはるか後で、最近、放映さ

れ、それとセットになってザワヒリのビデオがアルジ

ャジーラで放映された。「7･7のテロの背後にはザ
ワヒリがいるのではないか。アル・カーイダ本体が

何らかの形で関係しているのではないか」という印

象が持たれ、受け止められている向きもありますが、

よくわからない。つなぎあわせたものですし、関係

があったとしても、実行犯たち、背後にいるオペレ

ーション、ロジをやった人が、アル・カーイダ本体と

ザワヒリの周辺とどういう関係があったのか、ない

のかわかりません。今の状況では何もわかりませ

ん。私は何でもかんでもアル・カーイダ本体のテロ

だと思っていませんので、関係がない方が都合が

いいわけですが。よくわからないということです。

マドリッド3･11の後、オランダで、Theo van

Gogh 、あの画家のvan Goghの遠縁にあたる映画

監督が殺されました。この事件はオランダ国内でイ

ンパクトが大きく、ヨーロッパ全体で、しばらく報道と

かニュースが絶えなかった事件です。7･7が起こっ
て、7･21のテロが実行される。これも4人です。7･

7はパキスタン系3人とジェマイカ系の英国人です。

7･21の4人はソマリア系が二人、エルトリアなど東
アフリカの人が中心になっているわけです。7･7と
似ているところは4カ所同時というところだけで、地
下鉄3カ所、バス1カ所。最初の7･7のバスは地下
鉄でやろうとして地下鉄に乗れず、バスでおろおろ

してしまったと。そこを真似ているだけであって、情
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今回、村田先生から「ロンドンのテロについて話

を」といわれましたが、この部門研究は「アメリカの

グローバル戦略と一神教の世界」ですので、アメリ

カのことに触れないといけないと思いまして、ロンド

ンのテロを題材にはしますが、それを中心に、アメ

リカ、中国、ロシアを含めた国際的な安全保障の

問題、テロの動静が今後どうなっていくかと話を広

くしまして、できるだけ議論をしやすくしていきたい

と思っています。と申しますのは7月7日、ロンドンで
テロがあり、7月21日にもあったわけですが、まだよ
くわからないことがたくさんあって、細部は私もわか

りません。ここでお話することは、わかっている範

囲のことを洗ってみるということになります。

今年7月7日、ロンドンで4カ所のテロがありました。
それ以前を少し振り返ってみたいと思います。便宜

上、2001年の9･11テロからテロ対策や警備が厳し
くなってきますので、ここから２005年7月7日までの間
を見てみたいと思います。テロの件数と負傷者、死

傷者の数で9･11から7･7までの4年間に発生したも
のを主要なヨーロッパ諸国だけ採り上げてまとめた

ものです。データベースはMITPというものです。今、

世界の国でどこでどんなテロが今まで起こっている

か、件数を調べる上で一番いい包括的なデータベ

ースはアメリカのMIPT、これはNational Memorial

Institute for Prevention of Terrorismの頭文字

ですが、何がメモリアルかというと、95年にアメリカ
の極右の人たちが起こしたオクラホマ連邦爆破事件

を記念して作られた研究所が出しているデータベー

スです。たとえばチェチェンで、いつどれくらいテロが

あったか、グラフをつくれと言うと、このホームページ

を見ると、国ごとに期間を区切って検索できます。

ただし、一件一件あたっていくとよくわからないとこ

ろもあって、９割は信用して10％は裏をとらないとわ
からないということがあります。

この間、イギリス本国は7件だけで、負傷者も死
傷者も出ていない。脅しのテロ。実際に爆弾を爆

発させたというわけではない。9.11テロ後7･7まで
事実上、テロがイギリスではなかった。スペインは

多くて死者が205人。このうち2004年の3･11、マド
リットのアトーチャ駅での同時テロで191人が死ん
でいますので、それがほとんどを占めています。フ

ランスは最近、テロが多い。イタリアの場合、アナー

キストとか、イスラム過激派に限らず、伝統的なテロ

リストがテロを起こしている。イギリスはほとんどな

かったということです。しかしこの間、ロンドンのモ

スクに出入りしていたRichard Reidという人が靴

に爆弾を仕掛けてボストンへ行く飛行機で、空中

で爆破しようとして、幸運にも乗客が阻止したとい

う事件が2001年12月にありました。イギリスの中で、
アルジェリア系の過激派ですが、猛毒のリシンを所

持していたグループ6人が2003月1月に逮捕されて
いる。その後の裁判で、これを使うつもりだったこ

とが明らかになっています。今年6月末、マンチェス
ターに住んでいた人がイラクの自爆テロに参加す

るために行っている。彼が住んでいたアパートが捜

索され、仲間が逮捕され、国際テロリズム、イラクに

行ってオペレーションしている連中も、イギリス国内

で逮捕されています。
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ある。テロ容疑者」と認定を下されたのが17人い
るわけです。ただ自発的に出国します。「イギリスか

ら出ます」という人たちには「はい、どうぞ」と国外

に出してくれる。欧州人権条約がありますが、テロ

容疑者とされた人が「欧州人権条約に照らし合わ

せて問題である」と裁判ざたになったわけです。欧

州人権条約21～23条に「すべての者は身体の自
由及び安全に対する権利を有する」。イギリス政府

はこれに批准しているわけです。例外事項として、

ここからは免脱を明示していたわけですが。2001
年の強力なテロ法は、2005年3月に切れる時限条
項だった。切れてしまったら折角手にした強力な武

器がなくなってしまう。だけど今までの「無期限拘束

は問題がある」ということで、その中から出てきた

「2005年テロリズム防止法」が3月11日に成立しま
す。成立するまで大変な議論があったわけですが、

裁判なしの無期限拘束に代わって、無期限拘束は

しないが、しかしテロ容疑者については実質的な

自宅軟禁、移動の制限、通信の制限、他者との接

触を規制する、禁じる実質的な自宅軟禁、投獄さ

れる代わりに自宅にいてもいいが、ほとんど日々の

活動を制限されるものができたわけです。

こういう状況の中で今年7月、2度のテロを受けた
わけで、さらにプラス、テロ規制をしていこうというこ

とになりました。7月と8月、クラーク内相とブレア自身
が「ゲームのルールは変わった」という有名な演説を

しましたが、昨日か一昨日に日本の新聞でも出てい

ましたが、反テロの新法案が下院に提出された。10
月12日（現在）、どうなるかまだわからないわけです
が、起訴や法廷での審理をしないままテロ容疑者を

拘束できる期間を3カ月とするとか、捜査当局に強
い権限を与えるとか、その他、テロ行為を煽動したり、

称賛する行為を禁止する。過激思想を普及する書

店への規制を強化する。アメリカでは図書館の閲覧

も捜査に利用しようとしている「愛国者法」絡みの話

が出てきます。そうなったら真先に私は逮捕されて

しまうわけで、過激な本をたくさん買い込んでいます

ので（笑）。テロ訓練の実施とか訓練キャンプへの

参加の非合法化が法案の中に盛り込まれています。

ただこの2カ月くらいずっと問題になっている、テ
ロ行為の煽動、称賛を禁止するのは難しい問題だ

と思うんです。モスクの指導者が一人、イギリスか

ら出国して入れないようになっていますが、特定の

テロをやれ、いつどこでテロをやれとけしかけるな

ら別ですが、一般的なテロを正当化することを人

前で言って人々を煽ること、直接ではなく間接煽動

のような、それも禁止するとなると、境目は難しいと

思われます。これもこれから議会での議論がどうな

るかということです。

ロンドンのテロを受けて、他の国の対応・反応を

見てみます。EUですが、私の見通しではヨーロッ

パでのテロ対策、個別の国とEUのテロ対策は、よ

り一層加速されるのではないかと思います。2004
年3月11日、マドリッドの列車テロによってEUの中

で「テロ資金やネットワーク、情報共有を含む措置

を進めていこう」となったわけですが、具体的にど

うやっていくか、難しい問題がある。スペインの事

件から1年以上たって、ロンドンでテロが起こり、マ
ドリッド以上の衝撃をヨーロッパで発した。テロは

起こる場所によって人々に与えるインパクトが違うと

思っているわけですが、人数からすると7･7で亡く
なったのは50何人、実行犯を含めて56人、その後、
エジプトのシャルムエルシェイクは80何人死んでい
るんですが、そっちのことを議論することはエジプト

以外の国では少ない。ロンドンに目が行ってしまう、

犠牲者の数が少なくても。これが起こったのでEU

のテロ対策は強化されていきます。

7･7のテロ事件の後、EUの閣僚理事会はEU内

外でイスラム関係者との対話の強化を含めた市民

の過激化を抑える戦略を、今年中にまとめることで

合意しています。シェンゲン協定は「EU域内の出入

国審査を廃止し、しかし域外との出入国審査を強

化する」と90年に協定が締結されたものです。この
改正が今、議論になっているようで、テロリストの移
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報が錯綜していると思いますが、関係はわからない。

模倣犯的ではないか。7･7は50人以上死にました
が、7･21は死者は0です。実行犯は全部生け捕り
で逮捕され、裁判が行われることになります。模倣

犯的なものではないかと思いますが、二度目という

ことで衝撃を受けたわけで、イギリス政府にとって

もテロを批判する人にとっては「政府は何をやって

いたんだ」となりますし、苦しい立場に追い込まれ

たということです。

イギリスのテロ法のことを簡単にポイントだけご

紹介申し上げます。イギリスは主要国の中でもテロ

に厳しい対策をとっていて、テロ対策は広いです

が、その中の一部は民主主義国家とは思えないよ

うな危ない措置もとってきていたわけであります。

振り返りますと90年代までのイギリスのテロ対策、
テロ法制は北アイルランドにおけるIRA絡みのテロ

を対象にしてやってきたわけです。ところが90年代
半ばからイスラム過激派を含めて国際テロが台頭

してきて、目に見える脅威になりつつあるので、北

アイルランドより、全般的なテロ対策の必要性が唱

えられてきたわけです。いろいろな委員会でテロ対

策の見直しをやってきました。「2000年テロリズム
法」ができるわけです｡IRAの問題だけでなく、イス

ラム過激派、国際テロ全廃の包括的な対策法とし

て「2000年テロ法」ができました。
テロリズムの定義。何とでもとれるような広い定

義がありまして、「政治的、宗教的、あるいはイデオ

ロギー的な目的を達成するために政府に影響を与

える、あるいは公衆に脅威を与えることを意図して

以下の行為をなし、または脅迫を行うこと。身体に

対する重大な暴力、財産に対する重大な暴力、本

人以外の人命に危険を及ぼす。公衆の衛生（バイ

オテロですが）または重大な危険を引き起こす電

子システム（これはサイバーテロのようなもの）を考

慮に入れて」と、本当に定義と言えるかわかりませ

んが、definitionとして包括的な定義をしています。

政治と宗教とイデオローは重なるところがあると思

いますが、全部網をかける、曖昧なところがいいと

ころであります。ここまで曖昧にしておくと、どんなも

のが出てきても引っかかるということなんです。

さらに禁止団体を指定して、それまでアイルラン

ド絡みで14団体､IRAは単一の組織ではなく、北

アイルランド絡みで14の禁止団体を指定していまし
たが、2000年テロ法によってプラス10いくつ、それ
にアル・カーイダ本体は入っていますね。国際テロ

組織も含めて20いくつを禁止団体として指定する。
捜査権の強化を定めています。

2000年にテロ法をつくったんですが、2001年に

9･11のテロがありまして、2000年テロ法だけではだ
めじゃないか、不足するのではないかとなりました。

それで当時、テロの対策で議論になったのは、ロ

ンドンにイスラム・コミュニティの巨大なものがあっ

て、そこですべて自己完結できる生活になっている。

寛容な難民、移民政策と相まってどんどん過激派

が吸い寄せられてくる。これをそのままにしておくと

まずいのではないかという議論が9･11前後からあ
って、包括的な2000年テロ法では足りない部分か
あるということで、2001年にもう1回、テロ法をつく
るわけです。

そこの目玉、最も問題になったのは「外国籍のテ

ロ容疑者を裁判なしに無期限で拘束できる」とい

う規定を設けたことです。本国に送還できない。

本国に送還すると、そこで拷問を受けたり、死刑に

なるのは目に見えてわかっている。だったらイギリス

国内に止めておいた方が人道的だと。本国に送還

できないのはそういう意味です。訴追ができないと

いうのは、テロ容疑で起訴できるが、起訴すると裁

判でインテリジェンスの証拠を出さないといけない。

それを出すとインテリジェンス活動に障害があるの

で訴追がしにくい。裁判にもかけにくい。本国にも

送還しにくいという人たち、そういうテロ容疑者た

ちを裁判なしで無期限拘束するという、強烈なテロ

法です。こういうものが「2001年テロ法」で制定さ
れています。これに基づいて「お前はテロリストで
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いて、材料としては面白いと思います。

今のイラクの状況ですが、対テロ戦争の

Central Front、中心的な前線になっている。イラ

クが対テロ戦争の中心であることは、戦争が終わ

った直後の2003年5月1日に終わってその後の9月
に演説をしている。「今やイラクが対テロ戦争の

Central Frontだ」と言いはじめたわけです、それ

を受けて今回の演説でもCentral Frontだと。だ

からイラクからは絶対に退けない。「イスラム・ファシ

ズム」と言って「彼らが目指すのはトータリタリアン・

エンパイヤーメントだ」と言って、しかしやや冷静に

見ると、イスラム過激派は三つのタイプがある。一

つは「アル・カーイダ本体」、もう一つとは「アル・カ

ーイダと連携した、個人的に関係を持っている地

域の過激派」、ジェマ・イスラミア等。3番目は「直接

アル・カーイダと関係しないローカルのもの」と分け

て、三つ全部戦っていかないといけないと言って

います。しかし優先順位は見当たらないです。ここ

数年くらいのアメリカの対テロ戦略を見ていくと、最

初は「アル・カーイダ」を明確に言うわけですが、し

かしアル・カーイダ本体は機能不全になっていて

「イスラム過激派と戦う」と言っても、地域で言うとイ

ラクになりますが、全体的には曖昧になりつつある。

そこでは五つの戦略をうたっていて、一つは「予

防」。4年間で重大な未然防止を10件、我々はやっ
ている。二つ目が「大量破壊兵器ＷＭＢの拡散」。

これを防ぐ。三つ目が「国家支援テロを削減してい

く」。イランとシリアの問題で、他は大した問題では

なくなりつつある。4番目が演説の中で多くを割いて
いますが「テロの温床になるような国を防止する」。

そこでイラクとアフガニスタンの話が延 と々出てきて、

いかに重要かと。最後の5番目が「テロ組織に若者
が吸い寄せられていく。そのリクルートをどうやって

阻止するか」。リクルート阻止が長期的な課題になり

ます。この五つの戦略要素としてあげているという

演説を10月6日に出しております。目新しいところは
そうはないんですが、2003年2月に一度、包括的な

対テロ戦略を出しています。そこでは優先順位が書

かれていたのが、それがなくて、大統領演説ですか

ら「イスラム・ファシズム」とか、国内向けのリップサー

ビスがありますが、テロとの取り組みを包括的にや

ってはいますが、ちょっと曖昧になって焦点がぼや

けてきているかなという印象を持っています。

今後の問題提起をしておきたいと思います。テロ

の件数は2004年、米国務省の発表では全世界で

651件あった。生物兵器や化学兵器絡みのテロも
計画されているということが、いくつの地域で、チェ

チェンとかで明るみに出ている。そういう意味で過

激化していくだろう。そのことと、イラクでの今の状況、

パレスチナ紛争、チェチェン、カシミール紛争では明

確にテログループのようなものが活動している。それ

を利用している関係ですが、アラビア語のインターネ

ットを見てないのでわかりませんが、おそらく新しく

過激派に入る人たちはインターネットで、こういう紛争

を繰り返し見て、鼓舞されているところがあって、ア

ル・カーイダ本体とカシミール紛争は何の関係もな

いんですが、関係なくても、受け取る側が新たな予

備軍の人たちにとっては、印象として「関係ある」と

思う、インターネットの宣伝、映像が想像を絶するくら

い大量に流れている。裏を返すと「貧困は関係な

い」ということで、貧困だったらパソコンは持ってない、

インターネットカフェに行けない。貧困の問題は関係

ないんですが、紛争の解決というのは、おそらくテロ

の趨勢と関係がなくはない。実際に利用されている

ものですから、紛争解決のためには、こういう情報

の影響は重要性があると言えるかと思います。

2番目に人口動態。いろいろなところで指摘され
ていますが、ロンドンのＩＩＳＳの『サバイバル』という

雑誌の中に、スペインの外務省の人がエッセイを書

いていて「ヨーロッパにおけるジハード」というタイトル

です[2005年秋号]。「スペインの隣にモロッコがある。

イギリスは隣に過激な国はないじゃないか。イギリス

でテロが起こって騒ぐことはない。スペインの方がも

っと深刻だ」と書いてあって、ヨーロッパの今後、
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動をどうやって掴むか。EU域内で入国審査は廃

止されていますので、そういうところで生まれ育っ

たテロリストは一杯いる。彼らの移動をどう止めて

いくか。一つ大きな課題になっていると思います。

フランスはイギリスのテロに対して衝撃を受けて

いて、ヴィジピラート作戦、テロの予防策、警戒計画

で四つの色に区分されて、警戒状態を、黄色、オ

レンジ、赤、真紅とレベルに合わせて警戒水準を

上げていく作戦を徹底的に展開する。それに加え

て新しいテロ法をつくっていく動きがフランスでは

見られます。ヨーロッパの中でも多くのテロがフラン

スで発生していますので。

ロシアと中国はどうか。中国の国家首席は7･7の
テロがあった時、グレンイーグルス・サミットにいました。

中国は国家首席も温首相もテロを厳しく非難して、

「テロはどんな理由があっても許さない。一般市民が

犠牲になっている」と。メディアも、7･7のテロ事件に
対して中国の首脳たちの言葉をそのまま受けた論

調に立って紹介しています。テロを強烈に非難する

のですが、「アメリカの単独主義、一方主義的な行

動が国連を軽視しているところに今回のロンドンの

テロがつながっている」という理由の方を、同時に強

調する論調が中国政府や、それを受けた報道で色

濃く現れています。過激派対策としてはいいのでは

ないか。中国ほど反イスラムの国はないように思うん

ですが、そういう言い方をすると、過激派から「俺た

ちのことをわかってくれるんじゃないか」と思われる

ところは、なかなかいいと。インドネシア専門家のあ

る先生が、たびたびインドネシアに行き、過激派にイ

ンタビューしています。面談して過激派の人から「な

ぜ日本はアメリカと一緒にやっているんだ。イラクの

侵略戦争に加担しているのか？」と言われると、その

先生は「あなたは知っているか、日本には米軍基地

がたくさんある。日本はアメリカに占領されている国

なんだ。だから我々は意思がないんだ。そういうこと

をわかってくれ」と言うと、過激派の人たちは「ああ

そうか、日本もしょうがないな」と同情してくれると。こ

れはすばらしい民間外交をやっているなと（笑）。「ア

メリカと日本は、日米安保で国益を一緒にしている」

と言うと、返してくれるかどうかわかりませんから、

「『日本はアメリカの属国で占領されている』と言うと、

同情されてテロの防止に役立っている」とご本人が

言っておりました。「過激派と接触する時は、細心の

注意で、言葉を選んでいる」と言っておりました。

ロシアはまたちょっと違って、7･7の時はＧ８サミッ
トでプーチン氏もいたわけです。メディアに対しても、

7･7のテロを厳しく非難する。中国もロシアも「テロは
絶対に許せない」と言うわけですが、ロシアは、チェ

チェン絡みで、自分の国のテロ対策に弾みをつけた

いところがある。そういう思惑でやっている。ベスラ

ンの人質救出作戦で失敗して何百人も死んだ。西

側からの非難を避けたいという思惑があって、テロ

事件の後、アメリカを批判するような言動は、中国に

比べるとなりを潜めているわけです。

アメリカのテロ戦略ですが、非常に面白いことを

ブッシュ大統領が言い始めていて、2005年10月6日
に、今までの対テロ戦争の戦略を練り押した長文

の演説をしております。最初に敵の描写をするんで

すが、すごい言葉を言っていて、「イスラム・ファシズ

ム」とかいうのが敵であって、イスラム教と全く違う

イデオロギーなんだと。「イスラム・ファシズム」につい

ては『インターナショナル・ヘラルド・トリビューン』の

論説の中で、ファシズムとイスラム過激派のつながり

を書いたものがありましたが、大統領がこういうふう

に言う。「イスラム・ファシズムの人たちが目指すもの

は何か。トータリタリアン・エンパイア、全体主義的

帝国である」と言っているわけです。今般のイスラ

ム過激派との戦いをブッシュ大統領は冷戦時代の

共産主義とのアナロジーでとらえている。「共産主義

のイデオロギーとイスラム過激派、イスラム・ファシズ

ムのイデオロギーは似ている」と言っているわけで

す。イスラム・ファシズムとイスラム過激派は「前衛

（バァンガード）」という言葉を使っています。ブッシュ

政権というよりもアメリカの政治文化が反映されて
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で、ぼろぼろ砂は落ちてしまうということです。組織

以下、グループ以下の個人の寄せ集めという砂漠

の砂のような相手に、今、テロ対策をしていかなけ

ればいけないので、ますます個人の人権、自由、基

本的な人権が侵されるのであろうと。それに対して

危機感があって、さまざまなテロ法制をつくる時、非

常に熾烈な議論が行われている。

それは日本の状況とは全く違う。先般あるところ

である人たちと議論したら「テロリストは日本に入っ

てもいいんだ。今のような日本のテロ対策は自由と

民主主義をなくす」と言っていますけど、日本での

実際のテロ対策の議論と、欧米で行われているテ

ロ対策の議論は、全然レベルが違って、欧米のテ

ロ対策の議論は自由と民主主義を賭けた議論を

やっていて緊張感がある。日本はそういうレベルに

は達していないということです。

組織化されていないので、ある時は、こういうグ

ループを標榜しても、ある時は別の人たちと一緒に

なるという形で「形状不定」の状況です。テロ組織

というとピラミッド型のような上意下達のような、上

から指令が下りて、自分がそのメンバーに入ってい

るかどうかよくわかっているという状況から、旧ア

ル・カーイダ本体のように、ビン・ラーディンがいて、

その下にザワヒリがいて、軍事委員会、財政委員

会とか、旧アル・カーイダ本体のように上が組織化

されている状況から、ネットワーク化されているもの

へ。中心も何もない。しかも組織として動いている

わけでもない。だけど一つの求心力のあるイデオロ

ギーを共有している。こういう個人、小グループが

相手なのに、組織を規制していこうという、今のテ

ロ対策はどうしても限界があるのではないかと思わ

れます。
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「2015年までにムスリムの人口は今より倍増してい
く。2050年までには全ヨーロッパにおいてムスリムの
人口が20％に達する」と書かれていて、そのことが
何を意味するか。今以上にNational Securityで

はなく、ソシエイタル・セキュリティ、社会の安全保障、

それぞれの国の中で鋭く文化、習慣が対立してい

って、その自分たちのコミュニティ、ソサエティのアイデ

ンティティを守っていくような闘い、そういう意味での

安 全 保 障 が「 今 、National Security、

International Securityに代わって社会の安全保

障がヨーロッパではメインになっていくのではない

か」と、この人が言っています。人口動態は重要な

ことだと思います。イギリスはムスリムの人口が160
～180万人、フランス、ドイツでは400～500万人で
さらに多い。日本では早稲田大学の桜井啓子さん

が新書に書かれていましたが、2000年段階で日本
におけるムスリムは10万人いっているか、いっていな
いくらい。桁違いで、イギリスは大規模なコミュニティ

があって、そこで自己完結する。日本の場合はモス

クもありますが、1カ所に固まって住んでいるわけで
はない。全国に散らばっていますし。そういう意味で

はロンドンでテロが起こる、マドリッドでテロが起こる

とすぐ「東京のどこが危ない」とかマスコミが言って

いますが、小規模なのはともかく、大規模テロをやる

にはプラットホームが必要なので、客観的な情勢か

ら言うと、日本国内での大規模なテロはあまり考え

にくいのかなと思います。ただ海外では日本の大使

館、学校ではわかりませんが。

対テロ対策、各国の総論、各論では一致してい

る。総論では国連での「テロの廃絶決議」は90年
代からあります。各論は地域機構でテロ対策の首

脳会談、閣僚級会談、専門家会談があって、いくつ

か合意事項が出てきます。国境を強化する、出入

国管理を強化する。そういうことは全部各国とも一

致している。問題は実行していく段階で、かなりばら

ばらな状況があるわけです。たとえば「核テロ防止

条約」を含めて13、国際テロ関連条約があります。

「国際テロ関連条約」というのは国連が何度も要請

しているように「すべての国が早期に批准するように」

と言われていますが、実際には日本とか韓国はす

べて締約していますが、13のうち一つか二つしか署
名していないという国が多々あって、実行が全然ば

らばら。テロと戦うのはロシアも中国も含めて皆、一

致しているわけですが、中央アジアのウズベキスタン

のように、アメリカとの対立が顕在化しつつある。テ

ロとの戦いでは一致しているわけですが、ウズベキ

スタンのような独裁的な政権を続けていて、アンディ

ジャンで５月のような市民への弾圧があると、これを

テロとの戦いだからといって民主主義国家が一緒

になってやっていくのは難しい状況です。しかも中

央アジアの場合、ロシアは、アメリカが入ってくるのを

嫌がるので「テロの戦いで一緒に」ということが、総

論や各論では一致していても、実際には別の要因

で、対立はどんどん顕在化している状況であります。

最後に1点だけ。各国のイギリスを含めて、アメリ
カもフランスもドイツも、各国のテロ対策の中心は組

織を見ていくということ、テロ組織を中心にして見て

いく、監視していく、組織のメンバーの活動を規制し

ていくことが中心ですが、ロンドンのテロの場合もA

というテロ組織、Bというテロ組織に実行犯が所属

しているというわけではない。同じモスクに出入りし

ていたり、インターネットのサイトにアクセスして、同じ

イデオロギー、考え方を身につけていく。グループで

あることは確かです。グループでないと、同時テロは

できない。背後にロジを担当している人はいるので

すが、グループなんだけど、グループというのは必ず

しもアル・カーイダとか、ウズベキスタン、イスラム運動

ではなく、組織までいっていないようなグループで、

中心がないと思います。誰かが指揮をとっているわ

けではない。ただ考え方が一致して怒りを表してい

る人たちがいる。でも、ああいうテロを起こせる。こ

ういう状況を「砂丘の砂」と私は考えておりまして、

砂丘にいくら手をつっこんで「ここまでアル・カーイダ

です」とやっても、そんなものは蜃気楼みたいなもの
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５）EU、フランス、ドイツ、ロシア、中国のロンドン・テロ事件への反応
シェンゲン協定改正（EU）、ヴィジピラート作戦（仏）・・・

６）アメリカのテロ戦略
2005年10月6日大統領演説

７）ローカルだがグローバルに鼓舞されたテロと国際安全保障
○イラク、パレスチナ、チェチェン、カシミール紛争とテロ盛衰の連関
○人口動態（欧州におけるムスリム）の及ぼす影響
○対テロ総論・各論一致、各国で実行バラバラ、対立顕在
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「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会（同志社大学）

2005.10.15

ロンドン同時テロと欧米テロ対策の展開―国際安全保障の視点から

防衛大学校　宮坂直史

１）2001．9.11テロ～2005．7.7までの間
イギリス本土（除・北アイルランド）でのテロによる死傷者数はゼロ（7件）
ただしこの間、Richard Reid（靴爆弾）、リシン所持グループの逮捕、
マンチェスターでイラクでの自爆テロリスト仲間逮捕など国際テロ絡みアリ。
⇔他方、IRAの武装闘争は行き詰まり（後に武装解除）
＊マドリード3.11、 オランダTheo van Gogh殺害

２）7・7テロ事件
4人の実行犯（パキスタン系＋ジャマイカ系）全員爆死
アルカイダ本体との関係？ ザワヒリ、8月5日、9月1日のビデオ映像

３）7・21テロ事件
4人の実行犯（東アフリカ系）全員逮捕

４）イギリスのテロ法の推移について
○1990年代までのテロ法　北アイルランドにおけるテロが対象
○1990年代半ばから国際テロ、より全般的なテロ対策の必要性が唱えられる。
○「2000年テロリズム法」（2000年7月20日成立、2001年2月19日施行）
包括的なテロリズムの定義
禁止団体の指定、捜査権限強化など
○「2001年反テロリズム、犯罪および安全保障法」（2001年12月14日成立）
とくに移民・難民の保護制度を悪用するテロリストへの対応
訴追困難で本国送還できない外国籍テロリスト容疑者を裁判なしに無期限拘束
↓ （2005年3月14日に失効するので、急いで新法）

○「2005年テロリズム防止法」（2005年3月11日成立）
国籍問わずテロ容疑者には、移動、通信、他者との接触を禁じる実質的な自宅軟禁
○2005年8月24日 クラーク内相　外国籍人物の送還、入国禁止の基準
特定思想を広げる目的でテロを扇動、正当化、称賛する行為、他人をテロ行為に誘発する
こと、コミュニティ間の暴力につながるような憎悪を助長する行為など。



自由民主主義の失敗――
イスラーム解放党の非合法化を中心に

るわけですね。ですからそれほど根源的な批判で

はないんですが、せいぜい西欧に届くのはここまで

であって、その奥の部分は全く見えない、伝えようが

ないので、私はほとんど諦めているのですが、「諦め

ずに話せ」と森先生から言われているので、仕方な

く話をするわけです。

今日は「自由民主主義の失敗」ということで話をさ

せてもらいますが、この意味は二つあります。一つは

「そもそも自由民主主義という概念構成自身が失敗

している。概念構成ができないので、もともと矛盾し

ているので批判しようがない」というのが私の立場

です。その部分と「自由民主主義が、曖昧に西欧で

言われている意味にとって、それ自体が失敗してい

る」という二つの意味が、この題名に込められてい

ます。全体の話がかみ合わないところがあると思い

ますが、それは二つの違ったレベルの話が入ってい

るからであります。

英文はどちらもHizb ut-Tahrirという解放党の

人々のホームページからとったものです。自由民主主

義の失敗の方、西欧で言われている自由民主主義

が失敗していることの意味を示していると思います。

これは8月5日、ブレアが「解放党を非合法化する」と
言ったことへの反論です。解放党については後で詳

しく説明しますが、パレスチナで生まれた運動で、私

自身はこれが、今、イスラーム世界の中で唯一のイン

ターナショナルなイスラーム組織であると考えています。

宮坂さんが「テロリストの運動は組織として見ると見え

てこない」と言われましたが、西欧の方でも、それが

やっと合意事項になりつつあると思います。テロリスト

だけではない、イスラーム自体がそういうものです。中

心がない。その中で組織として存在しているイスラー

ム解放党はちゃんとした組織です。世界的な組織で

す。イスラーム世界の中でイスラームは世界的なネット

ワークを持っていますが、組織として言えるものはほと

んどない。これが唯一、イスラームの国際的な組織と

呼べるものです。それが非合法化されたわけで、そ

れに対する非難の声明を出しています。イスラーム解

放党は創立50年たっていますが、「イスラーム解放党
は平和路線でやってきた。イギリスの中でも平和路

線でやってきた。ただし戦争を否定するというわけで

はない。実際に自分たちは平和な路線でやってきた。

その自由な発言を禁じるのはイギリス自由主義、言

論の自由を守ることができなかった。それを守ると敗

北する、守りきることができなかったということである」

と。要をえた結論になっていると思います。

2番目は、その分析、それに対するアンチテーゼで
「西欧で言われている自由はその時の政権の恣意

的なものであって、整合性がない。それに比べてイス

ラームは神の言葉に基づいているから千年たっても

変わらない」と。その是非はおいておいて、2番目のと
ころに「どの社会も自分たちが定義するのは自由であ

ると思っている。イギリスであっても、サダム・フセイン下

のイラクであっても、どこでも同じで自由はあって、そ

れは程度の違いでしかない」ということです。

「西欧の政治学の概念の不毛性」。政治学と言っ

ても広い。先頃、ゲーム理論でノーベル賞をとった人

がいますが、そのような抽象度の高いものが含まれ

ているものではなく、私が扱うのは政治学と言っても

思想に近い、政治の理念を扱うような、それでいてリ

アル・ポリティックスにかかわる部分を、主に念頭にお

いています。それはアリストテレス以来の西欧政治学

の伝統の中核にある部分でもあります。現代の政治

学は「党派的で、イデオロギッシュで、情緒的で使い

物にならない」ということがあります。解放党が言うよ

うに「恣意的であって話にならない」ということでもあ

るのですが、批判の価値もないので批判しない。イ

スラーム世界の圧倒的多数のイスラーム学者は「批判

もしないで、単に無視をしている」。批判しているのは

ごく少数の欧化知識人のみです。批判している人た

ちの中で「デモクラシーを入れないといけない」という

方も、どちらも欧化知識人のみです。批判に整合性

がないというのは、その批判は当たってないと思うの

が多いのですが、それは批判する方が悪いというよ

り「批判される対象の側が整合性がないので、批判
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今日は「自由民主主義の失敗」と大きな題を掲げ

ました。イギリスの7･7事件にも関係するイスラーム解
放党の非合法化という個別の話もいたしますが、全

体の枠組みの話をしたいと思います。

私はイスラーム地域研究もやっていますが、本職

は古典学者と思っています。クルアーンの中の「猿と

豚の変身」を引用しております。「『また、おまえたちは、

おまえたちの中で安息日を破った者を確かに知って

いた。そこで、われらは彼らに言った。「卑しいもの

になって追い払われよ」（2:65）』。これはクルアーン
の文句です。注釈で『安息日を破った』というのはど

ういうことか。彼らに禁じていた漁によって。彼らは

アイラの住民であった。『確かに知っていた』は「確か

に（ラ・カド）』、『卑しい人』は名誉から遠ざけられた

ことを意味する。『猿になって』、3日後に死んだ。」こ
れは中世の16世紀の注釈書ですが、こういうのが
私の本職です。

その意味において本来、民主主義とか西欧的な

概念を一切使わないで仕事をしています。私自身、

分析する時には使いません。政治論でも哲学でも

そうです。イスラームはギリシャの哲学を入れており

ますので、我々の考える西欧的な概念は結構入っ

ています。哲学、神学は日本人よりギリシャ的な哲

学に馴染みのある人たちですので、そういう概念は

入っていますが、アリストテレス、プラトンはイスラーム

社会にも翻訳されていますが、その中にも民主主義

の概念は入っていません。ソフィスト、フィロソフィもそ

のままギリシャ語がアラビア語にされて入っています

が、民主主義の言葉、概念は入っていません。

我々に馴染みの西欧の概念が入っていないわけで

はないですが、自由も民主主義という概念も一切あ

りません。テロという概念もないところで、私は仕事

をしています。私自身、日本語で書いたものも中世

の文献を扱う場合も、政治においても、分析概念と

してそういう概念を扱いません。これはイスラーム世

界でイスラーム学者と言われている人の圧倒的多数

の立場というか、実際にやっていることなんです。

我々が西欧で目にする『イスラーム・デモクラシー』と

いう本は英語でも出ています。イスラームはデモクラ

シーではないんだ、という本も出ています。しかし両

方ともイスラーム世界のイスラーム学者の間では圧倒

的少数派です。圧倒的多数は、単に無視している。

それは使い物にならないからです。これがイスラーム

世界におけるイスラーム学者のデクモラシー、自由に

対する態度です。イスラーム学者が選挙をやるのは、

イスラーム世界に行って「大統領が独裁政権を続け

ているから、それよりはまだ選挙をやった方がいい。

デモクラシーをやった方がいい」という意味で使うこ

とはありますが、学問の世界で、そういう概念を使う

ことは一切ありません。

西欧の世界に入っていくとデモクラシーに反対す

るもの、自由に反対するものがイスラーム世界におけ

るデモクラシーに反対だと思うかもしれないですが、

そうじゃないんですね。根源的な反対は「一切相手

にしない」ことなんです。私自身も本来、そうしたい

んですが、残念ながらそれでは済まないということで、

批判する立場で話をしているわけですが、実は批判

する立場は、土台のところで西欧の議論に乗ってい
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おくと、いつまでもそのままやっているわけです。暴

力を殲滅するか、放置するか、この二つしかありませ

ん。ですから平和主義はナンセンスです、そんなもの

はないわけです。放置するか、暴力を暴力的に殲

滅するか。この二つしかありません。「暴力を容認す

る」、「暴力を否定する」といった言葉自体、意味

がありません。こういう言葉を使う人を私は学者とは

認めないということです。

「自由」も同じことであって「各社会はそれぞれに

義務と禁止の体系を有し、規定できずに残った領

域」が自由と呼ばれるだけです。それ以上の意味は

何もありません。言論の自由、著作権とか医療広告

を見ればわかる通り、絶対的な自由はありえないわ

けです。何が真実であるか、何が正義でないのかと

いうのは各社会によって違うので「真実に反するも

の」「正義に反するもの」という自由は基本的に認め

ないわけです。ただその範囲が違うということだけ

の話になるわけです。「自由の幻想」は現代の病理

のもとにあると思いますが、物理学には自由の存在

の余地はありません。物理の中には人間であっても

単に物理の法則にしたがって動いているわけです。

自由が入ってくる要素はありません。生理学もそうで

す。脳生理学の引用でも「自由意志はない」という

のはほぼ証明されています。形而学的にそういうも

のはないわけで、自由を絶対視、神聖視する言論

は慎むべきであると私は思っております。自由は「神

から与えられた特殊なもの、神聖なもの」として、現

実にある法的な自由のイデオロギー的根拠として、

西欧ではよく言われるわけですが、そんなものはな

い。イスラーム的に見ても、それはすべて「神によっ

てつくられたもの」であって、それから離れた自由は

ないわけです。

「民主主義」。今までも何度も民主主義というのは

ないのだと主張してきましたが、今日はまとまった形で

定義をしてみました。「共存を強制された集合体にお

いて」、生まれながらそこから離れない、離れられない。

民主主義なんていらないわけです。意見が分かれた

時、すぐ別れることがでくるなら民主主義はいらない

わけです。意見が分かれた時、それでも一緒にやっ

ていく時に初めて民主主義が必要になってくるわけ

です。共存と強制の度合いはそれぞれの集合によ

って違うわけです。「構成単位の全体に係わる問題

が」、構成単位の全体にかかわらないものは、どうで

もいいわけです。「構成単位の多数の意志によって

決定される意思決定システム」というものが民主主義

と言えると思います。テロの話も自由の話もそうです

が、言葉の定義はどう定義してもいいと言えばいいわ

けですが、しか言葉を使っている以上、もともと語源

があるものに関しては語源の意味から大きく外れては

いけないというのが、言葉を使う以上、最低のルール

だと思います。何という名前をつけてもいいですが、

黒猫という名前を猫につけるのはいいが、犬につけ

るのは反則ですよね。白い猫に黒猫とつけるのはい

けない。最低限守ってもらわないと言葉の記述がで

きませんので、その意味で「民主主義」というのはも

ともとデモクラシーですから、最低限の意味をとって

内部的に一貫した定義をしようとすると、上記の定義

が、今の人間の生理的、社会的な条件を考えた時、

一番いいと思います。これが民主主義の定義だと私

は思っています。この定義は、10人くらいのコミュニ
ティから理論的には国家レベルまで使えるわけです

が、実際にはこういうことができるのは数が少ないとこ

ろでしか、できません。

民主主義と自由の相関は「意志決定過程」という

限定された場における構成単位の「自由な意志表

明」の保証のみ、言葉の定義、必要限、論理的に

最低限必要なところで「構成単位の多数の意志に

よって、多数が決める」というのが民主主義の言葉

の意味の本質ですから、決める時に意志がないと

決められませんから、この部分で「多数の人間が自

分の意志と言えるものを持っている。多数の人間が

一人の人間が強制したものではなく、それに従うの

ではなく、自分の意志を一人ひとり自由に意識を表

明したものの多数によって決まる」。それが民主主
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のしようがない」ということがあるのですが、学者／研

究者の使命は「リアルな世界を身も蓋もなく論理的に

語ることである」と私は考えています。整合性、一貫

性を研究者、言論にかかわる人間は最低限守る、そ

れしかないと思うのです。公理はもともと証明のしよ

うのないものですから、公理は「そういうしかない」と

いうものであって、その後で矛盾がないこと。どんな

言論にかかわる人間でも、矛盾すると何でも言えてし

まいますから、最低限論理的に無矛盾に語ることが

研究者に課せられていることだと思います。その対極

にある例として「テロと戦争」という文章を山内昌之さ

んが朝日新聞に載せています。

「無差別テロという忌まわしい21世紀の政治表現
スタイルは、失業や貧困の解消さらに知識社会の構

築によって消え去るものなのだろうか。そうとも言え

ない点に問題の深刻さがある。何よりもそれらはイ

ラクやパレスチナという中東の「前線」だけでなく、紛

争の「後方」にある欧米にも出現しているのが特徴

である。・・いまの状況ならサルトルやサイードが仮に

現地のテロに賛成するか曖昧な態度をとったとして

も、パリやニューヨークの無差別テロが犠牲者となる

皮肉な可能性から免れてないだろう。

欧米でテロをする者について、植民地支配のトラ

ウマや欧米社会の「差別と偏見」に基本要因を求

める知識人も多い。欧米で成功したアジア系の学

者にはテロの加害者責任を無視しがちなものもいる

が、・・具体的目標のないテロのためのテロは国際

世論を斟酌しようとしない。日本人にとっても「天を

射る」（『史記』）おぞましいテロとの対峙をこれからも

しばらなくは覚悟しなくてはならない」。

ここで何が論理性と違うのかと言うと、情緒的に

「忌まわしい」「おぞましい」という言葉をテロについ

て語ること自体もデマゴーグだという気がしますが、

今まではテロを擁護しようが、擁護しまいが、自分た

ちに関係なかった。イラクやパレスチナで殺されて

いる人たちは、国によって殺されているわけですが、

その人たちは自分たちに関係がないわけです。そち

らの方はどうでもいいわけです。ところが殺している

立場、イスラエルやアメリカ（我 と々同じ立場ですが）、

そちらには今までは被害が及ばなかった。ただ議論

していればよかったのですが、今はその被害が及

ぶようになった。これは大変だという、単にそれだけ

の話ですが、それを「テロはおぞましい」と語ってい

るわけで、問題は「テロの加害者責任を植民地支

配のトラウマや欧米社会の差別と偏見に基本要因

を求める知識人」、サイードなどのことですが、彼らが、

欧米で成功したアジア系の知識人がパレスチナ問

題などに対して反対すると、「彼らはテロの加害者責

任がある」ということで議論しているわけです。何の

加害者責任か、わからないのですが。

それでは我々はどうなのか。よくテロリストと言わ

れる人が言うことですが、「民主主義の社会は国民

全員が主権者なんだから、その国のやっていること

は国民全員が責任を持つ」ということです。イラクに

おいてイラク人を殺しているアメリカの軍隊のやって

いることに対して、アメリカ人が責任をもつことはあた

りまえのことです。加害者責任があるわけです。そ

のことについては一切言わず、本当のテロの加害

者責任について言わない。アジア系の学者、サイー

ドには、別にビン・ラーディンでもいいのですが、何

の責任もないわけです。選挙で選んだわけでもあり

ません。こういうことを平気で言っているということで、

山内という人を心の底から軽蔑しているのですが。

こういうのは学者のやるべきことと対極にあるという

ことで、我々は「身も蓋もなく論理整合的に事実を

語ればいいのだ」と思っているわけです。

西欧の概念、「平和主義」も「イスラームは暴力の

宗教である」と言うわけですが、果たして暴力の宗

教でないもの、平和主義で意味があるものがあるの

か。「平和主義の不可能性」。暴力に対して、神でな

いものにとっては、暴力的に殲滅するか、あるいは

暴力を放置するか、この二つしかありません。三つ

目の選択肢はないわけです。暴力は暴力によって

殲滅する。もう一つは「暴力はいけないよ」とほって
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くしてしまう」。デュルケームは特殊な社会観を持って

いる人ですので、私が今、使っている文脈とは違う

のですが、テロというのはもちろん、治安関係者が

テロをなくすために努力をするのはいいが、研究者

は理想論に与せず「ある程度、テロがあるのは仕方

がない。それをなくそうとしてしまうとおかしくなる」と

いう、まさにアメリカやイギリスのテロ対策法がやって

いることは、それをあまりやってしまうと社会が崩れ

るという学問的な裏付けでもあります。治安対策者

ではなく、研究者はそういう視点から見ていかない

といけないと思います。

私のテロも定義は簡単で「暴力の行使の威嚇に

よって正しい（行為者の準拠する価値・規範体系に

照らして）目的の達成を目指す行為」です。そこにそ

もそも政治とかは何か、宗教とは何かという問題が

出てきますが、そういうのは入れる必要はないと思

います。正しければいいわけです。「目的の達成を目

指す行為。目的は手段を正当化する」というのがテ

ロの大原則です。正しい目的を達成する。しかし本

来、「暴力の行使は正しくない」というのが基本的に

はテロリストにもあるわけです。だが「正当な目的を

達成するためであれば、暴力の行為は容認される」

というのがテロの本質です。戦いというのは負けな

いことが最優先されます。自分たちが負けても、ル

ールを守るということはまずないですね。ほとんど期

待すべきではないと思います。例外的にそういう信

念の人たちがいるかもしれませんが、そういう例外は

社会科学者は社会科学では期待すべきではないと

思います。テロは「目的は手段を正当化する。少な

くとも負けないために行使する」という意味からすれ

ば、テロはなくならないと思います。

では「何が、テロでないか」。宮坂さんが上げられ

たテロの定義との一番の違いは「国家」が入らない

ことです。定義上、国家がテロを起こすことはありえ

ないとなっています。独占的に「国家が正しいことを

決められる」という前提があるので、ここでは国家が

入ってこない。これでは客観的な定義にならない。

国家は国家システムの中では総合的に認められて

いるわけですが、すべての人間が認めているわけ

ではありませんので、正しさの基準を国家が独占す

るとしてしまうのは学問的に中立の立場にならない

わけで、それを中立的にしようと思うと「正しいかど

うかは本人たちが決める」ことにしておかないといけ

ないわけです。

では「何がテロではないのか」を考えた方がはっ

きりわかるわけです。８月にあった大阪での「自殺サ

イト連続殺人事件」。自殺をする人間の首を締めて

殺す。これはテロではないわけです。暴力が目的、

殺すことが目的だった。殺すのが楽しい。この人は

テロリストではないわけです。「愉快犯」、事件が引き

起こす恐怖自体が目的である。皆が騒ぐのが面白

い。ここれも違うわけです。「暴力団の恐喝」も目的

が正しくない、正しいと思ってやったわけではない。

単にお金がほしくてやっている。「独裁者の暗殺」。

桜田門外の変とかはテロに近いんですが、テロでは

ない。私の定義だとテロにならない。独裁者を殺す

こと自体が目的で、井伊直弼を殺せばその政策は

終わるので、それでいいわけです。これはテロとは

ちょっと違うと思っています。テロの言葉の語源は

「恐怖」ですから、恐怖を起こさせる。ただの暴力は

暴力であって、テロにはならないと思います。

テロ組織は軍とか警察が典型で、これがテロ組

織です。武装解除をしてしまえばテロは起きません。

軍でも警察でもそうです。アメリカのテロもアメリカ軍

をなくしてしまえばテロはなくなるわけです。簡単な

話です。

次は「テロによらないで目標達成を可能にする」。

テロとはあくまでも目標達成のためにやるわけです

から、暴力によらずに目標が達成できればテロはお

さまります。なくなります。テロによらないで目標達成

を可能にする。これには二つの選択肢があります。

最近出た本でバーナード・ルイスの『聖戦と聖なら

ざるテロリズム』があります。バーナード・ルイスはイスラ

ームの歴史の専門家で大家です。臼杵先生は彼の
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義の本質の部分です。

と考えていった時、「多数決における投票の秘密

性の確保」、これが民主制の基本にある部分になる

わけです。これがなければ民主制ではないわけです。

国家レベルで国全体で民主制というのはナンセンス

なわけですが、議会の中だけを見た時、民主制があ

るのか。これがなければ民主制がないわけです。サ

ダム・フセインのイラクにも議会があったわけです。議

会で投票して決まっていたわけですが、そこでほぼ

99％、100％の賛成で決まるというのは、そこに投票
の秘密性がなかったからです。そうやって考えると、

今回の我が国の衆議院選挙を見ても「小泉政権が

多数の数の論理で押し切ったから、あれは民主制で

はない」という議論、あるいは「国会で決めたのだか

ら民主制である」という議論をしていますが、私から

言わせると、どちらもナンセンスです。そこでは秘密投

票が確保されていなかった。一人ひとりの自民党の

議員が自由に投票できなかった、だからあれは民主

主義でなかった、それだけの話です。

こういふうに定義しておくと、どのレベルでも、どれ

だけ民主的であったか、民主制がうまく機能したか、

しなかったかということも、相対的な議論に対しては

定義しないと何も決まらないわけですが、民主的で

あったのか、なかったのか、0か1かの判断について
は、こういう定義をしているわけから、簡単に判断で

きるわけです。

「現存する西欧政体は、民主主義ではなく制限

選挙寡頭制である」。そもそも民主主義なんて言葉

を使って、民主化なんて議論をしていると何も見え

てきません。有害でしかない。制限選挙寡頭制に

ついてはそれなりに評価しています。実質的に西欧

でやっているシステムが、そう悪いものであるとは思

ってないですが、それを分析する言葉がないので、

議論が空回りに終わってしまう。しかもイデオロギッ

シュに使われてしまうとよくないということです。

「テロ」も、イスラームにはテロという概念は不在で

す。「テロの概念なしに成り立つのか？」と思われるか

もしれませんが、成り立つんです。我々がテロと言っ

ているようなものを犯罪として構成する概念はあるわ

けです。殺人罪、強盗罪、内乱規定はあるわけです。

しかし我々が言う「テロ」という概念はないんです。イ

スラームにはそれがなくても、今まで全然困らずに来

たわけです。「テロリストとは交渉せず」というのとは違

って、イスラームの内乱罪は、まず、叛徒の言い分を

聞く。ここから始まります。法学書に出ています。権力

者に不正があれば糾す。それでだめだった時は力で

鎮圧するわけですが、まず叛徒の言い分を聞き、権

力者の不正を糾す。我々の持っているテロ概念と全

く違うことがわかると思います。

イスラーム世界は、シーア派は違いますが、スンナ

派は預言者ムハンマド死後、4代のカリフを正統カリ
フと言って、その時代を理想の時代と考えるわけで

す。アブーバクルからウマル、オスマン、アリという4代
のカリフの時代を理想の時代と考えるのですが、この

うちの3人がテロによって殺されているんです。病死
するのはアブーバクル一人です。ウマルはゾロアスタ

ー教徒の刺客によって礼拝中に殺されます。オスマ

ンは内乱で、この時代はイスラーム帝国は中央アジア

から広まった大帝国でしたが、このカリフは自分の膝

元のマディーナで自分の家にいて叛徒に囲まれるん

ですが、しかしカリフ・オスマンは「私は決してムスリム

の血を流さない」と言って一切抵抗しません。世界中

に散らばっている自分の部隊が「助けにいこうか」と

言うんですが、それも拒否する。自宅に叛徒が入っ

てきて殺されてしまう。アリもハワリジュ派という異端、

分派の刺客によって暗殺されてしまいます。イスラー

ムでは理想とされている時代です。政治家はそうい

う責任を持って生きるべきだと思っています。

デュルケームというフランスの社会学の祖は『社会

学的方法の基準』で「犯罪というのは正常の社会現

象である。犯罪が存在するのは普通のことであり、

正常なことで、犯罪が存在しないと言われる社会は

困った社会、異常な社会であって、一定量以下に

犯罪を減らそうというのは却って社会自体をおかし
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日本の仇討ちは自分で殺しにいく。イスラームでは国

家に請求する。国家が裁判で決めて国家がやらな

いといけない。本人がやる話ではない。しかし国家

がやらなければ、自分でやるしかない。これは私法の

話ですから。殺された人間の遺族はどうするか。請

求を求めるにはどうするかという話を、一切誰も論じ

ない。イスラーム学者もこの話をしない。ジハードの話

だけをしている。これも問題だと思います。

テロリストのメッセージの「公共性」。9月24日に
Muslim Association Britainで、穏健な玉虫色で、

できるだけ多くのグループをまとめようとしているとい

う論調で、「反テロ」法・イラク戦争反対デモの10万
人の動員が議論になっています。ムスリムだけでな

く、ムスリム以外の英国人も参加しています。MAB

はテロリストではないですが、「イラク戦争は間違っ

ている」という「公共性」のあるメッセージを流してい

る。「公共性」があることをまず認めないと話にならな

い。4人の英国教会の主教が「アメリカ追随のイラク
派兵を在英ムスリムに謝罪すべし」という発言をして

います。テロリストたちのメッセージは「イラクから兵を

退け」ということですが、そのことが公共性を持った

メッセージであることを、まず理解すべきだと思いま

す。テロによらないためにはテロリストの目標達成さ

せることが重要だと。公共性がなければ、それは仕

方ないわけですが、公共性がある場合は公共性の

あるメッセージが伝わり、暴力によらずに、そのメッセ

ージが実現される対策をとるのが、テロをなくすには、

いいことだということです。

英米のテロ。これは私自身、テロの概念におかな

いのですが、彼らが言う「テロ」という言葉を使うと

すれば、もともとイラクでは10万人以上の民間人が
殺害されている。その場合、軍司令官を兼ねる大

統領や首相は共同正犯だと。イスラーム解放党が非

合法化された直接の原因は、マサリという分派の人

が「トニー・ブレアは殺してもいい」という話をしたわ

けです。それに対して彼がインタビューを受けて「彼

は民間人ではなく、軍司令官である。軍人なのであ

ってイラクで実際に戦闘をやって民間人を殺してい

るわけだから、当然、それに対して責任をとって殺さ

れるべきだ」という話をしているわけです。

アメリカのキリスト教福音派右派で有力指導者の

パット・ロバートソン師、保守派キリスト教団体クリス

チャン・コアリションの創始者ですが、2005年8月22
日、自らの宗教番組の中で「反米姿勢を鮮明にして

いるベネズエラのチャベス大統領を暗殺すべきだ」

と訴えた。これは日本の新聞にも出ました。これは

後で彼が「殺せとはっきりと言っていない。あれは

『殺せ』と言ったのではなく『捕まえてこい、誘拐して

こい』と言っているのだ」と言うわけですが、少なくと

も一国の大統領を誘拐してくることは、テロであって

も、何の良心のやましさも感じていない人から、こう

いう発言がなされています。発言だけでなく、9月19
日には、イギリス軍の戦車がバスラの刑務所を破壊

し、主権国家であるところの国家の刑務所に、イギ

リスのスパイがいるとイギリス自体が認めていること

ですが、工作員が捕まったので、それを解放するた

めに戦車で突入して壊して誘拐するということを、主

権国家が平気でやっている。これを「テロ」と呼ばず

して、何を「テロ」と言うのかと思いますが。

イギリスのイスラーム。イギリスにはイスラーム教徒

が160万人くらいいますが、内訳は圧倒的に南アジ
ア系が多い。今回のテロもパキスタン系だった。

「スモールワールドとイスラームネットワーク」。マー

ク・ブキャナンの『複雑な世界、単純な法則～ネットワ

ーク科学の最前線』という本に出てくる概念です。世

界は6でつながっている。世界中のどんな人間でも6
人とつながれば、誰にでもつながれるという話です。

私とビン・ラーディンは2人でつながる。皆さんは3人
でつながる。そういうふうに直接の知り合いをつなが

っていくと、どんな人間でも6人いれば必ず大統領に
つながる。そういうネットワークがある。なぜそうなって

いるかを詳しく書いた本です。ネットワークというもの

の重要性が言えるわけです。イスラーム社会は優れ

てネットワーク社会だと。宮坂先生が「イスラームのテ
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本はだめだという書き方をしていますが、私は結構、

評価していまして、全体的に見るとバーナード・ルイス

はバランスのとれた、いい歴史家だと思っています。

それでもところどころ問題があるんですが、ユダヤ人

でシオニストですから、この１点に関しては問題がある。

学者ですからそれほどイデオロギッシュではないので

すが、しかしところどころ気をつけたいところがありま

す。なぜビン・ラーディンがテロをやるのか。彼の有名

な声明文があるのですが、イスラーム教徒たちは「80
年以上にわたって」苦しめられてきた「屈辱と恥辱」と

言っています。これをバーナード・ルイスは「カリフ制が

なくなったことが原因である」と言っています。カリフ

制は1923年に廃止されるのですが、カリフ制がなく
なってしまったことが屈辱の原因だと解釈しています。

これは本気なのか、ウソなのか判定がつかないんで

すが、明らかに間違いです。サウジの専門家の保坂

修司さんが「オサーマ・ビン・ラーデンで読むオサー

マ・ビン・ラーデン」のホームページに書いていますが、

実は、この80年というのはパレスチナ占領なんです。
「イスラエルによるパレスチナに占領問題が、すべての

もとである」とビン・ラディンは言うわけですが、それを

バーナード・ルイスはカリフ制と読み替えている。宮坂

先生の話にあったイスラームの「トータルタリアン・エン

パイヤーメント」という言葉もここから来ている。ビン・

ラディンのもとにはカリフ制がある、ジャマ・イスラミアも

そうですが、「世界全体を統一したカリフ制をつくるの

だ」というのがあると。こういうことがイスラーム世界を

超えて西欧にも少しずつわかってき始めたんです。そ

れにバーナード・ルイスは明らかに加担していると思い

ますが、「ビン・ラーディン達はカリフをつくりたがってい

る。だからアメリカがやられるのはカリフ制復興のため

だ」と。そうじゃなくて、イスラエルがあるせいなんです

が。この1点だけをバーナード・ルイスの本を気をつけ
て読むべきだと思いますが、それ以外は概して客観

的です。彼はユダヤ人ですが、ユダヤ人とアラブ人

の問題に関しても中立的です。イスラームに対して好

意的だと言ってもいいくらいで、中世のアラブ、イスラ

ーム帝国におけるユダヤ人の扱いは、もちろん迫害も

あった、小規模なものですが、それも中立的に扱って

います。ただ現代イスラエルのものに関してだけは問

題があると思うので。

「テロには目的がある、政治的な目標を解決すれ

ば解決するのだ」という単純な話であるわけです。

テロについては、ジハードとの関係で論じられる方

が多い。ここで完全に抜け落ちているのはイスラー

ム法では「殺人の同害報復刑は私法である」という

ことです。「目には目を、歯には歯を、命には命を」は

ハムラビ法典からあるわけですが、これがイスラーム

にもあります。ユダヤ教で「目には目を、歯には歯を、

命には命を」、これは法であった。それ以外には選

択肢はなかった。キリスト教はそれをやめてしまって

「右の頬を打たれたら左の頬を」という、ラジカルで

すが、通用性のない教えを入れた。イスラームは中

庸をとって、基本的には「目には目を、命には命を」な

んですが、賠償金をとってもいいし、許してもいいと

いう選択肢をとった。イスラームにおいては「命には

命を」というのは私法です。人が殺された場合には

下手人を許す権利は国家にはありません。遺族だ

けがその権利を持っている。イスラームでは殺人を、

故意の場合と、過失の場合に分けます。故意に人

を殺した人間への裁きは遺族が決めることです。国

家には許す権利はありません。遺族がどのようにす

るかを選ぶ。国家が処刑するか、賠償金をとるか、

許すか。これは遺族にしか決められません。

今、イラクでは10～20万人のイラク人が殺されて
います。この人たちは当然償われなければいけない。

これを決めるのは遺族であって国家ではありません。

占領軍への抵抗はジハードの議論だけで論じられて

いますが、それ以前に自分の親族を殺された人間は、

それに対して正義を求める権利があるわけです。そ

れをアメリカもやっていない、イラク人を殺した人間を

裁いていない。イラク政府もやっていない。となれば

自分でやるしかない。人を殺した場合、それに対して

殺さないといけないという日本の仇討ちとは違います。
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は責任がある」という話になるので、そちらから崩して

いかないといけないと思いますが。

「確かに罪はないんだが、正当な理由がある」と

いうのが二番目に来る。では占領軍を撤退させるた

めに、他に何の手があるか。ないわけです。撤退し

ないという絶対目標がある場合、「お前たち、どうす

る。代案を上げてみろ」と言われても上げられない。

その時にこういう行動をとれば、ああいう行動を起こ

せば、撤退をやめるかどうかはわかりません。彼らは

「撤退するだろう」と思ってやっているわけですが、

撤退しないかもしれない、撤退するかもしれない。

それはわからない。スペインの事件では「撤退する

のではないか」ということがありました。あまりやられ

たら「自分たちに関係ないイラクで、自分たちの兵隊

も死んでいる。こんな国の中に行くのはたまらない、

引き上げよう」と考える人がいてもおかしくない。「罪

がない」部分で一つの線引きがありまして、次に「罪

がない」としても正当な理由がある。それは「ムスリム

の命を守るためだ」。他に手段がないとなれば、代

案が上げられない人たちにとっては、何を言っても

「テロリスト」と呼ばれる人「テロリスト予備軍」は何の

痛痒も感じない、軽蔑を招くだけなんですね。こうい

うことをやっても仕方がないと思うわけです。

イスラーム解放党は、カリフをつくろうという運動で

す。パレスチナを解放すること、カリフ制の再興を目

的としてつくられた組織です。パレスチナの解放は

ローカルですが、カリフ制の再興はグローバルです。

他のイスラーム運動と言われるものが国民国家のレ

ベルでイスラーム国家をつくろうということに対して、

解放党はそれを否定する。国民国家レベルのイスラ

ーム国家はありえない。カリフ国家だけが唯一のイ

スラームの政治制度だという議論です。論理的には

過激ですが、そのために何をするか。イデオロギーを

広めるという、おとなしいものです。そういうグループ

です。唯一の世界的な組織で、ホームページを持っ

ていまして、内容はそこで読めます。ホームページアド

レスも上げています。英語とトルコ語、フランス語、ロ

シア語、デンマーク語、ウルドゥー語で入っています。

国レベルでは別にイギリスが持ってます。マレーシア

とインドネシア。マレー語は公式ホームページに入って

ませんが、マレー語とインドネシア語が入っています。

国籍に関係なく党員がいます。ロシア語はロシア人

ではなく、中央アジア人です。彼らは党員です。ムス

リム同胞団とか、ジャマ・イスラミアがよく出てきますが、

これは違うんです。ムスリム同胞団はアラブ人しかい

ません。ジャマ・イスラミアはパキスタン人、南インドの

人しかメンバーはいません。連帯はしていますが、メ

ンバーとして一つの交流を持っていて、多国籍で持

っているのはイスラーム解放党だけです。イスラーム

世界運動です。

解放党の議論はカリフ制がなくなってしまった今、

イスラーム世界はダルルハルブ、非イスラーム国家に

なってしまった。非イスラーム国家においては、武力

の行使は禁じられている。ただし正当防衛はいい。

個人の暴力は認める。家に泥棒が入ってきたら戦

ってもいいのと同じで、自分の土地に敵が攻めてき

た時、武器を持って戦うこと以外は、一切、武力行

使はしてはいけない。メッカ時代、マジナに移ってイ

スラーム国家をつくる前のメッカのムハンマドの時

代、多神教から迫害を受けても一切抵抗しなかった

という歴史的な事実に基づいています。言うことは

過激ですが、やっていることはおとなしい人たちで

す。その彼らが非合法化されたわけです。

イスラーム解放党は特殊なイデオロギーを持ってい

るので、他のメインストリームのイスラーム運動からは嫌

われていまして、ヒズム・イスラームを潰すために他の

ところが工作している。イスラーム解放党の非合法化

に関しては犬猿の中の普段停滞しかしないムスリム

同胞団も、さすがに「言論の自由に反する」と解放党

を擁護しています。同胞団が解放党を擁護したのは、

私が見た限り、イスラーム世界でも外でも、初めてで

す。そういう点においてイギリスの今の対応はイギリス

のメインストリームと言われるムスリムにとっても危機感

を募らせるものであると言えると思います。
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ロは組織で動いていない」と。それに対して国家とい

う組織がどう立ち向かうか。実はイスラームはテロ組

織という言われるものだけでなく、基本的に法人概念

の国家、会社とかを持っていません。すべてネットワ

ークなんです。砂のようなネットワークではなく、ハブ

構造を持っているネットワークです。ネットワークがキー

ワードであって、イスラーム社会はネットワークで見ない

といけない。実はイスラームが特殊なのではなく、西

欧の方が特殊なんです。組織というものがかっちりで

きている、それで動いていくのは西欧の発明ですが、

これで西欧はかなり成功したわけです。現在の西欧

は能率がいい。効率的に動くので戦争に適している

わけですが、それで国家をつくって、会社をつくって

いって世界を征服していくわけです。よくできた組織

です。それと同時にコントロールしやすいように、世界

中を法でまとめて組織を埋め込んでいこうとしている。

それがグローバリゼーションで、それにあった法律をつ

くっていく。メンバーシップのはっきりした組織をつくっ

て創成していく。それを世界に広めていくのがグロー

バリゼーションであるわけです。

これは実はあたりまえのように見えるが、そうでは

ない。組織はもともと西欧にしかありません。日本は

これに近いものがあった。日本のシステム論、公文

俊平さん、村上さんがやっていたことですが、日本は

「家集団」という組織があった。西欧と日本にしかな

いのですが、メンバーシップがあって、中の人間は変

わっても、どんどん続いていく。日本の家集団は血

縁がなくても養子をとって家は続いていく。そういう

ものが日本にはある。西欧の組織、法人概念は相

対化しにくく、実は少数概念です。日本にはあった

ので、うまく先進国家化したのですが、世界的には

ないわけです。中国では組織より血縁の方が重要

です。イスラーム世界でもそうです。ゆるやかなネット

ワークで動いている。

テロリストと戦うためには「穏健派とテロリストを分

けて、テロリストの主張を孤立化させないといけない」

という話があります。内藤先生が『世界』にヨーロッ

パの7･7以降の、イギリスについてのヨーロッパの対
応について書かれています。「穏健派と過激派を分

ける呼びかけが、イスラーム教徒の中で怒りを買って

いる」と。それでも呼びかけられれば、それに答える

わけで「イスラームは無実の人間を殺すことを認めな

い」という議論になっていくわけです。こういう言葉

が、一般向けの声明で出す場合、そういうふうに言

わざるをえないのですが、無理なんですね。少なく

ともテロリスト、テロリスト予備軍の人たちは、こうい

うものは何も訴えない。軽蔑を増すだけです。

「罪の無い非戦闘員を正当な理由無く殺しては

いけないのはあたりまえ」（事実「テロリスト」たちは殺

人の前科なし）。最近のネオリアリストの一部には

「クルアーンには不信仰者は殺せと書いてある。だか

らこの人たちは殺していい」という議論をしている人

がいますが、単純に事実を見れば、違うことがわか

るわけです。4人の実行犯たちはイギリスにいるわけ
ですから隣人は皆不信仰者ですので目に付く人間

は皆殺しにしなければいけませんので、クルアーン

にあるように不信仰為者は殺せということを実行して

いれば、もう15歳くらいで捕まっているはずです。そ
うなっていない。コーランの文句をそのまま適応する

という話には全然ならないわけです。知性があれば、

わかるんですが。ともかくそうではなく、皆、普通の

人だった。ご近所にも受けのいい人たちだった。彼

らはそんなことを思ってない。殺していないどころか、

暴力的なことすらしていない。問題はまず、「罪が無

いのか、罪があるのか」で意見が分かれるわけです。

民主主義国家は「全体主義国家では連帯責任であ

る」という議論がある。宮坂先生の話の中で出てき

た河野さんの話、「日本はアメリカの属国である」とい

うのはすばらしいと思います。宮坂さんは「本当の

ことを言わずに『日本は属国である』と言っている」と

おっしゃっていましたが、本当は「日本は属国なんだ」

という真実を語ることによってテロリストの議論を無

効化するという、すばらしい議論だと思いますが。そ

のためには「民主主義という言葉があるから我々に
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１．西欧の政治学の概念の不毛性
党派的・イデオロギッシュ・情緒的で使い物にならない
批判の価値もない　→　批判もしない（無視） イスラーム学者の絶対多数
「批判」しているのは極少数の欧化知識人のみ
批判に整合性がないのは、批判される対象自体に整合性がないから
学者/研究者の使命はリアルな世界を身も蓋もなく論理整合的に語ること
対極の例：山内昌之「テロと戦争」2005年9月5日付『朝日新聞夕刊』

無差別テロという忌まわしい二十一世紀の政治表現スタイルは、失業や貧困の解消さらに知識社
会の構築によって消え去るものなのだろうか。
そうとも言えない点に問題の深刻さがある。何よりもそれらはイラクやパレスチナという中東の「前線」
だけでなく、紛争の「後方」にある欧米にも出現しているのが特徴である。・・・いまの状況ならサルトル
やサイードが仮に現地のテロに賛成するか曖昧な態度をとったとしても、パリやニューヨークの無差別
テロの犠牲者となる皮肉な可能性から免れないだろう。・・・
欧米でテロをする者について、植民地支配のトラウマや欧米社会の「差別と偏見」に基本要因を求め

る知識人も多い。欧米で成功したアジア系の学者にはテロの加害者責任を無視しがちなものもいるが、
…具体的目標のないテロのためのテロは国際世論を斟酌しようとしない。日本人にとっても「天を射る」
（『史記』）おぞましいテロとの対峙をこれからもしばらくは覚悟しなくてはならない。

（１）平和主義：イスラームは暴力の宗教/平和の宗教」といったチープな二分法の虚妄。平和主義
の不可能性。暴力を暴力的に殲滅するか、暴力を放置するかの二者択一が存在するだけ。

（２）自由：各社会はそれぞれ義務と禁止の体系を有し、規定できずに残った領域が自由と呼
ばれるだけ。Cf., 著作権、医療広告。
自由の幻想：物理学に「自由」の存在の余地なし。生理学にも。
…「手を動かそう」という意志と脳の活動（運動準備電位）の時間関係だ。もし、脳とは別の独立し

た何か（魂・霊？）が脳の活動を引き起こし、その結果として随意運動が現れるとしたら、「手を動かそ
う」という意志は、脳活動に先立つはずだ。
この時間関係を注意深く調べた実験が一九八〇年代に行われたことがある。方法などやや複雑で

専門的なのでここでは省くが、実験結果の要点は簡単だ。脳の活動（運動準備電位）が始まってから
数十~１００ミリ秒ほど後になって、「手を動かそう」という医師が現れるという結果だった。
「後に」であって「前に」ではない。・・・］澤口俊之『わがままな脳』筑摩書房2000年、80頁
［要するに自由意志は脳の活動を後追いするわけだ。自由意志を作るのは、脳の活動であって、そ
の逆ではない。「自由」とは意志の中ではなく、意志として自覚される前の脳活動の中にあるわけだ。
「自由意志」というのは、この意味で「幻想」だといってよい。］同81頁。

“FREEDOM AND DEMOCRACY” America's Ultimate Polytheism” By Robert Crane
(Islamica Magazine, Issue 14 Fall-Winter 2005) 
Perhaps the neo-conservative hype about “freedom and democracy” as an end in itself must be
elevated to the modern pantheon of false gods......
The modern polytheistic strategists, who worship power as an ultimate end, are convinced that
order comes before freedom, despite the opposite spin in their public relations strategy, and that the
status quo therefore must be maintained with all of its injustices. They simply do not believe the
wisdom of America’s founders who taught that justice is the best cure for chaos and that “freedom”
without justice is a fraud. The Neo-Cons cannot even understand why the Founders in the Preamble
to the American Constitution listed justice as the first of five purposes for the new polity and listed
freedom last. 
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CISMOR 部門研究会２アメリカのグローバル戦略と文明の共存

2005年10月15日

「自由民主主義」の失敗－イスラーム解放党の非合法化を中心に

同志社大学神学部　中田　考

Hizb ut-Tahrir Britain (http://www.hizb.org.uk/) Condemns Tony Blair’s Announcement to Ban the Party

London, UK, August 5 - Today’s announcement at the PM’s press conference to impose a ban on Hizb ut
Tahrir, the well established non violent Islamic political party has clearly exposed this PM’s and govern-
ment’s fanaticism and extremism to curtail legitimate Islamic political debate in Britain, for their own
political ends. This is a clear proof of the government’s failure to face the political opinions of the party
through rational debate and discussion and a desperate attempt to prevent the British public hearing the
opinions of the Muslim community.

Hizb ut-Tahrir has a record of over 50 years of following a method of non-violent political activity against
imperialism and dictators and despots who rule the Muslim world with the West’s approval. In its work to
establish the Islamic Caliphate, Hizb ut-Tahrir has never resorted to any sort of armed struggle and nor has
it ever incited people to kill innocent civilians. It has throughout its history worked through intellectual
and political means while its members have been tortured and killed in the thousands.

‘Only the Islamic State Can Guarantee ‘Free’ Speech’

2005-09-18, Yamin Zakaria, London UK 

Islamic State and ‘Free’ Speech 

Each society implements its own version of ‘free’ speech, but the version implemented in a genuine
Islamic state remains constant and fixed. The same can be said for its version of human rights and minority
rights. Even if the ruler or the majority in the Islamic State, decides to lets say gas its non-Muslim minori-
ties or quarantine them into concentration camps, they are not allowed to do so by fixed Islamic laws. 

In contrast, notions like human rights, ‘free’ speeches, are fluid in the west; can alter any time at the whim
of its rulers or the ruling elite, or the majority population. The events from Camp-X-Ray, Baghram, Abu-
Ghraib, Bombing of Al-Jazeerah, embedded journalists, to the recent legislations and behaviour of the
western governments, clearly illustrate this. For them, the gap between democracy and dictatorship, free
speech and censorship, human rights and arbitrary imprisonment and torture, is only a matter of degree
and timing. 

This is why only the Islamic State can guarantee ‘free’ speech, as the laws are permanent and fixed. For
sure the rabid anti-Islamic elements will frown at the title of this essay, but the truth is a bitter pill to swal-
low. If swallowed like all the bitter tasting medicine, it can provide an excellent cure, but some will not
swallow the pill due to their arrogance and pride! The Holy Quran aptly describes those fanatics: “deaf,
dumb and blind and they will not return (to the path of truth)” Holy Quran 2:18. Yamin Zakaria
(www.iiop.org)

(international Institute for Peace) (http://www.iiop.org/index3.php?recordID=88)
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年のことだった。･･･（バーナード・ルイス『聖戦と聖ならざるテロリズム』紀伊国屋書店2004年12月16頁）
廃止されるまでの13世もの長い間、カリフ制にはさまざまな変遷があった。しかしイスラーム教徒の統
一の有力なシンボルであるだけでなく、イスラームのアイデンティティーのシンボルであった。・・・ウサ
マ・ビンラディンが語った「屈辱と恥辱」とは、この内外からの攻撃によるオスマン帝国のスルタン制と
カリフ制のことに違いあるまい。（同上18頁）
「米国が今、味わっているのは、われわれが何十年にもわたって味わってきたものと比べれば、取
るに足らないものだ。われら共同体はこの屈辱と侮辱を約80年、味わってきたのである。」
ここで言及されている80年とは、すでに拙著のなかで指摘したように、1922年9月11日からの約80
年を指すと推定される。 [31]1922年9月11日とはすなわち英国によるパレスチナ委任統治発効の日で
ある。犯行日が9月11日であったことは、犯人たちが米国中枢への攻撃とパレスチナ問題を結びつけ
て考えていたこと意味している。（「オサーマ・ビン・ラーデンで読むオサーマ・ビン・ラーデン」保坂修司
http://homepage2.nifty.com/public-philosophy/hosaka2.htm）

※「テロ」についてはジハードとの関連で論じられることが多いが、イスラーム法では殺人の同害報
復刑は私法（＝遺族以外に赦す権利はない）、為政者は刑の執行の義務だけで免責権なし。
※「テロリスト」のメッセージの「公共性」
９月２４日MAB(Muslim Association Britain)「反テロ」法・イラク戦争反対デモ組織
１０万人動員（ムスリム以外の英国民も参加）
4人の英国教会の主教：アメリカ追随のイラク派兵を在英ムスリムに謝罪すべし(9/19)

※言説の「公共性」＝「自由」の所産　cf., オウム真理教など「カルト」の洗脳
※米英の「テロ」

イラクで１０万人以上の民間人を殺害（軍司令官を兼ねる大統領、首相は共同正犯）
米キリスト教福音派の右派で有力指導者のパット・ロバートソン師（保守派キリスト教団体

クリスチャン・コアリションの創始者）は、2005年8月22２日放映の自らの宗教番組の中で、反
米姿勢を鮮明にしているベネズエラのチャベス大統領を暗殺すべきだと訴えた。
９月１９日、イギリス軍戦車がバスラの刑務所を破壊しイラク人２名を殺害して収監されていた
イギリス軍工作員を脱走させる。

２．イギリスのイスラーム
※2001年春のCensusに基づくイングランド・ウエールズのムスリム人口
白人：ムスリム人口 179,409人 総人口47,520,866人
混血： 64,958人 661,034人
南アジア： 1,048,612人 2,032,463人
インド 131,463人 1,036,807人
パキスタン 657,316人 714,826人
バングラディシュ 259,833人 280,830人

その他アジア 89,704人 241,274人
黒人 106,717人 1,139,577人
その他 55,679人 446,702人
合計 1,546,626人 52,01,916人
(Tahir Abbas(ed)., Muslim Britaion - Community under Pressure, London & New York, 2005, p．21)
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（３）民主主義：「共存を強制された集合体において、構成単位の全体に係わる問題が、構成
単位の多数の意思によって決定される意思決定システム」
民主主義と自由の相関は「意志決定過程」という限定された場における構成単位の「自

由な意志表明」の保証のみ。「多数決における投票の秘密性の確保」政党性の不可能。
現存するいわゆる西欧の政体は、民主主義ではなく制限選挙寡頭制

（４）テロ： イスラームに「テロ」概念不在。殺人罪、強盗罪、内乱規定で十分。「テロリストとは
交渉せず」と違い「内乱」には、先ず叛徒の言い分を聞き、権力者に不正があれば糺す。
理想の４正統カリフのうち３人までが「テロ」により暗殺。
・・・犯罪がこのような集合生活全体の諸条件と緊密に結びついてあらわれる以上、およそこれほど
明白なかたちで正常性のあらゆる徴候を呈している現象もないことになる。・・・（デュルケム『社会学的
方法の基準』岩波書店1982年151頁）
・・・犯罪を正常社会学の取り扱う現象のうちに分類すること、それは、もっぱら犯罪は人間のいかん
ともしがたい悪意に由来する遺憾ではあるが不可避的な一現象であることを意味するのではない。
むしろ、それは、犯罪が公共な健康の一要因であり、およそ健康な社会にとって不可欠な一部分をな
していることを確認するものである。（同上152頁）
したがって、犯罪は、必然的かつ必要なものである。すなわち、犯罪はいっさいの社会生活の根本
的諸条件に結びついており、しかもまさしくそのために有用なのである。
・・・犯罪がそれ自体で道徳意識の進化に有用な役割を演じることもあるのだ（同158頁）
じっさい、犯罪がもっぱらきたるべき道徳の予兆をなし、やがておとずれるものへの一道程をなしたこ
とが、なんと数多くあったことか。（同159頁）
・・・通念に反して、犯罪者は、もはや根本的に非社会的な存在、社会のなかによび入れられた一種
の寄生的な要素、すなわち同化できない異物などではなく、まさしく社会生活の正常な主体としてあ
らわれる。犯罪もまた、もはや、いかに狭い限界内に抑制されてもなお足りないような悪と考えられて
はならない。犯罪の率が平常の水準からあまりにもいちじるしく落ち込むような場合、それは喜ぶべき
ことであるどころか、この外見上の進歩はなんらかの社会的混乱と同時的に、また緊密に結びつきな
がら生じているものと考えて間違えない。（同160頁）

テロ：「暴力の行使の威嚇によって正しい（行為者の準拠する価値・規範体系に照らして）
目的の達成を目指す行為」（目的は手段を正当化する：戦いでは負けないことが最優先）
何がテロでないか。「８月の大阪での自殺サイト連続殺人事件」（暴力自体が目的）「愉快犯」
（事件の引き起こす恐怖自体が目的）「暴力団の恐喝」（目的が正しくない）独裁者暗殺（桜
田門外変井伊直弼暗殺）（それ自体で政治的目的達成）
（テロ組織：軍、警察　テロ防止：武装解除、テロによらない目的達成を可能にする）
・・・ビンラディンは、声明文でしばしば歴史的な出来事をとりあげる。もっとも劇的だったのは2001年

10月7日のビデオだろう。ビンラディンは、イスラーム教徒たちが「80年以上にわたって」苦しめられてき
た「屈辱と恥辱」について語ったのである。それではこの「80年以上」とは何を意味するのだろうか。
欧米の消息筋の人々は考えあぐねて、80年前のさまざまな事件をもちだしたのだった。ところがビンラ
ディンが語りかけたイスラーム教徒たちには、それが何を意味したかすぐにわかったはずだし、その意
味をしっかりとうけとめたに違いない。
･･･偉大なイスラーム帝国の最後を飾るオスマン朝のスルタンがついに決定的な敗北を喫したのは1918
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まり集団やコミュニティーが豊かにクラスターを作って絡み合っている社会構造　― を可能にするには
社会的世界をどのようにつなげばいいのかが、スモールワールド・ネットワークから明らかになる。社会的
世界の長距離の架け橋である弱い絆は、たとえごく小さな割合でしか存在しなくても隔たり指数に大き
な影響を及ぼすのだ。（同82-83頁）
・・・スモールワールド・ネットワークの特徴は、隔たり次数が小さいことだけでなく、高度にクラスター化し
た状態を保っていることでもある。このネットワークの布地はきわめて密に織られていて、そのためどん
な要素も、つながり合った局所的な網構造に無理なくしっかりと取り込まれている、と言ってもよいかも
しれない。クラスター内の各要素は、友人の集団内と同じように緊密につながっていると見ることもでき
る。クラスターどうしをつないでいる少数の「弱い」絆は、ネットワーク全体を狭い状態に保つ働きをして
いる。（同322-323頁）

＊「穏健派」の言説の不毛性
The Muslim Council of Britain utterly condemns today's indiscriminate acts of terror in London.
These evil deeds make victims of us all. It is our humanity that must bring us shoulder to shoulder
to condemn, to oppose and to overcome those who would spread fear, hatred and death. 
CAIRO, July 7, 2005 (IslamOnline.net & News Agencies) – The deadly attacks that rocked London
earlier Thursday, July 7, drew condemnation from scholars, officials and even individuals from
across the Muslim world.
"We were dumbfounded by the grave news of the London bombings which killed tens and wounded
hundreds of innocent people who committed no crime," prominent scholar Yusuf Al-Qaradawi told
IslamOnline.net.
"Even at the time of war when state armies battle face to face, it is not permissible to kill women,
children, elders, priests, farmers and merchants; people we nowadays call civilians."

※罪の無い非戦闘員を正当な理由無く殺してはいけないのは当たり前（事実「テロリスト」たち
も殺人の前科なし）
問題は「罪が無いのか」（民主主義＝全体主義国家では連帯責任）、「正当な理由が無い」
のか（占領軍撤退）
「問題は我々が言うことにある、世界は我々を見ている―ロンドンのアラブ紙西側モニター機関の活動
を指摘」
ロンドンで発行されているアラビア語紙 Al-Sharq Al-Awsat ※１は、2005年9月1日付紙面で「世界は
我々を観察している」と題する記事を掲載した。BBC放送の人気番組パノラマが、ロンドンの過激ムス
リムを特集に組み、それがムスリム社会に大きな波紋をおこしたが、コラムニストのムカレッド（Diana

Mukkaled）がこの問題をとりあげたもの。ちなみにこの特集番組のプロデューサーはMEMRIから情報
提供をうけている。記事の内容は次の通り。
英ムスリム評議会（The Muslim Council of Britain）のメンバー達は、先週放送された BBC の人気
番組パノラマの特集番組を見て、怒り狂った。番組の主旨は、同評議会がイギリスに400もあるモスク
及びムスリム団体の監督に失敗し、過激派を抑えることができなかった、という内容である。番組パノラ
マは、在英イスラミック指導者達にもインタビューしたが、彼等は異口同音に、イスラエルの民間人に対す
る自爆攻撃を支持するが、ロンドンの攻撃には反対、と主張した。番組では、キリスト教徒、ユダヤ人及
びヒンズー教徒に対するイスラムの考え方、ムスリムのなかには他の宗教の信徒を無神論者(infidels)と
みなす現実についても、討論があった。・・・
このパノラマ番組で特に興味をひくのが、ジャーナリストのジョン・ウェアと英ムスリム指導者達との論争
である。･･･そこにあるのは、「我々は信仰を持った者であり、天国の住民である。彼等は不信仰の徒で
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※スモールワールドとしてのイスラームネットワーク
社会構造の基本パターンを「組織」と「ネットワーク」に分けるなら、イスラーム社会はすぐれて

ネットワーク的な社会（法人概念[国家、会社]の不在）
9月11日のテロ攻撃以降、われわれは、西側世界が戦っているのは「テロリスト集団のネットワーク」であ
り、このネットワークには階層性に基づく命令構造はなく、世界中に分布しているごくふつうに考えるよう
になった。インターネットの人間版とでも言えそうなテロのネットワークは有機的な構造をもち、そのため
にきわめて攻撃を受けにくくなっている。（マーク・ブキャナン『複雑な世界、単純な法則　－ ネットワー
ク科学の最前線』草思社2005年3月25頁）（ダンカン・ワッツ/スティーブン・ストロガッツ「『スモールワール
ドネットワーク』における集団力学」『ネーチャー』1998年（同28－29頁））
・・・60億の人々がわずか6本のリンクでつながってしまう・・・（同15頁）
・・・「六次の隔たり」(six degrees of separation)・・・数年前のこと、ドイツのある新聞社がこのおもし
ろい試みを取り上げ、フランクフルトに住むシシカバブ店のオーナーと彼の大好きな俳優マーロン・ブラ
ンドとを結びつけてみようとした。数ヵ月後、『ディ・ツァイト』紙のスタッフは、二人を結びつけるのに必要
な個人的なつきあいのリンク数は６本でいいことを発見した。イラクからの移民で、サラー・ベン・ガール
ンという名のシシカバブ店のオーナーには、カリフォルニア在住の友人がいた・たまたま、その友人はあ
る女性のボーイフレンドといっしょに働いていた。そしてその女性は、ブランドが主演した『ドンファン』の
プロデューサーの娘と大学の女子学生クラブで先輩後輩の仲だったのだ。とまどいを覚えるかもしれな
いが、六次の隔たりはまぎれもなく社会的世界（social world）の特徴のひとつであり、・・・（同13－14
頁）
・・・強い絆よりも弱い絆のほうが重要性をもつ場合が多いのは、弱い絆は社会のネットワークを縫い合
わせるうえで不可欠な紐帯の役割を果たしているからだというのである。弱い絆は社会の「近道（ショー
トカット）」で、これらが失われてしまうとネットワークはバラバラに崩れ落ちてしまうだろう。（同62頁）
「分散型」ネットワーク（同116頁）
・・・スモールワールド・ネットワークには二つの種類があるようだ。すべ手の要素がほぼ同数のリンクをも
っている平等主義的ネットワークと、リンク数に大きな差があることを特徴とする貴族主義的ネットワーク
である。・・・これらの貴族主義的なネットワークのいずれも、おそらく金持ちほどますます豊かになって
いった結果であると思われるハブ、すなわちコネクターが存在している。（同188-189頁）
「平等主義の類に属するワッツとストロガッツ版のスモールワールド・ネットワーク」（同197頁）
・・・ランダム・ネットワークは冗長性があっても、統一性を欠いた攻撃にさらされるとまたたく間にばらば
らになってしまうのである。・・・貴族主義的ネットワークは、攻撃を受けたときに優雅な壊れ方をし、決
して壊滅的な被害をこうむることはなかった。(同209頁)

・・・世界の全人口、60億の人からなる円周に戻ることにしよう。ここでは誰もが、直近の50人の隣人と
つながっている。この規則的なネットワークの隔たり次数はざっと6000万だ。これは、一回に50人の隣
人とつながっている。これは、一回に50人分移動したときに、60億人からなる円周を半周するのに要す
る回数に等しい。しかしながら、数本のランダムリンクを入れると、この数字は急激に小さくなる。ワッツと
ストロガッツの計算によれば、新たに入れたランダム・リンクの割合が一万本につき二本でも、隔たり次
数は6000万から約八に下がる。もし1万本につき三本の割合なら、５まで下がる。一方、ランダム･リンク
がこれくらい少なければ、社会のネットワークならではの構造を作り出しているクラスター化には影響は
生じない。
このようなスモールワールド・ネットワークは不思議な力を発揮する。普遍的な性質という観点から見
れば、わずか六次の隔たりであらゆる人を結びつける一報で、現実世界に見られる社会構造　―　つ
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た猿となれ。」（７：１６６）』
『彼らが禁じられたことに対して』（禁じられたことを）怠ったことに対して。『高慢な態度を取った時』
思い上がった時。『貶められた』 不面目を被った。『猿となれ』 そして、彼らはそうなった。これがこの
前に述べられたこと（『・・・不正をなした者たちを彼らが逸脱したがゆえに悲惨な懲罰で捕えた』）の詳
細である。イブン・アッバースは言った。「黙った者の一団がどうなったか私は知らない。」イクリマは言っ
た。「この一団は滅ぼされはしなかった。なぜなら、彼らのなしたことをこの一団は嫌い、『どうしておまえ
たちは・・・訓戒するのか。』と言ったからである。」アル＝ハーキムの伝えるイブン・アッバースによれば、彼
はこれ（このイクリマの見解）に戻り、それが彼の気に入った。

３．（イスラーム）解放党
世界で唯一の国際イスラーム政治組織 これ以外の俗に「イスラーム原理主義」と呼ばれてい
る運動、組織は全て、単に不完全なイスラーム政治運動と言うより反イスラーム運動であり、イ
スラーム国際ネットワークを構成するエスニック団体
（１）設立と組織構造

イスラーム国家の樹立とエルサルムの解放という二つの目的をもって結成。
「政党であり,その実践は政治,その原理はイスラームである。そして解放党は,ウンマがイスラー
ムを自らの課題として引き受けるようになることを目指し,カリフ国家再興,アッラーフの啓示に基
づく統治の実現に向けてウンマを率いるために,ウンマの中で,そしてウンマと共に行動する。
解放党は政治団体であり,精神修養団体でも,学術団体でも,教育団体でも,慈善団体でもない。
イスラーム的思考様式がその身体の精神,その中核,その生の核心である。」
1949年:ナブハーニー(1909/10-77)によりエルサレムで結成。53年政党登録申請の拒否後,解
放党は非合法化され地下活動を強いられた。
シリア,イラク,レバノン,トルコに地域支部をおくが（公式ホーム頁(http://www.hizb-ut-

tahrir.org/)：アラビア語、ドイツ語、英語、ロシア語、トルコ語、ウルドゥー語、デンマーク語,中
央指導部は,常任の監督官,あるいは査察使派遣を通じて,地域支部の活動を指導。大都市に
は5名から8名の構成員からなる地区委員会設置。地区委員会の日常業務は教育,党員リクル
ート,支部との連絡調整。党員資格は(1)ムスリムであり,(2)15歳以上であり,(3)他の政治組織
に所蔵していないこと,であるが,通常3年の解放党の原則の学習,保秘能力試験後入党許可。
党の財政は党員からの寄付及びナフハーニーの著者の売上によって賄われる。党の活動に
は,モスクでの説教,議会活動(58年迄)。学校での教宣,出版物
の配布,学習サークルの設立,一般集会の開催などがある。学習サークルは,週例会と月例会が
あり,週例会は1回2時間であり,初心者は『イスラムの制度』,『政党構成』,『解放党の諸概念』の
順に党の教科書を読み進み,月例会は1回1時間から2時間であり,全ての党員に出席義務づ
け。
民衆に対するイスラーム教育,党の思想の教宣に加え,社会・経済学者,政治家,国家元首など
「有力者」への教宣重視。これらの「有力者」にクーデターを勧め,成功すれば解放党指導部の
権力を委譲,カリフ国家樹立宣言が,政治的目標。
（２）政治理論

憲法草案総則　　　　　　第1条「イスラームの信条が,国家の基礎……」
統治制度　　　　　　　　第15条「統治システムは単一システムであり,連邦制度ではない」
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あり、地獄の住民である」というメッセージである。これが、日常口にされる言葉であり、（アラブの）放送
で使用される言語で、如何なる放送も、この言語にからめとられている。しかるに、このような（自爆）行
為を宣揚する者の心中には、アラビア語でアラブの放送で繰返し主張しても、世界は心にとめてくれな
いという不満がある。
ところが、この当の本人達が、外国のテレビに出演して英語で喋ると、アラビア語で言っていた内容と
まるで違うことを言うのである。
そのため、アラビア語で論じていた時はこう言っていたではないか、と突かれると、彼等はすっかり混
乱してしまい、あわてて論旨をすりかえ、或は話題を変えようと必死になる。パノラマの特別番組で、こ
れがすっかり露呈してしまった。
アラビア語で喋っている分には本音は外に洩れないと思っているだろうが、そうは問屋がおろさない。
世界はしっかり見張っているのである。欧米の組織で、あらゆる形態のアラブメディアをモニターして、そ
れを翻訳している専門機関がある。番組の大半は録画され、一般に提供されている。従って、ムスリム
の聖職者がアラブの放送で、「ユダヤ人は猿と豚のあいの子」（Jews as "grandchildren of monkeys

and pigs,"）などと言うと、その言葉は世界中何百万という（非アラブ、非イスラムの）人々に届くのであ
る・・・在英ムスリムは、BBC の発表内容はシオニストのでっちあげ、と非難した。しかしそのような主張
は、ムスリム指導者自身が述べている言葉と比較されてしまえば、たちまち化けの皮をはがされてしまう。
問題は BBC が言ったことにあるのではなく、我々が言っていることにこそあるのだ。（Diana Mukkaled）
中東報道研究機関（The Middle East Media Research Institute略称MEMRI）No.998

※クルアーンの中の猿と豚の変身
『また、おまえたちは、おまえたちの中で安息日を破った者を確かに知っていた。そこで、われらは彼ら
に言った。「卑しい猿になって追い払われよ。」（２：６５）』
『安息日を破った者を』われらが彼らに禁じていた漁猟によって、法（のり）を超えた者を。彼らはアイラ
の住民であった。『確かに知っていた』『確かに（ラ・カド）』の「ラ」は誓言の「ラーム」『卑しい』（慈悲、
あるいは名誉から）遠ざけられた。『猿になって』 それで彼らは猿になって、３日後に死んだ。
『言え。「アッラーの御許での報償においてそれより悪い者についておまえたちに告げようか。アッラーが
呪い、怒りを下し、彼らから猿と豚をなし給うた者、また邪神を崇拝した者、それらの者は場所が一層
悪く、中庸の道から一層迷った者である。」（５：６０）』
『アッラーの御許での報償において』 報酬において。報いの意。『それより悪い者について』 おまえ
たちが非難するその民より。『告げようか』 知らせようか。『アッラーが呪い』 それは。彼の慈悲から遠
ざけ。『彼らから猿と豚をなし給うた者』 変身によって。『また邪神を』 シャイターンを。彼に従うことに
よって。『崇拝した者』「マン（者）」（を補う）。『彼らから』においては意味が維持され（複数形だが）、関
係代名詞『マン（・・・者）』とその中のものは文字通りを取って（単数形にして）いる。『彼ら』とはユダヤ教
徒である。『崇拝した（者）（`abada）』は、別の読誦法によれば、第二語根の「バーゥ(b)」をダンマで
「`abuda」と読み、その後のもの（「邪神」）をその属格とする（「`abuda al=ｺｱghｹti」）。「`abuda」は「奴
隷(`abd)」の集合名詞形で、『猿』に接続し、対格である（つまり、「彼らから猿と豚と邪神の奴隷をな
し・・・」）。『それらの者は場所的に一層悪く』 なぜなら、彼らの住処は獄火だからである。（『場所的に』
は）弁別の対格。『中庸の道から一層迷った者である』 真実の道から。『中庸』の原義は、中間（長くも
短くもないその間）である。『一層悪く』、『一層迷った』（という比較級）の言及は、「おまえたちの宗教ほど
悪い宗教を知らない。」と言った彼ら（不信仰者）の言葉（第５９節注釈参照）に対応したものである（信仰
者には悪いところはまったくない）。

『彼らが禁じられたことに対して高慢な態度を取った時、われらは彼らに言った。「貶められ
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イスラーム国家構成要件第20条「(Ⅰ)主権はイスラーム法(shar‘)に帰属し,人民にではない。
(Ⅱ)権力はウンマに属する。(Ⅲ)ただ一人の国家元首の任命がムスリムの義務である。
(Ⅳ)イスラーム法の立法化は国家元首のみの大権,彼が憲法ほか全ての法律を制定。
（３）革命論

今日のイスラーム諸地域は,イスラーム法上,全域が「不信仰の居住圏」あるいは「戦争の居住圏」
とみなされる。「不信仰の居住圏」＝「イスラームの居住圏」の対立概念。
「イスラームの居住圏」＝「イスラームの法規に則って統治され,その治安がイスラームの安全保
障,つまりムスリムのスルタンの安全保障に基づいている居住圏」
背教を除き為政者の放伐不可。イスラームの居住圏内での為政者の背教には、放伐が可能で
あれば、武装蜂起,奪権闘争義務。但し,放伐が義務となるのは,放伐が可能であり,かつそれ
が「イスラームの居住圏」においてである場合のみである。
『不信仰の居住圏』であり,イスラームの諸法規不履行の場合,その地のムスリムを支配する為政
者排除は「助勢要請」による。
イスラーム国家建設過程。第1：「啓蒙」段階。ムスリム個人個人に秘密教宣。文化面に限定,

党の原則を理解した個人により党組織ができれば第2段階に移行。第2：「対社会活動」段階。
公然教宣!サークル文化活動,"公開文化活動,# イデオロギー闘争,$政治闘争,%公共福祉
活動など。第3：「奪権」段階。教宣活動の庇護とカリフ国家樹立・政権奪取のため実力者へ
の「助勢要請」。
（４）現状：分裂

ムハージルーン（亡命者） イスラーム革新党(Party for Islamic Renewal)

イスラーム革新党代表Dr.Muhmmmad Al-Masari 党ラジオ局閉鎖圧力（イラクで反英軍煽動）
「我々は11年間にわたってBritish Publicの良き歓待と庇護を享受してきた。我々のホストであるBritish
Publicに対する感謝を知的に認め、心底から有難く思い、更に口に出して表明することが客人としてのイ
スラームの義務である。もし我々がホストに対してその家の中に危険な毒蛇がいることを警告しなかったと
すれば、我々は我々に対する信頼を裏切り、我々の義務を怠ったことになる。その毒蛇とは、嘘つきの戦
争犯罪人、大量虐殺者のトニー･ブレアーである。」list@tajdeedmail.net/2005/8/19(August 18, 2005
Calls to close London's Jihadi radio station By Jenny Booth, Times Online)
Britain’s The Guardian newspaper further called the ban "unwise" in an editorial Saturday, August 6.
"Hizb ut-Tahrir has some deeply objectionable views, not least on Palestine and Israel. Yet it appears
committed to non-violence in the UK and seems far more interested in politics than direct action," it said.
The Muslim Council of Britain, the main Muslim body in the country, has also said the ban would be
"counter productive".
"Banning Hizb ut-Tahrir is certainly not the solution and may well prove to be counterproductive," it
said in an online statement Friday.
"We understand that Hizb ut-Tahrir in the United Kingdom is an avowedly non-violent group."
(http://www.islamonline.net/English/News/2005-08/06/article02.shtml)

※全英ムスリム評議会は解放党の不倶戴天の敵故に「解放党非合法化反対」は特筆に値)

※イスラーム解放党の政治論を（スンナ派イスラーム）の政治論の「理念型」とし、その他はそこ
からの偏差として分析するアプローチが最も有効。

参考文献：中田考｢イスラーム解放党のカリフ革命論｣『イスラム世界』49,pp.38-58,1997/07
『ビンラディンの論理』、小学館文庫、２００２年１月１日



第１回 ２００５年７月２５日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 宮澤正典「日本におけるユダヤ論議考」 

第２回 ２００５年１１月２２日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 ミシェル・モール「宗教者が眺めた20世紀初めのヨーロッパの崩壊 
 ―ローゼンツヴァイク『救済の星』を中心として―」 

第３回 ２００６年１月１１日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 エリック・オッテンハイム（ユトレヒト大学　神学博士） 
 「何のための対話か？－オランダにおけるキリスト者とユダヤ人―」 

第４回 ２００６年３月１日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 野村真理「近代ウィーンのユダヤ人の自己認識」 

本プロジェクトは、ヨーロッパにおける宗教状況とそれに対応する宗教政策を研究するものである。2005
年度においては、とくにヨーロッパのユダヤ人問題を主題として研究会をかさねる。ユダヤ人問題一般につい
ての考察から始め、ヨーロッパ各地域におけるユダヤ人問題、ヨーロッパのユダヤ人問題の歴史、ユダヤ人内
部からの理解と外部からの理解の齟齬などに関して情報収集と分析を行う。問題の本質を見極めながら、問
題解決の方向性を探る。 

「ヨーロッパにおける宗教政策の研究」 
幹事：石川  立（同志社大学 大学院神学研究科教授） 

参加研究者 

水谷　　誠 同志社大学 大学院神学研究科教授 
小原　克博 同志社大学 大学院神学研究科教授 
山本　雅昭 同志社大学 言語文化教育研究センター教授 
檜垣　樹理 足利工業大学 共通課程助教授 
ミシェル・モール 
 同志社大学 言語文化教育研究センター嘱託講師 

ドロン・コヘン 
 同志社大学 大学院神学研究科博士後期課程 

横田　　徹 同志社大学 大学院神学研究科博士後期課程 
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１５:００～１６:００　発表：宮澤正典「日本におけるユダヤ論議考」 
１６:００～１７:００　ディスカッション 

日　　時／ ２００５年７月２５日（月） 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館ＣＩＳＭＯＲ会議室 

発　　表／ 宮澤 正典（同志社女子大学名誉教授） 
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研究会概要

日本におけるユダヤ論議は五つの時期に分けられる。

第１期は1921年（大正10年）～1932年（昭和７年）。ユダヤ問題前史として位置付けられる。日本

人は文献（聖書や『ヴェニスの商人』など）を通してユダヤ人を知った。この時期から、日本人とユダヤ人

が同じ祖先から出たとする同祖論が唱えられる。国粋主義者たちによる反ユダヤ論が時代をリードする

が、これには少数ながら冷静に反論する者たちもいた。

第２期は1933年（昭和８年）～1945年（昭和20年）。ほぼ、反ユダヤ論一色になる。ナチス時代と

並行するこの時期、反ユダヤ論に対する批判は表だってなされることはなくなる。1930年代終わりか

ら40年代にかけては「五相会議におけるユダヤ人対策要綱」が発効する。同盟国であるドイツとイタリ

アを立てつつアメリカを怒らせないために、ユダヤ人を排斥はしないが、特別扱いはせず、資本家や技

術者のように特に利用価値のある者以外は積極的に招くことはしないという政策をとる。1942年から

政府は新しいユダヤ人対策を発表していく。それはユダヤ人を厳重に監視し、その敵性活動は排除弾圧

するが、利用しうる者は支援するというものである。ジャーナリズムが圧倒的に反ユダヤの傾向を持っ

ていた時期に、政府は基本的には反ユダヤではあったが、外交上、案外冷静な対応を示した。

第３期は1950年（昭和25年）～1967年（昭和42年）。敗戦後で、ユダヤ人に目を向ける余裕のない

時代である。その中でも、ホロコーストの事実が知らされ、それにもめげず建国に励むイスラエルに対

して同情的な風潮が目立つ。他方、パレスチナに目を向ける反イスラエルの人々もいた。

第４期は1967年（昭和42年）～1985年（昭和60年）。1963年の第３次中東戦争がきっかけでパレ

スチナ派の主張が強まる。日本のジャーナリズムもアラブ側に付くようになる。

第５期は1986年（昭和61年）～現在。この時期に特徴的なのは、ユダヤ人の知恵とかユダヤ人の金

儲けの方法などについて軽い調子で書かれた書物が多く出版されていることである。これらは反ユダ

ヤではないが、何かの契機でユダヤ人を特別視するという点で、健全な本であるとはいえない。

最後に、ユダヤ人は日本で公的な地位を占めたことはあまりなかったという印象があるが、音楽の世

界ではその評価は当てはまらないと言えるだろう。

（同志社大学大学院神学研究科教授　石川　立）
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日本におけるユダヤ論議考

統治領になっているが、そこでの議定書の内容を

実現していくことがユダヤ人問題を解決する道であ

る。そこに「標榜されたる要綱が実現すれば、彼等

は自ら安住の地を見出すであらう」。そのようにして

「国土回復の熱望を遂げしめ、その所を得しむると

共に、その祖先以来の過を悔改めて基督を信奉せ

しむる事は、畢意彼等の救であり、又世界各国の

禍根を芟除する所以であると信ずる」と結論します。

パレスチナにユダヤ人国家がつくられ、彼らがキリ

ストを信奉することによって自らの過ちを改めること

ができるのだというのです。

中川健一氏は静岡県裾野市で伝道、テレビでも

聖書講義をしていますが、ユダヤ人、イスラエルとの

関係に力を入れておられる。小石豊氏は豊橋市の

シャローム宣教会でもそれが見られるが、むしろ日猶

同祖論にも傾いている。その両方の機関誌『月刊つ

のぶえ』と『声石』の最近号をまわすのでご覧くださ

い。幕屋のキリスト聖書塾の刊行する『生命之光』

ではやはりイスラエルとの濃い関係がうかがえます。

ユダヤ人にキリスト教を、というのではありませんが、

聖イエス会の宇多野の教会入口にはアンネ・フラン

ク像があり、教会のシャロームハウスなどを介してイス

ラエルとの交流は一般教会より深いものがあるよう

に思います。現代に至るまでのキリスト教とユダヤ

人のいろいろな関係について触れました。

さてその2の『ヴェニスの商人』はずいぶん古い
時代から日本に紹介されていて、1877（明治10）年
に『胸肉の奇訟』、1883年には『西洋珍説人肉質
入裁判』、85年に『何桜彼桜銭世中』、90年『沙翁
人肉質入裁判講義録』、その他の題で翻案訳出さ

れていました。同時に上演もされているようです。

同志社に引きつけて見ますと、1880（明治13）年
「西京同志社英学校にては英和両語の演説会を開

き、英人セキスピール著述中よりヴェニス府商人の

話を訳出し、日本語の対話を催ふしたりしが、満堂

の聴客或は泣き、或いは笑ひ、其実をみるの思ひ

あらしめたり」（『七一雑報』明治13年12月24日）とい

う記事があります。『ヴェニスの商人』は日本人のユ

ダヤ人イメージをつくる一つの要素になってきたよ

うに思います。

その3の文部省印行『百科全書洋教宗派』（1876）
の中の「猶太今宗」は一般的影響はともかくチェンバ

ースのModern Jewish Worshipを翻訳、ユダヤ教

を紹介したものです。その4は『七一雑報』中のユダ
ヤ関連記事をあげておきます。これは神戸市の雑報

社刊行のプロテスタントキリスト教のウィークリーレポー

トで、その中には同志社の学生が翻訳した『天路歴

程』が連載されたりもしています。「現今天竺にある古

き猶太人」「欧州諸国にある猶太人」「日耳曼
ぜ る ま ん

に住
すむ

猶

太人他人の金を正直に守護せし話」その他がありま

すが、ロシアでの残忍なポグロムでユダヤ人が苦境

に追いこまれている状況とロンドン、ニューヨークにお

ける抗議集会のことを伝え、ロシア政府を痛烈に批

判する記事をしばしば載せています。資料をご覧く

ださい。その5のN. McLeod, The Epitome of the

Ancient History of Japan, 1875（『日本古代史の
縮図』）は国会図書館にあります。その後、翻訳され

たりダイジェストが出ています。これは日猶同祖論の

先駆けとなった本と言ってよい。かれは「日鮮同祖論」

も書いて、これは同志社女子大学図書館にあります。

図版入りの小冊子ですが、古書店でかなり高価だっ

たのを覚えています。その6の森三渓「天孫人種降
臨の路順」も、天孫人種がパレスチナから来ていると

論じたもので、これを載せた『史海』という雑誌（1893）
は同志社大学図書館に収蔵されております。佐伯好

郎は景教研究の第一人者で文学博士ですが、「太

秦（禹豆麻佐）を論ず」（『地理歴史』1908年1月号）
では、いわばマクレオッド説を超える日猶同祖論を敷

衍する論文でした。太秦にはユダヤ人のコロニーが

あった。太秦は「ウズ」が「イエス」、「マサ」が「メシア」、

つまり「イエス・メシア」の転化語にほかならないとし、

広隆寺の横に現存する「いさら井」はイスラエルの井

戸だと言います。太秦映画村の近くに大酒神社があ

ります。これはダビデ神社だというのですが、中国語
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日本におけるユダヤ論議について展望してみた

いと思います。日本とユダヤ人に関して言うと、幕

末の長崎がもっとも古い起源をもつ。それは坂本

の国際墓地のユダヤ人の墓域と、現在グラバー園

の旧リンガー邸前のフリーメーソンの門柱などから

1860年前後と推定したのですが、西南学院大学
の関谷定夫先生は幕末と明治以降のユダヤ人コミ

ュニティについて詳細な研究をしておられます（「日

本最古のシナゴーグ―長崎のユダヤ人―」『ユダ

ヤ・イスラエル研究』第15号、1996）。
ユダヤ論議をそれぞれの特徴によって、私は5

つの時期に分けて考えていますが、まずその前史

について見ておきます。長崎のユダヤ人は国籍は

多様で、ユダヤ教徒という１点で一つの集団がで

きていたのですが、彼らは外国人ではあっても、

日本人にユダヤ人としてのインパクトを与えること

はなかったのではないか。つまり前史は具体的な

現実のユダヤ人を通してではなく、文献を介して

形成されていったのではないか。お手許に六つあ

げましたが、とくに始めの二つがより重要だったと

考えます。

その1は、聖書の中のヨハネ伝を素朴に受け止
めた人びとにとって、聖書を通してユダヤ人を知っ

たのではないか。第2期のものですが、最近、海老
澤亮「所謂猶太人問題」(『基督教世界』合同第1年
第23号、昭和17年6月18日)を見つけましたが、そ

れと関連しているせいかもしれません。海老澤は

『日本キリスト教歴史大事典』によると同志社神学校

の出身、プロテスタントのキリスト教界の代表的な

人物の一人であったのですが、これを読んで驚き

ました。紹介しておきます。

冒頭では「ユダヤ民族は世界の表に流浪して居

る特異な存在であ」り、「他民族の脅威となり、常に

軽侮を受け」ている存在だ。「彼等は基督の敵であ

る。基督を十字架にかけたのは彼等の父祖であっ

た。斯かる無法、非道な冷血が彼等の肢躰に漲

っているのであらう」。こういう書き方で始めます。

「彼等がその宗教的素養を素直に伸ばして、選民

思想を浄化されたならば、基督を十字架にかける

やうな怖るべき過失を侵さなかったであらう」。「彼

等が世界のジプシーとして、亡国の民の憂き目を見

て居るのは、当然の帰結」である。どこの国に住ん

でも「消化融合し得ない癌の如き彼等の存在が、

その国家的生命を脅威するものと考へらるるに至

るのは己を得ない」。「彼等が追放さるべき運命に

在る事は、最近独逸に於ける事例に徴して瞭かで

ある」。「必ずしも対岸の火災視し居られぬ問題と

謂はねばならぬ」。「唯単に宗教の関係に於て、所

謂ユダヤ人問題に深き関心を寄する一人である」

というのが海老澤の考えでした。彼は全面的にユ

ダヤ人を否定するのかというと、「基督を生んだ丈

けに於て」また「旧約聖書を世界に提供した事も」

世界の人類に偉大な寄与をして大いなる貢献であ

ったけれども、なぜそういう事態になったのか。「国

際的の癌ともいふべき所謂ユダヤ人問題を解決す

る事は、同時に世界各国の脅威を除く所以でもあ」

り、それにはどうしたら良いのかと。それは1917年
のバルフォア宣言で、パレスチナがイギリスの委任

同志社女子大学名誉教授

宮澤 正典

日本におけるユダヤ論議考
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際秘密力の研究』（1939）ほか多くの反ユダヤ書を
出し、思想戦講習会（内閣情報局）や海軍士官対

象の講習会（海軍省教育局）などで反ユダヤ講演

をし、反ユダヤの国際政経学会の機関誌『国際秘

密力の研究』の常連でした。ユダヤ人とのかかわ

りでいうと、安江は第1次世界大戦後にユダヤ研究
のためにパレスチナ・ヨーロッパを視察します。その

頃から変化し、満州ハルビンでの極東ユダヤ人大

会（第1回1939年）を支援しました。犬塚は1940～
1941年にかけてユダヤ難民が上海に流入したと
き、彼らの居住区がつくられ、日本軍占領下その責

任者でした。難民は初めは海路、後にはシベリア

鉄道でウラジオストック、敦賀を経て、神戸に拠点

をおき上海へたどり着きました。このルートに関して

は杉原千畝がかかわりましたが後述します。戦後、

この上海について、妻きよ子とともに「日本の“アウ

シュビッツ”は楽園であった―日本のユダヤ政策秘

史」（『世界と日本』1961年5月号、『自由』1973年2
月号）などと書き続けて、きよ子は「犬塚ほどユダヤ

人のために尽くそうとした日本人はいなかった。時

代の趨勢の中で、ユダヤ人を守るため、ある程度

反ユダヤ的に振舞わざるをえなかったのだ」と説明

していました。彼女は読売新聞上海特派員を経て、

上海海軍武官府秘書などを勤めた人ですが、『ユ

ダヤ人問題と日本の工作―犬塚機関の記録―』

（1982）ほかの著書を出しています。
今年2月、丸山直起氏が『太平洋戦争と上海の

ユダヤ難民』という研究書を出しました。その注に

「犬塚海軍大佐は、宇都宮希洋のペンネームで、ユ

ダヤ人の国際的策動に注意を喚起する警世の書

を出版したが、このことが後に、犬塚ははたして本

当にユダヤ人に同情的であったのか、それとも実

際にはユダヤ人を利用しただけの反ユダヤ主義者

だったのではないか、との論争を巻き起こすこと

になった」と述べていますが、あれほどの反ユダ

ヤ論を展開した人物に対して「国際的策動に注意

を喚起する警世の書」と言ってしまえば、すべての

反ユダヤ書は警世喚起の書ということになるので

はないでしょうか。丸山氏は、犬塚きよ子とは惟

重が上海時代の功によってユダヤ人からシガレッ

トケースを贈られていたのをイスラエルのヤッド・

バシェムに寄贈することにかかわり、また改めてイ

ンタビューしているのですが、インタビューは大切だ

が、それを通して引きつけられていく面もあると思

います。第2期の岡上守道は、黒田礼二がペンネ
ーム、つまりクロポトキンとレーニンにちなみ、出身

は東大の新人会で左翼的、あるいはコミュニスト

であったかもしれません。朝日新聞の嘱託だった

と思いますが、ヒトラーにインタビューします。その

頃からか、かれは反ユダヤ論客となり、前述の『国

際秘密力の研究』によく登場します。この雑誌の

バックナンバーは同志社女子大学図書館にありま

す。朝日新聞もナチスが政権掌握当初の批判的姿

勢が転換していきました。

北上梅石（樋口艶之助）は『猶太禍』を出版

（1923）し、猶太禍という言葉を最初に使った人で
はないか。ロシアにも留学してシベリア出兵では通

訳として従軍しました。かれの言い分はこうです。

「自分はロシア人をよく知っている。あの革命をロ

シア人がやるはずがない。やったのはユダヤ人だ。

ロシア革命はユダヤ革命であった」と。「日本が警

戒すべきはロシア人ではなく、ユダヤ人の世界征

服陰謀の表れがロシア革命だ。世界で君主制が

残るのはイギリスと日本ぐらいだ。イギリスはすでは

ユダヤ人に籠絡されている。ユダヤ人に全く汚染

されていない日本の君主制をユダヤ人は最後の敵

として狙っているのだ」と主張しました。『シオン長

老の議定書』はこうした背景のもと日本にもたらされ

ました。若宮卯之助は哲学者で布川静淵と似てい

ると思いますが、彼らは、『丁酉倫理会倫理講演集』

という哲学雑誌を発行します。これは同大人文研

に揃っています。『中央公論』はその後身です。

1930年代後半には若宮や布川の反ユダヤ論文を
掲載するようになりました。軍人やキリスト教にかか
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で大闢はダビデであり、これを日本語読みにするとオ

オサケで大酒の字が当てられたというわけです。ユ

ダヤ系中国人が渡来したのであると。また蚕の社の

三足鳥居をユダヤ人の遺跡（三位一体の象徴？）と

する説もあります。神社に行って尋ねましたら「そうい

うことを言う人もいるが、ユダヤ人の遺跡とは思って

いない」ということでした。そういうのを拾っていくと、

例えば青森県の旧戸来
へら い

村はヘブライ・ビレッジだなど

と日本のいたるところにそういう論議があります。

内村鑑三、中田重治たちは同祖論ではありませ

んが、キリストの再臨をめぐって昭和1桁の時代に
ユダヤ人との関係を熱心に唱えました。ユダヤ人

がパレスチナに帰ることによって再臨が実現するの

だという「信仰」ですが、内村はその後ぱったり言

わなくなりました。中田は続けました。

小谷部全一郎は『日本及日本国民之起源』

（1929）で、ヘブライ語と日本語の関係、松尾神社
の祭典で桂川で神輿を担ぐとか、言語、風俗など

を照らし合わせていくと、日本国民の起源はヘブラ

イ神族の正系で、ユダヤ人はその傍系であるとす

る。かれはイエール大学で学んでPh.D.の学位を

えている。ムーディーにもつき、組合教会で按手礼

を受け、横浜組合教会で牧師、続いて北海道でア

イヌの教育にも従事しています。『成吉思汗ハ義経

也』という本も書いています。

いまおまわしする宇野正美の月刊誌『エノク』は、

世界と日本に起こる出来事を反ユダヤというキーで

解説していく。単行本もたくさん書いています。意

外なことにこの人物が同祖論なのです。「今のイス

ラエルは本当のユダヤ人ではない。改宗したハザ

ール人だが、日本には本当のユダヤ人がいる。彼

らが日本に隠れている限りは、日本は決して心配な

い」という奇妙な論理を持つ。ともかく、現在にい

たるまでさまざまな同祖論があります。

酒井勝軍も、若くしてキリスト教に入り、アメリカで

学んで牧師になりました。やがて新興宗教的という

か国教宣明団をつくりました。反ユダヤ同祖論者で

もありました。日本こそダビデ王国の後半身なりとい

う直覚的信仰を抱く。「日本帝国の前身はイスラエル

王国なり」、イスラエル王国はその国民を世界的に

発展させるために亡国の状を粧ったが、神勅により

一日も亡国せずそのまま日本帝国として継承された。

神の子イエス、神の民ユダヤ、神の国日本が一点に

合一したときに、シオンは初めて世に知られ、この

「シオン帝国こそ初めて空前絶後、唯一の理想国と

して出現す」という。しかるに現実のユダヤ人は日本

を敵視し、普選、婦人参政権、水平運動、労働運

動、現状打破、自由平等、デモクラシー、その他をも

って画策している。それは日本・ユダヤ間に潜在す

る神秘的関係に気付いていないからであって、それ

を闡明するための活動に挺身するが、ユダヤ人の

毒手がわが皇国に迫るのに対しては反ユダヤたらざ

るをえない、という不思議な論議を展開しました。こ

うした同祖論が連綿としてきました。

さて同祖論にひきずられてきましたが、論議の第

1期（1921～1932）のスタートはシベリア出兵が大
きなきっかけでした。1918年から1922年、チェコ
兵救出を名目に、多国籍軍をもって、反革命の自衛

軍を支援し、日露戦争の2分の1に達する10億円の
戦費を費しながら、結局無為に終わった。その失

敗に追い込まれた弁明のひとつとされたのが、出

兵の軍人や通訳だった人たちが『シオン長老の議

定書』をもたらし、ユダヤ人の世界征服陰謀説を導

入しました。これに大正期に簇生した国粋主義者

たちが同調して反ユダヤ論が広められた。安江仙

弘は陸軍大佐、ペンネームが包荒子、かれが『シオ

ン長老の議定書』を最初に日本にもたらしました。

四王天延孝は第1次世界大戦に従軍武官としてフ
ランスに駐在、藤原信孝のペンネームで『猶太民族

の研究』（1925）を出版しました。のちに陸軍中将
になりましたが1942年の大政翼賛選挙では全国の
トップで当選した人物です。一貫して反ユダヤ陣

営の中心的存在でした。犬塚惟重海軍大佐は宇

都宮希洋のペンネームで『ユダヤ問題と日本・附国
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日の五相会議で決定されたのが「猶太人対策要綱」

です。これが日本の対ユダヤ政策の基本だとされ

ているものです。五相とは首相、外相、蔵相、陸相、

海相からなるインナーキャビネットです。そこに至る

経過として、1935年、この時は日本はすでに国際
連盟を脱退していましたが、ドイツから避難するユダ

ヤ人について日本としての対応を問い合わせてく

る。これに対して日本にはユダヤ避難民はほとんど

来ていない。避難民に対する方針はたてられてい

ない。もし避難民があるとすれば一般無国籍人と

して扱う。しかし何らかの対応が必要だということ

がありました。「対策要綱」ではドイツとの関係に配

慮しながら「独伊両国トノ親善関係ヲ緊密ニ保持ス

ルハ現下ニ於ケル帝国外交ノ枢軸タルヲ以テ盟邦

ノ排斥スル猶太人ヲ積極的ニ帝国ニ抱擁スルハ

原則トシテ避クヘキモノ」としますが、同時に対米

関係に配慮しないといけないという立場もありまし

た。かくて次の対策が立てられたわけです。

まず「現在日、満、支ニ居住スル猶太人ニ対シ

テハ他国人ト同様公正ニ取扱ヒ」排斥することはし

ない。2番目に「新ニ日、満、支ニ渡来スル猶太人
ニ対シテハ一般ニ外国人入国取締規則範囲内ニ

於テ公正ニ処置ス」と、ユダヤ人ゆえに特別の扱い

をするわけではない。3番目に積極的に招くことはし
ないが、「資本家、技術家ノ如キ特ニ利用価値アル

モノハ此ノ限リニ非ズ」と、つまり利用論です。

1941年12月の大東亜戦争開始とともに五相会議
決定は廃止されます。42年3月に決定した「時局ニ
伴フ猶太人対策」は開戦によってこれまでの政策は

廃止し、「日満支其ノ他我占領地ニ対スル猶太人ノ

渡来ハ特殊ノ事由アル者ヲ除キ一切之ヲ禁止ス」。

ユダヤ人の特性から考えて監視を厳重にするととも

に、その敵性策動は排除弾圧する。日本人が利用

しうる者は厚遇するが、それはユダヤ民族運動を支

援するものではない、というものでした。その「説明」

では、ここに来ても「全面的ニ猶太人ヲ排斥スルカ

如キハ八紘一宇ノ我国是ニ副ハサルミナラス必スヤ

英米ノ逆宣伝ニ利用セラルヘキニ付原則トシテ猶

太人ハ之ヲ無国籍人ト看倣シ白系露人等ニ準スル

取扱ヲ為スコト」とうたい、所要の監視をするにとど

めるとしています。この検討の段階から在外機関に

通達する。42年1月、軍務局軍務課次官より関東軍、
支那総軍、甲（北京）、波（広東）、登（上海）集団各

参謀課長宛、3月には朝鮮軍、台湾軍、関東軍、支
那派遣軍、甲、城（掖河）、呂（全県）、登、波、岡

（シンガポール）、展（咸興）、富（スマトラ）、治（ジャカ

ルタ）、林（ランパ）、香港占領地総督部各部隊参謀

課長宛にこのユダヤ人対策を電送しています。

マスメディア、ジャーナルが圧倒的に反ユダヤにな

っていたのに対して、政府はある程度冷静だった。

1939年に暗号でワシントンから外務大臣にあてたも
のに、Kur b

（sic）

Jingerなるものが日本の大学から追

われたということだが、実態はどうなのかという問い

合わせがありました。それに対して「独逸系猶太人
Kurt Jinger解雇云 ノ々真相」で、東大経済学部講

師であったが契約期間が満期で昭和10年5月で退
職した。追放したのではない。かれは仙台の第二

高等学校のドイツ語教師に就き現に在職と判明し

た。これは「客年11月末神戸音楽学校猶太人教師
免職云 ノ々無実ノ宣伝ト同様反日一派ノ宣伝策動

ト思考セラルニ付前記事実ニ基キ可然措置方回電

シ置キタリ」と返電しています。母がユダヤ人であっ

た哲学のカール・レヴィットは1936年にマールブルク
大学を解任され、1936年東北帝大が受け入れた
のに対して在日ドイツ大使館、ドイツ文化研究所が人

種政策上の理由で招聘を阻止しようとしたこともあ

りました。このようないくつかのやりとりを見ても、日

本政府当局がユダヤ人に対して厳しくはなってきて

いたが、迫害を加えることはなかったと言えます。

1937年7月現在、日本の大学、高校、専門学校に
74人ドイツ人が在籍しており、さらに1942年末には
109名のドイツ人教師が教えていました。そして興味
ぶかいのは次のようなやりとりがあったことです。「本

邦高等専門学校ニオケルドイツ人講師雇入詮衡ニ
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わる者たちからスタートしたのが哲学者に及ぶ時代

になりますが、それは第2期です。愛宕北山、これ
はペンネームで奥津彦重東北帝大教授で、かれも

『シオン長老の議定書』の敷衍者でした。

このような反ユダヤ論が展開される中で、第１期

はその批判者たちが存在しました。吉野作造はユ

ダヤ人の世界 覆陰謀説、世界的秘密結社論議

の虚妄を批判し、意外にも国粋主義派の満川亀太

郎は『ユダヤ禍の迷妄』（1929）で批判者でした。
矢内原忠雄はユダヤ民族郷土建設運動（シオン運

動）に理解をもっていました。毎日新聞記者の渡辺

巳之郎、広島高師の新見吉治はユダヤ人問題を

自己反省ないし教訓的に見ていました。小辻節三

（朝日奈克彰）は下鴨神社の神官の家柄で、日本人

で最初にユダヤ教改宗者とされます。ペンネームで

反ユダヤ論をしたこともありましたが、満鉄の調査部

に勤務、極東ユダヤ人大会にも協力した人物です。

第1期は反ユダヤ論議がリードし、大正期国粋主義
者たちもこれに加わりましたが、これに対する反論

も存在しました。

第2期（1933～1945）になると、ほぼ反ユダヤ論
に一元化したと言ってよい。布川静淵は布川孫市

や山形東根のペンネームで反ユダヤ論を展開しま

す。増田正雄は『国際秘密力の研究』でも登場しま

すが、これを継承するように出された月刊の『猶太研

究』（1941－1944）の編集の中心を担いました。同
誌は反ユダヤ論者たちの舞台ですが、同時にその

バイアスのかかった世界や上海のユダヤ人の状況

なども報告しています。私は定年退職にあたってこ

ういう問題から卒業すべく同誌を含めユダヤ論議関

係の本のほとんどをイリノイ大学に寄贈しました。段

ボールに34箱、宮澤コレクションとして収めてくれた
ようです。反ユダヤ本をまとめてご覧になるのなら、

ついでの折に同大学図書館がよいかもしれません。

上原虎重は毎日新聞の役員ですが、国際政経

学会の反ユダヤ講演会にも参加、毎日新聞が後援

しています。毎日は社説を見ても、米軍がローマを

爆撃した。バチカンにも被害が及んだ。キリスト教

徒がはたしてそうするだろうか。それをしたのはユダ

ヤ人とユダヤ思想を基幹とするフリーメーソンの計

画だと断定（1943年7月29日）しているが、そういう
類の記事、社説を繰り返していました。白鳥敏夫

はイタリア駐在の外交官、戦後戦犯になりました。

西本穎は京大教授です。京大『法学論叢』の論文

は然るべき論文ですが、実は時局に反しない反ユ

ダヤ観が読みとれます。

第2期はほぼナチス支配期と一致して、反ユダヤ
論批判者は消えていきました。印象的なのは外交

評論家の清沢洌の『暗黒日記』です。かれは戦時

下に、戦争が終わったらこの時代について書くた

めの記録としてひそかに日記を書き残しました。し

かし、敗戦を待たず1945年5月に死亡しました。戦
後に『暗黒日記』として出版されました。この中には、

戦時下に展開されていた反ユダヤ論への痛烈な

批判が記されていました。『中央公論』の常連執筆

者でしたが、1941年には当局から執筆をすべて禁
じられて、盟友石橋湛山が『東洋経済新報』に匿名

で評論の機会を与えていただけでした。毎日新聞

に象徴されるように反ユダヤ論で塗りつぶされた

時代で、さきの海老澤亮に至るまで、反ユダヤ論が

キリスト教の中心的ジャーナルの巻頭論文に載ると

いう事態になり、かくてそれを批判する議論が消滅

したのが第2期でした。
菅原憲は台北帝大で終戦を迎え、戦後同志社

大学に就任しました。私の恩師です。私の学生時

代に文学博士の学位をえました。こういうエピソー

ドをうかがいました。戦時中に論文を提出したが京

大は受理しなかった。テーマが受理を躊躇させた

のだが、戦後になってようやく受理されたと。書物

自体は1941年に『独逸に於ける猶太人問題の研
究』として出版されていました。九州帝大の長寿吉

とともにアカデミズム界でのユダヤ研究の先駆的位

置を占めている。

さて、日本政府はどうだったのか。1938年12月6
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問題でもあります。お手元の資料にありますように、

1945年7月の時点で外国人の在監者数は横浜が
神戸、大阪よりはるかに突出、東京はゼロでした。

政府のクールさに対して、出先機関において必ずし

も一貫していたわけではなかった。

むしろ日本そのものが人種差別の反ユダヤに徹

していたと強調するのが金子マーチン氏です。そ

の著書『神戸・ユダヤ人難民1940～1941―「修正」
される戦時下日本の猶太人対策―』（2003）を読了
するとぐったりさせられましたが、書評はしました

（『ユダヤ・イスラエル研究』第20号）。その反応は
知りません。日本は徹頭徹尾反ユダヤであった、今

も外国人差別は変わらないと論じておられる。

第3期（1950－1967）は1950年頃から始まりま
す。2期と3期の間には数年の空白がありましたが、
敗戦でユダヤ人問題に目を向ける余地がない状況

でした。1952年に『アンネの日記』が翻訳出版され
ます。その頃「夜と霧」や「十三階段の道」などの映

画が上映されました。『ビルマの竪琴』で有名な竹

山道雄はナチスのユダヤ人大量殺戮事件について

『文藝文春』に連載（1957～1958）し、さらにガス室
は聖書に起因したと論じる評論を『自由』に発表（7
月～10月号）するなど、ホロコーストがなぜを解明し
ようとしました。それらの過去に対して、たとえば戸

塚文子『ユダヤの国イスラエルの旅』（1961）、神戸
女学院の学生だった石浜みかる『シャローム・イスラ

エル』（1965）などは、そのユダヤ人の国づくりの進
む明るいイスラエルの現在を伝えて印象的でした。

第3期の特徴はホロコーストのユダヤ人について
初めて知らされた。そのユダヤ人たちがキブツなど

にみられるように自分たちの国をつくっているという

明るいイスラエルに目を向けさせた。キブツ関係で

は縫田清二、手塚信吉、山根常男らの研究、そして

『月刊キブツ』という雑誌もありました。西村関一は社

会党の代議士ですが日本・イスラエル親善協会の

理事でした。杉田六一は日本におけるユダヤ問題

論議研究を開いた一人で、私はこの方に研究会を

通して教えられました。三浦三郎は戦前戦中の反ユ

ダヤ論者たちを列挙して、実は親ユダヤの人びとで

あったと「立証」する本（『ユダヤ問題と裏返して見た

日本歴史』1953）を書いています。これも戦後状況
に迎合しながら実は居直り的弁明を感じます。

こうした趨勢に対して、イスラエル建国こそがパ

レスチナ人を犠牲にしていることに注目したのが岡

倉古志郎や甲斐静馬。岡倉はしばらく同志社の法

学部で教えていて私も聴講していました。第4期の
岡倉徹志は古志郎の息子で毎日新聞でパレスチナ

派というかイスラエルに批判的な健筆をふるった

が、現在は富山国際大学教授です。ユダヤ・イスラ

エルはいわゆるパレスチナ問題とリンクして論じら

れるようになりました。村松剛と犬養道子はアイヒ

マン裁判がこの論議に積極的に参加するきっかけ

だったと思います。

第4期（1967－1985）は1963年の第3次中東戦
争がきっかけです。その頃からPLOに目が向けら

れました。研究者で論客に板垣雄三、林武、前田

慶穂、下村由一らがいます。北沢正雄は同志社出

身、笹川正博は朝日新聞記者で中庸的、広河隆一

は元来イスラエル国とキブツに関心をもって留学す

るのですが、キブツ滞在中に第3次中東戦争を体
験して、やがてパレスチナ派になります。村山盛忠

氏は同志社神学部出身の阿倍野教会牧師。「イス

ラエル批判がなぜ反ユダヤになるのか―宮澤正典

氏への公開論争―」（『フィラスティン・びらーでぃ』

1981年2月号）で痛烈に批判されたことがあります。
70年代石油危機の時代の『アラブレビュー』『アラ
ブ・トピックス』『フィラスティン・びらーでぃ』などの雑

誌は今はなくなっています。『中東通報』は現在は

『中東研究』と誌名をかえています。

第4期の研究者には東大定年後に関西大学に
いた山下肇、京大の上山安敏、前述の丸山直起、

私ども日本イスラエル文化研究会の近藤申一、安

斎和雄、関谷定夫らがいます。他方、ラビ・M・トケ

イヤーは東京にも在任した。イザヤ・ベンダサンつま
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関スル件」（1939年9月27日）で、ドイツ側が「我々ハ
ユダヤ人ヲドイツ文化ノ代表ト認メザル故、ドイツ文

化ノ紹介ハ新興ドイツヨリ来レル学者ガ必要ナリ。イ

ミグラントハドイツノ国賊ナル故ドイツ文化代表ノ資格

ナシ」と言うのに対して、文部省としてはこういうドイ

ツの言い分は受け入れるつもりはない。ドイツ側の

積極的援助を仰ぎたいが、ご承知の通りわが国に

人種問題なるもの存在せざるにつき、これを理由に

して現在雇用中のものを解雇する意志なしと応じ、

たとえ「ドイツ側の推薦ニヨリ雇用セル者トイエドモ、

政治宣伝ヲ行ウナド教員トシテ不適当ト認メタル者

ハ顧慮スルハ勿論ナリ。コレヲ要スルニ我国ニ於テ

ハ人種問題ニツイテハ一視同仁ノ精神ニ出デ単ニ

適当ナルドイツ人講師ヲ得ルタメドイツ側ノ協力ヲ俟

ツ用意」のあることを明らかにしようとしているのだと

いう文部省学芸課長の対応が外交資料館に残され

ています（「本邦雇傭外国人関係雑件」）。

また、内務省警保局が戦時下ドイツの動きに対

してかなりクールな見方をしている。マイジンガー親

衛隊大佐がドイツ大使館警察主任に着任しますが、

かれは共産党系、旧帝政派およびユダヤ系などの

異分子を含むドイツ国籍ドイツ人を「これら分子は

反ナチス的気分濃厚にして必ずしもその国民的団

結は強固なるに非ず」として追及する。マイジンガー

は上海まで飛んでブラックリストをつくるとともに、日

本に対してもプレッシャーをかけていますが、この警

保局のレポートを見ると、かなり批判的ニュアンスが

あります。日本政府当局のユダヤ人政策は、前述

のように冷静であったと言えるのではないか。しか

し、それに関して二つ申します。

まず杉原千畝は、日本のシンドラーとも言われま

すが、外務省が許可しなかったにもかかわらずユ

ダヤ人にビザを発行したということで有名になりま

した。確かに外務省の文書を見ますと杉原はしば

しば外務省に対応を問い合わせている。外務省

は一般外国人が入国する場合と同様「見せ金とし

て250円、滞在するならその倍額」というような条件

で難民にビザ発給を認めないように指示する。し

かし、杉原は発給した。日本のシンドラーとして評価

されるのに対して、「杉原のような日本の外交官が

外務省、つまり国の命令に反してビザを発行したこ

とは許しがたい。国家がなりたたないではないか」

と宇野正美はかれの月刊誌『エノク』で批判しまし

た。私は杉原はすごい人だと思うけれども、もしか

れがドイツの外交官だったら、そういうことはできな

かった。日本政府はユダヤ人問題に関しては一定

の自制心があったのではないかと考えます。

もうひとつはフーゴ・カール・フランク一家の場合

です。父のルイスはユダヤ系ドイツ人で1913年来
日し、小樽高商で商品学、商品実験を担当、1926
年山梨高等工業に転じ、電気化学、電気材料、ド

イツ語を担当しました。教え子が約2000人、1936
年には勲五等瑞宝賞を受けました。1942年1月、ド
イツ外務省より在外公館へのユダヤ系ドイツ人の

国籍剥奪の通達によりドイツ国籍を失い、1943年
にユダヤ系の理由で実質的に罷免され横浜に移

る。長男フーゴが44年7月、横浜憲兵隊に逮捕され
る。スパイ容疑です。横浜地裁で5年の判決を受
け、栄養失調のため30歳で獄中死しました。父ル
イスは遺体を引き取って、借りたリヤカーで火葬場

まで運びました。一家は軽井沢に収容されていて、

そこの外国人墓地に葬る。これらのことは山梨時

代の教え子の保延誠氏（茨城大学）から教えられま

した。かれは山梨工業会でフーゴの冤罪を証明す

るための運動の中心となり、その膨大な記録を出

版しました。100部限定ですがそれをいただきまし
た。フーゴの事件は横浜ということが影響していた

かもしれません。戦時下最大の言論弾圧事件とさ

れる横浜事件（共産党再建謀議容疑で数十人を検

挙。獄死者4人。『中央公論』『改造』の廃刊）は
1942年、大谷敬二郎憲兵隊長の横浜着任が44年
ですが、フーゴ逮捕もこの時期と前後しています。

横浜事件は今年7月にも横浜地裁で再審の進め方
について協議されるなど60余年を経てなお現在の
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（本田健『ユダヤ人大豪の教え―幸せな金持になる

17の秘訣―』）は80万部売れたそうです。『朝日』の
週間ベストテンでは連続して6位、最近はその図解
版に加えてマンガ版も出版されました。滝川義人氏

は長くイスラエル大使館に勤めるかたわら、ユダヤ・

イスラエル関係書の翻訳、自著を多く出してきておら

れますが、近著に『ユダヤの格言99―人生に成功
する珠玉の知恵―』があります。それについて「実は

講談社から依頼されたのは本田の類の本だったが、

そういういい加減なものは書けなかった」とうかがい

ました。こともあろうに渡部昇一・大島健伸『異端の

成功者を支える億万長者の教科書』という本の帯に

は「ユダヤ人びっくり。口先コンサルタント真っ青!!実

践者だけがいえる大金持入門書」とありました。これ

らは確かに反ユダヤ本であるよりは、その逆に見え

ます。しかし、そのようにユダヤ人を特別化して強調

することは問題なしとはしません。何か危機的状況

が現出、直面したとき、そのことがユダヤ人陰謀説

に転化しかねないからです。9･11のときにもユダヤ
人はあのビルから、あらかじめ避難して免れていた

という説が立てられたりもしました。

私はかつて「日本ではユダヤ人が公的地位を占

めたことはなかった」と述べたことがありました。こ

れに対して山本尚志氏から「宮澤はそういうが、少

なくとも音楽界ではそんなことはない」と指摘されま

した。たしかにクラウス・プリグスハイム、ローゼンシ

ュトック、レオニド・クロイツアー、レオ・シロタ、モグ

レブスキー、その他がいました。飯沼二郎「敗戦直

前の日本の楽壇」（『未来』1991年10月号）で山田
一雄、尾高尚忠が「ナチスのユダヤ人排撃を利用

して、とうてい、実力ではかなわないローゼンシュト

ックを新響（新交響楽団、N響の前身）から追い出

し、その指揮を山田と尾高で独占しようとした企図」

について書いている。そのコピーをご覧ください。

時間を超過しました。最後に、さまざまな問題状

況にも拘わらず、たとえば私の専門の西洋史面だけ

でも、前掲の研究者とかなりだぶりますが、研究成

果を挙げてきており、日本西洋史学会でも毎年、新

進の研究者たちの研究発表がなされるようになって

きており、哲学、文学、その他の分野を含めて日本

においても「ユダヤ学」の確立をと期待しております。
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り山本七平とその論敵の浅見定雄。芝生瑞和は

ジャーナリスト。永淵一郎はペンネームだと思います

が竹山道雄を批判するのに『シオン長老議定書』を

持ち出す。山陰基夫は宗教団体の教祖みたいな

方のようですが反ユダヤ論を展開していました。藤

田田はマクドナルドを始めた人ですが『ユダヤの商

法』（1972）というベストセラーを出しました。犬塚き
よ子は前述しました。

第5期（1986～現在）は1986年からです。日米間
の経済摩擦が背景にありました。まず宇野正美の

『ユダヤが解ると世界が見えてくる』と『ユダヤが解

ると日本が見えてくる』（1986）のベストセラーが先頭
をきる。この時期に登場する太田龍は最近出した

本で次のようなコメントをしています。「ついに我々

は『シオン長老の議定書』の全体像を白日のもとに

曝け出すことに成功した。議定書偽書説を喧伝す

る人々は、そのタネ本として、モーリス・ジョリの『マ

キャヴェリとモンテスキューの地獄における対話』を、

鬼の首をとったようにはしゃぎまわる。しかし、そん

な下らない言いがかりは、自分で自分の落とし穴

を掘るようなもの」だ。議定書偽書説の笑止千万を

糾すのだと言い、最後に「この『シオン長老の議定

書』に書かれている叙述が日本民族有志の常識と

なるほどに消化される日が来ることを切に期待す

る」と述べています。こういう本が今も出されている

という現実があります。かれはヤコブ・モルガンな

る人物とコンタクトをもち、さかんにユダヤ陰謀本を

出しています。中丸薫も不思議な女性です。五島

勉は青山学院の教授ですがハルマゲドンとかノス

トラダムスの予言とかからのユダヤ論。広瀬隆はか

なりユダヤに厳しい。小石泉はユニークなユダヤ

観の多分牧師。小石豊は『古代出雲とイスラエル

王国の謎』（2005）という本を出しました。
これらに対して、学問的には中東研究の立山良

司（防衛大学校）、臼杵陽（日本女子大学）。英米の

ユダヤ人について佐藤唯行（独協大学）、ドイツのワ

イマールからナチス期のユダヤ人問題についての長

田浩彰（広島大学）、オーストリアについては野村真

理（金沢大学）、ロシアについての高尾千津子（早稲

田大学）、ユダヤ思想史の市川裕（東京大学）、新

進のドイツ史の武井彩佳（早稲田大学）、その他多

くの先生方がいる。小岸昭は京大在職中から徳永

恂（阪大名誉教授）らとエネルギッシュにイスラエル、

スペイン、アフリカ、インド、南米などの現地調査を続

け、最近も『インド・ユダヤ人光と闇』（2005）を2人の
共著で出版しています。また、神戸・ユダヤ文化研

究会の創設に中心的役割を担われました。

私はいろんな本や雑誌も一応手にとってユダ

ヤ・イスラエル関係の内容の有無を確かめてきまし

たが女性週刊誌にも及びます。それを買って個人

研究費で請求したとき、経理課から「奥さんのもの

を間違えていませんか」と返されてきたこともありま

した。今おまわしする雑誌『マルコポーロ』もそうや

って見つけて買ったのだと思います。いわゆるマ

ルコ・ポーロ事件の発端となった西岡昌紀「戦後世

界史最大のタブー。ナチ『ガス室』はなかった」とい

う記事が載っています。木村愛二はロジェ・ガロデ

ィ『偽イスラエル政治神話』（1998）を訳出し、この
ホロコースト否定論を前提とする反シオニズム・イス

ラエルの本について「訳者はしがき」と「訳者解説」

に73ページを使って自己のホロコースト見直し論を
展開していますが、自著『アウシュヴィッツの争点』

（1995）は西岡を応援する意図があったとのことで
す。東大の高橋哲哉はいま靖国神社問題で有名

ですが、実はユダヤ・イスラエル問題にも積極的に

発言しています。イスラエル・シオニズムに批判的

なのは鵜飼哲も共通するところがあります。

さて、第5期に顕著にみられる1傾向に、決して反
ユダヤではないユダヤ人の知恵とか金儲け術など

についてユダヤ人の優秀性をうたう類の本が次々

と出版されていることがあります。ユダヤ人は有能で、

金持ちで、成功者を産むのに力を発揮しているとい

うことのようです。この1年間に刊行された、そういう
類の本を数冊持参したのでご覧ください。この本
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特定研究プロジェクト１  ２００５年度第２回研究会 

スケジュール 

１３:００～１４:００　発表：ミシェル・モール「宗教者が眺めた20世紀初めのヨーロッパの崩壊 
  ―ローゼンツヴァイク『救済の星』を中心として―」 
１４:００～１５:００　ディスカッション 

日　　時／ ２００５年１１月２２日（火） 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　寧静館４０２ 

発　　表／ ミシェル・モール（同志社大学嘱託講師） 

特定研究プロジェクト１  ２００５年度第３回研究会 

スケジュール 

１４:００～１５:３０　発表：エリック・オッテンハイム「何のための対話か？―オランダにおけるキリスト者とユダヤ人」 
１５:３０～１６:００　質疑応答 

日　　時／ ２００６年１月１４日（土） 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

発　　表／ エリック・オッテンハイム（オランダ・ユトレヒト大学） 

特定研究プロジェクト１
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研究会概要（発表原稿は「公開講演会報告」の項に掲載）

オッテンハイム氏は、ユダヤ教に対してキリスト教がどのような態度をとってきたかを、オランダの豊富

な事例を踏まえつつ歴史的に紹介した。まず氏は、公演を語る上での前提として自分がカトリックのキリス

ト教徒であることを明らかにし、グローバル世界での宗教間対話の目的と方法、危険性と可能性について

言及した。講演の前半では、1948年以前のオランダにおいて、ユダヤ人に対するキリスト者の態度が紹

介された。これは主に二つに分けられる。①1945年4月、大戦中のオランダで、ある一部のキリスト者は

反ユダヤ主義への抵抗とユダヤ人の具体的な救済を試みていた。この働きの背景には、ユダヤ人が終末

において神に対する特別な役割を担っているというユダヤ人の認識があった。これは主に19世紀のプロ

テスタント・サークル（イサック・ダコスタとアブラハム・カパドーズ）の中で育まれたものである。②1948

年以前のカトリシズムとプロテスタント改革派において当時支配的であったのは、現存のユダヤ教は神の

恵みから排斥されているという見解であった。民族的な反ユダヤ主義には反対しつつも理念的にはこれを

正当化したカトリックは、自らの社会的アイデンティティーの純粋性を保持するために必要な教義としてこの

見解を維持していた。この一見異なる①と②の主張に共通していることは「置換の神学」にルーツを有して

いる点にある。つまり、1948年以前のキリスト教は、神の聖なる約束がすでにユダヤ人からキリスト教へ

移されているという認識においては変わらなかったのである。

講演の後半では、氏はまず第二ヴァチカン公会議でのユダヤ教に対するキリスト教の公式の声明に言

及した。この声明では、イエス・キリストの処刑にユダヤ人は責任を持たず、彼らにとってアブラハムの

約束は廃棄されていないという画期的な宣言がなされる。しかし氏は、この宣言も「何を言ってはいけな

いか」を言うにとどまり、「何を語るべきか」については十分に言及されておらず、カトリック神学全般か

ら見ればまだ不十分であることを指摘した。また、氏は近年のオランダの事例としてプロテスタント教

会で用いられている「聖金曜日の祈り」についての論争の一端を紹介した。この論争は「キリストの受難」

と「解放された教会」を扱ったこの祈りの文言が反ユダヤ的であるという批判から始まったものであり、

実践的な宗教行為の現場で両宗教の関係を単純に結論づけることができず、同時に中立的な立場にも立

てないという現実の問題の難しさを浮き彫りにしている。

以上の議論を踏まえ、氏は両宗教間には多くの問題があるが、キリスト教にとって聖書の民としてのユ

ダヤ教との対話は必要であると述べ、公演を締めくくった。

コメンテーターのミッシェル・モール氏からは、両宗教間の対話がアジアの諸宗教との対話に拡大し

ていく可能性や、「対話」と並ぶ「沈黙」の必要性が指摘された。会場では、EU憲法の中での宗教の位置づ

けや、「妊娠中絶」や「安楽死」についてのそれぞれの一神教の理解など、関心は多岐にわたった。

（CISMORリサーチアシスタント・神学研究科博士後期課程　森山　徹）
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研究会概要

モール氏はまず、「ヨーロッパとは何か」ということに触れ、現在のヨー

ロッパにおけるEU拡大とアイデンティティの問題を提起した。氏は、EU

が拡大と共存への高邁な理想を掲げる一方で、根深く残る国家・民族への

執着、そしてそこから生起する諸問題が、19世紀末から20世紀初頭に覇

権を争った国民国家の闘争と無縁ではない点を指摘し、その時代の証人と

してフランツ・ローゼンツヴァイクの視点を提示した。

ローゼンツヴァイクの生きた時代のドイツは戦争の渦中にあった。当時のドイツは、「中央ヨーロッパは

世界の中心である」という自負を持っていたが、その反面、「ヨーロッパとは異なっている」という意識も有

していた。ローゼンツヴァイク自身はこの「戦争体験」から思想的影響を受けたことを否定する。しかし、

ローゼンツヴァイクの「書簡」から読み取ることができる、「歴史」から「宗教」への移行という問題意識の中

に、この時代の影が色濃く反映しているということをモール氏は指摘する。ローゼンツヴァイクにとって、

「宗教」とはまさにユダヤ教のことであり、彼はユダヤ教において「歴史」の超越を問題にするのである。

ユダヤ教における「歴史」の超越の問題を書物の形で書き著したものが主著『救済の星』である。戦時

中に前線から母に送った書簡をまとめたこの著作は、脚注もない特異な書物である。モール氏は「Erl

ösung」＝「救済」の邦訳と定義に言及した後、この書の主題を三つに分けて論ずる。①哲学と神学の協
力。一般に言われる宗教哲学とは一線を画した、宗教による哲学との共闘を目指したという点が指摘で

きる。②「死」と「生」の観点から「観念論＝全体主義」を批判している点。この点においてローゼンツヴァ

イクは実存主義者の系譜に属するとされる。③自国への「同化」と「シオニズム」の問題。彼の師でもある

ユダヤ人思想家ヘルマン・コーヘンの「同化」に対する反対の立場が言及される。

以上の問題を概括した後に、モール氏は今回の発表に基づいて三つの課題を提起した。①「歴史」との

戦いというローゼンツヴァイクの立場について。もし彼がナチズムを経験していたらという可能性を考

慮に入れながら、彼の政治的な立場の独自性が語られた。②ユダヤ教とキリスト教以外の宗教に対する

ローゼンツヴァイクの立場。今日の宗教間対話の現状における彼の思想の独自性と限界が提起された。

③言葉を超えた真理の追求というローゼンツヴァイクの思想的立場について。学問的な営みの限界と終

末思想に基づく彼の思想の特異な側面が指摘された。

（CISMORリサーチアシスタント・神学研究科博士後期課程　森山　徹）



特定研究プロジェクト１  ２００５年度第４回研究会 

スケジュール 

１４:００～１５:００　発表：野村真理「近代ウィーンのユダヤ人の自己認識」 
１５:００～１６:００　ディスカッション 

日　　時／ ２００６年３月１日（水） 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館マルチメディアルーム１ 

発　　表／ 野村 真理（金沢大学経済学部教授） 
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間に激しい対立が起こる中、ユダヤ民族主義者と反ユダヤ主義者とがパレスティナでのユダヤ人国家建

設やオーストリア国内での少数民族としてのユダヤ人の権利獲得という面において共鳴関係になるとい

う奇妙な事態が起こる。野村氏は、このように解放から次第に反ユダヤ主義が人種的・民族的な性格を

露にしていった戦間期のウィーンにあって、多くのユダヤ人たちが、ユダヤ人でもなければドイツ人でも

ないようなアイデンティティを奪われた過酷な時代を生きたということを指摘し、発表を締めくくった。

(COEリサーチアシスタント・神学研究科博士後期課程　森山　徹)
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研究会概要

野村氏は、まず第一次世界大戦以前のユダヤ人の自己認識問題に近代ヨーロッパ・ユダヤ人問題の凝

集した一つのカタチを見ることができるということを指摘した。キリスト教の神の名によって迫害が正

当化されていた解放以前のヨーロッパ・ユダヤ人たち。その一つの表れとして高い壁に囲まれたゲットー

があった。このゲットーの壁に穴を開けたのはナポレオンの砲弾であり、ユダヤ人の意識を大きく変えた

のはこの砲弾に象徴されるところのフランス革命と啓蒙思想であった。これによって宗教と法律は分離

され、「平等」のもとにユダヤ人の生活は確保された。解放以前のゲットーは、行政・裁判・言語等独自の

習俗・習慣を有したさながら小民族国家の様子を呈していたが、解放によってユダヤ人たちはゲットーの

外に出て、「ユダヤ教徒」ではあっても「ユダヤ人」であることは断念しなければならない、つまり「内面の

信仰」と「外面の行為」の分離という根本的変革を要求された。これを積極的に推し進めたのがモーゼ

ス・メンデルスゾーンであり、彼はユダヤ教を信仰するドイツ国民として生きる道を奨励した。これによ

って同化志向を強めたユダヤ人たちは、1850年以降、移民となって当時ドイツ同化ユダヤ人の都と呼

ばれていたウィーンに移住し、身を粉にして働き同化に努める。しかし、このような解放が進んだのはヨ

ーロッパでも西欧のみであり、東欧、つまり旧神聖ローマ帝国版図とポーランド、リトアニアを境にした

東側では逆にユダヤ人の迫害が強まり、1880年以降ガリツィアやブコヴィナなどの地域から迫害を逃

れるために、ウィーンへ多くの伝統的ユダヤ人たちが流入する。野村氏はカール・エーミール・フランツ

ォースによるアジアとヨーロッパの奇妙に交錯したガリツィア（東欧）という地への回想を、またゲオル

グ・クラークによる西欧の世俗化したユダヤ人と東欧の伝統的なユダヤ人が非ユダヤ人たちには本質的

に区別されていないのではないかという不安な思いを引用し、東欧ユダヤ人と西欧ユダヤ人の内面的な

葛藤を鮮やかに描き出した。また氏は、フランツ・ヴェルフェルとヨーゼフ・ロートから引用し、当時のウ

ィーンのナショナリズムの高揚とそこに微妙な隔たりを感じるユダヤ人の思いを説明した。

第一次大戦が始まると、難民としてウィーンへ流入してきた東欧ユダヤ人たちによりウィーン全体の食

糧不足に拍車がかかる。ウィーンの同化ユダヤ人たちは、難民である東欧ユダヤ人たちに手を貸しつつ

も、彼らによって同化ユダヤ人である自分たちにも反ユダヤ主義の矛先が向くことを恐れるが、戦後も

居座り続けた東欧ユダヤ人たちに対して、とうとう非ユダヤ人たちの怒りが激化する。これに対してユダ

ヤ人側も民族主義を積極的に打ち出し、1918年にローベルト・シュトリッカーによって「ドイツオースト

リア・ユダヤ民族評議会」を結成される。これに拒否反応を示した同化ユダヤ人とユダヤ民族主義者の



近代ウィーンのユダヤ人の自己認識

このことは、おそらく高校生の世界史の知識の範

囲内で、いまの私たちの頭にはすっと入ってきます。

しかしこのことは、当時のユダヤ人の場合には、た

とえばいまの日本に仏教徒の日本人とキリスト教徒

の日本人がいて、そのどちらもが日本の法律の下で

平等だ、という具合にすんなりとはいきませんでした。

というのも、日本人のキリスト教徒いうとき、私たちは

日本人という民族的帰属とキリスト教徒という宗教

的帰属を切り離して考えますが、解放以前のユダヤ

人の場合は、ユダヤ教徒であることとユダヤ人であ

ることとが分離できないような、そういうあり方をして

いたからです。事実、日本語で「ユダヤ人」と訳され

たり、「ユダヤ教徒」と訳されたりする語は、ドイツ語

では Jude、フランス語では Juif、英語では Jewと

いった具合に、欧米語では一語です。

話をゲットーにもどすと、壁で囲い込んだ土地に

大勢の人間を閉じこめておくゲットーは、非人間的

であるにはちがいないのですが、別の見方をする

と、ゲットーはユダヤ教の風俗習慣に従って生活す

ることを許された、ユダヤ人だけの独立した世界だ

ったということができます。

たとえばユダヤ教では、新年は太陰暦にしたが

って９月の末か10月のはじめに始まり、ユダヤ人は

キリスト教徒とはまったく異なる祝日を節目としなが

ら１年を過ごします。ゲットーの住人は、自分たちの

なかからゲットーの内部の行政を司る代表者たち

を選出し、代表者はゲットーの住人から税金を徴

収して、それでユダヤ人社会の管理や福祉や教育

などを行いました。あるいはゲットーの代表者たち

は、ゲットーの外の世界に対してもゲットーの利害

を代表します。たとえばフランクフルトでいうと、フラ

ンクフルト市はゲットーの住人に対して個人別に税

金を課すのではなく、ゲットーの代表者たちと交渉

の上、ゲットー全体に対して一括して税金を課しま

す。ゲットーの代表者はそれをゲットーにもち帰り、

今度は所得に応じてゲットーの住人に負担額を割

り振るわけです。またゲットーのなかでは、ユダヤ

人同士のあいだのもめ事に対してはユダヤ教の宗

教法にもとづく裁判権も認められていました。

それから、フランクフルトはドイツの街だからゲット

ーのユダヤ人もドイツ語を話していたのかというと、

そうではなく、ユダヤ人は、イディッシュ語という、ユダ

ヤ人だけの言語を使用していました。イディッシュ語

は、音韻構造と文法構造はドイツ語に似ているので

すが、文字はヘブライ語のアルファベットを用いて右

から左へと表記されます。さらに、ユダヤ人だけに特

有の服装というのもあったし、食べてよいもの、いけ

ないものといった食事の決まりもありました。

こうしてみるとゲットーのユダヤ人の世界とは、独

自の行政機構と、ユダヤ教の宗教法という独自の

法律と裁判制度と、それからイディッシュ語という独

自の言語に独自の風俗習慣をもつ、あたかもユダ

ヤ人だけで構成される小民族国家のような世界だ

ったことがわかります。つまり近代以前のユダヤ人

の世界とキリスト教徒のドイツ人の世界とは、その

民族的な区別が耳や目によって確認できるような、

そういう二つの世界だったわけです。

先に言いましたように、近代ヨーロッパの法治国家

におけるユダヤ人の解放とは、このゲットーの壁を取

り壊し、ユダヤ教徒とキリスト教徒が、同じ市民社会

で、同じ権利と義務をもつ個人として平等に暮らすこ

とだったわけですが、それはユダヤ教徒／人にとって

は、ユダヤ教徒であることの自由を認められる代わり

に、ユダヤ人であることを断念するという代償をともな

うものでした。ドイツの例でいえば、平等な権利を受

け取るにあたってユダヤ教徒が求められたことは、イ

ディッシュ語ではなくドイツ人の多数者と同じ正しいド

イツ語を話すこと、ユダヤ教の宗教法ではなくドイツ

人と同じ世俗的な法律に服すること、さらにドイツ人

多数者と同じ社会習慣に従って、社会に摩擦を起こ

すことなく生活することだったわけです。

このことがユダヤ教徒にとって何を意味するか。

私には、日本人が、たとえばキリスト教徒の日本人

であることに非常な困難を感じているとは思えませ
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ここにお集まりのみな様は、ヨーロッパのユダヤ

人について、かなりの知識をおもちの方ばかりだと

思います。そのため今日の報告は、あるいはみな様

にとって新鮮味のないものになってしまうのではな

いかと心配しているのですが、その場合はご勘弁

いただくとして、今日は、第一次世界大戦以前のオ

ーストリア帝国――第一次世界大戦後はオーストリ

ア共和国という小さな国になってしまいますが――

そのオーストリアの首都ウィーンのユダヤ人の自己

認識問題について報告したいと思います。という

のも、「自分は何者か」、「自分のどこがユダヤ人な

のか」、このような問題につきまとわれることになっ

たところにこそ、まさしく近代ヨーロッパでユダヤ人

がおかれた状況の特徴があるからです。

１．解放以前のユダヤ人の生活
さて、ヨーロッパのユダヤ人にとっての近代は、

中世的な差別や迫害からの解放によって始まるわ

けですが、近代以前のヨーロッパで、ユダヤ人がさ

まざまな差別や迫害を受けていたこと、そうした迫

害がキリスト教の神の名において正当化されてい

たことはみなさんご存じのとおりです。キリスト教の

教義のなかでユダヤ人がどのように位置づけられ

ているかについては、私よりこの研究会のメンバー

の方々の方がお詳しいことと思います。

ゲットーも、そのようなユダヤ人に対する差別的

制度の一つでした。ゲットーとは、ユダヤ人がそこ

に住むことを強制された居住区のことですが、これ

(図)はフランクフルトのゲットーです。フランクフルト

のゲットーは1460年から建設が始まり、長さ300メ

ートル、幅50メートルほどの細長い土地が壁で囲ま

れ、その中央を幅３メートル足らずの通りが南北に

走り、通りの両側にはびっしりと家が建ち並んでい

ました。通りが壁とぶつかる北と南の端に出入の

門があって、夜になると門には外側から鍵がかけら

れます。壁に囲まれたゲットーの面積は増えないの

にゲットーの住人の数はだんだんに増えていったた

め、超過密状態のゲットーの居住環境は劣悪で、

図でも、ゲットーの部分だけ異常に家が建て込ん

でいるのがわかると思います。

そしてフランクフルトについて言えば、このゲット

ーの壁に穴をあけたのは、フランス革命のときのナ

ポレオンが率いる軍隊の砲弾でした。

２．ユダヤ教徒／人の解放問題
―ユダヤ教徒／人からユダヤ教を信仰するドイツ人へ―

このナポレオンの砲弾に象徴されるように、近代

ヨーロッパのユダヤ人解放は18世紀の後半の啓蒙

思想の登場とともに始まります。近代以前のユダヤ

人に対する差別がキリスト教の神の名において正

当化されていたとすれば、啓蒙思想は、キリスト教

徒もユダヤ教徒も人間として平等だと説くことによ

って、人々の意識を大きく変えることになりました。

そして1789年のフランス革命の成功以後、近代ヨ

ーロッパの法治国家では、法律と宗教とが切り離

され、宗教を理由とする法律上の差別が廃止され、

世俗的な法の下でのキリスト教徒とユダヤ教徒の

平等が実現されることになります。
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ました。その境界線は、地図でいうとこのあたりです。

この地図は1900年当時のヨーロッパのユダヤ人口の

分布を示したもので、表は、第二次世界大戦以前の

ヨーロッパで10万人以上のユダヤ人口をもっていた

国のリストです。これを見ると、ドイツのユダヤ人口は

せいぜい50万人で、ドイツより西のヨーロッパの国で

ドイツよりユダヤ人口が多い国はないのに対して、ド

イツより東に位置するポーランドやソ連には、合わせ

て700万人以上のユダヤ人口があったことがわかり

ます。なぜそういうことになったのかは、ここでお話し

する時間はありませんが、ヨーロッパのユダヤ人口は、

東に大きく偏って存在していました。

西ヨーロッパでは、19世紀を通じて、先に話し

ましたようなやり方でユダヤ人の解放と同化が進

んだのに対して、ロシア帝国の支配下にあった地

域、つまりロシア本国やロシア領ポーランドでは、

ユダヤ人の解放が非常に遅れたどころか、西ヨー

ロッパとはまさしく逆に、19世紀に入ってユダヤ人

に対する差別や迫害が強化されます。この地域で

ユダヤ人の解放が実現したのは1917年、つまりロ

シア帝国がロシア革命によって崩壊した後でし

た。そのためこの地域のユダヤ人は、20世紀にい

たるまで、かつての解放前のドイツのユダヤ人が

そうであったような、差別されたエスニック・マイノ

リティとしての特徴を保ち続けることになります。イ

ディッシュ語は、東ヨーロッパでは20世紀になって

もユダヤ人の生きた言語でした。

もう一度地図を見ていただくと、これからお話しす

るオーストリア帝国というのは、ヨーロッパにあって、片

足を啓蒙のこちら側につっこみ、もう一方の足を啓蒙

の向こう側につっこんでいるような、そのような位置に

あったということがおわかりかと思います。さらにオー

ストリア帝国が、その版図にいくつもの民族を含む多

民族国家であったこともご覧のとおりで、このことがウ

ィーンのユダヤ人の自己認識に、たとえばドイツのユ

ダヤ人とは異なる色彩を与えることになります。

４．ウィーンのユダヤ人
メンデルスゾーンの思想的影響は、いま言いまし

た東西ヨーロッパのユダヤ人の境界を越えて広くヨ

ーロッパ中におよんだのですが、今日の報告の対

象であるオーストリアで、ドイツ同化ユダヤ人の都と

呼ばれたのがウィーンでした。

ウィーンのユダヤ人社会の歴史は11世紀ごろまで

遡ることができますが、1670年にレオポルト１世によ

ってユダヤ人の追放が行われて以後、1848年革命

当時まで、ウィーンは、居住特権をもつごく少数のユ

ダヤ人を除いて、原則的にユダヤ人の居住を禁止

していました。ハプスブルク帝国内のユダヤ人のウィ

ーンへの移住が本格化するのは、1848年革命後、

1850年代になってユダヤ人に対する移動の制限や

居住の制限が撤廃されてからです。以後、第一次

世界大戦前までの約60年間、ユダヤ人移住者の流

れは、大きく前半期と後半期に分けられます。

まず移住の先陣を切ったのは、距離的にウィーン

に近い地域のユダヤ人です。すなわちベーメンやメ

ーレン、現在の地名でいえばチェコのユダヤ人や、

プレスブルク－現在はスロヴァキアの首都ブラティス

ラヴァですが－プレスブルクを中心とする地方のユ

ダヤ人、それから同じく現在の地名で言えばブルゲ

ンラントあたりのユダヤ人でした。一例をあげると、フ

ロイトは1856年にメーレンのフライベルクという町で

生まれています。商人だった父親が一家を引き連

れてウィーンに移住するのは1859年のことです。

これに対して後半期の1880年代以降になると、

ガリツィアからの移住者が急増するようになります。

ガリツィアは、オーストリアが1772年の第１次ポーラ

ンド分割によって手に入れた地域です。ということ

は、ガリツィアのユダヤ人というのは、さきの区分で

言うと、もとは東欧ユダヤ人の方に入ります。ガリツ

ィアのユダヤ人口については、オーストリアのユダ

ヤ人口の分布を表した表をご覧ください。ガリツィ

アは、現在では、西はポーランドに、東はウクライナ

に属しており、実際、かつてのガリツィアは、民族的
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ん。私たちは、宗教は個人の内面にかかわる私的

なことだと考えており、だから、異なる宗教を信仰

する人々といっしょに暮らさなければならない公共

の世界では、私たちは世俗的な法律に従って行動

することが可能だし、そのことによって自分の内面

の信仰心が損なわれることはないと考えます。

これに対してユダヤ教では、本来、そのような内

面の信仰と外面の行為の分離という考え方はあり

ませんでした。これも私などよりここには専門的な知

識をおもちの方がいらっしゃるわけですが、ユダヤ教

では、ユダヤ教の定める決まり事が日々の行為にお

いて実践されてはじめて信仰が全うされると考える

ため、ユダヤ教徒にとっては、たとえば安息日を日曜

日に変えることとか、ユダヤ教の決まりに反してドイツ

人の風俗習慣にあわせて行動することは、けっして

どうでもよいことではなかったわけです。これについ

ては、厳格なユダヤ教徒と交際したことがある方で、

戒律を守ることに対する彼らの妥協の余地のなさに

困惑させられた経験をおもちの方も少なくないと思

います。近代ヨーロッパのユダヤ教徒の解放は、伝

統的なユダヤ教に対し、そのような態度の根本的な

変革を要請するものだったということができます。

では、その要請に対してユダヤ人側はどう対応

したのか。

答えを言えば、ユダヤ人がたとえばドイツ人のよ

うになること、これを「同化」といいますが、解放に

あたってキリスト教徒のドイツ人の多数者から要請

された同化は、ユダヤ人自身によっても積極的に

めざされた変革の方向でした。

その変革の過程で最初に現れたユダヤ人が、ご

存じの通りモーゼス・メンデルスゾーン（1729－1786）
です。彼は、作曲家のメンデルスゾーンの祖父にあ

たります。ユダヤ人がキリスト教徒との平等を獲得

するにあたって、メンデルスゾーンがユダヤ人に対して

奨励したことは、ユダヤ人のあいだでしか通じない

イディッシュ語を棄て、ドイツ語を学ぶこと、ゲットーの

ユダヤ人社会がもっていた政治的自治権や、ユダヤ

教の宗教法にもとづく裁判権を放棄し、ユダヤ教の

支配を個人の内面にかかわる事柄に限定すること

でした。メンデルスゾーンは、ユダヤ人は「ゲットー政

府」の住人ではなく、それぞれが居住する国家で、

国家の法の下で平等な一人の市民になるべきだと

いうのです。「ユダヤ教を信仰するドイツ国民」になる

こと、これが、メンデルスゾーンによってドイツのユダ

ヤ人に指示された解放の方向でした。

そしてメンデルスゾーンの思想的影響を受けたユ

ダヤ人のあいだでは、ユダヤ人は国家をもたない

かぎりで、ユダヤ教徒／人というあり方を維持する

ことはできず、それに固執したままでは、もはやや

ってゆくことはできないという考え方は、広く共有さ

れるようになります。そして、ユダヤ教を近代の社会

生活に合うように積極的に改変してゆこうとするユ

ダヤ教改革論者も現れることになるわけです。

以後、19世紀を通じて近代的な法治国家が実

現された西ヨーロッパでは、それぞれの居住国で、

ユダヤ人の言語的、文化的同化は急速に進んで

いくことになります。

３．西欧ユダヤ人と東欧ユダヤ人
以上でお話ししましたユダヤ人の解放の流れにつ

いては、日本でも比較的よく紹介されていますので、

新しい知見はなかったのではないかと思うのですが、

次にウィーンの話に入る前に、確認しておきたいことが

あります。いま述べたユダヤ人解放の流れは、ヨーロ

ッパの西半分だけに通用することであって、ヨーロッパ

には、啓蒙のこちら側と啓蒙のあちら側で二つの異な

るユダヤ人の世界が存在していたということです。

この研究会でヨーロッパというとき、東ヨーロッパも

対象とされているかどうか知りませんが、ユダヤ人に

ついていえば、中世に神聖ローマ帝国がカバーしてい

た地域より西の地域と、同じ時期のヨーロッパの大

国家であったポーランド・リトアニア国がカバーしてい

た地域より東の地域では、だいたい14世紀頃を境

に、かなり様相の異なるユダヤ人の世界が形成され
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ヤ人が混じりあって住む混住地域なのですが、オ

ーストリア帝国のなかでは最も近代化のおくれた地

域でした。もちろんガリツィアも時代の流れには逆

らえず、ユダヤ人社会の近代化を「ユダヤ教徒であ

ることとユダヤ人であることとの分離」という観点か

ら捉えるなら、そのような分離はガリツィアでも進ん

でいきます。しかしその速度はウィーンに比べれば

はるかに遅く、ガリツィアのユダヤ人たちは、キリス

ト教徒であるポーランド人やウクライナ人とははっき

り区別されつつ、近代以前のユダヤ教徒特有の伝

統的な風俗習慣を長く保ち続けていました。同化

ユダヤ人のあいだでは忘れられたイディッシュ語も、

この地域では20世紀にいたるまで生きた言語でし

た。ガリツィアのユダヤ人口については先ほど見て

いただきましたが、一つには80万人以上という人口

の多さが、ガリツィアのユダヤ人社会がエスニックな

特性を保ち続けるうえでのパワーになったのだと思

います。さらにガリツィアはまた、ハシディズムという

敬虔主義的、神秘主義的ユダヤ教が、フランツォー

スに言わせれば狂信的なユダヤ教が一大勢力を

張っていた地域でもありました。

フランツォースは1848年生まれですが、そんなガ

リツィアにありながら、フランツォースの一家は、すで

に祖父の代にドイツ啓蒙思想の影響を受けた開明

的な一家で、フランツォースは、父親から、おまえは

信仰においてはユダヤ人だが、民族性――ドイツ

語ではNationalitätです――においてはポーラン

ド人でもウクライナ人でもユダヤ人でもなく、ドイツ

人なのだといわれて育ちます。

ここで父親が息子に申しつけた「ドイツ人のあり

方」とは何だったのかというと、それは彼らの意識

のなかでは、先の『半アジアから』の引用でいえば、

ヨーロッパ的教養やヨーロッパ的な進歩への努力

やヨーロッパ的人間愛と重なるものです。

他方、父親によって「おまえはユダヤ人ではなく」

という形で否定された「ユダヤ人のあり方」とは、彼

らの意識のなかでは、アジア的野蛮やアジア的怠

惰、具体的には彼らがガリツィアで間近に見ていた

ハシディズムの狂信的な信奉者や、ヨーロッパ的教

養に目覚めず、ユダヤの伝統的な生活様式のなか

で眠りこけている怠惰なユダヤ人のあり方と重なっ

ています。そしてフランツォースは、『半アジアから』

のなかで、このようなユダヤ人の住むガリツィアの

ユダヤ人町について、そこで人々が目にするのは、

「ぬかるみ」や「むっとかび臭い家々」や「カフタンを

着た不潔の塊のようなユダヤ人」だというのです。

カフタンとは、ユダヤ教徒のみが着用する丈の長

い上着のことです。写真は20世紀はじめのガリツ

ィアのシュテットルで、子供たちは裸足、大人は、一

目でユダヤ人とわかる恰好をしています。

最初の問いにもどれば、ユダヤ人がウィーンのド

イツ人社会への同化を志向する場合、同化の方向

はどこを向いていたかというと、それはフランツォー

ス親子の言葉に端的に現れているように、具体的

にはドイツ文化への同化の形をとるのですが、それ

は狭い意味でのドイツ民族主義やドイツ文化至上

主義への同化ではなく、彼らはドイツ文化のなかに、

より普遍的なヨーロッパ的価値観を見ていました。

それに対して、同化によって消し去られるべきも

のとは、広い意味ではヨーロッパに的なあり方に対

立するアジア的なあり方ですが、それは具体的に

は、ガリツィアのユダヤ人町の、垢にまみれたカフ

タンを着たユダヤ人のあり方に他なりませんでし

た。その結果どういうことになったかというと、ウィー

ンのユダヤ人のあいだで、ドイツへの同化志向はし

ばしば、ガリツィア・ユダヤ人に対する軽蔑や嫌悪

感という表現を取ることになります。ウィーンはガリ

ツィアから移住してきたユダヤ人も多数住んでいた

わけですが、ガリツィア出身のユダヤ人の場合には、

一種の自己嫌悪の形をとることになります。

たとえばゲオルク・クラールは、回想録『ウィーン

最後のワルツ』のなかで、一家に影を落とし続ける

ガリツィア・コンプレックスについて、こんなふうに言

っています。クラールの経歴についてはプリントを
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にはポーランド人とウクライナ人とユダヤ人の混住

地域でした。ユダヤ人について言えば、表からわ

かるように、ガリツィアは、オーストリア帝国で最大

のユダヤ人口が存在する地域でした。ガリツィアは、

ウィーンからはるかに遠い辺境の貧しい農村地帯

で、鉄道網の整備が進むのは1870年代のことです

が、その1870年代の後半以降、ガリツィア・ユダヤ

人のウィーンへの移住が始まることになります。

オーストリア帝国のユダヤ教徒が法の下での平等

を獲得するのは1867年の憲法によるのですが、ウィ

ーンのユダヤ人社会は、こうして19世紀後半に、最初

に話したユダヤ教徒とユダヤ人の分離が急速に進行

するなかで形成されることになります。つまりウィーンに

移住してきたユダヤ人については、前半期と後半期

の移住者で、移住の時期や出身地の違いがあるに

もかかわらず、彼らに共通して指摘できることは、ウィ

ーンのドイツ人社会への同化志向の強さでした。

彼らの移住の動機は、経済的成功をめざす積極

的なものから、もとの居住地で生活に行き詰まった

という消極的なものまでさまざまですが、いずれに

せよウィーンにやってきたユダヤ人たちは、身を粉

にして働き、子供に高等教育を受けさせ、子供や

その子供たちを申し分のないウィーン・ドイツ人に育

てあげようとします。子供たちが形式的にユダヤ教

徒にとどまり、ユダヤの出自に対する記憶を保ち続

けるとしても、彼らの教養や、文化的、経済的、政

治的価値観や行動様式のすべてが、ウィーンのドイ

ツ人多数者と同じになるように育てあげようとしま

す。ユダヤ人の教育熱心はよく知られていますが、

学歴によってウィーンのユダヤ人は、かつてキリスト

教世界の賤民であった過去と訣別し、社会的地位

を手に入れることをめざします。19世紀末から20
世紀にかけて、ユダヤ人がウィーンの総人口に占め

る割合は９パーセント弱であるのに対し、ギムナジ

ウム、すなわち大学への進学を前提とする高等学

校で、総生徒数に占めるユダヤ人の割合は30パー

セント前後に達していました。

５．同化ユダヤ人のガリツィア・コンプレックス
それではウィーンのユダヤ人がドイツ同化志向を

抱く場合、そのドイツとは何だったのでしょうか。ま

たドイツへの同化を志向するとき、そこには同化に

よって消し去られるべきものとしてのユダヤが意識

されているわけですが、そのユダヤとは具体的に

は何だったのか。このことを考えることによって、ウ

ィーンの同化ユダヤ人の自己認識のあり方につい

て、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。

ここで例として取り上げる作家が、カール・エーミ

ール・フランツォース(1848－1940）です。フランツォ

ースは、いまではほとんど忘れられた作家ですが、

19世紀末のオーストリア帝国では、1876年に出版

された『半アジアから』という旅行記によって比較

的よく知られた作家でした。フランツォースの経歴

についてはプリントをご覧ください。

『半アジアから』は、当時奇抜なタイトルによって

評判になったのですが、ここでフランツォースが半

アジアと呼ぶのは、地図でいえばガリツィア、ブコヴ

ィナおよび両地域と境を接するルーマニアや南ロ

シア一帯のことで、フランツォースは、この地域の旅

行記を『半アジアから』と名付けたことについて次

のように説明しています。

自分がこの地を「半アジア」と呼ぶのは、それが

たんに「地理的に、陶冶されたヨーロッパとアジアの

遊牧民が往来する荒涼たるステップとのあいだに位

置しているから」ではない。この地域は、「政治的、

社会的関係において、ヨーロッパ的教養とアジア的

野蛮とが、ヨーロッパ的な進歩への努力とアジア的

怠惰とが、ヨーロッパ的人間愛と諸民族および諸宗

教間のむき出して残酷な反目とが奇妙に交錯しあ

う」がゆえに「半アジア」なのである。(Karl Emil

Franzos, Aus Halb-Asien, Bd. 1, 4. gänzlich

umgearbeitete Aufl., Berlin 1901, S. XV.)

そして、フランツォース自身、その半アジアの一角

であるガリツィアの出身でした。ガリツィアは、先に

言いましたようにポーランド人とウクライナ人とユダ
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人種的反ユダヤ主義の主張は、人が自分の属する

人種を自分の意思では取り替えることができない

ように、ユダヤ人はドイツ人になることはできないと

いうものでした。ユダヤ教徒／人というあり方にお

いて、ユダヤ教徒であることを残してユダヤ人の方

を消すというのが近代のユダヤ人解放の考え方だ

ったとすると、人種的反ユダヤ主義者は、ユダヤ教

徒の方はたとえば改宗によって消すことができる

が、ユダヤ人の方はけっして消えることはないと主

張するわけです。したがって人種的反ユダヤ主義

者には、同化ユダヤ人かガリツィア・ユダヤ人か、な

どという区別は意味をもちません。

６．オーストリアの真のオーストリア人
それでは、自己認識においてはもはやユダヤ人

ではないが、ドイツ人からはドイツ人とも認めてもら

えない同化ユダヤ人とは、いったい何者なのか。

ちょっとウィーンを離れますが、もう一度地図を見

ていただくと、ハプスブルク帝国は、1867年にオー

ストリア＝ハンガリー二重帝国になることによってハ

ンガリー人問題を解決して以後、19世紀末になる

と、ハンガリーと同様にオーストリア帝国からの分離

を求めるチェコ民族主義者と、それを認めないドイ

ツ民族主義者の対立に悩まされるようになります。

チェコでは、チェコ人とチェコに住むドイツ人が、チ

ェコ語とドイツ語の使用権など、民族的権利をめぐ

って激しく対立するのですが、その対立において

ユダヤ人の立場はまさしく悲劇的でした。たとえば

カフカがそうですが、チェコの中流階層以上のユダ

ヤ人はほとんどがドイツ系であったため、ユダヤ人

はドイツ人としてチェコ民族主義者の攻撃の的とな

るのですが、他方でチェコのドイツ人たちはユダヤ

人をドイツ人と認めたわけではなく、ユダヤ人は、し

ばしばドイツ人からも攻撃の対象とされるという悲

劇が発生するようになります。

このような行き場のない状況のなかで、19世紀

末のヨーロッパのユダヤ人のあいだでは、人種的

反ユダヤ主義に対する反発として、シオニズムや、

あるいはそれぞれの居住国でユダヤ人に対して何

らかの民族的権利を確保しようとするユダヤ民族

主義を唱える者が登場します。これもご存じの通り、

1896年に『ユダヤ人国家』を著し、イスラエル建国

の父と呼ばれるヘルツルはウィーンのユダヤ人でし

た。しかしオーストリア帝国を見回したときに、シオ

ニストやユダヤ民族主義者が唱えるようなユダヤ民

族なるものが実体として存在していたでしょうか。

ウィーンの同化ユダヤ人には、このことに納得が

いきませんでした。オーストリア帝国を見渡せば、ウ

ィーンにドイツ同化ユダヤ人がいる一方、ガリツィア

には、そのウィーンの同化ユダヤ人が軽蔑するユダ

ヤ的ユダヤ人がおり、他方ではポーランド人社会に

同化し、ポーランド語でヨーロッパ的教養を身につ

けたポーランド同化ユダヤ人も多数いました。また

チェコには、カフカのようなドイツ系のユダヤ人がい

る一方で、チェコ人たちと様々な形で共生している

ユダヤ人たちがいる。このようにオーストリア帝国の

あちこちに散らばって住み、言語も文化的アイデン

ティティもバラバラなユダヤ人は、民族の体をなして

はいるとは言い難い。ユダヤ教を信仰するドイツ人、

ユダヤ教を信仰するポーランド人、ユダヤ教を信仰

するチェコ人をまとめて、ユダヤ教を信仰する人々

の共同体という言い方はできるかもしれませんが、

これをユダヤ民族ということができるかどうか。

しかし、他方でユダヤ人がドイツ人の仲間にもポ

ーランド人の仲間にもチェコ人の仲間にも入れても

らえないとき、このバラバラなユダヤ人は、多民族国

家オーストリア帝国においていかなる態度をとるべき

でしょうか。そこでオーストリアのユダヤ人のあいだで

生まれたのが、自分たちはオーストリア帝国の真の

オーストリア人だという、特殊オーストリア的なアイデ

ンティティの規定の仕方でした。真のオーストリア人

という考え方は、ユダヤ人は、ドイツ民族主義であ

れ、チェコ民族主義であれ、オーストリア帝国内で

対立しているどの民族主義にも与せず、自分たちも

439

特定研究プロジェクト１
「ヨーロッパにおける宗教政策の研究」

ご覧ください。彼は父方も母方もガリツィア出身の

ユダヤ人だったのですが、子供の頃の彼は、母方

の祖父母がもう２年早くウィーンに移住してこなかっ

たために、自分の母がウィーン生まれではなく、ガリ

ツィア生まれになってしまったことを長い間恨みに

思っていました。

「われわれクラール一族は、すでに西欧の教育

と文化を身につけた世俗的なユダヤ人の仲間入

りをしていた。われわれは洗練された衣服を身に

つけ、称号や爵位さえ手に入れていたし、影響力

ももっていた。しかしわれわれはまだ、完全な平等、

内面的な平等をどうしてもつかむことができないで

いた。それをつかむことができないでいたのは、わ

れわれのようにうわべだけの信仰であってもユダヤ

教を棄てないでいる者たちだけではない。ユダヤ

教を完全に棄て、キリスト教に改宗した者たちでさ

え同様であった。われわれは承知していたのだ。

ユダヤ人ではない人々、つまりゴイーム(1)は、いか

に礼儀正しく、お追従さえ言ったとしても、本当のと

ころは、カールした長いペオット(2)をぶらぶらさせ、

カフタンを着てイディッシュ語を話すユダヤ人と、ウ

ィーンのカフェハウスから生み出された、クラール家

風の、きれいに髭をそりあげたユダヤ人とを区別し

てはいないのである。」(Georg Clare, Last Waltz

in Vienna, London 1981, p. 85. ジョージ・クレア、

兼武進訳『ウィーン最後のワルツ』新潮社、1992年、

136ページ。ただし訳文は引用者による。)

（1）「ゴイ」は、ユダヤ教徒から見た異教徒。「ゴイー

ム」はその複数形。

（2）ペオットは、旧約聖書レビ記19章27節の規定

「もみあげをそり落としたり、髭の 両端を剃っては

ならない」にしたがい、長く伸ばされた側頭髪。

ここで言われているペオット、カフタン、イディッシ

ュ語こそ、ユダヤ的民族性を目に見える形で表すも

のであり、同化ユダヤ人が、それらを消し去られる

べき否定的なものと見なしていたことがわかると思

います。

このクラールの言葉に端的に表れているように、

ウィーンの同化ユダヤ人のあいだには、つねに、自

分たちとガリツィアのユダヤ的ユダヤ人とをいっしょ

にしてほしくないという意識がありました。ただし、多

くの場合、この意識は、必ずしもユダヤ教の否認と

は直結していません。同化ユダヤ人のなかには、確

かにユダヤ教を棄ててキリスト教に改宗した者もい

ますが、同化ユダヤ人のほとんどは形式的にはユダ

ヤ教徒のままでした。この「形式的に」の中身にはも

ちろん、非常に大きな個人差があるはずですが、形

式的にということの意味は、同化ユダヤ人にとって

は、たとえば彼らの美意識やモラルや政治的、経済

的、社会的価値観を規定するものはユダヤ教では

なかったということです。彼らはキリスト教徒のドイツ

人と同じ教育を受け、ドイツ語で同じ文学書を読み、

同じ新聞を読むわけで、社会的価値観がドイツ人と

同じになるのも無理からぬことでした。ですからガリ

ツィアのカフタンを着たユダヤ人をユダヤ人というな

ら、ウィーンの同化ユダヤ人は、もはやユダヤ人では

なくなったような人々だったわけです。

そしてその結果、同化ユダヤ人と反ユダヤ主義

者とのあいだに、奇妙な共犯関係が生まれること

になります。つまり、同化ユダヤ人が反ユダヤ主義

者と同じフレーズを用いてガリツィア・ユダヤ人のユ

ダヤ性、例えばその不潔さを非難する、という現象

が起こってくるのです。

しかし、それでは、このユダヤ人ではなくなった

人々は、ドイツ人によって同じドイツ人と見なされた

のでしょうか。クラールが、これに関連して同化ユダ

ヤ人の苦い思いを語っていることは、先ほど読み

上げたとおりです。

19世紀後半のヨーロッパ諸国では、法の下での

ユダヤ教徒とキリスト教徒の平等が実現されて以

後、宗教を理由とするユダヤ人差別は、法律上は

不可能になります。それによってユダヤ教徒問題が

解決した時点で、以前の宗教的反ユダヤ主義に代

わって台頭したのが人種的反ユダヤ主義でした。
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せん。時間の都合上詳しいことは話せませんので、

ご関心があれば、あとでプリントの説明をご覧にな

ってください。

難民といっても、オーストリア帝国が存在してい

たあいだは帝国内での避難民の移動ですが、

1914年８月に第一次世界大戦が始まると、ロシア軍

は国境を越えてガリツィアに侵入し、ガリツィア全域

を占領してしまいます。このためこの地域にすむポ

ーランド人やウクライナ人やユダヤ人から推定50万

人以上もの戦争難民が発生したのですが、そのユ

ダヤ人難民の群れはウィーンへと向かい、同化ユ

ダヤ人の都であったウィーンに、あのフランツォース

が見たガリツィアのユダヤ人町が出現したかのよう

な事態が起こったのです。

ウィーンに流入した難民の数は、1915年初夏の

最大時で推定20万人から25万人、そのうち少なく

とも半数以上がユダヤ人難民でした。戦前のウィー

ンのユダヤ人口は18万人に満たないぐらいでした

から、そこに入り込んだ10万人以上ものユダヤ人

難民の規模がもつ意味がわかるかと思います。こ

れはガリツィアの写真ではありません。これは第一

次世界大戦中にウィーンに流れ込んだガリツィア・ユ

ダヤ人戦争難民を写したものです。

第一次世界大戦中のウィーンは深刻な食糧不足

に悩まされるのですが、少ない食糧をさらに少なく

するユダヤ人難民は、ウィーンの市民にとってはまっ

たく余計な存在以外の何者でもありませんでした。

ウィーン市民のユダヤ人難民に対する反感は、長引

く戦争でウィーンの困窮が増すに従って険悪なもの

となります。しかもユダヤ人難民の問題は、戦争が

終わっても尾を引きました。というのも、戦争が終わ

るとガリツィアは、独立を回復したポーランドに返還

されることになったからです。ガリツィアは、もともとポ

ーランド分割でオーストリアが取り上げたところでした

から。そしてそのさい、戦争中ガリツィアから来たユダ

ヤ人難民は戦争が終わると原則的にはもとの居住

地に帰されることになったのですが、独立したポーラ

ンドに帰ることを望まないユダヤ人難民の一部は戦

争が終わってもそのままウィーンに残留しようとしまし

た。そのため第一次世界大戦直後のウィーンの反ユ

ダヤ主義は、まずはユダヤ人難民追放要求という形

で燃え上がることになります。これが、第一次世界

大戦終了直後のウィーンの状況でした。

このガリツィア・ユダヤ人戦争難民問題で、ウィーン

市民の反難民感情と、当のガリツィア・ユダヤ人難民

とのあいだで、まさしく板挟みのような状態におかれ

たのがウィーンの同化ユダヤ人でした。戦争中ウィー

ンでは、ユダヤ人戦争難民のためにウィーンのユダヤ

人によって様々な救援活動が組織されたのですが、

他方でウィーンの同化ユダヤ人は、ガリツィアから流れ

込んだ、先の写真のようなカフタン・ユダヤ人に対し、

同胞というよりは、むしろ異民族に接するような違和

感の方を強く感じざるをえませんでした。さらに彼らは、

ウィーンの市民の反ユダヤ人難民感情が、反ユダヤ

人感情一般に拡大して、自分たちの身にも降りかか

ってくることを何よりも恐れます。そして事実、ことは、

同化ユダヤ人が懸念した方向へと進んでいきます。

つまり、多民族国家であったオーストリア帝国を悩ま

せたチェコ人問題やポーランド人問題がなくなり、戦

後ドイツ人の国家となったオーストリアで、反ユダヤ主

義者に言わせれば、唯一未解決の民族問題がユダ

ヤ人問題と認識されるようになるわけです。

他方、このように反ユダヤ主義が過激化するな

かで、同化主義を否定するユダヤ民族主義が台頭

してくるのも、いわば自然の成り行きでした。

たとえば戦間期のウィーンで活動したユダヤ民族

主義者にローベルト・シュトリッカーと言う人物がいま

す。彼は戦後のウィーンで「ユダヤ民族評議会」とい

うユダヤ民族主義政党を結成し、1919年２月16日に

行われた憲法制定議会選挙で当選して議会入りを

はたすのですが、このようなユダヤ民族主義政党の

出現は、戦前のウィーンでは考えられないことでした。

シュトリッカーについて、詳しくはプリントをご覧くだ

さい。ユダヤ民族評議会は、ユダヤ人は民族である
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また、何らかの民族的権利を要求するような政治的

民族にならない。むしろユダヤ人は、対立する諸民

族のあいだを媒介して、オーストリア帝国の諸民族の

宥和を実現するような、多民族国家オーストリアの真

のオーストリア人になるのだという考え方です。彼ら

がオーストリア人という立場にこだわるのも、彼らは

ユダヤ人の歴史的経験から、排他的な民族主義が

ユダヤ人にとっていかに危険であるかを承知してい

たからです。ユダヤ人の安全は、多民族の宥和を

国是とするオーストリア帝国が民族主義国家に分

裂しないかぎりで保たれるのだ、と考えるからなの

です。例として、詩人のフランツ・ヴェルフェル

(1890－1945）と作家のヨーゼフ・ロートがオーストリ

ア帝国に寄せた思いをあげておきました。

ヴェルフェルの経歴についてはプリントをご覧くださ

い、ヴェルフェルによれば、オーストリア帝国は臣民に

対し、彼らが「ドイツ人、ルテニア人(1)、ポーランド人で

ある前に、民族性を超越した高貴で気高い国民であ

れ」と要請した。帝国は臣民に対し、「安易な自己主

張を断念すること、感情の高ぶりと自己の血の本能と

に身をまかせるような行動を断念すること」を要求した。

このような断念によって人は、「ドイツ人であれチェコ人

であれ、すべてオーストリア人へと変身する」のである。

（Claudio Magris, Der habsburgische Mythos

in der österreichischen Literatur, übers. v.

Madeleine von Pasztorz, Salzburg 1966, S. 13.

クラウディオ・マグリス、鈴木隆雄、藤井忠、村山雅人

訳『オーストリア文学とハプスブルク神話』、書肆風の薔

薇、1990年、24ページ。）

（1）オーストリア帝国のウクライナ人にはルテニア人

という呼称が用いられた。

ヴェルフェルによれば、このオーストリア人への

変身において、最も適したポジションにいるのがユ

ダヤ人でした。

あるいはロートは、日本でもかなり紹介されてい

る作家です。ロートは1934年の作品『皇帝の胸像』

のなかで、失われたハプスブルク帝国を回想しなが

ら、旧ハプスブルク帝国の最も高貴にしてまじりけ

のない純オーストリア人であるフランツ・クサーヴァ

ー・モルスティン伯爵に次のように語らせています。

「いまやまわりじゅういたるところで、新しい祖国の

ことが云 さ々れている。連中の目には、私はいわゆる

祖国喪失者なのだ。私はいつだってそうだった。あ

あ！かつては祖国があった。本物の祖国が、すなわ

ち『祖国喪失者』にとっても祖国であるような、唯一あ

りうべき祖国というのがあった。それが古き君主国だ

ったのだ。いまや私は、永遠の放浪者のための真の

故郷を失ってしまった故郷喪失者なのだ。」（Joseph

Roth, Die Buste des Kaisers, 1934, Reclam

Universal-Bibliothek, Stuttgart 1984, S. 15.ヨ

ーゼフ・ロート、池内紀訳「皇帝の胸像」、ヨーゼフ・ロ

ート、池内紀訳『聖なる酔っぱらいの伝説』白水社、

1991年、136ページ。ただし訳文は引用者による。）

しかしオーストリア帝国において、ユダヤ民族が

実体をもたなかったのと同様に、真のオーストリア人

という立場が現実性をもつものであったかどうか。真

のオーストリア人という立場が、ユダヤ人がしがみつ

いた幻想以外の何ものかでありえたかどうか、このこ

とはあらためて検討すべきことですが、いずれにせ

よ第一次世界大戦によってオーストリア帝国が崩壊

したことにより、オーストリア帝国の真のオーストリア

人というアイデンティティのあり方は足場を奪われるこ

とになります。多民族国家オーストリア帝国が崩壊し

た後に誕生したのがドイツ人の国民国家としてのオ

ーストリア共和国ですが、ウィーンのユダヤ人にとっ

ては、戦間期は、反ユダヤ主義の過激化と、この反

ユダヤ主義に対抗するユダヤ民族主義の台頭によ

って特徴づけられる時代のはじまりでした。

７．戦間期ウィーンのユダヤ人
とりわけ第一次世界大戦終了直後の時期に過

激化したウィーンの反ユダヤ主義について理解する

ためには、第一次世界大戦中にウィーンを襲ったユ

ダヤ人戦争難民の問題にふれないわけにはゆきま
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2006年３月１日（水）

近代ウィーンのユダヤ人の自己認識

報告者　野村真理

１．解放以前のユダヤ人の生活：フランクフルトのゲットー

２．ユダヤ教徒／人の解放問題
ユダヤ教徒／人の世界＝ユダヤ人の小民族国家
ユダヤ教徒／人からユダヤ教を信仰するドイツ人へ
モーゼス・メンデルスゾーン（1729－1786）

３．西欧ユダヤ人と東欧ユダヤ人：啓蒙のこちら側と啓蒙のあちら側

４．ウィーンのユダヤ人
ウィーンのユダヤ人のルーツ

1848年革命以前のウィーンは、居住特権を持つ少数のユダヤ人を除き、原則的にユダヤ人の居
住を禁止。ユダヤ人のウィーンへの移住が本格化するのは1850年代以降。
1850年代以後、第一次世界大戦までについて：
前半期の出身地：ベーメン、メーレン、プレスブルク（現在はスロヴァキアの首都ブラティスラヴァ）を中
心とする地方、ブルゲンラント。
後半期(1880年代以降)の出身地：ガリツィア
※ガリツィアは、オーストリアが1772年の第１次ポーランド分割によって手に入れた地域。現在は、西ガリツィアは

ポーランドに、東ガリツィアはウクライナに属する。オーストリア帝国時代はポーランド人、ウクライナ人、ユダヤ人
の混住地域。

ウィーンのドイツ人社会への同化志向
表1：オーストリアのユダヤ人口の分布

(ドイツ語による出典を入れる)

ウィーン

ベーメン

メーレン

ガリツィア

ブコヴィナ

オーストリアの
総ユダヤ人口

40,230
(4.89%)

89,933
(10.94%)

42,899
(5.21%)

575,918
(70.04%)

47,722
(5.81%)

73,222
(7.28%)

94,449
(9.40%)

44,175
(4.39%)

686,596
(68.29%)

67,418
(6.71%)

118,495
(10.36%)

94,479
(8.26%)

45,324
(3.96%)

772,213
(67.54%)

82,717
(7.24%)

146,926
(11.99%)

92,745
(7.57%)

44,255
(3.61%)

811,371
(66.24%)

96,150
(7.85%)

822,220
(96.89%)

1,005,394
(96.07%)

1,143,305
(97.36%)

1,224,896
(97.26%)

年 1869 1869 1869 1869
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と規定し、国際的にはパレスティナでのユダヤ人国

家の建設をめざすと同時に、オーストリア国内では、

ユダヤ人は少数民族としての権利を獲得すべきだと

主張します。そして憲法制定議会の議員になったシ

ュトリッカーは、議会で、あたかもユダヤ民族の代表

のような顔をして持論を開陳し、反ユダヤ主義者と

やりあうという、ウィーンの同化ユダヤ人にとってはわ

が目を疑いたくなるような事態が生じるのです。

ユダヤ民族主義者の動きに対してウィーンの同化

ユダヤ人たちは、ユダヤ民族評議会がユダヤ人全体

を代表して発言する権限を否認しました。するとユダ

ヤ民族主義者の方は次のように返答します。ユダヤ

民族への帰属の表明は、個々のユダヤ人の自由に

ゆだねられている。そのさい、ユダヤ民族への帰属を

表明しない者たちの利益の擁護は、ユダヤ民族の代

表者の義務ではなく、その者が属する民族の代表者

の義務となる、と。つまり彼らの言わんとするところは、

同化主義者が自分のことをドイツ人だと感じるのであ

れば、自分たちの人権はドイツ人に守ってもらえばよ

いだろう。しかし、ユダヤ人がドイツ人に守ってもらえる

かどうか、その答えは明らかだろうと、まさしく同化ユダ

ヤ人の痛いところをついたのです。

しかし、そのように言われても、フランツォースの父

親の言葉をもち出せば、信仰においてはユダヤ人だ

が、民族性においてはドイツ人なのだ、と言われて育

った同化ユダヤ人にとって、戦後オーストリアで、ユダ

ヤ人が少数民族と認められることに何のメリットがあ

ったでしょうか。少数民族の権利とは、たとえばその

民族の言語で教育を受ける権利や文化的問題にお

ける自治権などを含みますが、ウィーンの同化ユダヤ

人はドイツ語以外の言語を知らず、彼らの文化的アイ

デンティティは、ウィーンのドイツ語文化なのです。

同化ユダヤ人にとって、ユダヤ民族主義者がウィ

ーンのユダヤ人社会をどうするつもりなのかさっぱり

わからなかっただけでなく、ユダヤ民族主義は、ウィ

ーンのユダヤ人にとっては危険きわまりないものでし

た。オーストリアでユダヤ人を少数民族と認めよとい

うシュトリッカーの主張に拍手喝采をおくったのは、

他ならぬ反ユダヤ主義者たちだからです。反ユダヤ

主義者たちは、われわれは喜んでユダヤ人をオース

トリアの少数異民族と認めようではないかと言いま

す。われわれが憎むのは、ドイツ人のような顔をして

いる同化ユダヤ人であって、ユダヤ民族主義ユダヤ

人ではないのだ、と言います。この反ユダヤ主義者

の喝采にはもちろん裏があります。つまり彼らはユダ

ヤ人をオーストリアの少数民族と認めるかわりに、た

とえば議会での代表権や大学での入学者数につ

いて、ユダヤ人にはユダヤ人が全人口に占める割

合にみあった権利しか認めない、それがいやなら自

分たちの国家を作って出てゆけ、というのです。

戦間期ウィーンのユダヤ人社会では、ユダヤ民

族主義者と、それに拒否反応を示す同化ユダヤ人

が激しく対立するなかで、ユダヤ民族主義者と反ユ

ダヤ主義者とがイデオロギー的な共鳴関係に陥る

という奇妙な事態が生じます。そして同化主義を

否認するユダヤ民族主義と、同化ユダヤ人をドイツ

人の仲間とは認めない反ユダヤ主義の挟み撃ちに

あって、同化ユダヤ人はみずからのアイデンティティ

を語る言葉を失ってゆくのです。

短時間の報告では、問題の整理の仕方がどうし

ても図式的になってしまうのですが、以上で、19世紀

後半から戦間期にかけてのウィーンの同化ユダヤ人

が抱えた自己認識の問題を取り上げてみました。彼

らは、第二次世界大戦後は、ホロコーストによってあ

らためて自分にとってドイツとは何なのかという問題を

突きつけられるとともに、イスラエルの建国によって、

イスラエルとは自分にとって何なのかという問題をも

抱え込むことになります。第二次世界大戦後のウィー

ンのユダヤ人社会についても、もう少し具体的に説

明できるとよかったのですが、これについてはまだ勉

強中で、今後の宿題ということにしてください。

付記：本報告の内容の一部は、2001年度歴史学研

究会大会での報告「ウィーンのユダヤ人－同化と異

化のはざまで」と重複していることをお断りしておく。
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６．オーストリアの真のオーストリア人としてのユダヤ人
フランツ・ヴェルフェル（1890－1945）：

プラハ生まれ。1911年に出した詩集『世界の友』で一躍有名になる。1938年の合邦後、フランス
に亡命。ナチス・ドイツがフランスに侵攻するとアメリカ合衆国に亡命し、1945年亡命地で死亡。

帝国は臣民に対し、彼らが「ドイツ人、ルテニア人(1)、ポーランド人である前に、民族性を超越した
高貴で気高い国民であれ」と要請した。帝国は臣民に対し、「安易な自己主張を断念すること、感情
の高ぶりと自己の血の本能とに身をまかせるような行動を断念すること」を要求した。このような断念
によって人は、「ドイツ人であれチェコ人であれ、すべてオーストリア人へと変身する」のである。

（Claudio Magris, Der habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur, übers. v. Madeleine
von Pasztorz, Salzburg 1966, S. 13. クラウディオ・マグリス、鈴木隆雄、藤井忠、村山雅人訳『オーストリア文学と
ハプスブルク神話』、書肆風の薔薇,、1990年、24ページ。）

（1）オーストリア帝国のウクライナ人にはルテニア人という呼称が用いられた。

ヨーゼフ・ロート（1894－1939）：
ガリツィアのブローディで生まれる。ウィーンおよびベルリンで、ジャーナリスト、作家として活動。ド

イツで1933年にヒトラーが政権を握るとパリに亡命。1939年パリで死亡。ロートの作品は数多く邦
訳されている。

ヨーゼフ・ロートは、1934年の作品『皇帝の胸像』のなかで、旧ハプスブルク帝国の最も高貴にし
てまじりけのない純オーストリア人であるフランツ・クサーヴァー・モルスティン伯爵に次のように語らせ
ている。

「いまやまわりじゅういたるところで、新しい祖国のことが云 さ々れている。連中の目には、私はいわ
ゆる祖国喪失者なのだ。私はいつだってそうだった。ああ！かつては祖国があった。本物の祖国が、
すなわち『祖国喪失者』にとっても祖国であるような、唯一ありうべき祖国というのがあった。それが
古き君主国だったのだ。いまや私は、永遠の放浪者のための真の故郷を失ってしまった故郷喪失
者なのだ。」

（Joseph Roth, Die Buste des Kaisers, 1934, Reclam Universal-Bibliothek, Stuttgart 1984, S. 15. ヨー
ゼフ・ロート、池内紀訳「皇帝の胸像」、ヨーゼフ・ロート、池内紀訳『聖なる酔っぱらいの伝説』白水社、1991年、
136ページ。ただし訳文は引用者による。）

７．戦間期ウィーンのユダヤ人
第一次世界大戦中のガリツィア・ユダヤ人難民問題

→　ユダヤ人難民に対するウィーンの市民感情の悪化
→　第一次世界大戦後のウィーンでの反ユダヤ主義の過激化
→ それに対抗するユダヤ民族主義の急進化

ローベルト・シュトリッカー：
1879年にメーレンのブリュン（ブルノ）で生まれる。学生時代からシオニスト運動に参加。第一次

世界大戦後、1918年11月３日にウィーンで「ドイツオーストリア・ユダヤ民族評議会」を結成。ユダヤ人
は民族であると規定し、国際的にはパレスティナでのユダヤ人国家の建設を目指すと同時に、オー
ストリア国内では、ユダヤ人は少数民族としての権利を獲得すべきだと主張。1919年２月16日に行
われた憲法制定議会選挙で当選。1920年10月17日の国会選挙では落選。 1944年にビルケ
ナウの強制収容所で死亡。

特定研究プロジェクト１
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５．同化ユダヤ人のガリツィア・コンプレックス
カール・エーミール・フランツォース（1848－1904）：

ガリツィアのチョルトクフ（現在はウクライナのチョルトキフ）で医師の息子として生まれる。チェルノヴィ
ッツのドイツ語ギムナジウムを卒業後、ウィーン大学、グラーツ大学で法学を学んだ後、ジャーナリストとな
って各地を旅行。1877年から1887年までウィーンに住む。ベルリンで没。現在では、死後に出版され
た長編『道化師』がフランツォースの代表作とされるが、生前のフランツォースは、もっぱら旅行記『半アジ
アから』の作家として知られていた。フランツォースのいう「半アジア」とは、ガリツィア、ブコヴィナ、および両
地域と境を接するルーマニアや南ロシア一帯のことをさす。

自分がこの地を「半アジア」と呼ぶのは、それがたんに「地理的に、陶冶されたヨーロッパとアジア
の遊牧民が往来する荒涼たるステップとのあいだに位置しているから」ではない。この地域は、「政
治的、社会的関係において、ヨーロッパ的教養とアジア的野蛮とが、ヨーロッパ的な進歩への努力
とアジア的怠惰とが、ヨーロッパ的人間愛と諸民族および諸宗教間のむき出しで残酷な反目とが奇
妙に交錯しあう」がゆえに「半アジア」なのである。
(Karl Emil Franzos, Aus Halb-Asien, Bd. 1, 4. gäzlich umgearbeitete Aufl., Berlin 1901, S. XV.)

フランツォースの父親の言葉：
おまえは信仰においてはユダヤ人だが、民族性（Nationalit閣）においてはポーランド人でもウク

ライナ人でもユダヤ人でもなく、ドイツ人なのだ。
ドイツ人のあり方　―― ヨーロッパ的教養、ヨーロッパ的な進歩への努力、ヨーロッパ的人間愛
ユダヤ人のあり方　―― アジア的野蛮、アジア的怠惰、ハシディズムの狂信的な信者、ぬかるみ、カ

フタンを着た不潔の塊のようなユダヤ人

ゲオルク・クラール（英語名ジョージ・クレア）：
1920年にウィーンで生まれる。1938年のナチス・ドイツとオーストリアの合邦後、アイルランドに逃

れ、イギリス軍兵士となり、対独戦に参加。名前もジョージ・クレアと改名。フランスに逃れた彼の両
親は、アウシュヴィッツに連行されて死亡。1981年に刊行された回想録『ウィーン最後のワルツ』は、
イギリス、アメリカ、ドイツでベストセラーになった。

「われわれクラール一族は、すでに西欧の教育と文化を身につけた世俗的なユダヤ人の仲間入り
をしていた。われわれは洗練された衣服を身につけ、称号や爵位さえ手に入れていたし、影響力
も持っていた。しかしわれわれはまだ、完全な平等、内面的な平等をどうしてもつかむことができな
いでいた。それをつかむことができないでいたのは、われわれのようにうわべだけの信仰であって
もユダヤ教を棄てないでいる者たちだけではない。ユダヤ教を完全に棄て、キリスト教に改宗した
者たちでさえ同様であった。われわれは承知していたのだ。ユダヤ人ではない人々、つまりゴイー
ム（1）は、いかに礼儀正しく、お追従さえ言ったとしても、本当のところは、カールした長いペオット（2）
をぶらぶらさせ、カフタンを着てイディッシュ語を話すユダヤ人と、ウィーンのカフェハウスから生み出
された、クラール家風の、きれいに髭をそりあげたユダヤ人とを区別してはいないのである。」
(Georg Clare, Last Waltz in Vienna, London 1981, p. 85. ジョージ・クレア、兼武進訳『ウィーン最後のワルツ』
新潮社、1992年、136ページ。ただし訳文は引用者による。)

（1）「ゴイ」は、ユダヤ教徒から見た異教徒。「ゴイーム」はその複数形。
（2）ペオットは、旧約聖書レビ記19章27節の規定 「もみあげをそり落としたり、髭の両端を剃ってはならない」

にしたがい、長く伸ばされた側頭髪。

同化ユダヤ人はドイツ人か？
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組織されたとはいえ、同化ユダヤ人はカフタンを着たガリツィア・ユダヤ人に対し、同胞というより、む
しろ異民族に接するような違和感を感じないではいられなかった。さらに多くの同化ユダヤ人は、ウィ
ーン市民の反ユダヤ人難民感情が、反ユダヤ人感情に拡大して我が身に降りかかってくることを恐れ
ていた。そこに働いているのは、ガリツィア・ユダヤ人と自分たちとを同じに扱ってほしくないという感
情である。ガリツィア・ユダヤ人は、同化ユダヤ人にとっても招かれざる客人だったのである。

第一次世界大戦後のウィーンの反ユダヤ主義は、まずは、戦争後もウィーンに残留するガリツィア・ユ
ダヤ人難民を標的として火の手をあげることになる。1919年９月に調印されたサン・ジェルマン講和条約
は、旧オーストリア帝国の帝国民の国籍について、原則的に旧帝国民は、その者が本籍権を持ってい
た土地が帰属した国家の国民となると定めた。この原則に従えば、ガリツィア・ユダヤ人難民の多くはポ
ーランド国籍となるため、反ユダヤ主義者は、敗戦で困窮のどん底にあるオーストリアが、いまや外国人
となったガリツィア・ユダヤ人を養う義務はないとし、彼らの容赦なき追放を要求したのである。しかしポ
ーランド側は、ガリツィア・ユダヤ人難民の帰還を歓迎するわけもなく、また難民自身も、戦後ポーランド
でポグロムが頻発していたこと、戦乱で荒廃したガリツィアに戻っても生活のめどがたたないことを理由
に、多数の者たちが、このままウィーンに残ることを希望していた。終戦後の混乱がおさまり、最終的にウ
ィーンに残留したユダヤ人難民の数は、推定で２万5000人から３万人といわれる。

一例をあげれば、オーストリアの作家マネス・シュペルバー（1905－1984）は、東ガリツィアのユダ
ヤ人町ザブロトフで生まれたが、一家は1916年に戦争難民としてウィーンに到着し、戦後もウィーン
にとどまった。

第一次世界大戦以前のウィーンで、ユダヤ民族主義はほとんど影響力を持たなかったのに対し、
戦後のウィーンでは、ユダヤ民族主義者たちが活動を活発化させる。時間の制約上、報告では省
略したが、その背景には、ユダヤ人難民問題をめぐって過激化する反ユダヤ主義に対し、もはやユ
ダヤ人は羊のようにおとなしく、攻撃されるがままにしているべきではないという怒りがあった。

この怒りを最も敏感に感じていたのは、シュペルバーのように、ガリツィアから戦争難民としてウィーンに
来て、ウィーンの同化ユダヤ人の社会に入り込めないまま、反ユダヤ主義者の直接攻撃にさらされた若
者たちである。彼らの多くは、シオニズム青年運動に自分たちの居場所を見出すことになった。1916年
にウィーンで結成された「ハショメル・ハツァイル（若き哨兵）」は、社会主義的志向を持つシオニズム青年
組織だが、1917年にこの運動に参加したシュペルバーは、当時の思いを次のように回想している。

「私たちは大部分の時間、ヘブライ語を話すことを学び、シオニズム運動の歴史と「パレスティナ
学」を勉強して過ごした。日曜日のウィーンの森ハイキングは、また教練の時間でもあった。集合、隊
列形成、行進などの訓練である。命令はヘブライ語だった。私は真剣に、いや夢中になってこれら
のことを行った。軍隊ふうのことは嫌いだったが、みなと同様に、これは放浪のユダヤ人たるあり方
から自分を解放するためである、と理解していた。私たちはもう決して、敵に憎まれ軽蔑されること
を運命として受け入れてはいけないのだった。もう決して身をかがめたりしてはいけない。背筋をし
ゃんと伸ばして、敵に向かわなければならないのである。」

（Manes, Sperber, Wassertr拡er Gottes, Wien 1974, S.220. マネス・シュペルバー、鈴木隆雄、藤井忠訳
『すべて過ぎ去りしこと……』水声社、1998年178ページ。）

「両親たちの世代は、どうしても必要な場合を除いては、住んでいる場所から出るのを嫌った。な
ぜなら周囲の村へ出かけてゆくと、彼らの居住権をかたくなに拒んでいる者たちに出会うかもしれ
なかったからだ。ところが私たちは、日曜日のハイキングのさい、それぞれのグループの先頭の者が、
ダビデの星のついた青と白の小旗を持つことにしていた。罵倒や挑戦に対しては、必ずやそれに
応え、思い知らせること、それが私たちの断固たる決意であった。攻撃を仕掛けてくる者たちに比
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ユダヤ民族主義の両刃の刃：
ユダヤ民族主義者と、それに拒否反応を示す同化ユダヤ人が激しく対立するなかで、ユダヤ民

族主義者と反ユダヤ主義者とがイデオロギー的な共鳴関係に陥いるという奇妙な事態。
たとえば1920年４月29日の憲法制定国民議会において、ウィーンにいるユダヤ人難民の即刻追放

を要求するレオポルト・クンシャク（キリスト教社会党）は、シュトリッカーらシオニストが、ユダヤ人を国
家主権の主体となりうる民族と明言していることに対し、謝意と同意を表明して、次のように述べる。

「もしユダヤ人が一つの固有の民族であり、固有の国家的主権を持つのであれば、ユダヤ人は、わ
れわれのところでは外国人です。ここではユダヤ人は、講和条約のなかの少数民族保護規定によ
って保障された権利を要求しうるのみであり、それ以上のいかなる権利も断じて持つものではあり
ません。それゆえわれわれは要求します。オーストリアの国民議会において、オーストリアの少数異
民族たるユダヤ人の、その法的地位を定める法律が決議されなければならないでしょう。（ブラボー、
ブラボーの声）」

キリスト教社会党系の反ユダヤ新聞『ライヒスポスト』（1925年、８月25日）：
「当地の住民の反ユダヤ主義は、シオニスト・ユダヤ人の民族主義的運動に向けられたものではな
い。反ユダヤ主義の対象は、文化的領域での攪乱工作によって、また経済的、政治的領域での思
い上がりによって、さらに彼らの節操のない新聞雑誌の逸脱ぶりによって、わが民族のモラルと経済
をむしばむユダヤ人どもである。」

ガリツィア・ユダヤ人難民問題について：
（詳しくは、拙著『ウィーンのユダヤ人――19世紀末からホロコースト前夜まで』（御茶の水書房、1999年）
の第２部「第一次世界大戦とユダヤ人」をご覧ください。）

1914年に第一次世界大戦が始まると、ロシア軍は東部国境線を突破してオーストリア領ガリツィア、
ブコヴィナに侵入し、９月中にそのほぼ全域を占領する。このためガリツィア、ブコヴィナから、オーストリア
軍により強制疎開させられた者も含め、大量のポーランド人、ルテニア人（ウクライナ人）、ユダヤ人難民
が発生した。オーストリア軍は1915年夏にガリツィアの失地をいったん回復するが、1914年夏の開戦か
ら約１年のあいだ、ガリツィア、ブコヴィナから発生した難民の数は、50万人か、それ以上と推定される。

難民は、ベーメンやメーレンの都市部や帝都ウィーンに流れ込み、また一部は、国家によってベー
メン、メーレンを始め各地に設置された難民収容所に収容されたが、そのさいウィーンにはユダヤ人
難民が集中的に流れ込んだ。ウィーンのユダヤ人口は、1910年当時で約17万5000人で、その32．
4％がレオポルトシュタットと呼ばれるウィーンの第２区に住んでいたが、ガリツィアからの大量の難民
も多くがこの地区に流入したため、レオポルトシュタットの風景は一変し、あたかもウィーンにガリツィ
アのユダヤ人町が出現したかのようであったといわれる。

難民は、1915年の夏にオーストリア軍がガリツィアの失地を回復すると、一部は強制的に、一部
は自発的にもとの居住地に帰還するが、1916年６月に始まるロシア軍の反撃で再び難民が発生し、
戦争中を通じてウィーンからユダヤ人難民の姿が消えることはなかった。

移住する意思なくして突如ウィーンに来ることになった大量のガリツィア・ユダヤ人は、ウィーンの非ユ
ダヤ人社会とユダヤ人社会の双方に問題を引き起こす。第一次世界大戦中のウィーンは深刻な食糧
不足に陥るが、少ない食糧をさらに少なくする難民は、まったく招かれざる客人であった。難民は戦
争犠牲者であるにもかかわらず、ウィーン市民の難民に対する反発は、日増しに険悪なものとなる。

このウィーン市民の反ユダヤ人難民感情と、ガリツィア・ユダヤ人難民のあいだで、板挟みとなった
のがウィーンの同化ユダヤ人だった。戦争中、ウィーンのユダヤ人によってさまざまな難民救援活動が



第１回 ２００５年４月２日・３日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 「『革命後26年のイラン・イスラーム体制をめぐる』座談会」 

第２回 ２００５年５月２７日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 「2005年度研究会の方向性と方針について」  

第３回 ２００５年７月８日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 吉村慎太郎「第9回イラン大統領選挙の諸相―予想と実相の乖離に寄せて」 

第４回 ２００５年７月２９日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 「Muhammad Khatami, "Golge insan dar kame ajadhaye doulat"の講読会」 

第５回 ２００５年１０月６日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 嶋本隆光「西洋的思考法とイスラーム的思考法（前提的考察）： 
 B・ラッセルとM・モタッハリーの倫理思想」 

第６回 ２００５年１０月２８日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 富田健次「近代自由主義とイスラーム―ホメイニーの正義を中心にして(1)」 

第７回 ２００５年１２月３日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 富田健次　書評「吉村慎太郎『イラン・イスラーム体制とは何か： 
 革命・戦争・改革の歴史から』（2005年、書肆心水）」 
 吉村慎太郎「イラン・アフガニスタン『関係』史に関する試論―1901-1941を中心に」 

第８回 ２００６年３月２４日　開催地：同志社大学 今出川キャンパス 
 中村明日香「『アーシューラー』をめぐる最近の思想動向： 
 メスバーフ・ヤズディー師『キャルバラーの空から落ちたもう1つの稲妻』を中心に」 

米国に代表される現代西欧とイスラームとの間の緊張と軋轢を考察する上で、看過し得ない存在であるイ
ラン・イスラーム体制に 焦点をおき、その対西欧・米国観が宗教的・文化的・歴史的に如何なる形態や属性そ
して構造を有するか、その分析と考察のための基礎的知識を重層的に蓄積する作業を行い、最終的には現代
西欧や米国からの視点と有機的に繋ぐことを目指す。 

参加研究者 

中田　　考　同志社大学 大学院神学研究科教授 
松永　泰行　同志社大学 研究開発推進機構客員フェロー 
サミール・ヌーハ 
 同志社大学 大学院神学研究科教授 

中村明日香　同志社大学 研究開発推進機構特別研究員（COE研究指導員） 
加賀谷　寛　大阪外国語大学 名誉教授 
嶋本　隆光　大阪外国語大学 日本語日本文化教育センター助教授 
吉村慎太郎　広島大学 総合科学部助教授 

2005年度研究会 

 

「イラン・イスラーム体制における西欧理解」 
幹事：富田 健次（同志社大学 大学院神学研究科教授） 
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べ、こちらが体力的に、あるいは人数の上で劣っているときでも、私たちは、毅然としていなければ
ならなかった。凛とした態度で、誰の顔をもまっすぐに見て、対決と闘争を避けず、決して逃げない
こと。ショメルは私たちにこう教えた。」
(Ebd.. O., S. 220. 同訳書、178ページ。)

第一次世界大戦終了後、1920年初頭まで、ウィーンでは、ガリツィア・ユダヤ人の追放を叫び、ユ
ダヤ人に対する暴力行為も辞さない反ユダヤ主義者の集団と、それに抗議するシオニストの青年
たちのあいだで、乱闘騒ぎが起こることもしばしばであった。戦前「同化ユダヤ人の都」と呼ばれた
ウィーンでは、考えられない事態であった。

戦後も1925年になると、敗戦直後の混乱もようやく収束し、ユダヤ人難民の追放問題も、もはやマスコ
ミの第１面で論じられることはなくなる。しかしこれで反ユダヤ主義もまた姿を消したわけではなく、むしろ
オーストリアの反ユダヤ主義は、ドイツの反ユダヤ主義の影響も受けつつ、ガリツィア・ユダヤ人であろうが
同化ユダヤ人であろうが無差別に攻撃する人種的・民族的反ユダヤ主義の性格を露わにしてゆく。

戦前からのウィーンの同化ユダヤ人社会は、反ユダヤ主義の攻撃に対して為すすべを知らなかっ
た。そのため、同化主義の破綻を宣言するシュトリッカーらユダヤ民族主義者の発言が目を引くこと
になるが、ウィーンのユダヤ人社会全体が、同化主義からユダヤ民族主義の方向へとふれていった
かのように考えるのは誤りである。ウィーンのユダヤ人の大多数は、依然として、もはやユダヤ人で
はないがドイツ人でもないような人々だったのである。戦間期は、そのようなユダヤ人から自らのア
イデンティティを語る言葉を奪う苛酷な時代であった。

表1.ヨーロッパのユダヤ人口

Joseph Rothschild, East Central Europe between the Two World Wars, Seattle/London 1974.
Dov Levin, The Litvaks, Jerusalem 2000.
Ushiel O.Schmelz,DIe demographische Entwicklung der Juden in Deutschland von der Mitte des 19.
Jahrhunderts bis 1933, in: Zeitshrift Für Bevölkerungswissenschaft, Jg. 8, Nr.1,1982.
Encyclopaedia Judaica, Jerusarem.
Всесоюзнаядередисънаселения1939 года：Основнцеитоги/ Подред.Ю.А. Полякова.
М., 1992
リトアニアのユダヤ人口には無国籍のユダヤ人が含まれる。第1部第6章の野村論文の表２を見よ。

ソ連
(ウクライナ)
(ロシア)
(ベラルーシ)
ポーランド
ルーマニア
ドイツ
ハンガリー
チェコスロヴァキア
イギリス
フランス
オーストリア
リトアニア
オランダ

1939

1931
1930
1933
1930
1930
1931
1936
1934
1923
1930

3,029
(1,533)

(957)
(375)

3,114
757
500
445
357
300
260
190
155
112

170,557
(30,946)

(109,397)
(5,569)

31,916
18,057
65,218
8,688

14,730
46,190
41,906
6,760
2,029
7,936

年 ユダヤ人口 総人口



座談会参加者 

NOUH, Samir 
 同志社大学大学院神学研究科教授 

SONBOLI, Nabi 
 在日イラン・イスラーム共和国大使館リサーチ・アタシェ 

勝藤　　猛 元大阪外国語大学、岩手県立大学教授 
上岡　弘二 日本オリエント学会 会長 
北村　　徹 同志社大学 神学研究科博士前期課程 
嶋本　隆光 大阪外国語大学 留学生日本語教育センター助教授 
谷　　正人 大阪大学 博士後期課程修了 
高尾賢一郎 同志社大学 神学研究科博士前期課程 
富田　健次 同志社大学 大学院神学研究科教授 
中村明日香 同志社大学 一神教学際研究センターCOE研究指導員 
羽田　亨一 東京外国語大学 アジア・アフリカ言語文化研究所助教授 
藤元　優子 大阪外国語大学 外国語学部助教授 
水田　正史 大阪商業大学 総合経営学部教授 
村上　明子 北海道大学 博士後期課程 
守川　知子 京都大学 人文科学研究所 学術振興会特別研究員 
森田　豊子 大阪外国大学・鹿児島大学 非常勤講師 
山中由里子 国立民族学博物館 助手 
山根　朋子 同志社大学 神学研究科博士前期課程 
横田　　徹 同志社大学 神学研究科博士後期課程 

司会：中田　考（同志社大学 大学院神学研究科教授） 
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特定研究プロジェクト２  ２００５年度第１回研究会 

日　　時／ ２００５年４月２日（土）・３日（日） 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　寒梅館会議室 

テ ー マ／「革命後26年のイラン・イスラーム体制をめぐる」座談会 
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研究会概要

今回は、同志社大学で開催された「イラン研究会」年会の１セッションを本特定研究プロジェクトとの共

同研究会として行い、参加者全員（後記）によって座談会形式で議論を試みた。1972年革命は、現代イ

ランにおける西欧理解についての本研究プロジェクトの基点ともなるため、その位置づけは重要である。

座談会では、様々な専門からの意見交換が可能となり、啓発的かつ意義深いものとなった。

座談会では「革命をいかにとらえるか」ということにあたって、特に「イラン人性」に論点が集まること

があった。

「イラン人性」を考えるにあたって、最初に富田氏から と （外面と内面）という概念が提示

された。これに対して、上岡氏や羽田氏からこの対立概念で考えることによる過度の単純化の危険性が

指摘されたが、ヌーハ氏からは と といった場合、アラブでは通常神学（特に神秘主義）の文脈

で考えるのに対して、イランで一般に普及している用語には差異があり、イラン的思考や行為を特徴付け

る点で興味深いとの意見も出された。

またソンボリー氏からは、「イラン人性」という枠組みに対して疑問が提示された。氏によれば、一口に

「イラン人」と言っても、一歩踏み込んで「ファールスィー（ペルシア語を母語とする人々）」と言えば、「ア

ラブ」や「トルク」という対立概念がでてくる。また、各出身地域によっても差異があり、その幅も南部や

北部というおおまかな区別から、村落内にいたるまで分別単位のレベルが存在する。

上岡氏からは、ある地域や民族の「基層文化」という側面では、イランでも革命前と後で変わらない部

分があるという指摘がされた。そしてイランの場合は、これはゾロアスター教的要素を持っているとい

う。これに対して、国民性という側面は歴史的に形成されるものであり、これは過去の出来事を再解釈す

る契機に遭って作られていくものだという。イラン革命もそうした出来事の一つであり、国民性と併せて

見る場合はこれから議論され再解釈される過程となるだろうという。

また藤元氏からは、イラン人性を考える際に文学、特に詩は重要な位置を占めているのではないかと

の指摘がされ、勝藤氏は、イラン近代文学者の重要性を主張した。

革命のとらえ方についてはまた、嶋本氏からそれが西欧文化への挑戦であったという見方、中田氏か

らは近代化へのプロセスの一部ともとらえられるという見方、また時代の流れであったとの見解も多く

みられた。他にも様々な意見が述べられたが、アメリカ主導のグローバル化が進められていく中、イラン

革命のとらえ方について、これからも特に注意して研究を進めていくべきということには意見の一致が

みられた。

（COE研究指導員　中村明日香）
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革政策への期待は、貧富の差の拡大とそれに伴う（特に富裕層の）道徳観の退廃に苦しむ一般市民の支

持を確実に集めていたと言う（注6）。その意味では今回の選挙は、イラン社会の現実をよく反映していた。

だが吉村氏はまた、選挙自体は一過性のものであり、新大統領がプラグマティックなイラン国民の支持

を継続して受けるかはこれからの政治に関わっている、と述べ発表を終った。

ディスカッションにおいては、今回の選挙結果をヴェラーヤテ・ファキーフ体制の停滞と見るか成熟と

見るかなどをめぐって活発な議論がされた。

（COE研究指導員　中村明日香）

（注１）アフマディネジャード氏は、48歳で現職のテヘラン市長。革命ガード出身。
（注２）イラン大統領選挙では、憲法第117条でいずれの候補者も投票者の過半数の得票に達しない場合、決戦投票が実施

され大統領が決定されることが定められている。
イラン・イスラーム共和国基本法（憲法）第117条（抜粋）
「大統領は、投票者数の過半数以上の得票によって選挙される。いずれの候補者も過半数を獲得できない場合、次
週の金曜日に第2次投票が実施される。第1次投票で最も多くの票を獲得した候補者と時点の候補者のみが、この第2
次選挙に出馬する。」

（注３）The Washington Post, June 17, 2005。
（注４）1位のラフサンジャーニーの得票は約615.9万票、アフマディネジャードは約571万票であった。（数字はイラン内務省発表）
（注５）第1次投票における投票率は62.7％、第2次では59.8％（イラン内務省発表）。アフマディネジャード氏は、チャハール・マ

ハール ヴァ バフティヤーリー、ホラサーネ・ラザヴィー、ファールス各州で大幅に得票を伸ばした。有効票のうち、62.5％
がアフマディネジャード氏に投じられ、ラフサンジャーニー師は36.6％であった。

（注６）アフマディネジャード氏は、経済政策として、富の公平な分配を目指し、公務員の給与増額、農業改革などを公約に掲げ
ていた。

特定研究プロジェクト２  ２００５年度第３回研究会 
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研究会概要

今回の発表で吉村氏は、氏が実際にイランで行なった現地調査などを基に第9回イラン大統領選挙結

果分析を行い、多くの予想に反してアフマディネジャード氏（現テヘラン市長）が当選に至った経緯を明

らかにした（注1）。同氏は今回、2005年6月17日の第1次投票直前から24日の決戦（第2次）投票前まで

テヘランに滞在し、選挙データ収集とテヘラン大学やその他の研究・教育機関、政府機関、投票所で主

にインタビューによる調査を実施した（注2）。

吉村氏はまず、選挙予想として挙げられていた、１）投票率の低下、２）決戦投票への移行が予想されて

いた、３）ラフサンジャーニー師（前大統領）優位、４）決戦投票におけるラフサンジャーニー師勝利につ

いて言及し、これらの予想が崩されていった過程を説明した。

投票率の低下は、他の候補に比べ知名度の上では群を抜くラフサンジャーニー師の得票につながるは

ずであった。

吉村氏は、予想された投票率を大幅に上回ったのには、各立候補者の支持団体によるテレビなどを通

じた投票への呼びかけ以上に、皮肉にもブッシュ米大統領が一役買っていたと言う。ブッシュ大統領は

イラン大統領選挙投票の前日、同選挙を、不正選挙であり民主主義の基本的要素を欠いているとして非

難する声明を発表した（注3）。これに触発されたイスラーム共和党政権指導部が国民に投票を働きかけた

り、マルジャ・ハッジャリヤーン師、キャディーヴァル師、モンタゼリー師など著名な法学者が選挙参加

を表明するなどの動きがあり、さらに当日投票時間が夜間4時間延長されるなどの調整も行われた。

イラン大統領選挙至上初の決戦投票へのずれ込み予想は、各政治団体が連携して統一候補を立てるこ

とに失敗したこと、それによって候補者が乱立する結果になったこと、また、ラフサンジャーニー師の

政治的影響力の陰りを理由としていた。吉村氏によれば、この上記２）のみ予想が現実化した。

第1次投票においてのラフサンジャーニー優位説は、他候補者に比較した場合の知名度の高さなどが

主な理由とされていたが、18日選挙開票結果速報の時点で覆された。18日の午後以降の開票で、エス

ファハーンなど大都市の大票田においてアフマディネジャード氏が得票を伸ばし、キャッルービー師を

抜いて2位につけた（注4）。

決選投票においてのラフサンジャーニー優位説は、全体的な投票率の低下と改革支持派がラフサン

ジャーニー支持に回ることが考慮されて言われていたことであった。だが、内務省発表では投票率の大

幅な低下はなく、改革派は自らの推す候補を失って棄権したことも考えられ、アフマディネジャード氏

が3州で大幅に得票を伸ばし、結果大差で当選を決めた（注5）。

吉村氏は、街頭インタビューや、選挙運動とテヘラン市民の反応の観察などを通じて、上記４）の予想

はかなり修正可能であったと述べた。アフマディネジャード氏の清貧さ、未知数ではあるが氏の経済改



第9回イラン大統領選挙の諸相－
予想と実相の乖離に寄せて

455

ある。それはあながち、「政治離れ」の現象とは直

接関係はないと言えるかもしれない。

ともあれ、その後５月15日から「監督者評議会」に

よる不透明な候補者資格審査が実施され、その結

果「改革派」のモスタファー・モイーンやモフセン・メ

フルアリーザーデの候補者資格も却下され、６名の

みの候補者資格のみが発表された。「保守」派の

操作する「制限選挙」としての性格を公然と示すこ

うした状況も恐らく一層選挙への有権者の関心を

低くし、投票率に影響を与える条件と考えても不思

議ではない。

実際、4月24日段階で42～51％程度になる旨の

「予想」が内務省スポークスマンからも指摘されてい

た。上記の「監督者評議会」の審査発表後には、

一連の情報省職員が関与した知識人・ジャーナリス

ト襲撃事件で2000年３月に重傷を負ったことで知

られる「改革派」の中心的活動家サイード・ハッジャ

リアーンがかかる事態を批判し、投票率が45%程

度まで低下するとの見込みを表明している。さらに、

1989年初頭にホメイニーの後継者としての地位か

ら外され、今やハーメネイー指導体制に異議を唱え

るアリー・モンタゼリーさえも同様に投票率の低下を

指摘している。

その後、確かに最高指導者ハーメネイーからの

指示により上記「改革派」のモイーンおよびメフル

アリーザーデ両候補者の資格が見直された。その

結果、ハッジャリアーン（やアブドゥルキャリーム・ソ

ルーシュ、さらにモフセン・キャディーヴァル）もモイー

ン支持を打ち出すなど、「改革派」の主たる活動家

は選挙への参加姿勢を打ち出した。それ故、「監督

者評議会」による資格審査問題はこの時点で投票

率の低下「予想」の背景ではなくなったとも言える。

しかし、政治に対する社会の不信感や関心の薄れ

は引き続き滞留していると考えられた。

加えて、アクバル・ハーシェミー・ラフサンジャーニ

ー元大統領の立候補も投票率の低下「予想」に関

わる要因に挙げられるかもしれない。後述するよう

に、彼が最有力候補であることは間違いはなく、彼

の当選が当然視されるならば、有権者の一部は結

果の「予想」可能な選挙には敢えて参加しないこと

もあろう。従って、投票率が50％を越えるかどうが

今回の選挙でのひとつ論点にもなったと言える。

しかし、実際選挙が実施されるや、第一次投票の

投票率は62.7％（第二次投票では、59.8％）に達し、

「予想」を超える投票率となった。過去第１期～８期

までの投票率平均の63.7％（表１参照）を若干下回

るとはいえ、この投票率はホメイニー死去後のハーメ

ネイー最高指導者体制下の４回の大統領選挙平均

（62.3％）にほぼ匹敵した。もちろん、このような投票

率の上昇には幾つかの理由があると考えられる。

第一に、選挙前日に米国ブッシュ政権から出され

た声明の波紋が挙げられる。それは「改革派や女

性を含む1,000人以上の候補者の出馬を拒絶」し

た宗教指導体制を非難し、今回の大統領選が25
年に及ぶ「圧政の記録」の一コマに過ぎないとして、

間接的に改革路線の継続のためには今回の選挙

へのボイコットが妥当な選択であることを国民に呼

び掛ける内容であった。イラン国民の多くは「改革

派」支持者を中心に現政治体制が決して理想的な

民主主義体制であると考えていないに違いない。

だが、こうした点が外部から公然と指摘されれば、

誇り高いイラン人であれば、反発することは想像に

難くない。しかも、イラン政権指導部はこの声明を

「選挙ボイコット」に反対する戦術のなかに巧みに

組み込み、その効果を引き出すことに成功した。

滞在中に眼にした新聞はもとより、ＴＶ・ラジオで

はこうした米国政府の対応に対して、選挙への参

加がイランの既存の政治システムや憲法への支持

表明に他ならず、また民主主義の存在を内外に示

す証であると宣伝された。イラン人としての「ホヴェ

イヤト（アイデンティティ）」が、「メッリー（国民的）」な

る言葉と共に新聞の紙面を飾った。加えて、選挙

参加を呼び掛けるイラン全土の各種組織の名称が

途切れることなく発表された。最高指導者ハーメネ
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はじめに
2005年６月15日から19日にかけて約５日間、イラ

ンの首都テヘランを訪問した。今回の訪問目的は

同月17日に開催される第９回大統領選挙の視察に

あった。

イランと言えば、今や国際的にその動向が最も

注目される国のひとつである。ブッシュ米国政権の

「反テロ戦争」から軍事介入を受け、既存の政府が

瓦解した結果、未だ政情不安が止まないアフガニ

スタンとイラクの間に挟まれているその地理的条件

だけではない。「核開発」を秘密裡に行い、また国

際的に「テロ支援」を行う国家としてしばしばブッシ

ュ米国政権から非難され、その結果時に「反テロ

戦争」の次の標的にイランを挙げる無責任な先読

みさえもある。加えて、国内的には「保守派」と「改

革派」間の対立激化は一向に終わる気配はなく、

その点で今後のイラン政治のあり方が一層この国

の国際的な注目度を引き上げていた矢先の大統

領選挙である。だからこそ、その選挙に関わる報道

は世界のメディアを賑わすトピックともなった。当然

日本を含めてこの選挙への関心は大きく、様々な

報道がなされた。そのような選挙報道や研究者の

間での話題のなかで、選挙結果に関する幾つかの

「予想」めいたことも言われてきた。

ここでは、特にそうした「予想」のなかでも一般的

と考えられた諸点について、その背景にある基本

的な諸点を整理し、そのうえで実際の選挙結果と

の乖離に関して若干の分析を試みた１）。また、今

回の選挙を取り巻く雰囲気を伝える材料として上

記イラン滞在中に得た情報を適宜加え、選挙の特

徴や意味を若干なり検討できればと考える。

１．低下「予想」された投票率について
今回の選挙は、５月27日から６月16日（午前９時ま

で）の候補者による選挙運動実施期間以前から、

様々な理由で投票率が低下するとの「予想」が立

てられていた。

まずその第一の理由として、有権者の「政治離れ」

とも言うべき状況が挙げられる。97年に「改革の旗

手」として有権者の圧倒的な支持を得て第７回大統

領選挙に当選したハータミー政府が言論出版の自

由、人権擁護、市民社会の樹立、対米関係を含む

対外的な関係拡大（「文明間対話」の促進）など、広

い意味で政治的自由化・民主主義化を打ち出した。

しかし、そうした政策はハーメネイー最高指導者を筆

頭に、組織的には「監督者評議会 Shoura-ye

Negahban」やゴム神学校教師協会（理事会）など

を中心とする「保守派」の抵抗と圧力の前に一向に

眼に見える成果をあげられずにきた。そのため、熱

狂的に彼を支持した有権者の不満や失望は大きく、

当然投票率の低下に繋がると考えられた。

第二に、「監督者評議会」による立候補者資格審

査問題も同様に投票率の低下を促す要因と考えら

れた。先の「政治離れ」とは矛盾するようだが、今

回内務省に立候補を届け出た者の数は主婦や高

校生を含めて1,014人に達した。資料１にあるよう

に、法的な被選挙人資格の曖昧さも手伝い、この

立候補届出者数は概ね回を追うごとに増加傾向に

広島大学総合科学部助教授

吉村 慎太郎
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統領に選ばれたのは、表１にあるように、1993年の

ラフサンジャーニーであるが、その時でさえ２位に39
ポイント差をつけている。それ故、今回の選挙が如

何に混戦であったかが思い知らされる。言い換え

れば、有権者の候補者選択の幅が多様であり、そ

れを反映した当然の結果であったと言える。そこで

鍵となるのは二次投票へと進む上位得票者ふたり

が誰になるかであった。

３．ラフサンジャーニー優位「予想」について
先述した如く、７名の候補者のなかでラフサンジ

ャーニーの政治力・知名度は群を抜いている。故

ホメイニーの側近として60年代から反国王運動に

参加し、革命後のイ・イ戦争下では持ち前の現実

主義的感覚を活かして運営の難しい議会議長とし

ての役職を全うした彼は89年～97年まで行政上の

権限を強化した大統領職を２期務めた。同じく議

会議長を務めたキャッルービーが知名度という点で

は。ラフサンジャーニーにやや劣るとはいえ、その次

に位置する。しかし、彼を加えた「改革派」系候補

者３人がハータミーの後継者と目されることはあって

も、青年層を中心に多くの有権者が当のハータミ

ーに既に失望している事情を考えれば、ラフサンジ

ャーニーを凌ぐほどの力量・知名度が彼らにあると

は到底判断されにくい。ラフサンジャーニーの優位

には揺らぎはないものと「予想」された。

他方、「保守派」からの３人の候補者についても

同様のことが言える。元警察庁長官のガーリバーフ

（元空軍司令官）、前国営放送総裁のラーリジャー

ニー、テヘラン市長（前アルダビール州知事）のアフ

マディーネジャードの場合も、大統領選挙が全国に

またがる選挙である以上、彼らも知名度と実績の

点ではラフサンジャーニーに遠く及ばないものと考

えられた。しかも、有権者の「改革派」への失望が

直ちに「保守派」への支持に直結しないと考えられ

るのは、「保守派」こそがハータミー政府の「政治的

自由化」の最大の障害となってきた経緯を、第７期

大統領選挙でハータミーに票を投じた約2,000万人

（第８期選挙2,160万人）以上の有権者が見逃すは

ずはないと考えられたからであろう。

いずれにせよ、ラフサンジャーニーのライバル的

な候補者がいずれも「小粒」であると見なされたこ

とに疑いはない。対照的に、ラフサンジャーニーは

改革路線の閉塞状況を打開する有力政治家として

見 なされ た３）。また 、「 イラン 学 生 通 信 社

Khabargozari-ye Daneshjuyan-e Iran」が５月

20-21日に実施した世論調査では、ラフサンジャー

ニーが36％、次いでガーリバーフが12％、ラーリジ

ャーニーが8％、キャッルービーとアフマディーネジャ

ードが６％、モイーンとメフルアリーザーデ、そして投

票直前に辞退したレザーイー候補が各５％であり、

ここでもラフサンジャーニーの優位が示されていた。

この「予想」に間違いはなかったとは言え、実際

17日の投票結果が明らかになると、それは若干の

修正を必要とするものであった。当初「保守派」の

ガーリバーフか、「改革派」のモイーン候補のいずれ

かが２位になると「予想」されたが、これに反して注

目度の極めて低かったアフマディーネジャードが１位

のラフサンジャーニーに約45万票差にまで迫り、２

位に食い込んだからである４）。

表２に従えば、アフマディーネジャードの躍進はエ

スファハーンの80万票、テヘランの50万票、ホラー

サーネ・ラザヴィー（マシュハド）の37.7万票、ゴムの

25.6万票、ヤズドの17.5万票などで、大幅な票の

伸びを示した。なかでも、決定的な重要性を示し

たのはエスファハーン選挙区の得票（43.6％）であ

り、３位のキャッルービーの10.7％（19.6万票）に大

きく水をあけた。

ラフサンジャーニーの優位「予想」との関連で、彼

が各州レベルでの得票率トップであったのは、４州

（テヘラン、ザンジャーン、ケルマーン及びギーラーン）

でしかなかったが、他の26州でも万遍なく多くの票

を集めた。これは他の候補者との決定的な知名度

の差を反映したということはできる。出身地とその周

イーは言うまでもなく、ヌーリー・ハマダーニー、マカ

ーレム・シーラーズィー、そしてモハンマド・ファーゼ

ル・ランキャラーニーといった著名なマルジャ（シー

ア派最高権威）からも選挙への参加が「シーア派と

して、また国民的としての義務」である旨の声明が

発表されもした。

加えて、投票率の上昇が個性ある候補者の顔ぶ

れに支えられた点も看過できない。確かにラフサン

ジャーニーほどの知名度のある候補者は少なかっ

たとはいえ、「保守派」からは事前に辞退したモフセ

ン・レザーイーを除いて、マフムード・アフマディーネ

ジャード、アリー・ラーリジャーニー、モハンマド・バー

ゲル・ガーリバーフ３候補が名を連ね、他方「改革

派」からはモイーンとメフルアリーザーデ、そして元国

会議長のメフディー・キャッルービーという３人の候

補者が立った。候補者数では前回（2001年）選挙

の10人には及ばないが、今回はラフサンジャーニー

（70歳）とキャッルービー（68歳）の高齢者を除く５名

がいずれも40～50代の比較的若手と言われる候

補者で占められ、一層のその顔ぶれに個性と新鮮

味を与えた。

その他、投票時間の延長措置２）やCNNやBBC

を含めた300～400人にも達した海外からの記者・

カメラマンによる報道ぶりをイラン国営放送が紹介

したことも投票率の上昇と決して無関係ではなか

ろう。後者については、如何に国際的に注目され

た選挙であるかを視聴者に強く印象づけ、選挙へ

の関心を高めたと考えられるからである。

２．初の決選投票への移行「予想」について
以上の投票率に関する「予想」と無関係ではな

いが、今回の選挙では恐らく「保守派」対「改革派」

という構図だけではなく、両派内部の指導権争い

でもあることから票が分散し、初の二次（決選）投

票に移行するであろうことも「予想」された。「保守派」

内部では、４月～５月にかけて統一候補を立てる調

整会議が作業を行い、ラーリジャーニーを統一候補

に据える旨の合意も報じられた。その際、ガーリバ

ーフとレザーイー両候補がこれを拒否したと伝えら

れる（しかし、その際に最終的に当選するアフマデ

ィーネジャード候補の動向は伝えられず、彼は殆ど

「保守派」内部でも決して注目された存在ではなか

ったと言って良い）。同様に「改革派」内部でも、ポ

スト・ハータミーをめぐってモイーン候補支持に傾い

ていたにもかかわらず、その理由は必ずしも明らか

ではないが、キャッルービーとメフルアリーザーデが

立候補を最後まで取り下げることはなかった。

加えて、後述するようなラフサンジャーニーの「優

位」に間違いはないとしても、彼が一次投票におい

て投票総数の過半数を占めることはできないであ

ろうことも、決選投票への移行「予想」の背景にあ

ったと言える。特に、ラフサンジャーニーが2000年

の議会選挙で票の見直しによりテヘラン選挙区で

漸く当選（しかし、その後本人が辞退）したことで、

既に政治的影響力に陰りがあることを含めれば、

単独過半数の獲得はいずれの候補者であれ、難

しいことに間違いはなかった。投票日当日、内相ム

ーサヴィー・ラーリーは決選投票への移行の可能性

が高い旨、自らの見解を表明していた。

この「予測」実際間違いなく、表２（第一次投票

州別得票結果）に見られるように、各候補者の得票

率は分散した。それらを上位３名（17.3％～21％）、

中位２名（13.8%、13.9％）、下位２名（4.4％、

5.9％）に分類した場合、上位３名の全得票総数を

合算しても、漸く57.8％に達するのであり、その内

２名の票合算では過半数には及ばなかった。無論、

中位と下位の４名の票を全て加え、それらを上位３

名のいずれかが引き継げば、いずれの候補者も過

半数を超えることはできる。しかし、今回はそうした

超党派的な候補者が（ラフサンジャーニーを唯一例

外としても）見当たらず、決選投票に進むことは確

実視され、結果はまさにその通りとなった。

過去の大統領選挙結果を見ると、もちろんこうし

た事例はない。最も低い得票率で一次投票で大
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である。その結果、ラフサンジャーニーが35.9％の得

票率に対して、アフマディーネジャードのそれは

61.7％（それぞれ内務省発表）となった。

これだけの得票差が出た理由として考えられるの

は、第一に「反」ラフサンジャーニー票がアフマディー

ネジャード票に繋がったことがあろう。政治力・知名

度で優れた前者はしかし、選挙運動期間中から腐

敗・汚職の点でもしばしば批判されてきた。また、ハ

ータミー政府の下での８年間に、ラフサンジャーニー

が彼を明補佐せずにきた経緯は「改革派」内部で

も問題視されたことがある。「改革派」系候補者がラ

フサンジャーニー支持を公言したとしても、もはや改

革路線に失望した有権者は額面通りにそれを投票

行動に反映させる訳ではなかったと考えられる。

第二に、アフマディーネジャードが最優先課題に

掲げた経済状況の改善・腐敗汚職の追放こそが多

くの有権者の支持に繋がったと言うことも指摘でき

る。彼は各地での遊説のなかで、農地の再配分、

天然資源の国家管理の強化、小規模店主へのサ

ポート拡大、公務員の給与引き上げ、さらに青年層

の取り込みを狙ったと考えられる国家予算の1%を

充当した「若者基金 Sanduq-e Javanan」の創設

などを提起した７）。それらは経済の発展のためには

まず政治改革こそが必要であるとした「改革派」の

主張よりも、有権者の支持を引き付ける具体性を

もった政策であった。とすれば、民意における変革

とは、もはや政治改革ではなく、経済状況の早急

な改善にあり、経済状況は庶民の生活を締めつけ

るほどに悪化していると言わざるを得ない。低所得

者層がその政治力の反面、富裕さと金権体質故に

自らの代表とは認め難いラフサンジャーニーよりも、

アフマディーネジャードに共感を抱き、未知数の政

治力に過剰期待した結果が今回の票数に表れた

ということはできる。

このように考えれば、ラフサンジャーニーが自由

主義経済を説き、政治的な自由化を主張してきた

「改革派」とも連携する有力かつ富裕な政治家・宗

教学者（エスタブリッシュされた権威のシンボル）で

あるとすれば、アフマディーネジャードはそれらを真

っ向から否定し、「保守派」の先鋭的な革命理念、

特に「被抑圧者の解放」を視野に入れた清貧な政

治家のシンボルであった。この対照性故に、彼は

「庶民の代表」とも位置付けられた。

しかし、他方で余りに「予想」外の展開から、全

く別の側面、すなわち「陰謀」論あるいは「不正選

挙」という点で、今回のラフサンジャーニー落選、ア

フマディーネジャードの当選を議論することも可能で

ある８）。それが事実あったとすれば、極めて組織的

かる大規模な形で行われたことに間違いはない。

しかし、その点はいずれ歴史のなかで明るみに出

るまで待つしかなかろう。

おわりに
以上、駆け足で事前「予想」と選挙結果を引き

比べながら、今回の大統領選挙の諸相を検討して

きた。そのなかで、最後に注意すべき点を幾つか

指摘すれば、まず今回の選挙は無論これまで述べ

てきたように、「予想」外の展開を遂げた。それは

観察者の思い込みや一定の価値観に依っていた

ことを明らかにするものでもあった。それはやや曖

昧な言い方となるが、中上層の社会層やテヘラン

の政治動向、特に「改革派」偏重に基づく観察者

の「バイアス」に反省を迫るものであった。今回の

選挙結果が十分に民意を反映したものと考えれ

ば、地方色の豊かさと共に、低所得者層の実利的

な政治意識が前面に出た選挙であったということ

はできる。地方評議会選挙も既に実施されるなか

で、政治的覚醒の度合いは今後も深まるであろうし、

そうしたことを考えれば、今後はさらに広く地方の

動向や低所得者層の意識変化を重視した観察が

不可欠であることに間違いはない。

これと関係し、アフマディーネジャードの大統領当

選は今日のイランの時代の課題に要請されたもの

辺選挙区で一位となる程の票を集めた（例えば、ア

ーゼルバーイジャーンで得票トップのメフルアリーザ

ーデ、ホラーサーン地方のガーリバーフなど）ものの、

彼らは全国レベルで平均して多くの票を得ることは

できなかった。他方、アフマディーネジャードの場合

には、８州でトップの得票をあげ、それはキャッルー

ビーの12州に劣るが、上記の大票田での得票が決

選投票へと彼を押し上げる要因となった。

アフマディーネジャードの政治力が特段買われた

のでないことは、彼は州知事（1993-97）を務めたア

ルダビール選挙区での得票率（6.9％）の低さがひと

つのヒントを与えるかもしれないが、上記諸州の得

票に依拠して言えることは、比較的「保守派」の強い

ゴム、マシュハド（ホラーサーネ・ラザヴィー）、エスファ

ハーンを中心に宗教的な都市圏で彼が大きく得票

を伸ばしたことにある。「イスラーム革命献身者協会

Jami'at-e Isargaran-e Enqelab-e Islami」、革命

防衛隊とその傘下組織で通常は予備役として普通

の市民生活を行っているバシージといった「保守派」

の組織がどれほど動員され、彼の得票に影響を及

ぼしたかは定かではない。しかし、それらの組織を

媒介とした有権者の動員が彼の高得票に全く無関

係であったと言えないことも確かであろう。

４．第二次投票におけるラフサンジャーニーの
勝利「予想」について

投票率の低下「予想」はさておき、決選投票への

移行とラフサンジャーニー優位の２点についてはあ

ながち的外れではなかった。しかし、「予想」と選挙

結果との最大のズレは、ラフサンジャーニーの第二

次投票での勝利にほぼ間違いはないと考えられて

いたことである。言い換えれば、アフマディーネジャ

ードの勝利は殆ど考えられていなかったと言えるか

もしれない５）。それは既に述べたラフサンジャーニ

ー優位「予想」以外にも、第一次投票結果とその後

の報道から根拠のないものではなかった。

例えば、第一次投票の結果を単純に保革別に分

け、ラフサンジャーニーの得票（615.9万票、21％）に

「改革派」系３候補キャッルービー（506.6万票、

17.3%）、モイーン（405.4万票、13.8％）、メフルアリ

ーザーデ（128.9万票、4.4％）を全て合算すれば、

1,656.9票余り（56.5％）となる。他方、アフマディー

ネジャードの得票（571万票、19.5％）にガーリバーフ

（407.5万票、13.9％）とラーリジャーニー（174万票、

5.9％）の全ての票を加えても、1,152.5万票余り

（39.3％）に留まり、ラフサンジャーニーの優位は明ら

かであった。ラフサンジャーニー選挙本部の発表で

は、保革を超えて第一次投票で３位以下の５名の候

補からの支持も取り付けることができたとの発表も

あり、それが正しいとすれば、第二次投票での両者

の得票差は歴然となり、ラフサンジャーニーの大統領

当選は動かし難いものとなるはずであった。特に

「保守強硬派」として知られるアフマディーネジャード

への警戒心から、「改革派」支持の有権者は棄権す

ることなく、ラフサンジャーニーに投票し、その結果大

幅な投票率の低下はないものと「予想」されれば、

尚更であった。しかし、実際の投票結果は資料３

（第二次投票州別得票結果）に見られるように、明

らかに上記の計算とは異なるものであった。

内務省は州別の選挙結果を未だに公表していな

いため、ここに挙げられている数値はペルシア語新

聞『イーラーンIran』６）に依拠し、しかも内務省発表

の両候補の投票総数とは100万票前後の誤差があ

る点で不正確ではあるが、ここに挙げられた州別得

票総数を第一次投票の両者の得票数と比較すると

興味深い。すなわち、ラフサンジャーニーがファール

ス、マーザンダラーンでそれぞれ40万票、33万票得

票を伸ばし、さらにホラーサーネ・ラザヴィー（28万票）、

エスファハーン（22万票）、フーゼスターン（20万票）や

その他でも確かに着実に票を伸ばしていることは事

実だが、アフマディーネジャードの場合にはホラーサー

ネ・ラザヴィーで112万票、テヘランで100万票、ファ

ールスで75万票、マーザンダラーンで72万票というよ

うに、得票の伸びは驚く程の高さを示していること
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〔註〕
1) 本論で以下挙げた「予想」は特段まとめた形で新聞で取り

上げられたものというよりは、マスコミ関係者や現代イラン
に関わる研究者との話のなかで交わされた見解を反映して
いる。但し、投票率の低下やラフサンジャーニーの優位「予
想」を事前に窺わせるものとして、Iran Times, June 3,
2005の選挙関連記事参照。また、革命後のイラン研究に専
門的に従事している松永泰行氏が2004年12月から今回の
大統領選挙関連の動向と結果について、詳しく分析した

「時評エッセイ」を16回に渡って掲載しているところ、以下参
照；http://www.alpha-net.ne.jp/users2/ymalphan/
essay.html。

2) 投票日当日、幾つかの投票所を視察したが、確かに涼しさ
を増した夕刻から投票所には列をなす有権者が見られ、国
営ＴＶは視聴者に一層投票を促すために投票風景を映像
で流し、また有権者へのインタビューを伝えた。その結果、
あたかも選挙が民族的・宗教的な「行事」との感さえ呈した。
過去にも投票率の低さ故に、投票時間の延長措置が採用
されたことはある。しかし、今回投票時間の締め切り午後
７時に訪れた幾つかの投票所では列をなす有権者の姿が
見られた。投票時間は午後11時まで４時間に渡って延長さ
れた点も投票率を最大限に引き上げたいとの政権当局の
思惑を感じさせた。

3) 今回の滞在中にも、「アリー・シャー」と異名を持つ最高指導
者ハーメネイーに対抗できるのは「アクバル・シャー」と言わ
れるラフサンジャーニー以外になく、彼が指導力を発揮すれ
ば、ハータミーのなし得なかった政策は数多く達成されると
の期待をしばしば耳にした。

4) この点で興味深いのは、６月18日に開票作業が着々と進み、
その結果がＴＶを通じて報道されたなかで、同日14時30分
時点でラフサンジャーニーが501.7万票でトップを走り、次
いでキャッルービーが善戦して468.6万票、そしてアフマディ
ーネジャードが439.7万票で３位であったことである。この段
階では、テヘランを含む11選挙区で未開票であったが、そ
の後アフマディーネジャードが逆転できる程に得票をあげた
のは、無論11選挙区という数から考えれば、テヘラン他の
大票田で相当数の表の伸びがなければならない。

5) 但し、この点について松永氏は民意の位相を３通りに分析
し、その結果を踏まえてアフマディーネジャードの当選をか
なり正 確 に「 予 測 」して い たところ、以 下を 参 照；
http: / /www.alpha-net.ne. jp/users2/ymalphan/
blog_14.htm

6) この新聞データの入手に当たっては、東北大学大学院国際
文化研究科所属の黒田卓氏にお世話になった。

7) アフマディーネジャードの政策提言は　http://www.mar-
domyar.com/indexnew.aspx参照。

8) 前者については、イランを訪問する以前より入手していた
情報では詳細は省くが、「保守派」が嫌う対米関係の改善・
再開について積極的なラフサンジャーニーが唯一ハーメネ
イー最高指導体制を危殆に陥れる存在であるが故に、躊躇
していた彼に敢えて立候補を促し、「組織選挙」によって落
選させ、その政治的威信にダメージを与えるというものであ
る。そのため、彼を支持する一部「保守派」ウラマーから立
候補を撤回するように呼びかけがあったともいう。この「陰
謀」論はさらに票の分散による二次投票への移行が必要で
あり、だからこそモイーンとアフマディーネジャード両候補の
追加承認も行われたと続く。こうした「陰謀」論を聞いてい
たからこそ、当初よりラフサンジャーニーの勝利は必ずしも
確定的ではないとも考えられた。
後者の「不正選挙」については、特に第一次投票の序盤で
第２位にあったキャッルービーから主として提起されている。
表２の南ホラーサーンの107％の投票率はそもそもあり得
ず、またそれを内務省が公認する形で発表することもあり得
ないことに違いない。それは別としても、現地で短期間な
がら開票状況を観察し、特にＴＶでの開票速報を見入って
いた身としては、最終的にアフマディーネジャードが余りに
急激な票の伸びを示し、最終的に２位に着けたことに漠然
とした違和感を確かにある。キャッルービーの指摘するよう
に、革命防衛隊やバシージの選挙「干渉」（有権者へのアフ
マディーネジャードへの投票呼びかけ）以外に、票の集計作
業過程でのすり替えがあったとすれば、これは彼が79年11
月に発生した米国大使館占拠・人質事件に参加していた可
能性を指摘する米国側の一部の主張よりも深刻である。し
かし、確証がないため、ここではこれ以上の議論は差し控
えることとしたい。

であることも決して看過されてはならない。過去８

期に渡る大統領選挙を課題との関わりで以下のよ

うに分類すれば（もちろん、これらは相互に緊密に

連絡・重複する側面を有するが）、

１）第１～第２期：革命直後の新秩序建設

２）第３～第４期：対イラク戦争への国家的対応

３）第５～第６期：ホメイニー没後のイランの対外関

係再構築と経済復興

４）第７～第８期：政治的自由化を最優先したイラン

の変革

第９期はその課題として如何なるものを設定できる

であろうか。

もちろん、政治的自由化は今後もイラン政治の重

要課題であり続けることに疑問の余地はないとして

も、むしろアフマディーネジャード新政府に求められる

のは、低所得者層を中心とした経済の状況を如何

に改善するかにある。この課題は89年のラフサンジ

ャーニー政府成立以来、或いはそれ以前の革命当

初よりの政治課題であったと言うこともできる。「イス

ラーム法学者の統治（ヴェラーヤテ・ファギー）体制」

に結果した79年革命の理念のひとつとしてある「被

抑圧者の解放」はスローガンとして掲げられることは

あっても、どれほどの成果をあげてきたかが不明な

まま、既に25年以上の年月を経過した。今回の選

挙で多くの有権者は「保守派」と言うより、この革命

理念とも深く結び付いた腐敗汚職の摘発、失業率

やインフレの高進に顕著な悪化した経済の回復、富

の平等な分配に政治力を発揮できる人物として、恐

らくアフマディーネジャードに票を投じたのであろう。

その意味では、ジグザグを繰り返しながら革命の原

点を意識した選挙であったとも言える。

そして、これまで青年層と言えば、「改革派」の言

わば専売特許であった。今回「保守派」と呼ばれ

る層から明確に第二世代の若手の宗教学者では

ない政治家が台頭したことも新たな展開として注目

される。

しかし、アフマディーネジャードが果たしてどこまで

こうした民意を重視し、また革命理念と「保守派」の

総意との間でバランスを取りながら、公約を実現で

きるかは彼の政治的力量を試す大きな課題である。

彼は大統領当選後、僅か１ヶ月余りで爆死したラジ

ャーイー（第２代大統領）の再来とも言われる。腐敗

根絶を積極的に行おうとすればするほど、しかし「保

守派」の一部（とりわけ、各種財団）とも対決せざる

を得ない可能性も考えられる。その場合、81年に

当時イスラーム共和党との権力闘争に敗れ、国外に

逃れたバニーサドル（初代大統領）とも重なる可能

性さえある。「保守派」に所属するからこそ、アフマデ

ィーネジャードは国内のイスラーム化を強化する政策

において「改革派」からの批判に晒されることは容

易に推測される。それだけでなく、「保守派」の中枢

の利害や意見と衝突する可能性も残されている。

彼がハータミーと異なって、「保守派」からフリーハン

ドを与えられた訳ではないことも確かである。

最後に、今回の大統領選挙は「不正選挙」の批

判を一部に浴びながら、ともかくもイランの「宗教的

民主主義」の正統性を打ち出す結果に終わった。

これは対イラク戦争直前に実施された選挙でサッ

ダーム・フセインへの「偽装された」選挙・国民投票

とは異なり、少なからずイランの民主主義が「監督

者評議会」の不透明なスクリーニングという制約を

受けながらも機能したことを立証した。これは、イラ

クとアフガニスタンの国内情勢、さらにイラク戦争で

の大義名分の不確かさへの国際的な反省と共に、

イランに対する武力攻撃を米国ブッシュ政権に許さ

ない条件として作用しよう。しかし、７月7日のロンド

ンでの同時爆破事件が発生し、いわゆる「イスラー

ム原理主義」に対する国際的な非難が今後も強ま

るなかで、アフマディーネジャード新政府の外交的な

舵取りも決して容易ではない。ハータミー政府の８

年間以上に、国際的な圧力がイランに加えられるこ

とが当然視されるなかで、８月３日に就任するアフマ

ディーネジャード新政府の閣僚人事と国内および対

外政策が引き続き注目されねばならない。
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10,750,184（76.0%）
2,240,896（15.8%）

13,001,761（89.2%）
629,375 （4.3%）

16,003,242（95.0%）
342,600 （2.0%）

12,203,870（85.7%）
1,402,370 （9.8%）

283,341 （1.2%）

15,550,528（94.5%）
635,165 （3.9%）

10,566499（62.9%）
4,026,879（23.9%）
1,498,084 （8.9%）

20,078,187（68.9%）
7,242,859（24.9%）

21,656,476（76.9%）
4,387,112（15.6%）

6,159,453（21.0%）
5,710,354（19.5%）
5,066,316（17.3%）
4,075,189（13.9%）
4,054,304（13.8%）
1,740,163 （5.9%）
1,289,323 （4.4%）

17,248,782（61.2%）
10,046,701（35.9%） 

資料１． イラン大統領選挙（第1回～第9回）の基礎データ 

実施年月日 

第1回 
無効票 
 
第2回 
無効票 
 
第3回 
無効票 
 
第4回 
無効票 
 
 
第5回 
無効票 
 
第6回 
無効票 
 
 
第7回 
無効票 
 
第8回 
無効票 
 
第9回（1） 
無効票 
 
 
 
 
 
 
第9回（2） 
無効票 

1980.1.25

1981.7.24

1981.10.2

1985.8.16

1989.7.28

1993.6.11

1997.5.23

2001.6.8

2005.6.17

2005.6.24

8（124）

4（71）

5（45）

3（50）

２（80）

4（128）

4（238）

10（817）

8※3 （1,014）

20,993,643

22,687,017

22,687,017

25,993,802

30,139,598

33,156,055

36,466,487

42,170,230

46,786,418

46,786,418
(+α)

14,152,887
      ？　　

14,573,803
      ？　　

16,841,800
356,266

14,244,574
354,993

16,452,677
266,984

16,796,787
307,868

29,145,745
240,966

28,159,289
474,655

29,317,042
1,221,940

27,959,253
663,770

67.4

64.2

74.2

54.8

51.6

50.7

79.9

66.8

62.7

59.8

バニーサドル 
マダニー 

ラジャーイー 
シェイバーニー

ハーメネイー 
パルバレシュ 

ハーメネイー 
カーシャーニー 
アスガル・オウラーディー 

ラフサンジャーニー 
シェイバーニー 

ラフサンジャーニー
タヴァッコリー 
ジャースビー 

ハータミー 
ナーテグ・ヌーリー 
 
ハータミー 
タヴァッコリー 

ラフサンジャーニー 
アフマディーネジャード 
キャッルービー 
ガーリバーフ 
モイーン
ラーリジャーニー 
メフルアリーザーデ 

アフマディーネジャード 
ラフサンジャーニー 

監督者評議会 
による資格審査 
通過者 
（立候補者※1 数） 

有権者※2
 数 投票総数 投票率 

（％） 
高位得票者･得票数 

（※１）大統領被選挙人資格はイランの出自でイラン国籍を有し、行政能力・資質に優れ、その他経歴・信用度･敬虔さ、国教であるイスラーム（12イマーム・ジ
ャアファリー法学派）の信徒であることとされ、年齢および性別での制限は加えられていない（憲法第115条）。       

（※２）有権者資格は選挙法の一部改正に伴い、革命後から1983年までは16歳以上、1984年から1998年までは15歳以上、1999年に一旦16歳以上となっ
た後、2000年より再び15歳以上のそれぞれイラン国籍を有する全ての男女（精神病患者の除く）にある。       

（※３）但し、当初は6人、その後2名の（改革派系）候補者（モスタファー・モイーン、メフルアリーザーデ）の資格追加。また、投票日直前に８人中、1名（モフセ
ン・レザーイー候補）が辞退したため、選挙は残る7人の候補者をめぐって実施された。       

［出典］http://sharghnewspaper.com/entekhab9/html/v5.htm; http://www.moi.ir/fEllectionResultStateP.aspx?stateID=16;　
http://www.moi.ir/fLegalNews.aspx;　http://www.moi.ir/fStatisticsList.aspx?ellectionType=3； 
その他、Iran TimesおよびMiddle East Contemporary Surveyの関係項目を参照して、作成。 
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研究会概要

本回においては、イラン大統領ムハンマド・ハータミー師の論文集におけ

る（『都市の現世から現世の都市へ：西欧政治思想シリーズ』）からの西欧思

想に対する論点を富田氏が紹介し、参加者全員で議論した。以下は、その要

約である。

同論文中でハータミーは、人間の思考・発想と社会の展開の仕方には相関

する密接な関係があるとし、近代ヨーロッパ社会を生んだ中世ヨーロッパ思

想を代表する人物として、マキアヴェリ、Ｆ・ベーコン、デカルトの思想に触れ、ホッブズの『リヴァイア

サン』について詳述している。また、ハータミーは彼らの思想を西欧哲学史として客観的に紹介しつつ

も、その手法に「シーア派的見解」が見られる。

ハータミーの西欧思想への見方は、以下のマキアヴェリ、ベーコン、ホッブズへの言及に集約される。

１）マキアヴェリの思想は、現世をその思考の基盤とする人間の誕生を示唆した。２）ベーコンの実証主

義と、経験的知識、科学万能主義は、現世における生のための知識の重要性を示唆した。３）ホッブズが

説いた理性の観念は、現世における人間の安全、そして福利を達成するための道具となることであった。

つまり上記の３段階を経て、西欧の思考は、ロックの思想によって新しい政治的枠組みであるリベラル・

デモクラシーを据えることまでに発展した。

西欧では民族主義とこれへの権力の委任、個人主義、リベラリズムの価値の重要視など、全てが現世

を重視し、人間の個人的福利を実現するために利用されるようになった。このため理性と知識もまた、

その対象である現世に従属することになる。

以上のように、近代西欧世界の理性への鋭い見解がハータミーの論には表わされる。これは他のイ

スラーム世界の識者たちからしばしば指摘されることであるが、彼の主張の中にはシーア派的側面が見

られる。例えば、現世的・物質的価値への嫌悪、権力者や支配者への言及がそれにあたる。後者に関し

て、ホッブズの絶対君主とは、理性的思考の産物で、申請さと超越性の側面を持たない。彼らは、封建制

と神聖支配に代わるため、新しい階級の人間が彼らの象徴的力をかりようとした作用によっても起こり、

上位に置かれたという意味では、人間を超越した力を代表するのではなく、完全に地上的な人間である

と言っている。

ディスカッションにおいては、主に現代のイラン政治、社会を中心に、支配者像や支配の正統性という

ことに論点が置かれた。

（COE研究指導員　中村明日香）

特定研究プロジェクト１
「ヨーロッパにおける宗教政策の研究」
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表３．第9回イラン大統領選挙第二次投票（2005年6月24日）州別得票結果 
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発　　表／ 富田健次（同志社大学大学院神学研究科教授） 

 「近代自由主義とイスラーム―ホメイニーの正義を中心として（１）」 
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469

研究会概要

富田氏はこの回、ホメイニーの「正義」の概念に焦点をおき、特にM. H. Jamshidiによる解釈（Dr

Mohammad Hossein Jamshidi, Shahide Sador, Nazarie-ye 'Adalat az Didegahe Farabi,

Emam Khomeini, Tehran, 1380 (2001)）を例にあげ報告を行なった。以下はその要約である。

Jamshidiは前掲書中の１章を割いて、ホメイニーの正義についての言説に説明を加えた後、それら

を総合してホメイニーの正義論を分析している。ここで特にとりあげられているのは、「神から隠されて

いない正義、被造物から隠されていない正義」、「正義を行なうことは、人間を正すこと」、「正義とは内面

と外面の力全体の調整」、「存在の諸真実全ての知が正義、存在界の真理を理解する力がないことが不正

抑圧」、「正義とは極端を避け、中道を行くこと。正義は諸徳のなかで最上のものであり、あるいは諸徳

の集合体である。（中略）・・『抑圧(jour)』はその反対で、卑しさの一部ではなく卑しさ全てである」、「正

義を愛し、圧制を忌み嫌うのは人間の天性である」、「イスラームにおける全ての職位の基準は正義」、な

どのホメイニーの言葉である。Jamshidiはこれらを分析しホメイニーの正義に対する見解として、1)

創造主の属性である正義、2)人間の良心的な天性である正義、3)中間点、中道の意味としての正義、4)

人間の完成への道としての正義、5)社会的性質としての正義などの5点にまとめる。

つまり、正義は神の属性と考えられ、それゆえ絶対的善で普遍的であり崇拝される対象である。また

世界は神の現れでもあり、人間は神の属性全てを持つことから、正義を天性に備えている。そしてまた

正義は、極端を避け中庸を行くことであり、それは他の諸事を考慮しながらある明白な秤を意図するこ

と。それは思弁理性と実践理性、そして衝動との間の調整である。さらに正義はまっすぐな道における

真の中道であり、従って一であり、これは出発点から神への合一に至るまでの絶対的な完全さを結ぶ線

である。一切逸脱せずにこの線を進むことが正義の道である。人間生活における正義は、経済・政治・

文化・司法・権利の分野を含み、「抑圧」や「圧制」と対立する。正義はここで個人的概念のうちにとどま

らず、社会にも拡大する。社会生活での逸脱も「圧制」である。イスラーム共和国統治の基本的特性で、

最も重要なことも正義の具現である。

ホメイニーはまた、欲望と怒りの力が正義とシャリーアに服従することで国家に正義が具現し合法的

な正義の統治が創られるとする。

富田氏の報告後、ホメイニーの思想、シーア派における正義の思想、そのスンナ派との違いなどをめ

ぐって活発な議論があった。

（COE研究指導員　中村明日香）

特定研究プロジェクト２  ２００５年度第５回研究会 

日　　時／ ２００５年１０月６日（木）　18：30－20：30 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館ＣＩＳＭＯＲ会議室 

発　　表／ 嶋本隆光（大阪外国語大学留学生日本語教育センター助教授） 

 「西洋的思考法とイスラーム的思考法（前提的考察）： 
   B･ラッセルとM･モタッハリーの倫理思想」 

特定研究プロジェクト２
「イラン・イスラーム体制における西欧理解」
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研究会概要

本研究会で嶋本氏は、M・モタッハリーのFalsafh-ye Akhlaq、Ensan-e

Kamelにみられる西欧思想の批評を、特に経験主義、唯物主義、無神論をキ

ーワードとして議論した。嶋本氏によれば、それらの思想はデカルト、ヒュー

ム、ミル、クリフォードの哲学に代表されており、かつまたそれらの思想が集

約された形でB・ラッセルの議論の中に見ることができる。

モタッハリーは、Falsafh-ye Akhlaqの中で、ラッセルの倫理観を批評し

ている。それによれば、ラッセルの倫理は、「理性的」に思索し行動する個々人が行動した結果が公共的

な福祉、または相互に共有される利益となるという論理に基づいているという。ここでの倫理は、経験

的に人間が自ら学べるものでもある。しかしモタッハリーは、これは、諸個人の関係が平等なときにの

み達成可能であり、それぞれの権力に相違がある場合には不可能であると反論する。また、人間の判

断・予見能力の浅さも指摘している。モタッハリーにとって、利益のうちに見出される倫理は倫理でな

く、この意味では「反倫理(enkar-e ahlag)」でさえある。嶋本氏はまた、モタッハリーは前掲2典におい

て「完全人間」の解釈を通して、西欧思想を検討していると述べた。ここで基準とされているのは、①良

心(vejdan)、②理性(‘aql)、③愛(mohabbat)、④権力(qodrat)、⑤美(ziba'i)、⑥神秘主義(tasawwof)

であるという。モタッハリーは上記６点に関しそれぞれの長短を論じていくが、嶋本氏は、この議論のう

ちにモタッハリーという現代イラン・イスラームを代表する識者の思想と欧米の思想との決定的な乖離

が示されているという。その根底にあるのは、現象界を超えた力の存在を常に認めるか、現象界の中の

因果関係の経験的解釈に依拠するかという相違であり、同氏はこの関係を、有神論と無神論の対立とも

言い換える。さらに両者の思想的理解は相互に可能ではあるが、その相違は根源的なものであると述べ、

発表を終った。

ディスカッションにおいて、加賀谷氏は、ラッセルも神の存在を否定することはなく、科学は科学とし

て、宗教は宗教として残ると考えたと指摘した。富田氏からは、このような乖離を抱えた上での欧米・日

本からのイラン政治動向分析の危険性も指摘された。

（COE研究指導員　中村明日香）



特定研究プロジェクト２  ２００５年度第8回研究会 

日　　時／ ２００６年３月２４日（金）　18：30－20：30 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館ＣＩＳＭＯＲ会議室 

発　　表／ 中村明日香（同志社大学COE研究指導員） 

 「『アーシューラー』をめぐる最近の思想動向： 

 メスバーフ・ヤズディー師『キャルバラーの空から落ちたもう1つの稲妻』を中心に」 

特定研究プロジェクト２
「イラン・イスラーム体制における西欧理解」
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特定研究プロジェクト２  ２００５年度第７回研究会 

日　　時／ ２００５年１２月１３日（土）　14：00－16：30 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館ＣＩＳＭＯＲ会議室 

発　　表／ 富田健次（同志社大学大学院神学研究科教授） 

 書評：吉村慎太郎『イラン・イスラーム体制とは何か：革命・戦争・改革の歴史から』 
 （2005年、書肆心水） 

発　　表／ 吉村慎太郎（広島大学総合科学部助教授） 

 「イラン・アフガニスタン「関係」史に関する試論―１９０１‐１９４１を中心に」 

特定研究プロジェクト２
「イラン・イスラーム体制における西欧理解」
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研究会概要

今研究会では2005年10月に出版された吉村氏の著作を富田氏が書評した後、吉村氏から同研究書

に補足することも含め、イランと隣国アフガニスタンとの近代史を比較分析した。

富田氏はまず吉村氏の著作を概括した後、1978年革命以降現代イラン関連ではジャーナリスティッ

クな本が多く出版される中、一次資料や原典を用いてイラン近現代史を分析した貴重な一冊と位置づけ

た。中でも、第1部で克明に説明されるパフラヴィー王朝の脆弱性と、第3部でのホメイニー内政の基本

姿勢に関する分析は緻密かつ明晰であり、第2部におけるイラン・イラク戦争の経緯についても、歴史

的背景、領土、内政、その他世界的国際事情などあらゆる方面からの分析を試みており高く評価できる

とした。その上で、問題点として(1)イランのイスラーム体制を見る視点(2)イ･イ戦争とジハードの関

連､(3)各政治勢力とアフマディネジャード新大統領の立場との関係などを提起した｡富田氏によれば、

(1)は、イラン近現代史研究ではしばしば指摘されてきたように、イラン国民の価値観を踏まえた視点

の必要性､現代政治学的手法のみの有効性の問題と関係し、(2)は、「ジハード言説」の分析の問題であり、

ファトワーとしての「ジハード」と「ジハード的戦争」に関する問題である。また、(3)は新大統領の政策的

方向にも関連しているとした。(1)-(3)がイラン研究全般にも至る問題であったため、質疑応答におい、

吉村氏はもちろん参加者全員での議論も行なった。

吉村氏からは、アフガニスタンとイランの近代史比較研究について報告があった。同氏は最初に、二

国を比較することによって、アフガニスタンの特異性や問題点などがより鮮明に浮かび上がってくるこ

と、また同国をイランの「後進国」ではなく、「近代化」のいくつかの視点では「先進国」とも位置づけ、そ

の意味ではイラン研究にも有益であることを述べた。

同氏によれば、19世紀末の両国の状況をみると、英露の脅威、部族社会の残存という共通性があり、

対照的な点としてイランにおいてはカージャール朝末期の動揺、アフガニスタンにおいては強力な中央

集権化による安定がみられる。その後20世紀初頭には、英露協商の影響、民族運動の挫折など共通の

時代背景が見られ、第一次世界大戦後は、それが対英従属からの脱却という「民族」的課題になっていく。

戦後成立した新政権は「近代化」という共通課題に対し上からの「近代化」を推進するが、「開明」的国王

アマヌッラーと独裁的なレザー・シャーの政策の差異は、両者をとりまく軍部や宗教勢力など他要因の

違いもあり、まったく異なる結果を生じさせることになった。さらに第二次世界大戦後は、冷戦と両国

の地理的事情が、イランでは米国支持を受けた独裁政権が確立し、アフガニスタンでは支配層内部の権

力闘争から社会主義政権成立そしてソ連軍の占領という道をたどらせることになる。吉村氏は、二国の

一見異なる歴史展開には、より広い国際社会をアクターとして併せて見ると緊密な関連性があり、その

解明はさらなる研究の必要があると主張し、発表をしめくくった。

（COE研究指導員　中村明日香）



イスラームは、異教徒を庇護民としてイスラーム世界に受け入れ、納税を条件に生命、

財産、名誉と宗教的自治を保障する体制を作り上げ、十数世紀にわたって多くの宗教、宗

派の共存を実現してきたが、近代に入って西欧によって植民地化され、西欧の政治思想・

制度との調整を余儀なくされた。本プロジェクトはシリアを例に、イスラームにおける他

宗教との共存のありかたの伝統と現在におけるその変容について考える。 

「中東の教科書における 
非イスラーム宗教のイメージとその意味」 
幹事：中田　考（同志社大学 大学院神学研究科教授） 

特定研究 
プロジェクト4 

報告 

参加研究者 

２００５年度研究会報告 

サミール・ヌーハ　同志社大学 大学院神学研究科教授 
エルモスタファ・レズラーズィー　アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京代表 

日　　時／ ２００５年１２月６日（火）　16：30－17：45 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館ＣＩＳＭＯＲ会議室 

講　　師／ムハンマド・ブードゥードゥー（モロッコ・ムハンマド五世大学教授） 

タイトル／Islam, Immigration and European Integration 

講　　師／エルモスタファ・レズラーズィー（アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京代表） 

タイトル／Religious Education and Cultural Acceptance of the Other

講演要旨 
今回の発表でブードゥードゥー氏は、EUにおけるムスリム系移民に関しての見解を発表し、

現在EU各国で起こっている現象は、統合のプロセスとしてとしての「交渉」であるとした。  

　同氏によれば、マグリブ地域からEU諸国への移民現象は、1960年代から顕著になって

いたが当初は労働者が多く、統計的に男性で独身者が圧倒的に高い比重を占めていた。し

かし1990年代ごろから母国における政治的、宗教的、社会的抑圧からの避難を求めて移

住する人々も多くなってきた。現在では高学歴を有する者、独身女性などが増加傾向にあ

ると言う。同氏は、移民をイスラーム史の枠で考えると、預言者とその最初の従者たちが

行なったヒジュラがあり、彼らも始めは異教徒の新参者であったが、そのうちにマディナの

町に統合していったという解釈にも言及した。  

　レズラーズィー氏は、現地調査に基づいてモロッコにおける教育システムについて報告

した。同氏はまず、1961年から始まった独自の教育システム、特にそれまでの植民地的影

響を消し、アラビア語およびイスラーム教育を充実させる政策を説明し、今日までにかなり

の成功をおさめていると評した。  

　また、公立学校での教科書主体の宗教（イスラーム）教育に対して、アブドゥル・サラーム・

ヤースィーンが代表するイスラーム主義組織「公正と慈善の団体運動」における構成員へ

の教育システムについても触れ、それを段階的な教育と進級制、そして古典的イスラーム

世界の師弟制的な上下関係によって、メンバーへのしっかりした教育と堅固な組織構造を

築く上で効果を発揮しているとした。  

　ディスカッションでは、モロッコや他マグリブ地域、エジプト、またＥＵ地域在住マグリブ系

移民の宗教や宗教教育などへの意識について質問が提起された。 

(COE研究指導員　中村明日香） 

「イスラームにおける他宗教との共存 
―伝統と現代への対応」 
幹事：中田　考（同志社大学 大学院神学研究科教授） 

特定研究 
プロジェクト5 

報告 

参加研究者 

２００５年度研究会 

四戸 潤弥　同志社大学 大学院神学研究科教 
下村佳州紀　在シリア日本国大使館 専門調査員 

 第1回 

日　　時／ ２００５年４月２６日（火） 

開 催 地／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館マルチメディアルーム１ 

講　　師／ 下村佳州紀（在シリア日本国大使館専門調査員） 
 「シリアの現代イスラーム事情」 

 第2回 

日　　時／２００５年１１月８日（火） 

開 催 地／国立民族学博物館 

講　　師／ルファ・カゴコ・グイアム（ミンダナオ国立大学） 
 「周辺から主流へ：ARMM（ムスリム・ミンダナオ自治区）の 
 和平プロセスにおけるモロ民族女性の役割」 

講　　師／マリテス・ダングイラン・ヴィトゥグ（ニューズブレーク誌編集長） 
 「MILF（モロ・イスラーム解放戦線）との和平協定の展望」 

講　　師／ムハンマド・イスマイル・ユサント（ヒズブ・タハリール・インドネシア） 
 「イスラーム団体の多様性：インドネシア解放党と東南アジアにおける 
 イスラーム諸団体の比較研究」 

講　　師／ソヒリン・ムハンマド・ソリヒン（マレーシア国際イスラーム大学） 
 「東南アジアにおけるイスラーム：一つのミッションにおける多様なビジョン」 

共　　催：一神教学際研究センター、国立民族学博物館地域研究企画交流センター 
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特定研究プロジェクト５
「イスラームにおける他宗教との共存―伝統と現代への対応」

特定研究プロジェクト４
「中東の教科書における非イスラーム宗教のイメージとその意味」

472



２００５年度 

特定研究プロジェクト５ 第１回研究会 

日　　時：２００５年４月２６日（火） 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館マルチメディアルーム１ 

講　　師：下村佳州紀（在シリア日本国大使館専門調査員） 

タイトル：「シリアの現代イスラーム事情」 

研究会概要 
　小オスマン帝国時代よりシリアは多民族国家であるが、近

代以降の諸外国による干渉によりアラウィー国家、ドゥルーズ

国家が成立する等、その過渡期において外的要因による混乱

を経験した。諸外国は干渉の際に、各宗教に政治的要素を絡

ませた。現在のシリアで最も多い宗教はイスラームであり、そ

の大半は全人口の６８％を占めると言われるスンナ派だが、実

際は少数派のアラウィー派が、近代教育の導入以後、軍隊に

その勢力を広げることによって支配権を確保してきた。一方で、

同様に少数派であるドゥルーズ派は政権を掌握するにはあまりにも少数であるため、政治

のキャスティング・ボードを握ることはなかった。キリスト教に関してはギリシア正教が最も

多いが、中東におけるキリスト教事情として、ローマと東方など、その分裂の過程にも絡ん

でいる点はシリアの特性と言える。 

　イスラームの観点ではセム系一神教はアブラハムを頂点とする同族宗教であり、それ故

シリアにおいて従来イスラームはキリスト教に寛容であり、それはまた世界が認めるところ

であった。そのイメージが変貌したのは植民地時代を経てからである。教育面での諸外国

に対する遅れから、今世紀の始めに高校すら無かったダマスカスは早急に教育整備を始め

たが、そこにおいて、エジプトのムハンマド・アブドゥフに代表される改革主義者、すなわち

諸外国に支配されるに至った原因をムスリム自身にもとめ、内省に基づいたイスラーム改

革を思考した人物がシリアにも登場した。 

　それ以来、現代シリアの自覚的ムスリムの心には常にそういった状況の打開に対する自

省の意識がある。例えば、近代以前にはアッバース朝建国活動期の政治的「呼びかけ」や

スンナ派以外への「呼びかけ」という限られた文脈で使われたダーワという用語が、近代

以降はスンナ派において広く「宣教」の意味で肯定的な文脈において使われるようになっ

た。但し、一般的に宣教というと対外宣教のイメージが強いが、現代シリアにおける宣教は

ムスリム自身がまず襟を正すべきだという内省的な色彩が濃い。キリスト教は特にイエズ

ス会の活動によりその教区を広げたが、外部に対するイスラームの宣教は、より組織化さ

れていない。 

　シリアのムスリムの一般像に関して言えば、彼らのイスラームへの感情的愛着が宗教的

実践を招来するわけではないことにも注意を払いたい。また、例えば若い女性がヒジャブ

にファッション性を見出すなど、可視的要素のみから彼らの宗教心を図るのは困難である。 

　昨今唱えられる「文明の対立」に関しても、例えばアメリカがシリアを敵視したことにつ

いて、アメリカという特定の国に対する反撥はあっても、キリスト教圏に対する反撥が生ま

れているわけではない。寧ろ、現実の国際政治の動きがムスリムの対外認識形成に及ぼす

影響のほうがずっと大きい。現代シリア・イスラームの特殊性の一つとして、イスラームが

非政治的であることが挙げられる。ここでの非政治性とはイスラーム政党の不在を意味し

ており、かかる立場は故アフマド・クフタロー・グランド・ムフティーの長年の立場でもあった。 

(神学研究科博士前期課程　高尾賢一郎） 
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２００５年度 

特定研究プロジェクト５ 第２回研究会 

日　　時：２００５年１１月８日（火）10:00－17:45 

会　　場：国立民族学博物館 

主　　催：国立民族学博物館地域研究企画交流センター 

共　　催：同志社大学一神教学際研究センター 

研究会概要 
　本研究会は二部構成で、前半はフィリピン南部の和平協定をめぐる状況、広範はインドネ

シアを中心としたイスラーム運動についての発表が行われた。 

　ミンダナオ国立大学のルファ・カゴコ・グイアム氏は「周辺から主流へ：ARMM（ムスリム・

ミンダナオ自治区）の和平プロセスにおけるモロ民族女性の役割」と題し、1996年に政

府との和平合意を締結したMNLF（モロ民族解放戦線）における女性の役割について発表

した。紛争時においては女性がザカート（喜捨）の回収、武器輸送、国軍の配置などについ

てのスパイ、死傷した兵士の収容などを行った。女性は国軍にあまり警戒されないので、例

えば、魚を入れたバスケットの奥に武器や弾薬を詰めて国軍の検問所を突破した。和平合

意後は、和平や開発についての共同体への情報伝達や調査に女性が積極的に関わった。

開発プロジェクトの指導者や政治的な代表まで女性が進出しはじめている現状について積

極的な評価をした。 

　ニューズブレーク誌編集長のマリテス・ダングイラン・ヴィトゥグ氏は「MILF（モロ・イスラ

ーム解放戦線）との和平協定の展望」と題し、モロ民族を代表するもう一つの組織に焦点

を絞って発表した。政府とMILFの和平協定へ向けた話し合いは現在のところ順調で、

2006年6月の締結が目指されている。MILFは停戦協定を維持し、また武装闘争を続け

る勢力の摘発に協力している。最大の問題は、和平後にどれだけの資源や土地を、どれだ

けの自治権によってモロ民族（Bangsamoro）がコントロールするかである。合意への障

害は、政治家や社会一般の反ムスリム意識、主に政府側のリーダーシップ、それに補償など

に関わる予算の問題である。和平の内容がメディアに漏洩したが、保守的な政治家がMILF

への大幅な譲歩に反発した。また和平協定の効率的な実施やMILFの急進的な分派の中

立化、既存のARMM政府との関係が課題になる。またマレーシアの役割が重要であり、停

戦監視団を派遣しているほか、和平合意後は、キャパシティービルディングに協力する他、ト

ルコやモロッコ政府の協力を得てイスラーム学校の支援の計画もある。 

　インドネシアの解放党スポークスマンであるムハンマド・イスマイル・ユサント氏は「イス

ラーム団体の多様性：インドネシア解放党と東南アジアにおけるイスラーム諸団体の比較研

究」と題する発表をした。多くの団体が反植民地主義のなかから登場した共通点があるが、

解放党は革命的であり、カリフ制度を明示的に目指している特徴があることを明らかにした。

解放党は現状の議会制民主主義制度に参加していないが、同党が「政党」であることは（西

洋の）政治学の立場からも明らかであり、また将来の選挙への参加を否定しなかった。 

　マレーシア国際イスラーム大学のソリヒン氏は「東南アジアにおけるイスラーム：一つの

ミッションにおける多様なビジョン」と題し、インドネシアのムハマディヤや福祉正義党、マ

レーシアのPAS（汎マレーシア・イスラーム党）などを比較し、またインドネシアのリベラル

派の動向やマレーシアにおける国際イスラーム大学設立の意義など、東南アジアのイスラ

ームの現状を網羅的に解説した。 

　前半は見市建氏が、後半は南山大学の小林寧子氏がコメンテーターを務めた。見市氏は

紛争におけるジェンダー研究の重要性を指摘し、インドネシアや南タイの事例と対比しなが

らコメントをした。小林氏はイスラーム研究の系譜を踏まえつつ、インドネシアのイスラー

ム潮流と本発表の位置づけについてコメントをした。参加者の大半は東南アジア研究者で

あり、議論は詳細に渡った。 

（在シンガポール日本国大使館専門調査員　見市 建） 

 

【第一部】 

「1996年の和平協定以後のフィリピン南部における展望と課題」 
講　　師：ルファ・カゴコ・グイアム（ミンダナオ国立大学） 

タイトル：「周辺から主流へ：ARMM（ムスリム・ミンダナオ自治区）の 
 和平プロセスにおけるモロ民族女性の役割」 

講　　師：マリテス・ダングイラン・ヴィトゥグ （ニューズブレーク誌編集長） 

タイトル：「MILF（モロ・イスラーム解放戦線）との和平協定の展望」 

 

【第2部】 

「東南アジアにおけるイスラーム研究とイスラーム運動」 
講　　師：ムハンマド・イスマイル・ユサント （ヒズブ・タハリール・インドネシア） 

タイトル：「イスラーム団体の多様性：インドネシア解放党と 
 東南アジアにおけるイスラーム諸団体の比較研究」 

講　　師：ソヒリン・ムハンマド・ソリヒン （マレーシア国際イスラーム大学） 

タイトル：「東南アジアにおけるイスラーム：一つのミッションにおける多様なビジョン」 
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「ヨーロッパの史的展開とイスラーム」 
幹事：中田　考（同志社大学 大学院神学研究科教授） 

特定研究 
プロジェクト6 

報告 

２００５年度研究会報告 

日　　時／ ２００６年３月１１日（土）　14：00－17：00 

会　　場／ 同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館マルチメディアルーム１ 

講　　師／清水宏裕（九州大学人文科学研究院教授） 

タイトル／「国家としての『トルコ』と民族としての『トルコ人』」 

国家としての「トルコ」と
民族としての「トルコ人」

ヨーロッパ社会とイスラム世界とのかかわりとい

うことで話をするようにと、お誘いを受けました。ヨ

ーロッパに一番近いイスラム勢力としては、まずオ

スマン朝が頭に浮かびます。一方、オスマン朝は、

完成されたイスラム国家とよくいわれています。

ところが、ヨーロッパ側から見れば、まずイスラム

というものがよくわからない世界であって、「イスラム

的」という言葉で片付けられてしまうことがあります。

何でもわからないことは「イスラム」のせいにし、ブ

ラックボックスにほうりこんだままで何となく納得して

しまうという傾向は、西洋史の研究者ばかりでなく、

東アジア史の研究者との対話でも感じることがあり

ます。「日本ではこうだ、中国ではこうですが、イスラ

ムではどうですか？」と言われることが九大のCOE

プロジェクトの中でもよくあります。そう言われまして

も、イスラムという国があるわけではありませんし、

地域があるわけでもないのです。その場合の「イス

ラム」とは何を指していっているのでしょうか。

それに加えて、「トルコ」という言葉にも、実体が

どうもよくわからないで、名前だけで議論していると

ころがあるように思います。最近、「トルコ外交のヨ

ーロッパ化」という論文を読む機会がありました。

私には斬新なテーマだと思え、興味を感じました。

「オスマン朝外交のヨーロッパ化」というならよくわか

るのですが、果たして「トルコ外交」というものがあ

ったのだろうか、新しい説が展開されているのかな

と考えました。同じような問題でイランの場合を論

じることもあるわけですが、その場合には、外交交

渉を通じて、近代的な外交関係の中で、もともとイ

スラム時代以前からある「イラン」という意識が、もう

一度領域国家を示すものとして使われるようになる

ということが確認されています。

同じようなことがトルコの場合でもあるのか、つま

り「オスマン外交」が「トルコ的」になり、さらには「ヨ

ーロッパ的」になる、そういうものなのかなと思った

わけです。実際はそういうことではなかったので、

私には「トルコ外交」という言葉の使い方が適切で

はないように思われました。

同志社大学においてはイスラム研究の方が大勢

いらっしゃいますので、そういうことはないのですが、

私どものプロジェクトではイスラム研究の人間が少

ないものですから、なおイスラムに対する理解も十

分でない上に、さらにトルコというものがよくわから

ないということになってしまいます。

これも私の実際の体験でお恥ずかしいことです

が、ゼミで史料を読んでおりまして、地理書などに

「Turk」という言葉が出てきますと、学生がそれを

「トルコ」と訳すことがあります。これは、絶対にトル

コと訳してはいけないのですね。「トルコ人」あるい

は「トルコ人の集団」「トルコ人のいる場所」と訳さ

ないといけない言葉ですが、それが徹底しておら

ず、いろいろ用語をめぐって混乱があるように思い

ます。皆さんも私の話を聞かれて、すでに混乱さ

れているかと思います。この席にはトルコ研究者の

方もおられますので、常識的なところから少しずつ

お話をしていきますので、最初は概説的なものにな

ることをお許しください。

簡単に申しますと、「トルコ」または「トルコ人」と
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ず、言語・歴史・地理学部と言うのかということを、

一時期知りませんでした。アンカラ大学の先生に聞

いたことがあります。「イスタンブル大学は文学部が

あるのに、どうしてアンカラ大学では言語・歴史・地

理学と言うのですか？」「それは共和国トルコ建国

の時、新生トルコのナショナル・アンデンティティのよ

りどころを求めるために、その研究教育機関として

つくったのがアンカラ大学です」と。明快ですね。

権力とは一見無縁な文学部とは違い、ある権力、

あるイデオロギーに直接奉仕するためにつくったも

のである。「言語も歴史も地理学もすべて、トルコの

中にトルコ人がいる。『トルコ人の国としてのトルコ』

という新しいアイデンティティを、それぞれの歴史や

言語や地理の研究を通じてつくっていく目的でつく

った学部ですよ」と言われて驚いたことがあります。

トルコ語では、「トルコ人」という言葉に対応する

「Tu:rk」、国としての「トルコ」という言葉に対応す

る「Tu:rkiye」に加えて、もう一つ「Tu:rkiyeli」とい

う言葉があります。これは「アメリカ人」に近いので

しょうか、「ある国にいる人」ということです。liとい

うのはアラビア語の関係形容詞「ニスバ」に対応す

るトルコ語の接尾詞です。「トルコという国に属する

人」という意味になります。この言葉は極めてセン

シティブというか、微妙なニュアンスを持っているこ

とをお感じになると思います。「トルコにいる人です

からトルコ人とは限りませんよ」ということになるわ

けです。ネットで検索すると、たとえば、アブルパ

ル・トゥルキェリ・・イシュチレル・コンフェデラシオヌ

というものがヒットします。ヨーロッパに現在、出稼

ぎに来ているトルコ人労働者の同盟ではなく、「トル

コ国籍、トルコのパスポートを持っている人たちの

同盟」ということで、クルド系、アラブ系の人たちも

含めた人たちの存在を前提としたものということに

なります。こういう言葉の持つ意味は現代史の方

にコメントしていただいた方がいいかと思います。

今回、中田先生からいただいたご指示は、ヨーロ

ッパ専攻の方に、特に「トルコとヨーロッパの関係」

について話をしてほしいということでした。アイデン

ティティ論の中で言うと、「トルコは果たしてヨーロッパ

に属する世界なのか、それとも中東なのか、アジア

に属しているのか」。これは外側から見た時、果たし

てどこに属するのかという問題と、「トルコのトルコ人

はどう自らを位置づけているのか」という問題になり

ます。これは大変難しい問題でもあり、逆に言えば、

こういうことを腑分けしたところで、何がわかるのかと

いうことにもなるかと思います。「ヨーロッパとは何か、

アジアとか何か」と言いますと、身も蓋もない根源的

な問題になるわけですが、トルコ人がどう思ってい

るかはシチュエーションによって変わりますし、その

人の立場によっても変わってくるものでしょう。

半ば冗談のような話として聞いていただいてい

いと思いますが、「トルコはどこに属するのか、現代

のトルコが、少なくとも地域としての区分ではどこに

属するのか」はとても面白い問題なので、昔ルフト

ハンザのタイムテーブルを見たことがあります。そこ

では、「ヨーロッパ」という項で、いくつもの国の空港

の名前がでていますし（EU統合前の話です）、「中

東」「アジア」の項もあります。トルコはどこに入るの

かと思うと、これが、トルコだけ「Turkey」と項目を

立てて書いてあるのでした。これはなかなかうまい

なと思った次第です。どこへ入れても、どこかから

文句が出そうだから、トルコだけトルコとしておこうと

いうことでしょうか。何か私の話の趣旨がここでわ

かってしまって、オチを最初に言ってしまったような

気がします。そのくらいトルコをどこに区分するかは

難しい問題なのでしょう。私の話を最後まで聞か

れると、ますますわからなくなって、この区分は曖昧

になるとお感じになるかと思います。そうなればほ

とんど私の目的は達せられることになるかと思いま

すが、そう言わずに少しおつきあいいただきたいと

思います。

我が国の伝統的な東洋史学は「中央アジア・北

アジアにおける諸民族、諸勢力を何系であるか」と

いうふうに腑分けすることを一時期、大変大きな命
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いう言葉をめぐって混乱、わかりにくさがあるのは、

たまたま現在、トルコという国があるからなのです

ね。あるから悪いといっているわけでは、もちろん

ありません。トルコは、私の大好きな国です。たま

たまトルコという国があり、過去においても、「トゥル

ク」（チュルク）という言葉で呼ばれる、民族と言っ

ていいかどうかわからないけれども、ある人間集団

が、いろいろな時代にいろいろな地域、いろいろな

史料に現れています。「果たしてこれらのものが一

貫して続いて現在のトルコに至ったものなのか、そ

れとも今のトルコという国の中で、ある種のイデオロ

ギーの中から過去におけるトルコ人像をつくって拾

い上げ、そこへ自分たちを重ね合わせたものなの

か」という議論が出てくるわけです。

多くの近代国家における近代ナショナリズムの

形成において、過去の栄光の時代に自分たちの

バックバラウンドを求め、そこからあるタームを持っ

てくることはよくあるわけです。この問題を考える

には、まず現代の問題、近代の問題からフィードバ

ックせざるをえないという側面があります。私は中

世史をやっていますが、禁欲的というか、ものぐさ

というか、近現代のお話は今まで一回もしたこと

はありませんでした。今日は、そういう意味では、

処女講演ということになりましょうか。現代史やオ

スマン朝史をやっている方がいらっしゃる前では

気恥ずかしいものがあります。私の話に、多くの

誤りに気づかれるかもしれませんが、失礼はお許

しいただきたいと思います。

英語で考えてみると、Turkish Historyは「トル

コ」という国の歴史なのか、「トルコ人の歴史」なの

か。またそういう場合の「トルコ人」はトルコの国に

いるから「トルコ人」なのか。それとも歴史上、過去

から一貫して「トルコ人」というものがあったのか。

よくわかりません。これが、トルコ語では整理され

ています。総称としての「トルコ史」はTu:rk Tarih

といいます。この言葉を冠したものにトルコ歴史学

協会（Tu:rk Tarih Kurumu）があります。近代トル

コのナショナリズムをつくりあげる一つの原動力とな

った機関です。私も1年そこにおりました。トルコ語

では、国としてのトルコ、今のアナトリア、もう少し古

い時代も含みますが、「国としてのトルコの歴史」は、
Tu:rkiye Tarihi、英語ではThe History of

Turkeyとなります。定義抜きで「トルコ人」という言

葉を使うとまずいのですが、とりあえずそのまま使

うことにして、後で内容を吟味しましょう。

「トルコ人」が今のトルコの地に移動してきたの

は、大体11世紀くらいからです。これは人類史の中

では極めて面白い、歴史記録の残っている時代に

起こった民族移動ということになりましょうか。今の

トルコへ来る前のトルコ人たちの歴史のことは、ト

ルコでは「一般トルコ史」という名前で呼んでいま

す。アンカラ大学では「Genel(トルコ語) Tu:rk

Tarihi」、イスタンブル大学では「Umumi（アラビア

語起源の語彙）Tu:rk Tarihi」と言って、政治的な

立場を表しているところが大変面白いと思います。

そういうふうに拠点大学で違うわけですね。我が

国の東洋史の伝統的な対象分野である突厥やウィ

グルは、トルコでは「一般トルコ史」の対象になるわ

けです。トルコに移住する前の「トルコ民族史」とい

うことですね。日本では、そのような意味で、「トル

コ史」と「トルコ民族史」と区別します。これは、民

族主義とは関係のないいいかたです。

トルコ共和国における人々の自己認識のよりど

ころについては、レジュメをご覧ください。これは雑

に描いたもので、そんなふうには、実際には割り切

れないものです。一応、主なものを示してみますと、

座標軸で描くと、単なる2次元でも3次元でも間に

合わない、4次元、5次元というような複雑なものに

なるくらいの、多くのアイデンティティの選択肢を持っ

ていることになります。そういう世界が20世紀に成

立した「トルコ共和国の人々の自己認識のよりどこ

ろ」であるということだと思います。

私はアンカラ大学にしばらく客員研究員でいた

にもかかわらず、この大学では、なぜ文学部と言わ
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には入れません。古いトルコ学者はトルコ系に入れ

ますが、今や匈奴を入れないのは、もともとこの時

代には「トルコ語であるかどうかを考えることに意味

がない」という考えに立っています。つまりモンゴル

語とトルコ語は一つのようなもので、そこから分かれ

てきたわけですが、匈奴の時代はまだ分かれてい

ないので、「何系かということは意味がない」と考え

るわけですね。このリストではこれを見ると、モンゴ

ルも「トルコ-モンゴル帝国」と言っていて、皆、トルコ

人が関与したものになっています。

この考えの大元になっている「トルコ民族史観」

については、永田雄三さんが書かれた「トルコにお

ける「公定歴史学」の成立」という論考が、問題点

を鮮明に描き出していて読みごたえのあるものにな

っています。この中でとりあげている地図は、「トル

コ民族の発祥地・中心地があって、そこから周りへ

とトルコ系の人たちが移っていった」ということを言

っている一例です。「古代高度諸文明の中心とその

伝播の説明」となっています。こういう古い一種の

プロパガンダの中には、今のトルコに「トルコ人」が

来る前にいた人たち、たとえばヒッタイト、これも一

種のトルコ人であると、そこまで言うものがありまし

た。なぜそのような荒唐無稽の理論が出てきたの

か、永田さんがこの本の中でご説明になっていま

すので、お読みいただければと思います。時間軸

を遡れば匈奴から現代まで、地理的には記載した

ようなもの、ヤクートとかシベリア系の人たちも含む

広い範囲のトルコ世界、トルコ人世界を説き起こす

人がいるということです。

先ほどから「トルコ人」という言葉を使っています

が、定義をせずに使うと、どうもお話していても、喉

にものが詰まっているような気がします。概説として、

この点をお話しておきましょう。言語で言いますと、

「トルコ語」という時は「共和国トルコ語」、今のトルコ

共和国のトルコ語を指すのが一般的です。英語で

はTurkishがトルコ共和国の言語です。それに対し

てTurkicというのはTu:rk系諸言語となります。言

語の系統図にあるさまざまなTurk系の枝分かれして

いる言語の総称になるわけですね。広い意味で言

えば「Turk系諸集団を総称する形でのトルコ人」と

いうふうにトルコの学者は言っているわけです。「一

般トルコ史」にあたる歴史の中に登場する人物はこ

ういう言語に属する集団ということになります。

私が唯一皆様にお話できるのは、自分の専門の

ところの話ですが、「イスラム世界の中におけるトルコ

人像」、トルコ人の入って来るときのありさまになると

思います。その話を少しいたしましょう。イスラム史料

にはどういうふうにトルコ人が出てくるという話をする

前に、そもそもイスラム史料は何語で書かれている

かについて触れておきます。初期イスラム時代から

10～11世紀くらいまではアラビア語が主流の時代

です。10世紀末まではほとんどアラビア語史料で

書かれます。その次に登場するのがペルシア語史

料で、ペルシア語、アラビア語併存の時代です。

初期イスラム史料がトルコ人のことをどう描いてい

るかは、ほとんどアラビア語史料での話になります。

アラビア語史料はかなり古い時代から「Turk」とい

う言葉を伝えています。これが「トルコ人」にあたる

言葉になります。かなり曖昧な言い方で、よくその実

体はわかりません。ある程度わかってくるのは、中央

アジアへのアラブの征服が行われて、直接の接触

を持つようになってからのことです。もっとよくわかる

ようになるのは、実際にトルコ人がイスラム世界の中

に入ってくる時代で、アッバース朝以降、いろいろな

形で入ってきますが、トルコ人の個人の名前なども

かなりよくわかるようになってきます。

ここで、イスラム世界の系統図についてお話しま

しょう。アラビア語の年代記にも出てくる人類系統

図ですが、イスラム世界ではさまざまな人間集団の

分け方として、旧約世界の分け方をそのまま入れ

て、人間の先祖は遡ればアダムであるとしています。

それが下って、ノアの子孫となります。ノアの洪水

で他の人は皆、死んでしまいますから人類は、ノア

の子孫ということになるわけです。ノアの子孫はセ
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題と考えていた時期がありました。私の大学の師

匠でありました榎一雄先生は、エフタルという民族

の研究を一生続けられまして、「エフタルはイラン系

かトルコ系か」とずっと考えてこられました。いろい

ろな文献を突き合わせて、「どうもイラン系であろう」

という結論に達したところで、その本の出版間際に

なって、『梁職貢図』という、中国へ朝貢する各国の

使節の姿を描いた図絵が出版されてしまいました。

それを見ると、エフタルから来ている使節の顔が、

どうもイラン人ぽくないと先生はお感じになり、そこ

ですっかり考え込まれてしまい、『エフタル研究』と

いう大著は出ずに終わってしまいました。

これは、今日の我々現地体験をした者から見る

と、あまりそういうことを考えることには意味がない

と思われます。エフタルがイラン系か、トルコ系かど

ちらかわかったところで、何かわかるのか。支配体

制、文化、社会の何がわかったことになるのか。あ

る勢力が全く一枚岩で均質的な民族から成ってい

る保証など、どこにもない。むしろ多くの民族から

構成されていることはあたりまえですし、民族を、も

し言語を中核とするアイデンティティを持った集団と

とらえれば、顔つきがどうであるかは全く関係ない

ことにもなりましょう。

トルコに行かれた方もご存じでしょうし、ビジュア

ルな教室であれば、トルコで撮ってきた映像を見

せて「これがトルコ人です」とお見せするのが、一

番いいのでしょう。この目的で、真面目に撮った映

像資料を持っています。現在、現地調査で撮った

ビデオを、デジタルアーカイブ作成を目的に科研費

をとって、220くらいのプログラムをつくってハードデ

ィスクに入れています。興味のある方は、九大イス

ラム文明史学研究室のホームページにアクセスし、

そこから「科研費による調査研究」のところをクリッ

クしていただきますと、私の撮ったビデオ映像が見

本として、動いている姿で出てきます。どの都市の

どういう対象の映像があるか、220のリストが全部

出てまいります（これは動きません）。この映像がほ

しいとご希望を添えてお問い合わせいただけれ

ば、DVDに入れてお送りします。このプロジェクト

では、いろいろなことをやっております。喫茶店の

椅子の上にビデオカメラをおきっぱなしにして1時間

くらい撮って、どういう人が、どういう荷物を持って、

何人くらい通るか。イスタンブルの目抜き通りで1時

間くらい撮って、どういう人が歩いているかという試

みもしています。トルコ人の外見は全くさまざまです。

顔つきもヨーロッパタイプからアジアっぽい人まで。

何をアジアっぽいというかはいいにくいことですが、

いろいろな人たちがいます。感じで「何とかっぽい」

というのを、理論的に定性化、定量化できるといい

のですが、今の段階では難しいことです。

本題に戻りますと、一種の人種的な形質と民族

は違うわけですから、「エフタル人」外観の問題など

はあまり考える必要がないと思います。先に述べた

ように、ある集団、「国家」が「何系にあたるか」とい

うことを一時期、日本の東洋史学は追求していまし

た。最近、ある必要から高校世界史の教科書を見

ていますが、世界史の教科書は依然としてこの問

題にこだわっていることがわかります。「何系の何々

朝」とひたすら覚えることを、今なおやっています。

そういう意味では高校教育のほうに、むしろ古い伝

統が残っています。

今のトルコ共和国までを、原則として同じトルコ人

として考え、一貫するものとしてとらえるのが、トルコ

共和国における研究者の中のある層の人々です。

これは古い研究者のあり方ですが、しかし今でも残

っております。たとえばかつてイスタンブル大学の一

般トルコ史の教授だったイブラヒム・カフェソウルさん

は、トゥルク・ドゥンヤス・エルキタブ・『トルコ世界（ト

ルコ人世界）』という本（エルキタブのエルは手、キ

タブは本ですから、ハンドブックとなります）という重

い本を書かれました。その中では、フンからトルコ系

であると説き起こし、トルコ共和国までを一貫したト

ルコ人の歴史として描いています。フン、匈奴がトル

コ系かどうか。今の東洋史学では、匈奴はトルコ系
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は区別しないということです。たとえば地理書の名

に「Turk」という言葉が出てくる。その隣には何とか

地方とか「地理名」が出てくる。その隣にトゥッバト

（吐蕃、チベット系の人々、勢力）がいると書かれま

す。これはヘロドトスなどにもあると思いますが、イス

ラム世界は伝統的に「人間集団」と「地理名」を区別

いたしません。どの時代に書かれたものでもいいで

すが、ある年代記の刊本をとりあげてみると、その巻

末に現代の校訂者がつけた索引があります。それ

を引くと個人名がずらっと書いてありますが、その次

に「地名及び部族名」の索引が置かれています。地

名と集団名が、今の人が書いている索引でも一括

して扱われているというのは、面白いことです。地

理書や年代記の読み方はそういうことにも注意して

読まないといけないわけです。漢文史料は、ある種

の支配組織名と地名をかなりダブらせています。北

方の諸民族を「突厥」とか「柔然」とか「高車」とかい

う書き方は、地理的な書き方であると同時に、ある

国と言っていいかどうかわかりませんが、そういう一

つの領域国家ではないですが、ある支配組織、ある

集団を表す言葉として使っています。

実際のところ、奴隷として持ち込まれてきた人々

に接触することによって、イスラム世界では具体的な

トルコ人に対する意識が生まれてきます。かなりこ

れを見れば、トルコ人というものを意識し、「トルコ人

はこういうものである」と当時の人々は考えていたこ

とがわかります。一つ面白い例として、11世紀後半

に書かれたマフムード・カーシュガリーの『トルコ語ア

ラビア語辞典』をみてみましょう。これは、トルコ語単

語の意味をアラビア語ではこうですよと言っている

もので、基本的にはアラビア語の文献です。イスラ

ム史料は、先ほどお話したように10世紀まではアラ

ビア語ばかりで、それからペルシア語が重要な位置

を占めてきます。皮肉なことにトルコ系、モンゴル系

の王朝が成立すると、そこでの主要文字言語はペ

ルシア語になっていくわけです。オスマン朝、ティー

ムール朝以前の主要な文字言語はペルシア語の時

代が続きます。残念ながらチュルク系諸語、トルコ語

が書かれた史料の登場は非常に遅いのです。トル

コ系の人たちの記録をトルコ語史料で探ることは、

ずいぶん時代が下ってからでなければできないわ

けです。先に述べたカーシュガリーの辞典では、「ト

ゥルク」という言葉について、「あなたは誰か」と聞か

れたら、「私はトゥルクである」と答える。そういう用法

である」と書かれていまして、びっくりします。ある種

のアイデンティティを匂わせるような言葉です。お前

は誰かということを聞くのかどうかと思いますが、聞

かれて「私はトゥルクである」と書いてあります。これ

はかなり重要な記録だろうと思います。なぜ重要な

のか。結論を先にいってしまえば、オスマン朝時代

には自分たちをトルコ人と思うような意識は、あまり

なかったのです。「オスマン人だ」というように自分た

ちも思っていたわけです。共和国以降、また「自分

たちはトルコ人である」という意識は強くなってきて、

そのためにアンカラ大学、トルコ歴史学協会、トルコ

言語学協会ができて、さまざまな活動をしてイデオロ

ギーをつくりますが、オスマン朝時代の全盛期には

オスマン人は自分たちをトルコ人と思っていなかった

わけです。ですから先にあげた「トルコ外交のヨーロ

ッパ化」というのは、表題それ自身問題があるので

あって、普通、我々は「オスマン外交」としか言わな

いわけです。ところが、11世紀の史料には、「私はト

ルコ人である」と書いてある。近代ナショナリズムと

は違うけれども、ある種のナショナリズムがあったこと

を匂わせます。

私がトルコ滞在中にある映画を見たのですが、

トルコのパルチザンがギリシャ軍に捕まる話で、い

かにも憎 し々げなギリシャの軍人が出てきて、捕ま

ったパルチザンの取り調べをする。そして人定尋

問をして「お前は何者だ」と聞く。その時に胸を張

って「私はトゥルクだ」と主人公が言うのです。「私

はトルコ人だ」と答えるわけですね。見ている人は

ワーッと涙する。そういう意識がトルコ共和国の意

識です。それとは違うのですが、11世紀頃にはこ
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ム、ハム、ヤペテ（アラビア語では、サーム、ハーム、

ヤーフスと申しますが）、この三つに分かれます。こ

れはイスラム世界の伝統的な人類史観であると同

時に、旧約世界のそれを引き継いでいるわけです。

しかし、旧約世界の人類史観にトルコ人は入って

いないので、新たに接触した人たちをどこへ入れ

て、どう説明するかということで、初期の史料はな

かなか構成上の苦労があるのです。たとえば有名

な史料に、タバリーのアラビア語の史料があります。

タバリーは9～10世紀に生きた歴史家ですが、この

人の記録を見ると、実に混乱したことが書いてあっ

て面白いのです。人類をセム、ハム、ヤペテの三

つから説き起こす点では同じですが、ある箇所で

は、セムはアラブの父であるとしています。これは、

どの史料でもそうです。ハムが黒人（ザンジュ）の父、

ヤペテがローマ人（びと）の父であると言っていま

す。ところが、別の箇所ではそうではなくて、セム

というのはアラブ人、ペルシア人、ローマ人の父

である。ハムがエジプト人。キブトという言葉を使

っていますから、コプト教徒ですね。それとスーダ

ーン（アフリカの黒人）、ベルベル人の先祖である

としています。ヤペテがトルコ人とサカーリバ（これ

をスラブというかは問題がありますが）と述べてい

ます。また別の箇所ではこんなことを言っていま

す。「セムは顔つきがいい、髭の形がいいものの父」、

「ハムは色が黒くて髪の毛が縮れているものの

父」、「ヤペテは顔が大きくて目が小さいものの父」

であるとします。これらは一種の素朴な「民族」と

「人種」にあたるような言い方のような感じがしま

す。こんなふうに人類系統図を当てたりしていま

す。その他、ヤアクービー、ディーナワリーが作った

9～10世紀の年代記や地理書には、それぞれ人類

の系統図があります。これらの著者は、トルコ人を

この系統図の中のどこにつけるかという点で苦労

しているようです。

イスタンブルで私が見つけてきた新写本の中で

人類系統図が出ているものは大変面白いので、未

発表のものですが、お土産に持ってきました。後で

ご説明します。

イスラム世界と「トルコ人」とのかかわりというのは、

トルコ系、Turk系の人たちが軍事奴隷として買わ

れて入ってくるようになって、非常に密接なものにな

ります。これはアッバース朝の時代にそういうことが

起こり、次のブワイフ朝、セルジューク朝でも基本的

にはそういう構造が続いてまいります。ある意味で

言えば、オスマン朝などでも基本的にそういう構造

が･･･トルコ系ではないけれども残ることになります。

問題は、面白いのは、こういう史料で使っている言

葉「Tu:rk」というのは「トルコ人」とは限らないという

ことです。何をトルコ人というかは問題ですが、少な

くともTu:rk系の言語を話す人たちかどうかわからな

くても、その人たちに対してTurk(Tu:rk)という言葉

を史料は使っているのです。

奴隷が入ってくることによって、具体的に、「どの

地方の出身者、どこの町の出身者」といういいかた

で記録されるようになります。アラビア語ではファル

ガーナの出身者はファルガーニーヤ、イスビージャー

ブ出身者はイスビージャービーヤ、イシュターハーン

出身者はイシュターハーンジーヤというわけですが、

イシュターハーンジーヤとは言いにくいので「Turk」

と書いてしまおうという現象が見られます。これで

は、史料にTurkと記述されていても、「民族的」に

見て、トルコ人である保証は何もないことになって

しまいます。最近は研究が進んできて、「Turk」の

複数形である「Atrak」というアラビア語は、具体的

に軍事奴隷を示す言葉ですが、その中でもトルコ

系でない人たちが、かなりいたと言われています。

そうなるとますます史料に出てくる「Turk」という言

葉の実態がわからないことになるかもしれません。

イスラム世界とその周辺の諸民族との関係を考

える時、忘れてはならない、とても重要なことがあり

ます。それは、歴史書や地理書において出てくる、

「民族」（という言葉を使っていいかどうかわかりませ

んが）、「人間集団の名前」と「地名」とをイスラム史料
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の系図を、どういうふうにイスラム世界の中でうまく理

屈立てをして、全体の見取り図をつくるかということ

になって、また困ったのですね。今度はトルコ人の

説話の中に万世一系のもの、何かから始まるものが

あるかを探します。そういうものがないわけではあり

ません。オグズ・カガン説話というがあって、オグズと

いうトルコ人の祖になるものがあり、史料によっては

20、セルジューク朝になれば20か22の氏族から分

かれていたと言いますが、そういうものは一応あるの

です。ただそれは誰の子どもがどうなってということ

は、よく説明していません。

セルジューク朝時代のイデオロギーは、ペルシア

人官僚がつくりました。セルジューク朝の実務官僚

はペルシア系の人たちが占めていて、当時はトル

コ語の文献はないので、官僚用語にトルコ語はま

だ使えず、ペルシア語を使いました。ペルシア人官

僚ニザーム・アルムルクが、トルコ人のためにつくり

だした一族の系譜は、英雄叙事詩『シャーナーメ

（王書）』に出てくる、主人公にとっての宿命のライ

バルであるアフラースィヤーブという人物に源を発

するということになっています。シャーナーメは、イー

ラーンとトゥーラーンという二つの勢力の対立抗争を

描いています。アム川の東と西にある勢力です。イ

ーラーンは一応イランの地ということにしておきまし

ょう。トゥーラーンがトルコ人のいるところであるなら

話は明快ですが、そうではなく、イラン系のアム川を

越えた向こうにいる人たちのことを言ったものでし

ょう。そのトゥーラーン王にアフラースィヤーブがいま

して、それにつなげたものを考えだしたわけです。

それだけではうまく説明できないので、そこでイラン

人官僚が考えたのは、「セルジューク朝の先祖は高

貴な二つの系統から来ている。一つはノアの子孫

である」として、一方を、先にお話した旧約世界像

とうまくつなげました。ノアの子どもであるヤペテか

らの系統と、古代イラン説話に出てくるアフラースィ

ヤーブの子供たちという系統を統合したのです。

「あなた方はそれに連なる系譜、その血を引く高貴

な人たちなのですよ」ということで、つくったのが、

セルジューク朝時代の、トルコ語がまだ文章語とし

て成熟しなかった時代のイデオロギーであったよう

に思われます。

因みにトルコ族の始祖であるオグズ・カガンという

説明は、この後の時代、モンゴル時代になるとよく

整備されて、それに属する24氏族の名前も登場して、

かなりもっともらしくつくられるようになります。モンゴ

ル時代は、ある意味でイスラム史の中で画期をなす

重要な時代だと思います。重要なことがいろいろあ

る中で、ヒストリオグラフィでも極めて重要な進展が

あったように思います。具体的な系統を説明するも

のが整備されて（もちろん本当であることはないので

すが）、モンゴル時代に出てきます。モンゴル時代が

イスラム史の中で画期だというのは、写本調査など

で見ても、いろいろな重要な写本でも、現存するも

のの上限が遡ると大体モンゴル時代になることを経

験しています。それ以前に作られた写本まではあま

り遡れないことが多いのです。モンゴル時代以前に

書かれた重要なアラビア語の写本であっても、現存

するものは、やはりモンゴル期に作られたものなの

ですね。紙の質も大変いいものがあります。モンゴ

ル時代はある種のバブル経済、文化の発達した時

代だったのではないかと思います。

オグズ・カガン説話が出てきましたので、折角で

すからお土産を紹介しましょう。何枚かあります。イ

スタンブルのスレイマニエという有名な図書館があ

りますが、そこで1年ほど写本調査した中で見つけ

たものです。モンゴル時代にヒストリオグラフィが整

備されますが、その時代に書かれたペルシア語史

料です。ハムド・アッラーフ・ムスタウフィー・カズウィ

ーニーという人が書いたターリーヘ・ゴジーデ『選

史』です。もとはペルシア語で書かれています。歴

史書の中身は、もともと1本であった人類系統図を

何本も並立させ、さまざまな勢力の由来を説明し、

いろいろな王朝を縦割りにして記述しています。そ

れまで王朝史は王朝史で、一つの本の中にはセル
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んなことが書かれている。少なくともセルジューク朝

時代には、一種の支配階級としてのトルコ人意識

があったことが、史料からは伺えるのです。

これは要するに、アラブの大征服の時には、ア

ラブというのは一種の特権階級であったとの同様

に、セルジューク朝時代には、トルコ人はある支配

階級をなしていましたので、当然そういう意識があ

ったということになるのでしょう。セルジューク朝が

イスラム世界に入ってきた入り方は、それ以後のい

ろいろな勢力の入り方と大変似ているパターンな

ので、煩雑ですが、申しておきましょう。

セルジューク朝が西アジア、イスラム世界に入っ

ている以前に、別のトルコ系のいくつかの集団が

入ってきました。その中にはイスラムに改宗したもの

もあったし、改宗しなかったものもあります。イスラ

ムに改宗したものを、史料は「トゥルクマーン」と呼

びます。改宗しなかったものを「グズ」という形で呼

びます。そういう人たちが入ってくるのはいいので

すが、困ったのは、大量の羊の群れを連れ込んだ

ものですから、牧地や耕地が荒廃するという事態

が起こります。「何かとそういう人たちを取り締まっ

てくれるようなものが出ないか」という要請を受け

て、セルジューク朝は請われてイスラム世界に入っ

てきた面があります。モンゴルが入ってきた時とは

全然違っていて、セルジューク朝が入ることによっ

て、何か大きな混乱とか戦いがあったことはほとん

どありません。在地のいくつかの勢力とは勢力争

いをしますから決戦はありますが、基本的には頼ま

れて入ってきたということが言えると思います。

頼まれて入ってきたという入り方とともに、トルコ

人の学者はあまり認めたくないでしょうが、尾羽うち

枯らし、よれよれになって入ってきて、泣きついて

「用心棒に使ってくれませんか」と頼み、その後に、

大きな顔をして居すわるようになったというパターン

も見られるように思います。ビザンツとセルジューク

朝の関係でも同じパターンが繰り返されます。ビザ

ンツ領にさまざまなトルコ系集団が入ってくることに

よって、ビザンツはもともと東アナトリアでは、ざるの

目のような、隙だらけの支配をしていて、防衛拠点

をいくつか持って、砦に立て籠もっている状態で、

その間を自由に遊牧民が行き来していました。これ

を「何とかしてくれませんか」とセルジューク朝が頼

まれて、時々アナトリアに入って、そういう人たちの

取り締まりをし、そのまま居つかずに元に戻ること

を繰り返していました。

ビザンツとセルジューク朝の間に協定があったこ

とは明らかです。協定をアラビア語史料では「フド

ゥナ」と言っています。講和にはスルフとフドゥナが

ありまして、フドゥナは限定的なある期間の講和協

定を結ぶことを指します。イスラエルとエジプトの協

定はフドゥナです。同じように、一時的な協定が明

らかにセルジューク朝とビザンツの間にはあった。

そういう形でセルジューク朝は入ってきたと言えると

思います。

ここでアイデンティティ論の話ということで、イスラム

世界の人類系統図に戻ります。イスラム世界の年代

記やイスラム世界全体を見渡した記録を見ると、最

初は非常に明快でした。アダムから始まり、預言者

ムハンマドに至り、そして正統カリフが出てくる。これ

があれば万世一系、一本の縦につながった筋とし

てわかりやすく説明できるわけです。ところが実際

にイスラムが広まったところは、東半分は本来ササン

朝、西半分はビザンツの領域でした。こういう古い

文明を取り込むことによって、成立したイスラム世界

で、人類の系統図をどういうふうに調整するかは、

難しい問題でした。とくに難しかったのがササン朝

の領域で、ペルシア文化をどういうふうに位置づけ

て説明するかということで、アダム以来の一本の図

の中にはペルシア人を入れることができなくなって、

困ってしまったのです。そこでタバリーは、別のもう

一本筋を立てて、古代イランのカユーマルスという、

伝説的な王から始まる別系統の系図を入れること

にしました。そこで系図が二本立てになったわけで

す。その次にセルジューク朝が入ってくると、トルコ人
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5番の系統図をご覧ください。オスマン朝の始祖

オスマン・ガーズィーと、さらに父祖エルトオルルが書

かれていますが、ここでもそれ以前に遡る線は切

れていて、何もありません。このあたりが面白いとこ

ろです。つなげようがなかったのでしょうか。トルコ

人というのはノアの3人の子どもから発したと書い

てあるけれども、それとは別にオグズ・カガン説話も

ある。古代イラン世界の見方の系統もあるわけで

すが、やはりどれともつなげられなかったという、正

直にオスマン朝時代のある種の見方を書いてある

わけです。これから何が言えるのでしょうか。「万世

一系のある起源からトルコ人がたち分かれ、セルジ

ューク朝とオスマン朝をつくりました」というふうには

この系図は説明していないことになります。これが、

オスマン朝時代のある考え方を正直に反映した、

大変面白いものだろうと思うわけです。

あとは、この時代の支配のありかたについて話を

してみたいと思います。セルジューク朝の一部が喧

嘩をして、西へと進みます。セルジューク朝が支配し

たのはイラン、イラク、シリアあたりですが、本家と喧

嘩して西に追われた人たちがアナトリア、今のトルコ

へ逃れて、別のセルジューク朝をつくりました。史料

はこの人たちを「ルーム・セルジューク朝」と言ってい

ます。ルームとは、ローマ、ビザンツを意味するととも

に、地域としてのアナトリアをも意味しました。トルコ

の学者は「ルーム・セルジューク朝」とはいわずに、

「アナトリアのセルジューク朝」と言っています。

十字軍時代の話も、すこしいたしましょう。簡単に

言うと、十字軍が来た頃のアナトリアでは実にさまざ

まな勢力が入り乱れておりました。その一つが、この

ルーム・セルジューク朝であり、それとは別にセルジ

ューク朝から逃亡した、ほかの勢力もありました。そ

れからもう一つはビザンツです。本家のセルジューク

朝は、それに対してどういう態度をとったかというと、

基本的には関与しない。十字軍にもつかない。ビザ

ンツにもつかない。関係ないという態度でした。

本当はビザンツ史こそ面白くて、十字軍の歴史

を考える時にはビザンツの歴史を考えないといけ

ないことがたくさんあります。そもそも聖地エルサレ

ムを占領したのはセルジューク朝ではありません。

セルジューク朝から逃亡した人たちが、エジプトに

あったファーテマ朝のトルコ系の総督との間で、取

り合いをしていました。その中でも、巡礼がそこに

行くことが妨げられることはありませんでしたし、巡

礼に対する迫害もありませんでした。クレルモン公

会議に対するビザンツからの請願は、請願文が残

っていませんのでよくわからないのですが、もし何

か加勢を頼んだとすれば、「この機会に自分たちに

援軍を寄越してもらって、アナトリアの支配権を確

保したい」と考えたのでしょう。当時は、ビザンツは

コンスタンティノーブルを中心とする限られた範囲し

か支配しておりませんので、東の方はがら空き状態

でした。自由にいろいろな勢力が、その中を通過し

て、入ってきました。ビザンツは、自分たちの軍事

力が弱体化して、軍事力でも、トルコ系の人たちに

頼っていました。

ビザンツとセルジューク朝が戦った、天下分け目

の大決戦といわれるマラーズギルトの合戦では、両

軍の主力はトルコ系の人たちでした。実はセルジ

ューク朝の方が自由なトルコ系の集団というより

は、トルコ系奴隷兵を中心とする、アッバース朝以

来の伝統的なマムルーク・グラーム軍（その伝統は

オスマン朝にも受け継がれることになります）でした

から、何をかいわんやということになるわけです。

その後、十字軍が来て一番困ったのはビザンツ

なのですね。面白いことです。なんでこんなに大

事になったのか、十字軍が次々にやってきて困惑

してしまいました。ビザンツは、今までどおりセルジ

ューク朝ともうまくやらないといけない。十字軍は来

てしまったからしょうがないので、両方の顔をたて

なければならない。どうするかと困って「そんなに

来たいなら勝手に行ってくれ」とエルサレムへの道

をどんどん通してしまう。それが一つの構図です。

もう一つは、十字軍に向かって「セルジューク朝に
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ジューク朝の歴史と一つの史料の中に一つの王朝

が書いてあったものを、「こういうのもある」と横に並

べて全部一緒にしてまとめたわけですね。この記

述方は『選史』に限りません。ラシード・ウッディーン

『集史』は、中国からヨーロッパの歴史を全部並立

させて記述し、世界史はここに成立するという非常

に重大な意味を持つもものになっていますが、それ

もこの時代に書かれたものです。

『選史』本文は、今申しましたようにペルシア語で

すが、写本では、その後ろに大変面白い系統図が

ついています。長いもので、伸ばせば大変な長さに

なります。ここでは、マイクロフィルム撮影の都合で

切っています。系図の人物は、丸で囲まれています。

丸は金箔で描いていることもあり、緑や赤の彩色が

されることもあって、実にきれいなものです。いずれ

出版できれば面白いと考えています。この系図は、

オスマン語で書かれていまして、ペルシア語ではな

く、あとからつけられたものであることがわかります。

オスマン語は、オスマン朝時代の一種の文章語のト

ルコ語で、語彙はアラビア語とペルシア語がたっぷ

り入っていて、読解には、アラビア語とペルシア語

とトルコ語の力を要する言葉ともいえましょう。この

系統図がいつ頃の時代のものか、よくわかりません

が、紙が良質のものですから、そう時代は下らない

と思います。書体から見て何世紀くらいのものかコ

メントしていただけるとありがたいと思います。

原則として、イスラム史料の写本は、古くなればな

るほどいい紙になります。しっかりした紙で、腰があ

り、張りがあり、艶があるわけですね。時代が下ると

どんどん悪くなって、最後はノートのようなペラペラの

ものになります。写本に限らず、媒体は古いものほ

どよくて、新しいものは悪いようです。 現代の媒

体の質が一番悪くて、昔の人は人類の無限の未来

を信じていたようです。今のCD-Rに記録している

ような人は何年か保てばいいということですませて

いるのでしょうか。恐ろしいことだと思います。

系図は、オスマン語ですから、オスマン朝時代の

人にわかりやすく説明しているのですが、何より面

白いことは原文のペルシア語と一致しないところが

あることです。ペルシア語の分け方と違っていまし

て、それが、これが書かれた時代の、ある種のトル

コ人の歴史観を表していると思います。大きな丸

で囲まれている人物がアダムです。これは人類系

統図の一つの見本です。系図の端に来ています

から、伝統的な形をとっていて、アダムから分かれ

て来てきて、ここにノア（ヌーフ）と書いてあります。

ここで三つに分かれて、ヤペテ、セム、ハムと実に

きれいに描き分けられています。

ヤペテはトルコ人とサカーリバ（スラブ人）、ヤー

ジュージュとマージュージュ（旧約に出てくるゴグと

マゴグ）がここから発したと説明しています。セムの

ところ（サーム）のところは「アラブとアジャムの伝承

によれば、この起源から立ち現れている」としてい

ます。アラブとアジャムは重要なイスラム世界の概

念ですが、トルコ系の人たちが入ってくるまでは、

この考え方が主流でした。アジャムはアラブ以外の

者たち、つまりはっきりした言葉をしゃべる者と、よ

くわからない言葉をしゃべる者という区分です。実

際は、アラブとペルシア人・イラン系の人たちを分

けた言い方になります。「アラブとイラン系の人たち

はセムから発した」と書いてあります。ハムから何が

生じたかというと、「黒人とエジプト人と圧政を行う

者はここに由来する」としています。こういう説明で

系統図を書いているのですね。

レジメ4番目の系図の上の方に、チンギス・カーン

（チャンギーズ・ハーン）とあります。モンゴルの系統

が書かれていますが、どこが面白いかというと、こ

この下の方には、「セルジューク」も書かれています

が、系統図の枝線としては、前に何もつながってい

ません。本当なら、ありがたいご先祖につなげたい

ところなのでしょうが、セルジュークはつなげないで

書いています。「セルジュークという人がいて、その

子孫たちが次々に活躍した」ということで、その起

源はわからないというわけです。
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2005年3月11日 同志社大学一神教学際研究センター

国家としての「トルコ」と民族としての「トルコ人」

清水宏祐（九州大学人文科学研究院）

○まえおき：
東アジア研究者（の一部）にとっては、「イスラム」とは、いまなおブラックボックス（東アジアと日
本・交流と変容プロジェクトのサブテーマ：「海域圏内陸圏交流ネットワークとイスラム」）
イスラム史研究の中では、「トルコ」も一種のブラックボックスではないか
ヨーロッパ史研究からは、二重のブラックボックス
たとえば；オスマン朝は「トルコ」なのかオスマン朝の対ヨーロッパ諸国との交渉について「トル
コ外交」という言葉を使うことは適切か

○トルコ共和国における「トルコ史」とは

Türk Tarih トルコ史（総称）
Türkiye Tarihi 国としての「トルコ」の歴史」
Genel Türk Tarihi アナトリアヘ移住する前の「トルコ民族史」（アンカラ大学）
Umumi Türk Tarihi アナトリアヘ移住する前の「トルコ民族史」（イスタンブル大学）

トルコ共和国における人々の自己認識のよりどころ

中東?
西欧重視← →イスラーム?

アジア?

都市← →農村
西アナトリア← →東アナトリア
富裕者 貧困層

トルコとは、トルコ人の国なのか
トルコに住んでるからトルコ人なのか
そもそもトルコ人とは何か
トルコはヨーロッパなのか中東なのかアジアなのか

（ヨーロッパとは、アジアとは、中東とはなにかという根源的な疑問）

トルコ共和国建国の理念とは?

トルコの人というTürkiyeli

世俗主義
右翼

左翼
イスラーム

トルコ民族主義 反・トルコ民族主義
それぞれのエスニックによるもの

対してこれだけ頑張っています」ということを見せる

ためにセルジューク朝からお金を出して、ある都市

の支配権を買います。そして十字軍側には「武力

でこの都市を解放した」と言って威張るわけです。

二股外交で、外交に関しては実にうまいわけです。

末期のビザンツの支配領域と初期のオスマン朝

の支配領域が非常に似ていることは、地図を見て

もおわかりのことと思います。林佳世子さんが山川

の『西アジア史Ⅱ』の中で掲げていらっしゃる地図

ですが、これを見ると両者の版図が、とてもよく似

ています。オスマン朝は、まず西の方の拠点を固

めて、後で東の方へと、だんだん手を伸ばしていく

わけですね。これは、アナトリアのセルジューク朝

も同じです。

初期オスマン朝とビザンツは領域も似ているし、

ヨーロッパに根を張っていました。オスマン朝は、

豊かな穀倉地帯であるバルカン半島の方に中心地

を置き、アドリアノープル（エディルネ）を首都としま

す。首都をイスタンブルに移した後も、穀物をバル

カン半島から持ってきます。アナトリアの「トルコ化」

は、西から東へと進んだことになりますし、ある意

味で言うと、今でも「アナトリアのトルコ化」というの

は成立していないともいえます。東アナトリアには

クルド系の人たちが圧倒的に多くて、ある町の人口

の95％はクルド人とアラビア人、5％がトルコ人と

いうことがあります。そのトルコ人は軍人と役人だと

いうことをいくつかの町で聞きました。そういう意味

から言えば、今も「トルコ化」は進行していないとい

うわけです。

基本的な支配の構造は、セルジューク朝時代に

は、広い範囲を少ない人間が支配するということ

で、どうしても領域的な支配などできませんので、

拠点を手に入れて、拠点を中心とする徴税権を手

に入れるネットワーク的支配にならざるをえない面

がありました。オスマン朝でも、同様で、それがだん

だんに検地や税金の取り立て用のデータを集積す

ることによって徴税台帳を整備し、集団や村からも

税を徹底的にとるようになっていくわけです。はじ

めはネットワーク的な支配だった、それはオスマン

朝でも変わらないのではないかと思います。

最初に出てきたような、一見荒唐無稽なヒッタイ

トとかシュメールまでもトルコ人と見なすようなプロ

ハガンダをした理由の一つは、当時あったヨーロッ

パの「アーリア人優越思想」を焼き直して、「ユーラシ

アにおけるトルコ人の優越思想」を説くものであっ

たわけですが、それだけではなく、アナトリアという

ところを領域的に支配するとなれば、ネットワーク支

配ではなく、「ある限られた地域に昔から根を生え

していましたよ」というイデオロギーをつくらなけれ

ばいけない。そうなれば「ヒッタイトもトルコ人である」

と言わなければいけない。「ネットワーク支配」から

「近代の領域的な国家形成」へ向かうものにプロパ

ガンダも役に立ったのではないかと考えています。

時間が来ましたので、私の話はこれくらいにして、

質疑応答の中で補足することにいたしましょう。
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‘Arab Atr±k Akr±d Daylam Diyalamaと区別し、それらを組み合わせた「multi-national」な軍を組
織する
ここでは、近代ナショナリズムとは異なる原理の「民族」区分がある
史料に出てくるTurk Atr±kとは、軍事奴隷を指すことが多い
ただし史料のTurkが、「トルコ人」とは限らないことがある
ファルガーナ出身者→ファルガーニーヤ
イスビージャーブ出身者→イスビージャービーヤ
イシュターハーン出身者→イシュターハーンジーヤ これらはTurkと呼ばれた
アム河以東から連れてこられた軍事奴隷を指す総称でもあった

○史料に見える「トルコ人」観

好意の念と反発 「一般にトルコ人は追従、甘言、偽善、中傷、気取り、悪口、放漫を知らず、
異端に走ったり、恋に身を滅ばすこともない」「強い望郷の念、放浪癖、略奪への偏愛、習慣
への固執が彼らの欠点である」（ジャーヒズ『トルコ人の美点』）

「トルコ人がおまえに手を出さない限り、ほっておけ」
「開けてしまえばもう閉めることができない扉がある。そんな扉は開くな。矢を射返されたときに
それを防ぐことができない、そんな矢は射るな」それを無視してガズナ朝のマフムードは、トルコ
人を引き入れた（ラーヴアンディー）
マフムード・カーシュガリーの『トルコ語アラビア語辞典』（l072年にバグダードで書きはじめられる）

「トゥルクとは、単数でも複数でも使う。あなたは誰かと聞かれたら「私はトゥルクである」と答え
る。そういう用法である」

○セルジューク朝成立の意義

奴隷出身者ではなく、自らの組織原理と行動原理をもってイスラム世界参入したこと
イブン・アルアディーム『ブダヤ・アルタラブ』の紹介する逸話

「アルプ・アルスラーンがユーフラテスを渡った時に、同行した法学者（ファキーフ）アブー・ジャア
ファルの言葉：「この河は、今までマムルーク以外のトルコ人が渡ったことはありません。今、あ
なた様は、王（マリク）としてお渡りになりました」
宰相ニザーム・アルムルクの統治論『統治の書』にみえる逸話

「（イスマーイール派のものを秘書官にしようとした軍人を叱責して、「我々は、この国においてよ
そ者である。この国を力で手に入れた。我々は、皆スンナ派のムスリムである。
このイラク人たちは悪しき宗派に属し、ブワイフ朝の支持者である。いと高きアッラーフは、トル
コ人たちが正しきムスリムであり、また放縦や異端に走らないがゆえに好意をもってくださるの
である」「おまえは、トルコ人ではないか」「おまえが属しているホラーサーン軍では、キャドホダー

（行政職）、ダビール（秘書官）、ピーシュカール（補助者）は、皆ホラーサーン人である」（トルコ人
としての自覚をもって、気を許すな）
ラーヴアンディーの『セルジューク朝史』にある表現：アブー・ハニーファヘのお告げ「剣がトルコ
人の手にある限りハナフィー派の信仰は不滅なり」
ここには、近代ナショナリズムとは異なる、一種の「民族的自覚」がある。

国家としての「トルコ」と
民族としての「トルコ人」
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○トルコ民族史：

突厥、丁零、高車、鉄勒、ウイグル、カラハン朝、セルジューク朝、オスマン朝…
トルコ系という意味は?

伝統的東洋史学者は、どこまで言語学の素養があったか
言語は政治的区分でもある
カフェソウル（イスタンブル大学一般トルコ史学教授）による「トルコ世界」の歴史：
フン帝国からはじめて
ギョク・チュルク・ハガン国（突厥）
ウイグル、キルギス、チュルギシュ、カルルク、オグズ
トルコ人のイスラム化
アッバース朝時代のトルコ人（Atrak）
カラハン朝、ガズナ朝
大セルジューク帝国、イラク、ホラーサーンセルジューク朝、キルマーンセルジューク朝、
シリアセルジューク朝、アナトリアセルジューク朝
東アナトリア・イズミル・トルクメン諸候国（Beylikler）、アターベク朝、アナトリア諸候国
デリー・トルコ系・スルタン国
エジプト・シリアで作られたトルコ系王朝（主としてアターベク朝、マムルーク朝）
ホラズムシャー朝
カラコユンル（黒羊朝）、アクコユンル（白羊朝）
トルコーモンゴル帝国（Türk-Mo¶ol Ìmparatorulu¶u）
キプチャクハン国、カザンハン国、アストラハンハン国、カスムハン国、ノガイハン国、
シベリアハン国、クリミアハン国
オスマン帝国
トルコ共和国

までを一貫して描く

○地理的分布

トルコのトルコ人、キプロスのトルコ人
ブルガリアのトルコ人,ルーマニアのトルコ人,ユーゴスラビアのトルコ人,ギリシアのトルコ人
北アゼルバイジャンのトルコ人、南アゼルバイジャンとイランのトルコ人
イラクのトルコ人、シリアのトルコ人
クリミア半島のトルコ人
アフガニスタンのトルコ人、西トルキスタンのトルコ人、東トルキスタンのトルコ人

○「民族」としての「トルコ人」

イスラム史料には、Turk Atr±k Turk±nとして記述される
イスラム世界の地理書：地名と民族・集団名に区別なし
アッバース朝、ブワイフ朝、セルジューク朝では、軍隊の構成員をこの名で表現
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○十字軍時代のイスラム世界

イェルサレムは、セルジューク朝からの逃亡者が占拠
別の亡命者がルーム・セルジューク朝を建てる
これとビザンツの間にも協定
ビザンツ：十字軍に当惑して通過させる
ルーム・セルジューク朝も十字軍を通過させる
本家のセルジューク朝は、十字軍に興味なし
十字軍は、パレスティナ・シリアにおける様々な集団の権力争いの駒の一つに過ぎない
イスラム世界には、さしたる影響を残さない
戦争中も商業は活発に行われる
ヨーロッパ世界には、大きな影響が

○画期としてのモンゴル時代

マドラサの建設
現存する写本の源
統一的な世界観の創成
アナトリアヘのトルコ系集団の大量移住
遊牧とは限らないトルコ系農民の移住

○アナトリア（ギリシア語の「東方」）の「トルコ化」

アナトリアはRπm Bil±d al-Rπm

ルブルック（1220-1293?年没）：Turkia Turchiaはじめてアナトリアを「トルキア」と呼ぶ
神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世バルバロッサ（在位1152-1190）の書記がTurukiaとマルコ・ポ
ーロ（1324年没）：Turcomania

○イブン・バットゥータ（１３６８年没）：Bil±d al-Rπm Barr al-Turkµya Bil±d al-
Turkm±nµya al-Rπmµya『旅行記』中のアナトリアの記述
（Ibn Battπta, Rihla Ibn Battπta, Bayrπt, 1992, pp. 283-319, 家島彦一『大旅行記』第3巻、267-

332頁）
彼が宿泊した施設を分類し、多い順に一覧にしたもの。
宿泊先内訳

アナトリアでの45カ所の宿泊地中
アヒーのザーウィヤ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：20（アヒーによるもてなし1、招待1）
スーフィーのザーウィヤ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：10
カーディーの家･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：3（もてなし1）
カーディーのザーウィヤ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：1（アヒーか）
アミールのナイーイブのザーウィヤ ･ ･ ：2
マドラサ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：2
説教師（ハティーブ）の家･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：1

国家としての「トルコ」と
民族としての「トルコ人」
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○セルジューク朝時代の統治理念とは

組織原理：一族を各地に配置して分割統治 「遊牧分封制」←トルコの学者の主張
行動原理：イスラーム「カリフの擁護者」 「公正な君主」
遊牧集団：イラン世界にはじめて「遊牧概念」を持ち込む
しかし、行動の上での遊牧との密接な関係は薄い
都市と遊牧集団
遊牧集団と牧地
遊牧集団の統制
トルコ系遊牧集団の君長からイスラーム的支配者への変容というテーゼは成り立っのか一族の
祖をたどって、はるかに伝説的なオグズ・カガンにまで結ぴつけることはない

○イラン系官僚ニザーム・アルムルクは、一族の祖をトゥーラーンの伝説上の支配者アフラ

ースィヤーブに結びつける

（トゥーラーン→トゥラン→トゥラニズム（架空の理想郷トゥランに源を発する諸民族の大同団結を
説く）
イスラム世界の系統図

アダムーノアーセム
ハム
ヤペテ：トルコ人の祖とする（タバリー、ヤアクービー、ディーナワリー）

カユーマルスにはじまるイラン系神話 （ピーシュダーディー朝、カヤー二一朝、サーサーン朝）
オグズ・カガンにはじまるトルコ系説話 （11世紀ごろに登場 イルハン時代に整備される）

これらを一っにまとめて説明する史料は、イルハン朝時代に現れる
ハムド・アッラー・ムスタウフィー『選史』のスレイマニエ写本では、すべての系統図がまとめて表
現されている
モンゴルの始祖…
ガズナ朝のサブクテギーンは、そのあとが断絶
セルジューク朝の始祖セルジュークは、これより遡るものなし
オスマン朝のエルトオルルからは遡るもの→オスマン・ガーズィー→オルハンガーズィー
オグズカガン説話は取り入れられていない

○セルジューク朝とアナトリアのトルコ化

セルジューク朝の統制に属さないものたちが、イラン、イラク、アナトリアヘ流入
ビザンツとセルジューク朝の間には協定（フドゥナ）

ビザンツは、セルジューク朝にトルコ系集団の管理を期待←ホラーサーンの都市が期待したもの
と同じ

特定研究プロジェクト６
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イスラム世界には、元来名字がなく、称号・あだ名（ラカブ）個人名（イスム）、誰それの親父（ク
ンヤ）、誰それの子（ナサブ）、どこどこ出身者・何々派に属する者（ニスバ）で個人を識別
ヨーロッパの制度を取り入れて個人管理のために名字を作る
結果としては、名字はすべてトルコ語になり、「トルコ国民」は、皆「トルコ人」の名前を持つこと
になった

○ドイツのトルコ人ガストアルバイター問題ドイツ在住のトルコ人約300万人

その中での「非トルコ人」は

結語：
「トルコ人」の国としての「トルコ」は、20世紀に至って、はじめて出現する。
トルコ民族主義は、ヨーロッパのアーリア人優越思想に範をとり、それをトルコ人に置き換えた、
トルコ人優越思想。シュメールやヒッタイトも中央アジアから移住したトルコ人であるとすること
によって、国としてのトルコの一貫性を主張する

「トルコ」と「トルコ人」が無理なく結びつく
ネットワーク型の国家としてのオスマン朝を否定し、アナトリアの領域国家形成のため、イスラム
前史、トルコ人進出以前の歴史にもトルコ人が関与するというフィクションを作る

ドゥラニズムは、ペルシア語のイーラーンと対置される、アム河以東のイラン系のトゥランに源をも
ち、これがシュメール文明を作ったトゥラン人をはじめトルコ系遊牧民の共通の祖、共通の故地
と考えられるに至った。さらに、ハンガリーで発展して、トルコにも移入され、日本では大東亜共
栄圏のモデルとして称揚された。

「私はトルコ人である」と胸をはっていえる民族意識は、トルコ共和国建国期以降のものであっ
て、オスマン朝時代にはなかった。
しかし、セルジューク朝時代の支配者には、自分たちが、周囲のアラブ系、イラン系とは異なる
ものであるという自覚があった。
トルコ共和国の枠を越えて、中央アジアのチュルク系諸共和国との間で「共通ナショナリズム」
は形成されるか　今後の課題
ヨーロッパから中央アジアまでのトルコ世界という意識は?

文献
佐藤次高『イスラームの国家と王権』、岩波書店、2004年
永田雄三『トルコにおける「公的歴史学の成立」一「トルコ史テーゼ」分析の一視点一』

『植民地主義と歴史学』刀水書房、2004年、107-233頁
清水宏祐「トルコ人」『アラブとアジャム（非アラブ）』中近東文化センターシンポジウム報告、4, 1983年、
38-55頁
同「民族と宗教・宗派Ⅰ『概説イスラーム史』有斐閣、1986年、262-287頁
同「セルジューク朝と十字軍」『十字軍』中近東文化センターシンポジウム報告、1988年、88-99頁
同 「十字軍とモンゴル イスラム世界における世界史像の変化」『世界史とは何か』講座世界史、
1995年、東京大学出版会、19-46頁

国家としての「トルコ」と
民族としての「トルコ人」

496

マドラサ教授の家･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：1
有力者の館 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：1
民家･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：1
宮廷･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：1
異教徒の家 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：1
牧草地 ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：1
不詳･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ･ ：3
カラマン侯国、メンテシェ候国、アイドゥン候国、ジャーンダール候国、イルハン朝のアミール領を
通過
この記述からは、統治権力の分散化と権力にはよらない、別の安全保障組織とネットワークが
あったことがわかる

○アナトリアのトルコ化はゆっくりと進む

西から東へ：オスマン朝とビザンツの領域の近似性
マトラクチ（M±traqchµ）の『両イラク遠征記』（940/1533-942/1536年のスルタン・カーヌーニーの
イラン遠征に同行）
行程上の都市をシェヒル（町）カレ（山城）と記述する
例：ディヤルバクル アーミドのカレ スィヴァス スィヴァスのカレ

○オスマン朝：漢文史料では魯迷国

オスマン朝時代のアナトリア
オスマン朝の高官は、自らを国としての「トルコ」国民とも、トルコ人とも考えてはいなかった
外交使節、大使が「トルコ人」と呼ばれると憤激
自分たちを「オスマン人」と考え、「トルコ人」とは、アナトリアの農民とみなした。しかし、アナト
リアの「トルコ人」にも、自分たちをトルコ人とする意識はなかった
1909年に作られたオスマン朝地図においても現在のトルコ共和国に対応する範囲以外の地域
として、サロニカ、モスティル、コソヴォ、ヤンヤ（イオニア）、クレタ、アレッポ、シリアとベイルート、
バグダード、バスラ、モスル、アラビア半島、地中海諸島、エルサレム、ズール、キプロス、エジプ
ト、ベンガズィ、西トリポリ、チュニス、アルジェリアの諸州と県などを含む広汎な領域があげられ
ている

○トルコ共和国の建国によって、はじめて「トルコ人」の国としての「トルコ」が成立する

その場合の「トルコ」人とはなにか←「アーリヤ人」の焼き直し
アンカラ大学言語・歴史・地理学部

トルコ歴史学協会 国民国家としてのナショナルアイデンティティー創成
トルコ言語学協会 アラビア語、ペルシア語の語彙をトルコ語に置き換える運動
村落名変更委員会 村の名をトルコ語にする
名字の導入

特定研究プロジェクト６
「ヨーロッパの史的展開とイスラーム」
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同「イラン杜会の変容」永田雄三編『西アジア史Ⅱ』、山川出版社、2002年、60-98頁
同 「旅を支える施設と人アナトリアの例」『内陸圏海域圏交流ネットワークとイスラム』、櫂歌書房、
2006年、45-60頁（印刷中）
Ka fesoglu,I. Türk Dünyasi Elkitabi, Ankara, 1979.
イブラヒム・カフェソウル編『トルコ（チュルク）世界要覧』（トルコ語）
Matrakci, Bey±n-i Menazil-i Sefer-i ‘Ir±keyn, Ed.H.G.Yurdaydm, Ankara, 1976.
マトラクチ『両イラク遠征記』ユルアイドゥン編（オスマン・トルコ語）
Hamd All±h Mustawfi Qazwµnµ, Ta’r̄ikh-i Guzµda, Ed.'Abd al-Husayn Naw±'µ, Tehr±n, 1342Kh
ハムド・アッラーフ・ムスクウフィー・カズウィーニー『選史』ナヴァーイー編（ペルシア語）
R±wandµ, R±ha al-Sud≥r wa ∞ya al-Surπr, Ed.M.Iqb±l, London, 1921
ラーヴァンディー『セルジューク朝史』イクバール編（ペルシア語）
Ni√±m al-Mulk, Siy±sat-n±ma. Ed.Dark, Tehr±n, 1346Kh
ニザーム・アルムルク『統治の書』ダーク編（ペルシア語）
Dinawarµ,Kit±b Akhb±r al-Tiw±l,Ed. 'Abd al-Muna'm 'Amir, al-Q±hira, 1960
ディーナワリー『長 し々き情報』アーミル篇（アラビア語）
Ibn Battπta, Rihla, Bayrπt, 1992（アラビア語）
イブン・バットゥータ『大旅行記』家高彦一訳、第3巻、平凡社、1998年

11世紀のビザンツ帝国（左）と15世紀中ごろのオスマン帝国
オスマン帝国が拡大した領域は、かつてのビザンツ帝国の領域とほぼ重なる。
遊牧民政権の伝統の強い東アナトリアヘの拡大は、15世紀後半以降に残された。

特定研究プロジェクト６
「ヨーロッパの史的展開とイスラーム」
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中東における宗教間対話の課題 

日　　時：２００５年５月１９日（木）　14：00－16：00 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

講　　師：ハッサン・アブ・ニマー（ヨルダン王立宗教間対話研究所所長・元国連大使） 

司　　会：森　 孝一（同志社大学大学院神学研究科教授） 

主　　催：一神教学際研究センター 

講演要旨 
 アブ・ニマー氏は、現在彼が所長を務める王立宗教間対話研究所（RIIFS: The Royal 

Institute for Inter-Faith Studies）の活動について述べた。同研究所は、1994年にハ 

サン・ビン・タラール・ヨルダン王国皇太子のよびかけにより、アラブ世界におけるムスリム

とキリスト教徒の相互理解を促進する目的で創設された。アブ・ニマー氏の講演では二つ

の主題が挙げられた。第1は、イスラーム諸国において政治的紛争と専制的な国家支配が

背景になり相互集団間の寛容さが低下していること、またイスラエル‐パレスチナ紛争の根

本にあるのが歴史的・社会的不正義であるということである。第2は、地域における宗教間

対話の挑戦と責務が、地域を越えた危機的状況における宗教の役割に対する無理解との

関連で顕著になってきたことである。 

　近年のアラブ・キリスト教徒人口の減少は、地域における危機的状況の社会的影響を測

る縮図と事例を提示していると同時に、宗教的共存への挑戦をもつくりだしている。日常

生活の複雑で困難な状況は、個人の宗教の所属に関係なく、可能ならばよりよい生活が出

来る環境を求めるか、または、政治やその他の世俗的機構には期待することのできない安

全性やセクト的なシェルターの内にとどまることを強いている。このような多岐にわたる

状況を把握するために、現在の中東のダイナミクスを説明する三つの歴史的元凶が提示

された。 

　アブ・ニマー氏は、第1に1979年のイランにおけるイスラーム革命とその結果としての

イラン・イラク戦争を挙げた。当時のシーア派有力勢力は、イスラームを二分することに重

点をおき、かつまた宗教の名における自己犠牲を導引するために、天国への手段として殉

教を強調した。第2には、1982年のイスラエルによるレバノン侵攻とパレスチナ領占領へ

の反動としての武力闘争運動の高まりである。第3には、これらの一連の結果としての自

爆攻撃行為である。アブ・ニマー氏は、これらがイスラーム的教義の精神や語彙においては

禁じられた自殺にあたり、非難されるとしても、同時に占領と不正義への反応としても見な

ければならないことを強調した。これらの歴史的ファクターを悪化させているのは、市民か

ら公的権利を剥奪し、人々の希望の障害となっている中東のいくつかの国における専制的

政府の支配である。また最近では、9・11事件の悲劇的影響が続いている。 

　これらのファクターは、サミュエル・ハンティントン（しかしバーナード・ルイスが先に提唱

したもの）の「文明の衝突」に不当に強調されているような、イスラームやアラブを生来暴

力的とする欧米のイスラーム・アラブ観に影響を及ぼしてきた。アブ・ニマー氏は、宗教が

どのように地域紛争の触媒として、前述した社会的不正義の多岐にわたる真実を覆い隠す

ような幕となってきたかということを指摘し、本来は宗教的要因から発生したのではない人々

の不正義への反応を悪魔化し、また地域の安全性と宗教的理解に有害な政治を正当化す

ることに加担してきたと述べた。 

　中東における今日の紛争の社会的影響は、地域の異宗教間関係の危機につながる。アブ・

ニマー氏は、三つの一神教徒が混在する環境においてムスリムとして育った自身の経験か

ら、宗教的「寛容さ」の利点と限界を述べた。RIIFSによって進められている宗教間対話や

創始者は、この限界を認識していると彼は言う。将来お互いの真の受容と共存が実現され

るためには、少なくとも二つのことが整備される必要がある。第1には、多様な宗教におけ

るより微妙な差異を理解するために若者を教育することである。第2には、正義に焦点を

あてた、今日の紛争における宗教のステイタスの明確化である。これは、支配的文化に対

する少数派宗教の貢献に関する知識を広めることなどによっても可能である。これらの努

力は、他の宗教と宗教共同体に対する敬意を持ちうるような社会を作る目的のために為さ

れているのである。 

(CISMOR編集補佐　ヴィクター・Ａ・フェッソル） 

プログラム 

1． 挨拶：森　孝一 
2． 講演：ハッサン・アブ・ニマー「中東における宗教間対話の課題」 
3． 休憩 
4． 質疑応答 
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理解しています。そのため、一族、宗教団体、家族、

部族に頼る必要がありません。国が自分たちの安

全を保障してくれることが分かっているからです。

しかし残念ながら、前世紀の中東において、ほ

とんどの地域でリベラルな民主国家は存在しなか

ったと言っても過言ではありません。そして現在も

依然として開発は進まず、民主化も遅 と々して進ん

でいないのです。

その結果、というか、それに加えてと言った方が

いいのでしょうか、ムスリムが多数派を占める中東

諸国のほとんどで、少数派のキリスト教徒が、おそ

らくかつて感じたことのないほどの不安を感じるよ

うになったのです。

そこで、ご参考までに、アラブ諸国におけるキリ

スト教徒の割合をお教えしましょう。ただし、今から

ご紹介する数字はあくまでもおおよその数字です。

ほとんどのアラブ諸国には、そこに住むキリスト教

徒の正確な数を明らかにした信頼できる統計など

ないのですが、とりあえず大まかな数字をご紹介し

ておきますと、まずエジプトでは6％から10％、イラ

クは3％から5％、ヨルダンでは3.2％となっていま

す。このヨルダンの数値は正確なものと思われます。

レバノン約30％、パレスチナ1.4％未満、スーダン

5％、シリア同じく5％、そしてイスラエルでは1.7％

となっています。

さて、ここ数年のパレスチナ情勢、または中東情

勢全般の影響を受けて、これらの数字がどの程度

減ってきたのか、あるいはそもそも変化しているのか

については、データ不足のためにはっきり申し上げ

ることができません。

しかし、中東のキリスト教徒が減少していること

は確かです。彼らの多くがあの地では暮らしていけ

ないと感じ、欧州各国、アメリカ、オーストラリア、あ

るいはもっと住みやすい生活が望めるそれ以外の

国へ移住しているのです。

ここで誤解のないよう申し添えておきますと、ムス

リムも、チャンスがあれば中東を離れたいと思ってい

るのです。しかも、理由はキリスト教徒の場合と全く

同じで、あの地では暮らしていけないと考えているか

らです。他の場所でもっと楽に暮せるのであれば、

そうしたチャンスを見逃す手はないというわけです。

ただしキリスト教徒の場合と唯一違う点は、ムス

リムが中東を離れても、何ら大きな影響があるわけ

ではないということです。と言いますのも、アラブ・

中東地域で多数を占めているのが彼らだからです。

ところがキリスト教徒の数が減少しているという

現実は、中東の社会構造が崩壊しつつあることの

警告として、厳粛に受け止められるべきです。なぜ

ならアラブ諸国（ここでは宗教的表現を使いたくな

いので、「イスラーム諸国」とは呼びません）における

キリスト教徒の存在が、この地の文明にとって常に

欠かせないものであり、歴史の一部だからです。そ

のため、彼らの数が減少することは、アラブ文明そ

のものにとって危険なことなのです。

したがってこれは、何らかの取り組みを必要とす

る重要な問題です。そして中東の指導者の中に、

適切で十分な措置を講じなければ、キリスト教徒

の流出はますます増えていくということにいち早く

気付いた人物がいました。それが、わが国のエ

ル・ハッサン・ビン･タラール殿下なのです。

殿下は、既に1970年代には、キリスト教徒流出

問題に取り組む必要性、さらにはアラブの文化と文

明に対するキリスト教徒の偉大な貢献を認める必

要性を訴えておられました。

殿下はまず、宗教を始めとする各界の指導者達

に対し、当時、ご自分が「宗教間対話」と名づけら

れた対話を呼びかけました。

現在では、数え切れないほどの組織が宗教間

対話に取り組んでいますが、この先駆者がエル・

ハッサン・ビン･タラール殿下なのです。

殿下の呼び掛けは、特に難しい課題への取り組

みを促すものでもありました。すなわち、ユダヤ教

徒との対話です。当時、イスラエルが建国された直

後であり、アラブ人とユダヤ人が断絶状態にあった

中東における宗教間対話の課題
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森教授、そして御臨席の皆様。今日、こうして皆

様とご一緒できますことを、大変光栄に思います。

本題に入ります前に、このすばらしい街、精神性に

溢れた、信仰と歴史の街、京都に私をお招きくだ

さった森教授にお礼申し上げます。

また森教授のおかげで、私は、この由緒ある礼

拝堂でお話しさせていただくという栄誉に預かるこ

とができました。先ほどここに入って参ります時に、

オルガンの曲が流れていましたが、私はそれを聴い

て、50年前、ベツレヘムの学校に通っていた頃の

ことを思い出しました。私が通っていた学校は、聖

誕教会の直ぐ裏手にありましたので、寒い日や雨の

日には、よく近道をして、教会を通って学校に行っ

たものです。教会の入り口から入って裏口に抜け

るたびに、いつも祭壇が目に入りましたが、その時、

よく流れていたのが先ほどの曲なのです。

私はその学校を1955年に卒業し、ベイルート・ア

メリカン大学に進学しました。この大学は、アメリカ

合衆国のキリスト教伝道団体によって19世紀に設

立され、当初はシリア・プロテスタント大学(Syrian

Protestant College)と呼ばれていましたが、後に、

現在の名前に変わりました。在校生は大学の歴史

あるチャペルで行われる礼拝に、週に2回、出席

することになっていました。その礼拝の時にも、先

ほどの音楽が流れていたことを覚えています。

最初にこのような思い出話をさせて頂きましたの

も、50年前の当時ですら、ムスリムは宗教の違いな

ど気にしていなかったことを思い出したからです。

当時、ムスリムは、自分がキリスト教徒やユダヤ教

徒とは別の人間だと感じていなかったのです。アメ

リカン大学はベイルートにありますから、当然、様々

な宗派の学生が集まってきます。ムスリムもいれば、

キリスト教徒もユダヤ教徒もいました。私はムスリム

ですが、学生時代の4年間、週2回の礼拝に出席

することに何の違和感も感じなかったのです。

このことは、当時の人々が平和に共存していた

ことの一つの証です。しかし、それと同時に、その

後に発生し、今や耐え難いほどまで悪化した状況

が、決して宗教的な要因によるものではないことの

証拠でもあるのです。そこで今日は、このテーマで

話を進めさせていただきたいと思います。

現在の状況は、ムスリムがキリスト教徒に敵対し

ているわけでも、キリスト教徒がムスリムに敵対して

いるわけでもありません。また、ムスリムとキリスト教

徒が共にアラブ人である場合には、彼らがユダヤ

教徒と敵対しているわけでもないのです。人間は

身の危険を感じると、以前の状態に逆戻りして、自

分の属する共同体という殻に閉じこもってしまうも

のです。現在起こっているのは、単にそういうこと

なのです。

おそらく、様々な要因が絡み合った結果、ムスリ

ムはイスラームに、そしてキリスト教徒はキリスト教に、

それぞれの救済を求めるようになったのでしょう。

そのために、宗派の違いがこれまで以上に浮き彫

りになったというわけです。

リベラルな民主国家では、すべての国民がその

国の法律によって保護され、自らの権利と義務を

中東における宗教間対話の課題

ヨルダン王立宗教間対話研究所所長・元国連大使

ハッサン・アブ・ニマー
Ambassador Hasan Abu Nimah
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ことなのです。

私達は、より良い教育を通じて、ムスリムであるこ

と、あるいはキリスト教徒であるということの意味を

人々に理解してほしいと願っています。ヨルダンには

ムスリムとキリスト教徒しか住んでいませんが、中東

の他の国にはユダヤ教徒も住んでいます。つまり私

達は、ムスリムであるからといって（神を礼拝する方

法や、神に真理を求める方法は違うかもしれません

が）、他の宗教の信者よりも優れているとか劣って

いるというわけではないということを、教育を通じて

若い人達や子供達に伝えることができるのです。

この点に関して、非常に単純ではあるけれど、

時に、いや常に私たちが思い出すように努めなけ

ればならない一つの事実があります。

その事実とは、たとえば私が、「お前はなぜムスリ

ムなのか？」と自問した時に、「両親がムスリムだった

からで、他に選択肢がなかった」と答えるということ

です。この神聖な場所にお集まりの方々は別にして

も、世界的に見ると、私のように答える人がほとんど

ではないでしょうか。親から受け継いだ信仰を後に

なって自分の意志で変える人は皆無に近いのです。

今更言うまでもないことですが、世界の三大一

神教において、美徳とされていることはほとんど同

じです。また、悪徳とされていることや禁止されて

いることも、ほとんど同じなのです。

私はクルアーンだけでなく、新約聖書も旧約聖書

も読みますが、これらの聖典を読むたびに、三大

一神教のルーツは同じだという思いを強くします。

私が通った地元の村の小学校では、イスラーム

こそ唯一の正しい宗教なのだと教えられました。他

の宗教はみな間違っているというのです。その頃

の私はそれを信じていました。

その後、ベツレヘムの中学校に進学しましたが、

ベツレヘムは、キリスト教徒とムスリムが共存する街

です。私の村にはムスリムしかいませんでした。中

学校の宗教の授業では、生徒の過半数がムスリム

という場合、キリスト教徒の生徒は教室を出て、他

の授業を受けるように言われました。逆にキリスト

教徒が過半数を占めた場合は、ムスリムが教室を

出て、他の授業を受けるのです。

村のあの小学校の教師が、今、何を教えている

のか分かりませんが、以前と同じことを教えている

としても、私は驚きません。また、クラスで少数派に

なったキリスト教徒やムスリム教徒が宗教の授業を

受けられないのは、他のどこの学校でも同じでは

ないかと思います。しかし、宗教の授業になっても

教室を離れず、自分の信仰と違う宗教について学

ぶ方がいいのではないでしょうか？今の私に言え

るのは、宗教を学校で教える場合、宗派を問わず

すべての生徒に宗教について教え、それに関する

正確で客観的で、しかも科学的な知識をすべて身

につけさせるのが一番だということです。

宗教の授業を廃止した国もあります。アメリカ合

衆国も、そうした国の一つだと思います。このような

方針の是非は分かりません。しかし、方法を誤らな

ければ、学校で宗教を教えることは必ずしも悪いこ

とではないと私は思っています。信仰が私達の存

在と切り離せないものだという点については、皆様

にも納得していただけるものと信じています。

何も信じない人、何に対しても信仰の念を抱か

ない人などいないでしょう。つまり宗教は、私達が

神との関係において実際に信仰の念を示す方法

なのです。

もし、信仰を持っていることにおいて同じであるな

ら、たとえ神を崇拝する方法や神の教えを受ける方

法は違っても、お互いを拒絶したり、認めてはならな

いということはないはずです。中東では、過去60年

間にわたって政局が混乱したため、人々は宗教に

救いを求めるようになりました。私は、これ自体を嘆

かわしいことだとは思いません。なぜなら、先ほども

お話ししましたが、宗教、さらに言うなら信仰は、私

達の存在と生活に欠かせないものだからです。

しかし、信仰を持つと言っても、純粋にその教え

を信じ、その教えを積極的に、また建設的な方法で
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ことを考えれば、これは非常に大きな、また勇敢な

試みでした。

殿下のお考えは、パレスチナでの出来事やシオ

ニズム運動が、すべてのユダヤ人が原因だと考え

てはいけないというものでした。なぜなら、世界中

のユダヤ人がこの運動を支持していたわけではな

いからです。

また、ユダヤ人に対する固定観念に警鐘を鳴ら

し、アラブの知識人、およびキリスト教やイスラーム

の指導者達に、ユダヤ教指導者との対話の扉を開

くように呼びかけられました。宗教指導者同士の対

話が政治的緊張を緩和し、政治的和解に向けた

土台作りに貢献すると考えたからです。

その後、宗教間対話という試みは盛んに行われ

るようになり、キリスト教、イスラーム、そしてユダヤ教

の指導者などが一堂に会した会議が、ローマ、ジュ

ネーブをはじめとする世界各地で開かれています。

さらに殿下は、1990年代初めに、キリスト教研究の

専門機関を早急に設立する必要性に気付きました。

殿下によれば、西側諸国には、イスラームや東洋

文化の研究機関が多数存在するにもかかわらず、

中東、つまりアラブ地域にはキリスト教の研究機関

が一つもないのです。殿下は、こうした研究機関の

設立を思いたち、その結果、1994年に誕生したの

が、ヨルダン王立宗教間対話研究所(RIIFS)です。

この研究所の歴史については、お手元のプログラ

ムで簡単にご紹介しております。
RIIFSは、1994年、つまり今から11、12年前に

活動を開始した組織で、そもそもの目的は、文学、

研究、知的活動、教育、報道、政治をはじめ、その

他の数多くの領域におけるアラブ文明へのキリスト

教の貢献の歴史を明らかにすることにありました。

この目的に関しては、過去10年間における講義、

ワークショップ、シンポジウム、セミナーの開催や書

物の出版を通して、かなりの成果を上げることがで

きたものと自負しております。

最近では、キリスト教徒による貢献、および前世

紀に特筆すべき功績を残したキリスト者を網羅した

人名辞典の第1巻を刊行しました。現在は第2巻の

刊行に向けて準備を進めています。また、これとは

別に、中東およびアフリカ諸国におけるキリスト教

に関する本を、数冊、出版しております。これらの

出版物に関しては、本日のプログラムでお知らせし

ましたRIIFSのウェブサイトでご覧頂けます。
RIIFSでは、紀要も英語版を年2回、そしてアラ

ビア語版を年4回刊行しております。これら紀要で

は、主に宗教間会話に関する研究と、中東史にお

けるキリスト教の貢献の意義に関する研究を取り

上げています。

これは読者の反響とフィードバックを見た結果と

して、申し上げられることなのですが、私どものこう

した活動によって、キリスト教徒に大きな変化が生

まれました。中東地域への自らの貢献を知った彼

らは、自分たちの存在の大きさに気付き、自分達が

この地域に住み、この地域の一員であることを実

感するようになったのです。かつては多くのキリス

ト教徒が失望感を抱き、他の場所に救いを求める

しかないのではないかと考えていました。

将来に向けて、RIIFSでは更に大々的な計画を

検討しております。その一つは、教育に影響を与え

る活動の実践です。ムスリムは、自分の宗教だけで

なく、他の宗教を理解することで寛容の精神を実

践することができる、というのが私達の信念です。

ファナティシズム（狂信）は、たとえどこで起ころうとも

決して健全なものではなく、むしろ異常なものです。

真の信仰を持つ者がファナティックであることなどあ

りえないのです。なぜなら両者が両立するはずな

どないのですから。

ところで、「Tolerance
許容

」はよく使われる言葉です

が、殿下が警告するように、「受け入れられないも

のではあるが、度量は大きいので許容する」という

意味もあるという点で、あまり好ましい言葉とは言え

ません。殿下が意図しているのは、私達がお互い

を許容するのではなく、受け入れ、敬い、理解する
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ムが暴力的な宗教だという印象が定着しました。

他にも大きな出来事が二つありました。一つ目は、

皆さんもよくご存知の、9・11同時多発テロです。

2001年にアメリカ合衆国で4機の旅客機がハイジャ

ックされ、3機がニューヨークの世界貿易センタービ

ルのツインタワーとワシントンのペンタゴンに激突し、

さらにもう1機がペンシルヴァニアで墜落したのです。

ハイジャック犯全員がムスリムだったことが明らか

になり、イスラームとその信者のイメージはますます

低下しました。ムスリム、つまりアラブ人のムスリム

がなぜこれほどの暴力行為に走ったのか、それを

客観的に分析しようとする動きは起こりませんでし

たし、そうした分析が許されるような状況でもありま

せんでした。こうした暴挙を正当化させないために

も、客観的分析がなされるべきだったのです。なぜ

なら、いかなる状況でも、あのような行為が許され

るはずはないのですから。

一部のムスリムがなぜあのような行為に及んだの

か、その理由を分析する必要があったと思います。

また、こうした問題にどう対処すべきかについて、客

観的なデータを基に検討することも必要でした。もち

ろん、あの日の惨事を引き起こした張本人達は、多

くの人命を奪い、自らの命も絶ってしまいましたから、

彼らが何を思ってあの犯罪を計画し、実行に移した

のかも、今となっては知ることができません。

しかし、レバノンのヒズブッラーや、パレスチナの

ハマースおよびイスラミック・ジハードが、なぜ戦い

続けるのか、他国から非難される行為を続けるの

か、その理由は分かっています。彼らがレバノンで

は攻撃を受け、パレスチナでは占領下に置かれた

からです。こういう言い方もできるかと思います。す

なわち、私達は彼らの取った方法には反対します

が、少なくとも、彼らが明らかに許されない行為に

走った理由は分かります。

アメリカの著名な思想家達は、「テロとの戦い」に

勝つため、言い換えるなら世界からあのような残虐

行為を撲滅するために役立つ分析をせず、「文明

の衝突」という概念を提唱することで、この問題の

本質を見えなくしてしまいました。

「文明の衝突」という概念を初めて提唱したのは

サミュエル・ハンチントンではなく、著名なイスラー

ム・中東史の専門家、バーナード・ルイスです。

近年、彼は多くの著書や論文を発表しています

が、その中で現在の状況については、西側諸国に

対するムスリムの復讐だと分析しています。歴史上

の地位を西側キリスト教社会に奪われたことに対す

る復讐だというのです。彼によれば、暴力はイスラ

ームとアラブ文化の本質を成すものだと言うのです。

ルイスのこの主張が正しいとするなら、この世に

アラブ人とイスラームが存在する限り、暴力とテロが

なくなることはないということになります。もちろん、

これが正しいはずはありません。論理的でも合理

的でもありませんし、現実的でもないと思います。

以上、私が皆さんにお伝えしたかったことが、おわ

かりいただけたでしょうか。最後に、私が言いたかっ

たことを簡単に要約させていただきたいと思います。

中東が様々な問題を抱え、政治的混迷に宗教

が関与するようになった発端は、この地に深刻な

不正義をもたらした最近の状況にあるのです。

宗教間対話を提唱する者として、私達は、二つ

の方法でこの問題に取り組む必要があります。一

つは、この問題に関するルイスのような誤った認識

を改めることです。ある程度の正義が回復されれ

ば、宗教問題も、さらには私達の抱える問題に宗教

が関与することもなくなるはずです。

もう一つは、現在よりも未来に関するものですが、

子供達に適切な教育を施すことです。具体的には、

宗教は、方法こそ違え、同じゴールを目指している

ということを教えるのです。

つまり、一方で現在と過去の問題に取り組みな

がら、もう一方で、より良い、より平和な未来を目指

す必要があるということなのです。

ご清聴、誠にありがとうございました。
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実践する場合と、目の前の問題を解決したいがため

に宗教に救いを求める場合では大きな違いがあり

ます。宗教は薬ではありません。そして、たとえ薬だ

としても、応急薬のような存在ではないのです。

現在、特に西側諸国では、多くの人々が、宗教、

とりわけイスラームを、信仰を実践する手段ではな

く、厄介な問題だと思っています。

こうした人々は、ムスリムと言えば、アラブ人を思

い浮かべ、アラブ人と言うと、イスラエルに敵対して

いると考えます。そのため、ある単純な事実を見落

としてしまうのです。その事実とは、アラブ人の中に

もキリスト教徒はいるものの、彼らは、イスラエルの

不当な行為に対して、ムスリムのアラブ人と同じよ

うに憤慨しているということです。

今日は、政治の話を極力避けてきたのですが、

近年、宗教が槍玉に挙げられている理由をわかっ

ていただくうえで、政治的背景について少しご説明

させて頂きたいと思います。宗教が注目を浴びる

ようになった要因としては三つあります。一つ目は、

1970年代後半にイランで起こったイスラーム革命の

結果、ホメイニー師による聖職者支配が始まったこ

とです。ホメイニー師がイランに宗教政権を樹立す

ると、8年にわたるイラクとの戦争が勃発します。こ

の過程で、ムスリムの中でシーア派が台頭するよう

になります。それまでは宗派にかかわらず、イスラー

ムの信者がすべて、ムスリムと呼ばれていましたが、

ここにきて、シーア派とスンナ派の違いが意識され

るようになったのです。

その結果、中東の他の国でも、シーア派が大き

な力を持つようになりました。たとえばレバノンでは、

シーア派が大きな政治・宗教勢力となっています。

最近、戦争終結後のイラクでも、多数派を占め

るシーア派が、政治と宗教において大きな力を持

つようになりました。

1982年のイスラエルによるレバノン侵攻の際、イ

スラエルの侵攻と一時的占領に対する抵抗運動の

先頭に立ったのがシーア派で、ヒズブッラーはこうし

た状況下で結成されたのです。

1991年のマドリード中東和平会議で始まった中

東和平プロセスが、占領下のパレスチナで起こった

2000年の暴動で頓挫した結果、また、1987年にパ

レスチナで最初に抵抗運動が始まったことを受け

て、ハマース、ジハード・イスラーミーヤ、そしてヒズブ

ッラーといった名前で知られるイスラーム原理主義

組織が誕生しました。

1980年代、イラクとの8年にわたる戦いの中で、

イランは兵士の信仰心に訴えました。このことから、

西側諸国ではある説が広まりました。すなわち、最

前線に地雷除去機の代わりに駆り出されるイラン

の子供達は、そうやって死ねば天国に行けると吹

き込まれ、洗脳されているというのです。

こうした誤解に拍車をかけたのが、1982年、イス

ラエルのレバノン侵攻を受けて生まれた自爆テロ

という現象です。

レバノンで初めて自爆テロを決行したのは、キリス

ト教徒の少女でした。しかし西側諸国では大多数

の人が、ムスリムが自爆テロを決行する理由はただ一

つ、殉教者として天国に行くためだと信じています。

ここでお話ししておかなければならないのは、イ

スラームにおいて自殺は許されないということです。

自ら命を絶つ者は天国に入れません。自殺は「ハ

ラーム(haram)」、つまり禁止行為であり、罪なので

す。自殺は罪深い行為とされています。ですから、

自殺した上に一般市民の命を奪うのは、二重の罪

を犯すことになります。まず何よりも、自殺はムスリ

ムにおいて罪とされていますし、無関係な一般市

民を攻撃することも罪であり、それと同時に法律で

禁じられた行為だからです。いかなる状況であれ、

真のムスリムが、自殺によって天国に行けるなどと

説くはずはありません。たとえ正義のためであれ、

自殺は許されないのです。

イラン・イラク戦争、1982年のイスラエルによるレバ

ノン侵攻、パレスチナにおける抵抗勢力の誕生とい

った様 な々要素が重なって、西側諸国では、イスラー
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イスラームの宗教性―日本人の宗教観と比較して― 

日　　時：２００５年６月１８日（土）　14：00－16：00 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

講　　師：小田 淑子（関西大学文学部教授） 

コメント：三宅 威仁（同志社大学神学部助教授） 

司　　会：中田 　考（同志社大学大学院神学研究科教授） 

共　　催：一神教学際研究センター、日本オリエント学会 

講演要旨 
　小田氏は宗教学を専門とする立場からイスラームについて、そしてイスラーム理解から

見た日本における宗教について論じた。同氏は講演に先立ち、宗教とは何らかの儀礼を持

ち、それが世代を超えて伝承されているものと定義した。 

　小田氏によれば、イスラームは一般に日本人には理解困難な宗教であると言われるが、

これには宗教観の相違に起因する２点の理由があるという。第１に、日本人が宗教とは苦境

においての救いや希望を与えてくれるものという理解に立っていることにある。イスラー

ムは基本的に「健全な社会人の宗教」であり、救いや癒しを主たる目的としない。第２には、

上座部仏教になじみの深い日本人には、宗教的戒律自体に嫌悪感があることである。イス

ラームには全信徒が従うべき規律が存在し、またそれの規律が極端な禁欲をといたもので

もなく、余計に理解を困難にさせている。 

　次に小田氏は、イスラームに特徴的な以下の４点などを紹介しながら、さらに日本の宗教

やキリスト教についても言及した。 

１）クルアーン 

　イスラームの聖典クルアーンは、預言者を通じて示された神の言葉そのものである。ク

ルアーンでは、まずなぜイスラームを信じなければならないかという根拠が示される。具

体的にはイスラームにおける世界観、神による創造、ユダヤ教、キリスト教の諸預言者につ

いて述べられる。そして、さらに信徒の規範も列挙される。キリスト教以外の啓示宗教につ

いては、ほとんど新興宗教しか見ていない日本人には、啓示も預言も分かり難く奇異なも

のに解釈される傾向がある。 

２）原罪 

　イスラームでは原罪を認めていない。他の宗教から見ると楽観的にとらえられがちであ

るが、イスラームは厳格な終末論を展開する。このことは逆に現世の罪を楽観視していな

いからであると言うことも可能である。 

 

３）ウンマ 

　イスラーム信徒の共同体「ウンマ」とは、宗教的共同体であると同時に生活共同体でも

ある。日常生活にも関与することから、宗教的共同体に政治的な意味が付される。宗教的

共同体のリーダー（カリフ）が現世的な事柄も運営を委任されたのはこのためである。し

かしウンマはキリスト教の教会のような整備された組織ではなく、具体的な制度も持たな

いために把握が困難なこともある。 

４）シャリーア 

　シャリーアはイスラームにおける法的規範一般であるが、個々の信徒をイスラームに沿

った生き方へと導く「道」のようなものという解釈の方が事実に即している。イスラームに

従って生きるとはどのようなことかを、具体的に示しているのがシャリーアである。また、シ

ャリーアが活きていることがイスラーム世界を成立させてきたとも言え、イスラーム世界

はその意味では法治世界である。 

５）適応性 

　一方で、イスラームは現実主義に適応する側面も持っている。イスラームが拡大・浸透し

ていった地域においては、現地の事情や歴史的変化に柔軟に対応してきた足跡が見られる。 

　コメンテーターの三宅氏からは、比較宗教の枠組みとしてのイスラームと日本における

「宗教」の対比に疑問が提起された。また、ムスリムの心情における理念と行動の一致や、

イスラーム世界における呪術的要素の有無に関しても質問がされた。 

　この日の来場者は、約150人であった。 

(COE研究指導員　中村明日香） 

プログラム 

1． 挨拶：中田　考 
2． 挨拶：森　孝一（一神教学際研究センター長） 
3． 講演：小田淑子 
4． 休憩 
5． コメント：三宅威仁 
6． 質疑応答 
7． 挨拶：上岡弘二（日本オリエント学会会長） 
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イスラームの宗教性
――日本人の宗教観と比較して――

宗教の定義は何か。理科系の方に話をすると

「定義もせずに宗教を説明するとは何事だ」と言わ

れることがあります。宗教の定義は不可能に近い。

逆に言うといくつもあるということになります。そん

ないい加減なものかというと、いい加減なものなの

です。唯一の正しい定義はありませんが、ある程度

宗教を包括的に説明することはできます。どんな宗

教でも非常に上手な形で「人間が有限であること」

を教えている。何もキリスト教の「原罪」というあり

方だけではなく、初詣で「今年が無事な一年であ

りますように」「稲が実りますように」と祈ることも、

人間の力だけでは何事もなし遂げられないことを

分かっている人々がする行為である点で、宗教だ

と言える。そういうふうに考えます。仏教に近い方

の中には「宗教はほとんど思想に等しく、高度な哲

学思想に近い。どこが違うか」と言われますが、私

の考えでは、宗教である限り、何らの程度の儀礼

を持つ、儀礼を重視する宗教と、儀礼がほとんど

ない宗教もありますが、最小限の祈りを持っている。

また、宗教は不思議なことに、世代間伝承をする、

これが哲学との大きな違いです。プラトン学派の哲

学が子々孫々つながることはない。宗教は一旦出

発すると、天理教でも大本教でも、なぜかわからな

いけど子どもに伝わっていって、教団という形で存

続する。これが宗教のあり方だと思います。

宗教の場合、特にイスラームの場合、歴史の現

実の中でテロをやったのがイスラーム教徒だったと

いう事実があります。しかし今日お話するのは主に

イスラームの理念の面です。イスラームとはどういう

宗教か。その理念を破るような現実はいろいろあり

ます。それはどの宗教でもお互い様です。仏教の

理想も、思想で見ていくのと現実で見ていくので

は、大きくズレます。キリスト教でもそうです。宗教

の歴史的な現実と理念、これはどちらも大事だと考

えています。理念だけを見ることも間違いですが、

歴史現象だけを見て「ほら、イスラームは」という反

応はフェアではないと考えています。

そういう立場で、日本人の宗教観、イスラームを考

えながら気がついたことをお話したいと思います。

私は日本宗教の専門家ではありませんが、学生たち

に教える時に「宗教についてどう思うか」と受講動機

のアンケートをとったり、近所の人や友だちと話した

ことなどがデータです。いろんな人も日本の宗教に

ついて書いています。「あなたの宗教は何ですか」と

日本人に聞くと、かなりの人が無宗教や無信仰だと

言い、「私は宗教には関係ありません」という答えが

かなり多い。続いて「あなたの家の宗教は何ですか。

お寺はありますか」と聞くと「家の宗教、お寺はあり

ます。お墓参りと法事はします」と答えます。「お正月

に初詣にも行きます」と答える。死者の儀礼と初詣

や地域のお祭りを実践していても、「ではあなたは宗

教的なのですね」と言うと「違う」と言うのです。「日

本人の宗教」と言葉として問われた時にイメージす

ることと、現実に宗教にかかわっていることのズレが

大きい。それは一体何なのか。日本人が「墓参りや

初詣には行っているが、私は宗教的ではない」と考

えている。なぜそれを宗教とは思わないのか。学生

にも言いますが、テレビで何百万人が伏見稲荷や

明治神宮にお参りしたという報道を、日本人以外の

人が聞けば、「日本人は宗教的だ」と考えるはずです。

それにもかかわらず、日本人が「私は宗教的でない」

と言う時の宗教とは何なのでしょうか。

私の実感としての、一つのとらえ方ですが、日本

人が宗教に持つイメージには二つあって、プラスと

マイナスの両極端です。プラスイメージは釈尊、道元、

親鸞でもアッシジのフランシスコでもイエス・キリスト

でもいいのですが、非常に優れた宗教者のイメー

ジが強い。「私は到底そんな人物にはなれない」と

いう意味で「宗教的ではない。宗教的な世界には

入れない」というとらえ方です。もう一つは、この頃

下火になっていますが、オウム真理教の事件の時

などに「怪しげな宗教にはまる人」という言い方で、

マイナスイメージです。「私は健全な社会人だからそ

ういうものにははまらない」という自負があるのです。
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ご紹介がありましたように１０年ほど前、同志社大

学でイスラームを少し教えたことがあります。

１時間ということでイスラームについて何程のこ

ともお話できませんが、レジュメと地図を用意してお

りますので、後で参考に読んでいただければと思

います。私の話はイスラームの基本教義が中心に

なりますが、ごく簡単に、現代にも少し触れるつも

りで話していきたいと思います。

比較宗教学、または宗教学と言ってもいいので

すが、イスラームを研究する時、私自身は宗教学の

立場で研究を続けてきました。宗教学はあらゆる

宗教を研究対象としています。歴史的な諸宗教は

多様で、しかもそれぞれが多面的です。一神教と

多神教、民族宗教と世界宗教、いろいろな宗教が

あるわけです。社会問題に積極的にかかわる宗教

もあれば、隠遁を要求する宗教もある。それらが異

なっても、なぜ共に宗教と言えるのだろうか。宗教

とは何なのか。また、どんな宗教であれ、宗教とと

もに生きてきた人間とは何なのか。これらの問いを

考えていくことは大事だと考えています。このような

宗教学の立場からイスラームを研究していく中で、

私は日本の宗教については素人ですが、年々私の

中で日本とは一体何だろうという疑問が生じてきま

した。そういうところから少し比較をしてみたいと思

います。イスラームから「宗教というものはこういうも

のだ」と考えていった時に「日本の宗教性とは何だ

ろう」と逆に見えてくるものがある。日本で生活して

いると気づきませんが、違う宗教と比較することで、

日本の宗教の問題点に気づく、これが比較の面白

さだと私自身は思っています。

宗教は個人の生き方のバックボーンだと言われ

ますが、ある意味で価値観です。自分にとって真

理であるものを、他者が、違う宗教をどうやって理

解できるか。宗教学が成立した時からずっと問われ

続けてきたのですが、「他人の宗教を理解できるの

か」という問題です。因みに私はイスラーム教徒で

はありませんので、日本でよく言われることがありま

す。「イスラーム教徒でないあなたにイスラームの何

が分かるのか」。信者でないから分からないことは

たくさんある、正直にそう思います。けれどそれだ

けで諦めると、他者の宗教を理解することが、そこ

で閉ざされるわけです。信仰しない立場でも理解

することは可能であり、それが現代のような時代に

おいて大事なことなのではないか。私はそういうふ

うに考えています。

異質な宗教を客観的に研究する。客観的研究と

いうと聞こえはいいのですが、「何が客観的なのか」

と問われると、なかなか難しい。自然科学のような

客観性というわけにはいきません。たとえ自分の感

覚からすると合わない、嫌いだ、よくそんなものを信

じていられると感じる宗教であっても、それも人間の

精神の豊かさだと認められること、自分の信仰とは

違う、自分はとても信じられない、そのような行動は

できない、けれどもその宗教を信じている人たちに

とって、それが大事なのだ、そういう意味で豊かさを

理解できるとすれば、それが宗教研究の客観性と

いうものの一つのあり方ではないか。それが、私が

考えている外部からの客観的な研究です。
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イスラームの宗教性
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もので、祖先崇拝もあるし、氏神さんも生きていると

思います。そういうところに突如、一神教が起こって

くるのがイスラームの場合です。

イスラームの預言者はムハンマド（５７０年頃～６３２

年）です。彼自身、ジャーヒリーヤの世界に生まれ育

ちました。それを常識として育ったムハンマドが４０歳

頃に、突如、神の言葉、啓示を受けます。預言者に

なる、選ばれる。旧約聖書、ユダヤ人の聖書にある

ように、ある日突然、神が人を選んだのです。神が

人間に言葉を伝えようとする時、神が姿を表したり、

天から声が聞こえることはなく、必ず人を介する。そ

の時に必要な道具として、神は預言者を選ぶので

す。なぜムハンマドが預言者になるのかはわかりま

せん。仏教の場合は、仏陀は老人を見たり、病人

を見たりして、若い時にすでに「自分は病むのだ、

死ぬのだ」ということに気づいて求道の生活に入り、

悟りに至る。それは我々にもわかりやすい宗教への

道ですが、一神教の伝統の預言者は、必ずしも自

分が何かを求めいって預言者になるのではなく、突

然降ってわいたように神の方から「預言者になれ」

と言われる。本人にもわからないような体験で始ま

るのが一神教の多くの場合です。ムハンマドもそう

でした。ジャーヒリーヤに生まれ育って、それをあたり

まえの価値観だと思っている人間にとって、唯一な

る神アッラーという名前を聞かされてもアッラーが誰

であるのか、その時にはわからない。そういう状況か

ら宗教は始まるわけです。啓示を受けたムハンマド

自身、最初は何が何だかわからなかった。身近なと

ころでは大本教の出口なおも、ある啓示体験、つま

り神がかりになった時、自分に何が起こったのかわ

からなくて、神おろしをした。妙なものに取り憑かれ

たから下ろしてもらうおうと思って拝み屋さんのところ

に行く。拝み屋さんに向かって、出口なおは「下ろし

てもらいたい」と頭を下げているのに、出口なおの

口から「失礼なことをするな、無礼なことをするな」と

いう声が出るわけです。本人にも何が何だかわから

ない、自分でコントロールできない体験が始まりです。

「だから宗教なんて」と思われるかもしれませんが、

宗教の始まりは不思議で神秘としてしか言いようが

ないところがあります。

イスラームの預言者の場合、ムハンマドに下った

啓示を書き留めたものがコーラン、正確にはクルア

ーンと言い、「読誦、声に出して読むべきもの」とい

う意味ですが、ここではコーランとしておきます。コ

ーランはイスラーム教徒、つまりムスリムにとって神

がアラビア語で語った言葉です。具体的にはムハ

ンマドという一人の男を介してその言葉が皆に聞

かれた。けれども一番大事なのは、コーランは神自

身が直々にアラビア語で語った言葉だということで

す。ムスリムにとって「コーランの著者は預言者ムハ

ンマドではなく、神」です。あえて比較するなら、す

でにアメリカの宗教学者W.C.スミスが言っています

が、「コーランは、キリスト教のイエス・キリスト自身の

人格に匹敵する。」それほどイスラーム教徒にとって

コーランは神聖で大事なのものです。最近、ニュー

ズウィークがアメリカでコーランをトイレに流したとい

うニュースを報道して、反米運動が一気に盛り上が

っていますが、その理由はこの点にあります。もう

一つ付け加えると、仏教では不立文字と言い、日

常でも日本人はよく「言葉だけ」という言い方をしま

す。言葉が出る前の心が大事で、言葉を軽く考え

がちなところがあります。ところが一神教というのは、

神が言葉を発したその言葉の重さ、発せられた言

葉が重いのです。日本人、あるいは仏教の場合、

言葉になる前の、言葉が出てくる源の心を重視し

ます。そこに違いがあるので、その意味で日本人に

は、日本の文化では啓示の重みが本当に分かって

いないのではないかという気がします。

預言者ムハンマドとイエス・キリストとの大きな違

いは、ムハンマド自身、救世主でも神の子でもない

ことです。人々を救済する権限はムハンマドにはな

いということになっています。しかしながらムハンマ

ドは宗教的体験を持った人でありますし、イスラー
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健全な常識人には宗教はいらない、宗教がないこ

とが日本では堂 と々表明でき、恥ずかしいことでも

何でもない。戦後は宗教教育をやってこなかった

わけで、「宗教的であるということを言うことが気恥

ずかしい」というのが、日本の社会にあるのではな

いかと思います。

イスラームは健康な社会人の生活を宗教の場と

考える宗教です。その点でも日本人との考え方のズ

レが非常に大きいと思います。もう一つ日本人の特

徴を言いますと、宗教を病や死との連想で考える。

歴史上にも身近な人が死んだ時に出家した人は山

ほどいます。そして、今の日本人も気持ちの上では

それが理解できるのです。ところがイスラーム教徒に

親が死んだから宗教的になるという説明をしても、分

からないのです。「死や病がきっかけで宗教へ」とい

うことは、イスラームの場合、ありません。それは日本

人とイスラーム教徒との宗教観の大きな違いだと思

います。日本人の宗教観には仏教の影響が強いら

しく、出家のイメージも強いですね。これも不思議で

す。厳密な意味での出家者は日本では非常に少な

い。タイの仏教では今でも出家制度が守られていま

すが、日本ではほとんど残ってない。それなのに、

宗教と言うと「出家的な、世間を離脱したところ」と

いう考え方が強いのは何だろうと私は考えています。

このような日本人の宗教観からすると、イスラーム

は分かりにくくても仕方がないでしょう。イスラームは、

日本人が一番苦手としている、社会生活、普段の生

活の中に宗教を認めている宗教だと思います。日本

人の宗教性の特徴として、一神教嫌いがあるような

気がします。日本は基本的に多神教で、あちらにもこ

ちらにも神様がいるのが普通です。もう一つ、イスラ

ームを理解する時の入口のバリアになっているの

が、戒律嫌い。日本人の歴史の中で宗教は厳しい

戒律を課してこなかったために、戒律が分からない

のです。日本の仏教は出家者には厳しい戒律を課

したし、比叡山では今日でも千日回峰という修行を

やっている人はいます。しかし、在家の信者にとって

宗教的に食べられないものがあるという感覚は日本

人にはわかりません。大乗仏教、とりわけ浄土系で

は信心が中心で、厳しい行を課さなかったために、

１日５回のお祈り、断食などを聞くだけで日本人は拒

絶反応を起こしてしまう。それは全く戒律がないとこ

ろで育った日本人にとって、宗教的な戒律に従うこ

とは時代錯誤であり、「なぜそんなことができるんだ

ろう」という素朴な疑問だと思います。イスラームのよ

うに、生活様式が戒律に従っている中で物心がつ

いていく場合、日本人が思うほど難しいことではなく、

それをあたりまえのこととして受け入れていきます。

そういうことを前提にしてイスラームの話をしていきた

いと思います。

イスラームの成立は７世紀ですが、この当時、サ

サン朝ペルシャという帝国がありました。現在のイラ

ンです。そして今のトルコ、ギリシャのあたりにはビザ

ンツ、東ローマ帝国がありました。イスラームが起こっ

てくるアラビア半島、現在のサウジアラビアにメッカ

がありますが、そのあたりはビザンツとササン朝ペル

シャどちらの影響も及んでいなかった。イスラーム以

前のアラブ社会をジャーヒリーヤ（無知・無道の時代）

と呼んでいます。イスラームから見ると、イスラーム以

前は啓示による知識がなく、シャリーアという道も神

によって与えられていなかった野蛮な時代を意味す

る蔑称です。では、無知・無道の時代に何も宗教

がなかったかと言うと、これはそうではない。アラブ

人たちはアラブ人たちの部族社会の中で生きてい

たわけで、そこにはそれなりの宗教と社会倫理もあ

りました。それは簡単に言いますと、祖先崇拝と部

族の守護神を崇拝する多神教です。多神教と言っ

ても、そこにある神様を全部拝みまわることではあり

ません。自分の祖先と自分の部族神を崇拝するだ

けですが、他に神がいても構わないのが多神教で

す。自分が拝む以外の神がいても平気だというのが

多神教です。部族の守護神は土や石でつくられた

偶像を持っていた。そういう宗教を生きていたので

す。ある意味では日本はまだジャーヒリーヤみたない

512



イスラームの宗教性
――日本人の宗教観と比較して――

イスラーム法が出てくる元になる儀礼、お祈りをす

る、断食をするなどについて簡単に書いてあります。

結婚、相続、銭金の問題もコーランの中に書いてあ

ります。ムハンマドへの啓示というところに含めれ

ば、一応、コーランの内容を、このように分けること

ができるだろうと考えられます。

ムハンマドが伝える啓示は、ジャーヒリーヤを生

きていたアラブ人たちに「お前たち、今までの生き

方は間違っている。祖先崇拝をして部族神を拝ん

でいるのは間違っている生き方なんだ。唯一正し

い神を信じろ」と知らせているのです。なぜ信じな

ければならないかを説明するために「すでに神が

世界を創造した。お前たちが存在しているのも神

が創造してくれたから、たとえ神のことを知らなかっ

たとしても、すでに存在していることが、神の力を帯

びているんだ。お前たちが食べる食べ物は植物で

あれ、動物であれ、動物は草を食んでいるわけだ

から結果として神の大地で育ったものを食べてい

るんだ」という言い方で「すでに神の恩恵を受けて

いる」という形で説明をする。「だから信じなさい」と

言うわけです。「神に帰依しなさい」。イスラームとい

うのは「帰依」という意味で「神の帰依することは、

神につくられた人間の当然のあり方だ」とイスラーム

では言っています。これは特別なもの、特別なこと

になるのではなくて、真理を理解できたら神に帰依

すると説明するのです。

もう一方で、「いつ来るか分からないが、終末は

必ずやってくる。その時、信じていなければ大変な

ことになるのだから信じなさい」と、未来の方向か

ら「今、ここで信じること」の大切さを説くという形で

信仰へ誘っています。ジャーヒリーヤの人たちが、

それを真理と聞くか、聞かないか、それは現代の私

たちが、どこかの新宗教の教えを聞いた時、大概

バカにしてしまう。「あんたたちの生き方は間違って

います」と言われても、「何を言っているんだ。余計

なお世話だ」と言うでしょう。それは宗教というもの

の性格で、すでに身についてしまった宗教の生き

方が正しいわけです。ジャーヒリーヤの「祖先を大

切にして部族神を拝むことが人間の生き方だ」と教

えられてきた人たちにとって、「それを捨てろ」と言

われることは辛いことです。これはどこの新宗教の

場合でも、キリスト教が始まる時も、仏教が始まる

時も同じだった。今でこそ、世界宗教として「仏教

とイスラームは世界宗教なんだから、皆が最初、信

じたのはあたりまえだろう」と言うけど、そうではな

い。当時の人たちにとっては信じがたい教えだっ

たわけです。ジャーヒリーヤを真理だとする限りは、

イスラームは虚偽、つくり話だとなるのです。

ところが、人々がイスラームに改宗し、イエスにつ

いていき、仏陀についていったことは歴史が示すと

ころであり、それはなぜか。そこは宗教に特有のカ

リスマというか、不思議な力が働いたとしか言いよ

うがない。惹きつけられるものがある。「ちょっと待て

よ、今までそういうふうに信じてきたけど、この人の

教えることの方が正しいかもしれない」ということな

んですね。ジャーヒリーヤの人たちは、むりやりコー

ランという１本の映画を否応なく、見せられるわけで

す。「なんだ、ただの映画だ」と言う人たちはジャーヒ

リーヤに戻っていくわけです。映画を見ているうちに

「ちょっと待て、こっちの方がリアルかもしれない」と

思った人がムスリムになるわけです。コーランの内容

が真理だと言われるけれど、イスラーム教徒でなくて

も、コーランはイスラーム教徒の聖典であると頭では

知っている。しかしこれを最初に信じることは大変な

ことです。宗教の始まりはそういうものなのです。最

初に信じた人は、周りから「やめておけ」と言われな

がら飛び込んでいった。宗教は不思議ですが、こう

して始まり、存続するのです。自分だけではなく、次

世代以後の子どもたちをその教えに従って育て、教

えを教え込んでいくわけです。それが宗教の宗教た

る所以で、哲学との違いです。そうなった時、三代

目くらいになったら生まれ落ちた時からコーランは正

しくて、アッラーが唯一の神だと、物心がついた時

から子どもはそう思う。皆が当たり前だと思い始め
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ムをつくりあげた創唱者です。ムハンマドは「政治

家ムハンマド」と言われたり、「軍事指導者」だとさ

え言われます。日本人にとっては、宗教者が政治

家であり、軍事指導者であるというのは、想像しが

たいと思います。そこのところがイスラームのイスラ

ームたる所以であります。

次に、イスラームにおける神と人間の関係につい

てお話します。イスラームには、イエス・キリストのよう

な仲介者がいないので、神と人間の間に特別な人

間はいない。神と人間は直面するのですが、間に

何があるかと言うと、神の言葉、コーランがあるだけ

です。もう一つ言えば、コーランに定められた生き方

をより詳しく詳細にしたものがシャリーアというイスラ

ーム法で、それを守っていくこと、それだけです。例

えば、神と人間の間に特別なミサを授けてくれる聖

職者のような、救済の権限を持った人はいません。

一人ひとりが啓示に対して信じるか、信じないか、信

じたものはコーランに従って生きていく。それだけな

のです。全員在家の宗教で、特別な資格を持つ聖

職者はいない。神の言葉を解釈する学者はいます

けれど、救済権限に関して特別な資格を持つ聖職

者はいない。全員在家で、救済に至る道はただ一

つだけです。それは、神を信じて、信仰とコーランに

従って生きることです。カリフであろうと、庶民であろ

うと、誰であろうと同じように課せられる宗教です。

信じるか、信じないかということについて、では

何を信じろと言われたのか。神の啓示というのは

「神を信じなさい」という神からの信仰への呼びか

けですが、何の理由もなく、ただ「信じろ、信じろ」

と呼びかけるだけの宗教は信じない方がいい。「な

ぜ信じなければいけないのか」という根拠、理由が

説明されるわけですね。次にそれをコーランの世

界観に沿って説明してみます。コーランには、神が

どのようにして世界を創造したかなどが書かれてお

り、基本的にはユダヤ教、キリスト教と共通するも

のも多いのです。もちろんコーラン独自の表現もあ

ります。コーランで面白いのは過去の預言者への

啓示に言及したところがあることです。ノアの箱舟

のノアについても書いてあるし、アブラハム、モーセ、

イエスもイスラームでは預言者として認めています。

創造から時間が始まり、終末に向かって歴史が進

んでいきます。過去に預言者がいて、預言者が活

動をした結果信じた人間もグループもあれば、信じ

なくて滅びたものもいると。そう言った後で、ムハン

マドにアラビア語で啓示がなされています。ムハン

マドへの啓示のところまでが実線、つまり歴史がす

でに確定したところで、そこから終末までは点線で

す。ムハンマドの啓示の後、終末が来るまではどう

なっていくかわからない。現世がどのようになって

いくか、世界がどのようになっていくか、キリスト教

徒とイスラーム教徒がどうなるかというということに

ついては、何も触れられていない。この世の歴史、

その後の歴史についての言及は一切ありません。

これは、見事としか言いようがありません。

しかし確実なのは、終末、つまりこの世の終わ

りが来ることです。これは基本的にキリスト教と全

く同じです。終末にはあらゆる自然、秩序が破壊さ

れる。コーランの中では「星が落ちる、海が沸騰す

る、山が綿毛のように飛んでいく」と、考えられない

ようなことが起こるのが終末だと述べられています。

終末までに死んでしまった死者は骨になっている

か、骨もなかったとしても、終末が起こった時、むっ

くりと身体ごと蘇る。アッと気がついたら全員が蘇

っていた。そして神のもとへ引っ張っていかれて、

一人ひとり神の裁きを受ける。最後の審判です。

その審判の時の様子もコーランでは綿密に書いて

あって、一生の生涯を記録した帳簿が広げられて、

それで「お前は信じた、信じない。ムハンマドをか

らかってバカにした」とすべて記録されていて、信

じなかったものは地獄へ堕ち、信じたものは天国

に行く。天国や地獄について、終末について、終

末の裁きのあり方について、いろいろ詳細に書か

れているのがコーランです。具体的にムスリムたち

が、どのようにお祈りをすべきか、コーランの中には、

514



イスラームの宗教性
――日本人の宗教観と比較して――

仏教の場合は出家者の集団として出発しますから、

世間の世俗の社会を改革しようというつもりは仏陀

の場合もなかった。仏教の集団は出家者の集団で、

それを在家の信者たちが経済的、人的にサポート

する。つまり、経済活動に一切従事しない出家者

を支援し、次の世代の僧侶を育てる在家の人たち

による人材面でのサポート体制ができたのです。

信仰の集団と世俗社会は分離した。

それに対して、イスラームのウンマという信仰の共

同体は、信仰者たちの社会生活の共同体でもある

ものとして出発した。それがイスラームの一つの大

きな特徴です。世俗社会の秩序を国家に委ねるこ

とを考えていなかった。アラビア半島に帝国がな

かったことも歴史の偶然かもしれませんが、イスラ

ーム教徒になった人たちの生き方を丸ごと面倒み

ようというのがイスラームだったのです。「ウンマ・ム

スリマ」、神の意にそった共同体をつくることがイス

ラームの理想であり、しかもそれが社会秩序の面で

も神の意に適った共同体をつくることになります。

ムスリムだけが暮らす共同体なら、自ずから社会秩

序が成り立つかというと、現実には難しい。多分日

本人としては「個人の信仰が大事なので、信仰心

があれば、自ずから善をなすだろう」と言いたいと

ころです。社会秩序は、竹林の七賢人みたいに優

れた人の少数者の集団は、法律がなくてもうまくや

っていける。しかしノーマル・ディストリビューションが

示すように、人数の多い集団では、個々人の能力

差や性格の違いが必ずあります。そういう多様な人

たちが共同で生活するのが社会だとすれば、個人

の信仰と良心だけではどうしようもない。社会は法

や道徳を必要とする。法律というある種の強制力

抜きにしては、社会秩序は成り立たないのだろうと

思います。イスラームはまさにそこを見ているので、

イスラームの考え方からしますと、一人の人間が信

仰者であるとは、その人は男か女かいずれかで、

社会生活をし、家庭生活もしている信仰者なので

す。そのすべての問題を面倒みようというのがイス

ラームであり、考え方としては筋が通っています。

一般に信仰の原理と社会の原理が違っていると

生きにくくなります。ここにはキリスト教徒の方がた

くさんいらっしゃると思いますが、明治時代以降の

ことを考えても、日本社会の中でキリスト教に改宗

しても、日本の婚姻の法則に従っていると、家制度

が残ってくる。長子相続や墓の問題が残ります。以

前、京都に住んでおられる神学部の先生が「今日

は地蔵盆で」とおっしゃったことがあります。「先生

が地蔵盆をなさるんですか」とびっくりしたら「京都

では地蔵盆をやらないとやっていけませんわ」とお

っしゃった。共生していくために大事な問題ですが、

精神の原理と社会の原理がズレることのしんどさは

あります。キリスト教も仏教も、成立当初は宗教と

世俗社会が分裂していたが、どこの社会でも折り

合いをつけていきます。キリスト教はローマの国教

になってから折り合いをつけます。仏教はタイの上

座部仏教のあり方と、中国のあり方、日本のあり方

がそれぞれ違っている。日本の場合、天皇制とうま

く妥協しながら日本仏教が根づきました。それに対

して、イスラームは宗教と社会秩序を一本化しようと

します。ただしこれはイスラームの理想でありまして、

歴史の中では一本化されきれずに、政治の実権者

とシャリーア、イスラームの原理がズレることは多か

った。信仰と社会という二元から出発したものは一

元化していくし、イスラームのように一元化から出発

したものは、歴史の中で逆に分かれていった面が

あるように、私は考えています。日本人から見ると、

イスラームが婚姻や相続という問題に口を出すの

か、わかりにくいと思いますが、そういう考え方が背

景にあるわけです。

ここでイスラームの罪悪について触れておきます。

キリスト教や仏教に馴染んでいると「原罪」や「宿業」

が重いわけです。私自身の思い出ですが、大学院

でイスラームを一人でポツポツ勉強していた頃、京

都大学では仏教やキリスト教のことしか教えていな

い。そこで「イスラームは原罪がないんですか、気楽
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る。そうして、宗教は安定していきます。その代わり

信仰は緩んでいくわけです。それはよくないというけ

れど、伝えるべき真理だと思えばこそ、人は伝えてい

くのだと、私は考えています。どの宗教も、イスラーム

もそのように始まります。

イスラームの大きな特徴は人間観にあり、「精神

と身体の統合である」としています。誰だってあた

りまえだと思うでしょう。あたりまえなのですが、仏

教とキリスト教は、やや精神の方にウェイトがかかっ

ている宗教だと思います。イスラームもキリスト教と

似ているところがありまして、神に直面する個人は

神から呼びかけられて信じるか、信じないかは個人

の責任で、その結果が終末の裁きの時、神と一対

一で直面する時に報われるわけです。アラブは血

縁社会ですから、親は子どもを何とか救ってやりた

い。息子は親を何とか天国につれていってやりた

い。終末の裁きのところで自分の善行を親につけ

たり、息子につけたりして「何とか自分の分でカバ

ーしてやってくれ」と神に頼む場面があります。でも

ダメなのです。信仰は一人の生き方の問題だと。

神と人間一人の問題だという意味では、まさにキリ

スト教が言う「個人の信仰」という面を強く持ってい

る。その個人、「単独者」という言い方をしますが、

単独者がこの現世においては具体的には社会で

生きるのです。家族を持って経済活動をすることも

あたりまえです。それは神が人間を精神と身体の

統合としてつくり、一人の男、女としてつくったから

です。男女の間に欲望があることを当然のこととし

て認め、身体的欲望を率直に認める宗教がイスラ

ームです。「過度の禁欲を要求しない」と言うと「イ

スラームは戒律が厳しいのに」と思われるかもしれ

ませんが、結婚生活と経済活動を当然のこととして

認めている。ごく普通の家庭人と、ごく普通のサラ

リーマンがイスラーム教徒であることを求めているわ

けです。だから出家を宗教的な生き方とは考えな

い。宗教的に生きるためには出家しないといけな

いということは、どこにもない。宗教はごく普通に生

きる人たちの問題だと言うわけで、この考え方は決

して不可解でも非合理でもないと思います。

ここのところに、なぜイスラームがシャリーアの中

で、結婚とか相続に口出しをするかという理由があ

るわけです。信仰はある意味で精神の問題です。

しかし信仰という精神だけが身体を離れて浮遊し

ていることはありえない。一人の信仰者、一人のム

スリムがいるのであり、その人は男であるか、女で

あるか、未婚であるか、既婚であるか、若いか、老

人であるかなど、具体的な身体を持つ信仰者がい

るということです。その人の生き方には社会生活が

含まれているとイスラームでは考えている。身体性

を大事にする全員在家の宗教です。シャリーアで１

日５回のお祈りを全員の義務とするわけですが、そ

こにも身体的な訓練という意味があり、身体性を上

手に考えていると思います。頭だけ、精神だけでお

祈りをすると忘れることもあるのですが、礼拝が生

活様式に組み込まれているために身につく、お祈

りをしないと気持ちが悪いというような、身体的に

身についた強さがあると思います。身体的な修行

ということでは、禅の修行もそうです。精神を訓練

するのに、座り方やご飯の食べ方も含まれる点で

は、禅の修行も同じです。ところが大前提の身体

の問題であるセクシュアリティ、性の問題を拒絶し

たところで成立するのが禅だと思います。そういう

意味では面白いなと思います。

シャリーアの根拠の一つが身体性の問題で、もう

一つは「ウンマ」という信仰の共同体のあり方にあ

ります。イエスに呼び出された人々の共同体をエク

レシアと言いますが、イスラームのウンマは信仰の

共同体でありながら、同時にムスリムの生活共同体

という意味を持ちます。仏教とキリスト教は宗教の

共同体、信仰の共同体は国家と独立している。キ

リスト教の場合は当時、ローマ帝国という異教の大

帝国があって、イエスはそれと争うつもりはなかった

ので、霊の共同体をつくりました。そこに信仰と国

家と教会、信仰と社会の分裂が起こったわけです。
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リムが生きる帰依の道で、一人のムスリムがお祈り

をすることも、社会生活をすることも、食べ物を食

べることも全部シャリーアの中に含められていると

いうことです。イスラームの五行とは１日５回の礼拝

（サラート）、ラマダン月一ヶ月間の日中の断食（サウ

ム）、一生に一度のメッカ巡礼（ハッジ）、ザカートは

喜捨、社会の弱者に対する寄付ですが、これは今

でも生きています。農家の人が羊を１頭、貧しい人

のためにザカートして出す。五つ目が信仰告白（シャ

ハーダ）です。これらの儀礼の詳細なやり方もシャ

リーアに定められています。

シャリーアのもう一つの特徴はあらゆる行為を５

段階のカテゴリーに分類していることです。まず、

義務行為と禁止行為がある。義務を果たさなかっ

たら罰せられ、禁止されていることを行ったら罰せ

られる。これはいわば法的規範という性格をもちま

すが、次に「行うことが望ましい」「行わないことが

望ましい」という道徳的な規範があります。それ以

外に、「行っても、行わなくても構わない」という行

為も定められていることは面白い特徴です。これは

普通の意味では規範ではない。規範ではないもの

がシャリーアに含まれていることが、ある意味では

シャリーアの元々の意味です。ムスリムが生きるべ

き道、幅がある道であって、「これ以上のことはして

はならない」「これはしなければならない」というこ

との間に幅があります。そういう意味でシャリーアと

いうものが定められていると考えられます。

シャリーアの歴史的形成については簡単にお話

しすることにして、イスラームと政治の問題のところ

でウンマ、イスラーム共同体に触れました。イスラー

ムが成立した時にウンマが成立したのですが、それ

は教会ではありません。キリスト教徒や欧米の宗教

学者にとってイスラームが非常に理解しにくかった

のは、世界宗教でありながら教会制度を持たない

ことです。欧米のキリスト教徒にとっては、世界宗

教で一神教ではない仏教の方がエキゾチックで魅

力的だった上に、教団をもつ点などキリスト教に似

ており、研究が進みました。ところが、イスラームは

同じ一神教であり、しかも教会を持たない点で、分

かりにくかったのだろうと思います。ウンマは成立し

たけれども、イスラームにはバチカンにあたるものは

ない。法王が亡くなってコンクラーベをやって、次の

法王が決まるまで多くの人々が集まっていました

が、そのような法王や法王庁にあたるものがどこに

もありません。聖職者の制度がないからですが、学

生から「モスクの建物はあるのに」と言われたことが

あります。キリスト教世界に教会が林立するように、

イスラーム世界にはモスクが必ずあります。建物だ

けを見たら分からないのですが、制度としての意味

が全く違います。キリスト教にとって救いにかかわ

る教会は重い意味を持ちます。イスラームの場合、

ウンマは大事ですが、そういう制度にも組織にもな

っていかない。歴史上、一度もどこにもない。これ

が日本人にはわかりにくい。

ではイスラーム世界はどのように運営されてきたの

か。あえて説明すれば、シャリーアが施行されている

ところがウンマであるといえます。大多数がムスリム

だったら、そこの地域がイスラームの社会になる。少

数派のムスリムが住んでいる地域では、その人もウ

ンマの一員であるという属人区、人に属する、その

ように捉えることができると思います。そういうもので

あって、シャリーアが生きていることが、ある意味でイ

スラーム世界を成り立たせてきたと言えます。イスラ

ーム世界は、その意味では法による統治、法治主

義です。法による統治には政治権力が必要です。

それを担うのがカリフやスルタンと呼ばれる政治の

実権者です。アラブ人であろうと、何人であろうと、

誰でも構わない。シャリーアを守り、それに基づく統

治者であればいい。シャリーアを解釈したり、裁判な

ど司法を担当する者は法学者、ウラマーと呼ばれ、

カリフやスルタンはいわば行政権を分担し、司法権

には直接関与しません。それらは教皇権と国家に

相当するかというと、そうではない。分かりにくいと

思いますが、オスマン帝国でも現在のトルコ共和国
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な楽観的な宗教ですね」と言われて、私自身何か

違うと思っても、どう答えていいのか分からなかった。

１０年ほどの間、私自身で答えを見つけたいと思っ

ていた重い問いでした。その答えを私なりにようや

く見つけました。コーランの中には日本人からすると

びっくりするくらい赤裸々に「結婚は誰としてもいい」

と書いてある。因みに離婚もコーランの中で認めて

います。人間が結婚相手を選ぶのだから嫌になるこ

ともあるわけです。ただしコーランは７世紀の男性優

位のアラブ社会を反映していて、その規範は女性に

不利なものも多く、今、フェミニズムから批判されて

いますが、離婚も認め、女性に相続も認めています。

相続に関する規範も多く、誰に何分の１などが書か

れていて、コーランの聖典の中にお金の問題が出て

きます。おそらくこれも日本人の感覚からすると違和

感があると思います。その背後には、「金銭の問題

は卑しい、宗教の問題ではない」という仏教的な宗

教観があるのだろうと思います。

なぜここまで性や銭金の問題をイスラームは考

え、規範を与えているか。このことに対して、私はこ

う言います。現代でも、スキャンダルの大半は銭金

の問題と性の問題です。古今東西、人間が過ちを

おかす一番の問題は、金銭問題と性に関する問題

でしょう。そう思った時、イスラームは罪悪に楽観的

なのではなく、人間というものが過ちをおかすこと

がわかっているからこそ、そういう規範を与えている。

ただし、原罪という形では認めていない。だから、

原罪の赦しを求める必要はありません。また、原罪

は過去からすでに負ってしまった罪、いつ負った

かわからないけれど、負った罪の赦しを願うのに対

して、イスラームは未来の終末、もちろんキリスト教

にも終末はありますが、イスラームの方がより厳しい

形で「終末がある」と強調します。終末を信じた人

間にとって初めて「今、ここで、どう生きるか」が重

要になってくる。終末を信じない人間にとっては、

少し良心は痛んでも「まあ、いいか」と私たちは大

体そうして水に流し、いい加減に身すぎ世すぎを

やっていくという、人間のある意味での弱さがある

わけです。終末を信じることが「今、ここでの生き

方」に歯止めをかける。そういう仕方で、イスラーム

は人間の悪を考えているのだろうという気がします。

因みに原罪はないのですから、イスラームになる前

におかした罪に関しては不問にされ、神との関係

を新しく結んで、信仰者として生きる、そこからの生

き方が問題にされるのがイスラームです。

シャリーアがイスラーム法と言われるものですが、

シャリーアの原義は「水場に至る道」です。イスラー

ム以前のアラブ社会をジャーヒリーヤと言いますが、

それはシャリーアという道がなかった時代だったとい

うわけです。シャリーアの道は理念としては「帰依の

精神」です。帰依の精神は、数えられない名詞、数

量化できないもの、一本でいいのです。だけど具体

的な行為規範は数量化され、多くなります。日本人

の感覚としては「個人の信仰があれば、それに従っ

てその都度、良心的に行動すればいいので、規範

として決められ押し付けられる必要はない」と思うで

しょう。ところが、社会を成り立たせていくためには

客観的な社会的な法律が必要です。法律抜きに私

たちは残念ながら社会秩序を守れない。許しの精

神だけが立派なのだから「良心で行きましょう。今日

から法律は一切無効ですから、交通規則も取り締

まりもありません。皆さん、良心に従って、許しあい

でやってください」と言って事故は起きないか。起き

ると思います。誰か自分の都合と欲望で他人を傷

つける人が出てくる。だから、法律、司法の倫理は

必要で、個人の良心だけではない、外からの、客観

的な法的規範をイスラームは認めるわけです。

帰依の精神で生きること、社会生活をするとはど

ういうことなのかを具体的に示したものがシャリーア

です。だからシャリーアは礼拝、断食などの儀礼の

問題もあれば、結婚生活、相続、商取引、犯罪な

ど、ありとあらゆる事柄を含み、行儀作法の問題も

あります。豚肉を食べてはいけないということも、す

べてシャリーアに含まれています。シャリーアはムス
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イスラームの宗教性　―日本人の宗教観と比較して―

関西大学文学部　小田　淑子

はじめに
a）比較宗教学の視点

宗教学はあらゆる宗教を比較し、宗教の多様性と多面性を理解し、宗教とは何か、宗教とと
もに生きてきた人間とは何かを考察する。信仰を前提とする神学とは異なり、実証的、客観的
研究である。異質な宗教の客観的理解とは、どの宗教にも精神の豊かさを認める態度だと、
私は考える。

宗教の唯一正しい定義はないが、「人間の有限性を教える」「哲学との相違は、宗教は儀礼
をもち、世代間伝承で存続すること」などを挙げることはできる。また、宗教の理念、理想と歴
史的現実の堕落との落差も一般的で、比較の際に注意すべきである。

b）日本人の宗教観

①無宗教と宗教参加（死者儀礼、初詣等）。個人の信仰と家の宗教、地域の宗教。
②一方では宗教は「常人には到達しがたい高尚な精神」、他方では「健全な人はハマらない怪

しげな新宗教」とプラスとマイナス両極端にイメージされ、健全な常識人に宗教は不要と考え
ているのではないか。日本人は宗教を病や死との連想で捉えるが、イスラームでは病や死を
宗教への入口として重視せず、健康な社会生活を宗教的生の場と捉える。

③一神教嫌いと戒律嫌い。

１. イスラームの基本教義
イスラーム成立当時、ササン朝ペルシアとビザンツ帝国が存在したが、アラビア半島はどちら

の影響も受けていない。各地にキリスト教徒やユダヤ教徒が住んでいたが、大多数のアラブ人
は、ジャーヒリーヤ(無知・無道の時代)と蔑称される古代未開宗教に属していた。それは、部族
を中心とする血縁社会で、祖先崇拝と部族の守護神を崇拝する多神教、偶像崇拝の社会。

①コーランの内容と世界観：コーランは神がアラビア語で語った言葉。コーランは神のロゴスの
アラビア語化で、キリスト教のイエス・キリスト（ロゴスの受肉）に相当する。発せられた言葉を
重視する宗教。仏教は言葉以前、言葉にならない体験を重視する。
預言者ムハンマド（570?－632）はそれを人々に伝えたにすぎず、預言者は神の子や救世主
ではなく、救済の権限はない。だが、イスラームの創唱者であり、ウンマの創設者で、政治・
軍事面でのカリスマ的指導者。宗教者が政治家であるのは、イスラーム的宗教性に基づく。
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でも、国家の省庁の中に宗務庁があって宗教問題

を扱ってきている。それでやってきたところがあるわ

けです。歴史の中を見ていけば複雑ですが、いわ

ゆる教会制度を持たずにイスラームは今日まで来て

います。インドネシアでもそうです。

もう一つ言うと、イスラームでは神学や法学に関

する限り、何人であろうとアラビア語を使います。

大多数のイスラームはスンナ派で、学派によって少

しの違いはありますが、原則として全世界共通の

法学や神学が行き渡っている。これはなかなかす

ごいことです。メッカ巡礼は全世界から集まります。

今日だったらインドネシアから飛行機をチャーターし

て人が集まります。そういうところで、全く未知の人

たちが出会っても、アラビア語のコーランを最低限

お祈りとしては知っているのです。お祈りの仕方は

シーア派とスンナ派で多少異なり、スンナ派の間で

も相違はありますが、違っていても構わない。すべ

てのムスリムが一緒にお祈りをすることができるわ

けです。そう考えてみると仏教はどこが世界宗教な

のか。タイの人たちと日本人が出会っても、お経は

違うし、片方はパーリ語で、他方は漢訳を使ってい

る。お祈りの仕方は全く違うというような気がしな

くもありません。イスラームはこういった点で、まさに

文字通り世界宗教だと思いますし、実際に広大な

イスラーム圏をつくりあげてきました。

イスラーム世界の共通面を強調しましたが、他方、

イスラームは現実主義で、各地域の現実に柔軟に

対応できる面を持っています。中東中心に確立さ

れたイスラームは、その後アフリカやインドネシアに

広まっていきましたが、その場合、シャリーアの施行

がアフリカの母系社会を父系社会に変容した面も

ありますが、現地の慣習などを排除せずに、受け

入れていった面を忘れてはならないと思います。

イスラームと近代化の関係を考える場合、イスラ

ームの歴史を思い出していただくと、ギリシャの伝

統を一度は自分のものにしています。せっせとギリ

シャ語文献をアラビア語に翻訳し、ギリシャの哲学、

数学や医学、天文学などの自然科学も受容しまし

た。十字軍の時代からルネッサンスの頃に、文化が

高かったのはイスラーム世界だったのです。文芸復

興が起こるのは、ヨーロッパ人たちがそれを見てア

ラビア語を勉強しようと思って、よくよく見たらギリ

シャ語だった。「なんだ、自分たちの言葉だ」と思っ

て、ルネッサンスが起こるのがイタリアです。ヨーロッ

パではそこから自然科学と啓蒙主義が発展し、産

業革命まで至った。同じ頃、大航海時代が始まっ

た。そもそもコロンブスが西へ西へと行ったのも、イ

スラーム世界に関税をとられるのが悔しかったから

です。お茶や胡椒を貿易するのに陸路を通ろうが、

海を通ろうが、必ずムスリムに関税を払わないと持

ってくることができない。これが悔しくて西へ西へ

と行ったと言われています。その後のヨーロッパは

近代につながっていくのに対して、イスラームはある

意味で、自前の近代科学につながらなかったとい

うことは言えると思います。

近代化に至る以前のもう一つの特徴として、イス

ラームではスーフィズムと一般に言われていますが、

イスラーム神秘主義が非常に広まっていました。日本

人では井筒敏彦などスーフィズムの研究者がいて、

イスラームの中では日本人にわかりやすい部分だと

思います。何となく出家的、禁欲的な、神と合一し

ようという思想があるのです。神と合一するスーフィ

ズムが民衆化していくのが１３世紀以降ですが、そう

いう中では日本の神頼みとか、とげ抜き地蔵とか、

現世利益的なものが山ほど出てきて、そういうものと

結びついていく。そういう時代を経てイスラームの近

代は始まるのですが、イスラームの近代については

時間切れですので、また別の機会にイスラームの近

代、現代を中心にお話をさせていただくということで、

イスラームの宗教に関しては、このへんで、基本教義

の中心のところだけで話を終えます。
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③イスラームの政治：シャリーアによる統治。法の施行者・行政者はカリフやスルタンなどで、法の
解釈権・改廃権は法学者（ウラマー）にある。イスラームには理論上は教会と国家の分離はな
いが、歴史的には国家がシャリーア以外の法、近代の西洋法などに基づく統治がなされた。
キリスト教は逆に教会と国家の分離から出発し、中世に両者を統合し、近代に再度分離した。

３. イスラームと近代化
①近代化までの歴史

a)ギリシアの伝統の受容：８～９世紀、アッバース朝初期にギリシアの諸学問がアラビア語に翻
訳された。ファルサファ（イスラーム哲学）はギリシア哲学研究で、多くの注釈書が書かれた。イ
スラーム神学はギリシア哲学の影響を受けた形而上学的神学。その他、医学、天文学、数学、
化学などの自然科学も受容され、イベリア半島でキリスト教世界に影響を与え、ルネサンスをも
たらした。だが、イスラーム世界ではルネサンスに相当する知的革新や近代科学は生じず、産業
革命に至らなかった。

b)スーフィズム（イスラーム神秘主義）：禁欲的な修行を通じて神との合一を求める立場だが、独
立した派ではない。スーフィズムは一方で新プラトン主義の影響を受けた神秘思想・神秘哲学
を構築し、他方では民衆化し、神と合一したスーフィーを聖者と認め、聖者廟を崇拝し、呪力崇
拝や現世利益と結びついた。その結果シャリーアが軽視された。
②イスラームの近代化：オスマン帝国の支配下にあった中東各地に、主に英仏が侵略し植民

地統治を始める。第二次大戦終了後、パレスティナ分割とイスラエル建国。数次にわたる中
東戦争と和平の試みと挫折。
a)西洋化：西洋近代社会をモデルにした社会改革（科学技術の導入と教育の普及、民主主
義や議会制度など）を推進する。初期の近代主義は、西洋化と同時にシャリーア改革による
イスラーム社会の改革を遂行しようとした。だが、手っ取り早い改革として、西洋化を目指す
動向を世俗主義と呼ぶ。トルコ共和国はこの例。しかし、トルコには、多くのイスラーム的社
会理念が残存して、イスラーム社会であり続けている。非西洋社会の近代化という点で、日
本の近代化を再考するヒントを与える。
b)復興主義（原理主義）：西洋法を導入せず、コーランの新しい解釈に基づくイスラーム的近
代の達成を目指す。イスラームにとって信仰と社会・政治の統合が重要で、政教分離を拒否。
ヒューマニズムは植民地統治者には見られず、民主主義や自由平等の近代的価値観はキリ
スト教に教わらなくても、コーランに記されているという確信に基づく。サウジアラビア、イラン、
タリバーン、エジプトのムスリム同胞団など。
「コーランとスンナに戻れ」という復興主義は、初期イスラームの栄光を現代に再現するこ

とが近代化となると主張するが、現実には女性の社会進出の妨害など極端な反近代的現象
をもたらした。ただし、すべての復興主義がテロなどの暴力を肯定するわけではない。
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②神と人間の関係：神と人間の間には特別な人格や聖職者は不在で、神の言葉、コーランの
みがある。各個人は啓示、神からの呼びかけに信仰か不信仰という形で応答し、信仰者は
コーラン（とシャリーア）に従って生き、その一生が終末の審判で裁かれ、永遠の来世を決定
される。人生は一度限りで、輪廻転生はない。

③人間観：精神と身体の統合。神に直面する個人が社会生活を営む社会的存在。身体を卑
しまず、身体的欲望を認めるゆえに、過度の禁欲を要求しない。結婚生活と経済活動を肯
定する全員在家の宗教。シャリーアによる行為規範は在家の信仰者に対する身体的訓練で、
禅の修行と類似するが、禅は性を否定する。

④ウンマ：信仰の共同体だが、同時にムスリムの生活共同体である。ウンマ・ムスリマとは神の
意に適った信仰者の生活共同体。世俗社会の秩序維持を国家に委ね、霊的世界を司る教
会との分離はない。個人の信仰と良心のみではウンマ・ムスリマは維持されず、何らかの客
観的道徳としての法を必要とする。信仰と生活の共同体には心情倫理と責任倫理、赦しの
倫理と司法の倫理の統合を必要とする。それがシャリーアを必要とする根拠であり、ウンマ
の制度はシャリーアの制度化に支えられる。

⑤罪悪観：キリスト教では、過去から現在に及ぶ原罪の赦しを神に求めることが信仰だが、イス
ラームは原罪を認めない。それは、悪の始源を問わず、未来の審判から今ここで行う悪を抑
制する。罪悪に楽観的ではなく、罪悪の現実を見据えているから、行為規範が与えられる。

２. シャリーアの理念と歴史的形態
①原義と理念：原義は水場へ至る道で、その理念は帰依の精神。精神を具体的な行為規範

へ分節したものが行為規範。シャリーアは儀礼規範〔五行：礼拝・サラート、断食・サウム、メ
ッカ巡礼・ハッジ、喜捨・ザカート、信仰告白・シャハーダ〕と社会規範〔婚姻、相続等に関す
る法規範、道徳規範、生活規範〕の双方を含む。さらに、すべての信仰者の行為を、義務行
為、推奨行為、避けるべき行為、禁止行為、さらに行っても行わなくてもかまわない行為の
五段階に分けている。

②歴史的形成：コーランに含まれる規範。預言者のスンナ(模範的言行)〔冒頭に伝承者の系譜
があり、スンナの記録が本文をなすハディースという形式で記録される〕。イスラーム以前の慣
例・慣習の受容。コーランおよびスンナに基づく論理的類推（キヤース）。地方法学派の成立
からスンナ派の正統四法学派へ。古典法理論による法源の確定；コーラン、スンナ、イジュマ
ー（ウンマの合意）、キヤースの優先順位の決定。神学と法学の平行的関係。

↑ ↑ ↑ ↑ 

図式： 現　　　　　世 

ムハンマド 
への啓示 

終末と 
審判 

来世 
天国 
地獄 

過去の預言者への 
啓示(モーセ､イエスなど)

創造 
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イランの外交専門家が語る 
「イランの核開発と核不拡散問題」 

日　　時：２００５年７月３０日（土）　14：00－16：00 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

講　　師：ナーセル・サガフィー・アーメリー 
 （安全保障問題アナリスト、元イラン・イスラーム共和国外交官） 

司　　会：富田 健次（同志社大学大学院神学研究科教授） 

共　　催：一神教学際研究センター、同志社大学神学部・神学研究科 

講演要旨 
　核不拡散条約（NPT）に記されている核不拡散体制の歴史上決定的かつ重大な時期に、

イランの核開発計画に関する疑惑が生じている。 

　イランの核開発計画は2年前から多くの注目を集めるようになったが、政治的理由から

この問題は客観的にも公平にも扱われてはいない。時には誤解から、イランが北朝鮮やリ

ビアと同等に論じられることさえある。イランはNPTの発効時に調印を済ませた信頼でき

る誠実なNPT加盟国である。 

　イランの核開発計画に対する本格的な疑念が一段と強くなったのは、イランが核燃料サ

イクル分野の新しい技術を習得したことが明らかになった2002年後半のことであった。

イランが核兵器用物質の製造を可能にする「突破口的能力」を開発することを決めたとい

う疑惑もあった。そのような能力があれば、ゆくゆくはNPTを脱退し半年か一年で核兵器

を完成させることも可能になる。 

　現在イランはロシアの援助のもと、ブシェールに1,000メガワットの原子力発電所を建

設中である。このほかのイランの核研究施設としては、ナタンツ(ナターンズ)にウラン濃縮

プラント、アラクに重水製造施設がある。こうした施設はまだ運転を開始していないが、す

べてIAEAの保障措置の対象となっている。イランの原子力計画に対する批判の主な論点

は、イランには石油や天然ガスの資源が豊富にあるため原子力を必要としないというもの

だ。ところが、イギリス、カナダ、ロシアはいずれも石油輸出国であるにもかかわらず、その

電力需要の大部分を原子力に依存している。 

　同様に、原子炉があるとイランの科学者が核兵器の製造方法を身に付けることになると

いう米国の主張にもあまり説得力がない。NPTのもとでイランは、ウラン濃縮施設などの

核関連施設を合法的に建設することを認められている。イランは、自国のウラン濃縮関連

活動は完全に合法的なものであり、原子炉に供給する燃料を確保するために必要であると

いう主張を続けている。 

　IAEAの査察ではイランの国際公約のいかなる条項の違反も見つかっていない、という

ことは特筆すべきである。以上のことから、根本的な問題は法的な細則に関わるものでは

公開講演会
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現代におけるイスラーム
アフリカは過去の植民地支配に起因する紛争や貧困を抱え、インドもヨーロッパ列強の支配

を受けたが、イスラーム世界が最も強く欧米に異義申立てをする。それは、同じ一神教でしか
も過去には優越していたという自負があり、対抗意識が強いことによる。欧米は植民地支配等
を宗教とは無関係な世俗的問題と考えるが、イスラーム世界ではそれもキリスト教の問題と捉え
る。日本人は国際法やグローバル基準を理性に基づく普遍的なものと考えるが、イスラームでは
キリスト教的だと感じる。欧米とは異なるイスラーム的近代の可能性、政教分離の必然性が問
題となる。日本では、現代の宗教は科学・理性と共存可能かを問うが、イスラームでは第一に
宗教と社会、政治の関係が議論される。

パレスティナ問題の解決の必要。欧米主導の国連の二重基準（イスラエルが有する核兵器へ
の査察はないなど）。欧米とイスラーム世界の対立が目立つが、過去のイスラームは他宗教に寛
容な宗教だったことを教訓として、富裕な強者に異質な文化との共存を考え、対策を実行する
責任が重く、その必要がある。



なく、信用や信頼の問題であり、特に米国の対イラン政策に関連する信用や信頼の問題で

あることは明らかだ。 

(ナーセル・サガフィー・アーメリー） 

プログラム 

1． 講演：ナーセル・サガフィー・アーメリー 
2． 休憩 
3． 質疑応答 
4． 挨拶：森　孝一（同志社大学大学院神学研究科教授） 

イランの外交専門家が語る
「イランの核開発と核不拡散問題」

高名な諸先生方、京都にお住まいの皆様、そし

てここにお集まり下さった大勢の皆様。今日、こうし

て皆様にお話しできることは、私にとりましてこの上

ない名誉でございます。講演に先立って、この美し

い街京都に私をお招きくださった、私の友人である

富田健次教授にお礼を申し上げたいと思います。

また、同志社大学CISMOR事務局および神学部

の関係者の皆様、特に森孝一教授には大変お世

話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。

今回は私にとって三度目の来日になるわけです

が、その目的はこれから行う講演のテーマと深い関

係があります。その目的とは、先週パグウォッシュが

開催した会議に出席するためです。この組織は、世

界平和、特に核軍縮実現のために積極的に活動す

るNGOとして大変有名な組織でして、先週の会議

も被爆60周年を記念して広島で開催されました。

そこで、この場をお借りして、あの悲しい出来事

を体験された方々に、心からの同情の念を表した

いと思います。今日、大量破壊兵器は世界の平和

と安全に対する最大の脅威の一つとなっています。

従いまして、こうした非人道的な殺戮兵器の廃絶に

向け、世界中の人々が政治活動を通じて、また世

論を結集して、できる限りのことをすべきだと私は

思っております。

実を申しますと、先月イランでは、世界で初めて

化学兵器による攻撃を受けた街の犠牲者を悼み、

広島と同じような平和記念式典が行われました。

1987年6月27日、イラン西部のサルダシュト市で、女

性と子供を中心とした一般市民約5,000人が、イラ

クのサダム・フセイン政権による残酷な化学兵器攻

撃を受けました。この事件が国際社会から大きな

注目を集めることはありませんでした。その数ヵ月後、

イラクのクルド人の住むハラブジャという町の一般

市民が、やはりサダム・フセインによる化学兵器の攻

撃を受けましたが、この事件もほとんど世界の注目

を集めることはありませんでした。しかしこれらの出

来事は、広島や長崎への原爆投下と同じく、人類

の歴史に悲しいページを記すものと言えるでしょう。

核物理学の父、アルバート・アインシュタイン博士は、

次のような言葉を残しています。「世界は危険で一

杯だ。それは、悪事を働く人がいるからではなく、

それを見て見ぬ振りをする人がいるからだ。」

犠牲となった何の罪もない人たちのことを胸に

とどめ、彼らの冥福を祈りましょう。

ところで、本題に入ります前にお断りしておきた

いことがあります。それは、私がこれから申し上げ

るのはあくまで私の個人的な見解であり、必ずしも

私の所属するセンターやイラン政府の見解を反映し

たものではないということです。

今回は、「イランの核開発と非拡散問題」というテ

ーマで講演をとのご依頼をいただきましたが、この講

演をお引き受けしたのは次のような理由からです。

（1）過去2年間にわたって、イランの核計画は国

際社会の注目を集めてきましたが、国際社会の見

方は客観的で公正なものではありませんでした。イ

ランが軍備管理に関する様々な合意を遵守してき

たにもかかわらず、時には誤解から、北朝鮮やリビ

アと同列に扱われることさえあります。

527

イランの外交専門家が語る
「イランの核開発と核不拡散問題」

安全保障問題アナリスト、元イラン・イスラーム共和国外交官

ナーセル・サガフィー・アーメリー
Nasser Saghafi-Ameri
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イランの外交専門家が語る
「イランの核開発と核不拡散問題」

イランに対し燃料サイクルの永久停止を求めていま

す。しかしイランにとっては、核燃料を他国から輸入

する代わりに国内で製造する方が経済的なのです。

ブシェール原発で1年間に必要とされる約27トンの

核燃料をロシアから輸入した場合、国内で調達する

場合の2倍以上の費用がかかるとされています。輸

入した場合は5000万米ドルかかるのに対し、国内

で調達する場合は約2500万米ドルで済むからで

す。更に、核燃料や使用済み燃料の長距離輸送は、

環境保護の観点から好ましいことではありません。

特に使用済み燃料については、イラン国内の広大

な砂漠に廃棄した方が安全で簡単なのです。

イランの核開発によってもたらされる恩恵
21世紀前半、開発途上国を中心に世界中でエ

ネルギー需要が急速に高まるなか、原子力エネル

ギーは大きな役割を果たすことになるでしょう。原

子力発電は、二酸化炭素を排出し気象に悪影響

を及ぼす現在の技術に代わるものなのです。イラ

ンの原子力計画に反対する人々は、石油やガス資

源の豊富なわが国に原子力エネルギーなど必要な

いはずだと言います。1970年代初頭、米国、ドイツ、

フランスの各国が、原子力発電所建設に関する契

約をイランと結んでいるにもかかわらず、こうした主

張が行われるのです。興味深いことに、当時これ

らの国々は、石油資源の豊富なイランにそのような

施設は必要ないなどと言いませんでした。またイギ

リス、カナダ、ロシアといった石油輸出国も、今では

国内電力需要のかなりの部分を原子力エネルギー

に頼っています。

ここで指摘しておきたいのは、原子力発電で賄

われる世界の電力の割合が、現在の19パーセント

から、2030年には27パーセントにまで増えると予想

されることです。米国でも、すでにブッシュ政権が

「原子力ルネッサンス」の到来について語り、国内

の原子力業界も、2020年までに50基の原子力発

電所を建設するよう訴えています。同国のデイヴィ

ッド・ケイ氏を始め、多くの専門家が、核産業は蘇

りつつあると指摘しています。またケイ氏は、米国

政府に次のように助言しています。「イランに対し

『原子力を持つべきではない。天然ガスがあるのだ

からそれをエネルギー源にすべきだ』と言うべきで

はない。そうではなく、これは他の国に対してもそ

うだが、次のように言うべきである。『原子力ルネッ

サンスがやってくる。原子力エネルギーが必要にな

るのだ』と」。また原子力エネルギーの今後につい

て、IAEAの事務局長、モハメド・エルバラダイ氏は

次のように指摘しています。「将来のことを考えれば、

各国は、原子力発電の推進によってもたらされる環

境的・経済的利益に注目するようになるだろう」。

現在イランの人口は約7000万人ですが、これが

2025年には1億人に達すると予想されています。

我々にとって、この人口増加にどう対処するかは大

きな課題です。わが国のエネルギー消費量は、

1978年以降平均して年間5.5パーセントずつ上昇し

ています。その一方で、エネルギー生産量は消費量

をかろうじて賄えるに過ぎない状態です。電力需要

は、年間8パーセントの割合で増加しています。これ

に対処するには、2021年までに、発電量を現在の

31,000メガワットから70,000メガワットにまで増やす

必要があります。そしてそのためには年間1億1200
万から1億4000万バレルの石油が必要になります。

電力の18パーセントは、石油火力発電によって供給

されるからです。もし原油に代わるエネルギー源が

開発されないまま、そして国内の石油生産量が大幅

に増加しないままこの傾向が続けば、わが国は今後

10年以内に石油輸入国になってしまうでしょう。輸

出総額の80パーセントと年間予算の45パーセントを

石油の輸出から得ているわが国にとって、これは破

滅を意味すると言っても過言ではありません。更に、

石油も天然ガスも再生不可能な自然の恵みです。

どちらもひとたび燃やしてしまえば、もう二度と再生

できないのです。以上のような理由から、2021年ま

でに電力の10パーセントを原子力発電、残りの65
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（2）この5月、ニューヨークで核拡散防止条約

（NPT）の第7回再検討会議が開催されましたが、1
ヶ月にわたって議論が行われたにもかかわらず、具

体的な成果は得られませんでした。NPTが現時点

で核軍縮に関する最も重要な取り決めであること

を考えると、これは大変憂慮すべき事態です。

（3）エネルギー需要、特にクリーンなエネルギー源

として原子力エネルギーに対する需要が世界中で高

まっています。そこで、NPTの定める核不拡散のた

めの義務を守りつつ、原子力エネルギーの平和利用

をいかに進めるかが大きな課題となっています。

イランの核計画
イランが初めて核関連技術の獲得に動いたの

は、1960年代半ばのことです。既に締結されてい

た米国との二国間協定に基づき、同国の支援を受

けて核開発が始まりました。しかし米国がわが国と

の核開発協力に積極的になったのは、1973年か

ら1974年にかけて石油価格が急騰して以降のこと

でした。もちろん1979年にイランでイスラム革命が

起こると、米国はこうした方針を一変させました。

2002年末、イランが核燃料サイクルに関する新技

術を習得したことが明らかになると、わが国の核計

画に対する反発は、更に激しさを増しました。イラン

が核兵器用物質の製造を可能とする「突破口的能

力」を開発することを決めたという疑惑もありました。

そのような能力があれば、ゆくゆくはNPTから脱退

し、半年から1年以内に核兵器を完成させることも

可能になります。そのように考える人たちによれば、

イランがウランの濃縮やプルトニウムの再処理などに

よって、核兵器の原料を独自に生産できるようにな

れば、核兵器保有も夢ではないというわけです。

現在、イランはロシアの支援を受けて、ブシェー

ルに1000メガワットの原子力発電所を建設中で

す。この施設の存在は世界中に知られています。

元々この発電所の建設は、ドイツのシーメンス社が

着工しましたが、1980年から1988年まで続いたイ

ラン・イラク戦争で施設が損害を受け、その後も米

国がイランとの契約を破棄するようにとドイツに圧力

をかけたため、建設が中断していたのです。この

発電所が核拡散につながるという主張は明らかに

間違っています。と言いますのも、技術的にも制度

的にも様々な制約があるからです。

第一に、ブシェール発電所の原子炉で生成され

るプルトニウムは、核爆弾の製造に適していません。

第二に、ここの原子炉から取り出された使用済

み燃料棒は、取り扱いが極めて危険なため、兵器

製造に使用することは不可能です。

第三に、この発電所の燃料を他の目的に転用し

ようとしても、国際原子力機関（IAEA）の査察で露

呈してしまうでしょう。

そして第四に、使用済み燃料棒については、契

約に基づいてロシアに返却することになっています。

この発電所以外にも、イランには、IAEAの保障

措置下にある核研究施設が二つあります。一つは

ナタンツのウラン濃縮施設で、もう一つはアラクにあ

る重水製造施設です。いずれの施設もまだ操業を

開始していません。

これらの施設に関して検証すべき唯一の疑問

は、こうした施設の存在がプルトニウム型核爆弾の

製造に繋がる可能性があるかということです。この

点について、多くの専門家ははっきり「ノー」と答え

ています。米国国務省は、イランは危険な意図を

持っていると主張していますが、その根拠はという

といかがわしい情報源からの根拠のない情報を寄

せ集めただけに過ぎません。しかも、これらの情報

源が信用に値するとは思えません。と言いますの

もそれらはすべて匿名か、あるいはイラクが非通常

兵器を保有しているとの噂を広めた情報源と同じ

だからです。

残念ながら、イランの核開発に関する米国や欧州

での議論では、イラン国内での核燃料製造が経済

面、環境面、安全面から妥当であることが正しく評

価されているとは言えません。米国も欧州諸国も、
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イランの外交専門家が語る
「イランの核開発と核不拡散問題」

ぐためでしかない。そしてイラン自身は米国の圧倒

的な戦力によって牽制されている。」

NPTの今後
米ソ対立という構造が崩れ、現在の世界は過渡

的段階にあり、安全保障に関する重大な問題が未

解決のまま残されています。冷戦時代から受け継

がれた最も大きな課題の一つが核軍縮です。残念

ながら、核保有国は核不拡散条約（NPT）を遵守し

ようとはしていません。最近ニューヨークで開かれ

た再検討会議で明らかになったように、核保有国

のこうした態度が原因となって、NPTは事実上形

骸化しつつあります。もちろんNPTの普遍性や、こ

れを遵守しようという意識が希薄だったことも、現

在の状況を招いた一因となっています。しかしなが

らNPTが危機に瀕している根本的な原因は、加盟

国に核軍縮を実現しようという意志が欠けていた

ことだけではありません。核保有国が、それぞれの

軍事戦略において再び核兵器を重視し始めたこと

にもあるのです。こうした状況で、イランの核開発計

画が注目を集めることになり、ここしばらくは疑惑の

目で見られているわけです。イランとしては、IAEA

への協力を惜しまない姿勢を明らかにして、自国の

平和的な核開発計画に対する疑惑の払拭に努め

ています。しかし、多くの専門家が認めているよう

に、本当の問題は政治的なものであって、主に米

国の対イラン政策の影響を受けているのです。

国際的な核関連規則に対するイランの姿勢
核兵器を持たない国として、イランはNPTの維持

と強化に大きな関心を寄せてきました。実際にも

わが国は、核不拡散のための条約すべてに加盟し、

遵守しています。先ず1958年、IAEAに加盟する

ことで、核エネルギーの平和利用と核兵器の不拡

散を約束しました。続いて1963年には包括的核実

験禁止条約（CTBT）に、1967年には核不拡散条

約（NPT）に加盟しています。またIAEAとの間で

は、1973年に包括的保障措置協定、1974年には
IAEA保障措置に基づく査察を円滑に行うための

補助取極を結んでいますし、2003年12月には、
NPT追加議定書にも署名しています。一方で、イス

ラエル、インド、パキスタンといった核兵器保有国は、

こうした条約のすべてとは言わないまでもそのほと

んどに加盟していません。イランのこうした姿勢に

もかかわらず、米国はわが国の核開発計画を極め

て複雑な国際問題にしてしまいました。ここで確認

しておかなければならないのは、今のところ、
IAEAは、イランに国際義務違反があったと認定し

ていないということです。NPTの下、平和目的に利

用する場合に限り、また核物質を搬入する場合は

その180日前までにIAEAに報告することを条件

に、イランにはウラン濃縮施設を含め、あらゆる種

類の核関連施設を建設することが認められていま

す。IAEAに事前に報告することなくナタンツにウラ

ン濃縮施設を建設したことも、国際義務違反に該

当するものではありません。また、イラン国内の複

数の施設から高濃縮ウラン（HEU）が検出され、こ

れがわが国による最も重大なNPT違反の証拠だ

とされたことがあります。しかし現在、IAEAは検出

された高濃縮ウランが、イランに輸入される前から

部品に付着していたと判断しています。

イランの核開発に対する批判においてしばしば

無視されるのは、わが国がNPT加盟国として、
IAEAによる広範囲の査察を認めたNPT追加議定

書にも署名し、その履行を容認していることです。こ

れによりイランでは、申告済みの核関連インフラはも

ちろんのこと、申告を行っていない活動についても、
IAEAによる広範囲な査察を受けています。その一

方でイランは、欧州の3カ国と核問題について協議

を行ない、ウラン濃縮を自発的に中止しました。結

局のところ、基本的な問題が合法性ではなく信頼に

あるということは、誰の目にも明らかなのです。イラン

は、ウラン濃縮が合法的に行われており、しかも原

子炉の燃料を確保するうえで必要だということを一
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パーセントを天然ガス、20パーセントを水力発電、そ

して5パーセントはその他のエネルギーで賄うという

イランの目標は、合理的で、しかも経済的に妥当な

判断なのです。しかも、原子力エネルギー計画は、

技術インフラの構築、さらには医療や農業など、他

の産業や科学分野での開発施設の建設に役立ち

ます。核関連技術にはまた、高度先端技術として、

他の近代技術の活用にも重要な影響を与えること

が期待されています。

米国の反対
1995年、イランとロシアがブシェール原子力発電

所の建設に合意すると、ビル・クリントン政権下の

米国は、同発電所の原子炉から出る核廃棄物から

プルトニウムが抽出され、核兵器製造に利用される

恐れがあると主張しました。イランは、核廃棄物を

ロシア側に返還することで合意しました。すると米

国は、イランの科学者が原発事業を通して核兵器

開発に必要な技術を身につける恐れがあると言い

出したのです。この主張も説得力に欠けるもので

す。米国が政治的な理由から、イラン以外の国に

よる強力な核兵器の開発に目を瞑っているために、

きわめて深刻な事態が発生しています。誇り高く、

他国による支配や差別を望まないイラン国民が、

米国のこうした一貫性のなさに気付かないはずは

ありません。そのためわが国では、政界のエリート

も一般大衆も、核開発技術を含め、あらゆる近代

技術を活用する場合に、他国からとやかく言われ

る筋合いはないと強く信じています。この点につ

いては、ワシントンの調査会社、インターメディア

（InterMedia）が2005年5月に実施した調査でも、

イラン国民の大多数が、政府の核開発計画を支持

していることが明らかになりました。

安全保障上の影響
一部で言われていることとは対照的に、イランの

核開発計画が近隣諸国の核兵器競争を激化させ

ることはないでしょう。わが国の周辺では、既に核

兵器が拡散しています。イスラエル、ロシア、パキス

タン、インドは核兵器を保有しています。そしてトル

コはNATO加盟国として核兵器によって守られて

おり、サウジアラビアを始めとするアラブ諸国も、ペ

ルシャ湾の米軍によって守られています。

最近になって、トルコとエジプトが原子炉建設に

対する興味を表明しましたが、だからといって中東で

核兵器競争が始まったというわけではありません。

石油、ガス、電気の供給を輸入に頼っているトルコ

にとって、原子力エネルギー施設の建設は理にかな

ったことだからです。これはエジプトも同じです。

すでに公表されているように、わが国の核開発計

画は平和目的のものであって、わが国が国際義務違

反を犯したとIAEAが認めない限り、国際条約を利

用して自分達の目的を達成しようとする国々の不当

な圧力に、国際社会は屈するべきではないのです。

イスラエルのロビー活動
イスラエルは、イランの核保有能力をイスラエル

に対する戦略上の深刻な脅威として位置づけるべ

く、米国で活発なロビー活動を展開しています。し

かしイスラエルの民間人、モルデハイ・バヌヌ氏が

1986年に明らかにしたところによると、その時点で

すでに同国は約200発の核弾頭を保有しており、

この数字は、イスラエルがイギリスことによるとフラ

ンスをも上回り、世界第5位または第4位の核弾頭

保有国であることを意味していました。あれから19
年、依然としてイスラエルは核弾頭を製造し続けて

いるため、おそらく今もその順位は変わらないでし

ょう。しかし、イスラエル人を含む多数の専門家が

主張するように、イスラエルなどの国にとって、イラ

ンが核を保有することが脅威とはならない十分な

理由があるのです。テルアビブ大学ジャフィー戦略

研究センター副所長、エフライム・カム氏は、次のよ

うに述べています。「イランが核兵器の開発を目指

すとしたら、それは他国、特に米国からの攻撃を防
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イランの外交専門家が語る
「イランの核開発と核不拡散問題」
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核不拡散条約
かくふかくさんじょうやく

ＮＰＴ（Non-Proliferation Treaty）。正式には「核兵器の不拡散に関する条約」（Treaty on

Non-Proliferation of Nuclear Weapons）という。この条約に加盟することによって、非核兵器
保有国は核武装しないことを約束するとともに、国内の核物質について平和利用を保証するた
めのＩＡＥＡの保障措置（査察等）を受け、また核の平和利用について援助を受けることができる。
一方、核兵器保有国（米、ロシア等５国）は核武装について非保有国を一切援助しない。１９９５年
１０月現在で世界の１８２ケ国が加盟している。条約は１９６８年国連総会で決議され、１９７０年発効
した。日本は１９７０年に調印し、１９７６年批准した。ＮＰＴの目的は、現在以上に核兵器保有国を
増さないことである。条約発効後２５年間有効で、１９９５年に失効か延長かが決定されることにな
っていたが１９９５年５月無期限延長が決定された。詳細はＡＴＯＭＩＣＡデータを参照。

【イランの核開発関係の地図】
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貫して訴えてきました。そして、イランがあらゆる核関

連技術を利用できないようにしようと目論む米国や

その他の西側諸国からの圧力を、国に対する侮辱

と受け取っています。イランは、自らがNPTを完全に

遵守していること、そして、ウラン濃縮や燃料の再処

理を含む完全な核燃料サイクルの開発が、NPTに

よって認められた権利であることを主張しています。

また米国からの不当な圧力を指摘した上で、次の

ことを強く訴えています。すなわちイランが開発中の

核関連技術は他の国々で既に保有されているもの

であり、しかもそうした国々の中には、様々な疑惑が

ありながらも簡単に核技術の保有が認められたもの

もあるということです。残念なことですが、わが国が

こうした主張をしているにもかかわらず、米国を始め

とする西側諸国は、イランによる核関連技術の利用

を阻止しようと、今も圧力をかけ続けているのです。

結論
イランの核開発計画という問題は、NPTが確立

した核不拡散体制の歴史において、きわめて重要

な時期に浮上しました。イランはNPTにいち早く加

盟し、今もなおこれを遵守しています。わが国の核

開発計画は平和目的のためのものであって、人口

増加に伴うエネルギー需要、特に電力需要の拡大

に対応するためのものです。イランは誠意と平和的

意図の証として、IAEAの査察権限を強化した追加

議定書にもすすんで署名しました。更にウラン濃縮

活動も一時的に中止しています。一方米国は、核

軍縮実現に向けた自らの義務の多くを破棄し、核

不拡散体制をイランの政権交代という政治目的の

ために利用しようとしています。実際米国の行動と

公式発言から明らかなように、同国の隠された戦

略がわが国を孤立させ、圧力をかけて弱体化させ、

最終的には崩壊させることにあるのは紛れもない事

実です。そのため、米国が方針を改めるか、さもな

ければわが国との関係が改善されない限り、核問

題の進展は期待できないように思われます。

今はただ、事態が好転することを祈りましょう。

最後にもう一度、このような機会を与えていただ

きましたことに感謝いたします。ご清聴誠にありが

とうございました。
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「カイロ・ゲニザー」―  
千年にわたるユダヤ教の歴史と文化へのいざない 

日　　時：２００５年９月２９日（木）　14：00－16：00 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

講　　師：メナヘム・ベン・サッソン（ヘブライ大学教授） 

司　　会：越後屋　朗（同志社大学大学院神学研究科教授） 

共　　催：一神教学際研究センター、同志社大学神学部・神学研究科 

講演要旨 
　ベン・サッソン氏は、「カイロ・ゲニザ」として有名な、カイロ

のベン・エズラ・シナゴーグ内のゲニザ（重要な古文書を保管

するためにシナゴーグに設けられた部屋・空間）で発見された

文書の紹介とその分析に関する講演を行なった。以下はその

要約である。 

 

　「カイロ・ゲニザ」の発見は、ケンブリッジ大学のAgnes 

Smith LewisとMargaret Dunlop Gibsonまでさかのぼる

が、本格的研究は1896年にSolomon Schechterがベン・エズラ・シナゴーグから50万

点にのぼる文書の断片を同大学に持ち帰り、大規模な解読作業を開始したことに始まる。

Schechterは当初「カイロ・ゲニザ」に黙示録のオリジナルのテキストがあるかと考え、解

読を開始したのだが、その変わりに無名のユダヤ人たちが残した、医学、会計、宗教、そして

より私的な事項のあらゆる分野にわたる文書に混じって、Yehuda Halevyの詩やマイモ

ニデスの書いた文書を発見した。 

「カイロ・ゲニザ」の膨大な量の文書に共通していることは、第１にヘブライ文字で書かれて

いることである。第２には、第１にも関連しているが、全般的にユダヤ人の教育を意図してい

ることである。既記したように、書かれている内容は宗教に関することから、日常生活に関

わることまで多種多様である。そして使用されている言語も、アラビア語、ギリシア語、ペ

ルシア語など、その時代に著者のユダヤ人が居住していた様々な土地の言葉である。しか

しこれらが全て聖なるヘブライ文字で書かれることによって、ユダヤ人がユダヤ人として宗

教的生活に参加できるようにという教育的効果を志してきたのである。では、このような

諸文書が人目に触れないように「ゲニザ(宝物)」に保管されるようになったのはなぜだろう

か。 

まず、文書が聖なる文字で書かれたことにより尊重されたということがある。また、多くの

人が文字を読まなかった中世において、本が宝として認識されていたことがある。 

中世においては、ユダヤ人の98％がイスラーム政権支配下のギリシア地域の各地に居住

していた。ユダヤ人たちは共通言語でコミュニケーションをはかっており、そのセンターは

カイロであったと考えられている。これはカイロが大都市であったというだけでなく、ここ

にマグリブから排斥され移民してきた多くのユダヤ人が住み着いていたことも関連してい

る。これらのユダヤ人たちはトーラーと共に様々な本を携えて逃げてきた。本の中には、ア

ラブ世界では失われてしまった書物がヘブライ文字で書かれて残存したものもあった。 

「カイロ・ゲニザ」の多様な文書から、我々は上記したユダヤ人の動きを推測することがで

きる。また、何世紀もの間、ユダヤ人、クリスチャン、ムスリムの文化の中に集積されてきた

ものを知ることもできるのである。 

（COE研究指導員　中村明日香） 

プログラム 

1． 講演：メナヘム・ベン・サッソン 
2． 休憩 
3． 質疑応答 

公開講演会
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クルアーン解釈からみるジハード論

（１）偏見のないイスラーム理解のために
ただいまご紹介いただきました筑波大学の塩尻

でございます。私はイスラーム教徒ではございませ

ん。個人的にはプロテスタントの信者でございます。

自分の信仰している宗教とは違う立場の宗教を研

究することは宗教学者としては面白い作業ですし、

比較宗教学の立場から、長年、イスラーム思想を研

究し、イスラーム社会とのかかわりを持ってまいりま

した。客観的な研究の立場から、本日はイスラーム

について「クルアーン解釈からみるジハード論」とし

てお話をさせていだきます。護教的な立場でお話

をするわけでもありません。イスラームに対して批判

的な立場から話をするというわけでもありません。

ただ世間一般に流れているさまざまなイスラーム観、

イスラーム批判に比べますと、私が話しますことは

イスラーム寄りの発言をしていると思われるかもし

れません。私たちは通常、マスコミ、その他の報道

や評論などの影響を受けて、ある意味で歪曲され

て、誤解されたイスラームに接しているということで

ありまして、護教的なイスラーム擁護論を展開してい

るわけではないということを、最初にお断りしてお

きたいと思います。

レジュメには今日お話いたします要旨と、クルア

ーンの聖句と聖書の聖句を書いておきました。一

般に宗教と申しますのは、特に世界宗教と言われ

る伝統的な大きな宗教は、社会に平和をもたらし、

人間の魂を安らかに導くという魂の救済装置として

の役割を持っておりますが、同時にその理想を追

求するあまり、異教徒や他民族に対する容赦ない

攻撃性を含んでいることも事実でございます。この

ような宗教が含み持つ二面性は世界の歴史を動

かす大きな要因となってきたことも否めません。こ

の平和と暴力という相反する性質は、現代世界に

おいても、他宗教への無理解と偏見というマイナス

面となって現れています。自文化中心主義、自宗

教中心主義は精神世界のみならず、じつは国際政

治の上にも大きな影を投げかけております。

こういう観点から考えてみますと、今日の国際関

係上の混乱の要因の一つには、イスラームに関す

る誤解と偏見があるということを否定することは難

しいのであります。先進国はイスラームという宗教

とその信者・ムスリムについて客観的で真摯な研

究や理解をないがしろにしたまま、さまざまな理由

や大義名分をつくりだしては、ムスリムの住む土地

に攻撃や抑圧を加え続けております。現実には暴

力やテロの被害者は圧倒的にムスリムの側に多く

出ているにもかかわらず、ほとんどの場合、「ムスリ

ムはジハードという聖戦思想を基盤にしており、暴

力やテロや戦争の当事者の側にある」と見なされ

ているわけでございます。イラク戦争後の目を覆い

たくなるような惨状も、いまだ解決の方途さえ見つ

けられないパレスティナ問題も、その背後には強固

なイスラーム蔑視が横たわっており、解決の道を遠

のかせているように思えます。

現在の紛争や騒乱が、近代化に乗り遅れたイス

ラーム世界の混乱に乗じて、イスラーム蔑視に基づ

いて意図的につくりだされたものであり、共産主義

に代わる二項対立の構造にかかわるものとして、い
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塩尻和子

クルアーン解釈からみるジハード論公開講演会 

クルアーン解釈からみるジハード論 

日　　時：２００５年１０月２２日（土）　13：30－15：30 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

講　　師：塩尻 和子（筑波大学大学院人文社会科学研究科教授） 

コメント：四戸 潤弥（同志社大学大学院神学研究科教授） 

司　　会：小原 克博（同志社大学大学院神学研究科教授） 

主　　催：一神教学際研究センター 

 

講演要旨 
　今日の国際関係上の混乱の要因のひとつには、イスラームに関する誤解と偏見があると

いうことを否定することは難しい。いわゆる先進国は、イスラームという宗教とその信者ム

スリムについて、客観的で真摯な研究や理解をないがしろにしたままで、ムスリムの住む土

地に攻撃や抑圧を加え続けている。現実には、暴力やテロの被害者は圧倒的にムスリムの

側におおく出ているにもかかわらず、ほとんどの場合、ムスリムは暴力やテロや戦争の当

事者の側にあるとみなされている。現在の紛争や騒乱が、共産主義にかわる二項対立の構

造にかかわるものとして「イスラーム蔑視」にもとづいて意図的に作り出された「代理戦争」

であるということは、いまや周知の事実となっている。しかも一部のイスラーム教徒によっ

て、先日のインドネシア、バリ島のテロ事件のようなテロや暴力事件が頻発しており、イスラ

ーム蔑視をますます促進する要因となっていることも事実である。 

このような現実を踏まえて、さまざまな混乱や紛争の原因を短絡的にイスラームの教えに

求める傾向は減ることはない。最近、わが国でも一部の学者の間で「クルアーン教えには

本来的に暴力を容認するものがある。だから一般のムスリムもテロを黙認するのだ」とい

う声高な主張がみられるようになってきた。しかも、その主張は、きわめて分かりやすいと

して、わが国の政治や外交を司る行政府の中枢にまで大きな影響を及ぼしつつある。 

　今回の講演はこのような主張に対するひとつの反論として、クルアーンに記述されてい

る戦闘的章句を中心に、「ジハード」に関する聖典解釈という見地から再検討するとともに、

新旧訳聖書の同様の記述とも比較検討する。イスラームの理想とする教義を客観的に学

ぶことによって、大多数のイスラーム教徒が求める「平和」と「対話」を理解し、改めてテロ

や暴力の背景を考えることが、重要ではないであろうか。テロや暴力を防ぐためには、強権

や武力ではなく対話と共存が必要であると訴えたい。 

(塩尻和子） 
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で神の御許に近づくことができる、来世で報奨が

得られるという、宗教的な成功という意味であって、

決して現実的な欲望が満たされるということではご

ざいません。

本当に信仰して移住した者たち、財産と生命

を捧げて、アッラーの道のために奮闘努力した者

たち、またかれらに避難所を提供して援助した者

たち、これらの者は互いに友である。（8:72）

預言者よ、不信者と背教者に対し奮闘努力し、

彼らに厳しく対処せよ。かれらの住まいは地獄で

ある。何と悪い帰り所であることよ。（9:73）

イスラームの宣教の目的は、すべての人間が唯

一の神、アッラーのもとに跪き、信仰をともにするこ

とでありますから、不信者や背教者に対しては奮

闘努力して宣教するということになりますが、この中

には戦闘的な意味も含まれてくる可能性が出てま

いります。

アッラーの道のために限りを尽くして奮闘努力

しなさい。神はあなたがたを選ばれる。この教

えは、あなたがたに苦業を押しつけない。これは

あなたがたの祖先、イブラーヒームの教義である。

（22:78）

イブラーヒームとは旧約聖書の創世記に登場す

るアブラハムのことでイスラエル族の長老であり、イ

スラエル族として最初に唯一の神と契約を結んだ

偉大なる祖となりますが、イスラームは同じようにア

ブラハムの伝統からつながる宗教として、みずから

を「アブハムの宗教」とも呼んでおります。アブラハ

ムの宗教という言葉を使いますと、ユダヤ教、キリ

スト教、イスラームは同一の伝統上につながる宗教

であるということになります。

上記で「ジハード」が４回出てきますが、クルアー

ンの聖句に記されていますジハードの意味は、信

者が自らの欲望や心の弱さと闘うことや、神の教え

や戒律を重視するための努力、宗教にかかわる知

識を求めること、神の教えに従い、人々を唯一の

神を崇拝するように導くことなど、さまざまな意味合

いで用いられています。そのために「ジハード」には

時代や地域との関係などによって、それぞれの時

代のイスラーム法学者や為政者によって、じつにさ

まざまな解釈が行なわれてきたことも事実です。

しかし、今日、世界の多くの人々が「ジハードは

イスラーム教徒によるテロや戦争を正当化したり、

神聖化したりするものである」と誤解しております

が、本来の意味は決してそうではないということに

注意しなければならないと思います。新聞紙上や

書物で言われていますように、ジハードをHolly

War、「聖戦」と翻訳することは正しくはありません。

ジハードはイスラーム教徒一人ひとりに課せられた

義務でありまして、個人的に克己心を持って宗教

の道に修行すること、あるいは集団として外から攻

めてくる敵を排除するために戦うことをはじめとし

て、いろいろな意味づけはなされますが、イスラーム

教徒、信者の義務として考えられています。

しかしこのジハードの考え方を現在のテロリスト

たちはまさに聖戦にしてしまい、人々の間に混乱を

もたらしていることが大きな問題になってくるわけで

す。今ここでは、私は現代のイラクにおきますさまざ

まなジハードの行なわれ方、使われ方、戦闘集団

の説明をすることは控えまして、本来、クルアーンが

目指したもの、ジハードという言葉が私たちに教え

ようとしたことは何だったのかということを、もともと

イスラームが人々に伝えようとした理念、理想的な

面を考えていきたいと存じます。

よく言われることでありますが、預言者ムハンマ

ドの故事にならいまして、ジハードには「大ジハード」

と「小ジハード」の区別があります。預言者ムハンマ

ドは西暦610年頃、神の啓示を受けて宗教活動を

始めます。西暦622年、生まれ故郷のマッカを追わ

れてマディーナ、当時ヤスリブと言っていた町に移

りました。そこが預言者の町となりマディーナという

名前で現在に至っているわけですが、そこに移り
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わゆる代理戦争であるということは、今や周知の事

実になっているわけでございます。このような混乱

や紛争の原因を短絡的にイスラームの教えに求め

る傾向は減ることはありません。最近、このような

傾向や動向に同調して、ある若い日本人のイスラー

ム学者を中心にして次のような声高な主張が見ら

れるようになってまいりました。

「イスラームの教義には本来的に暴力を容認する

ものがある。だからムスリムがテロを黙認するのだ。

あるいはテロを背後から支援するのだ」という主張

でございます。しかもその主張は極めてわかりやす

いとして、インターネットの討論の場だけでなく我が

国の政治や外交、防衛を司る行政府の中枢まで大

きな影響を及ぼしつつあります。

多くの人たちはこんなふうに申します。「何人か

の学者が、イスラームは平和的な宗教だと言うが、

現実になぜテロや紛争がイスラームの名のもとに行

なわれるのか」と。こういう疑問を抱いている人々

にとって「イスラームは本来的に暴力を容認する教

義を持っているのだ」という主張はきわめてわかり

やすいわけです。しかしこの主張は現実的にも教

義的にも正しくはありません。しかもこのような主張

を繰り返すことは、現在のイラクやパレスティナやア

フガニスタンで起きているさまざまな現象を無視し

ていく大きな要因にもなってきます。つまり本来的

に教義上、暴力を容認し、そしてそれを信じている

人たちが暴力を認めたり支援したりするのであれ

ば、「なぜ外の世界からそういう社会に救いの手や

支援の手を差し出さないといけないのか、勝手に

やっていればいいじゃないか」というような乱暴な

議論に行き着いてしまうわけであります。

（２）クルアーンの教えと暴力
このような議論は、表面上は学問的な装いをま

とっていまして、クルアーンの聖句を根拠にして展

開されていますので、本日、私たちもクルアーンの

思想の中から、特に戦争や戦いに関する箇所を選

んでクルアーン解釈という観点から見直してみたい

と思います。

じつはクルアーンには「ジハード」という用語で戦

闘や戦いを容認している箇所は多くはありません。

これほどジハードという言葉が一人歩きしているか

ら、「イスラームの聖書である根本的な教え、神の言

葉であるクルアーンの中には、さぞかしたくさんのジ

ハードという言葉が出てくるに違いない」と皆様も

想像されるかもしれませんが、決して多くはないの

です。むしろジハードとそれに関連する用語は暴力

を表現する用語というよりも精神的な意味合いで

用いられることが多いのでございます。

しかし一般にジハードという言葉がイスラームに

おける暴力的側面を表す用語として象徴的に用い

られることを踏まえて、今回の講演の題目を「クルア

ーン解釈からみるジハード論」といたしました。ジハ

ード論とともに戦闘、暴力の面からも考えてみたい

と存じます。したがいまして本日の私の話の意図は

「イスラームは暴力を容認するのか否か」を考えるこ

とにあります。

ジハードはもともと「ジャハダ」「ジャーハダ」という

アラビア語の動詞の派生形から出てきた名詞で、

原語としての意味は「努力する」「克己する」「奮闘

する」という意味であります。ジハード論に関する用

語はクルアーンの中では41の節に現れています

が、41カ所の記述がすべて紛争や戦いに関するも

のではありません。厳密にはわずか10カ所ほどの

節でジハードに戦闘的な意味が与えられているに

すぎません。次はクルアーンからの引用です。

あなたがた信仰する者よ、神（アッラー）を畏

れ自分の義務を果たして神に近づくよう念願

し、神の道のために奮闘努力しなさい。あなた

方は恐らく成功するであろう。（5:35）

ここにある「奮闘努力」がジハードにかかわる用

語でございます。動詞の命令形として用いられて

おります。「恐らく成功するであろう」というのは来世
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で使われているわけではありませんが、直截的に

戦争や戦闘行為を命じる箇所では次のような章句

がございます。

神聖な月が過ぎたら、多神教徒を見つけ次第

に殺しなさい。また、彼らを捕虜にして閉じ込め、

あらゆる策力をもって彼らを待ち伏せしなさい。し

かし、もし、彼らが悔い改め、礼拝を守り、喜捨を

差し出すなら、彼らの道を開いてやりなさい。実

に神は寛容で慈悲深いお方である。（9章5節）

この聖句は「剣の節」とも呼ばれていまして、イス

ラーム教徒にとっても戦いを強制される大変厳しい

教えであります。ここでは「殺せ、閉じ込め」などと

直接的な表現で暴力行為が命じられております。

「神聖な月」とはイスラームが起こる前のアラビア半

島で守られていた一つの伝統で、かつて7月、11月、

12月、1月には戦闘行為が禁じられていました。こ

の聖句が啓示されました後、預言者ムハンマドとイ

スラーム教徒の一軍は神聖月の期間中でも戦闘を

行なわなければならないという事態に陥りましたの

で、それ以降はイスラーム以前の習慣を無効にして

しまいました。

このことから研究者によると「預言者ムハンマド

は、イスラーム以前のアラビア半島の伝統を変更し

てよりいっそう戦闘的にした」と主張する人もありま

す。しかし、同時にムハンマドの宣教活動を取り巻

く事情が、いかに厳しく、困難なものであったかと

いうことを、私どもはこの聖句から読み取っていくこ

とができると思います。

しかし、なぜ「殺せ」とか「閉じ込め」という直接的

な命令表現で表されたのでしょうか。イスラーム教徒

の人たちは、おそらく当時も、そして現在も心優しく

「人を殺すことはしたくない」と思っている人たちが

多いわけです。これは私たち自身のことを考えても

同じことです。やむをえず戦争が起こって、多くの人

を殺さなければならなくなった事態を目前にして、「以

前から一緒に暮らした馴染みの人たちとも戦わなけ

ればならない。宗教活動の中であっても人を殺すの

は嫌だ。戦争に行きたくない」という思いを訴えるイ

スラーム教徒もいたようであります。それに対して「こ

れは神の道だから、そういうことを考えないで戦闘に

参加しなさい」という命令として下されたわけであり

ます。条件も何もつけないで、単に「異教徒を見つ

けたら殺してしまえ」という思想では、決してないこと

を理解しなければなりません。

あなた方が不信仰者と（戦場で）出あった時は、

（彼らの）首を打ちなさい。彼らを皆殺しにするま

で。そして（捕虜の）縄をきつく締め、その後に情

けをかけるか、戦いが終わるときまでに身代金を

（取りなさい）。（47章4節）

これも大変恐ろしい言葉に聞こえます。宣教活動

の中で多くの苦しい戦いが起こったことについて啓

示されたもので、一方的に「殺してしまえ」と殺人を

教唆するような内容ではありません。しかも興味深

いことにこれらの章句の後半部分、次の節には敵

が降伏してムスリムの指導者に従うことを条件にして

「捕虜を寛容に扱うように」と指示しています。「殺し

なさい、捕まえなさい」という聖句の後に「寛容に扱

いなさい」というのはすべての箇所ではありません

が、ほとんどの箇所にセットとして啓示されています。

（このセット命令について、コメンテーターの四戸先生

から戦争の始まる前の啓示と終わった後の啓示と

でセットになっている、というご指摘を頂いた。）

クルアーンには確かに戦闘的な命令が数カ所見

られますが、しかもこうしてまとめて取り上げますと、

なんと恐ろしいことを教えているのだということにな

りますが、全体でも5、6カ所で決して数は多くあり

ません。逆に平和や寛容をすすめる聖句は100を
越えております。

本来、クルアーンには、不信仰者に対するジハー

ドの記述も、強制的に改宗を求める思想も見られ

ないと言われています。「剣の節」はイスラーム教徒

に敵対し、イスラーム教徒を殺そうと襲ってくる不信

541

公開講演会

ましてはじめて宗教共同体を設立していくことにな

ります。そして宗教活動の中でマッカの人たちと何

度かの戦闘が行なわれることになります。

イスラーム初期、とくに移住、ヒジュラの後の十数

年間は、預言者ムハンマドと信者たちを取り巻く事

情が非常に厳しく、また数多くの戦争が行なわれ、

多くの人命が失われた大変困難な時期であったと

いうことを考えますと、戦争や殺戮にかかわる章句

の意味も理解できると思われます。さまざまな戦争、

負け戦もありましたが最終的にムハンマドは生まれ

故郷のマッカを無血征服し、マッカにあるカーバ聖

殿から偶像崇拝の痕跡をすべて排除して、カーバ

聖殿をイスラームの礼拝の中心地として「神の館」と

いう称号を与えたわけです。そのマッカ開城の作

業を無事に終えて帰還した預言者ムハンマドが周

囲の人たちに「これで私たちの小さいジハード、つ

まり戦闘行為は終わったので、これからは心の修

養である大きなジハードに邁進するように」と命じた

という言い伝えがございます。この言い伝えが、ど

ういう場面で、どう言われたか確定することは難し

いとされますが、「精神的な修養を大ジハードとし、

軍事的な行為を指す小ジハードはできるだけ控え

る」という解釈を支持するイスラーム教徒は現代の

世界でもたくさんいらっしゃいます。

古典的なジハードの解釈によりますと、たとえ実

際に戦闘的なジハードが宣言される場合でありまし

ても、戦闘行為が採用される条件としては、異教徒

の外敵の侵攻に対抗するための防衛戦争であるこ

と、カリフの指揮のもとにイスラーム教徒が全員一

致して参加して行なわれること、一般市民を巻き込

まないこと、キリスト教の修道士やユダヤ教のラビ

など聖職者に危害を加えないことなど、戦闘的な

ジハードが容易に実行できない厳しい制限がいく

つも設けられています。このような厳しい規定が設

けられたために、イスラーム史上、これらの条件を

十分に満たすジハードはほとんど起こっていない

のです。特に預言者ムハンマドが亡くなった後は、

こういう条件を完全に満たすようなジハードは、じ

つは一度も行なわれていないということができます

が、このことを私たちは忘れてしまうわけです。

現代のテロリストたちがどう考えているか。たとえ

ばイラクの中でシーア派とスンナ派、あるいはシーア

派同士で争いあうような戦闘的な人たちのジハード

についての考え方は、外敵とは異教徒だけではな

く、同じイスラーム教徒の枠の中で「本来のイスラー

ムの教えから外れている」と彼らが判断した人たち

に対して向けられることになります。「もはや彼らは

イスラーム教徒ではない、背教者である、宗教を裏

切ったものである、だから敵である」として戦闘行為

を行なったり、テロを繰り返したり、暗殺をしたりす

るということになるわけです。

現代の穏健なイスラーム教徒の方 と々お話してお

りましても「確かに外から入ってきた外敵に対する

ジハードの問題は古典的な領域を出ないことが望

ましいが、しかしイスラーム世界の内側で、独裁的

で私利私欲に走る悪い国王、大統領、為政者がい

れば、それに対する反政府運動を起こす場合のジ

ハードは認められるべきではないか」という話をして

くださる方々もたくさんいらっしゃいます。しかしそ

れにはじつに難しい問題があるわけですが、同じ

イスラーム教徒同士で内部に向かうジハードは、現

実にイラクで起きていますように、さまざまな利害関

係の対立や判断や権力闘争を帯びていき、単に

宗教的な問題だけではなく、複雑に絡み合った難

しい問題が入っていますので、単純にどちらがい

いか、悪いかという判断は難しいことです。

ただ預言者ムハンマドが意図した、崇高な精神

的な修養を大切にするジハードという考え方が、こ

んにちでは、同じイスラーム教徒同士が戦う名目に

なってしまうことは、私などが外から見ておりまして

も大変悲しいことではないかと思っています。

ジハードの他にもクルアーンには、確かに戦争に

かかわる章句がいくつか見られます。ジハードその

ものは必ずしも戦争とか戦いにかかわる脈絡の中
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た後のカインと神の言葉です。

カインは主に言った。「私の罰は重くて負いき

れません。あなたはきょう、わたしを地のおもてか

ら追放されました。・・・私を見付ける人はだれで

もわたしを殺すでしょう。」主は彼に（カインに）仰

せられた。「いや、そうではない。誰でも、カインを

殺すものは７倍の復讐を受ける。」（創世記4:15）

血を分けた実の弟を殺したカインを神は自分の契

約を実行していく民族の祖先として選び、カインを殺

したものには7倍の復讐をすると約束をしたわけです。

また新約聖書では絶対的な隣人愛と平和を教

えたイエスでさえも次のように言っています。

わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと

思ってはなりません。わたしは平和をもたらすた

めに来たのではなく、剣（つるぎ）をもたらすため

に来たのです。（マタイ10::34）

イエスの平和主義を受け継いだと言われるパウ

ロにも意外な言葉がございます。

しかし、聖書は何と言っていますか。「奴隷の

女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決

して自由の女の子供とともに相続人になってはな

らない。」こういうわけで、兄弟たちよ。私たちは

奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。

（ガラテア書4:30）

これらの旧約聖書と新約聖書の言葉は、聖書に

詳しい方やクリスチャンの方は教会での学びの中

で、いろいろな背景や象徴的な教えについて学ん

でこられていると思います。直接的にこれらが殺戮

を命じたり、現実に今の世界で戦争や人殺しを擁

護したりするものではない、もっと別の恒久的な平

和や尊い愛の表現がこういう形になっているのだ

と、あるいは神の壮大な計画の中の一つの場面と

して象徴的に比喩的に表現されているのだと、理

解されお読みになっておられると思います。

それでは、私たちはクルアーンに描かれたさまざ

まな戦闘シーンや暴力的な表現などを、キリスト教

の聖書を読む時と同じように神の壮大な計画の一

コマとして比喩的、象徴的に読むことができないの

でありましょうか。

パウロの言葉に戻りますと「奴隷の女の子供」と

「自由の女の子供」、ここで言われる自由の女とはア

ブラハムの正室のサラであり、奴隷の女とは彼の側

室のハガルのことです。ハガルはイシュマエルという

長男を産みますが、そのイシュマエルはアラブ族の

祖となったと言われております。サラからはイサクが

生まれています。イサクはイスラエル族の祖になって

いきます。先のパウロの言葉によりますと、正室の

子どもこそが神に選ばれた民族の正しい子どもであ

るということになるわけです。アブラハムの側室のハ

ガルからはアラブ族が、正室のサラからはユダヤ民

族がということから、パウロが言った「自由の女の子

供」とは、キリスト教徒もユダヤ教徒も指すはずです

が、このパウロの考え方から「その後のユダヤ人の

差別や虐待、20世紀のホロコーストにつながるキリ

スト教の教えが見られる」と指摘するキリスト教の学

者もおります。同時に、ハガルから生まれたイシュマ

エルを祖とするアラブ人には「奴隷の女の子供」だ

という考え方が適用され、それが十字軍の時のサ

ラセン人、イスラーム教徒への攻撃と虐殺などの口

実となったと見なされることもあります。

念のために、これは欧米の学者の見解であって

私の考えではございません。

このように平和主義的であり、神の前の絶対平

等と隣人愛を標榜したイエスやパウロの教えの中

にも、細かく見てまいりますと、もちろん背景には比

喩的、象徴的な意味合いを考えなければいけない

わけですが、実に恐ろしい表現が出てくることにな

ります。

（４）服従と平和
それではもう一方の平和的な言葉を採り上げて
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仰者に対する戦闘的な命令であり、平和裡に共存

する人たちに対しても「殺せ」という殺人指令という

ものでは、決してないわけです。

宗教には強制があってはならない。正に正し

い道は迷誤から明らかに（分別）されている。それ

で邪神を退けてアッラーを信仰する者は、決して

壊れることのない、堅固な取っ手を握った者であ

る。（2:256）

これもまた有名な聖句でございまして、イスラー

ムは不信仰者、つまりまだイスラームを信じていな

い人たちに剣をもって改宗を迫ったのではないこ

とを証明する聖句としてよく使われるものです。確

かにイスラームは預言者ムハンマドが亡くなった後

の30年間、その後のさらに100年間、猛烈な勢い

で地中海世界を中心に世界に躍り出ていきました。

信者の数もイスラームの支配領域も、ものすごい勢

いで増えていきましたが、決して武力によって改宗

を迫ったわけではありません。第2次世界大戦中

の日本軍が東南アジアや韓国に神社信仰、皇室崇

拝を強制したことを思い浮かべていただければよ

くわかると思いますが、日本が破れた途端に現地

の人々は神社参拝をすぐやめてしまいました。武力

で改宗を迫っても、信仰は定着していかないわけ

です。本当に精神的に心の中から改宗していかな

ければ、イスラームを理解して改宗していかなけれ

ば、信者の数は増えていくことはありません。

このようなクルアーンのわずかな戦闘的な聖句を

もとにして、古典時代に「イスラームの家」（信仰者の

住む土地）と「戦争の家」（不信仰者の住む土地）を

区別する思想が定着していきます。さらに戦闘的ジ

ハードの思想も成立したと言うことができると思いま

す。したがって、「イスラームの教義には本来的に暴

力を容認するものがある」という言説は、イスラームの

原点である聖典クルアーンの思想に照らしてみれば

正しいとは言えないわけです。現代の過激なイスラ

ーム主義者やテロリストたちは、クルアーンの教えそ

のものではなく、それをもとにして形成された古典的

なイスラーム法学思想に基づいて行動していること

を私たちは見逃してはならないと思います。

（３）復讐する神と許す神
私どもはイスラームのジハードという言葉を聞くた

びに「平和的なキリスト教」「好戦的なイスラーム教」

という二項対立の構図を描きがちであります。そして

キリスト教には3世紀に現れた聖戦士セント・ジョー

ジの伝説や5世紀のアウグスチヌスによりますJust

War、正義の戦いという思想、それに基づく十字軍

運動などの戦闘的で残虐な歴史的事実があること

を忘れがちであります。しかし旧約聖書を繙けば、

そこにはじつに目を覆いたくなるような殺戮の光景

が広がっていることを忘れてはならないと思います。

その代表的なものはヨシュアの戦いでございます。

その7度目に（エリコの町をヨシュアの軍勢が

ぐるぐる回って7度目に回った時）祭司たちが角

笛を吹いたとき、ヨシュアは民に言った。「とき

の声をあげなさい。主がこの町をあなたがたに

与えてくださったからだ。この町と町の中のす

べてのものを、主のために聖絶しなさい。・・・

（中略）彼らは町にいるものは、男も女も、若い

者も年寄りも、また牛、羊、ろばも、すべて剣の

刃で聖絶した。（ヨシュア記6::16～21）

「聖絶」というのは聖なる虐殺、皆殺しでござい

ます。神に命令されて皆殺しを行なったということ

です。皆殺し、虐殺、裏切り、レイプなどの恐ろしい

光景は旧約聖書の中にいくつも、これでもか、これ

でもかというほど出てまいります。

旧約聖書の描く神は戦争する神でもありますし、

復讐する神でもあります。たとえは原初の人間アダ

ムの息子、カインとアベルの物語はよく知られてい

ますが、弟のアベルを殺害したカインは神によって

罰を受けるのではなく、逆に選ばれてその後のイス

ラエル族の祖先となっていきます。その弟を殺害し
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も日本人の平和や経済的な繁栄は、韓国や中国の

人々にとって本当に同じく平和や繁栄であるでしょ

うか。そうではないと私は思います。

イスラームは世界の諸宗教の中でも理想的な側

面のみを標榜することはせず、きれいごとを言わな

い、宗教についても人間についても、長所も欠点

も極めて正直に表明する宗教であると思われます。

人間の行なう平和がじつは相手に対して奴隷の平

和にすぎない可能性を包み隠さず表現していると

見てとることができましょう。たとえ奴隷の平和であ

っても、ウマイア朝からオスマン帝国まで実に1400
年間のイスラーム支配のもとで、保護民であるユダ

ヤ教徒やキリスト教徒だけでなく、多神崇拝者、偶

像崇拝者とされるゾロアスター教徒、仏教徒、ヒン

ドゥー教徒までが概ね平和裡に暮らすことができ、

さまざまな形でイスラーム文明の興隆に貢献したば

かりではなく、自らの文化や思想をも発展させてき

た歴史的事実を考えると、ある意味でそれは「平和」

であった、たとえ奴隷の平和であっても平和な世界

であったということができるのではないでしょうか。

（５）秩序の宗教
先ほども申しましたが、イスラームの古典期に成

立した教義には、人間を「信仰者」と「不信仰者」に

分ける処遇がございます。イスラーム支配下に入り、

宗教法が完全に維持されている世界を「イスラーム

の家」とし、未だイスラームの信仰を受け入れない

人々が暮らす世界を「戦争の家」として区別するシ

ステムです。戦争の家に属する人々に対して宣教

活動を行なうことがジハードとして受容されてきたこ

とも事実でございます。軍事的な領土拡大運動は

この宣教活動を伴っていたことも歴史上多々見ら

れますが、イスラームの宗教的版図の拡大は、宣教

や軍事的強制によるものよりも、むしろイスラーム政

権の巧みな支配や宗教的寛容によるものの方が大

きいわけです。

しかし軍事的手段であれ、平和的手段であれ、

イスラームの宣教活動は預言者ムハンマドの時代

から今日までさまざま形のジハードとして受け継がれ

ていることは否めません。「さまざまな形の」ジハード

と申し上げた中には「戦闘的な」という意味も含ま

れますが、ほとんどの場合は「平和的な」ジハード

であったという意味だということができます。

繰り返しになりますが、同志社大学一神教学際

研究センターで毎年、多くのイスラーム世界の研究

者、学者、宗教家をお呼びしますが、すべての先

生方は「イスラームは平和な宗教である」とおっしゃ

います。当然ながらそこには現今のイスラーム蔑視

に対抗するための護教的な姿勢が見られるかもし

れませんが、しかし先生方はこのようなイスラームの

平和を神への絶対的服従と同時に戦争がなく、平

穏な状態という意味にも用いていらっしゃるように

私は理解しております。

アメリカで活躍しているシーア派のインド系の方

ですが、アブドゥルアジーズ・サッチェディーナという

研究者がいます。この先生は「クルアーンの思想に

は本来的な宗教多元的な平和主義が見られる」と

主張し、次のように言われています。

宗教的多元社会を指導する基本的な原則は、

クルアーンの承認がなければ、言い換えれば他

の宗教に救済宗教としての価値を認めることがな

ければ、歴史を通じて宗教的少数派に対するイ

スラームの待遇の顛末は、非キリスト教徒に対す

るヨーロッパの扱いと異なるものではなかったで

あろう。（The Islamic Roots of Democratic

Pluralism、Oxford, 2001, p.25.）

ヨーロッパの社会では非キリスト教徒に対してヨ

ーロッパ・キリスト教社会はどのような待遇を与えて

きたか。ユダヤ人への差別だけでなく同じキリスト

教の中でも異端とされたさまざまなグループに対す

る異端宣告、異端裁判、魔女裁判などを見ればわ

かるわけですが、そういう他宗教・他宗派に対する

差別的な待遇はイスラームの支配下ではほとんど
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みたいと思います。クルアーンの平和的な聖句をみ

てみましょう。

だが、あなたがたと盟約した民に仲間入りした

者、またはあなたがたとも自分の人 と々も戦わな

いと、心に決めて、あなたのところにやってくる者

は別である。もしアッラーの御心ならば、かれ（神）

はあなたがたよりもかれらを優勢になされ、あな

たがたと戦うであろう。それで、もしかれらが身を

引いて、あなたがたと戦わないで和平（salam）

を申し出るならば、アッラーはかれらに対して戦

う道をあなたがたに与えられない。（4:90）

あなたがたに戦いを挑む者があれば、アッラー

の道のために戦え。だが侵略的であってはならな

い。本当にアッラーは侵略者を愛さない。（2:190）

これはクルアーンの中でも平和的な聖句だと思

われる箇所であります。「あなたがたと戦わないで

和平を申し出るならば」で「平和」にsalamという言

葉が使われています。イスラーム教徒の先生方から

聞きますと、多くの方が「イスラーム（Islãm）という

言葉には『平和にすること』という意味が含まれて

いる」とおっしゃいます。同志社大学一神教学際研

究センター（CISMOR）では海外からの研究者を招

いてシンポジウム、セミナー、講演会、ワークショップ

が行なわれていますが、そのためにシリア、エジプ

ト、イラン、アジア、アメリカなどからいらしたイスラー

ム教徒の研究者、宗教家の方 と々意見交換、講演

を行ないます。そのほとんどの先生方は「イスラー

ムという言葉には『平和にすること』という意味が含

まれている」とおっしゃっています。

しかし私たちが注意しなければいけないのは、

ここでいう「平和」（salam）という言葉は、私たち日

本人が想定する平和とは異なるということです。ク

ルアーンが語る平和とは「唯一の超越の神の命令

に人類が絶対的な服従をすることによって世の中

に戦争や騒乱がなくなり神の意思があまねく行き

渡ること」を指しています。このために、他宗教の信

者にとっては「この平和は奴隷の平和でしかない

のではないか」と言われることになります。上記の

クルアーンの聖句も、そういう意味での平和である

と考えることができるかもしれません。

このことをもう少し詳しく説明しますと、「イスラー

ムはテロリストの宗教だ」とおっしゃる件の若い研

究者が「イスラームが他宗教に対して融和的で寛容

な共存を図るとしても、それは他宗教の信者たちが

イスラームの優位性を認めて二級市民に堕すこと、

つまり奴隷の平和でしかないのだ」とおっしゃるこ

とになるわけです。（「奴隷」という用語には語弊が

あるかもしれない。イスラームでは一般にユダヤ教

徒やキリスト教徒などの聖典の民は奴隷ではなく

保護民とされるが、この研究者の持論の表現として、

このまま使う。）

しかし私たちは考えてみなければなりません。

人類の歴史が始まって以来、全世界が一様に同じ

く平和になった時期があったでしょうか。理想的に

は平和とは全世界に一様に社会的にも精神的にも

平穏で騒乱のない状態が現れてくることであります

が、それはじつは夢物語にしかすぎないわけです。

現実には一方の国や地域の平和は、対立する国

や地域の平和ではありえませんし、一つの宗教や

イデオロギーの平和は、他の宗教やイデオロギーの

平和ではないからであります。

そういう意味では、クルアーンの平和は必ずしも

私たちの考える平和と矛盾するものではないので

はないでしょうか。つまり私たちはいつも心から平

和を希求しますが、その平和もすべての人々にとっ

て平和ではないということを忘れているわけです。

「イスラームの平和が、異教徒にとって奴隷の平和

でしかない」ことは、むしろ平和という言葉の意味

から考えて当然ではないかと思われます。イスラー

ムの平和がユダヤ教徒、キリスト教徒、仏教徒にと

って奴隷の平和であるからといって「そんな平和は

けしらかん、意味がない」と切り捨てることはできな

いと思うわけです。立場を変えてみますと、現在で
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教義を近視眼的に見るならば、確かにそのような立

場も一理あるといわざるをえないかもしれません。

しかしそれでは、中世のイスラーム世界がなし遂

げてきた、ユダヤ教徒とキリスト教徒との寛容で平

和的な共存体制をどのように説明し、理解すれば

いいのでしょうか。もっとも反対派によればこの共

存体制、すなわち「ユダヤ教徒とキリスト教徒を保

護民として扱う保護民政策」は、聖典の民を二級

市民として差別的に扱うことにほかならなかった、

ということになるのでありますが、しかしどのような

立場であっても、私たちがイスラームの名のもとに

行なわれるテロリズムや軍事的暴力を解決しなけ

ればいけないという願いと姿勢を持っていることは

明らかでございます。テロリズムを解決するために

は、イスラーム教徒のテロについての思想を根本か

ら学び直し、表向きの平和的なイスラーム教義の背

後に潜んでいるテロや暴力を容認する思想を明る

みに出して検討し、それによって新しい観点から世

界のテロ対策を考え直さないといけないと思いま

す。テロや暴力、戦争や虐殺は、当事者が誰であ

れ、決して行なってはならない人類の生存に対す

る罪であると私は考えております。

そのような立場から、私はイスラームの教義や思

想について暴力的な側面をことさら強調すること

が、テロの撲滅や人権の擁護、世界平和につなが

るとは、とても思えないわけです。つまり「平和的な

表向きのイスラーム教義が本当のものではなく、背

後に潜んでいるテロや暴力を容認する教義こそが

本当のイスラームの姿だ」と指摘することが平和的

解決につながるとは、私は決して考えておりません。

イスラーム思想の背後に密やかに暴力を容認する

妖怪のような教義が潜んでいることが事実であった

としても、それは他の宗教にも、特に絶対的な平和

や隣人愛を標榜するキリスト教においても、じつは

等しく見られる現象であるからです。世界のどの宗

教にも平和的な側面と暴力的な側面とが併存して

いるからです。

しかしそれにもかかわらず、イスラーム世界は、ご

く近年に至るまで歴史の過程のほぼ全域で、異教

徒たちと平和裡の共存をなし遂げてきたという歴

史的事実がございます。私も、イスラーム世界で多

くの政治的、宗教的衝突や内紛や騒乱、覇権志向

の戦争などが行なわれてきたことを無視しなさいと

いうつもりはありません。しかし戦闘規模や死者数、

虐殺行為などは他の地域と比べても極めて少なか

ったことは、ユダヤ教徒の歴史学者たちも、今日、

認めていることです。

まして現代のイスラーム教徒の大多数の人々が異

教徒に対して軍事ジハードを実行して「イスラームの

家」を拡大しようと考えているわけでもありません。

イスラーム教徒の多くの人たちは「イスラームの家は

多元主義的共存の中で、平穏な平和の中でなし遂

げられるものだ」と考えていると私は思っております。

悲しいことに、宗教が掲げます理想的な理念と

現実の暴力的な行動は、じつはコインのうらおもて

のような表裏一体の現象であります。隣人愛を掲

げ、敵をも愛せよと教えた究極の平和主義宗教で

あるキリスト教は、近年に至るまで十字軍、異端訊

問、魔女裁判、植民地支配などの苛酷な暴力行為

の擁護者となってまいりました。現代では特にアメ

リカの福音主義キリスト教会がパレスティナ紛争や

イラク戦争を黙示録的な代理戦争として容認し、

巨大な軍事的、経済的支援を行なっております。

反対にジハードを教義に持ち、政教一致を理想と

して現実の政治活動の中で宗教的理念の実現を

希求しているイスラームでは、歴史の過程で表面上

の峻厳な文言とは裏腹に、異教徒や異文化に対し

ても寛容で温和な政策を採用してまいりました。

レオン・ポリヤコフという学者は、『反セム主義の

歴史』という１９７５年にロンドンから出た本の中で、

このように言っています。

イスラームは人間の限界と弱さを取り込んだ人

間の尺度にあった宗教である。一方でキリスト教

の心優しい説教は、人間の歴史がこれまで知ら
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見られなかったわけです。サッチェディーナ先生は

クルアーンの49章13節を引用しながら「クルアーン

によれば人類の多様性は避けられない緊張を生

み出すのではなく、特定の宗教がその共同体のた

めに共通の信仰や価値観や伝統を明らかにするた

めに不可欠なものである」と主張されています。

人びとよ、われ（神）は一人の男と一人の女か

らあなたがたを創り、種族と部族に分けた。これ

はあなたがたを、互いに知り合うようにさせるため

である。アッラーの御許で最も貴い者は、あなた

がたのうち最も主を畏れる者である。（29:13）

これは、「この世の中にさまざまな宗教があり、異

なった宗教を持つ人々が存在することはまさしく天

地の創造主の神の意思である」という考え方であ

ります。イスラームは平和ではなく服従を意味して

いることを、このサッチェディーナ先生も認めておら

れるわけですが、それは「信者へ要請される精神

的な服従であって、異教徒の屈辱的な服従を意味

しているのではない」とされています。

この考え方を支持する人もいれば、反対のご意

見を持っている人もいらっしゃると思いますが、「イ

スラーム」という意味が、日本人が一般的に考える

「平和ではない」という観点から、同志社大大学の

中田考先生は「イスラームは平和の宗教ではなく、

秩序の宗教である」とおっしゃっています。

平和と秩序は全く相反する概念なのでありまし

ょうか。そもそも人間の住む世界は秩序がなけれ

ば、ものごとの正しい順序や筋道が実行されなけ

れば、社会も人間の精神も混沌として無法状態に

陥ってしまい、平和裡に運営されることはできませ

ん。時代や状況によってさまざまな立場があります

が、それでも平和と秩序は相互に切り離されること

ができない、倫理思想の観点から見ても、平和と

秩序は同時に同じことを言い換えたにすぎないの

ではないかと思われるわけです。

海外のイスラーム教徒の先生方が、一様に「イス

ラームは平和な宗教である」とおっしゃるのに対し

て「イスラームは平和な宗教ではない」という考え方

があるとすれば、その平和は、私たちが無反省に

考える、ある意味のんびりした平和ではないという

ことです。つまり日本人が普段考える平和ではない

ということなのではないかと思います。

（６）クルアーンの寛容性の再考を
これまで見てまいりましたように、旧約聖書や新

約聖書の黙示録に見られる戦争描写に比べてみ

ますと、極めて少ないということができるものの、確

かにクルアーンの聖句には戦争や殺戮を命令し肯

定する表現が見られることも事実であります。しか

しキリスト教では聖書に記されている多くの殺戮や

暴力の描写は現実の政治的な本当の戦争を指し

たり、命令したりしているのではなく、信者の精神

的、宗教的な魂の戦いを指し、宗教的修養や鍛練

の比喩として把握されております。もっともユダヤ教

にもキリスト教にも、聖書の記述を文字通り受け止

めて教条主義的に実行しようとする一群の人々、

今、特にアメリカの政治家に見られるわけですが、

ユダヤ教原理主義、キリスト教原理主義という思想

を持った人々が存在し、国際政治の上に大きな力

を及ぼしていることも周知の事実でありますが、本

日はこの問題には、これ以上触れません。

もとから宗教的、精神的次元だけでなく、日常的、

社会的、経済的な次元を含んだ総合的な宗教とし

て展開してきたイスラームでは、理念的に宗教と政

治を切り離すことはできません。クルアーンの「戦え」

「殺せ」という命令をイスラーム法の解釈に基づいて

文字通り戦争やテロ行為への命令として受け入れ

る思想が成立してくることも否めないことであります。

そういう意味では、ほんの一部のテロリスト集団を

対象としているのであったとしても、イスラームに対し

て批判的で厳しい姿勢を説く学者の指摘が全くの

的外れであると決めつけることもできないかもしれま

せん。ある一定の決まった方向だけからイスラームの
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はないかと思っております。イスラーム蔑視という今

の情報社会の中で、イスラームに対する批判的な言

説が大手を振って罷り通っている中にありながら、

多くの若い人たちのなかで、日本人も含めてイスラ

ームに改宗する人がどんどん増えてきている現状

を、もう一度考えて見てみなければなりません。

信者の数から考えるとイスラームは発生以来、今

が最も勢力のある時代かもしれません。何を持っ

て勢力があるかないか、遅れているかいないか、

後進地域かどうかというのは難しい尺度であると思

います。ともかく世界中で多くの信者数を占めるイ

スラームに対して真摯に学び、その理想を感じ取っ

ていくことは、じつは私たちのアイデンティティを見直

し、もう一度学び直すことでもあります。

私は研究者としてイスラームを研究しておりまし

て、専門はイスラームの古典思想ですが、古典の神

学思想を学ぶことによって、私自身のアイデンティテ

ィ、私自身の信仰を、もう一度問い直す作業の機

会を神が与えてくれたものだと思っております。

今日はお聴きくださいまして、ありがとうございました。
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なかったほどの最も戦闘的な最も極端な文明を

主宰したが、他方、ムハンマドの好戦的な教えは、

より開放的で、より寛容な社会を建設した。（A

History of Antisemitism, Vol.1, London,

1975, pp.24-25.）

ポリアコフ氏はユダヤ教徒かもしれませんが、こ

のように述べているのが大変面白いわけで、この

見解はキリスト教とイスラームの比較の上で、まさに

象徴的な見解であろうと思われます。

したがって、イスラームは本来的にテロや暴力を

容認するという主張を、現代の一部のテロリストの

行動規範として見ることには、大きな危険が伴うよう

に思うわけです。確かに現実に自爆テロが収まらな

い、多くの市民や女性や子どもも巻き込むような戦

闘行為が、またかと思うほど毎日のように続いていま

す。今日は死者が50人、今日は20人というような新

聞記事を見て、その数字にうんざりしてしまう毎日で

はありますが、イスラームが本来的にテロや暴力を容

認するという主張を現代の一部のテロリストの行動

規範として見てはいけないと思います。またこのよう

な「イスラームは本来的にテロや暴力を容認する」と

いう主張は、クルアーンの主張と照らし合わせて、決

して正しい主張でないということを改めて見直し、

考えていくことが必要だろうと思います。

しかもこのような暴力やテロを、クルアーンの命

令としてイスラーム教徒多数派の思想であると決め

つけてしまうならば、イスラームをめぐる問題の解決

はまさに不可能となってしまうと思われます。なぜ

ならば、イスラームはもともと暴力的な思想や教義

であって、それを信じているのであるとすれば、イ

スラーム世界の外側にいる私たちにテロリズム反対

の声を上げようとする意欲を失わせてしまうことに

なるからです。

そのために、私たちがイスラームへの偏見、誤解

や蔑視を克服して、人間としての共通性という原則

の上に立って、クルアーンが教えた本来の思想に

立ち返り、その理想を真摯に学ぶことによってムス

リムの多数派と連帯していくことが、今ほど求めら

れている時代はないのではないかと思います。私

たちは、「イスラームは秩序の宗教である」という意

味を今、真面目に尊敬を持って噛みしめ、学ぶ必

要があるのではないでしょうか。

最後に私の好きなクルアーンの聖句をお読みし

ておきます。

そのことのためにわれは（神は）イスラエルの子

孫に対し、掟を定めた。人を殺した者、地上で悪

を働いたという理由もなく人を殺す者は、全人類

を殺したのと同じである。人の生命を救う者は、

全人類の生命を救ったのと同じである（と定め

た）。そしてわが使徒たちは、かれらに明証を齎

した。だが、なおかれらの多くは、その後も地上

において、非道な行いをしている。（5:32）

私どもが自分の立場や信条や思想や宗教を離

れて、世界のさまざまな宗教を客観的に学び、多く

の人たちが信じている宗教の理想とする側面を正

しく把握していくことが、今日、世界の中でのさまざ

まな宗教や文化の共存と平和につながっていくの

ではないかと、私はいつも思っております。このよ

うな考え方が同志社大学一神教学際研究センター

の大きな目的でもあるかと思います。

一方で「イスラームは本来的に暴力やテロを容認

するけしからない宗教である。だからイスラーム教徒

たちが暴力やテロを本気で撲滅しようとしないか

ら、黙認し、中には支援しようとする人たちがいる

から、世界中でテロや暴力がなくならない」という声

高な主張が一言でもあれば、営々と築き上げてき

た私たちの努力が一瞬にして無駄になってしまう

可能性があります。

しかし長いイスラームの歴史から考えてみます

と、確かに現在、イスラーム教徒は非常に苦しい立

場にありますが、信者の数から見ますと16億人と

いう膨大な信者数を擁しておりますので、私は個

人的にはあと5年でキリスト教徒数を追い抜くので

548



クルアーン解釈からみるジハード論

551

⑨カインは主に言った、「私の罰は重くて負いきれません。あなたはきょう、わたしを地のおもて
から追放されました。・・・私を見付ける人はだれでもわたしを殺すでしょう。」主は彼に（カイ
ンに）仰せられた。「いや、そうではない。誰でもカインを殺すものは７倍の復讐を受ける」（創
世記４章１５節）

⑩わたしが来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。わたしは平和をもたら
すために来たのではなく、剣（つるぎ）をもたらすために来たのです。（マタイ１０章３４節）

⑪しかし、聖書は何と言っていますか。「奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は
決して自由の女の子供とともに相続人になってはならない。」こういうわけで、兄弟たちよ。私
たちは奴隷の女の子供ではなく、自由の女の子供です。（ガラテア書４章３０節）

⑫だが、あなたがたと盟約した民に仲間入りした者、またはあなたがたとも自分の人 と々も戦わ
ないと、心に決めて、あなたのところにやってくる者は別である。もしアッラーの御心ならば、
かれ（神）はあなたがたよりもかれらを優勢になされ、あなたがたと戦うであろう。それで、もし
かれらが身を引いて、あなたがたと戦わないで和平（salam）を申し出るならば、アッラーはか
れらに対して戦う道をあなたがたに与えられない。（４章９０節）

⑬あなたがたに戦いを挑む者があれば、アッラーの道のために戦え。だが侵略的であってはな
らない。本当にアッラーは侵略者を愛さない。（２章１９０節）

⑭人びとよ、われ(神)は一人の男と一人の女からあなたがたを創り、種族と部族に分けた。こ
れはあなたがたを、互いに知り合うようにさせるためである。アッラーの御許で最も貴い者は、
あなたがたのうち最も主を畏れる者である。（４９章１３節）

⑮そのことのためにわれは（神は）イスラエルの子孫に対し、掟を定めた。人を殺した者、地上
で悪を働いたという理由もなく人を殺す者は、全人類を殺したのと同じである。人の生命を
救う者は、全人類の生命を救ったのと同じである（と定めた）。そしてわが使徒たちは、かれ
らに明証を齎した。だが、なおかれらの多くは、その後も地上において、非道な行いをしてい
る。（５章３２節）
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筑波大学大学院教授　塩尻 和子

講演の資料
クルアーンの引用は宗教法人日本ムスリム協会発行『日・亜対訳聖クルアーン』により、おもな注
釈書としては『ジャラーラインのクルアーン注釈』（中田香織訳、中田考監訳）によった。（５章３５節）
のように「・・・記」「・・・書」などの記入がないものは、すべてクルアーンの引用である。聖書は
新改訳（日本聖書刊行会）を用いた。

（太字にした言葉はジハードに関連する用語が用いられている箇所を指す。）

①あなたがた信仰する者よ、神（アッラー）を畏れ自分の義務を果たして神に近づくよう念願し、
神の道のために奮闘努力しなさい。あなた方は恐らく成功するであろう。（５章３５節）

②本当に信仰して移住した者たち、財産と生命を捧げて、アッラーの道のために奮闘努力した
者たち、またかれらに避難所を提供して援助した者たち、これらの者は互いに友である。（８
章７２節）

③預言者よ、不信者と背教者に対し奮闘努力し、彼らに厳しく対処せよ。かれらの住まいは地
獄である。何と悪い帰り所であることよ。（９章７３節）

④アッラーの道のために限りを尽くして奮闘努力しなさい。神はあなたがたを選ばれる。この教
えは、あなたがたに苦業を押しつけない。これはあなたがたの祖先、イブラーヒームの教義で
ある。（２２章７８節）

⑤神聖な月が過ぎたら、多神教徒を見つけ次第に殺しなさい。また、彼らを捕虜にして閉じ込
め、あらゆる策力をもって彼らを待ち伏せしなさい。しかし、もし、彼らが悔い改め、礼拝を守
り、喜捨を差し出すなら、彼らの道を開いてやりなさい。実に神は寛容で慈悲深いお方であ
る。（９章５節）

⑥あなた方が不信仰者と（戦場で）出あった時は、（彼らの）首を打ちなさい。彼らを皆殺しにす
るまで。そして（捕虜の）縄をきつく締め、その後に情けをかけるか、戦いが終わるときまでに
身代金を（取りなさい）。（４７章４節）

⑦宗教には強制があってはならない。正に正しい道は迷誤から明らかに（分別）されている。そ
れで邪神を退けてアッラーを信仰する者は、決して壊れることのない、堅固な取っ手を握っ
た者である。（２章２５６節）

⑧その七度目に祭司たちが角笛を吹いたとき、ヨシュアは民に言った。「ときの声をあげなさい。
主がこの町をあなたがたに与えてくださったからだ。この町と町の中のすべてのものを、主の
ために聖絶しなさい。

・・・（中略）彼らは町にあるものは、男も女も、若い者も年寄りも、また牛、羊、ろばも、すべ
て剣の刃で聖絶した。（ヨシュア記６章１６節～２１節）
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二本角が表すもの― 
西アジアにおけるアレクサンドロス大王の神聖化 

日　　時：２００５年１２月１７日（土）　14：00－16：00 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

講　　師：山中由里子（国立民族学博物館民族文化研究部助手） 

司　　会：中田　考（同志社大学大学院神学研究科教授） 

共　　催：一神教学際研究センター、日本オリエント学会 

講演要旨 
　アレクサンドロスに関する言説は歴史や物語というジャンルだけにとどまらず、また象徴

されるものも多様である。まさにアレクサンドロスは「千の顔を持つ英雄」であるといえる。

そして、その顔の一つは宗教と深い関係がある。 

 今回の講演では、『コーラン』第18章「洞窟」82-97節に登場する二本角（ズー･ル=カ

ルナイン）とアレクサンドロス伝承との関連やこの二本角の啓示が下された経緯と、タバリ

ーの『タフシール』、サアラビーの『預言者伝集』、そしてニザーミーのアレクサンドロス物

語を例としてイスラーム世界におけるアレクサンドロスの神聖化について焦点が当てられ

た。最後に日本と中国に伝わったイメージも取り上げられた。 

　アラビア語・ペルシア語の文献ではアレクサンドロスは「二本角のアレクサンドロス（ア

ル=イスカンダル･ズー･ル=カルナイン）」としてしばしば表れる。これは『コーラン』の「洞

窟」章82-97節に登場する二本角（ズー･ル=カルナイン）に由来する。これはアッラーが

ムハンマドに「みな」が二本角について質問して来た時の答えについて語る一節である。

二本角が誰であるか、なぜ二本角と呼ばれるのかについての記述はなく、長い間論争の的

となっていた。現在、この一節がシリア語のアレクサンドロスに関するキリスト教伝承に拠

っているというネルデケによる推断が最も有力とされている。 

　イスラーム以前にすでにユダヤ・キリスト教において、アレクサンドロスは神聖な地位を

得ていた。ユダヤ教徒は神の国を地上にもたらすメシアとしてみなし、キリスト教ではイエ

ス・キリストの先駆者としてみなした。イスラームはこのようにすでに神聖化されたアレク

サンドロスを自らの宗教の擁護者、布教者、預言者の二本角として受け入れたのである。 

 タバリーの『タフシール』ではユダヤ・キリスト教の伝承の影響が多く見られるが、比較す

ると神の使徒としての役割が強調されており、歴史的地理的な記述はなく、寓意的な意味

合いが強い。また、サアラビーの『預言者伝集』では歴史書からの引用を含み、誕生から死

までの一貫したアレクサンドロス伝となっている。それゆえ、訓戒的な要素を持つ。一方、

ニザーミーのアレクサンドロス物語は３部構成になっており、布教者としての征服者、哲人

王、そして預言者として表される。最後には人間の限界を教訓的に示す。ニザーミーは様々

なアレクサンドロス伝を元としながらイスラーム的英雄として描いている。 

イスラームとユダヤ・キリスト教と大きく異なる点は、イスラームがアレクサンドロスの征服

地域と大部分を同じくした地域の支配者であったということである。そのためカリフ達の

現実のモデルとなりえた。聖戦と当てはまる戦闘的な側面と信者共同体を外的から護る守

護者としての側面が表れている。このような二本角のアレクサンドロスではあるが、彼の野

心はイスラームにおいても教訓の対象となった。しかしながら、彼の昇天についてのエピソ

ードによると中世ヨーロッパのキリスト教神学者ほど批判的ではなかったように思われる。 

 『コーラン』の二本角についてはアレクサンドロスにまつわる歴史的な文脈は書かれては

いないが、『コーラン』以降の宗教文学においても、歴史叙述においても、文学作品におい

ても、聖別された二本角と歴史的人物であるアレクサンドロスは常に密接な関係にあった

のである。 

（CISMORリサーチアシスタント・神学研究科博士後期課程　細谷歩美） 

プログラム 

1． あいさつ：前田　徹（日本オリエント学会常務理事） 
2． 講演：山中由里子 
3． 質疑応答 
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（中略）。それから彼は一つの道をとり、今度は北の

果てに向かう一つの道をとり、遂に聳え立つ二峰の

間にたどりついた。見ればその手前にある民族が

住んでいて、これは言葉をほとんど解さない。この

者どもが言うことに『おう、二本角様、ヤージュージュ

とマージュージュが我が国を荒して困ります。あなた

様に貢ぎ物を差し上げますゆえ、なんとか彼らと私

どもの間に防壁をつくっていただけませぬか』と。

『主に賜った我が勢力の方が、お前方の貢ぎ物な

どよりどんなにありがたいことか、まあとにかくお前た

ち、精出してわしに手伝ってくれ。お前方と彼らとの

間に防壁をつくってやるから。どんどん鉄の固まりを

運んでくるがよい』と彼は言い、やがて両方の絶壁

が平らになった頃を見はからい、『それ吹け』と声を

かければ、それはたちまち火と燃える。そこで今度

は『どろどろに溶けた銅を持ってくるがよい。あそこ

へぶちまけるから』と言う。『もうこうなってはさすがの

彼ら（ヤージュージュとマージュージュのこと）も乗り越

すことはできぬ。穴を開けることもできぬ。これは皆、

神様のお情けであるぞ。だがいよいよ神様のお約

束が果たされる時（最後の審判の時）が来れば、こ

の防壁も叩きつぶされてしまうであろう。神様のお約

束は必ず実現するから』と彼は言った」。これが『コ

ーラン』第１８章にある二本角に関する啓示です。

「皆が、尋ねに来るであろう」という皆は誰なの

か。一体どういう経緯で啓示が下ったのかというこ

とをご説明しますと、この啓示が下された経緯は、

タバリーという学者が書いた『コーラン』注釈書に二

つの伝承が載っています。二本角の啓示がどうい

うコンテキストで下されたかが書いてあります。一つ

の伝承はウクバ・イブン・アーミルという人に遡るハ

ディース（伝承）です。ウクバはムハンマドと一緒に

戦ってきた人で、後にエジプト総督になった人です。

ウクバは自分がムハンマドに仕えていた時の話とし

てこう語っています。

「ある日、私がムハンマドに仕えていた時のこと。

あの方の家から出たところで何人かの「啓典の民」

の人々に出会った。その者たちが言うには『我らが

預言者に尋ねたいことがある。家に上げてもらえぬ

か』。私は家に入り、このことをムハンマドに知らせ

た。ムハンマドが言うには『私と彼らは何の関係が

あるというのだ。私にはアッラーが教えたもうた知識

以外には何もない。水を汲んで清めをしてくれ』と

言ってムハンマドは礼拝をされた。それが済むや

否や、お顔に喜びの表情が浮かぶのを私は見た。

そして『彼らを中へ通しなさい。わが教友と見なし

たものは誰でも入れてやりなさい』とムハンマドは言

われました。彼の者たちは中へ入り、あの御方の

前に立った。あの御方は言われた。『お前方は、お

前方の書物に書かれていることを私に尋ね、私が

答えることを望んでおられる。もしそうお望みならば

答えてしんぜよう』。彼らは『まさにその通り。お答

えくだされ』と言った。あの御方は言われた。『二本

角についてお前方の書物に何が書かれているか

尋ねにきたのであろう』」。

「啓典の民」というのは『コーラン』の中では真の

神の啓示した教えの信者のことで、ユダヤ教徒、キ

リスト教徒、サービア教徒とされています。ここで出

てくる啓典の民というのはムハンマドの宗教活動に

対立していたユダヤ教徒のことだと考えられます。

ムハンマドの預言に彼らは疑いを持っているわけ

です。ユダヤ教徒たちはムハンマドを訝しく思って

いるわけです。ユダヤ教徒たちはムハンマドが本当

に預言者なのかを試しに来たわけです。しかし神

様はそういうやつらが来て、こういう質問をしにくる

であろうとわかっているので、ムハンマドに啓示を

下して「こいつらが来たら、こう答えなさい」と教えて

あげる。「礼拝を済ませるや否や、ムハンマドの顔に

喜びの表情が浮かんだ」というのは、その瞬間に訪

問者たちの問いに対する神の啓示が下ったことを

示唆しています。この伝承によりますと、ムハンマド

は啓典の民がムハンマドに問いかけてくる以前に、

すでに彼らの質問も、それに対する答えも神によっ

て知らされていたことになります。
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アレクサンドロス大王が、紀元前３２３年に３３歳の

若さで死ぬまでにエジプトからインダス河領域まで

広大な土地を征服したことは、皆さんもよくご存じ

だと思います。アレクサンドロス大王というと何を思

い浮かべられますでしょうか。アレクサンドロスと言

えば、天才的な武人、世界征服の野望を持った男、

東西文明交流の道をつくった男、シルクロード、ヘ

レニズム文化などを思い浮かべられるかもしれませ

ん。空に飛んで昇っていくという話、ゴグとマゴグ

の話も出てきます。私は歴史上の人物の中で、こ

れほど後世に広く多くの伝説を残した人間はいな

いのではないかと思います。

世界中にアレクサンドロスを主人公とした伝説、

物語が伝わっています。世界中のいろいろな時代

の人々が、それぞれにアレクサンドロスに何らかの

象徴、寓意を見いだそうとしてきました。それは野

望であったり、征服欲であったり、好奇心、探究心、

異文化に対する寛容、東西の融合、人間の限界な

どであります。私はイスラームの勃興からモンゴル

侵攻までの時代、日本で言えば古墳時代末期から

鎌倉時代はじめくらいの時代におけるアラビア語、

ペルシア語文献の中で、アレクサンドロスがどのよ

うに描かれていたかという研究をしております。一

神教学際研究センターでのお話ということで、今日

は特にアレクサンドロスが持つ宗教的な象徴性に

ついてお話をしたいと思います。イスラーム教徒の

人々がアレクサンドロスに何を見たか。アレクサンド

ロスについて何を語ったかを具体的なテキストを見

ながら考察したいと思います。

出発点になるのが『コーラン』第１８章「洞窟」８２

～９７節です。そこに、二本角を持った男、アラビア

語ではズー・ル＝カルナインが登場します。『コーラ

ン』の一節を読ませていただきます。

「また皆が汝に二本角のことで質問をしてくるだろ

う。言ってやるがよい。ではお前らに彼の話を一つ

語って聞かせよう」。これは『コーラン』の啓示なので

すが、神様がムハンマドに語っている言葉です。「皆

がお前にこういう質問をしにくるだろうから、こう答え

ればいい」と教えてあげているわけです。皆というの

は誰のことを指しているか、あとでお話いたします。

「そもそも我らは彼の権能を地上に打ち立て、かつ

これにいかなることでも意のままになしうる手だてを

授けたが、彼はある一つの道をとり、遂に日の没す

るところにたどりついた。見ると日の沈むのは泥の

泉で、そこに一群の人々が住んでいるのに出会った。

我らが『これ、二本角よ、お前、この者どもを懲らし

めるか、それとも優しくしてやるか』と言えば、彼が言

うことに『不義なす者はまず我らが懲らしを加えてお

いて、次に主のお手もとにつれていかれ、改めて、

いやというほど懲らしめられるということになりましょ

う。しかし信仰深く善行に勤しむ者は、この上もな

い見事なご褒美をいただいた上、我らとしても、ごく

楽な仕事を命じてやることになりましょう』。それから

また彼は一つの道をとり、遂に日の昇るところにたど

りついた。見ると日の昇る国の住民は日覆いという

ものを全然持たぬ人々であった。とまあ、こんな具

合であった。彼にどれくらい勢力があったかというこ

とは我ら、アッラーのみだけが完全に知っていた。
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道をとります。まずは日の没するところ。つまり西の

果てに行き、次に日の昇るところ、東の果てに達し

ます。これらの地で彼は神から与えられた力を持

って不義なすものを懲らしめ、信仰深く善行に勤し

む者には、ごく楽な仕事を命じてやる。最後にたど

りつくのが聳え立つ二つの山の間。北方にあると

いうのは解釈学者たちの間の有力な説ですが、

『コーラン』自体には「もう一つの道をとった」としか

書いてありません。そこで出会った民に嘆願され、

二本角は彼らを脅かすヤージュージュとマージュージ

ュという野蛮な民族を奉じ込めるために山の間に

巨大なダム、壁を建設します。

このヤージュージュとマージュージュという名前の

民族は聖書にも登場するゴグとマゴグのことです。

聖書では「創世記」１０章「エゼキエル書」３８章、「ヨ

ハネの黙示録」２０章に出てきます。ゴグとマゴグは

文明世界を脅かす北方の伝説的な蛮人で、トルコ

民族のこととか、タタール人のこととか、モンゴル人

のこととかいろんな説が言われてきます。ゴグとマ

ゴグ伝説の形成自体は詳しく触れませんが、伝播

の過程で「アレクサンドロス物語」というものの中に

採り入れられます。アレクサンドロス物語の原型は、

紀元後３世紀くらいまでにエジプトのアレクサンドリ

アでギリシャ語によって編纂された、アレクサンドロ

スを主人公とした空想的な遠征物語です。その後、

世界各国にいろいろな形で伝播します。アレクサン

ドロス物語の一部のバージョン、ことにユダヤ色の

強い、ガンマ系と言われているバージョンは「アレク

サンドロスがゴグとマゴグの侵略から文明世界を守

るために山の間に堰を建設する」という話が重要

なエピソードの一つとなっています。つまりイスラー

ム以前からゴグとマゴグ伝説とアレクサンドロス物

語が融合していたことから考えても、ヤージュージュ

とマージュジュを封じ込める『コーラン』の二本角の

話にアレクサンドロス伝承が関連していることは明

白であるようにみえます。しかし『コーラン』の一節

にはアレクサンドロスという名前は登場しません。

二本角というのは誰か。二本角の正体とは何か。

『コーラン』第１８章に登場する二本角が誰で、どうし

て二本角という名前で呼ばれているのか。これは、

イスラーム初期の識者の間で論争の的になってきま

した。二本角は誰かという質問に対して、いろいろ

な伝承、説が唱えられ、議論の経緯もややこしいの

ですが、簡単にまとめると三つの説があります。一

つは二本角とはアレクサンドロスのことである。もう一

つは古代イエメンの王様のサアブのことである。ま

た一つはイランの伝説的な王様、ファリードゥーンで

ある。この人はアブラハムと同時代の人であると言

われていた伝説的な王様です。二本角はアブラハ

ムと同世代の人のはずなので、このような説があり

ます。大きく分けてこの三つの説がイスラーム初期か

ら学者たちの間で言われてきました。その中でも有

力だったのが、二本角はアレクサンドロスであるとい

う説です。アレクサンドロス説を唱えるもととなる伝承

が、タバリーの『コーラン』注釈書に出てくるウクバ・イ

ブン・アーミルの証言の続きにあります。

「ムハンマドは二本角について尋ねにきた啓典

の民に対して、彼はルームの若者（ルームはギリシ

ャ、ローマのこと）で、エジプトに来てアレクサンドリ

アの町を建てた」。アレクサンドロスという名前自体

はここには出てきませんが、ルームの若者、つまり

ギリシャの若者でアレクサンドリアを建設したと言え

ばアレクサンドロス以外には考えられません。タバ

リーの『タフシール』（『コーラン』注釈書）の中に入っ

ているもう一つの二本角を最も明確にアレクサンド

ロスと同一視しているのは、ワフブ・イブン・ムナッビ

フという伝承学者に遡るものです。古人の物語に

ついての知識を持っていたイエメン人のワフブ・イ

ブン・ムナンビフによると「二本角はルーム人で、あ

る老婆の一人息子であった。その者の名前はア

ル・イスカンダルと言ったが、二本角と呼ばれた所

以は頭の両側が銅でできていたからである」。ア

ル・イスカンダルというのはアレクサンドロスのことで

すが、この名前が直接言及されているのは、タバリ
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タバリーの『コーラン』注釈書には、イブン・アッ

バースという６１９年から６８年、あるいは６８８年に生

きた、『コーラン』解釈学において大きな権威を持

っていた人に遡るもう一つの伝承があります。そ

れによると、もともとメッカにいた多神教徒のクラ

イシュ族という人々が、ムハンマドの預言者として

の活動を訝しく思い、だんだん力を持ってくるムハ

ンマドに対して危惧を懐く。多神教徒が「こいつら

危険人物だ」ということで、ユダヤ教徒の学者たち

のところに行って「どうやったら本当の預言者か調

べることができるでしょうか」と意見を請いにくる。

そういう内容が書かれています。

「彼ら、クライシュ族の代表者二人は預言者、ム

ハンマドについてユダヤ教識者に尋ね、彼の行動

や言説の一部について説明した。彼らは言った。

『あなた方こそ、啓典の民です。我々はあなた方に

我々の同胞について知らせてきたのです』。彼ら

がこう言うと、ユダヤの博士たちはこのように言っ

た。『その者にこれから教える三つの質問をしなさ

れ。もし答えることができたなら、その者は神に遣

わされた預言者じゃろう。答えられなければ、そや

つは嘘つきじゃ。自ら、ごろうじよ。太古に姿を消

した若者たちについて尋ねられよ。彼らのことに

ついて、また彼らにまつわる不思議な物語は何で

あったのか。それから地の東の果てと西の果てま

で達した彷徨う男について何を知っているか尋ね

よ。最後に我らの霊について問うてみられよ。も

し答えることができたなら、その者はまさに預言者

であるゆえ、彼の教えを奉じよ。もし答えられなけ

れば嘘つきであるゆえ、そやつについてお前方が

望むように何とでもするがよい』」。

クライシュ族の二人はメッカに戻りました。ムハン

マドを試すために、ユダヤ教徒たちが教えてくれた

クイズ、謎、三つの質問をムハンマドに投げかけま

す。ムハンマドは同じ伝承の中で「明日、答えるよ」

と約束しますが、「もしアッラーの御心ならば」と付

け加えることを忘れてしまうんです。そのために約

束の日が過ぎてもなかなか神の啓示が下りません。

１５日目にようやく天使ガブリエルが来て「あんた、

『もしアッラーの御心ならば』というのを忘れただろ

う、だめだよ」と、まず注意しておいてから啓示の内

容、『コーラン』１８章にある内容の啓示を下します。

東と西を彷徨う男に関する二つ目の質問が二本角

に関する質問です。他のも『コーラン』の中に触れ

られている「７人の眠り人」と霊のことなどで、『コー

ラン』の中に啓示があります。

今のタバリーの『コーラン』注釈書に上げられてい

る二つの伝承は、二つとも二本角に関する天啓が

示された経緯です。アラビア語で、アスバーブ・アン

=ヌズールと言います。二つの説明には明らかに食

い違いがあります。最初の伝承ではメッカの多神教

徒ではなく、啓典の民が自分たちの書物に記されて

いることについて直接尋ねてきたことになっていま

す。ムハンマドはその場で即答したように伝えられて

います。最初に上げた伝承は、ムハンマドに接して

いた教友ウクバの証言という点で、イスラーム伝承学

においては特に尊重されますが、すべての教友の

言が事実を語っているとも言えません。もう一つの

方はイブン・アッバースという権威のある初期の伝承

学者の説です。どちらに、より信憑性があるか、私は

伝承学の専門ではないので専門家に任せることに

して、二本角に関する『コーラン』の一節の背景には

預言者としてのムハンマドの威信を失墜させようとい

う多神教徒、ユダヤ教徒の試みがあったということ

が、これらの伝承からわかります。

啓示の内容に戻りますが、二本角に関して問い

かけられた時にはこういうふうに答えなさいという

神の啓示によると「二本角とは神によって権能を地

上に打ち立てられ、地上を支配する力を与えられ、

いかなることでも意のままになしうる手だてを授け

られた人物」とされています。『コーラン』のテキスト

自体は、どこの国の人であったかという特定はして

おらず、また二本角という不思議な名前の由来も

意味も明らかにはしていません。二本角は三つの
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ン神を装ったり、彫刻家たちに角をつけた肖像を彫

らせたりしたという記録があります。アレクサンドロス

とゼウス・アモン神の角とのかかわりに直接言及して

いるイスラーム世界の著作はありません。アラブの学

者による、アレクサンドロスに角が生えているコインが

出土したという記述は私の知る限りないので、証明

はまだされていません。初期のカリフにはアレクサン

ドロスに対する考古学的な興味がかなりあったよう

で、アレクサンドロスにまつわる遺跡をカリフが掘らせ

ていたということも歴史書に残っていますので、皆、

知っていたのかもしれません。

雄羊の角ともう一つ関連が考えられるのは、旧約

聖書「ダニエル書」第８章の預言と『コーラン』の二本

角との関係です。「ダニエル書」には二本角の雄羊

が一本角の山羊によって打ち倒されるという預言を

見たダニエルに対して、天使ガブリエルが「この二本

角の雄羊はメディアとペルシャの王様であり、荒 し々

い山羊はギリシャの王である」と説明しています。そ

もそもムハンマドを試すためにユダヤ教徒たちが自

分たちの書物の中からいくつかの質問を用意したこ

とが伝承に入っていましたが、これが事実であった

とすると、ユダヤ教徒たちが参照したのは旧約聖書

「ダニエル書」の一部であったのではないかとも推

察できます。この点において「ダニエル書」のヘブラ

イ語テキストで使われているヘブライ語のローケ・ラ

ーナーイム、二本角を持っているという意味ですが、

そのヘブライ語とアラビア語のズー・ル＝カルナイン

という言葉が似ていることは意義深いことです。し

かし『コーラン』の二本角と旧約聖書「ダニエル書」

の二本角の雄羊はぴったりと合うわけではありませ

ん。イスラーム教徒の識者の多くは『コーラン』の二

本角がアレクサンドロスであるとしていますが、「ダニ

エル書」の預言の解釈においてユダヤ教徒たちは

「一角の山羊がギリシャの王様である」と天使ガブリ

エルが説明したということで、二本角の雄羊ではな

く、一角の山羊の方がアレクサンドロスだと見ていま

す。それに、「ダニエル書」の二本角はゴグとマゴグ

の伝説とは関係ありません。

一神教とアレクサンドロスの関係についてお話し

ます。二本角の正体の謎はいろいろな説明が試み

られるにしたがって、いよいよ複雑になります。イス

ラームの識者たち、学者たちは決定的な回答を得

ることができず、その後も１９世紀の西洋と東洋学

者たちも引き続きこの論議をして、二本角の正体に

ついてさまざまな意見を交わしてきました。「ダニエ

ルの書」やユダヤ教徒のメシア思考、救世主思考

との関連性においての説明も試みられました。

様々な論文のやりとりがありましたが、論戦に終止

符を打ったのは、１８９０年に発表されたテオドール・

ネルデケというドイツの東洋学者の「アレクサンドロ

ス物語の歴史に関する論考」です。ネルデケはこ

の論文において「『コーラン』の二本角の一節は、シ

リア語のアレクサンドロスに関するキリスト教伝承に

よっている」と推断しました。『コーラン』の洞窟の章、

二本角のことが載っているものは、そもそもキリスト

教の説話に題をとった啓示が多いのですが、ネル

デケはそこに含まれている二本角の一節もキリスト

教徒が翻訳したアレクサンドロスにまつわる伝説に

基づいているということを文献学的に証明しまし

た。後にライニンクというオランダ学者がネルデケの

時代設定を修正しました。ライニンクは「シリア語の

アレクサンドロス伝説は紀元６２８年～６３７年の間に

成立したものだろう」と言いました。この時代はどう

いう時代か。歴史的なコンテキストを言いますと、

当時、ビザンチン皇帝のヘラクレイオス１世がササン

朝と戦っていました。ビザンチン皇帝ヘラクレイオス

１世の対ササン朝ペルシャのプロパガンダと結びつ

いていたのではないかと言われています。シリア

語の伝説の中のアレクサンドロスのペルシャ王に対

する勝利、皇帝ヘラクレイオスが６２８年、ペルシャ軍

に徹底的な打撃を与えてシリア、エジプトを奪回し

たという勝利を暗示していると言われています。

シリア語伝説と『コーラン』の二本角との類似点

だけ上げます。まず、アレクサンドロスが世の果て
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ーが上げている多くの伝承の中でもこの一節だけ

です。ここでは二本角は王ではなく、ある老婆の一

人息子、ルーム人となっています。二本角と呼ばれ

た所以は頭の両側が銅でできていたからだと。こ

の奇妙な説明はタバリーの他の箇所にも上げられ

ています。この一節の後には二本角と神様の対話、

地の果ての諸民族との聖戦、ゴグとマゴグの防壁

の建設と話が続くのですが、続きの部分に関して

は後で採り上げます。

「二本角」という不思議な名前の由来について、

頭の両側か銅でできていたという他にもいろいろ

な説明がされました。１２世紀の有名な神学者でラ

ージーという人の『コーラン』注釈書において二本角

の名前の由来に関するそれまでの時代の説明が

まとれられています。そのうちおそらく広く受け入れ

られていたと思われるのが一番の説です。「太陽の

二つの角、日が昇るところと日が沈むところまで達し

たから」という、アラビア語はカルンは「太陽の光」、

明け方の最初に表れる光線も意味します。二本角

が日の没するところから日の昇ることころまでたどり

ついたという『コーラン』の説と、カルンの二重の意

味を利用した説明です。二番目は、イランの伝説、

伝承に基づいたものですが、二本角とアレクサンド

ロスが同一であるという前提に基づいた説です。

アレクサンドロスが二本角と呼ばれるのはペルシャ

人とギリシャ人の二つの血統を引いているからとい

うものです。イラン系のアレクサンドロス物語では、

アレクサンドロスはペルシャの王様のダレイオスとギ

リシャの王様の娘の間にできた子どもであって、半

分ペルシャ人だったという伝説があります。ペルシ

ャ人とギリシャ人だったから二本の角なのだという

説明もされました。

もう一つ注目したいのが７番「彼の王冠に角がつ

いていたから」。１１番「その勇気が敵に角を突く牡

羊のようだったから」。７の冠についた角というのは

ヘレニズム時代のリュシマコスやプトレマイオスとい

った、アレクサンドロスの後継者たちが鋳造した貨

幣に彫られている雄羊の角をつけたディアデム（冠）

を被ったアレクサンドロスの肖像を思わせます。フ

ランス国立図書館の貨幣部門に所蔵されているル

イ１４世のコレクションのカメオがありますが、紀元前

４世紀末に作られたもので、製作者と考えられて

いるピュルゴテレスはアレクサンドロスが唯一「お前

は私の肖像をつくっていい」と許可されていた彫刻

家です。アレクサンドロスの横顔がカメオに掘られ

ていまして、角はゼウス・アモン神を象徴していると

言われています。もっとよく知られているのが、アレ

クサンドロスの顔が入っている貨幣、後継者の一

人のリュシマコスの４ドラゴム銀貨やプトレマイオス

の４ドラコム銀貨です。リュシマコスの方はカメオを

模倣していると思いますが、ディアデム（冠）に雄羊

の角がついています。プトレマイオスの方はインドも

制覇したアレクサンドロスのことで、インド象の角の

冠がついています。東京国立博物館でアレクサン

ドロス大王東西文明交流の展覧会が開催されまし

たが、そこに出展されていたペラ（アレクサンドロス

のマケドニアの故郷）で出土したパン（牧神）の姿の

アレクサンドロス像は、山羊の角が生えているもの

です。ヘレニズム時代の美術品に角を冠したアレ

クサンドロス像があり、この図像が二本角の名称の

もとになっているという説もあるのですが、確固た

る文献的な証拠はありません。

１１番の「その勇気が敵に角を突く雄羊のようだ

ったから」という解釈も雄羊の角をつけた肖像との

関連が考えられます。雄羊の角はアレクサンドロス自

らが、その子であると称して崇めたゼウス・アモン神

の象徴物でした。エジプトの奥地にあるオアシスに

ゼウス・アモン神殿がありますが、そこを遠征の途中

にわざわざ寄り道をして神殿の神託所を訪れた時、

アモン神に「お前はわしの子だ」と神託を告げられ

たと言われている伝説があります。これは生存中に

アレクサンドロス自身が実際にそう聞いたと主張して

いたことです。自分で冠を被って「私はアモン神の

息子なのだ」と。晩餐の時、雄羊の角をつけたアモ
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そもそもなぜ、アレクサンドロスが一神教におい

てこれほど神聖な地位を得られたのかという点に

ついて触れますと、アレクサンドロスの神格化の芽

はすでに彼の生前からありました。ゼウス・アモン神

の恰好をしていたことはすでに述べましたが、ヘレ

ニズム時代にはアレクサンドリアに建てられた彼の

墓を中心とした、アレクサンドロス崇拝にまで発展し

ました。アレクサンドロス物語の原型に近いとされ

るアルファ系では、アレクサンドリアにおける大王崇

拝を反映した一節があります。セラピス神という神

様がアレクサンドロスの夢の中に現れて、彼の運命

とアレクサンドリアの将来について語る預言があり

ます。その預言の中でセラピスは「アレクサンドロス

は野蛮な国々の民族を征服した後、死にながら死

なずにアレクサンドリアに戻り、そこで神として崇め

られるようになる」と告げています。

その他、古代ギリシャの「預言文学」においてもア

レクサンドロスはペルシャ帝国を滅ぼし、ギリシャ文

明に勝利をもたらす英雄として描かれています。ヘ

レニズム時代にアレクサンドロスの神格化の芽はあ

って、それがローマになると、ローマの皇帝崇拝の原

型になるわけです。ローマの皇帝たちには自らをア

レクサンドロスになぞらえたいという願望がありまし

た。我こそはアレクサンドロスなり、という恰好をした

り、アレクサンドロスがしたことと同じことをしてみたり、

というアレクサンドロス模倣が流行りました。その一

つの例がポンペイウスがアレクサンドロスを真似した

ヘアスタイルをして、虚ろな眼差しで見ている。小太

りなポンペイウスには滑稽かなという見立てですが、

ローマ時代の皇帝崇拝に発展していきました。一神

教がアレクサンドロスを神聖視したことは、その延長

線上にあったのではないかと考えられます。

一神教では神様は一つですから、アレクサンドロ

スを神様とするわけにはいきません。アレクサンド

ロス自身に神の格式を与えることは拒んだわけで、

神格化を拒否します。しかしすでにアレクサンドロ

ス崇拝の伝統があって、一神教もそれを採り入れ

たいわけです。神様にはできないけれども、神の

敬虔な信徒にし、彼らの宗教の擁護者としました。

キリスト教徒によるアレクサンドロス伝説の形成は

コンスタンチヌスのキリスト教公認と東ローマ帝国の

建国とも大きくかかわっているのではないかとも推

察できます。このような東ローマ帝国のアレクサンド

ロスとの予表論的な結びつきは、キリスト教帝国の

危機においても再び強調されます。

アレクサンドロスにまつわるシリア語のキリスト教

伝説が皇帝ヘラクレイオスとササン朝ペルシャとの長

年の抗争を背景に成り立った作品であること。シリ

ア語キリスト教伝説は、皇帝がペルシャ軍を打ち負

かしたことを、アレクサンドロスの勝利に重ねて描い

ていると言いましたが、その後、ビザンチン皇帝は衰

弱した軍を建て直す間もなく、ヘラクレイオスは今度

はアラブ・ムスリムの脅威と対峙することになります。

ムハンマドの死は６３２年ですが、ムハンマドの死後

も決河の勢いで突き進むムスリム軍にヤルムークの

戦いでビザンチン軍が撃破されます、６３６年です。そ

こで撃破されたビザンチン帝国はシリア、メソポタミ

ア、エジプト、北アフリカの領土を次 と々ムスリムの軍

に奪われていきます。蛮人の侵略に対する反応とし

て書かれたのが、プセウド・メソディウスの「黙示録」

と呼ばれる預言書です。アラブのキリスト教徒から

見れば蛮行になるわけですが、「アラブの蛮行は真

の信者と背教者を振り分けるための神様の一時的

な懲罰であり、ギリシャ王国の創始者アレクサンドロ

スの再来である最後のビザンチン皇帝はきっとアラ

ブを倒してくれて、キリスト教の支配を打ち立て、キ

リストの再臨の際に地上の王権を神に差し出すで

あろう」という内容の預言です。７世紀のキリスト教

徒たちは「この世の終わりが近づいている」という切

迫感にかられていたわけです。こういうキリスト教徒

たちがアレクサンドロスの再来である最後の皇帝、

最後のキリスト教皇帝がもたらすキリスト教王国の勝

利を、この預言に期待したわけです。ただ期待は破

られてしまいます。
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へ遠征すること、太陽が天の窓に入るところ、つま

り西から北へ向かうこと、日の昇るところに住む

人々の描写が似ている。ゴグとマゴグなどを含む

フン族を封じ込める鉄と銅の堰、関門の壁を建設

する一節があること。終末の時、最後の審判の時

にはその堰が破られるだろうという預言があること。

これらの点において『コーラン』の二本角と類似し

ているわけです。『コーラン』の一節がこれに基づい

ているのではないかという決定的な証拠となった

のは、次の２節です。シリア語のアレクサンドロスに

まつわるキリスト教伝説の中にある実際の文章で

すが、その最初の２節です。この伝説の中でアレク

サンドロスがアレクサンドリアを出発する際に神に

祈りを捧げます。その時にこういうふうに言います。

「神よ、諸王と諸士師の主よ、我は知る、御身が

我を他のすべての王の頂点に立たせ、我が頭に

二本の角を生やしたもうたことを。それをもって万

国をつき抑えるように。どうか天空よりお力をお授

けくださるように。世界中の国々に勝る力を得て、

それらを罰することができるよう、我は御身の名を

永遠に賛美し、御身の記憶は不屈のものとなるで

あろう。我が国の憲章に神の名を記せば御身にと

って永久の記録となるであろう」。ここに２本の角を

生やしたもうた、とアレクサンドロスが神様に祈りの

中で言うわけです。

別の箇所にアレクサンドロスがペルシャの王様と

戦う前、前の晩、寝ているアレクサンドロスの前に

神様が現れて、こう言う場面があります。

「見よ、我は汝にあらゆる国々に勝る力を与え、

鉄の角を２本、汝の頭に生やした。汝がこの世の

国々をつき抑えるように。（中略）だが見よ、大勢の

王とその軍が汝を討つためにやってくる。我が名を

呼ぶがよい。汝の助けに参ろうぞ」。

この二つの節にあるように、アレクサンドロスにま

つわるシリア語の伝説ではこの世の国々をつき抑

えられるようアレクサンドロスが神様から授かった力

が２本の角に象徴されています。それが『コーラン』

ではアッラーが「権能を地上に打ち立て、かつこれ

にいかなることでもなしうる手だてを授けた者の名

前」、二本角となっているということです。

『コーラン』の二本角説話の内容はキリスト教伝

説に似たアレクサンドロス伝承からとられたもので

あったことは疑いないとしても、いろいろと疑問は

残ります。すでにタバリーの『コーラン』注釈書に記

されている伝承が事実だとすると、そもそもムハン

マドに二本角について尋ねにきたのはキリスト教徒

ではなく、ユダヤ教徒だったと思われます。文献学

的には「『コーラン』の二本角が、シリア語のキリスト

教伝説に基づいているというネルデケの説は正し

いのかもしれませんが、ムハンマドが、正しく言えば

神様が、二本角の話を啓示として伝えたという政治

的な背景を十分に説明していません。なぜユダヤ

教徒たちは二本角についてムハンマドに尋ねにき

たのか。ムハンマドがこの人物に語ることによって、

正確に言うと神様が、ムハンマドにこれを語らせる

ことによって、ユダヤ教徒たちに何を訴えようとした

のでしょうか。二本角という名称自体はユダヤ教徒

の救世主的文学に古くからあります。またユダヤ化

されたアレクサンドロス伝説、アレクサンドロス物語

もヘレニズム時代からすでにあったことは確かで

す。でも二本角とアレクサンドロス伝説を具体的に

結びつけているのは、現存する文献の中ではシリ

ア語キリスト教伝説が最も早い例のようです。キリ

スト教シリア伝説がユダヤ教伝承の影響を受けて

いる可能性も考えられますが、どちらかが一方に影

響を与えたというのではないかもしれません。７世

紀中頃といえば、東ローマ帝国、ビザンチン帝国が

あり、ササン朝ペルシャがあり、そこにムハンマドが

のし上がってきたという、三つ巴の戦いがあった動

乱の時期です。この動乱の時期にキリスト教徒も

ユダヤ教徒もアレクサンドロスを救世主とする同じ

ような伝承を共有して、それぞれが都合のよい筋

書きの中に折り込んでいたのではないかと考える

のがよいかもしれません。
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を去ってその名をすでに上げたまた別の民族に向

かっていった」。ここで途切れる感じで伝承は終わ

ってしまいます。

この一節自体にアレクサンドロスという名前は記

されていませんが、「ルームの若者で、エジプトに来

てアレクサンドリアを建てた」というのはアレクサン

ドロスのことしか考えられません。この伝承による

アレクサンドロスはアレクサンドリアを建設した後に、

天使に導かれて町の上にどんどん昇っていく。三

段階の高さから地上を見よと言われ、そのたびに

天使に「何が見えるか」と尋ねられます。最後に高

いところに昇って、全世界とそれを取り巻く海が視

野に入るほどの高さに到達したところで天使に布

教の教えを広める使命を告げられ、その後、「こう

いう場所に神の教えを広めなさい」というところまで

つれていかれるわけです。

中世ヨーロッパにもアレクサンドロスの昇天の話

が流布していました。今のウクバの伝承とはちょっ

と内容が違います。アレクサンドロス物語はべータ

系、ガンマ系という系統からヨーロッパのいろいろ

な言葉に訳されていて、広がっていきましたが、教

会建築の装飾のモチーフとしてもヨーロッパ各地で

使われました。オトラントというイタリアの踵の先に

ある大聖堂の教会全体に床モザイクが施されてい

て、入り口近くにアレクサンドロスがいます。アレク

サンドロスが四羽の鷲、またはグリフィンに結び付

けた籠に乗って、先に肉の固まりがついた棒を持

っている。肉の固まりをグリフィンの鼻先に掲げて、

それを餌に「どんどん上に上がれ」と天まで昇って

いくという話が描かれています。蛇は海を象徴して

いますが、海に取り囲まれた世界が円のように見

える高さまで昇ったところで、天からの声、天使に

「なんでお前はこんなところまで来たのか」と怒られ

て、また地上に戻ってくる。そういう話です。

海に取り囲まれた地界のビジョン、天使が登場

するという点はイスラーム教の伝承と共通するので

すが、アレクサンドロスは自らの意思によって珍妙

な飛行装置を考案して天に昇るのではなく、神の

使いに導かれていきます。中世キリスト教世界では

このエピソードを天界をも征服しようとするアレクサ

ンドロスの傲慢と野望の表れであると批判的に解

釈する傾向が強く、モザイクにしても信者の人が教

会に入って踏んづける部分に施されています。無

謀な野望は「敬虔な気持ちで教会に入りなさい」と

いう踏んづけられる部分にあるわけです。

タバリーが挙げているアラビア語の伝承において

は、アレクサンドロスは神様の命令に対して完全に

受動的であって、彼自身の野心、攻撃心は全く表れ

ていません。彼は神様に選ばれた人間として神の

力を持って奇跡的に浮上し、全世界を見せられ「無

知なるものを教化し、知徳あるものを強固にする」と

いう布教の使命を明かされています。野望ではなく、

預言者ムハンマドの昇天、ミーラージュにも通じる啓

示的な空中飛行なわけです。ユダヤ教徒の間でも

アレクサンドロスの昇天は伝説として古くから伝わっ

ていたようで、エルサレム・タルムードの中にはラビ・

ヨナという４世紀の人の言葉として、こんなことが書

かれています。「マケドニアのアレクサンドロスは天に

昇ろうと望んだ際にどんどん高く上がり、遂にこの世

が球のように見え、海が大皿のように見えるところま

で達した。これゆえに彼の肖像は球を手にしている

のである。なぜ皿を持っていないかというと、彼でさ

え海までは征服できなかったからである。聖なるも

の（神）、彼に幸あれ、聖なるものは海をも陸をも支

配しておられる」。これはユダヤ教徒のアレクサンド

ロス昇天伝承です。タルムードに含まれているこの

一節はタバリーを引用しているウクバの伝承と直接

かかわりはないかもしれません。アレクサンドロスが

天高く昇って、眼下に見下ろすと、世界とそれを取

り巻く海が見えるという点ではタバリーの記述と共

通しています。しかしこのユダヤ教徒の伝承におい

て、アレクサンドロスは天使の助けを借りたのではな

く、自ら望んで天に昇っていきました。アレクサンドロ

スは天に昇ろうと望んだ。そのためにどのような方法
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アレクサンドロスが二本角、ズー・ル＝カルナイン

なる下地は、すでに一神教によって敷かれていた

わけです。イスラーム教はユダヤ、キリスト教の英雄、

神の加護のもとに真の教えを広めるために西から

東まで旅をし、この世の終わりに破壊をもたらす野

蛮な民族が、神の意思に反して終末の時より早く

暴れ出さないように封じ込める役割を担った勇者

として象られた二本角アレクサンドロスを、イスラー

ム教の宗教説話の中に採り入れたのであります。

『コーラン』の中に入る過程で、アレクサンドロスとい

う名前は完全に省かれてしまいます。名前が省か

れたことによってアレクサンドロスという名前にまつ

わる歴史的なコンテキストも脱ぎ捨てられてしまうわ

けです。その背景には純粋に教訓的な目的があっ

ただけではなく、相手のコマ、イスラーム教徒からす

ればライバルであるキリスト教とユダヤ教のコマを

逆手に利用して、自らの宗教の優越性を宣伝しよう

というムリスムの政治的な意図もおそらくあったの

ではないかと想像できます。

後半は具体的な二本角アレクサンドロスが登場

する文献の例を紹介して、神聖化されたアレクサン

ドロスのイメージを追います。『コーラン』の二本角説

話の典拠、その人物についての啓示が下った理由

は何であったにしろ、注目したいのはアレクサンドロ

スに関する伝説が『コーラン』の中に採り入れられた

ことによってアレクサンドロス伝承がイスラーム化され

たことです。『コーラン』ではアレクサンドロスの名前は

完全に二本角に置き換えられていますが、タバリー

の『コーラン』注釈書の伝承に見るように、二本角と

アレクサンドロスとの関係は完全に忘れられることは

ありませんでした。言い換えれば二本角という抽象

的かつ寓意的な人物の正体を突き止めようとする

解釈学者たちによって、その歴史性、時間軸上の存

在を証明しようという行動は抑えがたいものであっ

たようです。このため二本角とアレクサンドロスとい

うのは切っても切れない関係になりました。

『コーラン』の二本角との結びつきはイスラーム世

界においてアレクサンドロスに神聖な側面を加えた

のです。それは宗教書に限らず、歴史書、文学作

品にも見られます。聖なる王アレクサンドロスのイメ

ージがイスラーム世界の文学においてどのように展

開したかを、タバリーの『コーラン』注釈書、サアラビ

ーという人の「預言者伝承」、ペルシャの詩人のア

レクサンドロスの書を通してご紹介します。タバリー

の『タフシール』、『コーラン』注釈書ですが、注釈書

は９世紀頃から数多く記され、『コーラン』の意味の

説明だけではなく、内容にかかわる付加情報や、

『コーラン』にまつわる伝承が集められたものです。

中もタバリーの『タフシール』はイスラームが起こって

から最初の３世紀の間に流布した伝承を豊富に集

めています。タバリーが記している二本角に関する

伝承の中でもアレクサンドロスとの結びつきが明白

なものを二つ上げます。ムハンマドの教友のウクバ

の証言に基づく伝承の続きです。啓典の民がムハ

ンマドに二本角について尋ねてきた経緯について

上げましたが、その続きによると、ムハンマドの答え

は、こういうものでした。

「彼はルームの若者で、エジプトに来てアレクサ

ンドリアの町を建てた。建設が完成すると天使が

彼のもとに現れ、彼をつれて天に昇った。天使が

『何か見えるか』と言うと、彼は答えた。『我が町とそ

の他の町々が見えます』。天使は高く上り尋ねた。

『何が見えるか』『我が町が見えます』。さらに上昇

し尋ねた。『何が見えるか』『地界が見えます』。天

使は言った。『それぞ、この世を取り巻く大洋、アッ

ラーが我を汝のもとに遣わされたのは、汝が無知

なるものを教化し、知徳あるものを強固にするた

め』。それから天使はあらゆるものが終末の時に、

そこから抜け出ていく柔らかい二つの山の壁に彼

をつれていった。そこから進み、ヤージュージュとマ

ージュージュを通りすぎた。さらに進み、犬顔をした

民族を通りすぎた。それらはヤージュージュとマージ

ュージュと戦っていた。さらに先に行くと犬顔の民

と戦っている別の民族に行き手を塞がれた。それ
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ていて」「身体中毛に覆われていて、耳が大きくて、

耳の表裏に毛がびっしり生えていて」というような

野蛮で奇妙な民族の様子が描かれています。その

奇態に関する説明の後で、二本角が彼らを封じ込

めるための壁の建設の様子が描かれています。山

の間の距離を計って、そこに石を埋めて、溶けた銅

を流しこんで、という具体的な描写があります。

壁の建設が終わった後、「敬虔で公正な民」と出

会います。そこの民と問答します。非常に平和に

暮らしている人々で、墓が家の門口にある。「それは

なぜか」と二本角が尋ね「我らがそのことをするの

は死者のことを忘れず、その記憶を心の中から消

し去らないためです」。家に扉がない。「なぜか」

「我らの中にはあやしげな人物は一人もおらず、お

互いに信頼しきっているからであります」「支配者が

いないのはなぜか」「我ら互いを虐げるようなことは

しないからです」。平和な理想郷のような町で暮ら

している人々に「どうしてこういうことかできるんだ」

と二本角が問答をする一節があって長い伝承は終

わります。この伝承の一部はアレクサンドロス物語

に関連します。ゴクとマゴグに関するところ。敬虔

で公正な人々との問答は、その起源をたどれば、

もともとアレクサンドロスがインドに遠征に行った際

の、インドの裸の哲人ブラフマンとの問答がもとに

なっています。ブラフマンはギリシャ語ではギムノ・

ソフィスタエと言い、アレクサンドロスはこの人に直

接会っていないのですが、アレクサンドロスの部下

が会いにいって問答をしたということが、すでにギ

リシャの歴史書に入っています。それがアレクサン

ドロス物語のアルファ系にも入ってきています。ユ

ダヤのアレクサンドロス伝承にも、アレクサンドロス

と南の賢者たちとの問答が存在します。

この伝承を見直しますと、神がアレクサンドロス

に直接使命を明かして、さまざまな力を与えて光と

闇の部隊を聖戦に加えさせている。これにはシリ

ア語のキリスト教伝説との結びつきが考えられま

す。シリア語のキリスト教伝説には神様がペルシャ

王との対戦を前にしたアレクサンドロスの夢の中に

現れて、神の助力を求めようと直接、語りかけ、戦

いの場面において彼の軍を援助するという一節が

あります。しかしシリア語では神が敵に囲まれたア

レクサンドロスの助けに現れるのであって、タバリー

にあるように神自身がアレクサンドロスを聖戦の闘

士として全世界に遣わすわけではありません。

この伝承の特徴的な点はアル・イスカンダルとい

う名前と、彼がルーム人であったこと以外、歴史的、

地理的具体性が全くないということです。この伝承

に表れている世界像は図式化され、簡略化されて

いて実際の地名はルーム以外に一つも出てきませ

ん。縦と横に分割された世界を、二本角はまず日

の沈むところから地上の右肩に回って、そこから日

の昇るところに向かい、さらに地上の左肩に行き、

風見鶏の針がぐるりと回るように回って世界の中心

へと進んでいきます。唯一実在の地域を示してい

ると思われる、東方のトルコ人の土地が出てきます

が、漠然としていて特定の地名とは結びつきません。

登場する人物もペルシャ王、インドの哲人とも書い

ておらず、タバリーの方は、ナーシクとマンサク、ハ

ーウィルとターウィル、ヤージュージュとマージュージュ

というような対になった名前か同語根であるような

韻を踏むような３組の空想的民族や名前を持たな

い敬虔な民しか登場しません。

この伝承を伝えたワフブ・イブン・ムナンビフは６

５４年～７３２年の人ですが、彼はユダヤ・キリスト教

の伝承を多く伝えたことで知られています。ユダ

ヤ・キリスト教徒にも馴染みのあったであろうアレク

サンドロス伝承は、あるいはイスラーム教への改宗

を促す説話として語られていたのかもしれません。

象徴性、寓意性が前面に打ち出されているのは宗

教説話ならではの特徴であると思います。暗闇が

アッラーの教えを拒否した者たちの目、鼻、口から

身体の中に入っていって膨れ上がってという、家の

中にも入って押しつぶしにかかるというような下り

は、信仰を受け入れないものたちへ恐怖の念を喚
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を用いたかは記されておりません。キリスト教伝承

にあったようなグリフィンを使ってということはここに

は書いてありません。

一部のキリスト教の解釈ほどアレクサンドロスの傲

慢を否定的にとらえているわけではありませんが、し

かしこの逸話の趣意は明らかに「アレクサンドロスほ

どの征服王にも力の限界があって、神の全能には

及ばない。聖なるものは海をも陸をも支配しておら

れる。しかしアレクサンドロスは海までは征服できな

かった」という、アレクサンドロスですら神の全能には

及ばないということを示すエピソードであります。

このようにキリスト教徒、ユダヤ教徒のアレクサン

ドロス昇天伝説と比べてみると、イスラーム教、ムス

リムの伝承のアレクサンドロス伝承のみが、自らの野

望、傲慢、好奇心によるのではなく、神様に選ばれ

た人間として天使に導かれて天に昇っています。眼

下に見える全世界の布教の任務を啓示されていま

す。アレクサンドロスを神に対抗しようとする無謀な

王様ではなく、真の教えをあまねく広める使命を担

った神の従僕とするムスリムの伝説の展開は、アレ

クサンドロスが『コーラン』の二本角と同一視され、神

聖化されていた独自のものであったと言えましょう。

さらに、ワフブ・イブン・ムナンビフに遡る伝承を

タバリーの『タフシール』からの引用します。これに

よると、二本角はルームの若者で、ある老婆の息子

であった。名前はアル・イスカンダルであった。二本

角が青年に達した時、神様が直接彼のところに来

る。お前を世界の人々のもとに遣わす。「こういう

人々がいるが、お前を遣わす」と二本角に言います。

神様と直接対話しているわけです。神がこのように

言われると二本角はこう答えた。「神よ、御身以外

に匹敵するものがないほど偉大な権威を私にお与

えくださり、また私をそのもとに遣わされる民につい

て知識をお与えくださった。しかしこんな小さな私

がどんな力を持ってそれを果たすことができましょ

う。いかなる力を持って彼らに勝ることができまし

ょう。いかほどの人員を持って、いかなる策略を持

って・・」というように、「いかなる」「いかほど」という

畳みかけによって、しつこいほどに神様に問いかけ

ているわけです。その問いかけに対して神様は「大

丈夫。汝に負わせた重荷に堪えられるようにしてし

んぜよう。まずは汝の心を開き、すべてを受け入

れられるようにしてやろう。また汝の知性を開き、す

べてを解することができるようにしてやろう」。言葉

だってわかるようにしてあげるから大丈夫だと神様

が二本角に言うわけです。「光と闇を汝に従えさせ、

汝の軍隊の兵士を、光は前方で汝を導き、闇は背

後から汝を守るであろう」。神様が大丈夫だと二本

角に言います。

このように神様から力をもらって、二本角はある

日、日の沈むところの人々のもとに行きます。そこで

教えを広める戦いをするわけですが、教えを受け

入れた者には何もしないのですが、「教えに背を向

けた者たちに近づいて、暗闇を彼らの体内に送り

込んだ。暗闇を彼らの口や鼻や耳や腹に入ってい

った。そして彼らの家や建物に侵入し、上下四方

からも彼らに覆い被さり、波のように押し寄せ、彼

らは動揺した。暗闇の中で死ぬことを恐れ、彼らは

声を合わせて叫んだ。二本角がそれを取り払い、

彼らを力づくで抑えると、彼らは二本角の布教の旅

に加わった。二本角は西方の人々の間から有志を

募り、軍隊を編成し、彼らを率いて進発した。暗闇

は彼らを背後から駆り立て回りから彼らを見守っ

た。光は先頭で彼らを率い、導いた」。暗闇が目や

口の中から入って、膨脹して圧迫されそうになる。

強迫観念を想起させるような伝承です。

これは物語的で、伝承としては長いのですが、

三つの部分からなっています。二本角がアレクサン

ドロスであること。二本角と神様の対話の話、彼が

世界の隅々で繰り広げる聖戦の様子。この続きに

ヤージュージュとマージュージュが、どんなにへんな

民族かという説明かありまして、その次に「猛獣の

如く家畜や野獣を殺したり、雄と雌の身の丈が普

通の人間の半分で指の爪の代わりに鍵爪が生え
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優れた哲学者であり、預言者であり、雄弁家であり、

教育者であり、律法者であり、軍の指揮者としての

六つの特質を備えるべきだ」と書いています。ニザ

ーミーはファーラービが抽象的な概念として論じて

いる君主像をアレクサンドロスの作品において具体

的に描こうとしています。

三部構成の第一段階における征服者としてのア

レクサンドロスは単に野望にかられて諸国を攻略す

るのではなく、信仰心に動かされた布教者として描

かれています。たとえばペルシャ王ダレイオスとの

戦いで、臣民をダレイオスの暴政から解放するため

ではなく、ゾロアスター教というイスラーム教から見

れば邪教をイランから取り除いて、アブラハムの教

え、イスラーム教の起源である正しい教えを確立さ

せるための聖戦と描かれています。ダレイオスを倒

してイランの王座を手に入れたアレクサンドロスは

神の信徒としてイラン中の拝火殿を破壊していきま

す。拝火教の撲滅の場面です。マギは拝火教の聖

職者ですが、「マギの服を火にくべ、拝火殿に厳し

い処置をとるように。そこに蓄えられていた財産も

皆に分け与えた」。そういう描写があります。ニザー

ミーのアレクサンドロスの章は別の前の詩人、フィ

ルドウスィーという人が書いた「王書」、シャーナーメ

に含まれているアレクサンドロスの話を種本として

いるとされていますが、それを書き換えて独自の物

語をつくりあげています。フィルドウスィーの『王書』

において、アレクサンドロスは拝火教に対して寛大

な扱いをします。そこの部分ではフィルドウスィーは

イラン的、ゾローアスター教的な特徴を残している

作品として書かれていますが、それがニザーミーの

手にかかると修正されているわけです。イスラーム

的観点からとらえ直して布教のための正統な行為

であるととらえています。

ニザーミーの中のメッカの巡礼もアレクサンドロス

を敬虔な信徒であったと強調しています。メッカの

カーバ神殿に行って、しきたりにしたがって回って

財宝を与えたりして巡礼をします。アレクサンドロス

の信仰心の篤さを強調しています。信仰が篤いム

スリムであるだけでなく、三段階の最後の部分では

遂に預言者の境地に達します。預言者になる際の

天使の啓示、預言の旅に出るきっかけの部分です

が、読んでいくとタバリーの神様との対話の伝承を

もとにしているのだろうとわかるのですが、ニザーミ

ーにおいては天使が「主の意図を万物に知らしめ

るのだ」という使命を与えます。これがアレクサンド

ロスの答えです。「神様がそうおっしゃったのであれ

ば、布教の旅に出ましょう。しかしあらゆる国々の

領主になりても、その国の言葉を知らずに何と言

おう。これほど多くの民族に挑むのに、荒れ野や

山をいかに行軍しよう」。これもタバリーの神様との

対話に出できた「どうやって」「いかなる」「いかほど

の」という神様に対する問いかけを踏襲しているの

ですが、アラビア語の伝承の畳みかけるような問い

かけ、うろたえた若者が「自分は無力なんです」と

言う若者の神様に対する問いかけが薄らいではい

ます。ただの人間の無力さと神の全能の対照がア

ラビア語の伝承にはありましたが、すでに偉大な王

様になったアレクサンドロスになったところに天使が

来るわけですから、物語の中に組み込まれた分、

啓示のインパクトがちょっと薄らいでしまっているこ

とはあります。これが天使の答えです。「それは大丈

夫だ。汝か望むところ、どこでも光と闇が従おう。

汝が出会う、どの民も異国語を話すであろう。だが

汝を導く助力者の神感であらゆる国語を口にする

ことができるであろう。汝がルーム語、ギリシャの言

葉で話しかけても聞き手は通訳なしで解することが

できるであろう」と。これもタバリーに出てきた伝承

に基づいていると思います。物語の中に組み込ま

れているわけです。

ニザーミーの作品における「アレクサンドロスの征

服者としての遠征」と「預言者としての旅」の大きな

違いは何か。最初は征服者として、二巻目としては

預言者として布教の旅に出る。二つの旅に違いが

あります。後者の部分、預言者としての旅の部分は、
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起させる効果があったと考えられます。

タバリーの『コーラン』注釈書の中からアレクサン

ドロスと深くかかわっている伝承を二つ上げました

が、いずれもユダヤ・キリスト教徒のアレクサンドロ

ス伝説の影響が見え隠れします。イスラーム教的な

コンテキストにおいて語られたアレクサンドロス伝承

は比較の対象として上げたユダヤのタルムードやキ

リスト教伝説の中の類似の逸話に比べると、全世

界に教えを広める神の使徒としてのアレクサンドロ

スの役割が、イスラーム教の伝承の方では、より強

調されています。二本角のアレクサンドロスは、まず

神から啓示を受けて神の命にしたがって布教の旅

に出る。自分から行くわけではない。世界征服者

としての野心や好奇心は全くここでは表れていま

せん。二本角と同一視されたアレクサンドロスは、

ここでは真の意味でのムスリム、神に絶対的に服

従するものとして描かれていると言えましょう。

サアラビーの「預言者伝集」について。彼は１０３

５年に没した作家で、預言者伝集は西洋で言えば、

聖者伝のジャンルですが、預言者伝承にはいろん

な作品があって、その頂点とされる作品を書いた

人です。サアラビーの預言者伝承の中にアレクサン

ドロス二本角が入っています。タバリーのは断片的

伝承の寄せ集めで、具体的な地名が登場しない、

寓意性と象徴性が強調された二本角伝承ですが、

サアラビーは歴史書、地理書からの情報も引いて

います。それをうまく一貫して誕生から死に至るま

で起承転結、二本角アレクサンドロスの一生という

感じの伝記風に時間軸に並べ、一貫した物語をつ

くっています。歴史書、地理書からの情報を引いて

いるので、タバリーに見られたような完全に神に身

を委ねる従僕というアレクサンドロスの像もあります

が、そこにはアレクサンドロスの野望も備えた二本

角というイメージも表れてきます。二本角アレクサン

ドロスというのは「布教者及び信仰の擁護者」だけ

でなく「欲心と傲慢に対する訓戒」としての役割も

果たしていると言えます。

ニザーミーというペルシャの大詩人は１１４１年～

１２０９年まで生きた人ですが、５部作の作品を残し

ています。そのうちの一つがアレクサンドロスの章

「イスカンダル・ナーメ」というものです。１１９６年以降

に書かれたとされています。２巻に分かれていて、

１巻目が「栄誉の書」、シャラフ・ナーメ、２巻が「幸

運の書」、イクバール・ナーメ。この書の中で、アレク

サンドロスは神の敬虔な信徒及び布教者であるの

みならず、預言者の境地まで成長していくわけです。

１巻はアレクサンドロスが、エジプト、イラン、アラブ、

インド、中国、ロシアに遠征していき、北方の闇の

国まで至った後に、祖国のルーム、ギリシャに帰り

ます。１巻は征服者としてのアレクサンドロス。２巻

の幸運の書では、ルームのギリシャの宮廷に哲学

者たちを集めて問答を繰り広げる哲人王として登

場します。そこに天使が来て、神の啓示を与えます。

「布教の旅に出ろ」と。そこから預言者として再び旅

に出る。征服者から哲学者へ、そして預言者へと

三段階の成長を遂げています。

詩人自身が意識してつくったことが「序」によって

わかります。「誰の助けもない。脅威に満ちた場所

で名高い勇士の名の上に賽を投げた」。何につい

て書こうかと悩んでいる時に、歴史上の偉大な人

について書きたいが、誰について書こうかと考えま

す。「勇士たちの名の上に賽を投げた。その思いで

あらゆる鏡を磨くと、その奥にアレクサンドロスの原

像を見いだした。ある者は彼を玉座の主と呼び、

諸国の征服者、地平線の掌握者とも呼んだ。また

ある者は彼の模倣的な統治から彼に賢人の称号

を与えた。さらにある者は彼の清浄心と信仰の擁

護から彼を預言者と認めた。私はこの三つの種か

ら一本の青々と繁る木を育てよう」。詩人としての

意気込みをここで語っています。三部構成、三段

階の成長過程というのは、アラブの著名な哲学者

でアル・ファーラービという人がいて、彼が「理想都

市論」を書いています。この影響ではないかと言わ

れています。ファーラービによると「理想的な君主は
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ン』をはじめとするさまざまなテキストに含まれてい

ることからもわかるように、信者共同体を外敵から

守る守護者としての役割も重要でした。こうしてイス

ラーム教を広め、それを守るための力を神に与え

られた二本角アレクサンドロスですが、そのあくなき

野心というものは、ムスリムによって教訓の対象とさ

れずにはいられませんでした。

アレクサンドロスが、永遠の命を得るために生命

の泉を暗闇の国に探しにいって、見つけ損なって

帰ってくるというエピソードも、アラビア語やペルシ

ャ語の文献によく出てきます。生命の泉を発見す

ることに失敗して早死にをした。それは人間が免れ

えない死を拒むおこがましさに対する警告として教

訓的なメッセージとして読めます。アレクサンドロス

という人物を野望の象徴として見なすのはイスラー

ム教独自の解釈ではありませんが、この点に関して、

中世ヨーロッパのキリスト教の神学者たちほど批判

的ではないようにも思われます。キリスト教の否定

的なアレクサンドロス観は、彼の無謀な天空飛行の

エピソードに基づいているのに対して、二本角の昇

天は神に導かれた啓示とされていました。

さらにもう一つ指摘したい重要な点は、『コーラン』

の二本角においてはアレクサンドロスにまつわる歴

史的な文脈は完全に脱ぎ捨てられていたかのよう

に見えました。しかしサアラビーの預言者伝集では、

アレクサンドロスに関する年代期的な情報、歴史的

な情報を積極的に採り入れていました。ニザーミー

のアレクサンドロス物語もその両方の要素、教訓的、

寓意的な伝承の部分と、歴史的な部分を叙事詩

の中で十分に展開させていました。『コーラン』以降

の宗教文学においても、文学作品においても、神

聖視された二本角と、歴史的人物であるアレクサン

ドロスは常に切っても切れない密接な関係にあっ

たということです。
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戦闘や破壊の場面がほとんどありません。野蛮な

風習を持った民族のもとに行くのですが、その民

族の話を聞いた上で「自らの慣習と規範を彼らに

教えて自らの信仰を持って彼らの知の光を灯した」

と。暴力によって押しつけるのではなく、話し合う

ことによって、例えば中国に行った時には中国の

皇帝と話し合うことによって皇帝を改宗させます。

いろんな民を改宗させて最後に出会うのが、タバ

リーの伝承に出てきた「敬虔な人々」です。敬虔な

人々は家や店には鍵もついていない、番人もいな

い。おおらかに暮らしている。嘘もつかない、不自

由なものを助けて、他人の不幸を喜ばず、罪はせ

ず。公正な敬虔な人々に出会うわけです。この理

想郷に人間の共同体のあるべき姿を見たアレクサ

ンドロスは、信仰深い人々に神の教えを伝える必要

がないことを認めます。「これぞ人の道なら、我らは

一体、何にならってきたのか。人間とはかくべきあ

るなら、一体我らは何者なのか。我らを海や野に神

様が向かわせたのは、この地へたどりつかせるた

め」。地球の隅から隅まで旅をして遭遇してきた民

族は武力の上においても、信仰の点においても、

アレクサンドロスを抜きんでたものはいなくて、今ま

での民族は二本角に服従してきた。アレクサンドロ

スはこの町の人々の生き方を見て、初めて自らの

劣勢を認めて恐れ入ります。彼を預言者として選

んで神様が世に送り出したその意図は「正しい教

えを地上に広めさせるためではなく、実はアレクサ

ンドロス自身の限界を悟らせるためであった」とい

うことに気がつきます。

タバリーの解釈書においても、二本角のアレクサ

ンドロスは公正で穏健な人々に出会って、その

人々の様子を見て驚いて質問を投げかけます。問

答の意味合いは伝承が途切れてしまうので、特に

解説されていないわけです。この点においてもニ

ザーミーは物語全体の中に流れの中に巧みに組み

込んで、征服者としても預言者としても地上の隅々

まで征したはずのアレクサンドロスが、理想郷に来

て初めて自分と対等、もしくは自分より優れた人々

と出会って神の崇高の意思と自らの限界を悟ると

いう展開になっているわけです。そういうふうに組

み込むことによってニザーミーは、この話の教訓的

な意味合いをより強調しています。ニザーミーはフ

ィルドウスィーの「王書」、タバリーの『コーラン』注釈

書などさまざまな材料を使っていながら、継ぎ接ぎ

にするだけでなく、物語の構成要素として解釈し直

してイスラーム的英雄としてのアレクサンドロスをつ

くりあげているわけです。

ユダヤ教徒はアレクサンドロスに神の国を地上

にもたらすメシア（救世主）を見ました。キリスト教徒

はアレクサンドロスをイエス・キリストの先駆者、最

後のビザンチン皇帝の先駆者とみなしました。この

ようにユダヤ・キリスト教徒たちによってすでに神聖

視されたアレクサンドロスをイスラーム教は自らの宗

教の擁護者、布教者、預言者二本角として受け入

れたのであります。ただし先行する一神教とイスラ

ーム教が大きく異なる点は、イスラーム教徒たちは

実際にアレクサンドロスが征服した地域と大部分が

重なる巨大な帝国の支配者となったということで

す。ユダヤ教徒、キリスト教徒はそこまでアレクサン

ドロスの帝国と重なるほどの地域は征服していな

いわけです。

二本角アレクサンドロスは救世主的な、いつか来

る理想時代の神の国の君主ではなく、ムハンマド

やその仲間たちの現実のモデルとなりえた世界征

服者の原型であります。初期のムスリムたちは東奔

西走し、神の教えを広める二本角の天命を自らの

聖なる戦いに重ねて見ることができたわけです。

逆に言えばアレクサンドロスという歴史的人物、そ

れにまつわる伝説が内包する戦闘的な側面がイス

ラーム後期の聖戦のコンテキストにうまくあてはまっ

たと言えましょう。しかし二本角アレクサンドロスは

攻撃的なだけではありません。ヤージュージュとマ

ージュージュ、ゴグとマゴクの侵攻を防ぐ壁を建造

する話が二本角にまつわるエピソードとして『コーラ
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何のための対話か？ 
―オランダにおけるキリスト者とユダヤ人― 

日　　時：２００６年１月１４日（土）　14：00－16：00 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　神学館礼拝堂 

講　　師：エリック・オッテンハイム（ユトレヒト大学神学博士） 

コメント：ミシェル・モール（同志社大学嘱託講師） 

司　　会：石川　立（同志社大学大学院神学研究科教授） 

共　　催：一神教学際研究センター、同志社大学神学部・神学研究科 

講演要旨 
　オッテンハイム氏は、ユダヤ教に対してキリスト教がどのような態度をとってきたかを、

オランダの豊富な事例を踏まえつつ歴史的に紹介した。まず氏は、講演を語る上での前提

として自分がカトリックのキリスト教徒であることを明らかにし、グローバル世界での宗教

間対話の目的と方法、危険性と可能性について言及した。講演の前半では、1948年以前

のオランダにおいて、ユダヤ人に対するキリスト者の態度が紹介された。これは主に二つ

に分けられる。①1945年4月、大戦中のオランダで、ある一部のキリスト者は反ユダヤ主

義への抵抗とユダヤ人の具体的な救済を試みていた。この働きの背景には、ユダヤ人が終

末において神に対する特別な役割を担っているというユダヤ人の認識があった。これは主

に19世紀のプロテスタント・サークル（イサック・ダコスタとアブラハム・カパドーズ）の中

で育まれたものである。②1948年以前のカトリシズムとプロテスタント改革派において

当時支配的であったのは、現存のユダヤ教は神の恵みから排斥されているという見解であ

った。民族的な反ユダヤ主義には反対しつつも理念的にはこれを正当化したカトリックは、

自らの社会的アイデンティティーの純粋性を保持するために必要な教義としてこの見解を

維持していた。この一見異なる①と②の主張に共通していることは「置換の神学」にルー

ツを有している点にある。つまり、1948年以前のキリスト教は、神の聖なる約束がすでに

ユダヤ人からキリスト教へ移されているという認識においては変わらなかったのである。 

　公演の後半では、氏はまず第二ヴァチカン公会議でのユダヤ教に対するキリスト教の公

式の声明に言及した。この声明では、イエス・キリストの処刑にユダヤ人は責任を持たず、

彼らにとってアブラハムの約束は廃棄されていないという画期的な宣言がなされる。しか

し氏は、この宣言も「何を言ってはいけないか」を言うにとどまり、「何を語るべきか」につ

いては十分に言及されておらず、カトリック神学全般から見ればまだ不十分であることを指

摘した。また、氏は近年のオランダの事例としてプロテスタント教会で用いられている「聖

金曜日の祈り」についての論争の一端を紹介した。この論争は「キリストの受難」と「解放

された教会」を扱ったこの祈りの文言が反ユダヤ的であるという批判から始まったもので

あり、実践的な宗教行為の現場で両宗教の関係を単純に結論づけることができず、同時に

公開講演会
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「二本角が表すもの―西アジアにおけるアレクサンドロス大王の神聖化」

国立民族学博物館　山中由里子

講演レジュメ

参考文献
山中由里子「アラブ・ペルシア文学におけるアレクサンドロス大王の神聖化」『国立民族学博物館研究報
告』27巻3号, 2003年, 395－481．

1 二本角のアレクサンドロス
1.1 『コーラン』第18章「洞窟」82―97節
1.2 「 二本角

ズー・ル＝カルナイン

」の正体
1.3 一神教とアレクサンドロス

2 アレクサンドロスの神聖化
2.1 タバリー（923没）の『タフシール』（コーラン注釈書）
2.2 サアラビー（1035没）の預言者伝集
2.3 ニザーミー（1141-1209）のアレクサンドロス物語



何のための対話か？
―オランダにおけるキリスト者とユダヤ人―

森教授、小原教授をはじめとするCISMORの先

生方、学生の皆さん、そしてその他ここにお集まり

頂いた大勢の皆様、本題に入ります前に、この愛

すべき日本、素晴らしい京都、そして名高い同志社

大学に私をお招きくださいましたCISMORの関係

者の方々にお礼申し上げます。オランダの神学者

である私が、宗教間学習の現状を知ることは大変

重要であり、また、このような機会に、宗教間対話

に関する私なりの洞察や見解についてお話しさせ

ていただきますことを、大変光栄に思っております。

さて、私がオランダにおけるキリスト者とユダヤ人

の関係についてお話しさせていただくということは、

私という一人のカトリック神学者がこの問題を取り

上げるということを意味します。つまり宗教間対話

において無視できない、あるいは無視してはならな

い事実とは何かということを、私という個人の視点

からお話しするわけです。しかし、これまでの経験

から明らかなことがあります。それは、特にキリスト

者とユダヤ人の対話においては、社会生活の向上

やお互いに対する偏見の克服といった共通の認

識の中に一つの言語が見出せるということ、そして

その言語が、両者のアイデンティティの構築にまで

影響を与えるということです。

つまり、私達は他者との対話を通して、自らのア

イデンティティに気付き、さらに対話によって、私達

の宗教的アイデンティティの持つ新しい側面を知る

ことができるのです。私には学者としての、そして

個人としての信念があります。それは、アイデンティ

ティを、普遍的で、しかもあって当たり前のものとし

て考えるべきではないということです。宗教的アイ

デンティティは、「存在」と「生成」、「離脱」と「帰属」と

いう、今も続く歴史的プロセスです。すなわち、宗

教的アイデンティティとは、「伝統」と「現在」を結びつ

け、価値ある様式と洞察力を育み、その過程で失

われた要素を再発見するための、終ることのない

苦闘の証でもあるのです。この意味において私達

は、「マタイによる福音書」13章52節にあるイエス･

キリストの有名な言葉、「新しいものと古いものとを

その倉から取り出す一家の主人」のようなものだと

言えるでしょう。

正統派ユダヤ教の主席ラビ、ジョナサン・サックス

は、グローバル時代における宗教間対話をテーマ

にした、『差異の価値(The Dignity of Diffe-

rence)』(2002年、ロンドン)というわかりやすいタイ

トルの著書で、次のように述べています、「すべて

の聖典には、文字通りに解釈すれば、偏狭な排他

主義、見知らぬ者への不信感、そして異なる信仰

を持つ者への非寛容を是認するともとれる教えが

ある。しかしまた同時に、見知らぬ者への親近感、

他者への思いやり、離反や憎しみを乗り越えて手

を差し伸べる勇気を説く教えも含まれている。その

どちらに従うかは信者の自由なのだ。我々の寛容

な聖伝を以って他のすべてを解釈するのか、それ

とも不遜な言葉に従って、我々が何者であるか、そ

して我々には何が求められているのかについて答

えを出すのか。いずれの宗教も、解釈を見直し、

移ろいゆく現実に永遠の真実を当て嵌め、今ここ

に生きる自分に対する神の御言葉に耳を傾けねば
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何のための対話か？
―オランダにおけるキリスト者とユダヤ人―

ユトレヒト大学 神学博士

エリック・オッテンハイム
Eric Ottenheijm

中立的な立場にも立てないという現実の問題の難しさを浮き彫りにしている。 

　以上の議論を踏まえ、氏は両宗教間には多くの問題があるが、キリスト教にとって聖書の

民としてのユダヤ教との対話は必要であると述べ、講演を締めくくった。 

　コメンテーターのミッシェル・モール氏からは、両宗教間の対話がアジアの諸宗教との対

話に拡大していく可能性や、「対話」と並ぶ「沈黙」の必要性が指摘された。会場では、EU

憲法の中での宗教の位置づけや、「妊娠中絶」や「安楽死」についてのそれぞれの一神教

の理解など、関心は多岐にわたった。 

(CISMORリサーチアシスタント・神学研究科博士後期課程　森山 徹） 

プログラム 

1． 講演：エリック・オッテンハイム 
2． コメント：ミシェル・モール 
3． 質疑応答 
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何のための対話か？
―オランダにおけるキリスト者とユダヤ人―

た。同化すれば、ユダヤ人は神から与えられた使命

を果たせなくなるというわけです。話し合いに集ま

ったキリスト者は、戦前に支配的だった世俗的なヒ

ューマニズムがまやかしだったと思っていました。ヒ

ューマニズムは神への信仰に基づかない人間中心

の考え方だとして、これを拒絶したのです。ヒューマ

ニズムが、ドイツにおけるナチズムの台頭や、ユダヤ

人に対する隔離・追放政策を食い止めることができ

なかったのは誰の目にも明らかな事実でした。話し

合いに参加した者の中には、ナチス・ドイツが、歪ん

だ形ではあれ、ユダヤ人に対する天罰を神に代わ

って下しているのだという強硬な意見の持ち主もい

ました。すなわち、「同化」したこと、またはキリストを

直ちに受け入れなかったことに対して、ユダヤ人は

神が下した罰を受けるべきだというのです。その場

合、ユダヤ人に手を差し伸べるのならば、彼らが西

洋の自由な文化に染まらず、独自の宗教的アイデン

ティティを維持できるようにするのが一番です。そう

すれば、ユダヤ人もキリスト教のメッセージの真実に

気付くだろうと彼らは考えたのです。その結果、教会

は、自らに課せられた最も重要な務めを果たすこと

ができるというわけです。その務めとは、終末におけ

る救済計画の実現に大きな役割を果たすユダヤ人

に対する伝道であって、この計画において、キリスト

教会はユダヤ人と和解し、「異教徒」というレッテル

を外すことができるのです。

ユダヤ人をキリスト教に改宗させる必要性を説く

ことで、彼らは、自らの意思に反して、ユダヤ教その

ものを滅ぼそうとしたナチスの政策に加担したわけ

ですが、彼らがそのことに気付いたのは、それから

何年も後のことです。彼らにしてみれば、ユダヤ人

を本当に愛する気持ちがあればこそ、彼らに布教

活動をすべきだという結論に至ったのでした。しか

し、皆さんの中にはこう思う方もおられるかもしれ

ません。彼らのユダヤ教観は、従来のキリスト教の

教えを超越していたのではないだろうかと。基本的

には、ユダヤ教が不完全な聖書信仰であることに

変わりはありませんでした。また、キリスト者が伝道

しなくても、ユダヤ人には自らの在るべき姿がわか

るはずだという意見を支持する者もほとんどいませ

んでした。ここで忘れてはならないのは、話し合い

に集った人々が、他のキリスト者からは「ジュダイサ

ー(Judaiser)」ではないかと疑われていたことです。

依然としてほとんどのキリスト者は、イエス・キリスト

の登場と共にユダヤ教は廃れたという、アウグステ

ィヌスの古典的な考えを支持していました。アウグ

スティヌスは、ユダヤ人がキリストを拒絶したことを

理由に、イエス・キリスト以降のユダヤ教は天罰を

受けると考えていました。彼は、ユダヤ人のことを、

「旧約聖書を守り、管理する者」としてしか見ていな

かったのです。ユダヤ教が今も存在している理由

について、キリスト教神学には二つの説があります。

「ヨハネによる福音書」に見られるように、ユダヤ人

が頑固だからという説と、使徒パウロのローマ人へ

の手紙で述べられているように、人知を超えた神

の計画によるものだという説です。この点について、

ユダヤ人に対するキリスト者の態度は分かれまし

た。大多数のキリスト者は最初の説を信じ、ユダヤ

教を、誤った聖書信仰として切り捨てました。プロ

テスタントにおいて、ユダヤ教は伝統的に「ぎょう行

の宗教(Werkgerechtigkeit)」とみなされています。

一方、19世紀末から20世紀頭にかけて強い影響
力を持っていたカトリック思想において、ユダヤ人

は自由な考えと背徳的な行動を社会に広める危険

な存在とされていました。キリスト者のこうした考え

が、反ユダヤ主義という形で社会に現れたのです。

そこで、この現象について少しお話ししましょう。

現在、ユトレヒト大学では、この時期の、特にカ

トリック教会のユダヤ教観に関する研究に取り組

んでいます。その結果、次の点が明らかになりまし

た。それは、ユダヤ人とユダヤ教に対するカトリッ

ク教徒の否定的な態度が、近代主義、民主主義、

リベラリズムや、それらに根差した政治的慣行全体

への抵抗に関連しているということです。当時のオ
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ならない。それこそが、今も昔も変わらぬ宗教指導

者の務めなのだ」(pp. 207-208)。そこで本日も、こ

の精神に則ってお話ししたいと思います。

今日のオランダにおいて、キリスト者とユダヤ人関

係は、二つの主題を軸に成り立っています。一つは、

ユダヤ教徒に対するキリスト者の過去の姿勢と、そ

れに関する考察です。これについては、特にホロコ

ーストが起こる前から終わるまでに教会が果たした

役割が問題になります。二つ目は、宗教上の自己定

義に関する神学的議論、すなわち、教会論の中で

ユダヤ人の存在をどう捉えるべきかという問題です。

最初の問題は、つまるところ、ユダヤ人に対するキ

リスト者の曖昧な態度に、ユダヤ人自身が神経をと

がらせているということです。そして二番目の問題に

ついては、次のように言い換えることができるでしょ

う。つまり、キリスト者は、聖書に登場するイスラエル

の第一の後継者たるユダヤ人を無視することなく、

あるいはそのアイデンティティすらも否定することなくし

て、果たして「神の民」を自認できるのだろうか、とい

うことです。そこで今日は、こうした二つの問題につ

いてご説明したうえで、私の思うところを述べさせて

頂きたいと思います。最初に一番目の問題に関して、

オランダにおけるキリスト者とユダヤ人の関係の歴史

を、プロテスタントおよびローマ・カトリック双方の観

点からお話ししたいと思います。次に二番目の問題

に関連して、宗教的アイデンティティと宗教間対話の

間に存在する緊張関係が、最近、わが国で議論の

的となっていることを示す一つの例として、ある問題

をご紹介したいと思います。

そこで、一番目の問題、つまり、ユダヤ人がキリ

スト者の態度に神経をとがらせているという話に移

りましょう。現在の状況は、1948年のイスラエル建
国後に起こった教会の劇的な発展の結果です。第

二次世界大戦以前、キリスト者の大半はユダヤ人

に打ち解けることがなく、ユダヤ教について無知だ

ったと言っても過言ではありません。大多数のキリ

スト者は、ユダヤ人のことを、物知りで商売に秀で

てはいるけれど、キリストを通した神の救いを求め

る存在であって、それ故にすべてのキリスト者と同

じ立場にあると考えていました。ユダヤ人とユダヤ

教に関心を持つわずかなキリスト者は、終末にお

ける救済でユダヤ人が特別な役割を果たすと考え

ていたものの、やはり大方のキリスト者と同じような

考え方を持っていたのです。

この点についてご説明するために、オランダのと

ある場所で開かれた話し合いの様子を再現してみ

ましょう。時は1945年4月、ヨーロッパにおける第二
次世界大戦が終結する一ヵ月前のこと、当時、既に

オランダでは国土の大半が解放されていました。話

し合いに参加したのは、使命感に燃え、宗教に関し

て細かな点まで真摯に取り組むキリスト教神学者と

一般の人達です。彼らは皆、ユダヤ人やユダヤ教

に特別な関心を抱き、開戦前は、教会および社会

における反ユダヤ主義と戦っていました。そしてここ

数年は、国内のヴェステルボルク強制収容所に送ら

れたユダヤ系キリスト者の苦しみを和らげるべく力を

尽くしてきました。中には、出生証明書を提供したり、

隠れ家を準備してユダヤ人を救おうとする者もいま

した。そして今、彼らは、収容所から生還したユダヤ

人のために何をなすべきかという問題について話し

合っているのです。ご承知のように、オランダで暮ら

していたユダヤ人の80％以上が連行され、ポーラン
ドとドイツの強制収容所で殺されました。しかし当時、

そんなことを知らない彼らは、自分たちの強い信念

について、言い換えるなら、キリスト教会はユダヤ人

に対する使命を果たすべきではないかという問題

について話し合っていたのです。と言いますのも、

最初の「神の民」であるユダヤ人は、終末において

特別な役割を果たすとされていたからです。そこで

教会（厳密にはプロテスタント教会）は、収容所から

生還したユダヤ人を助けるために、彼らに対して、自

らに課せられた宗教上の使命に忠実であり、他者

と同化してはならないことを伝えるべきだと考えまし
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何のための対話か？
―オランダにおけるキリスト者とユダヤ人―

変興味深いことに、彼らの存在を無視しないカトリッ

ク教徒もいたのです。それは、キリスト教に改宗した

ユダヤ人女性が「アミーチ・イスラエル ( A m i c i

Israel)（「イスラエルの友」）」という世界的な組織を

設立したことに触発された、オランダ人カトリック教徒

でした。アミーチ・イスラエルは、反ユダヤ主義と戦

い、シオニズムを支持していましたが、これはキリスト

教徒としては異例なことでした。さらにこの組織は、

本国パレスチナに住むイスラエル人全員をキリスト教

に改宗させることを目指していました。この運動が、

プロテスタントの千年至福思想の影響を受けていた

ことは明らかです。最盛期のアミーチ・イスラエルは、

19名の枢機卿、278名の司教、そして3000名の司
祭を擁していました。そして早くも1927年には、聖金
曜日の典礼で唱えられる、「pro perfidis Judaeis（

裏切り者のユダヤ人のために）」という反ユダヤ的な

表現を変更するよう要請していたのです。ちなみに

この表現が教皇ヨハネ23世によって取り消されたの
は1957年のことです。アミーチ・イスラエルは1928
年にヴァチカンによって正式に解散させられますが、

おそらくそれは、この組織がシオニズムを支持してい

たためと思われます。

ユダヤ人に対する組織的伝道という考えは、教

会における反ユダヤ主義の抱える問題点を認識し、

その解消を目指していた、という点で評価できます。

さらにこうした活動がきっかけとなって、ユダヤ教に

ついて正しく学ぼうとする動きが生まれたのです。

しかし、彼らのユダヤ教観も支配的なユダヤ教観

も、いわゆる「置き換えの神学(substitution the-

ology)」の典型と呼ばれるものです。この理論によ

れば、聖書の教えもイスラエルの民への神の約束

も、ユダヤ人から取り上げられて教会のものとなっ

たのです。私は、この理論が、キリスト者に特有の

ユダヤ教ノイローゼの表れではないかと思います。

と言いますのも、この理論の根底には、イエス・キ

リスト以降、ユダヤ教は存在すべきではなかったに

もかかわらず、この宗教が未だに存在するという事

実は、唯一の「神の民」としてのキリスト者の存在を

否定するものだという認識があるからです。したが

って、キリスト者の多くにとって、ユダヤ教の存在は

キリスト教の「存在意義」を否定するものであり、だ

からこそ、ユダヤ教が存在することについては、何

らかの説明が必要とされるのです。

多くのキリスト教組織が、ユダヤ人およびユダヤ

教に愛憎入り混じった感情を抱いているのはこの

ためです。聖書において「sui generis（彼ら独特

の）」宗教であるユダヤ教について論じた高名な神

学者は、コルネーリス・ミスコッテ（K o r n e l i s

Miskotte）とクレイス・クルーン（Kleys Kroon）の二

人しかいません。共にプロテスタントの彼らは、既

に第二次世界大戦前から、次のような内容の聖書

神学を展開していました。それによると、ユダヤ人

に対する伝道は、「マタイによる福音書」第28章、つ
まり「あらゆる国の民をわたしの弟子としなさい」と

いう言葉を実行不可能だとする解釈に基づくもの

なのです。この見解が広く受け入れられるようにな

るのは、戦後何年も経ってからのことでした。

キリスト者は、ユダヤ人に対し、長年にわたって

曖昧な態度を取り続けてきましたが、ユダヤ人は既

に中世より低地帯に定住し、近代のオランダでは、

余所者扱いされる存在ではありませんでした。

1568年、スペイン王の支配に対する反乱が起こり、
この地に共和国が誕生すると、1498年以降にスペ
インとポルトガルを追われたユダヤ人が、当時、急

成長を遂げていたアントワープ（現在はベルギーの

一部）、ロッテルダム、アムステルダムといった都市に

やってくるようになりました。やがて彼らは豊かな暮

らしを手に入れ、この国の様々な宗教コミュニティ

の中にあって、独自の社会生活を営むようになって

いったのです。東欧に浸透し、周期的に大虐殺を

引き起こした反ユダヤ主義がオランダで起こること

はありませんでした。そしてこうした環境で、バール

ーフ・デ・スピノザの独創的な哲学が完成し、出版

された結果、ユダヤ人社会に激しい議論を巻き起
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ランダでは、リベラル派とプロテスタントの主流派た

る改革派教会(Hervormde Kerk)が手を結び、支

配勢力を形成していたため、カトリック教徒も改革

派プロテスタント教徒も、そしてユダヤ人も、少数派

として社会的、政治的束縛からの解放を目指して

闘っていました。ご存知の方も多いかと思います

が、20世紀のオランダ社会には、宗教やイデオロギ
ーの異なる様々な共同体が存在していました。

当時、カトリック教徒はユダヤ人に対して曖昧な

態度を取っていました。反ユダヤ主義については、

カトリック教会の社会的教えに反するとして非難す

る一方で、ある種の社会的・政治的反ユダヤ主義

については、カトリック教徒のアイデンティティを純粋

に保つために正当であり、必要ですらあるとされた

のです。オランダ社会でのこうした反ユダヤ主義は、

政治、経済、道徳生活においてユダヤ人の影響力

が増しつつあるという認識に根差していました。し

ばしばカトリック系の新聞は、ユダヤ人のことを、リ

ベラル派と同じく有害で危険な存在だと書き立て

ました。また1920年にオランダの司教は、カトリック
教徒がユダヤ人世帯で働くことを禁じる法令を出し

ました。振り返ってみれば、こうした措置は、ユダヤ

人を社会から隔離するために実施された中世の政

策を継承したものと言えるでしょう。しかしここで注

意すべきは、こうした措置が、カトリック以外の宗教

の影響を恐れ、組織を引き締めてカトリックの純粋

性を維持しようとした閉鎖的なカトリックのある宗派

の力学と一致していたということです。このように、

第一次世界大戦が終わり、第二次世界大戦が始

まるまでの間、反ユダヤ主義はある意味でカトリッ

ク文化の一部だったわけですが、だからといって

必ずしも悪意に満ちた危険な思想というわけでは

ありませんでした。

社会では反ユダヤ主義が横行していたにもかか

わらず、カトリック教徒の政治指導者は、ユダヤ人に

対して一定の政治的権利を認めることに賛成してい

ました。オランダの民主的でリベラルな伝統によって、

社会的結束を維持しようとする排他的な集団には

付き物の、純粋性を重んじる文化の負の要素が薄

められたのです。実際、先の二つの世界大戦の間

にこの国で広く使われた「純粋」という言葉は、部

外者の存在を認めないという社会的理想を表すも

のであって、社会のあらゆる分野に進出し、独自の

アイデンティティを維持していた者、つまりユダヤ人が

特に排除されていたわけではないのです。

イエス・キリスト以降もユダヤ教が存続することの

根拠を示すもう一つの説、つまり、世界の終末にユ

ダヤ教が特別な役割を果たすという説は、19世紀
に主流だったオランダ改革派教会である程度の支

持を得ていました。キリスト教に改宗したユダヤ人の

中には、プロテスタント教会においてユダヤ人とユダ

ヤ教に対する関心を高め、これらに関する議論を引

き起こそうとした者もいました。例えばイーザーク・

ダ・コスタ(Isaac da Costa)(1798-1860)とアーブラ

ハム・カバドーセ(Abraham Capadose)(1795-

1874)です。彼らは、歴史の流れ、教会の立場、そ

して「千年至福説」における世界の終わりにユダヤ

人が果たす具体的な役割について終末論の観点

から論じ、ある程度の支持を得ました。そして、権力

や市民社会にすっかり同化してしまったとして、プロ

テスタント教会を批判したのです。さらに彼らは、ユ

ダヤ教を十分に理解し、その知識を駆使してユダヤ

人との議論で自信を深め、彼らの信頼を勝ち取り、

ユダヤ人に特別な布教を行うべきだと主張しました。

こうした布教は個人によって行われ、多くのユダヤ

人移民が東欧からアムステルダムとロッテルダムへ流

れ込んだ時期に隆盛を極めました。ただし、この布

教を通してキリスト教に改宗したユダヤ人は数えるほ

どしかいませんでした。

第二次世界大戦以前、カトリック教徒がユダヤ教

に関心を持つことはほとんどありませんでした。また、

カトリック教徒がユダヤ人に組織的な布教活動を行

うこともありませんでした。明らかにカトリック教徒は

ユダヤ人の存在を無視していたのです。ただし、大
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(Learning House)」についてお話ししましょう。これ

はユダヤ社会の伝統的な教育施設である「ベト・ハ

ミドラッシュ（ミドラッシュの家）」に似ていますが、ほ

とんどの場合、キリスト教の組織として機能していま

す。そこは、キリスト者だけでなくユダヤ人にとっても、

聖書、ユダヤ文化、ユダヤ人とキリスト者の関係に

ついて深く考える場となっているのです。「学びの家」

の基本理念は、ユダヤ人のような人間になることで

はありません。より良いキリスト者となる術をユダヤ

教から学ぶことなのです。そのため、例えば、キリス

ト教、特に新約聖書の記述に遺されたユダヤ文化

の遺産（西暦紀元１世紀のユダヤ教において、教え

を広めるユダヤ人としてのキリスト）についての研究

が重視されます。その際、ユダヤ人の教師、学者、

ラビが重要な役割を果たしました。ほとんどの「学

びの家」はプロテスタントによって始められましたが、

参加者の中にはカトリック教徒もいます。その意味で

「学びの家」は、宗派を超えた特殊な性質を備えて

いたのです。1960年代に誕生して以来、こうした草
の根の活動は、多くのキリスト者に、自らのアイデン

ティティに対するユダヤ教の重要性を深く実感させる

ことになりました。ただしカトリック教徒は、プロテス

タント教徒に比べ、もともと聖書と聖書神学に対す

る関心が薄いため、この現象による影響をそれほど

受けていないように思われます。

キリスト者は、ユダヤ教の概念を学ぶことで、聖

書におけるキリスト教のルーツに戻ることができると

考えたのです。「歴史上の人物としてのユダヤ人、

イエス・キリスト」という概念は、三位一体説や、贖

罪としてのキリストの死といった神学上の難解な概

念を理解する上で役立ちました。それと同時に、オ

ランダのキリスト者は、ユダヤ人としてのイエス・キリ

ストについて学ぶことで、様々な宗派間の壁を乗り

越え、普遍的なキリスト教を創造するという思いを

抱くようになりました。

次に、戦後のユダヤ人とキリスト者の関係におけ

る第二段階、つまり1980年代初頭から現在に至る

までの期間になると、オランダのユダヤ人社会が第

二次世界大戦中に味わった苦難に対し、次第に注

目が集まるようになりました。米国では、「ホロコース

ト」というテレビ・シリーズが国中を議論の渦に巻き

込みましたが、オランダでもこれと同様の動きが起

こったと言えるでしょう。オランダでは、特にフランス

の映画監督、クロード・ランズマン ( C l a u d e

Lanzmann)による「ショア(Shoah)」(1986)というド

キュメンタリー作品の公開がきっかけとなって、ホロ

コーストの原因と結果についての新たな議論が巻

き起こりました。ただし今回は、ラウル・ヒルバーグ

の有名な三角形理論(triangle）を用いて言えば、

注目が集まったのは、イスラエルでアドルフ・アイヒ

マンの裁判が行われた当時のように、被害者と加

害者だけでなく、何もしなかった傍観者にも注目が

集まったのです。私たちが認めなければならない

のは、ホロコーストで犠牲になったユダヤ人の割合

が、オランダでは最も多いという過酷な現実です。

なんと、ユダヤ人住民の80％以上に当たる、10万

3000人が犠牲になったのですから。この厳しい現
実から目をそらしてはなりません。比較的リベラルな

国であるオランダで、これほど多くの犠牲者が出た

理由は様々考えられます。先ず、起伏に乏しく、人

口の密集したこの国で身を隠すのは容易でなかっ

た点が挙げられます。また、非常に組織化された

官僚制度が存在したこともあるでしょう。さらに、オ

ランダを支 配していたのがドイツ国 防 軍

(Wehrmacht)ではなく、ナチス親衛隊(SS)だった

という事実も大きく影響しています。しかし、これも

すべて終わったことです。この歴史的出来事の重

要なポイントと思しきものを、非ユダヤ的環境、特に

教会に関心を持っている現代のユダヤ人社会の中

に見つけることができるとすれば、それは安心感の

喪失による心の痛手でしょう。すでにお話ししたよ

うに、1940年まで、オランダのユダヤ人は、この国
の市民社会と政府に絶大な信頼を置いていまし

た。政治の現実に対して彼らは余りにも認識が甘
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こしたのです。つまり、オランダには漠然とした反ユ

ダヤ主義が存在したと同時に、宗教上、反ユダヤ

的な感情が爆発することもあったのです。しかし全

体的に見れば、歴代の支配者は一貫して穏健な政

策を取り続け、それによって社会的安定と経済的

繁栄がもたらされました。

オランダは昔も今も貿易国家であり、熱心な信仰

は貿易の役に立ちません。だからこそ、プロテスタ

ント（特にオランダに特有のカルビニズム）は、50以
上の教会に分散しながらも、政治的には最も大き

な勢力となったにもかかわらず、実際の政治では

決して主導的役割を果たすことがなかったのです。

例えば、アムステルダムでは、公の場であからさまな

宗教活動をせず、また周辺住民が、寛容と「ビジネ

スいつもアズどおりのユージュアル生活」を重んずる

オランダ独特の価値観を受け入れる限りにおいて、

キリスト系、非キリスト系を問わず、プロテスタント以

外の信仰も認められていました。1648年のウェスト
ファリア条約によって“cuius regio, eius religio”、

つまり「領主の宗教が領民の宗教」という政策が

確立されたヨーロッパにあって、オランダにおけるこ

うした現実的な寛容の精神は全く異質のものでし

た。1796年にはユダヤ人に市民権が認められまし
たが、フランスやドイツとは異なり、何世紀も前から

このような状態にあったオランダでは、これはさほ

ど劇的な変化ではありませんでした。

全体的に見て、オランダの少数派に属するユダ

ヤ人は、独自の生活を享受することができました。

しかし、彼らが享受していた大きな安心感と法的

安全は、ホロコーストが始まると逆に命取りとなるの

です。彼らは、自分達が、ユダヤ人の隔離、果ては

絶滅まで企む政権の下で暮らしているなど、思いも

しませんでした。ここで明らかにしておくべきは、

1930年代のドイツで何が起こったか、そして1940年
から45年にかけてオランダで何が起ころうとしてい
るかが分かっていたキリスト者は数えるほどしかい

なかった、ということです。

依然として福音派の中には伝道活動を支持する

者も多かったとは言え、先に挙げた1945年4月の
話し合い以降、キリスト教会では変化が見られまし

た。その変化は劇的と言ってもよいでしょう。

戦後におけるキリスト者とユダヤ人との関係の第

一段階にまず取り組むべき問題とは、生きた伝統

としてのユダヤ教の発見でした。ユダヤ教は、イエ

ス・キリストとその同時代人の失われた世界を知る

うえで、生きた「聖書博物館」のような存在である

（この点については、アウグスティヌスの見解につい

て述べた箇所をご参照ください）ということがわか

っただけではなく、その驚くべき生命力が明らかに

なったのです。こうした発見が、ユダヤ人国家、イ

スラエルの建国につながったのです。

1948年5月は、キリスト者とユダヤ人との関係に
とって新しい時代の幕開けとなりました。1950年
代初頭に、ユダヤ教に対する伝道以外のアプロー

チに関する議論の発端となったのは、ショア（ホロ

コースト）ではなくイスラエルの建国だったと言って

も過言ではありません。キリスト者は、イスラエル建

国という政治現象に答えを出そうとしました。なぜ

なら、この現象によって、ユダヤ人は流浪の民とし

て生きることを神から運命付けられたというアウグ

スティヌスの神学概念は否定されてしまうからです。

そこで彼らは、宗教上、重要な意味を持つと思わ

れるこの現象に対して、これまでとは違う方法で答

えを出さざるを得なくなったのです。キリスト者の中

には、ユダヤ人国家の建設をなかなか受け入れら

れない者もいましたし、彼らは今でも受け入れられ

ずにいるのです。また、それを終末の到来の証と

考える者もいました。彼らは、千年王国という19世
紀の考え方を依然として抱いていたのです。

しかし、他にも興味深い現象が起こりました。キ

リスト者がユダヤ的な聖書の読み方や解釈を学

び、ユダヤ教の祈りと典礼、さらにはユダヤ哲学と

ハシディーム派の説話を知ったことです。

ここで、オランダならではの組織、「学びの家
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あって、新しい「神の民」であるキリスト者と、本来

の「神の民」であるユダヤ人が同時に存在する状

況をどう捉えるかということは、重要な問題ではな

いように見えます。しかし、これは明らかに重要な

問題なのです。議論はちょっとしたきっかけで巻

き起こり、そこで多くの問題が一度に噴出するの

です。キリスト者とユダヤ人の関係の軸として冒頭

にお話しした二つの問題――ユダヤ人がキリスト

者の態度に神経をとがらせているということと、

「神の民」という神学上の地位――は、1999年に
オランダで論議を巻き起こしたある事件でも重要

なポイントとなりました。その事件は、聖金曜日の

典礼でのインプロペリアをめぐって起こりました。

そしてこの時の議論から、オランダにおけるユダヤ

人とキリスト者との対話の現状が見て取れます。

そこで最後に、この議論の要点についていくつか

触れておきましょう。

インプロペリアとは、イエス・キリストの受難の日で

ある聖金曜日の典礼で歌われる、有名で重要な交

唱です。皮肉にも議論の引き金となったのは、典礼

の専門家が、伝統あるカトリック教会ではなく、プロ

テスタントの三大教会の典礼次第に新しいインプロ

ペリアを取り入れようとしたことでした。プロテスタン

トの聖職者や神学者の中にはこれに反対する人々

がいました。インプロペリアでは、古くからの反ユダ

ヤ的な考え、つまりユダヤ人こそ神の愛を拒絶し、

イエス・キリストを殺した張本人だということを明らか

にすべきだというのです。ここで、伝統的なカトリック

のインプロペリアの冒頭部分をご紹介しましょう。

「我が民よ、我が汝らに何をしたというのか？/汝

らを煩わせたというのか？/答えるがよい/我は汝ら

をエジプトから救い出したがゆえに、汝らは救い主

を十字架にかけた。/聖なる神よ、聖なる神よ、聖

なる砦よ。/我が、砂漠を行く汝らを40年間にわた
って導き、汝らに天からのパンを与え、幸福の地に

導いたがゆえに、汝らは救い主を十字架にかけた。

/聖なる神よ、聖なる神よ、聖なる砦よ、聖なる砦よ。

聖なる不死のものよ。我らに慈悲を与えたまえ。/

聖なる不死のものよ。我らに慈悲を与えたまえ」

ここに引用したのは、最初の部分だけです。この

後、神の救いの業がさらに九つ挙げられ、神への

祈りが繰り返され、「Popule meus, quid feci tibi

etc（我が民よ、我が汝らに何をしたというのか？）」と

続きます。このインプロペリアは、「十字架の崇敬」と

いう儀式で歌われます。では次に、歌詞の内容に

ついて詳しく見ていくことにしましょう。この歌詞では、

イスラエルの民がエジプトを脱出した様子に触れな

がら、旧約聖書における神の救いの業を、イエス･キ

リストの拷問、処刑と対比させています。その対比

方法と歌詞の予言的な響きは、旧約聖書の「ミカ書」

第6章3-5および「エレミア書」第2章21と同じです。
ただしその内容は、「ミカ書」や「エレミア書」のように、

預言者がイスラエルに批判的であったものとは異な

ります。そこで、この歌詞に関する疑問ですが、先

ず、「我」とは誰のことでしょう？非難を口にしている

のは、神なのでしょうか、それともキリストなのでしょ

うか？その点がはっきりしません。次に、誰に語りか

けているのでしょう？典礼でこの歌詞を口にする信

者でしょうか？そう解釈すべきでしょう。

しかしながら、これに異論を唱える人たちは、こ

の歌詞が反ユダヤ的だとされている事実を指摘し

ます。彼らによれば、この歌詞は、イエス・キリスト

の拷問と処刑の責任をユダヤ人に負わせていると

いうのです。キリスト者とユダヤ人から成る諮問機

関のメンバーだったユダヤ人は、この指摘を取り上

げ、この歌詞は許されないと主張しました。彼らの

二つの根拠がありました。

まず、典礼でのシンボリズムは一定の現実認識

を表現すると同時に、そうした認識に影響を及ぼし

ます。彼らによれば、この歌詞の問題点は、ユダヤ

人が人間の罪深さを示す悪いお手本として描かれ

ている点にあるのです。実際、そこでは神による救

いの業と対照をなすものとして、ユダヤ人の頑固さ

が引き合いに出されています。
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すぎたと言う学者もいます。ナポレオン戦争後のオ

ランダは戦争と無縁であり、この国のユダヤ人がそ

の後の支配者から脅迫や迫害を受けることもありま

せんでした。そのため彼らは、ドイツや東欧諸国で

暮す同胞と比べると、ナチの脅威に対する危機感

が希薄だったのです。

ここで、戦時中に勇敢にもドイツの政策に抵抗し

たオランダ人司教に敬意を払い、彼らのことに触れ

ておきたいと思います。1942年7月27日、オランダ
人司教がユダヤ人の国外追放に反対しました。も

っとも、彼らのこの行動は遅きに失したきらいはあ

りますが。これに関しては、ある人物の精神力と勇

気に負うところが大でした。その人物とは、時の大

司教で、後に枢機卿となったヨハネス・デ・ヨングで

す。しかし、ホロコースト以前からその終焉に至るま

で、言い換えるならばキリスト教会が誤った政策を

採っていた時期にあって、彼のような人物はやはり

例外と言わざるを得ません。すでにお話ししたよう

に、最もユダヤ人を支持していたキリスト教組織、

「キリスト教会とイスラエルのための改革派会議

(Hervormde Raad voor Kerk en Israel)」でさえ、

大戦終了後も引き続きユダヤ人に伝道活動を行う

上で最良の戦略について話し合っていたのです。

もちろん、キリスト者の中にはユダヤ人やその子

供たちを匿った者もいました。しかし、総じてユダヤ

人は、彼らの歴史における最も悲惨な時代も、そし

て強制収容所から生還した後も、キリスト者から疎

外されていると感じていました。その心の傷は現在

もまだ癒えておらず、ユダヤ人とキリスト者の関係に

おいて、キリスト者の目には意外に映るような場面で

それが表面化することがあります。分かりやすい例

としては、イスラエルの政策が批判された際に、オラ

ンダ国内のユダヤ人が示す反応があります。「ショア」

の公開以来、ユダヤ人国家に対する批判が、反ユ

ダヤ主義と疑われることが多くなっています。これが

正しいことなのか、それとも現実を曲解しているのか、

ここで判断を下すつもりはありません。しかし、そう

した敏感な反応があることは確かなのです。

どうやら、宗教間対話に中立の立場など存在し

ないようです。このことは、二番目の問題、つまり、

教会論における「coram Judaeos（ユダヤ人に関す

る話し合いの場）」、つまりユダヤ人問題に取り組

む場合の教会としてのアイデンティティをどう考える

かという問題に関しても当て嵌まります。イスラエル

建国から15年後の1965年10月に開かれた第二ヴ
ァチカン公会議において、ユダヤ教を過去の遺物

とするキリスト教の伝統的見解が、使徒パウロ以来、

初めて修正されました。公会議宣言『ノストラ・エタ

ーテ(Nostra Aetate)（私達の時代）』の第4章にあ
る、15行に及ぶ教会ラテン語の文章は、カトリック
とユダヤ教の関係に新たな時代の到来を告げるも

のでしょう。

この宣言で、ユダヤ人がイエス・キリストの処刑

に関して責任を問われないこと、そして、神はアブ

ラハムの民との契約を破棄しておられないことが明

言されたのです。興味深いことに、この宣言は、終

末論におけるユダヤ人の存在について触れていま

せん。さらに、キリスト教とユダヤ教との関係が、私

達の自己定義、すなわち「教会の奥義 (the mys-

tery of the Church)」には不可欠だとされていま

す。私は、この第三の点（実は、宣言の冒頭で述

べられているのです）を、あらゆるカトリック神学の

出発点になるものだと考えます。有名な言葉で言

い換えるなら、こういうことです、「ユダヤ教について

どう思うか教えてください。あなたの答えから、あな

たがどんな人なのか当ててみせましょう」。

しかしながら、公会議後のカトリック神学全般で

はなく、その一部の影響について考えてみた場合、

意外にも、カトリック教会論には、ユダヤ教に関す

る新しい神学の影響がほとんど見られません。「今

後、言ってはならないこと」が明らかにされているだ

けで、「今、言うべきこと」は明らかにされていない

のです。神はユダヤ人との契約を後悔してはおら

れないのですが、キリスト者は新しい「神の民」で
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のような意味を持つのでしょうか？私達は、両者の

主張を両立させようというのでしょうか？それともた

だ、神学上ユダヤ教の存在を認めながら、他方で

キリスト論におけるキリスト教の自己肯定を認める

ことは不可能だという現実を受け入れようとしてい

るだけなのでしょうか？

不十分とはいえ、その答はアウグスティヌスによ

って下されています。すなわち、私達は「精神的意

味で」ヤコブの子孫たるイスラエル人だということで

す。この答えが、キリスト者にとってどんなに正当な

ものだったにしろ、またカトリック世界で今でも大き

な影響力を持っているにしろ、暗黙のうちにヒエラ

ルキーが存在する、「肉体」と「魂」の対立というネ

オプラトニズム特有の考えは、もはや許容できるも

のではないのです。この点に関して、カール・バル

トに師事したドイツ人神学者、F・W・マルクァルト

の指摘は実に的確です。つまり彼によれば、キリス

ト者に、ユダヤ人でも非ユダヤ人でもない「第三種

（tertium genus）」という呼称を与えるという古典

的見解はもはや認められるものではないのです。

もう一つの答えは、「すまなかった、私達が間違

っていた。もう二度と同じ過ちは繰り返さない」と

ユダヤ人に謝罪し、彼らの怒りを解くことです。し

かしながら、それでは自らが神の救済におけるパー

トナーだという、キリスト教会の正当で重要な主張

についてうまくはぐらかしているにしかすぎません。

キリスト者の神学上の位置付けは、ユダヤ教徒に

とっても大きな問題であって、このことは著名なユダ

ヤ人学者らが2002年に発表した宣言、「ダブルー・
エメト(Davru Emet)（真実を語ろう）」でも明らかで

す。この宣言はきわめて重要です。といいますのも、

キリスト教に対するユダヤ人の伝統的な見解につい

て、有力なユダヤ人神学者が統一的な反応を示し

たのは、キリスト教会の改革以来、初めてのことだっ

たからです。ただし残念ながら、現在に至るまで、欧

州ではこれに相当する動きが見られません。

インプロペリアを巡る議論は未だ続いています

し、納得のいく結論も出ていません。おそらくこれ

が望ましいのでしょう。なぜなら、これは、単純な

二者択一の問題ではないからです。それに、この

ような問題については、普遍的な解決策が見出せ

る中立的立場など存在しないのです。ユダヤ人と

キリスト者の関係では、そのようなことなどありえま

せん。一方にキリスト教会があり、もう一方には実

際に生活を営むユダヤ人社会が存在しているので

すから。しかも両者にはつながりがあるのです。し

かし、両者に共通の伝統、あるいは両者が登場す

る神曲のようなものは存在しないのです。いや、ひ

ょっとすると存在するかもしれません。しかし、たと

え存在したとしても、私達は、「異邦人への使徒」パ

ウロの言葉を以って、私達には解くことのできない

「神の神秘」の謎を覗き見るだけなのです。

結局、私達に残されたのは、偏見を捨て、学び、

そして話し合うことです。そのためには、信念と信

頼が必要です。これは単なる人間の発想ではあり

ません。健全な聖書神学に根差した考え方なので

す。使徒言行録（使徒行伝）の第5章で、ラビのラバ
ン・ガマリエルと思しきファリサイ派のガマリエルが、

原始キリスト教の信者、つまりイエス・キリストに従

ったユダヤ人達に味方し、彼らの主張を擁護して、

こう言うのです。「それが神から来たものなら、破壊

することは不可能だ」。とりあえず彼らを信用し、様

子を見ましょう、ということです。同様の多元主義

的概念がミシュナ、つまり初めて成文化されたユダ

ヤの口伝律法に見られることは、決して偶然では

ありません。『父祖たちの言葉』という著書には、信

頼と節度ある態度を重んずる二つの格言がありま

す。一つは、「天のためにする議論は、必ずや実を

結ぶ」というもので、もう一つは、「天のために在る

共同体（原文のヘブライ語は、ギリシャ語の「教会」

に相当します）は必ず勝つ」というものです。

ユダヤ人とキリスト者は、それぞれのアイデンティ

ティを維持し、さらにそれを時代に合った形に変化さ

せようと努力しています。その過程で、宗教間対話
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さらに、彼らは次のような疑問を投げかけます。キ

リスト教会は、自分たちこそがエジプトから導かれ、

砂漠において、モーゼを通じて神の救いに預かった

というのだろうかと。そして、ユダヤ人ではなく自分

達こそが真のイスラエルだと主張するのだろうかと。

ここで論争の焦点は、これまで率直に、そして

あからさまに論じられたことのなかった、未解決の

問題に向けられたのです。つまり、キリスト教会は

なぜ、そしていかにして、自らを聖書に描かれたイ

スラエルの継承者だと主張するのか、国家として

現実に存在するイスラエルの立場はどうなるのか、

という問題です。

では、インプロペリアに関する私の考えを少しお

話ししましょう。先ず、歌詞の意図についてですが、

この歌詞自体は、キリストの受難と非難を、教会に

集い、この歌詞を唱える信者に向けているのでは

ないでしょうか。「神よ、我らに慈悲を与えたまえ」と

いう祈りが3回繰り返されることからも、この解釈は
裏付けられます。しかしながら、この歌詞のきわめ

て複雑な歴史的背景に目を向ける時、同じような

歌詞を持つ教会の中で、少なくとも東方正教会の

インプロペリアは明らかに反ユダヤ的だということ

がわかります。そこでは、ユダヤ人が神の愛をすべ

て失い、イエス・キリストを十字架に架けたため、今

では、異教徒たるキリスト教会に取って代わられた

とされているのです。確かに、私たちのインプロペ

リアはこのような内容ではありません。しかし、イン

プロペリアの歌詞がユダヤ人について触れていな

いとしても、新たな問題点が生まれるのです。なぜ

なら、砂漠で神に救われ、罪を犯したがゆえにイエ

ス・キリストを磔にした張本人は、他ならぬキリスト

者だということになるからです。

しかし、この問題については、次のように考える

ことで解決できるものと思われます。つまり、ユダ

ヤ民族の歴史や宗教上のアイデンティティの一部と

して、旧約聖書の救済行為が存在するのであって、

そうしたユダヤ人の存在を無視した場合にしか、こ

の主張は妥当しないということです。同じことを繰

り返すようですが、インプロペリアの歌詞に込めら

れた非難は、キリスト教を信仰する者自身に向けら

れたものに違いありません。しかしそうだとすると、

別の疑問が生まれます。すなわち、キリスト教会は、

自らを聖書のイスラエルと同一視し、絶対的な自己

定義を当然のものとして受け取るということです。

ただし、インプロペリアの歌詞がユダヤ人を非難し

ていると解釈すれば、当然のことながら、それは反

ユダヤ主義の表れとなります。どちらの解釈を採る

にせよ、インプロペリアの歌詞には深刻な問題が

含まれているのです。

私の考えでは、あからさまに反ユダヤ的な東方正

教会の歌詞を見れば、現在の歌詞から何が推測で

きるかがわかります。それは、たとえ歌詞が反ユダヤ

的でないとしても、そもそもインプロペリアは、先に述

べた「置き換えの神学」に基づいているということで

す。これが事実だとすれば（個人的にはそうだと思

っていますが）、キリスト者は、インプロペリアの歌詞

を、何の躊躇いもなく口にはできないはずです。

ここで、聖書に言われているイスラエルとキリス

ト教会を同一視するという解釈学上の問題につい

てさらに詳しく見ていくことにしましょう。キリスト教

会は、自らのアイデンティティを表現する上で、ユダ

ヤ教の聖典である旧約聖書のイメージや神学上の

概念を進んで利用してきました。そして実際にも、

キリスト者に旧約聖書は必要なしとするマルキオン

ほど過激な主張をするつもりでないのであれば、

私達は、何らかの形で旧約聖書とつながりがある

ことを認めざるを得ないのです。

しかしユダヤ人の視点から見ると、私達は、イン

プロペリアのような歌詞を唱えることで、彼らの同

意なく、神と親密な関係を持つことになるのです。

特権の剥奪とも言えるこのような行為を経験したユ

ダヤ人は、すぐにこう言うでしょう。「私が書いたラ

ブレターで何をするつもり？」と。実際のところ、私

達がユダヤ教の存在を認める上で、この問題はど
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アラブ・イスラーム学院のアラビア語教育と遠隔教育の努力 
―24年間を振り返って― 

日　　時：２００６年２月２５日（土）　14：00－16：00 

会　　場：同志社大学　今出川キャンパス　扶桑館マルチメディアルーム２ 

講　　師：ムハンマド・ハサン・アルジール博士 
 （イマーム・ムハンマド・イブン・サウード・イスラーム大学東京分校 アラブ・イスラーム学院長） 

コメント：サミール・ヌーハ（同志社大学大学院神学研究科教授） 

講演要旨 
　アルジール氏の講演は大きく３部に分かれた。１）導入として日本とイスラーム、サウディ

アラビアとの関係史、２）両者関係発展の大きな要素となるアラビア語を教育する、アラブ・

イスラーム学院の活動についての紹介、３）最後にこの活動における将来的な可能性につ

いてである。 

　同氏によれば、日本とイスラーム世界の関係は1801年に明治天皇がオスマン帝国へ

遣使を送ったことが初めであるという。サウディアラビアと日本の関係も、19世紀初頭くら

いから始まっており、1909年には日本人最初のマッカ巡礼となる山岡光太郎の旅行も行

なわれている。また、政治的には1960年になってジェッダに日本大使館が開設され、両国

関係を発展させることとなった。経済面では、特に商業関係が発展したが、1976年から技

術協力機関としてサウディアラビアにJICAが開設されている。 

　アルジール氏は、そのような両国関係のさらなる発展のためには、媒体となる言語とい

うものが大きな役割を占めると述べた。そうした中でアラブ・イスラーム学院は、1982年

サウディアラビアから「日本への贈り物」として国王自身によってその創設がよびかけられ

た。現在では、2年間を１コース（レベル１から4まで）とした昼間クラス（1年間で週20時

間の授業を15週実施）、短期集中のインテンシブコースなどを設けて、「生き生きとした」

アラビア語の習得を目的として教育に取り組んでいる。また、近年インターネット上でアラ

ブ・イスラーム文化、アラビア語教育に関する情報を配信するeラーニングにも力を入れて

いる。この他にアラビア語の教育的出版物の発行、図書館の充実をはかり、学院の学生だ

けでなく在日アラブ人の子弟の教育にも配慮をするほか、学院外でのセミナーやシンポジ

ウムなどでアラブ・イスラーム文化を広く宣伝する活動も行なっている。 

　アルジール氏は、こうした同学院の活動歴をふまえ、アラビア語教育の発展に関する将

来的提言として「日本アラビア語学会（または協会）」の発足、大学等高等教育機関での「日

本におけるアラビア語教育」会議の開催をよびかけ、講演をしめくくった。 

　コメンテーターとしてサミール・ヌーハ氏は、同じく日本におけるアラビア語教育に携わ

る立場から、同教育における将来的な抱負を述べた。 

　およそ60人以上の聴衆が来場し、アラビア語を習得する際の注意やアドバイスの求め
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は重要な役割を果たします。両者の対話からは、と

きに痛みを伴う深刻な質問が生まれることもあるで

しょう。しかし、少なくともキリスト者からすれば、それ

はいたしかたのないことなのです。ユダヤ人からの

興味深い問い掛けを、私たちは簡単に無視するべ

きではありません。そして自分たちこそ、贖罪を目指

して神と共に苦闘するのだというキリスト者の主張

が、ユダヤ人やその神との関係を犠牲にして実現さ

れるものであってはならないのです。その一方で、

ユダヤ人との対話を通じて、ユダヤ神学の奥深さと

ユダヤの伝統の豊かさを知ることは、一種の啓示、

あるいはラバン・ガムリエルの言葉を借りるなら、「神

から来た」体験と言えましょう。さらにこうした対話を

通して、私達の新たなアイデンティティが形成されるか

もしれません。キリスト教とユダヤ教が、「天のために

なす議論」を戦わせる二つのコミュニティだとするの

なら、私たちにはどんな奇跡を起こすことができるの

か？それは神のみぞ知ることなのです。

ご清聴、誠にありがとうございました。

584
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最初にイスラーム教徒としての挨拶を申し上げた

いと思います。それはアッラーの祝福と平安を皆様

に送ることです。第二は、ただいまトリノの冬季オリ

ンピックが行われておりますが、昨日、金メダルを日

本人が女子フィギアでとられたということで、おめで

とうございます。

本日、このように同志社大学に招聘していただき、

CISMOR（一神教学際研究センター）でお話する機

会を与えていただきまして、大変光栄に存じており

ます。このセンターはさまざまな文明・文化を中立的

な立場から多角的に研究していこうというお立場で

あると了解しております。さまざまな文化・文明につ

いては、コーランにもございますが、アッラーの神が

人を創った時に男女という別をつくり、またさまざま

な民族を創造してこられた、そしてこの世にいろい

ろなものが創造されたというのはアッラーの意図で

ございまして、その目的として「お互いに知り合うた

めに違う人間をつくった」という言葉がコーランにご

ざいます。つまり知識を求めることを人の義務とさ

れたのです。そのようにCISMORの趣旨に沿った

言葉がコーランにもあるということをご紹介したいと

思います。

先程、森センター長からありがたい言葉もありまし

た。同様に皆様、お忙しい中、足を運んでいただい

たことにもありがたく思うと同時に、うれしく思います。

京都に初めて来ましたので、昨日到着して見せてい

ただき、それも大変うれしく思っております。

最初に申し上げたいポイントは、アラブ・イスラー

ムと日本の関係並びにサウジアラビアと日本との関

係です。これについて、まとめてお話をいたします。

日本とイスラーム諸国との関係ですが、18９1年、
明治天皇のもとからイスタンブール（当時はオスマント

ルコ帝国でしたが）に使いが送られました。翌年、

現地に到着しております。その当時、トルコ船が日本

近海で台風のため沈没したという事件がありました。

単に事件があったのみならず、遺族の方 を々日本の

一青年が支援しようという動きもあったということが

背景にありまして、明治天皇からの使節がイスタンブ

ールに行ったわけです。このことが双方の関係の始

まりではないかと思います。その時以来、イスラーム

諸国との日本の関係は順調に推移してきました。

次にサウジアラビアの国と日本との関係。これも

長い歴史があります。1909年に山岡光太郎という
日本人が初めてメッカへの巡礼を果たしたというこ

とが、そもそもの始まりだったと思います。その後、

続 と々続きまして、1924年、33年の二度に渡りまし
て田中逸平、さらには1935年、37年、38年と３回
果たした鈴木剛のような、20世紀の前半、幾度も
行かれたという方もございました。

今のような諸関係を基礎に外交関係について申

しますと、1955年、日本とサウジアラビア間の外交
関係が結ばれました。それに基づきまして土田豊

大使も現地に行きましたが、58年、サウジアラビア
の大使館が東京にでき、60年にはサウジアラビア
のジェッダに日本大使館ができました。その後、サ

ウジアラビアの王族からも言葉をいただいたかたち

で、日本サウジアラビア協会も設立されました。

外交関係からその後はだんだん幅を広げてきて
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ムハンマド・ハサン・アルジール
Muhammad Hassan Alzeer

アラブ・イスラーム学院のアラビア語教育と
遠隔教育の努力
―24年間を振り返って―

にアルジール氏が丁寧に回答するなど、活発な質疑応答がみられた。 

(COE研究指導員　中村明日香） 

プログラム 

1． 挨拶：森　孝一（同志社大学大学院神学研究科教授） 
2． 講演：ムハンマド・ハサン・アルジール博士 
3． コメント：サミール・ヌーハ 
4. 質疑応答 
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学院に直接関係なくとも広く研究者、市民の方々

に公開され、活用していただいております。それと

先程触れましたセミナー、シンポジウムも大いに活

用して、アラブ・イスラームの紹介を図っていきたい

と考えております。また、さまざまな出版物、本の形

だけでなく、いろいろなものを提供してきています。

もう一つの手段はインターネット活用です。アラ

ブ・イスラーム学院独自のサイト（http://www.aii-

t.org.com/）で幅広く展開しております。アラビア語

の教育とアラブ・イスラーム文化の紹介を目的として

おります。日本語サイトで皆様方にもご利用いただ

ければと思います。世界のどこにいても、日本語を

通じてこのサイトをご活用いただけるわけで、中近

東にいる日本人の方々からもいろいろ声を寄せて

いただいています。個人的な利用、組織、大学に

も活用していただいています。

現在13種類のホームページ上のプログラムを展
開しています。できる限り、日本語のみならず、アラ

ビア語も学べるようになっておりまして、アラビア語

も画面に出てきます。英語も活用している部分が

あります。

先程申し上げたプログラムは合計13種類ありま
す。たとえば「アラブ・カフェ」では、そこでアラビア

語を勉強しようとする人への情報提供を図ってい

ます。また特に音楽、アラブの書道、アラブの単語

をさまざまに出して、語源、由来を紹介するプログ

ラムもございます。

いろいろなプログラムの追加の紹介ですが，「ア

ラブマガジン」。これは半年ごとに筆者に交代して

いただき、比較的長い記事を書いていただくもの。

一般向けには「アラブサイト」もございます。「イスラー

ム広場」では、イスラームを中心に紹介しております。

日サ関係、サウジアラビアの観光を含む「サウジ記

念館」のサイト。その他、人工衛星を介してサウジ

で行われた会議などを紹介するサイトもございま

す。日々更新されていますので、どうぞ一度ごらん

ください。「サウジ紀行」には、学生がサウジに行っ

た時のこと、2002年、2003年にどういう旅行をした
かという記事もございます。人口衛星に関する会

議に参加した人たちの声も出されています。

残りの三つのプログラムは「携帯電話利用のプ

ログラム」です。日本語と英語の2言語で運営され
ています。日本の携帯システムにはまだアラビア語

が載らないので、日本語、英語に絞って運営してい

ます。さらに子ども向けのサイトで「アラビア村」もご

ざいまして、内容的には、日本人の子どもたちにサ

ウジアラビア、アラブ・イスラームの文化、生活ぶり

を紹介したいということでございます。

なお最後になりましたが、今日のタイトルにもあり

ます「ｅラーニング」、遠隔教育を通じてアラビア語

を教育する番組を運営しています。

別の分野になりますが、当学院が引き続き重視

していますのは、アカデミックなレベルの交流です。

対外関係一般にも留意してきています。

さらに分野としては、広い意味では日本サウジの

関係を側面支援したいということです。サウジアラ

ビアとの交流に関する外務省、環境省の仕事でも

お手伝いしてきています。また先般、長野県で冬

季パラリンピックかありました。その時にかなりの数

のアラブの選手が来まして、アラビア語要員がいる

ということで、当学院から学生を募りまして、多数応

援に行った次第です。

次は、メディアとの関係も重視しておりまして、

NHKのテレビ・ラジオのアラビア語講座に全面的

に協力してきております。

その他の活動としては、東京にはサウジアラビア

人他、アラブ人が住んでおりますので、その家族を

含めて彼らへの奉仕活動、協力活動を展開してい

ます。礼拝の場を提供したり、教育面でも支援して

います。

次に「第２語学としての教育」についてでありま

す。第２語学としてのアラビア語教育にはさまざまな

困難と問題点があります。その問題点は発音、書

き方、文字、文体、口語と文語の関係。そもそも第
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おります。どういうふうに広げてきているか、いろい

ろな分野、例えば観光、青年交流、技術経済協力

などです。日本側ではJICAという機関があることは

ご存じだと思いますが、そこを中心としたサウジア

ラビア向けの技術経済協力があり、また対話の機

会を設けようということで、熱心に様々なシンポジウ

ムなども行われています。東京にございます当学

院でも、日サの対話を進めるためのシンポジウムを

開催してきております。

その中で、アラビア語という言語、これが両国の

交流の機軸になります。アラビア語と申しますと、

まず出てくるのはコーラン、丁寧に言えば聖クルア

ーンというイスラームの啓典でございます。そこには

さまざまの聖なる言葉が入っております。また実に

多くの教義、教えも含んでおります。同時に文化、

一つの社会の規範を示すものでもございます。さら

に言えば人間、人生についての深い理解であると

か、そもそも宇宙全体についての直接的な洞察も

含んでおります。

今のような流れの中で、日本は比較的早くから大

阪外大を中心にアラビア語の教育に着手してこら

れたことに、我々は注目しております。学問的、文

化的なことに限らず、その背景としては商業的、外

交的、一般的には中東に関心がある等、さまざまな

理由があったと思いますが、日本は早くから着手さ

れてきたと思います。他のヨーロッパの諸外国と比

べましても、決して遅れをとっていないという印象

でございます。

1949年に大阪外大で新しくスタートしたアラビア
語学科が躍進しました。学生の数も増えてきていま

す。毎年どんどん希望者が出ているという状況だと

思います。東京にございます拓殖大学では、1959
年にアラビア語がスタートしました。その当時は夜間

コースでしたが、62年に昼間のコースに取り上げら
れ、それは一種の改革だったということですが、そ

れ以来着実に伸びております。特にショックだった

のは1970年代の石油危機。それを契機として大阪

外大では一気に25名の学生が入り、他方、拓殖大
学ではなんと70名になったと了解しています。
今述べました二つの大学に限るということでは

なく、その他多くの大学でも同様の兆候がございま

す。それには研究目的、知識文化的なことに対す

る関心等々、さまざまな背景があったかと思います。

以上のことを背景として、当方の学院が１９８２年

に東京で創設されました。それについて若干詳し

く述べさせていただきます。

日本には早くからアラビア語教育があったと承知

しています。また私が存じています限り、60冊前後
の本が日本で出版されています。当方の学院は毎

日、生き生きとしたアラビア語教育を進めております

が、それはサウジアラビアからの日本に対する贈り物

であるといえるかと存じます。創設されたのは1982
年（ヒジュラ暦では1398年）。創設について国王の
指示が出されたことが背景にございました。それ以

来、サウジアラビアから見てこの贈り物は相互の利

益に資してきているのではないかと自負しています。

そういうことでスタートしたのはいいのですが、当

初は何もなくて、借家に入っていました。徐々に整

いまして、サウジアラビア自身の建物を作り直して、

現在は東京の麻布にございます。

アラブ・イスラーム学院ではアラビア語教育と共

に、広くアラブ・イスラームの文化を紹介していきたい

ということが大きな課題であります。幸いに多くの学

生の入学志望も集まり、好評を得ていると、うれしく

思っていますが、当初は当学院も夜間のコースだけ

でスタートしました。学生たちの支持を受けまして、日

中のコースに拡大し、土曜、日曜の週末コースも設け

ております。これをもう少し詳しく述べます。

事務体制も整い、今のようにコースの種類も増え、

さらにアラビア語教育のみならず、アラブ・イスラー

ムに関する研究、翻訳事業の分野での出版事業

にも手を伸ばしてきています。当学院の中にありま

す図書館には、アラブ・イスラームに関する基礎的

な図書を揃えておりまして、学生の方々はもちろん、
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ない人たち、日本の国外にいる人たちも活用でき

る大変なメリットがあると思いますので、今後とも引

き続き学院として重視して継続していきたいと思っ

ております。

ちょっと専門的なことですが、レベル1について
は、300ページの絵による明示も含めて、ランゲー
ジ・ラボを活用して学習できるシステムは完成してお

ります。レベル1については教科書がなくてもランゲ
ージ・ラボで学べる。その中にはJAVAスクリプトと

か最近のインターネット、コンピュータの技術が駆使

されています。これを通じて我 と々しては学院の外

におられる方々との関係を大いに構築していきた

いという願いでございます。

日本とサウジアラビア、広くはアラブ・イスラームと

の関係につきましては、今までのような努力を今後

とも継続していきたいと願うばかりでございますが、

それは一つには文化的な刺激になるでしょうし、当

然ながら経済的な相互の利益にも、広く言えば、つ

ながるということで、積極的を意義を見いだしてい

ることにほかなりません。

そこで最後に若干、提言めいたことをさせてい

ただきます。第1点は、日本にまだないかと存じます
が、「日本アラビア語協会」、あるいは「日本アラビア

語学会」の創設を訴えたいと思います。

第2点は、アラビア語の教育については当学院
の考え方は申し述べた通りでございますが、未だ

さまざまなやり方が実施されているのが現実かと存

じますので、日本のそういう方面の関係の大学など

の組織を中心として、会議の形で「日本におけるア

ラビア語教育のあり方はどうあるべきか」という議

論、検討を進められる会議をオーガナイズされるこ

とを、ぜひ提言したいと思います。

最後の提言ですが、いずれかの日本の関係団体、

組織を中心として、日本語とアラビア語両方の言葉

で、ぜひとも日本とサウジアラビア、日本とイスラーム

の諸関係、相互の今までの交流、今後の交流を中

心としたテーマで、包括的に本の形でぜひ出されて

はどうか。それをベースに政界、財界、大学関係、メ

ディアにも広く配って、世の中の意識を目覚めさせる、

さらに深めていただくという一つの基礎的な出版物

を出されるよう、ぜひ提言したいと思います。

ご静聴ありがとうございました。
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２語学となると、学習される方の年齢など、さまざま

にございます。

最善の学習方法、第２語学をどうやって教えたら

いいか。世界のどの語学であれ、言語学者がさま

ざまに提案しています。15の方法があるという複雑
な議論もあるようですが、当学院では議論、提案を

吸収しつつ、第２語学であるアラビア語を最善の形

で提供したいと考えております。

申すまでもありませんが、言葉の習得、学習は

一つの大変な知識、学問分野でして、そのための

言語学、社会言語学、心理言語学、教育言語学な

どさまざまあるかと思います。このような特定の言葉

を習得し、習練して実際に使えるようにしようという

ことが願いですが、その教育の仕方により、その願

望が近くもなり、遠くもなり、やさしくもなり、難しくも

なるものだと思います。そのためには狭い意味で

の教育方法のみならず、学生、教育者両方の環境、

生活全体の諸関係も教育方法に勘案していくこと

が大切かと思います。

当学院ではそのようなことを考えながら、さまざ

まなプログラムを実施しています。特に力が入る

のは昼間のコース、2年間を四つのレベルにわけ
て進めます。15週間を前期、後期も15週間。1週
間に20時間の授業を当てています。加えて補足
的なコースとして、アラビア語を教える教師への研

修コースも設けています。春と夏の集中コースも別

途つくっています。

また、毎年、学生たちの習得してきたものを競わ

せようという意図から、「アラビア語オリッピック」と

いうのを、年1回実施します。その分野を四つ設け
ています。アラビア語のタイピング、スピーチコンテ

スト、書道、作文の分野で競うことで、競争意識も

植えつけようと思っています。

今申し上げましたさまざまなコースは、当学院を

中心に、サウジアラビアの本部であるイマーム大学

のアラビア語学科とも提携しまして作成した教科書

を「東京シリーズ」と呼んでいますが、その教科書

をベースに展開しています。尽力しておりますが、ま

だレベル1とレベル2までの東京シリーズの教科書
が整ったところです。残るレベルについては、執筆、

編纂、検討を続けております。対象として想定して

いますのは、当然、当学院の学生ですが、それに

限るのではなく、その他の方々、アラビア語を勉強

したいという人たちが自由に入手できる形で作っ

ていきたいと思います。先ほど申しましたように、1
週間20時間をあてて勉強していくと、四つのレベル
を通すと合計1,200時間に相当しますが、言葉を
習得するのに加えまして、アラブ・イスラームの文化

的伝統に基づく生活態度、道徳観念をお伝えした

いと考えています。

どのレベルを通じましても、共通しているのは４側

面です。話し言葉、書き言葉、読む、文法がござい

ます。これは各レベル共通していますが、レベル1と
２については、いきなり文法ばかりで頭をゴシゴシ

するのはどうかと、アラビア語を読む中で文法事項

を吸収するという、新しい独特の手法で、文法事項

も勉強してもらう形をとっています。レベル3、4は、
話し、書く、読む、文法の四つの側面に分けて、詳

細に教科書で学ぶことにしております。録音をしてそ

れを学生が自由に聴ける準備もしています。

録音のことを敷衍いたしますと、CD-ROMの形

で提供するものもございます。それには、学習、プ

ラス、日頃やってきたことに対する自己評価、どのく

らい進んでいるかをチェックできるシステムも入って

います。通常の辞書、本の形もありますが、画面を

使って絵で見るような辞書もございます。CDもあり、

テープ、インターネットのサイトもございます。当学院

の中にありますランゲージ・ラボを駆使する施設が

ございます。

私の後ろの画面に出ていますのは、インターネッ

ト上のアラブ・イスラーム学院のサイトのトップページ

です。いろいろなプログラムがございます。インター

ネット活用は、一つの知識を得るのに、ある意味で

時間の短縮にもなっている。さらには学院に来られ
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現在はエルサレムのヘブライ大学考古学部教授。テル・カシーレ
のペリシテ人の神殿、テル・バタシュ、ギロ、ベト・シャン等の発掘
を指揮し、1997年からはテル・レホブの発掘を手がけている。 
著書には、Archaeology of the Land of the Bible: 10,000-586 
B.C.E (New York:Doubleday,1990) などがある。 

考古学 
史実性 

から 
   見た の 聖書 

2006年 

3月18日 
同志社大学今出川キャンパス 神学館礼拝堂（3F） 
◇ 京都市営地下鉄烏丸線「今出川駅」下車3番出口 ◇ 

同志社大学神学部・神学部研究科  
TEL.075-251-3330

ヘブライ大学考古学部教授 

［共 催］同志社大学 神学部・神学研究科・一神教学際研究センター(CISMOR)

講 師 アミハイ・マザール 

 

午後2時－午後4時 

What can archaeology contribute 
         to the question of the historicity of the Bible?

 同志社大学 公開講演会 

入場無料・事前申込み不要 
問
合
せ 

公開講演会
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同志社大学講演要旨 ２００６年２月２５日

「アラブ　イスラーム学院のアラビア語教育と遠隔教育の努力
―２４年間（１９８２－２００５）を振り返って」

教授･博士 ムハンマド・ビン・ハサン・アルジール

１．初めに
ア．アラブ･イスラームと日本の関係
イ．サウジアラビアと日本の関係
ウ．関係強化と相互理解のためのアラビア語の重要性
エ．日本のアラビア語教育について

２．アラブイスラーム学院紹介
ア．目的と発展
イ．試みの進展

３．第二語学としての教育
ア．困難と問題点
イ．最善の学習方法

４．当学院の試み
ア．当学院のプログラム
イ．当学院の方法　―『東京シリーズ』
－ 同シリーズの目的
－ 対象者
－ 同シリーズへの充当時間
－ 文化的内容
－ 同シリーズの内容
・教科書と水準
・学習手段
・教授の仕方
・当学院のホーム･ページ

５．最後に－コメントと助言



5． 
シンポジウム・ 
ワークショップ 
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プログラム 

日　　時／2005年12月10日　10:00-18:00　 
会　　場／同志社大学 今出川キャンパス 寒梅館会議室 
※発表原稿・ディスカッションの内容は、「日本におけるユダヤ学の現状 2005」（2006年3月発行）に掲載。 

10:00～10:05  開会の言葉　アダ・コヘン（同志社大学大学院神学研究科） 

10:05～10:35  講演　宮澤正典（同志社女子大学名誉教授） 
 「日本におけるユダヤ研究の展開とユダヤ人に対する日本人」 
10:35～10:45  ディスカッション 
 

10:45～10:50  休憩 

 

 

文献学的・考古学的観点からみた古代イスラエルと聖書 
司会：石川　立（同志社大学神学研究科） 

10:50～11:20  アダ・コヘン（同志社大学大学院神学研究科） 
  「ヨシュアのシケム召集と古代ヒッタイトの法習慣」 
11:20～11:50  越後屋　朗（同志社大学院大学神学研究科） 
  「考古学から見たシケム」 
11:50～12:10  コメント： 池田　裕（筑波大学名誉教授、中近東文化センター学術局長） 

 月本昭男（立教大学大学院文学研究科） 

12:10～12:35  ディスカッション 
 

12:35～14:00  昼食 

中世におけるユダヤ学：イスラームとの関係において 
司会：越後屋　朗（同志社大学神学研究科） 

14:00～14:30  市川　裕（東京大学大学院 人文社会系研究科） 
 「ユダヤ的生活様式の成立：文化の型の比較に向けて」 
14:30～15:00  手島勳矢（大阪産業大学人間環境学研究科） 
 「メタファ－とプシャット：中世ユダヤ聖書解釈の構造について」 
15:00～15:20  コメント： 鎌田　繁（東京大学東洋文化研究所） 

 勝村弘也（神戸松蔭女子学院大学文学部） 

15:20～15:45  ディスカッション 
 

15:45～16:00  休憩 

 

 

20-21世紀のユダヤ学 
司会：小原克博（同志社大学神学研究科） 

16:00～16:30  大塚和夫（東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所） 
 「近代中東のユダヤ教徒／ユダヤ人コミュニティ： 
 スーダンの例を中心に」 
16:30～17:00  野村真理（金沢大学経済学部） 
 「拡大ＥＵとホロコースト研究」 
17:00～17:20  コメント： 臼杵　陽（日本女子大学文学部） 

 長田浩彰（広島大学総合科学部） 

17:20～17:55  ディスカッション 

17:55～18:00  閉会の言葉　森　孝一（同志社大学大学院神学研究科） 

シンポジウム　2005年CISMORユダヤ学会議 

「日本におけるユダヤ学の現状」 
“Jewish Studies in Current Academic Research in Japan” 
 
 

開会 
セッション 

セッション 
A

セッション 
B

セッション 
C

シンポジウム・ワークショップ
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プログラム 

日　　時／2005年12月28日（水）－29日（木） 
会　　場／シャイフ・アフマド・クフタロー財団（シリア・ダマスカス） 
共　　催／シャイフ・アフマド・クフタロー財団、一神教学際研究センター 

10:30～11:25
1. 聖クルアーン朗唱 

2. ジヤードッディーン・アル＝アイユービー（宗教大臣）後援挨拶 

3. 村瀬　充（在シリア日本国大使館次席）挨拶 

4. 映像「アフマド・クフタロー財団と日本の関係」 

5. 中田　考（同志社大学大学院神学研究科教授）挨拶 

6. サラーフッディーン・クフタロー（シャイフ・アフマド・クフタロー財団総裁）挨拶 

12:00～14:15
1. ムハンマド・ワフビー・スライマーン　司会者挨拶 

2. アブドッダーイム・ヌマイル教授（アズハル大学副学長） 

「非ムスリム社会にいかにイスラームを提示するか」 
3. 中田　考（同志社大学大学院神学研究科教授） 

「イスラームにおける非ムスリムの救済」 
4. リナ・アルフムスィー（アズハル大学イスラーム宣教シャリーア学部比較宗教学教授） 

「東西におけるムスリム少数派」 

学術交流協定機関との共催シンポジウム 

「非ムスリム地域におけるイスラームとムスリム」 
 

開会 
セッション 

第１ 
セッション 

12:00～14:15
1. アブドッサラーム・ラージフ　司会者挨拶 

2. 奥田　敦（慶応大学政策学部教授） 

「イスラームとグローバル・ガバナンス」 
3. バッサーム・ウジュク（シャイフ・アフマド・クフタロー財団イスラーム宣教学部長） 

「イスラーム少数派の現実、義務、イスラーム共同体との関係」 
4. ファールク・アクビク（シャイフ・アフマド・クフタロウ財団） 

「シャイフ・アフマド・クフタローと非ムスリムへの宣教」 

第2 
セッション 

シンポジウム概要 

シンポジウムは、二日間にわたって、非イスラーム地域におけるイスラームとムスリムに

焦点を絞りつつ、イスラームと他宗教との関係について、神学的、法学的、歴史的、社会的、

政治的に包括的に討論した。 

シンポジウムは現地紙にも取り上げられ、延べ４００人あまりの聴衆を集めた。シリア側か

らは宗教大臣Dr.ジヤードッディーン･アイユービー、日本側からは大使館から村瀬次席が出

席した他、ファトフ・イスラーム学院院長ダマスカス・イスラーム最高諮問官アブドルファッ

ターフ・ビズィム師も顔を見せるなど、現地の宗教界の関心も高かった。また「非ムスリム

社会にいかにイスラームを提示するか」はスンナ派イスラーム世界の最高学府アズハル大

学学長の論文を副学長アブドッダーイム・ヌマイルによる代読であった。 

アイユービー宗教大臣は、ムスリムはイスラーム世界では他宗教の少数派の権利を守り、

またイスラーム世界の外では居住地の法に従い、他宗教との共存を望むが、不当な支配や

不名誉を甘受することはない、と述べた。 

（同志社大学大学院神学研究科教授　中田　考） 

12月29日（木） 

12月28日（水） 
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プログラム 

日　　時／2006年3月4日（土） 
会　　場／パン･パシフィック・ホテル（マレーシア・クアラルンプール） 
共　　催／マレーシア国際イスラーム大学共催、一神教学際研究センター 

10:30～11:25
1. 聖クルアーン朗唱 

2. ジヤードッディーン・アル＝アイユービー（宗教大臣）後援挨拶 

3. 村瀬　充（在シリア日本国大使館次席）挨拶 

4. 映像「アフマド・クフタロー財団と日本の関係」 

5. 中田　考（同志社大学神学部教授）挨拶 

6. サラーフッディーン・クフタロー（シャイフ・アフマド・クフタロー財団総裁）挨拶 

学術交流協定機関との共催シンポジウム 

「一神教における救済とメシア運動―― 
その現代的意味」 

基調講演 

発表1

発表2

発表3

発表4

発表5

シンポジウム概要 
カマル・ハサン学長は、ユダヤ教、キリスト教、イスラーム、仏教、ヒンドゥー教など世界宗

教の救済論の類型論を纏め、マレーシアにおける多宗教の共存状況についても説明した。

ハサン・アフマド・イブラヒム氏は近代スーダンのマフディー運動の歴史を回顧し、メシアニ

ズムの現代への適応のメカニズムを分析した。イブラヒム・ゼイン氏はイスラームにおいて

は律法と神学の救済論の二類型が存在することを明らかにした。手島勲矢氏はユダヤ教に

おける救済が罪の贖いであることの重要性を指摘した。 

中田考氏は伝統イスラーム神学が異教徒の救済の可能性を認めていることの現代的意

義を考察した。ハズィザン・ムハンマド・ヌル氏はマレーシアのムスリムの現世における幸福

観を社会学的視点から論じた。 

本シンポジウムはカマル・ハサン学長が参加した他、啓示人文学部を中心に３０名あまり

の教員と学生が参加した。マレーシアにはユダヤ教の研究者が少ないこともあり、特に手

島勲矢氏の発表をめぐって活発な議論が行われた。 

（同志社大学大学院神学研究科教授　中田　考） 

 

8:40～9:00
Kamal Hassan（マレーシア国際イスラーム大学学長） 

9:00～10:15
司　会：Thameem Ushama（マレーシア国際イスラーム大学助教授） 

発表者：Hassan Ahmad Ibrahim（マレーシア国際イスラーム大学教授） 

"Mahdism and Neo-Mahdism in the Sudan: From Hyper Salafism to Consistent 
Maqasidism" 

コメンテーター：Abdul Rashid Moten（マレーシア国際イスラーム大学教授） 

10:30～11:45
司　会：Isham Pawan Ahmad（マレーシア国際イスラーム大学教授） 

発表者：Ibrahim M. Zein（マレーシア国際イスラーム大学教授） 

"Salvation and Inqadh: Two Moral Positions: A Monotheistic Religion
コメンテーター：Irfan Fattah（マレーシア国際イスラーム大学教授） 

11:45～13:00
司　会：Yunos Soualhi（マレーシア国際イスラーム大学 博士） 

発表者：手島勲矢（大阪産業大学人間環境学部教授） 

"Judaism and Salvation: Unified Concerns in Time and Space" 
コメンテーター：Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar（マレーシア国際イスラーム大学教授） 

14:30～15:45
司　会： Kamar Oniah Kamaruzzaman（マレーシア国際イスラーム大学助教授） 

発表者：中田　考（同志社大学大学院神学研究科教授） 

"Soteriology in Islam and Its Application for Contemporary Japan"
コメンテーター：Anis Malik Thoha（マレーシア国際イスラーム大学 博士） 

15:45～17:00
司　会：Ahmed Ibrahim AbuShouk（マレーシア国際イスラーム大学助教授） 

発表者：Hazzizan Md. Noon（マレーシア国際イスラーム大学助教授） 

"Islamic Reflections on Issues Pertaining to 'Salvation and Their Implications for 
Development Concept in Malaysia: A Muslim Sociologist's Perspective"

コメンテーター：Malik Badri（マレーシア国際イスラーム大学教授） 
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１． 講演「日本宗教から一神教への提言」 
　講師：山折哲夫（国際日本文化研究センター名誉教授） 

 

２． パネル・ディスカッション 

　パネリスト： 山折哲雄（国際日本文化研究センター名誉教授） 

 森　孝一（同志社大学大学院神学研究科教授） 

 手島勲矢（大阪産業大学人間環境学部教授） 

　司会： 小原克博（同志社大学大学院神学研究科教授） 

 

３． 質疑応答 

プログラム 

公開シンポジウム 

日本宗教から一神教への提言 
日　　時／2006年3月15日　14：00-17：00 
会　　場／同志社大学 今出川キャンパス 神学館礼拝堂 
主　　催／日本基督教学会近畿支部会 
共　　催／同志社大学神学部・神学研究科、一神教学際研究センター 

ワークショップ 

ダビデとソロモンを探して―考古学的視点から 
日　　時／2006年3月17日（金）16：00－18：00 
会　　場／同志社大学 今出川キャンパス 寧静館会議室 
講　　師／アミハイ・マザール（ヘブライ大学考古学部教授） 
共　　催／同志社大学神学部・神学研究科、一神教学際研究センター 

6． 
教育プログラム 
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RISEAP（東南アジア太平洋地域イスラーム宣教会議）、IIUM（マレーシア国際イスラーム

大学）と提携して大学院生を対象とするマレーシア異文化理解・語学研修プログラムを行な

った。この研修の目的は、英語とイスラーム基礎知識を学ぶことである。英語学習では、研

究に必要な専門書の読解力を向上させるプログラム、そして国際会議や会議で発表をする

ことを念頭においた会話がカリキュラムに組み込まれた。また、イスラーム基礎知識のカリ

キュラムでは、IIUMの講師陣による講義と、マラッカのイスラーム家庭でのホームステイが

あり、知識を得るだけにとどまらず、ムスリムの人々の生活を体験することができた。 

２００５年度 
マレーシア異文化理解・語学研修プログラム 

８月１日-８月１５日 

＜日程＞ 

８月１日（月） クアラルンプール到着・オリエンテーション 

８月２日（火） 開会式 
 英語講義：英語使用への導入（シャハリール・ハーシム大佐） 

８月３日（水） イスラーム知識：イスラームの基礎 
 （サイード・ムサル・カズィム・アルブカリ氏） 

８月４日（木） イスラーム知識：比較宗教（シャー・キリット氏） 
 モスク管理（ファリド・イスマイル先生） 

８月５日（金） イスラーム知識：日常生活における宗教の役割（イスマイール・チョン先生） 

８月６日（土） マラッカのイスラーム家庭でホームステイ 

８月７日（日） 

８月８日（月） イスラーム知識：イスラームに対する非ムスリムの認識（シャー・キリット氏） 

８月９日（火） イスラーム知識：イスラームの本質(ニック・シャハリマン先生) 

８月１０日（水） イスラーム知識：イスラームとキリスト教の類似点 
 （モハンマド・アブドラ・ニコラス氏） 

８月１１日（木） カトリック教会および聖書大学訪問・閉会式と夕食会 

８月１２日（金） 自由時間 

８月１３日（土） 自由時間 

８月１４日（日） 帰国（１５日（月）：日本着） 

昨年度の研究者対象の研修に引き続き、今年度は主に博士前期課程・後期課程の学生を対

象にイスラエル宗教・文化研修プログラムを実施した。今回の研修は、イスラエル国内に 

おける一神教の多元的現状の視察を主な目的とし、ユダヤ教・キリスト教・イスラームの史

跡およびエルサレム、ハイファ、ガリラヤ湖周辺などの宗教機関や大学を訪問した。 

数千年におよぶイスラエルの宗教、文化の歴史にふれる一方、様々な出自や宗教を持つ人々

が存在するイスラエル、パレスチナの現状を実感することができた。 

２００５年度 
イスラエル宗教・文化研修プログラム 

８月２日-８月１１日 

＜日程＞ 

８月２日（火） 関空出発 

８月３日（水） エルサレム旧市街視察、ルーテル派教会訪問、シェヒター・ 
 ユダヤ学研究所の学部長ラビ・エイナット・ラモン氏による講義。 

８月４日（木） ヘブライ大学人文学部において講義受講および大学構内見学。 
 イスラエル博物館見学 

８月５日（金） ヤド・ヴァシェム（ホロコースト記念館）見学。ムスリムの村、 
 アブー・ゴシュ、アイン・カーレム村、キブツ・ツバ訪問。 
 エルサレムのシナゴーグで安息日前の礼拝に参加。 
 ヘブライ大学の学生と交流。 

８月６日（土） マサダ、グムランなど死海周辺地域視察。 

８月７日（日） バカ・ル・ガルビーヤのアル・カーセミー教育大学訪問。 
 ハイファ大学、バハーイー・センター、カバビールにある 
 アフマディーヤのマフムード・モスク訪問。 

８月８日（月） ドルーズ派の村ウサフィーヤ訪問。受胎告知教会、聖ヨセフ教会等 
 ナザレおよびガリラヤ湖周辺の教会を視察。エルサレムへ移動。 

８月９日（火） ヘブライ・ユニオン・カレッジおよび考古学博物館訪問。 
 シオン山に移動、周辺の遺跡を見学。エルサレム新市街見学。 

８月１０日（水） テル・アヴィヴ発（８月１１日（木）：関空着） 
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2005年3月に学術交流提携を結んだシャイフ・アフマド・クフタロウ財団・アブヌール学院

の協力のもと、シリア語学・異文化研修プログラムを行なった。本研修では、首都ダマスカス

を中心に中東における多様な宗教事情を見学した。また、JICAシリア事務所所長による講

義、アラビア語講義、シリア大学教授等多様な方々による講義、宗教省等の政府機関訪問を

通じて、さまざまな角度から一神教世界を学び、体験することができた。 

２００５年度 
シリア語学・異文化研修プログラム 

８月１６日-８月２８日 

＜日程＞ 

８月１７日（水） ダマスカス空港着・ダマスカス市街およびモスク見学 

８月１８日（木） ダマスカス地方、高等裁判所、アブヌール学院、在シリア・日本大使館、 
 シリア宗教省訪問。講義およびアラビア語授業。 

８月１９日（金） アルメニア教会ダマスカス支部等のキリスト教教会訪問。 
 アブヌール学院内モスクで金曜礼拝に参加。 

８月２０日（土） シリア・カトリック教会見学と講義。カシオン山見学。 

８月２１日（日） シリア国会訪問。JICAシリア事務所訪問および講義 

８月２２日（月） アラビア語授業。ハムス市内見学 

８月２３日（火） アラビア語授業。アレッポ周辺の遺跡見学。 

８月２４日（水） アレッポ見学。 

８月２５日（木） マールーラ訪問。講義。自由行動。 

８月２６日（金） アラビア語授業。パルミラ訪問。ダマスカス移動。 

８月２７日（土） 演習授業終了式。帰国。（２８日関空着） 

同志社大学神学部・一神教学際研究センターは2005年8月、マレーシア国際イスラーム大

学（IIUM)啓示人文学部との間に学術交流覚書を取り交わした。 

この覚書の趣旨に沿って、一神教学際研究センターは、マレーシア国際イスラーム大学人文

啓示学部の学生と本学学生との異文化交流の研修を企画した。今回来日したIIUMの学生

は全員ムスリムである。彼らが日本文化に触れるのは初めてであり、本学からの参加者は

IIUMの学生と共に講義を受講、ディスカッションに参加し「異文化としての日本文化」を積

極的に伝えた。 

２００５年度 
日馬相互理解促進学生交換プログラム 

――日本文化体験研修 
１１月１８日-１１月２９日 

＜日程＞ 

１１月１８日（金） IIUM学生京都到着後、同志社大学にてオリエンテーションおよび 
 キャンパス・ツアー。同志社大学学生と顔合わせ。 

１１月１９日（土） 講義「日本の仏教体験１・２・３」 
 講師：廣田デニス（龍谷大学文学部） 

１１月２０日（日） 午前：前日の講義に関する発表とディスカッション 
 午後：講義「日本の宗教１・２・３」 
 講師：長谷川（間瀬）恵美（南山宗教文化研究所） 

１１月２１日（月） 午前：前日の講義に関する発表とディスカッション 
 午後：講義「日本社会における宗教」・「日本における新宗教」 
 講師：三宅威仁（同志社大学神学部） 

１１月２２日（火） 南禅寺にて座禅体験、京都市内見学（永観堂、哲学の道） 

１１月２３日（水） 比叡山登山、延暦寺見学 

１１月２４日（木） 講義「ユダヤ教１・２・３」 
 講師：アダ・コヘン（同志社大学神学部） 

１１月２５日（金） 奈良市内見学 

１１月２６日（土） IIUM学生京都市内でホームステイ 

１１月２７日（日）  

１１月２８日（月） 講義：「キリスト教１・２・３」 
 講師：関谷直人（同志社大学神学部） 
 修了式・お別れパーティ 

１１月２９日（火） IIUM学生帰国 
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7． 
京都・宗教系 
大学院連合 

609

CISMORでは、文明間対話の担い手となるスペシャリストの養成を目的とする教育プロセ

スの一環として、語学インテンシブコースを設けている。 

英語に関しては、国際学会や国際ワークショップなどで通用するレベルの実力を養成するこ

とを目的としている。また、アラビア語とヘブライ語についてもインテンシブ・コースは、両

言語の徹底学習が目的である。2005年度に実施したインテンシブ・コースは以下の通りで

ある。 

語学インテンシブ・コース 

1． 英語インテンシブ・コース 
受講人数： 6人 
開講期間： 毎週火曜日の5講時 
 春学期/２００５年４月１２日～２００５年７月１２日　 
 秋学期/２００５年１０月４日～２００６年１月１７日　 
場　　所： 同志社大学今出川校地　神学館２階　大学院演習室２ 
講　　師： トニー・シックラ（ベルリッツ） 
 

2． アラビア語インテンシブ・コース 
●前期 
受講人数： 10人 
日　　時： ２００５年６月２５日、２７日、３０日 
場　　所： 同志社大学今出川校地　弘風館 
講　　師： 竹田亜麻仁（カイロ大学日本語学科卒） 

●後期 
受講人数： 5人 
日　　時： ２００６年２月２６日～３月１日 
場　　所： 同志社大学びわこリトリートセンター 
講　　師： 竹田亜麻仁（カイロ大学日本語学科卒） 
 

3． ヘブライ語インテンシブ・コース 
受講人数： 9人 
日　　時： ２００５年２月１３-１４日、１６-１７日 
場　　所： 同志社大学 今出川校地 扶桑館２階マルチメディアルーム１ 
講　　師： ドロン・コヘン（神学研究科博士後期課程） 
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○2005年度行事 

「京都・宗教系大学院連合 設立記念シンポジウム」 
日時：2006年1月7日（土）13：00～15：40 
会場：同志社大学今出川キャンパス　寒梅館ハーディーホール 

プログラム 

 ・ あいさつ 武田龍精（龍谷大学大学院、「京都・宗教系大学院連合」評議会議長） 

  「京都・宗教系大学院連合設立の経緯と目的」 
 ・ 基調講演 加藤周一（佛教大学客員教授、評論家・作家） 

  「異なる宗教間の対話」 
 ・ パネル・ディスカッション 

  パネリスト 加藤周一 

   門脇　健（大谷大学大学院）「『分からない』という分かり方」 

   頼富本宏（種智院大学）「ヴァーティカル諸思想図殿―ボロブドゥール大塔の意図」 

   森　孝一（同志社大学大学院）「平井金三とシカゴ万国宗教会議（１８９３年）」 

 ・閉会の辞 小原克博（同志社大学大学院、京都・宗教系大学院連合事務局長） 

 

 

・加盟大学院・大学間の単位互換制度を始めます。 

・「仏教と一神教」をテーマとして、加盟校・協力団体に所属する研究者による研究会を 
開催する予定です（年2回）。 

京都・宗教系大学院連合について 

「京都・宗教系大学院連合」（Kyoto Graduate Union of Religious Studies 略称K-GURS）

は、2005年7月31日に設立されました。大谷大学大学院 文学研究科、高野山大学大学院 文学研

究科、種智院大学 仏教学部、同志社大学大学院 神学研究科、花園大学大学院 文学研究科、佛教大

学大学院 文学研究科、龍谷大学大学院 文学研究科の７つの大学院および大学がその加盟校となっ

ています。 

同志社大学 一神教学際研究センターは、協力団体として京都・宗教系大学院連合に加盟していま

す。他の協力団体として、高野山大学 密教文化研究所、国際真宗学会、宗教倫理学会、種智院大学 

密教資料研究所、南山宗教文化研究所、NCC宗教研究所、日本クリスチャンアカデミー、龍谷大学仏

教文化研究所が加盟しています。 

設立の趣旨、協定書を次ページから掲載していますのでご覧ください。 

○2006年度活動予定 

伝統的な日本文化が息づく京都の地では、仏教をはじめとする伝統ある宗教が、様々な形で、現代の市

民生活に影響を与えています。京都の地で宗教が果たしている固有の役割と意義については、国内にと

どまらず海外においても、多くの人びとに注目されています。また、宗教を専門的に学ぶことのできる大学

が京都には多く存在しています。それゆえに、京都を中心に、宗教系の大学院および教育研究機関が包括

的なネットワークを形成すると同時に、その学術ネットワークを世界に対しオープンにしていくことができ

るなら、国内外の学生および研究者に対し、大きな活力と希望を与えるに違いありません。これが「京都･

宗教系大学院連合」設立を目指すゆえんです。 

 

1.教育の連合体として 
本格的な宗教多元化が進行する世界の中で、リーダーとしての役割を果たしうる人材を輩出していくためには、

自らが帰属する宗教的伝統だけでなく、他の宗派や宗教についても認識を深めることのできる教育プログラム

が必要です。「京都･宗教系大学院連合」は、次世代の研究者･宗教指導者を養成するための総合的な教育イン

フラを作ることに貢献できるでしょう。仏教系の大学院生が、身近なところで、ユダヤ教･キリスト教･イスラーム

を学べるのは得難い経験になるはずです。また同様のことが、ユダヤ教･キリスト教･イスラームを専攻する学生

たちが、仏教をはじめとする日本の伝統宗教を学ぶことに関しても言えるでしょう。 

具体的には学生の学習インセンティブを高めるためにも、相互の単位認定制度を整えることが望ましいと思わ

れます。「京都･宗教系大学院連合」の共通サーティフィケート(履修証明証)を発行し、それを加盟大学院がそれ

ぞれで単位認定する、という形にすれば、各校における現行の教務システムを大きく修正することなく、単位認

定制度を運用することができるでしょう。 

2.研究の連合体として 
仏教系大学および大学院の間では、すでにいくつかの研究上の相互交流があります。そのような関係を基盤

にしながら、さらに異なる宗派同士だけでなく、異なる宗教同士が、より広い研究上の知見に立って、それぞれの

研究を深めていくことに「京都･宗教系大学院連合」の設立は寄与すると思われます。 

具体的には、学術情報の交換、国内外の研究者との人的交流、共同の講演会･シンポジウム等の開催などを考

えることができます。 

3.組織について 
「京都･宗教系大学院連合」を教育および研究の連合体として機能させるために、各校の代表から形成される

評議会を設置し、また、運営上の実務を担う事務局を設置します。 

 

以上の目標を目指して「京都･宗教系大学院連合」を設立することに同意します。 

　2005年7月31日 

 

大谷大学大学院 文学研究科、高野山大学大学院 文学研究科、種智院大学 仏教学部、同志社大学大学院 
神学研究科、花園大学大学院 文学研究科、佛教大学大学院 文学研究科、龍谷大学大学院 文学研究科 
※花園大学大学院文学研究科は2005年12月12日に加盟。 

「京都･宗教系大学院連合」 
(Kyoto Graduate Union of Religious Studies, K-GURS)

設立の趣旨 

京都・宗教系大学院連合

611

京都・宗教系大学院連合

610



「京都･宗教系大学院連合」はその「設立の趣旨」に基づき、2005年7月31日に設立された。「京都･

宗教系大学院連合」に加盟する大学院は、各大学院の規則に定めるところにより、学生が相互に他大学院

の授業科目を履修し、単位を修得することを認めるにあたり、また、研究上の相互協力を促進するために、

次の事項について合意に達したので、ここに協定書を取り交わす。 

 
(受け入れ) 

第1条「京都･宗教系大学院連合」に加盟する大学院に在学する学生が、他の大学院が指定する授業科目の履修

および単位の修得を希望するときは、科目を開設する大学院の学長は当該学生を受け入れることができる。 

 

(単位互換履修生) 

第2条各大学院は、前条により受け入れた学生を「京都･宗教系大学院連合単位互換履修生」(以下、「単位互換

履修生」という)として取り扱う。 

 

(履修期間) 

第3条単位互換履修生の履修期間は、受け入れ大学院が決定する。 

 

(授業科目の範囲および単位数) 

第4条履修できる授業科目の範囲および修得できる単位数は、受け入れ大学院が決定する。 

 

(学生数) 

第5条各授業科目に受け入れる学生数は、受け入れ大学院が決定する。 

 

(受け入れ手続き) 

第6条単位互換履修生の受け入れ手続きは、受け入れ大学院が決定する。 

 

(成績通知等) 

第7条単位互換履修生の履修方法、成績通知等については、受け入れ大学院に在学する学生の場合と同様とす

る。 

 

(授業料等) 

第8条単位互換履修生の選考料および授業料等については相互に徴収しない。 

 

(研究上の相互協力) 

第9条各大学院等において、学術情報の交換、国内外の研究者との人的交流、共同の講演会･研究会の開催等に

より、研究上の相互協力を促進する。その内容および方法については、別に定める。 

 

附則この協定は、2006年2月28日から施行する。 

「京都･宗教系大学院連合」の教育(単位互換)および 
研究に関する協定書 

2006年2月28日 
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劉　義章　LAU, Yee Cheung 香港中文大学 

李　正培　LEE, Jung Bae メソジスト神学大学校 

松本　健一　MATSUMOTO, Kenichi 麗澤大学 

宮坂直史　MIYASAKA, Naofumi 防衛大学校 

宮澤正典　MIYAZAWA, Masanori 同志社女子大学名誉教授 

村田晃嗣　MURATA, Koji 同志社大学 

中村明日香　NAKAMURA, Asuka 同志社大学研究開発推進機構特別研究員 

中田　考　NAKATA, Ko 同志社大学 

中山俊宏　NAKAYAMA, Toshihiro 日本国際問題研究所 

ハッサン・アブ・ニマー　NIMAH, Hasan Abu ヨルダン王立宗教間対話研究所 

野村真理　NOMURA, Mari 金沢大学 

小田淑子　ODA, Yoshiko 関西大学 

エリック・オッテンハイム　OTTENHEIJM, Eric ユトレヒト大学 

エルモスタファ・レズラーズィー　REZRAZI, Elmostafa アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京 

メナヘム・ベン・サッソン　SASSON, Menahem Ben ヘブライ大学 

ヘルメン・プリヤラジュ・シャストリ　SHASTRI, Hermen Priyaraj マレーシア教会協議会 

嶋本隆光　SHIMAMOTO, Takamitsu 大阪外国語大学 

清水宏祐　SHIMIZU, Kosuke 九州大学 

塩尻和子　SHIOJIRI, Kazuko 筑波大学 

ソヒリン・ムハンマド・ソリヒン　SOLIHIN, Sohirin Mohammad マレーシア国際イスラーム大学 

徐　正敏　SUH, Jeong Min 延世大学 

手島勲矢　TESHIMA, Isaiah 大阪産業大学 

富田健次　TOMITA, Kenji 同志社大学 

ジュルキプリ・ミルホン・ワディ　WADI (ibn Adduk), Julkipli Miluhon フィリピン大学 

山中由里子　YAMANAKA, Yuriko 国立民族学博物館 

吉原欽一　YOSHIHARA, Kinichi 社団法人アジア・フォーラム・ジャパン 

吉村慎太郎　YOSHIMURA, Shintaro 広島大学 

ムハンマド・イスマイル・ユサント　YUSANTO, Muhammad Ismail インドネシア解放党 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

（イブン・アッドゥーク） 
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氏　名 所　　属 専門分野 

森　　孝一（センター長） 同志社大学大学院神学研究科教授 アメリカ宗教史 

小原　克博（幹事） 同志社大学大学院神学研究科教授 キリスト教思想 

石川　　立 同志社大学大学院神学研究科教授 新約聖書学 

越後屋　朗 同志社大学大学院神学研究科教授 ヘブライ語聖書学 

中田　　考（幹事） 同志社大学大学院神学研究科教授 イスラーム政治思想 

四戸　潤弥 同志社大学大学院神学研究科教授 イスラーム法 

富田　健次 同志社大学大学院神学研究科教授 現代イラン研究 

アダ・タガー・コヘン 同志社大学大学院神学研究科助教授 ユダヤ教研究 

中山　善樹 同志社大学大学院文学研究科 
(哲学および哲学史専攻)教授 

西洋古代中世哲学 

村田　晃嗣（幹事） 同志社大学大学院法学研究科(政治学専攻)教授 国際関係論 

山本　雅昭 同志社大学言語文化教育研究センター教授 ユダヤ文学 

バーバラ・ブラウン・ジクムンド 研究開発推進機構客員フェロー 
（Visiting LCI Institute Scholar, Catholic University of America） 

アメリカ宗教史 

細谷　正宏 同志社大学大学院アメリカ研究科 
(アメリカ研究専攻)教授 

安全保障論 

臼杵　　陽 研究開発推進機構客員フェロー 
（日本女子大学文学部教授） 

パレスチナ／イスラエルを
中心とする中東地域研究 

三浦　伸夫 研究開発推進機構客員フェロー 
（神戸大学国際文化学部教授） 

科学史 

田原　　牧 研究開発推進機構客員フェロー 
（東京新聞特報部記者） 

中東地域研究 

サミール・ヌーハ 同志社大学大学院神学研究科教授 比較文化研究 

手島　勲矢 研究開発推進機構客員フェロー 
（大阪産業大学人間環境学部教授） 

聖書学・ユダヤ思想 

松永　泰行 研究開発推進機構客員フェロー 現代イスラーム政治論 

２００５年度 
事業推進担当者一覧 

※所属・役職は２００６年3月末現在 

氏　名 業　績 

森   孝一 （共著） 

「宗教勢力がカギを握るアメリカ大統領選」(Religious Power Holding the Key to the Presidential Elec-
tion 2004)、三宅善信『三宅善信対談集・文字化けした歴史を読み解く』 (Reading the Ambiguous His-
tory: Interview with Mr. Yoshinobu Miyake)、文園社、２００６年１月、159-183頁。 
 

（論文） 

「ブッシュ再選後のアメリカとキリスト教の行方」 (The Directions of Christianity in the United States after 
reelection of President George W. Bush)、『東京青年』（東京ＹＭＣＡ）、No.419、２００５年４月、3-19頁。［依頼原稿］ 
 

「対談・宗教復興と一神教・山内昌之×森　孝一」(Religious Resurgences and Monotheistic Religions: 
Discussion by Masayuki Yamauchi and Koichi Mori)、国際宗教研究所（編）『現代宗教２００５』、東京堂出版、２００５年
９月、7-36頁。［依頼原稿］ 
 

『ブッシュ政権の世界戦略論理と宗教（APA　FORUM）』 (Doctrines and Strategies of World Securi-
ty of Bush’s Administration)、財団法人アジア太平洋研究会、２００５年９月1-35頁。［依頼原稿］ 
 

"President Bush's Discourse on War against 'Terrorism'," Journal of Interdisciplinary Study of Monotheis-
tic Religions, No. 1 Special Issue (November 2005), pp. 61-65.［学内紀要］ 
 

「イラク戦争の大義とアメリカの宗教」、(The Cause of Iraq War and American Religion)『大谷学報』、第85
巻第2号（２００６.３）、61-84頁。［依頼原稿］ 
 

「宗教から見た米国の歴史」、『国際理解のための教材開発―アメリカ合衆国について』、兵庫県国際理

解教育研究プロジェクト、２００６年３月、31-45頁。［依頼原稿］ 

小原 克博 （論文） 

「医療倫理に対する宗教学的アプローチ」（An Approach to Medical Ethics from the Religious Study）、
『民医連医療』No.397（2005年9月号）、２００５年８月、23-27頁。［依頼原稿］ 
 

「一神教と多神教をめぐるディスコースとリアルポリティーク」（Discourse and Realpolitik on Monothe-
ism and Polytheism）、『宗教研究』第345号、２００５年９月、221-244頁。［依頼原稿］ 
 

「一神教と多神教をめぐるディスコースとリアルポリティーク」（Discourse and Realpolitik on Monothe-
ism and Polytheism）、『一神教学際研究』2（上記『宗教研究』掲載論文の転載）、２００６年２月、1-16頁。 

越後屋 朗 （外部資金） 

科学研究費 

研究期間：平成14－17年度　研究種目名：基盤研究（C） 

「メギドにおけるVI層－AとV層－A－IV層－Bの年代決定についての研究」 

交付金額：平成１４年度60万円、平成１５年度10万円、平成１６年度60万円、平成１７年度10万円。総額140万円。 

事業推進担当者研究業績（２００５年４月～２００６年３月） 
＊各事業推進担当者の業績のうち、「一神教の学際的研究」に関するものを掲載。 
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氏　名 業　績 

中田   考 （共著） 

「「イスラーム」と「生命倫理」」小松美彦/土井健二編『宗教と生命倫理』、ナカニシヤ出版、２００５年５月、

149-180頁 
 

（論文） 

「イスラームとテロ」、『大航海』、２００５年４月Ｎｏ．５４、９９－１０７頁 
 

「世界三大宗教　ここが違う　第３部：考え方の違い」、『大法輪』、２００５年７月第７２巻第７号、118-132頁 
 

“The Islamic World Today and the Language of Jihad”, Journal of the Interdiciplinary Study of Monotheis-
tic Religions, Special Issue, 2005, pp.70-74.
 

「救済の境界―イスラームにおける異教徒の救済」、『一神教学際研究』vol.2、 ２００６年２月、63-77頁。 
 

‘Border of Salvation: The Salvation of Non-Muslims in Islam’, Journal of the Interdisciplinary Study of 
Monotheistic Religions, No.2, 2006/3, pp.58-73.
 

「タウヒード（神の唯一性）としてのイスラーム」、Cismor Voice, vol.4, Spring, ２００６, 10-11頁 

四戸 潤弥 （論文） 

「イスラーム法源の検討―アッラー（神）の法と、人間の法の境界線」、『シャリーア研究』（拓殖大学海外事

情研究所シャリーアセンター）、第二号、２００５年、1-30頁。 
 

「イラク憲法草案のイスラームからの考察」、『海外事情研究』（拓殖大学）、２００５年１０月号、55-69頁。 

アダ・コヘン 
Ada Taggar-Cohen

（論文） 

“Joshua 24 and the Priestly ‘School of Holiness’,” Kirisutokyo-kenkyu 68, 1 (2006) 1-13. [Japanese]
 

“Reflections of Hittite and Emar Practices in the Sinaitic Traditions of Moses,” Shenaton: An Annual for 
Biblical and Ancient Near Eastern Studies 16 (2006) 100-114. [Hebrew]
 

“The Assembly at Shechem and the Ancient Hittite Legal Tradition,” The First CISMOR Conference on 
Jewish Studies (2005) 18-27. [Japanese]
 

“The Covenant as Contract: Joshua 24 and the Legal Aramaic Texts from Elephantine,”
Zeitshrift für Altorientalische und biblische Rechtsgeschichte  11 (2005) 27-50.
 

(その他) 

A. Taggar-Cohen & I. Teshima (Co-editor),The First CISMOR Conference on Jewish Studies, Kyoto, Dos-
hisha University 2005. [Japanese]

バーバラ・ジクムンド 
Barbara B..Zikumund

（共著） 

“Gender Matters: How Second Wave Feminism Shaped and Reshaped American Religion” a chapter in 
Faith in America: Changes, Challenges ad a New Spirituality, Charles Lippy, editor (New York: Praeger, 
forthcoming 2006).
 

（論文） 

“Past as Prologue” --10 monthly columns for the United Church of Christ online United Church News on 
the history of the United Church of Christ.
http://news.ucc.org/index.php?option=com_content&task=view&id=544&Itemid=47
 

“Remembering Her”--6 monthly columns for the United Church of Christ Women’s Ministries website.
http://www.ucc.org/women/remembering.htm
 

（その他） 

“Protestant Women’s Ordination” and “Women in the United Church of Christ” in the Encyclopedia of 
Women and Religion in North America, edited by Rosemary Radford Reuther and Rosemary Skinner Kel-
ler.  Indianapolis: University of Indiana, 2006
 

Wrote a book review of Deeper Joy: Lay Women and Vocation in the 20th Century Episcopal Church by 
Fredrica Harris Thompsett and Sheryl Kujawa-Holbrook, editors, Church Publishing, 2005 in REVIEWS IN 
RELIGION AND THEOLOGY, Spring 2006.
 

Wrote a book review of Living the Boundaries: Evangelical Women, Feminism and the Theological Acad-
emy by Nicola Hoggard Creegan and Christine D. Pohl, Intervarsity Press, 2005 in REVIEWS IN RELI-
GION AND THEOLOGY, (forthcoming Fall 2006).

富田 健次 （外部資金） 

科学研究費 

研究期間：平成１５年度―１７年度　研究種目名：基礎研究(C)(2) 

｢現代イスラームとリベラリズムの価値観に関する相対化研究―ホメイニーに焦点を当ててー｣､ 

交付金額：平成１５年度４０万円、平成１６年度８０万円、平成１７年度９０万円 

氏　名 業　績 

中山 善樹 （共著） 

「ミステリウムの探究-知を通じて知の彼方へ-」、竹市明弘・小浜善信編『哲学は何を問うべきか』、 

晃洋書房、２００５年、153-165頁。 
 

（その他） 

『創世記註解、創世記比喩解』　（エックハルト、ラテン語著作集Ⅰ）、２００５年、知泉書館、511頁 

村田 晃嗣 （共著） 

“U.S. Military Strategies and the Korean Peninsula,” in Akikazu Hashimoto, Mike Mochizuki, and Kur-
ayoshi Takara, eds., The Okinawa Question and the U.S.-Japan Alliance (DC: The George Washington 
University, 2005), pp.107-122.
 

“The U.S.-Japan Security Relationship: A Japanese View,” in Robert M. Hatherway and Wilson Lee, eds., 
George W. Bush and Eat Asia: A First Term Assessment (DC: Woodrow Wilson International Center for 
Scholars, 2005), pp. 145-156.
 

“Domestic Surces of Japanese Policy towards China,” Lam Peng Er, ed., Japan’s Relations with China 
(London: Routledge, 2005), pp. 37-49.

山本 雅昭 （論文） 

「ヴァイマル期ドイツのユダヤ人―考察のためのいくつかの助走的覚え書き」（The Jews in the Wei-
mar Republik )、 『平成１５年度～平成１７年度科学研究費補助金による共同研究「両大戦間におけるゲルマンとスラブの
文化接触とその歴史的意義」研究成果報告書』、　平成１８年３月、３９～４７頁。 
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氏　名 業　績 

松永 泰行 （論文） 

「保守派大統領の出現とイランの対外関係」(Iran’s Conservative President and Foreign Relations)、『中
東研究』、第490号（２００５年１１月）、37-41頁。 
 

「イラン新政権と対イラク関係」(Iran’s New Government and Iraq)、『アラブ』、 第115号、２００５年１２月、6-7
頁。［依頼原稿］ 

手島 勲矢 （論文） 

「メタファーとプシャット：中世ユダヤ聖書解釈の構造について」、『CISMORユダヤ学会議』、vol.1、２００６年、

58－78頁。 
 

（その他） 

「書評と紹介：市川裕著『ユダヤ教の精神構造』」、『宗教研究』、79(1) (通号 344) 、２００５年６月、151～157

頁。［依頼原稿］ 

サミール・ヌーハ 
Samir Abdel Hamid I. Nouh

（単著） 

Tolerance in Contemporary Japanese society and terrorism (the case of Christianity and Islam in Japan 
(in Arabic), The center of Oriental Studies, Cairo University ,Mar.2006.
 

（共著） 

「イスラーム日本の先駆『田中逸平』そのイスラーム文化論」（アラビア語）、『田中逸平　その５』、拓殖大

学、２００５年５月、425- 464 頁。 
 

（論文） 

“Contemporary Islamic Trends: Case of Egypt Compared with the Case of India & Pakistan”、『国際シン
ポジウム 交差するアジア・北アフリカ文化・科学技術研究論文報告集』、筑波大学北アフリカ研究センター、

２００５年１０月、25-41頁。 
 

“The Translation of Iqbal’s Poetry in Arabic, Comparative Studies” (in Arabic and Urdu), Risalatul Mashriq 
(Journal of The center of oriental studies), Cairo University, Oct.2005, pp.275-332.
 

（その他） 

Khaitul Ankabut (蜘蛛の糸)and Other Short Stories from Japanese Modern Literature (translated Japa-
nese~ Arabic cooperated with Sara Takahashi), Higher Council of Culture, Ministry of Culture ,Cairo, 
Sept.2005. 
 

Safar Nama Hijaz (Travel of Hijaz)  by Abdul Majid Daryabad (translated Urdu~Arabic) study and transla-
tion, Higher Council of Culture, Ministry of Culture,Cairo Dec.2005.
 

Hijaz of 1930 by Ghulam Rasoul Mihr (translated Urdu~Arabic) study and translation High Council of Cul-
ture, Ministry of Culture ,Cairo Feb.2006. 
 

「イスラム原理主義の物語？」（国際学術シンポジウム『現代中東における「原理主義」をめぐって』に

おけるコメント）、『クァドランテ』、No.8、２００６年３月、49-54頁。 
 

Tanaka Ippei, Pioneer of Islamic Studies in Japan (translated Japanese~Arabic, cooperated with Sara Ta-
kahashi ), King Faisal Foundation, Mar. 2006.

氏　名 業　績 

臼杵   陽 （共著） 

“Jewish National Communist Movement in Iraq: A Case of Anti-Zionist League in 1946”, Mediterranean 
World, no. XVIII, The Mediterranean Studies Group, Hitotsubashi University, March 2006, pp.211-225.
 

（論文） 

「変容するメディアとアラブ政治」『現代思想』第34巻第4号、青土社、２００６年３月、176－184頁 
 

「シャロンが消えたイスラエル政治(Israeli Politics after Sharon)」『世界』750号、岩浪書店、２００６年３月号、37
‐40頁。 
 

「ナショナリズムとしてのイスラーム–聖地エルサレムをめぐる政治(Islam as Nationalism: Politics over 
the Holy City Jerusalem)」『歴史学研究』第809（臨時増刊）号、２００５年１１月、2－10頁。 
 

「ロンドン・テロ　空虚な記号が生み出す恐怖(Terrorist Attacks in London)」『世界』岩浪書店、２００５年９月、
20－24頁。 
 

「日米における中東地域研究の危機–9・11事件後における新たな潮流(Crisis of the Middle Eastern 
Area Studies in Japan and the US: A New Research Trend after 9.11)」『地域研究』第7号第1号、２００５年６月、
107－129頁。 
 

（外部資金） 

科学研究費 

研究期間：平成１７～１９年　研究種目名：基盤研究（A) 

「日本・イスラーム関係のデーターベースの構築―戦前期回教研究から中東イスラーム地域研究への展開」 

研究代表者：臼杵　陽 

交付金額：平成１７年度５２０万円、平成１８年度６１０万円、平成１９年度６１０万円　総額１，７９０万円 

三浦 伸夫 （論文） 

「ジャービル・イブン・ハイヤーン---初期アラビアの錬金術思想」（Jabir ibn Khayyan---The Alchemical 
Thought in the Early Islam）、『化学史研究』、No.112, 平成１７年９月、153-169頁。［レフリー付き］ 
 

「アラビア数学における幾何学的発想の起源と展開」（The Origin and Development of the Geometrical 
Ideas in Arabic Mathematics）、『国際文化学部紀要』、No.25、平成１８年１月、65-106頁。 

松永 泰行 （共著） 

「イスラーム『対米ジハード主義』と『対テロ戦争』」(Anti-American Jihadism and the War on Terror)、青
木一能編『地球型社会の危機―グローバリゼーションの断面図―』(The Crises of A Globalized Soci-
ety:  Looking Into the Aspects of Globalization)、芦書房、２００５年４月、245-270頁。 
 

（論文） 

「序論 国際政治のなかの中東」(Introduction: The Middle East in International Relations)、日本国際政治学
会編『国際政治』、141、2005年5月、1-9頁。［依頼原稿］ 
 

「第2期ブッシュ政権と対中東「自由の拡大」戦略／政策」(The Second-Term Bush Administration and 
the Greater Middle East Initiative)、『イスラム世界』、第65号、２００５年１０月、47-56頁。［依頼原稿］ 

田原 拓治 （論文） 

「新たな『標的』の現場から～２００５年春　シリア・レバノン報告」（From the newly targetted region/The 
report on Syria and Lebanon in spring 2005）、月刊『情況』、２００５年７月号、６頁-２５頁。［依頼原稿］ 

事業推進担当者
研究業績
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事業推進担当者
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氏　名 所　　属 専門分野 

芦名　定道 京都大学大学院文学研究科助教授 キリスト教学 

檜垣　樹理 足利工業大学共通課程助教授 フランス宗教思想文学 
・宗教間対話 

市川　　裕 東京大学大学院人文社会系研究科教授 宗教史学・ユダヤ教 

鎌田　　繁 東京大学東洋文化研究所教授 イスラーム思想 

加藤　　隆 千葉大学文学部教授 新約聖書学 

勝又　悦子 同志社大学神学部嘱託講師 ユダヤ学 

小林　春夫 東京学芸大学教育学部助教授 イスラーム哲学 

栗林　輝夫 関西学院大学法学部教授 組織神学 

中村　信博 同志社女子大学学芸学部教授 宗教学・旧約聖書学 

中沢　新一 中央大学総合政策学部教授 宗教学 

奥田　　敦 慶応義塾大学総合政策学部教授 イスラーム法 

澤井　義次 天理大学人間学部教授 宗教学・インド学 

ミシェル・モール 同志社大学嘱託講師 近世近代宗教思想史 

塩尻　和子 筑波大学大学院人文社会科学研究科教授 イスラーム思想 

東長　　靖 京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科助教授 ユダヤ思想・イスラーム思想
・スーフィズム 

鳥巣　義文 南山大学人文学部教授 組織神学 

月本　昭男 立教大学文学部教授 ヘブライ語聖書学 

綱島　郁子 同志社大学神学部嘱託講師 マレーシア地域研究 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

２００５年度 
部門研究１ 「一神教の再考と文明の対話」研究会　共同研究員一覧 

氏　名 所　　属 専門分野 

伊奈　久喜 日本経済新聞論説委員 国際関係・外交政策 

石川　　卓 東洋英和女学院大学国際社会学部助教授 国際政治学・安全保障論 

北澤　義之 京都産業大学外国語学部教授 国際関係・中東地域研究 

李　愛俐娥 京都外国語大学非常勤講師 中央アジアの少数民族問題 

見市　　建 在シンガポール日本国大使館専門調査員 政治学・インドネシア 

村山　裕三 同志社大学ビジネス研究科教授 経済安全保障 

中村　　覚 神戸大学国際文化学部助教授 国際政治・サウジアラビア 

中西　　寛 京都大学大学院法学研究科教授 国際政治学 

小川　　忠 国際交流基金企画部企画課長 国際文化交流政策・ 
現代アジア文化 

内田　優香 民主党政策調査会副主査 米国の対中東政策 

山口　　昇 防衛庁防衛研究所副所長（陸将補） 安全保障問題 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

宮坂　直史 防衛大学校国際関係学科助教授 国際政治学 

中山　俊宏 日本国際問題研究所主任研究員 アメリカ政治・外交 

エルモスタファ・レズラーズィー アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京代表 国際政治・国際問題 

アフターブ・セット 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所所長 国際関係論 

２００５年度 
部門研究２「アメリカのグローバル戦略と一神教世界」研究会　共同研究員一覧 

部門研究２
共同研究員一覧
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氏　名 所　　属 専門分野 

石川　　立 同志社大学大学院神学研究科教授 新約聖書学 

檜垣　樹理 足利工業大学共通課程助教授 フランス宗教思想文学・ 
宗教間対話 

小原　克博 同志社大学大学院神学研究科教授 キリスト教思想 

水谷　　誠 同志社大学大学院神学研究科教授 組織神学 

ドロン・コヘン 同志社大学大学院神学研究科博士後期課程 ユダヤ教の視点から見た 
日本のキリスト教 

ミシェル･モール 同志社大学嘱託講師 近世近代宗教思想史 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

山本　雅昭 同志社大学言語文化教育研究センター教授 ユダヤ文学 

横田　 　徹 同志社大学大学院神学研究科博士後期課程 聖書学 

２００５年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧  
特定研究プロジェクト1 「ヨーロッパにおける宗教政策の研究」 

氏　名 所　　属 専門分野 

富田　健次 同志社大学大学院神学研究科教授 現代イラン研究 

中田　　考 同志社大学大学院神学研究科教授 イスラーム政治思想 

サミール・ヌーハ 同志社大学大学院神学研究科教授 比較文化研究 

松永　泰行 同志社大学研究開発推進機構客員フェロー 現代イスラーム政治論 

加賀谷　寛 大阪外国語大学名誉教授 現代イラン研究 

嶋本　隆光 大阪外国語大学日本語日本文化教育センター助教授 イスラーム思想 

吉村慎太郎 広島大学総合科学部助教授 イラン現代史・ 
中東国際関係 

中村明日香 同志社大学研究開発推進機構特別研究員 
（COE研究指導員） イラン地域研究 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

２００５年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧  
特定研究プロジェクト2 「イラン・イスラーム体制における西欧理解」 

氏　名 所　　属 専門分野 

小原　克博 同志社大学大学院神学研究科教授 キリスト教思想 

三浦　伸夫 神戸大学国際文化学部教授 科学史 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

２００５年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧  
特定研究プロジェクト3 「一神教における科学と近代化」 

氏　名 所　　属 専門分野 

２００５年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧  
特定研究プロジェクト4 「中東の教科書における非イスラーム宗教のイメージとその意味」 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

エルモスタファ・レズラーズィー アジア・アラブ・メディア・ネットワーク東京・代表 国際政治・国際問題 

サミール・ヌーハ 同志社大学大学院神学研究科教授 比較文化研究 

中田　　考 同志社大学大学院神学研究科教授 イスラーム政治思想 

氏　名 所　　属 専門分野 

２００５年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧  
特定研究プロジェクト5 「イスラームにおける他宗教との共存―伝統と現代への対応」 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

四戸　潤弥 同志社大学大学院神学研究科教授 イスラーム法 

下村佳州紀 一神教学際研究センター共同研究員 中東地域研究・イスラーム学 

中田　　考 同志社大学大学院神学研究科教授 イスラーム政治思想 

氏　名 所　　属 専門分野 

２００５年度 特定研究プロジェクト共同研究員一覧  
特定研究プロジェクト6 「ヨーロッパの史的展開とイスラーム」 

小原　克博 同志社大学大学院神学研究科教授 キリスト教思想 

中田　　考 同志社大学大学院神学研究科教授 イスラーム政治思想 

※所属・役職は2006年3月末現在  アルファベット順 

特定研究プロジェクト
共同研究員一覧
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氏　名 所属機関 

リチャード・ウッド代表 アジアキリスト教主義高等教育支援財団 

イサム・ムハンマド教授 アル・ニーレイン大学 

カマール・ムハンマド・ハシム社主 スター・パブリケーション 

ヌル・フダー・イスマイル分析調査員 ナニャン工科大学 

安江勝信課長補佐 外務省国際情報統括官組織 

ピエール・フルニエ館長 関西日仏学館 

フランソワ・ラショウ支部長 フランス国立極東学院京都支部 

日　付 

２００５年 5 月 30日 

 8 月 5日 

 9 月 1日 

 9 月 17日 

 

 9 月 30日 

 

カラム・ハリール文化参事官 エジプト大使館文化・教育・科学部 

シェムリック・バス参事官 イスラエル大使館広報・文化担当 

丸井　浩教授 東京大学大学院人文社会系研究科 

キム・ヒョップヤン教授 カンナム大学 

 10 月 3日 

 10 月 8日 

 11 月 19日 

２００５年 1 月 19日 

ノートン・メズヴィンスキー教授 セントラル・コネチカット州立大学 

エヤル・ベン・アリ所長 トルーマン平和研究所 

 2 月 8日 

 2 月 15日 

2005年度来訪者記録 

提携先 

ヘブライ大学人文学部（イスラエル） 

シャイフ・アフマド・クフタロウ財団（シリア） 

ヨルダン王立宗教間対話研究所 

マレーシア国際イスラーム大学啓示人文学部 

提携年月日 

2005年 2 月 14日 

2005年 3 月 21日 

2005年 8 月 7日 

2005年 8 月 8日 

学術交流提携一覧 
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